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H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務民間競争入札実施要項（案） 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争のもとで事業者の創意と工夫を適切に反映させる

ことにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すもの

である。 

上記を踏まえ、内閣府沖縄総合事務局（以下「沖縄総合事務局」という。）は、H30-34

国営沖縄記念公園運営維持管理業務（以下「本業務」という。）について、公共サービス改

革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。 
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１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象

公共サービスの質に関する事項 

 

1.1. 対象施設及び対象業務の概要 

 

1.1.1 対象施設の概要 

(1) 対象施設 

施設名称 国営沖縄記念公園 

○海洋博覧会地区 

所在地 沖縄県国頭郡本部町 

敷地面積 77.2ha 注） 

注）本業務の対象敷地は国営沖縄記念公園海洋博覧会地区の供用区域の一部で

あり、その面積は、平成 30 年 3 月現在 66.6ha である。 

○首里城地区  

所在地 沖縄県那覇市  

敷地面積 4.7ha注）  

注）本業務の対象敷地は国営沖縄記念公園首里城地区の供用区域の一部であり、

その面積は、平成 30 年 3 月現在 3.2ha である。 

 

(2) 施設概要 

対象となる施設は、国営沖縄記念公園（以下「本公園」という。）の供用区域に位置

する各公園施設であり、本実施要項表 1 に示すとおりである。 

なお、海洋博覧会地区の美ら海水族館及び海獣施設等、首里城地区の正殿等は本業

務の対象外である。 

 

 

詳細は、別紙－１「位置図」、別紙－２「管理区域図」、別紙－３「主要公園施設一

覧」、別紙－４｢主要建物調書｣、別紙－５「収益施設一覧」を参照のこと。 
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表 1 主な対象施設一覧 

ゾーン名 
面積

（ha） 
名称 主要施設 

海 

洋 

博 

覧 

会 

地 

区 

沖縄・文化

センターゾ

ーン 

26.0 

海洋文化館 展示ホール、映像ホール 

ちびっことりで ネット遊具 

おきなわ郷土村 民家 8 棟、高倉、サーターヤ 

おもろ植物園 草本類（4 科 6 種類）、木本類（13 科 16 種類） 

総合案内所（ハイサイ

プラザ） 

情報ルーム、カフェティーダ、ショップやんばるの

杜、ギャラリー美ら島 

噴水広場、水の階段、中央スナック、横断歩道橋、駐車場、テニスコート 

オーシャニ

ックゾーン 
 

7.6 

 

エメラルドビーチ 
遊びの浜（汀線長 350m）、憩いの浜（汀線長 250m）、

眺めの浜（汀線長 150m） 

ビーチハウス 
ビーチ売店、ビーチスナック、トイレ、シャワー室、

ロッカー室、救護室 

立体駐車場【エメラルドゲート】 

熱帯亜熱帯

環境ゾーン 

33.0 

夕陽の広場 大型複合遊具、レストハウス 

熱帯ドリームセンター 
ラン温室、果樹温室、ビクトリア温室、回廊棟、ス

ナック、売店 

熱帯・亜熱帯都市緑化

植物園 
各種見本園 

水のプロムナード、お花畑、バンコの森、駐車場 

小計 66.6  

首里城地区 

2.9  首里城復元施設 

瑞泉門、漏刻門、広福門(一部)、供屋、系図座・用

物座、下之御庭、京の内、西のアザナ、右掖門、東

のアザナ 

0.3 首里城施設 銭蔵（休憩所）、北城郭便所 

小計 3.2  

計 69.8  

※下線は利用料金を徴収する施設や飲食・物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

※このほかに自動販売機を設置する。 
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1.1.2 開園期間及び時間 

本公園の開園期間及び時間は、本実施要項表 2 に示すとおりである。 

表 2 開園期間及び時間 

 開園期間 
開園時間 

（開館時間） 

(1)海洋博覧会地区 

夏期（3 月 1 日～9 月 30 日） 
8:00～19:30 

（8:30～19:00） 

水族館関連区域 8:00～20:30 

通常期（10 月 1 日～2 月末日） 
8:00～18:00 

（8:30～17:30） 

水族館関連区域 8:00～19:00 

(2)首里城地区 

4 月 1 日～6 月 30 日 8:00～19:30 

7 月 1 日～9 月 30 日 8:00～20:30 

10 月 1 日～11 月 30 日 8:00～19:30 

12 月 1 日～3 月 31 日 8:00～18:30 

※休園日は、海洋博覧会地区は 12 月の第１水曜日とその翌日。首里城地区は無し（なお、有料

区域の休館日は７月の第１水曜日とその翌日）。 

※水族館関連区域は、別紙－6「水族館関連区域図」のとおりとする。 

※海洋博覧会地区のエメラルドビーチの供用期間は、4 月～10 月。 

※繁忙期、イベント開催時等においては、事業者が沖縄総合事務局長に協議し、承諾を得た上で

開園時間の変更を行うことができる。 

※開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が沖縄総合事務局

長に協議し、承諾を得た上で休園とする。 

 

 

1.1.3 入園料、入館料 

(1) 入園料 

1)海洋博覧会地区：無料 

2)首里城地区：無料 

(2) 入館料 

本公園の入館料は、本実施要項表 3 に示すとおりである。 

表 3 入館料 

施設名称 区分 大人 

海洋文化館 
個人 190 円 

団体 80 円 

熱帯ドリームセンター 
個人 760 円 

団体 550 円 

※入館料は変更する場合がある。変更する場合には別途通知する。 

※中学生以下は無料。 

※身障者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を提示された方とその付添の方

１名は無料。 
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※団体は、小学生以上の入館者２０名以上（上記手帳を提示した方を含む）を対

象とする。 

※無料入館日：原則として、以下のとおり無料入館日を設けることとし、各年度

の日付は１ヶ月前までに通知する。 

・春の都市緑化推進運動：４月１日～６月３０日【期間中１日】 

・秋の都市緑化月間  ：１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 

・みどりの日     ：５月４日【１日】 

・敬老の日      ：９月第３月曜日【１日】 

※満６５歳以上の者のみ無料 

 

1.1.4 施設目的 

本公園は、国が設置したロ号国営公園であり、「海洋博覧会地区」及び「首里城地区」

の 2 地区から構成されている。 

「海洋博覧会地区」は、国頭郡本部町に位置しており、昭和 50 年度に開催された沖

縄国際海洋博覧会を記念する公園として､その会場の跡地の利用について閣議決定を

受け､昭和 50 年 8 月に開園した｡ 

「首里城地区」は那覇市首里当蔵町に位置しており、沖縄の復帰を記念する事業の

一環として戦火により消失した首里城を復元するために､昭和 61 年の閣議決定を受け

平成 4 年 11 月に一部開園した｡ 

海洋博覧会地区の計画面積は 77.2ha で、「沖縄文化・センターゾーン」、「オーシャ

ニックゾーン」、「熱帯亜熱帯環境ゾーン」の 3 つのゾーンに区分され、「太陽と花と海」

をテーマとし、以下の基本方針の基に総合的に整備、管理、運営を進めてきている。 

①沖縄にふさわしい公園とするとともに､沖縄の持続的な観光振興の中核となる公

園とする｡ 

②沖縄国際海洋博覧会の記念事業としてふさわしい公園とする｡ 

③日本だけではなく外国の人々にも利用される公園とする。 

④海との調和を十分考慮する｡ 

⑤亜熱帯性気候を十分考慮し､四季を通じて利用できるものとする｡ 

⑥歴史的･文化的資源を生かした公園とする。 

また、首里城地区の計画面積は 4.7ha で、以下の基本方針の基に総合的に整備、管

理、運営を進めてきている。 

①首里杜構想との整合性及び首里城の歴史的風致に配慮した施設配置計画を行う｡ 

②歴史・文化の拠点として魅力ある施設整備を図る｡ 

③将来に向かって沖縄の歴史･文化の拠点となるよう多様な活用を図る｡ 

④文化遺産の鑑賞､見学､体験という観光形態の充実を目指す。 

事業にあたっては、上記の各地区における基本方針のもとに永続的な需要喚起と来

園者に対するサービス向上を目指し、一元的に運営維持管理を進めるものである（詳

細は、別紙－7「国営沖縄記念公園運営維持管理基本方針」（以下「基本方針」という。）

を参照のこと。）。 
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1.1.5 対象業務の概要 

(1) 対象業務の構成 

本業務は、委託契約により、本公園において、国営公園設置の意義を踏まえ、その

効用を最大限発揮させるべく、公園の運営維持管理全般について計画立案を行い、目

標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、利用促進のための行催事や

広報宣伝の企画・立案・実施、入館料徴収、巡視・保安警備、公園利用者に対するサ

ービスの提供、利用指導、救急、公園利用者の安全・安心の確保、地域貢献や市民等

との協働、他の施設管理者との連携、建物や工作物等公園施設の維持管理、清掃及び

植物の育成・維持管理、収益施設の運営など多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、

相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施するものである。 

このうち、飲食・物販施設等、公園利用者へのサービス向上に資する収益施設につ

いては、沖縄総合事務局からの委託費で運営維持管理を行うものではなく、事業者が

独立採算で運営維持管理を行うものである。収益施設におけるサービス提供が、委託

費による公園の運営維持管理と両輪をなす事業として、互いに相乗効果を発揮し、公

園利用者にとって利便性が高く魅力のある公園管理が展開されるよう、事業者の創意

工夫を期待するものである。 

さらに、委託費で行う業務に加え、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、沖

縄総合事務局長の許可を受けた上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立

採算により臨時もしくは通年での飲食・物販施設等の設置運営や行催事を行う事業（以

下「自主事業」という。）について、効果的に行われることを期待する。 

また、収益施設等運営業務及び自主事業においては、外国人を含めた公園利用者の

利便性を図るため、電子マネー等のキャッシュレス化の導入に努めることが望ましい。 

 

本業務は、委託費により行う「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企

画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」と、事業者の提

案により独立採算で行う収益施設の運営及び自主事業（以下「収益施設等設置管理運

営業務」という。）により構成される。 

 

なお、会計上の注意として、事業者は、委託費を収益施設等設置管理運営業務の実

施に用いてはならない。ただし、「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企

画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」を実施する上で、

「収益施設等設置管理運営業務」と調整する業務については、委託費を充当して差し

支えない。 

 

また、委託費で行う事業と独立採算で行う「収益施設等設置管理運営業務」の経理

状況に関する帳簿類は分けて整理し、年度終了毎に決算書類を提出することとする。 

 

さらに本業務は、利用指導の一環として、都市公園法の許認可に係る前段階の調整、

沖縄総合事務局が行う各種行事への対応を実施するなど、行政と連携を行うものであ

る。 
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これら多岐にわたる業務は相互に密接に関連するものであり、公園の円滑な運営維

持管理のため、総合的な調整のもとに実施されるものである。 

なお、建設業法上の改築工事、施設保全業務、庁舎清掃業務、庁舎警備業務、光熱

水費の支払い等は本業務には含まれず、沖縄総合事務局が別途行う。 

 

本業務の実施にあたっては、都市公園関係法令等を踏まえた公園管理のための専門

的知識を有し、また一定のサービス水準の維持及び公園利用者の安全確保のため、上

記業務を安定的に行うとともに、事故・災害等緊急事案にも迅速な対応が可能となる

管理体制を整えることが必要である。 

 

 (2) 対象業務項目 

本業務に含まれる対象業務は下記のとおりであり、その業務内容を示す。各業務に

あたっては、公園利用者が安全・快適に利用できるよう、適切に実施することとする。 

1) 公園運営維持管理業務（委託費により行う業務） 

①本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・入館料徴収、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

②企画運営管理業務 

・企画広報（行催事企画運営、広報） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

③施設・設備維持管理業務 

・維持修繕・保守点検等（建物、工作物、建物設備、園路広場、遊具、電気設

備、汚水・排水施設、給水施設、水景施設、その他設備） 

・清掃等（建物清掃等） 

・有害生物対策 

④植物管理業務 

・芝生管理、高木管理、中低木管理、林地管理、草地管理、草花管理等（草刈

り、施肥、灌水、剪定等） 

・園地等清掃（園路・駐車場、廃棄物処理等） 

 

2) 収益施設等設置管理運営業務（土地使用料等を納めた上で独立採算により行う業

務） 

①収益施設等運営業務 

・飲食・物販施設、遊覧車等の運営 

②自主事業 

・臨時飲食・物販施設等の運営 

・飲食・物販施設等の設置 
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利用者サービスの向上のため本公園の基本計画等との整合が図られ、かつ

優良な投資を伴う提案に基づき施設を新設し管理運営する場合は、本業務の

実施期間を超えて 10 年間を限度として実施することができるものとする。こ

の場合、契約期間終了後（継続して契約した場合は除く）は自主事業ではな

くなるが、都市公園法第５条の許可に基づき実施できるものであり、公園管

理者が承認した場合は、許可期間終了後の許可の更新も可能である。 

また、契約期間終了時（継続して契約した場合は除く）又は許可期間終了

時（更新が行われた場合は除く）は、自己の負担において原状回復しなけれ

ばならない。 

ただし、契約期間終了時（継続して契約した場合は除く）又は許可期間終

了時（更新が行われた場合は除く）に、所有する資産を国又は国が指定する

第３者と個別の協議により、適正価格で譲渡できるものとし、この場合には

原状回復は不要とする。 

 

（詳細は、別紙－８「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務共通仕様書」（以

下「共通仕様書」という。）、別紙－９～１３（「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管

理業務個別仕様書（本業務全体の計画立案及びマネジメント業務）」（以下「個別仕様

書（計画立案）」という。）等）、別紙－１４「H30-34 国営沖縄記念公園収益施設等設

置管理運営規定書」（以下「設置管理運営規定書」という。）を参照のこと。） 
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 (3) 業務全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本業務全体の計画立案及び 

マネジメント業務（統括） 

②企画運営管理業務 

③施設・設備維持管理業務 

④植物管理業務 

【調整】 

⑤収益施設等設置管理運営業務 

※収益施設等設置管理運営業務
の実施には委託費を用いては
ならない（ただし、①～④の
業務を実施する上で、収益施
設等設置管理運営業務と【調
整】する業務については、①
～④の業務の一環であること
から委託費を充当して差し支
えない） 

※収益施設等設置管理運営業務
の実施にあたっては、都市公
園法に基づく設置管理等の許
可を要する。また、施設使用
料、土地使用料または建物使
用料を国に納めなければなら
ない 

【統括】 

【委託契約】 【設置管理許可】 
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1.2. 業務内容 

 

1.2.1 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理

方針の下で、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐に

わたる業務について総合的な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとと

もに、入館料の徴収事務、沖縄総合事務局の実施する整備・修繕工事における実施方

針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務

を行う。（詳細は、別紙－８「共通仕様書」及び別紙－９「個別仕様書（計画立案）」

を参照のこと。） 

 

1.2.2 企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収すること等ができる

ものを含む）や広報宣伝の企画・立案・実施参加者受付を行う業務である。また、公

園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもらうために、利用指導及び利用案

内等の公園利用者に対するサービスの提供、公園利用者の施設予約等の受付、園内巡

視、本業務に関わる自動車維持等を行う。（詳細は、別紙－８「共通仕様書」及び別紙

－１０「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務個別仕様書（企画運営管理）」（以

下「個別仕様書（企画）」という。）を参照のこと。） 

 

1.2.3 施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、工作物、園路広場、遊具、電気設備、給排水施設等について、所要の目的が

果たされるよう、日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよ

う、利用の状況に応じて破損個所の軽微な補修又は補充を適切に行う。また、給水施

設や電気設備の使用量を計測し記録を確実に行うとともに、水景施設に関しては、衛

生面の安全を確保するよう、水質管理を確実に行う。（詳細は、別紙－８「共通仕様書」

及び別紙－１１「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務個別仕様書（施設・設備

維持管理）」（以下「個別仕様書（施設・設備）」という。）を参照のこと。） 

 

(2) 清掃等 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、建物の清

掃を行い、常時公園内を清潔にする。また、建物等に塵芥が散乱した場合は、速やか

に園内の清掃を行い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとる。さらに、適宜、

建物等における害虫駆除、ハブクラゲ・ハブ等の危険生物等対策を実施し、公園利用

者の安全を確保する。（詳細は、別紙－８「共通仕様書」及び別紙－１１「個別仕様書

（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

1.2.4 植物管理業務 

沖縄の気候風土に合った演出を行うため、利用状況、景観等に応じた除草、外来種
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の除去、芝刈り、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うことにより、園内の植物が常に良

好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用者に怪我等がないよう適切

な管理を行う。また、公園利用者の満足度を高めるために、熱帯・亜熱帯性植物の活

用と草花の演出により利用者の満足度を高めるように努める。さらに、園路・駐車場

を清潔にし、塵芥が散乱した場合は、速やかに清掃を行い、利用に支障が生じないよ

う適切な措置をとり、廃棄物を適切に処理する。（詳細は、別紙－８「共通仕様書」及

び別紙－１２「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務個別仕様書（植物管理）」（以

下「個別仕様書（植物）」という。）を参照のこと。） 

 

 

1.2.5 収益施設等設置管理運営業務 

本実施要項 1.2.1～1.2.4 の業務と連携して公園利用者サービスの向上を図るため、

飲食・物販施設、遊覧車などの収益施設の運営管理を行わなければならない。また、

公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期にお

ける臨時物販施設等の自主事業を行うことができる。自主事業のうち、本公園の基本

計画等との整合が図られ、かつ優良な投資を伴う提案に限っては、別添 35（「自主事

業における飲食・物販施設の設置管理運営可能範囲」）に定める範囲において、本業務

の実施期間を超えて 10 年間を限度として、飲食・物販施設を新設し、管理運営するこ

とができる。 

具体的には、都市公園法第 5 条、第 6 条または第 12 条の手続きを行った上で、各施

設の施設使用料、土地使用料または建物使用料を沖縄総合事務局に支払い、別紙－５

「収益施設一覧」で示す施設の管理運営、繁忙期における臨時飲食・物販施設・臨時

駐車場及び事業者からの提案に基づく飲食・物販施設の新設・管理運営を行い、収益

施設等の運営において得た利益は事業者の収入とする。また、収益施設のうち、必須

施設は公園の開園日時に常時営業する施設、裁量施設は公園の開園日時内で運営日時

を事業者が設定し営業する施設である。 

また、収益施設運営業務及び自主事業においては、外国人を含めた公園利用者の利

便性を図るため、電子マネー等のキャッシュレス化の導入に努めることが望ましい。 

なお、各施設の利用料金については、沖縄総合事務局と協議の上、周辺類似事例に

基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。（収

益施設の詳細は、別紙－５「収益施設一覧」及び別紙－１４「設置管理運営規定書」

を参照のこと。）。 

事業者からの提案に基づく飲食・物販施設の新設を行った場合、本業務契約期間終

了後（継続して契約した場合は除く）は自主事業ではなくなるが、都市公園法第５条

の許可に基づき実施できるものとする。また、本業務の契約期間終了時（継続して契

約した場合は除く）又は許可期間終了時（更新が行われた場合は除く）は、自己の負

担において原状回復しなければならない。ただし、契約期間終了時（継続して契約し

た場合は除く）又は許可期間終了時（更新が行われた場合は除く）に、所有する資産

を国又は国が指定する第３者と個別の協議により、適正価格で譲渡できるものとし、

この場合には原状回復は不要とする。 
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1.3. サービスの質の設定 

 

本業務の実施にあたり、達成すべき包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）及び個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）は以下のとおりとする。 

 

1.3.1 包括的な質の設定 

本業務に関する包括的な質は本実施要項表 4 のとおりとする。 

 

表 4 包括的な質 

【平成 30 年度分（平成 31 年 2 月から平成 31 年 3 月まで）】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 公園利用者数

の確保（※1） 

・本公園の 2 月～3 月の公園利用者数※2 

海洋博覧会地区 

（平成 25年度～平成 28 年度の 2月と 3月の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値：751,089 人】） 

首里城地区 

（平成 25年度～平成 28 年度の 2月と 3月の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値：464,187 人】） 

・主要施設の 2 月～3 月の利用者数※3 

海洋文化館（有料入館者数） 

（平成 25年度～平成 28 年度の 2月と 3月の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値：13,479 人】） 

熱帯ドリームセンター（有料入館者数） 

（平成 25年度～平成 28 年度の 2月と 3月の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値：39,438 人】） 

利用者満足度

の確保 

・本公園の 2 月～3 月の公園の運営に関する「満足」の回答比率

（ただし、回答比率は参考値とする）※4 

 海洋博覧会地区 

（平成 25年度～平成 28年度の第４四半期の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度実績平均値：81.2％】） 

 首里城地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の第４四半期の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度実績平均値：69.8％】） 

公園特性を生

かした植物管

理 

・海洋博覧会地区における「季節を彩る花の演出、手入れの良さ」

に関する「満足」の回答比率（ただし、回答比率は参考値とす

る）※5（平成 25 年度～平成 28 年度の第４四半期の実績平均

値以上【平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値：76.5％】） 

多様な利用プ

ログラムの提

供 

・「自然・環境」及び「歴史・文化（沖縄の歴史・文化及び海洋文

化）」をテーマとした参加・体験型プログラムの開催日数、参加

人数※6 

・「自然・環境」をテーマとする参加体験型プログラムの開催日数、

延べ参加人数（平成 25 年度～平成 28 年度の 2 月と 3 月の実績

平均値と同程度以上【平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値：

延べ 70 日、延べ参加人数 1,464 人】） 

・「歴史・文化（沖縄の歴史・文化及び海洋文化）」をテーマとす

る参加体験型プログラムの開催日数、延べ参加人数（平成 25 年

度～平成 28 年度の 2 月と 3 月の実績平均値と同程度以上【平成

25 年度～平成 28 年度実績平均値：延べ 2 日、延べ参加人数 2,100

人】） 

情報受発信の

充実 

・ホームページの総アクセス件数※7 

海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の 2月と 3月の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値： 1,112,232 件】） 
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首里城地区 

（平成 25年度～平成 28 年度の 2月と 3月の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値： 542,255 件】） 

※1：公園利用者数は別紙－19 による。 

※2：本公園の利用者数は、各年度 2 月 1 日～3 月 31 日の海洋博覧会地区と首里城地区のそれぞれ

の公園利用者総数である。 

※3：主要施設の利用者数は、各年度 2 月 1 日～3 月 31 日の海洋博覧会地区における海洋文化館と

熱帯ドリームセンター各施設の有料入館者総数を指す。 

※4：海洋博覧会地区及び首里城地区の両地区における、各年度の第 4 四半期の「公園の利用に関

するアンケート調査」(別紙－21)で、内閣府沖縄総合事務局が指定する設問（海洋博覧会地

区：Ｈ29 年はＱ9-13、首里城地区：Ｈ29 年はＱ12-10）に、「満足」と回答した人の割合の平

均値。 

※5：海洋博覧会地区における、各年度の第 4 四半期の「公園の利用に関するアンケート調査」(別

紙－21)の「季節を彩る花の演出、手入れの良さ」（海洋博覧会地区：H29 年はＱ9-3）に関し、

「満足」と回答とした人の割合。 

※6：・『自然・環境』をテーマとする参加体験型プログラムの実施例（平成 25 年度～平成 28 年度

実績）は以下のとおり。 

「植物のクラフトづくり」、「ランの栽培教室」、「美ら島・美ら海こども工作室」、「植物観察

と標本作り教室」、「環境学習」 

・『歴史・文化』をテーマとする参加体験型プログラムの実施例（平成 25 年度～平成 28 年度

実績）は以下のとおり。 

「漆喰ドラゴン＆シーサー絵付け体験」、「ミニ旗頭作り体験」、「鬼餅づくり体験」、「黒糖づ

くり体験」 

※7：国営沖縄記念公園ホームページの総アクセス数（全ページの総合計）。 
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【平成 31 年度～平成 33 年度】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公園利用者数

の確保（※1） 

・本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数※2（ただし、四半

期ごとの公園利用者数は参考値とする） 

海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：年間 4,480,214 人、第 1 四半期

1,027,284 人、第 2 四半期 1,299,729 人、第 3 四半期 1,052,274

人、第 4 四半期 1,100,928 人】） 

首里城地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：年間 2,568,048 人、第 1 四半期

596,417 人、第 2 四半期 587,462 人、第 3 四半期 697,773 人、

第 4 四半期 686,396 人】） 

・主要施設の年間及び四半期ごとの利用者数※3 

海洋文化館（有料入館者数） 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：年間 79,903 人、第 1 四半期

15,635 人、第 2 四半期 25,942 人、第 3 四半期 18,495 人、

第 4 四半期 19,831 人】） 

熱帯ドリームセンター（有料入館者数） 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：年間 105,279 人、第 1 四半期

17,000 人、第 2 四半期 19,245 人、第 3 四半期 75,012 人、

第 4 四半期 54,023 人】） 

利用者満足度

の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「満足」の回答比率

（ただし、四半期ごとの回答比率は参考値とする）※4 

 海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値以上【平成 25 年度～平

成 28 年度実績平均値：年間 81.7％、第 1 四半期 80.9％、第 2

四半期 83.2％、第 3 四半期 81.3％、第 4 四半期 81.2％】） 

 首里城地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値以上【平成 25 年度～平

成 28 年度実績平均値：年間 69.5％、第 1 四半期 68.6％、第 2

四半期 70.1％、第 3 四半期 69.9％、第 4 四半期 69.8％】） 

公園特性を生

かした植物管

理 

・海洋博覧会地区における「季節を彩る花の演出、手入れの良さ」

に関する年間及び四半期ごとの「満足」の回答比率（ただし、

四半期ごとの回答比率は参考値とする）※5（平成 25 年度～平

成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度～平成 28 年度の実

績平均値：年間 74.4％、第 1 四半期 74.3％、第 2 四半期 74.1％、

第 3 四半期 72.7％、第 4 四半期 76.5％】） 

多様な利用プ

ログラムの提

供 

・「自然・環境」及び「歴史・文化（沖縄の歴史・文化及び海洋文

化）」をテーマとした参加・体験型プログラムの開催日数、参加

人数※6 

・「自然・環境」をテーマとする参加体験型プログラムの開催日数、

延べ参加人数（平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値と同程度

以上【平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値：年間延べ 532 日、

延べ参加人数 11,904 人】） 

・「歴史・文化（沖縄の歴史・文化及び海洋文化）」をテーマとす

る参加体験型プログラムの開催日数、延べ参加人数（平成 25 年

度～平成 28 年度実績平均値と同程度以上【平成 25 年度～平成

28 年度実績平均値：年間延べ 11 日、延べ参加人数 4,720 人】） 

情報受発信の

充実 

・ホームページの総アクセス件数※7 

海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：年間 6,852,044 件】） 

首里城地区 
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（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：年間 3,443,284 件】） 

※1：公園利用者数は別紙－19 による。 

※2：本公園の年間利用者数は、各年度 4 月 1 日～3 月 31 日の海洋博覧会地区と首里城地区のそれ

ぞれの公園利用者総数である。 

※3：主要施設の利用者数は、各年度 4 月 1 日～3 月 31 日の海洋博覧会地区における海洋文化館と

熱帯ドリームセンター各施設の有料入館者総数を指す。 

※4：海洋博覧会地区及び首里城地区の両地区における、各年度の第 4 四半期の「公園の利用に関

するアンケート調査」(別紙－21)で、内閣府沖縄総合事務局が指定する設問（海洋博覧会地

区：Ｈ29 年はＱ9-13、首里城地区：Ｈ29 年はＱ12-10）に、「満足」と回答した人の割合の平

均値。 

※5：海洋博覧会地区における、各年度の第 4 四半期の「公園の利用に関するアンケート調査」(別

紙－21)の「季節を彩る花の演出、手入れの良さ」（海洋博覧会地区：H29 年はＱ9-3）に関し、

「満足」と回答とした人の割合。 

※6：・『自然・環境』をテーマとする参加体験型プログラムの実施例（平成 25 年度～平成 28 年度

実績）は以下のとおり。 

「植物のクラフトづくり」、「ランの栽培教室」、「美ら島・美ら海こども工作室」、「植物観察

と標本作り教室」、「環境学習」 

・『歴史・文化』をテーマとする参加体験型プログラムの実施例（平成 25 年度～平成 28 年度

実績）は以下のとおり。 

「漆喰ドラゴン＆シーサー絵付け体験」、「ミニ旗頭作り体験」、「鬼餅づくり体験」、「黒糖づ

くり体験」 

※7：国営沖縄記念公園ホームページの年間総アクセス数（全ページの総合計）。 
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【平成 34 年度分（平成 34 年 4 月から平成 34 年 12 月まで）】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

・本公園の第 1～第 3 四半期までの期間及び四半期ごとの公園

利用者数※2（ただし、四半期ごとの公園利用者数は参考値とす

る） 

海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：第 1～第 3 四半期 3,379,286 人、

第 1 四半期 1,027,284 人、第 2 四半期 1,299,729 人、第 3 四

半期 1,052,274 人】） 

首里城地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：第 1～第 3 四半期 1,881,652 人、

第 1 四半期 596,417 人、第 2 四半期 587,462 人、第 3 四半期

697,773 人】） 

・主要施設の第 1～第 3 四半期までの期間及び四半期ごとの利用

者数※3 

海洋文化館（有料入館者数） 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：第１～第３四半期 60,071 人、

第 1 四半期 15,635 人、第 2 四半期 25,942 人、第 3 四半期

18,495 人） 

熱帯ドリームセンター（有料入館者数） 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年

度～平成 28 年度の実績平均値：第１～第３四半期 51,256

人、第 1 四半期 17,000 人、第 2 四半期 19,245 人、第 3 四

半期 15,012 人） 

利 用 者 満 足 度

の確保 

・第 1～第 3 四半期までの期間年間及び四半期ごとの公園の運営

に関する「満足」の回答比率（ただし、四半期ごとの回答比

率は参考値とする）※4 

 海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値以上【平成 25 年度～

平成 28 年度実績平均値：第 1～第 3 四半期 81.8％、第 1 四半

期 80.9％、第 2 四半期 83.2％、第 3 四半期 81.3％】） 

 首里城地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値以上【平成 25 年度～

平成 28 年度実績平均値：第 1～第 3 四半期 69.5％、第 1 四半

期 68.6％、第 2 四半期 70.1％、第 3 四半期 69.9％】） 

公 園 特 性 を 生

か し た 植 物 管

理 

・海洋博覧会地区における「季節を彩る花の演出、手入れの良

さ」に関する第 1～第 3四半期までの期間及び四半期ごとの「満

足」の回答比率（ただし、四半期ごとの回答比率は参考値と

する）※5（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値：第 1～第 3 四半期

73.7％、第 1 四半期 74.3％、第 2 四半期 74.1％、第 3 四半

期 72.7％】） 

多 様 な 利 用 プ

ロ グ ラ ム の 提

供 

・「自然・環境」及び「歴史・文化（沖縄の歴史・文化及び海洋

文化）」をテーマとした参加・体験型プログラムの開催種類、

回数、参加人数※6 

・「自然・環境」をテーマとする参加体験型プログラムの開催日

数、延べ参加人数（平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値と

同程度以上【平成 25 年度～平成 28 年度実績平均値：第 1～第

3 四半期までの期間延べ 451 日、延べ参加人数 9,681 人】） 

・「歴史・文化（沖縄の歴史・文化及び海洋文化）」をテーマと

する参加体験型プログラムの開催日数、延べ参加人数（平成

25 年度～平成 28 年度実績平均値と同程度以上【平成 25 年度

～平成 28 年度実績平均値：第 1～第 3 四半期までの期間延べ

9 日、延べ参加人数 2,105 人】） 
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情 報 受 発 信 の

充実 

・ホームページの総アクセス件数※7 

海洋博覧会地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年度

～平成 28 年度の実績平均値：：第１～第３四半期まで

5,107,355 件】） 

首里城地区 

（平成 25 年度～平成 28 年度の実績平均値以上【平成 25 年

度～平成 28 年度の実績平均値：：第１～第３四半期まで

2,580,744 件】） 

※1：公園利用者数は別紙－19 による。 

※2：本公園の利用者数は、平成 34 年 4 月 1 日～12 月 31 日の海洋博覧会地区と首里城地区のそれ

ぞれの公園利用者総数である。 

※3：主要施設の利用者数は、平成 34 年 4 月 1 日～12 月 31 日の海洋博覧会地区における海洋文化

館と熱帯ドリームセンター各施設の有料入館者総数を指す。 

※4：海洋博覧会地区及び首里城地区の両地区における、各年度の第 4 四半期の「公園の利用に関

するアンケート調査」(別紙－21)で、内閣府沖縄総合事務局が指定する設問（海洋博覧会地

区：Ｈ29 年はＱ9-13、首里城地区：Ｈ29 年はＱ12-10）に、「満足」と回答した人の割合の平

均値。 

※5：海洋博覧会地区における、各年度の第 4 四半期の「公園の利用に関するアンケート調査」(別

紙－21)の「季節を彩る花の演出、手入れの良さ」（海洋博覧会地区：H29 年はＱ9-3）に関し、

「満足」と回答とした人の割合。 

※6：・『自然・環境』をテーマとする参加体験型プログラムの実施例（平成 25 年度～平成 28 年度

実績）は以下のとおり。 

「植物のクラフトづくり」、「ランの栽培教室」、「美ら島・美ら海こども工作室」、「植物観

察と標本作り教室」、「環境学習」 

・『歴史・文化』をテーマとする参加体験型プログラムの実施例（平成 25 年度～平成 28 年度

実績）は以下のとおり。 

「漆喰ドラゴン＆シーサー絵付け体験」、「ミニ旗頭作り体験」、「鬼餅づくり体験」 

 

※7：国営沖縄記念公園ホームページの年間総アクセス数（全ページの総合計）。 

 

 

1.3.2 個別業務の質の設定 

次に示す個別業務の質を確保すること。なお、個別業務の質の最低水準は、別紙－

８「共通仕様書」及び別紙－９～１３（「個別仕様書」）による。 

ただし、個別業務の質の最低水準は、企画書（本実施要項 4.2.3 参照）において改

善提案を行うことができる。 

個別業務の質の最低水準と異なる提案を行う場合は理由を示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由を示すこと。 

 

(1) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

多岐にわたる業務について適切な目標を定め、総合的な調整のもと相互連携を保ち

つつ、実施の方法が決定され、さらに、これらの業務を総括し、適切な進捗管理が行

われていること。 

また、入館料の徴収、国庫への納入などを行うことその他本業務が円滑に行われる

ための諸業務を実施すること。（詳細は、別紙－９「個別仕様書（計画立案）」を参照

のこと。） 
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(2) 企画運営管理業務 

公園利用者の満足度が高いレベルで保たれていることを目的とし、多種多様な公園

利用者のニーズを適切に把握したうえで、指定された業務内容を実施し、公園利用者

への適切な指導・サービス、利用促進のための行催事を行うとともに、常時適切な広

報、情報発信を行い認知度を向上すること。（詳細は、別紙－１０「個別仕様書（企画）」

を参照のこと。） 

 

(3) 施設・設備維持管理業務 

1) 維持修繕・保守点検 

建物、工作物、園路広場、遊具、電気設備、給排水施設等の性能が常時適切な状

態で保たれているとともに、公園利用者の安全が確保されていることを目的とし、

指定された業務内容を実施し、建物、工作物、園路広場、遊具等の機能及び劣化の

状態を調査するとともに、異常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置が判断・

実行されていること。（詳細は、別紙－１１「個別仕様書（施設・設備）」を参照の

こと。） 

2) 清掃等 

快適な公園環境が保たれていることを目的とし、指定された業務内容を実施し、

施設内外の汚れを除去し、又は汚れを予防すること。（詳細は、別紙－１１「個別仕

様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

(4) 植物管理業務 

本公園の意義や役割、機能を踏まえた演出を目的とし、公園全体の利用状況、景観、

季節、及び生物の生育環境等に応じ、自生植物や園芸植物等の特性にあった年間管理

計画を作成し、植物が常に良好な状態にあること。また、「熱帯・亜熱帯都市緑化植物

園」及び「熱帯ドリームセンター」では、当該施設の設置目的等を踏まえた適切な管

理が行われること。また、熱帯・亜熱帯性植物の活用と草花の演出により利用者の満

足度を高めるように努めること。（詳細は、別紙－１２「個別仕様書（植物）」を参照

のこと。） 

 

(5) 収益施設等設置管理運営業務 

公園利用者へのサービス向上を目的とし、公園管理の包括的・統一的な管理のもと、

公園運営維持管理業務との連携調整を図りながら、公園利用者の利便性が高まり、安

全・快適かつ清潔な環境が保たれていること。また、自主事業を行う場合は、公園の

利便性や魅力をより一層高めるよう適切に行うこと。（詳細は、別紙－１４「設置管理

運営規定書」を参照のこと。） 

 

1.3.3 創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、事業者の創意工夫を反映し、本公園が国民に提供

する空間・サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率の向上、経費削減等）に努

めるものとする。 
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(1) 企画提案 

事業者は、別途定める様式に従い、本公園が国民に提供する空間・サービスの包括

的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の向上の観点から、以下の事項を提案し企画書（本

実施要項 4.2.3 参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履

行の義務を負うものとする。また、業務計画書の承諾にあたり、沖縄総合事務局が実

施を認めない提案がある場合は、その実施前までに代替案を検討するよう指示するこ

とがある。この場合でも、原則として、企画書に記載した目標の変更は認めない。 

① 目標とする公園利用者数の確保に関する提案 

② 利用者満足度の確保に関する提案 

③ 公園特性を活かした植物管理に関する提案 

④ 公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案 

⑤ 多様な利用プログラムの提供に関する提案 

⑥ 情報受発信の充実に関する提案 

⑦ 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案 

⑧ 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案 

⑨ 緊急時及び非常時の対応に関する提案 

⑩ 自主事業に関する提案 

⑪ 収益施設の運営に関する提案 

      

 

(2) 各業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案 

事業者は、下記に示す業務の最低の水準（本実施要項 1.3.2 参照）として示された

仕様書に対し、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法

等を示すとともに、最低水準が確保できる根拠等を提示し企画書（本実施要項 4.2.3

参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履行の義務を負う

ものとする。 

① 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

② 企画運営管理業務 

③ 施設・設備維持管理業務 

④ 植物管理業務 

⑤ 収益施設等設置管理運営業務 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所を示すとともに、改善提案で変更を

提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。ただし、業務計画

書の承諾にあたり、沖縄総合事務局が提案の実施を認めない場合がある。 

 

(3) 収益施設運営実績書及び計画書 

事業者は、各収益施設の運営実績および運営計画を具体的に記述し「収益施設運営

実績書」（様式１－９）及び「収益施設等運営計画書」（様式３）を提出すること。 
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1.3.4 モニタリング方法 

沖縄総合事務局は、包括的な質及び個別業務の質について、その実施状況を確認す

るため、業務実施前に事業者が作成した業務計画書をもとに、その達成状況について

本実施要項表 5 に示すモニタリング調査を実施する。なお、モニタリング調査の結果

は、沖縄総合事務局により公表されることがある。 

 

表 5 モニタリング調査 

【平成 30 年度 2 月～平成 34 年度 12 月】 

主要事項 達成すべき質 モニタリング方法 実施者 

公 園 利 用

者 数 の 確

保 

・本公園全体の年間及び四半期

ごとの公園利用者数（ただ

し、四半期ごとの公園利用者

数は参考値とする） 

・主要施設（海洋文化館、熱帯

ドリームセンター）の年間及

び四半期ごとの利用者数（た

だし、四半期ごとの公園利用

者数は参考値とする） 

・管理月報の確認（毎月実施） 沖縄総合事

務局 

利 用 者 満

足 度 の 向

上 

・年間及び四半期ごとの公園利

用者の「満足」の回答比率（た

だし、四半期ごとの回答比率

は参考値とする） 

・アンケート調査（４回以上／

年） 

沖縄総合事

務局 

公 園 特 性

を 生 か し

た 植 物 管

理 

・年間及び四半期ごとの公園利

用者の「季節を彩る花の演

出、手入れの良さ」に関する

「満足」の回答比率（ただし、

四半期ごとの回答比率は参

考値とする） 

・アンケート調査（４回以上／

年） 

沖縄総合事

務局 

多 様 な 利

用 プ ロ グ

ラ ム の 提

供 

・利用プログラムの開催日数、

延べ参加人数 

 

・管理月報の確認（毎月実施） 沖縄総合事

務局 

情 報 受 発

信 

・ホームページの総アクセス件

数 

・管理月報の確認（毎月実施） 沖縄総合事

務局 

個 別 業 務

の質 

・「1.3.2 個別業務の質の設定」

に記載した内容の確保 

・管理月報の確認（毎月実施） 沖縄総合事

務局 

沖縄総合事務局は、公園利用者を対象として、別紙－２１「公園の利用に関するア

ンケート調査」にある調査票によりアンケート調査を両地区ともに年間 4 回以上（実

施月の平日・休日・多客日各１日）実施する。サンプル数は両地区ともに年間で 7,200

件程度とし、アンケート調査は、両地区ともにゲート及び対象施設周辺等の主要箇所

２箇所において、配布式で行う予定である。 
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1.3.5 委託費の支払い方法 

(1) 公園運営維持管理業務 

a) 事業者は、提出した業務計画書に基づいて、公園運営維持管理業務を実施すること

により、包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）の最低水準を確保しなければならない。 

b) 沖縄総合事務局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１

日から翌年３月３１日まで）を基準とし、四半期毎に委託費を支払うものとし、そ

の支払いは適正な請求書を受理した日から起算して３０日以内とする。ただし、検

査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保されていない場合は、風

水害その他の事業者の者に帰することが出来ない事由によるものを除き、適切に業

務を行うよう改善の指示（業務の履行中を含む。）を行うこととし、事業者は要因分

析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできない

ものとする。 

  ただし、事業者の運営維持管理の責任に拠らない場合(注)は、改善計画書は不要

とする。 

（注）事業者の運営維持管理の責任に拠らない場合とは以下の場合である。 

・震災等大規模な自然災害の影響が認められる場合 

・募集時には計画のなかった主要施設の一定期間使用中止があった場合  

 天候不順 等  

c) 各年度の委託費の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の委託費の支払

の限度額のいずれか低い額とする。 

d) 会計法第２２条、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」

という。）第５８条に基づく協議が整った場合において、事業者は委託費の使用状況

について調査職員等の確認を受けた上で、業務計画書及び各年度別四半期別必要経

費内訳書に基づいて、各年度の四半期における所要額として委託費の概算払を四半

期毎に請求できる。ただし、業務の改善の指示があった場合には、事業者は要因分

析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半期の概算払いに

係る委託費の請求はできないものとする。 

e) 事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成し

た業務計画書をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の

場合には、委託費の減額は行わない。 

 

(2) 収益施設等設置管理運営業務 

収益施設や自主事業の運営において得た利益は事業者の収入とし、各施設の施設使

用料、土地使用料または建物使用料（詳細は、別紙－１４「設置管理運営規定書」を

参照のこと。）を沖縄総合事務局に支払うものとする。施設使用料、土地使用料または

建物使用料については、許可後、歳入徴収官沖縄総合事務局開発建設部長が発行する

納入告知書により、納入告知から２０日以内に納入しなければならない。（別紙－１４

「設置管理運営規定書」を参照のこと。） 
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なお、沖縄総合事務局は、経済情勢の変動その他特に必要があると認める場合には、

施設使用料、土地使用料または建物使用料を改定することができる。 

 

1.3.6 費用負担等に関するその他の留意事項 

(1) 消耗品等 

本業務を実施するにあたり、別紙－８「共通仕様書」及び別紙－９～１３（「個別仕

様書」）に記載のあるものを除き、公園利用者が使用する消耗品、本業務を行ううえで

事業者が使用する消耗品や付属品については支給しない。また、沖縄総合事務局から

貸与する物品（詳細は、別紙－１６「提供物品調書」を参照のこと。）については、事

業者の責めに帰すべき事由により損害した場合は原状復旧を事業者の負担により行っ

た上で、沖縄総合事務局へ返却するものとする。この場合、原状復旧に要する費用に

委託費を充当することはできない。 

 

(2) 光熱水費 

沖縄総合事務局は、事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費を無償で提供す

るものとする（収益施設等設置管理運営業務の実施に係るものを除く。）。 

光熱水費については、基本的に園内に係わる全ての使用について、一括して供給会

社より請求されるため、事業者は調査職員（本実施要項 8.1.4 参照）の指示に従い、

以下の作業を行うものとする。 

① 個別にメーターを設置するなど、収益施設等設置管理運営業務の実施にかかるも

の及び自主事業の実施にかかるものの使用量が切り分けられるようにし、調査職

員の指示する日に各メーターを確認し、毎月の使用量の集計表を作成するものと

する。 

② 沖縄総合事務局、事業者、その他の光熱水費を負担すべきものの詳細な負担金額

計算を行い、その明らかにした算定表を、集計表とともに調査職員に指示された

期日までに提出するものとする。 

③ その他、光熱水費の使用から支払に至る諸般の事務処理について、調査職員の指

示に従い、また協力するものとする。 

 

(3) 法令等変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から②

のいずれかに該当する場合には沖縄総合事務局が負担し、それ以外の法令変更等によ

る増加費用及び損害については事業者が負担する。 

① 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、行政基準等の制定又は改廃 

② 消費税（地方消費税を含む）その他の税制度（法人税その他事業者の利益に課さ

れる税に関するものを除く。）の税率及び課税対象の変更並びに税制度（事業者の

利益に課される税に関するものを除く。）の新設 

 

(4) 収益施設等設置管理運営業務に関する留意事項 

収益施設等設置管理運営業務に関し、企画書において提案された内容については、
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当該事業が公園利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合があるため、

本業務の契約段階で沖縄総合事務局に協議するものとする。 

事業者が沖縄総合事務局との協議の後に、自主事業を実施する場合には、あらため

て沖縄総合事務局から必要な許可を得なければならない。その際、事業者は沖縄総合

事務局に対して施設使用料、土地使用料または建物使用料を納める必要がある場合が

ある。 
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(5) 事業者と沖縄総合事務局の責任分担 

事業者と沖縄総合事務局の責任分担は、本実施要項表 6 に示すとおりとする。 

表 6 事業者と沖縄総合事務局の責任分担 

項目 

沖縄総合

事務局 

事業者 

 

 

運営

維持

管理 

収益 

施設 

 内   容    

料金徴収業務 入館料（収益施設運営に係るものを除く）の徴収業務 

（徴収料金は、沖縄総合事務局に納付） 
 ○  

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理し

ている施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
沖縄総合事務局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者から

の苦情、訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対

応 

本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の

修繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管

理が不適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以

下この表において「①」という。） 

 ◎※２ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合か

つ年間修繕費用 4,628 万円（税抜き）【平成 31～33 年度】、 

771 万円（税抜き）【平成 30 年度分】3470 万円（税抜き）【平

成 34 年度分】を見込んでいる（上記①を除く。）。※１ 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費

用（上記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場

合には、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒

体制以上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この

表において「②」という。）により公園施設に著しい損害を

受けた場合に、公園を一時閉園するなどして行わなければ

ならない施設、設備等の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合に

は、対応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への

損害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を

与えた場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による

公園利用者の怪我等） 

 ◎※２ ◎ 

共通仕様書第 29 条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与え

た場合 
 ◎※２ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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※１：年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 25 年～平成 28 年の実績平均と現在

の状況を踏まえた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実

績は、別紙－２２「修繕履歴」を参照のこと。 

※２：事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

(6) 資料等の作成・提出の指示 

本業務の遂行上、必要に応じて沖縄総合事務局は事業者から業務状況を把握するた

めの資料及び資料に付随するデータの作成及び提出を指示することがある。事業者が

沖縄総合事務局に対して提供した資料及び資料に付随するデータの著作権（本業務の

成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じたもの並びに事業者に権利が帰

属しないものを除く。）はすべて、事業者に属する。ただし、事業者は、沖縄総合事務

局に対して、本業務の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用

させる。 

 

(7) 広報・行催事経費について 

広報・行催事経費への委託費の支出にあたっては、本公園の設置趣旨を踏まえ、公

園の広報・行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高く、利用者全体

に係わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要な経費に限るものとする。 
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２．実施期間に関する事項 

 

本業務の実施期間は、以下のとおり予定している。 

平成 31 年 2 月 1 日～平成 35 年 1 月 31 日 

 

但し、以下の場合、実施期間中であっても、契約を打ち切る場合がある。 

a) 沖縄総合事務局の検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保され

ておらず、適切に業務を行うよう改善の指示（業務の履行中を含む。）を行ったにも

かかわらず、事業者が業務改善計画書の提出を怠る、あるいは、承諾に足り得ない、

または改善内容の履行が十分に図られないなど、本業務の履行が著しく困難と判断

されるとき。 

b) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

c) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

d) 暴力団員が業務を統括している又は従業員として雇用されていることが明らかに

なったとき。 

e) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき。 
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３．入札参加資格に関する事項 

 

3.1. 入札参加資格について 

 

入札参加者に要求される資格は以下のとおりである。 

 

a) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと。 

b)予決令第 70 条の規定に該当する者でないこと。 

c) 予決令第 71 条の規定に該当する者でないこと。 

d) 開札日において、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること（本実施要項 4.2.2 に示す申

請書類（以下「申請書類」という。）の提出期限において、現に競争参加資格を有す

るか、競争参加資格申請書が受理されていることが確認できること。なお、本実施

要項 4.1.に示す「企画書・収益施設等運営計画書の受付期限」に競争参加資格の認

定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入

札は無効となる。） 

e) 申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から指名停

止を受けていないこと。 

f) 他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準の

いずれかに該当する関係がないこと。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)親会社と子会社の関係にある場合 

ｲ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしｲ)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｲ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

g) 競争の公正性を害すると判断される場合には、当該対象公共サービスに係る業務に

関与する者でないこと。 

h)沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会の構成員又は構成員

が属する事業者でないこと。 

i) 守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 

j) 国営沖縄記念公園事務所で平成 29 年度発注「平成 29 年度 国営沖縄記念公園運営

維持管理方針等策定業務」及び平成 29 年度発注「平成 29 年度 公園利用実態調査

業務」の受注者でないこと。 

k) 国営沖縄記念公園事務所で平成 29 年度に実施の「平成 29 年度 公園利用実態調査

業務」に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の出向・派遣元並
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びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

 なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け（測量、

地質調査業務も含む）をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」とは

本実施要項 3.1.f)①・②に該当することをいう。 
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3.2. 企業の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、業務内容に応じて次頁に示す「表

7 企業の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の確認は、申

請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 7 企業の業務実績等に関する要件 

  ① 本業務全体の計画立案
及びマネジメント業務 

② 企画運営管理業務 ③ 施設・設備維持管理業務 ④ 植物管理業務 ⑤ 収益施設等設置管理運
営業務 

  ・本業務全体の計画立案及
びマネジメント業務に必
要な要件 

・企画運営管理業務に必要
な要件 

・施設・設備維持管理業務
に必要な要件 

・植物管理業務に必要な要
件 

・収益施設等設置管理運営
業務に必要な要件 

業務実
績※1 

下記に示す業務（平成 16 年度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）において１件以上の実績を有していること（申請書類提
出時において実施中の業務にあっては、平成 31年 1月 31 日までの業務実績を含む） 

  下記の1)～2)のいずれかを
対象とした業務全体の計画
立案及びマネジメント業務
（本実施要項1.2.1参照）の
実績を１件以上有すること 

下記の1)～2)のいずれかを
対象とした企画運営管理業
務（本実施要項1.2.2参照）
の実績を１件以上有するこ
と 

下記の1)～2)のいずれかを
対象とした施設・設備維持
管理業務（本実施要項1.2.3
参照）の実績を１件以上有
すること 

下記の1)～2)のいずれかを
対象とした植物管理業務
（本実施要項1.2.4参照）の
実績を１件以上有すること 

下記の1)～2)のいずれかを
対象とした収益施設等設置
管理運営業務（本実施要項
1.2.5参照）の実績（収益施
設のうち、いずれか１種類
以上の運営を行った実績）
を１件以上有すること 

  1)地区公園、特殊公園、都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している都市公園（総合公園、運動公園、広域公園及び国営
公園など） 
2)レクリエーション施設※2 又は観光・商業施設※3 で、園地※4管理 を行っている施設 

 注
意
事
項 

共同体等の代表者等の中心
的役割を担った業務のみを
実績とする 

共同体等の一員（代表者以外）としての実績も認める 

保有資
格者 

   １級造園施工管理技士を１
名以上有する法人であるこ
と 

 

※1：業務実績は、契約書等により実績が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該企業が実施した業務分のみが実績となる。） 
※2:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供しているもの

(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 
※3:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模ホテル、複合

ショッピングセンター等) 
※4：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切かつ計画的な維

持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。） 



30 

 

3.3. 配置予定者の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する配置予定者は、業務内容に応じて次頁に示す

「表 8 配置予定者の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の

確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 8 配置予定者の業務実績等に関する要件 

  ① 本業務全体の計画立案及
びマネジメント業務の業
務責任者(総括責任者) 

② 企画運営管理業務の業務
責任者 

 

③ 施設・設備維持管理業務
の業務責任者 

④ 植物管理業務の業務責任
者 

⑤ 収益施設等設置管理運営
業務の業務責任者 

業 
務 
の 
経 
験
※
1 

 下記に示す同種又は類似業務（平成 16 年度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）の経験を有すること（申請書類提出時において実施中
の業務にあっては、平成 31 年 1月 31 日までの業務経験を含む） 

同
種
業
務
の
経
験 

下記の1)～2)のいずれかを対
象とした業務全体の計画立案
及びマネジメント業務（本実
施要項1.2.1参照）の実績を有
し、かつ、下記のｱ)～ｳ)のい
ずれかの経験を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対
象とした企画運営管理業務に
関する業務（本実施要項1.2.2
参照）の実績を有し、かつ、
下記のｴ)～ｵ)のいずれかの経
験を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対
象とした施設・設備維持管理
業務（本実施要項1.2.3参照）
に関する業務の実績を有し、
かつ、施設・設備維持管理業
務に関する下記のｴ)又はｵ)の
いずれかの経験を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対
象とした植物管理業務（本実
施要項1.2.4参照）に関する業
務の実績を有し、かつ、植物
管理業務に関する下記のｴ)又
はｵ)のいずれかの経験を有す
ること 

 
下記の1)～2)のいずれかを対
象とした収益施設等設置管理
運営業務（本実施要項1.2.5
参照）に関する業務の実績（収
益施設のうち、いずれか１種
類以上の運営を行った実績）
を有し、かつ、収益施設等設
置管理運営業務に関する下記
のｴ)又はｵ)のいずれかの経験
を有すること 

1) 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している10ha以上の都市公園（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など） 
2)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地管理※6を行っている施設 

 
ｱ)延べ２年以上の総括責任者
※2 の経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者
※3 の経験 

ｳ)総括責任者※2または業務
責任者※3の経験を有し、か
つ技術士（建設部門：都市
及び地方計画）または技術
士（総合技術監理部門：建
設）の資格を有する者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類
似
業
務
の
経
験 

下記の3)～5)のいずれかを対
象とした業務全体の計画立案
及びマネジメント業務、企画
運営管理業務、施設・設備維
持管理業務、植物管理業務、
収益施設等設置管理運営業務
（本実施要項1.2.1～1.2.5参
照）のいずれかに関する業務
の実績を有し、かつ下記のｱ）
～ｳ)のいずれかの経験を有す

下記の4)～5)のいずれかを対
象とした企画運営管理業務
（本実施要項1.2.2参照）に関
する業務の実績を有し、かつ、
企画運営管理業務に関する下
記のｴ)又はｵ)のいずれかの経
験を有すること 

下記の4)～5)のいずれかを対
象とした施設・設備維持管理
業務（本実施要項1.2.3参照）
に関する業務の実績を有し、
かつ、施設・設備維持管理業
務に関する下記のｴ)又はｵ)の
いずれかの経験を有すること 

下記の4)～5)のいずれかを対
象とした植物管理業務に関す
る業務（本実施要項1.2.4参
照）の実績を有し、かつ、植
物管理業務に関する下記のｴ)
又はｵ)のいずれかの経験を有
すること 

下記の4)～5)のいずれかを対
象とした収益施設等設置管理
運営業務（本実施要項1.2.5
参照）に関する業務の実績（収
益施設のうち、いずれか１種
類以上の運営を行った実績）
を有し、かつ、収益施設等設
置管理運営業務に関する下記
のｴ)又はｵ)のいずれかの経験
を有すること 
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ること 

3)都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している4ha以上の都市公園（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園など） 
4)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 
5)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地※6管理を行っている施設 

 
ｱ)延べ２年以上の総括責任
者※2 の経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任
者※3 の経験 

ｳ)総括責任者※2または業務
責任者※3の経験を有し、
かつ技術士（建設部門：都
市及び地方計画）または技
術士（総合技術監理部門：
建設）の資格を有する者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3 の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

資格 －  － １級造園施工管理技士 － 
実施
体制 

・業務責任者※3 は、平成30年４月１日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係があるものであること。企画書の提出時に雇用関
係が無い場合は、業務開始時までに雇用関係にあること（雇用関係にあることを約束する念書等（任意書式）で確認する）。なお、単体企業又は共同体の
構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。 
・共同体にあっては、上記①の総括責任者※2 は代表企業に所属する者とすること。 
・総括責任者は、原則、実施期間中専任（※7）とする。なお、病気・死亡・出産・育児・介護等の事情によりやむを得ず総括責任者又は総括責任者以外の
業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め沖縄総合事務局の承諾を得るものと
する。 

・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。また、業務責任者※3 は他業務の業務責任者※3 を兼務することができる。 
・開園期間中は、上記①の業務責任者（総括責任者）が勤務する体制か、上記②～⑤の業務責任者のうち、少なくとも 2名以上が勤務する体制とすること。
さらに業務責任者が勤務しない業務については、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記①～⑤が円滑かつ迅速に行われる勤務
体制をとること。なお、やむを得ず上記②～⑤の業務責任者を 2人以上勤務する体制をとることが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記①
～⑤の業務が迅速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。（ただし、事故などやむを得ない事由により承諾を
得られない場合を除く。） 

・①～⑤の業務責任者の主な業務従事（勤務）場所は、国営沖縄記念公園海洋博公園管理センター及び首里城公園管理センターとすることを想定している。
なお、首里城公園管理センターは沖縄県所有の施設であるため、施設使用に関する調整、協議等は事業者が実施すること。 

※1：業務実績は、契約書等により実施が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務のみが実績となる。） 
※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。収益施設等設置管理運営業務を行う場合及び収益施設等設置管理運営業務

責任者と兼務する場合、収益施設等設置管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等設置管理運営業務への委託費の支出
は認めない。 
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※3: 業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。収益施設等設置管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等設置管理運営業務とそれ以外の業務との従
事割合等を明確に区分し、収益施設等設置管理運営業務への委託費の支出は認めない。なお、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者を補佐
する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。 

※4:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供しているもの
(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 

※5:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模ホテル、複合
ショッピングセンター等)  

※6：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切かつ計画的な維
持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。） 

※7:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の締結後、業務
を開始するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。 
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3.4. 共同体での入札について 

 

本業務は、本実施要項 3.2.で定める要件を満たす単体企業で構成される共同体により

実施することも可能とする。 

共同体で本業務を実施する場合、代表企業は、本業務全体計画立案及びマネジメント

業務、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等設置管

理運営業務を包括的に管理すること。 

 

a) 入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかに

するものとする。 

ｱ) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

ｲ) 企画運営管理業務 

ｳ) 施設・設備維持管理業務 

ｴ) 植物管理業務 

ｵ) 収益施設等設置管理運営業務 

b) 入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・

契約手続きを行うこととする。代表企業は、上記 a) ｱ) 本業務全体の計画立案及び

マネジメント業務、ｲ) 企画運営管理業務を担当する企業とする。 

c) 入札参加者は、共同体として参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、共同

体を構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、沖

縄総合事務局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。 

d) 共同体の代表企業及び構成員は、本実施要項 3.1.a)から k)の全ての要件を満たす

こと。 

e) 参加に際しては、代表企業及びその他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表

企業の役割を他の構成員が代替・保証する旨を明記した協定書を作成し、申請書類

と併せて提出すること。 
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４．入札に参加する者の募集に関する事項 

 

4.1. 入札の実施手続及びスケジュール（予定） 

 

①  公告                 ：平成 30 年 4 月中旬 

② 現場見学可能期間           ：平成 30 年 4 月中旬～平成 30 年 10 月上旬 

③ 入札等に関する質疑応答        ：平成 30 年 4 月中旬～平成 30 年 10 月上旬 

④ 申請書類の受付期限          ：平成 30 年 6 月中旬 

⑤ 競争参加資格の確認結果の通知     ：平成 30 年 7 月上旬 

⑥ 企画書・収益施設等運営計画書の受付期限：平成 30 年 8 月上旬 

⑦ ヒアリング              ：平成 30 年 9 月上旬 

⑧ 評価                 ：平成 30 年 9 月上旬～平成 30 年 10 月上旬 

⑨ 入札                 ：平成 30 年 10 月上旬 

⑩ 開札                 ：平成 30 年 10 月上旬 

⑪ 落札予定者の決定           ：平成 30 年 10 月上旬 

⑫ 契約締結               ：平成 30 年 11 月上旬 

※ 現場見学とあわせて関連資料を閲覧することができる。ただし、閲覧資料は検討過

程のものであり、本業務の実施条件として提示するものではない。 

※ 現場見学は予約制とする。公平性を保つため質問については後日文書により対応す

る。 
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H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務 一般競争（総合評価落札方式）手続きフロー

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園法第 5 条の許可 

都市公園法第 5 条に基づく許可の

申請受付 

収益施設運営計画書の提出期限 

入札手続きフロー 収益施設運営手続きフロー 

収益施設運営実績書の提出期限 

公告 

契約締結 

入札 

評価 

ヒアリング 

企画書の受付期限 

競争参加資格の確認結果の通知 

申請書類の受付期限 

開札・落札者の決定、通知 
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4.2. 入札実施手続 

 

4.2.1 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、本件業務に係る入札

金額（ただし、収益施設等設置管理運営業務に要する費用は含まない。）を記載した書

類（以下「入札書」という。）、申請書類並びに、企画書及び収益施設運営計画書（以

下、「企画書等」という。）を提出する。 

上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費（収益施設等設置管理運営業務

に要する費用は含まない）の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

なお、提出された申請書類及び企画書等は、競争参加資格の確認、企画書等の評価

以外に提出者に無断で使用しない。 

 

4.2.2 申請書類の内容 

① 競争参加資格確認申請書（様式１－１） 

② 企業の業務実績（様式１－２） 

※面積、植栽地、遊具を管理していたことが証明できる資料（契約書の写し、施

工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。 

※図面等で植栽地、遊具を管理していたことが証明できない場合は、図面等と照

合できる現地写真を添付すること。 

※実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。 

③ 業務責任者の業務実績（様式１－３） 

※面積、植栽地、遊具を管理していたことが証明できる資料（契約書の写し、施

工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。 

※図面等で植栽地、遊具を管理していたことが証明できない場合は、図面等と照

合できる現地写真を添付すること。 

※企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書等

（任意書式）を添付すること。 

※必要とされる資格を証明する書類の写しを添付すること。 

④ 守秘性に関する要件（様式１－４） 

※守秘義務に関する規程を定めた社則等を添付すること。 

⑤ 業務実施体制（様式１－５） 

※組織図（業務実施のための管理機構）を添付すること。（任意書式） 

⑥ 実施方針（様式１－６） 

※年間業務計画書を添付すること。（任意書式） 

⑦ 再委託または下請負の予定（様式１－７） 

⑧ 必要とされる資格を証明する書類の写し（様式１－３に添付のこと） 

⑨ 申請書類提出時に雇用関係が無い場合の念書等（任意書式） 

⑩ 業務経験証明書（様式１－８） 

⑪ 収益施設運営実績書（様式１－９） 

⑫ 共同体で参加する場合の協定書の写し 
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⑬ 暴力団排除条項に該当しないこと、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこ

と及びその他の契約事項を誓約する書面（以下、「誓約書」）（様式 1-10-1） 

 

4.2.3 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５．で示す総合評価を受けるために、

次の事項を記載する。なお、標準評価項目等の詳細については本実施要項表 9 を参照

のこと。 

① 表紙（様式２－１） 

② 企画提案 

ｱ) 目標とする公園利用者数の確保に関する提案（様式２－２－１） 

ｲ) 利用者満足度の確保に関する提案（様式２－２－２） 

ｳ) 公園特性を生かした植物管理に関する提案（様式２－２－３） 

ｴ) 公園特性及び資源、施設を生かした運営管理に関する提案（様式２－２－４） 

ｵ) 多様な利用プログラムの提供に関する提案（様式２－２－５） 

ｶ) 情報受発信の充実に関する提案（様式２－２－６） 

ｷ) 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案（様式２－２－７） 

ｸ) 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案（様式２－２－８） 

ｹ) 緊急時及び非常時の対応に関する提案（様式２－２－９） 

ｺ) 自主事業に関する提案（様式２－２－１０） 

ｻ) 収益施設の運営に関する提案（様式２－２－１１） 

提案については、必要に応じて海洋博覧会地区及び首里城地区に分けて記載す

ることとする。 

なお、本業務開始初年度から実施しない提案事項については、開始年月を記載

すること。開始年月の記載のない提案は初年度から実施するものとする。また、

企画提案によって設計数量を変更する場合には、必ず③の改善提案も行うこと。 

③ 改善提案（様式２－２－１２） 

業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案を行う場合、提案を行

う内容を明確にし、提案を行う理由、提案の内容・数量、提案による質の維持向

上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）を具体的に示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合には、該当工種と変更数量、変更

が可能な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所をそれぞれ示すこと。改

善提案で変更を提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。 

④ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）

（以下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律

第 120 号）（以下「次世代法」という。）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭

和 45 年法律第 98 号）（以下「若者雇用促進法」という。）に基づく認定があるか。

（様式２－２－１３） 
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4.2.4 収益施設等運営計画書 

様式３「収益施設等運営計画書」を提出する。 

 

4.2.5 ヒアリングの実施 

a) 企画書に関するヒアリング 

ヒアリングでは、実施方針および企画書等に記載された事項について質疑応答を行

う。また、ヒアリングにより、提案が実現可能な内容であるかを確認し、評価項目の

得点に反映させる。 

ア 実施場所：沖縄総合事務局 

イ 実施期間：別途通知 

ウ ヒアリング時間：別途通知 

エ 出席者：総括責任者の出席を必須とし、業務責任者の出席も認める。 

 

4.2.6 その他 

a) 競争参加資格の確認及び企画書等の評価は、申請書類及び企画書等の資料提出期限

の日をもって行うものとする。 

b) 申請書類及び企画書等の資料作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

c) 沖縄総合事務局は、提出された申請書類及び企画書等の資料を、競争参加資格の確

認、企画書等の評価以外に提出者に無断で使用しない。 

d) 提出された申請書類及び企画書等の資料は、返却しない。 

e) 提出期限以降における申請書類及び企画書等の資料差し替え及び再提出は認めな

い。 

f) 落札者は、様式１－１０－２（第２面）及び電磁的記録媒体（CD-R 等）を提出す

ること。詳細は様式１－１０－２を参照すること。 
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５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象

公共サービスを実施する者の決定に関する事項 

 

事業者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、本業務に係る企画書及び業

務実施内容の審査・評価は、沖縄総合事務局が行うが、客観性を確保するため、第三者

の有識者で構成される沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会

の意見を聴取し、評価を行うものとする。 

なお、入札参加者は企画書と同時に、収益施設等運営計画書を提出し、落札後、都市

公園法第 5 条第 1 項に基づく公園施設の設置管理許可申請を行わなければならない。 

 

5.1. 事業者決定にあたっての質の評価項目の設定 

 

事業者を決定するための評価は、提出された企画書等の内容が本業務の目的・趣旨に

沿って実行可能なものであるか（基本項目審査）、また、効果的なものであるか等（提

案項目審査）について行うものとする。（本実施要項表 9 を参照のこと。） 

 

5.1.1 基本項目審査 

基本項目審査においては、入札参加者に対して、本実施要項表 9 の基本項目につい

て審査を行う。各項目ごとに業務が可能な最低水準を満たしている場合には基礎点を

与える（基礎点計 50 点）。さらに、実施体制に係る項目においては、最低水準を超え

る部分についてその内容に応じ得点を与える（加算点計 10 点）。なお、最低水準を１

つでも満たしていない項目がある場合は失格とする。 

 

5.1.2 提案項目審査 

提案項目審査においては、基本項目審査の全ての項目で業務が可能な最低水準を満

たした入札参加者に対して、本実施要項表 9 の提案項目について審査を行う（加算点

計 193 点）。 

様々な公園施設の維持管理と収益施設等の運営を一元的に行うことが必要であり、

サービス水準（質）の向上や公園利用者の安心安全を確認することを目的としている。

なお、提案内容については、具体性、実現性があり、当該公園において適切かつ効果

的なものであるか等、妥当性について総合的な観点から審査し得点を与える。各加算

点の数値はサービスの質の向上の観点から重要度に応じて配点している。 

 

5.1.3 加算点項目 

加算点項目審査については、表９のとおり審査を行う。 

なお、共同体の場合については、代表企業の認定状況について評価を行う。（代表企

業とは本業務において出資予定比率が１番高い企業をいう。）
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表 9 標準評価項目及び得点配分 

項

目 
区分 

項

番 
評価項目 

得点配分 
様式 

基礎点 加算点 

① 
基
本 

項
目 
 

業務共通 

 

１）実施体制 
1 

各業務の業務水準が維持される体制であるか 
（共同体で参加する場合、代表企業又は代表者と構成員の

連携が可能な体制であるか） 

0/10 0～5 

様式 
1-2～ 
1-8 

2 提案された内容が実現可能な体制であるか 0/10 0／5 

２）業務に対する認
識 

3 
本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられて
いるか 

0/10 ― 

4 
本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっ
ているか 

0/10 ― 

３）現行基準レベル
の質の確保の実態 

5 
各業務の提案内容は、沖縄総合事務局の要求水準（実施要
項1.3.1 及び1.3.2）が確保されているものとなっているか 

0/10 ― 

様式 

2-2-1 
～ 

2-2-10 

② 

提
案
項

目 

企画提案 

 

１）目標とする公園
利用者数の確保 

6 

本公園の年間の公園利用者数の目標を各年度設定の上、そ

の公園利用者数確保に向け、具体性、実現性があり、本公
園として妥当性のある提案が示されているか。（目標値と
具体性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～15 
様式 
2-2-1 

 

２）利用者満足度の
確保 

7 

アンケートによる満足度(｢満足｣)（％）において、年間の
公園の運営に関する満足度の目標を各年度設定の上、その

満足度数の確保に向け、具体性、実現性があり、本公園と
して妥当性のある提案が示されているか。（目標値と具体
性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～15 
様式 
2-2-2 

 

３）公園特性を生か
した植物管理 

8 

本公園の植生、生態系、景観等に関する満足度の目標を各
年度設定の上、その満足度の確保に向け、具体性、実現性
があり、本公園として妥当性のある提案が示されているか。

（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって評価を
行う。） 

― 0～10 
様式 
2-2-3 

 
４）公園特性及び資

源、施設を生かした
運営管理 

9 

本公園の「熱帯・亜熱帯都市緑化植物園」、「海洋文化館」、
「熱帯ドリームセンター」の機能を発揮させるための維持
管理方法について具体性、実現性があり、当公園として妥

当性のある提案が示されているか。 

― 0～10 
様式 
2-2-4 

 

５）多様な利用プロ

グラムの提供 
10 

本公園の意義や役割、機能を踏まえ、また本公園の様々な
資源等を活用した参加体験型プログラムの開催日数と参加

人数の目標を各年度設定の上、多くの公園利用者が参加、
体験、交流できる自然、歴史文化等に関する多様な参加体
験型プログラムの実施について、具体性、実現性があり、

当公園として妥当性のある提案が示されているか。（目標
値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-5 

 

６）情報受発信の充
実 

11 

ホームページアクセス件数の目標を各年度設定の上、本公
園が提供するサービス内容や公園の魅力等に関する広報宣
伝・情報の受発信について、具体性、実現性があり、本公

園として妥当性のある提案が示されているか。（目標値と
具体性・実現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 
2-2-6 

 ７）地域との連携活

動・市民との協働活
動 

12 

周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築について、具体性、実現性があり、
当公園として妥当性のある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 
2-2-7 

 

８）公園利用者等の

安全を確保する管
理手法 

13 

本公園の特性を踏まえた上で、公園利用者の安全・安心を
確保する施設管理及び運営管理について、具体性、実現性
があり、本公園として妥当性のある提案が示されているか。

また、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、
ソフト面でのユニバーサルデザイン対応について、具体性、
実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて

いるか。さらに、公園スタッフ（職員、臨時職員、アルバ
イト、その他関係従事者）に関する事故を未然に防ぐ取組
について、具体性、実現性があり、本公園として妥当性の

ある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 
2-2-8 

 

９）緊急時及び非常

時の対応 
14 

具体的な緊急事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提
案されているか。また、トラブル時や災害時、緊急時に円

滑に対応し、かつ被害を拡大させないためのハード面・ソ
フト面での対応策について、具体性、実現性があり、本公
園として妥当性のある提案が示されているか。さらに、繁

忙期において、混乱回避のための対応策について、具体性、
実現性があり、当公園として妥当性のある提案が示されて

― 0～15 
様式 

2-2-9 
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いるか。 

 

10）自主事業の提案 15 

自主事業の実施内容について公園の目的・魅力の向上の観

点から、具体性、実現性があり、本公園として妥当性のあ
る自主事業の方法が示されているか。 

― 0～20 
様式 

2-2-10 

 
11）収益施設等の運

営に関する提案 
16 

公園利用者サービスの質的な向上に向けた運営について、
具体性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が
示されているか。 

― 0～20 
様式 

2-2-11 

従来の実施方法に対する改善提案 

 12）各業務の最低水

準（現行基準）とし
て示された仕様書
に対する、改善提案 

17 
質の維持・向上に関する提案があり、実施について具体的
な方法が明記されているか。また、それらを実施可能な体

制であるか。 

― 0～25 
様式 

2-2-12 

③
加
算

点
項
目 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組 

 

13）認定状況 18 
ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性
活躍推進法、次世代法、又は若者雇用促進法に基づく認定
を受けているか。 

― 0～3 
様式 

2-2-13 

合計得点 0～50 0～193  

（留意事項）  

各項目とも、本公園の意義や役割、機能について理解し、本公園の魅力の向上に寄与する取組

について、具体性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案とすること。また、公園利用

者への本公園の役割等についての理解促進のための取組として、具体性、実現性があり、本公園

として妥当性のある提案とすること。  
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5.2. 事業者決定にあたっての評価方法 

 

5.2.1 事業者の決定方法 

a) 入札参加者は、「価格」及び「企画書」をもって入札をし、予決令第 79 条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記 5.2.2 総

合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札

者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

b) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格（予定価格

に 10 分の 6 を乗じて得た額）を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものと

する。 

c) 上記において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせ

て落札者を決める。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない

ときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き事業者を決定

するものとする。 

 

5.2.2 総合評価の方法 

(1) 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は以下のとおりとする。 

提出された書類に係る本実施要項表 9 により得られた技術評価点と当該入札者から

求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

（評価値）＝（価格評価点）＋（技術評価点） 

(2) 価格評価点の算出方法 

価格点の評価方法は以下のとおりとする。 

（価格評価点）＝（価格点）×（１－（入札価格）／（予定価格）） 

なお、価格点は 30 点とする。 

(3) 技術評価点の算出方法 

企画書の内容に応じ、本実施要項表 9 の評価項目毎に評価を行い、技術点を与える。 

なお、技術評価点の最高点数は 60 点とする。 

（技術評価点）＝60×（技術点）／（技術点の満点） 

なお、本業務における技術点の満点は 243 点（基礎点 50 点＋加算点 193 点）とする。 

(4) 基本項目審査の評価方法 

基本項目審査については、本実施要項表 10 の評価基準を満たしているかによって評

価する。 

表 10 実施体制の様式 1-5-2 の加算点は、提案内容に対する具体性、実現性等を総合

的に勘案して、原則として本実施要項表 11 の３段階評価に基づいて評価をする。 
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表 10 基本項目審査の評価基準 

区分 評価項目 評価基準 

実施体制 

各業務の業務水準が維持さ

れる体制であるか。 

（共同体で参加する場合、代

表企業又は代表者と構成員

の連携が可能な体制である

か） 

提案する運営内容に対して提案する職務区分・人数

が適切に明示されている。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－２） 

 ・迅速かつ円滑な意志決定及び臨機の対応等の体

制に関し、緊急時等においても混乱なく対応で

きる水準を超えた優れた提案がなされている。

（組織面、費用面の対応が適切に明示されてい

る。） 

提案された内容が実施可能

な体制であるか。 

提案する職務区分ごとに休憩時間、休日を考慮した

労働時間の設定が行われている。 

現地体制及び繁忙期の現地を支援する本社等の体

制（責任体制、現地体制）を含め適切に明示されて

いる。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－３） 

 ・緊急時における代替性等の確保の観点から、申

請書類の提出期限の日時点で、申請した総括責

任者以外に代表企業に表8に示す総括責任者の

業務実績を有している者（代替総括責任者）が

1名以上在籍し、申請した総括責任者に事故等

があった場合、速やかに配置できる体制が確保

されている。申請書類の提出時に雇用関係が無

い場合は、業務開始時まで雇用される念書（任

意様式）及び業務経験証明書（様式１－８）を

提出すること。なお、代替総括責任者は、本業

務の実施期間中、専任規定のある工事又は業務

には従事することはできない。（本業務は除く） 

業務に対する

認識 

本業務の目的を理解し、計画

的な業務の実施が考えられ

ているか。 

年間業務計画（様式１－６添付）に記載された業務

内容が、仕様書に定める業務内容と適合している。 

本業務を確実に実施するた

めの基本的な方針が明確と

なっているか。 

企画書に記載された実施方針が仕様書に定める基

本方針と適合している。 

現行基準レベ

ルの質の確保

の実態 

各業務の提案内容は、要求水

準（本実施要項1.3.1及び

1.3.2）が確保されているも

のとなっているか。 

仕様書に定める管理水準を満足させる企業の業務

実績、配置予定者の業務経験の明示があり、これら

を踏まえた様式２－２－１～２－２－12の提案内

容について実現性が高いものとなっている。 
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(5) 提案項目審査の評価方法 

提案項目審査は以下のとおりとする。 

提案項目審査の企画提案のうち、包括的な質に関する提案項目については、提案し

た数値（目標値）とその実現性について、それぞれ評価を行い、その合計点を評価点

とする。ただし、実現性が乏しい場合は目標値が高くても加算しない（０点）ものと

する。 

上記以外の提案項目審査は、提案内容に対する具体性、実現性、実施体制との整合

等を総合的に勘案して原則として本実施要項表 11 の３段階評価に基づいて評価する。

なお、①関係法令に違反する提案、②入館料、使用料等を増減させる提案については、

内容の如何に問わず評価しないものとする。 

表 11 基本項目審査（様式 1-5-2）及び提案項目審査における評価基準と評価係数 

評価基準 評価係数 

優 
全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされ

ている。 
配点×1.00 

良 
一定の評価ができる提案がなされているが、特に優れた提案はなされてい

ない。 
配点×0.50 

可 特に評価すべき提案が見られない。 配点×0.00 

 

(6)加算項目審査の評価方法 

ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標の評価は下記のとおり区分して評価

する。 

① えるぼし認定企業（第３段階）（３点） 

② えるぼし認定企業（第２段階）、プラチナくるみん認定企業又はユースエール認定

企業（２点） 

③ えるぼし認定企業（第１段階）又はくるみん認定企業（旧認定基準、新認定基準）

（１点） 

④ 一般事業主行動計画の策定（０．５点） 

⑤ 認定なし（０点） 

※注 

・えるぼし認定企業：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第９条の認定

を受けた企業（ただし、第１段階及び第２段階の認定については、労働時間等の働

き方に係る基準を満たさない場合は評価しない。） 

・くるみん認定企業：次世代育成支援対策推進法第１３条の認定を受けた企業 

旧認定基準：次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 

年厚生労働省令第 31 号）による改正前の認定基準（同附則第２条第

３項の規定による経過措置含む） 

新認定基準：次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 

年厚生労働省令第 31 号）による改正後の認定基準 
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・プラチナくるみん認定企業：次世代育成支援対策推進法第１５条の２の特例認定を

受けた企業 

・ユースエール認定企業：青少年の雇用の促進等に関する法律第１２条の認定を受け

た企業 

・一般事業主行動計画の策定：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８

条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定し

た企業（常時雇用する労働者の数が 300 人以下の企業に限る。） 

・「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」に基づ

く内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相

当する認定等に準じて評価する。 

・共同体の場合については、代表企業の認定状況について評価を行う（代表企業とは

本業務において出資予定比率が一番高い企業をいう。）。 

 

5.2.3 留意事項 

沖縄総合事務局は、事業者が決定したときは、遅滞なく、事業者の氏名若しくは名

称、落札金額、事業者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及

び実施方法の概要について公表するものとする。 

 

5.3. 初回の入札で事業者が決定しなかった場合の取り扱いについて 

 

初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札

を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、入札条件

を見直し、再度公告入札に付することとする。 

再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に必要

な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施

することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以

下「監理委員会」という。）に報告するものとする。 
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６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事

項 

 

従来の実施状況に関する情報は、別紙－１５～４３のとおりである。 
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７．事業者に使用させることができる国有財産に関する事項 

 

7.1. 施設 

 

別紙－１「位置図」、別紙－２「管理区域図」、別紙－３「主要公園施設一覧」、別紙－

４｢主要建物調書｣、別紙－５「収益施設一覧」による。 

 

7.2. 設備 

 

a) 使用できる設備については、本業務に関係する建物・設備全てとする（別紙－４「主

要建物調書」を参照のこと）。 

b) 本業務に支障を来さない範囲において、事業者は施設内に本業務に必要な機器・設

備等を持ち込むことができるものとするが、持ち込んだ機器・設備については適切な

管理を行うこと。 
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８．事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等

に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他

の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により事業

者が講ずべき措置に関する事項 

 

8.1. 報告について 

 

8.1.1 業務計画書の協議と承諾 

別紙－８「共通仕様書」による。 

8.1.2 業務責任者及び業務の関係者 

別紙－８「共通仕様書」による。 

8.1.3 業務報告書 

別紙－８「共通仕様書」による。 

8.1.4 検査・監督体制 

事業者からの報告を受けるにあたり、調査職員の検査・監督体制は次のとおりとす

る。 

(1) 調査職員 

① 総括調査員 

国営沖縄記念公園事務所長（予定） 

② 主任調査員 

国営沖縄記念公園事務所建設専門官（代表）（予定） 

国営沖縄記念公園事務所首里出張所長（予定） 

③ 調査員 

国営沖縄記念公園事務所工務課長（予定） 

国営沖縄記念公園事務所総務課長（予定） 

国営沖縄記念公園事務所経理係長（予定） 

国営沖縄記念公園事務所建築設備係長（予定） 

国営沖縄記念公園事務所首里出張所調整係長（予定） 

(2) 検査・監督体制 

a) 事業者は、各年度ごとの業務を完了したときは、遅延なく、当該年度の完了報告書、

清算報告書及び委託費経費内訳報告書、残存物件報告書（以下「完了報告書等」と

いう）に成果物を添えて、沖縄総合事務局に提出すること。 

b) 沖縄総合事務局は、事業者からの成果物、完了報告書等を受理したときは、その日

から 10 日以内に支出負担行為担当官沖縄総合事務局長が指定した職員により検査

を行うものとする。 

 

8.2. 調査への協力 

 

a) 調査職員は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認め

る時は、事業者に対し、当該管理業務の状況に関し必要な報告を求め、又は事業者の
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事務所等に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく

は関係者に質問することができる。 

b) 立ち入り検査をする調査職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26 条第 1

項に基づくものであることを事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示するものとする。 

 

8.3. 指示について 

沖縄総合事務局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、法第 27 条第１項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとる

べきことを指示できるものとする。 

 

8.4. 秘密の保持 

 

事業者は、本業務に関して調査職員が開示した情報等（公知の事実等を除く）及び業

務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのため

の必要な措置を講ずること。事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

若しくはその職員その他本業務に従事していた者は業務上知り得た秘密を洩らし、又は

盗用してはならない。これらの者が秘密を洩らし、又は盗用した場合には、法第 54 条

により罰則の適用がある。 

 

8.5. 個人情報の取り扱い 

 

別紙－８「共通仕様書」第８章による。 

 

8.6. 契約に基づき落札業者が講ずべき措置 

 

8.6.1 業務の開始及び中止 

a) 事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しな

ければならない。 

b) 事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、予め沖縄

総合事務局の承諾を受けなければならない。 

 

8.6.2 公正な取り扱い 

a) 事業者は、本業務の実施にあたって、公園利用者を合理的な理由なく区別してはな

らない。 

b) 事業者は、公園利用者の取り扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有

無等により区別してはならない。 

 

8.6.3 金品等の授受の禁止 

事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな
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い。ただし、収益施設等設置管理運営業務として行う場合など、沖縄総合事務局から

許可等を受けた業務を行う上で必要な場合を除く。 

 

8.6.4 法令の遵守 

事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなければな

らない。 

 

8.6.5 安全衛生 

事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

8.6.6 記録・帳簿書類等 

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や会計に関する帳簿書類を、

本業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5 年間保管しな

ければならない。 

なお、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第 4 条に基づく行政文書の開

示請求がなされた場合、同法第 5 条に基づく不開示情報の確認を行った上で、第 6 条

による部分開示や第 7 条による公益上の理由による裁量的開示を確認し、開示方法を

明らかにし、第 9 条に基づき事務処理上の困難その他正当な理由があるときを除き、

開示請求のあった日から 30 日以内に情報を開示する必要がある。そのため、開示請求

の対象が事業者の保有する記録・帳簿書類等の場合、事業者は、情報公開に速やかに

対応しなければならない。 

 

8.6.7 権利の譲渡 

本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及

び実用新案権等の無体財産権については、沖縄総合事務局が承継するものとする。ま

た、事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に

譲渡してはならない。 

 

8.6.8 権利義務の帰属等 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、事業者は、

その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

 

8.6.9 一般的損害 

本業務を行うにつき生じた損害（本実施要項９．に記載した損害を除く。）について

は、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、沖縄総合事務局の責に

帰すべき事由により生じたものについては、沖縄総合事務局が負担する。 

 

8.6.10 再委託または下請負の取り扱い 

a) 事業者（共同体を含む。）は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託
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してはならない。 

b) 事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則と

して予め企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託す

る業務の範囲、再委託または下請負を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業

務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載しなければならな

い。 

なお、本業務における主たる部分を再委託することはできない。本業務における主

たる部分は、次のとおりとする。 

・業務における総合的計画立案、業務遂行管理、入館料の収受及び納入、救急・災

害時の統括管理、各業務手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意思決定

を行うための技術的判断等 

 

c) 事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に

関する事項を明らかにしたうえで沖縄総合事務局の承諾を受けなければならない。

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

d) 事業者は、上記 b)及び c)により再委託を行う場合には、事業者が沖縄総合事務局

に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、本実施要項 8.4.

及び 8.6.に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、

再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

e) 上記 b)から d)までに基づき、事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合

は、すべて事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべ

き事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う

ものとする。 

 

8.6.11 契約解除 

沖縄総合事務局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

a) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかにな

ったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが

明らかになったとき。 

 

8.6.12 契約解除時の取り扱い 

a) 上記 8.6.11 に該当し、契約を解除した場合には、沖縄総合事務局は事業者に対し、

当該解除の日までに当該サービスを契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支

給する。 

b) この場合、事業者は、契約金額から上記 a)の委託費を控除した金額の 100 分の 10

に相当する金額を違約金として沖縄総合事務局の指定する期間に納付しなければな
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らない。 

c) 沖縄総合事務局は、事業者が前項の規定による金額を沖縄総合事務局の指定する期

日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払いのあった日

までの日数に応じて、年 100 分の 5 の割合で計算した金額を延滞金として納付させ

ることができる。 

d) 沖縄総合事務局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。 

 

8.6.13 契約内容の変更 

沖縄総合事務局は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。こ

の場合において委託費又は実施期間を変更する必要があるときは、沖縄総合事務局及

び事業者は協議し、書面によりこれを定めるものとする。 

 

8.6.14 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と沖縄総合事務局

が協議するものとする。 

 

8.6.15 業務計画書の提出 

事業者は、契約締結日の 14 日前までに業務計画書を提出し、その内容について沖縄

総合事務局と協議の上、承諾を得なければならない。 

 

8.6.16 業務計画書の変更 

業務計画書を変更しようとするときは、変更後の業務計画書について沖縄総合事務

局と協議を行い、沖縄総合事務局の承諾を得なければならない。この場合、委託費等

の契約内容の変更の必要がある場合は、沖縄総合事務局と協議し書面にてこれを定め

るものとする。 

 

8.6.17 業務の引き継ぎへの対応 

契約が完了する場合、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が

指示する者に対し、誠意を持って、円滑に事務の引き継ぎを行わなければならない。

引継ぎにあたっては、共通仕様書３１条に規定する必要な資料の作成及び提出を行い、

必要な説明等を行うものとする。ただし、契約が引き続き締結され、当該業務を継続

する場合はこの限りではない。 

 

8.6.18 業務評定について 

本業務においては沖縄総合事務局が、毎年度（平成３１～３３年度）業務終了後に

当該年度の業務評定（以下、「単年度評価」という）を実施するとともに、３年目（平

成 33 年度）の業務終了後に３年間を通しての業務評定（以下、「３箇年評価」という）

を実施する。なお、平成３０年度分については業務評定を実施しない。評定について

は事業者に通知し、沖縄総合事務局ホームページ等により公表するものとする。（詳細
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は、別紙－４４「業務評定」を参照のこと。） 

また、評定については、本公園の国営公園運営維持管理業務の次回入札時における

評価事項の一つとし、単年度評価が２回以上「不可」の実績となり、かつ３箇年評価

が「不可」の場合、本公園の次回入札時において、5.1.表９評価項目及び得点配分の

加算点の合計得点から 15 点を減点する。 
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９．事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合

において、その損害の賠償に関し契約により事業者が負うべき責任（国家

賠 償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場

合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項 

 

本契約を履行するにあたり、事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事す

る者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場

合には、次に定めるところによる。 

 

a) 沖縄総合事務局が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償を

行ったときは、沖縄総合事務局は事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額

（当該損害の発生について沖縄総合事務局の責めに帰すべき理由が存する場合は、

沖縄総合事務局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求

償することができる。 

b) 事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、

当該損害の発生について沖縄総合事務局の責めに帰すべき理由が存するときは、事

業者は沖縄総合事務局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の

責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 
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１０．対象公共サービスに係る法第 7 条第 8 項に規定する評価に関する事項 

 

10.1. 調査方法 

 

沖縄総合事務局は、事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施さ

れるように、実施状況の調査を行うものとする。 

 

10.2. 実施状況に関する調査の時期 

 

沖縄総合事務局は、10.3 の調査項目に関する内容について、総務大臣が評価（平成

33 年 7 月を予定）を行うに当たり必要な情報を収集するため、本業務の実施状況につい

て平成 33 年 3 月 31 日時点における状況を調査する。 

 

 

10.3. 調査方法及び項目 

 

本実施要項「1.3. サービスの質の設定」により設定した事項。 

 

10.4. 沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会への報告 

 

沖縄総合事務局は、上記の調査についてとりまとめた本業務の実施状況等について、

上記の評価を行うために、平成 33 年 3 月を目途に総務大臣及び監理委員会に提出する

ものとする。沖縄総合事務局は、本業務の実施状況等を提出するに当たり、沖縄総合事

務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会に報告を行い、意見を聴くものとす

る。 
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１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

 

11.1. 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告及び公表 

 

事業者の実施状況については、沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審

査委員会に示す報告を踏まえ、沖縄総合事務局において年度ごとに取りまとめて監理委

員会へ報告するとともに公表することとする。 

また、沖縄総合事務局は、事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況につい

て、業務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第 26 条及び法第 27 条に基づく報

告聴取、立ち入り検査、指示等を行った場合は、その都度、措置の内容及び理由並びに

結果の概要等を監理委員会へ報告することとする。 

 

11.2. 沖縄総合事務局の監督体制 

 

1) 本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立ち会い、

指示その他の適切な方法によって行うものとする。 

2) 本業務の実施状況に係る監督は、本実施要項 8.1.4 により行う。 

 

11.3. 事業者が負う可能性のある主な責務等 

 

11.3.1 罰則等 

a) 本業務における入館料の管理に従事する者は、刑法（明治 40 年法第 45 号）その他

の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

b) 次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30 万円以下の罰金に処され

ることとなる。 

・本実施要項 8.1.による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項

8.1.4 による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

・正当な理由なく、本実施要項 8.3.による指示に違反した者 

c) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記 b)の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記 b)の刑を科されることとなる。 

 

11.3.2 会計検査について 

事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき、又は②同

法第 23 条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査

院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実施検査

を受けたり、同院から直接又は沖縄総合事務局を通じて、資料・報告書等の提出を求

められたり質問を受けたりすることがある。 
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主要公園施設一覧 

 

表 1 主な対象施設一覧 

ゾーン名 
面積

（ha） 
名称 主要施設 

海 

洋 

博 

覧 

会 

地 

区 

沖縄・文化

センターゾ

ーン 

26.0 

海洋文化館 展示ホール、映像ホール 

ちびっことりで ネット遊具 

おきなわ郷土村 民家 8 棟 

おもろ植物園 草本類（4 科 6 種類）、木本類（13 科 16 種類） 

総合案内所（ハイサイ

プラザ） 

情報ルーム、カフェティーダ、ショップやんばるの

杜、ギャラリー美ら島 

噴水広場、水の階段、中央スナック、横断歩道橋、駐車場、テニスコート 

オーシャニ

ックゾーン 

7.6 

エメラルドビーチ 
遊びの浜（汀線長 350m）、憩いの浜（汀線長 250m）、

眺めの浜（汀線長 150m） 

ビーチハウス 
ビーチ売店、ビーチスナック、トイレ、シャワー室、

ロッカー室、救護室 

立体駐車場【エメラルドゲート】 

熱帯亜熱帯

環境ゾーン 

33.0 

夕陽の広場 大型複合遊具、レストハウス 

熱帯ドリームセンター 
ラン温室、果樹温室、ビクトリア温室、回廊棟、ス

ナック、売店 

熱帯・亜熱帯都市緑化

植物園 
各種見本園 

水のプロムナード、お花畑、バンコの森、駐車場 

小計 66.6  

首里城地区 
2.9 首里城復元施設 

瑞泉門、漏刻門、広福門(一部)、供屋、系図座・用

物座、下之御庭、京の内、西のアザナ、右掖門、東

のアザナ 

0.3 首里城施設 銭蔵(休憩所)、北城郭便所 

小計 3.2  

計 69.8  

※下線は利用料金を徴収する施設や飲食・物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

※このほかに自動販売機を設置する。 
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棟

さ
ん
ご
南

便
所

4
3

さ
ん
ご
通

り
南

側
(ド

リ
ー
ム

側
)

便
所

C
棟

花
見

坂
便

所
4
3

変
電

室
1
号

棟
旧

さ
ん
ご
通

り
変

電
所

1
5

倉
庫

に
な
っ
て
い
る
（
低

圧
盤

）

変
電

室
5
号

棟
変

電
室

5
号

棟
（
水

の
階

段
上

部
）

2
2

水
の

階
段

上
部

変
電

室
6
号

棟
旧

花
見

坂
変

電
所

1
8

倉
庫

に
な
っ
て
い
る
（
低

圧
盤

）

便
所

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
便

所
4
2

便
所

ち
び
っ
こ
と
り
で
便

所
4
2

モ
ギ
リ
案

内
棟

中
央

ゲ
ー
ト
案

内
所

、
警

備
室

5
6

２
棟

中
央

ス
ナ
ッ
ク

中
央

ス
ナ
ッ
ク

9
1

便
所

中
央

ゲ
ー
ト
便

所
2
2
4

海
洋

文
化

館
海

洋
文

化
館

展
示

ホ
ー
ル

9
1
3
6
.6

5

海
洋

文
化

館
映

像
ホ
ー
ル

8
7
7
.8

1

休
憩

所
旧

中
央

売
店

便
所

1
0
0

展
示

館
（
奄

美
の

民
家

）
奄

美
の

民
家

5
5
.4

4

展
示

館
（
奄

美
型

高
倉

）
沖

縄
の

高
倉

6
４
本

柱
（
奄

美
型

高
倉

）

展
示

館
（
奄

美
型

高
倉

）
沖

縄
の

高
倉

1
1

６
本

柱
（
奄

美
型

高
倉

）

展
示

館
（
奄

美
型

高
倉

）
沖

縄
の

高
倉

1
3

９
本

柱
（
奄

美
型

高
倉

）

展
示

館
（
沖

縄
型

高
倉

）
沖

縄
の

高
倉

7
６
本

柱
（
沖

縄
型

高
倉

）

展
示

館
（
我

部
祖

河
）

沖
縄

の
高

倉
1
0

９
本

柱
（
我

部
祖

河
）

展
示

館
（
波

照
間

型
）

沖
縄

の
高

倉
1
6

２
０
本

柱
（
波

照
間

型
）

展
示

館
（
与

那
国

の
民

家
）

与
那

国
の

民
家

5
4

鶏
舎

、
馬

・
や

ぎ
小

屋
、
豚

舎
込

み

展
示

館
（
神

あ
さ
ぎ
）

神
あ
さ
ぎ

1
6
.2

展
示

館
（
サ

ー
タ
ー
ヤ
）

サ
ー
タ
ー
ヤ

2
5
.9

2

便
所

お
き
な
わ

郷
土

村
便

所
4
2
.2

5

展
示

館
（
地

頭
代

の
家

(主
)）

地
頭

代
の

家
　
主

屋
1
6
7

展
示

館
（
地

頭
代

の
家

(前
の

家
)）

地
頭

代
の

家
　
前

の
家

3
9

展
示

館
（
地

頭
代

の
家

(豚
舎

)）
地

頭
代

の
家

　
豚

舎
1
1

展
示

館
（
本

家
(主

）
）

本
家

1
1
5

展
示

館
（
の

ろ
家

(主
)）

ノ
ロ
の

家
　
主

屋
1
0
1

展
示

物
（
の

ろ
殿

内
）

ノ
ロ
の

家
　
御

願
屋

7

展
示

物
（
農

家
(主

)）
近

年
の

民
家

　
主

屋
9
1

展
示

物
（
農

家
(畜

舎
)）

近
年

の
民

家
　
豚

舎
・
畜

舎
2
4

展
示

物
（
本

部
の

民
家

(主
・
台

所
)）

本
部

の
民

家
　
主

屋
・
台

所
3
8

展
示

物
（
王

国
時

代
の

民
家

）
王

国
時

代
の

民
家

5
8

休
憩

舎
A

※
名

称
不

明
9

茅
葺

休
憩

舎
B

-
1

※
名

称
不

明
9

茅
葺

休
憩

舎
B

-
2

※
名

称
不

明
9

瓦
葺

水
飲

舎
※

名
称

不
明

9
お
き
な
わ

郷
土

村

変
電

所
お
き
な
わ

郷
土

村
変

電
所

2
5

お
き
な
わ

郷
土

村

休
憩

所
一

般
休

憩
所

6
4

東
駐

車
場

　

便
所

東
駐

車
場

便
所

1
2
7
.2

2
H

2
1
新

規
立

替

エ
ネ
ル

ギ
ー
セ
ン
タ
ー

エ
ネ
ル

ギ
ー
セ
ン
タ
ー

5
5
2

案
内

所
(通

用
門

-
１

)
通

用
門

警
備

詰
所

1
0

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
上

屋
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
上

屋
2
0
8

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

総
合

案
内

所
(ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

)
1
9
1
1

カ
フ
ェ
テ
ィ
ー
ダ
除

く

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
棟

カ
フ
ェ
テ
ィ
ー
ダ

1
0
6
.8

7
5

噴
水

機
械

室
中

央
噴

水
機

械
室

2
4
2

中
央

噴
水

地
下

電
気

室
（
中

央
開

閉
所

）
中

央
開

閉
所

7
2

植
物

倉
庫

植
物

管
理

倉
庫

3
0
2

海
洋

文
化

館
東

側

守
衛

室
※

名
称

不
明

1
0

ち
び
っ
こ
と
り
で
内

警
備

室

休
憩

所
ス
タ
ッ
フ
休

憩
所

1
3
6

東
駐

車
場

　

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

ビ
ー
チ
ハ

ウ
ス

ビ
ー
チ
ハ

ウ
ス

6
4
8

変
電

室
4
号

棟
変

電
室

4
号

棟
（
ビ
ー
チ
ハ

ウ
ス
東

側
）

1
8

案
内

所
(備

瀬
ゲ
ー
ト

)
備

瀬
ゲ
ー
ト
警

備
詰

所
1
4

器
材

倉
庫

ビ
ー
チ
機

材
倉

庫
2
4
2

園
内

ト
イ
レ

水
族

館
北

便
所

5
4

エ
メ
ラ
ル

ド
ゲ
ー
ト
立

体
駐

車
場

5
7
0
4
.8

6
P

9
駐

車
場

8
1

植
物

管
理

セ
ン
タ
ー

植
物

管
理

セ
ン
タ
ー

（
保

留
）

4
9
3
3

便
所

D
棟

お
花

畑
便

所
4
3

便
所

E
棟

夕
陽

の
広

場
便

所
9
3
.9

7
2

H
2
0
建

て
替

え

事
務

所
庁

舎
管

理
事

務
所

1
7
8
0
.1

8
9

物
置

(管
理

事
務

所
)

倉
庫

3
5

貸
与

車
(財

団
)車

庫
奥

側

車
庫

(管
理

事
務

所
)

車
庫

1
9
6

国
管

理
車

庫
・

車
庫

(管
理

事
務

所
)

車
庫

5
6

貸
与

車
(財

団
)車

庫

車
庫

(管
理

事
務

所
)

バ
イ
ク
置

き
場

4
8

貸
与

車
(バ

イ
ク

)車
庫

貸
与

車
(財

団
)車

庫

チ
ケ
ッ
ト
ゲ
ー
ト
キ
ャ
ノ
ピ
ー

チ
ケ
ッ
ト
ゲ
ー
ト
便

所

切
符

売
り
場

玄
関

ホ
ー
ル

ク
ロ
ト
ン
パ

テ
ィ
オ

ラ
ン
温

室

ビ
ク
ト
リ
ア
温

室

キ
オ
ス
ク
・
便

所
等

ラ
ン
庇

変
電

所

資
材

倉
庫

（
１
）

果
樹

花
木

温
室

回
廊

棟

資
材

倉
庫

（
３
）
機

械
室

棟

天
水

層

防
風

壁
　

渡
廊

下
（
１
）

渡
廊

下
（
２
）

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
　

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

3
6

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

1
4
2

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

5
2

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

2
1
1
4

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

4
1
3
6

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

2
5
2

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

2
5
4

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

2
1
0

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

4
6

熱
帯

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー

9
1

2
7
6

7
9

4
8

4
6
1

2
7
1

2
8
5
5

フ
ァ
レ
ノ
・
バ

ン
ダ
・
カ
ト
レ
ア

7
8
1

1
0
6

ド
リ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
温

室

工
作

物
　

2
1
ヶ
所

便
所

（
Ｃ
）

C
便

所
4
0
.5

見
本

園
便

所
(汐

見
台

側
)

便
所

(Ｂ
)

B
便

所
6
6
.6

9
見

本
園

便
所

(ツ
ル

見
本

区
)

延
床
面
積

㎥
]

バ
ザ

ー
ル

バ
ザ

ー
ル

棟
1
0
8

南
ゲ
ー
ト

(無
人

販
売

)

N
o
.

主
要
建
築
物
調
書

建
物

呼
称

（
現

）
備

　
　
考

[
延
床
面
積

㎥
]

N
o
.

主
要
建
築
物
調
書

建
物

呼
称

（
現

）
[

備
　
　
考

改
札

所
南

ゲ
ー
ト
案

内
所

便
所

（
Ａ
）

A
便

所

警
備

員
詰

め
所

南
ゲ
ー
ト
警

備
員

詰
め
所

リ
サ

イ
ク
ル

施
設

グ
リ
ー
ン
サ

ー
カ
ス

リ
サ

イ
ク
ル

電
気

室
リ
サ

イ
ク
ル

電
気

室

不
燃

物
保

管
庫

不
燃

物
保

管
庫

7
8
.2

南
ゲ
ー
ト
駐

車
場

北
側

4
9

2
7

グ
リ
ー
ン
サ

ー
カ
ス
前

6
8
2

3
3

6
7

南
ゲ
ー
ト
艇

庫
隣

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

※
管

理
温

室

温
室

（
A

-
１
）

温
室

（
A

-
２
）

温
室

（
B

-
１
）

ポ
ン
プ
室

温
室

（
A

-
3
）

温
室

（
B

-
2
）

温
室

（
A

-
4
）

温
室

（
C

-
1
）

温
室

(隔
離

)

ポ
ン
プ
室

温
室

（
B
（
蘭

№
７
）
）

温
室

（
花

木
№

２
）

温
室

（
高

木
）

温
室

（
花

木
№

３
）

温
室

（
花

木
№

４
）

温
室

（
花

木
№

５
）

温
室

（
花

木
№

６
）

ラ
ス
ハ

ウ
ス

空
調

温
室

ラ
ン
温

室

バ
ン
ダ
温

室

カ
ト
レ
ア
温

室

ラ
ン
温

室

ラ
ン
温

室
№

１
(植

管
裏

側
)

3
4
2

3
4
2

ラ
ン
温

室
№

２
(植

管
裏

側
)

3
4
2

ラ
ン
温

室
№

４
(植

管
裏

側
)

3
6

№
１
ポ
ン
プ
場

(植
管

裏
側

)

3
4
2

花
木

温
室

№
１
３

(植
管

裏
側

)

3
4
2

ラ
ン
温

室
№

５
(植

管
裏

側
)

3
4
2

ラ
ン
温

室
№

３
(植

管
裏

側
)

3
4
2

ラ
ン
温

室
№

６
(植

管
裏

側
)

3
4
2

隔
離

温
室

5
4

№
２
ポ
ン
プ
室

2
5
4

ラ
ン
温

室
№

７

2
5
4

花
木

温
室

№
８

3
9
0

高
木

温
室

2
4
5

花
木

温
室

№
９

2
4
5

花
木

温
室

№
１
０

2
4
5

花
木

温
室

№
１
１

2
4
5

花
木

温
室

№
１
２

7
1
5

ラ
ス
温

室

3
6
0

空
調

温
室

(フ
ァ
レ
ノ
№

１
６
、
カ
ト
レ
ア
№

１
７

)

5
8
3

新
フ
ァ
レ
ノ
温

室
№

１
４

(植
管

裏
側

)

3
8
2

新
バ

ン
ダ
温

室
№

１
５

(植
管

裏
側

)

5
8
3

新
カ
ト
レ
ア
温

室
№

１
８

(植
管

裏
側

)

2
2
5

育
苗

温
室

(植
管

裏
側

)

バ
ン
コ
の

森
便

所
8

艇
庫

4
8
3
.6

6
倉

庫
と
し
て
利

用

電
気

遊
覧

車
車

庫
6
5
8
.4

9

夕
陽

の
広

場
展

望
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス

1
0
9
4
.3

5
9

バ
ン
コ
の

森
6
2

工
作

小
屋

、
休

憩
小

屋

特
別

高
圧

変
電

所
1
9
0

休
憩

施
設

3
0
0

旧
水

族
館

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0

7
1

7
2 7
3

7
4

7
5

7
6

7
7

7
8 7
9

8
0

至
 名
護

至
 名
護

ク
リ
ス
タ
ル
ゲ
ー
ト

ク
リ
ス
タ
ル
ゲ
ー
ト

バ
ン
コ
の
森

バ
ン
コ
の
森

南
ゲ
ー
ト

南
ゲ
ー
ト

グ
リ
ー
ン
サ
ー
カ
ス

グ
リ
ー
ン
サ
ー
カ
ス

管
理
温
室

管
理
温
室

南
ゲ
ー
ト
駐
車
場

南
ゲ
ー
ト
駐
車
場

植
物
管
理
セ
ン
タ
ー

植
物
管
理
セ
ン
タ
ー

熱
帯
・
亜
熱
帯
都
市
緑
化
植
物
園

熱
帯
・
亜
熱
帯
都
市
緑
化
植
物
園

汐
見
台

汐
見
台

東
屋

東
屋

夕
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収益施設一覧 

 

 
■海洋博覧会地区 

公園施設の名称 許可対象面積（予定）（㎡） 備考 

1 
飲食施設 
【必須施設】 

ビーチスナック（仮設テント含む） 54.50  

中央ゲートスナック 33.50  

スナックスコール 82.22  

カフェティーダ 199.38  

2 

物販施設 
【必須施設】 

ビーチ売店及び 3 点セット貸出所 164.42  

熱帯ドリームセンター売店（倉庫含む） 69.77  

ショップやんばるの杜（倉庫含む） 252.69  

ギャラリー美ら島（事務室含む） 83.76  

物販施設 
【裁量施設】 

植物の無人売店 6.25  

3 
遊覧車 
【必須施設】 

車庫 666.42  

遊覧ポイント一式 2.0  

4 
自動販売機 
【裁量施設】 

34 台 28.33  

5 
コインロッカー 
【裁量施設】 

4 ヶ所 21.67  

 
 

■首里城地区 
公園施設の名称 許可対象面積（予定）（㎡） 備考 

1 
自動販売機【裁量施設】 系図座・用物座（2 台） 2.48  

自動販売機【裁量施設】 銭蔵（2 台） 1.7  
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1. 運営維持管理業務基本方針の目的・位置づけ 

1.1. 公園建設の基本理念及び基本方針 

国営沖縄記念公園は、昭和 50 年度に開催された「沖縄国際海洋博覧会」の記念事業と

して、その跡地に整備を進めている「海洋博覧会地区」と、沖縄の本土復帰を記念する事

業の一環として、昭和 61 年度より首里城の復元整備を進めている「首里城地区」がある。 
国営沖縄記念公園は、沖縄観光振興の拠点として、また我が国を代表する歴史的遺産を

後世に継承していくなど、重要な役割を担っている。 
これらのことを十分認識して、沖縄に立地する国営公園としての役割を高度に発揮し、

国営公園として相応しいものとなるよう、より安全で快適な、そして魅力あふれる満足度

の高い公園整備や管理・運営を実施していく。 
 
 ■海洋博覧会地区 

【公園の基本テーマ】 

「太陽と花と海」 
【海洋博覧会地区の基本方針】 

①沖縄にふさわしい公園とするとともに､沖縄の持続的な観光振興の中核となる公園と

する｡ 
②沖縄国際海洋博覧会の記念事業としてふさわしい公園とする｡ 
③日本だけではなく外国の人々にも利用される公園とする。 
④海との調和を十分考慮する｡ 
⑤亜熱帯性気候を十分考慮し､四季を通じて利用できるものとする｡ 
⑥歴史的･文化的資源を生かした公園とする。 

【管理・運営計画に関する事項】 
①来園者が公園の基本テーマ・基本方針に即して、太陽・海・花・文化を体験し、かつ

安全、快適に過ごすことができる満足度の高い公園の運営を行う。 
②来園者が沖縄の持つ魅力を体験し、ゆったりと楽しむことができる公園運営を目指す。 
③あらゆる人びとが公園を楽しむことができるような公園運営を目指す。 
④来園者が本島北部地域の各種資源の情報を受け取り、北部地域を訪れ、地域を味わい、

北部地域の環境の大切さを知るための公園運営を目指す。 
⑤海洋博公園として北部地域と連携して北部振興に資するための取り組みを展開する。 
⑥海洋博公園として沖縄国際海洋博覧会の理念に基づき、アジア・太平洋地域との国際

連携・学術連携・技術連携を進める。 
⑦民間活力の導入を進め、利用者サービスの向上を図る。 
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■首里城地区 
【首里城地区の基本的理念】 
①歴史の拠点としての首里城 
②伝統文化の拠点としての首里城 
③首里城復元の意義 

【首里城地区の基本方針】 

①首里杜構想との整合性及び首里城の歴史的風致に配慮した施設配置計画を行う｡ 
②歴史･文化の拠点として魅力ある施設整備を図る｡ 
③将来に向かって沖縄の歴史･文化の拠点となるよう多様な活用を図る｡ 
④文化遺産の鑑賞､見学､体験という観光形態の充実を目指す。 
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1.2. 運営維持管理基本方針の策定の背景・目的 

国営沖縄記念公園は、開園時から平成 28 年 3 月末までの入園者の累計が、海洋博覧会

地区で約 9,241 万人、首里城地区で約 5,521 万人であり、平成 28 年度では、海洋博覧会

地区で約 489 万人、首里城地区で約 273 万人の方々に利用されている。 
また、海洋博覧会地区では、平成 29 年 3 月に策定・公表した「海洋博公園基本計画」、

首里城地区では、平成 25 年 3 月に策定・公表した「国営沖縄記念公園首里城地区整備計

画」、及び平成 29 年 3 月に策定した「国営沖縄記念公園整備･管理運営プログラム」に基

づき、整備・維持管理を進めているところである。 
一方、「公共サービス改革基本方針（H22.7.6 閣議決定）」に基づき、平成 31 年 2 月 1

日からの維持管理業務に民間事業者も含めた競争入札が実施されており、事業者に対し、

維持管理業務の目標・水準等を示す必要が生じている。 
以上のような背景を踏まえ、今後の国営沖縄記念公園における維持管理の基本的な考え

方を示す「運営維持管理基本方針」を策定した。 
 

1.3. 運営維持管理基本方針の位置づけ 

この運営維持管理基本方針は、国営沖縄記念公園が、今後、その使命や役割を担うため

の運営維持管理のあり方を示したものであり、以下の内容で構成している。 
①運営維持管理の基本方針 
②運営維持管理の重点事項 
 

1.4. 運営維持管理基本方針の対象 

本運営維持管理基本方針は、既に供用している開園区域を対象としたものであるが、今

後追加供用される区域にも適用されるものである。 
今後の維持管理においては、ハイサイプラザ等の収益施設についても、互いに連携・調

整を図りながら、効果的・効率的な維持管理に努めるものとする。 
さらに、有料区域管理者等や地域と協力・連携を行い、公園の利用促進や利用サービス

等のレベルの向上を図るものとする。 
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2. 国営沖縄記念公園における運営維持管理の基本方針 

2.1. 国営沖縄記念公園の公園づくりの基本理念 

国営沖縄記念公園では、これまで、前述した基本理念・基本方針に基づく公園づくりを

進めてきた。今後は、社会情勢の変化などを背景として整備及び運営維持管理を進めてい

くこととなるが、基本理念・基本方針については、共通した考え方として今後も継承して

いくこととする。 
 

2.2. 今後の運営維持管理の基本方針 

国営沖縄記念公園は、その存在価値や利用価値を、継承・展開・発信していくことによ

り、良好な自然的条件や施設・設備を有効利用し、多様なレクリエーションの需要に対応

する都市公園としての役割を担う公園である。 
公園の存在価値とは、社会資本である公園が公共の福祉の増進等に貢献する機能や施設

を有していることであり、公園の存在自体に価値があることである。この存在価値は、市

場原理になじみにくく、持続的に維持しなければならない根元的なものである。 
一方、利用価値とは、存在価値を維持した上で、公園施設や機能を活用した様々な活動

が豊かに展開される公園の利用環境を意味している。この利用価値は、多様な主体の知恵

や工夫を活用して、安全、安心、快適な公園環境を創出していかなければならないもので

ある。 
この存在価値や利用価値を継承・展開・発信していくためには、国営沖縄記念公園を運

営維持管理・利用する多様な主体（国、地方自治体、維持管理事業者、地域住民、公園利

用者等）が、今後の国営沖縄記念公園のあるべき目標・将来像を共有し、国営沖縄記念公

園のさらなる魅力向上に向けた取組を推進していく必要がある。 
そのため、今後の国営沖縄記念公園における運営維持管理の基本的な考え方として、地

区毎に以下に示す基本方針を設定した。 
 
 ■海洋博覧会地区 

【海洋博覧会地区の運営維持管理基本方針】 

①来園者が公園の基本テーマ「太陽と花と海」と「海洋博覧会地区の基本方針」に即

して、太陽・海・花・文化を体験し、かつ安全、快適に過ごすことができる満足度

の高い公園運営を目指す。 
②来園者が沖縄の持つ魅力を体験し、ゆったりと楽しむことができる公園運営を目指す。 
③あらゆる人びとが公園を楽しむことができるような公園運営を目指す。 
④来園者が本島北部地域の各種資源の情報を受け取り、北部地域を訪れ、地域を味わい、

北部地域の環境の大切さを知るための公園運営を目指す。 
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⑤海洋博公園として北部地域と連携して北部振興に資するための取り組みを展開する。 
⑥海洋博公園として沖縄国際海洋博覧会の理念に基づき、アジア・太平洋地域との国際

連携・学術連携・技術連携を進める。 
 
■首里城地区 

【首里城地区の運営維持管理基本方針】 

①将来に向かって沖縄の歴史・文化の拠点となるよう多様な活用を図る。 
②文化遺産の鑑賞、見学、体験という観光形態の充実を目指す。 
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3. 運営維持管理の重点事項 

2．で定めた基本方針を基に、今後の国営沖縄記念公園の運営維持管理にあたり重点的

に取り組む事項を地区毎に以下に示す。 
 

【海洋博覧会地区の運営維持管理重点事項】 

① 沖縄の太陽、海、花、文化を感じ、体験できる公園づくり 

・公園のテーマを感受し、沖縄の良さを確認し、沖縄らしい体験を楽しむことができる公

園となるように運営を行う。 
 
 
 
 
 
 
 

       美ら海花まつり          眺望を楽しむ為の植栽整序 

② 時間を楽しむ生活スタイルを発信する公園づくり 

・パックツアーの立ち寄り型から滞在型へ、人生ゆっくりズムのきっかけとなる公園とな

るように運営を行う。 
 

③ 人材育成・生涯学習に寄与する公園づくり 

・公園資源それぞれが繋がり、遊びと学びのある公園を楽しむことで、人材育成や生涯学

習に寄与するよう公園の運営を行う。 
 

④ 来園する誰もが安全･安心に楽しめる公園づくり 

・ＩＣＴも活用しつつ、公園の立地特性等にも配慮しながらユニバーサルデザインを計画

的に進める等、外国人を含め来園する誰もが安全・安心・快適に楽しく利用できる公園

となるように運営を行う。 
・沖縄の観光振興の中核となる施設として、大規模災害など予期せぬ事態が発生した場合

においても、利用者等への対応を出来るだけ円滑に行えるように、平常時から関係機関

や地域等と連携しつつ減災対策に計画的に取り組む等、外国人を含め来園する誰もが安

全・安心・快適に楽しく利用できる公園となるように運営を行う。 
 

⑤ 地域振興拠点から地域振興・地域連携拠点となる公園づくり 

・公園の運営の一環で、地域の団体やＮＰＯなどと連携し、公園から地域へ、利用者が地

域の交流・環境保全活動へ参加できる仕組みづくりを行う。 
・公園の運営の一環で、海洋博覧会地区を楽しみ、併せて北部地域を楽しめる仕組みづく

りを行う。 
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⑥ アジア･太平洋地域をリードする公園づくり 

・熱帯ドリームセンター、海洋文化館の２つの国際的施設を中心に、県内外はもとより、

アジア・太平洋地域を視野に入れた、魅力ある公園となるように運営を行う。 
 

【首里城地区の運営維持管理重点事項】 

① 琉球の歴史・文化に親しめる公園づくり 

・首里城地区の有料区域及び県営公園区域の運営主体と密に連携しつつ、琉球の歴史・文

化に親しむことができる公園となるように運営を行う。 
 
② 往時の琉球王朝文化や沖縄伝統芸能等の発信に寄与する公園づくり 

・首里城地区の有料区域及び県営公園区域の運営主体と密に連携しつつ、往時の琉球王朝

文化や沖縄伝統芸能等を発信できるように公園の運営を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

琉球王朝絵巻行列             赤田のみるくウンケー 

 
③ 人材育成・地域交流の促進に資する公園づくり 

・首里城および琉球王朝への理解を深められるような体験学習プログラムの充実に取り組

む等、人材育成や生涯学習、地域交流の促進に寄与するよう公園の運営を行う。 
 
④ 来園する全ての人が安全・安心に楽しめる公園づくり 

・ＩＣＴも活用しつつ、公園の立地特性や歴史的景観等にも配慮しながらユニバーサルデ

ザインを計画的に進める等、外国人を含め来園する誰もが安全・安心・快適に楽しく利

用できる公園となるように運営を行う。 
・沖縄の観光振興の中核となる施設として、大規模災害など予期せぬ事態が発生した場合

においても、利用者等への対応を出来るだけ円滑に行えるように、平常時から関係機関

や地域等と連携しつつ減災対策に計画的に取り組む等、外国人を含め来園する誰もが安

全・安心・快適に楽しく利用できる公園となるように運営を行う。 
 

⑤ 首里城公園および首里城周辺における歴史的、文化的資源を活用したまちづくりに寄与する

公園づくり 

・公園の運営の一環で、首里城周辺歴史まちづくり協議会を通して、沖縄県・那覇市とも

連携を図り、首里城公園及び首里城周辺における歴史的、文化的資源を活用したまちづ

くりに寄与する取組みを行う。 
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第１章 総則 
第 1 条 目的 

国営沖縄記念公園（以下「本公園」という。）は、国が設置したロ号国営公園であり、「海洋博覧会地

区」及び「首里城地区」の 2 地区から構成されている。 
「海洋博覧会地区」は、国頭郡本部町に位置しており、昭和 50 年度に開催された沖縄国際海洋博覧

会を記念する公園として､その会場の跡地の利用について閣議決定を受け､昭和 50 年 8 月に開園した｡ 
「首里城地区」は那覇市首里当蔵町に位置しており、沖縄の復帰を記念する事業の一環として戦火に

より消失した首里城を復元するために､昭和 61 年の閣議決定を受け平成 4 年 11 月に一部開園した｡ 
海洋博覧会地区の計画面積は約 77.2ha で、「沖縄文化・センターゾーン」、「オーシャニックゾーン」、

「熱帯亜熱帯環境ゾーン」の 3 つのゾーンに区分され、「太陽と花と海」をテーマとし、以下の基本方

針の基に総合的に整備、管理、運営を進めてきている。 
①沖縄にふさわしい公園とするとともに､沖縄の持続的な観光振興の中核となる公園とする｡ 
②沖縄国際海洋博覧会の記念事業としてふさわしい公園とする｡ 
③日本だけではなく外国の人々にも利用される公園とする。 
④海との調和を十分考慮する｡ 
⑤亜熱帯性気候を十分考慮し､四季を通じて利用できるものとする｡ 
⑥歴史的･文化的資源を生かした公園とする。 

また、首里城地区の計画面積は約 4.7ha で、以下の基本方針の基に総合的に整備、管理、運営を進め

てきている。 
①首里杜構想との整合性及び首里城の歴史的風致に配慮した施設配置計画を行う｡ 
②歴史･文化の拠点として魅力ある施設整備を図る｡ 
③将来に向かって沖縄の歴史･文化の拠点となるよう多様な活用を図る｡ 
④文化遺産の鑑賞､見学､体験という観光形態の充実を目指す。 

開園時から平成 28 年 3 月末までの入園者の累計は、海洋博覧会地区で、約 9,241 万人、首里城地区

で約 5,521 万人であり、平成 28 年度には、海洋博覧会地区で約 489 万人、首里城地区で約 273 万人の

方々に利用されている｡ 
事業にあたっては、上記の各地区における基本方針のもとに永続的な需要喚起と来園者に対するサー

ビス向上を目指し、一元的に運営維持管理を進めるものである。（詳細は、別紙－７「国営沖縄記念公

園運営維持管理基本方針」（以下「基本方針」という。）を参照のこと。） 
 
第２条 適用及び用語の定義 
本仕様書は、H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務のうち、「本業務全体の計画立案及びマネジ

メント業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」（以下「本業務」

という。）に適用する。 
なお、本仕様書に用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりである。 
１）「内閣府沖縄総合事務局」とは、国営公園の管理主体者であり、本業務の発注者のこと。 
２）「調査職員等」とは、契約図書に定められた範囲内において、事業者又は事業者の指定する職

員に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う委託者の指定する職員で、総括調査職員、主任

調査職員及び調査職員を総称していう。 
３）「検査担当者」とは、事業者の指定する本業務に関する作業完了の確認を行う職員をいう。 
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４）「事業者」とは、本公園の運営維持管理者として、本業務を受注した者のこと。 
５）「公園利用者」とは、有料区域・無料区域を問わず、本公園を利用する者のこと。 
６）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、調査職員等と事前に協議し、

都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は第 12 条に基づく許可を得た上で、

事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲食・物販施設の運営や行催

事を行う事業のこと。 
７）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が実施す

る事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令

第 290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必

要となる場合がある。 
８）「入館料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条第 2 項及び都市公園法

施行規則（昭和 31 年建設省令第 30 号）第 11 条第 2 項に基づき、有料区域を利用する者から

徴収する料金のこと。 
９）「利用料金」とは、収益施設等の使用やそれに伴うサービスの対価として、収益施設等を利用

する者から徴収する料金のこと。 
10）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設運

営者が内閣府沖縄総合事務局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこと。 
11）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・物販

施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」

（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき内閣府沖縄総合事務局から金額を通知し、事業者が内閣府

沖縄総合事務局に納める料金のこと。ただし、公共性の高い行催事を内閣府沖縄総合事務局と

の共催により行う場合は、建物使用料及び土地使用料は不要となる場合がある。 
12）「業務責任者」とは、本仕様書の第１１条に示す業務内容である本業務全体の計画立案及びマ

ネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理、植物管理の個々の業務遂行を監理するもの

のこと。 
13）「総括責任者」とは、本業務全体を監理するものであり、業務責任者のうち、本業務全体の計

画立案及びマネジメントの業務責任者をもってそれにあてること。 
14）「スタッフ」とは、事業者が業務を履行するための職員、アルバイト、その他関係従事者をい

う。 
15）「管理物件」とは、別紙－２「管理区域図」に示す敷地及び附属設備を指す。なお、同敷地内

であっても、第三者が持ち込み、または、管理許可を受け、もしくは占用している設備・機器、

工作物等については、その対象から除外する。 
16）「管理事務所」とは、別添－２「管理事務所図」に示す建築物を指す。 
17）「管理センター」とは、管理事務所を拠点として本業務を遂行する組織のこと。 
18）「修繕」とは、施設の劣化した部分又は部材について、性能又は機能を原状あるいは事実上支

障のない状態まで回復させること。 
19）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 
20）「保守」とは、機器等の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗品または材料の

取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこと。 
21）「点検」とは、施設の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化
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がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 
22）「指示」とは、内閣府沖縄総合事務局または調査職員等が事業者に対し、業務の遂行上必要な

事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 
23）「通知」とは、調査職員等が事業者に対し、又は事業者が内閣府沖縄総合事務局若しくは調査

職員等に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 
24）「報告」とは、事業者が調査職員等に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって

知らせることをいう。 
25）「承諾」とは、事業者が調査職員等に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、

調査職員等が書面により業務上の行為に同意することをいう。 
26）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、調査職員等と事業者が対等の立場で

合議することをいう。 
27）「提出」とは、事業者が調査職員等に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料

を説明し、差し出すことをいう。 
28）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの

を有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達でき

るが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を行う場合は、別途調査職員等と協

議するものとする。 
29）「検査」とは、既済検査あるいは完了検査のことをいう。 
30）「勧告」とは、内閣府沖縄総合事務局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面

をもって、改善等の行動をとるように説きすすめることをいう。 
31）「命令」とは、内閣府沖縄総合事務局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面

をもって、改善等の一定の義務を課する具体的な処分をいう。 
32）「モニタリング業務」とは、事業者が実施する利用実態調査及び本業務に対する自己評価並び

にその結果について内閣府沖縄総合事務局に報告を行う一連の業務を指す。 
33）「公園管理者以外の管理者」とは、国営沖縄記念公園と一体となって運営される公園区域にお

いて、内閣府沖縄総合事務局及び事業者以外の公園管理者のことをいう。 
 

第３条 総則 
１．本仕様書は、本業務を遂行するために必要な事項を定め、もって本公園の適正な運営維持管理を

期するものである。 
２．本業務の実施は、国営沖縄記念公園運営業務委託契約書（以下「契約書」という。）によるほか、

本仕様書によるものとする。 
 
第４条 準拠規定 
本業務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる基準・関係諸法令等に準拠する。 
１）都市計画法 
２）都市公園法 
３）道路交通法 
４）景観法、屋外広告物法 
５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 
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６）消防法 
７）建築基準法 
８）労働基準法、労働安全衛生法 
９）下水道法 
10）水道法 
11）水質汚濁防止法 
12）浄化槽法 
13）食品衛生法 
14）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
15）大気汚染防止法 
16）騒音規制法 
17）振動規制法 
18）個人情報の保護に関する法律 
19）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 
20）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
21）電気事業法及びこれに基づく政令等 
22）電気工事士法 
23）電気設備に関する技術基準を定める省令 
24）建築保全業務共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
25）建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
26）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
27）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
28）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編)（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
29）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
30）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
31）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
32）設計業務等共通仕様書（沖縄総合事務局） 
33）建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
34）エネルギーの使用の合理化に関する法律 
35）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 
36）移動等円滑化の促進に関する基本方針（国家公安委員会、総務省、国土交通省） 
37）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 
38）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

（公財）都市緑化機構公園緑地バリアフリー共同研究会編） 
39）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 
40）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版） 
（国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課） 
41）沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領（別添－１） 
42) 改訂版レッドデータブック（環境省） 
43）レッドデータブック 2014 -日本の絶滅のおそれのある野生生物-1～9 
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（環境省自然環境局野生生物課編） 
44）改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ) 
45）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 
46）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 
47）野生鳥獣被害防止マニュアル－アライグマ、ヌートリア、キョン、マングース、タイワンリス

(特定外来生物編）（農林水産省） 
48）猛禽類保護の進め方(改訂版)（環境庁自然保護局野生生物課編） 
49) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
50）第 12 次鳥獣保護管理事業計画（沖縄県） 
51）国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領（別添－３） 
52）外部委託情報セキュリティ（別添―６） 
53）土木工事共通仕様書（沖縄総合事務局） 
54) 土木工事標準仕様書 
55）土木工事施工管理基準（案） （平成 28 年 3 月）（沖縄総合事務局開発建設部） 
56）写真管理基準（案）（平成 27 年 3 月）（国土交通省） 
57）電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
58) 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査） 
59）機械設備工事標準仕様書 
60）測量業務共通仕様書（案）（沖縄総合事務局開発建設部） 
61）土木請負工事必携 
62）土木工事施工管理の手引き（沖縄総合事務局開発建設部） 
63）河川法 
64）建設業法 
65) 建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
66) 建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
67）建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 
68）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 
69）遺失物法 
70）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
71）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）（国土交通省住宅局） 
72）文化財保護法 
73) 著作権法 
74) 農薬取締法 
75）ハブクラゲ侵入防止ネット管理マニュアル（平成 21 年 7 月 沖縄県衛生環境研究所） 
76）沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例（沖縄県） 
77）沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則（沖縄県） 
78）業務入園規則（別紙－28） 
79）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
80）その他、関係諸法令等 
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第５条 事業者の責務 

１．運営維持管理者となる事業者は、本業務について善良なる管理者の注意をもって実施する義務を

負う。 
２．本公園の設置の意義を踏まえて、その効用を最大限発揮させるよう、努力しなければならない。 
３．本業務全般について計画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、

第２章に示す多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつ

つ実施しなければならない。 
４．事業者は、本公園の管理について創意工夫のある企画や効率的な運営等により、公園利用者の多

様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指さなければ

ならない。 
５．事業者は、本業務の実施にあたって、調査職員等と常に密接な連絡をとり、本業務の目的の達成

を図るものとし、その実施状況を記録しておく。 
 

第６条 内閣府沖縄総合事務局と事業者の責任分担 
本公園の運営維持管理業務を実施するにあたり、事業者と内閣府沖縄総合事務局の責任分担を「事業

者と内閣府沖縄総合事務局の責任分担一覧」のとおりとする。ただし、「事業者と内閣府沖縄総合事務

局の責任分担一覧」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「事業者と内閣府沖縄総合事務局の責任

分担一覧」に定めのない事項については、内閣府沖縄総合事務局と事業者の間で十分に協議のうえ決定

する。 
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事業者と内閣府沖縄総合事務局の責任分担一覧 

※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 25 年～平成 28 年の実績平均と現在の状況

を踏まえた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、別

紙－２１「修繕履歴」を参照のこと。 
 
 

項目 内閣府沖

縄総合事

務局 
事業者   

 内   容   
料金徴収業務 入館料（収益施設運営に係るものを除く）の徴収業務 

（徴収料金は、内閣府沖縄総合事務局に納付） 
 ○ 

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理している

施設は除く。） 
 ○ 

物品の管理 内閣府沖縄総合事務局より提供のあった物品の管理  ○ 
本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○ 

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者からの苦情、

訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外の場合 ○  
事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ 

上記以外の場合 ○  
物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 
 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○  
金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 
運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○ 
許認可 都市公園法に基づく許認可 ○  
 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○ 
施設・物品等の修

繕 
事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管理が不

適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以下この表にお

いて「①」という。） 
 ○ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円（税抜き）を超えない場

合かつ年間修繕費用 4,628万円（税抜き）【平成 31～33年度】、 

771 万円（税抜き）【平成 30 年度分】3,470 万円（税抜き）【平成

34年度分】を見込んでいる（上記①を除く。）。※ 

 ○ 

 上記２項目以外の場合 
予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、

年間業務計画の変更を協議する。 
○  

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策部運営計画に基づく警戒体制以上

の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この表において「②」

という。）により公園施設に著しい損害を受けた場合に、公園を一

時閉園するなどして行わなければならない施設、設備等の復旧等 
※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、対

応を協議する。 

○  

公園利用者への損

害 
事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を与えた

場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による公園利用者の

怪我等） 
 ○ 

共通仕様書第 30 条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ 
上記２項目以外の場合 ○  

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合  ○ 
上記以外の場合 ○  
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第２章 業務内容 
第７条 運営維持管理重点事項 
事業者は、国有財産としての適正な管理を保持しつつ、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、以下

の運営維持管理の重点事項に則り、本業務の遂行に努めなければならない。 
 

【運営維持管理の重点事項】 

１）海洋博覧会地区 

① 沖縄の太陽、海、花、文化を感じ、体験できる公園づくり 

② 時間を楽しむ生活スタイルを発信する公園づくり 

③ 人材育成・生涯学習に寄与する公園づくり 

④ 来園する誰もが安全･安心に楽しめる公園づくり 

⑤ 地域振興拠点から地域振興・地域連携拠点となる公園づくり 

⑥ アジア･太平洋地域をリードする公園づくり 

２）首里城地区 

① 琉球の歴史・文化に親しめる公園づくり 

② 往時の琉球王朝文化や沖縄伝統芸能等の発信に寄与する公園づくり 

③ 人材育成・地域交流の促進に資する公園づくり 

④ 来園する全ての人が安全・安心に楽しめる公園づくり 

⑤首里城公園および首里城周辺における歴史的、文化的資源を活用したまちづくりに寄与する公園づ

くり 

 
第８条 業務実施の基本的事項 

事業者は、本業務の実施にあたっては、各業務間の総合調整を十分に図り、次に掲げる項目に留意す

るものとし、第 1 条の基本方針に沿った管理運営を行う。 
１）海洋博覧会地区における基本的事項 
海洋博公園基本計画に定められている管理運営基本方針に基づく管理運営計画を遵守し、沖縄の

持続的な観光振興を担う中核施設として、豊かな自然環境及び歴史的・文化的資源を活用し、四季

を通じて、外国人を含むあらゆる人々に公園の魅力を提供するとともに、公園利用者の視点に立ち、

安全、快適、清潔な公園環境の達成が図れるよう管理運営を行う。また、公園管理者以外の管理者

との連携により高品質の利用者サービスを行う。 
２）首里城地区における基本的事項 
首里城復元整備の基本方針に基づき、歴史的風致に配慮した公園として、将来に向かって沖縄の

歴史・文化の拠点となるような多様な資産の活用を図るとともに、文化遺産の鑑賞、見学、体験と

いう観光形態の充実を図った事業展開を行う。また、公園管理者以外の管理者との連携により高品

質の利用者サービスを行う。 
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第９条 履行場所及び履行期限 
１．履行場所 
施設名称 国営沖縄記念公園 
○海洋博覧会地区 
所在地 沖縄県国頭郡本部町 
敷地面積 77.2ha 注） 
注）本業務の対象敷地は国営沖縄記念公園海洋博覧会地区の供用区域等であり、その面積は、

平成 30 年 1 月現在 66.6ha である。 
○首里城地区  
所在地 沖縄県那覇市  
敷地面積 4.7ha 注）  

注）本業務の対象敷地は国営沖縄記念公園首里城地区の供用区域の一部であり、その面積は、

平成 30 年 1 月現在 3.2ha である。 
 

２．履行期限 
平成３１年２月１日から平成３５年１月３１日までとする。 
事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう過年度事業者から契約日以降業務開始日まで

に必要な引き継ぎを受け、開園に備えなければならない。 
 
第１０条 開園日時等 

本業務の履行期間における本公園の開園日、開園時間、入館料については原則として官報告示に従う。 
１．開園日・開園時間 

 開園期間 
開園時間 

（開館時間） 

(1)海洋博覧会地区 

夏期（3月 1日～9月 30日） 
8:00～19:30 

（8:30～19:00） 

水族館関連区域 8:00～20:30 

通常期（10月 1日～2月末日） 
8:00～18:00 

（8:30～17:30） 

水族館関連区域 8:00～19:00 

(2)首里城地区 

4月 1日～6月 30日 8:00～19:30 

7月 1日～9月 30日 8:00～20:30 

10月 1日～11月 30日 8:00～19:30 

12月 1日～3月 31日 8:00～18:30 

※休園日は、海洋博覧会地区は 12 月の第１水曜日とその翌日。首里城地区は無し（なお、公園管理者以外

の管理者による管理区域（有料）の休館日は７月の第１水曜日とその翌日）。 

※水族館関連区域は、別紙－6「水族館関連区域図」のとおりとする。 

※海洋博覧会地区のエメラルドビーチの供用期間は、4月～10月。 

※繁忙期、イベント開催時等においては、事業者が沖縄総合事務局長に協議し、承諾を得た上で開園時間の

変更を行うことができる。 

※開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が沖縄総合事務局長に協議し、承

諾を得た上で休園とする。 
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２．入館料 
本公園の入館料は次のとおりである。 
1)海洋文化館 

・個人の場合：大人（高校生以上 65 歳未満の者）190 円 
・団体の場合：大人（高校生以上 65 歳未満の者）80 円 

2)熱帯ドリームセンター 
・個人の場合：大人（高校生以上 65 歳未満の者）760 円 
・団体の場合：大人（高校生以上 65 歳未満の者）550 円 

※入館料は変更する場合がある。変更する場合には別途通知する。 
※中学生以下は無料。 
※身障者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等を提示された方とその付添の方１名は無料。 
※無料入館日：以下のとおり無料入館日を設けることとし、各年度の日付は１ヶ月前までに

通知する。 
・春の都市緑化推進運動：４月１日～６月３０日【期間中１日】 
・秋の都市緑化月間  ：１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 
・みどりの日     ：５月４日【１日】 
・敬老の日      ：９月第３月曜日【１日】 
※満６５歳以上の者のみ無料 
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第１１条 業務内容及び業務対象 
事業者は、本公園の供用区域内に位置する都市公園法第２条第２項で規定された各公園施設を対象と

して、個別仕様書に記載された管理水準の達成、業務内容を踏まえ、以下の各業務を行うものとする。 
（別紙－３「主要公園施設一覧」、別紙－４「主要建物調書」） 
＜業務内容＞ 
１）公園施設維持管理業務（委託費により行う業務） 
(1) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

入館料徴収、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

(2)企画運営管理業務 

企画広報（行催事企画運営、広報） 

公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

(3) 施設・設備維持管理業務 

維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設、給

水施設、その他設備） 
建物清掃等（園内建物等清掃、危険生物等対策）等 

(4) 植物管理業務 

芝生管理、高木管理、中低木管理、林地管理、草地管理、草花管理等（草刈り、施肥、灌水、

剪定等）、植栽地等清掃（園路広場、駐車場、廃棄物処理等） 等 

 
１）本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、

企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的

な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとともに、入館料等の徴収事務、沖縄総合事

務局の実施する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業

務が円滑に行われるための諸業務を行うこと。 
 

２）企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（公園管理者以外の管理者との協力によって実施されるものや、材料代

等実費を公園利用者から徴収すること等ができるものを含む）や広報宣伝の企画・立案・実施・参

加者受付を行うこと。また、公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもらうために、利

用指導及び利用案内等の公園利用者に対するサービスの提供、公園利用者の施設予約等の受付、園

内巡視、本業務に関わる自動車維持等を行うこと。また、熱帯ドリームセンターにおいて魚類を常

に良好な状態で飼育展示し、公園利用者が魚類と親しむ学習の場として利活用できるよう努める。 
 

３）施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 
建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果たされるよう、

日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、利用の状況に応じて破損個

所の軽微な補修又は補充を適切に行うこと。また、給水施設や電気設備の使用量を計測し記録を確

実に行うとともに、水景施設に関しては、衛生面の安全を確保するよう、水質管理を確実に行う。 
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(2) 建物等清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、建物等の清掃を行い、

常時公園内の施設を清潔に保つこと。また、園内建物等に塵芥が散乱した場合は、速やかに清掃を

行い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとること。なお、塵芥は種類ごとに定められた処理

方法に従って、適切に処理する。さらに、適宜、建物等における害虫等の駆除、ハブ等の危険生物

等対策を実施し、公園利用者の安全を確保する。 
 
４）植物管理業務 

沖縄の気候風土に合った演出を行うため、利用状況、景観等に応じた除草、外来種の除去、芝刈

り、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うことにより、園内の植物が常に良好な状態にあるように植物

管理を行うとともに、公園利用者に怪我等がないよう適切な管理を行う。また、公園利用者の満足

度を高めるために、熱帯・亜熱帯性植物の活用と草花の演出により利用者の満足度を高めるように

努める。また、駐車場や植栽地、園路広場等について掃除を行い、園内から排出された廃棄物を回

収し種類ごとに定められた処理方法に従って、適切に処理する。 
 
第１２条 業務実施体制 

１．国営公園の設置目的を達成し、公園利用者の安全・快適な利用サービスを提供するため、下記の

資格要件を備えている職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければなら

ない。なお、資格証明書の写しを調査職員等に提出するものとする。 
＜事業者が保有する必要がある資格＞ 
・１級造園施工管理技士 
＜事業者または再委託先が保有する必要がある資格＞ 
・ 防火管理者（甲種または乙種） 
・ 衛生管理者（１種または２種） 
・ 看護師または普通救命講習修了者 
・ 第三種電気主任技術者免状 
・日本赤十字社又は公安委員会が行う水難救助技術等の講習を受けた者 
・「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品整備技士」、「公園施設点検管理士」または「公園施

設点検技士」 
・防除作業監督者 

２．日常管理業務に加え、公園利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 
３．本業務全体の計画立案及びマネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理、植物管理につい

て業務別に業務責任者を配置することとする。なお、本業務全体の計画立案及びマネジメントの業

務責任者を総括責任者とし、業務責任者による他業務責任者及び担当者の兼務を妨げない。ただし、

収益施設等運営業務への委託費の支出は認めない。収益施設等運営業務責任者と兼務する場合、収

益施設等運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなければならない。 
４．開園期間中は、総括責任者が勤務する体制か、第 11 条 2）～4）の業務責任者及び収益施設等運

営業務の業務責任者のうち、少なくとも 2 名以上が勤務する体制とすること。さらに業務責任者が

勤務しない業務については、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め第 11
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条 1）～4）及び収益施設等運営業務が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。なお主な業務

従事（勤務）場所は、管理事務所（別添－２「管理事務所図」参照）とすることを想定している。 
５．この他、国庫に納入する入館料等の徴収業務を担当する経理担当者、及び救急対応を担当する者

を配置するが、経理担当者は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）、その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなす。 
６．沖縄総合事務局から業務実施体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んで

はならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 
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第１３条 業務計画書 
１．事業者は、契約締結日の 14 日前までに、企画書にもとづく積算根拠となる詳細な工種、数量、

月次の工程計画、体制を記載した「業務計画書」を調査職員等に提出し、承諾を得なければならな

い。 
２．「業務計画書」の策定にあたっては、運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者から

の意見・苦情・要望を踏まえた業務計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組みを構築し、「業務

計画書」に記載する。 
３．維持管理運営の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望に基づく対応につ

いて、年度内での変更が求められる場合は、「業務計画書」を随時修正する。 
変更業務計画書の提出の必要の有無は内容に応じて調査職員等と協議する。 

４．四半期別必要経費内訳書には、「業務計画書」の変更がある場合は、その結果を反映した上で、

数量、単価を記載し、積算根拠を明確にする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜業務計画書に記載が必要な項目＞ 
・ 年間管理運営計画（月別） 
・ 年間行事計画書（月別） 
・ 企画提案された実施方針(月別) 
・ 業務実施体制（別紙－２５「利用サービス員・看護師の配置図」参照。） 
・ 業務実施のための管理機構及び職務分担 
・ 実施計画書（別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
・ 四半期別必要経費内訳書（別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
・ 再委託承諾申請書（別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
・ 施設管理作業（建物管理、工作物管理、清掃）及び年間管理計画（月別） 
・ 植物管理作業及び年間管理計画（月別） 
・ 公園内巡視作業 
・ 入館料徴収及び公園利用者への利用指導 
・ 安全管理、安全確保、救急救護、防災計画、消防計画、災害時・異常時対策 
・ 公園利用促進への取り組み（広報、行催事等の開催） 
・ 環境への配慮 
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第１４条 業務報告書 
１．事業者は、運営維持管理の実施状況と包括的な質や管理水準等の達成状況のモニタリングが確実

に行えるよう、報告書を調査職員等に月次、四半期ごとに定期的に提出する。 
２．事業者は、各年度の業務を完了した時は、遅滞なく、年度内に実施した運営維持管理実績の全て

を報告書（正本１通、副本１通）に成果物を添えて提出する。 
３．経理状況に関する帳簿類は常に整理し、調査職員等からこれらに関する報告や実施調査を求めら

れた場合には、速やかに調査職員等の指示に従い、誠実に対応する。 
４．本業務は電子納品（試行）対象業務とする。電子納品とは、上記業務報告書の最終成果のうち調

査職員等が指示するものを電子データで納品する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１５条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、調査職員等の求めに応じて常に提出できるよう、事業者にお

いて業務終了後５年間保存する。また、契約期間終了時には調査職員等へ引き継ぐ。 
なお、本業務の記録類については以下を最低限とする。 

＜定期報告で提出が必要な項目＞ 
１）「管理運営月報」「管理運営月報総括表」（勤務実績簿を含む）（提出期限は翌月の 10 日 別添様式－

１、別添様式－２）。 
２）「管理四半期報」（提出期限、四半期翌月の 15 日 別添様式－３） 
３）「公園連絡調整会議記録」（会議終了後毎） 
４）公園内全施設の電気メーター検針表及び算定表（毎月初め） 
５）公園内全施設の水道メーター検針表及び算定表（毎月初め） 
６）公園内全施設のガスメーター検針表及び算定表（毎月初め） 
７）維持管理施設の重油の使用量報告※毎月初め 
８）貸与車両の稼働実績、燃料使用実績報告（毎月初め）（別紙－２２「貸与車両の使用状況」参照） 
９）上記以外の査職員等が指定した報告事項（適宜） 
＜完了報告で提出が必要な項目＞ 
１）「完了報告書」 （別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
２）「精算報告書」 （別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
３）「残存物件報告書」（別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
４）「業務経費内訳報告書」（別添―１「沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領」参照） 
５）「事業評価報告書」 （任意様式） 
６）「実施状況等の記録書」 
＜実施状況等の記録書に添付が必要な項目＞ 
１）作業日誌 
２）保守点検の記録 
３）作業実施数量の記録 
４）作業記録写真 
５）安全衛生点検の記録 
６）修繕等の記録 
７）上記以外で調査職員等が指示した報告事項（適宜） 
＜電子納品＞ 
１）電子データとは、「電子納品運用ガイドライン（業務編）平成 28 年 3 月」及び「土木設計業務等の

電子納品要領平成 28年 3月」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途調査職員等と協議する。 

２）報告書（電子データ）は年度毎に作成し、提出すること。また、最終年度の業務を完了した時には、
別に定める様式（電子媒体納品書）に署名・捺印の上、「ガイドライン」に基づいて作成した電子デ
ータを CD-R または DVD-Rで２部提出する。なお、データが大容量となる場合には、調査職員等と事
業者の協議の上、BD-R を使用することも可能とする。 

３）受発注者相互に CD-R または DVD-Rの内容を確認した上で CD-R または DVD-R の受領を行う。 
４）「ガイドライン」及び「電子納品要領」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化

して提出する義務はないが、調査職員等と協議の上、電子化の是非を決定する。 
５）上記によりがたい場合は、調査職員等と協議する。 
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・作業実施数量等の記録 
・保守点検の記録 
・作業日誌 
・安全衛生点検の記録 
・修繕等の記録 
・作業記録写真 
・事業者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 
・その他、調査職員等が指示する記録 

 
第１６条 モニタリング業務 

１.事業者は、公園利用者からの意見要望を積極的に把握、評価し、業務に反映させるため、次の各号

に掲げる調査を行い、その結果について調査職員等に報告する。 
１）利用実態調査 
本公園において提供するサービスに対する公園利用者の評価について、アンケート等を実施する

など事業者の工夫により、確実に把握すること。また、事業者は、利用実態調査を行う場合、その

方法について、調査職員等と事前に協議した上で、調査を実施し、その結果は、即地的にも確認で

きるよう記録、集計・分析を実施する。 
２）本業務に対する自己評価 
本業務に関して、利用実態調査結果と、その結果に基づいて、本業務に反映させるよう努めた事

項について年度毎に適宜自己評価を行い、その結果を事業評価報告書にまとめ、調査職員等に提出

する。 
 
第１７条 内閣府沖縄総合事務局が行うモニタリング調査 
１．内閣府沖縄総合事務局は、事業者で実施するモニタリング業務（本共通仕様書第１６条）とは別

に、本業務の実績を評価する調査を実施する（別紙－２０「公園の利用に関するアンケート調査」

参照。）。 
２．事業者は、本業務等の実施内容の評価が確実に実施されるよう、実施状況等の調査には、協力す

る。 
３．調査は、個別仕様書等に示す管理水準や事業者から企画提案された実施方針の履行状況を確認す

る予定である。 
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第３章 委託費の支払い 
第１８条 委託費代金の支払い 

１． 事業者は、提出した業務計画書に基づいて、運営維持管理業務を実施することにより、達成

すべき質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務の質（本実施要項 1.3.2
参照）の最低水準を確保しなければならない。 

２．内閣府沖縄総合事務局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１日か

ら翌年３月３１日まで）を基準とし、四半期毎に委託費を支払うものとし、その支払いは適正な

請求書を受理した日から起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、質及び最低水準が確

保されていない場合は、適切に業務を行うよう改善指示（業務の履行中を含む。）を行うことと

し、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はで

きないものとする。なお、委託費の請求は、業務計画書及び各年度別四半期別必要経費内訳書に

基づく、完了報告書、精算報告書、残存物件報告書による各年度の四半期における所要額とする。 
３．各年度の契約金額の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の契約金額の支払の限度

額のいずれか低い額とする。 
４．委託費の支払いについては、会計法第２２条、予算決算及び会計令第５８条に基づく協議が整

った場合において、事業者は委託費の概算払を四半期毎に請求できるが、業務の改善指示があっ

た場合には、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半

期の概算払に係る委託費の請求はできない。なお、委託費の請求は、業務計画書及び各年度別四

半期別必要経費内訳書に基づく、各年度の四半期における所要額とする。 
５．事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成した業務計画

書をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合には、委託費の減額

は行わない。 
６．本業務の準備期間における経費は、委託費（一般管理費を含む）にて支出することはできない。 
７．各業務の積算体系は、以下のとおりである。 

＜積算体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本社人件費（職員基本給、職員諸手当、退職手当等）、本社旅費（職員旅費）、本社庁費（職員厚生経費、

備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、賃料及び損料、保険料、雑役務費等）、

付加利益（法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証料そ

の他営業外費用等） 

業務委託料 

業務価格 

消費税相当額 

直接業務費 

一般管理費等※ 
植物管理業務 

施設・設備維持管理業務（維持修繕・
保守点検、掃除等） 

本業務全体の計画立案及びマネジメ
ント業務 

企画運営管理業務（企画広報、公園
利用者への利用指導、公園利用者へ
のサービス、園内巡視） 
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第４章 公園内の安全管理 
第１９条 安全管理 
１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につい

て、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行う。なお、内閣府

沖縄総合事務局が定める公園利用規則等がある場合は、それに則った対応を図ること（別添－３「国

営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領」参照。）。 
２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員等と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 
３．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠するとともに、内閣府沖縄総合事務局が定め

る消防計画･危険物予防規定を遵守すること。 
４．事業者は、内閣府沖縄総合事務局及び公園管理者以外の管理者と協力し、火災・その他災害によ

る物的・人的被害を軽減することを目的に、別途、海洋博覧会地区における消防計画を作成するこ

と。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記する。 
５．事業者は、内閣府沖縄総合事務局並びに公園管理者以外の管理者と協力し、管理権限を共有する

防火対象物に対して、火災・その他災害による物的・人的被害を軽減することを目的に、別途、首

里城地区における消防計画を作成すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記す

ることとする。 
６．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員等に報告するものとする。 
７．公園内について常に安全上の観点から観察を行い、異常を確認した場合、速やかに対応し、必要

に応じ、調査職員等に報告する。安全管理には十分注意し本業務を履行する。 
 
第２０条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 
２．本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講じ、事故の発生を防止する。 
３．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講ずる。 
４．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員等に報告し、臨時に精密検査を行い、

その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 
５．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、事業者

が作成した緊急連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により調査

職員等に報告する（なお、内閣府沖縄総合事務局が策定した事故等への対応計画、規定等がある場

合は、それに則った対応を図る。別紙－２４「危機管理対応実績」参照。）。 
１）事故発生日時 
２）事故発生場所 
３）事故発生の原因 
４）事故の程度 
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５）人身事故の場合は、医師の診断結果 
６）事故処理の概略 
７）再発防止策等 

 
第２１条 救急対応 
１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、調査職員等に提出するものとす

る。 
２．事業者は、調査職員等が指定する箇所に救急施設を配置し、そのうちの主たる箇所に開園中は看

護師または普通救命講習修了者の資格を有した救急担当職員を配属し、救急活動に当たらなければ

ならない。 
３．救急担当者は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置を

とり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置をと

らなければならない。 
４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと

もに、その経過及び結果を（可能な範囲で）速やかに別途定める様式により調査職員等に報告する。

ただし、軽微なものについては、後日報告とすることができる。 
５．重大事故についてはただちに調査職員等に報告し、その指示に従うこととする。 
なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れのある事故が起こった場

合、または３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故が起こった場合、さらに

人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要する重傷者又は死者が発生

する恐れがあった事故が起こった場合とする。 
６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 
 

第２２条 災害時、異常時等の対応 
１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、閉園等

の必要があると認めるときは、事業者はあらかじめ調査職員等の承諾を得なければならない。ただ

し、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りではない（別添－４「公園閉園判断基準」参

照。）。 
２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員等に速やかに報告する。 
３．台風、豪雨等の災害発生が予想される場合には、事前に土のう設置、雨水桝の詰まり防止のため

の落ち葉除去等を実施し、被害の軽減に努めなければならない。 
４．台風、豪雨等の災害発生時に調査職員等の指示した箇所の巡回、土のう等の設置等を行うものと

する。 
５．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員等に速やかに報告する。 
６．調査職員等は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措

置をとることを指示することができる。 
７．調査職員等の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、迅速に必要な人

員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。なお、内閣府沖縄総合事務局が策定した災害発生等へ
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の対応計画、規定等に該当する場合は、それに則った対応を図ること（別添－７「沖縄総合事務局 
国営沖縄記念公園事務所 海洋博公園・首里城公園 業務継続計画（ＢＣＰ）（案）」参照。）。 

８．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、内閣府沖縄総合事務局が指定する別添－７「沖

縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所 海洋博公園・首里城公園 業務継続計画（ＢＣＰ）（案）」

に基づき、公園管理者以外の管理者と協力して、事業者の役割・行動・体制等をとりまとめた業務

継続計画（ＢＣＰ）を作成し、調査職員等と協議する（別添－７「沖縄総合事務局 国営沖縄記念

公園事務所 海洋博公園・首里城公園 業務継続計画（ＢＣＰ）（案）」参照。）。 
９．事業者は、事故や災害発生時等には、前項において作成した業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、

公園の開園日、開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行う（別添－４「公園閉園判断基準」、（別

添－７「沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所 海洋博公園・首里城公園 業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）（案）」参照。）。 
10．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職員

等に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 
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第５章 協議・調整等 
第２３条 内閣府沖縄総合事務局の要請への協力 

１．調査職員等から本公園に関する調査、又は作業の指示等があった場合には、迅速、誠実かつ積極

的な対応を行う。 
２．その他、内閣府沖縄総合事務局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パ

トロール、消防訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参

加・協力・実施を、積極的かつ主体的に行う。 
３．事業者は、管理業務を円滑に実施するため、調査職員等及び管理運営に関係する者との情報交換

や業務の調整を図る連絡会議を、定期又は不定期に開催する。なお、連絡会議には、第三者を参加

させることができる。 
４．関係機関の立会検査又は調査がある場合は、事業者は調査職員等の指示により立会等に協力する。 
５．本業務の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望は、即地的にも確認でき

るよう記録、集計・分析した結果と本業務に反映させるよう努めた事項について、調査職員等に報

告するよう、努める。 
 
第２４条 別途工事等との調整 

１．内閣府沖縄総合事務局の発注する別途工事又は業務（法定点検業務等）がある場合には、事業者

は必要に応じて工事又は業務内容及び計画（変更を含む）に対して、本業務に関連する助言ならび

に公園利用及び動植物の保護育成に関する調整を行う。 
２．内閣府沖縄総合事務局が別途発注する施設保全業務等の実施に当たり、事業者は、点検等の実施

時期の調整に協力する。電気設備の点検に伴う計画停電のときには、その対応については、調査職

員等と調整する。 
 

第２５条 調査職員等との協議等 
１．事業者は、本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、

調査職員等と協議すると共に、協議の内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 
２．業務責任者又は業務担当者は、本業務の実施方法等について必要がある場合は、調査職員等の指

示を求めるほか、打合せを行い、その内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 
３．施設の運営維持管理に係る各種規程・要項を作成する場合や、追加供用等により契約期間中に業

務内容が変更する場合、さらには、その他新業務への対応が必要な場合は、調査職員等と事業者の

間で調整又は協議を行う。 
４．不測の事態又は疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員等と協議する。 
５．事業者は内閣府沖縄総合事務局及び調査職員等より、公園管理者以外の管理者への協力要請があ

った場合には、その要請に応えなければならない｡ 
 

第２６条 その他の協議・報告等 
事業者は、本公園の管理・運営等で必要な以下の協議を適切に行い、結果等については、遅滞なく報

告しなければなければならない。 
１）地元自治体、マスコミ等関係機関、ボランティア団体等との協議 
２）その他園内施設の運営者との協議 
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３）持込みイベント等の利用調整 
 

第２７条 官公署への連絡、届出 
事業者は、官公署への連絡、届出手続きは内閣府沖縄総合事務局に協力し、遅滞なくこれを処理する。

また、事業者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるときは事業者において行う。 
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第６章 雑則 
第２８条 本業務の再委託 

事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して、又は本業務における主たる部分を再委託す

ることはできない。本業務における主たる部分は、次のとおりとする。 
＜本業務における主たる部分＞ 
本業務における総合的計画立案、業務遂行管理、入館料金の徴収及び納入、救急・災害時の統括管

理、各業務手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意志決定を行うための技術的判断等（本

業務の企画立案及びマネジメント） 
１）事業者は業務の一部を第三者に委託させようとする場合は、あらかじめ再委託の相手方の住所、

氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を調査

職員等に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも

同様とする。 
２）事業者が内閣府沖縄総合事務局に対して負う義務を適切に履行するため、事業者は再委託先の

事業者に対し、実施要項 8.4.及び 8.6.に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じ

させるとともに、再委託先から必要な報告を徴収する。 
３）事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして、事業者が責任を負う。 
４）再委託等の承諾を行った際は、必要に応じて当該部分（再委託）に該当する経費についての領

収書、明細書の写しの提出を求める場合がある。 
５）契約書第３条第４項で規定する「軽微な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレー

ス、資料整理、計算処理、模型製作、和訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等及

び小規模な業務をいう。なお、小規模な業務とは、原則として契約金額 100 万円未満のものを

いう。 
６）なお、再委託の相手方は入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、内閣府沖縄総合事

務局長から指名停止を受けていないこと。 
７）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者に再委託してはならな

い。 
 

第２９条 保険の付保及び事故の補償 
１．事業者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用者等の雇用形

態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 
２．事業者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をも

って適切な補償をしなければならない。 
３．事業者は、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、必要に応じて各種保険に加

入する。 
 

第３０条 建築物及び機械器具等の無償貸与等 
１．建築物及び機械器具等の無償貸与 

本業務の遂行に必要な、内閣府沖縄総合事務局が保有する建築物及び機械器具等に限り、事業者
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に無償で貸与する（別紙－１５「提供物品調書（機械器具、備品、残存物品）」、別紙－１６「提供

建物調書」参照。）。提供施設については事業者にて適正に管理すること。なお、その取扱いについ

て、内閣府沖縄総合事務局において定める規定等がある場合には、それによる（別添－８「提供施

設取扱い要領」、別添－９「提供備品取扱い要領」参照。）。 
２．残存する備品の取扱い 

事業者は、本業務完了の際、残存する備品で内閣府沖縄総合事務局がその費用を負担したものに

ついて当該備品を内閣府沖縄総合事務局に引き渡す。ただし、翌年度において当該業務に継続して

使用されるものはこの限りではない。 
残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品のうち、原状の

まま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が５万円以上のものをいう。また、内閣府

沖縄総合事務局より提供された５万円以下の備品については残数を報告する。 
その他、残存する備品の取扱いについては、内閣府沖縄総合事務局が定める規定等による。 

３．事業者は、内閣府沖縄総合事務局の事務・事業に支障を来たさない範囲において、管理事務所内

の施設の管理・運営業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 
４．事業者が持ち込んだ機器・設備等については、内閣府沖縄総合事務局の事務・事業に支障をきた

すことのないよう適切な管理を行う。 
５．機器・設備等を持ち込み、電気工事等の措置が必要な場合は、調査職員等の承諾を得た上で実施

することができる。なお、必要な措置をした場合、施設の使用を終了又は中止をした後、直ちに原

状回復をおこない、調査職員等の承諾・確認を得なければならない。 
６．施設等運営者が機器・設備等を持ち込む場合は、事前にリストを調査職員等に提出するとともに、

物品表示票を作成し持ち込む全ての機器・備品等に貼付し、常に管理しておく。（別添－９「提供

備品取扱い要領」参照。）。 
 

第３１条 本業務の引継 
１．事業者は、契約が完了する場合、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が指

示する者に対し、誠意をもって、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。引き継ぎにあた

っては、下記に示す必要な資料の作成及び提出を行い、必要な説明等を行う。ただし、契約が引き

続き締結され、当該業務を継続する場合はこの限りではない。 
１）運営・利用者サービスに関する事項 

・利用予約の受付、繁忙期対応、救護日誌、利用者の安全確保のための措置事項、公園利用者に関

する留意事項 等。 

２）施設・設備維持管理に関する事項 

・施設・設備の点検情報、設備・機器等の各種マニュアル、施設・設備の使用において留意が必要

な事項、清掃記録等。また、首里城地区における漆塗り建物及び門の維持管理に関する事項（別

添―１０「漆等塗装指針（案）」参照）。 

３）植物管理に関する事項 

・芝生、草地等の管理区分図、希少種の生育場所、病虫害防除、老木、記念樹等の記録 等。 

・海洋博覧会地区の熱帯ドリームセンターにおける植物管理、首里城地区において植物管理（別添

―２１「首里城公園京の内植物維持管理方針」参照）で、特に留意が必要な事項。 

４）収益施設運営に関する事項 
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・運営に必要な物品等の引き継ぎ、その他運営上の課題事項 等。 

５）広報宣伝に関する事項 

・マスコミ等の連絡方法及び連絡先・取材記録、ホームページや利用ガイドに関する事項 等。 

６）イベントに関する事項 

・主催、共催イベント、体験プログラム等の実施状況、持ち込みイベントの状況、継続的な地域連

携イベント等における主催者や関係団体との連携、協力すべき事項。 

７）協働活動者、関係機関との連携に関する事項 

・ボランティアの登録情報、連絡方法及び連絡先、活動記録、ボランティア団体と連携して管理を

行う箇所や指導を受けている有識者の情報 等。 

８）国への提出資料に関する事項 

・都市公園法第５条、６条、12条に基づく申請及び許可の記録 等。 

９）その他 

・救急活動に関するマニュアル、近隣住民への配慮必要事項、苦情処理記録 等。 

・その他、遺失物等、通常実施すべき業務において、完了していない事項等、調査職員が指示する

事項。 

２．不可抗力その他、内閣府沖縄総合事務局や事業者の責めに帰することができない事由により管理

の継続が困難となった場合は、調査職員等と事業者は管理の継続の可否について協議すること。 
３．事業者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）又は、契約が解除されるまでは、

公園維持管理が円滑に実施されるよう業務実施体制（第１２条記載）を維持する。 
４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな場合は、

その費用は事業者が負担する。 
 
第３２条 情報公開 

事業者は、文書開示等の情報公開について、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 21
年 7 月 1 日法律第 66 号）の規定に準じて取り扱うものとする。この場合、調査職員等と協議する。 
 
第３３条 調査等への対応 

事業者は、内閣府沖縄総合事務局が実施する事業者に対する立ち入り検査、指示等監督・検査に対し

て、誠意を持って対応する。 
 
第３４条 会計検査への対応 
事業者は、会計検査院法第２２条に該当するとき、または同法第２３条第１項第７号に規定する「事

務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及び第２６条

により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は内閣府沖縄総合事務局を通じて、資料・

報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 
 
第３５条 愛称の使用 

共同体で本事業を実施する場合、園内看板やチラシ等において、共同団体の愛称を設定の上使用する

ことができる。 
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第３６条 事業者の過失による業務の対象施設等の事故、破損等 
本業務を遂行中において、事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任におい

て処理する。なお、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等に報告する。 
 

 
第７章 コンプライアンス 
第３７条 守秘 

１．事業者は、業務上知りえた秘密については、第三者へ漏らしてはならない。 
２．事業者は、内閣府沖縄総合事務局が定める情報のセキュリティに関する規定に沿って、情報管理

を適切に行うこと（別添―６「外部委託情報セキュリティ」参照。）。 
３．事業者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り

得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）第５４条により罰

則の適用がある。 
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第８章 個人情報の取扱いについて 
第３８条 基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するための個人情報の取扱

いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、

改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
 

第３９条 秘密の保持 
事業者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
 
第４０条 取得の制限 

事業者は、本業務における事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ

公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 
 
第４１条 利用及び提供の制限 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための利用

目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 
 
第４２条 複写等の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するために内閣

府沖縄総合事務局から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
 
第４３条 再委託の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための個人

情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。 
 

第４４条 事案発生時における報告 
事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速

やかに調査職員等に報告し、調査職員等の指示に従うこと。本業務にかかる契約が終了し、又は解除さ

れた後においても同様とする。 
 

第４５条 資料等の返却等 
事業者は、本業務における事務を処理するために内閣府沖縄総合事務局から貸与され、又は事業者が

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本業務にかかる契約の終了後又は解除後速

やかに内閣府沖縄総合事務局に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、内閣府沖縄総合事務

局が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うこと。 
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第４６条 管理の確認等 
内閣府沖縄総合事務局は、事業者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。

また、必要と認めるときは、事業者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査するこ

とができる。 
 

第４７条 管理体制の整備 
事業者は、本業務における事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め

なければならない。 
 

第４８条 従事者への周知 
事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務における事務に関して知り得た個人情

報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に

関して必要な事項を周知しなければならない。 
 

第４９条 罰則 
事業者は、正当な理由無く、又は、不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり、盗用した場合は、

法律に基づき罰則が科せられる。 
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第１章 総則 
第１条 適用 
本個別仕様書は、「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務」のうち、本業務全体の計画立案及び

マネジメント業務に適用する。 
 
第２条 基本事項 
１．本業務は、計画立案及びマネジメントを総括する業務責任者の責任のもと実施する。 
２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行う。なお、本個

別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員等と協

議する。 
３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、

実施する。 
４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努める。 
５．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、弾力的に配置する。 
６．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛ける。 
７．作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行う。 
８．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、事業者が定める名札を作成し着用する。 
９．取材、行催事、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する場合は、別紙―２８「業務

入園規則」に基づき、公園利用者の安全と快適な利用を確保するとともに、事故を未然に防止し

公園施設の保全を図るように努める。 
10．提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員等に報告の上、事業者が行う。 
11．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理する。 
12．業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職員等の承諾を受けた

上で、事業者の負担にて行う。 
13．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、別紙―２８「業務入園規則」に準じ、公園利用

者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に努めるとともに、内閣府沖縄総合

事務局所長発行の車両入園許可証を前面に提示して走行する。なお、首里城地区においては原則

として車両の運行を閉園時間のみとする。 
14．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動し、駐車に際しては内閣府

沖縄総合事務局所長発行の駐車許可証を掲示する。 
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第２章 業務の計画立案及びマネジメント業務 
第３条 管理水準 
本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、企画

運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的な調整の

もと相互連携を保ちつつ、適切な進捗管理を行うとともに、入館料等の徴収事務、内閣府沖縄総合事務

局の実施する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円

滑に行われるための諸業務を行う。 
また、施設の入館料等は、国の収入となることに留意し、事業者は、これらの徴収事務を別に定める

手続き等に沿って安全、適切に行う。 
 
第４条 業務の計画立案 

国営沖縄記念公園の業務全般について、公園利用者に対するサービス向上を目指し、多岐にわたる各

業務を円滑かつ効率的に実施するため、総合的な視点から運営維持管理全般の目標をさだめるとともに

計画立案を行う。 
 
第５条 マネジメント業務 
１．別紙－７「国営沖縄記念公園運営維持管理基本方針」をふまえ、統一的な方針のもと、公園利用

者に対するサービス水準を維持向上するため、多岐にわたる各業務について業務全般を俯瞰的に監

理するものとする。 
業務全般の監理にあたっては、適宜、各業務における総合的な連携調整をはじめ、実施方法の決

定、及び各業務の適切な進捗管理など、総合的な視点から国営沖縄記念公園の運営維持管理全般の

マネジメントを行う。 
２．内閣府沖縄総合事務局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロール、

消防訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協力・

実施を、積極的かつ主体的に行う。 
３．収益施設の管理運営において、他の維持管理業務と連携しながら創意工夫やノウハウを発揮し、

質の高いサービスの提供が行えるよう調整を行う。 
４．別紙－２７「警備員の配置及び入園者カウント方法等」に基づき、毎日、公園利用者数を計測し、

調査職員等に報告する。 
 
第６条 入館料等の徴収 
１．事業者は、中央ゲート案内所、海洋文化館、熱帯ドリームセンター及びその他調査職員等の指定

する場所において、券売機の管理及び必要な消耗品の供給をし、自動販売に係る入館券を販売する

とともに、入場ゲートにて入館券の手売り、改札を行い、所定の入館料金を徴収する。その際、つ

り銭、両替金を準備し、補充する。人員の配置については、別紙－２５「利用サービス員・看護師

の配置図」を参照する。 
２．事業者は、手売り入館券を作成する場合は、調査職員等の指示により作成し、調査職員等の承諾

を得た上でこれを販売するまでの間保管する。 
３．事業者は、毎月 15 日及び月末日までの徴収済みの入館料を集計し、徴収済みを証する書類を添
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えて調査職員等に書面により報告し、内閣府沖縄総合事務局の所属歳入徴収官が発行する納入告知

書により国庫に納入しなければならない。 
４．国庫に納入する入館料等は、事業者の他の口座とは別の口座（入館料等の専用口座）で管理を行

うこととし、公園利用者数、日々の売り上げた券及び入館料は、毎日、集金及び集計し、他の経理区

分と分けて帳簿等に記入し、管理する。なお、入館料を徴収した後、国庫に納入するまでの間の管

理責任は事業者にあるものとする。 
５．身障者・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示された方とその付き添いの方 1 名は無料入園

ができるので、必要な書類の確認を行う等適切な措置をとる。 
６．公園管理者以外の管理者は、美ら海水族館利用者に対し、熱帯ドリームセンターの入館料を半額

とするサービスを継続実施する予定である。事業者は、公園管理者以外の管理者と調整の上、事務

取扱要領を定め、利用者からの半額入館料相当額の徴収及び公園管理者以外の管理者からの負担額

の徴収等を行うとともに、４項の定めに従い、入館料を管理する。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第７条 その他国庫に納入する収入 

事業者は、前条の入館料等の徴収に付随して発生する収入が発生したときに、その内容を証する書類

を添えて調査職員等に書面により報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入しなければならな

い。なお、その他の収入が発生した後、国庫に納入するまでの間の管理責任は事業者にあるものとする。 
 
第８条 保険の加入 
万一の事故に備えて、動産総合保険（園内における保管・輸送を対象）に加入する。 
 

第９条 繁忙日対応 
行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況の把握等から、事前に繁忙日や利用者数を予想し、調査

職員等や関係者との協議・調整、適切な人員配置及び駐車場の早期開場の検討等、事前準備を含めた対

応を行う。 
 

④ 報告（徴収済み証明

書面添付） 

⑦ 納入告知書の発行 

国庫（日銀代理店） 
 

⑧ 納入額の納付 

事業者 
① 入館券の販売 
② 入館料金の集計（毎日） 
③ 銀行口座へ預金 

内閣府沖縄総合事務局 
⑤ 報告書と預金通帳の照合 
⑥ 債権発生通知書の作成 

⑨ 領収済通知書

の送付 

※事業者の銀行口座で発生する利息については、年 2 回事業者から国に報告し、⑤～⑨の手続きを行う。 
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第１０条 その他 
この仕様書によるもののほか、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実施にあたり必要な事

項は、調査職員等と協議の上定める。 
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第１編 総則 
第１条 適用 
本個別仕様書は、「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務」のうち、企画運営管理業務に適用す

る。 
 
第２条 事業者の責務 

事業者は、本公園の管理について創意工夫のある企画や効率的な運営等により、公園利用者の多様

なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指さなければなら

ない。 
 
第３条 基本事項 
１．本業務は、企画運営管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施する。 
２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行う。なお、本個

別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員等と協

議する。 
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第２編 企画広報 
第１章 行催事・利用プログラム企画運営 
第４条 定義 
本章において、「行催事」・「利用プログラム」は内閣府沖縄総合事務局の主催により行うものをいう。 

 
第５条 目的 
行催事は、本公園の特性を活かし、公園の周知や利用促進のため、公園利用者の利用のきっかけを提

供するサービスである。 
利用プログラムは、公園の施設を活用し、公園利用者に対するサービス水準の向上の一環として提供

されるサービスである。 
事業者は、公園利用の増進に加え、公共施設としての公園の目的・機能を発揮するために行われる行

催事や利用プログラムについて、企画立案、開催・運営等の一連の作業をノウハウや創意工夫を発揮し

て行う。 
また、上記行催事のほか、内閣府沖縄総合事務局長の許可を受けて独立採算により開催する行催事に

ついては自主事業として取り扱う（別紙－１３「収益施設等管理運営規定書」参照）。 
なお、第３者が展示会等を行う場合の行為については、都市公園法第６条、第１２条に基づく内閣府

沖縄総合事務局長の許可が必要であるため、事業者は、本仕様書第１１条に示す手続きフローに従い、

適切に対応する。 
 
第６条 管理水準  

１．事業者は、別紙―２９「行催事一覧」を参考に、公園の特色・資源を活用するとともに、設置趣

旨の達成及び利用促進に寄与するよう、行催事を実施するものとする。その際、以下の事項が達

成できるよう努めるものとする。 
    ①沖縄固有の自然環境や歴史文化の普及・啓発 

 ②地元地方公共団体や団体・企業等との連携 
２．事業者は、沖縄の観光振興に寄与すること等を目的とし、以下の時期に、集客性のあるイベント

を実施するものとする。 
①春期（４～５月（ＧＷ時期）） 
②夏期（７～８月（夏休みの時期）） 
③秋期（１０月～１１月の時期） 
④冬期（１～２月の時期） 

３．事業者は、「参加・体験型の利用プログラム」として、表１に示す開催日数及び延べ参加者数以

上の行催事を実施するものとする。「参加・体験型のプログラム」には、以下のいずれかの要件

を満たす一定水準の行催事に限るものとし、単に不特定多数の公園利用者が見学のみを行うプロ

グラムは含まない。 
１）事前に実施を告知し、または参加募集を行い、参加人数を確実に把握できる行催事。 
２）実施に際し、材料費等の実費相当分等を参加者から徴収する行催事。 
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表１ 参加・体験型のプログラム 

名称 開催日数 延べ参加者数 
「自然・環境」をテーマとする参加体験型プログラム 年 532 日 年間 11,904 人 

「歴史・文化」をテーマとする参加体験型プログラム 年 11 日 年間 4,720 人 
※『自然・環境』をテーマとする参加体験型プログラムの過年度実施例（平成 25 年度～平成 28 年度実績）は以

下のとおり。 

「植物のクラフトづくり」、「ランの栽培教室」、「美ら島・美ら海こども工作室」、「植物観察と標本作り教室」、「環

境学習」。 

※『歴史・文化』をテーマとする参加体験型プログラムの過年度実施例（平成 25 年度～平成 28 年度実績）は以

下のとおり。 

「漆喰ドラゴン＆シーサー絵付け体験」、「ミニ旗頭作り体験」、「鬼餅づくり体験」、「黒糖づくり体験」。 

 

４．事業者は、公園管理者以外の管理者並びにその他関係団体（協賛企業、地元自治体、警察等）と

費用面、人員面の協力について調整を行い、必要に応じ実行委員会を組織運営し、サマーフェス

ティバル（花火大会を含む）又はこれと同種・類似のイベントを企画・実施する。 
５．海洋博覧会地区熱帯ドリームセンターにおいて、毎年２月に、沖縄国際洋蘭博覧会が実行委員会

の主催により実施される予定である。事業者は、熱帯ドリームセンターを管理運営する立場で実

行委員会に参画し、調整の上役割分担を定め、出展蘭の展示場所の確保及び展示蘭の充実等会場

の設営を行うと共に、必要に応じて関連イベントを実施する等の協力・連携を行う。 
６．首里城地区において、下表に示すイベントが公園管理者以外の管理者の主催により実施される予

定である。事業者は、これらのイベントの実施に際し、主催者と調整し、イベントにおける役割

分担を定め、必要に応じ関連イベントの実施等の連携を図り、円滑に実施できるよう協力・連携

する。 
表 2 協力すべきイベント 

地区 イベント名 主催団体 実施予定時期 

首里城地区 

中秋の宴 公園管理者以外の管理者 9 月 

冊封使行列・冊封儀式 
（首里城祭時に実施） 

公園管理者以外の管理者 10、11 月 

朝拝御規式 
（新春の宴時に実施） 

公園管理者以外の管理者 1 月 

百人御物参 公園管理者以外の管理者 3 月 

御開門 公園管理者以外の管理者 毎日（開館直前） 

 
７．事業者は、本公園固有の魅力向上のため、期間を限定し、開園時間の延長を伴う行催事を実施す

ることができる。以下は過去の実施例である。 
表 3 期間を限定し行催事の実施のために開園時間の延長を行うイベントの実施例 

地区 イベント名 

海洋博覧会地区 海洋博公園花火大会 

首里城地区 「中秋の宴」「首里城祭」に係るイベント 
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第７条 年間行事計画の作成 
事業者は、共通仕様書第１３条に示された年間行事計画の作成の際は、調査職員等と協議する。 

 
第８条 行催事・利用プログラムの企画立案 

行催事・利用プログラムを円滑に実施するために、開催目的、手順、内容、工程、実施体制、開催効

果、予算書等についての行催事企画書を作成し、その内容について調査職員等と密接に連絡調整する。

また、行催事の広報（ホームページ含む）を実施する場合にも、事前に調査職員等と協議する（別紙―

２９「行催事一覧」、別紙―３０「各種プログラム」参照。）。 
 
第９条 行催事・利用プログラムの開催・運営 
行催事・利用プログラムの開催・運営は、それぞれの目的に沿って、その効果が十分に発揮されるよ

う、入念な事前準備を行った上で、公園利用者のサービスや満足度の向上に寄与するよう行う（参考：

別紙―２９「行催事一覧」、別紙―３０「各種プログラム」参照。）。 
また、行催事・利用プログラムの開催にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意する。 
１） 官公署への連絡、届出 

必要に応じ、警察・消防等行政機関との協議のほか、許認可の必要な事項について手続きが欠落

しないよう注意する。 
２） 事故防止対策 

共通仕様書第４章各条に掲げる公園内の安全管理に留意するほか、特に参加者の誘導整理、救護、

緊急連絡など、事故防止対策には特に注意する。 
また、大型の行催事の主催時には、必要に応じて、物的措置及び専門の警備員の配置も含めた措

置を講じ、安全確保に努める。 
なお、けが人、病人などが発生した場合は、適切に対処し、調査職員等に報告する。 

３） 災害発生時の対応 
台風、豪雨、雷等の災害発生時は、対応に必要な人員を迅速に確保し、行催事・利用プログラム

の開催の可否の判断を行うとともに、迅速に必要な人員を確保し、行催事・利用プログラムの参加

者を安全な場所に誘導する等、適切な措置・対応を行う。 
４）公園管理者以外の管理者との協議 

行催事・利用プログラム開催にあたり、必要に応じて、公園管理者以外の管理者と協議を行う。 
５）保険の付保及び事故の補償 

参加者の不慮の事故に備え、必要な場合には損害保険に加入する。 
第１０条 提出書類 
事業者は、調査職員等が指定する主要な行催事について、調整・検討を行い下に示す図書を準備作業

開始の 1 週間前までに調査職員等に提出する。 
１．詳細な実施計画書  
２．予算書（支出項目内訳） 

 
第１１条 行為の許可申請の調整等 

主催以外で、都市公園法第 12 条に基づき第 3 者が本公園内で実施を希望する行催事等（競技会、

 
別紙-62



5 
 

集会、ロケーション、展示会、その他。以下、「持込イベント」という。）の開催に際しては、共通仕

様書第２６条に示す協議・報告を行うなど、調査職員等の指示に従い、必要な調整を行う。 
１）事業者は、利用者からの持込イベントの相談窓口として、日時、規模、内容、建物使用料及び

土地使用料が発生するかどうか等を確認・調整するとともに、その概要を調査職員等に報告す

る。 
２）申請者から相談を受けた場合は調査職員等への事前報告を行った上で、他の利用形態等並びに

特別公園施設管理者等及び公園管理者以外の管理者との調整を経て、持込イベントについて事

業者と調査職員等間で確認・調整する。なお、必要に応じて、調査職員等も入りイベント主催

者と調整を行う。さらに首里城地区においては、別添―３「国営沖縄記念公園における行為の

禁止等に関する取扱要領」に従い実施されるように調整し、必要に応じて、行催事検討会議を

開催する。 
３）イベント主催者側から、事業者を通じ調査職員等に対し必要書類の提出を受ける（別添－３「国

営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領」参照。）。 
４）内閣府沖縄総合事務局において都市公園法等に基づく許認可と、建物使用料及び土地使用料の

徴収などを行う。 
５）事業者は、イベント開催時に実際に占用が発生したかどうかを確認し、調査職員等に報告する。 
６）持ち込みイベントが申請に基づく開催内容だったかどうかを確認する。 
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＜都市公園法第１２条に基づく行為の許可に関する手続きフロー＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行催事において、占用物件が発生する場合は、都市公園法第６条に基づく内閣府沖縄総合事務局

の許可が必要であるため、事業者は、下記に示す手続きフローに従い、適切に対応する。なお、そ

の際に発生する建物使用料及び土地使用料の徴収については、別途内閣府沖縄総合事務局で行う。 
 
＜都市公園法第６条に基づく占用の許可に関する手続きフロー＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（別添－３「国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領」参照。） 
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④必要に応じ事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 
 

⑧決裁・許可書の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 
 
 

※原則として都市公園法第１２条に基づく行為に関する許可を前提とする（例外あり） 

 

⑧’債権発生通知 
 
 

⑫建物使用料及び土地使用料納付 

②報告 
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目的、内容、 
占用物件に関する事項※、 
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③’申請書作成にあたっての 
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⑥申請書提出 
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④必要に応じ 
事前確認 

⑤指導 
 

⑦申請書提出 
 

⑧決裁・許可書の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 
 
 

※占用物件が発生する場合は、別途都市公園法第６条に基づく許可申請と、建物使用

料及び土地使用料の徴収が発生する。 （建物使用料及び土地使用料徴収事務は内

閣府沖縄総合事務局による） 
 

②報告 
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第１２条 その他 
１．行催事・利用プログラム開催の前に、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意し、

公園内施設等に対する損傷や支障を与えないように養生を行う。また、行催事・利用プログラム

終了後は、養生材や工具の撤去、床、壁、機器、開催場所周辺を清掃する。 
２．行催事・利用プログラムの実施に際しては、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注

意する。また、行催事・利用プログラムの実施中は、服装、言動等に注意し、公園利用者に不快

感を与えないよう留意する。 
３．行催事の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園の美観確保の観点から、他の公園利

用者の活動を阻害する恐れのある場所での実施を原則として認めない。 
４．行催事・利用プログラムの実施に必要な仮設物の準備、撤去等に当たっては、安全管理に十分注

意し施工する。 
５．行催事・利用プログラムを開催する関係者については、アルバイト等を含むスタッフ全員が名札

を着用する。 
６．本仕様書に定める行催事・利用プログラムの実施に当たり、必要な原材料費等相当程度の参加費

を参加者より徴収することは妨げない。但し、実施に当たっては、調査職員等に事前に承諾を得

た上で、実施するものとし、その徴収額と経費については、本業務の会計とは別に帳簿等を取り

まとめ、調査職員等に報告する（別紙－２９「行催事一覧」参照。）。 
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第２章 広報 
第１３条 管理水準 
公園の利用促進や適正な利用の確保のため、５言語表記毎のホームページの維持・更新や海洋博覧会

地区の園内マップを含む５言語表記毎のパンフレットの作成・配布等、各種広報を適切に行う。また、

必要に応じて公園管理者以外の管理者との協議を踏まえ、協力・連携しながら実施するものとする。役

割分担等を示した協議簿を取り交わす等、円滑に実施できるよう配慮する。 
協力・連携等に特に配慮すべき関連条文は、下表の通り。 

表 4 広報において協力・連携等に特に配慮すべき関連条文 
関連条文 

第１６条 ポスター、チラシ等作成 
第１７条 情報提供 
第１８条 利用案内 
第２０条 取材・視察等への対応 
第２１条 公開場所 
第２２条 ホームページによる情報発信 
第２４条 スマートフォン等のウェブサイト維持管理 
第２５条 SNS に対応した情報提供 

 
第１４条 年間広報計画の作成 
事業者は、ポスター、チラシ、園内マップを含むパンフレット等の広報の展開に関する年間広報計画

を調査職員等と密接に連絡調整した上で策定する。 
 
第１５条 提出書類 
事業者は、ポスター、チラシ、園内マップを含むパンフレット等の広報の展開について、準備作業開

始の１週間前までに下記の書類を調査職員等に提出する。 
１．実施計画書  
２．予算書（支出項目内訳） 

 
第１６条 ポスター、チラシ等作成 
事業者は、年間広報計画に基づき、ポスター、チラシ、海洋博覧会地区の園内マップ、パンフレット

等を作成し、園内で配布や掲示等を行うものとする（別紙－３２「広報物（紙媒体：種類・データ等）

参照。）。 
 
第１７条 情報提供 
事業者は、本公園の施設、自然・歴史・文化等の資源、行催事等について、ダイレクトメール等によ

る広報活動や、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞等の各種媒体への情報提供を行う。 
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第１８条 利用案内 
事業者は、熱帯ドリームセンター、海洋文化館、熱帯・亜熱帯都市緑化植物園、おきなわ郷土村、首

里城、公園管理者以外の管理者が管理する施設等の園内施設の利用が円滑に進むように、ホームページ

等により適切な利用案内を行う。 
 
第１９条 広報に係る素材等 

１．事業者は、本公園のロゴ（名称）及びホームページアドレス等を入れた広告媒体を、調査職員等

と協議の上、作成できる。 
本公園のロゴ（名称）等の使用権は内閣府沖縄総合事務局に帰属するものとし、事業者は、本公

園の運営管理以外に用いてはならない。なお、本業務の成果及び本業務の実施の過程において、

派生的に生じた著作権、特許権及び実用新案権等の無体財産権については、内閣府沖縄総合事務

局が承継する。 
２．事業者は、内閣府沖縄総合事務局から提供したパンフレット等の電子媒体を、調査職員等と協議

の上、使用することができる。なお、提供した電子媒体について修正等を行った場合は、契約の

終了後又は解除後、速やかに修正した電子媒体を調査職員等に提出する。 
 
第２０条 取材・視察等への対応 
テレビ局・新聞社等からの取材等及び行政機関等からの視察について、対応・協力を行う。 
なお、視察の場合や事故発生時等の広報対応は調査職員等と事前協議を行い、いずれの場合も必ず事

前に調査職員等に連絡し、指示を受けるものとする。 
 
第２１条 公開場所 
ホームページによる情報発信は、公園の公的名称を使用し、原則として調査職員等が指示するレンタ

ルサーバーに格納して公開することとし、レンタルサーバー管理会社にサーバー維持管理費を支払う。 
 

第２２条 ホームページによる情報発信 
１．事業者は、国営沖縄記念公園ホームページ上で発信する情報について共通仕様書第８章に定める

「個人情報の取扱いについて」及び内閣府沖縄総合事務局が定めるプライバシーポリシーに基づ

いた適正な内容であることを事前に確認する。 
２．ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図画、写真及び音楽など）における著

作権等の知的所有権に配慮する。 
３．他人の著作物を国営沖縄記念公園ホームページに掲載する場合には、事前に著作権者の書面によ

る許諾を得る。 
４．事業者は、国営沖縄記念公園ホームページとしてポータルサイトを作成し、公園管理者以外の管

理者が作成したホームページのリンク先をその中に含める等、調整を図る。但し、これに寄りが

たい場合は、調査職員等と別途協議する。 
 

第２３条 掲載情報の更新・修正・訂正 
１．事業者は、国営沖縄記念公園ホームページについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新され
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る公園情報についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行う。なお、本業務

の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用新案権等の無

体財産権については、内閣府沖縄総合事務局が承継する。 
２．事業者は、個人に関する掲載情報について、本人又は保護者から内容の訂正又は削除の要請を受

け、必要と認めた場合には、訂正等の措置をとる。 
３．事業者は、国営沖縄記念公園ホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを発

見した場合には、訂正等必要な措置を求める。 
４．事業者は、本公園のホームページの情報が常に新しいものとなるよう更新に努める。 

 
第２４条 スマートフォン等のウェブサイト維持管理 

イベント情報等、各種公園情報について、スマートフォン等の小画面に対応したホームページデータ

を作成し、原則月 1 回更新を行う。 
 
第２５条 SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に対応した情報提供 

イベント情報等、各種公園情報について、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に対応

した情報提供を原則月 1 回以上実施する。 
 
第２６条 その他 
１．事業者やその関係者が私的に作成・開設するホームページ（及びブログ、プロフィールサイト、

SNS を含む）は、国営沖縄記念公園ホームページであるとの誤解を与えないよう配慮するとと

もに、職務上知り得た情報を掲載しない。 
２．事業者は、アクセスカウンタを維持し、月 1 回アクセス解析を行い、その結果を調査職員等に報

告する。報告する内容は、様式－２「管理月報（公園ホームページ管理運用報告）」を参照。 
３．この仕様書によるもののほか、国営沖縄記念公園ホームページの運用に関し必要な事項は、事業

者が調査職員等と協議の上定める。 
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第３章 公園利用者への利用指導等 
第２７条 管理水準 
事業者は、健全な公園利用の増進を図るとともに、安全快適な利用のため、利用上の注意などの公園

利用者への利用指導、日常点検に関する業務全般を行う。 
 
第２８条 公園利用者への利用指導 
１．事業者は、公園利用者への利用指導のために必要な人員数を各所に適宜配置する。 
２．遊具が正しく利用されているか、監視及び遊具周辺の巡視を行う。 
３．公園の利用に関する規則から逸脱している者、他の公園利用者に著しく迷惑をかける者等につい

ては、指導を行う。なお、指導に従わないものに対しては、統括責任者が退園を命じることがで

きる。 
４．ペット同伴者のマナー遵守や他の公園利用者とのトラブルが発生しないよう、ペット同伴者の注

意事項の配布や適切な掲示、利用指導を行うこと（別添―３「国営沖縄記念公園における行為の

禁止等に関する取扱要領」参照。）。 
５．公園管理者以外の管理者と密接に連携･調整し、利用指導に努める。 
６．外国人の公園利用者に対し、トイレ利用方法等を適切に指導する。 
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第４章 公園利用者等へのサービス業務 
第２９条 管理水準 
事業者は、公園利用者等が快適に楽しめるよう心がけ、電話対応、園内放送、障害者・高齢者等の公

園利用者の補助、各種掲示物の管理、見学者等への対応等、公園利用者への十分なサービスの提供とそ

のための準備を行う。 
また、公園利用者等に直接接する業務であり、不快と感じさせるような行動、言動、身なりをしては

ならない。 
業務遂行に当たっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不利な

扱いとならないようにする。 
 
第３０条 公園利用者等への利用案内 
１．事業者は、公園利用者への利用サービスのために必要な人員数を各所に適宜配置する。 
２．園内の概要、見頃の花や開催するイベント等の基本情報を収集し、案内所にて公園利用者の問い

合わせに対応する。また、電話及びメール等での問い合わせに対しても同様に対応する。なお、

必要に応じて各部署に確認又は引き継ぐ。 
３．公園利用者等の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録する（別紙－２３「苦

情、要望等対応処理」参照。）。 
４．園内での迷子、呼び出し、イベント告知等の園内放送を行う。なお、首里城公園における園内放

送は必要に応じて別途管理者等と調整する。 
５．海洋博覧会地区において、園内案内マップを含むパンフレットを希望する公園利用者等に配布す

る。 
６．園内掲示板、掲示物を適切に管理する。また、公園管理者以外の管理者が企画する利用プログラ

ム（ライトアップやスタンプラリー等園内の全域を利用するプログラム）実施の際、事業者は、

案内板設置に協力する等、公園利用者が円滑に園内を利用できるよう、努める。 
７．障害者及び高齢者等の補助を行う。 
８．海洋博覧会地区において、公園利用者の利便性向上のために車椅子、ベビーカー、杖の貸出しを

行う。 
９．配置場所および配置人数は、別紙－２７「警備員の配置及び入園者カウント方法等」を参照する

こと。配置場所における実施内容は、以下を基本として実施する。 
10．公園利用者等が快適に楽しめる公園とするために、公園管理者以外の管理者と密接に連携･調整

し、利用案内に努める。 
表 5 実施内容 

地区 配置場所 実施項目 

海 
洋 
博 
覧 
会 
地 

中央ゲート 
利用案内、園内アナウンス、車椅子・ベビーカーの貸し出し、

必要に応じてドリームセンター・海洋文化館の団体券の取り

扱い。 

海洋文化館 
各種入館券の取り扱い、利用案内、館内アナウンス、車椅子・

ベビーカーの貸し出し、映像ホールの開閉、利用案内と出入

口の開閉、館内の安全確認のための巡回。 

熱帯ドリームセンター 各種入館券の取り扱い、利用案内、館内アナウンス、車椅子・

ベビーカーの貸し出し、券売所出入口の開閉。 

 
別紙-70



13 
 

区 総合案内所（ハイサイプ

ラザ） 
利用案内、車椅子・ベビーカーの貸出を行う。 

みどりの相談所（※１） 利用案内、アナウンス、グランドゴルフ等遊具の貸出。 
       ※１：みどりの相談所については、「第５３条 みどりの相談所」参照。 
 
第３１条 園内警備 
１．警備員が各ゲート等に常駐し、公園利用者への利用案内、入園車輌の検閲を行うこと。 
２．常駐場所および常駐人数は、別紙－２７「警備員の配置及び入園者カウント方法等」を参照する。 
３．公園利用者のカウントは手持式数取器により行い、日報として記録する。 
４．入園車輌検閲に当たっては内閣府沖縄総合事務局発行の車両入園許可証が前面に掲示されている

かを確認する。 
５．安全な公園とするために、公園管理者以外の管理者と密接に連携･調整し、園内警備に努める。 
６．常駐場所における実施内容は、以下を基本として実施する。 

 
表 6 園内警備実施内容 

地区 常駐場所 実施項目 

海 
洋 
博 
覧 
会 
地 
区 

中央ゲート  ゲートの開閉、公園利用者数のカウント、利用案内。 

備瀬ゲート 
ゲートの開閉、公園利用者への利用案内、許可車両の入

園確認、無許可車両の入園規制、公園利用者数のカウン

ト、車椅子・ベビーカーの貸出。 
南ゲート  備瀬ゲートと同様。 
P8 ゲート 備瀬ゲートと同様。 
P2 駐車場（土日祝、繁忙期） 車両誘導、車両混雑時の整理、利用案内。 
P3 駐車場（土日祝、繁忙期） 車両誘導、車両混雑時の整理、利用案内。 
P5 駐車場（土日祝、繁忙期） 車両誘導、車両混雑時の整理、利用案内。 
P9 立体駐車場 
P9 インフォメーション 

車両誘導、車両混雑時の整理、利用案内。公園利用者数

のカウント、車椅子の貸出。 
動く歩道 公園利用者を動く歩道の利用案内。 
海洋文化館 利用案内と出入口の開閉、館内の安全確認のため巡回。 

管理事務所 各警備員の指揮監督、来客への対応、出入口の開閉、閉

園後及び休園日の電話の応対等。 

おきなわ郷土村 巡回し各建物不具合箇所の確認・連絡、建物の雨戸の開

閉、利用案内、巡回。 

バンコの森 利用頻度の高い時期に警備員が常駐し建物の開閉、利用

案内、施設の安全確認。 
ちびっことりで 巡回し遊具利用の案内、利用指導。 
夕陽の広場 利用頻度の高い時期に常駐し遊具利用の案内、指導。 

首 
里 
城 
地 
区 

歓会門、木曳門 、久慶門 
継世門 

歴史衣装を着用（トイレ・食事休憩時においては動哨警

備員が警備制服にて対応）し、ゲートの開閉、公園利用

者への利用案内、公園利用者数のカウント（※久慶門は

公園利用者数のカウントを行わない。）。 
系図座、用物座 歴史衣装を着用し利用案内。 
その他施設 
下之御庭、北城郭、南城郭、 
広福門、右掖門 

巡回し各建物不具合箇所の確認・連絡、建物の雨戸の開

閉、利用案内、混雑時の雑踏警備や整理。 
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第３２条 拾得物、残置物の処理 
１．事業者は、公園内で遺失物を発見した場合は、遺失物法に従い適正に処理する。 
２．事業者は、拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察に届ける。 
３．事業者と契約した者及び従業員等が、公園内において他人の紛失した物件を拾得した時は、速や

かに事業者に届けるように指導する。 
４．事業者と契約した者及び従業員等は、遺失物法に規定する報労金を受け取る権利及び一切の権利

を放棄する。 
５．拾得物に当たらない残置物を発見した場合には、その処分方法等について調査職員等と協議する。 

 
第５章 園内巡視 
第３３条 管理水準 
公園利用者の安全利用の確保、公園利用者への利用サービス及び公園施設の点検確認を行うため定期

的に園内巡視を実施する。また、災害事故等不慮の事態に備え、緊急の処置を取る。 
 
第３４条 巡視業務の実施 

１．適正な巡視業務を実施するため、事業者は巡視計画書を作成し、調査職員等の承諾を受けなけれ

ばならない。 
２．巡視員は、巡視計画書及び次の各号に掲げる要領にて巡視業務を行う。 
１）巡視ルートは、別添－１２「巡視ルート」を基本として巡視計画書に計画し、これに従って原

則１日２回巡視する。なお、天候、利用状況、工事等その他状況に応じ、柔軟に園内を巡視す

る。 
２）巡視員は、公園利用者に対して不快感等を与えないよう常に親切丁寧に接する。 
３）巡視員は、小規模な修理用具並びに救急箱を携帯し、必要に応じて処置する 
４）巡視員は、都市公園法第 11 条、第 12 条及び都市公園法施行令第 18 条、第 19 条に定める違

反行為、迷惑行為を発見した場合には適切な指導をする。 
５）夜間（17 時から翌朝 9 時まで）及び休園日において、定期に施設内及び周囲を巡回して火災・

盗難等を警戒し、防止する。なお、巡回結果は警備日誌に記録する。 
６）次の各号に注意し、必要に応じて、警察、消防等の関係機関（並びに内閣府沖縄総合事務局及

び内閣府沖縄総合事務局の別途指定する者）に通報するとともに必要な措置を講ずる。 
(1) 閉門時間以降の滞在者把握 
(2) 電気、水道、ガス及び灰捨場等の異常の有無 
(3) 各設備機器の稼働状態 
(4) 火器、消火栓その他の消火器具並びに防火装置及び避難設備の異常の有無 
(5) 廊下や各室の窓・扉等の施錠の完否 
(6) 施設内及び施設周囲の不審物の有無 
(7) 盗難、火災、人身事故、その他非常事態の発生 

７）管理センター（海洋博覧会地区）の施錠管理を巡回警備時に実施すること。併せて管理センタ

ー内の喫煙場所及び給湯室の火気の確認も行うこと。 
３．安全な公園とするために、公園管理者以外の管理者と密接に連携･調整し、園内巡視に努める。 
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第３５条 園内巡視の種類 
１．巡視は、通常巡視、繁忙日巡視、異常時巡視の 3 種類とする。 
１）通常巡視とは、繁忙期及び異常時以外の状態における公園内の点検確認、利用指導及び作業等

を行う巡視をいう。 
２）繁忙日巡視とは、園内の混雑状況に応じて、公園利用者（車輌等を含む）の案内・誘導・整理・

利用指導等を行う巡視をいう。 
３）異常時巡視とは、園内で災害が発生した場合又はその恐れがある場合の園内の異常及び利用障

害等に対して適切な措置を講じるため、公園内の利用状況を把握する巡視をいう。 
 
第３６条 通常巡視 
通常巡視は、繁忙期及び異常時以外の状態において、次の各号に掲げる事項について、原則として毎

日２回以上、点検確認、利用指導及び作業を行う。 
１）公園の開園、閉園時における休憩所及びトイレ等施設の解錠または施錠。 
２）園内における公園利用者（車輌等含む）への案内・誘導・整理及び利用指導。 
３）公園利用者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止及び安全指導。 
４）迷子、負傷者、病人等の発見又は届出を受けた場合には、緊急連絡体制に基づき速やかに適切な

処置と報告。 
５）事件、事故または災害等が発生した場合の適切な処置と報告。 
６）園内不審物の有無の確認。 
７）拾得物を発見した場合の速やかな報告及び拾得物預かり書の作成。 
８）植物、施設及び清掃状況等の点検（別添－１４「建物に係る点検整備位置図」、別添－１５「工

作物に係る点検整備及び清掃位置図」参照。）、及び異常発見時の報告。 
(1) 樹木、芝生、草花等の生育状況及び流水等の修景施設の異常の有無。 
(2) 園路、広場の路面、路側、法面、排水桝、橋梁、階段、建物その他構造物等の異常の有無。 
(3) 門扉、案内標識、ベンチ等休憩施設、便所、くずかご、灰皿、水のみ場、遊具施設等の異常の

有無。 
(4) 電気、放送、給排水設備等の異常の有無。 
(5) 清掃の状況。 
(6) 落石・災害・事故等不測の事態発生の有無。 

９）緊急車両の誘導（救急車、消防車、パトカー等）。 
１０）迷子や近隣の行方不明者等に関する警察からの協力要請があった場合、その要請に対応した園

内巡視と報告、関係者への連絡。 
 
第３７条 繁忙日巡視 
１．繁忙日巡視については、行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況から多くの公園利用者が予

想される日について、事前に適切な人員配置を行う。 
２．繁忙日巡視においては、「第３６条通常巡視」の３）～６）の他に、入園ゲート周辺の巡回、公

園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用指導等について巡視を行う。 
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第３８条 異常時巡視 
異常時巡視は、主として次に掲げる事項について、巡視を行うものとする。 
１）園内の被害状況 
２）利用障害等の状況 
 

第３９条 管理事務所内警備 
１．事業者は、海洋博覧会地区において警備装置が常に正常な機能を維持しているか確認する。また、

機械警備の異常を発見した場合には、直ちに調査職員等に報告する。なお、保守契約については、

内閣府沖縄総合事務局が別途行う。 
２．事業者は、警備装置が異常を感知した場合は、該当場所の異常の有無を確認し、異常を発見した

ときは、直ちに調査職員等に報告する。 
 
第４０条 報告等 
巡視員は点検実施後、巡視の結果を毎日巡視業務日報（巡回経路、写真帳含む）及び巡回報告書（写

真帳含む）に記録し、調査職員等に報告する。 
また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅滞なく調査職員等に報告し指示を受け

る。 
巡視に伴う打合せを実施した場合は、その打合せ終了後、速やかに業務打合せ簿を作成するとともに、

その他調査職員等が指示する書類もあわせて作成する。 
 
第４１条 緊急事態時の対処 
園内において、事故、負傷者が発生したときに備え、緊急事態発生時の連絡系統図を作成し、速やか

に連絡・対処できる体制を整えておく。また、救護活動に伴うＡＥＤ機器の機能を発揮させる研修・訓

練を行い、緊急事態に備える。 
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第６章 繁忙日対応 
第４２条 管理水準 
繁忙日においても、クレーム等の発生がなく、利用者が安全、快適に利用できるよう、事前準備を十

分に行い、適切な運営体制や臨時施設等の準備・管理を行う。 
 

第４３条 事前準備 
行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況を把握し、事前に繁忙日や利用者数を予想し、繁忙日対

応のための、調査職員等や公園管理者以外の管理者等の関係者との協議・調整も含めた事前準備を行う。 
 

第４４条 繁忙日に対応した運営体制の補強 
繁忙日が予想される場合は、巡視・警備や案内・誘導、入館料徴収等が円滑に行われるよう、利用者

数を想定し、適切に人員配置を行う。 
１）海洋博覧会地区の入園ゲート周辺及び駐車場、公園利用者（車輌等含む）への案内・誘導・整理

及び利用指導を行う巡視・警備員や入館料徴収等の人材を配置する。 
２）利用者の安全確保に向けて、利用者間のトラブル、迷子等の対応、園内案内放送等に適切かつ迅

速に対処するための情報伝達、対応方針決定手続き等の流れを作成し、その体制を整える。 
 
第４５条 臨時施設等の設置・管理（海洋博覧会地区） 
不足が予想される駐車場やトイレ、ごみ箱等の設置、開園中の適正運用、清掃等を行う。 
１）公園利用者数等を想定し、臨時駐車場の開設準備を行うとともに、開園時間中の車両整理、案内・

誘導員を増員、配置する。 
２）必要に応じトイレやごみ箱等の臨時設置を行うとともに、常に美観を保ち、公園利用者が快適に

使えるよう、利用状況に応じて清掃や塵芥収集を行うとともに、仮設トイレ等においては、利用状

況を確認の上、水の補給を行う。 
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第７章 移動・運搬車両管理 
第４６条 管理水準 
事業者は、公園の円滑な運営管理のため、内閣府沖縄総合事務局が貸与する移動・運搬用の車両（別 
紙―１５「「提供物品調書」に示す自動車、二輪車）等を利用する。 

 
第４７条 移動・運搬車両の仕様 

事業者は、園内の移動や備品運搬等のため、内閣府沖縄総合事務局が貸与する車両と別に、事業者の

責任において、貨物自動車を１台準備する（リースを見込む）。 
  
第４８条 車両の安全管理 
１．車両利用時は、関係法令のほか、園内の指定速度等を遵守し、歩行者を優先するなど、公園利用者

の安全確保に努めながら運行する。 
２．運転者は普通自動車運転免許保有者であり、道路交通法により、運転免許の停止処分を受けていな

い者とする。 
３．事業者は、貸与分を含め、車両の自動車保険契約（対人、対物、搭乗者、運転者、車両を含む任意

保険）を締結する。 
 
第４９条 車両点検 

事業者は、移動・運搬用の車両について、日常点検を行う。 
 
第５０条 事故対応 

事業者は、車両の運行中に事故が発生した場合は、必要な応急措置等を行うとともに、速やかに調

査職員等に報告する。 
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第８章 エメラルドビーチ管理 
第５１条 管理水準 

事業者は、エメラルドビーチ利用者（公園利用者を含む）が、安全かつ快適に施設が利用できるよう

エメラルドビーチ管理運営を行う。 
 

第５２条 エメラルドビーチの管理 
事業者は、都市緑化植物園全体の年間活動計画を調査職員等と密接に連絡調整した上で策定する。エ

メラルドビーチの管理は、主として次に掲げる事項について、管理を行う。 
１）遊泳者監視。 
２）傷病者の救護。 
３）天候に係る遊泳制限。 
４）施設の安全を確保するための有害生物対応、遊泳区域境界フェンス管理、ハブクラゲ侵入防止ネ

ットの設置・取り外し。 
５）遊泳期間及び遊泳時間の管理。 
６）エメラルドビーチ遊泳期間中の４月～7 月の間において、眺めの浜をウミガメ産卵場として確保

するため、一時ハブクラゲ進入防止ネットを撤去し遊泳禁止措置を行う。 
７）監視員等の配置および時間等は、別紙－２６「エメラルドビーチ監視員等配置図」を参照する。 

 
第５３条 報告等 
巡視員は巡視の結果を毎日巡視日誌に記録する。 
また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅延なく調査職員等に報告し指示を受け 
る。 
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第９章 各種プログラム運営 
第５４条 管理水準 
事業者は、公園の各種公共施設の利用促進及び理解促進を図るため、各施設において、プログラムの

運営を行う。 
 

第５５条 フラワーガイドツアー 
熱帯ドリームセンターの利用促進及び理解促進を図るため、フラワーガイドツアーを毎日（1 日２回、

各回３０ 分程度）実施する。 
ガイドツアーの内容等については、事前に調査職員等と協議の上、実施内容を定める（別紙－３０「各

種プログラム」参照。）。 
 

第５６条 海洋文化館ガイドツアー、プラネタリウム 
海洋文化館の利用促進及び理解促進を図るため、海洋文化館ガイドツアーを週４回（1 日６ 回、各

回２０ 分程度）、プラネタリウムを毎日（１ 日１０～１１ 回、各回１５～２０ 分程度）実施する。 
ガイドツアー及びプラネタリウムの内容等については、事前に調査職員等と協議の上、実施内容を定

める（別紙－３０「各種プログラム」参照。）。 
 

第５７条 昔のおきなわ生活体験 
おきなわ郷土村の利用促進及び理解促進を図るため、昔のおきなわ生活体験を毎日（１０：００～１

６：００）実施する。 
生活体験の内容等については、事前に調査職員等と協議の上、実施内容を定める（別紙－３０「各種

プログラム」参照。）。 
 

第５８条 みどりの相談所 
バンコの森の利用促進及び理解促進を図るため、みどりの相談所の運営を毎日（夏期（３ 月～９ 月）

８：３０～１９：００、通常期（１０ 月～２月）８：３０～１７：３０）実施する。 
運営内容は、次に掲げる事項とし、各内容については、事前に調査職員等と調整の上、実施する（別

紙－３０「各種プログラム」参照。）。 
１）みどりの相談コーナーの運営（南ゲート P1 駐車場脇の建物で実施） 
２）図書室の管理・運営（夕陽の広場展望レストハウスの１F で実施） 
３）グランウンドゴルフの貸出（南ゲート P1 駐車場脇の建物で実施） 
 

第５９条 報告等 
各施設におけるツアー等の利用状況は、管理日報に記録し、毎月報告する。 
また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅延なく調査職員等に報告し指示を受け

る。 
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第１０章 熱帯ドリームセンター 
第６０条 管理水準 

事業者は、熱帯ドリームセンターのビクトリア温室において、魚類を良好な状態で展示できるように

育成環境の保全、健康管理及び適正な解説を行って、公園利用者が魚類と親しむとともに、学習の場と

して利活用されるよう努める。 
【育成環境の保全】 
・ 気温計測（１回／日） 
・ 水槽計測（１回／日） 
・ 淡水魚水槽の清掃（１回／日） 

 
第６１条 飼育点数 
 事業者は、下表を目安として魚類を飼育する。 

表 7 魚類飼育点数 
飼育淡水魚類 数 量 

アロワナ等の熱帯魚 １００匹程度 
※平成２８年度実績値 

 
第６２条 各槽の展示方法 

ビクトリア温室において、熱帯域に生息するアロワナ、ディスカス、エンゼルフィッシユ等を中心に

飼育展示する。また、生態等に関する解説板を設置し、展示内容の充実を図る。 
 
第６３条 健康管理 

１）飼育環境の整備 
・飼育水の水温や気温等、環境値を毎日計測する。 
・環境衛生管理のため、水槽及び周辺の清掃を定期的に実施する。 
・環境衛生管理のため、調餌場の清掃を定期的に実施する。 
・上記以外、調査職員等の指示に従い、飼育環境の整備を行う。 

２）餌料 
・餌料種は、栄養の偏りを防ぎ、「新 飼育ハンドブック【水族館編】」（社団法人 日本動物園水

族館協会）に基づいて実施する。 
・餌料の保管は、冷凍保存を基本とし、使用直前に解凍する。 
・給餌量は、残餌がでないよう給餌する。基本的に大水槽には、１回当たり冷凍マメアジ（同等

品以上２．０kg）、小型水槽、ロータスポンドは１回当たり冷凍アカムシ２パックとする。 
・マメアジに関しては、大型魚の状態を観察しながら３回に１度６．０kg を給餌するなど、適

宜給餌量の調整を行う。 
・調餌時、給餌時に鮮度等、異常の有無を確認し、異常が認められた場合は、速やかに取り除く。 

３）観察 
表 8 の通り、器具を用いない観察を毎日実施し、健康管理を行う。 
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表 8 観察項目 
観察項目 観察内容 
行動 異常行動の有無を確認 
体表 外傷や外部寄生虫の有無を確認 
摂餌 食欲や摂餌動作について異常の有無の確認 

 
４）疾病診断 
観察にて異常が見られた場合は、「新 飼育ハンドブック【水族館編】」（社団法人 日本動物園水

族館協会）に基づいて、適切な処置を行う。 
５）治療 
治療が必要と判断された場合は、調査職員等に報告するとともに、速やかに適切な治療を行う。 

  ６）報告 
計測、清掃、餌料、観察等の内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があっ

た場合、提出する。 
 

第６４条 展示生物の補充 
展示生物の補充は原則として表 7 の展示数量を維持するように補充し、補充にあたっては、調査職員

等と協議を行う。 
個体が死亡した場合は、速やかに調査職員等に連絡をとり、指示を仰ぐ。また、原因を特定次第、調

査職員等に報告するとともに、予防策、防止策を提案する。 
 

第６５条 展示生物の解説 
展示生物の解説は、飼育動物の繁殖・生態に関する内容を利用者が分かりやすいように解説板や映像

等を活用して行う。 
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第１編 総則 
第１条 適用 
本個別仕様書は、「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務」のうち、施設・設備維持管理業務

に適用する。 
 

第２条 事業者の責務 
事業者は、実施にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書、設計図書、別添―１０「漆

等塗装指針（案）」及び現地の気象条件等環境条件等を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮

し、管理水準を達成すべく、実施にあたるものとする。 
 
第３条 基本事項 
１．本業務は、施設・設備維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施する。 
２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努

めるとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行う。なお、

本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員

等と協議する。 
３．作業の前に周囲の床、壁、機器などに損傷を与えないように養生を行う。 
４．作業終了後は養生材や工具類を撤去し、周囲の清掃を行う。 
５．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切な進捗管理を行い、

業務を実施する。 
６．事業者は、園内各施設・設備において、事故や災害時等の緊急時や異常があった場合、調査職

員等の指示に従い、調査・検討を行い、その結果を書面にて調査職員等に報告する。 
 
第４条 安全管理等 
１．常に公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、利用の迷惑とならないよう十分注意

するとともに、事業者の責任において常に公園の観察を行い、善良なる管理を行う。 
２．作業中は、必要に応じ作業区域をセーフティーコーン、コーンバー、バリカーなどで明示する

など安全管理を徹底し、公園利用者の安全を十分確保するとともに、公園利用者の利用にでき

るだけ支障を与えないよう配慮する。 
３．作業中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意する。 
４．事業者は、管理する施設、設備及び備品等について、日々稼働状況を把握し、異常が発生した

とき又は異常を発見したときは直ちに調査職員等に報告する。 
 

第５条 作業時間 
作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し、決定する。なお、開園時間内に作業を行

う場合には、必要に応じて公園利用調整を行う。 
 
第６条 事業者の過失による業務の対象施設等の事故、破損等 

事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任において処理する。なお、事故・

器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等に報告する。 
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第７条 維持修繕 

各施設・設備の破損箇所の小規模な修繕等は事業者が行うが、法定点検及び下記事項以外の大規模

な修繕等は内閣府沖縄総合事務局において行う。詳細は調査職員等との協議による。 

1）事業者の責めに帰すべき事由による場合。（事業者による管理が不適切なために修繕が必要に

なった場合を含む） 

2）修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合かつ年間修繕費用 4,628 万円（税抜

き）【平成 31～33 年度】、771 万円（税抜き）【平成 30 年度分】3,470 万円（税抜き）【平成

34年度分】を見込んでいる（前項の場合を除く。別紙－２１「修繕履歴」参照。）。 

 

第８条 費用の負担区分 

本事業における、次の各号に該当する事項に必要な消耗品は、委託費に含まれるが、前条の年間修

繕費用に含まれない。 
1）点検・保守（注油に必要な油脂類） 

2）清掃（必要なウエス・洗剤等） 

3）開閉園準備等 

 
第９条 兼用管理施設（首里城地区） 
 １．下表に示す工作物（別添―１６「兼用管理区域図」参照。）は、国営沖縄記念公園首里城地区内

の沖縄県有行政財産（以下「兼用工作物」という。）であり、都市公園法の規定に基づき、内閣府

沖縄総合事務局長と沖縄県知事が協定（以下、本協定という）を締結している。事業者は、兼用

工作物の管理の方法及び管理に要する費用の負担に関し、本条項及び本協定に従う。 
表１ 兼用工作物 
 内容 

1 石畳 
2 芝生地 
3 石敷側溝 
4 石暗渠 
5 石積擁壁 
6 石階段 
7 石粉舗装 
8 寒水川ガー 

２．兼用工作物の修理、復旧、保全、芝刈、清掃等（以下「修理等」という。）は、内閣府沖縄総合

事務局長が行うものとし、改修などは、沖縄県知事が行う。改修などの場合において、沖縄県知

事は、事前に内閣府沖縄総合事務局長に通知し、必要があれば協議する。 
３．兼用工作物の公園利用者に対する利用指導は、内閣府沖縄総合事務局長が行う。 
４．兼用工作物の災害復旧は、その都度協議して定めるところにより、内閣府沖縄総合事務局長又

は沖縄県知事がこれを行う。 
５．前３項の規定によるほか、都市公園法又は同法の命令の規定に基づく兼用工作物の管理は内閣

府沖縄総合事務局長が、地方自治法又は同法の命令の規定に基づく兼用工作物の管理は、沖縄県

知事が行う。 
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６．兼用工作物に起因する事故等が発生した場合、内閣府沖縄総合事務局長又は沖縄県知事は、そ

の管理瑕疵が認められれば、その内容に応じて責任を負わなければならない。 
７．２項に定める修理等並びに３項に定める公園利用者に対する利用指導は、事業者が実施する。 

 
第１０条 緊急対応 

各施設・設備の故障を発見し、それを放置することが直ちに公園利用や公園利用者の安全に影響を

与える場合は、事業者の判断ですみやかに修繕等を行い、その結果を書面にて調査職員等に報告する。 

 

第１１条 作成書類 
事業者は、本仕様書の各編において示された作業を実行するに際し、次の各号に掲げる書類を作成

し、調査職員等から提出依頼があった場合は、提出する。ただし、提出期限が土曜日、日曜日及び祝

日に該当する場合は、翌開庁日とし、契約完了年度の業務最終月の提出期限は契約完了日までとする。 

なお、本仕様書の各編において、書類作成について記載されている場合は、その編の書類作成はそ

の記載に従う。 

作成書類 

書類名 提出先 作成期限 

作業計画書（工程表を含む個別の作業計画書） 調査職員等 各作業着手前迄 

管理日報 調査職員等 作業終了後すみやかに 

作業打合簿 調査職員等 打合せ毎に終了後、速やかに 

施工図書（作業結果を説明した資料） 調査職員等 作業終了後すみやかに 

作業記録写真 調査職員等 作業終了後すみやかに 

その他調査職員等が指示する書類   調査職員等 指示に従う 
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第２編 電気・機械設備管理 

第１章 基本事項 

第１２条 管理水準 

事業者は、公園内の電気・機械設備管理を常に安全かつ良好に維持するために善良なる管理を行う。 

電気・機械設備管理業務の実施にあたり、点検基準等は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及び関連基準書（以下、「共通仕様書等」という）に

よるものとする。 

なお、電気・機械設備管理は、次の各号に掲げる事項に配慮して行う。 

１）設備の機能の保持 

２）設備の安全運転の確保 

３）展示目的物の安定した環境の保持 

４）省エネルギー化の実施 

 

第１３条 その他 

１．作業を行うに当たり、必要な資格・要件をもった作業員を適切に配置する。 

２．点検等で不良と判断された場合は、速やかに調査職員等へ報告する。 

３．その他の設備とは、海洋博覧会地区では、おきなわ郷土村、休憩所等、便所、管理温室、事務所

及び管理棟、植物管理センター、総合案内所、エメラルドビーチ立体駐車場、ちびっことりで、

ビーチハウス、水の階段等、屋外電気・機械設備、屋外給排水施設等、首里城地区では、屋外電

気・機械設備、系図座等を指す。 
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第２章 運転・監視 

第１４条 特別高圧受変電施設 

１．特別高圧受変電施設の現場並びにエネルギーセンター中央監視盤にて監視を行う。 

２．設備機器の日常点検を行い、異常の有無を記録する。 

３．適宜に行う業務 

①工事等立会 

②停電時の対応 

③軽微な補修 

④電球取替等消耗品の交換 

⑤その他、設備機器の正常な運転を継続するために必要と認められる事項 

３．運転、監視業務及び日常点検、適宜業務、不定期業務等の作業内容を記載した管理日誌を作成し、

調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 
第１５条 海洋文化館 

１．各室における設備機器の日常点検及び運転を行い、異常の有無を記録する。 

２．中央監視盤にて高圧受変電設備、空気調和換気設備等の監視を行う。 

３．適宜に行う業務 

①工事立会 

②停電時の対応 

③軽微な補修 

④電球取替 

４．電気の検針を行い、記録する。 

５．運転・監視業務及び日常点検、適宜業務、不定期業務等の作業内容を記載した管理日誌を作成し、

調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 

第１６条 エネルギーセンター 

１．各室における設備機器の日常点検及び運転を行い、異常の有無を記録する。 

２．冷凍機器設備運転業務は原則として、５月１日より１０月３１日の間、日中の気温が 26℃以上

と予想できる場合とし、運転状態を記録する。 

３．ボイラー設備運転業務は、原則として１１月１日より４月３０日の間及び外気温が 23℃以下、

または熱帯ドリームセンター内の池の植物の状態をみて、必要と判断した場合とし、運転状態を

記録する。 

４．中央集中監視制御盤にて、園内全域の設備機器について監視制御を２４時間／日で行う。 

５．適宜に行う業務 

①給油立会 

②工事等立会 

③軽微な補修 

④電球取替 

⑤その他、設備機器の正常な運転を継続するために必要と認められる事項 

６．電気、水道、燃料、冷水熱量、冷水流量等の検針を行い、記録する。 
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７．運転、日常点検、定期点検、臨時点検及び適宜業務、不定期業務等の作業内容を記載した管理日

誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 
第１７条 熱帯ドリームセンター 

１．各室における設備機器の点検及び運転を行い、異常の有無を記録する。 

２．循環ポンプストレーナー清掃 

①吸込側ストレーナーは７日周期で清掃を行い、記録する。 

②吹出側ストレーナーは１４日周期で清掃を行い、記録する。 

３．濾過機逆洗運転 

①水槽機械室濾過機は７日周期で逆洗運転を行い、記録する。 

②北、南池機械室濾過機１４日周期で逆洗運転を行い、記録する。 

③天水機械室濾過機は１ヶ月周期で逆洗運転を行い、記録する。 

４．適宜に行う業務 

①工事等立会 

②冷水ストレーナー及びエアーフィルターの清掃 

③水槽落水作業 

④軽微な補修 

⑤電球取替 

⑥その他、設備機器の正常な運転を継続するために必要と認められる事項 

５．電気、水道、冷水熱量、温水熱量等の検針を行い、記録する。 

６．運転、監視業務、日常点検、適宜業務及び不定期業務等の作業内容を記載した管理日誌を作成し、

調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 
第１８条 その他設備 

１．設備機器の点検及び運転を行い、異常の有無を記録する。 

２．池の水質管理においては、中央噴水等の残留塩素を０．４ppm 以上保つように管理を行う。 

３．設備に合せて適宜に行う業務。 

①冷水、冷却水ストレーナー及びエアーフィルターの清掃。 

②水の階段上部池、プロムナード池、中央噴水の循環ポンプ吸込口の木の葉除去。 

③便所等のタイマー調整。 

④中央噴水のノズル調整。 

⑤工事等立会。 

⑥給油立会。 

⑦軽微な補修。 

⑧電球取替。 

⑨その他、設備機器の正常な運転を継続するために必要と認められる事項。 

４．電気、水道、ボイラー燃料等の検針を行い、記録する。 

５．運転、監視業務、日常点検、適宜業務及び不定期業務等の作業内容を記載した管理日誌を作成し、

調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 
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第３章 点検保守 

第１９条 特別高圧受変電施設 

１．電気事業法及び共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

 

第２０条 海洋文化館 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．電灯動力設備等の点検は、１回／２月、１回／３月、１回／６月、１回／年で行う。 

３．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。  

 

第２１条 エネルギーセンター 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．電灯動力設備等の点検は、１回／６月、１回／年で行う。 

３．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

 

第２２条 熱帯ドリームセンター 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．電灯動力設備等の点検は、１回／１月、１回／３月、１回／６月、１回／年で行う。 

３．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

 

第２３条 その他設備 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．電灯動力設備等の点検における各設備での点検頻度の概要は以下の通りである。 

表２ 電灯動力設備等における点検頻度の概要 

地区 その他の設備 点検頻度 

海洋博覧会地区 

おきなわ郷土村  １回／６月、１ 回／年 

休憩所等 １回／３月、１回／６月、１回／年 

便所  １回／３月、１回／６月、１回／年 

管理温室  １回／６月、１回／年 

事務所及び管理棟  １回／３月、１回／６月、１回／年 

植物管理センター※１ １回／３月、１回／６月、１回／年 

総合案内所  １回／３月、１回／６月、１回／年 

立体駐車場（エメラルドゲート） １回／６月、１回／年 

ちびっことりで  １回／年 

水の階段等  １回／６月、１回／年 
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屋外電気・機械設備  １回／６月、１回／年 

屋外給排水施設等 １回／月、１回／年 

首里城地区 屋外電気・機械設備 １回／３月、１回／６月、１回／年 

   ※１：植物管理センターは、平成 28年 2月 19日より閉館しているが、点検は実施する。 

３．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

 

第２４条 共通仕様書等に記載のない設備の点検保守 

共通仕様書等に記載のない特殊設備の点検については、別途、特殊設備管理基準を調査職員等との協

議の上、設定し、その管理基準に基づいて実施する。特殊設備とは、以下の設備等で共通仕様書等に記

載のないものを指す。 

 

電動建具設備、水処理設備、車椅子設備、昇降機設備、給排水衛生機器設備、空気調和等関

連機器 
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第４章 修理・補修 
第２５条 修理・補修 

修理・補修は、各施設の電気・機械設備機器の運転及び正常な動作を復旧もしくは、改善するために

行うものであり、以下の手順にて実施する。なお、対象とする修理・補修項目は、別紙－２１「修繕履

歴」を参考とする。 
１．修理業務は、部品交換等の軽微な事案や緊急事案は臨機に対処することから、速やかな対応を 

行う。 
２．作業は、写真等で適正な確認を行った後、完了とする。 
３．修理、補修を実施した内容を管理日誌に記入し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出す 

る。 
 
 

第５章 消耗品 
第２６条 消耗品 

各施設の消耗品（防煙フィルター・表示ランプを含む）並びに非常用発電機・空調機等において使用

する消耗品を適宜補給する。 
消耗品の補給を実施した場合、補給数量、合計補給数量の集計を管理日誌に記載する。 
また、各施設の電球等消耗品は適宜購入し、取替時に消耗品等数量台帳に使用施設、種類、数量、理

由等を記入し、在庫管理を行う。 
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第３編 通信・映像設備管理 

第１章 基本事項 

第２７条 管理水準 

事業者は、公園内の通信・映像設備管理を常に安全かつ良好に維持するために善良なる管理を行う。 

通信・映像設備管理業務の実施にあたり、点検基準等は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及び関連基準書（以下、「共通仕様書等」という）に

よるものとする。 

なお、通信・映像設備管理は、次の各号に掲げる事項に配慮して行う。 

１）設備の機能の保持 

２）設備の安全運転の確保 

３）展示目的物の安定した環境の保持 

４）省エネルギー化の実施 

 

第２８条 その他 

１．作業を行うに当たり、必要な資格・要件をもった作業員を適切に配置する。 

２．その他の設備とは、海洋博覧会地区では、おきなわ郷土村、便所、管理温室、事務所及び管理棟、

総合案内所、エメラルドビーチ立体駐車場、ちびっことりで、水の階段等、屋外電気・機械設備、

屋外給排水施設等、首里城地区では、屋外電気・機械設備、系図座等を指す。 
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第２章 運転・監視 

第２９条 海洋文化館 

以下の通り、運転・監視業務を実施する。 

１．一般放送設備、映像設備、音響機器の運転操作及び管理を行う。 

２．プラネタリウムの番組投影を行うための機器の運転操作及び管理を行う。 

３．日常点検業務。 

一般放送設備、映像設備等の巡視点検及び外面清掃を行う。また、電気時計設備、拡声装置等

の点検（共通仕様書等の 1 回/年の点検）を行う。 

４．適宜に行う業務。 

①映像機器の清掃。 

②各施設機器の外部清掃。 

③工事立会い。 

④部品取替等の軽微な補修。 

⑤その他、設備機器の正常な運転を維持する為に必要を認められる事項。 

５．運転、監視業務、日常点検、適宜業務等の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等か

ら提出依頼があった場合、提出する。 

 

第３０条 熱帯ドリームセンター 

以下の通り、運転・監視業務を実施する。 

１．熱帯ドリームセンター内、BGM 放送設備、やんばるギャラリー映像設備、常設展示映像設備の運

転操作及び管理を行う。 

２．日常点検業務 

熱帯ドリームセンターの BGM 放送設備、やんばるギャラリー映像設備、常用展示映像設備、

おきなわ郷土村の説明用放送設備の巡視点検及び機器の外面清掃を行う。 

また、テレビ共同受信設備、インターホン設備の点検を行う。 

３．適宜に行う業務。 

①タイマー調整、タッチパネルモニタータッチ位置調整。 

②PDA の動作確認。 

③工事立会い。 

④各設備の外観清掃。 

⑤部品取替等の軽微な補修。 

⑥その他、設備機器の正常な運転を維持する為に必要を認められる事項。 

４．運転、監視業務、日常点検、適宜業務等の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等か

ら提出依頼があった場合、提出する。 

 

第３１条 その他設備 

以下の通り、運転・監視業務を実施する。 

１．園内放送設備の運転及び総合案内所の映像・音響設備等の運転操作及び管理を行う。また、おき

なわ郷土村説明用放送設備、設備映像の運転操作及び管理を行う。 

２．日常点検業務 
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園内放送設備（管理事務所と各地区中継機器）の巡視点検を行う。 

また、総合案内所の映像・音響設備等の巡視点検及び画面清掃を行う。 

さらに、海洋博覧会地区における管理事務所、総合案内所、屋外電気・機械設備、首里城地区

の屋外電気・機械設備、系図座等における通信・映像設備（拡声装置、テレビ共同受信設備、電

気時計設備）の点検（共通仕様書等の１回／年の点検）を行う。 

３．適宜に行う業務 

①運転区域内 DVD 及び CD プレーヤーのレンズ清掃及びディスク盤清掃、モニターテレビ等の画

面清掃、各設備の外観清掃。 

②公園リアルタイム情報設備への情報配信をおこなうための簡易編集作業。 

③工事立会い。 

④部品取替等の軽微な補修。 

⑤その他、設備機器の正常な運転を維持する為に必要と認められる事項。 

４．運転、監視業務、日常点検、適宜業務の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から

提出依頼があった場合、提出する。 
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第３章 点検保守 

第３２条 海洋文化館 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．点検は、１回／年で行う。 

３．プラネタリウム機器の点検保守は、休園日を利用して、実施する。 

４．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

 

第３３条 熱帯ドリームセンター 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．点検は、１回／年で行う。 

３．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

 

第３４条 屋外電気・機械設備等 

１．共通仕様書等に基づいた点検保守を実施する。 

２．点検は、１回／年で行う。 

３．点検保守の作業内容を記載した管理日誌を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出

する。 

４．屋外電気・機械設備等とは、海洋博覧会地区における、おきなわ郷土村、事務所及び管理事務所、

総合案内所、休憩所等、屋外電気・機械設備、首里城地区における屋外電気・機械設備、系図座

等を指す。 

 

 

第４章 修理・補修 

第３５条 修理・補修 

修理・補修は、各施設の、通信・映像設備機器の運転及び正常な動作を復旧もしくは、改善するため

に行うものであり、以下の手順にて実施するものとする。なお、対象とする修理・補修項目は、別紙－

２１「修繕履歴」を参考とする。 
１．修理業務は、部品交換等の軽微な事案や、当公園の性格上、緊急事案は臨機に対処することから、

速やかな対応を行う。 

２．措置は、写真等で適正な確認を行った後、完了とする。 

３．修理、補修を実施した内容を管理日誌に記入し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出す

る。 

４．その他、海洋文化館におけるプラネタリウム設備のサポート契約及び、特殊電球等の取替を実施 

する。 
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第４編 遊具維持管理工 

第１章 共通事項 

第３６条 管理水準 

遊具（ちびっことりで及び夕陽の広場）について、 (一社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全

に関する規準 JPFA-SP-S:2014」の不適合によるハザードを早期に発見し、遊具による事故を予防する

とともに、適切な運営維持管理業務につなげるよう点検を行う。 

点検業務の実施にあたり、予め調査職員等との協議の上で作成する「遊具点検マニュアル」や適用を

受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 

なお、遊具の点検は幼児や児童が遊具の利用者であることから、次の各号に掲げる事項に配慮して行

う。 

１）安全性の確保。 

２）機能の保持。 

３）美観に配慮した形姿の維持。 

 

第３７条 その他 

１．点検対象遊具の図面、製品仕様書等の資料は貸与する。ただし、業務終了後は調査職員等に返還 

するものとする。 

２．点検作業においては、安全管理を徹底し、作業中であることを掲示して、公園利用者が利用しな

いよう十分な安全対策を講ずる。 

３．定期点検等で不良と判断された場合は、速やかに調査職員等へ報告する。 

４．点検で異常が発見された場合、もしくは、異常の可能性がある場合は、使用禁止が妥当と判断さ

れる遊具について、業務計画書等で事前に調査職員等と打合せた手順に従い、ロープやネット等

で使用できないように処置するとともに、使用禁止表示を行い、公園利用者に事故が起きないよ

うに安全対策を実施する。併せて、調査職員等に速やかに連絡する。 

５．点検作業は、作業に適した服装にて作業を実施し、「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品

整備技士」、「公園施設点検管理士」及び「公園施設点検技士」の携帯用認定証がある場合は携帯

して作業に従事する。 

６．本仕様書に記載されていない事項については、(一社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全

に関する規準 JPFA-SP-S:2014」及び「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第

２版）」を参考にする。 

 

第３８条 用語の定義 

１．「点検責任者」は、(一社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」、「公園施

設点検管理士」又は調査職員等が同等と認めたものとする。なお、「点検責任者」は、「点検担当

者」以上の経験、知識及び技能を有するものである。 

２．「点検担当者」は、(一社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品整備技士」、「公園施設

点検技士」又は調査職員等が同等と認めた者とする。 

３．「同等と認めた者」とは、(一社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」と

比較して同等の学歴、経歴、実務経験、講習会の受講実績等から同等の知識と技術、管理能力等
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があると調査職員等が認めた者をいう。 

４．「専門の有資格者」とは、(一社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」、「公

園施設製品整備技士」、「公園施設点検管理士」又は「公園施設点検技士」をいう。 

５．「作業」とは、遊具の点検をいう。 

６．「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう (ただ

し、地震、火災等の災害によるものを除く。) 。 

７．「日常点検」とは、（一社）日本公園施設業協会が主催した「遊具の日常点検講習会」を受講した

巡視員が目視診断、触手診断、聴音診断等により、遊具の異常、劣化等の有無を調べるために毎

日行う点検をいう。 

８．「定期点検」とは、専門の有資格者が一定期間ごとに行う日常点検より詳細な点検のことであり、

摩耗状況や変形ならびに経年変化等について点検する「劣化診断」と、(一社)日本公園施設業協

会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」に基づき遊具の形状や安全領域等の規

準に対する妥当性を評価する「規準診断」をいい、年に１回の周期で行う。 
９．「精密点検」とは、（一社）日本公園施設業協会認定「公園施設製品安全管理士」並びに「公園施

設製品整備技士」等の技術者による点検で、遊具に重大な異常等が発見されたときに行う。 
10．「SP表示認定企業」とは、専門技術者が適切に配置され、(一社)日本公園施設業協会が定めた「遊

具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」および「一般公園施設の安全と品質に関する規準

（JPFA-SPL-S:2014）」等に基づき製品の設計、製造、販売、施工、点検、修繕ができ、ISO9001

をベースに(一社)日本公園施設業協会が独自に作成した QMS（品質マネジメントシステム）が構

築できている会員企業をいう。 

11．「SP点検済シール」とは、「SPマーク」を付された「点検済シール」で点検、修繕した遊具が、「遊

具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」に合致したと認められた時に、安全性の確保が維持され

ていることを示すために、SP表示認定企業が貼付することができるシールをいう。 

 

第３９条 点検の範囲 

点検とは、遊具の形状を調査し、(一社)日本公園施設業協会が定めた「 遊具の安全に関する規準

JPFA-SP-S:2014」に基づく規準診断等を行い、報告書を作成するまでの一連の行為をいう。 

 

第４０条 点検の種類 

点検には、「日常点検」、「定期点検」、「精密点検」がある。 

事業者は各点検の内容とその必要性を正しく理解した上で作業計画書を立案し、調査職員等に承諾を

受けてから点検を実施しなければならない。 
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第４１条 作成書類 

事業者は、次の各号に掲げる書類を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合は、提出すること。

ただし、提出期限が土曜日、日曜日及び祝日に該当する場合は、翌開庁日とし、契約完了年度の業務最

終月の提出期限は契約完了日までとする。 

 

作成書類 

書類名 提出先 作成期限 

作業計画書（工程表を含む個別の作業計画書） 調査職員等 各作業着手前迄 

作業打合簿 調査職員等 打合せ毎に終了後、速やかに 

日常点検記録簿（作業記録写真含む） 調査職員等 翌月の５日までに 

定期・精密点検記録簿（作業記録写真含む） 調査職員等 作業終了後すみやか 

その他調査職員等が指示する書類   調査職員等 指示に従う 
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第２章 日常点検 

第４２条 日常点検 

１．巡視員は、主として遊具の外観を目視し、部材の腐食、亀裂、変形、ボルトの脱落等の施設の変

形や異常の有無を毎朝調べ、日常点検記録簿を作成する。必要に応じて、触診診断、聴音診断、

打音診断、揺動診断により、遊具の動作状況、損耗状況、変形等の異常、劣化について点検を行

う。また、合わせて設置面や植栽等を含めた遊具周辺の確認も行う。 

２．点検頻度は、遊具毎に毎日実施する。 

３．巡視員は、点検箇所や点検方法をよく理解したうえで、日常点検を実施する。 

４．点検を行う場合には、予め、使用状況、劣化及び前回の日常点検記録簿等の状況を把握し、点検

の参考とする。 

５．事業者は、対象となる遊具の経年変化に伴う劣化状況を把握するため、日常点検記録簿を精査し

たうえ、保管しておく。 

 

第３章 定期点検 

第４３条 定期点検 

１．事業者は、定期点検の点検責任者及び点検担当者を定め調査職員等に届け出る。また、点検責任

者及び点検担当者を変更した場合も同様とする。 

２．定期点検は、日常点検と十分に連携をとり、実施する（日常点検は前条を参照する。）。 

３．定期点検は、年１回の周期で実施する。 

４．定期点検を行う場合には、あらかじめ、調査職員等から使用状況、劣化及び前回の定期点検報告

書、修理経歴等の資料を入手し、点検の参考とする。 

５．点検を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行する。 

６．定期点検は、(一社)日本公園施設業協会が規定する「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」

に基づいて実施し、その結果について定期点検記録簿としてとりまとめ報告する。 

７．点検作業の中で測定を行う必要がある場合は、 (一社)日本公園施設業協会認定の、JPFA検査器

具、JPFA肉厚測定器及びJPFA落下衝撃測定器並びにJIS 認定商品等を使用して行う。 

８．点検作業と点検表に基づく判定は別の者がそれぞれ担当し、職務を兼ねることはできない。 

９．点検責任者は、「劣化診断」による劣化判定と「規準診断」によるハザードレベルを組み合わせ

て総合的な機能判定を行う。その判定基準については、必要に応じ事前に調査職員等と協議をし

ておく。 

10．点検終了後、「合格」と判断された遊具について、「SP 点検済みシール」を貼付出来る遊具には

調査職員等の承諾を受けて、点検実施時期を明記して添付することができる。 

 

第４章 精密点検 

第４４条 精密点検 

１．精密点検は、定期点検の外観検査で判断できない特定の施設や部材の状況を分解作業や種々の測

定機器を用いて検査・試験をする点検である。 

２．日常点検や定期点検時において、特に、精度の高い診断が必要なハザードと思われるものが発見

された場合や、遊具利用者が怪我をした場合、他公園において類似遊具等で事故があった場合に

も臨時的に行う。 
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３．台風、大雨、洪水、波浪等の異常気象時や地震発生により、遊具に異常箇所が生じるおそれのあ

る場合にも、遊具及び遊具の周辺状況について、必要に応じて臨時的に行う。 
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第５編 構内交換電話管理 

第４５条 管理水準 

構内交換電話の機能を常に安全かつ良好に維持するため点検を行う。 

なお、構内交換電話管理は、次の各号に掲げる事項に配慮して行う。 

１）設備の機能の保持。 

２）設備の安全運転の確保。 

 

第４６条 巡視・点検 

「電気通信施設点検業務共通仕様書（案）」、「電気通信施設点検基準（案）」及び関連基準書に基づい

て、構内交換電話設備の巡視・点検を行う。 

 

第４７条 修理・補修 

修理・補修は、構内交換電話設備の正常な動作を復旧もしくは、改善するために行うものであり、以

下の手順にて実施するものとする。なお、対象とする修理・補修項目は、別紙－２１「修繕履歴」を参

考とする。 

１．修理業務は、部品交換等の軽微な事案や緊急事案は臨機に対処することから、速やかな対応を行

う。 

２．作業は、写真等で適正な確認を行った後、完了とする。 

３．修理、補修を実施した内容を管理日誌に記入し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出す

る。 
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第６編 危険生物等対策 

第１章 基本事項 

第４８条 管理水準 

本公園の害虫（シロアリ、ゴキブリ等）の駆除や展示物等の燻蒸を行うことにより、安全で衛生的な

公園環境及び国有財産の保全を図り、また、陸上危険生物（ハブ、マングース等）や海上中危険生物（ハ

ブクラゲ等）による被害を防止し、安全で衛生的な公園環境を確保する。 

 

第４９条 実施体制 

１．必要な資格・要件・技能をもった作業員を適切に配置する。 

２．県や関係団体が実施する講習会へ参加する等、作業員等の技術及び技能向上に努める。 
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第２章 建物等害虫駆除 

第５０条 実施体制 

防除作業監督者を１名配置する。 

 

第５１条 害虫等駆除 

害虫等駆除は、以下の通りで実施すること。薬剤は公的機関が認定したもの又は「医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品

を使用する。 

また、実施前に作業計画書を提出し、調査職員等の承認を得る。 

 

【海洋博覧会地区】 

駆除対象 対象施設 頻度 

シロアリ おきなわ郷土村、バンコの森 通年（月１回の点検） 

ゴキブリ 園内全建物（倉庫等は除く） 年２回（６月と１２月の休園日に実施） 

汚水マンホール 

害虫 
園内全ての汚水マンホール 年１回（１２月の休園日に実施） 

ハチ、ハエ、蚊等 園内全ての発生箇所 随時（大量発生時や巣の発見時） 

ねずみ等 園内全ての発生箇所 随時（発生時） 

【首里城地区】 

駆除対象 対象施設 頻度 

シロアリ 木造建築施設 通年（月１回の点検） 

ゴキブリ 園内全建物（倉庫等は除く） 年２回（６月と１２月に実施） 

汚水マンホール 

害虫 
園内全ての汚水マンホール 年１回（６月に実施） 

ハチ、ハエ、蚊等 園内全ての発生箇所 随時（大量発生時や巣の発見時） 

ねずみ等 園内全ての発生箇所 随時（発生時） 

 

第３章 展示物等燻蒸 

第５２条 展示物等燻蒸 

展示物等燻蒸は、以下の通りで実施すること。薬品は公的機関が認定したもの又は「医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外

品を使用する。 

また、実施前に作業計画書を提出し、調査職員等の承認を得る。 

【海洋博覧会地区】 

燻蒸対象 施工箇所 頻度 

海洋文化館 2Ｆ・3F展示ホール、展示物倉庫 年１回（休園日） 

夕陽の広場展望レス

トハウス 
図書室、資料室の書籍 年１回（休園日） 
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第４章 海中危険生物の駆除・防止 

第５３条 ハブクラゲ防止ネット 

エメラルドビーチ利用者の安全を確保するため、ハブクラゲや危険生物の侵入を防ぐためのネットの

設置を行う。 

設置したネットは、海中清掃時に、ほつれや破損など目視にて保守点検を行い、軽微な不具合につい

ては即時修繕を行う。 

設置、保守点検・海中清掃の方法について、沖縄県衛生環境研究所が発行している「ハブクラゲ侵入

防止ネット管理マニュアル」を参考にする。 

作業者は、ウェットスーツ等を着用し身体の露出を抑え安全確保を十分に行う 

業務報告は、作業内容及び従事時間を明記した作業日報と、数量総括表及び作業写真を添付して、調

査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 

【海洋博覧会地区】 

設置エリア 設置場所 設置期間 資材の規格 

エメラルドビーチ 

（遊びの浜、眺めの

浜、憩いの浜） 

遊びの浜、眺めの

浜、憩いの浜 

８月～１０月 

（遊泳期間内） 

メインロープ：遊びの浜３０mm、眺

め・憩いの浜２５mm 

オイルフェンス：市販のオイルフェ

ンスの下部にネットを付けられるよ

うに加工した製品 

ネット：網目２０mm 

 

第５４条 海中清掃 

エメラルドビーチ等の遊泳区域内に侵入した海中危険生物（ハブクラゲ、オニダルマオコゼ等）は海中

清掃にて駆除し、缶やペットボトルなどの漂流ゴミの回収を行う。 

業務報告は、作業内容及び従事時間を明記した作業日報と、ネットの点検状況、駆除した危険生物の数

量及び作業写真を添付して、調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 

【海洋博覧会地区】 

設置エリア 設置場所 設置期間 資材の規格 

エメラルドビーチ 

（遊びの浜、眺めの

浜、憩いの浜） 

遊びの浜、憩いの

浜、眺めの浜でハブ

クラゲ防止ネット

の範囲内 

４月～１０月 

（遊泳期間内） 

日常清掃：開園前に毎日２名１組で

実施 

臨時清掃：有害生物の発見又は被害

が発生した場合におい

て、日常清掃とは別に実

施 
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第５章 陸上危険生物対策 

第５５条 実施体制 

ハブ対策の巡回作業には、沖縄県が開催する「ハブ・ハブクラゲ等危険生物講習会」を受講した者等、

ハブ捕獲心得のあるものを配置する。 

 

第５６条 ハブ対策 

公園利用者やその他園内作業者等の安全を確保するため、ハブ捕獲器を設置し、ハブの駆除（捕獲）

を実施する。 

巡回の回数や実施時期については、作業計画書に明記のうえ、作業実施前に、調査職員等の承認を得 

る。なお、年１回以上は必ず実施する。 

園路・広場等で発見された場合は、十分に安全に注意し駆除（捕獲）を実施する。 

業務報告は、捕殺数量及び従事時間を明記した作業日報と、捕獲位置図および捕獲写真を添付し、調

査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 

【海洋博覧会地区・首里城地区】 

実施項目 実施内容 

捕獲器の設置 過去の捕獲状況等を考慮し、箱型ハブ捕獲器を適宜、設置する。 

巡回 
ハブの活動期を重点にハブ捕獲器の巡回を適宜、実施する。 

ネズミやネズミの餌等を補給を実施する 

捕獲 
ハブの捕獲を確認したら、捕獲器ごと袋に入れて回収し、関係機関に

連絡し、引き渡す。 

 

第５７条 マングース対策 

公園利用者やその他園内作業者等の安全の確保、在来生物の保護及び特定外生物の駆除を目的として、

沖縄県の制度に則り、マングース捕獲器を設置し、マングースの駆除（捕獲）を実施する。なお、捕獲

器を適切に巡回する。 

巡回の回数や実施時期については、作業計画書に明記のうえ、作業実施前に、調査職員等の承認を得

る。 

業務報告は、従事時間、捕獲日時、捕獲場所、体長の記録を明記した作業日報と作業状況写真を添付

し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

 

【海洋博覧会地区】 

実施項目 実施内容 

捕獲器の設置 過去の捕獲状況等を考慮し、マングース捕獲器を適宜、設置する。 

巡回 
マングース捕獲器の巡回を適宜、実施する。 

マングースの餌補給を適宜、実施する 

捕獲 マングースの捕獲を確認したら、捕獲器ごと袋に入れて回収する。 
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第５８条 犬、猫、カラス等対策 

公園利用者の安全を図るとともに、公園の衛生的環境を確保する目的で野良犬等の捕獲、野良猫の保

護及びカラス対策等を実施する。 

巡回の回数や実施時期については、作業計画書に明記のうえ、作業実施前に、調査職員等の承認を得

る。 

業務報告は、従事時間、捕獲日時、捕獲場所の記録を明記した作業日報と作業状況写真を添付し、調

査職員等から提出依頼があった場合、提出する。 

捕獲、保護後の対応、カラス対策については、調査職員と協議を行う。 
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第７編 公園内建物清掃等 

第１章 共通事項 

第５９条 管理水準 

１．公園施設については、常に清潔を保ち、快適な環境を保持する必要があり、本公園の利用状況に

適切に対応するため、事業者は、作業内容、作業場所等について十分に検討するとともに、周辺

地域に配慮した実施時期の調整を行う。 

２．公園内建物等の清掃は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」、関連

基準書（以下、「共通仕様書等」という）及び調査職員等の指示に基づき実施する。 

３．建物清掃等は、年間清掃実施計画（建物）及び実施工程表に基づき実施する。なお、実施にあた

っては公園利用者の利用頻度等を考慮し、適正な清掃回数の設定を行う。また、イベントや荒天、

台風等へ臨機に対応できる体制を確保する。 

４．清掃箇所及び実施頻度は、別紙―３４「清掃場所、箇所、内容、方法及び頻度等」に従うが、施

設の利用状況により、調査職員等と協議の上変更することができる。 

５．園内各所の清掃状況を随時現場確認し、問題点の抽出と対応を迅速に行う。 

６．廃棄物処理については、別紙―１２「個別仕様書（植物）」の第７９条 廃棄物処理に従う。 
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第２章 建物清掃等 

第６０条 日常清掃 

１．建物等の日常清掃は、除塵、掃き掃除、拭き掃除及びゴミ収集等の作業であり、共通仕様書等に

より行う。 

２．ロールペーパー、水石鹸などの消耗品は、適時補給し、施設毎に使用数量及び在庫数量表を作成

し、明確な在庫管理を行う。 

３．追加清掃は、利用頻度の高い施設について利用状況を勘案し行う。 

４．首里城地区においては、特に、系図座・用物座のカウンター、幅木、板間等の木製部分の清掃は

原則としてから拭きとし、必要に応じ水拭きを行う。 

５．木製部分の水拭きについては水滴が残らないよう細心の注意を払う。 

６．追加供用される施設については、調査職員等との協議による。 

 

第６１条 定期清掃 

１．建物内の定期清掃は、除塵、拭き掃除、洗浄及び保護材の塗布等の作業であり、共通仕様書等に

より行うこと。 

２．照明器具、ブラインド、吹出口・吹込口、ガラス、水飲器、エレベーター等の清掃を行う。 

３．首里城地区における漆塗り建物は、塗装面を清掃する。頻度、方法については、調査員等と協議

し、承諾を受けるものとする。 

４．首里城地区における系図座、用物座等の畳清掃は、ホコリ除去後に水拭きを行い、さらにから拭

きを行う。頻度については、調査職員等との協議によるものとする。 

５．追加供用される施設については、調査職員等との協議による。 

 

第６２条 臨時清掃 

１．園内において、イベント又は荒天や災害等により特に清掃が必要と認められる場合は臨機応変に

臨時清掃を行い公園利用者の快適性を確保する。 
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第３章 水景施設清掃 

第６３条 水景施設清掃 

１．水面のごみ類や落ち葉等を除去し、排水機能を維持する。 

２．汚れの状況を勘案し、定期的に排水を行い、藻やごみ類、夾雑物、汚泥等を除去し、底部、側面

部、景石等の洗浄作業及びブラッシング行う。なお、作業においては、施設を傷つけぬよう十分

注意する。硬貨は調査職員等の指示に従う 

３．寒水川ガーについては、集水井を含む全体のつまりを解消するよう努める。 

４．清掃箇所、実施内容及び実施頻度等は次の表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 清掃箇所 実施頻度 備考 

海洋博覧会地区 

じゃぶじゃぶ池 1回／3ケ月 水を除去後洗浄作業及びブラッシング 

水の階段 1回／年 
藻やごみ類等を除去 

水を除去後洗浄作業及びブラッシング 

水のプロムナード 1回／年 
藻やごみ類等を除去 

水を除去後洗浄作業及びブラッシング 

首里城地区 

龍樋 
1回／年 水を除去後洗浄作業及びブラッシング 

1回／月 落ち葉等のごみ類を除去 

寒水川ガー 
1回／年 水を除去後洗浄作業及びブラッシング 

1回／月 落ち葉等のごみ類を除去 
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第８編 建物・工作物維持修繕工、遊具維持修繕工、その他修繕 

第６４条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努め、公園施設の

軽微な修繕を実施し、機能を常に安全かつ良好に維持する。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の観

察を行い、善良なる管理を行う。 

なお、対象とする維持修繕項目は、別紙－２１「修繕履歴」を参考とする。 

 

第６５条 修繕等 

１．事業者は、日常、適宜巡回点検し、公園施設における破損箇所の小規模な修繕を適切に行い、ま

た、別添―１３「建築物維持管理点検チェックリスト（案）」に基づき、長寿命化のための点検を

実施する。なお、首里城地区における二階御殿の 1階部分と 2階の一部は、本業務の維持管理対象

施となる。 

２．首里城地区における木製建物については、年に１回楔打ちを実施する。詳細は、調査職員等との

協議による。 

３．法定点検、大規模な修繕は、内閣府沖縄総合事務局において行うので、詳細は、調査職員等との

協議による。 

 

第６６条 塗装面の修繕（首里城地区） 

首里城地区における漆塗り建物及び門については、別添―１０「漆等塗装指針（案）」に基づき、点

検、漆等の塗装等の小規模なメンテナンスを実施し、結果を記録する。詳細は、調査職員等との協議に

よる。 
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第９編 台風対策・復旧 

第６７条 台風対策工 

台風対策として、台風接近前に、各施設の安全対策を実施し、調査職員等に報告する。なお、対象と 

する修理・補修項目は、別紙－２１「修繕履歴」を参考とする。 

 

第６８条 台風被害復旧工 

台風通過後に、開園前及び現状の復旧を実施する。なお、復旧工は公園利用者の主要な動線及び施設

の出入り口付近を優先的に行う。なお、対象とする修理・補修項目は、別紙－２１「修繕履歴」を参考

とする。 
園内の被害状況を記録し、調査職員等に報告する。 
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第１章 総則 
第１条 適用 
本個別仕様書は、「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務」のうち、植物管理業務に適用する。 
植物管理として、芝生管理、中低木管理、高木管理、林地管理、地被管理、草地管理、草花管理、特

殊管理、リサイクル等、台風対策・復旧工、植栽地等清掃、その他の１２種の施工について、適用する。 
 
第２条 事業者の責務 
事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書、設計図書、別添―２０「国

営沖縄記念公園植物管理方針」及び別添―２１「首里城公園 京の内植物維持管理方針」、現地の気象

条件、土壌条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、目標とする管理水準を

達成すべく、施工にあたるものとする。 
 
第３条 作成書類 

事業者は、次の各号に掲げる書類を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合は、提出する。た

だし、提出期限が土曜日、日曜日及び祝日に該当する場合は、翌開庁日とし、契約完了年度の業務最終

月の提出期限は契約完了日までとする。 
業務報告書の作成に当たっては、作業日報を活用し、植物管理上の問題・課題や留意点、それら対処

に当たって、工夫を要した内容について、即地的で分かりやすく取りまとめるものとする。そのため、

作業日報をデータとして蓄積・集計できるよう工夫する。 
作成書類 

書類名 提出先 作成期限 
作業日報 調査職員等 作業終了後速やかに 
業務打合簿 調査職員等 打合せ毎に終了後、速やかに 
施工・材料確認書 調査職員等 施工確認時に作成 
出来形数量計算書 調査職員等 その都度、作成 
出来形完成図 調査職員等 工事完了後直ちに作成 
業務記録写真 
（原則として各工程について、施工前・中・後と

作業順序に従い、内容の把握ができるよう焼付け

整理して提出する。また指示事項についてはその

都度撮影する。） 

調査職員等 

翌月の５日迄に作成 

植物性発生材報告書 調査職員等 翌月の５日迄に作成 

提供物品確認書 調査職員等 提供申請時、返納時の都度作成 

安全訓練報告書 調査職員等 翌月の５日迄に作成 

その他調査職員等が指示する書類 
（植物生育状況測定表、植物観察等記録表等） 

調査職員等 適宜 
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第４条 基本事項 
１．本業務は、植物管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施する。 
２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行う。なお、次号に

掲げる事項の他、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都

度、調査職員等と協議する。 
１）植物について補植を要する事態が生じたとき。 
２）既存木の移植（又は伐採）を行う必要が生じたとき。 
３）公園利用者サービスに供するために新規植栽の必要が生じたとき。 
３．業務責任者は、公園内の植物を常に良好な状態とし、他業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理

を行い、実施する。 
４．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、植生状況に基づき弾力的に配置する。 
６．企画提案により、当初の形状を変更した場合は、業務終了後に調査職員等と協議を行い、必要に

応じて原状回復する。ただし継続して契約した場合を除く。 
 
第５条 安全管理等 
１．常に公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、利用の迷惑とならないよう十分注意す

るとともに、事業者の責任において常に公園の観察を行い、善良なる管理を行う。 
２．危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と枯枝の除去、及び、全ての作業実施時に作業エリア

をバリケード等で囲い作業中であることを明示する等、施工中は安全管理を徹底し、公園利用者の

安全を十分確保する。また、施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意する。 
３．事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任において処理する。なお、事

故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等に報告する。 
 
第６条 利用サービス 

１．作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し、決定する。なお、開園時間内に作業を

行う場合には、必要に応じて公園利用調整を行う。 
２．公園利用者に対して、管理作業内容の情報を提供する必要が生じた場合には、作業場所において

適切な説明看板類を掲示する。 
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第２章 芝生管理 
第７条 管理水準 
以下に示す管理水準を満たす芝生管理を行う。（別添－２２・２８「芝生・地被管理区域図」参照） 

管理目標 

海洋博覧会地区 

首里城地区 
 

都市緑化植物園
芝生展示区 

熱帯ドリーム
センター敷地
内 

おもろ植物園 

景観構成要素
として、芝生
の緑を維持す
る。 

刈り込み回数に
よる美観や生育
状態を比較した
展示を行う。 
 

主要な広場や施設まわりなどで、修景性が高
く、芝生の美しさが重要な景観構成要素となる
ため、芝生の緑を良好に管理する。 

管理水準 
刈込み高はコウライシバ 1.5cm～2.0cm、セントオーガスチン 2.0cm～3.0cm を目安
とする。 

回
数 

芝刈工 

エリア及び
芝の状態に応
じて、年に３
～６回以上 

芝の状況に応
じて、年に１～12 
回以上 

年に７回以上 年に５回以上 年に６回以上 

伐根除草工 年に１回 年に６回 年に４回 年に３回 

病虫害防除工 病虫害の発生状況に応じ適宜実施 

施肥工 芝生の生育状況に応じて適宜実施 

目土掛工  芝生の生育状況や根部の露出状況等に応じて適宜実施 

エアレーション工 芝生土壌の硬化状況に応じて適宜実施 

飛砂除去 飛砂の発生状況等に応じて適宜実施 

雑工 状況に応じて適宜実施 

※ 芝刈工以外の項目の工種については、状況により必要に応じて業務責任者が判断し、適宜行うもの

とする。 
 
第８条 芝刈工 
１．芝生地内にある石、空き缶等障害物はあらかじめ取り除く。 
２．芝生地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないように注意し、刈むら刈残しのないよう均一に

刈込む。 
３．樹木の根際、柵類の回り等、機械刈りの不適当または不可能な場所は手刈りとする。 
４．縁切りは、寄せ植え、施設等にほふく茎が侵入しないよう、寄植類にあたっては、樹冠の垂直投

影線より 10cm程度外側で垂直に切り込み、せん除する。 
５．刈込み高は管理水準を目安とするが、大幅に変更する場合は、調査職員等と協議する。 
６．刈り取った芝及び、刈り込みの際に出てくるゴミ、空き缶、石等は、速やかに処理するとともに、

刈り跡はきれいに清掃する。 
７．芝刈工のエリア及び回数など年間の芝刈計画等について、事前に調査職員等と協議する。 

 
第９条 芝生伐根除草工(人力除草) 

１．芝生をいためないよう、除草器具等を用いて、根より丁寧に抜き取る。 
２．抜き取った雑草は、すみやかに処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。 
３．ハマスゲ、ハイキビ、チガヤ等についての抜根処理で芝生の損傷が大きいと判断される場合は、

鎌などを用いて地際より刈取ってもよい。 
４．芝生地内からはみ出る芝生は雑草として刈取る。 
５．伐根、除草等による植物性発生物は適切に運搬、処理を行う。 
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第１０条 芝生病虫害防除工（薬剤散布） 
１．病虫害が発生した場合には、誘殺等散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場合であって

も農薬取締法等の農薬関連法規や沖縄県の定める農薬安全使用推進方針、及びメーカー等で定めて

いる使用安全基準、使用方法等を遵守し、最小限の区域における農薬散布に留める。 
２．病虫害の発生に備え、予防的な散布を要すると判断した場合は、速やかに調査職員等の承諾を得

て、適切な処置を講ずる。 
３．薬剤散布は、薬剤の効果、周辺環境への影響に十分配慮し、適切な天候条件、使用日時、服装に

より行う。なお、開園時間内には実施しない。 
４．農薬を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した農薬の種類又は名称並びに使用した農薬

の単位面積当たりの使用量又は希釈倍率数について記録する。 

（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。） 

５．使用農薬による効果が期待できない病虫害の発生が見られた場合は、調査職員等と協議のうえ、

適宜農薬を変更して施工できる。 

６．施工によって芝生等に薬害の疑いが生じた場合には、速やかに調査職員等に報告し、その指示に

従って処理する。 

 

第１１条 芝生施肥工 
１．過去の実績をふまえ、業務責任者が適切と判断した施肥量を芝生面にむらのないよう均一に散布

する。 
２．施肥を行う場合は、原則として降雨直後等で葉面がぬれているときは行わない。 
３．施肥作業は、芝刈り後すみやかに行う。 
４．施肥の時期及び回数については、芝草の生育状況を確認すると共に、芝生の利用状況予測を考慮

して適切かつ効率的な時期を設定し、作業にあたるものとする。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」を参照。） 

 
第１２条 芝生目土掛工（人力） 

１．目土は植物の根やガレキ等の混入がなく、必要に応じてふるい分けした目土用土又は砂材を用い

る。土壌改良剤及び肥料を混入する場合は、過去の実績をふまえ、業務責任者が適切と判断した混

入率となるよう入念に混合する。 
２．目土は、過去の実績をふまえ、業務責任者が適切と判断した量を、とんぼ等を用いて、むらなく

均一に敷きならし、十分すり込む。なお、芝生面に不陸がある場合は不陸整正を勘案しながら行う。 
３．芝草の生育適期を選んで施工し、合わせて芝草の生育促進、芝生地表面の不陸整正の効果を最大

限に発揮できるよう施工する。 
４．目土は砂を 100 ㎡当たり 1 ㎥ を目安とする。 

 
第１３条 芝生エアレーション工 

１．芝生土壌の硬化を防止するため、エアレーション器具または機械により土壌が膨軟となるよう効

果的に行う。 
２．施工区域の設定、穴及びカッティングの深さ、間隔等は業務責任者の判断による。 
３．芝地内にある石、空き缶等の障害物は、あらかじめ取り除く。 
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第１４条 飛砂除去 

人工ビーチ芝生地において、台風後ならびに冬季の季節風により芝生地に砂が堆積した場合は、速や

かに取り除く。 
 
第１５条 芝生雑工（巡回作業・雑作業） 

１．芝生雑工については業務責任者の判断する作業（巡回点検、補植、灌水補助、施肥散布補助、煉

瓦上の雑草除去等の軽微な清掃、ブラッシング、堆肥攪拌補助、散水、不陸調整、軽微な土砂流出

防止対策やその復旧作業等）を実施する。 
２．巡回ルートと作業内容を明記した日報、出来高図を作成する（週１回）。 
３．芝生の縁切り、樹木の根際はぎとり、軽微な巡回刈取り作業等を適宜行う。 
４．芝の補植を行う際は、以下の項目に留意する。 
１）張替え箇所を大きめに形を整えて切り取り、深さ 15cm 程度まで床土を交換又は耕耘したうえ、

沈下防止のためよく転圧し、表面排水できるよう不陸整正を行う。 

２）張芝は、周縁と同じ高さとなるよう調整し、転圧し、目土を施し、必要に応じて適宜灌水する

ものとする。目土は砂を 0.5 ㎝～1 ㎝程度かぶせるものとし、状況により調査職員等と協議す

る。 

３）芝はセントオーガスチン、コウライシバ等とし、病虫害、雑草等の混入がなく茎葉の腐れがな

く緊密なものを用いる。 
４）補植後、状態の悪いものについては、調査職員等に報告し、地被類への変更など、対応を協議

する。 
５．芝生灌水は、以下の項目に留意する。 
１）夏期の旱魃（かんばつ）時など、芝生地等に灌水を行う。 
２）既存の散水栓またはタンク車等を使用して、過去の実績をふまえ、業務責任者が適切と判断し

た潅水量を芝生全面に行きわたるように均一に灌水する。 
２）芝生の生育状況を確認したうえで、適切かつ効率的な時期を設定し、作業にあたるものとする。 
３）施工の際は、入園者等に細心の注意を払うと同時に主要部分は開園時間外に対応する。 

６．状態の調査を伴う回復作業など、高度な造園知識・技術を必要とする作業が必要になる場合は、

調査職員等と協議する。 
７． 既存種の見直し及び育成不良の更新等のため、補植工の必要性が生じた場合は、速やかに調査

職員等に報告し、協議する。 
８． 植栽種の見直しに伴い、既存の植栽を撤去処理する。なお、施工後は地均しを行い、表面を整

える。既存植栽の撤去及び整地の実施箇所及び方法については、調査職員等と協議する。 
９．リサイクル工 

堆肥づくりは、落葉や芝刈屑、チップ等を原材料として植栽地の土壌改良等を目的として行うも

のとし、堆肥製造過程における温度管理や水分管理、熟成期間等の管理基準や切り返し方法、使用

機械については、まとめて調査職員等に協議した上で決定する。 
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第３章 中低木管理 
第１６条 管理水準 
以下に示す管理水準を満たす中低木管理を行う。（別添－２３・３０「潅木管理区域図」参照） 
 

管理目標 

花を公園利用者に見せる役割を
持ち、その花が景観構成要素とな
っている花木を良好に維持する。 

芝生地と高木等他の植栽を補完する目的で
植えられた中間植栽としての役割や、園路や広
場等の境界植栽としての役割を持つ低木を良
好に維持する。 

鑑賞 遮蔽・境界 

管理水準 良好な生育、景観等のため整形
し、健全な個体を維持する。 

基本的に自然樹形であるが、樹種等の特性を
考慮し、剪定工を設定する。枯損枝、支障枝は
撤去する。 

回

数 

刈込み工 
支障枝や徒長枝の状況に応じて適宜実施 

（首里城地区は年に１回） 

除草工 植栽地や壁面緑化箇所の雑草の繁茂状況に応じて適宜実施 

施肥工 樹木の生育状況に応じて適宜実施 

病虫害防除工 病虫害の発生状況に応じ適宜実施 

植栽工 状況に応じて適宜実施 

雑工 巡回作業、雑作業、補植、移植作業、灌水等を適宜実施 

※刈込み（剪定）以外の工種については、必要に応じて業務責任者が判断し、適宜行う。 
 
第１７条 中低木刈込み工 

１．一般事項 
１）つる物、立体駐車場緑化壁の植栽、熱帯ドリームセンター敷地内の中木、つる物等も対象に含

む。 
２）刈込み作業は、来園者の安全確保・景観向上・開花時期等に充分配慮し行う。寄植え・つる物

については刈込み原形にあわせ刈込み、単木については玉物刈込みを行う。 
３）枝の密生した箇所は中すかしを行い、刈地原形を十分考慮しつつ、樹幹局縁の小枝を、輪郭線

を作りながら刈込む。 
４）裾枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈込む。 
５）花木類を刈込む場合は、花芽の分化時期と養生位置に注意する。 
６）数年の期間をおいて刈込みを実施する場合は、第１回の刈込みの際に一度に刈込まず、数回の

刈込みを通して徐々に刈地原形に仕立てていく。 
７）刈り取った枝葉は速やかに処理する。特に枝葉が樹冠内に残らないようにきれいに取り去り、

刈込んだ樹木、寄植等の周辺はきれいに清掃する。なお、植物性発生物は適切に運搬、処理を

行う。 
８）既存樹林地手入れの際は周辺の修景、防風防潮機能に配慮し施工する。 
９）剪定にあたっては、樹木単体だけでなく、公園として望ましい植栽景観づくりを視野に入れて、

望ましい樹形の確保に努める。 
10）公園の景観維持及び樹木の生育等に支障があり、剪定だけでなく間伐の必要が生じた場合には、

調査職員等に報告する。 
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11）首里城地区の京の内については、シャリンバイ、ブッソウゲを対象とする。京の内以外は全て

の低木を対象とする。 
12）年間の刈込み計画等について、事前に調査職員等と協議する。 

２．寄植剪定 
１）各樹種の生育状態に応じ、刈地原型を十分考慮しつつ刈込む。 

３．単木剪定 
各樹種の特性に応じた人力による刈り込み作業を行う。 

 ４．生垣刈込み 
１）枯枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて、両面を刈込み、天端をそ

ろえる。 
２）枝葉の空いた部分には、必要に応じて、枝葉の疎密をなくすよう、枝の誘引を行う。枝の結束

には、シュロ縄等を用いる。 
５．その他 
１）洋木のアメリカデイゴは、当年枝を幹際より剪定する他、枝先がコブ状になった枝の切り返し

を行う。 
２）立体駐車場緑化壁の刈込みは、原則的に開園時間外（主に早朝作業）に施工する。尚、刈込み

作業には高所作業車を使用する。 
 
第１８条 中低木地除草工 

１．植込地除草 
１）既存植物をいためないよう除草器具などを用いて根ごとより取り除く。 
２）抜き取りが困難な場合は、既存植物をいためないよう鎌などを用いて根際より刈り取る。 
３）抜き取った雑草は、すみやかに処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。 
４）芝生地から伸びてきた芝生もきれいに抜根するとともに、芝地との境界も明確にするように 

除草を行う。 
５）立体駐車場緑化壁の除草は、原則的に開園時間外（主に早朝作業）に施工する。尚、除草作業

には高所作業車を使用する。 
２． 発生物の処理 
除草工等による植物性発生物は、適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 

 
第１９条 中低木施肥工 

１．一般事項 
１）過去の実績をふまえ、肥料、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じてもっとも

効果が期待できるよう、施肥量について業務責任者が判断して行う。 
２）溝及び縦穴の掘削に際しては、樹根に損傷を与えないよう注意する。 

２．中低木施肥 
１）１本立ち及び小規模な寄植えの場合、輪肥・壺肥を主体とし、業務責任者が判断して行う。 

(1) 輪肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に深さ 20cm 程度の溝を輪状に掘り、

溝底に肥料を平均に敷き込み覆土する。溝掘りの際、とくに支根を傷めぬよう注意し、細根の

密生している場合は、その外側に溝を掘る。 
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(2) 壺肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に放射線状に縦穴を掘り、穴底に

肥料を入れ覆土する。竪穴の深さは 20cm 程度とする。 

２）群植、大規模な寄植えの場合、有機質肥料については、1 ㎡当たり 3 箇所の縦穴を掘り、底に

肥料を入れ覆土する。化成肥料については、植込内に均一に散布する。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。） 

 

第２０条 中低木病虫害防除工（剪定防除・薬剤防除） 
１．中低木病虫害防除工は「第１０条 芝生病虫害防除工（薬剤散布）」に準じて行う。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。） 

 
第２１条 中低木植栽工（中低木・株物） 

１．樹高 60cm未満の樹木を対象とする。 
２．植栽を実施するにあたり、土壌改良材は埋め戻し土壌とよく撹拌する。 

 
第２２条 中低木雑工（巡回作業・雑作業） 

１．中低木雑工については業務責任者の判断する作業（害虫の捕殺駆除作業、中低木地落葉除去枯損

木及び支障枝撤去、チップ敷均し等）を実施する。 
２．既存樹種の見直し及び育成不良株の更新等のため、中木および低木補植工の必要性が生じた場合

は、速やかに調査職員等に報告し、協議する。なお、植栽にあたっては、必要に応じて堆肥等によ

る土壌改良を行い、活着を促す。 
３．管理や展示の都合等により、中低木移植工（中低木植栽桝の撤去・設置含む）の必要性が生じた

場合は、速やかに調査職員等に報告し、協議する。なお植栽にあたっては、必要に応じて堆肥等に

よる土壌改良を行い、活着を促す。 
４．マルチング（海洋博覧会地区）を行う際は、以下の項目に留意する。 
１）マルチング材は過去の実績をふまえ、むらなく均一に敷き均す。 

５．中低木枯損木処分工を行う際は、以下の項目に留意する。 
１）枯損木の伐採にあたっては、周辺樹木、工作物とくに人止柵等を損傷しないよう注意深く行う。

また、周囲の芝生等は必要に応じてシートをかぶせるなど保護処理を行う。 
２）切り株は、できるだけ地際より処置する。 
３）伐採した樹木は枝払いし、一定の長さに切断した後、指定方法により処理し、跡地はきれいに

清掃する。 
４）枯損木処分工等による植物性発生物は適切に運搬、処理・処分を行う。 

６．灌水は芝生管理の灌水（第１５条 芝生雑工）に準じて実施する。 
７．公園として望ましい植栽景観において支障をきたす中低木は、調査職員等に協議した上で伐採す

る。 
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第４章 高木管理 
第２３条 管理水準 
以下に示す管理水準を満たす高木管理を行う。（別添－２４・２９「高木管理区域図」参照） 

管理目標 

園路や広場等の境界植栽としての役割や景観木としての役割を持

つ高木、展望台等からの眺望を踏まえた景観を維持する。 

なお、花木については、花を公園利用者に見せる。 

鑑賞・木陰の提供 

管理水準 

（剪定） 

自然樹形を原則とするが、強風による影響を受けやすいものにつ

いては枝すかしを実施 

回

数 

施肥工 樹木の生育状況に応じて適宜実施 

支柱工 結束状況及び対象木の生育状況に応じて適宜実施 

枯損木処分工 枯損木の発生状況に応じて適宜実施 

病虫害防除工 病虫害の発生状況に応じ適宜実施 

雑工 巡回作業、雑作業、補植、移植作業等を適宜実施 

 
第２４条 高木施肥工 

過去の実績をふまえ、肥料、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じてもっとも効果が

期待できるよう、施肥量について業務責任者が判断して行う。 
１）輪肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に深さ 20cm 程度の溝を輪状に掘り、

溝底に肥料を平均に敷き込み覆土する。溝掘りの際、とくに支根を傷めぬよう注意し、細根の

密生している場合は、その外側に溝を掘る。 

２）車肥：樹木主幹から車輪の輻のように放射線状にみぞを掘る。溝は外側に遠ざかるにつれて幅

を広く、かつ深く掘り、溝底に肥料を平均に敷き込み覆土する。溝の深さは 15～20cm 程度、

長さは葉張りの３分の１程度とし、溝の中心部分が葉張り外周線の下にくるように掘る。 

３）壺肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に放射線状に縦穴を掘り、穴底に肥料

を入れ覆土する。竪穴の深さは 20cm 程度とする。 

４）移植後 1 年以内の樹木及び剪定直後の樹木で、葉張り外周線の不明の樹木については、溝及び

穴の中心線が樹幹中心より根元直径の５倍にくるように掘る。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。） 

 

第２５条 高木支柱工 
１．二脚鳥居の結束直し、二脚鳥居や三脚鳥居、晒竹八つ掛の設置、付替えを行う。 
２．再結束や付替えの際に、発生した既存杉皮、シュロ縄及び鉄線は適切に運搬、処理・処分を行う。 

 

第２６条 高木枯損木処分工 
１．公園内の景観維持や、倒木等による不測の事態から公園利用者に対する安全を確保するため、常

に公園内を観察し、枯損木及び危険木を発見した場合には速やかに伐採し、調査職員等に報告する。 

２．枯損木の伐採にあたっては、周辺樹木、工作物とくに人止柵等を損傷しないよう注意深く行う。

また、周囲の芝生等は必要に応じてシートをかぶせるなど保護処理を行う。 

３．切り株は、できるだけ地際より処置する。 
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４．伐採した樹木は枝払いし、一定の長さに切断した後、指定方法により処理し、跡地はきれいに清

掃する。 

５．伐採した樹木の幹及び枝葉については適切に運搬、処理・処分を行う。 

 

第２７条 高木病虫害防除工（薬剤散布） 
高木病虫害防除工は、「第１０条 芝生病虫害防除工（薬剤散布）」に準じて行う。なお、ヤシ類への

タイワンカブトムシによる食害対策として、捕獲ネットの設置を行い、適切に維持管理する。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。） 
 

第２８条 高木雑工（巡回作業・雑作業） 
１．巡回点検、枯枝・幹、支障枝・幹、雑木、落枝・幹・下葉の切除または除去等の雑工、及び軽微

な植栽整理・清掃（支柱材置き場等）の作業を週１回以上行う。また、巡回ルートと作業内容を明

記した日報、出来高図を作成する。 
２．発生した枝葉やゴミ等は、トラック等により速やかに運搬し、適切に処理。処分する。 
３．高木支柱取替工は、以下の項目に留意する。 
１）支柱取外し 

(1) 既存の支柱の取外しは樹木を損傷しないよう十分注意し根元より完全に引き抜く。また、杉皮、

シュロ縄、亜鉛引鉄線、洋釘及び幹巻材も同様にきれいに取り除く。 

(2) 樹木が充分に活着して、支柱が不要なものについてはこれを取り外し、撤去する。 

２）支柱組み立て直し 
(1) 支柱が外れたりしているものについて、既存の支柱材が使用できる場合は、組み立てなおして

設置する。 

３）支柱取付け 
(1) 支柱を必要とする樹木で支柱材が腐食しているものは新たに支柱を取り付ける。 

(2) 控木を新たに取り付ける場合は、樹木の大きさにより美観をも考えた上で、目的に応じて支柱

（控木）の型を使い分ける。その他、美観を重視する場合や、周囲が舗装され支柱部材が立て

られない場合、地中の部材により樹木を支持する方法を考慮する。 

４．既存の支柱の取り外しを行う際は、樹木を損傷しないよう十分注意し根元より完全に引き抜く。

また、杉皮、シュロ縄、亜鉛引鉄線、洋釘及び幹巻材も同様にきれいに取り除く。撤去した支柱、

杉皮、シュロ縄等は適切に運搬、処理・処分を行う。 

５．支柱の再結束にあたっては、新しい材料をもって樹幹に緊密に固着するよう杉皮等を巻き、シュ

ロ縄等で固定する。 
６．高木剪定工は、以下の項目に留意する。 
１）樹形の骨格づくり、樹形の整形、混み過ぎによる病害虫及び枯損枝の発生防止等を目的として、

枝おろし、枝すかし、ふところすかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝はさみ、枝うち、枝かき

等の剪定方法を、樹種、形状及び選定の種類に応じてもっとも適切な方法により行う。 
２）樹姿及び樹形の仕立て方は、特に修景上、規格形にする必要がある場合を除き、自然形に仕立

てる。 
３）剪定に当たっては、下枝の枯死を防ぐために原則として上方を強く、下方は弱く、また、南側

等の樹勢の強い部分は強く、北側等樹勢の弱い部分は弱く剪定する。 
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４）不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」は原則として行わない。 
５）花木は花芽の分化時期と養生位置に注意して剪定する。 
６）剪定後、樹木周辺をきれいに清掃する。 
７）剪定にあたっては、樹種本来の樹形を生かす整姿剪定を基本とし、来園者の安全確保・緑陰形

成・景観向上・開花時期等に充分配慮し施工する。 
８）公園の景観維持及び樹木の生態等に支障があり、剪定だけでなく間伐の必要が生じた場合には、

調査職員等に報告する。 
９）園路沿い等の公園利用者の動線上の高木については、支障枝・枯枝等を適切に除去し、落ち枝

等によるけがなどないよう努める。 
10）既存樹林地手入れの際は周辺の修景、防風防潮機能に配慮し施工する。 
11）立体駐車場緑化壁の剪定は、原則的に開園時間外（主に夜間作業）に施工する。なお、剪定作

業には高所作業車を使用する。 
12）調査職員等の指示する景観上重要な樹木については、樹形の維持及び眺望の確保に努める。 
13）年間の剪定計画等について、事前に調査職員等と協議する。 

７．高所作業は、以下の項目に留意する。 
１）高所作業車を使用し、高所枝打ち作業等を行う。 
２）高所作業の際には、周囲の安全性や樹木を傷つけないように細心の注意を払い、セーフティコ

ーンやアウトリガー（伸縮補助足）等により安全を確保したうえで作業を実施する。 
８．リサイクル工は以下の項目に留意する（海洋博覧会地区）。 
１）チップづくりは、植栽地のマルチング材、園路、遊び場のクッション材、堆肥化の原材料等と

して使用するために行うものとし、粒度や形状等の品質基準や使用目的、使用機械、チップ化

を実施する場所については、調査職員等に協議した上で決定する。 
２）実施に先立ち、マルチング材やクッション材等、公園利用者が直接触れるチップについては、

試験施工等により、粒度や形状の安全性についてまとめて調査職員等の承諾を得る（実績は、

別紙－３６「植物性廃棄物の取扱（発生・処理・活用量等）」参照。）。 
９．高木灌水工は、芝生管理の灌水（第１５条 芝生雑工）に準じて実施する。 
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第５章 林地管理（海洋博覧会地区） 
第２９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす林地管理を行う。 
 

管理目標 安全性、快適性、利用者の満足度を高める既存林地景観を常時維持する。 

管理水準（剪定） 既存林地のアダン、ソテツ林の枯葉の除去、下草刈り、つる物の整理、 
枝払いを実施する。 

回

数 

除草工 下草の繁茂状況に応じて適宜実施 

高木枯損木処分工 枯損木の発生状況に応じて適宜実施 

林地雑工・林地巡回工 枯損木処分工、雑作業、剪定工等を適宜実施 

 
 
第３０条 林地除草工（肩掛式 集積・運搬あり） 

１．林地内にあるごみ、空き缶等障害物はあらかじめ取り除く。 
２．樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈むら、刈残しのないよう刈り取る。 
３．樹木、株物、柵等の周辺も刈残しのないよう仕上げる。また、それにからんでいるつる性の雑草

もきれいに除去する。 
４．案内板、消火栓等の施設が公園利用者によく見えるよう特に注意して刈り取る。 
５．調査職員等が残すよう指示した樹木、草花類を刈り取らないよう、細心の注意をはらい施工する。 
６．自生動植物の育成や繁殖、景観、利用形態についても配慮する。 
７．機械刈りに当たっては、刈取り物や飛び石が人、車両、建物に当たらぬ様に配慮し、人、車両、

建物に対して影響が懸念される箇所では防護工等を行い、工事中の安全に配慮しなければならない。 

８．施工前に刈残し箇所、刈高設定等に関する試験施工を指示する場合がある。 

９．刈草は適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 

 
第３１条 林地除草工（肩掛式 集積・運搬なし） 

１．「第３２条林地除草工（肩掛式 集積・運搬あり）」に準じて行う。 

２．刈り取った茎葉はそのままとする。 

 
第３２条 林地除草工（人力除草 抜根 集積・運搬あり 希少種箇所） 

１．人力作業により抜根する。 

２．抜き取った雑草は適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 

３．希少種についてスタッフ全員で事前に確認作業を行う。 

 
第３３条 林地高木枯損木処分工 

「第２６条 高木枯損木処分工」に準じて実施する。 
 
第３４条 林地雑工・林地巡回工（巡回作業・雑作業） 

１．高木雑工（巡回作業・雑作業等）に合わせて実施する。 
２．公園利用者に影響がある枯損木及び危険木を発見した場合には速やかに伐採し、調査職員等に報
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告する。高木枯損木処分工に合わせて適切に処理・処分を行う。 
３．高所作業車は、「第２８条 高木雑工」に準じて行う。 
４．剪定整枝工は、以下の項目に留意する。 
１）樹林地は、原則として自然樹形を保つものであるが、園路や隣接地沿い、または林内利用を行

う樹林地にあっては、通行障害（障害枝）や折損により危険を来たす枝（危険枝）がある場合、

剪定を適宜行う。 
２）なお、剪定に当たっては、高木管理の剪定工に準ずる。 

５．林地伐採工（間伐）は、以下の項目に留意する。 
１）一定範囲の樹林地の健全な更新等を目的とする。 

２）幹周を計測した後に、チェーンソーにて間伐を行い、一定の長さに切断した後、指定方法によ

り処理し、跡地はきれいに清掃する。 

３）作業の際は、周囲の安全性やその他の樹木を傷つけないように細心の注意を払い、地際より切

除する。 

４）間伐した樹木は、過去の実績をふまえ、業務責任者が適切と判断した方法により処理し、跡地

は清掃する。 

５）間伐した樹木の幹及び枝葉については適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 

６．リサイクル工は、「第２８条 高木雑工」に準じて実施する。 
７．公園として望ましい植栽景観において支障をきたす樹木は、調査職員等に協議した上で伐採する。 
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第６章 地被管理 
第３５条 管理水準 
以下に示す管理水準を満たす地被管理を行う。（別添－２２・２８「芝生・地被管理区域図」参照） 

管理目標 利用者の満足度を高める植栽景観を維持する。 

管理水準 良好な生育、景観等のため整形し、健全な個体を維持する。 

回 

数 

刈込み工 地被類の繁茂状況に応じて適宜実施 

施肥工 地被類の状況に応じて適宜実施 

伐根除草工 地被類の状況に応じて適宜実施（首里城地区は年に４回） 

灌水工 旱魃の発生状況に応じ適宜実施（特にドリームセンター内） 

病虫害防除工 病虫害の発生状況に応じ適宜実施 

植付工 裸地・生育不良箇所の改善・更新の必要に応じ適宜実施 

雑工 巡回作業、雑作業を適宜実施 

 
第３６条 刈込み工 

１．植込地内にある石、空き缶等障害物はあらかじめ取り除く。 
２．樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈むら、刈残しのないよう地際から均一に刈り込む。 
３．地被の生育状態に応じて刈地原形を十分考慮しつつ刈り込む。 
４．植込地内に入って作業をする場合は、踏込部分の地被を損傷しないよう注意する。 
５．縁切りは、寄せ植え、施設等にほふく茎が侵入しないよう、寄植類にあたっては、樹冠の垂直投

影線より 10cm 程度外側で垂直に切り込み、せん除する。また、園路沿にほふく茎が侵入しないよ

う園路から 5～10cm 幅程度をせん除する。樹木の根元廻りの地被は、せん除する。 
６．刈り取った地被は、速やかに処理するとともに、刈り跡はきれいに清掃する。 
７．基本的に肩掛け式草刈機による機械刈りとするが、樹木等に絡みついているものはカマなどで刈

取る。 
８．外来の地被類に関しては、刈取り作業において公園の自然環境に適応しやすい在来の地被植物へ

の変更に配慮する。 
９．年間の刈込み計画について、事前に調査職員等と協議する。 

 
第３７条 施肥工 

地被の種類に応じて、必要な施肥を行う。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。）。 

 
第３８条 伐根除草工（人力除草） 

１．芝生管理の伐根除草工に準じて実施する。 
２．適期を失しないよう常に巡回を実施する。 
３．植栽草花を痛めないよう雑草は人力によりきれいに抜き取る。この際、根が浮き上がったものは

植え直しを行う。なお、首里城地区ではビーチコーラルに配慮しながら作業を実施する。ビーチ 
コーラルに撹乱が生じた場合には均一に整える。 

４．伐根、除草等による植物性発生物は適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 
５．海洋博覧会地区の林地芝地も対象とし、年に１回実施する。 
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第３９条 灌水工 

海洋博覧会地区の熱帯ドリームセンター敷地内及び首里城地区を中心に、芝生管理の灌水に準じて実

施する。 
 

第４０条 病虫害防除工 
芝生管理の病虫害防除工に準じて実施する。 
 

第４１条 植付工 
１．生育の悪い樹林下や裸地化した芝生地、芝の補植が困難な箇所については、調査職員等と協議し、

地被類を植付ける。 
２．植付ける地被類には、在来種への影響等が問題となる外来種は用いない。 
３．植付け後は、活着するまで灌水養生を行う。 

 
第４２条 雑工（巡回作業・雑作業） 

芝生管理の巡回作業・雑作業に合わせて実施する。 
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第７章 草地管理 
第４３条 管理水準 
以下に示す管理水準を満たす草地管理を行う。 

管理目標  安全性、快適性、利用者の満足度を高める草地景観を常時維持する。 

管理水準  既存草地の刈り取りと、清掃を実施する。 

回数 刈込み工 年に１回実施 

雑工 雑作業を適宜実施 

 
第４４条 刈込み工 

地被管理の刈込み工に準じて実施する。 
 

第４５条 雑工（巡回作業・雑作業） 
芝生管理の巡回作業・雑作業に合わせて実施する。 
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第８章 草花管理  
第４６条 管理水準 
以下に示す管理水準を満たす草花管理を行う。（別添－２６「花壇管理区域図」参照） 
なお、草花管理においては、行催事の開催時期等に十分留意する。 
 

管理目標 

花壇 立体花壇 プランター 
（給水式含む） 

熱帯ドリームセン 
ター敷地内（花壇、 
移動式プランター） 

利用者の満足度を高める季節ごとに

咲く花類を展示する。 
利用者の満足度を高める沖縄や亜熱帯

地域に馴染む草花景観を常時維持する。 
観賞・修景 

管理水準 常に草花を観賞に適した状態に維持する。 

回 

数 

植栽工・播種工 年４回実施 年１回実施 

除草工 雑草の繁茂状況に応じて適宜実施 

灌水工 天候状態及び草花の生育状況に応じて適宜実施 

刈払工 草花の種類・生育状況に応じて適宜実施 

施肥工 草花の種類・生育状況に応じて適宜実施 

病虫害防除工 病虫害の発生状況に応じ適宜実施 

雑工 巡回作業、雑作業、立体花壇プール清掃などを適宜実施 

 
第４７条 草花材料一般 

１．花苗は発育良好で病害虫に侵されていないものとし、あらかじめ植え出しに耐えるよう栽培され、

細根の多く発生している徒長していない均一な型姿のものを使用する。 
２．球根はよく充実し、傷がなく、病害虫に侵されていないものとする。 

 
第４８条 草花植栽工・播種工 

１．一般事項 
１）花苗、球根の植えつけは、草花面にあらかじめヒモ又は石灰等でデザインを下取りし、所定の

苗数を密度にむらのないようしっかりと植えつける。 
２）植えつけ後、よく灌水し、傾いたり、根が浮き上がるなど、植え付けが確実でないものは植え

なおしする。 
３）人力播種機等により播種を行い、必要に応じて覆土する。施工後十分な灌水及び養生を行う。 

２．地拵え工 
１）古株雑草等は根より掘り起こし、土を払った後、指定箇所に運搬処理する。 

２）草花面は床土をシャベル等により 30cm 程度まで掘り起こし、よく反転した後、大きいゴロ土

やゴミを取り除き、凸凹のないよう一様にならす。 
３）肥料は、指定の施肥量を、草花面に均一にまき、くわ、レーキ等により床土とよく混合する。 

３．露地花壇植え替え 
１）植付け方法は原則として千鳥植えとする。 
２）植替えは 4 回／年を標準とし、その時期については植替え材料の状態や植替え場所の状況など

を十分把握したうえで実施する。 
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３）植替え時には、土壌改良を行ったうえで植替えを行う。 
４．立体花壇植え替え 
１）植替えは４回／年を標準とし、その時期については植替え材料の状態や植替え場所の状況など

を十分把握したうえで実施する。 
２）植替えには立体花壇用の鉢カセットにセットした苗を用いる。 
３）植替え時には、既存の材料を撤去した後、２）の鉢それぞれ一鉢に灌水チューブを差し込みな

がら行う。 
５．プランター・移動式プランター植付け 
１）プランターに 10 鉢／基を標準とし草花を植付ける。 
２）草花等材料は定められた規格、数量に適合しているほか、次の条件を有していなければならな

い。 
・生育良好で二分以上の開花がみられるもの。 
・病虫害に侵されていない健全なもの。 
・徒長していない、整一な形姿のものである。 

６．給水式プランター植付け 
１）装飾用の器材に草花をセットする。 
２）その他、プランター植付けに準ずる。 

 
第４９条 草花除草工・灌水工 

１．除草及び灌水は天候、土壌状態に注意し、無駄なく、時機を失しないよう行うものとする。 
２．花壇地における雑草は、草花の育成を阻害するばかりではなく、美観を低下させるので、小さい

うちに取り除く。 
３．除草は中耕を行いながら実施する。 
４．植栽草花を痛めないよう雑草はきれいに抜き取る。この際根が浮き上がったものは、適宜、植え

直しを行う。 
５．灌水は花苗を傷めないよう丁寧に行い、根に十分水がゆきわたるよう浸透させる。 
６．灌水は天候の状態、草花の生育状況に応じて適宜行う。 
７．除草工等による植物性発生物は適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 
 

第５０条 草花刈払工（花柄摘み） 
１．草花の生育状況に応じて適宜行う。 
２．施工は草花を痛めないよう注意し、ハサミ等で花茎ごと切り取る。 
３．刈取った草花は、きれいに収集し、清掃した上で、運搬、処理を行う。 
 

第５１条 草花刈込工（人力） 
１．対象となる株の葉部のみ刈取る。 
２．刈取った草花は、きれいに収集し、清掃した上で、運搬、処理を行う。 
 

第５２条 草花施肥工 
１．一般事項 
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１）元肥は、花壇面等に指定の施肥量を均一にまき、くわ、シャベル等により床上の中によくすき

込む。 
２）追肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、もっとも効果的な方法により行う。 

２．花壇 
花壇における施肥は原則として追肥とする。追肥を施す場合は肥料を均一にまき、必要に応じて

施工後灌水を行い、肥効力を高める。 
３．立体花壇 

追肥は、生育状態により、必要に応じて噴霧器を用いて行う。 
（実績は、別紙－３７「農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）」参照。） 

 
第５３条 草花病虫害防除工 

１．草花病虫害防除工は、「第１０条 芝生病虫害防除工（薬剤散布）」に準じて行う。 
２．散布後 2 時間以内に降雨があった場合は、日を改めて補正散布を行う。 
３．常に巡回を実施し、病害虫の早期発見、防除に努める。 

 
第５４条 草花雑工（巡回作業・雑作業） 
１．健全な生育、美観の維持、並びに修景効果の向上等のため、巡回点検、軽微な清掃・除草、プラ

ンター・給水式プランターの手入れや移動等を適宜行なう。また、巡回ルートと作業内容を明記し

た日報、出来高図を作成する。 
２．立体花壇については、花壇下のプールの清掃を行う。 
１）清掃頻度はプールの汚れ具合に応じて、月 1 回程度を目安に実施する。 
２）実施に際してはプールの水を全て抜き、落葉や花柄等を除去した後、ブラシなどを用いてタイ

ル面の水垢等もきれいに清掃する。なお、清掃完了後は、プール内に水を張り元の状態に復旧

する。 
３．リサイクル工 

リサイクル工は、「第１５条 芝生雑工」に準じて行う。 
 

第５５条 瑕疵（かし）期間 
草花等の持ち込み材料を植付けまたは設置後、活着するまでの間、受託者側の故意または重大な過失

により枯死及び損傷させた場合、その補植交換を行う。それに伴う一切の費用については受託者が負担

する。 
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第９章 特殊管理 
第５６条 対象 

本章は、芝生管理、中低木管理、高木管理、林地管理、地被管理、草地管理、草花管理が対象とする

植物管理以外の、多年草区、水生植物、観葉植物、おもろ植物園、展示温室、城壁天端園路、京の内、

追加供用予定区域等の管理を対象とする（別添－２５・３１「多年草管理区域図」別添－２７「おもろ

植物園・ドリーム管理区域図」参照）。 
 
第５７条 多年草区管理 

１．管理水準 
利用状況、景観、季節に応じた管理を行い、安全性、快適性、利用者の満足度を高める多年草の

最良な生育を維持する。 
なお、多年草管理においては、行催事の開催等に十分留意する。 

２．多年草区植付工 
１）一般事項は草花管理の草花植栽工・播種工に準じる。 
２）熱帯ドリームセンター敷地内については、宿根草区も対象とする。 
３）株分け後の植付け株数は 1 ㎡当たり 11 株、熱帯ドリームセンター敷地内については 1 ㎡当た

り 18 株程度を目安とするが、状況により調査職員等と協議する。 

４）施工に際しては施肥を行う。 
３．多年草区刈込み工 
１）一般事項は中低木管理の刈込み工に準じる。 
２）キバノタイワンレンギョウ、ランタナ、ハナチョウジ等を対象に適宜実施する。 
３）施工は人力による手刈りとする。 

４．多年草区除草工・灌水工 
草花管理の草花除草工・灌水工に準じて、適切に実施する。なお、熱帯ドリームセンター敷地内

の着生ランについては、雑工（巡回作業・雑作業等）に合わせて灌水を行う。 
５．多年草区施肥工 
１）一般事項は草花管理の草花施肥工に準じる。 
２）熱帯ドリームセンターのバンダ類植栽区については、噴霧器等を使って液肥を施肥する。 
３）多年草区における施肥は、植物の生育状態に応じて最も効果的な時期に行う。 

６．多年草区病虫害防除工 
草花管理の草花病虫害防除工に準じて、対象ごとに適切に実施する。 

７．花柄摘み・枯葉除去 
１）花柄摘みは、草花管理の草花刈払工に準じて、適切に実施する。 
２）枯葉除去は、カンナ、ゴクラクチョウカ及びゲットウ等を対象に、以下に注意して行う。 
・開花終了の枯れた株や枯葉等は、地際より刈り取る。 
・開花終了後の球根の充実を図るために古株より随時取り除く。 
・花柄摘み・枯葉除去等による植物性発生物は適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 

８．多年草区雑工（巡回作業・雑作業） 
１）高木雑工（巡回作業・雑作業等）に合わせて実施する。 
２）多年草の生育状況に応じて、適宜、土壌改良、株分け等を行う。 
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９．瑕疵（かし）期間 
多年草等の持ち込み材料を植付けまたは設置後、活着するまでの間、受託者側の故意または重大

な過失により枯死及び損傷させた場合、その補植交換を行う。それに伴う一切の費用については事

業者が負担する。 
 

第５８条 水生植物管理 
１．管理水準 

海洋博覧会地区の利用状況、景観、季節に応じた管理を行い、安全性、快適性、利用者の満足度

を高める水生植物の最良な生育を維持する。 
なお、水生植物管理においては、行催事の開催等に十分留意する。 

２．水生植物世話工 
世話工は毎日実施する。ビクトリア温室内外池の水生植物（熱帯スイレン、パピルス、シュロガ

ヤツリ、ウォーターポピー等）の良好な育成を図るため、枯葉除去作業を行うとともに池内のアオ

ミドロなどの除去等の軽清掃及び、水の補給作業などを実施する。また、池の水質改善を行う。 
３．水生植物施肥工 

施肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、もっとも効果的な方法により行う。 
なお、油粕（固形）をパラグアイオニバス（年に 12 回；夏場の生育期を中心に行う）、熱帯スイ

レン、熱帯ハス、ウォーターポピー、パピルス、シュロガヤツリ等（年に４回）を目安に実施する。 

 
第５９条 観葉植物管理 

１．管理水準 
海洋博覧会地区の利用状況、景観、季節に応じた管理・展示を行い、安全性、快適性、利用者の

満足度を高める観葉植物の最良な生育を維持する。 
なお、観葉植物管理・展示においては、行催事の開催等に十分留意する。 

２．観葉植物運搬・展示工 
熱帯ドリームセンター、ハイサイプラザ、海洋文化館等の観葉植物の運搬及び修景展示を行う。 
１鉢の展示期間は約１ヶ月を基本とし、取り替えは週に１回を目安に行う。また、月１回月報に

て各施設での展示数量及び種類を報告する。 
３．観葉植物灌水工 

観葉植物が常に良好に生育できるように適度の灌水を行う。その際、枯れ葉の除去等の美観を保

つように気を配る。 
４．観葉植物雑工（巡回作業・雑作業） 

展示した観葉植物の巡回点検、及び軽微な整理・清掃の作業を適宜行う。また、巡回ルートと作

業内容を明記した日報、出来高図を作成する。 
５．観葉植物管理育成工 

展示に用いる観葉植物等については、管理育成用の温室圃場等を準備して、事業者にて適正に管

理・育成を行う。また、管理育成用の施設及び周辺の整備、保守管理は事業者の責任で行う。 
なお、管理育成用の施設として、海洋博覧会地区に既設の温室等を利用出来る。その場合、使用

する温室等は事業者の責任において、適切に利用及び保守管理を行う。 
１）世話工 
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展示用の観葉植物等の適正な管理育成のため、以下の作業を行う。 
温室管理、生育調査、開花・結実調整、軽微なネットの補修、軽微な剪定、枯れ葉除去等の手

入れ、鉢内除草、室内外の除草、軽微な灌水、展示終了株整理、その他日常管理上発生する軽微

な作業。 
２）施肥工 

観葉植物等の種類に応じ、適正な肥培管理を行う。施肥量については、樹種及び樹高に応じて

適切に設定する。 
３）病虫害防除工 

害虫の被害を最小限にとどめる目的で薬剤散布等を実施する。使用する薬剤及びその希釈倍数、

散布量は適切に設定する。薬剤の散布は発生対応とする。なお、十分な効果が得られない場合は、

速やかに調査職員等に報告し、対策を行う。 
４）灌水工 

熱帯果樹等の生育特性を十分に考慮し、適宜実施する。 
５）鉢替工 

根づまり等による生育不良を防ぎ、健全な株を維持するために実施する。用土は混合土を用い

るものとし、対象毎に適切な土量を設定する。 
 
第６０条 おもろ植物園管理 

１．管理水準 
沖縄郷土村の展示等と合わせ、景観、季節に応じて、沖縄の在来種を観賞できる管理を行い、安

全性、快適性、利用者の満足度を高める展示植物の最良な生育を維持する。 
なお、おもろ植物園の管理においては、行催事の開催等に十分留意する。 

２．植付工 
各草本類（イネ、イグサ、シチトウ、キビ、アワ、オオムギ、サトウキビ）の植付工を実施する。

各草本類の 1 ㎡当たりの植付け株数は以下を目安とする。なお、植え付け前に土壌改良を行う。 
 

単位：株数／㎡ 
イネ イグサ シチトウ キビ アワ オオムギ サトウキビ 
25 30 30 16 16 30 6 

 
３．世話工 

おもろ植物園の落葉、ゴミ等の除去、石垣などの雑草等撤去、軽微な剪定、水田水の給水等を行

い常に良好な状態を保つ。 
なお、施工は週１回を基本とし、台風や季節風などにより落葉が増加する期間は週２回以上の施

工も行う。 
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第６１条 展示温室管理（海洋博覧会地区） 
１．管理水準 

熱帯ドリームセンターに展示するラン類の鉢替え、株分け、支柱立て、病虫害防除、灌水、施肥

及び果樹、花木類のコンテナ植栽植物の肥培管理等を適切に実施し、安全性、快適性、利用者の満

足度を高める展示植物の最良な生育を常時維持する。 
なお、展示温室管理においては、行催事の開催等に十分留意する。 

２．展示温室管理工 
１）世話工 

熱帯ドリームセンター温室内植物の良好な育成のための環境づくりと快適な鑑賞に供するた

めの維持管理を図るために、ラン温室（３棟）、果樹温室（１棟）、ビクトリア温室（１棟）につ

いて下記を実施する。 

開花・結実調査報告に関しては、月報に植物名、場所の記載を行う。 

・温湿度管理（窓の開閉、床面散水、最高最低温度の記録）：1 回／日 

・枯葉除去：１回／日 

・着果促進処理：適宜 

・床面清掃：１回／日    

・生育調査：１回／日      

・巡回清掃：１回／日以上 

・開花・結実調査報告：随時 

・池清掃：適宜 

・ラベル点検：１回／日 

・軽微な株整理等の他、日常管理で発生する軽微な作業を行う。 
２）施肥工 

用いる肥料は種毎に適切なものを設定する。施肥方法は輪肥、車肥、壷肥などを状況に応じて

使い分ける。 
３）病虫害防除工 

・使用薬剤等に関しては、防除を目的に適切なものを設定する。 
・各温室とも閉館後に実施する。特に臭いのある薬品を使用する場合は、翌日に臭いが残らぬ

よう防除後の換気にも気を使う。なお、ビクトリア温室については、大水槽、池に飼育魚類

がいるので、影響を与えないよう施工方法について注意する。 
・病虫害の発生消長には常に注意を払い、発生した場合は適切な対策を実施する。多数の発生

が確認された場合は直ちに調査職員等に報告し、協議の上速やかに対処する。 
・その他については、高木管理の病虫害防除工に順ずる。 

４）灌水工 
・ラン温室（３棟）１回／日、果樹温室（１棟）１回／日、ビクトリア温室（１棟）１階／日

を標準に植物の状態に応じて実施する。 
・ラン温室については、花に水がかからないように特に注意して実施する。 
・果樹温室については、熱帯性の果樹、花木が植栽されているため、これら植栽木の特性を十

分に把握した上で実施する。 
５）剪定整枝工 
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高木については高木管理の剪定整枝工、低木については中低木管理の中低木刈込み工に準じて

実施する。 
６）展示工 

・事業者にて管理しているラン等をドリームセンター内に移動展示する。 
・展示に適した株を剪定し、運搬、展示を行なう。なお、鑑賞に適さなくなった株は速やかに

展示温室より撤去する。 
・ランについては、同種、同色のランを集合的に配置することを基本とする。 

７）雑工（巡回作業・雑作業） 
展示温室内のラン鉢物及び熱帯果樹等について、巡回点検及び軽微な植栽整理・清掃、植栽木

へのマルチング、地被類の補植等の作業を適宜行う。また、巡回ルートと作業内容を明記した日

報、出来高図を作成する。 
８）展示物管理育成工 

展示に用いるラン、熱帯果樹等については、管理育成用の温室圃場等を準備して、事業者にて

適正に管理・育成を行う。 
なお、管理育成用の施設として、海洋博覧会地区に既設の温室等を利用出来る。その場合、使

用する温室等は事業者の責任において、適切に利用及び保守管理を行う。 
・ラン管理育成工 
（世話工） 

展示用のランの適正な管理育成のため、以下の作業を行う。 
展示株の選出、展示終了株の搬入、展示終了株の支柱撤去、鉢内除草、枯葉除去、軽微な

灌水、下草刈、清掃、生育調査、温湿度調整（温室窓の開閉による温度調節、温湿度記録等）、

開花調整にともなう生育株の移動、軽微なネット補修、その他、日常管理上発生する軽微な

作業 
（施肥工） 

ランの種類別、時期別に肥料を使い分けし、適正な肥培管理を行う。 
（病虫害防除工） 

病虫害の発生を未然に防止するため、薬剤散布を実施する。使用する薬剤及びその希釈倍

数、散布量は適切に設定する。なお、事前の薬剤散布により十分な効果が得られない場合は、

速やかに調査職員等に報告し、対策を行う。 
（支柱立て工） 

展示用鉢の株の誘引と花茎の誘引などの調整作業を行う。 
（灌水工） 

ランの種類、植え込み材料、生育状況に応じて適宜実施する。 
（鉢替工） 

鉢内で根が充満、又は植え込み材料の変質により生育不良を起こす可能性がある株を対象

に実施する。使用する水苔の量は、対象属ごとに適切に設定する。 
（株分け工） 

優良品種確保のため適宜株分けを実施する。株分けによって増えた株は、鉢替工に準じて

の鉢替えを行う。なお、株分け内容について、調査職員等から報告依頼があった場合は、速

やかに報告する。 
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（補植工） 
株の更新を図る目的でバンダ類等の補植を行う。導入株については開花株及びつぼみ付き

とする。なお、補植内容について、調査職員等から報告依頼があった場合は、速やかに報告

する。 
（熱帯果樹等管理育成工） 

観葉植物の管理育成工に準じて、展示用及び補植用の苗等の育成管理を行う。 
なお、熱帯果樹の管理育成や展示用温室内の地被類の補植用苗等の生産等を海洋博覧会地

区に既設の温室で行える。その場合、使用する温室等は事業者の責任において、適切に利用

及び保守管理を行う。 
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第６２条 城壁、天端、園路管理（首里城地区） 
１．管理水準 

適宜巡回を行い、安全性、快適性、利用者の満足度を高める植栽の最良な生育を常時維持する。

管理の詳細は調査職員等との協議による。 
なお、城壁、園路管理においては、行催事の開催等に十分留意する。 

２．伐根除草工 
城壁、天端及び園路については、芝生管理の伐根除草工に準じる（別添―１７「城壁天端・園

路管理区域図」、別添―１８「城壁除草管理区域図」参照。）。 
なお、城壁、天端における伐根除草工においては、安全に十分注意する。 

３．城壁、天端及び園路雑工（巡回作業・雑作業等） 
芝生管理の雑工（巡回作業・雑作業等）に合わせて実施する。 

 
第６３条 京の内管理（首里城地区） 
１．管理水準 

京の内は城内最大の祭祀空間であり往時の鬱蒼とした景観を目指していることから、別添―２

１「首里城公園 京の内植物維持管理方針」を遵守し、植物管理作業による景観等への影響を最

小限に抑えるため、４日に１回を目安に落葉除去や植栽地の清掃など、軽微な作業等を実施する。 
２．その他 

高木等の剪定工や病害虫防除工等の必要がある場合は、高木管理に準じて実施する。 
地被管理は、第３８条～第４１条と、第４３条に準じて実施する。また、エダウチチジミザサの

育成に努める。 
 

第６４条 北城郭エリア管理（首里城地区） 
１．管理水準 

特に、以下に示す点に注意し管理を行う。なお、記載の無い事項や具体な植栽場所については、

調査職員等との協議事項とする。 

管理目標 

北地区（東） 北地区（東） 
リュウキュウマツ 北地区（西） 

竹類 マツ類 シダレヤナギ 
竹林を再現 シンボルツリーを再現 見通しの確保と緑陰形成を

両立 

管理水準 
高さを 10ｍ程度に制限する 
地下茎の分布が植栽地以外に
広がらないようにする。 

将来的に大径木２本の育成
を目指す。 

石畳の上に枝垂れる大径木
の姿をめざして育成する。 

 

管理目標 

北地区（東） 
高覆盆子（ホウロクイチゴ）畑 

キイチゴ類 
高覆盆子畑を再現 

管理水準 

来園者が刺に触れないように
する。 
ネズミやハブが集まらないよ
う、株間を十分にあける 
地下茎の分布が植栽地以外に
広がらないようにする 
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２．その他 
１）剪定工や病害虫防除工等の必要がある場合は、調査職員等に報告し承諾を得て実施する。 
２）灌水、除草、草刈、清掃等を適宜実施する。 
３）石垣の構造物に影響を及ぼす実生木、支障木や外来種を除去する。 
４）歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる樹木を除去する。 
５）安全管理のため、枯損木の伐採、枯枝を除去する。 
６）菊類については草花管理に準じて実施する。 
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第１０章 リサイクル等（海洋博覧会地区） 
第６５条 対象 

植物管理作業において生じた植物性発生物を対象とする。 
 

第６６条 管理水準 
公園管理に活用できる安全な資材（堆肥、チップ等）としてリサイクルする。なお、事前に資材化方

法や計画について、調査職員等の承諾を得る。 
 

第６７条 資材化 
植物管理作業において生じた植物性発生物及び別途巡回により集めた枯枝・支障枝・落枝葉等の資材

化を行う。 
 

第６８条 リサイクル資材の活用 
できたリサイクル資材（堆肥、チップ等）は適宜運搬し、土壌改良材やマルチング材、地表面が露出

した箇所における赤土等流出防止資材等として、適切に活用する。 
 

第６９条 運搬 
植物管理作業において生じた植物性発生物は、調査職員等が指示する場所へ、速やかに運搬する。 
 

 
別紙-145



 29 

第１１章 台風対策・復旧工 
第７０条 台風対策工 

台風対策として、台風接近前に以下の対策を実施し、調査職員等に報告する。 
１．樹木 
１）樹木の支柱材及び結束材の確認を行い、必要に応じて補強等の処置を行う。 
２）結束材が腐食、又は緩んだものについて、既存の杉皮、シュロ縄、亜鉛鉄線等は樹木を損傷し

ないように丁寧に取り除き、新しい材料を用いて樹幹に固定する。 
３）ビーチのココヤシは、添え木を立て、添え木と葉を麻縄で束ねる。 
４）強風により枝があおられ、来園者又は、遊覧車、建物、屋根瓦、街灯、スピーカー等に損傷を

与える恐れのある樹木の剪定を行う。 
５）施工は、調査職員等との連絡を密に行い、早期に完了する。 

２．草花その他 
１）台風による潮害を防ぐために防護ネットの設置及び撤去作業を行う。 
２）プランターを安全な場所へ移動させる。 
３）施工は、調査職員等との連絡を密に行い、早期に完了する。 
４）作業員による花壇地内草花の踏圧被害のないよう注意する。 

 
第７１条 台風被害復旧工 

台風通過後に、以下の通り、開園前及び現状の復旧を実施する。なお、復旧工は利用者の主要な動線

及び施設の出入り口付近を優先的に行う。 
園内の被害状況を記録し、調査職員等に提出する。 
１．倒木伐倒 
１）暴風により倒木した樹木で、幹折れ等、回復の見込みがないものについて伐倒を行う。 
２）伐倒は、樹木の根部が地上部に残らないように、地際より処理する。 
３）根株を掘り起こした場所は、土を補充し不陸整正を行う。 

２．倒木復旧 
１）暴風により倒木した樹木の立て起こしを行う。 
２）樹木の根が地上に突き出しているものについては、根部を乾燥させないように、コモなどで覆

い、根の大きさに合せて丁寧に掘り取る。傷んだ根を切り戻し、根部の状態に合せて剪定を行

う。大径木はクレーンを用いて立て起こし、必要に応じて幹巻き、灌水等の養生を行う。 
３．傾木復旧 
１）暴風により傾いた樹木の立て起こしを行う。 
２）傾木の根部付近を必要に応じて掘り、傷んだ根を切り戻し、根部の状態に合せて剪定を行う。

大径木はクレーンを用いて立て起こし、必要に応じて幹巻き、灌水等の養生を行う。 
４．折れ枝剪定 
１）暴風による折れ枝で、落下の危険性がある枝を切除する。 
２）太い枝を剪定した場合は、必要に応じて切り口に癒合剤を塗布する。 

５．折れ枝の回収 
暴風により、園路広場及び芝生地に散乱した折れ枝（幹が太いもの）の回収を行う。 

６．発生物の処理 
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復旧作業による植物性発生物は適切に運搬、処理を行う（「第６９条 運搬」参照。）。 
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第１２章 植栽地等清掃 

第７２条 管理水準 

１．植栽地等は、常に清潔を保ち、快適な環境を保持する必要があり、本公園の利用状況に適切に対

応するため、事業者は、作業内容、作業場所等について十分に検討する。 

２．植栽地等清掃は、年間清掃実施計画（植栽地等清掃）及び実施工程表に基づき実施する。なお、

実施にあたっては公園利用者の利用頻度等を考慮し、適正な清掃回数の設定を行う。また、イベ

ントや荒天、台風等へ臨機に対応できる体制を確保する。 

３．清掃状況を随時現場確認し、問題点の抽出と対応を迅速に行う。 

 

第７３条 芝生地清掃 

芝地及び園地の塵芥、空き缶及び空瓶等を除去し、必要に応じて掃き掃除を行う。 

 

第７４条 園路広場清掃 

１．園路広場及び側溝等の塵芥、空き缶、空瓶及び土砂等の除去及び雨水又は車輛等による園路広場

の汚れを掃除し、必要に応じて水洗浄を行う。 

２．園内のベンチ、テーブル、ゴミ箱及び灰皿等の掃除を行う。 

 

第７５条 駐車場（海洋博覧会地区） 

駐車場内の塵芥、空き缶、空瓶及び土砂等の除去を及び雨水又は車輛等による汚れを掃除し、必要に

応じて水洗浄を行う。 

 

第７６条 臨時清掃 

園内において、行事・催物又は災害等により特に清掃が必要と認められる場合は臨時清掃を行う。 

 

第７７条 ブロワ清掃（海洋博覧会地区） 

エンジンブロワにて芝地及び園地、園路広場、駐車場の落葉等の掃除を行う。 

 

第７８条 ゴミ回収 

ゴミ箱及び灰皿等のごみ回収を実施する。 

 

第７９条 廃棄物処理 

１．植栽地等の清掃で排出し分別集積された塵芥等を回収し、焼却処理場（本部町、那覇市）に搬出

する。 

２．事業者は、排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月

25日法律第 137 号）及び関係法令に従って、適正に処理する。 
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第１３章 その他 
第８０条 花苗、資材及び補植用の苗等の調達 

補植用の苗、台風対策・復旧など日常管理以外に用いる資材等を新たに購入する場合は、購入品目、

数量、費用等を記録し、調査職員等から報告依頼があった場合は、速やかに報告する。 
なお、海洋博覧会地区において、花苗、補植用の苗等を公園内に既設の圃場で自ら育成出来る。その

場合、使用する圃場は事業者の責任において、適切に利用及び保守管理を行う。 
 

第８１条 野外植物ラベル作成 
公園内の樹木等について種名板の作成を必要に応じて実施する。 
なお、制作した際は、数量、費用等を記録しておき、調査職員等が報告を依頼した場合は、速やかに

報告する。 
 

第８２条 外来植物の除去 
特定外来生物に指定されている外来植物を発見した場合は、速やかに除去する。なお、特定外来生物

に指定されていない外来植物であっても、公園の景観にそぐわない場合は、速やかに除去する。 
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はじめに 

 

本規定書は、国営沖縄記念公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な公園利用者サー

ビス向上のための収益施設である飲食施設（ビーチスナック、中央ゲートスナック等）、物販施設

（ビーチ売店、熱帯ドリームセンター売店等）、遊覧車、自動販売機、コインロッカー等の管理運

営業務及び自主事業を実施する上での基本的な条件を取りまとめたものである。 

 

本事業は、事業者の申請に基づき都市公園法第５条第１項による公園施設の管理の許可を得て行

うものであり、民間事業者の創意と工夫により質の高い公園サービスを独立採算で提供する一方、

別途責任分担を規定している事項を除き、事業者は、公園施設の安全管理、衛生管理など管理上の

一切の責任を負うものである。 

 

事業者は、自らが作成する管理運営要領に従って管理を実施することになるが、管理運営要領は、

本規定書を踏まえるだけでなく、過年度の安全管理、衛生管理、運営方法等を十分に把握した上で、

現地を入念に確認し、自らの経験、知見に基づき、事業者自らの責任において最も適切なものを作

成しなければならない。 

 

また、実際の管理に当たっては、常に利用状況を観察し、最新の知見を取りいれ、類似の事故や

社会情勢等に照らし、管理運営要領を随時更新し、公園施設の安全確保に努めなくてはならない。 
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第１編 国営沖縄記念公園収益施設等設置管理運営共通規定書 

第１章 総則 

第１条 履行場所及び履行期限 
１．履行場所 

○海洋博覧会地区 
所在地 沖縄県国頭郡本部町 
敷地面積 77.2ha 注） 
注）本業務の対象敷地は国営沖縄記念公園海洋博覧会地区の供用区域の一部であり、その面

積は、平成 30 年 1 月現在 66.6ha である。 
○首里城地区  
所在地 沖縄県那覇市  
敷地面積 4.7ha 注）  

注）本業務の対象敷地は国営沖縄記念公園首里城地区の供用区域の一部であり、その面積は、

平成 30 年 1 月現在 3.2ha である。 
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■対象となる収益施設（海洋博覧会地区） 

公園施設の名称 許可対象面積（予定）（㎡） 備考 

1 
飲食施設 
【必須施設】 

ビーチスナック（仮設テント含む） 54.50  
中央ゲートスナック 33.50  

スナックスコール 82.22  

カフェティーダ 199.38  

2 

物販施設 
【必須施設】 

ビーチ売店及び 3 点セット貸出所 164.42  
熱帯ドリームセンター売店（倉庫含む） 69.77  
ショップやんばるの杜（倉庫含む） 252.69  
ギャラリー美ら島（事務室含む） 83.76  

物販施設 
【裁量施設】 

植物の無人売店 6.25  

3 
遊覧車 
【必須施設】 

車庫 666.42  

遊覧ポイント 2.0  

コンセント・配電盤 0.26  

4 
自動販売機 
【裁量施設】 

34 台 28.33  

5 
コインロッカー 
【裁量施設】 

4 ヶ所 21.67  

■対象となる収益施設（首里城地区） 
公園施設の名称 許可対象面積（予定）（㎡） 備考 

1 
自動販売機【裁量施設】 系図座・用物座（2 台） 2.48  

自動販売機【裁量施設】 銭蔵（2 台） 1.7  

※当該施設の運営を行わない場合も、第 13条に定める当該施設に係る施設使用料を収める必要がある。 

（詳細は、別添－３３「収益施設対象区域図」を参照のこと。） 

 
２．履行期限 

１）前項の収益施設に関する都市公園法第５条の許可の期間（以下「管理運営期間」という。）は、

平成３１年２月１日から平成３５年１月３１日までとする。 
２）管理運営期間は、収益施設の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期施設等運営者への引継

ぎに際し、期間を変更することがある。ただし、期間の変更により発生する売上額の減少等損失

について、内閣府沖縄総合事務局は補償しない。また、利用者の利便性の確保及び公園全体のマ

ネジメントの観点から、期間変更時に収益施設の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期現任

施設等運営者の指示を受けることがある。 
３）施設等運営者は、収益施設等運営業務（以下「本業務」という。）が適正かつ円滑に実施でき

るよう収益施設の現任施設等運営者から業務開始日までに必要な引継ぎを受け、万全の体制で本

業務に備えなければならない。 
４）施設等運営者の企画提案等により収益施設の運営日時を変更した場合でも、管理運営期間中の

収益施設の管理は行わなければならない。 

 
第２条 基本事項 

国営沖縄記念公園（以下「本公園」という。）の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な公

園利用者サービス向上のための収益施設である飲食施設（ビーチスナック、中央ゲートスナック等）、

物販施設（ビーチ売店、熱帯ドリームセンター売店等）、遊覧車、自動販売機、コインロッカーの管

理運営業務の管理運営業務及び自主事業からなる本業務は、都市公園法第 5 条、第 6 条または第 12
条の手続きを行った上で実施しなければならない。実施にあたっては、管理の許可を受けた施設等運
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営者が管理運営要領を作成したうえで、これら収益施設を常に安全かつ清潔で衛生的な状態に保ち、

快適に利用できるよう管理をしなければならない。 
 
第３条 本業務の目的 

１．本業務は、本公園内に設定された許可区域内の収益施設の管理運営を行うこと、また、公園の利

便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨時物販施設等

の自主事業を行うことを目的とする。なお、本業務の実施に際して施設等運営者は、本公園の設

置目的や基本テーマ、運営維持管理基本方針、本公園全体のゾーン構成を十分に理解した上で、

本公園内で実施される他の維持管理業務と連携しながら、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、

公園利用者及び施設利用者が求める多様なニーズに対して質の高いサービスの提供で応えるこ

とで、本業務の遂行に努めなければならない。 

 
第４条 用語の定義 

本規定書にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 
１）「内閣府沖縄総合事務局」とは、国営公園の管理主体者であり、H30-34 国営沖縄記念公園運営

維持管理業務の発注者のこと。 
２）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が実施す

る事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令

第 290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必

要となる場合がある。 
３）「自主事業」とは、事業者からの提案により、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、監

督職員と事前に協議し、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は第 12 条に

基づく許可を受けた上で、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を収めた上で、独立採

算により、繁忙期における臨時の飲食・物販施設や通年での飲食・物販施設等の設置運営、行

催事（広報を含む）を実施する事業のこと。なお、新たに施設を設置する場合は、本業務の実

施期間を超えて、１０年間を限度として実施することができるものとする。この場合、契約期

間終了後は自主事業でなくなるが、都市公園法第５条の許可に基づき実施できるものとする。

なお、許可期限を満了したときは、自己の負担において原状回復しなければならないが、内閣

府沖縄総合事務局が特別に承認した場合はこの限りではない。 
４）「施設等運営者」とは、国営沖縄記念公園運営維持管理業務（以下「運営維持管理業務」とい

う。）において収益施設の管理運営及び自主事業に関する許可を受けた事業者のことである。 
５）「監督職員」とは、内閣府沖縄総合事務局として本業務を監督する職員のこと。 
６）「維持管理業務受託者」とは、H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務を受託した事業者の

こと。 
７）「収益施設等運営業務責任者」とは、第 2 編国営沖縄記念公園収益施設等設置管理運営個別規

定書に記載されている本業務全体を監理する者のこと。 
８）「施設担当責任者」とは、施設等運営者として各収益施設を個別に監理する者のこと。 
９）「公園利用者」とは、有料区域・無料区域を問わず、公園を利用する者のこと。 
10）「施設利用者」とは、収益施設を利用する者のこと。 
11）「必須施設」とは、公園の開園日時に常時営業する施設のこと。 
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12）「裁量施設」とは、公園の開園日時内で運営日時を事業者が設定し営業する施設のこと。 
13）「許可区域」とは、本業務の管理運営を許可された範囲のこと。 
14）「管理施設」とは、許可区域内にある建築躯体及び建築設備等施設のこと。 
15）「管理備品」とは、本業務の実施に必要な機器備品類で、あらかじめ許可区域内に設置されて

いるもののこと。 
16）「特定備品」とは、本業務の実施に必要な厨房器具、什器及び運営に必要な設備等機器備品類

で、施設等運営者が持ち込んだもののこと。 
17）「指示」とは、監督職員が施設等運営者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し、実施させること。 
18）「承諾」とは、施設等運営者が監督職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項につ

いて、監督職員が書面により業務上の行為に同意すること。 
19）「協議」とは、本規定書の協議事項及び監督職員が指示する事項について、監督職員と施設等

運営者が対等の立場で合議すること。 
20）「提出」とは、施設等運営者が監督職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の

書類を説明し、差し出すこと。 
21）「報告」とは、施設等運営者が監督職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をも

って知らせること。 
22）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名または捺印したも

のを有効とする。 
ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるが、後日有効

な書面と差し替える。電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議する。 
23）「利用料金」とは、収益施設等の使用やそれに伴うサービスの対価として、収益施設等の利用

者から徴収する料金のこと。 
24）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設等

運営者が内閣府沖縄総合事務局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこと。 
25）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・物販

施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」

（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき内閣府沖縄総合事務局から金額を通知し、施設等運営者が

内閣府沖縄総合事務局に納める料金のこと。 
26）「修繕」とは、施設若しくは設備又は備品等の劣化した部分又は部材について、性能又は機能

を原状あるいは事実上支障のない状態まで回復させること。 
27）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 
28）「保守」とは、施設若しくは設備又は備品等の必要とする性能または機能を維持する目的で行

う消耗品または材料の取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこ

と。 
29）「点検」とは、施設若しくは設備又は備品等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをい

い、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 
  30）「公園管理者以外の管理者」とは、国営沖縄記念公園と一体となって運営される公園区域にお

いて、内閣府沖縄総合事務局及び事業者以外の公園管理者のことをいう。 
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第５条 許認可申請等 
１．施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局に都市公園法第５条、第６条又は第 12 条に基づく許可

申請を行う。申請にあたっては、「H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務民間競争入札実施

要項 ４．入札に参加する者の募集に関する事項」に基づき提案される「収益施設運営計画書」

及び本運営規定書に記載されている条件を踏まえた業務内容とする。ただし、申請された業務内

容が「収益施設運営計画書」で提案された内容であっても、本公園の利用にふさわしくない場合

等、その実施を許可しない場合がある。その場合でも本業務が適切に実施できるよう指定された

期日までに修正した上で申請すること。 
２．臨時売店については、「第２編 国営沖縄記念公園収益施設等設置管理運営個別規定書 第１章 

飲食・物販施設 第７条 繁忙期の対応」において内閣府沖縄総合事務局が指定する設置場所、

設置期間に限り、営業を許可する。 
３．間取りの変更や増築等面積の変更、建物躯体に影響を及ぼす造作等大規模な改修等、許可の変更

を要する場合は、監督職員と協議の上、管理許可の変更申請を行う。さらに、業務を完了する場

合は廃止に係る手続きを行う。 

４．施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局が指定する期日までに管理運営要領(第 1編 第２７条管

理運営要領を参照のこと)を提出しなければならない。変更するときも同様とする。 

 

第６条 法令等の遵守 
１．施設等運営者は、業務の実施に当たり本規定書及び監督職員の指示に従うほか、法令の規定を遵

守しなければならない。 

２．施設等運営者は、実施する業務に係る許認可等各種法令に規定された必要な許可の取得や届出に

ついては、所定の期日までに施設等運営者の責任で行う。また、業務を完了する場合は、廃止に

係る手続きを行う。 

 

第７条 準拠規定 
本業務の遂行にあたっては、H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務共通仕様書第４条に掲げ

る基準等に準拠する。 
 
第８条 施設等運営者の義務 

１．本事業は、事業者の申請に基づき都市公園法第５条第１項による公園施設の管理あるいは設置の

許可を得て行うものであり、事業者の創意と工夫により質の高い公園サービスを独立採算で提供

する一方、別途責任分担を規定している事項を除き、公園施設の安全管理、衛生管理など管理上

の一切の責任を負うものである。 

２．施設等運営者は、常に公園利用者及び施設利用者の安全に配慮するとともに、施設等運営者の責

任において常に施設を含む周囲の観察を行い、本業務について善良なる管理者の注意をもって実

施する義務を負う。 
３．異常を確認した場合、安全の確保を最優先とした臨機の対応をとるとともに、速やかに監督職員

に報告しその指示に従わなければならない。 
４．施設等運営者は、施設が国営公園内にあることを鑑み、その公共性に十分配慮すると共に、国営

沖縄記念公園設置の意義を踏まえて行動すること。 
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５．施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局が行う安全管理行為（例：緊急安全点検、防災訓練、安

全パトロール、消防訓練等）への参加・協力・実施等、内閣府沖縄総合事務局の求めに応じて、

積極的に協力すること。 
６．施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局が行う各種会議等（例：公園に関する会議、監査・検査、

視察、式典等）への参加・協力・実施、行催事開催時に営業時間の変更等を行うこと、要人案内

等、内閣府沖縄総合事務局や維持管理業務受託者の求めに応じて、積極的に協力すること。 
７．施設等運営者は、監督職員から公園に関する調査、または作業の指示等があった場合には、誠実

かつ積極的な対応を行うこと。 
８．施設等運営者は、本業務の実施にあたって、常に内閣府沖縄総合事務局及び監督職員と密接な連

絡をとり、本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておく。 

９．施設等運営者は、管理運営要領の策定及び管理運営に際して、本公園内の公園管理者以外の管理

者と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施しなければならない。 
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第９条 内閣府沖縄総合事務局と施設等運営者の責任分担 
本業務を実施するにあたり、内閣府沖縄総合事務局と施設等運営者の責任分担を下表「責任分担表」

のとおりとする。ただし、「責任分担表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「責任分担表」に

定めのない事項については、監督職員と施設等運営者の間で十分に協議のうえ決定する。 
 

内閣府沖縄総合事務局と施設等運営者の責任分担一覧 

※1 事故の処理にあたり、必要のあるときは、内閣府沖縄総合事務局は施設等運営者に協力する。 
※2 収益施設に関する備品を対象とする。 

項目  内閣府沖縄
総合事務局 

施設等 
 内容 運営者 
収益業務管理 収益行為全般  ○ 
収益施設管理 供用区域内の管理施設、管理備品の管理  ○ 
苦情・要望対応 施設管理運営業務内容に対する施設利用者からの苦情、訴

訟、要望への対応  ○ 

 上記以外の場合 ○  
事故・災害時対応 管理運営要領に記載された業務内容による対応  ○ 
 施設等運営者の責めに帰する事由により発生した事故責任

とその対応 ○※1 ○ 

 上記２項目以外の場合 ○  
運営日時の変更 施設の運営日時の変更に伴う経費の増減  ○ 
施設・物品等の修繕 施設等運営者の責めに帰すべき事由による場合（施設等運

営者による管理が不適切なために修繕が必要になった場合
も含む。） 

 ○ 

 収益施設の建物及び国所有園内交通施設の構造に関わる部
分を除く修繕にかかる費用  ○ 

 上記２項目以外の場合 ○  
不可抗力 大規模な自然災害等の不可抗力により著しい損害を受けた

場合に、施設を一時休止するなどして行わなければならな
い施設、設備等の復旧等 

○ ○※2 

 大規模な自然災害等に起因して施設の営業を一時休止する
場合に発生する営業損失  ○ 

公園利用者及び施
設利用者への損害 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により、公園利用者及
び施設利用者に損害を与えた場合（施設等運営者の不適切
な施設管理による公園利用者及び施設利用者の怪我等） 

 ○ 

 共通仕様書第３２条の保険の付保に係る場合  ○ 
 上記以外の場合 ○  
内閣府沖縄総合事
務局又は第三者へ
の損害 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により、内閣府沖縄総
合事務局又は第三者に損害を与えた場合  ○ 

 上記以外の場合 ○  
第三者との紛争 施設等運営者と第三者との間で生じた紛争の解決  ○ 
 上記以外の場合 ○  
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第１０条 公租公課 
１．施設等運営者は、厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置したことにより賦課

される不動産取得税、固定資産税、都市計画税、償却資産税その他の公租公課について全て施設

等運営者の負担とする。 
２．施設等運営者は、地方税法第７３条第７項（不動産取得税の納税義務者等）に定める手続き等、

施設等運営者の賦課資産に係る公租公課の分離手続について内閣府沖縄総合事務局に協力する。 
 
第１１条 運営日時等 

１．収益施設の運営日時に関しては、本公園の開園日、開園時間に合わせ、個別施設の各章で定める

運営日時を基に別に定めることを原則とするが、運営方法の内容によっては、当該運営日時を変

更して運営することができる。（下記を参照）。 
開園期間及び開園時間 

エリア 開園期間 
開園時間 

（開館時間） 

(1)海洋博覧会地区 

夏期（3 月 1 日～9 月 30 日） 
8:00～19:30 

（8:30～19:00） 
水族館関連区域 8:00～20:30 

通常期（10 月 1 日～2 月末日） 
8:00～18:00 

（8:30～17:30） 
水族館関連区域 8:00～19:00 

(2)首里城地区 

4 月 1 日～6 月 30 日 8:00～19:30 

7 月 1 日～9 月 30 日 8:00～20:30 

10 月 1 日～11 月 30 日 8:00～19:30 

12 月 1 日～3 月 31 日 8:00～18:30 
※休園日は、海洋博覧会地区は 12 月の第１水曜日及びその翌日。首里城地区は無し。 
※水族館関連区域は、別紙－6「水族館関連区域図」のとおりとする。 

※海洋博覧会地区のエメラルドビーチの供用期間は、4 月～10 月とする。 

 

なお、以下のとおり無料入館日を設けることとし、当該年度の日付は１ヶ月前までに通知する。 
  春の都市緑化推進運動／４月１日～６月３０日【期間中１日】 

秋の都市緑化月間／１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 
みどりの日／５月４日【１日】 
敬老の日／９月第３月曜日【１日】 
 ※満６５歳以上の者のみ無料 

２．内閣府沖縄総合事務局が、天変地異、社会的状況の著しい変化及び公園管理上の理由その他やむ

を得ない事由により、施設等運営者に対し一時休業若しくは営業廃止又は営業時間の変更を指示

したときは、施設等運営者は異議を申し立てることはできない。 

３．内閣府沖縄総合事務局は、前項の規定により施設等運営者が一時休業若しくは営業廃止または営

業時間の変更を行ったことによる損害について、その補填の責任は負わない。 

４．施設等運営者の都合により施設を運営する日時等を変更する場合は、あらかじめ管理運営要領を
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変更しなければならない。 

５．許可事項、管理運営要領の変更を伴う場合は、あらかじめ協議のうえ、変更の申請または提出を

行うこと。 

  

第１２条 提供品目及び利用料金 
１．その他収益施設の利用料金等については、周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて定めるが、

収益施設全体の収支のバランスがとれるよう定めること。 
２．施設等運営者は管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更する場合は、変更し

た管理運営要領を監督職員に提出しなければならない。なお、管理運営要領には、変更した内容

で再計算した収支計算書も含めて提出すること。 

 
第１３条 国有財産の施設使用料 

１．施設使用料の定めがある施設について 
施設使用料については、歳入徴収官内閣府沖縄総合事務局開発建設部長が発行する納入告知書に

より、指定期日までに納入しなければならない。 
指定期日までに施設使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年５％

の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。内閣府沖縄総合事務局は、経済情勢

の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認める場合には、施設使用料を改定すること

ができる。 

なお、風水害その他の事業者の者に帰することが出来ない事由により、長期間閉園が生じた場合

の施設使用料の取扱いについては、内閣府沖縄総合事務局と施設等運営者の間で協議するものとする。 

 

■施設使用料（現時点の目安） 

公園施設の名称 税込み施設使用料（円／年） 

国営沖縄記念公園収益施設 １式 約 1,600 万円 

※面積等条件の変更により金額は増減する可能性がある。 
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【個別施設毎の施設使用料の現時点の目安】（海洋博覧会地区） 
収益施設の名称 税抜き施設使用料（1 年分/円） 

1 飲食施設 

ビーチスナック 472,000  
中央ゲートスナック 580,000  

スナックスコール 279,000  

カフェティーダ 2,401,000  

2 物販施設 

ビーチ売店及び 3 点セット貸出所 749,000  
熱帯ドリームセンター売店 
（倉庫含む） 

407,000  

ショップやんばるの杜 5,958,000  
ギャラリー美ら島（事務室含む） 339,000  
植物の無人売店 1,000  

3 遊覧車 
車庫 
遊覧ポイント一式 
コンセント 配電盤 

632,000  

4 自動販売機 34 台 649,000  
5 コインロッカー 3 ヶ所 79,000  

 
【個別施設毎の施設使用料の現時点の目安】（首里城地区） 

収益施設の名称 税抜き施設使用料（1 年分/円） 
1 自動販売機 4 台 139,000  

 

※施設使用料は「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(S33.1.7 蔵管第１号)に基づき算定し、

毎年４月１日に前年次使用料との調整を行い改定する予定である。 

※施設使用料全体額と個別施設毎の施設使用料合計額が合致しないのは、端数調整によるものである。 

※施設運営者の企画提案等により、収益施設の運営日時を変更した場合でも、施設使用料の減額は行わない。 

 

２．許可申請毎に納入すべき施設 
施設等運営者は、施設使用料の定めのない土地または建物を使用する場合は、許可申請毎に占用面

積及び期間に応じ告知する建物使用料又は土地使用料を歳入徴収官内閣府沖縄総合事務局開発建設

部長が発行する納入告知書により、納入告知の日から２０日以内に納入しなければならない。 

期日までに建物使用料又は土地使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応

じ、年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。内閣府沖縄総合事務局は、

経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認める場合には、建物使用料及び土

地使用料を改定することができる。 

 
【参考：個別施設毎の建物使用料及び土地使用料について】 

 公園施設 税込施設使用料（円／回） 

1 臨時売店等 （都度告知） 

※平成 29年度の土地使用料・建物使用料は 684.6円／月・㎡であった（海洋博覧会地区の例）。 

※［建物の占用］及び［土地の占用で占用期間が１ヶ月を超えない場合］は、別途消費税が課される。 

※建物使用料及び土地使用料は、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」(S33.1.7 蔵管第１号)

に基づき算定し、毎年４月１日に前年次使用料との調整を行い改定する予定である。 
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第１４条 経費等の負担 
１．施設等運営者の負担範囲 

１）本業務に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費等）、運営に関

する備品等（建物除く）の費用、許可区域に関る建物管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の

点検整備、修繕、管理備品類の修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置し

た工作物、設備等に係る補修または改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２）運営維持管理業務の委託費で購入した設備、備品及び消耗品等を本業務に使用することはでき

ない。 

３）施設等運営者が管理する収益施設に係る法定点検については内閣府沖縄総合事務局が点検を行

うものとし、内閣府沖縄総合事務局が実施する法定点検以外の定期点検については施設等運営

者が行う。定期点検の実施時期については協議の上、監督職員に書面により提出すること。 

４）点検結果については遅滞なく監督職員に書面により報告すること。 

２．光熱水費納付 

１）基本料金 

基本料金については、本公園全体の従量料金に対する収益施設の従量料金で内閣府沖縄総合事

務局がアロケーションを行い、施設等運営者が負担するものとする。 

２）従量料金 

水道及び電気料金については、個別にメーターを設置するなど、各施設の使用料が切り分けら

れるようにし、その計量により負担するものとする。ガス、その他メーターが設置できない場

合は内閣府沖縄総合事務局と協議するものとする。なお、計算方法については変更する場合が

ある。 

３．ごみ処分費用 

ごみ処分費用については、施設等運営者と維持管理業務受託者との間で、発生量に応じて、応

分の負担を行うこと。発生量等が不明確な場合は、監督職員と協議する。 

４．費用分担における確認 

光熱水費やごみ処分、さらにはこれら以外に内閣府沖縄総合事務局または維持管理業務受託者

と施設等運営者との間で費用分担を行う場合にあっては、監督職員と費用分担ルール及び費用

分担結果の内閣府沖縄総合事務局との確認方法、並びに支払方法について協議すること。また、

協議結果を書面にして残すこと。 

 
第１５条 コンプライアンス 

１．守秘義務 

１）施設等運営者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者または従事していた者は、

業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、また

は盗用した場合には、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第

５１号）第５４条により罰則の適用がある。 
２）内閣府沖縄総合事務局が定める情報のセキュリティに関する規定等がある場合は、それに沿っ

て、情報管理を適切に行うこと。 
２．個人情報保護 

１）施設等運営者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するための個
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人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５８号）第６条第２項の規定に

基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。 
２）施設等運営者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除された後におい

ても同様とする。 
 

第１６条 業務の再委託の禁止 
１．施設等運営者は、業務を他の者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を他の者に再委託

する場合、あらかじめ書面により監督職員の承諾を得たときは、この限りではない。 

２．再委託を行う場合、書面により施設等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、施設等運

営者に対し、業務の実施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 

３．再委託を受けた業務受託者は、入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、内閣府沖縄総

合事務局から指名停止を受けていない。 

４．暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者を、再委託を行う業務

受託者としてはならない。 

５．施設等運営者は、前項の規定により監督職員が承諾した業務受託者が、その責めにより内閣府沖

縄総合事務局に損害を及ぼしたときは、内閣府沖縄総合事務局に対して、その損害を賠償する。 

６．施設等運営者は、前項の規定により監督職員が承諾した業務受託者が、その責めにより第三者に

損害を及ぼしたときは、速やかに監督職員に報告するとともに、第三者に対して、その損害を賠

償する。また、その結果については、書面により監督職員に報告する。 

 
第１７条 許可した目的以外の利用及び施設の転貸等の禁止 

１．収益施設を管理するにあたっては、許可した目的以外の利用は禁止する。 

２．施設利用者及び公園利用者に対する安全確保に反する行為をしてはならない。 

３．施設等運営者は、施設の全部若しくは一部を第三者に貸与し、または担保に供してはならない。

ただし、監督職員に書面により承諾を得たときは、この限りではない。 
４．施設等運営者は、本業務によって生じる一切の権利義務を他の者に譲渡し、または継承させては

ならない。 
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第１８条 業務の履行 

１．管理運営要領に定める運営時間内での運用を休止させてはならない。ただし、監督職員とあらか

じめ協議を行なった場合はこの限りではない。 

２．施設等運営者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）または、契約が解除される

までは、施設利用者に利便性を図るために本規定書及び管理運営要領を維持する。 

 

第１９条 業務の解除 
施設等運営者の責めに帰すべき事由により適正な収益施設の管理運営が困難となった場合また

はその恐れが生じた場合は、内閣府沖縄総合事務局は施設等運営者に対して改善勧告を行い、期間

を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 
この場合において、施設等運営者が当該期間内に改善することができなかったときには、内閣府

沖縄総合事務局は都市公園法第５条第２項の許可を取り消すことがある。 
 

第２０条 業務の完了・引継、原状回復等 

１．施設等運営者は、施設等運営者の責めに帰すべき事由により、施設を汚損・破損若しくは滅失し

たとき、または内閣府沖縄総合事務局に無断で施設の原状を変更したときは、直ちにこれを原状

に回復しなければならない。 

２．施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解除され

た場合は、内閣府沖縄総合事務局または新たな施設等運営者と十分に協議の上、書面をもって下

記事項について事務引き継ぎを行い、公園の管理に支障が生じないようにする。この際、施設等

運営者が設置した特定備品を撤去し速やかに管理物件を原状に回復して、内閣府沖縄総合事務局

に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不適当若しくは内閣府沖縄総合事

務局が特定物品の残置を希望した場合、施設等運営者及び監督職員間で事前に協議を行った上で、

監督職員の書面による承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 

１）建物や関連設備の鍵の場所等、建物の管理に関する事項。 

２）設備等設置における建物躯体や構造物への影響等に関して留意が必要な事項。 

３）建物や設備等の老朽化等により、それら使用において、維持修繕上、留意が必要な事項。 

４）継続的な地域連携イベント等において、運営日時の調整や臨時売店の設置、販売品目の変更、

提供等を行うなど、主催者と連携、協力すべき事項。 

３．前項ただし書きの適用がない場合において、施設等運営者が前項本文の原状回復を履行しないと

きは、内閣府沖縄総合事務局は施設等運営者が自ら整備した内装・設備等を放棄したものとみな

し、現状を維持するかまたは施設等運営者の費用をもって原状回復を行うことができる。 

４．不可抗力その他、内閣府沖縄総合事務局や施設等運営者の責めに帰することが出来ない事由によ

り管理の継続が困難となった場合は、監督職員と施設等運営者は管理の継続の可否について協議

し、監督職員が書面により指示する。 

 
第２１条 立退料等の不請求 

施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解除され

た場合、または不可抗力の場合は、内閣府沖縄総合事務局に対し施設等運営者の施設の買取または

立退料等の請求若しくは施設等運営者が支出した有益費等を請求することができない。 
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第２２条 保険の付保及び事故の補償 
１．施設等運営者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用者等の

雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 
２．施設等運営者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責

任をもって適切な補償をしなければならない。 
３．施設等運営者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険、生産物賠償責

任保険の他、必要に応じて各種保険に加入しなければならない。 
４．１～３項に規定する保険料、補償費は、施設等運営者の負担とする。 

 
第２３条 情報公開 

１．施設等運営者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）の規定に準じて取り扱う。この場合、監督職員の書

面による指示に従うこと。 
２．施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局が会計法令に基づき実施する事業者に対する立ち入り検

査、指示等監督・検査に対して、誠意を持って対応すること。 
３．施設等運営者は、事業者名、施設運営者名、再委託運営者名、施設等の運営状況、施設利用者か

らの意見・苦情などをホームページや現地にて掲示すること。 
 

第２４条 その他留意事項 
本規定書に定めていない事項または疑義を生じた事項に関しては、必要に応じて、監督職員と施設

等運営者の協議により、決定する。 
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第２章 マネジメント（運営管理） 

第２５条 基本事項 
１．提出書類 

１）収益施設等運営業務責任者は許可を受けた後に、内閣府沖縄総合事務局が指定した様式による

関係書類を監督職員に遅滞なく提出しなければならない。 

２）施設等運営者が監督職員に提出する書類で様式が定められていないものは、様式を作成後監督

職員に了解を得て提出する。 

３）報告書及び経理状況に関する帳簿類等の提出した書類は、監督職員の求めに応じて常に提出で

きるよう、許可を受けた施設ごとに整理・保管し、業務成果として施設等運営者において業務

完了後５年間保存する。 

２．連絡、協議 

１）収益施設等運営業務責任者は、必要に応じて監督職員と連絡、協議等を行うこと。またその結

果について、書面に記録し相互に確認しなければならない。 

２）監督職員と収益施設等運営業務責任者は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内

容については相互に確認しなければならない。 

３）施設の運営維持管理に係る各種規定・要領を作成する場合や、追加供用等により契約期間中に

管理運営内容が変更する場合、さらにはその他新業務への対応が必要な場合は、監督職員と施

設等運営者の間で書面により調整または協議を行う。 
４）不測の事態または疑問等が生じた場合は、速やかに監督職員と協議する。 

３．報告事項 

１）施設等運営者は、次の各号に掲げる事項について、監督職員に書面により報告する。 

① 管理運営要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・許可日より１４日以内に提出 

② 管理運営報告書（月毎の売上高、施設利用者数等）・・翌月の１０日迄に提出 

③ 業務打合せ簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・打合せ毎に終了後速やかに提出 

④ 施設保守定期点検等の実施結果報告 ・・・・・・・・点検後速やかに提出 

⑤ 業務実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・管理運営要領と同時に提出 

⑥ その他監督職員が指示する書類 ・・・・・・・・・・適宜 

 

第２６条 業務実施体制 

１．本業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が適切に

行われるよう、管理体制を構築しなければならない。 

２．本業務の企画立案及びマネジメントを担当する収益施設等運営業務責任者を配置しなければなら

ない。 

３．収益施設等運営業務責任者は、運営維持管理業務受託者が配置する総括責任者と兼務する場合、

収益施設等運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなければならない。 

４．開園期間中は、運営維持管理業務受託者が配置する総括責任者が勤務する体制か、運営維持管理

業務受託者が配置する業務責任者のうち、少なくとも 2 名以上が勤務する体制とすること。さら

に収益施設等運営業務責任者が勤務しない場合については、本業務に精通した者を勤務させるも

のとし、緊急対応を含め本業務が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。 
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５．収益施設等運営業務責任者は、運営維持管理業務の受託者、他の公園施設管理者と常に調整し、

業務を遂行する。 

収益施設等運営業務責任者は、本業務について業務従事者が適切に管理運営を行うよう、指揮

監督しなければならない。 

 
第２７条 管理運営要領 

１．施設等運営者は、自ら作成した管理運営要領に従って収益施設の管理運営を行わなければならな

い。また、実際の管理に当たっては、常に利用状況を観察し、最新の知見を取りいれ、類似の事

故や社会情勢等に照らし、管理運営要領を随時更新し、公園施設の安全確保に努めなくてはなら

ない。 

２．管理運営要領は、本規定書を踏まえるだけでなく、過年度の安全管理、衛生管理、運営方法等を

十分に把握した上で、現地を入念に確認し、自らの経験、知見に基づき、施設等運営者自らの責

任において最も適切なものを作成しなければならない。 

 

第２８条 許可、承諾等を要する事項 

１．管理運営要領  

１）施設等運営者は、別に定めがある場合を除き、施設の運営を開始する日までに、収益施設運営

計画書に基づく下記の項目を記載した管理運営要領を監督職員に提出する。管理運営要領は許

可を受ける施設ごとに作成すること。 

①業務内容（商品、価格及びサービス内容、運営日時、イベント企画等） 

②業務の実施方針（「再委託に関すること」を含む。） 

③業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④業務の実施体制（閑散期、通常期、繁忙期など） 

⑤連絡体制(緊急時含む) 

⑥救急対応 

⑦安全衛生管理計画（安全管理規則、事故予防、点検、検査の方法、など） 

⑧緊急時対応 

⑨収支計画書（収益施設全体及び個別施設毎） 

（参考：別紙－３８「収益施設の売り上げ」） 
⑩その他（施設修繕計画、その他業務実施上必要と思われる事項） 

２）管理運営要領の策定にあたっては、管理運営の実務に通じた経験や知見、施設利用者からの意

見・苦情・要望を踏まえた管理運営要領の変更の経緯、記録が確実に残る仕組みについて記載

すること。 

３）監督職員は、施設利用者からの意見・苦情・要望に基づき管理運営要領の修正が必要と判断し

た場合は、施設等運営者に管理運営要領の変更を指示することができる。 

４）管理運営要領は施設等管理者の責任で作成するが、公園施設の管理は管理運営要領に従って行

われることから、下記の場合のように記載内容が不十分な場合は、再検討を指示することがあ

る。 

  ①必要な施設、項目の記載がない。 

  ②内容が本規定書に反する。 
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  ③実際の管理を行うのに適正かつ十分な個別、具体的、詳細な記述がない。 

  ④連絡体制（緊急時含む）に不備がある。 

  ⑤収支計画書において、収益施設の運営に持続性が認められない。 

  ⑥その他管理上必要な事項が記載されていない、または疑義がある。 

５）運営日時、価格、サービス内容、割り引き、施設運営者の追加、変更、その他 
管理運営内容を変更する場合は、あらかじめ管理運営要領を変更しなければならない。 

６）管理運営要領を変更する場合は、監督職員に変更箇所、理由を明らかにした上で、変更した管

理運営要領を提出しなければならない。 

２．管理運営報告書 

１）施設等運営者は、毎年度決算終了後、速やかに、監督職員に決算に関する報告書を提出するこ

と。その際、報告書は施設毎に作成し、運営維持管理業務と明確に区分して整理すること。 

２）施設等運営者は、毎月の売上その他の営業に関する状況及び管理運営要領に基づく安全衛生管

理の結果を翌月１０日までに書面により監督職員に報告すること。 

３）経理状況に関する帳簿類は常に整理し、監督職員からこれらに関する報告や実施調査を求めら

れた場合には、速やかに監督職員の指示に従い、誠実に対応すること。 

４）内閣府沖縄総合事務局は、実施調査の結果、必要と認める場合には、施設等運営者に対し改善

を求めることができる。 

３．施設の修繕等 

１）施設等運営者が、収益施設の修繕等を実施する場合は、その内容、時期等の情報について事前

に監督職員に書面により報告する。ただし、施設利用者の安全確保などの観点から緊急を要す

る修繕については、この限りではない。 

２）施設等運営者が、必要に応じて管理施設の建築構造躯体に対して穿孔、開口、留め付け等を伴

う設備工事や電気を使用するもの等を実施する場合は、事前に監督職員と書面により協議し、

承諾を得なければならない。変更の際も同様である。 

３）施設等運営者が、施設の管理運営上必要に応じて厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設

に新たに設置する場合には、監督職員と事前に書面により協議し、承諾を得なければならない。 

４）施設等運営者は、厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置することに伴い内

閣府沖縄総合事務局または第三者に及ぼした損害を賠償しなければならない。 
５）施設等運営者は、監督職員の承諾を得て施設に付加した機械等の設備、間仕切り、建具その他

の造作等について、買取請求を行わない。 
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４．施設等運営者のその他提出義務 

施設等運営者は、下記の項目の一に該当するときは、直ちにその旨を監督職員に書面により提出

しなければならない。 

①施設等運営者が、主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき。 

②施設が損傷、破損又は滅失したとき。 

③施設内で事故等が発生したときまたはそのおそれがあるとき。 

④施設等運営者が、強制執行・仮差押え・仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき。 

⑤施設等運営者に対して破産の申立て、または更生手続き開始の申立て若しくは民事再生手続

き開始の申立てがあったとき。 

 
第２９条 その他の協議・報告等 

施設等運営者は、公園の管理運営等で必要な次の協議を適切に行い、結果等については、遅滞なく

書面により報告しなければなければならない。 
１）関係機関等との協議。 
２）その他施設の運営者との協議。 

 
第３０条 官公署への連絡、届出 

施設等運営者は、官公署への連絡、届出手続きは内閣府沖縄総合事務局に協力し、遅滞なくこれを

処理する。また、施設等運営者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるときは施設

等運営者において行う。 
 

第３１条 別途工事等との調整 
国が別途発注する工事または別途業務（法定点検業務等）の実施にあたり、施設等運営者は、調整

等に協力する。また計画停電を伴う工事や点検を実施する際には、その対応については、監督職員と

調整すること。  
 

第３２条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、監督職員の求めに応じて常に提出できるよう、許可を受け

る収益施設ごとに整理・保管し、施設等運営者において５年間保存する。 

 

第３３条 再調査等の依頼 

内閣府沖縄総合事務局は、施設等運営者からの報告等に疑義を生じた場合、再調査を依頼しより詳

細な報告等を求めることができる。 
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第３章 ホスピタリティ（施設利用者対応） 

第３４条 基本事項 
１．業務遂行にあたっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不

利な扱いとならないようにすること。 
２．全ての業務従事者について、名札を作成し着用すること。 

 
第３５条 拾得物、残置物の処理 

施設等運営者が、施設内で遺失物を発見した場合は、速やかに運営維持管理業務の受託者へ届け出

ること。 

 

第３６条 広報・広聴 

１．施設等運営者は、許可施設の管理運営に係る広告物を掲出しようとするときは、広告物の内容に

ついてあらかじめ監督職員に提出する。 

２．施設等運営者は、事前に監督職員に計画を提出した上で、協賛企業に自己の協賛内容を広報宣伝

させることができる。 

３．施設等運営者は、事前に監督職員に計画を提出した上で、自らが作成する企画商品や協賛での行

催事等に関するポスター、パンフレット、スタッフジャンパー等に、協賛企業の名称等を表示す

ることができる。 

４．施設等運営者は、聴取や記録した施設利用者の評価や注文、苦情などの意見を集約し、監督職員

に管理運営報告書により毎月提出しなければならない。 

５．施設等運営者は、施設の利用促進を目的としたホームページやポスター、チラシ等の広報の展開

に関する計画を、媒体毎に監督職員に提出した上で広報活動を行う。 

６．施設等運営者がホームページによる情報発信を行う際、維持管理業務受託者が管理する本公園の

ホームページに設置管理許可書で許可を受けた運営業務の運営日時、基本提供サービス等基本的

な運営業務内容については、維持管理業務受託者が管理する本公園のホームページに掲載するこ

とは可能である。 
但し、その他企画商品や行催事等販売促進に係る内容については、ホームページとは別に設置す

ることとし、そのホームページを維持管理業務受託者が管理する本公園のホームページにリンク

することは可能である。 
なお、データを収納するサーバ及びリンクする他のホームページについて、事前に監督職員と協

議を行う。 
７．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、国営沖縄記念公園ホームページ

上で発信する情報について、別に定める「個人情報の取扱いについて」及び内閣府沖縄総合事務

局が定めるプライバシーポリシーに基づいた適正な内容であることを事前に確認する。 
８．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図画、写

真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配慮する。 
９．施設に関するリンク先のホームページは原則として一つとする。ただし、それによりがたい場合

は、別途協議による。 
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第３７条 掲載情報の修正・訂正 
１．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、個人に関する掲載情報について、

本人または保護者から内容の訂正又は削除の要請を受け、必要と認めた場合には、訂正等の措置

をとる。また、このことについて、監督職員に報告する。 
２．施設等運営者は、施設のホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを発見し

た場合には、監督職員に報告をした上で、当該ホームページの管理者に対し訂正等必要な措置を

求める。 
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第４章 安全衛生管理 

第３８条 基本事項 
１．安全管理 

１）施設等運営者は、別途規定している事項を除き、本公園の収益施設に関し安全管理上の一切の

責務を負うものである。 
２）施設等運営者は、国営沖縄記念公園運営維持管理業務共通仕様書第１９条安全管理の「事業者」

を「施設等運営者」、「調査職員等」を「監督職員」と読み替えたうえで、管理運営要領の安全

衛生管理計画に安全管理の実施方法を定め、内閣府沖縄総合事務局に提出する。 
３）施設等運営者は、安全管理に係る消耗品交換をした場合は、監督職員からの求めに応じ提出で

きるよう記録を保存しておくこと。 
２．安全確保 
１）施設等運営者は、別途規定している事項を除き、安全確保の一切の責務を負うものである。 

２）施設等運営者は、国営沖縄記念公園運営維持管理業務共通仕様書第２０条安全確保の「事業者」

を「施設等管理者」、「調査職員等」を「監督職員」と読み替えたうえで、管理運営要領の安全

衛生計画に安全確保の実施方法を定め、内閣府沖縄総合事務局に届け出る。 
３．救急救護 
１）施設等運営者は、管理運営要領の「救急対応」において救急時の体制、対応方法を定め、内閣

府沖縄総合事務局に提出する。 
２）施設等運営者は、開園時間中は救急活動に当たらなければならない。 
３）施設等運営者は、救急活動を要する事態を認めたときは、施設利用者の急病や負傷には応急処

置をとり、事故や怪我等の状態により、消防車や救急車を要請するなど、最も適切と思われる

措置をとらなければならない。 
４）施設等運営者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録

するとともに、その経過及び結果を速やかに監督職員に報告する。 
５）施設等運営者は、傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

４．災害時、異常時等の対応 
１）施設等運営者は、国営沖縄記念公園運営維持管理業務共通仕様書第２２条災害時、異常時等の

対応の「事業者」を「施設等管理者」、「調査職員等」を「監督職員」と読み替えたうえで、管

理運営要領の「緊急時対応」において緊急時の体制、対応方法、危機管理マニュアルを定める。 
２）施設等運営者は、天変地異等により、運営を一時中止・変更、または休止したときは、運営再

開の前に施設の点検を行い、異常のないことを確認しなければならない。 

３）関係機関の立会検査または調査がある場合は、施設等運営者は監督職員の指示により立会等に

協力する。 

 

第３９条 点検等 

１．安全衛生管理計画 

１）施設等運営者は、食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき設定した法定点検及び

自主点検計画、衛生管理計画などについて管理運営要領の安全衛生管理計画書に実施時期、方

法、体制、点検記録の様式など実施方法の詳細を記載し、監督職員に提出すること。 
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２）安全衛生管理計画書に記載した、法定点検及び自主点検については、特段の事情がない限り予

め設定したスケジュールに沿って実施すること。 

３）上記法定点検等の結果については、遅滞なく監督職員に書面により報告すること。 

２．定期点検 

１）施設等運営者は、施設の定期点検項目について、実施時期、方法、体制、点検記録の様式など

実施方法の詳細を管理運営要領の安全衛生計画に記載する。 

定期点検は、メーカー等に規定されている場合はそれに従う。 

なお、施設管理者が行う定期点検項目以外にも、必要とされる定期点検項目がある場合には、

監督職員と協議の上、実施時期を監督職員に書面により提出すること。 

２）法定点検項目以外の定期点検は、施設等運営者が自ら設定する。 

３．自主点検 

１）施設等運営者は、自主点検を下記の表に掲げる項目のうち該当するものについて、実施時期、

方法、体制等を管理運営要領に記載する。自主点検は建築保全業務共通仕様書に準じて行う。 
４．日常点検 

１）施設等運営者は始業点検、終業点検、巡回パトロール等、適切な方法で日常点検を実施する。

実施時期、方法、体制等を管理運営要領に記載する。 

２）施設等運営者は建築物等について、目視等の簡易な方法により劣化及び不具合の状況を把握し、

保守のための軽微な修繕を行い、事故・故障等の未然の防止に資するよう管理すること。 

３）施設等運営者は、施設、設備等が損傷、破損または滅失したとき及びそれを発見したとき、直

ちに監督職員に報告する。 

５．スタッフ管理・研修 

１）施設等運営者は、スタッフ管理・研修について管理運営要項に記載する。 

２）施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局が実施または要請するスタッフ管理・研修、公園全体

での調整連携等への参加・協力・実施を、積極的かつ主体的に行うこと。 

３）車両の運転については、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならないよう必要に応じ誘導員を

配置するとともに内閣府沖縄総合事務局発行の許可証を前面に提示、許可証裏面の「公園内車

両通行及び作業心得について」を遵守して走行する（別紙－２８「業務入園規則」参照。）。 

 

第４０条 危機管理 

施設等運営者は、下記の事項を踏まえた管理運営要領（緊急時対応）を作成すること。 

１．事故・災害対応 

１）緊急時連絡体制構築 

施設等運営者は、緊急連絡体制表を作成し、監督職員に提出すること。また、施設内に掲示を

すること。 

２）予防対策 

①施設等運営者は、施設を運営している期間中毎月１回、施設の消防設備等の自主点検を実施し、

異常を発見した場合は監督職員に書面により報告する。 

②本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合または立ち入る恐れがある場合に

は、危険防止に必要な措置を講じ事故の発生を防止する。この場合、その旨を監督職員に報告

する。 
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３）初期対応 

①施設等運営者は、監督職員の指示に従い、公園利用者及び施設利用者に対する案内及び緊急の

対応等のサービスに努めること。 

②万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一

時停止しまたは運転制限をする等の措置をした上、直ちに監督職員に報告し、臨時に精密検査

を行い、その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

③その他事故等が発生したとき、またはその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、施

設等運営者が作成した緊急連絡体制に基づき関係機関へ連絡し、次の各号に掲げる事項につい

て、遅滞なく、書面等により監督職員に報告する。なお、内閣府沖縄総合事務局が策定した事

故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。 

一 事故発生日時。 

二 事故発生場所。 

三 事故発生の原因。 

四 事故の程度。 

五 人身事故の場合は、医師の診断結果。 

六 事故処理の概略。 

七 再発防止など改善策等。 
④重大事故についてはただちに監督職員に報告し、その指示に従う。 

２．異常事態対策 

１）施設等運営者は、内閣府沖縄総合事務局が実施又は要請する異常事態対策への参加・協力・実

施を、積極的かつ主体的に行う。 

２）施設等運営者は、異常な事態が発生した場合、その内容・初期対応状況等を、速やかに監督職

員へ報告するとともに、警察、消防署等関連部局に連絡する。 
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第５章 施設管理 

第４１条 基本事項 
１．施設等運営管理者は、施設および管理備品の扱い、施設の清掃に関する実施方法を管理運営要領

において記載する。 
２．施設等運営者は、収益施設内及び許可範囲内を常に良好な状態で維持し、公園内で実施されてい

る他業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、実施する。 
３．設備及び管理備品は施設等運営者の注意義務で管理すること。 
４．施設等運営者は、自らが実施する清掃と維持管理業務受託者が実施する清掃について、その清掃

範囲及び夾雑物が混合しないように注意する。 
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第６章 財産管理 

第４２条 台帳管理 
１．施設等運営者が施工した固定資産（償却資産）については、「固定資産税における家屋と償却資

産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出する。 

２．運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（消耗品の購入、貸与した

備品類の修理等）は、施設等運営者の負担とする。 

 

第４３条 備品の取り扱い 
１．管理備品の取扱い 

許可を受けた収益施設の運営に必要な備品は、施設等運営者が全て準備する。 
ただし、業務開始時に内閣府沖縄総合事務局が費用を負担した備品の引き継ぎを受けた場合は、

施設等運営者は、本業務完了の際、残存する備品で内閣府沖縄総合事務局がその費用を負担した

ものについて当該備品を内閣府沖縄総合事務局に引き渡す。ただし、翌年度以降において当該契

約が引き続き締結され、当該業務に継続して使用されるものはこの限りではない。 
備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、原状のまま比較的

長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が５万円以上のものをいう。なお、その取扱いにつ

いては、内閣府沖縄総合事務局が定める規定等による。 
２．特定備品の取扱い 
１）施設等運営者は、施設の管理・運営に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

ただし、「本編 第２０条 業務の完了・引継、原状回復等」、「本編 第２１条 立退料等の不

請求」の内容を踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込む。 
なお、資産の処分については、施設等運営者が責任を負う。 

２）施設等運営者が機器・設備等を持ち込む場合は、事前にリストを監督職員に提出するとともに、

物品表示票を作成し持ち込む全ての機器・備品等に貼付し、常に管理しておくこと。 
 
第４４条 本業務の引継 

１．施設等運営者は、業務の履行が満了するとき（継続して、契約した場合は除く）または、契約が

解除された場合は、内閣府沖縄総合事務局又は新たな施設等運営者と十分に事務引き継ぎを行い、

施設の管理運営に支障が生じないようにする。この際、速やかに施設を原状に回復して、内閣府

沖縄総合事務局に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不適当である場合、

内閣府沖縄総合事務局の承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 
２．不可抗力その他、内閣府沖縄総合事務局や施設等運営者の責めに帰することができない事由によ

り管理の継続が困難となった場合は、監督職員と施設等運営者は管理の継続の可否について協議

すること。 
３．施設等運営者は、本業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）または、契約が解除され

るまでは、施設の管理運営が円滑に実施されるよう業務実施体制（第２６条記載）を維持するこ

と。 
４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな場合は、

その費用は施設等運営者が負担する。 
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第 7章 管理運営報告書 
第４５条 管理運営報告書の作成 

１．施設等運営者は、毎年度決算終了後、速やかに、内閣府沖縄総合事務局に決算に関する報告書

を提出すること。その際、報告書は施設毎に作成し、運営維持管理業務と明確に区分して整理

すること。 

２．施設等運営者は、毎月の売上その他の営業に関する状況及び管理運営要領に基づく安全衛生管

理の結果を翌月１０日までに書面により内閣府沖縄総合事務局に報告すること。 

３．経理状況に関する帳簿類は常に整理し、内閣府沖縄総合事務局からこれらに関する報告や実施

調査を求められた場合には、速やかに監督職員の指示に従い、誠実に対応すること。 

４．内閣府沖縄総合事務局は、実施調査の結果、必要と認める場合には、施設等運営者に対し改善

を求めることができる。 
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第２編 国営沖縄記念公園収益施設等設置管理運営個別規定書 

第１章 飲食・物販施設 

第１条 総則 
施設等運営者は、飲食・物販施設の管理運営（自主事業として行う臨時の飲食・物販施設の運営を

含む）に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適なサービスの提供及び安全確保に努める。 
 

第２条 施設の利用目的 
飲食・物販施設は、国営沖縄記念公園において飲食及び物販サービスを提供することを、施設の利

用目的とする。 
 
第３条 運営対象施設 

運営対象施設は、次に示す必須施設のとおりとするが、提案により、自主事業として、繁忙期にお

ける臨時物販施設並びに通年での飲食・物販施設の設置運営を実施できる（「第７条 繁忙期の対応」

並びに「第８条 自主事業」参照。）。 
■運営対象施設一覧 
①飲食施設 
＜必須施設＞ 

施設名称 営業場所 

ビーチスナック ビーチハウスの一部 

中央ゲートスナック 中央ゲートの一部 

スナックスコール 熱帯ドリームセンター休憩所の一部 

カフェティーダ 総合案内所（ハイサイプラザ）の一部 

＜臨時施設＞ 参考；平成２８年度実績 
占用物件 開設場所 

ゴールデンウィークイベントに伴う出店 総合案内所隣接地、ウミガメ館正面 

サマーフェスティバルに伴う出店 ビーチ艇庫前、御成婚の森入り口 

シルバーウィーク催事に伴う出店 夕陽の広場 

トリムマラソンに伴う出展 噴水広場 

沖縄国際洋蘭博覧会及び美ら海花ま

つりに伴う出展 
熱帯ドリームセンター 

 
②物販施設 
＜必須施設＞ 

 施設名称 営業場所 

必
須
施
設 

ビーチ売店及び 3 点セット貸出所 ビーチハウスの一部 

熱帯ドリームセンター売店 熱帯ドリームセンターエントランスホールの一部 

ショップやんばるの杜 総合案内所（ハイサイプラザ）の一部 

ギャラリー美ら島 総合案内所（ハイサイプラザ）の一部 
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＜裁量施設＞ 
 施設名称 営業場所 
裁
量
施
設 

植物の無人売店 都市緑化植物園休憩所の一部 

＜臨時施設＞ 参考；平成２８年度実績 
占用物件 開設場所 

トリムマラソンに伴う出店 おきなわ郷土村 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 

 
 
第４条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者、防火管理者、食品衛生責任者等、管理運営上法的に必要な資格

を保持する者を選任した上で、飲食施設及び物販施設の管理運営にあたらせる。 
 

第５条 運営日時 
１．運営日は、原則として４月１日から３月３１日までの公園開園日とする。ただし、公園の休園日

を除く。なお、定休日以外に休業する場合や運営期間を短縮又は延長する場合は、施設運営者は、

監督職員と事前に協議を行い、書面により提出し承諾を得るものとする。 
２．臨時施設については、監督職員と協議の上、決定すること。 
３．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、監督職員よ

り営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 
 

 
別紙-182



 30 

■営業時間 
①飲食施設 

施設名称 営業時間 

ビーチスナック 
カフェティーダ 

夏期：3月～9月（9:30～19:00） 
通常期：10月～2月（9:30～17:30） 

中央ゲートスナック 
スナックスコール 

夏期：3月～9月（9:30～18:30） 
通常期：10月～2月（9:30～17:30） 

 
②物販施設 

施設名称 営業時間 

ビーチ売店及び 3 点セット貸出所 
夏期：3月～9月（8:30～19:00） 
通常期：10月～2月（8:30～17:30） 

熱帯ドリームセンター売店（倉庫） 
夏期：3月～9月（9:30～19:00） 
通常期：10月～2月（9:30～17:30） 

ショップやんばるの杜 

ギャラリー美ら島 

夏期：3月～9月（8:30～20:00） 
通常期：10月～2月（8:30～18:30） 

植物の無人売店 
夏期：3月～9月（8:00～19:30） 
通常期：10月～2月（8:00～18:00） 

 
第６条 利用料金 

販売価格は周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて定めること。 
 

第７条 繁忙期の対応 
繁忙期の管理運営にあたっては、飲食施設の供給機能を補完し施設利用者へのサービス提供を強化

するため、施設等運営者による自主事業として、内閣府沖縄総合事務局が指定した場所及び期間に臨

時施設として売店の開設を許可する。なお、開設にあたっては、施設等運営者は、開設時間及び販売

品目について内閣府沖縄総合事務局と事前に協議を行い、書面により提出すること。 
 
第８条 自主事業 
  施設等運営者は、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により、自主事業として、

内閣府沖縄総合事務局が指定した場所において通年に渡る飲食・物販施設が開設できる。なお、開設

する飲食・物販施設は、新規に設置するものに限るものとし、現状で収益施設として運営している施

設は、対象外とする。開設にあたって、施設等運営者は、施設配置、施設内容、開設時間及び販売品

目等について内閣府沖縄総合事務局と事前に協議を行い、結果を書面により提出し、許可を受けたう

えで実施できる。 
 
第９条 自主事業による施設設置 
１．施設等運営者は、前条に基づく新たに飲食・物販施設の設置を行う場合、下表に示す海洋博覧会

地区の指定区域において、建築面積 200 ㎡を上限として実施できる。設置にあたっては既存施設の

改築も可能とするが、改築が可能な既存施設は展望レストハウスに限る。なお、首里城地区への設

置は一切許可しない。 
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自主事業における飲食・物販施設等の設置運営可能範囲 

地区 ゾーン名 指定区域 面積 
（ha） 備考 

海洋 
博覧会

地区 

沖縄・文化センタ

ーゾーン 
噴水広場～水の階段（北側芝

生広場周辺） 
約 1.8ha 

別添―35「自主事業にお

ける飲食・物販施設等の

設置運営可能範囲」参照 

オーシャニック

ゾーン レストハウス西側 約 0.7ha 

熱帯亜熱帯環境

ゾーン 
夕陽の広場（お花畑周辺と展

望レストハウス） 
約 1ha 

  
２．施設等運営者は、飲食・物販施設の設置に係る提案にあたっては、国営沖縄記念公園の自然環境、

公園施設等との調和を十分に図る。 
 ３．施設等運営者は、飲食・物販施設の設置にあたっては、沖縄総合事務局と事前に協議し、都市公

園法（昭和３１年法律第７９号）第５条、第６条又は１２条に基づく許可を得なければならない。 
４．施設の運営上必要となる電気・水道等設備の当該施設への引き込みについては、事前に監督職員

と協議した上で、施設等運営者が実施する。 
５．その他、飲食・物販施設の設置に際し必要となる各種手続き等は全て施設等管理者が実施すると

ともに、整備に要する費用は、全て施設等管理者が負担する。 
６．施設等運営者は、自主事業において、新たに施設を設置する場合は、本業務の実施期間を超えて

10年間を限度として実施することができるものとする。この場合、契約期間終了後（継続して契約

した場合は除く）は自主事業ではなくなるが、都市公園法第５条の許可に基づき実施できるもので

あり、公園管理者が承認した場合は、許可期間終了後の許可の更新も可能である。 

また、契約期間終了時（継続して契約した場合は除く）又は許可期間終了時（更新が行われた場

合は除く）は、自己の負担において原状回復しなければならない。 

ただし、契約期間終了時（継続して契約した場合は除く）又は許可期間終了時（更新が行われた

場合は除く）に、所有する資産を国又は国が指定する第３者と個別の協議により、適正価格で譲渡

できるものとし、この場合には原状回復は不要とする。 

 
 
第１０条 業務の内容 

施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行う。 
１）飲食・物販施設の運営に関すること。 
２）飲食・物販施設の維持管理に関すること。 
３）飲食・物販施設利用に伴う苦情処理に関すること。 
４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 
 

第１１条 飲食・物販施設に係る管理運営要領の作成  
施設等運営者は、共通規定書第２７条に基づく管理運営要領を作成するにあたり、共通規定書で定

められている事項のほか、以下を踏まえた管理運営要領を作成すること。 
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 １．安全衛生管理 
１）衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負う。 
２）食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき、安全衛生管理計画書及び緊急時連絡体

制を定めて、監督職員に提出すること。また、安全衛生管理計画書作成にあたっては、十分な

衛生管理及び安全管理等を行うとともに事故防止に努める。 
３）運営に当たる全職員を対象として、年１回の健康診断を実施し、検査の結果、異常ある者は、

完全に回復したとの医師の診断が得られるまで職場復帰は認めないこと。 
その他、下痢を起こしているなど体調不良者は出勤させてはならない。 

４）法定点検等の結果については、遅滞なく監督職員に報告すること。 
５）飲食施設は、施設利用者に満足していただけるよう、商品管理の徹底、消防設備の点検、身だ

しなみ等、常に清潔、快適かつ安全な状態に維持する。 
６）食中毒等の事故が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、緊

急時連絡体制に基づき、遅滞なく、書面等により監督職員に報告する。なお、食中毒等社会的

な影響や人的影響等を伴うときは、内閣府沖縄総合事務局がマスコミ対応等を行うが、その際、

内閣府沖縄総合事務局の求めに応じ施設等運営者は迅速かつ適切に協力しなければならない。

また、内閣府沖縄総合事務局が策定した事故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則

った対応を図ること。 
７）食中毒等により、施設利用者に対して、人的損害を及ぼした場合は、施設等運営者の責任にお

いて、その賠償を行う。 
２．施設利用上の注意 

施設等運営者は、施設利用上の注意を策定し施設利用者に対し、看板等において注意を促す。 
 
第１２条 費用負担 

飲食施設運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の負担である。 
 
第１３条 責任範囲の掲示 

１．共通規定書第９条の責任分担によるほか、次の各号に該当する場合は、内閣府沖縄総合事務局及

び施設等運営者は、賠償責任を負わないものとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の

掲示を行う。 
１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由によって

生じた施設利用者の損害。 
２）施設等運営者の過失に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運営者は

その損害を賠償すること。 
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第２章 遊覧車 

第１４条 総則 
施設等運営者は、遊覧車の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、監督職員及び公園管理者以外

の管理者との充分な協議を行い、公園利用者及び施設利用者の安全を十分に確保した上で、園内交通

施設の運営・運行管理について、その責任体制を明確にし、適正な運営と運行の安全を図るものとす

る。なお、本規定書に記載のない事項又は本規定書に疑義が生じたときは、その都度、施設運営者は

監督職員と協議するものとする。 
 

第１５条 施設の利用目的 
遊覧車は、別添―３４「遊覧車ルート図」に示す所定のルートにおいて、高齢者や身体の不自由な

方等公園利用者の公園内の移動を補助するための遊覧車の運行を施設の利用目的とする。 
 
第１６条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。車両の仕様及び運用台数は、施設運営者の提案によるものとし、

監督職員及び公園管理者以外の管理者と協議した上で、車両の導入を行うこととする。 
■運営対象施設一覧 
＜必須施設＞ 

施設名称 営業場所 

遊覧車（車庫、遊覧ポイント） 
国営沖縄記念公園 
海洋博覧会地区内 

※車両は施設等運営者が用意する。 

 
第１７条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者及び運行管理者を選任した上で、遊覧車の運行にあたらせる。 
 

第１８条 運営日時 
１．施設等運営日時は、本公園の開園日時を基本とする。ただし、以下の運休日を除く。 
 

■運休日 
公園の休園日、その他、天候等により、監督職員及び運行管理者の両者が同意の上必要と認

める時。 
 

２．園内の運行は、原則として開園時間に合わせた営業時間とする。 
３．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、監督職員よ

り営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 
 

第１９条 利用料金 

遊覧車の利用料金は、周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて定めること。ただし、現在の利用

料金との整合性について留意すること。なお、遊覧車の運営については施設利用者のニーズを把握し、

その見直しを図るなど、満足度の向上に努めること。 
 

 
別紙-186



 34 

 
■現在の利用料金一覧（参考：平成２８年度実績） 

 
 
 
 
第２０条 業務の内容 

施設等運営者は、次の業務を行う。 
１）遊覧車の運行及び利用料金の徴収及び領収書の発行に関すること。 
２）遊覧車の維持管理に関すること。 
３）遊覧車の安全管理に関すること。 
４）遊覧車利用に伴う損害に関すること。 
５）遊覧車の利用に伴う苦情処理に関すること。 
６）前各号に掲げる業務に付随すること。 
 

第２１条 遊覧車施設に係る管理運営要領の作成 
施設等運営者は、共通規定書第２７条に基づく管理運営要領を作成するにあたり、共通規定書で定

められている事項のほか、以下を踏まえた管理運営要領を作成すること。 
１．遊覧車の運営 

運行コースは以下の３つのゾーンを結ぶコースとし、経路や途中の遊覧ポイント及び運行時

間・間隔については提案された内容とする。ただし、行催事等による運行への影響等管理上必要

があるときは、変更することができるが、その場合、施設運営者は、事前に監督職員及び公園管

理者以外の管理者と協議を行うものとする。 
■ゾーン 

ゾーン名称 

①沖縄文化・センターゾーン 
②オーシャニックゾーン 
③熱帯亜熱帯環境ゾーン 

 
２．運行速度 

園内の遊覧車運行速度の制限速度は、２０km/h 以内とし、また、公園の利用状況によっては、

公園利用者の安全に万全を期するよう、さらに減速して運行するものとする。 
３．遊覧車の維持管理 

施設運営者は、遊覧車利用者が快適に施設を利用できるよう、常に遊覧車を良好な状態に維持

することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 
１）遊覧車に係る清掃 
２）遊覧車の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理 
３）その他利用によって消耗する遊覧車の修繕、消耗品の購入等 

４．遊覧車の安全管理 
１）衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負う。 
２）営業開始前の準備 

種類 利用料金 備考 

1 回乗車 100円 ━ 

１日周遊券 200円 当日限り有効 
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（１）遊覧車の安全な管理運営を行うために、施設等運営者は安全衛生管理計画書を定めて監督職

員に提出する。なお、作成にあたっては関係法令を遵守すること。 
（２）遊覧車は、旅客を乗せて商業的な活動を行う場合には、関係法令を遵守すること。 
（３）施設等運営者は、遊覧車安全衛生管理計画書に従い、管理体制の構築、業務従事者の教育、

車両の点検を行うこと。 
３）営業期間中の管理運営 
（１）施設等運営者は、遊覧車安全衛生管理計画書に従い、利用者への指導、車両の点検、緊急時

の対応、利用者への情報提供、衛生管理を行うこと。 
５. 遊覧車の緊急時の対応 

１）次の各号の時は、施設等運営者は次の各号に該当するときは運行運営を一時中止・変更、又は

休止するものとし、監督職員に報告する。また、施設等運営者は、遊覧車の運行を一時中止し

たときは、運転再開の前に各部の点検を行い、異常のないことを確認しなければならない。な

お、運行の一時中止・変更又は休止する際には公園利用者及び施設利用者に的確に告知する。 
（１）地震、台風、大雨、大雪等大規模な自然災害や悪天候のため、運行に危険が予想されるとき。 
（２）公園利用者が多く、運行コースにおいて運行が困難と認められるとき。 
（３）事故又は故障等により運転不能のとき。 
（４）緊急事態が発生し、又はその発生が予想されるとき。 
（５）その他監督職員の指示があったとき。 

６．研修 

施設運営者は、運行に従事する者に対して、当該業務遂行上必要な知識及び技能を習得させるた

め研修を年 1回以上行うものとする。研修は次の項目について行うこと。 

１）園内交通施設に関する一般知識。 

２）園内交通施設の運行及び点検の方法。 

３）悪天候時、地震発生時に講ずべき措置。 

４）故障時に講ずべき措置。 

５）人身事故発生時に必要な応急措置、救急方法等に関する知識及びその訓練。 

６）緊急時における関係部署への連絡方法及びその訓練。 

７）国営沖縄記念公園についての一般知識。 

８）園内交通施設及びその利用者等の安全を確保するために必要な事項。 

９）関係法令その他必要な事項。 

７．施設利用上の注意 

遊覧車利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）運転手等の安全指示に従うこと。 

２）運転に支障を及ぼす恐れのある行為を行わないこと。 

３）他の公園利用者及び施設利用者に迷惑を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。 

４）強度の酒気を帯びていると判断できる状態で乗車しないこと。 

５）子供（6歳未満）が単独で乗車しないこと。 

６）危険物（「旅客自動車運送事業運転規則第５２条」参照）を所持して乗車しないこと。 
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第２２条 費用負担 

遊覧車の運営管理・運行に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の負担

である。 

 

第２３条 責任範囲の掲示 
１．共通規定書第９条の責任分担によるほか、次の各号に該当する場合は、内閣府沖縄総合事務局及

び施設等運営者は、賠償責任を負わないものとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の

掲示を行う。 
１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由によって

生じた施設利用者の損害。 
２）施設等運営者の過失に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運営者は

その損害を賠償すること。 
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第３章 自動販売機 

第２４条 総則 
施設等運営者は、自動販売機の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適なサー

ビスの提供及び安全確保に努める。 
 
第２５条 施設の利用目的 

自動販売機施設は、国営沖縄記念公園において飲食及び物販サービスを提供することを、施設の利用

目的とする。 
 
第２６条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。 
１．設置箇所及び設置台数は施設等運営者の提案による。ただし、海洋博覧会地区は３４台、首里城

地区は４台を限度として設置し、管理することができる。 
 

■設置箇所一覧 参考；平成２８年度実績 
＜裁量施設＞ 
① 海洋博覧会地区 

設置箇所 設置する自動販売機の種別 

エメラルドゲート駐車場１階 飲料（缶及びペットボトル） 

ちびっことりで 飲料（缶及びペットボトル） 

エメラルドビーチのビーチハウス 飲料（缶及びペットボトル） 

中央ゲートスナック横 飲料（缶及びペットボトル） 
中央ゲートスナック前 飲料（缶及びペットボトル） 

東バス駐車場 飲料（缶及びペットボトル） 
中央売店休憩所横 飲料（缶及びペットボトル） 

公園事務所 飲料（缶及びペットボトル） 
ハイサイプラザプラザ中庭 飲料（缶及びペットボトル） 
ハイサイプラザティーダ裏 飲料（缶及びペットボトル） 

熱帯ドリームセンターキャノピー 飲料（缶及びペットボトル） 
熱帯ドリームセンターキオスク 飲料（缶及びペットボトル） 
熱帯ドリームセンター南池前 飲料（缶及びペットボトル） 

夕陽の広場トイレ横 飲料（缶及びペットボトル） 
熱帯・亜熱帯都市緑化植物園管理センター休憩所 飲料（缶及びペットボトル） 

② 首里城地区 
設置箇所 設置する自動販売機の種別 

系図座・用物座 飲料（缶及びペットボトル） 

銭蔵 飲料（缶及びペットボトル） 

（別紙―４０「自動販売機位置図」参照） 
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第２７条 責任者の選任 
施設等運営者は、自動販売機の運営にあたり、施設担当責任者を選任した上で、自動販売機の運営に

あたらせる。 
 
第２８条 利用料金 

自動販売機の利用料金は、周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて定めること。 
 
第２９条 業務の内容 

施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行う。 
１）自動販売機施設の運営に関すること。 
２）自動販売機施設の維持管理に関すること。 
３）前各号に掲げる業務に付随すること。 

 
第３０条 自動販売機施設に係る管理運営要領の作成 

施設等運営者は、共通規定書第２７条に基づく管理運営要領を作成するにあたり、共通規定書で定め

られている事項のほか、以下を踏まえた管理運営要領を作成すること。 
１．自動販売機の運営 
１)自動販売機で酒類の販売は行わないこと。 
２)自動販売機の大きさについては、指定の範囲内に設置できるものであること。 
３)施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、機能面及

び景観に留意して適切な管理を行うこと。 
２．自動販売機の維持管理 
１)商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、施設等

運営者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品がないよう努める

こと。 
２)自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割合で、選別回収タイプの回収ボック

スを設置するとともに、施設等運営者の責任で適切に空き容器を回収・処分すること。 
３)自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令を遵守する

とともに徹底を図ること。 
４)自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで「安全設置」すること。 

 
第３１条 費用負担 

１．自動販売機運営に関わる一切の費用は、施設等運営者の負担とする。 
２．自動販売機の商品の補充、売上金回収等に要する経費、自動販売機周辺に設置する回収ボックス

の設置及び空き容器回収に要する費用は、施設等運営者の負担とする。 
その他園内のごみ箱についても、空き容器等の発生量に応じて、維持管理業務受託者との間で、

応分の費用負担を行う。その際、事前に監督職員と協議の上、費用分担ルール及び費用分担結果

の監督職員との確認方法について協議し、決定すること。なお、費用分担の確認方法に基づき、

監督職員及び維持管理業務受託者と確認を行った上で、費用分担を行うこと。 
３．自動販売機の設置に伴う電気・排水工事の追加工事を必要とする場合はそれに要する経費は、施
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設等運営者の負担とする。 
４．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備すること。但

し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約が解除さ

れた場合、速やかに管理物件を原状に回復して、内閣府沖縄総合事務局に引き渡すこととなるこ

ととなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、内閣府沖縄総

合事務局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていることを踏まえ、施

設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込む。 
５．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、原則

施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 
 

第３２条 その他留意事項 
１．自動販売機の設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 
２．自動販売機の設置にあたっては、事前に監督職員と協議し、必要な手続きを実施したうえで設置

すること。 
３．販売商品等については事前に監督職員と協議し、決定すること。 
４．自動販売機を第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 
５．販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、監督職員の指示に従うこと。 
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第４章 コインロッカー（裁量施設） 

第３３条 総則 
施設等運営者は、コインロッカーの管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者が安全かつ

快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、機能面及び景観に留意し、施設利用者への快適なサー

ビスの提供に努める。 
 

第３４条 運営対象施設 
設置箇所及び設置台数は施設等運営者の提案による。ただし、海洋博覧会地区において４カ所を限度

とし、設置並びに管理することができる。 
■設置箇所一覧 参考；平成２８年度実績 
＜裁量施設＞ 

設置箇所 設置個所数 

中央ゲート警備棟 １ 

ハイサイプラザ １ 

エメラルドビーチのビーチハウス ２ 

（別紙―４１「コインロッカー位置図」参照） 
 

第３５条 責任者の選任 
施設等運営者は、コインロッカーの運営にあたり、施設担当責任者を選任した上で、コインロッカー

の運営にあたらせる。 
 
第３６条 利用料金 
コインロッカーの利用料金は、周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて定めること。 

 

第３７条 費用負担 
１．コインロッカー運営に関わる一切の費用は、施設等運営者の負担とする。 
２．コインロッカーの購入、設置、交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する経費、光熱費等日常

の管理経費、コインロッカーの安全対策に要する経費は、施設運営者の負担とする。 
３．コインロッカーの売上金回収等に要する経費は、施設等運営者の負担とする。 
４．コインロッカーの設置に伴う電気工事の追加工事を必要とする場合はそれに要する経費は、施設

等運営者の負担とする。 
５．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備すること。但

し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約が解除さ

れた場合、速やかに管理物件を原状に回復して、内閣府沖縄総合事務局に引き渡すこととなるこ

ととなること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、内閣府沖縄総

合事務局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていることを踏まえ、施

設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込む。 
５．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、原則

施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 
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第３８条 コインロッカーの維持管理 

１．コインロッカー管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理につい

ては、施設運営者が行うこと。 

２．コインロッカーの清掃を実施するとともに、衛生管理については、関係法令を遵守するとともに

徹底を図ること。 

３．コインロッカーを設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで「安全設置」すること。 

 

第３９条 その他留意事項 

１．コインロッカーの設置に関する必要な手続きは、施設運営者が行うこと。 

２．コインロッカーの設置にあたっては、事前に監督職員と協議し、必要な手続きを実施したうえで

設置すること。 

３．コインロッカーを第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

４．忘れ物等残存物の発見をしたときは、所定の手続きを行い、できる限りの便宜をはかること。 
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第５章 自主事業における行催事等 
第４０条 自主事業における行催事等 

１．施設等運営者は、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により、自主事業（広報

も含む）を行うことが出来る。 
２．行催事を開催する場合は、本公園の利用増につながる各種行催事の主催、共催等も可能とする。 
３．自主事業の内容については、本公園利用に相応しくない場合、その実施を認めない場合がある。

このため施設等運営者は、事前に監督職員等と協議を行うこと。 
４．自主事業の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園の美観確保の観点から、他の公園

利用者の活動を阻害する恐れのある場所での実施を原則として認めない。 
５．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第

６条又は第 12 条に基づく許可を得る必要がある場合、申請書を監督職員等に提出して許可を受け

なければならない。ただし、都市公園法第 12 条第１項第２号に掲げる行為の許可については、施

設等運営者の申請に限り、自主事業の内容を「業務計画書」に記載することにより、年間を通して

一括申請を行うことができる。 
６．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第

20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必要となる場合がある。

ただし、公共性の高い行催事を国や地方公共団体との共催により行う場合、施設使用料または建物

使用料及び土地使用料が不要となる場合がある。 
７．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令第 20 条に基づく都市公園法第５

条又は第６条の許可を受けた範囲の維持管理にかかる費用（水道、電気料金を含む）を負担する。 
８．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、協賛企業から協賛金を募り、実施費用に当てること

ができる。なお、この場合、以下の点に留意すること。 
１）施設等運営者は、事前に内閣府沖縄総合事務局の承諾を得た上で、自主事業の実施場所及び各

ゲートに協賛企業の名称等の表示等を行うことができる（はり紙、はり札等、広告旗、立看板

等、広告幕及びアドバルーンへの協賛企業名の表示。）。この場合、国頭郡本部町並びに那覇市

の屋外広告物に関する規制等、関係法令等を遵守すること。 
２）施設等運営者は、事前に監督職員等の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛内容を広報宣伝

させることができる。 
３）施設等運営者は、事前に監督職員等の承諾を得た上で、自らが作成する自主事業に関するポス

ター・パンフレット・スタッフジャンパー等に、協賛企業の名称等を表示させることができる。 
９．施設等運営者は、監督職員等が自主事業に関する収支状況等の報告を求めた場合には、それに応

じなければならない。 
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沖美ら財 第  363　号

氏 名

 及び下記の書類を添付して報告します｡

１通

１通

１通               ３．残存物件報告書

（ 一 財 ） 沖 縄 美 ら 島 財 団
理 事 長 池 田 孝 之

 平成２４年１月１０日付契約(契約金額　￥２，９８１，２４４，０００円)の平成２５年度が完了したので、成果物

　　　　 記

               １．精  算  報  告  書

               ２．委託費経費内訳報告書

完　　了　　報　　告　　書

平成　26年 3月　31日

( 分 任 ) 支 出 担 為 担 当 官
沖縄総合事務局 開発建設部長

小 平 田 浩 司 殿

受託者　住 所 沖縄県国頭郡本部町字石川888番地

※注）

海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用

を含む。
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【平成２５年度】

（１）総括

平成２５年度  　（単位：円）

項　　　　目 予　定　経　費 契　約　額 過　不　足　額 適　　　要

(Ａ) (Ｂ) (Ａ) - (Ｂ)
 直 接 管 理 費 944,460,000 944,460,000 0 100.0%
　　植 物 管 理 160,093,000 160,549,572 △ 456,572 100.3%

芝 生 管 理 工 23,944,000 19,943,823 4,000,177 83.3%
高 木 管 理 8,936,000 13,860,913 △ 4,924,913 155.1%
低 木 管 理 12,023,000 18,045,790 △ 6,022,790 150.1%
地 被 類 管 理 工 2,587,000 1,515,377 1,071,623 58.6%
草 花 管 理 工 11,770,000 14,003,239 △ 2,233,239 119.0%
樹 林 地 管 理 工 5,188,000 5,946,076 △ 758,076 114.6%
草 地 管 理 工 1,267,000 1,778,800 △ 511,800 140.4%
特 殊 管 理 工 62,658,000 65,137,388 △ 2,479,388 104.0%
リ サ イ ク ル 工 等 5,338,000 474,243 4,863,757 8.9%
台 風 対 策 ・ 復 旧 工 7,604,000 1,566,748 6,037,252 20.6%
そ の 他 18,778,000 18,277,175 500,825 97.3%

　　動 物 管 理 37,014,000 36,813,030 200,970 99.5%
動 物 管 理 工 37,014,000 36,813,030 200,970 99.5%

　　建物維持修繕工 163,070,000 168,166,250 △ 5,096,250 103.1%
い る か 関 連 施 設 21,216,000 21,786,000 △ 570,000 102.7%
常 用 発 電 所 42,849,000 42,819,000 30,000 99.9%
海 洋 文 化 館 24,636,000 24,082,250 553,750 97.8%
熱 帯 ド リ ー ム セ ン タ ー 20,880,000 20,082,000 798,000 96.2%
エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 24,764,000 25,821,000 △ 1,057,000 104.3%
お き な わ 郷 土 村 3,039,000 2,546,000 493,000 83.8%
レ ス ト ハ ウ ス 等 1,960,000 2,736,000 △ 776,000 139.6%
便 所 988,000 486,000 502,000 49.2%
管 理 温 室 2,482,000 1,982,000 500,000 79.9%
事 務 所 及 び 管 理 棟 等 3,920,000 4,743,000 △ 823,000 121.0%
植 物 管 理 セ ン タ ー 4,876,000 6,881,000 △ 2,005,000 141.1%
総 合 案 内 所 3,986,000 5,344,000 △ 1,358,000 134.1%
立 体 駐 車 場 1,951,000 3,760,000 △ 1,809,000 192.7%
休 憩 施 設 3,978,000 3,429,000 549,000 86.2%
エ メ ラ ル ド ビ ー チ 立 体 駐 車 場 831,000 1,064,000 △ 233,000 128.0%
広 福 門 （ 便 所 ） 122,000 605,000 △ 483,000 495.9%
漏刻門、瑞泉門、右掖門、淑順門 232,000 0 232,000 0.0%
系 図 座 ・ 用 物 座 120,000 0 120,000 0.0%
供 屋 240,000 0 240,000 0.0%

　　台 風 対 策 工 10,000,000 3,695,000 6,305,000 37.0%
台 風 対 策 10,000,000 3,695,000 6,305,000 37.0%

　　工作物維持修繕工 26,705,000 28,621,000 △ 1,916,000 107.2%
エ メ ラ ル ド ビ ー チ 3,000,000 7,374,000 △ 4,374,000 245.8%
ち び っ こ と り で 1,789,000 1,635,000 154,000 91.4%
水 の 階 段 等 825,000 440,000 385,000 53.3%
園 路 広 場 3,500,000 1,303,000 2,197,000 37.2%
屋 外 電 気 設 備 9,974,000 8,024,000 1,950,000 80.4%
屋 外 給 排 水 施 設 等 2,897,000 2,797,000 100,000 96.5%
夕 陽 の 広 場 852,000 1,061,000 △ 209,000 124.5%
園 路 広 場 （ 首 里 城 地 区 ） 87,000 0 87,000 0.0%
屋 外 電 気 設 備 （ 首 里 城 地 区 ） 3,766,000 5,987,000 △ 2,221,000 159.0%
屋外給排水設備等（首里城地区） 15,000 0 15,000 0.0%

　　清    掃    工 61,972,000 59,204,845 2,767,155 95.5%
　　   清   掃   費 61,972,000 59,204,845 2,767,155 95.5%

建 物 清 掃 等 39,820,000 41,061,070 △ 1,241,070 103.1%
臨 時 清 掃 2,517,000 2,612,000 △ 95,000 103.8%
植 栽 地 清 掃 等 14,583,000 14,312,159 270,841 98.1%
廃 棄 物 処 理 3,735,000 980,616 2,754,384 26.3%
資 材 購 入 等 1,317,000 239,000 1,078,000 18.1%

　　運 営 管 理 201,158,000 205,340,272 △ 4,182,272 102.1%
利 用 者 指 導 工 152,968,000 151,475,584 1,492,416 99.0%
自 動 車 等 維 持 修 繕 工 2,237,000 2,264,404 △ 27,404 101.2%
広 告 宣 伝 45,953,000 51,600,284 △ 5,647,284 112.3%

　　公 園 管 理 284,448,000 282,070,031 2,377,969 99.2%
人 件 費 271,212,000 270,465,202 746,798 99.7%
庁 費 13,236,000 11,604,829 1,631,171 87.7%

 間 接 管 理 費 3,434,000 3,434,000 0 100.0%
　　一  般  管  理  費 3,434,000 3,434,000 0 100.0%

一 般 管 理 費 3,434,000 3,434,000 0 100.0%
 小 計（直接+間接） 947,894,000 947,894,000 0 100.0%
 消 費 税 47,395,000 47,395,000 0 100.0%

消 費 税 47,395,000 47,395,000 0 100.0%
合   計 995,289,000 995,289,000 0 100.0%

精 算 報 告 書

工　　　　　種
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※注）

海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用

を含む

※注）

海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用

を含む。
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平成２６年度  　（単位：円）
項　　　　目 予　定　経　費 契　約　額 過　不　足　額 適　　　要

(Ａ) (Ｂ) (Ａ) - (Ｂ)
 直 接 管 理 費 945,006,000 945,006,000 0 100.0%
　　植 物 管 理 160,096,000 161,647,720 △ 1,551,720 101.0%

芝 生 管 理 工 23,944,000 21,470,648 2,473,352 89.7%
高 木 管 理 8,936,000 11,770,687 △ 2,834,687 131.7%
低 木 管 理 12,024,000 17,875,562 △ 5,851,562 148.7%
地 被 類 管 理 工 2,588,000 1,523,471 1,064,529 58.9%
草 花 管 理 工 11,770,000 14,669,360 △ 2,899,360 124.6%
樹 林 地 管 理 工 5,187,000 1,567,781 3,619,219 30.2%
草 地 管 理 工 1,267,000 2,185,700 △ 918,700 172.5%
特 殊 管 理 工 62,658,000 65,949,755 △ 3,291,755 105.3%
リ サ イ ク ル 工 等 5,339,000 806,983 4,532,017 15.1%
台 風 対 策 ・ 復 旧 工 7,604,000 3,377,811 4,226,189 44.4%
そ の 他 18,779,000 20,449,962 △ 1,670,962 108.9%

　　動 物 管 理 37,014,000 36,800,007 213,993 99.4%
動 物 管 理 工 37,014,000 36,800,007 213,993 99.4%

　　建物維持修繕工 163,069,000 162,977,820 91,180 99.9%
い る か 関 連 施 設 21,216,000 21,652,000 △ 436,000 102.1%
常 用 発 電 所 42,849,000 39,581,000 3,268,000 92.4%
海 洋 文 化 館 24,636,000 24,365,000 271,000 98.9%
熱 帯 ド リ ー ム セ ン タ ー 20,880,000 19,006,000 1,874,000 91.0%
エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 24,764,000 25,590,000 △ 826,000 103.3%
お き な わ 郷 土 村 3,039,000 1,640,000 1,399,000 54.0%
レ ス ト ハ ウ ス 等 1,960,000 3,210,000 △ 1,250,000 163.8%
便 所 988,000 712,000 276,000 72.1%
管 理 温 室 2,482,000 3,828,000 △ 1,346,000 154.2%
事 務 所 及 び 管 理 棟 等 3,920,000 5,287,000 △ 1,367,000 134.9%
植 物 管 理 セ ン タ ー 4,876,000 5,507,000 △ 631,000 112.9%
総 合 案 内 所 3,986,000 4,525,000 △ 539,000 113.5%
立 体 駐 車 場 1,951,000 3,175,000 △ 1,224,000 162.7%
休 憩 施 設 3,978,000 3,901,000 77,000 98.1%
エ メ ラ ル ド ビ ー チ 立 体 駐 車 場 831,000 618,000 213,000 74.4%
広 福 門 （ 便 所 ） 121,000 300,000 △ 179,000 247.9%
漏刻門、瑞泉門、右掖門、淑順門 232,000 0 232,000 0.0%
系 図 座 ・ 用 物 座 120,000 80,820 39,180 67.4%
供 屋 240,000 0 240,000 0.0%

　　台 風 対 策 工 10,000,000 7,051,000 2,949,000 70.5%
台 風 対 策 10,000,000 7,051,000 2,949,000 70.5%

　　工作物維持修繕工 26,704,000 28,452,000 △ 1,748,000 106.5%
エ メ ラ ル ド ビ ー チ 3,000,000 6,678,000 △ 3,678,000 222.6%
ち び っ こ と り で 1,789,000 2,228,000 △ 439,000 124.5%
水 の 階 段 等 825,000 370,000 455,000 44.8%
園 路 広 場 3,500,000 2,208,000 1,292,000 63.1%
屋 外 電 気 設 備 9,974,000 8,201,000 1,773,000 82.2%
屋 外 給 排 水 施 設 等 2,897,000 2,418,000 479,000 83.5%
夕 陽 の 広 場 852,000 823,000 29,000 96.6%
園 路 広 場 （ 首 里 城 地 区 ） 87,000 0 87,000 0.0%
屋 外 電 気 設 備 （ 首 里 城 地 区 ） 3,765,000 5,526,000 △ 1,761,000 146.8%
屋外給排水設備等（首里城地区） 15,000 0 15,000 0.0%

　　清    掃    工 62,516,000 61,639,589 876,411 98.6%
　　   清   掃   費 62,516,000 61,639,589 876,411 98.6%

建 物 清 掃 等 40,363,000 41,996,012 △ 1,633,012 104.0%
臨 時 清 掃 2,518,000 3,853,000 △ 1,335,000 153.0%
植 栽 地 清 掃 等 14,582,000 14,507,277 74,723 99.5%
廃 棄 物 処 理 3,735,000 1,283,300 2,451,700 34.4%
資 材 購 入 等 1,318,000 0 1,318,000 0.0%

　　運 営 管 理 201,158,000 207,053,151 △ 5,895,151 102.9%
利 用 者 指 導 工 152,968,000 158,181,033 △ 5,213,033 103.4%
自 動 車 等 維 持 修 繕 工 2,238,000 2,590,227 △ 352,227 115.7%
広 告 宣 伝 45,952,000 46,281,891 △ 329,891 100.7%

　　公 園 管 理 284,449,000 279,384,713 5,064,287 98.2%
人 件 費 271,212,000 271,212,000 0 100.0%
庁 費 13,237,000 8,172,713 5,064,287 61.7%

 間 接 管 理 費 3,433,000 3,433,000 0 100.0%
　　一  般  管  理  費 3,433,000 3,433,000 0 100.0%

一 般 管 理 費 3,433,000 3,433,000 0 100.0%
 小 計（直接+間接） 948,439,000 948,439,000 0 100.0%
 消 費 税 75,875,171 75,875,171 0 100.0%

消 費 税 75,875,171 75,875,171 0 100.0%
合   計 1,024,314,171 1,024,314,171 0 100.0%

精 算 報 告 書

工　　　　　種
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※注）

海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用

を含む。
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別記様式第７

平成２７年度  　（単位：円）
予　定　経　費 支 出 額 過　不　足　額 適　　　要

項　　　　目 (Ａ) (Ｂ) (Ａ) - (Ｂ)
 直 接 管 理 費 1,254,215,000 1,254,215,000 1,254,215,000 0 100.0%
　　植 物 管 理 227,118,000 227,118,000 229,549,489 △ 2,431,489 101.1%

芝 生 管 理 工 26,621,000 26,621,000 34,599,241 △ 7,978,241 130.0%
高 木 管 理 18,331,000 18,331,000 22,180,057 △ 3,849,057 121.0%
低 木 管 理 23,847,000 23,847,000 24,207,322 △ 360,322 101.5%
地 被 類 管 理 工 1,984,000 1,984,000 1,983,985 15 100.0%
草 花 管 理 工 18,310,000 18,310,000 19,693,735 △ 1,383,735 107.6%
樹 林 地 管 理 工 5,165,000 5,165,000 3,544,370 1,620,630 68.6%
草 地 管 理 工 2,134,000 2,134,000 3,053,580 △ 919,580 143.1%
特 殊 管 理 工 81,278,000 81,278,000 83,798,467 △ 2,520,467 103.1%
リ サ イ ク ル 工 等 3,147,000 3,147,000 3,555,805 △ 408,805 113.0%
台 風 対 策 ・ 復 旧 工 11,301,000 11,301,000 4,562,941 6,738,059 40.4%
雑 資 材 等 購 入 35,000,000 35,000,000 28,369,986 6,630,014 81.1%

　　動 物 管 理 54,299,000 54,299,000 48,089,172 6,209,828 88.6%
動 物 管 理 工 54,299,000 54,299,000 48,089,172 6,209,828 88.6%

　　建物維持修繕工 201,696,000 200,447,000 222,888,195 △ 22,441,195 111.2%
い る か 関 連 施 設 24,689,000 24,689,000 29,700,000 △ 5,011,000 120.3%
特 別 高 圧 受 変 電 施 設
（ 非 常 用 発 電 所 を 含 む ）

41,844,000 41,844,000 42,795,000 △ 951,000
102.3%

海 洋 文 化 館 31,981,000 31,981,000 33,552,150 △ 1,571,150 104.9%
熱 帯 ド リ ー ム セ ン タ ー 28,136,000 28,136,000 29,495,000 △ 1,359,000 104.8%
エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 31,763,000 31,763,000 35,369,045 △ 3,606,045 111.4%
お き な わ 郷 土 村 2,756,000 2,756,000 2,494,000 262,000 90.5%
レ ス ト ハ ウ ス 等 3,009,000 3,009,000 3,825,000 △ 816,000 127.1%
便 所 1,253,000 1,253,000 1,968,000 △ 715,000 157.1%
管 理 温 室 5,151,000 5,151,000 5,846,000 △ 695,000 113.5%
事 務 所 及 び 管 理 等 3,576,000 3,576,000 6,507,000 △ 2,931,000 182.0%
植 物 管 理 セ ン タ ー 7,250,000 7,250,000 9,461,000 △ 2,211,000 130.5%
総 合 案 内 所 5,789,000 5,789,000 6,474,000 △ 685,000 111.8%
立 体 駐 車 場 2,241,000 2,241,000 3,759,000 △ 1,518,000 167.7%
休 憩 施 設 7,563,000 7,563,000 8,538,000 △ 975,000 112.9%
エメラルドビーチ立体駐車場 1,288,000 1,288,000 1,367,000 △ 79,000 106.1%
広福門（便所）(首里城地区) 1,573,000 1,573,000 1,738,000 △ 165,000 110.5%
漏刻門、瑞泉門、右掖門（首里 232,000 232,000 0 232,000 0.0%
系図座・用物座（首里城地区） 113,000 113,000 0 113,000 0.0%
供 屋 （ 首 里 城 地 区 ） 240,000 240,000 0 240,000 0.0%

1,249,000 0 0 0 -
△ 1,249,000

　　台 風 対 策 工 10,100,000 10,100,000 4,525,000 5,575,000 44.8%
台 風 対 策 10,100,000 10,100,000 4,525,000 5,575,000 44.8%

　　工作物維持修繕工 35,126,000 40,723,000 47,906,000 △ 7,183,000 117.6%
エ メ ラ ル ド ビ ー チ 7,000,000 7,000,000 8,363,000 △ 1,363,000 119.5%
ち び っ こ と り で 2,520,000 2,520,000 2,442,000 78,000 96.9%
水 の 階 段 等 810,000 810,000 820,000 △ 10,000 101.2%
園 路 広 場 1,000,000 1,000,000 4,414,000 △ 3,414,000 441.4%
屋 外 電 気 設 備 11,673,000 11,673,000 13,710,000 △ 2,037,000 117.5%
屋 外 給 排 水 施 設 等 4,916,000 4,916,000 5,832,000 △ 916,000 118.6%
夕 陽 の 広 場 1,702,000 1,702,000 1,561,000 141,000 91.7%
園 路 広 場 （ 首 里 城 地 区 ） 290,000 290,000 0 290,000 0.0%

5,143,000 10,797,000 10,764,000 33,000 99.7%
+5,654,000

屋外給排水設備等（首里城地 15,000 15,000 0 15,000 0.0%
園路広場・屋外電気施設・屋 57,000 0 0 0 -
（ H27 首 里 城 地 区 追 加 分 ） △ 57,000

　　清    掃    工 103,588,000 100,729,000 102,013,731 △ 1,284,731 101.3%
　　   清   掃   費 103,588,000 100,729,000 102,013,731 △ 1,284,731 101.3%

清 掃 工 ( 海 洋 博 地 区 ) 95,030,000 95,030,000 96,581,248 △ 1,551,248 101.6%
8,558,000 5,699,000 5,432,483 266,517 95.3%

△ 2,859,000
　　運 営 管 理 296,606,318 296,006,318 285,611,335 10,394,983 96.5%

利 用 者 指 導 工 235,416,000 235,416,000 231,208,406 4,207,594 98.2%
自 動 車 等 維 持 修 繕 工 2,570,000 2,570,000 3,169,079 △ 599,079 123.3%

58,620,318 58,020,318 51,233,850 6,786,468 88.3%
△ 600,000

　　公 園 管 理 325,681,682 324,792,682 313,632,078 11,160,604 96.6%
311,643,682 310,754,682 302,611,805 8,142,877 97.4%

△ 889,000
庁 費 14,038,000 14,038,000 11,020,273 3,017,727 78.5%

 間 接 管 理 費 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 100.0%
　　一  般  管  理  費 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 100.0%

一 般 管 理 費 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 100.0%
 小 計（直接+間接） 1,277,215,000 1,277,215,000 1,277,215,000 0 100.0%
 消 費 税 102,177,200 102,177,200 102,177,200 0 100.0%

消 費 税 102,177,200 102,177,200 102,177,200 0 100.0%
合   計 1,379,392,200 1,379,392,200 1,379,392,200 0 100.0%

（　備　考　）　1.用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 ※2段書きの工種は、上段が変更後予定経費で下段が増減額である。　
　　　　　　　 　2.経費区分は、別紙様式第１備考４により記載すること。
　　　　　　　 　3.第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を記載すること。

屋外電気設備（首里城地区）

清 掃 工 ( 首 里 城 地 区 )

広 報 ・ 行 催 事 等

人 件 費

精 算 報 告 書

経　　　　　　費　　　　　　区　　　　　　分 予定経費
（当初）工　　　　　種

銭蔵（Ｈ27首里城地区追加分）
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※注）

海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用

を含む。
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別記様式第７

平成２８年度  　（単位：円）
予　定　経　費 支 出 額 過　不　足　額

項　　　　目 (Ａ) (Ｂ) (Ａ) - (Ｂ)
 直 接 管 理 費 1,277,002,000 1,247,433,000 1,247,433,000 0 100.0%
　　植 物 管 理 227,443,000 223,424,000 226,294,651 △ 2,870,651 101.3%

26,715,000 26,621,000 30,806,338 △ 4,185,338 115.7%
△ 94,000

18,357,000 18,331,000 22,485,053 △ 4,154,053 122.7%
△ 26,000

23,852,000 23,847,000 24,942,825 △ 1,095,825 104.6%
△ 5,000

1,985,000 1,984,000 1,847,729 136,271 93.1%
△ 1,000

18,496,000 18,310,000 15,699,486 2,610,514 85.7%
△ 186,000

樹 林 地 管 理 工 5,165,000 5,165,000 4,833,256 331,744 93.6%
草 地 管 理 工 2,134,000 2,134,000 2,299,560 △ 165,560 107.8%

81,291,000 81,278,000 92,393,941 △ 11,115,941 113.7%
△ 13,000

リ サ イ ク ル 工 等 3,147,000 3,147,000 1,073,401 2,073,599 34.1%
台 風 対 策 ・ 復 旧 工 11,301,000 11,301,000 930,745 10,370,255 8.2%

35,000,000 31,306,000 28,982,317 2,323,683 92.6%
△ 3,694,000

　　動 物 管 理 54,299,000 54,299,000 46,970,006 7,328,994 86.5%
動 物 管 理 工 54,299,000 54,299,000 46,970,006 7,328,994 86.5%

　　建物維持修繕工 203,462,000 201,405,000 220,883,160 △ 19,478,160 109.7%
い る か 関 連 施 設 24,690,000 24,690,000 30,142,000 △ 5,452,000 122.1%
特 別 高 圧 受 変 電 施 設
（ 非 常 用 発 電 所 を 含 む ） 41,845,000 41,845,000 44,205,000 △ 2,360,000 105.6%

海 洋 文 化 館 31,982,000 31,982,000 33,338,850 △ 1,356,850 104.2%
熱 帯 ド リ ー ム セ ン タ ー 28,137,000 28,137,000 27,891,000 246,000 99.1%
エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 31,765,000 31,765,000 35,703,045 △ 3,938,045 112.4%
お き な わ 郷 土 村 2,756,000 2,756,000 2,295,000 461,000 83.3%
レ ス ト ハ ウ ス 等 3,010,000 3,010,000 5,225,000 △ 2,215,000 173.6%
便 所 1,253,000 1,253,000 1,369,000 △ 116,000 109.3%
管 理 温 室 5,151,000 5,151,000 6,014,000 △ 863,000 116.8%
事 務 所 及 び 管 理 等 3,577,000 3,577,000 5,143,265 △ 1,566,265 143.8%
植 物 管 理 セ ン タ ー 7,250,000 7,250,000 6,216,000 1,034,000 85.7%
総 合 案 内 所 5,789,000 5,789,000 6,443,000 △ 654,000 111.3%
立 体 駐 車 場 2,241,000 2,241,000 4,220,000 △ 1,979,000 188.3%
休 憩 施 設 7,563,000 7,563,000 10,389,000 △ 2,826,000 137.4%
エメラルドビーチ立体駐車場 1,288,000 1,288,000 998,000 290,000 77.5%
広福門（便所）(首里城地区) 1,438,000 1,438,000 503,000 935,000 35.0%
漏 刻門 、瑞 泉門 、右 掖門
（ 首 里 城 地 区 ）

162,000 162,000 0 162,000 0.0%
系図座・用物座（首里城地
区 ） 105,000 105,000 0 105,000 0.0%
供 屋 （ 首 里 城 地 区 ） 159,000 159,000 0 159,000 0.0%

1,244,000 1,244,000 788,000 456,000 -

1,206,000 0
△ 1,206,000

851,000 0
△ 851,000

　　台 風 対 策 工 10,100,000 10,100,000 1,625,000 8,475,000 16.1%
台 風 対 策 10,100,000 10,100,000 1,625,000 8,475,000 16.1%

　　工作物維持修繕工 35,043,000 34,908,000 38,031,000 △ 3,123,000 108.9%
エ メ ラ ル ド ビ ー チ 7,000,000 7,000,000 7,508,000 △ 508,000 107.3%
ち び っ こ と り で 2,520,000 2,520,000 2,885,000 △ 365,000 114.5%
水 の 階 段 等 810,000 810,000 1,309,000 △ 499,000 161.6%
園 路 広 場 1,000,000 1,000,000 1,245,000 △ 245,000 124.5%
屋 外 電 気 設 備 11,673,000 11,673,000 10,933,000 740,000 93.7%
屋 外 給 排 水 施 設 等 4,916,000 4,916,000 5,201,000 △ 285,000 105.8%
夕 陽 の 広 場 1,702,000 1,702,000 3,707,000 △ 2,005,000 217.8%
園 路 広 場 （ 首 里 城 地 区 ） 76,000 76,000 0 76,000 0.0%

5,143,000 5,143,000 5,243,000 △ 100,000 101.9%

雑 資 材 等 購 入

銭 蔵
（Ｈ27首里城地区追加分）

世 誇 殿
（Ｈ28首里城地区追加分）

女 官 居 室
（Ｈ28首里城地区追加分）

屋外電気設備（首里城地
区 ）

芝 生 管 理 工

高 木 管 理

低 木 管 理

地 被 類 管 理 工

草 花 管 理 工

特 殊 管 理 工

精 算 報 告 書

経　　　　　　費　　　　　　区　　　　　　分 予定経費
（当初）

適　　　要
工　　　　　種
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予　定　経　費 支 出 額 過　不　足　額
項　　　　目 (Ａ) (Ｂ) (Ａ) - (Ｂ)

経　　　　　　費　　　　　　区　　　　　　分 予定経費
（当初）

適　　　要
工　　　　　種

屋 外 給 排 水 設 備 等
（ 首 里 城 地 区 ）

13,000 13,000 0 13,000 0.0%

園路広場・屋外電気施設・
屋 外 給 排 水 施 設 等

55,000 55,000 0 55,000 -

（H27首里城地区追加分）
園路広場・屋外電気施設・
屋 外 給 排 水 施 設 等

135,000 0

（H28首里城地区追加分） △ 135,000
　　清    掃    工 105,346,000 101,544,000 99,606,231 1,937,769 98.1%
　　   清   掃   費 105,346,000 101,544,000 99,606,231 1,937,769 98.1%

清 掃 工 ( 海 洋 博 地 区 ) 95,038,000 95,038,000 93,772,748 1,265,252 98.7%
10,308,000 6,506,000 5,833,483 672,517 89.7%

△ 3,802,000
　　運 営 管 理 311,444,318 296,071,318 289,932,247 6,139,071 97.9%

利 用 者 指 導 工 244,446,088 235,039,088 235,780,477 △ 741,389 100.3%
△ 9,407,000

自 動 車 等 維 持 修 繕 工 2,570,000 2,570,000 3,522,684 △ 952,684 137.1%
64,428,230 58,462,230 50,629,086 7,833,144 86.6%

△ 5,966,000
　　公 園 管 理 329,864,682 325,681,682 324,090,705 1,590,977 99.5%

315,826,682 311,643,682 311,693,649 △ 49,967 100.0%
△ 4,183,000

庁 費 14,038,000 14,038,000 12,397,056 1,640,944 88.3%
 間 接 管 理 費 23,000,000 22,467,000 22,467,000 0 100.0%
　　一  般  管  理  費 23,000,000 22,467,000 22,467,000 0 100.0%

23,000,000 22,467,000 22,467,000 0 100.0%
△ 533,000

 小 計（直接+間接） 1,300,002,000 1,269,900,000 1,269,900,000 0 100.0%
 消 費 税 104,000,160 101,592,000 101,592,000 0 100.0%

104,000,160 101,592,000 101,592,000 0 100.0%
△ 2,408,160

合   計 1,404,002,160 1,371,492,000 1,371,492,000 0 100.0%

（　備　考　）　1.用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。 ※2段書きの工種は、上段が変更後予定経費で下段が増減額である。　
　　　　　　　 　2.経費区分は、別紙様式第１備考４により記載すること。
　　　　　　　 　3.第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を記載すること。

広 報 ・ 行 催 事 等

人 件 費

一 般 管 理 費

消 費 税

清 掃 工 ( 首 里 城 地 区 )
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■ 機械器具 平成29年10月12日現在

総排気量 等 定員

小型貨物自動車 日産 バン 1,490 cc 5 台 1 平成27年4月1日

小型貨物自動車 マツダ バン 1,490 cc 5 台 1 〃

普通乗合自動車 いすず ジャ－ニ－ 4,160 cc 28 台 1 〃

普通特殊自動車 トヨタ 車イス移動車 1,990 cc 9 台 1 〃

普通特殊自動車 三菱 塵芥車 2,990 cc 3 台 1 平成29年2月28日

最大荷重

2,000 kg

最大荷重

3,000 kg

バケット容量

0.5 ㎥

汽船
（コバルトⅡ）

プレジャーモーターボート FRP製 5.2 m 6 艘 1 平成27年4月1日

リード５０ 50 cc 1 台 4 〃
H27（2台）H28（1台）
H29（4台）返納

トゥデイ５０ 50 cc 1 台 1 〃

原動機付自転車

提供物品調書（機械器具、生物、備品、残存物品）

名称
規格

数量単位 備考提供年月日
名称

特殊自動車 三菱 フォークリフト 1 1台 〃

特殊自動車 トヨタ フォークリフト 1 1台

特殊自勣車 クボタ ホイールローダ 1 1台

平成27年9月28日

平成27年10月21日
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従来の実施状況に関する情報の開示 

 

 

１ 従来の実施に要した経費                    (単位：千円) 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

 

人件費 
常勤職員     

非常勤職員     

物件費     

委託費等 

委託費定額部分 995,289 1,325,000 990,094 995,289 

成果報酬等     

旅費その他     

計（ａ） 995,289 1,325,000 990,094 995,289 

参考値

（ｂ） 

減価償却費     

退職給付費用     

間接部門費     

（ａ）＋（ｂ） 995,289 1,325,000 990,094 995,289 

（注意事項） 

・ 管理運営業務の費用のみ（収益施設はのぞく） 

・ 業務毎の委託費は別紙－15 精算報告書を参照。 

・ 海洋博覧会地区：H30 年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用を含む。 

・ 首里城地区：当該年度で未開園の部分の管理費用を含まない。 
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２ 従来の実施に要した人員                     (単位：人) 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

常勤職員     

非常勤職員     

（平成 30 年度の業務従事者に求められる知識・経験等） 

１． 知識、経験に関する要件 

同種、類似業務の実務経験 

２． 技術力に関する要件 

○植物管理業務 

・１級造園施工管理技士 

 

（過去の業務従事者に求められる知識・経験等） 

・入札の対象となる業務は全て外部委託として実施していた。業務実施の際、従事者に求められる知識・

経験等は以下の通りであった。（平成25年度-平成28年度） 

１．知識、経験に関する要件 

 
配置予定者 ①本業務全体の計画立案及びマネジ

メント業務の業務責任者(総括責任者) 

②企画運営管理業務の業務責

任者 

③施設・設備維持管理業務の業

務責任者 

業 

務 

の 

経 

験 

 下記に示す同種又は類似業務の経験を有すること 

同 

種 

業 

務 

の 

経 

験 

下記の1)～2)のいずれかを対象とした

運営維持管理業務に関する計画立案

及びマネジメント業務の実績を有し、か

つ、下記のｱ)～ｳ)のいずれかの経験を

有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対象

とした企画運営管理業務に関す

る業務の実績を有し、かつ、下

記のｴ)又はｵ)のいずれかの経

験を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対象

とした施設・設備維持管理業務

に関する業務の実績を有し、か

つ、下記のｴ)又はｵ)のいずれか

の経験を有すること 

1)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 

2)レクリエーション施設※3 又は観光・商業施設※4 で、花や遊具等を含む2ha以上の園地管理を行っている施

設 

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以上の業務または、申請書類提出時において延べ12ヶ月継続する予定

の業務において実績を有していること 

ｱ)延べ２年以上の総括責任者※1 の

経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者※2 の

経験 

ｳ)総括責任者※1または業務責任者※

2の経験を有し、かつ技術士（建設部

門：都市及び地方計画）または技術士

（総合技術監理部門：建設）の資格を有

する者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※2 の経験 

ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類 

似 

業 

務 

の 

経 

験 

下記の3)～4)のいずれかを対象とした

運営維持管理業務に関する計画立案

及びマネジメント業務の実績を有し、か

つ、下記のｱ)～ｳ)のいずれかの経験を

有すること 

下記の3)～4)のいずれかを対象

とした企画運営管理業務に関す

る業務の実績を有し、かつ、下

記のｴ)又はｵ)のいずれかの経

験を有すること 

下記の3)～4)のいずれかを対象

とした施設・設備維持管理業務

に関する業務の実績を有し、か

つ、下記のｴ)又はｵ)のいずれか

の経験を有すること 

3)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 

4)レクリエーション施設※3 又は観光・商業施設※4 で、花を含む園地管理を行っている施設 

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以上の業務または、申請書類提出時において延べ12ヶ月継続する予定

の業務において実績を有していること 

ｱ)延べ３年以上の総括責任者※1 の

経験 

ｲ)延べ４年以上の業務責任者※2 の

経験 

ｳ)延べ１年以上の総括責任者※1また

は延べ２年以上の業務責任者※2の経

験を有し、かつ技術士（建設部門：都市

及び地方計画）または技術士（総合技

術監理部門：建設）の資格を有する者 

ｴ)延べ３年以上の業務責任者※2 の経験 

ｵ)延べ４年以上の業務経験 
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配置予定者 ④植物管理業務の業務責任者 ⑤動物管理業務の業務責任者 

業 

務 

の 

経 

験 

 下記に示す同種又は類似業務の経験を有すること 

同 

種 

業 

務 

の 

経 

験 

下記の1)～2)のいずれかを対象とした植物管理業

務に関する業務の実績を有し、かつ、下記のｴ)又は

ｵ)のいずれかの経験を有すること 

下記の1)～2)のいずれかを対象とした動物管理業務

に関する業務の実績を有し、かつ、下記のｴ)又はｵ)の

いずれかの経験を有すること。 

なお、下記の2)については、花や遊具等を含む2ha以

上の園地管理を行っている施設で無くてもよい 

1)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 

2)レクリエーション施設※3 又は観光・商業施設※4 で、花や遊具等を含む2ha以上の園地管理を行っている

施設 

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以上の業務または、申請書類提出時において延べ12ヶ月継続する予

定の業務において実績を有していること 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※2 の経験 

ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類 

似 

業 

務 

の 

経 

験 

下記の3)～4)のいずれかを対象とした植物管理業

務に関する業務の実績を有し、かつ、下記のｴ)又は

ｵ)のいずれかの経験を有すること 

下記の3)～4)のいずれかを対象とした動物管理業務

に関する業務の実績を有し、かつ、下記のｴ)又はｵ)の

いずれかの経験を有すること 

なお、下記の4)については、花を含む園地管理を行っ

ている施設で無くてもよい 

3)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 

4)レクリエーション施設※3 又は観光・商業施設※4 で、花を含む園地管理を行っている施設 

平成13年度以降に完了した延べ12ヶ月以上の業務または、申請書類提出時において延べ12ヶ月継続する予

定の業務において実績を有していること 

ｴ)延べ３年以上の業務責任者※2 の経験 

ｵ)延べ４年以上の業務経験 

※1:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。ただし、収益施設等運営業務への委託
費の支出は認めない。収益施設等運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等運営業務とそれ以外の業務との従事
割合等を明確に区分しなければならない。 

※2:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。ただし、収益施設等運営業務責任者への委託費の支出は認めない。収益
施設等運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなけ
ればならない。 

※3:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ
有料でサービスを提供しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 

※4:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供して
いるもの(例：大規模ホテル、複合ショッピングセンター等)  

※5:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼任せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることを
いう。ただし、契約の締結後、業務を開始するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。 

 

２．技術力に関する要件 

○１級造園施工管理技士 １名以上 

（業務の繁閑の状況とその対応） 

なし 

（注記事項） 

・ 管理運営業務の費用のみ（収益施設はのぞく） 

・ 平成 26 年度～平成 28 年度の平均で、委託企業の職員 55 名及び非常勤 37 名が従事していた。 

・ 従事者に求める知識や技術は、平成 25 年度-平成 28 年度時の資格要件である。 
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３ 従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備） 

・ 別紙－3 主要公園施設一覧、別紙－4 主要建物調書、別紙－16 提供物品調書、別紙－18 提供建物

調書及び別紙－24 修繕履歴を参照 

（注記事項） 

・ 管理運営業務の費用のみ（収益施設はのぞく） 
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 ４ 従来の実施における目的の達成の程度 

 ■年間指標 
 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

公園利用者数（人）※1 

海洋博覧会

地区 
━ 4,078,597  4,345,261  4,607,961  4,889,038 

首里城地区 ━ 2,349,297  2,522,395  2,672,823  2,727,677 

利用者数（海洋文化館）（人） 

（有料入園者のみ）※2 
49,005 73,847  85,967  80,151  79,645 

利用者数（熱帯ドリームセンター）（人）※2 

（有料入園者のみ） 
114,391 97,247  114,298  106,971  102,599 

利用者満足度（「満足」の回

答比率）（％）※3 

海洋博覧会

地区 
━ 81.9  79.3  82.3  83.2 

首里城地区 ━ 65.4  72.6  68.4  71.7 

公園特性を生かした植物管

理※4※9 

海洋博覧会

地区 
━ 71.8  72.1  75.1  78.6 

ホームページの総アクセス

件数 （件）※6 

海洋博覧会

地区 
━ 7,648,921  2,443,674  7,775,938  9,539,641 

首里城地区 ━ 3,806,161  3,036,467  3,502,420  3,428,089 

「自然・環境」をテーマとする

参加体験型プログラム※7※9 

回数（回） ━ 554 
 

627 
 

579 
 

366 

参 加 人 数

（人） 
━ 10,561 

 
14,727 

 
14,026 

 
8,303 

「歴史・文化」をテーマとする

参加体験型プログラム※8※9 

回数（回） ━ 16  7  9  10 

参 加 人 数

（人） 
━ 5,591  4,449  4,541  4,299 
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■四半期指標 

 

平成 25 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

公園利用者数(人) ※1 
海洋博覧会地区  908,532  1,188,267  956,370  1,025,428 

首里城地区  522,540  533,879  641,127  651,751 

利用者数（海洋文化館）(人) ※2 14,461 10,388 13,802 22,490 11,072 19,637 9,671 21,332 

利用者数（熱帯ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ）(人) ※2 30,328 17,768 17,614 15,491 24,888 15,389 41,562 48,599 

利用者満足度（％）※3 
海洋博覧会地区  78.5  83.2  83.0  82.6 

首里城地区  67.7  58.2  68.2  68.4 

 

平成 26 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

公園利用者数(人) ※1 
海洋博覧会地区  991,060  1,240,797  1,034,263  1,079,141 

首里城地区  583,956  559,422  695,590  683,427 

利用者数（海洋文化館）(人) ※2  16,414  25,107  22,453  21,993 

利用者数(熱帯ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ）(人) ※2  17,969  21,410  16,315  58,604 

利用者満足度（％）※3 
海洋博覧会地区  81.7  76.9  78.0  80.6 

首里城地区  72.1  74.3  72.7  71.1 

 

平成 27 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

公園利用者数(人) ※1 
海洋博覧会地区  1,066,943  1,337,702  1,089,403  1,113,913 

首里城地区  622,551  614,238  737,253  698,781 

利用者数（海洋文化館）(人) ※2  20,271  29,358  14,330  16,192 

利用者数（熱帯ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ）(人) ※2  17,088  18,957  14,145  56,781 

利用者満足度（％）※3 
海洋博覧会地区  81.3  84.9  83.9  78.7 

首里城地区  65.7  72.5  67.6  67.7 

 

平成 28 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

目標 

計画 
実績 

公園利用者数(人) ※1 
海洋博覧会地区  1,142,601  1,432,149  1,129,058  1,185,230 

首里城地区  656,622  642,310  717,121  711,624 

利用者数（海洋文化館）(人) ※2  15,467  26,811  17,559  19,808 

利用者数（熱帯ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ）(人) ※2  15,173  21,122  14,198  52,106 

利用者満足度（％）※3 
海洋博覧会地区  82.2  87.6  80.4  83.1 

首里城地区  68.9  75.2  71.0  71.9 
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（注記事項） 

１． (指標の意義、選定根拠) 

運営管理の基本方針に基づいた公園の管理運営による効果を客観的に評価するための指標。 

運営管理の重点事項を選定している。 

２． (目標値・計画値の設定根拠) 

現在は設定しない。 

３． （実績の計算・把握の方法） 

実施要項1.3.4.モニタリング方法による。 

管理者からの管理月報及び公園の利用に関するアンケート調査より把握する。 

４．表中の注記は下記のとおり。 
※1：公園利用者数は、別紙－19 による。 
※2：海洋博覧会地区の海洋文化館と熱帯ドリームセンターの有料入館者総数は、別紙－19 による。 
※3：海洋博覧会地区及び首里城地区の両地区における、年間及び四半期毎の「公園の利用に関する

アンケート調査」(別紙－20)のＱ9-13（海洋博覧会地区）、Ｑ12-10（首里所地区）で「満足」と回答し
た人の割合の平均値。 

※4：海洋博地区における、四半期平均の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙－20)のＱ11（海洋
博覧会地区）「季節を彩る花の演出、手入れの良さ」に関する「満足」と回答とした人の割合。 

※5：国営沖縄記念公園ホームページの年間総アクセス数（全ページの総合計）。 
※6：「自然・環境」をテーマとする参加体験型プログラムの実施例。 

「植物のクラフトづくり」、「美ら海自然教室」、「ランの栽培教室」、「美ら島・美ら海こども工作室」、
「ウミガメ放流会」、「植物観察と標本作り教室」、「イルカ学習会」、「環境学習」。 

※7：「歴史・文化」をテーマとする参加体験型プログラムの実施例。 
「漆喰ドラゴン＆シーサー絵付け体験」、「ミニ旗頭作り体験」、「鬼餅づくり体験」、「黒糖づくり体
験」。 

※8：下記の年間指標は、今回より設定されるため、従来において目標計画は設定されていない。 
・公園特性を生かした植物管理 
・「自然・環境」をテーマとする参加体験型プログラム 
・「歴史・文化」をテーマとする参加体験型プログラム 
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５ 従来の実施方法等 

従来の実施方法 

・業務区分表参照 

（事業の目的を達成する観点から重視している事項） 

・ 熱帯・亜熱帯性植物の活用と草花による演出、広報、沖縄固有の歴史的・文化的資源を生かしたイ

ベント・行催事を一元的に検討し、利用者数、満足度、情報受発信数および多様な利用プログラムの

提供数を目標としている。 

（注記事項） 

別紙 19 入園者数、別紙 21 公園の利用に関するアンケート調査、別紙 34 広報物、 

別紙 30 行催事一覧 

 

【業務区分表】 
 

業務内容 業務細目 

現状 

（民間競争入札） 

H27 年度以降 

（民間競争入札） 備考 

（作業時期・頻

度・条件等） 内閣府 

A（主な

受託

者） 

A以外

の業者 
内閣府 

B（主な

受託

者） 

B 以外

の業者 

国
営
沖
縄
記
念
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務 

①計画立案及びマネ

ジメント業務 

計画立案及びマネ

ジメント業務 
 ○   ○  通年 

②企画運営管理業務 
企画運営管理業務  ○   ○  通年 

③施設・設備維持管

理業務 

維持修繕・保守点

検等 
 ○   ○  通年 

清掃  ○   ○  通年 

④植物管理業務 
植物管理  ○   ○  通年 

⑤収益施設等運営業

務 
収益施設運営  ○   ○  通年 

自主事業  ○   ○  通年 
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１．海洋博覧会地区

■年度別入園者数
(人)

入園者総数 大人 小人 日最大 日平均

平成4年度 1,897,754 1,610,598 287,145 37,739 6,063

平成5年度 1,773,540 1,476,933 296,606 34,546 5,666

平成6年度 1,715,978 1,422,087 293,891 40,351 5,448

平成7年度 1,648,964 1,502,206 146,758 37,859 5,218

平成8年度 1,563,467 1,400,777 162,590 40,340 5,027

平成9年度 1,653,598 1,486,585 167,013 45,590 5,283

平成10年度 1,668,520 1,391,115 275,394 45,288 5,291

平成11年度 1,646,979 1,375,896 271,083 40,233 5,262

平成12年度 1,434,697 1,202,552 232,135 46,272 4,598

平成13年度 1,386,546 1,150,497 236,049 31,746 4,319

平成14年度 2,209,562 1,824,808 384,754 47,559 6,518

平成15年度 2,995,829 2,517,093 478,736 36,732 8,253

平成16年度 2,581,598 2,165,320 416,278 39,493 7,151

平成17年度 2,828,999 2,369,564 458,435 40,059 7,791

平成18年度 3,081,629 2,586,427 495,201 40,595 8,489

平成19年度 3,427,090 2,858,127 568,963 29,826 9,441

平成20年度 3,653,439 3,026,242 627,197 40,726 10,065

平成21年度 3,462,041 2,779,053 591,828 41,696 9,286

平成22年度 3,386,664 2,802,318 584,346 43,847 9,355

平成23年度 3,478,592 2,853,577 625,015 42,917 9,583

平成24年度 3,714,274 3,091,741 622,533 48,307 10,346

平成25年度 4,078,597 3,406,491 672,106 42,403 11,267

平成26年度 4,345,261 3,634,164 711,097 43,612 12,070

平成27年度 4,607,961 3,854,124 753,837 41,295 12,694

平成28年度 4,889,038 4,076,276 812,762 45,525 13,468

入園者

入園者数

年度
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a7095
長方形

a7095
タイプライターテキスト
別紙１８
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２．首里城地区

■年度別入園者数
(人)

入園者総数 大人 小人 日最大 日平均

平成4年度 1,114,181 1,032,895 81,286 19,930 7,478

平成5年度 2,148,249 1,978,129 170,120 22,434 5,902

平成6年度 1,841,073 1,690,165 150,908 21,676 5,044

平成7年度 1,852,366 1,709,220 143,146 27,955 5,061

平成8年度 1,771,089 1,647,553 123,536 13,988 4,893

平成9年度 1,887,202 1,773,499 113,703 11,408 5,213

平成10年度 1,973,565 1,822,447 151,118 11,236 5,407

平成11年度 2,095,646 1,922,915 172,731 10,557 5,757

平成12年度 2,117,218 1,965,024 152,194 12,936 5,914

平成13年度 2,035,291 1,887,108 148,183 12,811 5,591

平成14年度 2,361,566 2,189,197 172,369 13,209 6,506

平成15年度 2,513,038 2,331,615 181,423 14,528 6,885

平成16年度 2,455,362 2,244,301 211,061 12,637 6,764

平成17年度 2,569,726 2,345,458 224,268 16,651 7,040

平成18年度 2,674,641 2,436,003 238,638 14,502 7,328

平成19年度 2,629,741 2,374,049 255,692 13,494 7,205

平成20年度 2,470,340 2,198,019 272,321 12,913 6,768

平成21年度 2,130,139 1,850,312 279,827 10,669 5,836

平成22年度 2,008,352 1,754,760 253,592 10,944 5,502

平成23年度 2,102,927 1,829,548 273,379 10,636 5,761

平成24年度 2,190,018 1,908,921 281,097 13,983 6,033

平成25年度 2,349,297 2,058,872 290,425 14,347 6,436

平成26年度 2,522,395 2,226,910 295,485 14,385 6,968

平成27年度 2,672,823 2,353,142 319,681 249,686 7,323

平成28年度 2,727,677 2,387,542 340,135 15,166 7,473

入園者
年度

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

平
成

4

年
度

平
成

5

年
度

平
成

6

年
度

平
成

7

年
度

平
成

8

年
度

平
成

9

年
度

平
成

1

0

年
度

平
成

1

1

年
度

平
成

1

2

年
度

平
成

1

3

年
度

平
成

1

4

年
度

平
成

1

5

年
度

平
成

1

6

年
度

平
成

1

7

年
度

平
成

1

8

年
度

平
成

1

9

年
度

平
成

2

0

年
度

平
成

2

1

年
度

平
成

2

2

年
度

平
成

2

3

年
度

平
成

2

4

年
度

平
成

2

5

年
度

平
成

2

6

年
度

平
成

2

7

年
度

平
成

2

8

年
度

(人) 首里城地区 入園者数

大人 小人

 
別紙-217



■
月
別
入
園
者
数
（首

里
城
地
区
）

〔
首
里
城
地
区
〕 前
年
度

年
度
/月

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3
月

年
度
合
計

累
計

比
(%
)

平
成
4年

度
26
6,
91
2

15
9,
75
0

22
5,
19
9

22
0,
4
8
0

2
4
1
,8
4
0
1
,1
1
4
,1
8
1
1
,1
1
4
,1
8
1

5
19
5,
38
1

20
8,
10
9

17
7,
88
4

14
5,
40
5

20
3,
23
3

11
1,
13
2

17
7,
85
9

20
4,
12
1

13
6,
48
5

17
8,
04
9

19
0,
2
3
3

2
2
0
,3
5
8
2
,1
4
8
,2
4
9
3
,2
6
2
,4
3
0

1
9
2
.8

6
16
2,
93
4

14
6,
44
9

13
1,
31
5

11
7,
06
5

16
1,
63
3

10
7,
09
6

15
6,
70
8

20
5,
57
4

12
9,
59
6

15
6,
83
0

15
9,
1
8
2

2
0
6
,6
9
1
1
,8
4
1
,0
7
3
5
,1
0
3
,5
0
3

8
5
.7

7
14
6,
17
5

12
9,
24
8

12
1,
38
3

11
4,
57
5

15
9,
84
8

98
,6
87

15
5,
46
3

22
7,
85
2

13
2,
48
3

16
6,
64
0

18
3,
2
0
1

2
1
6
,8
1
1
1
,8
5
2
,3
6
6
6
,9
5
5
,8
6
9

1
0
0
.6

8
15
0,
11
7

13
6,
50
4

11
7,
42
4

11
5,
55
9

13
4,
01
3

97
,3
49

14
8,
38
5

18
6,
50
3

13
0,
84
0

15
0,
29
4

17
1,
3
8
4

2
3
2
,7
1
7
1
,7
7
1
,0
8
9
8
,7
2
6
,9
5
8

9
5
.6

9
15
4,
28
1

13
1,
37
0

13
0,
15
4

12
5,
85
2

12
3,
51
6

11
7,
72
5

16
1,
62
7

20
8,
26
1

15
7,
55
3

18
7,
53
6

17
3,
6
4
0

2
1
5
,6
8
7
1
,8
8
7
,2
0
2
1
0
,6
1
4
,1
6
0

1
0
6
.6

10
16
5,
76
1

13
6,
38
0

12
9,
11
0

12
5,
3
65

15
8,
85
9

13
4,
27
9

14
9,
92
7

18
7,
54
6

15
3,
39
7

19
4,
87
0

19
2,
0
6
8

2
4
6
,0
0
3
1
,9
7
3
,5
6
5
1
2
,5
8
7
,7
2
5

1
0
4
.6

11
17
0,
72
3

15
3,
95
4

15
0,
15
0

13
5,
5
74

15
8,
98
2

12
6,
83
4

19
2,
62
9

20
5,
70
1

16
5,
09
8

18
4,
72
9

20
9,
2
6
6

2
4
2
,0
0
6
2
,0
9
5
,6
4
6
1
4
,6
8
3
,3
7
1

1
0
6
.2

12
16
5,
68
6

14
5,
32
3

12
8,
03
1

8
6,
7
21

15
2,
00
8

14
5,
46
9

19
9,
09
6

22
0,
96
6

17
9,
38
8

20
0,
31
0

23
5,
0
7
7

2
5
9
,1
4
3
2
,1
1
7
,2
1
8
1
6
,8
0
0
,5
8
9

1
0
1
.0

13
19
3,
92
0

16
3,
85
3

15
3,
84
2

13
0,
3
71

14
9,
61
8

14
7,
91
4

13
2,
76
1

12
6,
19
8

12
4,
54
9

18
2,
88
2

24
9,
6
2
6

2
7
9
,7
5
7
2
,0
3
5
,2
9
1
1
8
,8
3
5
,8
8
0

9
6
.1

14
18
6,
17
3

16
5,
51
0

15
3,
18
3

11
6,
9
39

14
6,
57
1

17
2,
99
9

21
8,
85
3

24
3,
66
3

21
3,
99
6

22
3,
42
3

24
6,
2
1
4

2
7
4
,0
4
2
2
,3
6
1
,5
6
6
2
1
,1
9
7
,4
4
6

1
1
6
.0

15
17
3,
86
5

14
9,
06
8

14
3,
19
8

13
3,
5
37

16
1,
13
0

20
7,
64
7

25
4,
10
7

28
1,
90
3

21
8,
04
6

22
1,
10
7

27
4,
3
2
9

2
9
5
,1
0
1
2
,5
1
3
,0
3
8
2
3
,7
1
0
,4
8
4

1
0
6
.4

16
21
3,
94
7

19
4,
45
3

15
6,
54
7

14
0,
3
13

16
2,
86
3

16
8,
52
0

24
9,
66
4

25
0,
87
4

20
2,
92
4

21
4,
36
0

22
2,
3
1
2

2
7
8
,5
8
5
2
,4
5
5
,3
6
2
2
6
,1
6
5
,8
4
6

9
7
.7

17
20
4,
82
9

18
4,
46
9

14
4,
02
0

13
7,
7
56

17
8,
47
7

18
9,
30
5

24
2,
97
0

25
8,
45
5

21
8,
93
2

23
9,
45
1

27
5,
3
3
1

2
9
5
,7
3
1
2
,5
6
9
,7
2
6
2
8
,7
3
5
,5
7
2

1
0
4
.7

18
22
9,
06
5

19
6,
37
0

15
1,
51
8

12
7,
8
97

16
5,
15
5

17
3,
23
5

27
5,
09
9

27
8,
53
3

25
1,
20
7

25
5,
40
0

28
0,
2
1
5

2
9
0
,9
4
7
2
,6
7
4
,6
4
1
3
1
,4
1
0
,2
1
3

1
0
4
.1

19
24
5,
27
5

20
5,
46
2

16
0,
19
7

13
4,
1
47

18
7,
05
3

18
4,
00
9

24
8,
17
0

25
7,
08
1

23
1,
98
9

24
2,
16
5

25
0,
2
5
2

2
8
3
,9
4
1
2
,6
2
9
,7
4
1
3
4
,0
3
9
,9
5
4

9
8
.3

20
22
6,
47
0

19
6,
40
6

15
0,
48
6

14
5,
22
3

18
6,
30
1

18
1,
64
7

23
9,
62
5

25
0,
77
9

22
2,
43
5

21
2,
56
1

19
5,
6
7
1

2
6
2
,7
3
6
2
,4
7
0
,3
4
0
3
6
,5
1
0
,2
9
4

9
3
.9

21
20
0,
90
3

17
3,
80
4

14
2,
84
5

13
9,
4
89

17
8,
91
0

15
7,
89
8

18
6,
29
6

18
9,
30
9

17
1,
53
9

17
8,
90
9

18
2,
1
2
3

2
2
8
,1
1
4
2
,1
3
0
,1
3
9
3
8
,6
4
0
,4
3
3

8
6
.2

22
18
1,
07
7

17
1,
11
1

13
1,
13
0

13
4,
5
90

17
6,
93
0

16
1,
02
9

19
3,
37
0

17
8,
71
0

16
6,
08
4

16
3,
05
5

16
0,
2
6
3

1
9
1
,0
0
3
2
,0
0
8
,3
5
2
4
0
,6
4
8
,7
8
5

9
4
.3

23
13
7,
58
4

14
7,
77
1

11
8,
69
9

13
8,
4
82

17
7,
86
1

16
4,
98
8

22
3,
92
7

20
2,
36
2

19
3,
76
7

18
5,
24
5

17
6,
1
0
2

2
3
6
,1
3
9
2
,1
0
2
,9
2
7
4
2
,7
5
1
,7
1
2

1
0
4
.7

24
17
6,
84
1

16
0,
90
6

13
0,
45
9

15
0,
5
50

17
4,
78
7

15
3,
03
8

21
6,
12
6

21
9,
45
5

19
3,
59
5

18
8,
55
2

18
9,
7
1
7

2
3
5
,9
9
2
2
,1
9
0
,0
1
8
4
4
,9
4
1
,7
3
0

1
0
4
.1

25
19
9,
62
9

17
3,
48
3

14
9,
42
8

15
9,
2
54

19
8,
56
6

17
6,
05
9

21
3,
97
5

22
1,
94
0

20
5,
21
2

20
6,
69
5

19
2,
7
8
3

2
5
2
,2
7
3
2
,3
4
9
,2
9
7
4
7
,2
9
1
,0
2
7

1
0
7
.3

26
21
7,
89
4

20
0,
18
4

16
5,
87
8

17
2,
7
43

19
9,
70
0

18
6,
97
9

22
2,
74
2

25
2,
14
7

22
0,
70
1

22
1,
21
0

21
0,
4
8
6

2
5
1
,7
3
1
2
,5
2
2
,3
9
5
4
9
,8
1
3
,4
2
2

1
0
7
.4

27
22
8,
56
1

21
0,
16
4

18
3,
82
6

18
9,
3
08

21
8,
79
6

20
6,
13
4

24
8,
47
8

25
8,
84
9

22
9,
92
6

22
2,
52
0

22
6,
5
7
5

2
4
9
,6
8
6
2
,6
7
2
,8
2
3
5
2
,4
8
6
,2
4
5

1
0
6
.0

28
22
8,
99
8

23
1,
46
0

19
6,
16
4

20
3,
2
53

23
4,
57
3

20
4,
48
4

24
7,
79
4

23
5,
77
0

23
3,
55
7

23
8,
41
2

21
3,
5
7
0

2
5
9
,6
4
2
2
,7
2
7
,6
7
7
5
5
,2
1
3
,9
2
2

1
0
2
.1

計
4,
55
6,
08
9
4,
11
1,
81
1
3,
51
6,
87
1
3,
31
9,
9
68

4,
14
9,
38
3
3,
77
4,
45
6
4,
95
5,
65
1
5,
61
9,
46
4
4,
64
3,
04
9
5,
04
0,
40
4
5,
28
0,
1
0
0
6
,2
4
6
,6
7
6
5
5
,2
1
3
,9
2
2

※
平
成
１
６
年
１
１
月
１
日
延
べ
入
園
者
数
2,
50
0万

人
達
成

※
平
成
１
８
年
１
０
月
２
６
日
延
べ
入
園
者
数
3,
00
0万

人
達
成

※
平
成
２
０
年
９
月
１
１
日
延
べ
入
園
者
数
３
，
５
０
０
万
人
達
成

※
平
成
22
年
12
月
5日

延
べ
入
園
者
数
40
00
万
人
達
成

 
別紙-218



１．海洋文化館
(人)

入館者（有料区域

海洋文化館

平成4年度 55,331

平成5年度 76,390

平成6年度 45,534

平成7年度 0 ※工事のため休館

平成8年度 78,111

平成9年度 65,694

平成10年度 56,414

平成11年度 58,515

平成12年度 58,762

平成13年度 62,527

平成14年度 56,751

平成15年度 31,690

平成16年度 31,375

平成17年度 42,608

平成18年度 32,015

平成19年度 49,954

平成20年度 50,463

平成21年度 43,194

平成22年度 53,372

平成23年度 94,267

平成24年度 67,527

平成25年度 97,727

平成26年度 85,967

平成27年度 80,151

平成28年度 79,645

園内施設利用状況（入館者数）
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２．熱帯ドリームセンター
(人)

入館者（有料区域

熱帯ドリームセンター

平成4年度 409,657

平成5年度 442,406

平成6年度 368,626

平成7年度 350,492

平成8年度 310,853

平成9年度 316,960

平成10年度 287,930

平成11年度 279,098

平成12年度 227,936

平成13年度 190,991

平成14年度 171,133

平成15年度 114,944

平成16年度 84,737

平成17年度 83,959

平成18年度 111,045

平成19年度 126,755

平成20年度 127,608

平成21年度 106,329

平成22年度 109,237

平成23年度 113,512

平成24年度 125,258

平成25年度 127,646

平成26年度 114,298

平成27年度 106,971

平成28年度 102,599
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公園の利用に関するアンケート調査 

■ 調査手法
(1) 調査対象者

海洋博地区及び首里城地区ともに公園利用者。

(2) 調査実施日時

調査は、春、夏、秋、冬の季節毎に、平日、休日、多客日の３回ずつ実施（＝１地区あたり年間

１２日実施）する。

各季節の多客日は、海洋博覧会地区では、春がゴールデンウィーク、夏が盆、秋が施設無料開放日、

冬が沖縄国際洋蘭博覧会、また、首里城地区では、春がゴールデンウィーク、夏が盆、秋が首里城

祭り、冬が新春の宴とする。

調査時間は時間帯別の利用状況を把握するため、各調査日の開園時間にあわせて設定する。

なお、調査中止の判断は、調査日前日正午時点の沖縄気象台発表の予報で判断する。平日、休日は

翌週に実施するが、多客日は基本的に雨天でも予定通りに日時に実施する。平日、休日の予備日は、

翌週の同じ曜日とする。

表 １ 【参考】２地区の開園時間及び閉園時間 

エリア 開園期間 
開園時間 

（開館時間） 

(1)海洋博覧会地区

夏期（3月 1日～9月 30日） 
8:00～19:30 

（8:30～19:00） 

水族館関連区域 8:00～20:30 

通常期（10月 1日～2月末日） 
8:00～18:00 

（8:30～17:30） 

水族館関連区域 8:00～19:00 

(2)首里城地区

4月 1日～6月 30日 8:00～19:30 

7月 1日～9月 30日 8:00～20:30 

10月 1日～11月 30日 8:00～19:30 

12月 1日～3月 31日 8:00～18:30 

※休園日は、海洋博覧会地区は 12月の第１水曜日及びその翌日。首里城地区は無し。

※海洋博覧会地区のエメラルドビーチの供用期間は、4月～10月。

(3)配布及び回収数

調査票回収数は 600票以上を想定する。

(4)調査方法

箇所毎にブース（：テーブル＋椅子）を設置し、対面調査とする。
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(5) 調査対象箇所 
調査対象箇所は以下の４箇所とする。 

表２ 調査の対象箇所 

地区名 調査対象箇所 

海洋博覧会地区 
１－① 北ゲート 

１－② 中央ゲート 

首里城地区 

２－① 久慶門
きゅうけいもん

 

２－② 木曳門
こびきもん

 

 

 
図 2 アンケートの調査箇所

配布・回収 
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維持修繕の総括表

１．修理等

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 海洋博公園電気･機械設備管理運用業務 147 12,094,000 142 14,434,000 202 20,123,000 123 1,662,000

2 海洋博公園通信･映像設備管理運用業務 45 5,758,000 45 7,627,000 48 8,293,000 39 6,095,000

3 海洋博公園建物清掃等業務 64 15,687,000 66 12,701,000 － － － －

4 海洋博公園構内交換電話設備保守点検業務 6 494,000 4 391,000 6 1,108,000 5 290,000

5 海洋博公園工作物、遊具維持修繕工、その他修繕 － － － － 81 13,012,000 113 20,948,000

6 首里城公園施設維持管理業務 19 2,287,000 14 1,826,000 16 9,092,000 18 1,238,000

7 首里城公園建物清掃等業務 7 605,000 3 300,000 5 892,000 8 503,000

288 36,925,000 274 37,279,000 358 52,520,000 306 30,736,000

２．台風等

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 海洋博公園電気･機械設備管理運用業務 2 501,000 4 1,420,000 4 1,381,000 2 383,000

2 海洋博公園通信･映像設備管理運用業務 － － － － － － － －

3 海洋博公園建物清掃等業務 9 2,965,000 5 5,514,000 5 2,919,000 3 1,183,000

4 海洋博公園構内交換電話設備保守点検業務 － － － － － － － －

5 首里城公園施設維持管理業務 6 229,000 3 117,000 9 225,000 2 59,000

17 3,695,000 12 7,051,000 18 4,525,000 7 1,625,000

３．修理等＋台風等

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 海洋博公園電気･機械設備管理運用業務 149 12,595,000 146 15,854,000 206 21504000 125 2045000

2 海洋博公園通信･映像設備管理運用業務 45 5,758,000 45 7,627,000 48 8293000 39 6095000

3 海洋博公園建物清掃等業務 73 18,652,000 71 18,215,000 5 2919000 3 1183000

4 海洋博公園構内交換電話設備保守点検業務 6 494,000 4 391,000 6 1108000 5 290000

5 海洋博公園工作物、遊具維持修繕工、その他修繕 － － － － 81 13012000 113 20948000

6 首里城公園施設維持管理業務 25 2,516,000 17 1,943,000 25 9317000 20 1297000

7 首里城公園建物清掃等業務 24 4,300,000 15 7,351,000 5 892000 8 503000

322 44,315,000 298 51,381,000 376 57,045,000 313 32,361,000

平成28年度

番
号

番
号

番
号

件名
平成26年度

平成26年度

合　計　額

平成27年度

修繕履歴

平成27年度

平成27年度

平成28年度

平成25年度 平成28年度

平成25年度

合　計　額

平成26年度

合　計　額

件名

件名

平成25年度
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1. Ｈ２４－２６　電気・機械設備管理運用業務（Ｈ２５）（修理等）　出来高集計表（１）　　

1 エネルギーセンター吸収式冷凍機点検整備業務 299,000 44 熱帯ドリームセンター消防設備煙感知器取替業務 8,000

2 ビーチハウスうがい器取替業務 273,000 45 ビーチハウス足洗場蛇口取替業務 4,000

3 中央噴水リープジェットコントロール用電磁弁取替業務 111,000 46 エメラルドゲート立体駐車場灌水配管接続部固定業務 25,000

4 ビーチ男子便所自動洗浄装置電磁弁等取替業務 32,000 47 ｴﾒﾗﾙﾄﾞｹﾞｰﾄ立体駐車場消防格納箱固定金具取付業務 57,000

5 冷水プラント冷水ポンプ整備等業務 59,000 48 ビーチハウスサンドトラップ砂除去業務 17,000

6 熱帯ドリームセンター自動ドアセンサー修理業務 4,000 49 植物管理センターうがい器排水管取替業務 29,000

7 総合案内所便所フラッシュバルブ用電磁弁取替業務 9,000 50 熱帯ドリームセンター照明器具取付業務 285,000

8 エメラルドゲート立体駐車場粉末消火設備取替業務 576,000 51 ビーチハウス女子シャワー室排水管詰まり直し業務 32,000

9 ご成婚の森仮設照明器具撤去業務 8,000 52 冷水プラント不活性消火設備受信機基板取替業務 131,000

10 エメラルドゲート立体駐車場熱感知器取替業務 22,000 53 ビーチハウス自動火災報知設備バッテリー取替業務 18,000

11 熱帯ドリームセンター水槽水位調整業務 6,000 54 電動車椅子整備業務 48,000

12 車椅子整備業務 296,000 55 植物管理センター消防設備煙感知器取替業務 8,000

13 便所手洗器水栓取替業務 36,000 56 バンコの森消火器格納箱取替業務 18,000

14 カトレア温室自動ドア修理業務 19,000 57 熱帯ドリームセンター南池循環ポンプ整備業務 13,000

15 ビーチハウスシャワーバルブ取替業務 24,000 58 植物管理センター空調機Ｖベルト取替業務 7,000

16 エネルギーセンターパッケージ型空調機修理業務 35,000 59 ちびっことりでミストノズル用フィルター取替業務 8,000

17 冷水プラント吸収式冷凍機修理業務 304,000 60 ビーチハウスパッケージ型空調機室外機補修業務 17,000

18 外灯絶縁不良点検修理業務 22,000 61 総合案内所シーサー噴水ノズル修理業務 25,000

19 熱帯ドリームセンター北側池循環ポンプ整備業務 8,000 62 エネルギーセンター空調機設置業務 413,000

20 外灯絶縁不良点検修理業務 48,000 63 管理事務所警備室ルームクーラー分解清掃業務 26,000

21 冷水プラント冷凍機用冷水一次ポンプ整備業務 40,000 64 総合案内所空調室内機ドレンポンプ等清掃業務 13,000

22 エネルギーセンターパッケージ型空調機修理業務 8,000 65 屋外コンセント盤漏電ブレーカー取替業務 48,000

23 サンゴ南便所小便器脱落補修業務 41,000 66 冷水プラント冷却水ポンプストレーナー等清掃業務 40,000

24 南ゲート散水栓配管取替業務 14,000 67 冷水プラント電動シャッター修理業務 277,000

25 便所大便器及び汚水マンホール詰まり直し業務 13,000 68 植物管理センター消防設備煙感知器取替業務 6,000

26 総合案内所ロータンクレバー取替等業務 22,000 69 便所男子小便器電磁弁取替業務 12,000

27 冷水プラント冷却水ポンプ配管ストレーナー清掃業務 13,000 70 中央ゲート外灯電球取替業務 6,000

28 管理温室空調機Ｖベルト取替業務 11,000 71 エネルギーセンター中央監視設備不具合調査業務 17,000

29 中央ゲート便所便座取替業務 7,000 72 ビーチハウス便所男子小便器洗浄用光電センサー取替業務 36,000

30 熱帯ドリームセンター池循環ポンプ分解整備業務 8,000 73 電動車椅子整備業務 237,000

31 総合案内所空調機修理業務 220,000 74 エネルギーセンター仮設発電機設置業務 13,000

32 汚水管路詰り直し業務 105,000 75 エネルギーセンターボイラー整備等業務 550,000

33 ビーチハウスサンドトラップ砂除去業務 26,000 76 総合案内所シーサー噴水制御リレー取替業務 8,000

34 花見坂便所自動手洗器修理業務 36,000 77 冷水プラント冷却塔配管ストレーナー清掃業務 39,000

35 ちびっことりでミストリーフ光電センサー取替業務 35,000 78 植物管理センター照明器具安定器取替業務 28,000

36 中央噴水リープジェット用電磁弁取替業務 105,000 79 総合案内所照明器具安定器取替業務 17,000

37 屋外消火栓設置箇所調査及び放水試験業務 35,000 80 夕陽の広場レストハウス便所照明人感センサー取替業務 30,000

38 冷水プラント吸収式冷凍機修理業務 181,000 81 熱帯ドリームセンターロータス池循環ポンプ取替業務 19,000

39 植物管理センター自動ドアハンガーローラー取替業務 101,000 82 中央噴水ポンプ機械室照明用スイッチ取替業務 7,000

40 総合案内所自動ドア支柱補強業務 110,000 83 中央噴水ミスト用圧力ポンプ取替業務 301,000

41 冷水プラント冷却塔配管ストレーナー清掃業務 6,000 84 中央開閉所仮設発電機設置業務 19,000

42 熱帯ドリームセンター消火栓ポンプ用呼水槽補修業務 15,000 85 おきなわ郷土村消防設備空気管式感知器取替業務 149,000

43 ちびっことりで手洗器排水管取替業務 11,000 86 海洋文化館空調機エアーフィルター取替等業務 30,000

小計① 3,354,000 小計② 3,091,000

合計額：小計①+②+③+④ 12,094,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計

【平成25年度】
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1． Ｈ２４－２６　電気・機械設備管理運用業務（Ｈ２５）（修理等）　出来高集計表（２）　　

87 管理事務所小便器自動水洗用電池取替業務 93,000 118 海洋文化館便所大便器水漏れ箇所修理業務 35,000

88 電動車椅子整備業務 156,000 119 熱帯ドリームセンター消防設備煙感知器取替業務 4,000

89 中央ゲート外灯撤去業務 13,000 120 熱帯ドリームセンター散水栓水漏れ箇所補修業務 29,000

90 熱帯ドリームセンターコンベクター配管修理業務 8,000 121 管理事務所排煙窓整備業務 8,000

91 外灯絶縁不良点検修理業務 79,000 122 熱帯ドリームセンター照明器具取替業務 29,000

92 熱帯ドリームセンター照明器具取替業務 31,000 123 熱帯ドリームセンター自動ドア駆動装置取替等業務 561,000

93 管理事務所仮設発電機設置業務 13,000 124 管理事務所排煙窓ショックアブソーバー取替業務 16,000

94 管理温室空調機Ｖベルト取替業務 11,000 125 熱帯ドリームセンター排水枡詰まり直し業務 35,000

95 植物管理センター空調機Ｖベルト取替業務 27,000 126 熱帯ドリームセンター消火器取替業務 419,000

96 総合案内所照明器具等絶縁不良点検修理業務 35,000 127 電動車椅子整備業務 236,000

97 総合案内所シーサー噴水照明器具電球取替業務 8,000 128 中央開閉所除塩フィルター取替業務 164,000

98 辻広場ミスト用軟水器水漏れ個所補修業務 109,000 129 ビーチハウスほか消火器取替業務 182,000

99 管理温室温水配管水漏れ個所補修業務 19,000 130 水の階段循環ポンプ電動機整備業務 165,000

100 植物管理センター非常放送設備バッテリー取替業務 168,000 131 冷水プラント照明器具取替業務 110,000

101 中央噴水修理業務 39,000 132 エメラルドビーチ倉庫照明器具取替業務 51,000

102 管理事務所便所ロータンクゴムフロート取替業務 5,000 133 レストハウスＡパッケージ型空調機修理業務 128,000

103 エネルギーセンター地下燃料タンク通気管補修業務 244,000 134 熱帯ドリームセンター北池ポンプ室照明器具取付業務 71,000

104 管理事務所防火シャッター用蓄電池取替業務 25,000 135 エメラルドゲート立体駐車場消火ボックス丁番取替業務 83,000

105 中央噴水ポンプ整備等業務 85,000 136 熱帯ドリームセンター誘導灯取替業務 133,000

106 エメラルドゲート立体駐車場身障者便所ドア修理業務 20,000 137 管理温室ポンプ室換気扇取替業務 147,000

107 植物管理センター煙感知器取替業務 8,000 138 管理事務所排煙窓逆転防止ハンドル取替業務 3,000

108 総合案内所自動ドアプーリー取替業務 14,000 139 植物管理センター空調機Ｖベルト取替業務 6,000

109 中央ゲート男子便所換気扇取替業務 45,000 140 植物管理センター直流電源設備仮設蓄電池設置業務 564,000

110 管理温室ボイラー燃料メーター電池取替業務 12,000 141 管理事務所車庫高圧温水洗浄機ホース取替業務 59,000

111 植物管理センター空調機Ｖベルト取替業務 6,000 142 熱帯ドリームセンターうがい器取替業務 153,000

112 警備ボックスルームクーラー基板取替業務 20,000 143 海洋文化館太陽光発電設備計測パソコン修理業務 81,000

113 汚水管路詰り直し業務 41,000 144 エネルギーセンターボイラーソレノイド取替業務 70,000

114 管理事務所冷凍機用膨張タンク電磁弁等取替業務 70,000 145 ビーチハウス排気ファン取替業務 170,000

115 電動車椅子整備業務 192,000 146 花見坂便所自動手洗器用電池取替業務 18,000

116 汚水管路詰り直し等業務 107,000 147 特高受電切替に伴う安全点検業務 167,000

117 管理事務所便所男子小便器洗浄用センサー取替業務 49,000

小計③ 1,752,000 小計④ 3,897,000

1． Ｈ２４－２６　電気・機械設備管理運用業務（Ｈ２５）（台風対策・復旧）　出来高集計表（３）　　

1 台風２３号対策業務 252,000

2 台風２４号対策業務 249,000

合計額 501,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計

番号 件名 合計

 
別紙-233



２． Ｈ２４－２６  通信・映像設備管理運用業務（Ｈ２５）（修理等）　出来高集計表　

1 プラネタリウム設備の修理・点検 988,000 24 おすすめコース作成マシン設備　パソコン（修理不能）のため取替 69,000

2 やんばる人と自然の歳時記設備　プロジェクターランプ交換 8,000 25 プラネタリウム　プロジェクターランプ交換 481,000

3 園内放送設備　ビーチハウス地区有線放送の調査及び修理 46,000 26 プラネタリウム　プロジェクターランプ交換 481,000

4 プラネタリウム　恒星ランプ交換 155,000 27 やんばるギャラリー映像設備　液晶モニターテレビ交換 112,000

5  　園内放送設備　ビーチハウスCDプレーヤ及びスピーカ取替 335,000 28 めんそーれ海洋博公園設備　ＤＶＤプレーヤー修理 59,000

6 宝の地図映像設備　パソコン（修理不能）のため取替 123,000 29 メインサーバー№１用ＵＰＳバッテリー取替 72,000

7 おすすめコース作成マシン設備　パソコン（修理不能）のため取替 139,000 30 おすすめ観光コース作成マシン設備パソコン（修理不能）のため取替 137,000

8 プラネタリウム　プロジェクターランプ交換 478,000 31 プロジェクター№１代替え機と取替 548,000

9 プラネタリウム　プロジェクターランプ交換 478,000 32 うちなーぐち辞典設備パソコン（修理不能）のため取替 69,000

10 通信・情報設備（拡声装置）　制御基板不良のため取替 42,000 33 常設展示映像設備　番組選択スイッチ枠補修 20,000

11 屋外電気設備　構内配電線路設備、弱電マンホール整備 98,000 34 島の環境設備　プロジェクターランプ交換 8,000

12 総合案内所　噴水音響演出設備、CDプレーヤー修理 34,000 35 やんばる人と自然の歳時記設備 プロジェクターランプ交換 97,000

13 映像ホール設備　プラネタリウム機器、不具合調査及び修理 148,000 36 やんばる旅の相談所設備 ＵＰＳバッテリー取替 15,000

14 プラネタリウム　恒星ランプ交換 155,000 37 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ機器　恒星ﾗﾝﾌﾟ立ち消えの為調査及び修理 450,000

15 やんばる探検隊設備　パソコン（修理不能）のため取替 138,000 38 プラネタリウム　恒星ランプ交換 155,000

16 プラネタリウム　恒星ランプ交換 155,000 39 ダブルカヌーの記憶設備 プロジェクターランプ交換 176,000

17 公園全体模型設備　パソコン本体不具合修理 33,000 40 グリーンショック設備 増幅器（アンプ）取替 81,000

18 めんそーれ海洋博公園設備　プラズマディスプレイ修理 67,000 41 ＢＧＭ放送設備 スピーカ取替 86,000

19 映像ポスター掲示板設備　パソコン（修理不能）のため取替 65,000 42 公園情報提供設備　パソコン（修理不能）のため取替 69,000

20 テレビ共同受信設備　電波受信不良調査及び修理 36,000 43 制御ＢＯＸ錆び落とし錆止め塗装 20,000

21 ラックキーボードモニター（修理不能）のため取替 77,000 44 公園リアルタイム情報設備　パソコン（修理不能）のため取替等 82,000

22 おすすめコース作成マシン設備　パソコン本体不具合修理 17,000 45 屋外スピーカ不良のため取替 122,000

23 プラネタリウム機器点検整備 590,000

小計① 4,405,000 小計② 1,353,000

合計額：小計①+② 5,758,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計
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３． Ｈ２４－２６ 海洋博公園建物清掃等業務（Ｈ２５）（修繕等）　出来高集計表　　

1 遊具補修業務（4月～1月）（161+78+416+366+118+79） 1,218,000 33 植物管理センター木製スロープ補修 120,000

2 有害生物対策等業務(雑補修業務対象外) － 34 熱帯ドリームセンター回廊棟木製スロープ補修 401,000

3 臨時特別清掃（雑補修業務対象外） － 35 植物管理センター会議室窓補修 39,000

4 バンコの森つり橋補修 8,000 36 おきなわ郷土村障子張替補修 158,000

5 バンコの森 柱部ボルト加工等補修 201,000 37 総合案内所(ハイサイプラザ)グレーチング滑り補修等 168,000

6 おきなわ郷土村便所　屋根部剥離片除去補修等 13,000 38 エメラルドビーチ木製境界フェンス補修 186,000

7 熱帯ドリームセンター　コンクリート剥離補修等 77,000 39 ちびっことりで　東屋瓦等補修 55,000

8 植物管理センター　天井部剥離コンクリート片除去補修等 67,000 40 エメラルドビーチ　ハブクラゲ侵入防止ネット補修 123,000

9 総合案内所　シーサー噴水石タイル補修 30,000 41 園内建物工作物等安全点検・補修等 229,000

10 おきなわ郷土村　雨漏り補修等 254,000 42 エメラルドビーチ シェルターテント等補修 785,000

11 熱帯ドリームセンター ステンドホール雨漏り補修 26,000 43 中央噴水広場　タイル補修等 59,000

12 バンコの森 床補修 4,000 44 海岸遊歩道 有害生物注意看板等補修 89,000

13 おきなわ郷土村 茅葺落下防止ネット巻上げ補修 167,000 45 夕陽の広場側溝等補修 224,000

14 熱帯ドリームセンター石畳等補修 138,000 46 エメラルドビーチ眺めの浜オイルフェンス補修・設置等 432,000

15 総合案内所　多目的便所鍵補修 19,000 47 黒潮階段石タイル等補修 42,000

16 備瀬警備室鍵補修 13,000 48 亀の浜階段補修 106,000

17 熱帯ドリームセンター　石畳補修 26,000 49 夕陽の広場等階段点検・補修 176,000

18 植物管理センター　サンテラス遮光ネット等補修 109,000 50 園路陥没調査・補修 45,000

19 植物管理センター　エントランス天井点検・補修 381,000 51 園内ゴミ箱蓋補修 171,000

20 熱帯ドリームセンター　資材搬入門等補修 199,000 52 ハブクラゲ侵入防止ネット点検・補修等 586,000

21 熱帯ドリームセンター回廊棟大扉等補修 511,000 53 園内ベンチ等補修 109,000

22 総合案内所出入り口グレーチング補修 362,000 54 南ゲート廃材置き場フェンス等補修 137,000

23 ビーチハウス屋外柱補修 4,000 55 ポンプ場横（P2）駐車場側溝等補修 61,000

24 海洋文化館展示ホール非常口建具補修 2,000 56 中央ゲート　看板支柱撤去等補修 59,000

25 管理事務所境界フェンス等補修 21,000 57 黒潮階段周辺案内看板シーサー取付等補修 39,000

26 総合案内所シーサー噴水タイル補修 43,000 58 都市緑化植物園周辺有害生物侵入防止ネット補修 157,000

27 公衆便所水石鹸入れ容器等補修 24,000 59 エメラルドビーチ遊びの浜シェルターテント補修 652,000

28 植物管理センターエントランスコンクリート片撤去補修等 755,000 60 エメラルドビーチ遊びの浜シェルター錆落とし塗装補修 869,000

29 バンコの森建具補修等 180,000 61 エメラルドビーチ中央シェルター錆落とし塗装補修 957,000

30 熱帯ドリームセンタードア補修等 310,000 62 エメラルドビーチ敷き均し補修 986,000

31 おきなわ郷土村与那国の民家茅葺屋根等補修 503,000 63 エメラルドビーチハブクラゲ侵入防止ネット等補修・設置(憩い・眺め) 992,000

32 中央スナックコンクリート片除去補修 8,000 64 エメラルドビーチハブクラゲ侵入防止ネット等補修・設置(遊びの浜) 802,000

小計① 5,673,000 小計② 10,014,000

合計額（出来高合計：小計①+小計②） 15,687,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計
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３． Ｈ２４－２６ 海洋博公園建物清掃等業務（Ｈ２５）　台風対策業務　出来高集計表　　

1 台風4号対策・復旧 239,000

2 熱帯低気圧対策・復旧 112,000

3 台風１２号対策・復旧 80,000

4 台風１５号対策・復旧 142,000

5 台風１７号対策・復旧 542,000

6 台風１８号対策・復旧 30,000

7 台風２３号、２４号対策・復旧 1,003,000

8 台風２６号対策・復旧 102,000

9 台風２７号対策・復旧 715,000

合計額 2,965,000

4． Ｈ２４－２６ 構内交換電話設備保守点検業務（Ｈ２５）（修理等）　出来高集計表　

1 構内交換電話設備 熱帯ドリームセンター回線調査等 104,000

2 構内交換電話設備 内線番号変更業務 2,000

3 構内交換電話設備 緊急通報装置不具合調査業務 4,000

4 構内交換電話設備 ＢＳアンテナ不具合調査業務 83,000

5 構内交換電話設備 管理事務所 蓄電池更新業務 153,000

6 構内交換電話設備 電源ＰＫＧ取替業務 148,000

合計額 494,000

番号 件名 合計

番号 件名 合計
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5． Ｈ２４－２６ 首里城公園施設維持管理業務（Ｈ２５）（修繕等）　出来高集計表　　

1 ネオシール取替業務 32,000

2 広福門便所電灯取替業務 50,000

3 西のアザナ床板修理業務 4,000

4 系図座・用物座パッケージ型空調機(ACP-1-2)修理業務 340,000

5 系図座・用物座屋根瓦修理業務 768,000

6 広福門屋根瓦修理業務 414,000

7 系図座・用物座監視カメラ取替業務 2,000

8 湯沸器パッキン取替業務 16,000

9 散水栓コマパッキン取替業務 9,000

10 安定器取替業務 15,000

11 バッテリー取替業務 33,000

12 監視カメラ取替業務 2,000

13 安定器取替業務 15,000

14 系図座・用物座　全熱交換器フィルター取替業務 39,000

15 西のアザナ床板取替業務 6,000

16 系図座・用物座　安定器取替業務 15,000

17 系図座・用物座他　防水パッキン取替業務 12,000

18 広福門便所　手洗台照明器具取替業務 64,000

19 下之御庭　雨水マンホール石蓋修理業務 451,000

小計① 2,287,000 小計②

合計額（出来高合計：小計①+小計②） 2,287,000

5． Ｈ２４－２６ 首里城公園施設維持管理業務（Ｈ２５）　台風対策業務　出来高集計表　　

1 首里城公園　台風4号接近に伴う対策等業務 45,000

2 首里城公園　台風7号接近に伴う対策等業務 37,000

3 首里城公園　台風12号接近に伴う対策等業務 17,000

4 首里城公園　台風15号接近に伴う対策等業務 33,000

5 首里城公園　台風23･24号接近に伴う対策等業務 50,000

6 首里城公園　台風27号接近に伴う対策等業務 47,000

合計額 229,000

6． Ｈ２４－２６ 首里城公園建物清掃等業務（Ｈ２５）（修繕等）　出来高集計表　　

1 園路の石畳等の補修 3,000

2 園路の石畳等の補修 9,000

3 園路の石畳等の補修 12,000

4 園路の石畳等の補修 16,000

5 園路の石畳等の補修 19,000

6 畳の表替え等 180,000

7 木柵の製作設置 366,000

合計額 605,000

番号 件名 合計

番号 件名 合計

番号 件名 合計

番号 件名 合計
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1． Ｈ２４－２６　電気・機械設備管理運用業務（Ｈ２６）（修理等）　出来高集計表（１）　　

1 熱帯ドリームセンター便所小便器詰まり直し業務 22,000 44 海洋文化館手洗器自動水栓取替業務 63,000

2 エメラルドビーチ便所便座取替等業務 100,000 45 熱帯ドリームセンタービクトリア池循環ポンプ取替業務 163,000

3 熱帯ドリームセンター温水ヘッダー水高計取替業務 95,000 46 おきなわ郷土村消防設備熱感知器取替業務 13,000

4 管理事務所空調機Ｖベルト取替業務 11,000 47 ビーチハウス便所ベビーチェア取替業務 230,000

5 管理事務所照明器具安定器取替業務 46,000 48 冷水プラント冷却塔清掃業務 22,000

6 エネルギーセンター給水圧力タンク取替業務 46,000 49 通用門電動扉ブレーカー取替等業務 10,000

7 熱帯ドリームセンター自動ドアワイヤー取替業務 41,000 50 植物管理センターコンダクター取外し業務 13,000

8 植物管理センター消火水槽用定水位弁取替業務 128,000 51 ビーチハウスサンドトラップ砂除去等業務 18,000

9 電動車椅子整備業務 249,000 52 便所自動手洗器整備業務 75,000

10 海洋文化館照明器具安定器取替業務 22,000 53 熱帯ドリームセンター温室窓整備業務 27,000

11 バンコの森警報用パトライト取替業務 23,000 54 海洋文化館便所ベビーシート取替業務 193,000

12 管理温室空調機Ｖベルト取替業務 24,000 55 見本園散水栓蛇口取替業務 11,000

13 植物管理センター仮設発電機設置業務 18,000 56 植物管理センター自家発電設備燃料補給等業務 78,000

14 雨水マンホール蓋固定業務 18,000 57 瞬時停電に伴う機器操作等業務 15,000

15 水の階段ポンプ室圧力計取替業務 95,000 58 植物管理センター発電機燃料タンク沈殿物除去作業等業務 45,000

16 管理事務所便所小便器水漏れ箇所修理業務 14,000 59 中央噴水リープコントロールポンプケーシング取替業務 82,000

17 汚水管路詰り直し業務 55,000 60 ビーチハウスサンドトラップ砂除去等業務 13,000

18 管理事務所冷却塔薬注ポンプ用ホース取替業務 15,000 61 管理事務所消火器取替業務 122,000

19 植物管理センター照明器具取替業務 32,000 62 ビーチハウスサンドトラップ砂除去等業務 42,000

20 冷水プラント吸収式冷凍機整備業務 321,000 63 管理事務所消火器取替業務 164,000

21 ちびっことりでミストリーフ用ポンプ等取替業務 349,000 64 植物管理センター煙感知器取替業務 9,000

22 バンコの森便所給水配管やり替え等業務 186,000 65 植物管理センターガス湯沸器取替業務 58,000

23 熱帯ドリームセンター自動ドアセンサー修理業務 79,000 66 植栽控室パッケージ型空調機修理業務 188,000

24 熱帯ドリームセンタールーフドレン詰まり直し業務 128,000 67 熱帯ドリームセンター南池循環ポンプ等整備業務 71,000

25 植物管理センター煙感知器取替業務 4,000 68 東駐車場自動ドアセンサー取替業務 101,000

26 冷水プラント冷却塔配管ストレーナー清掃業務 46,000 69 外灯器具取替業務 188,000

27 管理事務所パッケージ型空調機修理業務 36,000 70 管理温室ポンプ室消火器格納箱取替等業務 193,000

28 エネルギーセンター受水槽給水管取替業務 18,000 71 植物管理センター照明用三路スイッチ取替業務 10,000

29 管理事務所便所大便器詰まり直し業務 14,000 72 ビーチハウス排風機取替業務 526,000

30 熱帯ドリームセンター散水栓水漏れ修理業務 9,000 73 電動車椅子等整備業務 366,000

31 バザール自火報不具合修理等業務 96,000 74 冷水プラント冷却塔配管ストレーナー清掃業務 27,000

32 エネルギーセンター中央監視設備不具合調査業務 617,000 75 見本園じゃぶじゃぶ池シャワーヘッド取替業務 10,000

33 電動車椅子等整備業務 96,000 76 警備員詰所ルームクーラードレンパン清掃業務 9,000

34 熱帯ドリームセンター循環ポンプカップリングゴム取替業 9,000 77 エネルギーセンター受変電設備継電器取替等業務 488,000

35 冷水プラント冷却塔配管ストレーナー清掃業務 13,000 78 エメラルドゲート立体駐車場自火報熱感知器清掃業務 122,000

36 総合案内所自動ドアセンサー取替業務 50,000 79 園内給水管接続に伴うバルブ操作業務 100,000

37 総合案内所パッケージ型空調機修理業務 85,000 80 熱帯ドリームセンター屋内消火栓ホース取替業務 37,000

38 外灯絶縁不良点検修理等業務 197,000 81 管理事務所男子便所小便器水漏れ箇所修理業務 9,000

39 管理温室パッケージ型空調機修理業務 954,000 82 管理温室空調機Ｖベルト取替業務 25,000

40 管理事務所パッケージ型空調機リモコン取替業務 54,000 83 海洋文化館照明器具安定器等取替業務 96,000

41 植物管理センター空調機コンプレッサー取替等業務 474,000 84 エネルギーセンター発電機燃料移送ポンプ取替業務 279,000

42 総合案内所自動ドア修理業務 81,000 85 ビーチハウス自火報非常ベル取替業務 49,000

43 植物管理センター消防設備煙感知器取替業務 6,000 86 総合案内所自動ドア補助センサー取替業務 59,000

小計① 4,976,000 小計② 4,419,000

合計額：小計①+②+③+④+⑤+⑥ 14,434,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計

【平成26年度】
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1． Ｈ２４－２６　電気・機械設備管理運用業務（Ｈ２６）（修理等）　出来高集計表（２）　　

87 おきなわ郷土村消防設備空気管式感知器取替業務 34,000 115 ちびっことりでポンプ用マグネットスイッチ取替業務 30,000

88 管理事務所発電機燃料フィルター取替業務 12,000 116 特高変電所高圧受変電設備点検等業務 539,000

89 熱帯ドリームセンタービクトリア池循環ポンプ取替業務 163,000 117 熱帯ドリームセンター照明器具安定器取替業務 4,000

90 ビーチハウス便所照明器具取替業務 377,000 118 東駐車場便所ジェットタオル水受けトレイ取替業務 9,000

91 冷水プラント冷却塔清掃業務 24,000 119 冷水プラント冷却塔清掃業務 24,000

92 中央ゲート便所手洗器自動水栓取替業務 79,000 120 便所自動ドア修理業務 115,000

93 ちびっことりでミストリーフ用ポンプ等取替業務 85,000 121 中央噴水ポンプ整備等業務 147,000

94 エネルギーセンターボイラー整備等業務 600,000 122 総合案内所シーサー噴水電磁弁取替業務 25,000

95 熱帯ドリームセンター照明器具取替等業務 89,000 123 熱帯ドリームセンター空調機Ｖベルト取替業務 6,000

96 管理事務所発電機燃料タンク清掃業務 66,000 124 エネルギーセンター空調機Ｖベルト取替業務 6,000

97 エメラルドゲート立体駐車場表示盤カバー取付業務 141,000 125 管理事務所便所小便器排水漏れ修理等業務 35,000

98 海洋文化館消防設備受信機基板取替業務 68,000 126 中央ゲート便所小便器自動水洗電池取替業務 15,000

99 管理温室空調機制御盤浸水補修等業務 36,000 127 熱帯ドリームセンター漏電ブレーカー取替業務 73,000

100 熱帯ドリームセンターバンダ温室散水栓配管補修業務 23,000 128 管理温室地下タンク燃料計指示調整業務 36,000

101 第３マンホールポンプ場汚水ポンプ詰まり直し業務 55,000 129 電動車椅子整備業務 46,000

102 管理事務所便所手洗器水栓取替業務 66,000 130 ちびっことりでミストリーフ電磁弁整備業務 22,000

103 総合案内所便所手洗器水栓取替業務 53,000 131 汚水管路詰り直し業務 70,000

104 総合案内所空調室内機ドレンポンプ等清掃業務 64,000 132 熱帯ドリームセンター煙感知器取替等業務 57,000

105 管理事務所仮設発電機設置業務 16,000 133 エメラルドゲート立体駐車場移動式消火設備修理等業務 56,000

106 総合案内所自動ドアセンサー取替業務 161,000 134 管理事務所便所男子小便器洗浄用センサー取替業務 100,000

107 海洋文化館照明器具取替業務 84,000 135 植物管理センター便所大便器詰まり直し業務 13,000

108 電動車椅子等整備業務業務 167,000 136 中央ゲート外灯修理業務 18,000

109 総合案内所消火器取替業務 59,000 137 エネルギーセンター発電機燃料配管塗装業務 20,000

110 水の階段等消火器取替業務 48,000 138 海洋文化館消防設備誘導灯撤去等業務 18,000

111 おきなわ郷土村消火器取替業務 59,000 139 植物管理センター誘導灯表示板取替等業務 28,000

112 管理温室空調機Ｖベルト取替等業務 15,000 140 海洋文化館水圧測定用圧力計取付業務 16,000

113 管理事務所誘導灯取替等業務 446,000 141 海洋文化館消防設備用電源ロックキャップ取付業務 4,000

114 植物管理センター非常用発電機点検整備業務 409,000 142 管理事務所発電機室立入禁止板取付業務 8,000

小計③ 3,499,000 小計④ 1,540,000

Ｈ２４－２６　電気・機械設備管理運用業務（Ｈ２６）（台風対策・復旧）　出来高集計表（３）　　

1 台風８号対策業務 571,000

2 台風１１号対策業務 107,000

3 台風１８号対策業務 61,000

4 台風１９号対策業務 681,000

合計額 1,420,000

番号 件名 合計

番号 件名 合計 番号 件名 合計
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２． Ｈ２４－２６  通信・映像設備管理運用業務（Ｈ２６）（修理等）　出来高集計表　

1 　プラネタリウム設備の修理・点検 988,000 24 　映像ホール設備　プロジェクターNo.1ランプ交換 472,000

2 　大海原の景観設備　プロジェクターランプ交換 430,000 25 　やんばる人と自然の歳時記設備　ＨＤＤプレーヤー取替 48,000

3 　映像ホール設備　プロジェクターNo.1修理 466,000 26 　映像ホール設備　恒星ランプ交換 156,000

4 　映像ホール設備　プロジェクターNo.1取付 630,000 27 　常設展示映像設備　パソコン2台（Ｂ－２、Ｂ－４）取替 184,000

5 　宝の地図映像設備　エクステンダ用ACアダプター取替 17,000 28 　ＢＧＭ放送設備（説明用）　起動用スイッチ基板取替 11,000

6 　めんそーれ海洋博公園設備　プラズマディスプレイ修理 28,000 29 　おすすめ観光コース作成マシン設備　パソコン（No.21）取替 70,000

7 　公園情報提供装置設備　プリンター取替 77,000 30 　屋外電気設備　太陽電池時計（海亀館前）２面子時計部取替 53,000

8 　噴水音響演出設備　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ修理 66,000 31 　噴水音響演出設備　屋外スピーカー修理 32,000

9 　映像ホール設備　恒星ランプ取替 156,000 32 　映像ホール設備　プロジェクターNo.2ランプ交換 472,000

10 　映像ホール設備　プロジェクターNo.1ランプ交換 472,000 33 　総合案内所　無停電電源装置５台バッテリー交換 76,000

11 　映像ホール設備　プロジェクターNo.2ランプ交換 472,000 34 　やんばる昔話　ＨＤＤプレーヤ及びテレビモニター取替 241,000

12 　公園情報提供装置設備　無停電電源装置バッテリー交換 15,000 35 　映像ホール設備　恒星ランプ交換 156,000

13 　宝の地図映像設備　無停電電源装置バッテリー交換 29,000 36 　ＢＧＭ放送設備　屋外スピーカー取替 20,000

14 　公園全体模型設備（端末）　無停電電源装置バッテリー交換 15,000 37 　公園全体模型設備（端末）　液晶タッチモニターテレビ修理 17,000

15 　常設展示映像設備　モニターテレビ修理 17,000 38 　噴水音響演出設備　屋外スピーカー部品取替 109,000

16 　大海原の景観設備　ムービングプロジェクターランプ交換 54,000 39 　園内放送設備　エメラルドビーチＣＤプレーヤー修理 34,000

17 　常設展示映像設備　液晶プロジェクターランプ交換 18,000 40 　映像ホール設備プラネタリウム機器点検整備 614,000

18 　宝の地図映像設備　XテンダーACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ取替 17,000 41 　総合案内所　エクステンダーＡＣアダプター不良2箇所取替 34,000

19 　大海原の景観設備　壁用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰﾗﾝﾌﾟ交換 38,000 42 　島の環境設備　プロジェクターランプ交換 94,000

20 　園内放送設備　屋外スピーカ不良取替 119,000 43 　園内放送　屋外スピーカーウーハー不良取替 36,000

21 　園内放送設備　屋外スピーカ不良取替 108,000 44 　インターホン設備　子機本体取替 19,000

22 　常設展示映像設備　パソコンＢ－１取替 110,000 45 　展示ホール　液晶タッチモニター２台修理 164,000

23 　噴水音響演出設備　スピーカ部品取替 173,000

小計① 4,515,000 小計② 3,112,000

合計額：小計①+② 7,627,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計
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３． Ｈ２４－２６ 海洋博公園建物清掃等業務（Ｈ２６）（修繕等）　出来高集計表　　

1 遊具補修業務（4月～３月）（303+61+133+535+346+271） 1,649,000 34 夕陽の広場展望レストハウス２階休憩所ドア補修 10,000

2 有害生物対策等業務(雑補修業務対象外) － 35 熱帯ドリームセンター券売所ドアクローザー等補修 44,000

3 臨時特別清掃（雑補修業務対象外） － 36 管理事務所1階Ｂ階段ドアクローザー補修 26,000

4 おきなわ郷土村地頭代の家雨漏り補修等 23,000 37 おきなわ郷土村障子補修等 169,000

5 バンコの森シロアリ対策用容器（ステーション）補修 90,000 38 東駐車場便所床タイル補修 7,000

6 熱帯ドリームセンター　建物点検・補修 52,000 39 ビーチハウス男子便所建具補修 14,000

7 おきなわ郷土村　水飲舎不陸補修 29,000 40 エメラルドゲート立体駐車場4階排水溝つまり補修 14,000

8 テニスコート床面補修 72,000 41 熱帯ドリームセンター建具等補修 54,000

9 熱帯ドリームセンター　ステンドホール雨漏り仮補修 26,000 42 海洋文化館雨漏り補修 45,000

10 バンコの森手すり等補修 47,000 43 エメラルドビーチ遊びの浜シェルター錆落とし塗装補修 992,000

11 ちびっことりで便所ペーパーホルダー補修 19,000 44 エメラルドビーチベンチ塗装補修 578,000

12 東駐車場一般休憩所床補修 9,000 45 エメラルドビーチ監視台等補修 768,000

13 夕陽の広場便所雨漏り補修等 38,000 46 公園境界フェンス等補修 21,000

14 植物管理センター　タイル補修 14,000 47 中央ゲート　石タイル補修 33,000

15 夕陽の広場展望レストハウス建具補修 9,000 48 ビーチハウス監視員室ドアクローザー補修 9,000

16 お花畑便所　身障者便所鍵補修 10,000 49 園内建物・工作物点検・補修 933,000

17 海洋文化館展示ホール非常用ドア補修 4,000 50 エメラルドビーチ眺めの浜ネット巻上・補修 71,000

18 管理事務所A階段ノンスリップゴム補修等 14,000 51 エキスポゲート境界フェンス等補修 97,000

19 バンコの森スロープ手すり補修 77,000 52 海岸遊歩道東屋等補修 139,000

20 海洋文化館ロールカーテン補修 9,000 53 東駐車場通路不陸補修 28,000

21 熱帯ドリームセンター温室入り口雨漏り補修 28,000 54 ドリーム裏通用門補修等 161,000

22 冷水プラント建具補修 142,000 55 ご成婚の森レンガ及びﾀｲﾙ補修 72,000

23 熱帯ドリームセンター回廊棟建具補修 28,000 56 中央噴水広場石タイル補修等 47,000

24 総合案内所入口案内模型補修等 65,000 57 中央ゲート案内所周辺石タイル補修等 41,000

25 海洋文化館タペストリー補修等 17,000 58 中央ゲート駐車場歩道タイル補修等 78,000

26 バンコの森つり橋等補修 71,000 59 ハブクラゲ防止ネット等撤去補修 848,000

27 夕陽の広場展望ﾚｽﾄﾊｳｽ手摺補修 9,000 60 中央噴水広場石タイル補修等 58,000

28 エメラルドゲート立体駐車場警備員室ドア補修 4,000 61 都市緑化植物園生垣迷路フェンス撤去補修等 223,000

29 総合案内所救護室ドアストッパー補修 10,000 62 南ゲート門扉等補修 63,000

30 熱帯ドリームセンター無料休憩所ガラス補修 999,000 63 エメラルドビーチ遊びの浜敷き均し補修 740,000

31 熱帯ドリームセンター軒下コンクリート片撤去補修等 52,000 64 エメラルドビーチ憩いの浜敷き均し補修 740,000

32 海洋文化館雨漏り補修 23,000 65 エメラルドビーチハブクラゲ侵入防止ネット等補修・設置(遊びの浜) 958,000

33 中央ゲート便所身障者用トイレドア補修 7,000 66 エメラルドビーチハブクラゲ侵入防止ネット等補修・設置(憩い・眺め) 974,000

小計① 3,646,000 小計② 9,055,000

合計額（出来高合計：小計①+小計②） 12,701,000

番号 件名 合計 番号 件名 合計
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３． Ｈ２４－２６ 海洋博公園建物清掃等業務（Ｈ２６）　台風対策業務　出来高集計表　　

1 台風8号対策・復旧 2,115,000

2 台風12号対策・復旧 444,000

3 台風11号対策・復旧 820,000

4 台風18号対策・復旧 469,000

5 台風19号対策・復旧 1,666,000

合計額 5,514,000

4． Ｈ２４－２６ 構内交換電話設備保守点検業務（Ｈ２６）（修理等）　出来高集計表　

1 構内交換電話設備 一般単機能電話機補修業務 5,000

2 構内交換電話設備 海獣飼育棟内線電話移設業務 4,000

3 構内交換電話設備 緊急通報装置不具合調査及び補修業務 359,000

4 構内交換電話設備 管理事務所内線電話移動及び配線業務 23,000

合計額 391,000

番号 件名 合計

番号 件名 合計
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5． Ｈ２４－２６ 首里城公園施設維持管理業務（Ｈ２６）（修繕等）　出来高集計表　　

1 照明器具取替業務 51,000

2 安定器取替業務 13,000

3 系図座・用物座　自動ドア部品取替業務 19,000

4 龍樋　スピーカー取替業務 46,000

5 広福門便所　小便器No.4部品取替業務 7,000

6 系図座・用物座　空調機(ACP-1-1)基盤取替業務 114,000

7 広福門便所　大便器No.2部品取替業務 14,000

8 系図座・用物座　安定器取替業務 14,000

9 系図座・用物座　空調機(ACP-1-2)基盤取替業務 114,000

10 広福門　門灯取替業務 111,000

11 系図座・用物座　安定器取替業務 14,000

12 系図座・用物座　自動ドア取替業務 433,000

13 広福門便所　排水トラップ取替業務 40,000

14 供屋　屋根漆喰補修業務 836,000

小計① 1,826,000 小計② 0

合計額（出来高合計：小計①+小計②） 1,826,000

5． Ｈ２４－２６ 首里城公園施設維持管理業務（Ｈ２６）　台風対策業務　出来高集計表　　

1 首里城公園　台風８号接近に伴う対策等業務 41,000

2 首里城公園　台風１１号接近に伴う対策等業務 46,000

3 首里城公園　台風１８・１９号接近に伴う対策等業務 30,000

4

5

6

合計額 117,000

指示番号 件名 合計

指示番号 件名 合計

指示番号 件名 合計
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6． Ｈ２４－２６ 首里城公園建物清掃等業務（Ｈ２６）（修繕等）　出来高集計表　　

1 園路の石畳等の補修 6,000

2 京の内サインの製作設置 270,000

3 広福門サインの補修 24,000

合計額 300,000

７． Ｈ２４－２６ 海洋博公園建物清掃等業務（Ｈ２６）　臨時特別清掃（臨時清掃業務）　出来高集計表　　

臨時特別清掃（4月～3月） 3,853,000

注）補修費：５，０００万円対象外

8． Ｈ２４－２６ 首里城公園建物清掃等業務（Ｈ２６）（臨時清掃業務）　出来高集計表　　

臨時特別清掃（4月～3月） 250,000

注）補修費：５，０００万円対象外

指示番号 件名 合計

指示番号 件名 合計

指示番号 件名 合計
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海洋博覧会地区

1． 電気・機械設備　修理・補修 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

電気・機械設備　修理・補修一覧表　（１）

1 4月1日 海洋文化館誘導灯絶縁不良修理業務 35,000 46 5月11日 水の階段ろ過ポンプ圧力計用配管取替業務 19,000

2 4月1日 熱帯ドリームセンター温室照明器具電球取替業務 85,000 47 5月11日 熱帯ドリームセンター地下温水配管取替業務 14,000

3 4月1日 熱帯ドリームセンター汚水管詰まり直し業務 28,000 48 5月11日 植物管理センター冷却水ポンプ等ファンカバー整備業務 18,000

4 4月1日 植物管理センター自動ドアユニット取替業務 219,000 49 5月11日 エネルギーセンター排水ポンプ用ブレーカー取替業務 40,000

5 4月1日 海洋文化館給気ファンＶベルト取替業務 5,000 50 5月18日 外灯絶縁不良点検修理等業務 124,000

6 4月1日 中央ゲート便所便座取替等業務 85,000 51 5月18日 熱帯ドリームセンター空調機Vベルト取替業務 6,000

7 4月1日 海洋文化館屋外便所電照サイン取替業務 376,000 52 5月18日 ビーチハウス足洗い場蛇口取替等業務 32,000

8 4月1日 熱帯ドリームセンター自動ドアエンジン取替等業務 545,000 53 5月25日 熱帯ドリームセンター便所手洗器詰まり直し業務 17,000

9 4月1日 熱帯ドリームセンター誘導灯蓄電池取替業務 42,000 54 5月25日 水の階段上部池用量水器取替等業務 113,000

10 4月1日 熱帯ドリームセンター自動ドアセンサー取替業務 114,000 55 5月25日 熱帯ドリームセンター給水管バルブ水漏れ補修業務 14,000

11 4月1日 東駐車場便所手洗器自動水栓取替等業務 111,000 56 5月25日 中央ゲート便所ロータンクレバー取替業務 9,000

12 4月1日 中央ゲート便所給水加圧ポンプ修理業務 217,000 57 6月1日 海洋文化館パッケージ型空調機基板取替業務 49,000

13 4月1日 総合案内所シーサー噴水電磁弁取替業務 19,000 58 6月1日 総合案内所空調機ドレンポンプ等清掃業務 4,000

14 4月1日 植物倉庫電動シャッターローラーチェーン取替業務 136,000 59 6月1日 中央開閉所ドレン板取付業務 162,000

15 4月1日 海洋文化館排風機Ｖベルト取替業務 11,000 60 6月1日 海洋文化館自動火災報知設備受信機修理業務 92,000

16 4月1日 管理事務所高架水槽ボールタップ取替業務 24,000 61 6月8日 東駐車場一般休憩所空調機電源不良調査及び修理業務 6,000

17 4月1日 海洋文化館太陽光発電設備蓄電池取替業務 19,000 62 6月8日 管理事務所便所手洗器排水トラップ取替業務 8,000

18 4月1日 総合案内所汚水管路詰まり直し業務 14,000 63 6月8日 海洋文化館うがい器薬液バルブ取替業務 6,000

19 4月1日 植物管理センター煙感知器取替業務 4,000 64 6月8日 冷水プラント冷却塔清掃業務 33,000

20 4月1日 総合案内所空調機ブレーカートリップ修理業務 6,000 65 6月8日 中央開閉所排風機ベアリング取替業務 25,000

21 4月1日 植物管理センター冷却塔ファンＶベルト取替業務 16,000 66 6月8日 海洋文化館照明器具電球取替等業務 53,000

22 4月1日 中央噴水ポンプ整備等業務 151,000 67 6月8日 高圧マンホール内清掃及びケーブル架台設置業務 46,000

23 4月1日 管理事務所便所小便器用電磁弁取替業務 24,000 68 6月15日 水の階段上部池吸込口ストレーナー清掃業務 28,000

24 4月1日 エメラルドゲート立体駐車場表示盤ＬＥＤ取替業務 293,000 69 6月15日 照明キュービクル変圧器絶縁油採取業務 21,000

25 4月14日 おきなわ郷土村消防設備空気管式感知器取替業務 57,000 70 6月15日 電動車椅子整備業務 168,000

26 4月14日 ビーチ救護室照明器具安定器取替業務 4,000 71 6月15日 熱帯ドリームセンター自動ドア修理業務 75,000

27 4月14日 中央噴水量水器取替等業務 175,000 72 6月15日 冷水プラント冷凍機冷水ストレーナー等清掃業務 65,000

28 4月14日 海洋文化館便所手洗器自動水栓取替等業務 85,000 73 6月22日 ビーチハウスサンドトラップ砂除去等業務 66,000

29 4月22日 総合案内所空調室内機ドレンポンプ等清掃業務 4,000 74 6月22日 植物管理センター照明器具取替業務 124,000

30 4月22日 中央開閉所壁付照明器具取替業務 29,000 75 6月22日 外灯絶縁不良点検修理業務 179,000

31 4月22日 水のプロムナード池機械室照明器具取替業務 88,000 76 6月22日 おきなわ郷土村自火報修理業務 23,000

32 4月22日 園内外灯の基礎ボルトめくらキャップ取付業務 23,000 77 6月22日 汚水管路詰り直し業務 154,000

33 4月22日 ビーチハウス救護室給水管水漏れ修理業務 4,000 78 6月29日 便所自動手洗器用電池取替業務 62,000

34 4月29日 植物管理センターパッケージ型空調機修理業務 21,000 79 7月6日 電動車椅子整備業務 30,000

35 4月29日 サンゴ通り北便所フラッシュバルブ押棒部取替業務 4,000 80 7月6日 管理事務所便所大便器床フランジ用パテ取替業務 58,000

36 4月29日 海洋文化館自動火災報知設備不具合調査業務 9,000 81 7月13日 照明キュービクル変圧器絶縁油確認業務 21,000

37 5月4日 熱帯ドリームセンター給水管水漏れ修理業務 169,000 82 7月13日 植物管理センターパッケージ型空調機修理業務 94,000

38 5月4日 植物管理センター誘導灯取替業務 49,000 83 7月13日 総合案内所シーサー噴水ポンプ修理業務 21,000

39 5月4日 管理事務所車庫照明スイッチボックス取替等業務 40,000 84 7月20日 屋外電気設備外灯ガード修理業務 14,000

40 5月4日 中央ゲート案内所ルームエアコン取替等業務 148,000 85 7月20日 ビーチハウス便所サンドトラップ整備等業務 114,000

41 5月4日 冷水プラントターボ冷凍機整備業務 762,000 86 7月20日 リサイクル施設消火器の取替等業務 346,000

42 5月4日 蓄熱契約用VCT取付工事に伴う停電操作業務 32,000 87 7月20日 総合案内所パッケージ型空調機整備業務 356,000

43 5月11日 総合案内所女子便所擬音装置取付業務 89,000 88 7月20日 水のプロムナード循環ポンプ整備等業務 156,000

44 5月11日 東駐車場女子便所照明器具安定器取替業務 12,000 89 7月20日 屋外電気設備消火器の取替業務 39,000

45 5月11日 管理温室パッケージ型空調機修理業務 40,000 90 7月20日 レストハウス等消火器の取替業務 37,000

計① 4,423,000 計② 3,141,000

件名 修繕費

169

15,775,000

33

4,348,000

番号 協議日 件名 修繕費 番号 協議日

【平成27年度】
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電気・機械設備　修理・補修一覧表　（２）

91 7月20日 管理温室消火器の取替業務 15,000 130 9月21日 管理温室ボイラー室表示板取替業務 56,000

92 7月20日 №１照明キュービクル変圧器油抜き取り作業等業務 703,000 131 9月21日 植物管理センター小便器用給水管取替業務 15,000

93 8月3日 熱帯ドリームセンターレストラン厨房給気ファン試運転業務 6,000 132 9月28日 総合案内所パッケージ型空調機整備業務 123,000

94 8月3日 総合案内所アッパーライト用電球取替業務 60,000 133 9月28日 熱帯ドリームセンター設備改修工事に伴う機器操作等業務 372,000

95 8月3日 エメラルドゲート立体駐車場消防用設備の整備等業務 70,000 134 9月28日 総合案内所自動ドア吊金具取替業務 111,000

96 8月3日 展示ホール3階案内板照明ランプ取替業務 14,000 135 10月5日 電動車椅子整備業務 81,000

97 8月3日 カトレア温室パッケージ型空気調和機修理業務 89,000 136 10月5日 冷水プラント裏整理業務 133,000

98 8月10日 エネルギーセンター中央監視用プリンターカートリッジ取替業務 18,000 137 10月5日 海洋文化館便所手洗器自動水栓取替業務 86,000

99 8月10日 管理事務所照明安定器取替業務 31,000 138 10月5日 東バス駐車場便所自動水栓取替業務 135,000

100 8月10日 冷水プラント冷却塔配管ストレーナー清掃業務 37,000 139 10月13日 天水槽圧力タンクバルブ取替業務 43,000

101 8月10日 果樹花木温室入口外側電動建具ハンガーローラー取替業務 45,000 140 10月13日 冷水プラント冷却塔及びストレーナー清掃業務 32,000

102 8月10日 温室地下誘導灯蓄電池取替業務 18,000 141 10月13日 №２ポンプ室ボイラーヒーパーパッキン取替業務 25,000

103 8月10日 エネルギーセンター蛍光灯安定器取替業務 31,000 142 10月19日 海洋文化館排煙ダンパー修理業務 27,000

104 8月10日 おきなわ郷土村散水栓給水配管漏水補修業務 36,000 143 10月21日 エネルギーセンターＡ重油配管ピンホール補修業務 38,000

105 8月10日 中央ゲート身障者便所照明器具取替業務 78,000 144 10月26日 夕陽の広場受変電設備ＺＰＤ取替等業務 538,000

106 8月17日 総合案内所パッケージ型空調機整備業務 245,000 145 10月26日 高木温室自動空気抜き弁整備業務 61,000

107 8月17日 カトレア温室自動ドア不具合調査業務 11,000 146 10月26日 変電室パッケージエアコン修理業務 36,000

108 8月17日 新カトレア温室送風機電源繋ぎ込み等業務 88,000 147 10月26日 手動車椅子整備業務 67,000

109 8月17日 管理事務所運転手控室便所ダイヤフラム弁取替業務 5,000 148 11月2日 植物管理センターシャッター降ろし作業業務 28,000

110 8月17日 カトレア空調温室（1号）空気調和機Ｖベルト取替業務 5,000 149 11月2日 天水槽加圧ポンプ玉型フレキ取替等業務 102,000

111 8月17日 植物管理センター煙感知器取替等業務 324,000 150 11月2日 サンゴ通り南便所小便器用電磁弁取替業務 43,000

112 8月24日 電動車椅子整備等業務 263,000 151 11月2日 監視室パッケージ型空調機室外機基板取替え業務 38,000

113 8月24日 辻広場ミストポンプ高圧ホース取替業務 15,000 152 11月2日 海洋文化館複合受信機基板取替業務 87,000

114 8月24日 ビーチハウス屋外シャワーオートストップ弁取替業務 32,000 153 11月9日 ビーチハウスパッケージ型空調機室外機カバー取付業務 94,000

115 8月24日 ちびっことりで便所フラッシュバルブ押棒部取替業務 4,000 154 11月16日 管理事務所男子便所大便器詰まり直し作業等業務 45,000

116 8月24日 エネルギーセンターボイラー整備業務 468,000 155 11月16日 植物管理センターパッケージ型空調機Ｖベルト取替業務 5,000

117 8月31日 中央噴水リープコントロールポンプ整備業務 59,000 156 11月24日 中央噴水リープコントロールポンプ電磁弁取替等業務 454,000

118 8月31日 植物管理センター空気調和機不具合調査及び修理業務 18,000 157 11月24日 植物管理センターシャッター取替業務 283,000

119 8月31日 レストハウスＢ外灯器具取替業務 123,000 158 11月24日 地下共同溝ソフトガードクッション取替業務 4,000

120 8月31日 屋外電気設備仮設発電機給油作業等業務 163,000 159 11月24日 見本園Ａ便所便座取替等業務 37,000

121 9月7日 海洋文化館発電機室熱感知器取替業務 4,000 160 11月30日 管理事務所給湯室コンセント取替業務 5,000

122 9月7日 総合案内所制御盤蓄電池取替業務 30,000 161 11月30日 ボイラー地下タンク液面指示計調整作業業務 14,000

123 9月7日 熱帯ドリームセンター天水槽配管補修業務 92,000 162 11月30日 管理温室温水配管ピンホール補修業務 31,000

124 9月7日 熱帯ドリームセンター設備改修工事に伴う機器操作等業務 108,000 163 12月7日 管理事務所便所手洗器排水管取替業務 15,000

125 9月21日 エネルギーセンターボイラー整備等業務 350,000 164 12月7日 じゃぶじゃぶ池深井戸ポンプ取替業務 666,000

126 9月21日 総合案内所電気室表示板取替業務 15,000 165 12月7日 エネルギーセンター自家発電機整備業務 339,000

127 9月21日 屋外電気設備電気室表示板取替等業務 204,000 166 12月14日 じゃぶじゃぶ池ポンプ用タイマー取替業務 16,000

128 9月21日 ビーチハウス大便器ロータンク蓋取替業務 10,000 167 12月21日 中央ゲート男子便所小便器用電池取替業務 15,000

129 9月21日 新カトレア温室漏電遮断器取替業務 24,000

計③ 3,911,000 計④ 4,300,000

番号 協議日 件名 修繕費 番号 協議日 件名 修繕費
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電気・機械設備　修理・補修一覧表　（３）

（以降追加） 184 1月18日 屋外電気設備外灯補修業務 59,000

168 12月28日 植物管理センター自家発電機整備業務 697,000 185 1月18日 ちびっことりで便所便座取替等業務 18,000

169 12月28日 第１汚水ポンプ分解修理等業務 123,000 186 1月18日 エメラルドゲート立体駐車場排気ファン取替業務 78,000

170 1月1日 園内全体停電に伴う復旧作業業務 306,000 187 1月18日 水のプロムナード換気扇等取替業務 112,000

171 1月4日 バザール棟パッケージ型空調機撤去作業業務 38,000 188 1月18日 熱帯ドリームセンター空調機Ｖベルト取替業務 6,000

172 1月4日 夕陽の広場展望レストハウス引き戸修理業務 4,000 189 1月18日 管理温室換気扇取替業務 251,000

173 1月4日 エメラルドゲート立体駐車場熱感知器取替業務 4,000 190 1月18日 F2開閉器塔ケーブル絶縁処理等業務 184,000

174 1月4日 エネルギーセンタールーフドレン配管取替業務 65,000 191 1月25日 熱帯ドリームセンター自動ドアコントローラー取替業務 6,000

175 1月4日 管理事務所空調機整備等業務 790,000 192 1月25日 南ゲート案内所照明器具安定器取替業務 14,000

176 1月12日 バンダ温室地下照明復旧作業業務 32,000 193 1月25日 冷水プラント排風機用温度調節器取替業務 53,000

177 1月12日 管理事務所自動洗浄センサー取替業務 4,000 194 1月25日 エネルギーセンター横陥没箇所掘削確認業務 114,000

178 1月18日 冷水プラント排気ファン修理業務 18,000 195 1月25日 車椅子整備業務 106,000

179 1月18日 熱帯ドリームセンター自動ドア（２箇所）修理業務 99,000 196 1月25日 南ゲート案内所倉庫ルーフドレン補修等業務 34,000

180 1月18日 さんご北便所等照明用タイマー取替業務 32,000 197 1月25日 熱帯ドリームセンター排水ポンプ分解清掃業務 14,000

181 1月18日 管理事務所冷却塔ファンモーター取替業務 322,000 198 1月25日 おきなわ郷土村便所換気扇取替業務 90,000

182 1月18日 植物管理センター冷却塔ファンモーター取替業務 325,000 199 2月1日 放送設備工事に伴う停電操作業務 16,000

183 1月18日 海洋文化館監視室点検口設置等業務 105,000 200 3月9日 夕陽の広場レストハウス電源ケーブル接続等業務 229,000

計⑤ 2,964,000 計⑥ 1,384,000

番号 協議日 件名 修繕費 番号 協議日 件名 修繕費
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２． 通信・映像設備　修理・補修 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

通信・映像設備　修理・補修一覧表 （１）

1 4月1日 映像ホール設備　年間サポート契約 848,000 23 8月17日 説明放送設備（奄美の民家）　スピーカー取替 25,000

2 4月6日 園内放送設備　パークセンター系統増幅器修理 9,000 24 9月1日 説明放送設備（与那国の民家）　起動用スイッチ基盤取替 6,000

3 4月6日 映像ホール設備　プロジェクターNo.1ランプ交換 473,000 25 9月1日 展示ホール設備（太平洋地域の音楽）　プロジェクターランプ交換 4,000

4 4月6日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 150,000 26 9月1日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 150,000

5 4月13日 展示ホール設備（ダブルカヌー）　プロジェクターランプ交換 113,000 27 9月1日 やんばる人と自然の歳時記設備　ビデオプロジェクター取替 188,000

6 4月16日 おすすめ観光コース作成マシン設備　エクステンダ用ＡＣアダプター取替 17,000 28 9月1日 監視カメラ設備　ネットワークビデオレコーダー修理 62,000

7 4月20日 常設展示映像設備　モニターテレビＡ－１取替 66,000 29 9月1日 バス駐車場映像設備（一般休憩所）液晶テレビ修理 29,000

8 4月20日 映像ホール設備　プロジェクターNo.2ランプ交換 473,000 30 9月1日 映像ホール設備　携帯型受信機故障（アンテナ破損）の修理 15,000

9 4月27日 映像ホール設備　プラネタリウム機器(ケイロン)ファン取替 73,000 31 9月14日 映像ポスター掲示板設備　液晶プラズマディスプレイ取替 363,000

10 4月27日 展示ホール設備（大海原の景観）　プロジェクターランプ交換 565,000 32 9月14日 展示ホール（交易カヌー）　プロジェクターランプ交換 42,000

11 5月11日 園内放送設備　コントロールラック電源タイマー取替 60,000 33 10月6日 BGM放送設備　屋外スピーカー故障の為取替 20,000

12 6月1日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 150,000 34 11月9日 テレビ共同受信設備　増幅器故障の為取替 22,000

13 6月8日 監視カメラ設備　インターホン取替 50,000 35 12月1日 映像ホール設備　プラネタリウム機器保守点検 565,000

14 6月15日 総合案内所　無停電電源装置バッテリー交換 87,000 36 12月7日 展示ホール設備（大海原の景観）　壁用プロジェクターランプ交換 135,000

15 6月15日 公園案内設備　エクステンダ用ＡＣアダプター取替 29,000 37 12月7日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 150,000

16 6月15日 やんばるギャラリー映像設備　プロジェクター取替 207,000 38 12月7日 展示ホール設備（海のモンゴロイドの旅）　プロジェクターランプ交換 54,000

17 7月6日 常設展示映像設備　液晶タッチペンモニターテレビ取替 85,000 39 1月4日 映像ポスター掲示板設備　エクステンダ電源用ACアダプター取替 17,000

18 7月21日 説明用放送設備　起動用防水スイッチカバー取替 20,000 40 1月4日 映像ホール設備　プロジェクター№1ランプ交換 473,000

19 7月27日 宝の地図映像設備　液晶タッチモニターテレビ取替 84,000 41 1月4日 展示ホール設備（ダブルカヌー）　プロジェクターランプ交換 101,000

20 8月10日 映像ホール設備　プロジェクターNo.1ランプ交換 473,000 42 1月11日 展示ホール設備（島の自然環境）　プロジェクターランプ交換 82,000

21 8月10日 公園案内設備　液晶タッチモニターテレビ取替 84,000 43 1月11日 映像ホール設備　プロジェクターランプ№2交換 473,000

22 8月17日 映像ホール設備　プロジェクターNo.2ランプ交換 473,000

計① 4,589,000 計② 2,976,000

通信・映像設備　修理・補修一覧表 （２）

（以降追加）

44 1月18日 情報検索システム設備　バックアップストリージHHD交換 88,000

45 1月18日 やんばるギャラリー映像設備　プロジェクター取替 113,000

46 2月1日 展示ホール設備　ムービングプロジェクターランプ交換 169,000

47 2月5日 やんばる探検隊設備　エクステンダ用ACアダプター取替 17,000

48 2月15日 展示ホール設備（大海原の景観）　床用プロジェクターランプ交換 341,000

計③ 728,000

件名 修繕費

番号 協議日 件名 修繕費

43

7,565,000

5

728,000

番号 協議日 件名 修繕費 番号 協議日
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３． 構内交換電話管理　修理・補修 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

構内交換電話管理　修理・補修一覧表 （１）

1 4月3日 備瀬ゲート守衛室モジューラーピン等取替業務 5,000

2 4月13日 植物管理センター電源ＰＫＧ取替業務 297,000

3 6月8日 緊急通報装置サーマルペーパー取付業務 9,000

4 1月4日 植物管理センターリモート端末蓄電池取替業務 313,000

5 2月17日 南ゲート案内所配線作業業務 36,000

計① 660,000

構内交換電話管理　修理・補修一覧表 （２）

（以降追加）

6 2月22日 エネルギーセンターリモート端末蓄電池取替業務 448,000

計② 448,000

番号 協議日 件名 修繕費

5

660,000

1

448,000

番号 協議日 件名 修繕費
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４． 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数合計 81

修繕費合計

件数（追加）

修繕費計（追加）

　（１）建物維持修繕工 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

　（２）工作物維持修繕工 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

　（３）遊具維持修繕工 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

（１） 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（建物維持修繕工）

1 4月1日 中央ゲート便所建具補修等 37,000 18 8月3日 総合案内所(ハイサイプラザ)噴水石タイル補修 10,000

2 4月1日 植物管理センター遮光ネット補修 30,000 19 8月3日 おきなわ郷土村本部の民家床補修 30,000

3 4月17日 東駐車場一般休憩所タイル補修 125,000 20 8月14日 園内建物調査・補修 300,000

4 4月24日 熱帯ドリームセンタードア補修 10,000 21 8月28日 中央ゲート身障者便所鍵補修 6,000

5 4月28日 熱帯ドリームセンターコンクリート剥離補修 20,000 22 9月19日 夕陽の広場展望レストハウス2階便所建具錆び落とし補修 10,000

6 4月28日 ちびっことりで便所建具補修 24,000 23 9月19日 花見坂便所ベビーチェア補修 30,000

7 4月28日 海洋文化館壁面コンクリート除去 4,000 24 10月26日 バンコの森建具補修 4,000

8 4月28日 園内建物調査・補修 84,000 25 10月26日 公衆便所水石鹸容器補修 28,000

9 5月13日 植物管理センター木製スロープ補修 4,000 26 11月12日 バンコの森便所荷物かけフック補修 4,000

10 5月19日 植物管理センター遮光ネット補修 425,000 27 11月16日 バザール棟建具補修 38,000

11 6月1日 管理温室（空調温室）屋根補修 40,000 28 11月21日 ビーチハウス男子便所点検口補修 172,000

12 6月1日 園内建物調査・補修 184,000 29 12月19日 おきなわ郷土村便所縁石等補修 358,000

13 6月12日 警備控室床補修 30,000 30 12月26日 熱帯ドリームセンター展示室ガラス補修 613,000

14 6月24日 東駐車場一般休憩所ベンチ補修 40,000 31 1月12日 熱帯ドリームセンター資材搬入門扉補修 78,000

15 6月27日 中央ゲート便所鍵補修 4,000 32 2月25日 南ゲート案内所雨漏り補修 10,000

16 7月13日 植物管理センター1階倉庫鍵補修 4,000 33 2月29日 海洋文化館非常口ドア補修 4,000

17 7月13日 熱帯ドリームセンター回廊棟中庭木製スロープ補修等 423,000 34 3月12日 おきなわ郷土村地頭代の家屋門補強補修 50,000

計① 1,488,000 計② 1,745,000

件名 修繕費

6

1,842,000

0

0

番号 協議日 件名 修繕費 番号 協議日

0

0

41

7,937,000

8

3,714,000

13,012,000

8

3,714,000

34

3,233,000
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（２） 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（工作物維持修繕工） （１）

1 4月1日 エメラルドビーチ境界フェンス等補修 164,000 22 9月4日 エメラルドビーチ眺めの浜ネット補修 209,000

2 4月3日 イルカミストグレーチング滑り止め補修等 206,000 23 9月12日 都市緑化植物園パーゴラ補修等 25,000

3 4月9日 園内駐車場看板補修 248,000 24 9月12日 バンコの森スロープ補修等 79,000

4 4月10日 バンコの森補修 178,000 25 9月22日 エメラルドビーチ眺めの浜ネット補修 204,000

5 4月11日 園内ベンチ補修 164,000 26 9月27日 中央ゲート駐車場（P5）境界フェンス補修 35,000

6 4月23日 エメラルドビーチ眺めの浜ハブクラゲ防止ネット補修 117,000 27 10月12日 中央噴水広場石タイル補修 107,000

7 4月27日 夕陽の広場周辺石垣補修 30,000 28 10月12日 中央ゲート南駐車場（P3）舗装不陸補修 30,000

8 4月27日 中央噴水広場タイル補修 46,000 29 10月19日 憩い・眺めの浜ハブクラゲ侵入防止ネット撤去補修等 652,000

9 4月27日 エメラルドビーチ眺めの浜ハブクラゲ防止ネット撤去 474,000 30 10月19日 遊びの浜ハブクラゲ侵入防止ネット撤去補修等 757,000

10 4月29日 園内工作物調査・補修 267,000 31 11月1日 東駐車場車輪止め補修 40,000

11 5月26日 エメラルドビーチ注意喚起看板設置等 647,000 32 11月7日 侵入防止柵補修 10,000

12 6月1日 都市緑化植物園フェンス補修 33,000 33 11月21日 エメラルドビーチ縁石補修 41,000

13 6月15日 ちびっことりで門扉補修 52,000 34 11月21日 水の階段手摺補修 10,000

14 6月22日 バンコの森スロープ補修 4,000 35 12月11日 中央噴水広場石タイル補修 45,000

15 6月24日 水の階段手すり補修 4,000 36 12月22日 ドリーム横駐車場（P8）門扉補修 10,000

16 7月11日 バンコの森ウッドデッキ補修 15,000 37 1月2日 バンコの森ウッドデッキ補修 120,000

17 7月11日 エメラルドビーチハブクラゲ防止ネット補修 163,000 38 1月15日 園路側溝補修 35,000

18 7月30日 じゃぶじゃぶ池周辺陥没補修 78,000 39 2月1日 エメラルドビーチ遊びの浜海浜敷均し補修 760,000

19 8月4日 中央ゲート石タイル補修 15,000 40 2月1日 エメラルドビーチ憩いの浜海浜敷均し補修 878,000

20 8月5日 バンコの森ウッドデッキ補修 10,000 41 2月1日 エメラルドビーチハブクラゲ侵入防止ネット等設置・補修 936,000

21 8月17日 エメラルドビーチ憩いの浜ネット補修 39,000

計① 2,954,000 計② 4,983,000

建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（工作物維持修繕工） （２）

（以降追加）

42 12月23日 園内看板等補修 496,000

43 1月18日 備瀬ゲート門扉補修 578,000

44 2月1日 エメラルドビーチ遊びの浜ハブクラゲ侵入防止フェンス 1,161,000

45 2月1日 エメラルドビーチ憩いの浜ハブクラゲ侵入防止フェンス等点検・補修 1,161,000

46 2月1日 ちびっことりで前グレーチング撤去補修 234,000

47 2月15日 バンコの森ウッドデッキ補修 2,000

48 2月22日 海洋文化館周辺通路階段補修 4,000

49 2月22日 都市緑化植物園アーチ型植栽支柱補修 78,000

計③ 3,714,000

（３） 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（遊具維持修繕工）

1 4月1日 356,000

2 6月1日 350,000

3 8月1日 307,000

4 10月1日 379,000

5 12月1日 355,000

6 2月1日 95,000

計 1,842,000

遊具維持修繕（ちびっことりで：ネット断線補修、取付金具交換、クッション遊具亀裂補修、幼児用遊具亀裂補修、アクアタウン：ナット等の交換、座板交換）

遊具維持修繕（ちびっことりで：ネット断線補修、取付金具交換、カバー取付、不陸補修、アクアタウン：座板交換、ナット等の交換、さび落とし）

遊具維持修繕（ちびっことりで：取付金具交換、支柱塗装、ネット断線補修、アクアタウン：座板交換、ナット等の交換）

遊具維持修繕（ちびっことりで：ネット断線補修、支柱カバー補修、取付金具交換）

修繕費

遊具維持修繕（ちびっことりで：取付金具交換、クッション遊具亀裂補修、ネット断線補修、支柱カバー補修、アクアタウン：座板交換）

遊具維持修繕（ちびっことりで：地表面露出補修、ネット断線補修、保護カバー補修、アクアタウン：手すりカバー設置、ベアリング交換、ボルトキャップ交換）

番号 協議日 件名 修繕費

番号 協議日 件名

番号 協議日 件名 修繕費 番号 協議日 件名 修繕費
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５． 台風対策・復旧 件数合計

修繕費合計

　（１）H27-30電気・機械設備管理業務 件数

修繕費計

　（２）H27-30建物清掃等業務（海洋博覧会地区） 件数

修繕費計

（１） H27-30電気・機械設備管理業務　台風対策・復旧一覧表

1 5月11日 台風６号対策業務 414,000

2 7月9日 台風９号対策業務 390,000

3 7月24日 台風１２号対策業務 263,000

4 8月23日 台風15号対策業務 314,000

計 1,381,000

（２） H27-30建物清掃等業務（海洋博覧会地区）　台風対策・復旧一覧表

1 5月10日 台風6号対策・復旧 677,000

2 7月8日 台風9号対策・復旧 866,000

3 7月23日 台風12号対策・復旧 480,000

4 8月22日 台風15号対策・復旧 798,000

5 9月24日 台風21号対策 98,000

計 2,919,000

番号 協議日 件名 修繕費

4,300,000

4

1,381,000

5

2,919,000

番号 協議日 件名 修繕費

9

 
別紙-252



首里城地区

1． 電気・機械設備　修理・補修 件数合計

通信・映像設備　修理・補修 修繕費合計

建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数（追加）

修繕費計（追加）

　（１）H27-30電気・機械設備管理業務 件数

①電気・機械設備　修理・補修 件数

②通信・映像設備　修理・補修 件数

③建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数 （追加1件含む）

修繕費計

　（２）H27-30建物清掃等業務（首里城地区） 件数

③建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数 （追加1件含む）

修繕費計

（１） H27-30電気・機械設備管理業務　修理・補修一覧表

1 4月1日 広福門便所　小便器部品取替等業務 5,000 電気・機械

2 5月16日 系図座・用物座　プラズマディスプレイ整備業務 18,000 通信・映像

3 5月25日 広福門便所　小便器部品取替等業務 32,000 電気・機械

4 6月2日 系図座・用物座　自動ドアプーリー取替業務 12,000 電気・機械

5 6月2日 広福門便所　照明器具取替業務 39,000 電気・機械

6 7月22日 系図座・用物座　室外機部品取替等業務 648,000 電気・機械

7 7月22日 系図座・用物座　安定器取替業務 16,000 電気・機械

8 8月4日 広福門便所　大便器部品取替等業務 35,000 電気・機械

9 8月25日 下之御庭　止水弁取替業務 8,000 電気・機械

10 8月25日 下之御庭　マンホール蓋取替業務 27,000 電気・機械

11 10月24日 木曳門周辺　マンホール内木の根除去業務 21,000 電気・機械

12 11月10日 広福門便所　小便器部品取替業務 15,000 電気・機械

13 11月10日 西のアザナ　ウッドデッキ補修業務 240,000 建物・工作物

14 11月10日 系図座・用物座　室外機部品取替業務 27,000 電気・機械

15 1月5日 広福門便所　自動水洗ユニット取替業務 90,000 電気・機械

計① 1,233,000

H27-30電気・機械設備管理業務　修理・補修一覧表

（以降追加）

16 3月1日 系図座・用物座　屋根漆喰補修業務 6,121,000 建物・工作物

計② 6,121,000

番号 協議日 件名 修繕費 備考

番号 協議日 件名 修繕費 備考

1

2

7,354,000

6

6

1,738,000

22

2,125,000

2

6,967,000

16

13
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（２） H27-30建物清掃等業務（首里城地区）　雑補修一覧表

1 4月1日 園路の石畳等の補修について 8,000 建物・工作物

2 8月29日 広福門トイレドアのカギの補修について 2,000 建物・工作物

3 4月1日 園路の石畳等の補修について 12,000 建物・工作物

4 12月1日 右掖門門扉の補修について 683,000 建物・工作物

5 3月1日 系図座・用物座の木製建具の補修について 187,000 建物・工作物

計① 892,000

H27-30建物清掃等業務（首里城地区）　雑補修一覧表

（以降追加）

6 3月1日 サークルベンチの補修について 846,000 建物・工作物

計② 846,000

番号 協議日 件名 修繕費 備考

番号 協議日 件名 修繕費 備考
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２． 台風対策・復旧 件数合計 9

修繕費合計 225,000

　（１）H27-30電気・機械設備管理業務 件数 5

修繕費計 206,000

　（２）H27-30建物清掃等業務（海洋博覧会地区） 件数 4

修繕費計 19,000

（１） H27-30電気・機械設備管理業務　台風対策・復旧一覧表

1 5月11日 首里城公園　台風６号接近に伴う対策等業務 39,000

2 7月7日 首里城公園　台風９号接近に伴う対策等業務 43,000

3 7月22日 首里城公園　台風１２号接近に伴う対策等業務 45,000

4 8月22日 首里城公園　台風１５号接近に伴う対策等業務 51,000

5 9月26日 首里城公園　台風２１号接近に伴う対策等業務 28,000

計 206,000

（２） H27-30建物清掃等業務（首里城地区）　台風対策・復旧一覧表

1 5月11日 台風６号接近に伴う対策等業務について 7,000

2 7月9日 台風９号接近に伴う対策等業務について 8,000

3 7月24日 台風１２号接近に伴う対策等業務について 2,000

4 8月23日 台風１５号接近に伴う対策等業務について 2,000

計 19,000

番号 協議日 件名 修繕費

番号 協議日 件名 修繕費
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海洋博覧会地区

1． 電気・機械設備　修理・補修 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

電気・機械設備　修理・補修一覧表　（１）

2 4月2日 冷水プラントターボ冷凍機整備業務 698,000 47 6月13日 中央ゲート便所汚水管路詰まり直し業務 9,000

3 4月2日 管理温室パッケージ型空調機整備業務 53,000 48 6月22日 熱帯ドリームセンター給水配管漏水補修業務 31,000

4 4月2日 管理事務所吸込み口ダンパー整備業務 24,000 49 6月22日 高圧マンホール内蓋押え金具取付等業務 148,000

5 4月2日 熱帯ドリームセンター汚水管路詰まり直し業務 29,000 50 6月22日 管理温室漏洩検知管詰まり直し業務 29,000

6 4月2日 おきなわ郷土村感知器用空気管取替業務 73,000 51 6月22日 エネルギーセンター地下タンク通気管取替業務 148,000

7 4月2日 ビーチハウスシャワーオートストップ弁取替等業務 409,000 52 6月22日 エネルギーセンタールーフドレン整備業務 9,000

8 4月2日 ビーチハウス汚水管路詰まり直し等業務 54,000 53 6月22日 便所自動水栓手洗器乾電池取替業務 34,000

9 4月2日 カトレア温室操作盤塗装業務 12,000 54 6月27日 東バス駐車場一般休憩所ルームエアコン取替等業務 100,000

10 4月2日 花見坂便所照明用タイマー取替業務 16,000 55 7月4日 ビーチハウスサンドトラップ清掃業務 37,000

11 4月3日 管理事務所ファンコイルドレンパン整備業務 20,000 56 7月4日 灯籠型外灯照明器具取替業務 66,000

12 4月4日 管理事務所自家用発電機用バッテリー取替業務 135,000 57 7月4日 汚水管路清掃等業務 66,000

13 4月11日 電動車椅子整備業務 9,000 58 7月11日 冷水プラント冷却塔清掃業務 44,000

14 4月11日 ボイラーノズル清掃業務 34,000 59 8月8日 中央ゲートエレベーターホール照明用タイマー取替業務 14,000

15 4月11日 特高変電室地下ピット配管口コーキング業務 11,000 60 8月8日 総合案内所温度計取付業務 8,000

16 4月11日 総合案内所パッケージ型空調機修理業務 404,000 61 8月8日 エネルギーセンタープリンタートナーカートリッジ取替業務 48,000

17 4月11日 ちびっことりで便所フラッシュバルブパッキン取替業務 11,000 62 8月8日 ビーチハウスサンドトラップ清掃等業務 51,000

18 4月11日 見本園バザール棟パッケージ型空調機設置業務 484,000 63 8月8日 植物倉庫南側電動シャッター不具合点検業務 97,000

19 4月18日 管理温室空調機Ｖベルト取替業務 15,000 64 8月8日 特高変電所南京錠取替業務 16,000

20 4月18日 海洋文化館展示ホール煙感知器取替業務 14,000 65 8月15日 冷水プラント冷却塔清掃業務 41,000

21 4月18日 汚水管路清掃等業務 118,000 66 8月15日 給水配管レストハウスＡ系統漏水点検業務 14,000

22 4月18日 植物管理センター変圧器ＰＣＢ含有試験業務 134,000 67 8月29日 おきなわ郷土村熱感知器取替等業務 29,000

23 4月18日 着水槽取水ポンプ（PP-1-1）電動機修理業務 930,000 68 8月29日 車椅子整備業務 219,000

24 4月18日 冷水プラント冷却塔及びストレーナ清掃業務 36,000 69 8月29日 エネルギーセンターボイラー整備等業務 796,000

25 4月27日 海洋文化館誘導灯用バッテリー取替業務 9,000 70 9月5日 海洋文化館煙感知器取替業務 4,000

26 4月27日 総合案内所パッケージ型空調機修理業務 176,000 71 9月12日 総合案内所パッケージ型空調機修理業務 39,000

27 5月2日 海洋文化館スポットライト電球取替業務 9,000 72 9月12日 冷水プラント廃棄物仕分け等作業業務 136,000

28 5月2日 熱帯ドリームセンター送排風機Ｖベルト取替業務 45,000 73 9月20日 エメラルドゲート立体駐車場便所詰まり直し業務 9,000

29 5月3日 見本園外灯ブレーカー取替等業務 22,000 74 9月20日 冷水プラント冷却塔水槽清掃業務 39,000

30 5月3日 ビーチハウス火災警報受信機取替業務 135,000 75 9月26日 総合案内所パッケージ型空調機修理業務 41,000

31 5月9日 ファレノ温室コンセント取替業務 6,000 76 10月3日 エメラルドゲート立体駐車場熱感知器取替業務 9,000

32 5月9日 ビーチハウス変電所小動物侵入防止等業務 29,000 77 10月10日 電気バス倉庫パッケージ型空調機整備業務 14,000

33 5月9日 東バス駐車場パッケージ型空調機修理業務 4,000 78 10月10日 水の階段上部フート弁整備業務 97,000

34 5月9日 園内外灯修理等 306,000 79 10月10日 ちびっことりで便所等手洗自動水栓取替業務 187,000

35 5月9日 Ｐ８守衛室クーラー整備業務 18,000 80 10月17日 エネルギーセンターガス湯沸器取替業務 56,000

36 5月23日 コンプレッサー室トランス取替業務 120,000 81 10月10日 エネルギーセンター工事に伴う遮断器操作等業務 107,000

37 5月23日 管理温室扇風機取替等業務 215,000 82 10月17日 冷水プラント電気室照明回路幹線ケーブル取替業務 39,000

38 5月23日 冷水プラント排気ファン整備業務 19,000 83 10月17日 冷水プラント冷却塔清掃業務 39,000

39 6月6日 熱帯ドリームセンター防水コンセント取替業務 6,000 84 10月17日 総合案内所受変電室送風機整備業務 39,000

40 6月6日 総合案内所パッケージ型空調機整備業務 127,000 85 10月17日 熱帯ドリームセンター自動ドア整備業務 267,000

41 6月13日 南ゲート案内所照明器具取替業務 9,000 86 10月17日 中央ゲート便所手洗器排水管取替等業務 42,000

42 6月13日 管理事務所２Ｆ男子便所手洗器自動水栓取替等業務 82,000 87 11月2日 冷水プラントターボ冷凍機温度センサー取替業務 93,000

43 6月13日 総合案内所女子便所照明器具取替業務 15,000 88 11月14日 ちびっことりで便所汚水管路詰まり直し業務 24,000

44 6月13日 水の階段上部ストレーナー及び給水槽清掃業務 78,000 89 11月21日 総合案内所パッケージ型空調機修理業務 98,000

45 6月13日 冷水プラントターボ冷凍機用冷却塔清掃業務 43,000 90 11月21日 熱帯ドリームセンター温水コンベクターバルブ等取替業務 14,000

46 6月13日 車椅子整備業務 82,000 91 11月21日 中央ゲート電動車椅子整備業務 32,000

計① 4,842,000 計② 3,479,000

件名 修繕費

114

11,408,000

9

514,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費
協議
番号

協議日

【平成28年度】
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電気・機械設備　修理・補修一覧表　（２）

92 11月21日 熱帯ドリームセンター温室コンセントカバー取替等業務 55,000 104 1月9日 管理温室空調機Ｖベルト取替業務 6,000

93 11月28日 中央噴水ポップジェット電磁弁取替等業務 207,000 105 1月9日 南ゲート資材置場照明設置業務 79,000

94 11月28日 エメラルドゲート立体駐車場熱感知器取替業務 9,000 106 1月9日 ビーチハウス中央監視リモート装置取替業務 826,000

95 11月28日 エネルギーセンター工事に伴う温水配管水張り等業務 63,000 107 1月9日 管理事務所照明取替業務 90,000

96 11月28日 熱帯ドリームセンターハンドタオルセンサー取替業務 20,000 108 1月9日 植物倉庫消火器取替業務 30,000

97 12月5日 管理事務所ロータンクゴムフロート取替業務 3,000 109 1月9日 中央ゲートエレベーターホール壁灯取替業務 7,000

98 12月12日 植物倉庫電動シャッターブレーキシュー取替業務 30,000 110 1月9日 中央ゲート便所小便器センサー取替業務 99,000

99 12月19日 汚水マンホール内木の根除去作業等業務 103,000 111 1月16日 映像ホール汚水槽フロートスイッチ取替業務 19,000

100 12月26日 総合案内所シーサー噴水マンホール補修等業務 146,000 112 1月23日 エメラルドゲート立体駐車場熱感知器取替業務 9,000

101 12月26日 管理温室無圧式温水発生機整備業務 39,000 113 1月23日 管理温室潅水用配管水漏れ処置業務 52,000

102 12月26日 熱帯ドリームセンター照明用タイマー取替業務 12,000 114 1月23日 管理事務所ファンコイル整備業務 347,000

103 1月4日 特高変電所工事に伴う機器操作等業務 240,000 115 1月23日 エネルギーセンター地下タンク検知管取替業務 596,000

計③ 927,000 計④ 2,160,000

電気・機械設備　修理・補修一覧表　（3）

（以降追加）

116 1月30日 熱帯ドリームセンター誘導灯取替等業務 152,000

117 1月30日 植物管理センター煙感知器取替業務 4,000

118 1月30日 車椅子タイヤ取替業務 78,000

119 2月6日 ビーチハウス蛇口取替業務 9,000

120 2月6日 南ゲート案内所便器取替業務 95,000

121 2月6日 熱帯ドリームセンター事務所水栓吐水口部取替業務 6,000

122 2月13日 リサイクル施設シャッター整備業務 29,000

123 2月13日 冷水プラント冷却塔Ｖベルト取替業務 55,000

124 2月20日 映像ホール湧水ポンプ取替業務 86,000

計⑥ 514,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費

協議
番号

協議日 件名 修繕費
協議
番号

協議日 件名 修繕費
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２． 通信・映像設備　修理・補修 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

通信・映像設備　修理・補修一覧表 （１）

1 4月1日 映像ホール設備　プラネタリウム年間サポート 848,000 21 9月12日 展示ホール設備　ムービングプロジェクターのフィルター交換 197,000

2 4月4日 映像ホール設備　プロジェクター№1、№2吸気フィルター交換 48,000 22 9月12日 テレビ共同受信設備　同軸ケーブル取替 25,000

3 4月4日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 151,000 23 9月12日 常設展示映像設備　無停電電源装置バッテリーの取替 17,000

4 4月4日 情報検索システム設備　ハードディスク交換 71,000 24 10月7日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 151,000

5 4月4日 デジタルメディア管理システム設備　STB修理 27,000 25 10月17日 映像ホール設備　プロジェクター№1交換 474,000

6 4月4日 電気時計設備　親時計取替 104,000 26 10月17日 映像ホール設備　プロジェクター№2交換 474,000

7 4月4日 公園案内設備　液晶タッチモニターテレビ取替 84,000 27 12月1日 映像ホール設備　プラネタリウム機器の点検保守及び立ち合い 576,000

8 4月28日 噴水音響演出設備　ICレコーダー取替 130,000 28 12月5日 映像ホール設備　柵のサビ落とし及びサビ止め塗装 58,000

9 5月6日 めんそーれ海洋博公園設備（№2）プラズマディスプレイ取替 170,000 29 12月5日 噴水音響演出設備　屋外スピーカーのパネル塗装 19,000

10 5月12日 展示ホール設備　液晶モニターテレビ修理 36,000 30 1月9日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 151,000

11 5月22日 映像ポスター掲示板設備　パソコン取替 27,000 31 1月9日 展示ホール設備　ダブルカヌープロジェクターランプ交換 97,000

12 6月2日 映像ホール設備　プロジェクター№1ランプ交換 474,000 32 1月9日 展示ホール設備　島の環境　プロジェクターランプ交換 77,000

13 6月2日 映像ホール設備　メーカーによる保守点検に伴い立会い 32,000 33 1月9日 展示ホール設備　大海原の景観　ボタン電池交換 109,000

14 6月10日 映像ホール設備　プロジェクター№2ランプ交換 474,000 34 1月9日 情報検索システム設備　ＵＰＳバッテリー交換 35,000

15 7月4日 映像ホール設備　恒星ランプ交換 151,000 35 1月9日 展示ホール設備　太平洋地域の音楽　プロジェクターランプ交換 48,000

16 7月14日 映像設備整理作業 71,000 36 1月9日 BGM放送設備　屋外スピーカー取替 30,000

17 7月14日 情報検索システム　無停電装置バッテリー交換 17,000 37 1月26日 券売機設備　センサー修理 52,000

18 7月17日 公園情報提供設備　液晶モニターテレビ取替 23,000 38 2月6日 園内放送設備　屋外スピーカー交換 254,000

19 8月1日 展示ホール設備　DLPプロジェクター取替 101,000 39 2月6日 映像ホール設備　ＵＰＳバッテリー交換 190,000

20 8月8日 テレビ共同受信設備　混合分波器取付及び同軸ケーブル取替 22,000

計① 3,061,000 計② 3,034,000

通信・映像設備　修理・補修一覧表 （２）

（以降追加）

計③ 0

協議日 件名 修繕費

協議
番号

協議日 件名 修繕費

39

6,095,000

0

0

協議
番号

協議日 件名 修繕費
協議
番号
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３． 構内交換電話管理　修理・補修 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

構内交換電話管理　修理・補修一覧表 （１）

1 4月10日 園内不良電話交換業務 113,000

2 4月16日 熱帯ドリームセンター内線増設工事業務 61,000

3 6月1日 南ゲート案内所FAX設定業務 31,000

4 7月11日 夕陽のレストハウス電話機設置業務 42,000

5 2月3日 園内ＢＳアンテナ不具合調査業務 43,000

計① 290,000

構内交換電話管理　修理・補修一覧表 （２）

（以降追加）

計② 0

協議
番号

協議日 件名 修繕費

5

290,000

0

0

協議
番号

協議日 件名 修繕費
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４． 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数合計

修繕費合計

件数（追加）

修繕費計（追加）

　（１）建物維持修繕工 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

　（２）工作物維持修繕工 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

　（３）遊具維持修繕工 件数

修繕費計

件数（追加）

修繕費計（追加）

（１） 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（建物維持修繕工）（１）

1 4月1日 海洋文化館展示ホール建具補修 10,000 33 9月5日 熱帯ドリームセンターベンチ補修 839,000

2 4月1日 東駐車場スタッフ休憩所鍵補修 16,000 34 9月5日 植物管理センタータイル補修等 131,000

3 4月1日 南ゲート警備員室建具補修 10,000 35 9月5日 おきなわ郷土村屋根等補修 211,000

4 4月1日 中央ゲート男女便所水石鹸器具補修 5,000 36 9月21日 夕陽の広場展望レストハウス4階手すりガラス補修 1,025,000

5 4月1日 海洋文化館多目的ホール壁面補修 215,000 37 9月21日 総合案内所（ハイサイプラザ）タイル補修 21,000

6 4月1日 管理事務所便座クリーナー補修 2,000 38 9月28日 熱帯ドリームセンター回廊棟便所水石鹸容器補修 5,000

7 4月5日 熱帯ドリームセンター資材搬入口門扉補修 10,000 39 9月28日 海洋文化館貴賓室ブラインド補修 2,000

8 4月11日 植物管理センター案内所雨漏り等補修 208,000 40 9月28日 総合案内所（ハイサイプラザ）授乳室窓ガラスフィルム貼り補修 53,000

9 4月5日 建物健全度調査・補修 96,000 41 10月7日 海洋文化館コミュニティーホールタペストリー補修 27,000

10 4月13日 熱帯ドリームセンターコンクリート撤去補修 10,000 42 10月11日 管理事務所車庫ドアノブ補修 14,000

11 4月19日 海洋文化館サバニ移動・補修 211,000 43 10月11日 おきなわ郷土村名盤補修 5,000

12 4月23日 ドリームセンター前駐車場（P8）警備室入口スロープ塗装補修 21,000 44 10月21日 バンコの森　男子便所鍵補修等 23,000

13 4月30日 バンコの森スロープ補修 2,000 45 10月23日 熱帯ドリームセンター回廊棟便所ドア等補修 27,000

14 5月11日 おきなわ郷土村高倉金具カバー設置補修 39,000 46 10月29日 東駐車場便所ドア補修 5,000

15 5月13日 旧中央売店便所軒コンクリート撤去補修 10,000 47 11月7日 熱帯ドリームセンター休憩所什器移動 57,000

16 5月17日 管理事務所屋上ドア補修 10,000 48 11月7日 EV上屋屋根補修 89,000

17 5月17日 夕陽の広場展望レストハウスカーテン設置補修 167,000 49 11月7日 夕陽の広場展望レストハウス図書室書棚固定補修 146,000

18 5月17日 管理事務所等畳取替補修 70,000 50 11月15日 水族館北便所水石鹸容器補修等 16,000

19 5月20日 警備控え室（ちびっことりで内）床補修 10,000 51 11月15日 総合案内所（ハイサイプラザ）身障者便所鍵補修 20,000

20 6月3日 海洋博公園内建物の階段緊急点検補修 49,000 52 11月22日 総合案内所（ハイサイプラザ）シーサー噴水タイル補修 21,000

21 6月15日 植物管理センター案内所雨漏り補修 6,000 53 11月25日 おきなわ郷土村地頭代の家やぎ小屋補修 5,000

22 6月20日 海洋文化館建具補修 108,000 54 12月1日 水族館北便所水石鹸容器補修 16,000

23 6月20日 海洋文化館リエンポロワット号台座補修等 940,000 55 12月12日 総合案内所(ハイサイプラザ)シーサー噴水タイル等補修 511,000

24 7月20日 植物園C便所タイル補修 413,000 56 12月22日 海洋文化館2階女子便所（コミュニティーホール）鍵補修 21,000

25 7月25日 夕陽の広場展望レストハウスカーテン設置補修 278,000 57 12月23日 お花畑便所鍵補修 10,000

26 7月25日 植物園案内所受付パネル設置補修 381,000 58 1月5日 熱帯ドリームセンター搬入口大扉補修等 20,000

27 7月26日 熱帯ドリームセンター無料休憩所椅子補修 320,000 59 1月9日 ちびっこちりで便所ペーパーホルダー補修 8,000

28 8月4日 ビーチハウス案内板補修 2,000 60 1月9日 総合案内所（ハイサイプラザ）身障者便所鍵補修等 103,000

29 8月9日 総合案内所（ハイサイプラザ）タイル補修 10,000 61 1月18日 おきなわ郷土村本家トイレドア枠補修 5,000

30 8月12日 中央ゲート便所鍵補修 2,000 62 1月20日 熱帯ドリームセンター園路タイル補修等 62,000

31 8月18日 熱帯ドリームセンター回廊棟便所水石鹸容器補修 5,000

32 8月31日 エメラルドゲート立体駐車場門扉補修 33,000

計① 3,669,000 計② 3,498,000

件名 修繕費

0

6

2,540,000

0

0

協議
番号

協議日 件名 修繕費
協議
番号

4

702,000

43

11,241,000

協議日

0

113

20,948,000

4

702,000

64

7,167,000
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建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（建物維持修繕工） （２）

（以降追加）

63 2月1日 海洋文化館屋外便所天井補強補修 25,000

64 2月1日 総合案内所（ハイサイプラザ）什器補修 150,000

65 2月6日 管理温室(18号棟）遮光ネット撤去補修 462,000

66 2月26日 海洋文化館便所水石鹸器具等補修 65,000

計⑤ 702,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費
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（２） 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（工作物維持修繕工） （１）

№4-1 4月1日 エメラルドビーチシェルター塗装補修 721,000 №4-26 8月19日 エメラルドビーチベンチ補修 135,000

№4-2 4月1日 エメラルドビーチベンチ塗装補修 646,000 №4-27 8月26日 じゃぶじゃぶ池周辺タイル補修 2,000

№4-3 4月1日 夕陽の広場アクアタウン北側塗装補修 1,040,000 №4-28 8月28日 エメラルドビーチハブクラゲネット補修 194,000

№4-4 4月1日 夕陽の広場アクアタウン南側塗装補修 799,000 №4-29 10月7日 エメラルドビーチ（憩い・眺め）オイルフェンス等撤去補修 231,000

№4-5 4月1日 海岸遊歩道点検補修 427,000 №4-30 10月11日 エメラルドビーチ等立入制限チェーン設置補修 102,000

№4-6 4月1日 エメラルドビーチ縁石等補修 167,000 №4-31 10月22日 身障者案内看板撤去補修 10,000

№4-7 4月5日 工作物健全度調査・補修 358,000 №4-32 10月22日 エメラルドビーチ遊びの浜オイルフェンス等撤去補修 565,000

№4-8 4月5日 エメラルドビーチベンチ補修 101,000 №4-33 11月7日 中央ゲート駐車場タイル補修 55,000

№4-9 4月17日 中央ゲート喫煙所ベンチ補修 32,000 №4-34 11月19日 東駐車場車止め補修等 72,000

№4-10 4月27日 中央噴水広場タイル補修 65,000 №4-35 11月25日 園内マンホール滑り止め補修 94,000

№4-11 5月11日 旧中央売店便所周辺園路縁石等補修 32,000 №4-36 12月1日 ちびっことりで立入制限チェーン補修 12,000

№4-12 5月28日 東駐車場車止め補修 21,000 №4-37 12月2日 中央ゲートタイル補修 29,000

№4-13 6月1日 エメラルドビーチベンチ補修等 54,000 №4-38 12月6日 園内ビス・釘飛び出し点検、補修 93,000

№4-14 6月1日 レストハウス広場ベンチ撤去補修 90,000 №4-39 1月3日 クリスタルゲート門扉補修等 87,000

№4-15 6月29日 中央噴水広場タイル補修 43,000 №4-40 2月3日 水の階段手すり補修 54,000

№4-16 7月4日 屋外階段補修 66,000 №4-41 2月6日 エメラルドビーチ遊びの浜敷均し補修 831,000

№4-17 7月19日 エメラルドビーチ眺めの浜ハブクラゲ防止ネット設置・補修 494,000 №4-42 2月6日 エメラルドビーチ遊びの浜ハブクラゲ進入防止ネット等点検補修 694,000

№4-18 7月29日 中央ゲート石タイル補修 13,000 №4-43 2月6日 エメラルドビーチ憩いの浜ハブクラゲ進入防止ネット等点検補修 694,000

№4-19 7月29日 中央噴水広場タイル補修 16,000 №4-44 2月6日 エメラルドビーチ遊びの浜ハブクラゲ進入防止ネット等設置補修 940,000

№4-20 8月5日 ちびっことりで立入制限チェーン設置補修 44,000 №4-45 2月6日 エメラルドビーチ憩いの浜ハブクラゲ進入防止ネット等設置補修 939,000

№4-21 8月5日 黒潮階段タイル補修 149,000 №4-46 2月6日 海岸遊歩道手摺補修 28,000

№4-22 8月16日 Ｐ５駐車場コーナーガード補修 2,000

計① 5,380,000 計② 5,861,000

建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（工作物維持修繕工） （２）

（以降追加）

計③ 0

（３） 建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕一覧表　（遊具維持修繕工）

№5-1 4月1日 遊具維持修繕 488,000

№5-2 6月1日 遊具維持修繕 390,000

№5-3 8月1日 遊具維持修繕 201,000

№5-4 10月1日 遊具維持修繕 262,000

№5-5 12月1日 遊具維持修繕 548,000

№5-6 2月1日 遊具維持修繕 651,000

計 2,540,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費

協議日 件名 修繕費

協議
番号

協議日 件名 修繕費

協議
番号

協議
番号

協議日 件名 修繕費
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５． 台風対策・復旧 件数合計

修繕費合計

　（１）H27-30電気・機械設備管理業務 件数

修繕費計

　（２）H27-30建物清掃等業務（海洋博覧会地区） 件数

修繕費計

（１） H27-30電気・機械設備管理業務　台風対策・復旧一覧表

1 9月6日 台風１３号対策業務 26,000

2 10月2日 台風１８号対策業務 357,000

計 383,000

（２） H27-30建物清掃等業務（海洋博覧会地区）　台風対策・復旧一覧表

№6-1 9月6日 台風13号対策・復旧 170,000

№6-2 9月16日 台風16号対策・復旧 234,000

№6-3 10月1日 台風18号対策・復旧 779,000

計 1,183,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費

2

383,000

3

1,183,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費

5

1,566,000
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首里城地区

1． 電気・機械設備　修理・補修 件数合計

通信・映像設備　修理・補修 修繕費合計

建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数（追加）

修繕費計（追加）

　（１）H27-30電気・機械設備管理業務 件数

①電気・機械設備　修理・補修 件数

②通信・映像設備　修理・補修 件数

③建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数

修繕費計

　（２）H27-30建物清掃等業務（首里城地区） 件数

③建物・工作物維持修繕工、遊具修繕工、その他修繕 件数

修繕費計

（１） H27-30電気・機械設備管理業務　修理・補修一覧表

1 4月5日 広福門便所　小便器部品取替業務 12,000

2 4月5日 系図座・用物座　安定器取替業務 31,000

3 4月5日 系図座・用物座　パソコン修理業務 66,000

4 5月3日 久慶門側ポール型投光器取替業務 86,000

5 5月11日 広福門便所　小便器部品取替業務 15,000

6 5月31日 広福門便所　大便器部品取替業務 47,000

7 5月31日 系図座・用物座　照明器具取替等業務 78,000

8 5月31日 下之御庭　スピーカー取替業務 145,000

9 5月31日 系図座・用物座　BDレコーダー修理業務 37,000

10 6月7日 系図座・用物座　圧力計設置業務 96,000

11 7月11日 系図座・用物座　消火器取替等業務 45,000

12 7月25日 系図座・用物座　安定器取替業務 19,000

13 8月2日 広福門便所　自動水栓取替業務 444,000

14 9月6日 強電マンホール蓋取替業務 26,000

15 12月6日 系図座・用物座　安定器取替業務 16,000

16 12月5日 系図座・用物座　自動ドア修理業務 45,000

17 1月26日 広福門便所　大便器部品取替業務 12,000

18 2月7日 系図座・用物座　安定器取替等業務 18,000

計① 1,238,000

H27-30電気・機械設備管理業務　修理・補修一覧表

（以降追加）

計② 0

電気・機械

電気・機械

協議
番号

協議日 件名 修繕費 備考

電気・機械

電気・機械

電気・機械

電気・機械

電気・機械

電気・機械

電気・機械

電気・機械

電気・機械

通信・映像

通信・映像

電気・機械

電気・機械

電気・機械

通信・映像

電気・機械

8

8

503,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費 備考

0

18

15

3

0

1,238,000

26

1,741,000

0
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（２） H27-30建物清掃等業務（首里城地区）　雑補修一覧表

Ｎｏ.1-1 4月19日 園路の石畳等の補修について 2,000

Ｎｏ.1-2 4月19日 園路の石畳等の補修について 1,000

Ｎｏ.2-1 4月19日 右掖門デッキ階段のすべり止めについて 270,000

Ｎｏ.3-1 6月28日 系図座・用物座のガラスフィルム貼付について 127,000

Ｎｏ.1-3 4月19日 園路の石畳等の補修について 5,000

Ｎｏ.1-4 4月19日 園路の石畳等の補修について 5,000

Ｎｏ.4-1 11月1日 広福門トイレドアのカギの補修について 2,000

Ｎｏ.5-1 1月24日 系図座・用物座の畳の表替え等について 91,000

計① 503,000

H27-30建物清掃等業務（首里城地区）　雑補修一覧表

（以降追加）

計② 0

建物・工作物

建物・工作物

協議
番号

協議日 件名 修繕費 備考

建物・工作物

建物・工作物

建物・工作物

建物・工作物

建物・工作物

建物・工作物

協議
番号

協議日 件名 修繕費 備考
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２． 台風対策・復旧 件数合計

修繕費合計

　（１）H27-30電気・機械設備管理業務 件数

修繕費計

　（２）H27-30建物清掃等業務（首里城地区） 件数

修繕費計

（１） H27-30電気・機械設備管理業務　台風対策・復旧一覧表

1 10月1日 首里城公園　台風１８号接近に伴う対策等業務 57,000

計 57,000

（２） H27-30建物清掃等業務（首里城地区）　台風対策・復旧一覧表

Ｎｏ.1-1 10月1日 台風１８号接近に伴う対策等業務について 2,000

計 2,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費 備考

57,000

1

2,000

協議
番号

協議日 件名 修繕費 備考

2

59,000

1

 
別紙-266



【H25年度実績】

H25年4月実績 H25年5月実績

H25年6月実績 H25年7月実績

H25年8月実績 H25年9月実績

H24年9月実績 0 0 0分 

H24年7月実績 244 16 10  時間  15分 

H24年8月実績 121 10 5  時間  15分 

H24年6月実績 161 13 7  時間  56分 

8
9
10

1

NO

2
3
4

5

0 0分 

2,180 31
6
7

94 9 9  時間  20分 
三菱　フォークリフト

クボタ　ホイールローダ

23 22  時間  05分 
270 27 51  時間  10分 
172 12 6  時間  08分 

0

稼働状況

561 29 21  時間  20分 
564

走行キロ数 運転日数（日） 運転時間（時間）

0 0 0分 

0 5 45分 
0 31 2  時間  25分 

21 25  時間  05分 
399 29 43  時間  05分 

369  時間  30分 
9 4  時間  25分 1396

1  時間  00分 

10 11  時間  40分 

128 4 3  時間  26分 

952 12 140  時間  45分 
141

30 3  時間  09分 
0 0 0分 

0 0 0分 
0 4
0

131

686

稼働状況
走行キロ数 運転日数（日） 運転時間（時間）

297 18 12  時間  15分 

小型船舶（プレジャーモーターボート）

提供物件名

日産　ADバン

マツダ　ファミリアバン

いすず　ジャーニー

トヨタ　タウンエース（トラック）

トヨタ　ハイエース（車イス移動車）

三菱　ファイター（塵芥車）

三菱　フォークリフト

トヨタ　フォークリフト

クボタ　ホイールローダ

8
9

いすず　ジャーニー

トヨタ　タウンエース（トラック）

3
4

H24年5月実績

NO 提供物件名

1 日産　ADバン

2 マツダ　ファミリアバン

28 28  時間  00分 

10 小型船舶（プレジャーモーターボート）

5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車）

6 三菱　ファイター（塵芥車）

7
トヨタ　フォークリフト

NO 提供物件名
稼働状況

NO 提供物件名
稼働状況

走行キロ数 運転日数（日） 運転時間（時間） 走行キロ数 運転日数（日） 運転時間（時間）
1 日産　ADバン 437 25 18  時間  20分 1 日産　ADバン 799

28  時間  30分 
2 マツダ　ファミリアバン 427 23 21  時間  40分 2 マツダ　ファミリアバン 685 27 29  時間  55分 
3 いすず　ジャーニー 203 19 20  時間  10分 3 いすず　ジャーニー 324 22

371  時間  00分 

4 トヨタ　タウンエース（トラック） 264 15 1  時間  10分 4 トヨタ　タウンエース（トラック） 100 5 4  時間  00分 

5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 2,116 30 346  時間  30分 5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 2,228 31
17  時間  20分 6 三菱　ファイター（塵芥車） 104 8 10  時間  50分 6 三菱　ファイター（塵芥車） 141 12

1  時間  15分 
7 三菱　フォークリフト 0 0 0分 7 三菱　フォークリフト 0 0 0分 
8 トヨタ　フォークリフト 0 4 1  時間  00分 8 トヨタ　フォークリフト 0 5

小型船舶（プレジャーモーターボート） 0
9 クボタ　ホイールローダ 0 30 2  時間  25分 9 クボタ　ホイールローダ 0
10 小型船舶（プレジャーモーターボート） 0 0 0分 10

28 19  時間  30分 
運転時間（時間）

0分 
31 12  時間  06分 
0

運転日数（日）
稼働状況

1
走行キロ数 運転日数（日）

日産　ADバン 568
運転時間（時間） 走行キロ数

NO 提供物件名提供物件名
稼働状況

2 マツダ　ファミリアバン 493
1 日産　ADバン 969 30 28  時間  20分 

21  時間  10分 2 マツダ　ファミリアバン 589 26 21  時間  25分 20

345  時間  45分 

4 トヨタ　タウンエース（トラック） 39 4 1  時間  05分 4 トヨタ　タウンエース（トラック） 79 12 4  時間  48分 

5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 2,281 31 372  時間  00分 5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 2,226 30
10  時間  30分 6 三菱　ファイター（塵芥車） 140 9 11  時間  05分 6 三菱　ファイター（塵芥車） 132 8

1  時間  00分 
7 三菱　フォークリフト 0 0 0分 7 三菱　フォークリフト 0 0 0分 
8 トヨタ　フォークリフト 0 2 30分 8 トヨタ　フォークリフト 0 4

10 小型船舶（プレジャーモーターボート） 0
9 クボタ　ホイールローダ 0 31 14  時間  12分 9

0 0分 10
クボタ　ホイールローダ 0 30 14  時間  48分 
小型船舶（プレジャーモーターボート） 0 0 0分 

9

0

3 いすず　ジャーニー

H24年4月実績

10

5

6

トヨタ　フォークリフト

クボタ　ホイールローダ

NO

いすず　ジャーニー

トヨタ　タウンエース（トラック）

トヨタ　ハイエース（車イス移動車）

0

稼働状況

運転時間(時間)
NO 提供車両名

7

321

264

279

日産　ADバン

マツダ　ファミリアバン

52

9

8

1

2

3

4

1,458

0

三菱　ファイター（塵芥車）

貸与車両の使用状況

8,250

6,629

4,217

782

28,626

20  時間  37分 

4267  時間  17分 

走行キロ数 運転日数(日)

22  時間  00分 4

47

237

三菱　フォークリフト

小型船舶（プレジャーモーターボート）

0

11  時間  15分 

90  時間  29分 

29316

286  時間  51分 

256  時間  45分 

679  時間  20分 

124  時間  35分 

46  時間  30分 

340

109

18  時間  50分 25179いすず　ジャーニー338  時間  05分 

2  時間  50分 

備　考

本業務においては、同等車のリース契約を見込む。
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H25年10月実績 H25年11月実績

H25年12月実績 H26年1月実績

H26年2月実績 H26年3月実績

H25年1月実績 0 0 0分 

10  時間  30分 
トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 31 378  時間  30分 

H25年2月実績 345 10 10  時間  24分 

H24年11月実績 128 6 3  時間  20分 

H24年12月実績 23 1 50分 

H24年10月実績 33 3 115分 

NO 提供物件名
稼働状況

走行キロ数 運転日数（日） 運転時間（時間） 運転日数（日） 運転時間（時間）
NO

19  時間  45分 

提供物件名
稼働状況

28 30  時間  35分 1
マツダ　ファミリアバン

28  時間  53分 
21

走行キロ数

2 マツダ　ファミリアバン 650 22 24  時間  20分 2
1 日産　ADバン 862

いすず　ジャーニー 249 17

日産　ADバン 855 27
523

トヨタ　タウンエース（トラック） 0 0 0分 
3 いすず　ジャーニー 224 20 28  時間  50分 3
4 トヨタ　タウンエース（トラック） 0 0 0分 4

三菱　フォークリフト 0 0

457  時間  30分 5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 2,356 31 350  時間  35分 5

トヨタ　フォークリフト 0 4
0分 7 三菱　フォークリフト 0 0 0分 7

8 トヨタ　フォークリフト 0 5 1  時間  15分 8

稼働状況

クボタ　ホイールローダ 0 6 10  時間  48分 
10 小型船舶（プレジャーモーターボート） 0 0 0分 

NO 提供物件名
稼働状況

NO 提供物件名

10

走行キロ数

小型船舶（プレジャーモーターボート）

運転日数（日） 運転時間（時間）

0 0 0分 

1  時間  00分 
9 クボタ　ホイールローダ 0 26 15  時間  54分 9

走行キロ数 運転日数（日） 運転時間（時間）
日産　ADバン 636 29 25  時間  00分 27 26  時間  10分 1
マツダ　ファミリアバン 561 22 18  時間  05分 2 マツダ　ファミリアバン 608 26 26  時間  15分 2

1 日産　ADバン 865

0分 
3 いすず　ジャーニー 304 21 71  時間  00分 3 いすず　ジャーニー 512 23 103  時間  00分 
4 トヨタ　タウンエース（トラック） 0 0 0分 4 トヨタ　タウンエース（トラック） 0 0

5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 4,096 31 532  時間  35分 5 2,613
6 三菱　ファイター（塵芥車） 100 8 7  時間  20分 6 三菱　ファイター（塵芥車） 132 10

40  時間  30分 7 三菱　フォークリフト 0 0 0分 7 0 7

36分 
8 トヨタ　フォークリフト 0 4 1  時間  00分 8 0 4 1  時間  00分 
9 クボタ　ホイールローダ 0 2 24分 9 2

NO 提供物件名
稼働状況

NO 提供物件名
稼働状況

運転日数（日） 運転時間（時間）走行キロ数 運転日数（日）

小型船舶（プレジャーモーターボート） 0 0 0分 

1 日産　ADバン 801 26 25  時間  55分 1 26 22  時間  33分 
2 マツダ　ファミリアバン 466 17 15  時間  50分 2 11  時間  10分 

日産　ADバン

3 いすず　ジャーニー 576 21 78  時間  10分 3
4 トヨタ　タウンエース（トラック） 0 0 0分 4

126  時間  40分 
マツダ　ファミリアバン 377

0分 
H25年3月実績 418 12 11  時間  32分 

5 トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 2,316 28 336  時間  30分 5

2
三菱　ファイター（塵芥車） 117

0 0

6 三菱　ファイター（塵芥車） 132 10 12  時間  20分 7  時間  00分 

2
0

7
トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 1,874 24 266  時間  07分 

三菱　フォークリフト 6  時間  00分 

9
トヨタ　フォークリフトトヨタ　フォークリフト 0 4 1  時間  00分 8

0 410 小型船舶（プレジャーモーターボート） 0 0 0分 10

10 0 0分 10

小型船舶（プレジャーモーターボート）

7 三菱　フォークリフト

9 クボタ　ホイールローダ クボタ　ホイールローダ 0 17 13  時間  00分 

600

8 30分 
0 1 42分 

0

8  時間  30分 9

22  時間  00分 

16
26

運転時間（時間） 走行キロ数

0 0分 7

トヨタ　タウンエース（トラック）

0

140

6

クボタ　ホイールローダ

トヨタ　フォークリフト

三菱　フォークリフト

三菱　ファイター（塵芥車）

いすず　ジャーニー 661

小型船舶（プレジャーモーターボート） 0
0

8  時間  10分 995三菱　ファイター（塵芥車）6
トヨタ　ハイエース（車イス移動車） 3,388 30

71  時間  50分 

6
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提
供
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名
日

産
バ

ン
 マ

ツ
ダ

　
バ
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す
ず

　
ジ

ャ
ー

ニ
ー

ト
ヨ

タ
　

車
イ

ス
移

動
車

三
菱

　
塵

芥
車

三
菱

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
ト

ヨ
タ

　
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

ク
ボ

タ
 ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

プ
レ

ジ
ャ

ー
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

提
供

物
件

番
号

1
2

3
5

6
7

8
9

1
0

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

4 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
75
1

75
1

44
0

44
0

88
8

88
8

25
94

25
94

10
7

10
7

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

29
29

18
18

26
26

30
30

9
9

4
4

5
5

3
0

3
0

0
0

運
転

時
間

25
時
間
20
分

25
時
間
20
分

19
時
間
48
分

19
時
間
48
分

12
6時

間
15
分

12
6時

間
15
分

39
8時

間
10
分

39
8時

間
10
分

7時
間
10
分

7時
間
10
分

23
時
間
40
分

23
時
間
40
分

1時
間
15
分

1
時
間
1
5
分

2
3
時
間
3
0
分

2
3
時
間
3
0
分

時
間
分

時
間
分

5 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
63
7

13
88

56
1

10
01

88
8

17
76

21
60

47
54

89
19
6

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

27
56

15
33

26
52

30
60

9
18

7
11

4
9

3
1

6
1

0
0

運
転

時
間

23
時
間
00
分

48
時
間
20
分

17
時
間
30
分

36
時
間
78
分

96
時
間
55
分

22
2時

間
70
分

33
7時

間
10
分

73
5時

間
20
分

7時
間
10
分

14
時
間
20
分

25
時
間
15
分

48
時
間
55
分

1時
間
00
分

2
時
間
1
5
分

2
2
時
間
4
2
分

4
5
時
間
7
2
分

時
間
分

時
間
分

6 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
46
9

18
57

47
2

14
73

55
6

23
32

22
51

70
05

12
5

32
1

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

24
80

18
51

17
69

30
90

9
27

4
15

4
1
3

3
0

9
1

0
0

運
転

時
間

18
時
間
05
分

66
時
間
25
分

18
時
間
15
分

54
時
間
93
分

74
時
間
00
分

29
6時

間
70
分

35
5時

間
00
分

10
90
時
間
20
分

8時
間
40
分

22
時
間
60
分

6時
間
10
分

54
時
間
65
分

1時
間
00
分

3
時
間
1
5
分

1
8
時
間
4
2
分

6
4
時
間
1
4
分

時
間
分

時
間
分

7 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
79
5

26
52

88
2

23
55

83
0

31
62

32
29

10
23
4

16
5

48
6

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

27
10
7

24
75

19
88

30
12
0

9
36

5
20

5
1
8

3
0

1
2
1

0
0

運
転

時
間

26
時
間
13
分

92
時
間
38
分

36
時
間
55
分

91
時
間
48
分

11
1時

間
40
分

40
8時

間
10
分

46
7時

間
30
分

15
57
時
間
50
分

26
時
間
00
分

48
時
間
60
分

7時
間
05
分

61
時
間
70
分

1時
間
15
分

4
時
間
3
0
分

3
0
時
間
2
8
分

9
4
時
間
4
2
分

時
間
分

時
間
分

8 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
58
1

32
33

54
5

29
00

43
3

35
95

35
03

13
73
7

14
0

62
6

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

27
13
4

22
97

11
99

31
15
1

9
45

2
22

0
1
8

3
0

1
5
1

0
0

運
転

時
間

18
時
間
15
分

11
0時

間
53
分

26
時
間
55
分

11
8時

間
03
分

45
時
間
00
分

45
3時

間
10
分

50
6時

間
20
分

20
63
時
間
70
分

10
時
間
30
分

58
時
間
90
分

7時
間
20
分

68
時
間
90
分

時
間
分

4
時
間
3
0
分

2
4
時
間
0
6
分

1
1
8
時
間
4
8
分

時
間
分

時
間
分

9 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
55
9

37
92

33
0

32
30

36
1

39
56

16
04

15
34
1

12
8

75
4

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

26
16
0

15
11
2

16
11
5

15
16
6

8
53

1
23

9
2
7

3
0

1
8
1

0
0

運
転

時
間

20
時
間
05
分

13
0時

間
58
分

11
時
間
10
分

12
9時

間
13
分

24
時
間
20
分

47
7時

間
30
分

24
5時

間
00
分

23
08
時
間
70
分

11
時
間
00
分

69
時
間
90
分

1時
間
10
分

70
時
間
00
分

2時
間
15
分

6
時
間
4
5
分

1
3
時
間
5
4
分

1
3
2
時
間
0
2
分

時
間
分

時
間
分

10 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
48
5

42
77

43
4

36
64

32
4

42
80

63
1

15
97
2

20
3

95
7

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

23
18
3

16
12
8

14
12
9

12
17
8

11
64

0
23

5
3
2

2
4

2
0
5

0
0

運
転

時
間

23
時
間
38
分

15
3時

間
96
分

12
時
間
55
分

14
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間
68
分

10
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間
50
分
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分

99
時
間
20
分
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34
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0
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0
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間
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時
間
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11 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
40
1

46
78

43
1

40
95

76
8

50
48

21
49

18
12
1

17
5

11
32

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

24
20
7

19
14
7

23
15
2

30
20
8

8
72

2
25

4
3
6

9
2
1
4

0
0

運
転

時
間

14
時
間
30
分

16
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間
26
分

16
時
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30
分

15
7時
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98
分

93
時
間
20
分

58
1時
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分

35
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35
分

27
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時
間
25
分
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50
分

11
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40
分

6時
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50
分

76
時
間
50
分

1時
間
00
分

8
時
間
6
0
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1
3
時
間
4
8
分

1
6
3
時
間
8
9
分

時
間
分

時
間
分

12 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
54
3

52
21

40
4

44
99

88
2

59
30

21
10

20
23
1

64
11
96

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

26
23
3

15
16
2

22
17
4

31
23
9

8
80

7
32

5
4
1

4
2
1
8

0
0

運
転

時
間

22
時
間
30
分

19
0時

間
56
分

16
時
間
40
分

17
4時

間
38
分

10
3時

間
20
分

68
4時

間
20
分

34
9時

間
10
分

31
12
時
間
35
分

5時
間
55
分

11
7時

間
95
分

23
時
間
22
分

99
時
間
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分

1時
間
15
分

9
時
間
7
5
分

2
時
間
3
6
分

1
6
6
時
間
2
5
分

時
間
分

時
間
分

1 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
54
4

57
65

43
8

49
37

90
1

68
31

20
63

22
29
4

94
12
90

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

25
25
8

15
17
7

25
19
9

31
27
0

8
88

6
38

8
4
9

0
2
1
8

0
0

運
転

時
間

20
時
間
35
分

21
0時

間
91
分

17
時
間
00
分

19
1時

間
38
分

97
時
間
30
分

78
1時

間
50
分

33
8時

間
00
分

34
50
時
間
35
分

8時
間
10
分

12
6時

間
05
分

34
時
間
00
分

13
3時

間
72
分

2時
間
00
分

1
1
時
間
7
5
分

時
間
分

1
6
6
時
間
2
5
分

時
間
分

時
間
分

2 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
31
4

60
79

37
3

53
10

81
0

76
41

20
73

24
36
7

10
5

13
95

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

21
27
9

13
19
0

17
21
6

28
29
8

12
10
0

6
44

8
5
7

0
2
1
8

0
0

運
転

時
間

13
時
間
40
分

22
4時

間
31
分

31
時
間
45
分

22
2時

間
83
分

83
時
間
10
分

86
4時

間
60
分

33
1時

間
00
分

37
81
時
間
35
分

11
時
間
00
分

13
7時

間
05
分

22
時
間
15
分

15
5時

間
87
分

2時
間
00
分

1
3
時
間
7
5
分

時
間
分

1
6
6
時
間
2
5
分

時
間
分

時
間
分

3 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
29

61
08

42
3

57
33

17
8

78
19

20
23

26
39
0

10
9

15
04

0
0

0
0

0
0

0
0

運
転

日
数

2
28
1

14
20
4

13
22
9

27
32
5

6
10
6

8
52

8
6
5

9
2
2
7

0
0

運
転

時
間

1時
間
20
分

22
5時

間
51
分

23
時
間
15
分

24
5時

間
98
分

8時
間
10
分

87
2時

間
70
分

29
7時

間
45
分

40
78
時
間
80
分

6時
間
05
分

14
3時

間
10
分

ト
ヨ

タ
　

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
ク

ボ
タ

 ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ

18
時
間
00
分

17
3時

間
87
分

2時
間
00
分

1
5
時
間
7
5
分

1
1
時
間
3
0
分

1
7
7
時
間
5
5
分

0
0

時
間
分

時
間
分

日
産

バ
ン

 マ
ツ

ダ
　

バ
ン

い
す

ず
　

ジ
ャ

ー
ニ

ー
ト

ヨ
タ

　
車

イ
ス

移
動

車
三

菱
　

塵
芥

車
三

菱
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

52
6
5

プ
レ

ジ
ャ

ー
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

H
26

最
終

累
計

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
61
08

57
33

78
19

26
39
0

15
04

17
3時

間
87
分

15
時
間
7
5
分

0
0

運
転

日
数

28
1

20
4

22
9

32
5

10
6

1
7
7
時
間
5
5
分

時
間
分

2
2
7

0

運
転

時
間

22
5時

間
51
分

24
5時

間
98
分

87
2時

間
70
分

40
78
時
間
80
分

14
3時

間
10
分
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利
用

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

植
物

管
理

【H
27

年
度

実
績

】

提
供

物
件

名
日

産
バ

ン
 マ

ツ
ダ

　
バ

ン
い

す
ず

　
ジ

ャ
ー

ニ
ー

ト
ヨ

タ
　

車
イ

ス
移

動
車

三
菱

　
塵

芥
車

三
菱

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
ト

ヨ
タ

　
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

ク
ボ

タ
 ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

プ
レ

ジ
ャ

ー
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

合
計

累
計

月
累
計

月
月

累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

4 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
13
96

13
96

29
4

29
4

89
3

89
3

26
03

26
03

15
4

15
4

0
0

0
0

0
0

0
0

5
3
4
0

運
転

日
数

26
26

20
20

16
16

30
30

9
9

19
19

8
8

3
0

3
0

0
0

1
5
8
日

運
転

時
間

89
時
間
55
分

89
時
間
55
分

18
時
間
10
分

18
時
間
10
分

42
時
間
30
分

42
時
間
30
分

35
4時

間
10
分

35
4時

間
10
分

9時
間
00
分

9時
間
00
分

23
時
間
45
分

23
時
間
4
5
分

2
時
間
0
0
分

2
時
間
0
0
分

1
8
時
間
2
4
分

1
8
時
間
2
4
分

0
分

0
分

5
5
6
時

間
7
4
分

5 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
52
0

19
16

14
1

43
5

23
9

11
32

23
46

49
49

90
24
4

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3
3
6

運
転

日
数

22
48

15
35

13
29

31
61

9
18

11
30

8
1
6

2
9

5
9

0
0

1
3
8
日

運
転

時
間

19
時
間
45
分

10
9時

間
00
分

6時
間
27
分

24
時
間
37
分

9時
間
40
分

51
時
間
70
分

36
7時

間
00
分

72
1時

間
10
分

11
時
間
40
分

20
時
間
40
分

28
時
間
00
分

51
時
間
4
5
分

2
時
間
0
0
分

4
時
間
0
0
分

2
1
時
間
3
6
分

3
9
時
間
6
0
分

0
分

0
分

4
6
4
時

間
8
8
分

6 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
65
0

25
66

12
6

56
1

31
8

14
50

22
39

71
88

14
6

39
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4
7
9

運
転

日
数

27
75

12
47

13
42

30
91

9
27

14
44

9
2
5

2
8

8
7

0
0

1
4
2
日

運
転

時
間

29
時
間
55
分

13
8時

間
55
分

4時
間
40
分

28
時
間
77
分

21
時
間
30
分

73
時
間
00
分

35
5時

間
30
分

10
76
時
間
40
分

9時
間
10
分

29
時
間
50
分

21
時
間
25
分

72
時
間
7
0
分

2
時
間
1
5
分

6
時
間
1
5
分

1
8
時
間
0
6
分

5
7
時
間
6
6
分

0
分

0
分

4
6
1
時

間
1
1
分

7 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
60
1

31
67

19
9

76
0

42
5

18
75

20
38

92
26

14
7

53
7

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4
1
0

運
転

日
数

27
10
2

16
63

17
59

31
12
2

13
40

19
63

8
3
3

2
9

1
1
6

0
0

1
6
0
日

運
転

時
間

21
時
間
35
分

15
9時

間
90
分

9時
間
45
分

38
時
間
22
分

37
時
間
10
分

11
0時

間
10
分

32
9時

間
20
分

14
05
時
間
60
分

24
時
間
30
分

53
時
間
80
分

28
時
間
15
分

10
0時

間
8
5
分

2
時
間
0
0
分

8
時
間
1
5
分

1
9
時
間
0
6
分

7
6
時
間
7
2
分

0
分

0
分

4
7
0
時

間
6
1
分

8 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
62
7

37
94

20
2

96
2

14
1

20
16

15
83

10
80
9

13
5

67
2

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6
8
8

運
転

日
数

24
12
6

17
80

12
71

27
14
9

10
50

17
80

8
4
1

3
0

1
4
6

0
0

1
4
5
日

運
転

時
間

23
時
間
03
分

18
2時

間
93
分

11
時
間
15
分

49
時
間
37
分

15
時
間
10
分

12
5時

間
20
分

25
6時

間
00
分

16
61
時
間
60
分

15
時
間
50
分

69
時
間
30
分

25
時
間
30
分

12
6時

間
1
5
分

2
時
間
0
0
分

1
0
時
間
1
5
分

1
6
時
間
1
8
分

9
2
時
間
9
0
分

0
分

0
分

3
6
4
時

間
2
6
分

9 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
49
5

42
89

29
6

12
58

28
8

23
04

14
42

12
25
1

20
5

87
7

0
0

0
0

0
0

0
0

2
7
2
6

運
転

日
数

22
14
8

12
92

18
89

29
17
8

12
62

15
95

8
4
9

2
5

1
7
1

0
0

1
4
1
日

運
転

時
間

19
時
間
00
分

20
1時

間
93
分

10
時
間
10
分

59
時
間
47
分

17
時
間
50
分

14
2時

間
70
分

23
6時

間
20
分

18
97
時
間
80
分

13
時
間
20
分

82
時
間
50
分

8時
間
00
分

13
4時

間
1
5
分

2
時
間
0
0
分

1
2
時
間
1
5
分

1
8
時
間
1
2
分

1
1
1
時
間
0
2
分

0
分

0
分

3
2
4
時

間
1
2
分

10 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
46
0

47
49

17
0

14
28

33
8

26
42

16
11

13
86
2

12
9

10
06

0
0

0
0

0
0

0
0

2
7
0
8

運
転

日
数

27
17
5

16
10
8

17
10
6

31
20
9

10
72

23
11
8

8
5
7

1
1

1
8
2

0
0

1
4
3
日

運
転

時
間

18
時
間
03
分

21
9時

間
96
分

8時
間
15
分

67
時
間
62
分

13
時
間
40
分

15
6時

間
10
分

27
3時

間
50
分

21
71
時
間
30
分

9時
間
20
分

91
時
間
70
分

18
時
間
30
分

15
2時

間
4
5
分

2
時
間
0
0
分

1
4
時
間
1
5
分

5
時
間
1
8
分

1
1
6
時
間
2
0
分

0
分

0
分

3
4
7
時

間
7
6
分

11 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
37
9

51
28

78
15
06

49
5

31
37

16
00

15
46
2

14
2

11
48

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6
9
4

運
転

日
数

24
19
9

11
11
9

21
12
7

30
23
9

9
81

20
13
8

8
6
5

1
0

1
9
2

0
0

1
3
3
日

運
転

時
間

15
時
間
05
分

23
5時

間
01
分

3時
間
40
分

71
時
間
02
分

57
時
間
50
分

21
3時

間
60
分

26
5時

間
45
分

24
36
時
間
75
分

9時
間
40
分

10
1時

間
10
分

29
時
間
30
分

18
1時

間
7
5
分

2
時
間
0
0
分

1
6
時
間
1
5
分

1
1
時
間
0
6
分

1
2
7
時
間
2
6
分

0
分

0
分

3
9
3
時

間
1
6
分

12 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
50
2

56
30

13
7

16
43

78
9

39
26

15
60

17
02
2

12
0

12
68

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1
0
8

運
転

日
数

23
22
2

14
13
3

25
15
2

30
26
9

10
91

19
15
7

8
7
3

4
1
9
6

0
0

1
3
3
日

運
転

時
間

19
時
間
10
分

25
4時

間
11
分

6時
間
20
分

77
時
間
22
分

99
時
間
20
分

31
2時

間
80
分

25
5時

間
40
分

26
92
時
間
15
分

12
時
間
20
分

11
3時

間
30
分

10
時
間
30
分

19
2時

間
0
5
分

2
時
間
0
0
分

1
8
時
間
1
5
分

時
間
4
2
分

1
2
7
時
間
6
8
分

0
分

0
分

4
0
4
時

間
8
2
分

1 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
42
8

60
58

13
1

17
74

51
1

44
37

16
99

18
72
1

12
0

13
88

0
0

0
0

0
0

0
0

2
8
8
9

運
転

日
数

24
24
6

11
14
4

20
17
2

31
30
0

10
10
1

17
17
4

7
8
0

4
2
0
0

0
0

1
2
4
日

運
転

時
間

18
時
間
25
分

27
2時

間
36
分

5時
間
10
分

82
時
間
32
分

40
時
間
30
分

35
3時

間
10
分

27
4時

間
20
分

29
66
時
間
35
分

7時
間
50
分

12
0時

間
80
分

1時
間
45
分

19
3時

間
5
0
分

1
時
間
4
5
分

1
9
時
間
6
0
分

1
時
間
0
6
分

1
2
8
時
間
7
4
分

0
分

0
分

3
4
9
時

間
3
1
分

2 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
50
1

65
59

20
9

19
83

62
6

50
63

12
41

19
96
2

15
4

15
42

0
0

0
0

0
0

0
0

2
7
3
1

運
転

日
数

21
26
7

11
15
5

13
18
5

23
32
3

12
11
3

5
17
9

8
8
8

0
2
0
0

0
0

9
3
日

運
転

時
間

17
時
間
45
分

28
9時

間
81
分

11
時
間
20
分

93
時
間
52
分

59
時
間
40
分

41
2時

間
50
分

20
4時

間
10
分

31
70
時
間
45
分

12
時
間
50
分

13
3時

間
30
分

5時
間
00
分

19
8時

間
5
0
分

2
時
間
0
0
分

2
1
時
間
6
0
分

時
間
分

1
2
8
時
間
7
4
分

0
分

0
分

3
1
1
時

間
6
5
分

3 月

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
24
7

68
06

15
0

21
33

21
9

52
82

16
15

21
57
7

92
16
34

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3
2
3

運
転

日
数

14
28
1

16
17
1

22
20
7

29
35
2

8
12
1

16
19
5

1
0

9
8

1
8

2
1
8

0
0

1
3
3
日

運
転

時
間

8時
間
00
分

29
7時

間
81
分

6時
間
05
分

99
時
間
57
分

16
時
間
30
分

42
8時

間
80
分

25
1時

間
10
分

34
21
時
間
55
分

6時
間
00
分

13
9時

間
30
分

10
時
間
30
分

20
8時

間
8
0
分

2
時
間
3
0
分

2
3
時
間
9
0
分

2
8
時
間
4
8
分

1
5
7
時
間
2
2
分

0
分

0
分

3
2
8
時

間
5
3
分

日
産

バ
ン

 マ
ツ

ダ
　

バ
ン

い
す

ず
　

ジ
ャ

ー
ニ

ー
ト

ヨ
タ

　
車

イ
ス

移
動

車
三

菱
　

塵
芥

車
三

菱
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

ト
ヨ

タ
　

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
ク

ボ
タ

 ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
プ

レ
ジ

ャ
ー

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト

H
2
7

最
終

累
計

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）
68
06

21
33

52
82

21
57
7

16
34

0
0

0

運
転

日
数

28
1日

17
1日

20
7日

35
2日

12
1日

19
5日

99
時
間
57
分

42
8時

間
80
分

34
21
時
間
55
分

13
9時

間
30
分

20
8時

間
80
分

0

2
3
時
間
9
0
分

1
5
7
時
間
2
2
分

0
分

※
ト

ヨ
タ

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
、

平
成

2
7
年

4
月

1
日

提
供

物
品

、
平

成
2
7
年

9
月

2
8
日

返
納

、
平

成
2
7
年

9
月

2
8
日

新
規

ト
ヨ

タ
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

提
供

物
品

追
加

。

※
ク

ボ
タ

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
、

平
成

2
7
年

4
月

1
日

提
供

物
品

、
平

成
2
7
年

1
0
月

2
1
日

返
納

、
平

成
2
7
年

1
0
月

2
1
日

新
規

ク
ボ

タ
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

提
供

物
品

追
加

。

9
8
日

2
1
8
日

0
日

運
転

時
間

29
7時

間
81
分
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【H
2
8年

度
実

績
】

提
供

物
件

名
日

産
バ

ン
 マ

ツ
ダ

　
バ

ン
い

す
ず

　
ジ

ャ
ー

ニ
ー

ト
ヨ

タ
　

車
イ

ス
移

動
車

三
菱

　
塵

芥
車

※
Ｈ

29
　

2月
22

日
（水

）よ
り

新
車

三
菱

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
ト

ヨ
タ

　
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

ク
ボ

タ
 ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

プ
レ

ジ
ャ

ー
モ

ー
タ

ー
ボ

ー
ト

合
計

累
計

月
累
計

月
月

累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

4 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
4
4
4

4
4
4

1
3
5

1
3
5

6
7
1

6
7
1

2
,2
9
7

2
,2
9
7

1
1
0

1
1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
6
5
7

運
転

日
数

2
7

2
7

1
3

1
3

2
2

2
2

3
0

3
0

1
0

1
0

1
0

1
0

8
8

3
0

3
0

0
0

1
5
0
日

運
転

時
間

2
2
時
間
1
0
分

2
2
時
間
1
0
分

7
時
間
5
0
分

7
時
間
5
0
分

6
0
時
間
5
0
分

6
0
時
間
5
0
分

3
4
7
時
間
4
0
分

3
4
7
時
間
4
0
分

7
時
間
3
8
分

7
時
間
3
8
分

5
時
間
5
5
分

5
時
間
5
5
分

2
時
間
0
0
分

2
時
間
0
0
分

1
5
時
間
4
8
分

1
5
時
間
4
8
分

0
分

0
分

4
6
7
時

間
9
1
分

5 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
4
5
0

8
9
4

1
1
0

2
4
5

8
4
8

1
,5
1
9

2
,9
4
6

5
,2
4
3

9
6

2
0
6

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4
5
0

運
転

日
数

2
9

5
6

1
5

2
8

2
1

4
3

3
1

6
1

6
1
6

1
5

2
5

8
1
6

3
1

6
1

0
0

1
5
6
日

運
転

時
間

2
2
時
間
4
0
分

4
4
時
間
5
0
分

5
時
間
1
1
分

1
2
時
間
6
1
分

1
0
3
時
間
0
0
分

1
6
3
時
間
5
0
分

4
4
4
時
間
3
0
分

7
9
1
時
間
7
0
分

6
時
間
2
5
分

1
3
時
間
6
3
分

1
5
時
間
1
5
分

2
0
時
間
7
0
分

2
時
間
0
0
分

4
時
間
0
0
分

2
3
時
間
0
0
分

3
8
時
間
4
8
分

0
分

0
分

6
2
1
時

間
2
1
分

6 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
4
2
6

1
,3
2
0

1
5
2

3
9
7

5
5
8

2
,0
7
7

2
,8
8
9

8
,1
3
2

1
4
4

3
5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1
6
9

運
転

日
数

2
5

8
1

1
3

4
1

2
1

6
4

3
0

9
1

9
2
5

1
7

4
2

1
0

2
6

3
0

9
1

0
0

1
5
5
日

運
転

時
間

1
6
時
間
0
0
分

6
0
時
間
5
0
分

6
時
間
5
0
分

1
9
時
間
1
1
分

5
1
時
間
0
0
分

2
1
4
時
間
5
0
分

4
3
時
間
0
0
分

8
3
4
時
間
7
0
分

7
時
間
4
0
分

2
1
時
間
0
3
分

1
6
時
間
4
5
分

3
7
時
間
1
5
分

2
時
間
3
0
分

6
時
間
3
0
分

2
1
時
間
1
8
分

5
9
時
間
6
6
分

0
分

0
分

1
6
3
時

間
8
3
分

7 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
5
5
8

1
,8
7
8

2
0
7

6
0
4

1
,0
3
4

3
,1
1
1

2
,9
0
5

1
1
,0
3
7

1
4
1

4
9
1

0
0

0
0

0
0

0
0

4
8
4
5

運
転

日
数

2
5

1
0
6

2
1

6
2

2
5

8
9

3
1

1
2
2

1
0

3
5

1
2

5
4

8
3
4

3
1

1
2
2

0
0

1
6
3
日

運
転

時
間

2
1
時
間
1
5
分

8
1
時
間
6
5
分

1
1
時
間
3
0
分

3
0
時
間
4
1
分

1
2
9
時
間
3
0
分

3
4
3
時
間
8
0
分

4
4
5
時
間
3
0
分

1
2
8
0
時
間
0
0
分

1
1
時
間
1
0
分

3
2
時
間
1
3
分

1
0
時
間
0
0
分

4
7
時
間
1
5
分

2
時
間
0
0
分

8
時
間
3
0
分

2
0
時
間
2
4
分

7
9
時
間
9
0
分

0
分

0
分

6
5
0
時

間
3
9
分

8 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
6
7
9

2
,5
5
7

1
2
1

7
2
5

1
,6
6
6

4
,7
7
7

3
,0
2
0

1
4
,0
5
7

1
7
2

6
6
3

0
0

0
0

0
0

0
0

5
6
5
8

運
転

日
数

2
7

1
3
3

1
2

7
4

3
1

1
2
0

3
1

1
5
3

9
4
4

1
4

6
8

1
0

4
4

3
1

1
5
3

0
0

1
6
5
日

運
転

時
間

2
3
時
間
0
0
分

1
0
4
時
間
6
5
分

3
時
間
5
0
分

3
3
時
間
9
1
分

2
2
5
時
間
3
0
分

5
6
9
時
間
1
0
分

4
4
1
時
間
5
0
分

1
7
2
1
時
間
5
0
分

1
1
時
間
5
0
分

4
3
時
間
6
3
分

2
7
時
間
4
5
分

7
4
時
間
6
0
分

2
時
間
3
0
分

1
0
時
間
6
0
分

1
7
時
間
4
2
分

9
7
時
間
3
2
分

0
分

0
分

7
5
1
時

間
9
7
分

9 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
5
0
3

3
,0
6
0

1
1
1

8
3
6

7
1
6

5
,4
9
3

2
,8
0
3

1
6
,8
6
0

1
5
3

8
1
6

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2
8
6

運
転

日
数

2
2

1
5
5

1
1

8
5

2
1

1
4
1

2
9

1
8
2

1
0

5
4

7
7
5

8
5
2

2
2

1
7
5

0
0

1
3
0
日

運
転

時
間

2
3
時
間
0
5
分

1
2
7
時
間
7
0
分

4
時
間
2
0
分

3
8
時
間
1
1
分

8
9
時
間
2
0
分

6
5
8
時
間
3
0
分

4
0
9
時
間
3
0
分

2
1
3
0
時
間
8
0
分

9
時
間
4
0
分

5
3
時
間
0
3
分

1
7
時
間
1
5
分

9
1
時
間
7
5
分

2
時
間
0
0
分

1
2
時
間
6
0
分

1
3
時
間
1
8
分

1
1
0
時
間
5
0
分

0
分

0
分

5
6
7
時

間
4
8
分

1
0 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
3
1
4

3
,3
7
4

2
0
7

1
,0
4
3

5
5
3

6
,0
4
6

2
,7
0
8

1
9
,5
6
8

1
4
6

9
6
2

0
0

0
0

0
0

0
0

3
9
2
8

運
転

日
数

1
9

1
7
4

2
1

1
0
6

1
5

1
5
6

3
1

2
1
3

1
0

6
4

7
8
2

8
6
0

2
9

2
0
4

0
0

1
4
0
日

運
転

時
間

1
2
時
間
2
3
分

1
3
9
時
間
9
3
分

1
2
時
間
0
0
分

5
0
時
間
1
1
分

6
4
時
間
2
0
分

7
2
2
時
間
5
0
分

4
2
5
時
間
4
0
分

2
5
5
6
時
間
2
0
分

7
時
間
5
0
分

6
0
時
間
5
3
分

7
時
間
4
5
分

9
9
時
間
2
0
分

2
時
間
0
0
分

1
4
時
間
6
0
分

1
5
時
間
1
2
分

1
2
5
時
間
6
2
分

0
分

0
分

5
4
5
時

間
9
0
分

1
1 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
2
9
8

3
,6
7
2

5
3

1
,0
9
6

6
4
6

6
,6
9
2

2
,4
9
8

2
2
,0
6
6

1
1
6

1
,0
7
8

0
0

0
0

0
0

0
0

3
6
1
1

運
転

日
数

1
8

1
9
2

1
0

1
1
6

2
1

1
7
7

2
7

2
4
0

8
7
2

1
1

9
3

9
6
9

7
2
1
1

0
0

1
1
1
日

運
転

時
間

8
時
間
0
5
分

1
4
7
時
間
9
8
分

2
時
間
3
5
分

5
2
時
間
4
6
分

7
7
時
間
2
0
分

7
9
9
時
間
7
0
分

3
8
6
時
間
1
0
分

2
9
4
2
時
間
3
0
分

7
時
間
5
0
分

6
8
時
間
0
3
分

2
0
時
間
1
5
分

1
1
9
時
間
3
5
分

2
時
間
1
5
分

1
6
時
間
7
5
分

1
1
時
間
2
4
分

1
3
6
時
間
8
6
分

0
分

0
分

5
1
4
時

間
7
4
分

1
2 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
3
9
6

4
,0
6
8

1
0
6

1
,2
0
2

5
5
6

7
,2
4
8

2
,4
7
2

2
4
,5
3
8

1
1
7

1
,1
9
5

0
0

0
0

0
0

0
0

3
6
4
7

運
転

日
数

2
3

2
1
5

1
6

1
3
2

1
8

1
9
5

2
8

2
6
8

9
8
1

1
1

1
0
4

8
7
7

4
2
1
5

0
0

1
1
7
日

運
転

時
間

1
1
時
間
1
0
分

1
5
9
時
間
0
8
分

5
時
間
5
5
分

5
8
時
間
0
1
分

4
1
時
間
0
0
分

8
4
0
時
間
7
0
分

3
8
0
時
間
2
0
分

3
3
2
2
時
間
5
0
分

7
時
間
3
0
分

7
5
時
間
3
3
分

1
7
時
間
0
0
分

1
3
6
時
間
3
5
分

2
時
間
0
0
分

1
8
時
間
7
5
分

2
時
間
3
0
分

1
3
9
時
間
1
6
分

0
分

0
分

4
6
6
時

間
4
5
分

1 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
4
2
9

4
4
9
7

1
7
8

1
,3
8
0

4
1
2

7
,6
6
0

2
,9
4
5

2
7
,4
8
3

1
1
3

1
,3
0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0
7
7

運
転

日
数

2
3

2
3
8

1
7

1
4
9

1
9

2
1
4

3
1

2
9
9

8
8
9

1
0

1
1
4

9
8
6

4
2
1
9

0
0

1
2
1
日

運
転

時
間

1
6
時
間
3
0
分

1
7
5
時
間
3
8
分

9
時
間
1
5
分

6
7
時
間
1
6
分

2
9
時
間
0
0
分

8
6
9
時
間
7
0
分

4
4
0
時
間
4
0
分

3
7
6
2
時
間
9
0
分

6
時
間
4
0
分

8
1
時
間
7
3
分

5
1
時
間
3
0
分

1
8
7
時
間
6
5
分

2
時
間
1
5
分

2
0
時
間
9
0
分

3
時
間
0
0
分

1
4
2
時
間
1
6
分

0
分

0
分

5
5
7
時

間
7
0
分

2 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
3
7
5

4
,8
7
2

1
8
3

1
,5
6
3

7
7
0

8
,4
3
0

2
,5
2
0

3
0
,0
0
3

1
1
3

1
4
2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
9
6
1

運
転

日
数

2
3

2
6
1

1
8

1
6
7

1
6

2
3
0

2
8

3
2
7

1
0

9
9

7
1
2
1

7
9
3

4
2
2
3

0
0

1
1
3
日

運
転

時
間

1
4
時
間
5
0
分

1
8
9
時
間
8
8
分

7
時
間
1
0
分

7
4
時
間
2
6
分

7
6
時
間
3
5
分

9
4
6
時
間
0
5
分

3
9
4
時
間
0
0
分

4
1
5
6
時
間
9
0
分

8
時
間
1
0
分

8
9
時
間
8
3
分

1
3
時
間
0
0
分

2
0
0
時
間
6
5
分

1
時
間
4
5
分

2
2
時
間
3
5
分

1
時
間
4
8
分

1
4
3
時
間
6
4
分

0
分

0
分

5
1
5
時

間
9
8
分

3 月

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
7
3
9

5
,6
1
1

8
0

1
,6
4
3

1
4
7

8
,5
7
7

2
,9
8
5

3
2
,9
8
8

1
6
4

1
5
8
5

0
0

0
0

0
0

0
0

4
1
1
5

運
転

日
数

2
6

2
8
7

1
3

1
8
0

1
0

2
4
0

3
1

3
5
8

1
4

1
1
3

8
1
2
9

1
0

1
0
3

1
2

2
3
5

0
0

1
2
4
日

運
転

時
間

2
1
時
間
3
8
分

2
1
1
時
間
2
6
分

6
時
間
5
0
分

8
0
時
間
7
6
分

1
2
時
間
3
0
分

9
5
8
時
間
3
5
分

4
4
4
時
間

4
1
6
1
時
間
3
4
分

1
0
時
間
3
0
分

1
0
0
時
間
1
3
分

1
2
時
間
1
5
分

2
1
2
時
間
8
0
分

2
時
間
3
0
分

2
4
時
間
6
5
分

1
0
時
間
3
6
分

1
5
4
時
間
0
0
分

0
分

0
分

7
9
時

間
7
3
分

日
産

バ
ン

 マ
ツ

ダ
　

バ
ン

い
す

ず
　

ジ
ャ

ー
ニ

ー
ト

ヨ
タ

　
車

イ
ス

移
動

車
三

菱
　

塵
芥

車
三

菱
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

ト
ヨ

タ
　

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
ク

ボ
タ

 ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
プ

レ
ジ

ャ
ー

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト

H
2
8

最
終

累
計

作
業

量
（
走

行
キ

ロ
数

）
5
,6
1
1

1
,6
4
3

8
,5
7
7

3
2
,9
8
8

1
,5
8
5

0
0

0

運
転

日
数

2
8
7
日

1
8
0
日

2
4
0
日

3
5
8
日

1
1
3
日

1
2
9
日

8
0
時
間
7
6
分

9
5
8
時
間
3
5
分

4
1
6
1
時
間
3
4
分

1
0
0
時
間
1
3
分

2
1
2
時
間
8
0
分

0

2
4
時
間
6
5
分

1
5
4
時
間
0
0
分

0
分

※
塵

芥
車

、
平

成
27

年
4月

1日
提

供
物

品
、

平
成

29
年

2月
23

日
返

納
、

平
成

29
年

2月
28

日
新

規
塵

芥
車

提
供

物
品

追
加

。

1
0
3
日

2
3
5
日

0
日

運
転

時
間

2
1
1
時
間
2
6
分
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【H25年度実績】

H25年4月 H25年5月

H25年6月 H25年7月

H25年8月 H25年9月

79.0
12 リード（ひ103） 23.0 2 7  時間  40分 12
13 トゥデイ（か104） 123.0 7 6  時間  35分 13

19

4 リード（ひ90）

NO 提供物件名
稼働状況

NO
運転日数（日）走行キロ数 運転日数（日）

13

13 トゥデイ（か104） 110.0 13 8  時間  45分 13 トゥデイ（か104） 15

リード（ひ82）

2 リード（ひ83） 0 0 0分 

11 リード（ひ102） 0 0 0分 

5

2 リード（ひ83） 21.0 4 2  時間  10分 

稼働状況

2 リード（ひ83）

NO 提供物件名
稼働状況

運転時間（時間）

13 トゥデイ（か104） 74

18 74  時間  30分 

トゥデイ（か104） 1,010.0 85

9  時間  40分 13

9 2 2  時間  00分 

13

走行キロ数 運転時間（時間）

253.2 32

86  時間  45分 

提供物件名
稼働状況

NO 提供物件名

0.0

2 リード（ひ83） 4 1 10分 

11 リード（ひ102） 1,086.0 81

リード（ひ91）

12 リード（ひ103）

2 リード（ひ83） 826  時間  35分 

135

66  時間  24分 

10 リード（ひ101）

963  時間  55分 

運転日数(日)

リード（ひ90） 1,605.0 167 315  時間  30分 

459  時間  10分 

74  時間  30分 

83  時間  10分 

貸与車両の使用状況(バイク）

NO 提供車両名
稼働状況

走行キロ数

リード（ひ82）

0 0  時間  00分 

運転時間(時間)

3

71  時間  05分 

7 リード（ひ96） 1,915.0 56 211  時間  10分 

6

3,721.4

678.0 74

リード（ひ84）

3,202.4 192

1 226

5

4

3,881.0

9 リード（ひ98） 2,815.0 193

リード（ひ95） 372.0 48

301  時間  00分 

リード（ひ84） 91 15 19  時間  00分 3

リード（ひ82） 186
運転日数（日） 運転時間（時間） 走行キロ数

3 リード（ひ84） 90 14 15  時間  30分 

1 リード（ひ82） 346 19 65  時間  00分 1

NO

2

8 リード（ひ97） 2,450.0 198 429  時間  00分 

運転日数（日）

H25年度廃棄

6 5  時間  30分 
4 リード（ひ90） 17 3 3  時間  00分 4 リード（ひ90） 21

0

3  時間  30分 
5 リード（ひ91） 80 13 10  時間  00分 5 リード（ひ91） 61

1
6 6 0分 リード（ひ95） 12 4 3  時間  30分 リード（ひ95） 0

20 37  時間  00分 
7 リード（ひ96） 100 10 7  時間  30分 7 リード（ひ96） 1

9

15分 
8 リード（ひ97） 172 15 30  時間  00分 8 リード（ひ97） 211

13 10  時間  00分 
0 0

運転時間（時間） 走行キロ数

トゥデイ（か104） 141

133 126
10
11
12

リード（ひ101）

リード（ひ102）

リード（ひ103）

27  時間  45分 

NO 提供物件名
稼働状況

走行キロ数 運転日数（日）

0 0 0分 

5  時間  39分 

運転日数（日）

10 リード（ひ101） 0 0 0分 
11 リード（ひ102）

10

22

0分 

97  時間  30分 

11 8  時間  30分 
12 リード（ひ103） 24 4

8  時間  30分 

リード（ひ82） 297.5 22

リード（ひ98） 969 24 110  時間  35分 9 リード（ひ98） 239

1 リード（ひ82） 138.9 17 9  時間  35分 1

37  時間  30分 
4 リード（ひ90） 7.0 2 1  時間  00分 4 リード（ひ90） 109.0 8 15  時間  00分 
3 リード（ひ84） 132.0 17 19  時間  30分 3 リード（ひ84） 184.0 20

20  時間  00分 
5 リード（ひ91） 65.0 12 10  時間  30分 5 リード（ひ91） 80.0 10 9  時間  00分 
6 リード（ひ95） 24.0 6 3  時間  00分 6 リード（ひ95） 132.0 9

リード（ひ97） 335.0 18 36  時間  00分 
9 リード（ひ98） 290.0 21 27  時間  10分 
8

リード（ひ96） 0 0 0分 

6

0 0 0分 リード（ひ101）

147.0

31  時間  00分 8
7 リード（ひ96） 29.0 5 3  時間  30分 7

リード（ひ97） 221.0

10 0 0 0分 10リード（ひ101）

17

12 リード（ひ103） 9.4 1 4  時間  00分 
11 リード（ひ102） 149.0 12

12

リード（ひ98） 210.0 17 32  時間  30分 

6 21  時間  30分 リード（ひ102）

9

運転時間（時間） 走行キロ数

リード（ひ103） 35.8
218.0

提供物件名
稼働状況

運転時間（時間）

11  時間  05分 
18  時間  25分 

10  時間  00分 11

22

85  時間  30分 1 リード（ひ82） 349.0 21 97  時間  20分 1 341.0
10 8  時間  10分 

3 リード（ひ84） 240.0 19 43  時間  00分 3
2 リード（ひ83） 97.0 8 3  時間  30分 129.0

5

リード（ひ84） 264.0

8  時間  00分 

44  時間  00分 
79.0

2 リード（ひ83）

8 3  時間  50分 
5 リード（ひ91） 87.0 12 8  時間  30分 

リード（ひ95） 42.0 7
リード（ひ91） 139.0

179.0 16 9  時間  50分 4 リード（ひ90）

12

リード（ひ96） 31.0 2 45分 
6 リード（ひ95） 129.0 11 23  時間  30分 6

3.0

12  時間  00分 
7 リード（ひ96） 2.0 1 30分 7

リード（ひ98） 137.0 13

11 リード（ひ102） 231.0

トゥデイ（か104）

リード（ひ103）

0分 10 リード（ひ101）

24  時間  00分 
9 リード（ひ98） 200.0 24 20  時間  20分 9

リード（ひ97） 290.0 14

10 リード（ひ101） 0 0

8 リード（ひ97） 120.0 6 11  時間  00分 8
11  時間  40分 

0 0分 0
7  時間  30分 

25分 
4  時間  55分 9

1

備　考

 
別紙-272



H25年10月 H25年11月

H25年12月 H26年1月

H26年2月 H26年3月

2
3 3  時間  10分 

12 リード（ひ103） 52.0 5 23  時間  55分 12 リード（ひ103） 9.0

0

1  時間  35分 
13 トゥデイ（か104） 34.0 4 2  時間  40分 13 トゥデイ（か104） 39.0

8 8  時間  00分 
10 リード（ひ101） 0 0 0分 10 リード（ひ101） 0

リード（ひ103）

0分 
11 リード（ひ102） 172.0 10 10  時間  30分 11 リード（ひ102） 84.0

13 トゥデイ（か104） 43.0 4
12 リード（ひ103） 14.0 2 1  時間  00分 

リード（ひ82） 195.0 13 58  時間  30分 1

46.0 4

17

0 0分 

12

10

8

11

13 トゥデイ（か104） 36.0 3 3  時間  55分 

リード（ひ84）

9  時間  15分 4

12
6  時間  10分 

提供物件名
稼働状況

NO

2 リード（ひ83） 14139.0 19  時間  50分 2
1

運転時間（時間） 走行キロ数 運転日数（日）
提供物件名

137.0 1522  時間  30分 3

リード（ひ102） 0 0

13 トゥデイ（か104） 64.0 6 5  時間  25分 

リード（ひ83）

走行キロ数

12 リード（ひ103）

11 リード（ひ102） 33.0 7

3 リード（ひ84） 95.0

NO

11 リード（ひ102） 0 0 0分 11

運転時間（時間） 走行キロ数走行キロ数 運転日数（日）
NO 提供物件名

稼働状況
運転日数（日）

リード（ひ82） 338.0 19

NO 提供物件名
稼働状況

運転時間（時間）
88  時間  00分 1 リード（ひ82） 459.0 24 98  時間  30分 1

21  時間  30分 
2 リード（ひ83） 112.0 13 8  時間  30分 2 リード（ひ83） 125.0 12 9  時間  30分 
3 リード（ひ84） 207.0 20 41  時間  00分 3 リード（ひ84） 115.0 12

8  時間  30分 
4 リード（ひ90） 52.0 7 3  時間  40分 4 リード（ひ90） 11.0 3 40分 
5 リード（ひ91） 128.0 12 12  時間  00分 5 リード（ひ91） 69.0 9

0分 
6 リード（ひ95） 22.0 5 6  時間  00分 6 リード（ひ95） 3.0 2 2  時間  00分 
7 リード（ひ96） 66.0 9 6  時間  20分 7 リード（ひ96） 0 0

25  時間  15分 
9 リード（ひ98） 114.0 11 11  時間  05分 9
8 リード（ひ97） 197.0 リード（ひ97） 148.0 1417 26  時間  00分 8

10 リード（ひ101） 0 0 0分 0分 リード（ひ101） 010

3 1  時間  25分 12
6  時間  15分 

380.0
運転時間（時間）運転日数（日）

リード（ひ102）

26.0

126  時間  00分 

1
11.0

27.0

20 93  時間  00分 

稼働状況

1

1,046.0

13

リード（ひ98） 203.0 20 19  時間  30分 
0

リード（ひ82）

トゥデイ（か104） 49.0 6

162.0 12

リード（ひ103）

リード（ひ90）

1  時間  00分 
5  時間  00分 

39.0 4 10  時間  20分 
26  時間  30分 

5 リード（ひ91） 109.0 14 12  時間  30分 5
6 リード（ひ95） 2.0 2 1  時間  00分 6

4 リード（ひ90）

0分 
7 リード（ひ96） 280.0 4 22  時間  50分 7 リード（ひ96）

リード（ひ101） 0

15  時間  30分 

1,353.0 19 163  時間  00分 
リード（ひ95） 0 0
リード（ひ91）

稼働状況

リード（ひ97） 220.0 22 62  時間  00分 
9 リード（ひ98） 164.0 14 13  時間  45分 

NO 提供物件名
稼働状況

NO 提供物件名

9
10 リード（ひ101） 0

走行キロ数

4  時間  40分 
8  時間  30分 

46  時間  30分 

30.0 5

8 リード（ひ97） 157.0 16 44  時間  45分 

運転日数（日） 運転時間（時間）

リード（ひ98） 134.0 13 11  時間  45分 
0 0分 

0分 

運転時間（時間） 走行キロ数 運転日数（日）
リード（ひ82） 184.0 14

0
1 リード（ひ82） 507.0 20 150  時間  00分 1

12 16  時間  00分 
2 リード（ひ83） 2,031.0 28 247  時間  00分 2 リード（ひ83） 0

1

0分 
3 リード（ひ84） 103.0 13 37  時間  30分 3 リード（ひ84） 90.0

6 6  時間  00分 
4 リード（ひ90） 7.0 2 1  時間  30分 4 リード（ひ90） 8.0

1

30分 
5 リード（ひ91） 66.0 8 19  時間  30分 5 リード（ひ91） 35.0

1 30分 
6 リード（ひ95） 3.0 1 2  時間  00分 6 リード（ひ95） 3.0

5

1  時間  30分 
7 リード（ひ96） 52.0 4 6  時間  00分 7 リード（ひ96） 1.0
8 リード（ひ97） 152.0 20 56  時間  30分 8
9 リード（ひ98） 115.0 9 10  時間  30分 9 4  時間  25分 

リード（ひ97） 227.0 19 45  時間  30分 
リード（ひ98） 40.0
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量
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作
業

量
（走

行
キ

ロ
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【
H

2
6
年

度
実

績
】

提
供

物
件

名
リ

ー
ド

（ひ
82

）
リ

ー
ド

（ひ
83

）
リ

ー
ド

（ひ
84

）
リ

ー
ド

（ひ
90

）
リ

ー
ド

（ひ
91

）
リ

ー
ド

（ひ
95

）
リ

ー
ド

（ひ
96

）
リ

ー
ド

（ひ
97

）
リ

ー
ド

（ひ
98

）
リ

ー
ド

（
ひ

1
0
2
）

リ
ー

ド
（
ひ

1
0
3
）

ト
ゥ

デ
イ

（
か

1
0
4
）

提
供

物
件

番
号

11
12

13
14

15
16

17
18

19
2
1

2
2

2
3

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

4 月

22
4

22
4

16
16

67
67

20
20

12
3

12
3

7
7

30
30

16
8

16
8

11
1

1
1
1

5
5

5
5

4
4

5
0

5
0

運
転

日
数

16
16

3
3

11
11

3
3

16
16

1
1

4
4

16
16

12
1
2

7
7

2
2

4
4

運
転

時
間

55
時
間
30
分

55
時
間
30
分

3時
間
00
分

3時
間
00
分

11
時
間
30
分

11
時
間
30
分

3時
間
20
分

3時
間
20
分

16
時
間
00
分

16
時
間
00
分

2時
間
30
分

2時
間
30
分

4時
間
30
分

4時
間
30
分

25
時
間
00
分

2
5
時
間
0
0
分

1
2
時
間
3
0
分

1
2
時
間
3
0
分

9
時
間
0
0
分

9
時
間
0
0
分

時
間
5
5
分

時
間
5
5
分

3
時
間
0
0
分

3
時
間
0
0
分

5 月

23
4

45
8

0
16

72
13
9

17
37

10
1

22
4

3
10

48
78

14
7

31
5

48
1
5
9

0
5
5

2
6

3
3

8
3

運
転

日
数

18
34

0
3

11
22

3
6

14
30

1
2

6
10

11
27

5
1
7

0
7

1
3

3
7

運
転

時
間

58
時
間
30
分

11
3時

間
60
分

時
間
分

3時
間
00
分

15
時
間
30
分

26
時
間
60
分

4時
間
30
分

7時
間
50
分

14
時
間
00
分

30
時
間
00
分

1時
間
00
分

3時
間
30
分

5時
間
30
分

9時
間
60
分

31
時
間
00
分

5
6
時
間
0
0
分

4時
間
05
分

1
6
時
間
3
5
分

時
間
分

9
時
間
0
0
分

1
時
間
0
0
分

1
時
間
5
5
分

2
時
間
1
0
分

5
時
間
1
0
分

6 月

15
6

61
4

0
16

11
7

25
6

67
10
4

43
26
7

25
35

1
79

17
4

48
9

51
2
1
0

5
3

1
0
8

0
6

4
2

1
2
5

運
転

日
数

13
47

0
3

13
35

6
12

7
37

5
7

1
11

16
43

6
2
3

7
1
4

0
3

3
1
0

運
転

時
間

32
時
間
00
分

14
5時

間
60
分

時
間
分

3時
間
00
分

16
時
間
30
分

42
時
間
90
分

16
時
間
00
分

23
時
間
50
分

7時
間
00
分

37
時
間
00
分

5時
間
30
分

8時
間
60
分

時
間
30
分

9時
間
90
分

24
時
間
00
分

8
0
時
間
0
0
分

9時
間
00
分

2
5
時
間
3
5
分

1
0
時
間
0
0
分

1
9
時
間
0
0
分

時
間
分

1
時
間
5
5
分

8
時
間
0
0
分

1
3
時
間
1
0
分

7 月

23
6

85
0

11
27

11
3

36
9

66
17
0

13
0

39
7

31
6

35
1

47
12
6

33
3

82
2

16
1

3
7
1

5
7
4

6
8
2

2
9

3
5

7
4

1
9
9

運
転

日
数

14
61

1
4

12
47

8
20

13
50

18
25

3
14

20
63

14
3
7

1
3

2
7

2
5

8
1
8

運
転

時
間

43
時
間
30
分

18
8時

間
90
分

14
時
間
00
分

17
時
間
00
分

33
時
間
30
分

76
時
間
20
分

18
時
間
00
分

41
時
間
50
分

13
時
間
00
分

50
時
間
00
分

78
時
間
00
分

86
時
間
60
分

19
時
間
00
分

28
時
間
90
分

52
時
間
00
分

1
3
2
時
間
0
0
分

2
8
時
間
1
5
分

5
3
時
間
5
0
分

7
3
時
間
5
0
分

9
2
時
間
5
0
分

1
7
時
間
0
0
分

1
8
時
間
5
5
分

7
時
間
3
0
分

2
0
時
間
4
0
分

8 月

14
9

99
9

0
27

14
5

51
4

58
22
8

48
44
5

28
2

63
3

0
12
6

23
1

10
53

48
4
1
9

9
8

7
8
0

5
4
0

8
6

2
8
5

運
転

日
数

13
74

0
4

16
63

8
28

9
59

15
40

0
14

18
81

5
4
2

7
3
4

2
7

9
2
7

運
転

時
間

42
時
間
00
分

23
0時

間
90
分

時
間
分

17
時
間
00
分

19
時
間
00
分

95
時
間
20
分

10
時
間
00
分

51
時
間
50
分

9時
間
00
分

59
時
間
00
分

46
時
間
30
分

13
2時

間
90
分

時
間
分

28
時
間
90
分

30
時
間
00
分

1
6
2
時
間
0
0
分

4時
間
30
分

5
7
時
間
8
0
分

1
5
時
間
4
0
分

1
0
7
時
間
9
0
分

3
時
間
0
0
分

2
1
時
間
5
5
分

1
2
時
間
0
0
分

3
2
時
間
4
0
分

9 月

11
7

11
16

0
27

10
2

61
6

11
3

34
1

91
53
6

27
7

91
0

0
12
6

19
0

12
43

59
4
7
8

1
5

7
9
5

6
4
6

6
1

3
4
6

運
転

日
数

11
85

0
4

15
78

17
45

12
71

21
61

0
14

15
96

7
4
9

4
3
8

1
8

5
3
2

運
転

時
間

27
時
間
00
分

25
7時

間
90
分

時
間
分

17
時
間
00
分

16
時
間
30
分

11
1時

間
50
分

24
時
間
30
分

75
時
間
80
分

12
時
間
00
分

71
時
間
00
分

44
時
間
00
分

17
6時

間
90
分

時
間
分

28
時
間
90
分

38
時
間
30
分

2
0
0
時
間
3
0
分

6時
間
00
分

6
3
時
間
8
0
分

4
時
間
3
0
分

1
1
2
時
間
2
0
分

2
時
間
3
5
分

2
3
時
間
9
0
分

2
時
間
4
0
分

3
4
時
間
8
0
分

10 月

48
8

16
04

0
27

93
70
9

20
5

54
6

14
2

67
8

24
0

11
50

0
12
6

12
12
55

12
1

5
9
9

0
7
9
5

8
5
4

7
4

4
2
0

運
転

日
数

22
10
7

0
4

12
90

18
63

14
85

13
74

0
14

4
10
0

14
6
3

0
3
8

2
1
0

5
3
7

運
転

時
間

72
時
間
00
分

32
9時

間
90
分

時
間
分

17
時
間
00
分

12
時
間
00
分

12
3時

間
50
分

18
時
間
00
分

93
時
間
80
分

14
時
間
00
分

85
時
間
00
分

27
時
間
30
分

20
4時

間
20
分

時
間
分

28
時
間
90
分

6時
間
00
分

2
0
6
時
間
3
0
分

2
2
時
間
3
0
分

8
6
時
間
1
0
分

時
間
分

1
1
2
時
間
2
0
分

9
時
間
3
0
分

3
3
時
間
2
0
分

4
時
間
1
0
分

3
8
時
間
9
0
分

11 月

17
3

17
77

0
27

96
80
5

14
8

69
4

11
3

79
1

28
1

14
31

1
12
7

0
12
55

86
6
8
5

6
8
0
1

7
6
1

1
7

4
3
7

運
転

日
数

16
12
3

0
4

13
10
3

15
78

12
97

19
93

1
15

0
10
0

11
7
4

2
4
0

2
1
2

2
3
9

運
転

時
間

27
時
間
30
分

35
7時

間
20
分

時
間
分

17
時
間
00
分

14
時
間
00
分

13
7時

間
50
分

18
時
間
30
分

11
2時

間
10
分

12
時
間
00
分

97
時
間
00
分

38
時
間
00
分

24
2時

間
20
分

1時
間
00
分

29
時
間
90
分

時
間
分

2
0
6
時
間
3
0
分

1
5
時
間
3
0
分

1
0
1
時
間
4
0
分

1
時
間
3
0
分

1
1
3
時
間
5
0
分

1
時
間
3
0
分

3
4
時
間
5
0
分

2
時
間
0
0
分

4
0
時
間
9
0
分

12 月

11
6

18
93

3
30

95
90
0

12
7

82
1

11
1

90
2

24
8

16
79

7
13
4

0
12
55

92
7
7
7

3
2

8
3
3

4
6
5

2
2

4
5
9

運
転

日
数

11
13
4

1
5

14
11
7

17
95

11
10
8

14
10
7

1
16

0
10
0

14
8
8

4
4
4

2
1
4

3
4
2

運
転

時
間

21
時
間
30
分

37
8時

間
50
分

1時
間
00
分

18
時
間
00
分

14
時
間
30
分

15
1時

間
80
分

22
時
間
00
分

13
4時

間
10
分

13
時
間
00
分

11
0時

間
00
分

30
時
間
30
分

27
2時

間
50
分

1時
間
00
分

30
時
間
90
分

時
間
分

2
0
6
時
間
3
0
分

3
3
時
間
0
0
分

1
3
4
時
間
4
0
分

6
時
間
3
0
分

1
1
9
時
間
8
0
分

1
時
間
2
5
分

3
5
時
間
7
5
分

1
時
間
3
0
分

4
2
時
間
2
0
分

1 月

23
3

21
26

11
41

14
6

10
46

15
1

97
2

21
2

11
14

38
6

20
65

20
15
4

0
12
55

46
8
2
3

3
7

8
7
0

7
3

1
3
8

1
3

4
7
2

運
転

日
数

16
15
0

2
7

17
13
4

22
11
7

16
12
4

24
13
1

3
19

0
10
0

14
1
0
2

4
4
8

3
1
7

2
4
4

運
転

時
間

36
時
間
30
分

41
4時

間
80
分

3時
間
30
分

21
時
間
30
分

18
時
間
30
分

17
0時

間
10
分

27
時
間
00
分

16
1時

間
10
分

16
時
間
00
分

12
6時

間
00
分

51
時
間
00
分

32
3時

間
50
分

6時
間
30
分

37
時
間
20
分

時
間
分

2
0
6
時
間
3
0
分

2
1
時
間
3
0
分

1
5
5
時
間
7
0
分

1
1
時
間
3
0
分

1
3
1
時
間
1
0
分

6
時
間
3
0
分

4
2
時
間
0
5
分

2
時
間
3
0
分

4
4
時
間
5
0
分

2 月

43
7

25
63

11
52

12
3

11
69

16
7

11
39

11
3

12
27

36
0

24
25

6
16
0

0
12
55

60
8
8
3

1
6

8
8
6

9
4

2
3
2

0
4
7
2

運
転

日
数

22
17
2

2
9

16
15
0

16
13
3

9
13
3

24
15
5

1
20

0
10
0

10
1
1
2

3
5
1

1
0

2
7

0
4
4

運
転

時
間

52
時
間
00
分

46
6時

間
80
分

8時
間
00
分

29
時
間
30
分

18
時
間
00
分

18
8時

間
10
分

30
時
間
30
分

19
1時

間
40
分

9時
間
00
分

13
5時

間
00
分

52
時
間
00
分

37
5時

間
50
分

2時
間
30
分

39
時
間
50
分

時
間
分

2
0
6
時
間
3
0
分

2
2
時
間
0
0
分

1
7
7
時
間
7
0
分

4
時
間
3
0
分

1
3
5
時
間
4
0
分

2
9
時
間
1
0
分

7
1
時
間
1
5
分

時
間
分

4
4
時
間
5
0
分

3 月

20
5

27
68

2
54

41
12
10

84
12
23

43
12
70

40
2

28
27

7
16
7

0
12
55

48
9
3
1

2
7

9
1
3

3
2
3
5

1
3

4
8
5

運
転

日
数

15
18
7

1
10

7
15
7

13
14
6

7
14
0

26
18
1

2
22

0
10
0

9
1
2
1

4
5
5

2
2
9

1
4
5

運
転

時
間

29
時
間
00
分

49
5時

間
80
分

時
間
30
分

29
時
間
60
分

7時
間
00
分

19
5時

間
10
分

14
時
間
30
分

20
5時

間
70
分

7時
間
00
分

14
2時

間
00
分

50
時
間
30
分

42
5時

間
80
分

2時
間
00
分

41
時
間
50
分

時
間
分

2
0
6
時
間
3
0
分

1
4
時
間
0
0
分

1
9
1
時
間
7
0
分

6
時
間
3
0
分

1
4
1
時
間
7
0
分

時
間
4
5
分

7
1
時
間
6
0
分

2
時
間
0
0
分

4
6
時
間
5
0
分

リ
ー

ド
（ひ

82
）

リ
ー

ド
（ひ

83
）

リ
ー

ド
（ひ

84
）

リ
ー

ド
（ひ

90
）

リ
ー

ド
（ひ

91
）

リ
ー

ド
（ひ

95
）

リ
ー

ド
（ひ

96
）

リ
ー

ド
（ひ

97
）

リ
ー

ド
（ひ

98
）

リ
ー

ド
（
ひ

1
0
2
）

リ
ー

ド
（
ひ

1
0
3
）

ト
ゥ

デ
イ

（
か

1
0
4
）

H
26

最
終

累
計

27
68

54
12
10

12
23

12
70

28
27

16
7

12
55

93
1

9
1
3

2
3
5

4
8
5

運
転

日
数

18
7

10
15
7

14
6

14
0

18
1

22
10
0

12
1

5
5

2
9

4
5

運
転

時
間

49
5時

間
80
分

29
時
間
60
分

19
5時

間
10
分

20
5時

間
70
分

14
2時

間
00
分

4
6
時
間
5
0
分

42
5時

間
80
分

41
時
間
50
分

20
6時

間
30
分

19
1時

間
70
分

1
4
1
時
間
7
0
分

7
1
時
間
6
0
分
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作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

【
H

2
7
年

度
実

績
】

提
供

物
件

名
リ

ー
ド

（ひ
82

）
リ

ー
ド

（ひ
83

）
リ

ー
ド

（ひ
84

）
リ

ー
ド

（ひ
90

）
リ

ー
ド

（ひ
91

）
リ

ー
ド

（ひ
95

）
リ

ー
ド

（ひ
96

）
リ

ー
ド

（ひ
97

）
リ

ー
ド

（ひ
98

）
リ

ー
ド

（
ひ

1
0
2
）

リ
ー

ド
（
ひ

1
0
3
）

ト
ゥ

デ
イ

（
か

1
0
4
）

合
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

4 月

47
0

47
0

31
31

7

運
転

時
間

44
時
間
30
分

44
時
間
30
分

4時
間
10
分

7
0

0
44
8

44
8

22
1

22
1

69
69

11
9

11
9

13
1
3

3
4

3
4

1
6
7

1
6
7

1
1
1

1
1
1

1
6
9
0

運
転

日
数

22
22

2
2

1
1

0
0

18
18

12
12

4
4

6
6

4
4

5
5

2
0

2
0

8
8

1
0
2
日

4時
間
10
分

1時
間
00
分

1時
間
00
分

0分
0分

18
時
間
00
分

18
時
間
00
分

25
時
間
00
分

25
時
間
00
分

6時
間
30
分

6時
間
30
分

12
時
間
30
分

1
2
時
間
3
0
分

3時
間
30
分

3時
間
3
0
分

1
時
間
3
5
分

1
時
間
3
5
分

3
6
時
間
4
5
分

3
6
時
間
4
5
分

2
0
時
間
3
0
分

2
0
時
間
3
0
分

1
2
3
時

間
0
0
分

5 月

32
8

79
8

9
40

12
5

13
2

0
0

18
3

63
1

38
1

60
2

26
95

0
11
9

17
3
0

0
3
4

0
1
6
7

6
1

1
7
2

1
1
3
0

運
転

日
数

17
39

2
4

17
18

0
0

11
29

21
33

2
6

0
6

6
1
0

0
5

0
2
0

1
1

1
9

8
7
日

運
転

時
間

38
時
間
00
分

82
時
間
30
分

30
分

4時
間
40
分

21
時
間
00
分

22
時
間
00
分

0分
0分

11
時
間
00
分

29
時
間
00
分

47
時
間
30
分

72
時
間
30
分

50
分

6時
間
80
分

0分
1
2
時
間
3
0
分

1
1
時
間
0
0
分

1
4
時
間
3
0
分

時
間
分

1
時
間
3
5
分

0
分

3
6
時
間
4
5
分

2
7
時
間
0
0
分

4
7
時
間
3
0
分

9
6
時

間
8
0
分

6 月

32
7

11
25

0
40

15
1

28
3

0
0

14
4

77
5

25
7

85
9

55
15
0

0
11
9

4
3
4

0
3
4

0
1
6
7

2
8

2
0
0

9
6
6

運
転

日
数

20
59

0
4

13
31

0
0

12
41

17
50

8
14

0
6

2
1
2

0
5

0
2
0

5
2
4

7
7
日

運
転

時
間

46
時
間
30
分

12
8時

間
60
分

0分
4時

間
40
分

12
時
間
40
分

34
時
間
40
分

0分
0分

13
時
間
00
分

42
時
間
00
分

33
時
間
30
分

10
5時

間
60
分

2時
間
40
分

9時
間
20
分

0分
1
2
時
間
3
0
分

2時
間
00
分

1
6
時
間
3
0
分

0
分

1
時
間
3
5
分

0
分

3
6
時
間
4
5
分

1
1
時
間
0
0
分

5
8
時
間
3
0
分

6
1
時

間
7
0
分

7 月

52
5

16
50

11
5

15
5

14
1

運
転

時
間

57
時
間
30
分

18
5時

間
90
分

16
時
間
05
分

42
4

0
0

19
7

97
2

40
5

12
64

19
16
9

0
11
9

29
6
3

0
3
4

0
1
6
7

6
5

2
6
5

1
4
9
6

運
転

日
数

23
82

4
8

14
45

0
0

16
57

21
71

2
16

0
6

3
1
5

0
5

0
2
0

5
2
9

8
8
日

20
時
間
45
分

13
時
間
00
分

47
時
間
40
分

0分
0分

16
時
間
00
分

58
時
間
00
分

62
時
間
00
分

16
7時

間
60
分

40
分

9時
間
60
分

0分
1
2
時
間
3
0
分

1
1
時
間
0
0
分

2
7
時
間
3
0
分

0
分

1
時
間
3
5
分

0
分

3
6
時
間
4
5
分

1
3
時
間
0
0
分

7
1
時
間
3
0
分

1
0
2
時

間
4
0
分

8 月

29
5

19
45

14
16
9

62
48
6

0
0

80
10
52

17
3

14
37

9
17
8

16
6

28
5

2
6
5

0
3
4

2
4

1
9
1

5
0

3
1
5

8
7
5

運
転

日
数

19
10
1

2
10

11
56

0
0

8
65

10
81

2
18

8
14

1
1
6

0
5

5
2
5

4
3
3

7
0
日

運
転

時
間

38
時
間
30
分

22
4時

間
20
分

40
分

20
時
間
85
分

11
時
間
00
分

58
時
間
40
分

0分
0分

8時
間
00
分

66
時
間
00
分

25
時
間
00
分

19
2時

間
60
分

50
分

10
時
間
10
分

20
時
間
00
分

3
2
時
間
3
0
分

1時
間
00
分

2
8
時
間
3
0
分

0
分

1
時
間
3
5
分

6
時
間
2
0
分

4
2
時
間
6
5
分

9
時
間
3
0
分

8
0
時
間
6
0
分

7
0
時

間
0
0
分

9 月

37
7

23
22

3
17
2

11
5

60
1

0
0

14
7

11
99

0
14
37

17
19
5

33
2

61
7

9
7
4

0
3
4

3
4

2
2
5

9
3

4
0
8

1
1
2
7

運
転

日
数

20
12
1

1
11

11
67

0
0

7
72

0
81

2
20

17
31

2
1
8

0
5

6
3
1

5
3
8

7
1
日

運
転

時
間

41
時
間
30
分

26
5時

間
50
分

20
分

21
時
間
05
分

11
時
間
00
分

69
時
間
40
分

0分
0分

7時
間
00
分

73
時
間
00
分

0分
19
2時

間
60
分

1時
間
10
分

11
時
間
20
分

37
時
間
30
分

6
9
時
間
6
0
分

2時
間
00
分

3
0
時
間
3
0
分

0
分

1
時
間
3
5
分

7
時
間
4
5
分

5
0
時
間
1
0
分

1
1
時
間
0
0
分

9
1
時
間
6
0
分

6
5
時

間
8
5
分

10 月

31
0

26
32

6
17
8

94

運
転

時
間

27
時
間
00
分

29
2時

間
50
分

20
分

69
5

0
0

77
12
76

0
14
37

3
19
8

36
1

97
8

0
7
4

0
3
4

1
1
0

3
3
5

5
9

4
6
7

1
0
2
0

運
転

日
数

20
14
1

1
12

10
77

0
0

8
80

0
81

1
21

16
47

0
1
8

0
5

1
2

4
3

4
4
2

7
2
日

21
時
間
25
分

10
時
間
00
分

79
時
間
40
分

0分
0分

8時
間
00
分

81
時
間
00
分

0分
19
2時

間
60
分

15
分

11
時
間
35
分

59
時
間
30
分

1
2
8
時
間
9
0
分

0分
3
0
時
間
3
0
分

0
分

1
時
間
3
5
分

2
9
時
間
1
5
分

7
9
時
間
2
5
分

7
時
間
3
0
分

9
8
時
間
9
0
分

1
0
3
時

間
9
0
分

11 月

32
3

29
55

14
19
2

10
3

79
8

0
0

78
13
54

0
14
37

10
20
8

32
8

13
06

0
7
4

0
3
4

4
3

3
7
8

4
6

5
1
3

9
4
5

運
転

日
数

17
15
8

2
14

13
90

0
0

6
86

0
81

2
23

18
65

0
1
8

0
5

8
5
1

6
4
8

7
2
日

運
転

時
間

26
時
間
00
分

31
8時

間
50
分

20
分

21
時
間
45
分

13
時
間
00
分

92
時
間
40
分

0分
0分

6時
間
00
分

87
時
間
00
分

0分
19
2時

間
60
分

35
分

11
時
間
70
分

39
時
間
00
分

1
6
7
時
間
9
0
分

0分
3
0
時
間
3
0
分

0
分

1
時
間
3
5
分

1
1
時
間
5
5
分

9
0
時
間
8
0
分

9
時
間
0
0
分

1
0
7
時
間
9
0
分

6
5
時

間
9
0
分

12 月

39
5

33
50

16
20
8

14
2

94
0

0
0

88
14
42

0
14
37

10
21
8

29
5

16
01

0
7
4

3
5

6
9

1
1

3
8
9

7
9

5
9
2

1
0
7
1

運
転

日
数

19
17
7

1
15

15
10
5

0
0

8
94

0
81

2
25

16
81

0
1
8

4
9

2
5
3

7
5
5

7
4
日

運
転

時
間

31
時
間
30
分

34
9時

間
80
分

55
分

22
時
間
00
分

17
時
間
00
分

10
9時

間
40
分

0分
0分

8時
間
00
分

95
時
間
00
分

0分
19
2時

間
60
分

40
分

12
時
間
10
分

40
時
間
30
分

2
0
8
時
間
2
0
分

0分
3
0
時
間
3
0
分

1
時
間
0
0
分

2
時
間
3
5
分

4
時
間
3
0
分

9
5
時
間
1
0
分

1
0
時
間
3
0
分

1
1
8
時
間
2
0
分

6
4
時

間
3
0
分

1 月

40
1

37
51

6
21
4

20
0

運
転

時
間

37
時
間
30
分

38
7時

間
10
分

20
分

11
40

25
0

25
0

18
6

16
28

14
37

0
21
8

20
5

18
06

7
4

0
6
9

1
1
2

5
0
1

2
2

6
1
4

1
6
3
2

運
転

日
数

19
19
6

1
16

23
12
8

16
16

14
10
8

81
0

25
15

96
1
8

0
9

1
2

6
5

3
5
8

1
0
3
日

22
時
間
20
分

23
時
間
00
分

13
2時

間
40
分

17
時
間
30
分

17
時
間
30
分

14
時
間
00
分

10
9時

間
00
分

19
2時

間
60
分

0分
12
時
間
10
分

34
時
間
00
分

2
4
2
時
間
2
0
分

3
0
時
間
3
0
分

0
分

2
時
間
3
5
分

7
3
時
間
3
0
分

1
6
8
時
間
4
0
分

6
時
間
3
0
分

1
2
4
時
間
5
0
分

1
4
4
時

間
9
0
分

2 月

28
7

40
38

7
22
1

76
12
16

97
34
7

50
16
78

14
37

16
23
4

78
18
84

7
4

0
6
9

6
8

5
6
9

1
2

6
2
6

7
8
8

運
転

日
数

18
21
4

1
17

10
13
8

12
28

5
11
3

81
2

27
4

10
0

1
8

0
9

1
0

7
5

1
5
9

6
3
日

運
転

時
間

32
時
間
30
分

41
9時

間
40
分

20
分

22
時
間
40
分

10
時
間
00
分

14
2時

間
40
分

13
時
間
00
分

30
時
間
30
分

5時
間
00
分

11
4時

間
00
分

19
2時

間
60
分

40
分

12
時
間
50
分

8時
間
00
分

2
5
0
時
間
2
0
分

3
0
時
間
3
0
分

0
分

2
時
間
3
5
分

9
時
間
3
0
分

1
7
7
時
間
7
0
分

4
時
間
3
0
分

1
2
8
時
間
8
0
分

4
0
時

間
0
0
分

3 月

40
1

44
39

7
22
8

72
12
88

10
0

44
7

41
17
19

14
37

4
23
8

25
4

21
38

7
4

0
6
9

6
2

6
3
1

8
6
3
4

1
0
4
9

運
転

日
数

21
23
5

1
18

8
14
6

13
41

6
11
9

81
1

28
18

11
8

1
8

0
9

1
0

8
5

1
6
0

7
9
日

運
転

時
間

32
時
間
00
分

45
1時

間
40
分

30
分

22
時
間
70
分

8時
間
00
分

15
0時

間
40
分

14
時
間
00
分

44
時
間
30
分

6時
間
00
分

12
0時

間
00
分

19
2時

間
60
分

25
分

12
時
間
75
分

35
時
間
30
分

2
8
5
時
間
5
0
分

3
0
時
間
3
0
分

0
分

2
時
間
3
5
分

1
3
時
間
3
0
分

1
9
1
時
間
0
0
分

1
時
間
0
0
分

1
2
9
時
間
8
0
分

6
9
時

間
8
5
分

リ
ー

ド
（ひ

97
）

リ
ー

ド
（ひ

98
）

リ
ー

ド
（
ひ

1
0
2
）

リ
ー

ド
（
ひ

1
0
3
）

ト
ゥ

デ
イ

（
か

1
0
4
）

リ
ー

ド
（ひ

82
）

リ
ー

ド
（ひ

83
）

リ
ー

ド
（ひ

84
）

リ
ー

ド
（ひ

90
）

リ
ー

ド
（ひ

91
）

44
39

22
8

12
88

44
7

17
19

リ
ー

ド
（ひ

96
）

リ
ー

ド
（ひ

95
）

14
37

23
8

21
38

74
6
9

6
3
1

6
3
4

運
転

日
数

23
5日

18
日

14
6日

41
日

11
9日

81
日

28
日

11
8日

18
日

9
日

8
5
日

6
0
日

運
転

時
間

45
1時

間
40
分

22
時
間
70
分

15
0時

間
40
分

44
時
間
30
分

12
0時

間
00
分

1
2
9
時
間
8
0
分

※
リ

ー
ド

（ひ
95

）・
リ

ー
ド

（ひ
98

）、
平

成
27

年
4
月

1日
提

供
物

品
、

平
成

28
年

1月
6日

返
納

。

19
2時

間
60
分

12
時
間
75
分

28
5時

間
50
分

30
時
間
30
分

2
時
間
3
5
分

1
9
1
時
間
0
0
分

H
27

最
終

累
計
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作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

作
業

量
（走

行
キ

ロ
数

）

【
H

2
8
年

度
実

績
】

提
供

物
件

名
リ

ー
ド

（ひ
82

）
リ

ー
ド

（ひ
83

）
リ

ー
ド

（ひ
84

）
リ

ー
ド

（ひ
90

）
リ

ー
ド

（ひ
91

）
リ

ー
ド

（ひ
96

）
リ

ー
ド

（ひ
10

2）
リ

ー
ド

（ひ
10

3）
ト

ゥ
デ

イ
（か

10
4
）

合
計

累
計

月
累
計

月
月

累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

月
累
計

4 月

0
0

15
15

12
1

12
1

43
43

45
45

34
34

0
0

18
1

18
1

51
5
1

5
3
3

運
転

日
数

0
0

5
5

15
15

5
5

2
2

4
4

0
0

17
17

6
6

5
9
日

運
転

時
間

0分
0分

1時
間
10
分

1時
間
10
分

15
時
間
00
分

15
時
間
00
分

5時
間
00
分

5時
間
00
分

14
時
間
00
分

14
時
間
00
分

2時
間
15
分

2時
間
15
分

0分
0分

23
時
間
30
分

2
3
時
間
3
0
分

9時
間
00
分

9時
間
0
0
分

7
4
時

間
5
5
分

5 月

0
0

3
18

10
7

22
8

70
11
3

17
0

21
5

0
34

0
0

17
1

35
2

0
5
1

5
9
1

運
転

日
数

0
0

1
6

14
29

10
15

9
11

0
4

0
0

21
38

0
6

6
5
日

運
転

時
間

0分
0分

10
分

1時
間
20
分

14
時
間
00
分

29
時
間
00
分

12
時
間
10
分

17
時
間
10
分

12
時
間
30
分

26
時
間
30
分

0分
2時

間
15
分

0分
0分

41
時
間
15
分

6
4
時
間
4
5
分

0分
9時

間
0
0
分

9
1
時

間
7
5
分

6 月

0
0

3
21

59
28
7

11
5

22
8

12
0

33
5

21
55

0
0

17
8

53
0

0
5
1

6
1
1

運
転

日
数

0
0

1
7

8
37

14
29

14
25

3
7

0
0

20
58

0
6

7
4
日

運
転

時
間

0分
0分

20
分

1時
間
40
分

8時
間
00
分

37
時
間
00
分

17
時
間
00
分

34
時
間
10
分

17
時
間
00
分

43
時
間
30
分

1時
間
30
分

3時
間
45
分

0分
0分

41
時
間
45
分

1
0
5
時
間
9
0
分

0分
9時

間
0
0
分

1
0
1
時

間
9
5
分

7 月

49
4

49
4

21
42

14
0

42
7

13
2

36
0

16
4

49
9

89
14
4

0
0

17
5

70
5

67
11
8

1
4
1
4

運
転

日
数

26
26

2
9

14
51

17
46

20
45

5
12

0
0

18
76

2
8

1
2
1
日

運
転

時
間

60
時
間
00
分

60
時
間
00
分

13
時
間
30
分

14
時
間
70
分

17
時
間
00
分

54
時
間
00
分

19
時
間
30
分

53
時
間
40
分

21
時
間
00
分

64
時
間
30
分

14
時
間
15
分

17
時
間
60
分

0分
0分

34
時
間
45
分

1
4
0
時
間
3
5
分

1
8
時
間
0
0
分

2
7
時
間
0
0
分

2
1
6
時

間
5
0
分

8 月

10
2

59
6

3
45

67
49
4

73
43
3

24
52
3

0
14
4

0
0

20
1

90
6

24
14
2

5
6
7

運
転

日
数

13
39

1
10

8
59

10
56

4
49

0
12

0
0

21
97

4
1
2

7
1
日

運
転

時
間

19
時
間
30
分

79
時
間
30
分

20
分

14
時
間
90
分

8時
間
00
分

62
時
間
00
分

12
時
間
00
分

65
時
間
40
分

5時
間
00
分

69
時
間
30
分

0分
17
時
間
60
分

0分
0分

34
時
間
15
分

1
7
4
時
間
5
0
分

6時
間
00
分

3
3
時
間
0
0
分

9
6
時

間
6
5
分

9 月

15
6

75
2

6
51

12
7

62
1

13
0

56
3

3
52
6

13
15
7

0
0

15
7

1,
06
3

5
14
7

7
2
7

運
転

日
数

12
51

2
12

14
73

10
66

1
50

2
14

0
0

14
11
1

1
1
3

6
6
日

運
転

時
間

27
時
間
30
分

10
6時

間
60
分

30
分

15
時
間
20
分

15
時
間
00
分

77
時
間
00
分

13
時
間
00
分

78
時
間
40
分

1時
間
00
分

70
時
間
30
分

1時
間
10
分

18
時
間
70
分

0分
0分

33
時
間
30
分

2
0
7
時
間
8
0
分

1時
間
00
分

3
4
時
間
0
0
分

1
0
5
時

間
0
0
分

10 月

88
84
0

0
51

55
67
6

0
56
3

14
0

66
6

4
16
1

0
0

12
8

1,
19
1

0
14
7

4
1
5

運
転

日
数

10
61

0
12

7
80

0
66

19
69

1
15

0
0

15
12
6

0
1
3

5
2
日

運
転

時
間

33
時
間
00
分

13
9時

間
60
分

0分
15
時
間
20
分

7時
間
00
分

84
時
間
00
分

0分
78
時
間
40
分

22
時
間
00
分

92
時
間
30
分

20
分

18
時
間
90
分

0分
0分

30
時
間
30
分

2
3
8
時
間
1
0
分

0分
3
4
時
間
0
0
分

9
2
時

間
5
0
分

11 月

86
92
6

0
51

15
5

83
1

0
56
3

15
4

82
0

10
17
1

0
0

12
9

1,
32
0

22
16
9

5
5
6

運
転

日
数

12
73

0
12

15
95

0
66

14
83

1
16

0
0

15
14
1

6
1
9

6
3
日

運
転

時
間

36
時
間
00
分

17
5時

間
60
分

0分
15
時
間
20
分

16
時
間
00
分

10
0時

間
00
分

0分
78
時
間
40
分

16
時
間
00
分

10
8時

間
30
分

40
分

19
時
間
30
分

0分
0分

45
時
間
00
分

2
8
3
時
間
1
0
分

5時
間
00
分

3
9
時
間
0
0
分

1
1
8
時

間
4
0
分

12 月

13
6

1,
06
2

0
51

16
6

99
7

0
56
3

55
87
5

8
17
9

38
38

17
9

1,
49
9

9
17
8

5
9
1

運
転

日
数

13
86

0
12

16
11
1

0
66

7
90

1
17

5
5

17
15
8

2
2
1

6
1
日

運
転

時
間

37
時
間
30
分

21
2時

間
90
分

0分
15
時
間
20
分

16
時
間
00
分

11
6時

間
00
分

0分
78
時
間
40
分

7時
間
00
分

11
5時

間
30
分

40
分

19
時
間
70
分

1時
間
50
分

1時
間
50
分

43
時
間
00
分

3
2
6
時
間
1
0
分

1時
間
00
分

4
0
時
間
0
0
分

1
0
6
時

間
2
0
分

1 月

11
9

1,
18
1

17
68

18
9

1,
18
6

0
56
3

0
87
5

12
19
1

19
57

18
1,
51
7

21
19
9

3
9
5

運
転

日
数

15
10
1

1
13

16
12
7

0
66

0
90

1
18

2
7

3
16
1

5
2
6

4
3
日

運
転

時
間

24
時
間
30
分

23
7時

間
20
分

6時
間
00
分

21
時
間
20
分

16
時
間
00
分

13
2時

間
00
分

0分
78
時
間
40
分

0分
11
5時

間
30
分

6時
間
00
分

25
時
間
70
分

2時
間
30
分

3時
間
80
分

6時
間
00
分

3
3
2
時
間
1
0
分

5時
間
30
分

4
5
時
間
3
0
分

6
5
時

間
9
0
分

2 月

46
1,
22
7

9
77

15
6

1,
34
2

0
56
3

0
87
5

17
20
8

62
11
9

0
1,
51
7

18
21
7

3
0
8

運
転

日
数

6
10
7

1
14

14
14
1

0
66

0
90

3
21

9
16

0
16
1

4
3
0

3
7
日

運
転

時
間

12
時
間
30
分

24
9時

間
50
分

20
分

21
時
間
40
分

14
時
間
00
分

14
6時

間
00
分

0分
78
時
間
40
分

0分
11
5時

間
30
分

1時
間
20
分

26
時
間
90
分

9時
間
00
分

12
時
間
80
分

0分
3
3
2
時
間
1
0
分

3時
間
00
分

4
8
時
間
3
0
分

3
9
時

間
7
0
分

3 月

87
1,
31
4

3
80

14
0

1,
48
2

0
56
3

0
87
5

5
21
3

0
11
9

0
1,
51
7

16
23
3

2
5
1

運
転

日
数

10
11
7

1
15

15
15
6

0
66

0
90

2
23

0
16

0
16
1

3
3
3

3
1
日

運
転

時
間

16
分

24
9時

間
66
分

20
分

21
時
間
60
分

15
時
間
00
分

16
1時

間
00
分

0分
78
時
間
40
分

0分
11
5時

間
30
分

40
分

27
時
間
30
分

0分
12
時
間
80
分

0分
3
3
2
時
間
1
0
分

2時
間
10
分

5
0
時
間
4
0
分

1
7
時

間
8
6
分

リ
ー

ド
（ひ

82
）

リ
ー

ド
（ひ

83
）

リ
ー

ド
（ひ

84
）

リ
ー

ド
（ひ

90
）

リ
ー

ド
（ひ

91
）

リ
ー

ド
（ひ

96
）

リ
ー

ド
（ひ

10
2）

リ
ー

ド
（ひ

10
3）

ト
ゥ

デ
イ

（か
10

4
）

H
28

最
終

累
計

1,
31
4

80
1,
48
2

56
3

87
5

21
3

11
9

運
転

日
数

11
7日

15
日

15
6日

66
日

90
日

78
時
間
40
分

11
5時

間
30
分

27
時
間
30
分

12
時
間
80
分

1,
51
7

23
3

23
日

16
日

33
2時

間
10
分

50
時
間
40
分

16
1日

33
日

運
転

時
間

24
9時

間
66
分

21
時
間
60
分

16
1時

間
00
分
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平
成
2
5
年
か
ら
平
成
2
8
年
ま
で
の
、
苦
情
・
要
望
処
理
件
数
を
以
下
に
示
す
。

【
平
成
2
5
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
海
洋
博
覧
会
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

4
4

4
1

2
2

5
3

2
7

3
1

2
1

3
5

2
5

5
5

3
2

2
7

4
1
3

1
0

2
5

1
3

1
2

6
6

1
1
5

1
0

3
8
3

1
1

1
1

5
4

5
2

2
4

5
8

4
0

4
3

2
7

4
1

2
6

7
0

4
2

3
0

5
0
7

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

1
3

1
4

5
2
5

1
0

1
3

1
1

1
6

1
2

3
0

1
9

9
1
7
7

接
遇
関
係
（
営
業
）

2
3

3
3

2
1

2
5

3
1

2
5

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
2

8
9

8
6

7
6

8
4

4
1

7
8
0

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

2
1

1
3

7

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

3
3

2
1

2
4

1
5

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

1
3

7
5

7
2

5
3

3
4

8
4

3
6
4

イ
ベ
ン
ト
関
係

4
4

3
7

6
1

1
6

1
8

4
4
5

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

6
2

4
5

4
1

8
2

1
3
3

接
遇
関
係
（
営
業
）

1
2

3
3

2
1
1

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

3
5

2
1

2
2

1
1
6

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

1
1

2

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

1
1

2

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

1
1

4
1

2
1

1
1
1

イ
ベ
ン
ト
関
係

2
2

2
2

8

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

3
3

接
遇
関
係
（
営
業
）

8
8

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

イ
ベ
ン
ト
関
係

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

苦
情
・要

望
対
応
処
理

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計

情
報
共
有

担
当
課

対
応
案
件

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

公
園
事
務
所

調
整
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件
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a7095
長方形

a7095
タイプライターテキスト
別紙２３



【
平
成
2
6
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
海
洋
博
覧
会
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

2
9

3
2

1
4

2
3

2
7

2
1

1
2

1
2

2
5

1
2

2
7

3
2

2
6
6

1
2

1
2

1
5

1
3

5
1

5
9

7
1
0

6
8
6

2
2

1
1

4
1

4
4

1
5

2
8

4
1

2
6

1
3

1
9

3
4

1
9

3
7

3
8

3
5
5

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

1
1

1
7

1
9

6
9

1
3

1
0

2
1
3

7
8
9

接
遇
関
係
（
営
業
）

1
1

5
1

1
3

3
1
5

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

4
4

7
4

1
1

4
5

6
3

3
7

1
3

7
1

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

2
2

4

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

4
1

2
3

2
1
2

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

6
5

4
5

4
4

3
3

7
1

3
6

5
1

イ
ベ
ン
ト
関
係

1
6

1
2

1
2

4
5

1
1

2
4

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

2
4

1
4

6
3

1
3

4
3

2
3
3

接
遇
関
係
（
営
業
）

2
2

1
2

2
1

1
0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
1

2
2

2
2

1
1

1
2

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

1
1

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

3
2

1
3

2
1
1

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

4
1

3
1

1
1

1
1

イ
ベ
ン
ト
関
係

3
2

1
1

1
8

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

接
遇
関
係
（
営
業
）

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

2
2

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

イ
ベ
ン
ト
関
係

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
1

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

公
園
事
務
所

調
整
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計

情
報
共
有

担
当
課

対
応
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件
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【
平
成
2
7
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
海
洋
博
覧
会
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

2
1

1
2

1
9

1
3

2
8

2
2

1
7

1
8

1
4

3
2

2
0

2
3

2
3
9

8
9

7
1
9

2
3

2
6

1
1

9
4

1
2

1
4

1
0

1
5
2

5
4

1
4

1
3

1
8

3
4

2
5

2
7

3
6

5
2

4
8

2
8

3
0

1
8

4
4

3
4

3
3

4
0
9

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

1
3

8
6

7
8

7
9

4
1
3

5
1
0

9
0

接
遇
関
係
（
営
業
）

1
2

1
5

1
1
0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
5

3
2

2
3

1
4

7
5

6
3
9

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

1
1

1
3

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

3
1

2
1

1
2

1
3

2
1
6

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

2
2

4
5

1
1

7
4

5
4

7
5

3
5
9

イ
ベ
ン
ト
関
係

3
1

2
4

1
2

2
3

2
2

2
2

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

3
4

2
8

8
4

3
2

1
3

7
6

5
1

接
遇
関
係
（
営
業
）

2
2

1
4

5
6

2
2

1
2

2
7

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

2
1

4
3

9
4

2
2

6
3

3
3
9

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

1
2

1
1

5

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

2
2

4

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

1
1

2
1

2
2

2
3

1
1

1
6

イ
ベ
ン
ト
関
係

1
2

4
1

1
1

1
0

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

1
2

1
2

6

接
遇
関
係
（
営
業
）

2
1

3

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

2
1

2
1

3
9

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

イ
ベ
ン
ト
関
係

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

④
公
園
事
務
所

調
整
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計

①
情
報
共
有

②
担
当
課

対
応
案
件

③
セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件
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【
平
成
2
8
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
海
洋
博
覧
会
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

2
2

1
9

1
5

2
1

4
1

3
4

2
8

2
8

1
5

1
3

1
3

2
6

2
7
5

1
6

2
0

1
1

2
3

2
0

2
7

6
1
2

1
5

7
1
1

1
5
0

1
1

3
8

3
9

2
6

4
4

6
1

3
6

3
5

3
5

2
7

2
8

2
0

3
7

4
2
6

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

2
0

8
9

7
9

7
1

3
1
1

1
6

8
2

接
遇
関
係
（
営
業
）

1
3

2
2

1
5

1
4

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

2
1
7

1
8

1
6

1
9

5
4

6
8
7

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

1
1

2

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

2
1

2
1

1
2

2
1

1
2

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

1
9

5
8

1
0

7
1
0

9
5

3
8

7
5

イ
ベ
ン
ト
関
係

1
2

3

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

8
4

2
1
0

1
3

1
2

2
4

5
1

5
5
7

接
遇
関
係
（
営
業
）

3
2

3
4

1
1

5
1

1
2
1

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
6

3
6

7
5

3
1

4
1

3
7

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

1
3

1
1

2
1

9

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

3
5

2
3

2
3

3
2
1

イ
ベ
ン
ト
関
係

5
5

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
）

接
遇
関
係
（
営
業
）

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

イ
ベ
ン
ト
関
係

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
1

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
動
物
維
持
管
理
）

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

④
公
園
事
務
所

調
整
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計

①
情
報
共
有

②
担
当
課

対
応
案
件

③
セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件
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【
平
成
2
5
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
首
里
城
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

2
2

1
2

1
9

1
3

1
2

1
2

1
6

1
0

1
6

7
9

1
3
0

2
1
1

3
1
2

1
3

5
5

6
6

6
5

7
8
1

1
1

1
1

2
2

3
4

4
3

2
2

4
1
4

1
6

3
1

2
7

1
8

1
9

2
4

1
9

2
6

1
6

1
9

2
3
3

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

2
4

1
0

3
8

7
1
0

3
1
0

3
6

6
6

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
3

6
5

2
3

3
1

3
3

1
3
1

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

3
3

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

1
1

1
1

1
5

イ
ベ
ン
ト
関
係

5
4

2
2

2
5

2
1

2
2
5

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

2
6

2
1
2

1
1

4
4

6
6

5
5

5
6
8

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
1

2
1

1
1

1
8

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

イ
ベ
ン
ト
関
係

4
1

5

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

イ
ベ
ン
ト
関
係

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

1
1

1
1

2
2

3
4

4
3

2
2

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

情
報
共
有

担
当
課

対
応
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件

公
園
事
務
所

調
整
案
件

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計
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【
平
成
2
6
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
首
里
城
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

2
5

1
6

7
7

9
1
9

1
6

1
7

1
4

1
5

1
6

6
1
6
7

1
1

4
8

1
4

3
0

0
0

0
0

0
3
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

2
6

1
8

1
1

1
5

2
3

2
2

1
6

1
7

1
4

1
5

1
6

6
1
9
9

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

1
9

1
0

0
3

2
1
2

9
6

8
1
0

5
2

8
6

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

3
1

6
3

3
4

3
9

3
1

8
3

4
7

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
2

0
0

0
0

0
1

0
2

1
0

6

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

1
0

0
0

2
0

0
0

0
1

1
0

5

イ
ベ
ン
ト
関
係

2
3

1
1

2
3

4
1

3
1

1
1

2
3

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

1
1

2
6

3
3

0
0

0
0

0
0

1
6

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

4

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
ベ
ン
ト
関
係

0
0

0
2

9
0

0
0

0
0

0
0

1
1

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
ベ
ン
ト
関
係

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

①
情
報
共
有

②
担
当
課

対
応
案
件

③
セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件

④
公
園
事
務
所

調
整
案
件

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計
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【
平
成
2
7
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
首
里
城
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

9
7

8
9

1
3

8
8

1
2

1
0

1
3

1
0

9
1
1
6

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2

9
7

9
9

1
4

8
8

1
2

1
1

1
3

1
0

1
1

1
2
1

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

6
5

6
4

6
5

3
5

5
8

6
2

6
1

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

2
1

0
4

3
2

2
3

2
2

2
4

2
7

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

1
1

1
0

0
0

0
1

4

イ
ベ
ン
ト
関
係

1
1

2
1

3
0

2
4

3
3

2
2

2
4

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

3

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
ベ
ン
ト
関
係

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
ベ
ン
ト
関
係

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

①
情
報
共
有

②
担
当
課

対
応
案
件

③
セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件

④
公
園
事
務
所

調
整
案
件

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計
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【
平
成
2
8
年
度
】
「
お
客
様
及
び
職
員
か
ら
の
声
」
集
計
（
首
里
城
地
区
）

（
件
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

1
0

1
4

1
6

1
3

9
9

8
1
1

6
9

7
1
0

1
2
2

1
0

0
0

4
1

0
0

0
0

0
0

6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

1
3

1
4

1
6

1
3

1
3

1
0

8
1
1

6
9

7
1
0

1
3
0

（
件
）

種
別

細
別

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

6
9

7
7

3
4

4
4

4
3

2
5

5
8

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
2

7
3

4
3

2
5

1
1

1
2

3
1

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

2

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

1
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4

イ
ベ
ン
ト
関
係

3
2

0
2

2
2

2
2

1
4

4
3

2
7

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

1
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

4

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
ベ
ン
ト
関
係

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1

接
遇
関
係
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
・
営
業
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
清
掃
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
ベ
ン
ト
関
係

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

公
園
施
設
関
係
（
施
設
維
持
管
理
）

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

公
園
施
設
関
係
（
植
物
維
持
管
理
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

①
情
報
共
有

②
担
当
課

対
応
案
件

③
セ
ン
タ
ー
会
議

対
応
案
件

④
公
園
事
務
所

調
整
案
件

情
報
共
有

担
当
課
対
応
案
件

セ
ン
タ
ー
会
議
対
応
案
件

公
園
事
務
所
調
整
案
件

合
　
　
　
計
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危機管理対応実績①＜事故対応等＞（海洋博覧会地区、首里城地区）

【平成25年度】 （単位：件）

事故 事件
病気

(急性症状）
病気

（既往症悪化）
車両事故 その他 計

4月 2 0 0 1 0 0 3
5月 1 0 0 0 0 0 1
6月 1 0 1 0 0 0 2
7月 0 0 1 0 0 0 1
8月 0 0 1 0 0 0 1
9月 1 0 1 0 0 0 2
10月 1 0 1 0 0 0 2
11月 3 0 0 1 0 0 4
12月 1 0 0 1 0 0 2
1月 1 0 2 0 0 0 3
2月 0 0 0 0 0 0 0
3月 1 0 0 0 0 0 1
計 12 0 7 3 0 0 22

【平成26年度】 （単位：件）

事故 事件
病気

(急性症状）
病気

(既往症悪化）
車両事故 その他 計

4月 0 0 0 0 0 0 0
5月 3 0 0 1 0 0 4
6月 0 0 1 0 0 0 1
7月 4 0 1 0 0 1 6
8月 0 0 0 0 0 1 1
9月 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 0 2 0 0 0 3
11月 1 0 0 0 0 0 1
12月 0 0 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0 1 1
2月 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 1 0 0 0 1
計 9 0 5 1 0 3 18

【平成27年度】 （単位：件）

事故 事件
病気

(急性症状）
病気

(既往症悪化）
車両事故 その他 計

4月 2 0 1 0 0 0 3
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 1 0 0 0 2
10月 1 0 1 0 0 0 2
11月 1 0 0 0 0 0 1
12月 0 0 0 0 0 0 0
1月 2 0 0 0 0 0 2
2月 1 0 1 0 0 0 2
3月 0 0 0 0 0 0 0
計 8 0 4 0 0 0 12

【平成28年度】 （単位：件）

事故 事件
病気

(急性症状）
病気

(既往症悪化）
車両事故 その他 計

4月 0 0 0 0 0 0 0
5月 1 0 1 0 0 0 2
6月 0 0 3 0 0 0 3
7月 2 0 2 0 0 0 4
8月 0 0 4 0 0 0 4
9月 1 0 1 0 0 0 2
10月 3 0 1 0 0 0 4
11月 0 0 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0
1月 2 0 1 0 0 0 3
2月 0 0 0 0 0 1 1
3月 0 0 1 0 0 0 1
計 9 0 14 0 0 1 24

危機管理対応実績
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
5
年
度

【
事

　
故

】

発
生
日
時

事
故
の

大
分
類

事
故
の

種
類

件
名
・
被
害
の
程
度

被
害
の
概
要
又
は
状
況

発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
3
/
4
/
5

事
故

負
傷

腰
打
撲

7
2
歳
女
性
が
車
い
す
を
押
し
て
動
く
歩
道
に
入
っ
た
際
、
車
い
す
が
後

ろ
に
倒
れ
て
転
倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
医
師
会
病
院
へ
搬
送

し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

中
央
ゲ
ー
ト
動
く
歩
道

お
客
様

7
2
歳

女
性

2
0
1
3
/
4
/
1
3

事
故

負
傷

頭
部
擦
り
傷

7
9
歳
女
性
が
ビ
ー
チ
を
散
策
し
て
い
る
際
、
岩
場
で
足
を
と
ら
れ
て
転

倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
医
師
会
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル
ド
ビ
ー
チ

お
客
様

7
9
歳

女
性

2
0
1
3
/
5
/
5

事
故

負
傷

後
頭
部
打
撲

5
歳
男
児
が
噴
水
か
ら
転
落
し
後
頭
部
を
う
っ
た
。
救
急
車
要
請
を
行

い
北
部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
噴
水

お
客
様

5
歳

男
児

2
0
1
3
/
6
/
1
3

事
故

負
傷

右
肩
脱
臼

1
4
歳
男
児
が
走
っ
て
い
た
際
、
友
人
の
洋
服
を
つ
か
ん
だ
と
こ
ろ
、
ふ
り

ほ
ど
か
れ
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
転
倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
病
院
へ

搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル
ド
ビ
ー
チ

お
客
様

1
4
歳

男
児

2
0
1
3
/
9
/
4

事
故

負
傷

右
足
か
か
と
骨
折
の
疑
い

4
0
歳
男
性
が
城
壁
に
よ
じ
登
り
着
地
し
た
際
、
右
足
の
か
か
と
を
地
面

に
強
打
。
救
急
車
要
請
を
行
い
大
浜
第
一
病
院
へ
搬
送
し
た
。

首
里
城
地
区

右
掖
門
～
久
慶
門
間
園

路
お
客
様

4
0
歳

男
性

2
0
1
3
/
1
0
/
1
9

事
故

負
傷

頭
頂
部
及
び
後
頭
部
の
腫
れ

及
び
出
血

7
9
歳
女
性
が
階
段
を
下
り
て
い
た
と
こ
ろ
転
倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い

南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
搬
送
し
た
。

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
下
階
段
園
路

お
客
様

7
9
歳

女
性

2
0
1
3
/
1
1
/
3

事
故

負
傷

腰
打
撲

6
4
歳
女
性
が
足
を
滑
ら
せ
て
転
倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い
那
覇
市
立

病
院
へ
搬
送
し
た
。

首
里
城
地
区

京
の
内
御
嶽
前
園
路

お
客
様

6
4
歳

女
性

2
0
1
3
/
1
1
/
1
1

事
故

負
傷

前
頭
部
腫
脹
及
び
皮
下
出
血

1
歳
の
女
児
が
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
転
倒
し
頭
を
う
っ
た
。
救
急
車
要
請

を
行
い
那
覇
市
立
病
院
へ
搬
送
し
た

首
里
城
地
区

木
曳
門
近
く
園
路

お
客
様

1
歳

女
児

2
0
1
3
/
1
1
/
3
0

事
故

負
傷

右
手
の
は
れ
、
し
び
れ
、
痛
み

1
7
歳
男
性
が
カ
メ
の
浜
散
策
中
に
カ
ツ
オ
ノ
エ
ボ
シ
を
触
っ
た
。
救
急

車
要
請
を
行
い
北
部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

カ
メ
の
浜

お
客
様

1
7
歳

男
性

 
別紙-286



危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
5
年
度

発
生
日
時

事
故
の

大
分
類

事
故
の

種
類

件
名
・
被
害
の
程
度

被
害
の
概
要
又
は
状
況

発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
3
/
1
2
/
2
5

事
故

そ
の
他

左
上
腕
部
脱
臼
及
び
骨
折
の

疑
い

3
3
歳
男
性
が
階
段
を
下
り
て
い
た
と
こ
ろ
転
倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い

南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
搬
送
し
た
。

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
下
階
段
園
路

お
客
様

3
3
歳

男
性

2
0
1
4
/
1
/
2
9

事
故

そ
の
他

右
手
首
骨
折
の
疑
い

5
3
歳
女
性
が
畳
間
に
て
転
倒
。
救
急
車
要
請
を
行
い
那
覇
市
立
病
院

へ
搬
送
し
た
。

首
里
城
地
区

奥
書
院
内
畳
間

お
客
様

5
3
歳

女
性

2
0
1
4
/
3
/
3
1

事
故

負
傷

左
手
薬
指
骨
折
の
疑
い

4
4
歳
女
性
が
石
畳
を
歩
い
て
い
た
際
つ
ま
ず
き
転
倒
。
救
急
車
要
請
を

行
い
北
部
医
師
会
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

お
き
な
わ
郷
土
村

お
客
様

4
4
歳

女
性

 
別紙-287



危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
5
年
度

【
病

気
(急

性
症

状
）
】

発
生
日
時

事
故
の

大
分
類

事
故
の

種
類

件
名
・
被
害
の
程
度

被
害
の
概
要
又
は
状
況

発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
3
/
6
/
2
0

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

過
呼
吸

2
0
代
女
性
が
過
呼
吸
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
病
院
へ
搬
送
し

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

バ
ス
駐
車
場

お
客
様

2
0
代

女
性

2
0
1
3
/
7
/
1
4

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

体
調
不
良

2
0
代
男
性
が
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
を
飲
ん
で
い
た
と
こ
ろ
意
識
を
失
う
。

救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
医
師
会
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル
ド
ビ
ー
チ

お
客
様

2
0
代

男
性

2
0
1
3
/
8
/
7

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

体
調
不
良

3
1
歳
女
性
が
体
調
不
良
、
手
足
に
軽
い
し
び
れ
。
救
急
車
要
請
を
行
い

北
部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

公
園
内

お
客
様

3
1
歳

女
性

2
0
1
3
/
9
/
1
3

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

回
転
性
め
ま
い
、
吐
気

4
9
歳
女
性
が
遊
泳
し
て
い
た
と
こ
ろ
め
ま
い
と
吐
気
。
救
急
車
要
請
を

行
い
北
部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル
ド
ビ
ー
チ

お
客
様

4
9
歳

女
性

2
0
1
3
/
1
0
/
2
8

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

体
調
不
良

1
6
歳
女
性
が
海
洋
博
公
園
に
到
着
直
後
に
嘔
吐
し
体
調
不
良
。
救
急

車
要
請
を
行
い
北
部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

バ
ス
駐
車
場

お
客
様

1
6
歳

女
性

2
0
1
4
/
1
/
1
5

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

頭
痛

3
9
歳
男
性
が
頭
痛
、
ろ
れ
つ
が
ま
わ
ら
な
い
症
状
あ
り
。
救
急
車
要
請

を
行
い
北
部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様

3
9
歳

男
性

2
0
1
4
/
1
/
1
6

病
気

(急
性
症
状
）

そ
の
他

後
頭
部
打
撲

1
7
歳
男
性
が
歩
い
て
い
る
際
立
ち
く
ら
み
を
お
こ
し
後
方
へ
倒
れ
、
後

頭
部
を
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
強
打
す
る
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
病
院

へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ジ
ン
ベ
エ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
付

近
お
客
様

1
7
歳

男
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
5
年
度

【
病

気
(既

往
症

悪
化

）
】

発
生
日
時

事
故
の

大
分
類

事
故
の

種
類

件
名
・
被
害
の
程
度

被
害
の
概
要
又
は
状
況

発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
3
/
4
/
2
3

病
気

（
既
往
症
悪
化
）

そ
の
他

体
調
不
良

6
4
歳
女
性
が
体
調
不
良
、
来
園
前
か
ら
体
調
が
悪
く
持
病
の
薬
も
服

用
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
病
院
へ
搬

送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で
付
近

お
客
様

6
4
歳

女
性

2
0
1
3
/
1
1
/
1
1

病
気

（
既
往
症
悪
化
）

そ
の
他

発
疹

1
6
歳
女
性
が
小
麦
粉
ア
レ
ル
ギ
ー
の
持
病
が
あ
る
が
、
来
園
前
に
ち

ん
す
こ
う
を
食
べ
発
疹
の
症
状
が
で
た
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
病

院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

園
内

お
客
様

1
6
歳

女
性

2
0
1
3
/
1
2
/
3
0

病
気

（
既
往
症
悪
化
）

そ
の
他

鼻
血

7
8
歳
女
性
が
鼻
か
ら
出
血
。
以
前
に
も
数
回
同
じ
症
状
が
あ
り
病
院
に

て
処
置
し
た
こ
と
が
あ
る
。
救
急
車
要
請
を
行
い
北
部
医
師
会
病
院
へ

搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

園
内

お
客
様

7
8
歳

女
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜

事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
6
年
度

【
事

　
故

】

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
4
/
5
/
2

事
故

負
傷

裂
傷

【
9
：
3
5
頃

】
遠

足
で
来

て
い
た
同

級
生

と
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル

フ
を
行
っ
て
い
る
際
、
同
級
生
が
（
通

常
使

用
の

範
囲

で
）
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
振

り
上

げ
た
と
こ
ろ
顎

に
あ
た
り
負
傷
し
た
。

【
9
：
4
0
頃

】
先

生
よ
り
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
へ

救
急

車
要

請
の

依
頼
あ
り
。
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
か

ら
利

用
サ

ー
ビ
ス
へ

連
絡

し
救

急
車

要
請

を
要

請
。
そ
の

後
看
護
師
と
2
F
植
物
園
事
務

所
へ

連
絡

。
【
9
：
4
5
頃

】
担

当
者

2
名

到
着

。
先

生
に
よ
る
応

急
処

置
あ
り
。

【
1
0
：
0
0
頃

】
救

急
車

到
着

。
負

傷
者

は
自

分
で
歩

い
て
救

急
車
へ
乗
り
込
む
。

【
1
0
：
0
5
頃

】
救

急
車

出
発

。

海
洋
博
覧
会
地
区

植
物
園
グ
ラ
ン
ド

ゴ
ル
フ
コ
ー
ス

お
客
様

2
0
1
4
/
5
/
4

事
故

負
傷

打
撲

【
1
4
：
3
5
頃

】
警

備
員

よ
り
負

傷
者

及
び
救

急
車

要
請

の
連

絡
あ
り
。
ち
び
っ
こ
と
り
で
の
石
垣

か
ら
石

垣
へ

飛
び
移

る
際

に
足

を
踏

み
外

し
地

面
に
左

顔
面

を
打
ち
付
け
打
撲
。
付
添
の
方

よ
り
救

急
車

要
請

を
行

う
。

【
1
4
：
4
0
頃

】
救

急
車

、
ち
び
っ
こ
と
り
で
に
到

着
。

【
1
4
：
5
3
頃

】
傷

病
者

と
奥

さ
ん
を
乗

せ
県

立
北

部
病

院
に
向

け
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
ど
り
で

（
黒
潮
ゾ
ー
ン
）

お
客
様

2
0
1
4
/
5
/
4

事
故

負
傷

頭
部

打
撲

【
1
9
：
2
0
頃

】
P
5
駐

車
場

で
肩

車
を
し
て
い
た
お
子

さ
ん
が

お
尻

か
ら
落
下
し
頭
を
強
打
。
泣
い

て
お
り
目

の
焦

点
も
あ
っ
て
い
な
か

っ
た
た
め
お
客

様
よ
り
救

急
車
要
請
。

【
1
9
：
2
8
頃

】
救

護
室

P
5
駐

車
場

に
到

着
。

【
1
9
：
3
5
頃

】
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

P
5
駐
車
場

お
客
様

2
0
1
4
/
7
/
1
9

事
故

負
傷

裂
傷

意
識

不
明

【
1
4
：
3
5
頃

】
救

護
室

に
男

性
が

来
室

し
て
擦

過
傷

の
処

置
を
希
望
す
る
。
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

近
く
の

園
路

で
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
で
走

っ
て
い
て
転

倒
し
た
と
の

こ
と
。
顔
色
不
良
（
土
色
）
、
来

室
時

意
識

レ
ベ
ル

ク
リ
ア
で
あ
っ
た
が

傷
の

処
置

を
す
る
た
め
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
ろ
う
と
し
た
瞬

間
、
意

識
消

失
あ
り
。
医

者
よ
り
転

倒
時

に
頭

部
を
強

打
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
頭

部
打

撲
後

に
意

識
消

失
し
て
い
る
こ
と
で
頭

蓋
内

疾
患

（
脳
出

血
や
脳
挫
傷
）
の
鑑
別
検
査

が
必

要
と
言

わ
れ

、
病

院
で
の

救
急

受
診

の
必

要
性

に
つ
い
て
説
明
を
行
う
。
本
人
承
諾
の

元
、
救

急
車

要
請

を
行

う
。

【
1
9
：
2
0
頃

】
救

急
車

要
請

を
行

う
が

、
待

機
車

輌
は

出
て
い
る
為
到
着
ま
で
2
5
分
要
す
る
。

【
1
9
：
4
0
頃

】
救

急
車

到
着

し
1
9
時

4
5
分

、
友

人
が

同
乗

し
救
急

車
発
車
。
ク
リ
ス
タ
ル
ゲ
ー
ト

を
経

由
し
北

部
病

院
へ

搬
送

と
な
る
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

近
く
園
路

お
客
様

2
0
1
4
/
7
/
1
9

事
故

負
傷

前
額

部
出

血

【
1
9
：
4
0
頃

】
母

親
に
抱

か
れ

て
来

室
。
お
で
こ
左

上
を
切

っ
て
い
て
キ
ズ
深
く
出
血
多
量
。
状

況
と
し
て
、
抱

っ
こ
し
て
い
た
の

を
下

ろ
そ
う
と
し
た
と
き
母

親
の
足
に
躓
き
石
で
で
き
た
ベ
ン
チ

の
角

に
ぶ

つ
け
た
と
の

こ
と
。

【
1
9
：
4
5
頃

】
家

族
の

希
望

に
よ
り
救

急
車

要
請

。
【
2
0
：
0
6
頃

】
救

急
車

、
北

ゲ
ー
ト
よ
り
入

園
し
ハ

イ
サ

イ
到

着
。

【
2
0
：
1
0
頃

】
救

急
車

は
通

用
門

よ
り
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
横

の
芝
生
ゾ
ー
ン

お
客
様

2
0
1
4
/
7
/
2
3

事
故

負
傷

頭
部

出
血

【
1
5
：
2
5
頃

】
中

央
案

内
所

ス
タ
ッ
フ
よ
り
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
乗
り
場
付
近
で
け
が
人
が
で
た
の
で

確
認

し
て
き
ま
す
。
」
と
連

絡
が

入
る
。

【
1
5
：
2
8
頃

】
中

央
案

内
所

ス
タ
ッ
フ
よ
り
「
頭

部
よ
り
出

血
あ
り
、
救
急
車
要
請
お
願
い
し
ま

す
」
と
要

請
が

入
る
。
中

央
案

内
ス
タ
ッ
フ
は

そ
の

ま
ま
止

血
や

看
護
師
要
請
な
ど
を
行
う
。

【
1
5
：
3
0
頃

】
事

務
所

よ
り
救

急
車

要
請

を
行

う
。

【
1
5
：
3
5
頃

】
水

族
館

よ
り
看

護
師

到
着

。
す
ぐ
に
止

血
な
ど
の
応
急
処
置
に
入
る
。

【
1
5
：
4
0
頃

】
救

急
車

、
P
3
駐

車
場

よ
り
駐

車
場

内
に
停

車
。

【
1
5
：
5
3
頃

】
県

立
北

部
病

院
へ

搬
送

。

海
洋
博
覧
会
地
区

中
央
ゲ
ー
ト

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
付

近
お
客
様
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜

事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
6
年
度

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
4
/
7
/
2
5

事
故

負
傷

複
数

個
所

裂
傷

【
1
8
：
4
5
頃

】
水

族
館

救
護

室
の

チ
ャ
イ
ム
が

鳴
る
。
担

当
者

が
救
護
室
に
向
か
う
と
、
水
族
館

案
内

員
が

お
り
、
ジ
ン
ベ
エ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の

周
辺

園
路

で
転

倒
し
、
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
高
齢

の
男

性
が

い
る
と
の

こ
と
で
、
救

護
室

の
車

い
す
を
取

り
に
来

て
い
た
。
水
族
館
案
内
員
と
共

に
現

場
に
向

か
う
。
傷

病
者

は
意

識
あ
り
、
元

看
護

士
と
い
う
奥
様
と
一
緒
に
園
路
に
座
っ
て

い
る
。
周

囲
に
ご
家

族
も
い
る
。
奥

様
の

要
望

で
救

護
室

に
て
処
置
希
望
。

【
1
8
：
5
6
頃

】
救

護
室

着
、
館

内
の

A
E
D
を
点

検
し
て
い
た
看
護

師
が
合
流
。
処
置
を
始
め
る

が
、
裂

傷
箇

所
多

く
傷

口
が

深
い
箇

所
も
あ
る
。
ま
た
出

血
も
止
ま
ら
な
い
為
、
ご
家
族
の
要

請
で
救

急
車

対
応

と
な
る
。
（
転

倒
時

に
顔

面
蒼

白
が

あ
っ
た
。
）

【
1
9
：
0
5
頃

】
担

当
者

、
救

急
車

要
請

を
行

う
。

【
1
9
：
1
5
頃

】
救

急
車

、
北

ゲ
ー
ト
よ
園

内
へ

入
る
。

【
1
9
：
1
8
頃

】
救

急
車

、
水

族
館

管
理

事
務

所
に
到

着
。

【
1
9
：
2
5
頃

】
救

急
車

、
傷

病
者

と
奥

様
を
乗

せ
水

族
館

管
理
事

務
所
を
出
発
。
医
師
会
病
院

へ
搬

送
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ジ
ン
ベ
エ
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
周
辺
園
路

お
客
様

2
0
1
4
/
1
0
/
1

事
故

負
傷

骨
折

の
疑

い

【
1
1
：
0
0
頃

】
中

央
噴

水
広

場
動

く
歩

道
立

哨
警

備
よ
り
、
噴
水

広
場
に
転
倒
し
て
ケ
ガ
を
し
て

い
る
お
客

様
（
修

学
旅

行
生

）
が

い
る
の

で
無

線
に
て
看

護
師

要
請
あ
り
。
水
族
館
看
護
師
が

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

の
利

用
サ

ー
ビ
ス
案

内
員

に
様

子
を
見

に
行

っ
て
も
ら
う
よ
う
指
示
後
、
噴

水
広

場
へ

急
行

。
利

用
サ

ー
ビ
ス
案

内
員

よ
り
お
客

様
を
車
い
す
に
て
ハ
イ
サ
イ
救
護
室
へ

移
動

。
引

率
教

諭
も
同

行
。
看

護
師

ハ
イ
サ

イ
救

護
室

到
着

。
右
足
首
に
変
形
あ
り
。
中
央

ゲ
ー
ト
階

段
を
友

人
た
ち
と
走

っ
て
駆

け
下

り
て
い
る
最

中
に
踏
み
外
し
転
倒
。
右
足
首
を
負

傷
。
骨

折
の

疑
い
あ
り
と
判

断
。

【
1
1
：
0
5
頃

】
引

率
教

諭
に
了

承
を
得

て
救

急
車

要
請

。
【
1
1
：
1
5
頃

】
救

急
車

到
着

。
【
1
1
：
3
0
頃

】
県

立
北

部
病

院
に
向

け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

中
央
ゲ
ー
ト
階
段

お
客
様

2
0
1
4
/
1
1
/
9

事
故

負
傷

骨
折

の
疑

い

【
1
3
：
2
3
頃

】
両

親
と
傷

病
者

が
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

案
内

所
カ
ウ
ン
タ
ー
を
訪
れ
、
案
内
員
が
救

護
室

へ
案

内
す
る
。

【
1
3
：
2
6
頃

】
傷

病
者

が
幼

児
の

た
め
骨

折
の

疑
い
が

あ
る
と
看
護
師
よ
り
利
用
サ
ー
ビ
ス
担

当
者

に
連

絡
有

り
。
引

き
続

き
救

急
車

要
請

依
頼

の
連

絡
を
受
け
る
。
（
※
傷
病
者
了
解
の
も

と
）

【
1
3
：
3
0
頃

】
担

当
者

に
て
救

急
車

要
請

。
【
1
3
：
3
7
頃

】
救

急
車

北
ゲ
ー
ト
よ
り
入

園
。
パ

ト
ロ
ー
ル

カ
ー
先
導
の
も
と
ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
救

護
室

前
に
到

着
。

【
1
3
：
4
3
頃

】
救

急
車

出
発

。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜

事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
6
年
度

【
病

気
(急

性
症

状
）
】

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
4
/
6
/
2
7

病
気

(急
性

症
状

）
発

症
発

熱

【
1
6
：
1
0
頃

】
体

調
不

良
と
い
こ
と
で
救

護
室

に
来

室
。
救

護
室

に
来
る
前
に
２
度
嘔
吐
あ
り
。

熱
は

3
6
.7
℃

。
自

分
た
ち
で
病

院
に
向

か
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
2
0
分
後
、
熱
が
3
7
.8
℃
に
上

が
り
足

元
も
ふ

ら
つ
い
て
い
た
の

で
お
客

様
に
確

認
後

救
急
車

要
請
を
行
っ
た
。

【
1
7
：
1
2
頃

】
救

急
車

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
に
到

着
。

【
1
7
：
2
1
頃

】
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
救

護
室

お
客
様

2
0
1
4
/
7
/
1
9

病
気

(急
性

症
状

）
発

症
意

識
不

明

【
1
9
：
0
5
頃

】
ビ
ー
チ
職

員
よ
り
、
無

線
に
て
「
仮

設
ト
イ
レ
の
前

に
倒
れ
て
い
る
女
性
が
い
ま
す

の
で
至

急
来

て
く
だ
さ
い
」
と
無

線
連

絡
有

り
。
救

護
班

で
バ

ッ
ク
ボ
ー
ド
を
持
ち
現
場
に
急

行
。
ト
イ
レ
前

で
し
ゃ
が

み
こ
ん
で
お
り
、
バ

ッ
ク
ボ
ー
ド
で
搬
送

し
よ
う
と
し
て
砂
浜
に
な
っ
た

時
、
一

過
性

に
意

識
消

失
あ
り
。
搬

送
途

中
に
意

識
回

復
。

【
1
9
：
5
5
頃

】
救

護
室

到
着

。
意

識
朦

朧
と
し
て
い
る
。
夫

よ
り
貧

血
体
質
で
過
去
に
倒
れ
た
こ

と
が

1
回

あ
る
が

そ
の

時
と
は

様
子

が
違

う
の

で
心

配
。
救

急
車
要
請
を
希
望
。

【
2
0
：
0
0
頃

】
救

急
車

要
請

。
【
2
0
：
3
0
頃

】
救

急
車

到
着

。
【
2
0
：
5
0
頃

】
救

急
車

、
備

瀬
ゲ
ー
ト
よ
り
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル

ド
ビ
ー
チ

遊
び
の
浜

お
客
様

2
0
1
4
/
1
0
/
1
0

病
気

(急
性
症

状
）

発
症

痙
攣

【
1
3
：
1
0
頃

】
バ

ス
を
下

車
後

、
中

央
ゲ
ー
ト
付

近
を
歩

行
中

に
痙
攣
と
発
作
が
お
こ
る
。

【
1
3
：
2
1
頃

】
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

案
内

員
に
引

率
の

先
生

が
声

掛
け
を
し
、
ハ
イ
サ
イ
救
護
室
に

案
内

す
る
。

【
1
3
：
2
3
頃

】
救

護
室

で
軽

い
痙

攣
。

【
1
5
：
4
0
頃

】
引

率
の

先
生

に
確

認
後

、
看

護
師

が
救

急
車

要
請
。

【
1
5
：
5
0
頃

】
救

急
車

到
着

。
【
1
5
：
5
4
頃

】
県

立
北

部
病

院
に
向

け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

中
央
ゲ
ー
ト
付
近

お
客
様

2
0
1
4
/
1
0
/
2
6

病
気

(急
性
症

状
）

発
症

体
調

不
良

【
1
3
：
3
0
頃

】
傷

病
者

、
体

調
不

良
を
訴

え
ビ
ー
チ
救

護
室

へ
来

室
。
そ
の
際
、
看
護
師
に
て
バ

イ
タ
ル

チ
ェ
ッ
ク
等

を
行

う
が

特
に
異

常
な
し
。
1
5
時

頃
ま
で
様

子
見
で
経
過
確
認
を
行
う
。

【
1
4
：
3
0
頃

】
傷

病
者

よ
り
気

分
戻

ら
ず
、
し
び
れ

が
出

て
い
る
と
の
こ
と
で
看
護
師
よ
り
担
当

者
に
連

絡
有

り
、
引

き
続

き
救

急
車

要
請

に
入

る
と
連

絡
受

け
る
。
（
※
傷
病
者
了
解
の
も
と
）

【
1
4
：
3
4
頃

】
看

護
師

に
て
救

急
車

要
請

。
【
1
4
：
5
4
頃

】
救

急
車

、
備

瀬
ゲ
ー
ト
よ
り
入

園
。
パ

ト
ロ
ー
ル

カ
ー
先
導
の
も
と
ビ
ー
チ
ハ
ウ
ス

前
に
到

着
。
※

救
急

車
到

着
後

、
一

度
嘔

吐
あ
り
。

【
1
4
：
5
3
頃

】
救

急
車

、
県

立
北

部
病

院
に
向

け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル

ド
ビ
ー
チ

救
護
室

お
客
様

2
0
1
5
/
3
/
2
5

病
気

(急
性

症
状

）
発

症
意

識
混

濁
に
よ
る
卒

倒

イ
ベ
ン
ト
用

テ
ン
ト
を
設

営
中

、
来

園
者

の
ざ
わ

つ
き
で
イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ッ
フ
が
倒
れ
て
い
る
の
を

発
見

。
連

絡
を
受

け
、
救

護
対

応
の

為
、
看

護
師

が
現

場
へ

急
行
。
同
次
官
に
事
務
所
職
員

も
到

着
。
声

掛
け
に
も
朦

朧
と
し
て
い
た
為

、
医

療
機

関
で
の

処
置
が
必
要
と
判
断
。
管
理
事

務
所

へ
救

急
車

出
動

を
要

請
。
患

者
は

左
半

身
麻

痺
の

状
態
で
歩
行
不
可
の
為
、
数
名
の

ス
タ
ッ
フ
支

援
の

も
と
、
担

架
に
て
木

曳
門

前
待

機
の

救
急
車

内
へ
移
動
。
そ
の
後
沖
縄
共

同
病

院
へ

搬
送

さ
れ

た
。
な
お
、
同

行
し
た
患

者
の

同
僚

に
よ
る
と
、
救
急
車
内
で
は
意
識
が

回
復

し
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
に
て
意

思
疎

通
を
図

る
こ
と
が

で
き
た
と
の
事
。

首
里
城
地
区

下
之
御
庭

イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ッ

フ
3
9
歳

男
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜

事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
6
年
度

【
病

気
(既

往
症

悪
化

）
】

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
4
/
5
/
4

病
気

(既
往

症
悪

化
）

発
症

意
識

朦
朧

【
1
5
:2
0
頃

】
看

護
師

よ
り
ち
び
っ
こ
と
り
で
体

調
不

良
の

お
客
様

が
い
る
た
め
救
急
車
要
請
の

依
頼

あ
り
。
担

当
者

よ
り
救

急
車

要
請

。
ふ

ら
ふ

ら
し
て
お
り
意

識
も
朦
朧
と
し
て
い
る
。
朝
と

昼
に
イ
ン
ス
リ
ン
（
血

糖
を
抑

え
る
薬

）
を
注

射
し
た
が

昼
食
は

食
べ
て
い
な
い
。

【
1
5
:2
5
頃

】
体

温
3
5
.6
度

　
血

圧
1
4
0
/
9
8
　
脈

拍
9
6

【
1
5
：
3
5
頃

】
救

急
車

ち
び
っ
こ
と
り
で
に
到

着
。

【
1
5
：
4
3
頃

】
傷

病
者

と
奥

さ
ん
を
乗

せ
北

部
医

師
会

病
院

に
向
け
て
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
ど
り
で

お
客
様

【
そ
の

他
】

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
4
/
7
/
1
9

そ
の

他
そ
の
他

急
性

ア
ル

コ
ー
ル

中
毒

の
可

能
性

【
1
8
：
3
5
頃

】
救

護
室

に
学

校
関

係
者

と
名

乗
る
男

性
が

来
室
し
て
「
浜
辺
で
意
識
が
な
い
生

徒
が

い
る
の

で
来

て
も
ら
え
ま
す
か

」
と
看

護
師

の
要

請
あ
り
。
救
護
班
は
現
場
に
急
行
。
現

場
到

着
時

は
声

掛
け
に
反

応
な
し
。
バ

ッ
ク
ボ
ー
ド
に
て
救

護
室
へ
移
動
中
、
嘔
吐
3
回
あ
り
。

ア
ル

コ
ー
ル

臭
あ
り
。
状

況
よ
り
急

性
ア
ル

コ
ー
ル

中
毒

の
可
能
性
高
い
。

【
1
8
：
5
0
頃

】
救

急
車

要
請

。
ビ
ー
チ
ハ

ウ
ス
に
待

機
し
て
い
た
救
急
車
に
て
搬
送
を
行
う
。
救

急
車

同
行

の
学

校
職

員
が

決
ま
ら
ず
少

し
出

発
遅

れ
る
。

【
1
9
：
0
5
頃

】
救

急
車

は
ク
リ
ス
タ
ル

ゲ
ー
ト
経

由
し
て
県

立
北

部
病
院
へ
向
け
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル

ド
ビ
ー
チ

遊
び
の
浜

お
客
様

2
0
1
4
/
8
/
9

そ
の

他
発

症
意

識
不

明

【
1
5
：
1
0
頃

】
一

般
遊

泳
者

か
ら
当

事
者

の
様

子
が

お
か

し
い
と
監
視
員
A
に
通
報
あ
り
。
監
視

員
A
が

現
場

に
駆

け
付

け
た
際

に
異

常
を
察

知
し
監

視
員

B
と
共
に
海
か
ら
引
き
揚
げ
た
。
そ

の
際

、
引

き
上

げ
と
同

時
に
利

用
サ

ー
ビ
ス
に
無

線
に
て
救
急

車
要
請
依
頼
。

【
1
5
：
1
2
頃

】
担

当
者

に
て
救

急
車

要
請

。
【
1
5
：
1
3
頃

】
警

察
に
連

絡
。
ビ
ー
チ
で
は

、
救

急
車

が
来

る
ま
で
の
間
心
臓
蘇
生
と
口
か
ら
出

た
泡

の
除

去
を
行

う
。

【
1
5
：
1
5
頃

】
消

防
よ
り
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
要

請
し
た
と
連

絡
有
り
。

【
1
5
：
2
0
頃

】
救

急
車

到
着

。
【
1
5
：
2
4
頃

】
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
到

着
。
出

発
ま
で
の

間
救

急
車

内
で
応
急
処
置
。

【
1
5
：
4
2
頃

】
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

エ
メ
ラ
ル

ド
ビ
ー
チ

遊
び
の
浜

お
客
様

2
0
1
5
/
1
/
2
5

そ
の

他
そ
の
他

【
1
3
：
0
0
頃

】
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
傷

病
者
と
家
族
が
来
て
現
場
ス
タ
ッ
フ

よ
り
ハ

イ
サ

イ
救

護
室

へ
案

内
を
行

う
。
通

訳
必

要
な
た
め
イ
ベ
ン
ト
担
当
者
に
通
訳
を
依
頼

し
救

護
室

へ
向

か
う
。

【
1
3
：
1
0
頃

】
イ
ベ
ン
ト
担

当
者

の
通

訳
に
て
お
客

様
へ

救
急
車

要
請
の
説
明
を
行
う
。
両
親

承
諾

の
も
と
救

急
車

要
請

を
利

用
サ

ー
ビ
ス
に
て
行

う
。

【
1
3
：
2
5
頃

】
救

急
車

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
到

着
。
通

訳
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
担
当
者
も
同
乗

【
1
3
：
3
1
頃

】
救

急
車

、
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出

発

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
7
年
度

【
事

故
】

発
生

日
時

事
故
の

大
分
類

事
故

の
種

類
件

名
・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
5
/
4
/
2

事
故

負
傷

左
肘

脱
臼

【
1
3
：
0
0
】
家

族
で
立

体
駐

車
場

警
備

ボ
ッ
ク
ス
へ

来
室

し
、
救
急
車
要
請
し
た
い
が

看
護

師
に
診

て
も
ら
っ
て
か

ら
と
の

こ
と
で
、
警

備
ス
タ
ッ
フ
か
ら
水
族
館
看
護
師
に

連
絡

す
る
。

【
1
3
：
0
5
】
管

理
担

当
と
看

護
師

が
現

場
へ

到
着

。
左

肘
脱

臼
か
骨
折
の
可
能
性
が

あ
り
、
傷

病
者

祖
父

よ
り
救

急
車

要
請

あ
り
。
傷

病
者

の
姉

に
よ
る
と
「
ち
び
っ
こ
と
り

で
の

網
の

上
に
着

地
し
た
時

に
左

肘
を
網

に
強

く
打

っ
て
い
た
」
と
の
こ
と
。

【
1
3
：
1
0
】
看

護
師

に
よ
り
救

急
車

要
請

す
る
。
管

理
担

当
に
て
利
用
サ
ー
ビ
ス
に
救

急
車

要
請

し
た
と
の

連
絡

を
行

う
。

【
1
3
：
2
0
】
救

急
車

到
着

。
救

急
隊

へ
状

態
報

告
後

救
急

隊
員
と
看
護
師
に
よ
り
、
三

角
布

２
枚

で
左

上
肘

を
体

幹
へ

固
定

す
る
。

【
1
3
：
2
5
】
傷

病
者

姉
付

添
い
で
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様

2
0
1
5
/
9
/
7

事
故

負
傷

左
膝

の
負

傷

【
1
1
：
0
0
頃

】
ア
ジ
ア
系

団
体

の
添

乗
員

が
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ
に
来
て
救
護
要
請
入

る
。
案

内
員

よ
り
水

族
館

救
護

室
へ

看
護

師
の

要
請

を
行
う
。

【
1
1
：
1
5
頃

】
添

乗
員

よ
り
骨

折
の

疑
い
の

為
、
救

急
車

要
請

の
依
頼
が
あ
り
、
ハ
イ

サ
イ
プ
ラ
ザ

案
内

員
よ
り
利

用
サ

ー
ビ
ス
へ

連
絡

が
入

り
救

急
車
要
請
を
行
う
。

【
1
1
：
1
8
頃

】
看

護
師

現
場

に
到

着
す
る
。
左

膝
に
変

形
あ
り
、
腫
脹
あ
り
、
屈
曲
で
き

な
い
。
ズ
ボ
ン
で
傷

が
見

れ
な
い
為

本
人

了
解

で
左

上
ま
で
切
り
込
み
を
入
れ
る
。

膝
に
浅

い
擦

過
傷

あ
り
、
出

血
な
し
。
シ
ー
ネ
を
当

て
固

定
す
る
。

【
1
1
：
2
8
頃

】
救

急
車

到
着

。
【
1
1
：
4
5
頃

】
北

部
地

区
医

師
会

病
院

に
向

け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
～
イ
ル

カ
ミ
ス
ト
間

お
客
様

2
0
1
5
/
1
0
/
2

事
故

負
傷

骨
折

【
1
8
：
0
0
頃

】
水

族
館

に
お
客

様
よ
り
連

絡
が

あ
り
、
け
が

の
状
況
が
骨
折
と
診
断
さ

れ
、
公

園
の

保
険

等
で
対

応
で
き
な
い
か

と
相

談
が

あ
っ
た
。

【
1
8
：
3
0
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
よ
り
お
客

様
に
連

絡
し
内

容
を
確
認
。
負
傷
者
の
母
親

か
ら
の

意
見

と
し
て
、
息

子
は

ネ
ッ
ト
の

上
の

部
分

で
バ

ラ
ン
ス
を
崩
し
て
下
の
ネ
ッ
ト

に
落

下
し
た
。
落

下
し
た
場

所
に
ネ
ッ
ト
同

士
の

つ
な
ぎ
目

（
固
い
部
分
）
が
あ
っ
た
の

で
、
構

造
上

危
険

と
思

う
。
（
県

立
北

部
病

院
に
入

院
。
手

術
予
定
）
利
用
サ
ー
ビ
ス

か
ら
は

、
施

設
・
遊

具
等

に
瑕

疵
が

あ
る
と
判

断
さ
れ

た
場
合
は
保
険
対
応
が
可
能

と
な
る
の

で
、
申

請
は

行
う
が

必
ず
対

応
で
き
る
も
の

で
は
な
い
と
伝
え
る
。
（
当
日

の
対

応
終

了
）
救

護
を
担

当
し
た
看

護
師

に
状

況
を
確

認
。
打
撲
と
判
断
し
た
の
は
、

変
形

や
腫

れ
が

見
受

け
ら
れ

な
か

っ
た
か

ら
で
曲

げ
る
と
痛
が
っ
て
い
た
た
め
病
院

の
受

診
を
勧

め
た
。
救

護
室

に
来

た
と
き
に
は

保
険

や
構
造

上
の
問
題
の
話
は
な

か
っ
た
と
の

こ
と
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様

2
0
1
5
/
1
1
/
3
0

事
故

負
傷

頭
部

出
血

【
1
0
：
0
0
頃

】
P
7
警

備
員

よ
り
お
客

様
が

転
倒

し
頭

部
か

ら
出

血
が
あ
る
為
、
看
護
師

の
要

請
を
無

線
に
て
行

う
。
ハ

イ
サ

イ
救

護
室

か
ら
看

護
師
、
事
務
所
よ
り
利
用

サ
ー
ビ
ス
が

現
場

へ
向

か
う
。

【
1
0
：
1
0
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
よ
り
救

急
車

の
要

請
を
行

う
。

【
1
0
：
2
1
頃

】
救

急
車

P
8
駐

車
場

に
到

着
【
1
0
：
3
0
頃

】
救

急
車

北
部

地
区

医
師

会
病

院
に
向

け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

P
8
駐
車
場

お
客
様

2
0
1
6
/
1
/
5

事
故

負
傷

転
倒

【
1
4
：
1
0
頃

】
総

合
案

内
所

に
バ

ス
ガ
イ
ド
が

来
て
「
転

倒
し
た
お
客
様
が
い
ま
す
。
」

と
現

場
ス
タ
ッ
フ
へ

連
絡

が
入

る
。
現

場
ス
タ
ッ
フ
が

現
場

へ
向
か
い
ハ
イ
サ
イ
救
護

室
を
案

内
。
そ
の

際
担

当
者

が
総

合
案

内
所

に
い
た
の

で
、
看
護
師
に
状
況
確
認
を

し
た
と
こ
ろ
、
救

急
車

要
請

の
可

能
性

あ
り
と
連

絡
受

け
る
。

【
1
4
：
1
7
頃

】
担

当
者

よ
り
事

務
所

に
状

況
報

告
の

連
絡

あ
り
。

【
1
4
：
2
5
頃

】
担

当
者

よ
り
救

急
車

要
請

を
行

い
、
全

無
線

局
へ
連
絡
が
入
る
。

【
1
4
：
3
0
頃

】
救

急
車

北
ゲ
ー
ト
到

着
及

び
入

園
【
1
4
：
4
1
頃

】
ハ

イ
サ

イ
救

護
室

よ
り
出

発
。

【
1
4
：
4
3
頃

】
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

噴
水
広
場

お
客
様
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
7
年
度

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
6
/
1
/
1
7

事
故

負
傷

転
倒

【
1
1
：
4
5
頃

】
負

傷
者

は
ト
リ
ム
マ
ラ
ソ
ン
大

会
に
出

場
し
、
ゴ
ー
ル
直
前
に
転
倒
し
て

自
力

で
歩

け
な
く
な
っ
た
。
連

絡
を
受

け
た
担

当
者

が
車

い
す
で
大
会
救
護
室
に
連

れ
て
、
医

師
の

診
察

を
受

け
た
。

【
1
1
：
5
5
頃

】
診

察
後

、
負

傷
者

と
付

添
者

は
一

旦
ホ
テ
ル

に
戻
り
着
替
え
て
か
ら
北

部
医

師
会

病
院

を
受

診
す
る
た
め
、
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

の
救

護
室
に
移
動
し
て
タ
ク

シ
ー
到

着
を
待

っ
て
い
た
。

【
1
2
：
0
0
頃

】
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

の
き
ゅ
ご
室

に
居

合
わ

せ
た
ト
リ
ム
マ
ラ
ソ
ン
大
会
救

護
車

担
当

の
別

の
医

師
が

、
負

傷
者

は
股

関
節

の
痛

み
が

あ
り
体
の
負
担
が
少
な

い
よ
う
救

急
車

で
の

搬
送

が
よ
い
と
判

断
し
、
看

護
師

に
伝

え
る
。

【
1
2
：
0
2
頃

】
看

護
師

よ
り
救

急
車

要
請

を
行

う
。

【
1
2
：
2
5
頃

】
救

急
車

北
ゲ
ー
ト
到

着
及

び
入

園
。

【
1
2
：
3
5
頃

】
ハ

イ
サ

イ
救

護
室

よ
り
北

部
地

区
医

師
会

病
院

へ
向
け
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

お
き
な
わ
郷
土
村

本
家
周
辺
園
路

お
客
様

2
0
1
6
/
2
/
6

事
故

負
傷

左
手

首
負

傷

【
1
3
:5
2
頃

】
熱

帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
遊

覧
車

乗
り
場

付
近

の
花
壇
に
て
転
倒
。
左
手

首
を
負

傷
。

【
1
4
：
0
0
頃

】
水

族
館

救
護

室
へ

傷
病

者
と
お
連

れ
様

4
名

来
室
。
腕
と
指
を
動
か
す

と
痛

く
、
看

護
師

の
診

断
に
よ
る
と
少

し
偏

見
が

見
ら
れ

る
と
の
事
。

【
1
4
：
0
5
頃

】
お
客

様
よ
り
救

急
車

要
請

依
頼

が
あ
り
、
水

族
館
管
理
担
当
が
救
急
車

を
要

請
す
る
。

【
1
4
：
1
8
頃

】
水

族
館

事
務

所
前

に
救

急
車

到
着

。
傷

病
者

は
徒
歩
で
救
急
車
へ
乗

り
込

む
。

【
1
4
：
2
1
頃

】
水

族
館

出
発

。

海
洋
博
覧
会
地
区

熱
帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

お
客
様

 
別紙-295



危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
7
年
度

【
病

気
(急

性
症

状
）
】

発
生

日
時

事
故
の

大
分
類

事
故

の
種

類
件

名
・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
5
/
4
/
3

病
気

(急
性
症

状
）

発
症

体
調

不
良

【
1
3
：
4
0
】
や

ん
ば

る
の

杜
の

ス
タ
ッ
フ
か

ら
看

護
師

に
体

調
不
良
の
お
客
様
を
救
護

室
に
案

内
し
た
と
連

絡
。

【
1
3
：
5
5
】
利

用
サ

ー
ビ
ス
と
管

理
担

当
到

着
【
1
4
：
0
1
】
頭

痛
と
寒

気
・
吐

き
気

を
訴

え
て
お
り
熱

が
3
8
.2
度
あ
り
熱
が
下
が
ら
な
い

為
看

護
師

に
て
救

急
車

要
請

。
【
1
4
：
2
7
】
救

急
車

到
着

。
【
1
4
：
3
3
】
付

添
い
の

方
を
乗

せ
て
県

立
北

部
病

院
へ

向
け
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ

お
客
様

2
0
1
5
/
9
/
2

病
気

(急
性
症

状
）

発
症

体
調

不
良

【
1
1
：
1
5
頃

】
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
前

で
体

調
不

良
を
訴

え
た
為

、
一
緒
に
い
た
ス
タ
ッ

フ
と
休

憩
を
取

る
。

【
1
1
：
4
5
頃

】
体

調
が

良
く
な
ら
な
か

っ
た
為

、
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
券
売
所
内
に
て
休

憩
を
取

ろ
う
と
し
た
が

、
本

人
の

意
識

が
朦

朧
と
し
た
為

そ
の
場
で
寝
か
し
た
。

【
1
1
：
5
0
頃

】
同

僚
の

ス
タ
ッ
フ
が

ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
券

売
所
ス
タ
ッ
フ
に
救
急
車
要

請
を
依

頼
。

【
1
1
：
5
5
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
に
て
救

急
車

要
請

。
同

時
に
水

族
館
看
護
師
に
も
連

絡
。

【
1
2
：
0
0
頃

】
看

護
師

・
管

理
担

当
・
利

用
サ

ー
ビ
ス
現

場
到

着
。
看
護
師
に
て
ク
ー
リ

ン
グ
等

の
応

急
処

置
開

始
。

【
1
2
：
1
3
頃

】
救

急
車

到
着

。

海
洋
博
覧
会
地
区

熱
帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

お
客
様

2
0
1
5
/
1
0
/
1
4

病
気

(急
性
症

状
）

発
症

体
調

不
良

【
1
2
：
0
0
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
に
海

洋
文

化
館

ス
タ
ッ
フ
よ
り
電

話
で
「
バ
ス
ガ
イ
ド
よ
り

連
絡

が
あ
り
、
熱

帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
か

ら
噴

水
広

場
に
行
く
途
中
で
倒
れ
て
い
る

方
が

い
る
。
」
と
連

絡
が

入
る
。
電

話
を
聞

い
て
利

用
サ

ー
ビ
ス
が
現
場
へ
向
か
う
。

向
か

う
途

中
で
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
に
寄

り
看

護
師
に
状
況
を
伝
え
現
場
に
同

行
す
る
。
遊

覧
車

運
転

手
よ
り
場

所
特

定
の

連
絡

が
あ
り
利

用
サ
ー
ビ
ス
に
て
現
場

確
認

。
（
傷

病
者

の
お
連

れ
様

が
添

乗
員

に
連

絡
し
て
お
り
、
添
乗
員
と
一
緒
に
い

た
バ

ス
ガ
イ
ド
が

バ
ス
休

憩
室

か
ら
内

線
で
連

絡
を
す
る
。
中
央
に
か
け
た
つ
も
り
が

海
洋

文
化

館
に
か

け
て
し
ま
い
。
そ
の

電
話

を
海

洋
文

化
館
ス
タ
ッ
フ
が
受
け
た
。
）

【
1
2
：
0
5
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
・
看

護
師

現
場

到
着

。
お
連

れ
様
と
2
人
石
垣
に
腰
か
け

て
い
た
。
数

分
前

に
嘔

吐
し
た
と
報

告
を
受

け
る
。
冷

や
汗
・
め
ま
い
が
激
し
く
動
け

な
い
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
為

大
見

が
毛

布
を
ひ
い
て
横

に
寝

か
す
。
そ
の
後
応
急
処

置
開

始
。
お
連

れ
様

に
確

認
す
る
と
、
熱

帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
見
学
後
バ
ス
駐
車

場
に
戻

る
際

に
体

調
不

良
を
訴

え
た
と
の

こ
と
。

【
1
2
：
0
6
頃

】
お
連

れ
様

の
要

望
に
よ
り
利

用
サ

ー
ビ
ス
に
て
救
急
車
要
請
。

【
1
2
：
1
2
頃

】
カ
フ
ェ
テ
ィ
ー
ダ
に
て
氷

を
も
ら
い
ク
ー
リ
ン
グ
開
始
。

【
1
2
：
2
1
頃

】
救

急
車

到
着

【
1
2
：
2
5
頃

】
再

度
嘔

吐
【
1
2
：
3
0
頃

】
救

急
車

出
発

海
洋
博
覧
会
地
区

郷
土
村
ト
イ
レ
前

お
客
様

2
0
1
6
/
2
/
2
1

病
気

(急
性

症
状

）
発

症
左

脇
腹

に
腹

痛

【
1
1
：
2
0
頃

】
ち
び
っ
こ
と
り
で
配

置
の

警
備

員
よ
り
無

線
に
て
看
護
師
の
要
請
が
入

る
。
看

護
師

は
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
よ
り
現

場
へ

向
か
う
。
到
着
時
、
傷
病
者
は

う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。
通

訳
の

方
よ
り
左

脇
腹

痛
と
の

説
明

を
受
け
、
車
椅
子
で
ハ
イ

サ
イ
救

護
室

へ
移

動
。
※

前
日

よ
り
痛

み
は

あ
っ
た
と
の
こ
と
。

【
1
1
：
3
0
頃

】
通

訳
の

方
よ
り
救

急
車

の
要

請
依

頼
が

あ
り
、
看
護
師
よ
り
事
務
所
へ

連
絡

が
入

り
、
担

当
者

よ
り
救

急
要

請
を
行

う
。

【
1
1
：
4
2
頃

】
救

急
車

ハ
イ
サ

イ
救

護
室

到
着

。
【
1
1
：
4
5
頃

】
北

部
地

区
医

師
会

病
院

へ
向

け
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ
救
護
室
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で
付
近

お
客
様
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
7
年
度

【
そ
の

他
】

発
生

日
時

事
故
の

大
分
類

事
故

の
種

類
件

名
・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
5
/
4
/
3

事
故

そ
の
他

転
倒

に
よ
り
意

識
朦

朧

【
1
3
：
4
5
】
本

今
消

防
よ
り
公

園
内

の
お
客

様
か

ら
救

急
車
要

請
が
あ
っ
た
と
連
絡
あ

り
、
利

用
サ

ー
ビ
ス
が

現
場

へ
向

か
う
。
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ
で
他
の
お
客
様
の
手
当
て

を
行

っ
て
い
た
看

護
師

も
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

案
内

員
か

ら
報
告
を
受
け
る
。
看
護
師

が
イ
ル

カ
ミ
ス
ト
前

で
ご
家

族
と
合

流
し
、
P
7
立

体
駐

車
場
前

に
移
動
。
ご
家
族
の
話

で
「
転

倒
し
た
際

に
意

識
が

朦
朧

と
し
て
い
た
為

救
急

車
を
要
請
し
た
。
」
と
の
報
告

あ
り
。

【
1
3
：
5
0
】
管

理
担

当
と
利

用
サ

ー
ビ
ス
到

着
。

【
1
3
：
5
8
】
救

急
車

到
着

。
【
1
4
：
0
2
】
救

急
車

出
発

。

海
洋
博
覧
会
地
区

イ
ル
カ
ミ
ス
ト

お
客
様

2
0
1
5
/
5
/
8

【
1
3
：
5
5
頃

】
本

今
消

防
署

よ
り
管

理
セ
ン
タ
ー
へ

外
線

に
て
「
夕
陽
の
広
場
か
ら
救

急
車

要
請

が
入

っ
て
い
ま
す
。
」
と
の

連
絡

を
受

け
、
園

内
の

誘
導
・
導
線
確
保
の
指

示
を
促

し
、
利

用
サ

ー
ビ
ス
が

現
場

へ
向

か
う
。
（
※

今
帰

仁
村
立
兼
次
小
学
校
の

引
率

教
員

よ
り
直

接
救

急
車

を
要

請
）

【
1
4
：
0
5
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
が

現
場

へ
到

着
後

、
詳

細
（
発

生
場
所
・
発
生
の
要
因
）

を
確

認
。

【
1
4
：
1
0
頃

】
救

急
車

が
夕

陽
の

広
場

（
ア
ク
ア
タ
ウ
ン
）
到
着

。
【
1
4
：
1
3
頃

】
救

急
隊

が
状

況
確

認
後

、
傷

病
者

と
引

率
教

員
を
乗
せ
て
出
発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

夕
陽
の
広
場

お
客
様

2
0
1
5
/
1
1
/
2
9

【
1
5
：
1
0
頃

】
消

防
よ
り
「
公

園
利

用
者

か
ら
救

急
車

の
要

請
が
あ
っ
た
が
状
況
を
確

認
し
て
か

ら
再

度
要

請
を
し
て
欲

し
い
。
」
と
水

族
館

へ
入
電

。
水
族
館
か
ら
利
用

サ
ー
ビ
ス
へ

連
絡

が
入

る
。
同

時
刻

に
添

乗
員

よ
り
中

央
案

内
所
へ
連
絡
が
入
り
、

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
へ

看
護

師
を
要

請
し
看

護
師

が
P
4
駐
車
場
へ
向
か
う
。
合

わ
せ

て
利

用
サ

ー
ビ
ス
も
現

場
へ

向
か

う
。

【
1
5
：
2
5
頃

】
看

護
師

が
傷

病
者

を
確

認
し
、
利

用
サ

ー
ビ
ス
よ
り
救
急
車
要
請
を
行

う
。

【
1
5
：
3
3
頃

】
救

急
車

P
4
バ

ス
駐

車
場

に
到

着
。

【
1
5
：
4
0
頃

】
救

急
車

北
部

地
区

医
師

会
病

院
に
向

け
出

発
。

海
洋
博
覧
会
地
区

P
4
バ
ス
駐
車
場

お
客
様

2
0
1
6
/
3
/
2
2

負
傷

大
腿

部
の

負
傷

【
1
1
：
3
0
頃

】
警

備
よ
り
看

護
師

へ
救

護
要

請
の

連
絡

が
入
る
。
看
護
師
が
現
場
へ

向
か

う
。

【
1
1
：
3
5
頃

】
看

護
師

に
て
負

傷
者

の
状

況
を
確

認
し
、
事

務
所
（
利
用
サ
ー
ビ
ス
係
）

へ
救

急
車

要
請

を
依

頼
す
る
。
大

腿
部

の
負

傷
に
よ
り
移
動

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
そ
の

場
で
看

護
師

に
よ
る
バ

イ
タ
ル

チ
ェ
ッ
ク
及
び
ク
ー
リ
ン
グ
を
行

い
、
安

静
に
す
る
。

【
1
1
：
3
8
頃

】
利

用
サ

ー
ビ
ス
係

に
て
救

急
車

要
請

。
利

用
サ
ー
ビ
ス
係
職
員
は
救
急

車
誘

導
及

び
現

場
対

応
の

た
め
現

場
へ

向
か

う
。

【
1
1
：
4
8
頃

】
救

急
車

到
着

。
【
1
1
：
5
2
頃

】
救

急
隊

員
対

応
。
担

架
に
て
負

傷
者

を
救

急
車

へ
搬
送
す
る
。

【
1
2
：
0
6
頃

】
沖

縄
赤

十
字

病
院

へ
搬

送
。

（
上

記
別

途
報

告
済

）

首
里
城
地
区

右
掖
門
下
デ
ッ
キ
階
段
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
8
年
度

【
事

　
故

】

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
6
/
5
/
4

事
故

そ
の

他
頭

部
出

血

イ
ベ
ン
ト
担

当
ス
タ
ッ
フ
よ
り
「
お
き
な
わ

郷
土

村
で
お
客
様
転
倒
し
頭
部
か

ら
出

血
が

あ
る
」
と
連

絡
が

あ
り
、
水

族
館

看
護

師
と
事

務
所
職
員
が
現
場

に
向

か
う
。

現
場

で
確

認
す
る
と
、
傷

病
者

は
お
き
な
わ

郷
土

村
（
沖
縄
の
高
倉
）
建
物

下
に
て
家

族
で
食

事
中

に
食

べ
物

を
持

ち
な
が

ら
移

動
し
て
い
た
時
に
、

高
倉

の
梁

を
ま
た
ご
う
と
し
た
際

、
足

を
引

っ
か

け
て
転
倒
し
、
柱
土
台

（
石

）
に
頭

部
を
打

撲
し
右

前
頭

部
（
ひ
た
い
）
を
裂

傷
し
た
と
の
こ
と
。

看
護

師
に
て
処

置
を
行

っ
た
が

お
連

れ
様

の
要

望
に
よ
り
救
急
車
を
要
請

し
県

立
北

部
病

院
へ

搬
送

し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

お
き
な
わ
郷
土
村

お
客
様

6
歳

女
性

2
0
1
6
/
7
/
2
6

事
故

負
傷

左
肘

骨
折

疑
い

ち
び
っ
こ
と
り
で
に
て
お
子

様
が

ケ
ガ
を
し
た
と
の

こ
と
で
、
水
族
館
案
内
員

と
一

緒
に
救

護
室

へ
来

室
す
る
。
看

護
師

に
て
症

状
を
確
認
し
骨
折
の
疑

い
が

あ
っ
た
た
め
シ
ー
ネ
と
三

角
布

で
固

定
し
、
患

部
冷
却
を
行
う
。
救
急

車
を
勧

め
た
が

、
ガ
イ
ド
が

「
バ

ス
ツ
ア
ー
団

体
の

た
め
、
那
覇
ま
で
行
っ
て

病
院

を
受

診
し
た
い
。
出

発
時

間
な
の

で
す
ぐ
行

く
」
と
看
護
師
に
伝
え
バ

ス
に
戻

ら
れ

る
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様

1
0
歳

男
性

2
0
1
6
/
1
0
/
1

事
故

（
転

倒
）

負
傷

左
足

つ
け
ね

打
撲

イ
ル

カ
ミ
ス
ト
か

ら
水

族
館

へ
向

か
う
坂

道
の

途
中

で
転
倒
し
足
を
負
傷
し

た
と
の

こ
と
で
水

族
館

救
護

室
に
来

室
。
左

足
つ
け
ね
部
分
に
違
和
感
あ

り
と
の

こ
と
。
ご
家

族
の

要
望

に
よ
り
救

急
車

を
要

請
し
、
医
師
会
病
院
へ

搬
送

さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

イ
ル
カ
ミ
ス
ト
か
ら
水
族
館

へ
向
か
う
坂
道
（
園
路
）

お
客
様

（
中
国
人
）

8
2
歳

女
性

2
0
1
7
/
2
/
4

事
故

（
転
倒

）
負

傷
左

肘
骨

折
疑

い

「
お
客

様
が

転
倒

し
て
ケ
ガ
を
し
て
い
る
」
と
の

こ
と
で
添
乗
員
が
水
族
館
入

口
案

内
所

へ
来

館
、
水

族
館

看
護

師
が

現
場

へ
向

か
う
。
（
イ
ル
カ
ミ
ス
ト

か
ら
水

族
館

へ
向

か
う
途

中
、
走

っ
て
き
た
子

供
を
避
け
た
際
に
転
倒
し
左

肘
を
強

打
し
た
と
の

こ
と
）
傷

病
者

の
要

望
に
よ
り
救

急
車
を
要
請
し
、
病

院
へ

搬
送

さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

イ
ル
カ
ミ
ス
ト
か
ら
水
族
館

へ
向
か
う
園
路

お
客
様

（
日
本
人
）

6
4
歳

男
性

2
0
1
7
/
2
/
9

事
故

（
転
倒

）
負

傷
右

手
首

打
撲

右
顔

面
擦

過
傷

警
備

員
よ
り
「
お
客

様
が

転
倒

し
て
ケ
ガ
を
し
て
い
る
」
と
の
連
絡
を
受
け
、

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

看
護

師
が

現
場

へ
向

か
う
。

（
P
8
か

ら
P
2
へ

上
が

る
坂

の
途

中
で
転

倒
し
右

手
首
と
顔
面
を
打
っ
た
と

の
こ
と
）
ご
家

族
の

要
望

に
よ
り
救

急
車

を
要

請
し
、
病

院
へ
搬
送
さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

P
8
か
ら
P
2
へ
上
が
る
坂

お
客
様

（
日
本
人
）

7
9
歳

女
性

2
0
1
7
/
2
/
1
1

事
故

（
転

倒
）

負
傷

顔
面

切
り
傷

郷
土

村
で
イ
ベ
ン
ト
対

応
中

の
ス
タ
ッ
フ
よ
り
「
お
客

様
が
転
倒
し
て
ケ
ガ
を

し
て
い
る
」
と
ｎ
連

絡
を
受

け
、
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

看
護

師
が
現
場
へ
向
か

う
。
（
郷

土
村

横
の

園
路

を
歩

行
中

に
転

倒
し
顔

面
を
打

っ
た
と
の
こ
と
）
傷

病
者

の
要

望
に
よ
り
救

急
車

を
要

請
し
、
病

院
へ

搬
送

さ
れ
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

郷
土
村
横
園
路

お
客
様

（
日
本
人
）

8
8
歳

男
性

2
0
1
7
/
2
/
2
6

事
故

（
転

倒
）

負
傷

右
腕

打
撲

歩
く
歩

道
警

備
員

よ
り
「
お
客

様
が

噴
水

広
場

付
近

で
転
倒
し
た
」
と
の
連

絡
を
受

け
、
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

看
護

師
が

現
場

へ
向

か
う
。
（
噴
水
広
場
の

花
壇

の
レ
ン
ガ
に
気

付
か

ず
、
躓

い
て
転

倒
し
た
際

に
右
腕
を
打
っ
た
と
の

こ
と
）
ご
家

族
の

要
望

に
よ
り
救

急
車

を
要

請
し
、
県

立
北
部
病
院
へ
搬
送

さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

噴
水
広
場

お
客
様

（
中
国
人
）

6
5
歳

女
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
8
年
度

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
6
/
7
/
3
0

事
故

創
傷

後
頭

部
の

裂
傷

及
び
左

肘
の

擦
過

傷

事
務

所
職

員
が

瑞
泉

門
前

階
段

に
て
転

倒
し
た
来

園
者
を
発
見
し
、
看
護

師
に
対

応
依

頼
。
現

場
に
到

着
後

、
患

者
の

状
態

を
確
認
。
意
識
レ
ベ
ル

ク
リ
ア
、
会

話
可

能
。
四

肢
可

動
を
確

認
。
患

部
は

す
で
に
止
血
し
て
お
り
、

救
急

車
到

着
ま
で
安

静
を
保

持
。
救

急
隊

到
着

に
伴
い
対
応
を
引
き
継

ぎ
。
県

立
南

部
医

療
セ
ン
タ
ー
へ

搬
送

と
な
っ
た
。

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
前
園
路
階
段

お
客
様

（
韓
国
人
）

5
6
歳

女
性

2
0
1
6
/
9
/
2
8

事
故

打
撲

階
段

園
路

歩
行

中
に
転

倒
し

負
傷

（
頭

部
打

撲
に
よ
る
腫

瘤
、
両

肘
の

擦
過

傷
）

歓
会

門
警

備
員

よ
り
無

線
に
て
「
瑞

泉
門

前
階

段
に
て
お
客
様
が
転
倒

し
、
痙

攣
を
お
こ
し
て
い
る
」
旨

情
報

あ
り
、
患

者
の

状
況

を
鑑
み
、
利
用

サ
ー
ビ
ス
係

り
よ
り
直

ち
に
消

防
へ

救
急

車
要

請
。
看
護
師
及
び
利
用

サ
ー
ビ
ス
係

り
員

が
現

場
へ

急
行

。
看

護
師

到
着

後
に
意
識
の
回
復
が
み

ら
れ

、
起

き
上

が
ろ
う
と
す
る
が

、
安

静
保

持
の

た
め
そ
の
場
で
横
に
な
っ

て
も
ら
う
。
救

急
隊

到
着

と
同

時
に
対

応
を
引

き
継

ぎ
、
（
那
覇
市
立
病
院

へ
搬

送
と
な
っ
た
。
（
別

途
報

告
済

、
施

設
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦
情
無
し
）

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
前
園
路
階
段

お
客
様

4
7
歳

女
性

2
0
1
6
/
1
0
/
1
2

事
故

創
傷

園
路

階
段

降
下

中
に
転

倒
し

負
傷

（
頭

頂
部

の
裂

傷
）

歓
会

門
警

備
員

よ
り
瑞

泉
門

前
階

段
に
て
男

性
が

転
倒
、
頭
部
か
ら
出
血

し
て
い
る
旨

情
報

あ
り
。
現

場
に
看

護
師

及
び
利

用
サ

ー
ビ
ス
係
員
が
急

行
。
同

時
に
救

急
車

を
消

防
に
要

請
。
現

場
に
て
看
護

師
に
よ
る
幹
部
の

圧
迫

止
血

を
実

施
。
患

者
は

意
識

が
あ
り
、
応

答
も
可
能
な
状
態
。
救
急

車
到

着
後

に
救

急
隊

に
対

応
引

継
ぎ
、
那

覇
市

立
病

院
へ
搬
送
と
な
っ

た
。
（
別

途
報

告
済

、
施

設
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦

情
な
し
）

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
前
園
路
階
段

お
客
様

7
7
歳

男
性

2
0
1
6
/
1
0
/
1
3

事
故

捻
挫

芝
生

地
で
足

を
滑

ら
せ

転
倒

し
負

傷
（
左

足
首

の
捻

挫
ま
た
は

骨
折

の
疑

い
）

奉
神

門
改

札
員

よ
り
中

国
人

観
光

客
が

現
場

で
転

倒
し
、
足
を
負
傷
し
て

い
る
旨

看
護

師
に
報

告
あ
り
。
看

護
師

が
現

場
に
向
か

い
、
患
者
の
症
状

を
確

認
。
通

訳
を
介

し
て
聞

き
取

り
を
言

っ
た
と
こ
ろ
、
「
展
望
台
を
下
り
て

芝
生

を
通

り
抜

け
た
と
き
に
、
滑

っ
て
足

を
捻

っ
た
」
と
の

話
が
あ
っ
た
。
患

部
の

腫
れ

が
大

き
く
、
歩

行
困

難
訴

え
あ
り
。
看

護
師
よ
り
救
急
車
要
請
を

管
理

事
務

所
へ

行
う
。
救

急
隊

到
着

の
間

、
患

部
を
冷
却
。
救
急
隊
到
着

と
同

時
に
対

応
を
引

き
継

ぎ
、
那

覇
市

立
病

院
へ

搬
送

と
な
っ
た
。

な
お
、
現

場
は

雨
天

で
あ
り
、
芝

生
の

土
中

に
グ
リ
ー
ン
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
が

設
置

さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
患

者
は

サ
ン
ダ
ル

を
履

い
て
い
た
（
別
途
報
告

済
、
施

設
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦

情
な
し
）

首
里
城
地
区

京
の
内
展
望
台
下
芝
生

地
お
客
様

3
9
歳

女
性

2
0
1
6
/
1
0
/
1
3

事
故

捻
挫

階
段

降
下

中
に
足

を
滑

ら
せ

転
倒

し
負

傷
（
左

足
首

の
捻

挫
ま
た
は

骨
折

の
疑

い
）

現
場

に
て
足

を
滑

ら
せ

て
負

傷
し
た
台

湾
人

観
光

客
が

い
る
旨
警
備
員
の

無
線

情
報

あ
り
。
情

報
を
傍

受
し
た
利

用
サ

ー
ビ
ス
係

員
と
看
護
師
が
現

場
へ

急
行

。
通

訳
（
奉

神
門

改
札

員
）
を
介

し
て
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
左
足
首

を
傷

め
て
い
る
旨

情
報

あ
り
。
現

地
に
て
幹

部
の

冷
却
を
開
始
。
そ
の
後

警
備

員
と
連

携
し
て
首

里
社

館
救

護
室

へ
患

者
を
移
動

。
患
部
の
稼
働
制

限
訴

え
あ
る
こ
と
か

ら
、
看

護
師

よ
り
管

理
事

務
所

へ
救

急
車
要
請
を
行

う
。
救

急
隊

到
着

と
同

時
に
対

応
を
引

き
継

ぎ
、
那

覇
市

立
病
院
へ
搬
送
と

な
っ
た
。

な
お
、
現

場
は

雨
天

で
あ
り
滑

り
や

す
い
状

態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
患
者
は

革
靴

を
履

い
て
い
た
が

、
現

場
を
順

路
と
逆

に
歩

行
し
て
い
た
。
（
別
途
報

告
済

、
施

設
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦

情
な
し
）

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
前
園
路
階
段

お
客
様

6
1
歳

女
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
8
年
度

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
7
/
1
/
3

事
故

打
撲

階
段

歩
行

中
に
転

倒
し
負

傷
（
後

頭
部

の
腫

脹
及

び
擦

過
傷

、
右

肩
甲

骨
周

辺
打

撲
、

右
肘

の
擦

過
傷

、
右

小
指

付
け
根
の

軽
度

腫
脹

）

警
備

員
が

漏
刻

門
下

広
場

側
階

段
で
男

性
が

倒
れ
て
い
る
の
を
発
見
、

看
護

師
に
対

応
要

請
。
現

場
に
て
患

者
及

び
家

族
に
状
況
確
認
。
現
場
階

段
を
順

路
に
逆

行
し
て
歩

い
て
い
た
と
こ
ろ
、
段

差
を
踏
み
外
し
て
転
倒
し

た
可

能
性

が
あ
る
と
の

こ
と
。
状

態
観

察
の

が
め
、
奉
神

門
救
護
室
に
担

架
に
て
移

動
。
ベ
ッ
ド
に
臥

床
し
て
も
ら
い
、
症

状
観

察
及
び
擦
過
傷
の
幹

部
の

消
毒

を
行

う
。
処

置
後

、
患

者
及

び
家

族
に
頭
部

負
傷
の
影
響
が
懸

念
さ
れ

る
た
め
、
医

療
機

関
受

診
及

び
救

急
車

要
請
を
説
明
し
、
了
承
を

得
る
。
そ
の

後
管

理
事

務
所

よ
り
救

急
車

要
請

、
救

急
隊
到
着
ま
で
救
護

室
に
て
安

静
保

持
。
救

急
隊

到
着

後
に
対

応
を
引

き
継
ぎ
、
大
浜
第
一
病

院
へ

搬
送

と
な
っ
た
。
（
別

途
報

告
済

、
施

設
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦
情
な
し
）

首
里
城
地
区

漏
刻
門
下

広
場
側
階
段

お
客
様

8
3
歳

男
性

2
0
1
7
/
1
/
1
8

事
故

打
撲

階
段

園
路

を
加

工
区

に
足

を
滑

ら
せ

頭
部

を
負

傷
（
後

頭
部

腫
瘤

あ
り
、
右

肘
及

び
右
手

薬
指

の
擦

過
傷

）

瑞
泉

門
前

階
段

に
て
来

園
者

が
転

倒
し
た
旨

警
備

無
線
に
て
情
報
あ
り
。

情
報

を
得

た
利

用
サ

ー
ビ
ス
係

員
及

び
看

護
師

が
現

場
に
急
行
。
途
中
、

傷
病

者
よ
り
救

急
車

要
請

。
現

場
で
看

護
師

が
傷

病
者

に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
左

記
場

所
を
歓

会
門

向
け
に
降

下
中

、
雨

で
ぬ
れ

た
路
面
で
滑
り
、
階

段
の

角
に
頭

部
を
ぶ

つ
け
た
と
の

こ
と
。
救

急
隊

到
着

と
同
時
に
救
急
隊

へ
対

応
引

継
ぎ
、
那

覇
市

立
病

院
へ

搬
送

と
な
っ
た
。
（
別
途
報
告
済
、
施

設
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦

情
な
し
）

首
里
城
地
区

瑞
泉
門
前
階
段

お
客
様

6
9
歳

男
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
8
年
度

【
病

気
(急

性
症

状
）
】

発
生

日
時

事
故

の
大
分

類
事

故
の

種
類

件
名

・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
6
/
6
/
1
9

病
気

(急
性

症
状

）
倦

怠
感

熱
中
症

疑
い

ア
ニ
ソ
ン
の

日
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
し
て
い
た
出

演
者

が
、
出
演
を
終
え
夕
陽

の
広

場
レ
ス
ト
ラ
ン
の

控
室

に
戻

る
際

に
眩

暈
を
起

こ
し
、
そ
の
後
も
倦
怠

感
、
気

分
不

快
感

が
あ
り
、
意

識
の

虚
脱

感
も
あ
っ
た
た
め
同
行
し
て
い
た

事
務

所
職

員
に
よ
り
救

急
車

要
請

を
行

い
、
北

部
医
師

会
病
院
へ
搬
送
し

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

夕
陽
の
広
場

イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ッ

フ
（
出
演
者
）

2
8
歳

女
性

2
0
1
6
/
6
/
2
4

病
気

(急
性

症
状

）
倦

怠
感

熱
中

症
疑

い

警
備

員
よ
り
「
ち
び
っ
こ
と
り
で
に
て
男

の
子

が
倒

れ
て
い
る
」
と
連
絡
が
あ

り
、
水

族
館

看
護

師
に
て
対

応
し
た
。
男

の
子

は
意

識
朦
朧
と
し
て
お
り
、

舌
を
か

ん
だ
こ
と
に
よ
る
出

血
も
み

ら
れ

た
。
熱

中
症
の

疑
い
が
あ
っ
た
た

め
、
事

務
所

職
員

に
よ
り
救

急
車

の
要

請
を
行

っ
た
。
引
き
続
き
舌
の
止

血
及

び
ク
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
処

置
を
続

け
救

急
車

が
到

着
し
た
際
に
救
急

隊
に
対

応
の

引
継

ぎ
を
行

う
。
傷

病
者

は
、
県

立
北

部
病
院
へ
搬
送
し
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様

4
歳

男
性

2
0
1
6
/
7
/
1
2

病
気

(急
性

症
状

）
そ
の

他
熱

性
痙

攣

ち
び
っ
こ
と
り
で
に
て
警

備
員

が
、
痙

攣
を
お
こ
し
て
い
る
お
子
様
を
発
見

し
、
父

親
か

ら
救

急
車

要
請

の
依

頼
を
受

け
救

急
車
要

請
を
行
っ
た
。
看

護
師

に
て
ク
ー
リ
ン
グ
を
行

い
な
が

ら
事

情
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
朝
か
ら
熱

が
あ
っ
た
と
の

こ
と
か

ら
熱

性
痙

攣
と
考

え
ら
れ

る
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ち
び
っ
こ
と
り
で

お
客
様

1
0
ヶ
月

男
性

2
0
1
6
/
8
/
3

病
気

(急
性
症

状
）

そ
の
他

発
熱

子
供

の
体

調
が

良
く
な
い
た
め
休

ま
せ

て
ほ

し
い
と
の

こ
と
で
、
警
備
員
と

共
に
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
に
来

室
。
当

日
の

朝
か
ら
発
熱
と
嘔
吐
が

あ
っ
た
と
の

こ
と
。
ご
家

族
の

要
望

に
よ
り
救

急
車

を
要
請
し
、
県
立
北
部

病
院

へ
搬

送
さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

中
央
ゲ
ー
ト
付
近

お
客
様

（
日
本
人
）

6
歳

男
性

2
0
1
6
/
8
/
4

病
気

(急
性
症

状
）

そ
の
他

ア
レ
ル

ギ
ー
症

状

子
供

が
P
7
付

近
で
虫

に
さ
さ
れ

発
疹

が
出

て
い
る
と
の

こ
と
で
、
ハ
イ
サ
イ

プ
ラ
ザ

救
護

室
に
来

室
。
虫

に
さ
さ
れ

た
こ
と
と
は

別
に
、
元
々
卵
ア
レ
ル

ギ
ー
の

既
往

歴
が

あ
り
、
昼

間
に
卵

料
理

を
食

べ
て
い
た
と
の
こ
と
。
発
疹

は
顔

と
体

全
体

に
も
出

て
い
た
た
め
、
ご
家

族
の

要
望

に
よ
り
救
急
車
を

要
請

し
、
県

立
北

部
病

院
へ

搬
送

さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

P
7
立
体
駐
車
場
～
ハ
イ

サ
イ
プ
ラ
ザ

お
客
様

（
日
本
人
）

1
歳

女
性

2
0
1
6
/
9
/
1
2

病
気

(急
性

症
状

）
そ
の

他
発

熱
・
痙

攣

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

よ
り
、
子

供
が

嘔
吐

し
痙

攣
し
て
い
る
と
の
連
絡
が
あ
り
、

水
族

館
看

護
師

が
ハ

イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

救
護

室
へ

向
か
う
。
嘔
吐
・
痙
攣
は

収
ま
っ
た
も
の

の
、
4
0
度

の
高

熱
と
全

身
の

震
え
が

み
ら
れ
ぐ
っ
た
り
し
て

い
た
た
め
、
救

急
車

を
要

請
し
、
県

立
北

部
病

院
へ

搬
送
さ
れ
た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
～
水
族

館
4
F
付
近

お
客
様

（
中
国
人
）

2
歳

女
性

2
0
1
6
/
1
0
/
2

病
気

(急
性

症
状

）
そ
の

他
腹

痛
・
嘔

気

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ

よ
り
腹

痛
・
嘔

気
が

あ
り
救

護
室

を
利
用
し
た
い
方
が
い

る
と
の

連
絡

を
受

け
、
水

族
館

看
護

師
が

ハ
イ
サ

イ
プ
ラ
ザ
へ
向
か
う
。
持

病
の

前
立

腺
炎

の
治

療
中

で
痛

み
止

め
を
服

用
し
て
い
た
が
痛
み
が
治

ま
ら
な
い
と
の

こ
と
。
傷

病
者

の
要

望
に
よ
り
救

急
車
を
要
請
し
、
医
師
会

病
院

へ
搬

送
さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
付
近

お
客
様

（
中
国
人
）

3
3
歳

男
性

2
0
1
7
/
3
/
1
3

病
気

(急
性

症
状

）
そ
の

他
気

分
不

良
・
眩

暈
・
嘔

気

公
園

パ
ト
ロ
ー
ル

カ
ー
運

転
手

よ
り
「
体

調
不

良
の

お
客
様
を
水
族
館
救

護
室

か
ら
駐

車
場

ま
で
送

迎
中

。
お
客

様
の

容
体

が
悪
化
し
救
急
搬
送
を

希
望

さ
れ

て
い
る
」
と
の

連
絡

を
受

け
、
ス
タ
ッ
フ
と
ハ
イ
サ
イ
プ
ラ
ザ
看
護

師
が

現
場

へ
向

か
う
。
（
前

日
か

ら
下

痢
や

嘔
吐

が
あ
り
、
水
族
館
救
護
室

で
休

ん
で
い
た
と
の

こ
と
。
）
ご
家

族
の

要
望

に
よ
り
救
急
車
を
要
請
し
、
病

院
へ

搬
送

さ
れ

た
。

海
洋
博
覧
会
地
区

P
5
駐
車
場

お
客
様

（
カ
ナ
ダ
人

）
5
9
歳

女
性

2
0
1
6
/
8
/
1
6

病
気

(急
性

症
状

）
そ
の

他
全

身
痙

攣
を
発

症
（
1
～

2
分

程
四

肢
の

屈
曲

、
眼

球
挙

上
あ
り
。
原

因
不

明
）

家
族

と
別

の
来

園
者

か
ら
の

情
報

で
、
「
ベ
ビ
ー
カ
ー
に
乗
車
し
た
お
子
さ

ん
が

痙
攣

を
お
こ
し
て
い
る
」
旨

連
絡

あ
り
。
看

護
師
対

応
時
に
は
既
に
痙

攣
は

消
失

。
救

護
室

へ
移

動
。
両

親
に
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
数
日
前
か
ら
体

調
不

良
（
感

冒
）
が

あ
り
、
解

熱
剤

を
服

用
し
て
い
た
と
の
こ
と
。
両
親
の
予

備
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
と
調

整
の

上
、
救

急
車

要
請

と
な
り
、
県
立
南
部
医
療
セ

ン
タ
ー
へ

搬
送

と
な
っ
た
。
（
別

途
報

告
済

、
管

理
瑕

疵
に
よ
る
苦
情
な
し
）

首
里
城
地
区

下
之
御
庭

お
客
様

（
香
港
）

1
歳

男
性
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危
機
管
理
対
応
実
績
①
＜
事
故
対
応
等
＞
　
平
成
2
8
年
度

【
そ
の

他
】

発
生

日
時

事
故

の
大

分
類

事
故

の
種

類
件

名
・
被

害
の

程
度

被
害

の
概

要
又

は
状

況
発
生
地
区

発
生
場
所

負
傷
者
の

分
類

負
傷
者

年
齢

負
傷
者

性
別

相
手
方
の

分
類

相
手
方

年
齢

相
手
方

性
別

2
0
1
7
/
2
/
9

そ
の

他
負

傷
右

肩
脱

臼
疑

い

肩
を
痛

め
た
と
の

こ
と
で
、
傷

病
者

と
タ
ク
シ
ー
運

転
手

が
ハ
イ
サ
イ
プ
ラ

ザ
救

護
室

に
来

室
。
（
今

帰
仁

城
址

の
ト
イ
レ
で
ジ
ェ
ッ
ト
タ
オ
ル
の
音
に
驚

き
、
急

に
動

か
し
た
右

肩
に
激

痛
が

走
っ
た
と
の

こ
と
）
傷
病
者
の
要
望
に

よ
り
救

急
車

を
要

請
し
、
病

院
へ

搬
送

さ
れ

た
。

園
外

園
外

お
客
様

（
日
本
人
）

7
5
歳

女
性
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危機管理対応実績②＜自然災害＞（海洋博覧会地区）

【平成25年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

2013/6/19 台風
台風4号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有
・エメラルドビーチ一部利用制限（6月19日終
日）、エメラルドビーチ利用中止(6月20日終日)
・夕陽の広場利用中止（6月20日8:00～14:00）

2013/8/17
熱帯低気圧

b
熱帯低気圧bによる、公園利用者及び
施設の安全対策

有

・エメラルドビーチ一部利用制限（8月17日16：
30～終日）、エメラルドビーチ利用中止（8月18
日終日）
・イノー探検、サレービチ追込み漁体験中止(8
月18日)

2013/8/21 台風
台風12号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有

・エメラルドビーチ一部利用制限（8月21日終
日）
・ちびっことりで利用中止(8月21日8:00～10:30)
・夕陽の広場利用中止（8月21日8:15～11:00）

2013/8/29 台風
台風15号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有
・エメラルドビーチ一部利用制限（8月29日13：
00～終日）、エメラルドビーチ利用中止(8月30
～31日終日)

2013/10/5 台風
台風23号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有

・閉園（10月5日12:00～終日）
・エメラルドビーチ一部利用制限（10月4日終
日）、エメラルドビーチ利用中止(10月5～8日）
・ちびっことりで、夕陽の広場利用中止（10月5
日8:00～12:00、10月6日8:00～12:00）
・イルカふれあい体験、イルカショー、イルカ観
察会、ダイバーショー中止（10月5日）、イルカ
ふれあい体験中止（10月6日）

2013/10/7 台風
台風24号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有

・閉園（10月7日12:00～終日）
・エメラルドビーチ利用中止（10月7日8：30～終
日）、エメラルドビーチ一部利用制限（10月8日
～14日）
・夕陽の広場利用中止（10月7日9:20～終日）
・イルカショー、イルカ観察会、ダイバーショー
中止(10月7日)

2013/10/23 台風
台風27号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有

・エメラルドビーチ利用中止（10月23日～26日
終日）
・ちびっことりで、夕陽の広場利用中止（10月23
日～25日終日）
・イルカショー、イルカ観察会、ダイバーショー
終日中止（10月23日～24日）
・イルカショー（10月25日11:00）、イルカ観察会
（10月25日11:30・13:30）、ダイバーショー（10月
25日11:50・13:50）の利用中止

【平成26年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

2014/7/8 台風
台風8号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有 ・台風接近の為、終日休園

2014/8/1 台風
台風12号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有
・イルカショー中止（13：00・14：30・18：00）
・エメラルドビーチ（終日利用中止）
・ちびっことりで・夕陽の広場（終日利用中止）

2014/10/11
～10/12

台風
台風19号による、公園利用者及び施設
の安全対策

有 ・台風接近の為、終日休園
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【平成27年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・
利用規制

施設の営業時間の変更等の概要

2015/5/12 台風
台風6号による、公園利用者及び施
設の安全対策

有

・閉園(5月12日 8：00～10：30)
・エメラルドビーチ利用中止
　遊びの浜(5月11日～5月12日)
　憩いの浜(5月11日 15：00～5月12日)
・エメラルドビーチ利用中止
　遊びの浜(5月13日 8：30から9：30)
　憩いの浜(5月13日 8：30～9：45)
・夕陽の広場(5月12日終日)

2015/7/9 台風
台風9号による、公園利用者及び設
備の安全対策

有

･閉園(7月9日 19：00臨時閉園)
・エメラルドビーチ終日利用中止
　全ての浜(7月9日～7月10日)
・エメラルドビーチ終日遊泳中止
　全ての浜(7月11日)
・エメラルドビーチ散策中止
　(7月9日～7月11日 9：00)
・夕陽の広場利用中止
　(7月9日 14：15～7月11日)
・ちびっことりで利用中止
　(7月9日 14：20から7月11日 11：30)

2015/7/25 台風
台風12号による、公園利用者及び設
備の安全対策

有

・閉園(7月25日水族館エリアを除き休園)
　(水族館エリア 8：00～13：30)
・エメラルドビーチ利用中止
　全ての浜(7月24日～7月25日)
・夕陽の広場終日利用中止(7月25日)
・ちびっことりで終日利用中止(7月25日)

2015/8/24 台風
台風15号による、公園利用者及び設
備の安全対策

有

・8月24日終日臨時閉園
・エメラルドビーチ遊泳中止
　憩いの浜・眺めの浜(8月23日～8月28日)
　遊びの浜
　(8月23日 17：00～8月26日 12：00)
・エメラルドビーチ散策中止
　遊びの浜・眺めの浜
　(8月23日 17：00～8月26日 12：00)
・夕陽の広場・ちびっことりで利用中止

2015/9/18 津波
津波注意報による、公園利用者及び
設備の安全対策

有
・エメラルドビーチ全面遊泳・散策中止
　(9月18日 8：00～16：50)

【平成28年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

2016/9/6 台風
台風13号接近に伴う、公園利用者及び
施設の安全対策

有

・エメラルドビーチ利用中止
　全ての浜(9月6日 12：00～終日)
・エメラルドビーチ遊泳中止
　全ての浜(9月6日終日)
　眺め・憩いの浜(9月7日終日)
　遊びの浜(9月7日 8：00～11：00)
・夕陽の広場利用中止
　(9月6日終日/9月7日 8：00～15：00)
・ちびっことりで利用中止
　(9月6日終日/9月7日 8：00～11：00)

2016/9/17 台風
台風16号接近に伴う、公園利用者及び
施設の安全対策

有

・エメラルドビーチ利用中止
　全ての浜(9月19日終日)
・エメラルドビーチ遊泳中止
　全ての浜(9月17日 12：00～9月20日)
　眺め・憩いの浜(9月21日終日)
　遊びの浜(9月21日 8：00～10：00)
・夕陽の広場利用中止
　(9月17日 16：20～終日/9月18日 15：20～終
日)
・ちびっことりで利用中止
　(9月17日 16：20～終日/9月18日 15：20～終
日)
・ダイバーショー中止(15：30)
・イルカふれあい体験中止(10：20)

2016/9/26
14：20

地震
（津波の心

配なし）
震度3

地震発生に伴う、公園利用者及び施設
の安全対策

有

・エメラルドビーチ利用中止
　全ての浜(9月26日 14：22～終日)
・海岸遊歩道・カメの浜利用中止
　(14：25～終日)

2016/10/3 台風
台風18号接近に伴う、公園利用者及
び施設の安全対策

有

・臨時閉園(10月3日 12：00～終日)
・エメラルドビーチ利用中止
　全ての浜(10月3日～10月4日終日)
・エメラルドビーチ遊泳中止
　全ての浜(10月2日15：00～10月5日12：
00)
・夕陽の広場利用中止
　(10月3日～10月4日終日)
・ちびっことりで利用中止
　(10月3日10月4日終日)
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危機管理対応実績②＜自然災害＞（海洋博覧会地区）

降雨・雷による施設利用制限件数
【H25】 （単位：件）

エメラルドビーチ ちびっことりで 夕陽の広場
４月 2 10 10
５月 1 11 11
６月 3 5 8
７月 3 0 1
８月 5 2 4
９月 17 5 4

１０月 28 6 8
１１月 ― 6 7
１２月 ― 9 10

１月 ― 5 6
２月 ― 12 14
３月 ― 8 7

計 59 79 90

【H26】各施設の利用中止回数 （単位：件）
エメラルドビーチ ちびっことりで 夕陽の広場

４月 2 10 9
５月 1 15 13
６月 1 13 13
７月 10 2 3
８月 16 12 11
９月 3 5 6

１０月 12 8 7
１１月 ― 7 8
１２月 ― 4 4

１月 ― 4 4
２月 ― 7 9
３月 ― 11 7

計 45 98 94

【H27】各施設の利用中止回数 （単位：件）
エメラルドビーチ ちびっことりで 夕陽の広場

４月 8 14 14
５月 7 10 11
６月 4 8 7
７月 11 18 14
８月 21 8 7
９月 20 5 5

１０月 0 8 6
１１月 ― 6 6
１２月 ― 8 11

１月 ― 13 17
２月 ― 9 10
３月 ― 11 12

計 71 118 120

【H28】各施設の利用中止回数 （単位：件）
エメラルドビーチ ちびっことりで 夕陽の広場

４月 5 12 13
５月 1 10 13
６月 7 13 12
７月 0 8 8
８月 8 10 11
９月 26 21 20

１０月 5 31 16
１１月 ― 18 10
１２月 ― 13 10

１月 ― 20 11
２月 ― 18 13
３月 ― 20 17

計 52 194 154
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危機管理対応実績②＜自然災害＞（首里城地区）

【平成25年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

2013/10/5 台風
台風23号接近による、公園利用者及び
施設の安全対策

有 ・閉園（10月5日終日）

2013/10/7 台風
台風24号接近による、公園利用者及び
施設の安全対策

有 ・閉園（10月5日12:00～）

【平成26年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

2014/7/8 台風
台風8号接近による、公園利用者及び
施設の安全対策

有 終日休園

2014/7/9 台風
台風8号接近による、公園利用者及び
施設の安全対策

有 休園（朝～12:00）

2014/10/11～
10/12

台風
台風19号接近による、公園利用者及び
施設の安全対策

有 終日休園

【平成27年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

該当なし

【平成28年度】

災害発生日時 災害種別 地震震度 災害件名
入園 ・

利用規制
施設の営業時間の変更等の概要

2016/10/3 台風 台風18号 臨時休園 10/3（火）11：30～終日
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危機管理対応実績②＜自然災害、火災＞（首里城地区）

降雨・雷による施設利用制限件数
【H25】 （単位：件）

西のアザナ展望台 京の内展望台 誘導ルート変更 舞への誘い

４月 1 1 17 1
５月 1 1 18 0
６月 0 0 6 0
７月 0 0 1 0
８月 3 3 7 0
９月 1 1 13 1

１０月 4 4 12 7
１１月 0 0 7 0
１２月 0 0 6 0

１月 0 0 8 0
２月 0 0 13 0
３月 1 1 13 1

計 11 11 121 10

【H26】各施設の利用中止回数 （単位：件）
西のアザナ展望台 京の内展望台 誘導ルート変更 舞への誘い

４月 0 0 4 0
５月 0 0 18 0
６月 4 4 25 0
７月 1 2 6 1
８月 6 6 38 0
９月 10 10 10 0

１０月 1 1 6 2
１１月 0 0 9 0
１２月 1 1 10 0

１月 0 0 8 0
２月 0 0 9 0
３月 0 0 11 0

計 23 24 154 3

【H27】各施設の利用中止回数 （単位：件）
西のアザナ展望台 京の内展望台 誘導ルート変更 舞への誘い

４月 0 0 0 0
５月 0 0 0 0
６月 0 0 0 0
７月 2 2 2 1
８月 1 1 1 0
９月 0 0 0 0

１０月 0 0 0 0
１１月 0 0 0 0
１２月 0 0 0 0

１月 0 0 0 0
２月 0 0 0 0
３月 0 0 0 0

計 3 3 3 1

【H28】各施設の利用中止回数 （単位：件）
西のアザナ展望台 京の内展望台 誘導ルート変更 舞への誘い

４月 0 0 0 0
５月 0 0 0 0
６月 0 0 0 0
７月 0 0 0 0
８月 0 0 0 0
９月 0 0 0 0

１０月 1 1 1 1
１１月 0 0 0 0
１２月 0 0 0 0

１月 0 0 0 0
２月 0 0 0 0
３月 0 0 0 0

計 1 1 1 1
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ビーチハウス内救護室

総合案内所内救護室

２
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エメラルドビーチ監視員等配置図 

  

エメラルドビーチの遊泳期間及び遊泳時間は表１の通りである。 

 各期間における配置図は次ページの通りである。 

 

 

  表１ 遊泳期間 

 人数  監視員  巡視員  期間  

シフト 1 ※ 6名  5 1 4月  

シフト 2 7名  5 2 5月～ 6月・ 9月  

シフト 3 9名  6 3 7月～ 8月  

シフト 4 ※ 6名  5 1 1～ 2名  

 ※シフト 1（ 4月の 8： 00～ 19： 00利用時間に合わせたシフト体制）  
 ※シフト 4（ 10月の 8： 00～ 17： 30利用時間に合わせたシフト体制）  
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オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

遊泳区域ロープ  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

備瀬ゲート  

エメラルドビーチ  

遊びの浜  

眺めの浜  

憩いの浜  

ビーチハウス  

 

 

■６人体制（シフト 1） 4月  

No. 配置目的  主業務範囲  主業務内容  配置時間  

① ビーチ監視員 遊びの浜(東） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：00 

② ビーチ監視員 遊びの浜（中央） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

③ ビーチ監視員 眺め・憩いの浜 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

④ ビーチ巡視員 ※全 域 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～19：30 

⑤ ビーチ監視員 ※遊びの浜（西） 遊泳者の監視、安全確保等 9：00～19：30 

⑥ ビーチ監視員 遊びの浜（水中） 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～19：00 

※ 監 視 員 （ 水 上 安 全 法 有 資 格 者 ） 、 巡 視 員 （ 無 資 格 者 ）  
※ ビ ー チ の 各 浜 の 利 用 者 数 、 状 況 等 に 応 じ 配 置 す る 。  

 

 

国営沖縄記念公園海洋博覧会地区 

エメラルドビーチ監視員等配置図 

①  

②  

 
 

③  

④  

※⑤ 

⑤  

⑥  
※④ 
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オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

遊泳区域ロープ  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

備瀬ゲート  

エメラルドビーチ  

遊びの浜  

眺めの浜  

憩いの浜  

ビーチハウス  

 

 

■７人体制（シフト 2） 5月～ 6月 ・ 9月  

No. 配置目的  主業務範囲  主業務内容  配置時間  

① ビーチ監視員 遊びの浜(東） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：00 

② ビーチ監視員 遊びの浜（中央） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

③ ビーチ監視員 眺め・憩いの浜 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

④ ビーチ巡視員 ※全 域 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～19：30 

⑤ ビーチ監視員 ※遊びの浜（西） 遊泳者の監視、安全確保等 9：00～19：30 

⑥ ビーチ監視員 遊びの浜（水中） 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～19：00 

※ 監 視 員 （ 水 上 安 全 法 有 資 格 者 ） 、 巡 視 員 （ 無 資 格 者 ）  
※ ビ ー チ の 各 浜 の 利 用 者 数 、 状 況 等 に 応 じ 配 置 す る 。  

 

 

国営沖縄記念公園海洋博覧会地区 

エメラルドビーチ監視員等配置図 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  

※⑤ 

※④ 
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オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

遊泳区域ロープ  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

備瀬ゲート  

エメラルドビーチ  

遊びの浜  

眺めの浜  

憩いの浜  

ビーチハウス  

 

 

■９ 人 体制（シフト 3） 7月～ 8月  

No. 配置目的  主業務範囲  主業務内容  配置時間  

① ビーチ監視員 遊びの浜(東） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：00 

② ビーチ監視員 遊びの浜（中央） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

③ ビーチ監視員 眺め・憩いの浜 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：00 

④ ビーチ巡視員 全 域 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～19：30 

⑤ ビーチ監視員 遊びの浜（西） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

⑥ ビーチ監視員 遊びの浜（水中） 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～19：00 

⑦ ビーチ巡視員 遊びの浜（北） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～19：30 

⑧ ビーチ監視員 憩いの浜 遊泳者の監視及び施設巡視等 8：00～19：00 

⑨ ビーチ巡視員 全 域 主に遊び中心に巡視 8：00～19：30 

※ 監 視 員 （ 水 上 安 全 法 有 資 格 者 ） 、 巡 視 員 （ 無 資 格 者 ）  

 

国営沖縄記念公園海洋博覧会地区 

エメラルドビーチ監視員等配置図 

⑨  

②  

③  

④  

⑧  

⑤  

⑥  

⑦  

①  
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オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

遊泳区域ロープ  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

オイルフェンス及び  

クラゲ侵入防止ネット  

遊泳区域ロープ  

備瀬ゲート  

エメラルドビーチ  

遊びの浜  

眺めの浜  

憩いの浜  

ビーチハウス  

 

 

■６人体制（シフト 4） 10月  

No. 配置目的  主業務範囲  主業務内容  配置時間  

① ビーチ監視員 遊びの浜(東） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～17：30 

② ビーチ監視員 遊びの浜（中央） 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～18：00 

③ ビーチ監視員 眺め・憩いの浜 遊泳者の監視、安全確保等 8：00～18：00 

④ ビーチ巡視員 ※全 域 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～18：00 

⑤ ビーチ監視員 ※遊びの浜（西） 遊泳者の監視、安全確保等 9：00～18：00 

⑥ ビーチ監視員 遊びの浜（水中） 
遊泳者の監視、安全確保及び
施設巡視 

8：00～17：30 

※監視員（水上安全法有資格者）、巡視員（無資格者）  
※ビーチの各浜の利用者数、状況等に応じ配置する。  

 

 

 

国営沖縄記念公園海洋博覧会地区 

エメラルドビーチ監視員等配置図 

①  

②  

③  

④  

⑤  

※⑤ 

⑥  

※④ 
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警備員の配置及び入園者カウント方法等 

 
 

１．配置場所 

【海洋博覧会地区】 

（１）統括警備員、その他（受付・案内） 
①管理事務所（統括警備員） ②管理事務所（受付・案内） ③巡回警備員 

（２）ゲート警備員 
①中央ゲート ②北ゲート ③南ゲート ④備瀬ゲート ⑤通用門ゲート（信号機前） 
⑥Ｐ7立体駐車場入口 ⑦Ｐ8ゲート（ポンプ場横） ⑧Ｐ9エメラルドゲート 

（３）園内警備員 
①動く歩道・海洋文化館・おきなわ郷土村 ②プラネタリウム・おきなわ郷土村 ③ちびっことりで 
④バンコの森 ⑤夕陽の広場 ⑥Ｐ9駐車場インフォメーション 

 
【首里城地区】 
（１）統括警備員 

①管理事務所 
（２）ゲート警備員 

①歓会門  ②木曳門  ③継世門（H30供用予定） 
（３）園内警備員・巡視員 

①歓会門※ ②木曳門※ ③系図座・用物座※ ④下之御庭 ⑤久慶門※ ⑥広福門 ⑦右掖門  
⑧継世門※（H30供用予定） ⑨北城郭 ⑩南城郭 
※は、歴史衣装を着用の上、対応する。 

 
 
２．要員の配置 
【海洋博覧会地区】 
Ｐ７立体駐車場以外のゲート警備には、警備業務と入園者カウントを兼ねた警備員を１名配置する。 

【首里城地区】 
①ゲート警備員は、警備業務と入園者カウントを兼ねた警備員を１名配置する。 
②歓会門では、8時から11時の間（混雑時）は、カウント専門の要員を別途1名配置する。 
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３．要員の配置時間 

【海洋博覧会地区】 

配置場所 夏期(3月～9月) 通常期(10月～2月) 

統括警備員 管理事務所 9:00 ～ 18:00 9:00 ～ 18:00 

統括警備員（宿直） 管理事務所 
6:30 ～ 9:00 

18:00 ～ 0:00 

6:30 ～ 9:00 

18:00 ～ 0:00 

受付・案内 管理事務所 9:00 ～ 18:00 9:00 ～ 18:00 

園内巡回 管理事務所 9:00 ～ 18:00 9:00 ～ 18:00 

園内巡回（時間外） 

（２名） 
管理事務所 

6:30 ～ 9:00 

18:00 ～ 0:00 

6:30 ～ 9:00 

18:00 ～ 0:00 

ゲート警備員 中央ゲート 7:30 ～ 21:00 7:30 ～ 19:30 

北ゲート 7:00 ～ 20:30 7:00 ～ 19:00 

南ゲート 7:00 ～ 20:00 7:30 ～ 18:30 

備瀬ゲート 6:30 ～ 20:00 6:30 ～ 18:30 

通用門 9:00 ～ 21:30 9:00 ～ 21:30 

P7立体駐車場 8:00 ～ 21:00 8:00 ～ 19:30 

P8ゲート 8:00 ～ 20:00 8:00 ～ 18:30 

P9エメラルドゲート 8:00 ～ 19:30 8:00 ～ 18:00 

園内警備員 動く歩道・海洋文化館・おきなわ郷土村 8:00 ～ 20:30 8:00 ～ 19:30 

プラネタリウム・おきなわ郷土村 8:00 ～ 19:30 8:00 ～ 18:00 

バンコの森（土日祝日） 8:00 ～ 19:00 8:00 ～ 18:00 

夕陽の広場（土日祝日） 8:00 ～ 19:00 8:00 ～ 18:00 

ちびっことりで 8:00 ～ 20:30 8:00 ～ 18:30 

P9ゲートインフォメーション 8:00 ～ 19:30 8:00 ～ 18:00 

※実稼働時間を示す。

【首里城地区】 

配置場所 4月1日 ～ 6月30日 7月1日 ～ 9月30日 

統括警備員 9:00 ～ 18:00 9:00 ～ 18:00 

歓会門、木曳門、久慶門、継世門 8:00 ～ 19:30 8:00 ～ 20:30 

系図座・用物座、広福門、右掖門、 

下之御庭（巡視員）、北城郭（巡視員）、 

南城郭（巡視員） 

8:00 ～ 18:00 8:00 ～ 18:30 

配置場所 10月1日 ～ 11月30日 12月1日 ～ 3月31日 

統括警備員 9:00 ～ 18:00 9:00 ～ 18:00 

歓会門、木曳門、久慶門、継世門 8:00 ～ 19:30 8:00 ～ 18:30 

系図座・用物座、広福門、右掖門、 

下之御庭（巡視員）、北城郭（巡視員）、 

南城郭（巡視員） 

8:00 ～ 18:00 8:00 ～ 18:00 

４．入園者カウント方法 

①各配置場所で開園から閉園までの間、1時間単位で2台の手持式数取器を用いて、大人・小人に別けてカ

ウントする。 

②把握した1時間毎の入園者数を、その都度入園者日報に記入する。（日報に記入した後、手持式数取器をリ

セットし、以後同様に繰り返す。） 

５．報告 

  閉園後、各ゲート・門でカウントされた入園者数を入園者日報に記入し、報告する。 

※

※ ※

※
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業務入園規則  

 

国営沖縄記念公園〔海洋博覧会地区〕 

「業務入館実施要領」 

 

１．目的  

本要領は、国営沖縄記念公圃 （海洋博覧会地区 ）の有料施設である「水族館 」、「熱

帯 ドリームセンター」、「海洋文化館 」への業務による入館を適正かつ円滑に実施すること

を目 的とする。  

 

２．運 用  

本基準は、あくまで国営公園業務にあたるかどうかの判断基準に適用するものであり、

その対 象は概ね国 、地方公共団体等の機関及び維持管理業務関係者並びに国営沖

縄記念公園事務所長が特に必要と認めた者を業務入館の適用対象とする。  

 

３．業 務入館の範囲  

海洋博覧会地区の有料施設に業務として入館できる者は、以下に列挙したものを対

象 とする。  

①「国宮沖縄記念公園海洋博地区の実務に従事その業務の一環として入館する者 」  

１）公園管理者  

２）公園業務の受注者  

３）公園管理者ではないが、当公園の事業を支援する立場の業務を執行する者

（工事の検査 、予算関係事務 、職員の処遇等 ）  

４）法 令等に基づく協議対象者 （海岸管理者等 ）  

５）公園管理者から依頼を受けて事業についての指導を行う者 （委員会における学

識委員等 ）  

 

②「国営 公園事業に関係する者による視察 」  

 間接的に海洋博覧会地区の事業に携わっている者としての視察 （他の国営公園の

関係者等 ）  

 

③「国会 議員 」  

 

④「海洋博覧会地区で国の主催するイベントに参画する者 」  

 

⑤「地方公共団体関係者で、国営公園に関係ある者としての視察 ｣  

 例 ）国 営河川公園の負担金支出者として、国営公園である海洋博覧会を視察する

場合  
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⑥「特に当地区のＰＲ上 、その視察が国営公園事業の推進につながると解されるもの」  

例 ）国家公務員新人研修  

 

⑦「その他の事由で、上記理由に準じて妥当と判断されるもの」  

 

 

４．手続きについて  

①業 務入館証の発行及び交付については、直接国営沖縄記念公園事務所に来園３

日前までに所定の様式にて申請し、審査後同事務所又は海洋博覧会記念公園管

理財団の交付窓口で、業務入館当日に発行するものとする。  

②入 館後は、交付窓口へ返 却 するものとする。  

③紛 失したときは、必ず交付窓口へ届け出ることとする。  
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国 営沖縄記念公園海洋博覧会地区の車輌入園許可証の交付について（案 ）  

 

第 1条  国営沖縄記念公園海洋博覧会地区の「入園許可証 」の交付は下記のとおり

とする。  

 

１．「公園事務所 ・財団 」許可証について国営沖縄記念公園事務所 （以下 、「公園事

務所 」という。）と一般 財団法人沖縄美ら島財団 （以下 、「財団 」という。）の業務用

車輌を対象に許可証を交付する。  

指定ゲートは「全ゲート」とし、入園許可期間 は「3年 10ヶ月 」、入園時間区分は「通

し」とする。  

 

２．「年間維持管理業 務 」許可証について、公園維持管理業務などの年間契約をし

ている業者が使用する業務用車輌を対象に交付する。  

指定ゲートは「全ゲート」とし、入園許可期間 は「3年 10ヶ月 」、入園時間区分は「通

し」とする。  

 

３．「その他 」の許可証について、１・２の対象車輌以外の業務用車輌を対象に許可

証を交付する。  

指定ゲート、入園許可期間 、入園時間区分を設定する。  

 

４．「駐車許可証 」について、財団職員の通勤用使用車輌を対象に交付する。  

 

第 2条  「車輌入園許可証交付申請書 」の取扱いについては下記のとおり行 う。  

 

１．「車輌入園許可証 交付申請書 （年間維持管理業務 ）」について、第 １条 ２「年間

維持管理業務 」許可証の交付を受けようとする者を対象とする。  

 

２．「車輌入園許可証 交付申請書 （その他 ）」について、第 １条 ３「その他 」許可証の

交付を受けようとする者を対象とする。  

 

第３条  「入園許可証 発行台帳 」の取扱いについては下記のとおりとする。  

 

１．「年間維持管理業 務 」許可証を交付した車輌を台帳管理する。  

 

２．「その他 」許可証を交付した車輌を台帳管理する。  

 

第４条  作業用車輌以 外で、人の移動のみを目的とした車輌入園については、許可証

の交付を認めない。  

 

 

 
別紙-318



第５条  入園車輌の業務内容や入園目的の確認できない業務用車輌については、許

可証の交付を認めない。  

 

第６条  申請に必要な提出書類と注意点は下記のとおりとする。  

 

１．「車輌入園許可証 交付申請書 」について  

担当職員の押印 、車輌入園を申請する業者の会社印があるか確認する。  

 

２．車 検証の期限が入園申請期間中有効であること、あわせて車輌規格が入園可

能なものであるかどうか確 認 する。  

何らかの理由により、必要に応じ証書の写しをとる場合もある。  

 

 ３．任 意の自動車保 険証 （入園申請期間中有効なもの）の加入有無 、あわせて対人

・対 物補償に入っているか確認する。  

何らかの理由により、必要に応じ証書の写しをとる場合もある。  

 

第７条  入園が可能な車輌規格は、車体総重量が１１トン未満の中型車輌以下のもの

とする。ただし、大型車輌 ・特殊車輌については、事前調整において運行ルート

の安全が確認できた車輌についてはその限りではない。  

 

第８条  入園車輌に「社名表示 」のない業務用車輌については、許可証の交付を認め

ない。  

「社名表示 」がない場合 、仮設の「社名表示 」の車体の左右両サイド及びリヤ

ウインドーに貼り付ける。また表示の大きさは視認できる範囲とする。  

 

第９条  園内の業務実施場所に応じて、公園利用者の安全確保に配慮して、「南ゲー

ト」、「備瀬ゲート」、「通用門 」、「水族館管理用ゲート」、「Ｐ８ゲート」、「全ゲー

ト」の中 から適切なゲートを指定する。  

 

第 10条  入園許可期間は、期間を確認し設定する。  

※「その他 」許可証の交付を受ける場合に限る。  

 

第 11条  入園時間区分は、「開園時間内 」か「開園時間外 」のいずれかとする。  

※「その他 」許可証の交付を受ける場合に限る。  

 

第 12条  下記 「公園内車輌運行厳守事項 」を設定する。厳守事項は、業務担当者よ

り許可証の交付を受ける者へ説明する。また「車輌入園許可証 」の裏面に記

載し、常に運転手が公園利用者の安全を意識するような車輌全面ガラスへの

掲示を義務付ける。  
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１．入 園車輌は、ゲートで一時停止を行い警備員の検閲 （入園許可証の提示等 ）を得

てから入 園 すること。  

２．所 定の入園時間区分に所定のゲートから出入りすること。業務外の不必要な場所

に立ち入 らぬこと  

３．公 園内の制限速度は時速 20km以下とする。  

４．横 断歩道では一旦停止を確実に行うこと。  

５．クラクションは、原則として使用を禁止する。  

６．公 園内では、歩行 者優先とする。  

７．歩 行 者 とすれ違 う場 合 や追 い越 す場 合 は、歩 行 者 の行 動 に注 意 し、十 分 減 速 する。  

８．混 雑時には、安全確認がとれるまで停止とする。  

９．駐 停車中のアイドリングを禁止する。  

１０．運 転中の喫煙や携帯電話の使用を禁止する。  

１１．入 園中は、許可 証を車輌前方に明示しなければならない。  

１２．許 可 証 の有 効期限 が切 れた時 は、直ちに返 却 し必 要に応 じ更新 手 続 きをとること。  

１３．車 輌を離れる際には、サイドブレーキを引き、傾斜地等においては車止めを設置す

ること。  

 

第 13条  下記 「公園内車輌運行注意事項 」を設定する。厳守事項は、業務担当者より

許 可 証 の交 付 を受 ける者 へ説 明 する。また「車 輌 入 園 許 可 証 」の裏 面 に記 載 し、

常に運転手が公園利用者の安全を意識するよう車輌前面ガラスへの掲示を義

務付ける。  

 

１．園 内を走行する際は、公園利用者及び諸施設の安全に細心の注意を払うこと。  

２．公 園利用者の快適な公園利用を妨げてはならないよう運転及び作業方法に留意

すること。  

３．駐 停車の際は、公園利用者の妨げにならないよう配慮すること。  

 

第 14条  「公園内車輌運行厳守事項 」の違反が重度 、又は酒気帯びや不良行為があっ

た場合は、車輌入園許可証を没収するとともに違反の度合いに応じて罰則を科

す。  

 

第 15条  許可期限の終了した車輌入園許可証は許可外使用を未然に防止すること目

的 にすべて回 収する。  
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車輌入園許可証交付マニュアル（案） 

目的 許可基準 交付マニュアル 

入園ゲートで

の警備員の

検閲を簡素

化することを

目的とする。 

１．「車輌入園許可証」の様式を改め、４つに

区分する。 

一、「公園事務所・公園管理事業者」許可証 

（別紙６－①）※A４サイズ 

 

 

二、「年間維持管理業務」許可証 

（別紙６－②）※A４サイズ 

 

 

 

三、「その他」許可証 

（別紙６－③）※A４サイズ 

 

 

 

四、「駐車許可証」 

（別紙６－④）※A４サイズ 

１．「入園許可証」の交付は下記のとおりである。 

一、「公園事務所・公園事業者」許可証について公

園事務所と財団の業務用車輌を対象に許可証

を交付する。 

 ※指定ゲートは「全ゲート」とし、入園許可期間は

「3 年 10 ヶ月」、入園時間区分は「通し」とする。 

二、「年間維持管理業務」許可証について公園維持

管理業務などの年間契約をしている業者が使

用する業務用車輌を対象に交付する。 

 ※指定ゲートは「全ゲート」とし、入園許可期間は

「3 年 10 ヶ月」、入園時間区分は「通し」とする。 

三、「その他」の許可証について 

  一、二、の対象車輌以外の業務用車輌を対象に

許可証を交付する。 

 ※後項のマニュアルに基づき、指定ゲートと入園

許可期間、入園時間区分を設定する。 

四、「駐車許可証」について 

  財団職員の通勤用使用車輌を対象に交付する。 

「 入 園 許 可

証」の改正に

伴い、申請書

を２種類に二

分することで

交付手続きの

簡素化を図る

ことを目的と

する。 

。 

２．「車輌入園許可証交付申請書」の様式を

下記のとおりとする。 

一、「車輌入園許可証交付申請書（年間維持

管理業務）」 

（別紙６－⑤） 

（別紙６－⑤－２） 

二、「車輌入園許可証交付申請書（その他）」 

（別紙６－⑥） 

（別紙６－⑥－２） 

２．「車輌入園許可証交付申請書」の取扱いについ

ては下記のとおり行う。 

一、「車輌入園許可証交付申請書（年間維持管理

業務）」について前項の二、「年間維持管理業

務」許可証の交付を受けようとする者を対象と

する。 

二、「車輌入園許可証交付申請書（その他）」につい

て前項の三、「その他」許可証の交付を受けよう

とする者を対象とする。 

 ※「公園事務所・財団」許可証と「駐車許可証」に

ついては、申請の必要はないものとする。 

（ただし、許可車輌については、一覧表を作成し

常に最新の内容で管理する） 

３．「入園許可証発行台帳」の様式は下記の

とおりとする。 

一、「年間維持管理業務」」許可証発行台帳 

（別紙６－⑦） 

二、「その他」許可証発行台帳 

（別紙６－⑧） 

３．「入園許可証発行台帳」の取り扱いについては

下記のとおりとする。 

一、「年間維持管理業務」許可証を交付した車輌を

台帳管理する。 

二、「その他」許可証を交付した車輌を台帳管理す

る。 
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目的 許可基準 交付マニュアル 

入 園 車 輌 を

制限し、公園

利用者の安

全を確保する

ことを目的と

する。 

４．作業用車輌以外で、人の移動のみを目的

とした車輌入園については、許可証の交付を

認めない。 

４．「車輌入園許可証交付申請書」の業務内容や入

園目的を確認する。 

５．（公園事務所担当又は公園管理事業者担

当）窓口にて、入園車輌の業務内容や入園

目的の確認ができない業務用車輌について

は、許可証の交付を認めない。 

５．車輌入園を必要とする業者は、業務担当職員承

認の上、（公園事務所又は公園管理事業者担当）窓

口にて申請することを義務付ける。また、車輌入園

の必要性について、窓口にてヒヤリングする。 

６．申請に伴う提出書類に不備がある場合

は、許可証の交付を認めない。 

６．申請に必要な提出書類を確認する。 

一、「車輌入園許可証交付申請書」について 

 ※業務担当職員の押印があるか確認する。 

 ※車輌入園を申請する業者の会社印の押印があ

るか確認する。 

二、車検証の期限が有効か確認する。 

 ※下記項目を了承しているか確認。 

・入園可能な車輌規格である。 

・車検証の期限は入園申請期間中有効であるこ

と。（要更新） 

・必要に応じ、公園事務所又は公園管理事業者

に求められた際は、車検証の写しを提示する。 

三、任意の自動車保険証の加入有無を確認する。 

 ※下記項目を了承しているか確認。 

  ・保険期間は入園申請期間中有効であること。

（要更新） 

  ・対人、対物補償に加入している。 

・必要に応じ、公園事務所又は公園管理事業者

に求められた際は、保険証の写しを提示する。 

 ７．入園が可能な車輌規格は、車体総重量が

１１トン未満の中型車両以下のものとする。た

だし、大型車輌・特殊車輌については、事前

調整において運行ルートの安全が確認でき

た車幅についてはその限りではない。 

７．車輌入園を必要とする業者は、車検証から車輌

規格を確認し、中型車両以下のものかどうか確認す

る。 

 ※車体総重量が１１トン以上の大型車輌又は特殊

車輌については、園路のルート指定などが必

要となるため、事前に調整を行う。 

園 内 を 走 行

する業務用車

輌を明確に把

握することを

目的とする。 

８．入園車輌に「社名表示」のない業務用車

輌については、許可証の交付を認めない。 

８．園内を走行する業務用車輌の所属が把握できる

よう、「車輌入園許可証交付申請書」にて社名表示

の有無を確認する。 

 ※「社名表示」がない場合、仮設の「社名表示」を

車体の左右両サイド及びリヤウインドーに貼り付け

る。（業務担当職員対応）また、表示の大きさは視 
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目的 許可基準 交付マニュアル 

   認できる範囲とする。 

園内における

走行距離及

び走行時間

を短縮し、公

園利用者の

安 全 を 確 保

することを目

的とする 

９．使用可能なゲートの指定を行う。 ９．業者及び業務担当職員より園内の業務実施場

所を聞き、公園利用者の安全確保に配慮し、「南ゲ

ート」、「備瀬ゲート」、「通用門」、「水族館管理用ゲ

ート」、「Ｐ８ゲート」、「全ゲート」の中から適切なゲー

トを指定する。 

複数指定可をする。 

 ※「その他」許可証の交付を受ける場合に限る。 

  

 

入園許可期

間の適正化を

図り、不要な

入 園 車 輌 を

排除すること

を 目 的 と す

る。 

１０．入園許可期間は必要条件を確認し、設

定する。 

１０．業者及び業務担当職員より入園許可期間を確

認し、設定する。 

 ※「その他」許可証の交付を受ける場合に限る。 

園内における

走行時間帯

を制限し、公

園利用者の

安 全 を 確 保

することを目

的とする。 

１１．入園時間区分は必要条件を確認し、決

定する。 

１１．業者及び業務担当職員より入園時間区分を確

認し、「開園時間内」か「開園時間外」のいずれかと

する。 

 ※「その他」許可証の交付を受ける場合に限る。 
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目的 許可基準 交付マニュアル 

公園利用者

の快 適 な公

園利用と安全

を確保するこ

とを目的とす

る。 

１２．「公園内車輌運行厳守事項」を設定する。 

１．入園車輌は、ゲートで一時停止を行い警備員の検

閲（入園許可証の提示等）を得てから入園すること。 

２．所定の入園時間区分に所定のゲートから出入するこ

と。業務外の不必要な場所に立ち入らぬこと。 

３．公園内の制限速度は時速 20km 以下とする。 

４．横断歩道では一旦停止を確実に行うこと。 

５．クラクションは、原則として使用を禁止する。 

６．公園内では、歩行者優先とする。 

７．歩行者とすれ違う場合や追い越す場合は、歩行

者の行動に注意し、十分減速する。 

８．混雑時には、安全確認がとれるまで停止とする。 

９．駐停車中のアイドリングを禁止する。 

10．運転中の喫煙や携帯電話の使用を禁止する。 

11．入園中は、許可証を車輌前方に明示しなければ

ならない。 

12．許可証の有効期限が切れた時は、直ちに返却し

必要に応じ更新手続きをとること。 

13．車輌を離れる際には、サイドブレーキを引き、傾 

斜地等においては車止めを設置すること。 

12．「車輌入園許可証」の発行時に厳守 

事項について説明する。また「車輌入園 

許可証」の裏面に記載し、常に運転手 

が公園利用者の安全を意識するような 

車輌全面ガラスへの掲示を義務付け 

る。 

 

 １３．「公園内車輌運行注意事項」を設定する。 

１．園内を走行する際は、公園利用者及び諸施 

設の安全に細心の注意を払うこと。 

２．公園利用者の快適な公園利用を妨げてはな 

らないよう運転及び作業方法に留意すること。 

３．駐停車の際は、公園利用者の妨げにならないよう

配慮すること。 

１３．「車輌入園許可証」の交付時に注意 

事項について説明する。また「車輌入園 

許可証」の裏面に記載し、常に運転手 

が公園利用者の安全を意識するような 

車輌全面ガラスへの掲示を義務付け 

る。 

園内における

車輌走行の

安全 管 理を

徹底すること

を 目 的 と す

る。 

１４. 「公園内車輌運行厳守事項」の違反が重度、又

は酒気帯びや不良行為があった場合は、車輌入園

許可証を没収するとともに違反の度合いに応じて罰

則を科す。（別紙６－⑨） 

 

１５．許可期限の終了した車輌入園許可証は許可外

使用を未然に防止すること目的にすべて回収する。 
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(海
洋
博
覧
会
地
区

) 

別
紙
６
－
⑨

 

公
園
内
車
輌
運
行
注
意
事
項
及
び
厳
守
事
項
に
違
反
し
た
罰
則

 

対
象
と
な
る
違
反
行

 
「
公
圏
内
車
輌
注
意
事
項
」
に
違
反
し
た
行
為

 
｢公

園
内
車
輌
厳
守
事
項
｣に

違
反
し
た
行
為

及
び
物
損
事
故
等

 

｢公
園
内
車
輌
運
行
厳
守
事
項
｣を
大
き
く
逸
脱
し
た
酒
気

帯
び
そ
の
他
悪
質
な
不
良
行
為
並
び
に
人
身
事
故
等

 

罰
則
の
内
容

 
罰
則
１

 
罰
則
２

 
罰
則
３

 

罰 則 の 対 象  

違
反
車
輌
に
つ
い
て

 

当
該
車
輌
の
車
輌
入
園
許
可
を

1
年
間
認
め

な
い
。

 

当
該
車
輌
の
車
輌
入
園
許
可
を
１
年
間
認
め

な
い
。

 
無
期
限
の
車
輌
入
園
許
可
証
発
行
禁
止

 
車
輌
入
園
許
可
の
再
申
請
時
に
は
契
約
書

の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。

 

車
輌
入
園
許
可
の
再
申
請
時
に
は
契
約
書
の

提
出
を
義
務
づ
け
る
。

 

違
反
者
（
運
転
手
）
に
つ
い
て

 

公
園
内
に
お
け
る
１
ヶ
月
間
の
運
転
禁
止

 
公
園
内
に
お
け
る

3
ヶ
月
間
の
運
転
禁
止

 

公
園
内
に
お
け
る
無
期
限
の
運
転
禁
止

 
禁
止
期
間
経
過
後
に
､公

園
内
で
の
運
転
を

行
う
際
に
は
､契

約
書
の
提
出
を
義
務
づ
け

る
。

 

禁
止
期
間
経
過
後
に
､公

園
内
で
の
運
転
を
行

う
際
に
は
､契

約
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。

 

同
一
業
者
の

 

他
の
車
輌
入
園
許
可
車
輌
に

つ
い
て

 

指
導
を
行
う
。

 

指
導
を
行
う
。

 
全
車
輌
の
１
ヶ
月
以
上
６
ヶ
月
以
内
の
入
園
禁
止

 

契
約
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。

 

入
園
禁
止
期
間
は
違
反
内
容
及
び
事
故
等
の
程
度
に
よ
り

決
定
す
る
｡公

園
内
で
の
車
輌
運
行
を
再
開
す
る
際
に
は
､

契
約
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。

 

同
一
業
社
の
（
違
反
行
為
後
）

の
新
規
車
輌
入
園
許
可
申
請

 
指
導
の
上
､許

可
す
る
。

 

指
導
の
上
､許

可
す
る
。

 
1
ヶ
月
以
上

6
ヶ
月
以
内
の
申
請
不
許
可

 

申
請
の
際
に
は
､契

約
書
の
提
出
を
義
務
づ
け

る
。

 

禁
止
期
間
は
違
反
内
容
及
び
事
故
の
程
度
に
よ
り
決
定
す

る
｡公

園
内
で
の
車
輌
運
行
を
申
請
す
る
際
に
は
､契

約
書

の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。
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 許
可

証
番

号
：

平
成

年
月

日

6

申
請
車
輌

申
請
書
確
認
者
押
印
欄
（企
画
運
営
管
理
ﾁ
ｰ
ﾑ
）

業
務
担
当
者
印

チ ー ム

リ ー ダ ー

庶 務 担 当

4

車
輌

ナ
ン

バ
ー

5

チ
ー
ム
（
課
）
名 1 2 3 9 1
07 8

車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（
公

用
車

）

申
請
年
月
日

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

車
種

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）

1
．

軽
自

動
車

　
2
．

軽
貨

物
車

　
3
．

普
通

車
　

4
．

ラ
イ

ト
バ

ン
　

5
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

　
6
．

ト
ラ

ッ
ク

　
７

.工
事

用
重

機
　

8
．

そ
の

他
（

　
）
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1
枚

目

平
成

年
月

日
 許

可
証

番
号

：

印

T
E
L

　
業

務
用

（
業

務
名

又
は

工
事

名
：

）

　
納

品
用

（
場

所
：

）

　
そ

の
他

（
）

※
⑤

～
⑨

複
数

申
請

の
場

合
は

、
2
枚

目
に

記
入

。

１
．

軽
自

動
車

２
．

軽
貨

物
車

３
．

普
通

車
４

．
ラ

イ
ト
バ

ン

５
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

６
．

ト
ラ

ッ
ク

７
．

工
事

用
重

機
８

．
そ

の
他

（
）

有
（
　

有
効

期
限

　
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

）
無

有
（
　

有
効

期
限

　
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

）
無

有
無

□
⑤

申
請

車
輌

は
、

車
体

総
重

量
1
1
ト
ン

未
満

で
あ

る
。

（
1
1
ト
ン

以
上

の
場

合
は

業
務

担
当

事
前

調
整

済
で

あ
る

。
）

□
⑦

車
検

証
・
⑧

任
意

の
自

動
車

保
険

は
、

有
効

期
限

を
常

に
確

認
し

、
遅

滞
な

く
更

新
を

行
う

。
（
入

園
申

請
期

間
中

常
に

有
効

な
状

態
を

保
つ

こ
と

）

□
⑦

車
検

証
・
⑧

任
意

の
自

動
車

保
険

は
、

必
要

に
応

じ
公

園
事

務
所

又
は

公
園

管
理

事
業

者
に

求
め

ら
れ

た
際

は
、

証
書

の
写

し
を

提
示

す
る

。

□
⑧

任
意

の
自

動
車

保
険

は
、

対
人

・
対

物
補

償
加

入
で

あ
る

。

□
⑨

社
名

表
示

無
の

場
合

は
、

仮
設

の
「
社

名
表

示
」
を

車
体

の
左

右
両

サ
イ

ド
及

び
リ
ア

ウ
イ

ン
ド

ー
に

貼
り

付
け

る
。

平
成

年
月

日
～

平
成

年
月

日

内
外

内
外

内
外

内
外

内
外

内
外

※
「
内

」
と

は
、

開
園

時
間

内
と

し
、

午
前

　
８

　
時

０
０

分
か

ら
午

後
　

　
　

時
　

　
　

分
ま

で
と

す
る

。

※
「
外

」
と

は
開

園
時

間
外

と
し

、

午
前

は
　

 　
 時

　
　

　
分

か
ら

 ８
 時

０
０

分
ま

で
の

間
、

午
後

は
　

　
　

時
　

　
　

分
か

ら
　

 　
 時

 　
 　

分
の

間
と

す
る

。

（
上

記
の

入
園

時
間

帯
で

業
務

上
支

障
が

あ
る

場
合

は
業

務
担

当
者

と
調

整
を

行
う

こ
と

。
）

注
 １

．
入

園
申

請
期

間
に

つ
い

て
は

、
平

成
3
5
年

1月
31

日
ま

で
と

す
る

。

⑧
任

意
の

自
動

車
保

険

⑨
社

名
表

示

⑩
確

認
事

項
※

□
枠

に
チ

ェ
ッ

ク

申
請

書
確

認
者

押
印

欄
（
公

園
事

務
所

ま
た

は
公

園
管

理
事

業
者

）
業

務
担

当
者

印

通
用

門
備

瀬
ゲ

ー
ト

担 当

業 務 責 任 者

入
園

申
請

期
間

③
入

園
目

的
※

具
体

的
に

記
入

南
ゲ

ー
ト

（
海

洋
博

覧
会

地
区

）
別

紙
　

6
－

⑥

車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（
そ

の
他

）

国
営

沖
縄

記
念

公
園

事
務

所
長

　
殿

①
申

請
年

月
日

住 所
②

会
社

（
団

体
）
名

業 務 担 当 者 記 入 欄

全
ゲ

ー
ト

P
8
ゲ

ー
ト

水
族

館
管

理
用

ゲ
ー

ト

入
園

時
間

区
分

指
定

ゲ
ー

ト

⑤
車

輌
番

号

⑥
車

種

⑦
車

検
証
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2
枚

目

平
成

年
月

日

印

 Ｔ
Ｅ

Ｌ

車
検

証

任
意

保
険

車
検

証

任
意

保
険

車
検

証

任
意

保
険

車
検

証

任
意

保
険

車
検

証

任
意

保
険

車
検

証

任
意

保
険

車
検

証

任
意

保
険

住 所

 許
可

証
番

号
：　

№
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
～

　
№

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

③
申

請
車

輌

有
効

期
限

内
　

　
外

内
　

　
外

№

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

№

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

№

内
　

　
外

内
　

　
外

№№

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

№
内

　
　

外
内

　
　

外

内
　

　
外

№

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

4 5 6 7
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

№
車

輌
番

号
車

種
※

1
枚

目
⑥

参
照

1 2 3

有
　

　
無

有
　

　
無

国
営

沖
縄

記
念

公
園

事
務

所
長

　
殿

①
申

請
年

月
日

②
会

社
（団

体
）名

　
※

本
書

は
、

「車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（そ
の

他
）」

（1
枚

目
）に

追
加

添
付

す
る

資
料

で
す

。
（複

数
車

輌
申

請
時

に
使

用
）

　
※

下
記

申
請

車
輌

に
つ

い
て

は
、

全
て

「車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（そ
の

他
）」

（1
枚

目
）の

③
入

園
目

的
⑩

確
認

項
目

遵
守

、
入

園
申

請
期

間
等

を
適

用
す

る
。

備
瀬

ゲ
ー

ト

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

全
ゲ

ー
ト

Ｐ
８

ゲ
ー

ト
水

族
館

管
理

用
ゲ

ー
ト

通
用

門
南

ゲ
ー

ト

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

内
　

　
外

有
　

　
無

有
　

　
無

有
　

　
無

有
　

　
無

有
　

　
無

（
海

洋
博

覧
会

地
区

）
別

紙
　

6
－

⑥
－

2

車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（
そ

の
他

）
別

紙
　

※
複

数
申

請
 2

枚
目

と
し

て
使

用

業
　

務
　

担
　

当
　

者
　

記
　

入
　

欄
（該

当
ゲ

ー
ト
、

入
園

区
分

に
〇

付
）

許
可

番
号

社
名

表
示

※
無

＝
仮

設

 
別紙-329



1
枚

目

平
成

年
月

日
 許

可
証

番
号

：

印

T
E
L

※
⑤

～
⑨

複
数

申
請

の
場

合
は

、
2枚

目
に

記
入

。

１
．

軽
自

動
車

２
．

軽
貨

物
車

３
．

普
通

車
４

．
ラ

イ
ト
バ

ン

５
．

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

６
．

ト
ラ

ッ
ク

７
．

工
事

用
重

機
８

．
そ

の
他

（
）

有
（　

有
効

期
限

　
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

）
無

有
（　

有
効

期
限

　
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

）
無

有
無

□
⑤

申
請

車
輌

は
、

車
体

総
重

量
11

ト
ン

未
満

で
あ

る
。

（1
1ト

ン
以

上
の

場
合

は
業

務
担

当
事

前
調

整
済

で
あ

る
。

）

□
⑦

車
検

証
・
⑧

任
意

の
自

動
車

保
険

は
、

有
効

期
限

を
常

に
確

認
し

、
遅

滞
な

く
更

新
を

行
う

。
（入

園
申

請
期

間
中

常
に

有
効

な
状

態
を

保
つ

こ
と

）

□
⑦

車
検

証
・
⑧

任
意

の
自

動
車

保
険

は
、

必
要

に
応

じ
公

園
事

務
所

又
は

公
園

管
理

事
業

者
に

求
め

ら
れ

た
際

は
、

証
書

の
写

し
を

提
示

す
る

。

□
⑧

任
意

の
自

動
車

保
険

は
、

対
人

・対
物

補
償

加
入

で
あ

る
。

□
⑨

社
名

表
示

無
の

場
合

は
、

仮
設

の
「社

名
表

示
」を

車
体

の
左

右
両

サ
イ

ド
及

び
リ

ア
ウ

イ
ン

ド
ー

に
貼

り
付

け
る

。

注
 １

．
申

請
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

間
維

持
管

理
業

務
請

負
（契

約
）期

間
中

、
ま

た
は

平
成

3
5
年

1月
31

日
ま

で
と

す
る

。

業
務

担
当

者
印

業 務 責 任 者

担 当

③
業

務
内

容
も

し
く
は

契
約

名
※

具
体

的
に

記
入

⑤
車

輌
番

号

⑥
車

種

⑦
車

検
証

④
業

務
請

負
期

間
ま

た
は

契
約

期
間

申
請

書
確

認
者

押
印

欄
（公

園
事

務
所

ま
た

は
公

園
管

理
事

業
者

）

⑩
確

認
事

項
※

□
枠

に
チ

ェ
ッ

ク

平
成

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　
　

～
　

　
平

成
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

②
会

社
（団

体
）名

⑧
任

意
の

自
動

車
保

険

⑨
社

名
表

示

（海
洋

博
覧

会
地

区
）
別

紙
　

6
－

⑤

車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（
年

間
維

持
管

理
業

務
）

国
営

沖
縄

記
念

公
園

事
務

所
長

　
殿

①
申

請
年

月
日

住 所
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2
枚

目

平
成

年
月

日

印

 Ｔ
Ｅ

Ｌ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

№

有
　

　
無

№

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

③
申

請
車

輌

№
車

両
番

号
車

検
証

有
効

期
限

任
意

の
自

動
車

保
険

有
効

期
限

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

備
考

許
可

番
号

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

車
種

※
1
枚

目
⑥

参
照

社
名

表
示

※
無

＝
仮

設

有
　

　
無

有
　

　
無

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

№ № №

有
　

　
無

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

平
成

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
平

成
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

（
海

洋
博

覧
会

地
区

）
別

紙
　

6
－

⑤
－

2

有
　

　
無

№

車
輌

入
園

許
可

証
交

付
申

請
書

（
年

間
維

持
管

理
業

務
）
別

紙
　

※
複

数
申

請
 2

枚
目

と
し

て
使

用

住 所

許
可

証
番

号
　

：
　

　
№

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

～
　

　
№

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

有
　

　
無

№

有
　

　
無

№

②
会

社
（
団

体
）
名

　
※

本
書

は
、

「
車

輌
入

園
許

可
証

交
付

申
請

書
（
年

間
維

持
管

理
業

務
）
」
（
1
枚

目
）
に

追
加

添
付

す
る

資
料

で
す

。
（
複

数
車

輌
申

請
時

に
使

用
）

　
※

下
記

申
請

車
輌

に
つ

い
て

は
、

全
て

「
車

輌
入

園
許

可
証

交
付

申
請

書
（
年

間
維

持
管

理
業

務
）
」
（
1
枚

目
）
の

③
業

務
名

④
業

務
請

負
期

間
記

載
内

容
、

⑩
確

認
項

目
遵

守
を

適
用

す
る

。

有
　

　
無

№

有
　

　
無

国
営

沖
縄

記
念

公
園

事
務

所
長

　
殿

①
申

請
年

月
日

有
　

　
無

№
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【
平

成
2
5
年

度
】
 海

洋
博

覧
会

地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「
自

然
・
環

境
」
、

「
歴

史
・
文

化
」
の

い
ず

れ
か

に
該

当
(人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
春

休
み

工
作

体
験

（
１

）
沖

縄
の

か
ん

た
ん

お
面

作
り

　
ア

ン
ガ

マ
や

ミ
ル

ク
な

ど
、

沖
縄

の
祭

事
で

使
わ

れ
る

伝
統

的
な

お
面

を
厚

紙
で

作
成

し
た

。
（
２

）
春

の
星

座
早

見
シ

ー
ト

作
り

春
に

見
ら

れ
る

星
空

を
中

心
と

し
た

、
星

座
早

見
シ

ー
ト

作
り

を
行

っ
た

。
・
定

　
員

　
：
　

お
面

　
8
0
0
名

（
１

日
5
0
名

×
1
6
日

）
　

 星
座

シ
ー

ト
　

8
0
0
名

（
１

日
5
0
名

×
1
6
日

）

平
成

2
5
年

3
月

2
3
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

4
月

7
日

(日
)

1
6

1
0
:0

0
 ～

 1
6
:0

0
7
5
2

○

2
ア

マ
リ

リ
ス

展

①
 ア

マ
リ

リ
ス

の
展

示
　

沖
縄

県
内

で
栽

培
さ

れ
た

ア
マ

リ
リ

ス
の

品
種

約
2
8
9
種

5
0
2
鉢

を
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

ア
マ

リ
リ

ス
の

栽
培

方
法

等
の

解
説

、
ア

マ
リ

リ
ス

の
愛

好
家

、
生

産
者

の
紹

介
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
、

カ
ラ

フ
ル

で
豪

華
な

花
を

背
景

に
し

た
記

念
撮

影
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
た

。
②

 ア
マ

リ
リ

ス
に

関
す

る
栽

培
教

室
の

実
施

（
期

間
中

の
日

曜
日

/
2
回

　
1
3
：
3
0
～

1
5
：
0
0
）

　
平

成
2
5
年

4
月

4
日

（
日

）
、

ア
マ

リ
リ

ス
栽

培
化

の
新

城
　

学
氏

を
講

師
に

「
ア

マ
リ

リ
ス

の
栽

培
方

法
に

つ
い

て
」
、

1
4
日

（
日

）
に

は
、

沖
縄

県
中

部
農

業
改

良
普

及
セ

ン
タ

ー
の

外
間

 泰
洋

氏
を

講
師

に
「
ア

マ
リ

リ
ス

の
品

種
紹

介
と

利
用

方
法

に
つ

い
て

」
を

テ
ー

マ
と

し
、

栽
培

教
室

を
２

回
実

施
し

た
。

　
（
参

加
者

：
4
0
名

　
定

員
：
6
0

名
）

③
 ア

マ
リ

リ
ス

を
用

い
た

い
け

ば
な

の
作

品
展

示
　

ア
マ

リ
リ

ス
の

切
花

を
素

材
に

、
沖

縄
県

華
道

連
盟

の
会

員
（
４

流
派

）
を

迎
え

、
葉

物
や

古
木

等
と

組
み

合
わ

せ
た

い
け

ば
な

を
７

作
品

、
制

作
展

示
し

た
。

　
出

展
流

派
：
嵯

峨
御

流
、

専
心

池
坊

、
草

月
流

、
龍

生
派

。

平
成

2
5
年

4
月

4
日

(木
) 
～

 平
成

2
5
年

4
月

1
4
日

(日
)

1
1

8
:3

0
 ～

 1
8
:3

0
2
,8

5
6

3
震

災
復

興
支

援
講

演
会

国
土

交
通

省
　

国
土

技
術

政
策

総
合

研
究

所
　

環
境

研
究

部
　

緑
化

生
態

研
究

室
　

主
任

研
究

官
の

飯
塚

康
雄

氏
に

「
災

害
に

強
い

都
市

緑
化

樹
木

」
と

題
し

て
、

津
波

や
竜

巻
、

台
風

と
い

っ
た

災
害

に
よ

る
倒

伏
実

態
や

、
根

系
伸

長
と

倒
伏

の
関

係
に

つ
い

て
の

解
析

結
果

、
樹

木
の

災
害

被
害

の
対

策
を

解
説

し
た

。
平

成
2
5
年

4
月

5
日

(金
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
5
:3

0
7
3

4
体

験
イ

ベ
と

「
ア

ダ
ン

で
コ

ブ
ラ

！
」
「
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

」

「
ア

ダ
ン

で
コ

ブ
ラ

！
」
で

は
コ

ブ
ラ

オ
ー

キ
ッ

ド
が

開
花

し
た

こ
と

に
ち

な
み

、
素

材
に

は
沖

縄
の

植
物

 ’
ア

ダ
ン

’
を

使
用

し
て

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

ク
ラ

フ
ト

を
体

験
し

て
も

ら
っ

た
。

「
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

」
で

は
、

デ
ン

フ
ァ

レ
等

の
ラ

ン
の

生
花

（
一

輪
単

位
）
を

使
っ

て
、

ミ
ニ

コ
サ

ー
ジ

ュ
作

り
を

体
験

し
て

も
ら

っ
た

。

平
成

2
5
年

度
4
月

の
金

・
土

・
日

・
祝

祭
日

（
計

1
3
日

間
）

1
3

4
3
0

5
植

物
の

ク
ラ

フ
ト

作
り

　
コ

シ
ダ

を
使

っ
て

ル
ー

ム
プ

レ
ー

ト
作

り
等

コ
シ

ダ
を

使
っ

て
、

ル
ー

ム
プ

レ
ー

ト
等

を
作

製
し

て
も

ら
っ

た
。

そ
の

他
に

も
利

用
者

の
要

望
に

応
じ

て
「
ア

ダ
ン

で
ヘ

ビ
を

作
ろ

う
」
等

を
実

施
し

た
。

平
成

2
5
年

4
月

1
日

(月
) 
～

 平
成

2
5
年

4
月

3
0
日

(火
)

3
0

開
館

時
間

内
5
0
4

○

6
海

洋
博

公
園

マ
ー

チ
ン

グ
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

第
2
7
回

マ
ー

チ
ン

グ
・
バ

ン
ド

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
小

・
中

・
高

の
児

童
・
生

徒
及

び
一

般
の

全
3
1
団

体
（
9
9
8
名

）
の

出
場

平
成

2
5
年

4
月

2
7
日

(土
)

1
1
0
:0

0
 ～

 1
7
:0

0

7
美

ら
海

の
ぼ

り
掲

揚
美

ら
海

の
ぼ

り
（
鯉

の
ぼ

り
）
掲

揚
鯉

の
ぼ

り
及

び
美

ら
海

の
ぼ

り
を

掲
揚

。
　

美
ら

海
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

の
設

置
平

成
2
5
年

4
月

2
7
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

6
日

(月
・
祝

)
1
0

8
こ

ど
も

体
験

ま
つ

り

（
１

）
 子

ど
も

体
験

ま
つ

り
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
①

 Ｇ
Ｗ

ク
ア

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ー
　

　
5
月

4
日

（
土

）
 「

ウ
ル

ト
ラ

２
ヒ

ー
ロ

ー
シ

ョ
ー

」
、

5
月

6
日

（
月

・
祝

）
 「

そ
れ

い
け

！
ア

ン
パ

ン
マ

ン
シ

ョ
ー

」
②

 5
月

5
日

（
日

）
 Ｇ

Ｗ
ス

テ
ー

ジ
 ～

ポ
リ

ネ
シ

ア
の

世
界

～
③

 5
月

3
日

（
金

・
祝

）
 ラ

ジ
オ

番
組

公
開

生
放

送
：
Ｒ

Ｏ
Ｋ

 「
テ

ィ
ー

チ
ャ

ー
・
Ｇ

Ｗ
ス

ペ
シ

ャ
ル

 i
n
 海

洋
博

公
園

」
（
２

）
子

ど
も

体
験

ま
つ

り
　

参
加

型
イ

ベ
ン

ト
①

 ち
ょ

っ
と

巨
大

な
ダ

ン
ボ

ー
ル

迷
路

②
 海

洋
博

公
園

Ｇ
Ｗ

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
（
３

）
 子

ど
も

体
験

ま
つ

り
　

親
子

で
楽

し
い

工
作

体
験

①
 海

の
生

き
物

ペ
ー

パ
ー

ク
ラ

フ
ト

②
 Ｇ

Ｗ
貝

が
ら

工
作

体
験

③
 ケ

ロ
ケ

ロ
コ

ン
テ

ナ
寄

せ
植

え
体

験
④

 紙
飛

行
機

を
作

っ
て

飛
ば

そ
う

！
⑤

 春
の

星
座

早
見

シ
ー

ト
作

り
⑥

 沖
縄

の
か

ん
た

ん
お

面
づ

く
り

平
成

2
5
年

4
月

2
7
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

6
日

(月
・
祝

)
1
0

9
Ｇ

Ｗ
や

ん
ば

る
情

報
特

設
コ

ー
ナ

ー

①
 や

ん
ば

る
情

報
特

設
コ

ー
ナ

ー
沖

縄
県

北
部

地
域

（
や

ん
ば

る
）
の

イ
ベ

ン
ト

等
の

紹
介

②
 や

ん
ば

る
手

作
り

市
沖

縄
県

北
部

地
域

の
地

産
品

等
に

関
連

す
る

手
作

り
品

を
販

売
③

 も
と

ぶ
半

島
の

お
い

し
い

も
の

広
場

本
部

半
島

に
お

い
て

企
画

・
製

造
・
販

売
さ

れ
て

い
る

飲
食

物
の

販
売

平
成

2
5
年

4
月

2
7
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

6
日

(月
・
祝

)
1
0

1
0

日
本

の
野

生
ラ

ン
展

沖
縄

で
は

め
っ

た
に

見
る

こ
と

の
で

き
な

い
 「

ア
ツ

モ
リ

ソ
ウ

」
 を

初
め

、
「
ク

マ
ガ

イ
ソ

ウ
」
、

「
シ

ュ
ン

ラ
ン

」
等

か
ら

、
沖

縄
に

自
生

す
る

 「
ナ

ゴ
ラ

ン
」
 「

イ
リ

オ
モ

テ
ラ

ン
」
 等

 2
1
種

1
5
0
点

を
展

示
紹

介
し

た
。

 今
回

は
豊

か
な

色
彩

・
形

を
持

つ
エ

ビ
ネ

類
を

中
心

に
カ

ラ
フ

ル
な

花
に

囲
ま

れ
た

写
真

ス
ポ

ッ
ト

を
設

定
し

た
他

、
野

生
ラ

ン
の

切
手

展
示

コ
ー

ナ
ー

、
野

生
ラ

ン
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
塗

り
絵

コ
ー

ナ
ー

を
設

け
て

大
人

だ
け

で
な

く
子

ど
も

に
も

楽
し

ん
で

も
ら

え
る

よ
う

工
夫

し
た

。

平
成

2
5
年

4
月

2
6
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

6
日

(月
)

1
1

1
8
,1

3
6

①
 委

託
費

を
充

当
し

て
行

っ
た

も
の

1
5
3
,2

4
0
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
1

春
の

ハ
ス

乗
り

体
験

会
（
忍

者
ハ

ス
乗

り
体

験
会

）

「
忍

者
ハ

ス
乗

り
体

験
会

」
 と

称
し

ハ
ス

乗
り

体
験

会
を

実
施

し
た

。
参

加
者

に
は

忍
者

に
な

り
き

っ
て

頂
く
た

め
コ

ス
チ

ュ
ー

ム
を

着
て

体
験

し
て

も
ら

い
、

そ
の

場
で

記
念

写
真

を
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
た

。
 体

重
2
0
kg

未
満

の
子

供
は

、
本

物
の

生
葉

に
乗

っ
て

も
ら

い
、

2
0
kg

以
上

の
試

乗
希

望
者

に
は

オ
オ

オ
ニ

バ
ス

の
レ

プ
リ

カ
を

使
用

し
、

子
ど

も
同

士
や

親
子

で
体

験
し

て
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
5
年

4
月

2
8
日

(日
) 
、

5
月

3
日

(金
)～

 5
月

6
日

(月
・
祝

)
5
日

間
5

1
3
:3

0
 ～

 1
7
:0

0
1
,4

7
9

1
2

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

ビ
ー

ン
ズ

で
サ

シ
ュ

」
「
忍

者
グ

ッ
ズ

を
作

っ
て

み
よ

う
」
「
忍

者
の

塗
り

絵
体

験
」

バ
ニ

ラ
 （

ラ
ン

科
）
 が

開
花

し
た

こ
と

か
ら

、
展

示
に

合
わ

せ
て

バ
ニ

ラ
ビ

ー
ン

ズ
 （

バ
ニ

ラ
の

実
を

発
酵

処
理

し
た

も
の

）
 を

用
い

た
サ

シ
ェ

（
香

袋
）
を

作
る

体
験

を
し

て
も

ら
っ

た
。

 ま
た

、
ゴ

ー
ル

デ
ン

ウ
ィ

ー
ク

期
間

中
は

「
忍

者
ハ

ス
乗

り
体

験
」
 に

併
せ

て
、

忍
者

グ
ッ

ズ
作

り
や

塗
り

絵
を

展
開

し
た

。
平

成
2
5
年

度
5
月

の
金

・
土

・
日

・
祝

祭
日

（
計

1
3
日

間
）

1
3

1
,2

9
4

1
3

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
工

作
教

室
「
海

藻
お

し
ば

ア
ー

ト
を

作
ろ

う
」

海
藻

お
し

ば
作

製
の

前
に

、
ス

ラ
イ

ド
を

用
い

て
海

藻
類

の
種

類
や

特
徴

な
ど

、
基

本
的

な
知

識
に

つ
い

て
講

義
を

行
っ

た
後

、
講

師
が

実
際

に
海

藻
お

し
ば

の
作

り
方

の
実

演
を

行
っ

た
。

参
加

者
が

作
っ

た
作

品
は

吸
水

紙
に

挟
ん

だ
状

態
で

持
ち

帰
っ

て
頂

い
た

。
今

回
は

完
走

移
行

の
工

程
を

各
自

で
行

う
た

め
、

乾
燥

後
の

処
理

に
つ

い
て

も
説

明
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

5
月

4
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
2
7

1
4

春
の

都
市

緑
化

月
間

「
苗

木
の

無
料

配
布

」
熱

帯
・
亜

熱
帯

性
の

低
木

や
多

年
草

、
観

賞
用

等
の

苗
木

で
、

栽
培

が
容

易
で

あ
り

緑
化

に
活

用
し

や
す

い
種

類
 （

パ
キ

ス
タ

キ
ス

、
エ

ラ
ン

セ
マ

ム
、

コ
リ

ウ
ス

、
ナ

デ
シ

コ
 な

ど
）
 を

１
名

様
に

つ
き

１
鉢

希
望

者
に

配
布

し
た

。

①
 平

成
2
5
年

5
月

1
日

(水
) 
～

 5
月

3
1
日

(金
)　

3
1
日

間
熱

帯
・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
　

8
:3

0
～

開
館

時
間

中
②

 平
成

2
5
年

5
月

4
日

（
土

・
祝

日
）

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

　
1
3
:3

0
 ～

 1
3
:5

5

3
1

8
:3

0
 ～

 1
9
:0

0
1
7
,7

7
0

1
5

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
木

の
枝

で
バ

ー
ド

コ
ー

ル
を

作
ろ

う
」

様
々

な
種

類
の

木
の

枝
を

使
っ

て
、

バ
ー

ド
コ

ー
ル

を
作

製
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

5
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

3
1
日

(金
)

3
1

開
館

時
間

内
7
2
4

○

1
6

美
ら

海
自

然
教

室
「
海

の
危

険
生

物
」

海
の

危
険

生
物

に
関

す
る

講
演

の
後

、
標

本
や

生
体

を
見

せ
な

が
ら

危
険

生
物

を
紹

介
し

た
。

平
成

2
5
年

6
月

1
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
4
:0

0
4
8

1
7

美
ら

海
自

然
教

室
「
サ

ン
ゴ

の
秘

密
を

探
る

」
サ

ン
ゴ

に
関

す
る

講
演

の
後

、
実

際
に

生
き

て
い

る
サ

ン
ゴ

を
紹

介
し

た
。

平
成

2
5
年

6
月

1
5
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
4
:0

0
3
2

1
8

第
９

回
イ

ン
ド

太
平

洋
魚

類
国

際
会

議
サ

テ
ラ

イ
ト

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

第
9
回

イ
ン

ド
太

平
洋

魚
類

国
際

会
議

の
サ

テ
ラ

イ
ト

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

と
し

て
、

国
際

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

（
ろ

過
採

食
板

鰓
類

に
関

す
る

国
際

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

）
を

開
催

し
た

。
平

成
2
5
年

6
月

2
9
日

(土
)

1
1
0
:3

0
 ～

 1
6
:4

5
6
6

1
9

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
春

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

ア
ニ

ソ
ン

の
日

」

夕
陽

の
広

場
に

特
設

ス
テ

ー
ジ

を
設

置
し

、
第

１
部

と
第

３
部

は
、

県
内

家
族

連
れ

を
タ

ー
ゲ

ッ
ト

に
ド

キ
ド

キ
プ

リ
キ

ュ
ア

シ
ョ

ー
、

歴
代

の
戦

隊
レ

ッ
ド

が
集

ま
っ

た
レ

ッ
ド

ヒ
ー

ロ
ー

シ
ョ

ー
な

ど
の

キ
ャ

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ー
を

、
第

２
部

で
は

、
新

た
な

客
層

の
発

掘
を

図
り

、
ア

ニ
メ

等
の

主
題

歌
を

歌
う

ア
ー

テ
ィ

ス
ト

を
招

聘
し

て
の

ラ
イ

ブ
を

行
っ

た
。

　
ラ

イ
ブ

に
際

し
て

は
県

内
で

活
動

し
て

い
る

 「
シ

ャ
ノ

ワ
ー

ル
」
、

「
こ

ど
な

 -
 Д

 -
 研

究
所

」
 の

他
、

マ
ジ

ン
ガ

ー
Ｚ

 等
の

楽
曲

で
有

名
な

 「
水

木
一

郎
」
の

３
組

を
招

聘
し

た
。

 ま
た

、
司

会
は

県
内

で
活

躍
す

る
声

優
 「

や
び

く
か

り
ん

」
 を

起
用

し
て

話
題

性
を

高
め

た
。

平
成

2
5
年

6
月

3
0
日

(日
)

1
1
2
:0

0
 ～

 1
7
:0

0
4
,5

4
7

2
0

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
工

作
室

「
サ

ン
ゴ

を
使

っ
て

オ
リ

ジ
ナ

ル
Ｔ

シ
ャ

ツ
を

染
め

よ
う

」

ス
ラ

イ
ド

を
用

い
て

、
サ

ン
ゴ

の
生

態
的

特
徴

な
ど

に
関

す
る

基
本

的
な

講
義

を
行

っ
た

後
に

、
サ

ン
ゴ

の
型

取
り

染
め

の
手

順
に

つ
い

て
実

演
を

通
し

て
説

明
し

た
。

　
参

加
者

は
Ｔ

シ
ャ

ツ
な

ど
の

染
め

物
に

す
る

材
料

を
各

自
持

参
し

、
作

品
を

展
示

し
た

。
平

成
2
5
年

6
月

1
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
2
7

2
1

野
生

ラ
ン

パ
ネ

ル
展

野
生

ラ
ン

の
写

真
パ

ネ
ル

（
7
5
枚

）
を

植
物

管
理

セ
ン

タ
ー

１
Ｆ

に
展

示
し

た
。

多
く
の

パ
ネ

ル
を

展
示

す
る

こ
と

に
よ

り
沖

縄
の

野
生

ラ
ン

の
多

様
性

を
伝

え
た

。
平

成
2
5
年

6
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

6
月

3
0
日

(日
)

3
0

開
館

時
間

内
1
,5

9
3

2
2

環
境

学
習

「
ラ

ン
の

花
ペ

ー
パ

ー
ク

ラ
フ

ト
」

萼
片

、
花

弁
、

唇
弁

と
部

位
ご

と
に

分
か

れ
た

ラ
ン

の
花

の
絵

を
用

意
し

、
お

客
様

に
切

り
抜

き
、

組
み

立
て

を
し

て
も

ら
っ

た
。

 こ
の

作
業

を
通

し
て

各
部

位
の

い
ち

関
係

や
花

の
形

態
に

つ
い

て
詳

し
く
知

っ
て

も
ら

っ
た

。
ま

た
、

絵
に

は
各

部
位

の
名

称
と

そ
の

役
割

に
つ

い
て

文
字

情
報

を
追

加
す

る
こ

と
に

よ
り

、
ラ

ン
の

花
の

し
く

み
や

不
思

議
を

分
か

り
や

す
く
伝

え
た

。

平
成

2
5
年

6
月

 毎
週

　
金

・
土

・
日

　
（
計

1
5
日

間
）

※
平

日
保

育
園

団
体

利
用

 6
月

2
0
日

（
木

）
 1

2
：
0
0
 ～

 1
3
：
0
0

1
5

1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
1
0
5

○

2
3

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
で

に
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

」

こ
れ

ま
で

コ
サ

ー
ジ

ュ
作

り
で

使
用

し
て

い
る

コ
チ

ョ
ウ

ラ
ン

（
フ

ァ
レ

ノ
プ

シ
ス

）
 に

加
え

、
6
月

に
開

花
す

る
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
を

用
い

て
、

ミ
ニ

コ
サ

ー
ジ

ュ
を

作
成

し
た

。
 開

催
場

所
と

し
て

催
し

物
展

示
室

を
設

定
し

、
ゆ

っ
く
り

と
体

験
で

き
る

空
間

を
作

っ
た

。
 な

お
、

団
体

受
入

時
に

は
催

し
物

展
示

室
全

体
に

会
場

を
拡

大
し

て
対

応
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

6
月

 毎
週

　
金

・
土

・
日

　
（
計

1
4
日

間
）

1
4

1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
1
6
1

2
4

栽
培

教
室

「
花

が
よ

ろ
こ

ぶ
ガ

ー
デ

ニ
ン

グ
入

門
」

一
般

の
公

園
利

用
者

を
対

象
に

、
ラ

ン
を

テ
ー

マ
に

基
本

的
な

知
識

や
栽

培
管

理
等

を
講

義
し

、
館

内
に

お
い

て
ツ

ア
ー

形
式

で
実

物
を

見
て

も
ら

っ
た

。
 ま

た
、

植
え

替
え

実
演

を
行

い
、

そ
の

ラ
ン

の
苗

を
参

加
者

へ
プ

レ
ゼ

ン
ト

す
る

こ
と

で
、

身
近

な
と

こ
ろ

か
ら

緑
に

ふ
れ

る
こ

と
を

紹
介

し
た

。
 内

容
（
ラ

ン
の

対
象

種
）
は

週
替

わ
り

と
し

、
毎

週
参

加
し

て
も

飽
き

な
い

よ
う

な
展

開
を

試
み

た
。

平
成

2
5
年

6
月

 の
毎

週
日

曜
日

 （
計

5
回

）
5

1
1
9

○

2
5

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
体

験
「
ア

ダ
ン

で
カ

タ
ツ

ム
リ

を
作

ろ
う

」
加

工
し

た
ア

ダ
ン

の
葉

を
利

用
し

、
6
月

の
風

物
詩

で
あ

る
カ

タ
ツ

ム
リ

の
置

物
を

作
成

し
て

も
ら

っ
た

。
そ

の
ほ

か
、

利
用

者
の

要
望

に
応

じ
て

ク
ロ

ツ
グ

で
バ

ッ
タ

作
り

や
ア

ダ
ン

で
熱

帯
魚

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

6
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

6
月

3
0
日

(日
)

3
0

開
館

時
間

内
2
6
9

○

2
6

海
洋

博
公

園
サ

マ
ー

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
２

０
１

３

①
ビ

ー
チ

ア
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
　

（
ド

ル
ふ

ぃ
ん

ス
ラ

イ
ダ

ー
、

水
鉄

砲
合

戦
、

水
風

船
ダ

ー
ツ

、
ア

ク
ア

ボ
ー

ル
、

ち
び

っ
こ

砂
遊

び
）

②
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
　

（
海

の
安

全
教

室
、

ポ
リ

ネ
シ

ア
ン

ダ
ン

ス
、

海
洋

文
化

館
先

行
オ

ー
プ

ン
P

R
、

海
洋

博
公

園
夏

休
み

イ
ベ

ン
ト

紹
介

、
サ

ン
セ

ッ
ト

コ
ン

サ
ー

ト
）

③
第

3
5
回

海
洋

博
公

園
花

火
大

会
　

（
打

上
花

火
は

1
0
,0

0
0
発

（
2
号

玉
～

5
号

玉
）
、

ナ
イ

ア
ガ

ラ
の

滝

平
成

2
5
年

7
月

1
3
日

(土
)

1
1
2
:0

0
 ～

 2
1
:0

0
4
2
,4

0
3
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

2
7

納
涼

エ
ビ

ネ
・
フ

ウ
ラ

ン
展

　
県

内
愛

好
家

や
（
一

財
）
沖

縄
美

ら
島

財
団

よ
り

借
用

し
た

夏
咲

き
エ

ビ
ネ

ト
フ

ウ
ラ

ン
を

約
2
0
0
株

展
示

紹
介

し
た

。
フ

ウ
ラ

ン
に

は
個

体
変

異
が

多
く
、

そ
の

変
異

は
「
富

貴
蘭

」
と

し
て

江
戸

時
代

よ
り

重
宝

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

富
貴

蘭
も

展
示

紹
介

し
、

日
本

の
園

芸
文

化
に

つ
い

て
も

紹
介

し
た

。
ま

た
、

従
来

の
展

示
会

の
ひ

な
壇

展
示

だ
け

で
な

く
、

来
館

者
が

記
念

撮
影

を
撮

る
こ

と
が

で
き

る
写

真
ス

ポ
ッ

ト
を

設
け

た
。

　
さ

ら
に

、
植

物
の

展
示

と
い

っ
し

ょ
に

、
ク

ラ
フ

ト
や

塗
り

絵
な

ど
、

子
ど

も
達

に
も

楽
し

ん
で

も
ら

え
る

よ
う

展
示

会
内

容
の

拡
充

を
行

っ
た

。

平
成

2
5
年

7
月

1
2
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

7
月

2
1
日

(日
)

1
0

2
,1

0
0

2
8

美
ら

海
自

然
教

室
「
沖

縄
の

カ
ブ

ト
ム

シ
・
ク

ワ
ガ

タ
の

秘
密

を
探

る
」

ス
ラ

イ
ド

を
用

い
て

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
の

種
類

、
体

の
つ

く
り

、
独

自
の

進
化

、
暮

ら
し

、
生

物
季

節
、

植
物

と
の

関
わ

り
、

環
境

問
題

、
探

し
方

、
飼

い
方

等
を

解
説

し
て

い
た

だ
い

た
。

ま
た

講
義

を
聴

き
な

が
ら

、
標

本
、

生
態

、
飼

育
ケ

ー
ス

を
用

い
た

観
察

も
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

7
月

2
1
日

(日
)

1

1
0
:0

0
 ～

 1
2
:0

0
 （

1
回

目
）

1
3
:3

0
 ～

 1
5
:3

0
 （

2
回

目
）

1
1
7

2
9

①
初

め
て

の
無

菌
培

養
初

心
者

を
対

象
に

ラ
ン

の
基

礎
知

識
の

講
話

と
移

植
培

養
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

6
月

9
日

(日
)

１
回

め
 1

0
:0

0
 ～

1
2
:0

0
、

２
回

目
 1

3
:3

0
～

1
5
:3

0
1

1
0
:0

0
 ～

 1
5
:3

0
2
6

3
0

②
家

庭
で

で
き

る
無

菌
培

養
「
①

初
め

て
の

無
菌

培
養

」
 参

加
者

の
中

か
ら

、
更

に
技

術
を

習
得

し
た

い
方

を
対

象
に

 「
家

庭
で

で
き

る
無

菌
培

養
」
と

し
て

、
培

地
作

り
・
播

種
・
移

植
・
器

具
の

滅
菌

の
方

法
な

ど
、

テ
キ

ス
ト

と
実

践
を

交
え

な
が

ら
体

験
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

6
月

1
6
日

(日
）
、

2
3
日

（
日

）
、

3
0
日

（
日

）
、

7
月

7
日

(日
)

2
2

1
3
:3

0
 ～

 1
5
:3

0
4

3
1

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
木

の
実

で
オ

リ
ジ

ナ
ル

マ
グ

ネ
ッ

ト
作

り
」

多
様

な
種

類
の

木
の

実
を

ゴ
ム

磁
石

に
貼

り
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
マ

グ
ネ

ッ
ト

を
作

成
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

7
月

1
日

(月
) 
～

 平
成

2
5
年

7
月

3
1
日

(水
)

3
1

開
園

時
間

内
4
6
5

○

3
2

植
物

観
察

と
標

本
作

り
午

前
中

は
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
入

り
口

か
ら

お
き

な
わ

郷
士

村
裏

の
沿

道
を

通
り

、
伊

波
先

生
に

よ
る

植
物

の
解

説
と

採
集

を
行

っ
た

。
そ

の
後

、
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
周

辺
に

て
植

物
観

察
を

行
っ

た
。

午
後

は
植

物
の

同
定

、
標

本
に

つ
い

て
の

作
成

方
法

の
実

技
指

導
が

あ
り

、
覚

え
た

植
物

の
復

習
等

も
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

7
月

2
8
日

(日
)

1
1
0
:0

0
 ～

 1
6
:1

0
3
8

○

3
3

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
工

作
教

室
「
牛

乳
パ

ッ
ク

ク
ラ

フ
ト

 ～
海

の
動

物
を

作
ろ

う
～

」

（
1
）
牛

乳
パ

ッ
ク

ク
ラ

フ
ト

に
つ

い
て

の
講

話
：
牛

乳
パ

ッ
ク

は
工

夫
次

第
で

い
ろ

い
ろ

な
ク

ラ
フ

ト
を

作
る

こ
と

が
で

き
る

。
サ

ン
プ

ル
作

品
を

数
点

紹
介

し
た

後
、

そ
れ

ら
の

作
り

方
に

つ
い

て
、

作
業

時
の

注
意

点
や

コ
ツ

を
含

め
て

解
説

す
る

。
（
2
）
牛

乳
パ

ッ
ク

ク
ラ

フ
ト

作
製

：
講

師
が

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

で
作

品
を

作
成

後
、

参
加

者
に

実
際

に
作

製
し

て
も

ら
う

。

平
成

2
5
年

8
月

1
7
日

(土
)

1
1
0
:3

0
 ～

 1
2
:0

0
3
9

○

3
4

押
し

花
カ

ー
ド

作
り

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
内

の
様

々
な

緑
化

の
押

し
花

・
押

し
葉

を
用

い
、

自
由

に
ハ

ガ
キ

大
の

カ
ー

ド
を

デ
コ

レ
ー

シ
ョ

ン
し

て
も

ら
っ

た
。

一
般

の
方

、
特

に
児

童
生

徒
を

対
象

に
実

施
し

た
。

平
成

2
5
年

7
月

1
3
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

(土
)

5
0

8
:3

0
 ～

 1
8
:3

0
8
9
3

○

3
5

ラ
ン

の
お

話
と

絵
本

作
り

教
室

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
て

ラ
ン

を
観

察
し

た
後

、
植

物
園

へ
移

動
し

、
沖

縄
県

子
ど

も
の

本
研

究
会

か
ら

招
聘

し
た

講
師

の
実

技
指

導
の

も
と

、
用

紙
の

上
に

花
や

葉
を

張
り

付
け

て
子

ど
も

達
が

考
え

た
物

語
を

も
と

に
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
絵

本
を

作
製

し
た

。
最

後
に

自
分

の
作

っ
た

絵
本

を
読

み
聞

か
せ

る
発

表
会

を
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

8
月

4
日

(日
)

1
1
0
:0

0
 ～

 1
7
:0

0
3
3

○

3
6

熱
帯

果
実

・
ス

イ
ー

ツ
パ

ラ
ダ

イ
ス

展
示

会
場

を
ス

イ
ー

ツ
等

の
販

売
、

果
樹

紹
介

及
び

県
内

果
樹

生
産

者
を

パ
ネ

ル
紹

介
、

加
工

品
・
果

実
の

展
示

及
び

情
報

コ
ー

ナ
ー

の
3
つ

に
区

分
け

し
、

果
樹

4
3
品

種
8
2
点

、
果

実
　

3
6
品

種
1
8
6
点

、
加

工
品

　
1
2
5
種

1
7
4
点

を
展

示
し

た
。

8
月

1
0
日

（
土

）
に

は
、

ス
イ

ー
ツ

教
室

と
し

て
農

業
生

産
法

人
（
株

）
ア

セ
ロ

ー
ラ

フ
レ

ッ
シ

ュ
代

表
の

並
里

哲
子

氏
を

講
師

に
「
ア

セ
ロ

ー
ラ

ス
イ

ー
ツ

教
室

（
栽

培
・
加

工
方

法
等

）
に

つ
い

て
」
、

1
7
日

（
土

）
に

は
、

名
護

市
女

性
農

の
会

を
講

師
に

「
マ

ン
ゴ

ー
を

利
用

し
た

ス
イ

ー
ツ

教
室

」
を

テ
ー

マ
と

し
て

ス
イ

ー
ツ

教
室

2
回

を
実

施
し

た
（
参

加
者

：
4
6
名

・
定

員
2
0
名

/
日

）
。

ま
た

期
間

中
の

毎
週

土
・
日

に
は

、
熱

帯
果

樹
の

苗
木

無
料

配
布

を
実

施
し

た
。

さ
ら

に
期

間
中

毎
日

、
マ

ン
ゴ

ー
、

パ
イ

ン
、

ア
セ

ロ
ラ

等
熱

帯
果

実
を

実
際

に
試

食
で

き
る

試
食

会
も

実
施

し
、

1
,5

2
6
名

（
定

員
1
0
0
名

/
日

）
の

参
加

が
あ

ｔっ
た

。

平
成

2
5
年

8
月

1
0
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

1
8
日

(日
)　

9
日

間
9

3
,0

9
5

3
7

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
木

の
実

で
ス

ト
ラ

ッ
プ

作
り

」
テ

リ
ハ

ボ
ク

の
実

を
自

由
に

彩
色

し
て

も
ら

い
、

ス
ト

ラ
ッ

プ
を

作
っ

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

8
月

1
日

(木
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

(土
)

3
1

開
園

時
間

内
1
,0

7
1

○

3
8

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
海

洋
文

化
館

展
示

ホ
ー

ル
夏

休
先

行
オ

ー
プ

ン
イ

ベ
ン

ト
」

(1
)展

示
ホ

ー
ル

ス
ペ

シ
ャ

ル
ス

テ
ー

ジ
：
沖

縄
県

内
団

体
に

よ
る

オ
セ

ア
ニ

ア
ダ

ン
ス

披
露

、
ハ

ワ
イ

ア
ン

楽
曲

披
露

(2
)オ

セ
ア

ニ
ア

ン
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

：
ス

テ
ー

ジ
で

芸
能

披
露

し
た

団
体

に
よ

る
、

各
種

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
(3

)オ
セ

ア
ニ

ア
の

か
ん

た
ん

お
面

づ
く
り

体
験

：
オ

セ
ア

ニ
ア

地
域

の
仮

面
の

ペ
ー

パ
ー

ク
ラ

フ
卜

(4
)貝

が
ら

を
使

っ
た

簡
単

ア
ク

セ
サ

リ
ー

&
工

作
体

験
：
本

部
半

島
の

海
岸

地
域

で
採

集
し

た
貝

般
を

使
用

し
て

の
工

作
体

験
(5

)マ
リ

ン
ク

ラ
フ

ト
体

験
シ

ー
グ

ラ
ス

等
を

用
い

た
ラ

ン
プ

シ
ェ

ー
ド

工
作

体
験

(6
)沖

縄
の

伝
統

漁
具

作
り

体
験

：
タ

コ
漁

で
使

用
す

る
貝

殻
漁

具
作

り
、

魚
を

磯
る

際
に

使
用

す
る

魚
籠

や
浮

き
玉

編
み

体
験

等

平
成

2
5
年

7
月

2
0
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

4
4

1
0
:0

0
 ～

 1
7
:3

0

3
9

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
海

洋
博

公
園

ス
タ

ー
・
ウ

ィ
ー

ク

(1
)夏

の
星

座
早

見
シ

ー
卜

&
1
2
星

座
シ

ー
ト

作
り

：
夏

(6
月

～
9
月

)の
星

座
早

見
シ

ー
ト

作
り

と
、

1
2
星

座
の

昼
座

シ
ー

ト
作

り
(2

)宇
宙

の
お

や
つ

獄
企

&
宇

宙
服

試
着

体
験

：
フ

リ
ー

ズ
ド

ラ
イ

の
お

や
つ

試
企

体
験

、
宇

宙
服

の
レ

プ
リ

カ
試

着
及

び
写

真
搬

影

平
成

2
5
年

7
月

2
0
日

(土
) 
、

2
1
日

（
日

）
、

2
7
日

（
土

）
、

2
8
日

（
日

）
8
月

1
日

（
木

）
～

7
日

（
水

）
、

1
0
日

（
土

）
、

1
1
日

（
日

）
、

1
7
日

（
土

）
、

1
8
日

（
日

）
、

2
4
日

（
土

）
、

2
5
日

（
日

）
、

3
1
日

（
土

）
、

9
月

1
日

(日
)

1
9

4
0

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
夏

休
み

親
子

カ
ヌ

ー
・
サ

バ
ニ

体
験

イ
ノ

ー
内

の
生

物
観

察
平

成
2
5
年

7
月

2
7
日

(土
) 
、

2
8
日

（
日

）
、

8
月

3
日

（
土

）
、

1
7
日

（
土

）
、

2
4
日

（
土

）
、

2
5
日

(日
)

6

ラ
ン

の
無

菌
培

養
技

術
体

験
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

4
1

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
キ

ッ
ズ

ウ
ィ

ン
ド

サ
ー

フ
ィ

ン
体

験
小

・
中

学
生

を
対

象
と

し
た

ウ
イ

ン
ド

サ
ー

フ
ィ

ン
体

験
気

軽
に

海
に

触
れ

る
ス

タ
ン

ダ
ッ

プ
パ

ド
ル

ボ
ー

ド
体

験
平

成
2
5
年

7
月

2
7
日

(土
) 
、

2
8
日

(日
)

4
4

4
2

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
海

ふ
れ

あ
い

体
験

(1
)イ

ノ
一

体
験

：
イ

ノ
ー

内
に

生
息

す
る

生
き

物
の

観
翁

及
び

環
境

学
習

(2
)サ

レ
ー

ピ
チ

(追
い

込
み

漁
)体

験
：
本

部
町

備
瀬

区
の

伝
統

的
漁

法
を

体
験

平
成

2
5
年

8
月

4
日

(日
)

※
 8

月
1
8
日

(日
) 
は

中
止

1

4
3

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
お

き
な

わ
郷

土
村

で
遊

ぼ
う

(1
)沖

縄
の

草
緬

み
玩

具
作

り
体

験
ソ

テ
ツ

の
築

を
使

っ
た

虫
か

ご
作

り
、

フ
ト

イ
の

葉
を

使
っ

た
「
う

ま
ぐ

ぁ
ー

」
作

り
体

験
(2

)ダ
ン

ボ
ー

ル
パ

ー
ラ

ン
ク

一
作

り
体

験
：
日

盆
の

時
期

に
行

わ
れ

る
「
エ

イ
サ

ー
」
で

使
用

す
る

太
鼓

「
パ

ー
ラ

ン
ク

ー
」
作

り
(3

)今
帰

仁
村

青
年

団
芸

能
披

露
：
今

帰
仁

村
の

芸
能

を
披

露
。

各
回

と
も

披
露

1
0
分

前
に

噴
水

広
場

等
で

の
プ

レ
披

露
を

実
施

平
成

2
5
年

7
月

2
0
日

(土
) 
、

2
1
日

（
日

）
、

2
7
日

（
土

）
、

2
8
日

（
日

）
8
月

3
日

（
土

）
、

4
日

（
日

）
、

1
0
日

（
土

）
、

1
1
日

（
日

）
、

1
7
日

（
土

）
、

1
8
日

（
日

）
、

2
4
日

（
土

）
、

2
5
日

（
日

）
、

3
1
日

（
土

）
、

9
月

1
日

(日
)

1
4

4
4

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
夏

休
み

や
ん

ば
る

情
報

コ
ー

ナ
ー

沖
縄

県
北

部
地

域
の

海
水

浴
キ

ャ
ン

プ
場

・
他

事
・
イ

ベ
ン

卜
等

の
紹

介
平

成
2
5
年

7
月

2
0
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

(土
)

4
3

4
5

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
や

ん
ば

る
手

作
り

市
オ

セ
ア

ニ
ア

ン
フ

ー
ド

・
や

ん
ば

る
ス

ペ
シ

ャ
ル

コ
ー

ナ
ー

：
オ

セ
ア

ニ
ア

地
械

の
料

理
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
飲

食
物

の
提

供
平

成
2
5
年

8
月

1
0
日

(土
)

1

4
6

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
夏

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

夏
休

み
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
海

の
危

険
生

物
パ

ネ
ル

展
身

近
な

沖
縄

の
海

に
生

息
す

る
危

険
生

物
の

模
型

標
本

及
び

写
真

パ
ネ

ル
等

の
展

示
平

成
2
5
年

7
月

2
0
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

4
4

4
7

美
ら

海
自

然
教

室
「
甲

殻
類

の
秘

密
を

探
ろ

う
 ～

エ
ビ

や
カ

ニ
の

仲
間

た
ち

～
」

・
甲

殻
類

の
生

態
や

体
の

し
く
み

に
つ

い
て

解
説

す
る

。
・
甲

殻
類

の
標

本
に

触
れ

る
。

平
成

2
5
年

9
月

1
5
日

(日
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
4
:0

0
3
3

4
8

平
成

２
５

年
度

９
月

期
海

洋
文

化
館

利
用

促
進

イ
ベ

ン
ト

（
１

）
沖

縄
で

は
魔

よ
け

と
さ

れ
る

シ
ャ

コ
貝

を
使

っ
た

貝
が

ら
工

作
体

験
＆

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

沖
縄

で
は

魔
よ

け
と

さ
れ

て
い

る
シ

ャ
コ

貝
な

ど
を

使
っ

て
、

シ
ー

サ
ー

な
ど

の
工

作
体

験
や

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

を
行

っ
た

。
（
2
）
秋

の
星

座
早

見
シ

ー
ト

作
り

秋
に

見
ら

れ
る

星
空

を
中

心
と

し
た

、
星

座
早

見
シ

ー
ト

作
り

を
行

っ
た

。
（
3
）
オ

セ
ア

ニ
ア

の
か

ん
た

ん
お

面
作

り
海

洋
文

化
館

の
フ

ィ
ー

ル
ド

で
あ

る
オ

セ
ア

ニ
ア

地
域

の
仮

面
を

、
体

験
後

に
持

帰
る

こ
と

の
で

き
る

よ
う

に
ペ

ー
パ

ー
ク

ラ
フ

ト
で

作
成

し
た

。

・
定

　
　

員
：
貝

　
4
5
0
名

（
1
回

5
0
名

×
3
回

×
3
日

）
お

面
　

3
0
0
名

（
1
日

1
0
0
名

×
3
日

）
　

　
　

　
　

　
 星

座
シ

ー
ト

　
3
0
0
名

（
1
日

5
0
名

×
3
日

）

平
成

2
5
年

9
月

2
1
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

2
3
日

(月
・
祝

)
3

1
0
:0

0
 ～

 1
7
:3

0
5
2
4

4
9

夏
休

み
自

由
研

究
サ

ポ
ー

ト
葉

、
花

、
種

等
テ

ー
マ

を
設

け
、

テ
ー

マ
に

沿
っ

た
内

容
で

子
供

た
ち

で
も

出
来

る
調

査
、

実
験

、
工

作
を

紹
介

し
た

。
平

成
2
5
年

7
月

2
0
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

5
3

4
,3

5
3

5
0

植
物

園
で

遊
ぼ

う
都

市
緑

化
植

物
園

の
見

本
園

を
舞

台
に

、
ス

タ
ン

プ
＆

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

を
実

施
し

た
。

家
族

連
れ

で
の

来
園

が
多

く
な

る
夏

休
み

に
親

子
で

楽
し

め
る

遊
び

を
提

供
す

る
こ

と
で

、
よ

り
多

く
の

来
園

者
に

植
物

に
対

す
る

関
心

を
持

っ
て

も
ら

い
、

都
市

緑
化

の
普

及
啓

発
に

資
し

た
。

平
成

2
5
年

8
月

1
日

(木
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

3
2

2
5
0

○

5
1

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
づ

く
り

　
ミ

ニ
タ

ペ
ス

ト
リ

ー
を

作
ろ

う
植

物
の

実
を

布
に

貼
り

付
け

、
タ

ペ
ス

ト
リ

ー
を

作
っ

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

3
0
日

(月
)

3
0

開
館

時
間

内
3
7
8

○

5
2

美
ら

島
自

然
教

室
　

植
物

の
秘

密
を

探
る

沖
縄

に
お

け
る

自
然

環
境

の
豊

か
さ

や
植

生
等

を
学

び
、

植
物

に
親

し
み

を
持

っ
て

も
ら

う
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
し

た
。

初
め

に
ス

ラ
イ

ド
を

用
い

て
、

①
日

本
の

植
物

の
数

と
琉

球
列

島
、

②
琉

球
列

島
の

植
物

に
つ

い
て

、
③

植
物

標
本

（
お

し
ば

）
に

つ
い

て
等

を
解

説
し

た
。

次
に

、
各

見
本

園
に

て
植

物
観

察
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

9
月

1
4
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
5
:3

0
2
5

5
3

環
境

学
習

「
木

の
実

で
遊

ぼ
う

」
グ

ラ
イ

ダ
ー

の
よ

う
に

空
を

飛
ぶ

種
、

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
よ

う
に

ま
わ

り
な

が
ら

落
ち

る
種

、
か

ぎ
爪

で
動

物
に

く
っ

つ
い

て
運

ば
れ

る
実

の
模

型
を

作
製

、
遊

ん
で

も
ら

い
、

植
物

の
実

、
種

の
分

散
方

法
に

つ
い

て
楽

し
く
学

ん
で

も
ら

っ
た

。
平

成
2
5
年

9
月

1
4
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

2
9
日

(日
)

1
7

2
4
6

○

5
4

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
な

り
き

り
！

熱
帯

体
験

」

夏
期

催
事

「
ジ

ャ
ン

グ
ル

体
験

in
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
」
の

一
環

と
し

て
、

熱
帯

・
ジ

ャ
ン

グ
ル

を
イ

メ
ー

ジ
さ

せ
る

ク
ラ

フ
ト

体
験

（
熱

帯
仮

面
作

り
体

験
、

熱
帯

の
安

産
お

守
り

作
り

体
験

、
熱

帯
の

子
宝

ア
イ

テ
ム

作
り

体
験

）
を

行
っ

た
。

今
回

は
、

隣
接

し
て

開
催

し
て

い
る

恐
怖

の
熱

帯
植

物
展

と
も

連
動

し
て

相
乗

効
果

を
も

た
せ

た
他

、
団

体
受

入
れ

や
多

客
時

に
は

ス
ペ

ー
ス

を
拡

大
し

て
対

応
し

た
。

平
成

2
5
年

7
月

1
2
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

の
金

・
土

・
日

　
（
計

2
4
日

間
）

2
4

1
,1

5
7

○

5
5

ち
び

っ
子

ハ
ス

乗
り

探
検

隊

「
ち

び
っ

こ
バ

ス
乗

り
探

検
隊

」
と

称
し

バ
ス

乗
り

体
験

会
を

実
施

し
た

。
参

加
者

に
は

探
検

隊
に

な
り

き
っ

て
頂

く
た

め
探

検
隊

グ
ッ

ズ
（
サ

フ
ァ

リ
ウ

ェ
ア

ー
）
を

着
て

体
験

し
て

も
ら

い
、

そ
の

場
で

記
念

写
真

を
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
た

。
体

重
2
0
kg

未
満

の
子

供
は

、
本

物
の

生
葉

で
体

験
し

て
も

ら
っ

た
。

2
0
kg

以
上

の
試

乗
希

望
者

に
は

オ
オ

オ
ニ

バ
ス

の
レ

プ
リ

カ
を

使
用

し
、

子
ど

も
同

士
や

親
子

で
体

験
し

て
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
5
年

7
月

1
3
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

1
6

1
3
:3

0
 ～

 1
7
:0

0
9
3
5

2
6
,2

6
8
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

5
6

恐
怖

の
熱

帯
植

物
展

植
物

の
意

外
な

一
面

を
紹

介
す

る
と

い
う

コ
ン

セ
プ

ト
の

も
と

、
食

中
植

物
を

4
0
種

8
9
点

、
ト

ゲ
の

あ
る

植
物

を
1
3
種

2
0
点

、
独

の
あ

る
植

物
5
種

5
点

を
解

説
パ

ネ
ル

と
と

も
に

展
示

し
た

。
夏

休
み

の
自

由
研

究
の

た
め

の
体

験
コ

ー
ナ

ー
と

し
て

、
リ

ュ
ウ

ゼ
ツ

ラ
ン

な
ど

の
ト

ゲ
を

顕
微

鏡
で

観
察

す
る

コ
ー

ナ
ー

、
タ

ヌ
キ

モ
を

顕
微

鏡
で

観
察

す
る

コ
ー

ナ
ー

、
ウ

ツ
ボ

カ
ズ

ラ
の

消
火

液
を

p
H

試
験

紙
で

測
定

す
る

コ
ー

ナ
ー

を
設

け
、

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

の
配

布
も

行
っ

た
。

ま
た

、
ハ

エ
ト

リ
グ

サ
の

補
虫

葉
の

仕
組

み
を

分
か

り
や

す
く
す

る
た

め
に

ハ
エ

ト
リ

グ
サ

補
虫

葉
の

ク
ラ

フ
ト

コ
ー

ナ
ー

を
設

け
た

。

平
成

2
5
年

7
月

1
9
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
)

4
5

1
0
,4

3
6

5
7

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
あ

り
が

と
う

ペ
ン

ダ
ン

ト
作

り
」

9
月

は
敬

老
の

日
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
「
成

熟
し

た
魅

力
」
を

花
言

葉
に

持
つ

カ
ト

レ
ア

の
花

を
モ

チ
ー

フ
に

、
お

じ
い

ち
ゃ

ん
・
お

ば
あ

ち
ゃ

ん
へ

プ
レ

ゼ
ン

ト
で

き
る

よ
う

な
ク

ラ
フ

ト
体

験
を

行
っ

た
。

今
回

は
幼

児
で

も
気

軽
に

参
加

で
き

る
内

容
と

し
、

保
育

園
等

の
団

体
受

入
れ

も
積

極
的

に
行

っ
た

結
果

、
4
団

体
（
計

7
8
名

）
が

参
加

し
、

う
ち

、
3
団

体
は

希
望

に
応

じ
て

設
定

日
時

以
外

で
の

受
入

と
な

っ
た

。

平
成

2
5
年

9
月

6
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

2
9
日

(日
)

の
金

・
土

・
日

・
祝

　
（
計

1
4
日

間
）

1
4

2
3
3

5
8

ヤ
ン

バ
ル

の
貴

重
な

植
物

展

ヤ
ン

バ
ル

に
自

生
す

る
植

物
や

絶
滅

危
惧

植
物

1
1
0
種

1
4
2
点

を
、

写
真

や
解

説
パ

ネ
ル

と
と

も
に

展
示

を
行

っ
た

。
ま

た
、

沖
縄

県
立

博
物

館
・
美

術
館

の
協

力
に

よ
り

、
「
目

か
ら

ウ
ロ

コ
の

大
生

き
物

展
移

動
展

」
と

し
て

、
生

物
耐

用
性

に
関

す
る

パ
ネ

ル
や

貴
重

な
動

物
の

剥
製

の
展

示
も

行
っ

た
。

さ
ら

に
、

沖
縄

県
農

林
水

産
部

森
林

緑
地

課
の

協
力

に
よ

り
、

ヤ
ン

バ
ル

の
森

を
構

成
す

る
樹

木
標

本
を

2
2
点

展
示

し
た

。
ま

た
、

ラ
ン

展
示

室
に

お
い

て
は

、
ヤ

ン
バ

ル
に

自
生

す
る

ラ
ン

の
仲

間
4
1
種

を
写

真
パ

ネ
ル

で
紹

介
す

る
「
ヤ

ン
バ

ル
に

咲
く
ラ

ン
の

仲
間

写
真

展
」
会

場
も

設
け

た
。

平
成

2
5
年

9
月

1
3
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

2
9
日

(日
)

1
7

3
,6

7
1

5
9

海
洋

文
化

館
グ

ラ
ン

ド
オ

ー
プ

ン
イ

ベ
ン

ト

（
1
）
南

の
島

々
の

芸
能

披
露

海
洋

文
化

館
内

の
ス

テ
ー

ジ
を

利
用

し
、

オ
セ

ア
ニ

ア
ン

ダ
ン

ス
や

ハ
ワ

イ
ア

ン
ダ

ン
ス

等
の

披
露

を
行

っ
た

。
・
目

標
人

数
：
9
0
0
名

（
1
回

1
5
0
名

×
2
回

×
3
日

間
）
　

　
参

加
者

数
：
6
5
0
名

　
達

成
率

7
2
.2

%
（
2
）
オ

セ
ア

ニ
ア

の
衣

装
試

着
体

験
現

地
や

関
係

者
か

ら
入

手
し

て
き

た
オ

セ
ア

ニ
ア

地
域

の
民

族
衣

装
を

試
着

で
き

る
体

験
を

行
っ

た
。

・
定

員
：
6
0
0
名

（
1
回

2
0
0
名

×
3
日

）
　

　
参

加
者

数
：
2
7
1
名

　
達

成
率

4
5
.2

％

平
成

2
5
年

1
0
月

1
2
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

1
4
日

(月
)

3
1
0
:0

0
 ～

 1
7
:0

0
9
2
1

6
0

美
ら

海
自

然
教

室
「
ヤ

シ
ガ

ニ
学

習
会

」

・
ヤ

シ
ガ

ニ
の

体
の

構
造

に
つ

い
て

（
実

物
の

観
察

：
力

が
強

い
の

で
、

保
定

は
講

師
が

行
う

）
・
ヤ

シ
ガ

ニ
と

人
々

の
暮

ら
し

・
ヤ

シ
ガ

ニ
の

生
態

（
概

論
）

・
海

洋
博

の
ヤ

シ
ガ

ニ
の

生
息

実
態

・
ヤ

シ
ガ

ニ
資

源
の

現
状

と
保

全
に

向
け

て

平
成

2
5
年

1
0
月

2
6
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
4
:0

0
5
9

6
1

平
成

２
５

年
度

１
０

月
期

海
洋

文
化

館
利

用
促

進
イ

ベ
ン

ト
魔

よ
け

や
お

守
り

と
さ

れ
る

貝
が

ら
を

使
っ

た
工

作
＆

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

沖
縄

で
は

魔
よ

け
や

お
守

り
と

さ
れ

て
い

る
シ

ャ
コ

貝
な

ど
を

使
っ

て
、

シ
ー

サ
ー

な
ど

の
工

作
体

験
や

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

1
0
月

1
9
日

(土
) 
、

1
0
月

2
0
日

(日
・
無

料
入

館
)

2
1
0
:0

0
 ～

 1
7
:0

0
1
3
1

6
2

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
デ

ン
フ

ァ
レ

で
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

」
1
0
月

期
に

実
施

し
た

「
沖

縄
の

ラ
ン

切
り

花
展

」
等

に
関

連
し

て
、

沖
縄

で
の

ラ
ン

の
切

り
花

生
産

で
代

表
的

な
種

類
で

あ
る

デ
ン

フ
ァ

レ
を

材
料

に
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

の
ク

ラ
フ

ト
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
0
月

4
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

2
7
日

(日
)

の
金

・
土

・
日

・
祝

　
計

1
2
日

間
※

1
0
月

5
日

（
土

）
 午

後
は

台
風

2
3
号

の
影

響
を

受
け

実
施

な
し

。

1
2

1
9
8

6
3

沖
縄

の
ラ

ン
切

花
展

沖
縄

県
内

で
生

産
さ

れ
た

、
ラ

ン
切

花
5
属

3
2
品

種
5
5
点

を
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

切
花

の
魅

力
、

品
種

の
紹

介
、

花
の

見
方

等
の

解
説

及
び

県
内

切
花

生
産

者
の

紹
介

を
行

っ
た

。
さ

ら
に

、
切

花
を

素
材

に
し

た
ブ

ー
ケ

1
1
基

に
加

え
ウ

ェ
デ

ィ
ン

グ
ド

レ
ス

を
会

場
内

に
展

示
し

、
記

念
撮

影
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
た

。
ま

た
、

期
間

中
毎

日
先

着
5
0
名

に
デ

ン
フ

ァ
レ

、
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
等

、
ラ

ン
の

切
花

プ
レ

ゼ
ン

ト
を

実
施

し
た

。
参

加
者

へ
ア

ン
ケ

ー
ト

を
兼

ね
た

人
気

投
票

を
行

っ
た

結
果

、
一

位
は

「
デ

ン
フ

ァ
レ

サ
ク

ラ
ピ

ン
ク

」
、

二
位

は
「
デ

ン
フ

ァ
レ

プ
リ

ン
セ

ス
ピ

ン
ク

」
、

三
位

は
「
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
シ

ャ
リ

ー
ベ

イ
ビ

ー
」
で

あ
っ

た
。

さ
ら

に
、

終
了

後
、

投
票

投
函

者
か

ら
抽

選
で

1
0
名

の
方

に
切

花
1
箱

（
1
0
本

入
り

）
の

プ
レ

ゼ
ン

ト
を

予
定

し
て

い
る

。

平
成

2
5
年

1
0
月

1
2
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

2
0
日

(日
)

9
8
:3

0
 ～

 1
7
:3

0
5
,2

9
8

6
4

秋
の

県
内

愛
好

家
自

慢
の

蘭
展

県
内

愛
好

家
よ

り
出

展
し

て
頂

い
た

秋
咲

き
の

ラ
ン

を
1
3
7
株

展
示

紹
介

し
た

。
冬

に
開

花
す

る
ラ

ン
と

は
趣

が
異

な
り

、
多

種
多

様
な

色
・
形

が
特

徴
で

あ
る

秋
咲

き
の

ラ
ン

を
展

示
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

今
回

は
、

人
気

投
票

を
行

う
こ

と
で

一
般

の
方

で
も

花
を

よ
く
観

察
し

、
楽

し
ん

で
観

賞
で

き
る

よ
う

工
夫

し
た

。
ま

た
、

植
物

の
展

示
だ

け
で

は
な

く
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
塗

り
絵

な
ど

、
子

ど
も

達
に

も
楽

し
ん

で
も

ら
え

る
よ

う
展

示
会

内
容

の
拡

充
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
0
月

1
2
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

2
0
日

(日
)

9
5
,2

9
8

6
5

亜
熱

帯
緑

化
事

例
発

表
会

緑
化

技
術

に
関

す
る

発
表

2
件

、
緑

化
事

例
に

関
す

る
発

表
5
件

の
発

表
が

あ
っ

た
。

発
表

会
で

は
、

審
査

員
5

名
に

よ
る

審
査

を
行

い
、

最
優

秀
賞

1
件

、
優

秀
賞

2
件

を
選

出
し

た
。

発
表

会
終

了
後

に
は

、
参

加
者

全
員

に
感

謝
状

と
記

念
品

を
贈

呈
し

た
。

平
成

2
5
年

1
0
月

4
日

(金
)

1
1
3
:0

0
 ～

 1
7
:1

0
8
5

6
6

美
ら

島
自

然
教

室
「
秋

の
野

鳥
観

察
会

」
参

加
者

に
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

配
布

し
、

講
師

の
峯

原
健

二
氏

に
よ

る
解

説
で

公
園

内
を

散
策

し
な

が
ら

野
鳥

の
観

察
会

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
都

市
緑

化
植

物
園

内
で

は
野

鳥
に

関
す

る
展

示
パ

ネ
ル

等
を

用
い

、
鳥

の
季

節
性

、
鳥

と
自

然
環

境
や

植
物

、
昆

虫
等

に
つ

い
て

解
説

し
た

。
平

成
2
5
年

1
0
月

2
0
日

(日
)

1
8
:1

5
 ～

 1
0
:3

0
3
1
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

6
7

秋
の

都
市

緑
化

月
間

「
苗

木
の

無
料

配
布

」
熱

帯
・
亜

熱
帯

性
の

低
木

や
多

年
草

、
観

賞
用

等
の

苗
木

で
、

栽
培

が
容

易
で

あ
り

緑
化

に
活

用
し

や
す

い
種

類
（
オ

オ
バ

ナ
ア

リ
ア

ケ
カ

ズ
ラ

、
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
ハ

ギ
、

ア
カ

リ
フ

ァ
、

ラ
ベ

ン
ダ

ー
セ

ー
ジ

な
ど

）
を

1
名

様
に

つ
き

1
鉢

配
布

し
た

。

①
 平

成
2
5
年

1
0
月

1
日

(火
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

3
1
日

(木
)　

3
1

日
間

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
　

8
:3

0
～

1
7
:3

0
②

 平
成

2
5
年

1
0
月

1
3
日

（
日

）
、

2
0
日

（
日

）
 2

日
間

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

　
1
3
:3

0
 ～

 1
3
:5

5

3
1

8
:3

0
 ～

 1
7
:3

0
2
,2

5
8

6
8

グ
ラ

ウ
ン

ド
・
ゴ

ル
フ

大
会

植
物

園
内

に
設

置
さ

れ
た

グ
ラ

ウ
ン

ド
・
ゴ

ル
フ

コ
ー

ス
を

ま
わ

り
、

得
点

を
競

っ
て

も
ら

っ
た

。
ま

た
チ

ー
ム

内
優

勝
者

に
は

植
物

園
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
グ

ッ
ズ

を
贈

呈
し

、
開

催
期

間
中

の
成

績
上

位
者

（
1
0
名

）
に

つ
い

て
は

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
前

に
リ

ア
ル

タ
イ

ム
で

名
前

を
貼

り
出

し
た

。
平

成
2
5
年

1
0
月

1
日

(火
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

3
1
日

(木
)

3
1

6
5
0

6
9

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
体

験
「
押

し
花

し
お

り
作

り
」

植
物

の
押

し
葉

や
花

を
使

っ
て

押
し

花
の

し
お

り
を

作
っ

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
0
月

1
日

(火
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

3
1
日

(木
)

3
1

開
館

時
間

内
3
3
3

○

7
0

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
秋

期
催

事
「
海

洋
博

公
園

オ
ー

タ
ム

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
２

０
１

３
」

（
１

）
や

ん
ば

る
青

年
芸

能
披

露
：
沖

縄
県

北
部

地
区

青
年

協
議

会
と

の
連

携
に

よ
り

、
沖

縄
県

北
部

（
や

ん
ば

る
）
地

域
の

催
事

や
公

民
館

活
動

等
に

よ
り

継
承

さ
れ

て
い

る
民

族
芸

能
や

伝
統

な
踊

り
等

を
披

露
し

た
。

（
2
）
R

B
C

－
iラ

ジ
オ

出
張

放
送

「
民

謡
で

今
日

拝
な

び
ら

」
：
R

B
C

－
iラ

ジ
オ

の
人

気
番

組
「
民

謡
で

今
日

拝
な

び
ら

」
を

招
聘

し
、

噴
水

広
場

で
の

出
張

生
放

送
及

び
ゲ

ス
ト

ラ
イ

ブ
を

行
っ

た
。

（
3
）
お

き
な

わ
郷

土
村

利
用

促
進

イ
ベ

ン
ト

　
キ

ジ
ム

ナ
ー

を
探

せ
！

：
郷

土
村

櫛
ょ

に
隠

れ
て

い
る

キ
ジ

ム
ナ

ー
に

キ
ー

ワ
ー

ド
を

持
た

せ
た

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

を
実

施
し

た
。

キ
ジ

ム
ナ

ー
を

探
し

当
て

、
見

事
全

問
正

解
し

た
者

に
は

景
品

（
駄

菓
子

セ
ッ

ト
）
を

プ
レ

ゼ
ン

ト
し

た
。

（
4
）
公

園
内

施
設

利
用

促
進

イ
ベ

ン
ト

　
海

洋
博

公
園

　
秋

の
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

：
園

内
6
箇

所
に

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
を

設
置

し
、

3
つ

以
上

の
ス

タ
ン

プ
を

集
め

た
参

加
者

に
は

シ
ー

ル
を

プ
レ

ゼ
ン

ト
し

た
。

（
5
）
や

ん
ば

る
工

芸
コ

ー
ナ

ー
：
北

部
地

域
で

活
動

す
る

工
芸

家
と

の
連

携
に

よ
り

、
陶

芸
品

、
染

織
品

、
木

工
品

な
ど

6
店

舗
の

展
示

即
売

を
行

っ
た

。
（
6
）
も

と
ぶ

の
美

味
い

も
の

広
場

：
本

部
キ

ッ
チ

ン
カ

ー
グ

ル
ー

プ
と

の
連

携
に

よ
り

、
同

グ
ル

ー
プ

保
有

の
組

立
式

特
殊

加
工

牽
引

車
両

（
モ

ト
ブ

キ
ッ

チ
ン

カ
ー

）
を

3
台

使
用

し
て

本
部

町
特

産
の

ア
セ

ロ
ラ

や
カ

ツ
オ

な
ど

を
使

用
し

た
料

理
を

販
売

し
た

。

平
成

2
5
年

1
1
月

2
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

1
1
月

4
日

(月
)

3
1
0
:0

0
 ～

 1
7
:0

0
4
1
,7

9
2

7
1

平
成

２
５

年
度

１
１

月
期

海
洋

文
化

館
利

用
促

進
イ

ベ
ン

ト
魔

よ
け

や
お

守
り

と
さ

れ
る

貝
が

ら
を

使
っ

た
工

作
＆

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

沖
縄

で
は

魔
よ

け
や

お
守

り
と

さ
れ

て
い

る
シ

ャ
コ

貝
な

ど
を

使
っ

て
、

シ
ー

サ
ー

な
ど

の
工

作
体

験
や

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

1
1
月

2
3
日

(土
) 
、

2
4
日

(日
)

2
1
0
:3

0
 ～

 1
7
:0

0
1
3
6

7
2

カ
ラ

ー
リ

ー
フ

ガ
ー

デ
ン

フ
ェ

ア
ー

「
カ

ラ
ー

リ
ー

フ
ガ

ー
デ

ン
フ

ェ
ア

ー
」
と

称
し

、
ク

ロ
ト

ン
を

中
心

に
カ

ラ
ー

リ
ー

フ
に

関
す

る
展

示
会

を
実

施
し

た
。

ク
ロ

ト
ン

パ
テ

ィ
オ

を
メ

イ
ン

会
場

と
し

、
ク

ロ
ト

ン
の

品
種

約
1
2
4
種

、
そ

の
他

観
葉

類
8
4
種

を
合

わ
せ

、
合

計
2
,4

0
0
鉢

を
装

飾
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

ク
ロ

ト
ン

の
タ

イ
プ

別
紹

介
や

栽
培

管
理

、
ク

ロ
ト

ン
愛

好
家

、
壁

面
緑

化
な

ど
の

活
用

方
法

の
紹

介
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
、

ク
ロ

ト
ン

と
観

葉
植

物
等

を
組

み
合

わ
せ

た
家

庭
で

も
で

き
る

ガ
ー

デ
ニ

ン
グ

を
会

場
内

に
設

置
、

紹
介

し
た

。
ま

た
、

期
間

中
の

土
日

祝
日

に
は

、
ク

ロ
ト

ン
の

苗
木

の
無

料
配

布
や

カ
ラ

ー
リ

ー
フ

を
利

用
し

た
し

お
り

作
り

体
験

、
鉢

替
え

体
験

を
実

施
し

た
。

平
成

2
5
年

1
1
月

1
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
1
月

1
7
日

(日
)

1
7

3
,4

7
2

7
3

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
ミ

ニ
ク

リ
ス

マ
ス

リ
ー

ス
作

り
」

公
園

内
か

ら
採

取
し

た
ア

マ
ミ

ヅ
タ

や
木

の
実

を
使

用
し

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

を
制

作
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
1
月

1
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
1
月

3
0
日

(土
)

3
0

開
館

時
間

内
7
8
1

○

7
4

鬼
餅

作
り

体
験

お
き

な
わ

郷
土

村
内

で
の

月
桃

の
葉

を
刈

る
作

業
か

ら
餅

を
こ

ね
て

月
桃

の
葉

に
包

み
か

ま
ど

を
使

い
、

餅
を

蒸
す

昔
な

が
ら

の
工

法
で

鬼
餅

を
作

っ
た

。
※

蒸
し

て
い

る
間

に
鬼

餅
の

由
来

の
紙

芝
居

を
実

施
し

た
。

・
定

員
：
鬼

餅
作

り
体

験
6
0
名

（
1
日

3
0
名

×
2
日

）
　

振
る

舞
い

1
,0

0
0
名

（
1
日

5
0
0
名

×
2
日

）
平

成
2
5
年

1
2
月

2
2
日

(日
) 
、

1
2
月

2
3
日

(月
)

2
1
2
:0

0
 ～

 1
5
:0

0
1
,0

9
2

○

7
5

お
き

な
わ

郷
土

村
冬

至
正

月
の

宴

（
1
）
財

団
職

員
に

よ
る

お
き

な
わ

郷
土

村
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
や

沖
縄

の
習

慣
の

講
話

を
行

う
と

と
も

に
、

沖
縄

の
食

材
を

使
用

し
た

「
健

康
保

養
メ

ニ
ュ

ー
」
を

提
供

し
た

。
ま

た
、

財
団

職
員

に
よ

る
民

謡
演

奏
を

行
い

、
食

事
に

華
を

添
え

た
。

（
2
）
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
①

1
5
：
0
0
～

1
5
：
3
0
　

受
付

（
本

家
に

て
）

②
1
5
：
3
0
～

1
6
：
3
0
　

お
き

な
わ

郷
土

村
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
（
お

き
な

わ
郷

土
村

全
域

）
③

1
6
：
3
0
～

1
6
：
5
0
　

沖
縄

の
冬

至
及

び
年

末
年

始
の

習
慣

に
つ

い
て

の
こ

う
わ

（
本

家
）

④
1
6
：
5
0
～

1
7
：
0
0
　

健
康

保
養

メ
ニ

ュ
ー

及
び

食
材

の
紹

介
⑤

1
7
：
0
0
～

1
9
：
0
0
　

お
き

な
わ

郷
土

村
　

冬
至

正
月

の
宴

⑥
1
9
：
0
0
　

　
　

　
　

　
　

お
き

な
わ

郷
土

村
　

冬
至

正
月

の
宴

終
了

（
3
）
提

供
メ

ニ
ュ

ー
・
や

ん
ば

る
島

豚
あ

ぐ
～

　
陶

板
焼

き
お

ろ
し

ぽ
ん

酢
　

　
・
カ

ン
ダ

バ
ー

と
フ

ー
チ

ー
バ

ー
の

ジ
ュ

ー
シ

ー
・
イ

ナ
ム

ド
ゥ

チ
汁

、
う

こ
ん

入
り

　
　

・
と

ろ
ろ

も
ず

く
の

冷
製

つ
け

麺
・
活

魚
の

味
噌

あ
え

　
　

・
中

味
イ

リ
チ

ー
　

　
・
ゴ

ー
ヤ

ー
入

り
ヒ

ラ
ヤ

ー
チ

ー
の

巻
物

・
グ

ル
ク

ン
の

エ
ス

カ
ベ

ー
ジ

ュ
ー

　
　

・
紅

い
も

ア
ン

ダ
ギ

ー
　

　
・
豚

の
角

煮
　

　
・
赤

白
カ

マ
ボ

コ
・
ジ

ー
マ

ー
ミ

豆
腐

　
　

・
ア

ー
サ

入
り

厚
焼

玉
子

　
　

・
ミ

ミ
ガ

ー
ピ

ー
ナ

ッ
ツ

あ
え

平
成

2
5
年

1
2
月

2
2
日

(日
) 
、

1
2
月

2
3
日

(月
)

2
1
5
:0

0
 ～

 1
9
:0

0
2
9

7
6

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
必

勝
！

合
格

祈
願

お
守

り
作

り
」

イ
ン

ド
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

は
、

そ
の

木
の

下
で

釈
迦

が
悟

り
を

開
い

た
こ

と
か

ら
、

仏
教

の
三

大
聖

木
の

一
つ

と
さ

れ
、

と
て

も
縁

起
の

良
い

木
と

し
て

知
ら

れ
て

い
る

。
本

格
的

な
受

験
シ

ー
ズ

ン
が

到
来

す
る

前
に

こ
の

イ
ン

ド
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

の
葉

を
用

い
て

合
格

祈
願

の
お

守
り

（
し

お
り

）
を

作
成

し
た

。

平
成

2
5
年

1
1
月

1
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

1
日

(日
)

の
金

・
土

・
日

・
祝

　
計

1
6
日

間
1
6

2
6
0

7
7

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
展

イ
ベ

ン
ト

シ
ン

ボ
ル

と
し

て
、

ロ
ー

タ
ス

ポ
ン

ド
横

休
憩

所
へ

の
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

を
使

っ
た

装
飾

を
行

っ
た

他
、

原
種

や
八

重
咲

き
、

咲
き

分
け

と
い

っ
た

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
の

品
種

の
特

徴
を

解
説

パ
ネ

ル
で

紹
介

す
る

な
ど

、
5
0
種

4
0
0
株

を
展

示
し

た
。

ま
た

、
イ

ベ
ン

ト
を

盛
り

上
げ

る
関

連
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

、
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

の
苗

木
配

布
や

乾
燥

し
た

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
の

花
び

ら
を

使
用

し
た

し
お

り
作

り
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
1
月

2
3
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

1
日

(日
)

9
2
,3

0
1
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

7
8

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

ビ
ー

ン
ズ

で
香

る
　

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

作
り

」

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
体

験
イ

ベ
ン

ト
の

ア
ン

ケ
ー

ト
で

リ
ク

エ
ス

ト
多

か
っ

た
リ

ー
ス

作
り

体
験

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
材

料
の

一
つ

に
は

バ
ニ

ラ
の

実
（
バ

ニ
ラ

ビ
ー

ン
ズ

）
を

用
い

、
香

り
の

あ
る

オ
リ

ジ
ナ

ル
リ

ー
ス

作
り

体
験

と
し

た
。

平
成

2
5
年

1
2
月

6
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

2
3
日

(月
・
祝

)
の

金
・
土

・
日

・
祝

、
他

　
計

1
3
日

間
（
当

初
設

定
日

時
は

上
記

期
間

中
の

金
・
土

・
日

、
1
9
日

 の
3
日

間
、

受
入

時
間

追
加

：
1
3
日

、
2
2
日

、
2
3
日

の
午

前
中

）

1
3

1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
3
3
2

7
9

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
工

作
室

「
木

の
実

で
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
」

ま
ず

初
め

に
、

使
用

す
る

木
の

実
や

種
の

紹
介

、
作

成
手

順
と

注
意

事
項

を
説

明
し

た
。

参
加

者
に

は
ド

ン
グ

リ
や

サ
キ

シ
マ

ス
オ

ウ
ノ

キ
な

ど
の

用
意

さ
れ

た
木

の
実

や
種

の
中

か
ら

気
に

入
っ

た
数

点
を

選
び

出
し

、
カ

ラ
フ

ル
に

ペ
イ

ン
ト

す
る

な
ど

、
種

子
を

様
々

な
パ

タ
ー

ン
で

組
み

合
わ

せ
て

み
な

が
ら

、
自

分
だ

け
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
ア

ク
セ

サ
リ

ー
を

作
成

し
た

。
ま

た
錐

や
ド

リ
ル

を
使

っ
て

穴
を

開
け

る
工

程
が

あ
っ

た
為

、
ス

タ
ッ

フ
が

手
伝

う
な

ど
安

全
管

理
に

注
意

し
た

。

平
成

2
5
年

1
2
月

7
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
3
6

8
0

織
物

植
物

展

一
般

の
方

を
対

象
に

、
植

物
の

繊
維

を
素

材
と

し
た

、
織

物
等

の
繊

維
製

品
、

伝
統

工
芸

品
等

を
展

示
す

る
と

と
も

に
、

イ
ト

バ
シ

ョ
ウ

、
カ

ラ
ム

シ
を

例
に

植
物

か
ら

繊
維

に
な

る
過

程
を

解
説

し
た

。
ま

た
、

関
連

催
事

と
し

て
、

郷
土

村
に

植
栽

さ
れ

る
ゲ

ッ
ト

ウ
を

活
用

し
た

ク
ラ

フ
ト

作
り

体
験

、
カ

ジ
ノ

キ
の

樹
皮

を
活

用
し

た
タ

パ
ク

ロ
ス

し
お

り
作

り
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
1
月

1
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

1
日

(日
)

2
9

2
,5

2
8

8
1

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
ミ

ニ
ク

リ
ス

マ
ス

ツ
リ

ー
を

作
ろ

う
」

公
園

か
ら

採
取

し
た

松
ぼ

っ
く
り

を
使

用
し

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

を
作

製
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
2
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

2
5
日

(水
)

2
3

開
館

時
間

内
5
0
2

○

8
2

沖
縄

の
樹

木
剪

定
講

習
会

愛
植

物
設

計
山

本
紀

久
氏

に
沖

縄
で

植
栽

さ
れ

て
い

る
樹

木
の

基
礎

的
な

知
識

及
び

剪
定

方
法

・
樹

形
の

作
り

方
を

解
説

し
て

頂
き

、
屋

外
（
バ

ン
コ

の
森

）
に

お
い

て
は

コ
バ

テ
イ

シ
、

ガ
ジ

ュ
マ

ル
の

実
技

指
導

に
よ

る
剪

定
方

法
を

実
演

し
て

頂
い

た
。

平
成

2
5
年

1
2
月

6
日

(金
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
6
:3

0
8
5

8
3

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

の
鉢

植
え

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

植
え

付
け

作
業

の
前

に
、

職
員

に
よ

る
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

特
性

や
品

種
の

紹
介

、
ま

た
、

球
根

の
形

か
ら

葉
の

出
る

方
向

を
説

明
し

、
植

え
付

け
る

際
の

球
根

の
向

き
や

手
順

の
ポ

イ
ン

ト
な

ど
を

レ
ク

チ
ャ

ー
し

た
。

そ
の

後
、

参
加

者
に

よ
り

、
1
月

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

開
催

さ
れ

る
「
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
フ

ェ
ア

」
で

の
展

示
用

と
し

て
、

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

の
球

根
の

鉢
植

え
を

実
施

し
た

。

平
成

2
5
年

1
2
月

1
5
日

(日
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
6
:0

0
3
2

8
4

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
教

室
「
子

ど
も

展
 ～

カ
ー

ブ
ヤ

を
つ

く
ろ

う
～

」
最

初
に

講
師

が
材

料
の

説
明

を
行

い
、

次
に

作
製

の
デ

モ
ン

ス
ト

レ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
。

そ
の

後
、

参
加

者
各

々
が

好
き

な
凧

絵
を

選
び

、
実

際
に

凧
を

作
製

し
た

。
作

成
後

に
は

植
物

園
前

の
広

場
で

凧
を

揚
げ

る
参

加
者

も
お

り
、

空
高

く
に

揚
が

る
凧

を
見

て
歓

声
を

送
っ

て
い

た
。

平
成

2
5
年

1
2
月

2
8
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
5
:0

0
5
3

8
5

平
成

２
５

年
度

海
洋

博
公

園
冬

期
催

事
イ

ル
ミ

ネ
ー

シ
ョ

ン
イ

ベ
ン

ト
海

洋
博

公
園

ウ
ィ

ン
タ

ー
フ

ァ
ン

タ
ジ

ー
２

０
１

３

1
) 
イ

ル
ミ

ネ
ー

ン
ョ

ン
「
沖

縄
の

海
か

ら
連

な
る

地
上

の
々

を
テ

ー
マ

に
公

園
の

玄
関

口
で

あ
る

中
央

ゲ
ー

ト
か

ら
噴

水
広

場
に

か
け

て
羽

衣
伝

説
を

題
材

に
し

た
イ

ル
ミ

ネ
ー

シ
ョ

ン
装

飾
を

行
い

、
海

洋
文

化
館

プ
ラ

ネ
タ

リ
ウ

ム
に

誘
導

し
た

。
2
) 
に

ぎ
や

か
し

イ
ベ

ン
ト

①
F
M

沖
縄

出
張

生
放

送
fU

C
0
0
1
 L

ab
叩

ウ
イ

ン
タ

ー
フ

ァ
ン

タ
ジ

ー
」

期
間

中
、

実
施

か
ら

2
週

間
目

イ
ベ

ン
ト

の
折

返
し

に
あ

た
る

1
2
月

2
0
日

（
金

）
に

誘
致

促
進

及
び

後
半

の
告

知
強

化
を

目
的

に
Ｆ

Ｍ
沖

縄
の

番
組

「
U

C
o
o
l 
L
ab

」
の

ス
ペ

シ
ャ

ル
出

張
生

放
送

を
行

っ
た

.
②

ク
リ

ス
マ

ス
・
ナ

イ
ト

ス
テ

ー
ジ

1
2
月

2
1
日

(土
)か

ら
3
日

間
、

「
ク

リ
ス

マ
ス

・
ナ

イ
ト

ス
テ

ー
ジ

」
と

題
し

幻
想

的
な

イ
ル

ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン

雰
囲

気
の

中
で

県
内

ア
ー

テ
ィ

ス
ト

の
生

演
奏

ス
テ

ー
ジ

を
実

施
し

た
。

最
終

日
の

1
2
月

2
3
日

（
月

・
祝

）
は

雨
の

予
報

が
あ

っ
た

た
め

、
1
4
時

判
断

で
会

場
を

海
洋

文
化

館
1
階

多
目

的
ホ

ー
ル

に
置

更
し

て
実

施
し

た
。

3
) 
参

加
・
体

験
型

イ
ベ

ン
卜

①
ギ

リ
ギ

リ
！

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

作
り

体
験

建
築

や
木

工
加

工
品

を
製

造
す

る
際

に
発

生
す

る
端

材
や

枯
枝

、
木

の
実

な
ど

材
料

と
し

た
ク

リ
ス

マ
ス

!リ
ー

ス
作

り
を

行
な

っ
た

。
②

貝
殻

を
使

っ
た

最
強

シ
ー

サ
一

作
り

体
験

沖
縄

で
は

魔
よ

け
と

さ
れ

る
シ

ャ
コ

ガ
イ

を
含

め
、

貝
が

ら
収

集
家

等
に

よ
り

提
供

さ
れ

た
沖

縄
本

島
北

部
地

域
海

岸
に

漂
着

し
た

貝
が

ら
や

琉
球

ガ
ラ

ス
を

製
造

す
る

際
に

発
生

す
る

琉
球

ガ
ラ

ス
端

材
を

材
料

と
し

た
シ

ー
サ

ー
作

り
体

験
を

行
な

っ
た

。
4
) 
そ

の
他

①
フ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

特
別

番
組

上
映

「
オ

ー
ロ

ラ
・
ウ

ォ
ッ

チ
ャ

ー
」

イ
ル

ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン

の
実

施
に

伴
う

開
館

時
聞

の
延

長
に

合
せ

て
、

特
別

上
映

番
組

を
行

っ
た

。
②

圏
内

Ｂ
Ｇ

Ｍ
の

変
更

イ
ル

ミ
ネ

ー
ン

ヨ
ン

の
点

灯
期

間
及

び
点

灯
時

間
は

、
園

内
B

G
M

を
変

更
し

て
の

全
体

的
な

雰
囲

気
づ

く
り

を
行

な
っ

た
.

③
や

ん
ば

る
グ

ル
メ

コ
ン

ク
ー

ル
や

ん
ば

る
温

か
い

グ
ル

メ
を

機
能

し
て

も
ら

う
場

を
提

供
し

、
参

加
者

の
投

票
に

よ
っ

て
ラ

ン
キ

ン
グ

を
行

な
っ

た
。

平
成

2
5
年

1
2
月

6
日

(金
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

1
3
日

(月
・
祝

)
※

イ
ル

ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン

点
灯

は
 1

8
：
0
0
 ～

 2
1
：
0
0

4
0

1
0
:0

0
 ～

 2
1
:0

0
3
8
,7

9
3
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

8
6

平
成

２
５

年
度

正
月

催
事

　
新

春
果

報
で

ー
び

る

(1
)ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
：
県

内
北

部
地

域
の

舞
踊

団
や

団
体

を
招

へ
い

し
、

正
月

ら
し

い
華

や
か

な
琉

球
舞

踊
及

び
四

姉
妹

を
披

露
し

た
。

さ
ら

に
、

県
内

ア
ー

テ
ィ

ス
ト

・
民

謡
歌

手
に

よ
る

ラ
イ

ブ
ス

テ
ー

ジ
な

ど
各

年
齢

層
を

対
象

と
し

た
誘

客
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

し
た

。
(2

)参
加

・
体

験
型

イ
ベ

ン
ト

①
餅

つ
き

体
験

・
振

る
舞

い
：
蒸

し
た

も
ち

米
を

実
際

に
杵

と
臼

を
使

っ
て

つ
い

て
も

ら
う

餅
つ

き
体

験
及

び
、

そ
れ

を
味

付
け

し
て

来
園

者
へ

振
る

舞
っ

た
。

②
折

り
紙

で
お

正
月

体
験

：
小

さ
な

子
供

か
ら

お
年

寄
り

ま
で

体
験

で
き

る
折

り
紙

で
門

松
や

祝
い

鶴
を

作
る

体
験

を
行

っ
た

。
実

際
に

遊
ぶ

こ
と

の
で

き
る

ア
イ

テ
ム

と
し

て
は

折
り

紙
独

楽
作

り
を

行
な

っ
た

。
③

貝
が

ら
工

作
・
ア

ク
セ

サ
リ

一
作

り
&
押

絵
作

り
：
貝

が
ら

収
集

家
等

に
よ

り
提

供
さ

れ
た

沖
縄

本
島

北
部

地
地

域
海

岸
に

標
着

し
た

貝
が

ら
や

琉
球

ガ
ラ

ス
を

製
造

す
る

際
に

発
生

す
る

琉
球

端
材

を
使

っ
た

員
が

ら
工

作
及

び
ア

タ
セ

サ
一

作
り

に
加

え
、

お
正

月
に

ち
な

み
厚

紙
で

作
る

押
絵

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
④

琉
球

着
付

け
体

験
：
沖

縄
の

伝
統

的
な

琉
球

衣
装

を
簡

単
に

試
着

し
、

記
念

撮
影

等
を

す
る

こ
と

に
よ

り
沖

縄
の

文
化

に
触

れ
て

も
ら

う
体

験
を

行
っ

た
。

⑤
お

き
な

わ
郷

土
村

利
用

促
進

イ
ベ

ン
ト

キ
ジ

ム
ナ

ー
を

探
せ

お
正

月
ス

ペ
シ

ャ
ル

：
お

き
な

わ
郷

土
村

内
に

隠
さ

れ
た

キ
ジ

ム
ナ

ー
を

探
し

出
し

、
ク

イ
ズ

に
答

え
る

グ
イ

ズ
ラ

リ
ー

形
式

で
実

施
し

た
。

ク
イ

ズ
の

正
解

者
先

着
1
0
0
名

に
は

景
品

（
駄

菓
子

等
）
を

プ
レ

ゼ
ン

卜
し

た
。

⑥
正

月
縁

日
：
輪

投
げ

・
ダ

ー
ツ

噂
の

ゲ
ー

ム
を

実
施

し
、

抽
選

で
海

洋
博

公
園

オ
リ

ジ
ナ

ル
グ

ッ
ズ

を
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
た

.
(3

)そ
の

他
イ

ベ
ン

ト
①

R
B

C
－

jラ
ジ

オ
出

張
放

送
「
新

春
ミ

ュ
ー

ジ
シ

ャ
ン

シ
ャ

ワ
ー

P
L
U

S
+
ス

ペ
シ

ャ
ル

'"
海

洋
博

公
園

」
 イ

ベ
ン

卜
の

告
知

も
兼

ね
て

、
イ

ベ
ン

ト
内

に
て

R
B

 C
-
iラ

ジ
オ

の
特

別
番

組
出

張
生

放
送

を
事

施
し

た
。

内
容

は
、

R
B

C
-
ｊラ

ジ
オ

の
人

気
番

組
「
ミ

ュ
ー

ジ
シ

ク
シ

ャ
ワ

ー
＋

」
と

R
B

C
の

テ
レ

ピ
番

組
「
グ

ラ
×

ゲ
ラ

Ｔ
Ｖ

」
の

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

企
画

と
し

て
、

ゲ
ス

ト
ア

ー
テ

イ
ス

ト
の

ラ
イ

プ
ス

テ
ー

ジ
も

含
め

て
3
時

間
半

実
施

し
た

。
②

や
ん

ば
る

情
報

コ
ー

ナ
ー

：
沖

縄
本

島
北

部
各

市
町

村
等

と
の

連
携

に
よ

り
、

北
部

地
域

で
実

施
さ

れ
る

イ
ベ

ン
ト

情
報

を
パ

ネ
ル

展
示

や
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
掲

示
な

ど
で

紹
介

し
た

。

平
成

2
6
年

1
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

5
日

(日
)

※
1
/
1
の

み
 9

：
3
0
～

5
1
0
:0

0
 ～

 1
6
:3

0
1
8
,2

7
2

8
7

第
３

５
回

海
洋

博
公

園
　

全
国

ト
リ

ム
マ

ラ
ソ

ン
大

会

①
開

会
式

②
備

瀬
福

木
並

木
コ

ー
ス

(1
0
.0

km
) 
9
:3

0
ス

タ
ー

ト
③

フ
ラ

ワ
ー

ガ
ー

デ
ン

コ
ー

ス
(6

.0
km

)1
0
:0

0
ス

タ
ー

ト
④

フ
ァ

ミ
リ

ー
エ

ン
ジ

ョ
イ

公
園

コ
ー

ス
(3

.5
km

) 
1
0
: 
3
0
ス

タ
ー

ト
⑤

表
彰

式
、

閉
会

式
、

お
楽

し
み

抽
選

会

平
成

2
6
年

1
月

1
9
日

(日
)

※
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

引
換

え
は

、
7
：
0
0
 よ

り
開

始
1

9
:0

0
 ～

 1
3
:3

0
5
,0

0
5

8
8

ハ
ワ

イ
ア

ン
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
展

「
ハ

ワ
イ

ア
ン

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

展
」
と

称
し

、
ハ

ワ
イ

ア
ン

タ
イ

プ
を

中
心

に
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
の

展
示

会
を

実
施

し
た

。
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
内

の
果

樹
温

室
を

メ
イ

ン
会

場
と

し
、

ハ
ワ

イ
ア

ン
タ

イ
プ

1
0
0
種

、
オ

ー
ル

ド
タ

イ
プ

2
0

種
、

そ
の

他
2
0
種

を
組

み
合

わ
せ

、
合

計
1
6
0
品

種
、

5
5
0
鉢

を
装

飾
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

の
タ

イ
プ

別
紹

介
や

栽
培

管
理

、
増

殖
方

法
な

ど
を

紹
介

し
た

。
さ

ら
に

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

と
ブ

ー
ケ

ン
レ

ビ
ア

、
ク

ロ
ト

ン
等

の
色

鮮
や

か
な

観
葉

植
物

を
組

み
合

わ
せ

、
南

国
的

な
演

出
を

行
っ

た
。

ま
た

、
期

間
中

の
土

日
祝

日
に

は
、

苗
木

の
無

料
配

布
を

行
い

、
１

月
4
日

、
５

日
に

は
、

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

を
利

用
し

た
押

し
花

体
験

教
室

を
実

施
し

た
。

平
成

2
5
年

1
2
月

2
1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

1
3
日

(月
・
祝

)
2
4

8
,0

8
4
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

8
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
花

を
使

っ
た

し
お

り
作

り
体

験
」

今
回

は
、

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

一
体

験
イ

ベ
ン

ト
で

人
気

の
高

か
っ

た
し

お
り

作
り

体
験

を
実

施
し

た
。

材
料

に
は

ブ
ー

ケ
ン

レ
ビ

ア
や

サ
ン

ダ
ン

カ
等

、
南

国
・
沖

縄
を

イ
メ

ー
ジ

さ
せ

る
植

物
の

他
、

館
内

で
見

頃
を

迎
え

た
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
を

用
い

、
沖

縄
県

民
だ

け
で

な
く
観

光
客

の
方

で
も

楽
し

め
る

内
容

と
し

た
。

平
成

2
6
年

1
月

3
日

(金
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

2
6
日

(日
)

の
金

・
土

・
日

・
祝

　
計

1
4
日

間
（
当

初
設

定
日

時
は

上
記

期
間

中
の

金
・
土

・
日

、
1
9
日

 1
3
:3

0
～

1
6
:0

0
　

計
1
3
日

間
、

受
入

日
追

加
：
2
3
日

の
1
日

間
、

受
入

時
間

追
加

：
2
3
日

、
2
4
日

、
2
5
日

の
午

前
中

）

1
4

3
4
0

○

9
0

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア

沖
縄

で
は

目
に

す
る

機
会

の
少

な
い

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

を
、

花
壇

や
プ

ラ
ン

タ
ー

、
枕

木
を

組
み

合
わ

せ
て

立
体

的
に

装
飾

展
示

し
た

。
ま

た
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
プ

ラ
ン

タ
ー

へ
の

植
え

替
え

作
業

も
実

施
し

、
こ

れ
ま

で
に

な
い

新
た

な
取

り
組

み
を

行
っ

て
、

新
規

性
、

話
題

性
を

提
供

し
た

。
更

に
関

連
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

、
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

花
を

押
し

花
に

し
た

し
お

り
作

り
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
月

1
7
日

(金
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

2
6
日

(日
)

1
0

4
,4

8
5

9
1

ラ
ン

類
に

関
す

る
講

演
会

そ
の

１

「
専

門
家

に
聞

く
、

こ
れ

か
ら

注
目

さ
れ

る
ラ

ン
類

に
つ

い
て

」
を

テ
ー

マ
に

「
花

と
縁

を
扱

う
日

本
最

大
の

流
通

業
者

、
大

田
花

き
の

磯
村

社
長

を
お

招
き

し
て

講
演

会
を

開
催

し
た

。
今

回
の

講
演

会
で

は
、

ラ
ン

は
毎

年
膨

大
な

数
の

新
品

種
が

誕
生

し
て

い
る

が
、

市
場

に
流

通
す

る
品

種
は

限
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

流
通

業
界

の
流

れ
や

市
場

性
の

高
い

品
種

、
今

後
、

望
ま

れ
る

品
種

等
に

つ
い

て
紹

介
し

た
。

平
成

2
6
年

1
月

1
7
日

(金
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
6
:0

0
9
3

9
2

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
オ

リ
ジ

ナ
ル

カ
レ

ン
ダ

ー
作

り
」

公
園

内
か

ら
採

取
し

た
木

の
葉

や
押

し
花

を
使

用
し

カ
レ

ン
ダ

ー
を

作
製

し
て

も
ら

っ
た

。
平

成
2
5
年

1
2
月

2
6
日

(木
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

3
1
日

(金
)

3
7

開
館

時
間

内
6
3
0

○

１
．

園
内

装
飾

「
フ

ォ
ト

花
回

廊
」
を

テ
ー

マ
に

、
ウ

ェ
ル

カ
ム

フ
ラ

ワ
ー

ゾ
ー

ン
（
中

央
ゲ

ー
ト

広
場

～
中

央
階

段
）
、

美
ら

海
フ

ラ
ワ

ー
ゾ

ー
ン

（
ハ

イ
サ

イ
プ

ラ
ザ

～
水

族
館

）
、

フ
ォ

ト
フ

ラ
ワ

ー
ゾ

ー
ン

（
郷

土
村

・
海

洋
文

化
館

前
～

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

～
Ｐ

８
）
、

ウ
ェ

ル
カ

ム
フ

ラ
ワ

ー
ゾ

ー
ン

（
Ｐ

８
駐

車
場

）
、

ア
プ

ロ
ー

チ
ゾ

ー
ン

（
オ

キ
ち

ゃ
ん

劇
場

～
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
）
の

５
つ

の
ゾ

ー
ン

に
区

分
し

て
「
草

花
装

飾
」
を

実
施

し
た

。
フ

ォ
ト

フ
ラ

ワ
ー

ゾ
ー

ン
で

は
、

記
念

写
真

ス
ポ

ッ
ト

や
休

憩
用

ベ
ン

チ
を

設
置

し
、

ゆ
っ

た
り

と
園

路
を

散
策

し
な

が
ら

草
花

装
飾

を
楽

し
む

空
間

を
演

出
し

た
。

ま
た

、
Ｑ

Ｒ
コ

ー
ド

を
導

入
し

、
公

園
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上

で
記

念
ア

ル
バ

ム
が

作
成

で
き

る
フ

ォ
ト

ラ
リ

ー
も

実
施

し
た

。

２
．

に
ぎ

わ
い

イ
ベ

ン
ト

１
）
フ

ラ
ワ

ー
ス

テ
ー

ジ
県

内
外

で
活

躍
す

る
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
に

よ
る

ラ
イ

ブ
ス

テ
ー

ジ
を

1
日

2
ス

テ
ー

ジ
、

2
組

の
出

演
で

実
施

し
た

。
２

）
「
ア

イ
モ

コ
の

音
楽

農
園

」
in

美
ら

海
花

ま
つ

り
ラ

ジ
オ

沖
縄

の
人

気
番

組
「
ア

イ
モ

コ
の

音
楽

農
園

」
の

出
張

生
放

送
を

実
施

し
た

。
「
花

」
を

テ
ー

マ
に

進
行

し
、

2
組

の
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
ラ

イ
ブ

で
会

場
を

盛
り

上
げ

た
。

ま
た

、
職

員
に

よ
る

イ
ベ

ン
ト

紹
介

と
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

か
ら

の
沖

縄
国

際
洋

蘭
博

覧
会

レ
ポ

ー
ト

を
併

せ
て

実
施

し
た

。
３

）
“
花

”
の

大
道

芸
人

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
草

花
で

装
飾

さ
れ

た
噴

水
広

場
周

辺
に

お
い

て
、

県
内

外
で

活
躍

す
る

大
道

芸
人

に
よ

る
ス

ト
リ

ー
ト

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

実
施

し
た

。
３

．
参

加
・
体

験
型

イ
ベ

ン
ト

１
）
花

の
香

り
あ

て
ク

イ
ズ

ラ
リ

ー
園

内
各

地
の

造
形

花
壇

近
く
に

設
置

さ
れ

た
５

種
類

の
草

花
の

「
香

り
」
を

当
て

る
ク

イ
ズ

ラ
リ

ー
を

実
施

し
た

。
全

て
正

解
し

た
参

加
者

に
は

、
海

洋
博

公
園

オ
リ

ジ
ナ

ル
グ

ッ
ズ

を
記

念
品

と
し

て
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
た

。
２

）
国

営
沖

縄
記

念
公

園
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

国
営

沖
縄

記
念

公
園

両
地

区
合

同
で

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
を

実
施

し
た

。
両

地
区

の
ス

タ
ン

プ
を

必
要

数
以

上
集

め
た

参
加

者
に

は
、

両
地

区
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
グ

ッ
ズ

を
記

念
品

と
し

て
プ

レ
セ

ン
ト

し
た

。
３

）
ち

ょ
っ

と
巨

大
な

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
美

ら
海

花
ま

つ
り

ス
ペ

シ
ャ

ル
花

が
テ

ー
マ

の
ダ

ン
ボ

ー
ル

迷
路

を
実

施
し

た
。

迷
路

内
に

は
園

内
各

地
に

配
置

さ
れ

た
造

形
花

壇
の

写
真

を
掲

出
す

る
と

と
も

に
、

草
花

（
造

花
）
の

装
飾

や
花

型
の

く
り

抜
き

を
施

す
こ

と
で

雰
囲

気
作

り
を

行
っ

た
。

４
）
美

ら
海

花
ま

つ
り

苗
木

無
料

配
布

＆
出

張
み

ど
り

の
相

談
所

ベ
ゴ

ニ
ア

・
ガ

ザ
ニ

ア
・
キ

ン
ギ

ョ
ソ

ウ
の

3
種

類
を

セ
ッ

ト
に

し
て

、
1
日

1
0
0
株

を
無

料
で

配
布

し
、

同
所

に
て

植
物

の
育

て
方

に
つ

い
て

の
相

談
会

を
行

っ
た

。
５

）
花

ま
つ

り
工

作
体

験
①

貝
が

ら
や

木
の

実
を

使
っ

て
フ

ォ
ト

フ
レ

ー
ム

を
つ

く
ろ

う
！

！
沖

縄
県

北
部

の
海

岸
で

拾
わ

れ
た

貝
が

ら
を

材
料

に
、

木
工

材
や

リ
サ

イ
ク

ル
ガ

ラ
ス

等
を

使
用

し
て

、
フ

ォ
ト

フ
レ

ー
ム

の
装

飾
を

行
っ

た
。

②
草

花
し

お
り

作
り

事
前

に
乾

燥
さ

せ
た

草
花

の
押

し
花

を
使

っ
て

、
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
し

お
り

を
作

る
草

花
し

お
り

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
③

草
花

の
型

押
し

染
め

で
ハ

ン
カ

チ
を

染
め

よ
う

草
花

の
表

面
や

断
面

に
イ

ン
ク

を
つ

け
、

布
に

ス
タ

ン
プ

す
る

こ
と

で
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

ハ
ン

カ
チ

づ
く
り

体
験

を
行

っ
た

４
．

そ
の

他
イ

ベ
ン

ト
１

）
や

ん
ば

る
情

報
コ

ー
ナ

ー
沖

縄
県

北
部

地
域

（
や

ん
ば

る
）
の

花
に

関
す

る
催

事
や

そ
の

他
催

事
・
イ

ベ
ン

ト
に

つ
い

て
紹

介
す

る
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
、

北
部

地
域

の
イ

ベ
ン

ト
周

知
を

図
っ

た
。

２
）
や

ん
ば

る
情

報
ブ

ー
ス

海
洋

博
公

園
の

利
用

促
進

、
地

域
と

の
連

携
に

よ
る

公
園

の
魅

力
作

り
を

目
的

と
し

て
、

沖
縄

本
島

北
部

に
お

け
る

花
関

連
の

イ
ベ

ン
ト

や
プ

ロ
野

球
キ

ャ
ン

プ
情

報
等

を
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
配

布
等

で
紹

介
し

た
。

ま
た

、
平

成
2
5

年
1
2
月

に
開

催
し

た
「
や

ん
ば

る
グ

ル
メ

コ
ン

ク
ー

ル
」
で

グ
ラ

ン
プ

リ
に

輝
い

た
「
Ｖ

（
部

位
）
３

そ
ば

」
、

「
今

帰
仁

ア
グ

ー
と

や
ん

ば
る

の
仲

間
た

ち
」
の

販
売

を
行

っ
た

。

1
9
,6

7
7

9
3

第
９

回
　

美
ら

海
花

ま
つ

り
平

成
2
6
年

1
月

2
5
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

2
3
日

(日
)

3
0

 
別紙-344



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

9
4

黒
糖

作
り

体
験

Ｊ
Ａ

お
き

な
わ

の
方

を
講

師
に

招
き

、
サ

ト
ウ

キ
ビ

の
基

礎
的

知
識

を
説

明
し

て
も

ら
っ

た
。

サ
ト

ウ
キ

ビ
の

葉
を

刈
り

落
と

し
た

あ
と

砂
糖

車
を

使
っ

て
絞

り
、

絞
り

汁
を

濾
し

て
鍋

で
煮

込
み

、
黒

糖
が

 出
来

上
が

る
ま

で
の

過
程

を
総

て
体

験
し

て
も

ら
っ

た
。

・
定

員
：
黒

糖
作

り
体

験
8
0
名

（
1
日

4
0
名

×
2
日

）
　

振
る

舞
い

2
,0

0
0
名

（
1
日

1
,0

0
0
名

×
2
日

）

平
成

2
6
年

2
月

8
日

(土
) 
、

2
月

9
日

(日
)

2
1
0
:0

0
 ～

 1
5
:0

0
3
,6

3
3

○

9
5

美
ら

海
自

然
教

室
「
メ

ガ
マ

ウ
ス

ザ
メ

の
秘

密
を

探
る

」
写

真
や

動
画

等
を

使
用

し
サ

メ
の

一
般

的
な

知
識

に
つ

い
て

解
説

し
た

。
ま

た
、

実
際

に
メ

ガ
マ

ウ
ス

ザ
メ

の
標

本
を

観
察

し
な

が
ら

、
詳

し
い

解
説

を
行

っ
た

。
平

成
2
6
年

2
月

1
5
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
4
:2

0
5
9

9
6

平
成

２
５

年
度

　
沖

縄
国

際
洋

蘭
博

覧
会

7
カ

国
・
1
地

域
か

ら
参

加
が

あ
り

、
2
0
,8

0
5
点

に
及

ぶ
ラ

ン
が

会
場

内
に

彩
ら

れ
た

。
国

内
外

か
ら

招
聘

し
た

4
1

人
の

審
査

員
に

よ
り

最
優

秀
賞

の
沖

縄
国

際
洋

蘭
博

覧
会

大
賞

（
内

閣
総

理
大

臣
賞

）
グ

ラ
ン

プ
リ

を
は

じ
め

各
賞

を
選

定
し

、
展

示
紹

介
を

行
っ

た
。

ま
た

関
連

催
事

と
し

て
「
ラ

ン
を

使
っ

た
大

使
夫

人
に

よ
る

テ
ー

ブ
ル

ア
レ

ン
ジ

メ
ン

ト
」
、

沖
縄

初
公

開
と

な
る

「
蘭

花
譜

」
展

示
、

「
オ

ー
キ

ッ
ド

ブ
ラ

イ
ダ

ル
」
等

を
行

っ
た

。
尚

、
今

回
は

展
示

テ
ー

マ
を

「
不

思
議

の
国

の
オ

ー
キ

ッ
ド

ガ
ー

デ
ン

」
と

し
、

「
ラ

ン
の

花
迷

路
」
や

「
不

思
議

な
テ

ィ
ー

パ
ー

テ
ィ

ー
」
等

の
展

示
も

行
い

、
大

人
か

ら
子

ど
も

ま
で

楽
し

め
る

内
容

と
し

た
。

ま
た

、
期

間
中

に
は

「
コ

チ
ョ

ウ
ラ

ン
」
に

ち
な

み
、

近
隣

保
育

園
等

の
児

童
に

チ
ョ

ウ
（
オ

オ
ゴ

マ
ダ

ラ
）
の

放
蝶

体
験

を
行

っ
た

。
夕

陽
の

広
場

展
望

レ
ス

ト
ハ

ウ
ス

で
は

「
フ

ラ
ワ

ー
デ

ザ
イ

ン
」
、

「
い

け
ば

な
」
の

展
示

の
他

、
体

験
型

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
「
コ

サ
ー

ジ
ュ

教
室

」
、

「
ミ

ニ
い

け
ば

な
教

室
」
を

行
い

、
熱

帯
・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
で

は
「
ラ

ン
に

関
す

る
講

演
会

」
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

2
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

1
1
日

(火
)

※
2
月

9
日

（
日

）
に

時
間

延
長

あ
り

1
1

2
5
,5

0
2

9
7

ラ
ン

に
関

す
る

講
演

会

林
氏

に
は

、
台

湾
の

野
生

ラ
ン

に
つ

い
て

、
台

湾
の

固
有

種
の

紹
介

や
、

沖
縄

の
ラ

ン
と

の
関

連
性

に
つ

い
て

色
鮮

や
か

な
写

真
と

と
も

に
解

説
い

た
だ

い
た

。
齋

藤
氏

に
は

、
ラ

ン
図

譜
の

歴
史

や
時

代
背

景
、

ラ
ン

花
譜

の
木

版
画

と
し

て
の

芸
術

的
価

値
等

多
数

の
図

譜
等

の
写

真
と

と
も

に
解

説
し

て
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
6
年

2
月

1
日

(土
)

1
1
3
:3

0
 ～

 1
6
:2

0
5
7

9
8

ツ
バ

キ
展

沖
縄

椿
協

会
と

N
P

O
法

人
大

宜
味

つ
ば

き
の

会
及

び
県

内
の

ツ
バ

キ
愛

好
家

の
協

力
に

よ
る

鉢
植

え
ツ

バ
キ

の
展

示
や

、
広

山
流

沖
縄

支
部

の
ツ

バ
キ

を
使

っ
た

生
け

花
の

展
示

、
ツ

バ
キ

に
関

す
る

情
報

パ
ネ

ル
、

ツ
バ

キ
関

連
製

品
の

展
示

の
他

、
沖

縄
椿

協
会

に
よ

る
栽

培
相

談
コ

ー
ナ

ー
、

ツ
バ

キ
の

苗
木

無
料

配
布

コ
ー

ナ
ー

、
ツ

バ
キ

の
種

子
を

利
用

し
た

ク
ラ

フ
ト

コ
ー

ナ
ー

等
を

設
け

た
。

ま
た

、
8
日

に
は

日
本

ツ
バ

キ
協

会
副

会
長

比
留

木
忠

治
氏

に
よ

る
ツ

バ
キ

に
関

す
る

講
演

会
を

開
催

し
「
ツ

バ
キ

花
腐

れ
病

の
す

べ
て

」
と

題
し

、
五

島
列

島
や

外
国

に
お

け
る

ツ
バ

キ
花

腐
れ

病
の

現
状

と
防

除
法

に
つ

い
て

の
パ

ワ
ー

ポ
イ

ン
ト

で
分

か
り

や
す

く
紹

介
し

て
頂

い
た

。
更

に
、

1
1
日

に
は

沖
縄

椿
協

会
副

会
長

松
田

久
徳

氏
に

よ
る

ツ
バ

キ
の

栽
培

教
室

を
初

心
者

に
も

分
か

り
や

す
く
解

説
お

よ
び

植
替

え
の

実
演

し
て

頂
い

た
。

平
成

2
6
年

2
月

8
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

1
1
日

(火
)

4
開

館
時

間
内

1
,6

8
9

9
9

第
６

回
　

本
部

町
健

康
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
大

会

①
開

会
式

（
植

物
管

理
セ

ン
タ

ー
）

②
基

調
講

演
「
歩

い
て

伸
ば

そ
う

幸
福

寿
命

」
　

　
講

師
：
社

会
医

療
法

人
 仁

愛
会

 ヘ
ル

ス
ア

ッ
プ

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

う
ら

そ
え

　
　

　
　

　
健

康
運

動
指

導
士

　
仲

真
 迅

 氏
③

健
康

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

　
植

物
管

理
セ

ン
タ

ー
～

オ
キ

ち
ゃ

ん
劇

場
～

夕
陽

の
広

場
～

バ
ン

コ
の

森
④

修
了

式
（
バ

ン
コ

の
森

）

平
成

2
6
年

2
月

1
6
日

(日
)

1
9
:0

0
 ～

 1
3
:3

0
1
2
1

1
0
0

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
メ

ッ
セ

ー
ジ

カ
ー

ド
を

作
ろ

う
」

公
園

内
か

ら
採

取
し

た
木

の
葉

や
押

し
花

を
使

用
し

メ
ッ

セ
ー

ジ
カ

ー
ド

を
作

製
し

て
も

ら
っ

た
。

開
く
と

飛
び

出
す

仕
掛

け
の

カ
ー

ド
で

、
事

前
に

切
り

抜
き

用
の

台
紙

を
用

意
す

る
と

と
も

に
好

き
な

模
様

を
数

種
類

か
ら

選
べ

る
よ

う
に

し
た

。
平

成
2
6
年

2
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

2
8
日

(金
)

2
8

開
館

時
間

内
4
9
8

1
0
1

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

の
香

袋
作

り
体

験
」

今
年

度
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

体
験

イ
ベ

ン
ト

で
人

気
の

高
か

っ
た

香
袋

作
り

体
験

を
実

施
し

た
。

材
料

に
用

い
た

バ
ニ

ラ
ビ

ー
ン

ズ
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
も

植
栽

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
植

物
体

で
あ

る
バ

ニ
ラ

を
紹

介
し

な
が

ら
、

大
人

だ
け

で
な

く
子

供
で

も
楽

し
め

る
内

容
と

し
た

。

平
成

2
6
年

2
月

1
4
日

(金
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

3
0
日

(日
)

の
金

・
土

・
日

・
祝

　
計

2
1
日

2
1

5
5
7

1
0
2

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
工

作
室

「
植

物
の

型
押

し
染

め
」

最
初

に
講

師
が

材
料

と
な

る
植

物
の

種
類

と
そ

れ
ら

の
断

面
の

形
状

に
つ

い
て

の
説

明
を

行
い

、
次

に
作

品
を

紹
介

し
な

が
ら

作
製

手
順

に
つ

い
て

の
説

明
を

行
っ

た
。

そ
の

後
、

参
加

者
そ

れ
ぞ

れ
が

作
品

を
作

製
し

た
。

平
成

2
6
年

3
月

1
日

(土
)

1
1
3
:0

0
 ～

 1
5
:0

0
3
8

1
0
3

沖
縄

の
ス

ミ
レ

と
パ

ン
ジ

ー
・
ビ

オ
ラ

展

沖
縄

県
す

み
れ

愛
好

会
の

協
力

に
よ

る
ス

ミ
レ

の
鉢

物
展

示
や

ス
ミ

レ
グ

ッ
ズ

の
展

示
を

行
っ

た
ほ

か
、

解
説

パ
ネ

ル
に

よ
る

ス
ミ

レ
、

パ
ン

ジ
ー

・
ビ

オ
ラ

に
関

す
る

解
説

を
行

っ
た

。
ま

た
、

当
財

団
所

有
の

沖
縄

原
産

の
希

少
な

ス
ミ

レ
に

つ
い

て
も

写
真

パ
ネ

ル
と

と
も

に
実

物
展

示
を

行
っ

た
。

毎
週

土
・
日

曜
日

に
は

、
先

着
5
0
名

へ
ス

ミ
レ

の
種

子
の

無
料

配
布

を
行

っ
た

ほ
あ

ｋ
、

日
曜

日
に

は
沖

縄
県

す
み

れ
愛

好
会

に
よ

る
「
相

談
コ

ー
ナ

ー
」
を

設
置

し
、

実
際

に
ス

ミ
レ

を
栽

培
す

る
た

め
の

ア
ド

バ
イ

ス
も

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

3
月

8
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

1
6
日

(日
)

9
2
,9

4
1

1
0
4

美
ら

島
・
美

ら
海

こ
ど

も
工

作
室

「
ス

ス
キ

の
ほ

う
き

を
つ

く
ろ

う
」

最
初

に
講

師
が

ス
ス

キ
等

の
材

料
の

説
明

を
行

い
、

次
に

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

を
し

な
が

ら
“
ほ

う
き

”
の

作
製

手
順

を
解

説
し

た
。

そ
の

後
、

参
加

者
そ

れ
ぞ

れ
が

作
品

を
作

製
し

た
。

平
成

2
6
年

3
月

1
5
日

(土
)

1
2
0

○

1
0
5

環
境

学
習

「
植

物
の

に
お

い
を

あ
て

よ
う

！
」

花
、

葉
、

茎
、

根
、

実
等

、
そ

れ
ぞ

れ
の

部
位

か
ら

匂
い

を
だ

し
て

い
る

5
種

類
の

植
物

（
カ

ト
レ

ア
、

レ
モ

ン
グ

ラ
ス

、
ゲ

ッ
ト

ウ
、

ニ
ン

ニ
ク

、
バ

ニ
ラ

）
を

用
意

し
、

個
別

に
中

身
が

見
え

な
い

ケ
ー

ス
の

中
に

入
れ

て
お

き
、

に
お

い
で

植
物

を
あ

て
る

ゲ
ー

ム
を

行
っ

た
。

花
の

良
い

香
り

は
花

粉
を

運
ん

で
く
れ

る
虫

を
呼

び
寄

せ
、

根
の

臭
い

匂
い

は
根

を
か

じ
る

動
物

か
ら

身
を

守
る

役
目

が
あ

る
等

を
紹

介
し

た
。

ま
た

、
香

り
と

人
と

の
歴

史
に

も
ふ

れ
、

ア
ロ

マ
テ

ラ
ピ

ー
等

香
り

が
人

間
に

も
た

ら
す

効
能

が
あ

る
こ

と
等

を
パ

ネ
ル

で
紹

介
し

、
植

物
の

多
様

性
に

つ
い

て
気

づ
い

て
も

ら
え

る
よ

う
配

慮
し

た
。

ま
た

、
使

用
し

た
植

物
も

近
く
に

展
示

し
て

お
き

、
に

お
い

を
当

て
た

後
に

実
物

を
確

認
で

き
る

様
に

し
た

。

平
成

2
6
年

3
月

1
5
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

2
3
日

(日
)

9
1
4
0

1
0
6

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「
熱

帯
魚

を
作

ろ
う

」
公

園
内

か
ら

採
取

し
た

ア
ダ

ン
葉

を
使

用
し

熱
帯

魚
を

作
製

し
て

も
ら

っ
た

。
平

成
2
6
年

3
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

(月
)

3
1

開
館

時
間

内
1
8
1

○
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【
平
成
2
6
年
度
】
 
海
洋
博
覧
会
地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「

自
然

・
環

境
」

、
「

歴
史

・
文

化
」

の
い

ず
れ

か
に

該
当

(
人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
春

休
み

イ
ベ

ン
ト

(
1
)
 
沖

縄
の

か
ん

た
ん

お
面

作
り

　
　

ア
ン

ガ
マ

や
ミ

ル
ク

な
ど

、
沖

縄
の

祭
事

で
使

わ
れ

る
伝

統
的

な
お

面
を

厚
紙

で
作

成
し

た
。

　
　

目
標

人
数

：
8
5
0
名

(
1
日

5
0
名

×
1
7
日

)
 
参

加
人

数
：

1
,
0
0
8
名

　
達

成
率

：
1
1
8
.
6
%

(
2
)
 
春

休
み

貝
が

ら
工

作
体

験
　

　
貝

が
ら

収
集

家
等

に
よ

り
提

供
さ

れ
た

沖
縄

本
島

北
部

地
域

海
岸

に
漂

着
し

た
貝

が
ら

や
琉

球
ガ

ラ
ス

を
製

造
す

る
際

に
発

生
す

る
琉

球
ガ

ラ
ス

端
材

を
使

っ
た

貝
が

ら
工

作
及

び
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
を

行
っ

た
。

　
　

目
標

人
数

：
1
,
6
5
0
名

(
1
日

1
5
0
名

×
1
1
日

)
 
参

加
人

数
：

1
,
0
1
2
名

　
達

成
率

：
6
1
.
3
%

(
3
)
 
 
春

の
星

空
迷

路
　

　
海

洋
文

化
館

1
F
多

目
的

ホ
ー

ル
内

に
、

星
の

デ
ザ

イ
ン

を
施

し
た

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

設
置

し
た

。
　

　
目

標
人

数
：

1
,
7
0
0
名

　
参

加
者

数
：

6
,
1
8
2
名

　
達

成
率

：
3
6
3
.
6
%

平
成

2
5
年

3
月

2
1
日

(
金

)
～

4
月

6
日

(
日

)
1
7

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

8
,
2
0
2

2
春

休
み

限
定

　
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

　
花

に
囲

ま
れ

て
思

い
出

写
真

を
撮

ろ
う

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

各
所

に
花

フ
レ

ー
ム

(
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
、

果
樹

温
室

)
、

ブ
ー

ケ
や

ハ
ー

ト
の

リ
ー

ス
(
フ

ァ
レ

ノ
ブ

シ
ス

温
室

、
カ

ト
レ

ア
温

室
)
を

設
置

す
る

事
に

よ
り

、
通

常
の

展
示

を
、

よ
り

豪
華

に
な

る
よ

う
に

演
出

を
行

っ
た

。
バ

ン
ダ

温
室

出
口

の
ロ

ト
ン

ダ
や

カ
ト

レ
ア

温
室

出
口

～
果

樹
温

室
に

か
け

て
は

花
の

プ
ロ

ム
ナ

ー
ド

(
散

歩
道

)
と

し
、

観
賞

し
な

が
ら

写
真

を
撮

影
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
工

夫
し

た
。

こ
れ

ら
に

よ
り

、
家

族
連

れ
な

ど
が

記
念

撮
影

を
行

う
姿

が
多

く
見

ら
れ

た
。

ま
た

、
こ

の
時

期
に

開
花

し
て

い
る

ア
ン

グ
レ

カ
ム

(
ラ

ン
科

)
や

ヒ
ス

イ
カ

ズ
ラ

(
マ

メ
科

)
な

ど
、

話
題

性
の

高
い

花
の

展
示

・
解

説
も

併
せ

て
行

っ
た

。

平
成

2
6
年

3
月

2
1
日

(
金

)
～

4
月

6
日

(
日

)
1
7
日

間
1
7

7
,
6
7
0

3
植

物
の

ク
ラ

フ
ト

作
り

　
ジ

ュ
ズ

ダ
マ

と
コ

シ
ダ

で
ブ

レ
ス

レ
ッ

ト
作

り
等

ジ
ュ

ズ
ダ

マ
と

コ
シ

ダ
を

使
っ

て
ブ

レ
ス

レ
ッ

ト
作

り
、

ま
た

利
用

者
の

希
望

に
応

じ
て

ク
ロ

ツ
グ

で
ハ

ブ
グ

ヮ
ー

を
制

作
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
6
年

4
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

(
水

)
3
0

開
館

時
間

内
4
6
3

○

①
 
委
託
費
を
充
当
し
て
行
っ
た
も
の
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
.
第

2
8
回

海
洋

博
公

園
マ

ー
チ

ン
グ

・
バ

ン
ド

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
 
 
 
地

域
連

携
の

一
環

と
し

て
、

県
内

小
・

中
・

高
校

生
を

対
象

に
、

マ
ー

チ
ン

グ
バ

ン
ド

の
演

技
を

披
露

す
る

機
会

を
設

け
学

習
意

欲
と

技
術

の
向

上
を

図
り

、
北

部
地

域
マ

ー
チ

ン
グ

の
発

展
・

継
承

、
各

校
の

相
互

交
流

を
図

っ
た

。
 
 
 
小

学
校

6
校

(
1
0
2
名

)
、

中
学

校
1
8
校

(
6
7
7
名

)
、

高
等

学
校

1
校

(
1
9
名

)
、

大
学

1
校

(
3
0
校

)
、

一
般

2
団

体
(
4
1
名

)
2
.
海

洋
博

公
園

こ
ど

も
体

験
ま

つ
り

1
)
賑

や
か

し
イ

ベ
ン

ト
 
 
①

G
W
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

 
 
 
 
 
G
W
に

併
せ

て
、

子
ど

も
達

の
喜

ぶ
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

を
実

施
し

た
。

 
 
 
　

4
/
2
7
レ

ッ
ド

ヒ
ー

ロ
ー

シ
ョ

ー
、

4
/
2
9
ト

ッ
キ

ュ
ウ

ジ
ャ

ー
シ

ョ
ー

、
5
/
3
そ

れ
い

け
！

ア
ン

パ
ン

マ
ン

シ
ョ

ー
、

5
/
4
レ

ッ
ド

ヒ
ー

ロ
ー

、
5
/
5
仮

面
ラ

イ
ダ

ー
鎧

武
シ

ョ
ー

、
5
/
6
キ

ュ
ア

ハ
ー

ト
と

遊
ぼ

う
！

2
)
参

加
型

イ
ベ

ン
ト

 
 
①

初
夏

の
星

空
迷

路
 
 
 
 
 
春

休
み

に
海

洋
文

化
館

多
目

的
室

に
設

置
し

た
ダ

ン
ボ

ー
ル

迷
路

を
バ

ー
ジ

ョ
ン

ア
ッ

プ
し

た
。

迷
路

内
に

は
初

夏
の

星
空

の
パ

ネ
ル

を
設

置
す

る
と

と
も

に
、

天
井

に
初

夏
の

星
空

を
投

影
し

た
。

照
明

等
の

改
善

も
施

し
た

。
 
 
②

キ
ジ

ム
ナ

ー
を

探
せ

！
G
W
ス

ペ
シ

ャ
ル

 
 
 
 
 
お

き
な

わ
郷

土
村

を
会

場
に

、
沖

縄
の

春
の

年
中

行
事

に
関

わ
る

キ
ー

ワ
ー

ド
を

探
す

ゲ
ー

ム
を

実
施

し
た

。
お

き
な

わ
郷

土
村

内
に

配
置

さ
れ

た
キ

ジ
ム

ナ
ー

が
持

っ
て

い
る

文
字

を
集

め
て

並
べ

替
え

、
正

解
者

に
は

駄
菓

子
詰

め
合

わ
せ

等
の

景
品

を
贈

呈
し

た
。

 
 
③

無
料

入
館

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
 
 
 
 
 
無

料
入

館
日

に
お

け
る

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

及
び

海
洋

文
化

館
の

入
館

者
確

保
を

目
的

と
し

て
、

両
施

設
を

お
き

な
わ

郷
土

村
を

巡
る

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
を

実
施

し
た

。
ラ

リ
ー

達
成

者
に

は
オ

リ
ジ

ナ
ル

グ
ッ

ズ
を

贈
呈

し
た

。
3
)
親

子
で

楽
し

い
工

作
体

験
 
 
①

貝
が

ら
と

星
砂

の
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

 
 
 
 
 
沖

縄
本

島
北

部
地

域
海

岸
に

漂
着

・
収

集
し

た
貝

が
ら

や
星

砂
を

材
料

に
し

た
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
体

験
を

実
施

し
た

。
 
 
②

ソ
テ

ツ
の

虫
か

ご
と

ク
ロ

ツ
グ

の
昆

虫
を

作
ろ

う
！

 
 
 
 
 
ソ

テ
ツ

の
葉

で
虫

か
ご

を
作

り
、

そ
の

中
に

ク
ロ

ツ
グ

(
マ

ー
ニ

)
の

葉
で

作
っ

た
カ

タ
ツ

ム
リ

、
蝶

、
バ

ッ
タ

等
の

昆
虫

を
入

れ
て

遊
ぶ

こ
と

で
、

沖
縄

の
伝

統
的

な
自

然
工

作
を

体
験

し
た

。
 
 
③

生
き

物
ペ

ー
パ

ー
ク

ラ
フ

ト
&
ぬ

り
絵

体
験

 
 
 
 
 
未

就
学

児
を

タ
ー

ゲ
ッ

ト
と

し
て

、
公

園
内

の
生

き
物

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

ペ
ー

パ
ー

ク
ラ

フ
ト

や
ぬ

り
絵

が
で

き
る

体
験

を
行

っ
た

。
生

き
物

は
、

美
ら

海
水

族
館

に
展

示
さ

れ
て

い
る

生
物

を
中

心
と

し
た

。
 
 
④

紙
ヒ

コ
ー

キ
と

紙
ト

ン
ボ

を
作

っ
て

飛
ば

そ
う

！
 
 
 
 
 
夕

陽
の

広
場

展
望

レ
ス

ト
ハ

ウ
ス

内
で

紙
飛

行
機

と
紙

ト
ン

ボ
(
牛

乳
パ

ッ
ク

を
利

用
し

た
竹

ト
ン

ボ
)
を

作
り

、
屋

外
の

芝
生

広
場

で
実

際
に

飛
ば

し
て

遊
ぶ

体
験

を
行

っ
た

。
 
 
 
 
 
ま

た
、

雨
天

対
策

と
し

て
プ

レ
イ

ル
ー

ム
も

用
意

し
た

。
3
.
そ

の
他

イ
ベ

ン
ト

1
)
 
 
美

ら
海

の
ぼ

り
(
鯉

の
ぼ

り
)
掲

揚
 
 
 
 
 
子

ど
も

の
日

ら
し

い
雰

囲
気

を
出

す
為

に
、

園
内

中
央

ゲ
ー

ト
及

び
北

ゲ
ー

ト
並

び
に

ハ
イ

サ
イ

プ
ラ

ザ
周

辺
に

お
い

て
、

鯉
の

ぼ
り

や
オ

リ
ジ

ナ
ル

美
ら

海
の

ぼ
り

の
掲

揚
を

行
な

っ
た

。
2
)
 
 
G
W
や

ん
ば

る
情

報
コ

ー
ナ

ー
 
 
 
 
 
沖

縄
北

部
地

域
(
や

ん
ば

る
)
で

近
日

中
に

行
な

わ
れ

る
催

事
や

イ
ベ

ン
ト

等
に

つ
い

て
を

パ
ネ

ル
や

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
を

設
置

し
て

、
期

間
中

の
来

園
者

に
紹

介
し

た
。

3
)
 
 
も

と
ぶ

の
美

味
し

い
も

の
広

場
 
 
 
 
 
地

域
連

携
に

よ
る

公
園

の
利

用
促

進
及

び
期

間
中

の
入

園
者

の
満

足
度

向
上

を
目

的
に

、
本

部
半

島
に

お
い

て
企

画
・

製
造

・
販

売
さ

れ
て

い
る

飲
食

物
の

展
示

即
売

を
行

っ
た

。

平
成

2
6
年

度
「

海
洋

博
公

園
G
W
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
4

平
成

2
6
年

4
月

2
6
日

(
土

)
～

5
月

6
日

(
火

・
休

)
1
1

2
0
3
,
2
4
5
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

5
春

の
ビ

ッ
ク

リ
珍

し
い

ラ
ン

展

県
内

愛
好

家
や

(
一

財
)
沖

縄
美

ら
島

財
団

の
協

力
に

よ
り

春
咲

き
の

ラ
ン

の
展

示
を

行
っ

た
。

そ
の

中
で

「
動

物
に

見
え

る
ラ

ン
(
1
5
種

)
」

を
展

示
し

た
コ

ー
ナ

ー
や

、
「

世
界

の
珍

し
い

ラ
ン

(
5
2
属

約
2
0
0

株
)
」

を
産

地
別

に
展

示
し

た
コ

ー
ナ

ー
、

ま
た

、
「

世
界

一
大

き
な

ラ
ン

と
背

比
べ

で
き

る
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

」
等

も
設

置
し

た
。

さ
ら

に
、

展
示

会
の

内
容

を
よ

り
理

解
し

て
ら

も
う

た
め

に
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

配
布

し
、

実
物

や
パ

ネ
ル

を
見

な
が

ら
展

示
会

を
回

っ
て

も
ら

え
る

よ
う

に
し

た
。

加
え

て
、

未
就

学
児

等
で

も
楽

し
め

る
よ

う
に

、
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
ぬ

り
え

体
験

コ
ー

ナ
ー

や
絵

本
コ

ー
ナ

ー
も

設
置

し
た

。

平
成

2
6
年

4
月

2
6
日

(
土

)
～

5
月

1
1
日

(
日

)
1
6
日

間
1
6

1
8
,
4
4
7

6
カ

エ
ル

に
変

身
　

G
W
ハ

ス
乗

り
体

験

「
カ

エ
ル

に
変

身
　

G
W
ハ

ス
乗

り
体

験
」

と
称

し
ハ

ス
乗

り
体

験
会

を
実

施
し

た
。

今
回

は
お

客
様

の
要

望
が

多
か

っ
た

カ
エ

ル
を

テ
ー

マ
に

、
カ

エ
ル

の
カ

チ
ュ

ー
シ

ャ
や

帽
子

等
を

か
ぶ

っ
て

、
カ

エ
ル

に
変

身
し

た
体

験
を

行
っ

た
。

体
重

1
5
k
g
未

満
の

子
供

に
は

、
本

物
の

パ
ラ

グ
ア

イ
オ

ニ
バ

ス
の

生
葉

に
乗

っ
て

も
ら

い
1
5
k
g
以

上
の

試
乗

希
望

者
に

は
オ

オ
オ

ニ
バ

ス
の

レ
プ

リ
カ

を
使

用
し

て
体

験
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

ス
タ

ッ
フ

に
よ

る
写

真
撮

影
を

行
い

そ
の

場
で

記
念

写
真

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

も
実

施
し

た
他

、
ハ

ス
乗

り
体

験
ま

で
の

待
ち

時
間

も
楽

し
め

る
子

供
向

け
メ

ニ
ュ

ー
と

し
て

、
バ

ル
ー

ン
ア

ー
ト

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
や

カ
エ

ル
の

バ
ル

ー
ン

作
り

、
ぬ

り
え

、
投

げ
輪

コ
ー

ナ
ー

な
ど

の
関

連
し

た
。

平
成

2
6
年

4
月

2
7
日

(
日

)
、

2
9
日

(
火

・
祝

)
5
月

3
日

(
土

・
祝

)
 
~
6
日

(
火

・
休

)
 
6
日

間
6

1
3
：

3
0
～

1
7
：

0
0

1
,
7
6
4

7
美

ら
島

・
美

ら
海

　
こ

ど
も

工
作

室
「

コ
シ

ダ
ク

ラ
フ

ト
」

最
初

に
、

材
料

と
な

る
コ

シ
ダ

を
実

際
に

見
て

も
ら

い
な

が
ら

植
物

と
し

て
の

特
徴

を
紹

介
し

、
作

製
手

順
、

ポ
イ

ン
ト

、
採

集
す

る
と

き
の

注
意

事
項

を
説

明
し

た
。

次
に

参
加

者
に

タ
ペ

ス
ト

リ
ー

、
一

輪
挿

し
の

中
か

ら
作

り
た

い
作

品
を

1
点

選
ん

で
も

ら
い

、
そ

れ
ぞ

れ
が

テ
キ

ス
ト

の
つ

く
り

方
を

参
考

に
し

た
り

、
分

か
ら

な
い

と
こ

ろ
は

ス
タ

ッ
フ

に
尋

ね
た

り
し

な
が

ら
基

本
を

守
り

つ
つ

も
、

自
身

の
ア

イ
デ

ィ
ア

を
取

り
入

れ
て

作
製

し
た

。

平
成

2
6
年

5
月

2
4
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
4
：

3
0

2
1

8
ラ

ン
の

栽
培

教
室

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

、
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
ホ

ー
ル

に
お

い
て

、
ラ

ン
の

基
礎

知
識

、
生

花
を

用
い

た
花

の
構

造
の

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
講

義
終

了
後

は
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
内

の
見

学
を

行
い

、
実

際
に

展
示

し
て

い
る

ラ
ン

の
解

説
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
、

催
物

展
示

室
に

て
ラ

ン
(
カ

ト
レ

ア
)
の

植
替

実
演

を
行

い
、

そ
の

後
、

質
疑

応
答

を
行

っ
た

。
最

後
に

参
加

者
に

は
カ

ト
レ

ア
の

分
け

株
を

プ
レ

ゼ
ン

ト
し

た
。

平
成

2
6
年

5
月

1
0
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

1
2

○

9
植

物
の

ク
ラ

フ
ト

作
り

　
葉

っ
ぱ

で
モ

ビ
ー

ル
を

作
ろ

う
様

々
な

種
類

の
葉

っ
ぱ

を
使

っ
て

、
モ

ビ
ー

ル
を

作
製

し
て

も
ら

っ
た

。
平

成
2
6
年

5
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

(
土

)
3
1

開
館

時
間

内
5
9
2

○

1
0

海
洋

博
公

園
ア

ニ
ソ

ン
の

日

夕
陽

の
広

場
に

特
設

会
場

を
設

置
し

、
ア

ニ
メ

主
題

歌
等

を
歌

う
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
を

招
待

し
て

の
ラ

イ
ブ

を
行

っ
た

。
司

会
に

も
県

内
で

活
躍

す
る

声
優

の
方

を
起

用
し

た
。

そ
れ

に
併

せ
、

夕
陽

の
広

場
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
に

於
い

て
ア

ニ
メ

制
作

現
場

の
パ

ネ
ル

展
示

会
や

、
専

用
ツ

ー
ル

を
使

用
し

た
イ

ラ
ス

ト
の

描
き

方
実

演
な

ど
を

行
い

、
話

題
性

を
高

め
た

。

平
成

2
6
年

6
月

2
1
日

(
土

)
1

1
2
：

0
0
～

1
6
：

0
0

2
,
6
7
1

1
1

春
の

緑
化

推
進

運
動

「
苗

木
の

無
料

配
布

」
熱

帯
・

亜
熱

帯
性

の
低

木
や

多
年

草
、

観
賞

用
等

の
苗

木
で

、
栽

培
が

容
易

で
あ

り
緑

化
に

活
用

し
や

す
い

種
類

(
コ

バ
ノ

サ
ン

ダ
ン

カ
、

ホ
ウ

ラ
イ

カ
ガ

ミ
、

オ
ポ

ロ
ヅ

キ
、

ク
ロ

ト
ン

な
ど

)
を

1
名

に
つ

き
1
鉢

を
配

布
し

た
。

①
平

成
2
6
年

5
月

1
日

(
木

)
～

6
月

1
日

(
日

)
 
3
2
日

間
　

　
熱

帯
・

亜
熱

帯
都

市
緑

化
植

物
園

②
平

成
2
6
年

5
月

4
日

(
日

・
祝

日
)

 
 
 
 
 
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー

3
3

①
8
：

3
0
～

開
館

時
間

中
②

1
3
：

3
0
～

1
4
：

4
0

2
,
1
7
8

1
2

野
生

ラ
ン

パ
ネ

ル
展

野
生

ラ
ン

の
写

真
パ

ネ
ル

(
7
9
枚

)
を

植
物

管
理

セ
ン

タ
ー

1
F
に

展
示

し
た

。
多

く
の

パ
ネ

ル
を

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
沖

縄
の

野
生

ラ
ン

の
多

様
性

を
伝

え
た

。
平

成
2
6
年

5
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
6
年

6
月

1
日

(
日

)
3
2

開
園

時
間

内
2
,
9
5
4

1
3

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

ヤ
シ

の
葉

で
あ

そ
ぼ

う
」

最
初

に
、

材
料

と
な

る
2
種

類
の

ヤ
シ

の
葉

を
実

際
に

見
て

も
ら

い
な

が
ら

植
物

と
し

て
の

特
徴

を
紹

介
し

、
沖

縄
で

の
方

言
名

や
活

用
方

法
、

採
集

し
た

後
の

処
理

に
つ

い
て

説
明

し
た

。
次

に
参

加
者

に
見

本
の

中
か

ら
作

り
た

い
作

品
を

選
ん

で
も

ら
い

、
そ

れ
ぞ

れ
が

テ
キ

ス
ト

の
つ

く
り

方
を

参
考

に
し

た
り

、
ス

タ
ッ

フ
に

ア
ド

バ
イ

ス
を

求
め

な
が

ら
作

製
し

た
。

平
成

2
6
年

6
月

1
4
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
4
：

3
0

3
1

1
4

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
”

バ
ニ

ラ
”

の
香

袋
作

り
体

験
」

今
回

は
、

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
体

験
イ

ベ
ン

ト
で

満
足

度
の

高
か

っ
た

香
袋

作
り

体
験

を
実

施
し

た
。

バ
ニ

ラ
の

実
を

加
工

し
て

ア
イ

ス
ク

リ
ー

ム
の

香
り

づ
け

に
用

い
ら

れ
る

本
物

の
バ

ニ
ラ

ビ
ー

ン
ズ

を
材

料
に

香
袋

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

開
花

期
を

迎
え

た
バ

ニ
ラ

の
花

だ
け

で
な

く
、

本
イ

ベ
ン

ト
で

香
り

も
楽

し
め

る
内

容
と

し
た

こ
と

で
、

多
く

の
お

客
様

に
楽

し
ん

で
も

ら
え

る
内

容
と

し
た

。

平
成

2
6
年

4
月

4
日

(
金

)
～

6
月

1
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
計

3
0
日

間
3
0

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
,
4
9
4

○

1
5

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
お

花
で

ミ
ニ

コ
サ

ー
ジ

ュ
作

り
」

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
体

験
イ

ベ
ン

ト
ア

ン
ケ

ー
ト

で
特

に
満

足
度

の
高

か
っ

た
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

を
実

施
し

た
。

材
料

に
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
も

植
栽

し
て

い
る

ラ
ン

(
コ

チ
ョ

ウ
ラ

ン
や

オ
ン

シ
ジ

ウ
ム

等
)
を

用
い

、
ラ

ン
の

多
様

性
に

つ
い

て
も

解
説

を
行

っ
た

。

平
成

2
6
年

6
月

6
日

(
金

)
～

6
月

2
9
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
計

1
2
日

間
1
2

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

2
4
3

○

1
6

初
夏

の
エ

ビ
ネ

・
フ

ウ
ラ

ン
展

県
内

愛
好

家
や

(
一

財
)
沖

縄
美

ら
島

財
団

の
協

力
に

よ
り

夏
咲

き
の

ラ
ン

の
中

で
も

、
沖

縄
に

自
生

す
る

エ
ビ

ネ
や

フ
ウ

ラ
ン

の
展

示
を

行
っ

た
。

エ
ビ

ネ
は

天
然

交
雑

郡
が

豊
か

で
あ

る
こ

と
、

ま
た

フ
ウ

ラ
ン

は
個

体
変

異
が

多
く

江
戸

時
代

に
は

武
家

社
会

で
愛

培
さ

れ
て

き
た

こ
と

等
を

パ
ネ

ル
に

て
紹

介
し

、
古

く
か

ら
日

本
で

愛
さ

れ
て

き
た

ラ
ン

科
植

物
と

、
そ

れ
を

と
り

ま
く

園
芸

文
化

を
紹

介
し

た
。

ま
た

、
期

間
中

の
週

末
に

は
展

示
内

容
を

紹
介

す
る

サ
イ

ト
ツ

ア
ー

や
、

子
ど

も
で

も
楽

し
み

な
が

ら
学

べ
る

よ
う

に
、

ク
ラ

フ
ト

体
験

(
サ

ム
ラ

イ
グ

ッ
ズ

作
り

コ
ー

ナ
ー

)
も

設
置

し
た

。
加

え
て

期
間

前
か

ら
期

間
中

に
か

け
て

近
隣

保
育

園
等

の
来

館
を

促
し

、
関

連
催

事
「

風
鈴

に
お

花
の

絵
を

描
い

て
み

よ
う

！
」

を
実

施
し

た
。

ま
た

描
い

て
も

ら
っ

た
風

鈴
を

会
場

周
辺

へ
展

示
す

る
こ

と
で

、
涼

し
げ

な
雰

囲
気

を
盛

り
上

げ
た

。

平
成

2
6
年

6
月

2
0
日

(
金

)
～

6
月

2
9
日

(
日

)
1
0
日

間
1
0

2
,
2
6
3

1
7

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
　

木
の

実
で

オ
リ

ジ
ナ

ル
マ

グ
ネ

ッ
ト

作
り

等

様
々

な
種

類
の

木
の

実
を

用
意

し
、

好
き

な
形

に
カ

ッ
ト

し
た

マ
グ

ネ
ッ

ト
シ

ー
ト

の
上

に
貼

り
付

け
オ

リ
ジ

ナ
ル

マ
グ

ネ
ッ

ト
作

り
を

体
験

し
て

も
ら

っ
た

。
そ

の
他

、
利

用
者

の
要

望
に

応
じ

て
フ

ト
イ

で
馬

グ
ヮ

ー
や

カ
メ

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
6
年

6
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

(
月

)
3
0

開
館

時
間

内
5
1
1

○

1
8

海
洋

博
公

園
サ

マ
ー

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
2
0
1
4

①
ビ

ー
チ

ア
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
 
(
ド

ル
フ

ィ
ン

ス
ラ

イ
ダ

ー
、

水
鉄

砲
合

戦
、

水
風

船
ダ

ー
ツ

、
ち

び
っ

こ
砂

遊
び

)
②

ス
テ

ー
ジ

イ
ベ

ン
ト

 
(
ス

テ
ー

ジ
ア

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

、
海

洋
博

公
園

夏
休

み
イ

ベ
ン

ト
紹

介
、

サ
ン

セ
ッ

ト
コ

ン
サ

ー
ト

)
③

第
3
6
回

海
洋

博
公

園
花

火
大

会
 
(
打

上
花

火
は

1
0
,
0
0
0
初

(
2
号

玉
～

5
号

玉
)
、

ナ
イ

ア
ガ

ラ
の

滝
、

絨
毧

花
火

)

平
成

2
6
年

7
月

1
9
日

(
土

)
1

1
2
：

0
0
～

2
1
：

0
0

4
3
,
6
1
2

1
9

ラ
ン

の
無

菌
培

養
技

術
体

験

「
初

め
て

の
無

菌
培

養
体

験
」

は
パ

ワ
ー

ポ
イ

ン
ト

と
テ

キ
ス

ト
を

用
い

て
ラ

ン
の

基
礎

知
識

の
講

話
と

移
植

培
養

体
験

を
行

っ
た

。
参

加
者

の
中

か
ら

、
更

に
技

術
を

取
得

し
た

い
方

を
対

象
に

「
家

庭
で

で
き

る
無

菌
培

養
」

と
し

て
、

培
地

作
り

・
播

種
・

移
植

・
器

具
の

減
菌

の
方

法
な

ど
、

テ
キ

ス
ト

と
実

践
を

交
え

な
が

ら
体

験
し

て
も

ら
っ

た
。

①
初

め
て

の
無

菌
培

養
体

験
平

成
2
6
年

6
月

2
2
日

(
日

)
②

家
庭

で
で

き
る

無
菌

培
養

平
成

2
6
年

6
月

2
9
日

(
日

)
,
平

成
2
6
年

7
月

1
3
日

(
日

)

3

①
1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0

(
午

前
と

同
一

内
容

)
②

1
0
：

0
0
～

1
7
:
0
0

(
追

加
実

施
,
6
月

2
9
日

と
同

一
内

容
)

3
1

○
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

2
0

イ
ン

テ
リ

ア
グ

リ
ー

ン
展

今
回

の
展

示
会

で
は

、
約

1
0
0
種

(
品

種
)
3
5
0
点

の
観

葉
植

物
の

展
示

を
行

っ
た

。
流

通
が

少
な

い
観

葉
植

物
や

、
沖

縄
で

は
ま

だ
一

般
に

紹
介

さ
れ

て
い

な
い

最
新

の
観

葉
植

物
な

ど
も

展
示

す
る

こ
と

が
で

き
た

。
来

館
者

か
ら

は
、

「
知

ら
な

い
グ

リ
ー

ン
が

た
く

さ
ん

あ
っ

て
楽

し
か

っ
た

」
等

の
声

が
あ

っ
た

。
ま

た
、

回
廊

の
壁

面
に

「
壁

面
緑

化
」

を
設

置
し

、
最

近
流

行
し

て
き

て
い

る
緑

化
手

法
の

紹
介

を
行

っ
た

ほ
か

、
展

示
会

を
リ

ラ
ッ

ク
ス

し
て

楽
し

め
る

よ
う

に
ガ

ー
デ

ン
チ

ェ
ア

セ
ッ

ト
も

設
置

し
た

。
来

館
者

は
、

休
憩

で
使

用
す

る
な

ど
好

評
で

あ
っ

た
。

平
成

2
6
年

7
月

1
1
日

(
金

)
～

7
月

2
7
日

(
日

)
1
7
日

間
1
7

4
,
1
3
0

2
1

沖
縄

の
貴

重
な

昆
虫

展
　

講
演

会

「
沖

縄
の

貴
重

な
昆

虫
展

」
の

内
容

を
よ

り
深

く
学

べ
る

よ
う

に
、

関
連

催
事

と
し

て
講

演
会

を
行

っ
た

。
講

演
内

容
も

展
示

会
に

併
せ

て
カ

イ
コ

、
ま

た
展

示
会

の
目

玉
で

あ
る

ア
リ

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
専

門
家

に
講

演
し

て
も

ら
っ

た
。

①
宮

良
み

ゆ
き

氏
(
久

米
島

博
物

館
学

芸
員

)
に

、
「

久
米

島
の

カ
イ

コ
と

久
米

島
」

と
題

し
て

、
昆

虫
の

カ
イ

コ
を

利
用

し
て

糸
を

つ
く

り
植

物
素

材
等

で
染

め
る

こ
と

で
織

ら
れ

て
い

る
伝

統
工

芸
品

「
久

米
島

紬
」

に
つ

い
て

、
ま

た
久

米
島

の
カ

イ
コ

と
久

米
島

紬
、

沖
縄

の
養

蚕
に

つ
い

て
D
V
D
や

ぬ
い

ぐ
る

み
等

を
用

い
て

子
ど

も
に

も
分

か
り

や
す

く
紹

介
し

て
も

ら
っ

た
。

②
辻

和
希

氏
(
琉

球
大

学
教

授
)
に

「
ア

リ
の

生
活

と
行

動
」

と
題

し
て

「
沖

縄
の

貴
重

な
昆

虫
展

」
目

玉
の

一
つ

で
も

あ
る

、
一

般
初

公
開

の
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
キ

ャ
ス

テ
ィ

ン
グ

に
よ

る
ア

リ
の

巣
の

消
火

を
し

て
も

ら
っ

た
。

ま
た

、
ア

リ
の

面
白

い
生

態
に

つ
い

て
ク

イ
ズ

を
通

し
て

子
ど

も
に

も
楽

し
み

な
が

ら
学

ん
で

も
ら

っ
た

。

平
成

2
6
年

7
月

2
7
日

(
日

)
1

①
1
1
：

0
0
～

1
2
：

0
0

②
1
5
：

3
0
～

1
6
：

3
0

8
1

2
2

熱
帯

植
物

観
察

と
標

本
作

り
の

お
話

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
見

ら
れ

る
パ

ラ
ミ

チ
、

カ
カ

オ
、

ア
フ

リ
カ

バ
オ

バ
ブ

等
の

珍
し

い
熱

帯
植

物
の

観
察

を
行

っ
た

。
カ

カ
オ

の
実

を
割

っ
て

実
際

に
手

に
取

り
、

匂
い

や
手

触
り

な
ど

を
体

験
し

、
ア

フ
リ

カ
バ

オ
バ

ブ
の

大
き

さ
を

知
る

た
め

幹
の

周
り

を
囲

み
、

現
地

の
ア

フ
リ

カ
で

は
ど

の
く

ら
い

大
き

い
の

か
感

じ
て

も
ら

う
な

ど
、

植
物

へ
の

興
味

を
深

め
て

も
ら

っ
た

。
ま

た
、

夕
陽

の
広

場
展

望
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
で

は
、

植
物

標
本

作
り

の
説

明
と

実
演

を
行

い
、

植
物

の
保

存
の

仕
方

を
学

ん
だ

。
尚

、
希

望
者

に
は

標
本

作
り

の
材

料
を

3
0
0
円

で
販

売
し

た
。

平
成

2
6
年

7
月

2
7
日

(
日

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

1
8

○

2
3

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
　

ア
ダ

ン
葉

で
熱

帯
魚

を
作

ろ
う

等
事

前
に

加
工

し
た

ア
ダ

ン
葉

を
使

っ
て

熱
帯

魚
作

り
体

験
を

し
て

も
ら

っ
た

。
そ

の
他

、
利

用
者

の
要

望
に

応
じ

て
木

の
実

で
オ

リ
ジ

ナ
ル

マ
グ

ネ
ッ

ト
作

り
や

ク
ロ

ツ
グ

で
ハ

ブ
グ

ヮ
ー

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
6
年

7
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

7
月

3
1
日

(
木

)
※

7
月

8
日

は
台

風
に

よ
り

、
臨

時
休

園
に

て
未

実
施

3
0

開
館

時
間

内
4
0
3

○

2
5

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
葉

っ
ぱ

で
オ

リ
ジ

ナ
ル

し
お

り
作

り
」

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
体

験
イ

ベ
ン

ト
ア

ン
ケ

ー
ト

で
特

に
満

足
度

の
高

か
っ

た
「

葉
っ

ぱ
で

オ
リ

ジ
ナ

ル
し

お
り

作
り

」
を

実
施

し
た

。
材

料
に

は
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
見

る
事

が
で

き
る

植
物

の
葉

を
用

い
、

体
験

時
に

は
材

料
の

葉
が

ど
の

植
物

の
も

の
な

の
か

学
べ

る
よ

う
に

説
明

パ
ネ

ル
も

設
置

し
た

。

平
成

2
6
年

7
月

4
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

の
金

・
土

・
日

・
祝

、
他

計
2
9
日

間
(
当

初
設

定
日

時
は

上
記

期
間

中
の

金
・

土
・

日
・

祝
、

受
入

追
加

8
月

2
0
日

)
2
9

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
,
2
4
1

○

2
6

ハ
ス

乗
り

ア
ド

ベ
ン

チ
ャ

ー

「
ハ

ス
乗

り
ア

ド
ベ

ン
チ

ャ
ー

」
と

称
し

ハ
ス

乗
り

体
験

会
を

実
施

し
た

。
今

回
は

、
「

ア
ド

ベ
ン

チ
ャ

ー
：

冒
険

」
を

テ
ー

マ
に

サ
フ

ァ
リ

ウ
ェ

ア
や

双
眼

鏡
で

冒
険

家
に

変
身

し
体

験
を

行
っ

た
。

パ
ラ

グ
ア

イ
オ

ニ
バ

ス
の

生
育

状
況

が
不

良
で

あ
っ

た
た

め
、

体
重

8
0
k
g
未

満
を

対
象

に
レ

プ
リ

カ
を

使
用

し
て

体
験

を
実

施
し

た
。

さ
ら

に
体

験
者

に
は

、
そ

の
場

で
ス

タ
ッ

フ
に

よ
る

記
念

撮
影

を
行

い
、

写
真

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

を
行

っ
た

。

平
成

2
6
年

7
月

1
9
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
の

土
日

1
4
日

間
1
4

1
,
1
2
3

2
7

沖
縄

の
貴

重
な

昆
虫

展

沖
縄

の
昆

虫
の

特
徴

に
つ

い
て

解
説

し
た

ほ
か

、
特

に
当

公
園

が
あ

る
本

部
町

に
産

す
る

チ
ョ

ウ
や

沖
縄

県
の

絶
滅

危
惧

種
、

身
近

に
生

息
す

る
昆

虫
に

つ
い

て
は

、
標

本
な

ど
も

展
示

し
な

が
ら

理
解

を
深

め
ら

れ
る

よ
う

に
し

た
。

さ
ら

に
沖

縄
で

飼
育

さ
れ

て
い

た
カ

イ
コ

や
沖

縄
・

外
国

産
の

カ
ブ

ト
ム

シ
・

ク
ワ

ガ
タ

ム
シ

な
ど

の
生

体
を

展
示

し
た

ほ
か

、
一

般
初

公
開

と
な

る
ア

ル
ミ

キ
ャ

ス
テ

ィ
ン

グ
の

「
ア

リ
の

巣
」

も
展

示
し

た
。

展
示

会
場

に
は

、
蝶

の
食

草
を

3
1
種

類
展

示
し

、
蝶

が
ど

の
よ

う
な

植
物

を
利

用
し

て
い

る
の

か
わ

か
る

よ
う

に
し

た
。

ま
た

期
間

中
は

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
の

配
布

も
行

い
、

展
示

内
容

の
理

解
を

深
め

る
よ

う
に

し
た

。
7
月

2
7
日

に
は

、
「

沖
縄

の
貴

重
な

昆
虫

展
講

演
会

」
、

8
月

9
日

、
2
3
日

に
は

美
ら

島
自

然
教

室
「

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
ム

シ
の

秘
密

を
探

る
」

を
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
内

で
実

施
し

、
相

乗
効

果
で

誘
客

増
」

を
図

っ
た

。

平
成

2
6
年

7
月

1
9
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
の

土
日

 
4
4
日

間
4
4

1
9
,
4
0
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
0
,
8
6
7

1
)
エ

メ
ラ

ル
ド

ビ
ー

チ
で

遊
ぼ

う
！

 
 
 
(
1
)
カ

ヌ
ー

体
験

：
カ

ヌ
ー

の
潜

艇
体

験
、

イ
ノ

ー
内

の
生

物
観

察
 
 
 
(
2
)
サ

バ
ニ

体
験

：
サ

バ
ニ

の
潜

艇
体

験
、

海
洋

文
化

学
習

、
イ

ノ
ー

内
の

生
物

観
察

 
 
 
(
3
)
キ

ッ
ズ

ウ
イ

ン
ド

サ
ー

フ
ィ

ン
体

験
：

小
・

中
学

生
を

対
象

と
し

た
ウ

ィ
ン

ド
サ

ー
フ

ィ
ン

体
験

　
※

台
風

の
影

響
に

よ
り

中
止

 
 
 
(
4
)
ス

タ
ン

ド
ア

ッ
プ

バ
ド

ル
ボ

ー
ド

体
験

：
気

軽
に

海
に

触
れ

る
ス

タ
ン

ダ
ッ

プ
バ

ド
ル

ボ
ー

ド
体

験
 
 
 
(
5
)
イ

ノ
ー

探
検

：
イ

ノ
ー

内
に

生
息

す
る

生
き

物
の

観
察

及
び

環
境

学
習

 
 
 
(
6
)
サ

レ
ー

ビ
チ

(
追

い
込

み
漁

)
体

験
：

本
部

町
備

瀬
区

の
伝

統
的

漁
法

を
体

験
2
)
海

洋
文

化
館

で
遊

ぼ
う

！
　

※
材

料
費

体
験

者
負

担
 
 
 
(
1
)
夏

の
星

空
迷

路
：

夏
の

星
空

及
び

海
洋

文
化

に
関

連
す

る
内

容
の

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
 
 
 
(
2
)
オ

セ
ア

ニ
ア

ン
＆

沖
縄

ダ
ン

ス
ス

テ
ー

ジ
：

沖
縄

県
内

の
団

体
を

招
聘

し
、

館
内

の
ス

テ
ー

ジ
で

披
露

 
 
 
(
3
)
オ

セ
ア

ニ
ア

ン
＆

沖
縄

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
：

ダ
ン

ス
ス

テ
ー

ジ
披

露
団

体
に

よ
る

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
 
 
 
(
4
)
貝

が
ら

ブ
レ

ス
レ

ッ
ト

作
り

体
験

：
太

平
洋

の
島

々
に

お
い

て
交

易
や

装
飾

に
使

わ
れ

て
き

た
貝

が
ら

ブ
レ

ス
レ

ッ
ト

作
り

 
 
 
(
5
)
貝

が
ら

と
星

砂
の

ジ
ェ

ル
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

体
験

：
貝

が
ら

と
星

砂
を

使
用

し
た

ジ
ェ

ル
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

体
験

 
 
 
(
6
)
ミ

ー
カ

ガ
ン

作
り

体
験

：
沖

縄
伝

統
漁

具
の

ミ
ー

カ
ガ

ン
(
ゴ

ー
グ

ル
型

水
中

メ
ガ

ネ
)
作

り
体

験  
 
 
(
7
)
貝

が
ら

工
作

：
本

部
半

島
の

海
岸

で
採

集
し

た
貝

殻
を

使
用

し
た

工
作

体
験

3
)
海

洋
博

公
園

ス
タ

ー
・

ウ
ィ

ー
ク

 
 
 
(
1
)
星

座
シ

ー
ト

作
り

：
夏

(
6
月

～
9
月

)
の

星
座

シ
ー

ト
作

り
 
 
 
(
2
)
宇

宙
服

試
着

体
験

：
宇

宙
服

の
レ

プ
リ

カ
試

着
及

び
写

真
撮

影
4
)
お

き
な

わ
郷

土
村

で
遊

ぼ
う

♪
 
 
 
(
1
)
ダ

ン
ボ

ー
ル

パ
ー

ラ
ン

ク
ー

作
り

体
験

：
旧

盆
の

時
期

に
行

わ
れ

る
「

エ
イ

サ
ー

」
で

使
用

す
る

太
鼓

「
パ

ー
ラ

ン
ク

ー
」

作
り

 
 
 
(
2
)
ソ

テ
ツ

の
虫

か
ご

作
り

体
験

：
ソ

テ
ツ

の
葉

を
使

っ
た

虫
か

ご
作

り
体

験
5
)
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
イ

ベ
ン

ト
 
 
 
(
1
)
ナ

ゾ
ト

キ
ア

ド
ベ

ン
チ

ャ
ー

　
～

古
代

遺
跡

と
神

秘
の

塔
～

：
冒

険
心

や
探

究
心

を
刺

激
す

る
「

謎
解

き
ゲ

ー
ム

」
6
)
そ

の
他

 
 
 
(
1
)
夏

休
み

や
ん

ば
る

情
報

コ
ー

ナ
ー

：
沖

縄
県

北
部

地
域

の
海

水
浴

：
キ

ャ
ン

プ
場

・
催

事
・

イ
ベ

ン
ト

等
の

紹
介

2
4

平
成

2
6
年

度
「

海
洋

博
公

園
夏

休
み

ス
ペ

シ
ャ

ル
」

平
成

2
6
年

7
月

2
1
日

(
月

・
祝

)
7
月

2
6
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
3
8
日

間
3
8

 
別紙-349



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

2
8

食
虫

植
物

展

沖
縄

県
内

で
見

る
こ

と
の

少
な

い
ウ

ツ
ボ

カ
ズ

ラ
や

ハ
エ

ト
リ

グ
サ

、
モ

ウ
セ

ン
ゴ

ケ
な

ど
の

食
虫

植
物

3
6
種

5
1
点

を
解

説
パ

ネ
ル

と
と

も
に

展
示

し
た

。
ま

た
、

食
虫

植
物

の
捕

虫
の

仕
組

み
を

理
解

し
て

も
ら

う
た

め
の

体
験

コ
ー

ナ
ー

と
し

て
、

ウ
ツ

ボ
カ

ヅ
ラ

の
消

火
液

を
p
H
試

験
紙

で
測

定
す

る
コ

ー
ナ

ー
や

、
ハ

エ
ト

リ
グ

サ
捕

虫
葉

の
ク

ラ
フ

ト
コ

ー
ナ

ー
、

モ
ウ

セ
ン

ゴ
ケ

の
「

粘
着

式
」

の
捕

虫
方

法
を

体
験

す
る

ボ
ー

ド
を

設
け

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
の

配
布

も
行

っ
た

。
期

間
中

の
土

日
に

は
、

ハ
エ

ト
リ

グ
サ

の
捕

虫
実

演
も

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

8
月

1
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
 
3
1
日

間
3
1

1
5
,
1
1
8

2
9

熱
帯

果
実

展

「
知

る
・

味
わ

う
」

を
テ

ー
マ

に
沖

縄
に

お
け

る
熱

帯
果

樹
生

産
や

加
工

な
ど

の
取

り
組

み
を

紹
介

す
る

と
と

も
に

、
普

段
は

見
る

こ
と

の
少

な
い

生
果

実
や

海
外

の
珍

し
い

加
工

品
に

つ
い

て
紹

介
し

た
。

今
回

は
、

パ
イ

ン
や

ア
セ

ロ
ー

ラ
な

ど
熱

帯
果

実
の

生
産

を
行

っ
て

い
る

東
村

や
本

部
町

と
も

連
携

し
、

そ
れ

ぞ
れ

の
果

実
商

品
や

地
域

観
光

に
つ

い
て

P
R
ブ

ー
ス

の
設

置
も

行
っ

た
。

ま
た

、
期

間
中

の
金

・
土

・
日

に
マ

ン
ゴ

ー
・

ア
セ

ロ
ー

ラ
に

加
え

沖
縄

県
農

業
協

同
組

合
よ

り
提

供
頂

い
た

パ
イ

ン
を

実
際

に
試

食
で

き
る

試
食

会
も

実
施

し
、

9
8
7
名

(
定

員
1
0
0
名

/
日

×
5
日

)
の

参
加

が
あ

っ
た

。
さ

ら
に

期
間

中
の

土
・

日
に

は
、

パ
ッ

シ
ョ

ン
フ

ル
ー

ツ
や

ト
ゲ

バ
ン

レ
イ

シ
の

苗
木

無
料

配
布

も
行

い
2
0
0
名

(
定

員
5
0
名

/
日

×
4
日

)
の

参
加

が
あ

っ
た

。

平
成

2
6
年

8
月

9
日

(
土

)
～

8
月

1
7
日

(
日

)
 
9
日

間
9

5
,
1
5
9

3
0

美
ら

島
自

然
教

室
「

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
ム

シ
の

秘
密

を
探

る
」

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
ム

シ
の

紹
介

を
、

下
地

幸
夫

氏
(
沖

縄
ネ

イ
チ

ャ
ー

ウ
ォ

ー
ク

)
に

説
明

し
て

も
ら

い
、

沖
縄

産
の

カ
ブ

ト
ム

シ
・

ク
ワ

ガ
タ

ム
シ

と
本

土
産

と
の

違
い

等
を

学
ん

だ
後

、
標

本
の

視
察

や
ク

ラ
フ

ト
(
切

り
絵

)
体

験
、

ク
イ

ズ
形

式
で

の
振

り
返

り
学

習
(
ク

イ
ズ

大
会

)
を

行
っ

た
。

本
教

室
は

複
数

回
行

っ
た

こ
と

か
ら

、
初

回
に

リ
ク

エ
ス

ト
の

多
か

っ
た

「
飼

育
方

法
や

採
り

方
」

の

①
平

成
2
6
年

8
月

9
日

(
土

)
②

平
成

2
6
年

8
月

2
3
日

(
土

)
　

　
＊

追
加

実
施

③
平

成
2
6
年

8
月

2
3
日

(
土

)
3

①
1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

②
1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0

③
1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

1
4
2

3
1

ス
イ

ー
ツ

教
室

バ
ニ

ラ
や

カ
カ

オ
等

を
素

材
と

し
、

熱
帯

果
実

と
組

み
合

わ
せ

た
ス

イ
ー

ツ
の

作
り

方
を

教
室

形
式

で
紹

介
し

た
。

バ
ニ

ラ
や

カ
カ

オ
は

実
物

と
テ

キ
ス

ト
で

解
説

し
、

ス
イ

ー
ツ

の
素

材
を

よ
り

深
く

理
解

で
き

る
教

室
と

し
た

。
ま

た
、

熱
帯

果
実

を
使

っ
た

料
理

、
加

工
品

等
を

パ
ネ

ル
で

紹
介

し
た

。

①
平

成
2
6
年

8
月

1
6
日

(
土

)
②

平
成

2
6
年

8
月

1
7
日

(
日

)
2

①
1
4
：

0
0
～

1
5
：

3
0

②
1
4
：

0
0
～

1
5
：

3
0

4
6

3
2

押
し

花
カ

ー
ド

作
り

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
内

の
様

々
な

草
花

の
押

し
花

・
押

し
葉

を
用

い
て

自
由

に
ハ

ガ
キ

大
の

カ
ー

ド
や

画
用

紙
で

制
作

し
た

メ
ッ

セ
ー

ジ
カ

ー
ド

に
デ

コ
レ

ー
シ

ョ
ン

し
て

も
ら

っ
た

。
一

般
の

方
、

特
に

児
童

生
徒

を
対

象
に

実
施

し
た

。
平

成
2
6
年

7
月

1
2
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
 
5
1
日

間
5
1

1
,
1
3
4

○

3
3

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
　

木
の

実
で

ス
ト

ラ
ッ

プ
を

作
ろ

う
等

テ
リ

ハ
ボ

ク
や

ク
ロ

ヨ
ナ

の
実

を
自

由
に

彩
色

し
て

も
ら

い
、

ス
ト

ラ
ッ

プ
を

作
っ

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
6
年

8
月

1
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
3
1
日

間
3
1

1
,
2
2
9

○

3
4

植
物

園
で

遊
ぼ

う
(
ス

タ
ン

プ
＆

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

)
都

市
緑

化
植

物
の

見
本

園
を

舞
台

に
、

ス
タ

ン
プ

＆
ク

イ
ズ

ラ
リ

ー
を

実
施

し
た

。
家

族
連

れ
で

の
来

園
が

多
く

な
る

夏
休

み
に

親
子

で
楽

し
め

る
遊

び
を

提
供

す
る

こ
と

で
、

よ
り

多
く

の
来

園
者

に
植

物
に

対
す

る
関

心
を

持
っ

て
も

ら
い

、
都

市
緑

化
の

普
及

啓
発

に
資

す
る

こ
と

が
で

き
た

平
成

2
6
年

8
月

1
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
3
1
日

間
3
1

1
4
3

○

3
5

夏
休

み
自

由
研

究
サ

ポ
ー

ト
展

葉
、

花
、

種
、

体
、

科
学

、
虫

の
テ

ー
マ

を
設

け
、

テ
ー

マ
に

沿
っ

た
内

容
で

子
供

た
ち

で
も

出
来

る
調

査
、

実
験

、
工

作
を

紹
介

し
た

。
平

成
2
6
年

8
月

1
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
3
1
日

間
3
1

3
,
2
7
1

3
6

花
と

お
話

と
絵

本
作

り
教

室

園
内

で
緑

化
相

談
書

担
当

職
員

に
よ

る
植

物
園

ガ
イ

ド
を

行
い

、
植

物
に

つ
い

て
学

び
な

が
ら

、
絵

本
作

り
に

利
用

す
る

草
花

の
採

集
を

行
っ

た
。

そ
の

後
、

一
般

社
団

法
人

　
沖

縄
県

子
ど

も
の

本
研

究
会

か
ら

招
待

し
た

講
師

の
実

技
指

導
の

も
と

、
画

用
紙

の
上

に
花

や
葉

を
貼

り
付

け
て

子
ど

も
達

が
考

え
た

物
語

を
も

と
に

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

絵
本

を
作

成
し

た
。

最
後

に
自

分
の

作
っ

た
絵

本
を

読
み

聞
か

せ
る

発
表

会
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

8
月

3
日

(
日

)
1

1
0
：

0
0
～

1
6
：

5
0

4
5

○

3
7

平
成

2
6
年

度
秋

期
海

洋
文

化
館

利
用

促
進

イ
ベ

ン
ト

「
秋

の
星

空
迷

路
」

秋
の

星
空

及
び

海
洋

文
化

に
関

連
す

る
内

容
の

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

設
置

し
た

。
平

成
2
6
年

9
月

1
3
日

(
土

)
、

1
4
日

(
日

)
、

1
5
日

(
月

・
祝

)
、

2
0

日
(
土

)
、

2
1
日

(
日

)
　

※
5
日

間
5

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
,
3
1
2

3
8

沖
縄

の
貴

重
な

植
物

展

展
示

は
、

催
物

展
示

室
の

他
、

ラ
ン

展
示

室
、

や
ん

ば
る

ギ
ャ

ラ
リ

ー
を

会
場

と
し

、
例

年
よ

り
も

拡
大

し
た

。
導

入
部

の
ラ

ン
展

示
室

で
は

、
琉

球
列

島
に

生
育

す
る

植
物

は
何

故
種

類
が

多
い

の
か

、
ま

た
固

有
種

や
遺

存
種

が
多

い
の

か
に

つ
い

て
、

パ
ネ

ル
に

て
分

か
り

や
す

く
紹

介
し

た
。

続
い

て
催

物
展

示
室

で
は

、
貴

重
な

植
物

(
絶

滅
危

惧
種

物
)
の

実
物

1
4
4
種

と
や

ん
ば

る
に

生
え

る
植

物
を

合
わ

せ
て

約
1
5
0
株

を
展

示
し

、
そ

れ
を

取
り

巻
く

保
護

・
保

全
の

取
組

に
つ

い
て

も
紹

介
を

行
っ

た
。

ま
た

、
や

ん
ば

る
ギ

ャ
ラ

リ
ー

で
は

沖
縄

の
野

生
ラ

ン
の

写
真

パ
ネ

ル
及

び
無

菌
状

態
の

苗
(
フ

ラ
ス

コ
)
を

展
示

し
、

ラ
ン

の
特

異
的

な
生

態
や

発
芽

の
仕

組
み

等
に

つ
い

て
理

解
し

て
も

ら
っ

た
。

ま
た

、
参

加
者

の
理

解
度

や
満

足
度

を
向

上
す

る
た

め
に

、
期

間
中

の
土

日
(
1
3
:
3
0
～

1
5
:
0
0
)
に

は
、

展
示

会
場

内
を

案
内

す
る

サ
イ

ト
ツ

ア
ー

も
行

っ
た

。

平
成

2
6
年

9
月

5
日

(
金

)
～

2
3
日

(
火

・
祝

)
の

1
9
日

間
1
9

3
,
3
0
1

3
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
あ

り
が

と
う

ペ
ン

ダ
ン

ト
作

り
」

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
体

験
イ

ベ
ン

ト
で

満
足

度
が

高
か

っ
た

「
あ

り
が

と
う

ペ
ン

ダ
ン

ト
作

り
」

を
実

施
し

た
。

敬
老

の
日

に
因

ん
で

手
作

り
の

ペ
ー

パ
ー

ク
ラ

フ
ト

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

を
作

成
す

る
内

容
で

あ
っ

た
た

め
、

小
さ

な
子

ど
も

を
中

心
に

多
数

の
参

加
が

あ
っ

た
。

平
成

2
6
年

9
月

5
日

(
金

)
～

2
8
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
日

、
他

　
計

1
6
日

間
 
(
計

1
4
日

間
受

入
追

加
日

：
9
月

1
1
日

(
木

)
、

9
月

1
8
日

(
木

)
)

1
6

(
当

初
設

定
日

時
は

上
記

期
間

中
の

金
・

土
・

日
・

祝
　

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0
、

受
入

追
加

時
間

：
9
月

1
2
日

(
金

)
　

8
：

3
0
～

9
：

3
0
)

2
9
9

○

4
0

美
ら

島
自

然
教

室
「

ボ
タ

ニ
カ

ル
写

真
撮

影
講

座
～

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
思

い
出

の
写

真
を

撮
ろ

う
～

」

ス
ラ

イ
ド

を
用

い
て

、
カ

メ
ラ

の
基

本
設

定
や

操
作

方
法

、
撮

影
方

法
、

構
図

の
取

り
方

、
撮

影
デ

ー
タ

の
保

存
の

メ
リ

ッ
ト

な
ど

に
つ

い
て

の
講

演
を

行
っ

た
後

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
の

植
物

を
被

写
体

と
し

て
実

際
に

撮
影

す
る

な
ど

の
撮

影
実

習
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

9
月

1
3
日

(
土

)
1

1
3
：

0
0
～

1
5
：

3
0

2
5

4
1

ラ
ン

の
栽

培
教

室
(
栽

培
・

管
理

)

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

ホ
ー

ル
に

お
い

て
、

ラ
ン

の
基

礎
知

識
、

生
花

を
用

い
た

花
の

構
造

の
説

明
を

行
っ

た
。

講
義

後
は

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
の

ラ
ン

温
室

内
の

見
学

を
行

い
、

実
際

に
展

示
し

て
い

る
ラ

ン
の

説
明

を
行

っ
た

。
さ

ら
に

、
回

廊
棟

に
て

ラ
ン

(
カ

ト
レ

ア
)
の

植
替

実
演

お
よ

び
実

習
を

行
っ

た
。

最
後

に
質

疑
応

答
を

行
い

、
今

後
の

栽
培

管
理

に
つ

い
て

参
考

に
し

て
も

平
成

2
6
年

9
月

1
5
日

(
月

・
祝

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

3
5

○

4
2

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
　

オ
リ

ジ
ナ

ル
ポ

プ
リ

を
作

ろ
う

ハ
ー

ブ
や

香
り

の
す

る
植

物
を

集
め

、
好

き
な

香
り

を
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
て

オ
リ

ジ
ナ

ル
ポ

プ
リ

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
6
年

9
月

1
日

(
月

)
～

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

(
火

)
3
0

開
館

時
間

内
6
4
4

○

4
3

本
部

町
生

活
習

慣
病

予
防

教
室

　
2
ク

ー
ル

(
健

康
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
教

室
)

①
受

付
、

始
め

の
あ

い
さ

つ
(
バ

ン
コ

の
森

芝
生

広
場

ス
タ

ー
ト

、
ゴ

ー
ル

)
②

日
替

わ
り

筋
ト

レ
講

座
、

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

講
座

③
準

備
体

操
④

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

：
2
k
m
コ

ー
ス

(
バ

ン
コ

の
森

～
見

本
園

～
夕

陽
の

広
場

折
り

返
し

)
、

3
.
5
k
m
コ

ー
ス

(
バ

ン
コ

の
森

～
見

本
園

～
お

花
畑

～
折

り
返

し
)
＊

当
初

は
2
k
m
コ

ー
ス

の
み

、
要

望
に

応
じ

て
2
回

目
以

降
3
.
5
k
m
コ

ー
ス

を
設

定
、

体
力

に
応

じ
た

コ
ー

ス
選

択
を

可
能

に
し

た
。

⑤
整

理
体

操
：

講
師

　
佐

久
川

　
佑

氏
(
健

康
運

動
指

導
士

)

平
成

2
6
年

9
月

3
日

、
1
0
日

、
1
7
日

、
2
4
日

(
計

4
回

)
4

1
7
：

3
0
～

1
9
：

0
0

2
0
9

 
別紙-350



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

4
4

都
市

緑
化

等
に

関
す

る
講

習
会

～
沖

縄
の

樹
木

の
病

害
虫

対
策

～
「

沖
縄

の
樹

木
に

関
す

る
病

害
虫

対
策

」
を

テ
ー

マ
に

、
沖

縄
で

植
栽

さ
れ

て
い

る
樹

木
の

病
害

虫
の

生
態

と
防

除
方

法
に

つ
い

て
講

話
を

行
い

、
野

外
の

実
演

で
は

、
デ

イ
ゴ

の
樹

幹
注

入
の

仕
方

や
モ

ク
マ

オ
ウ

で
の

南
根

腐
病

の
特

徴
を

解
説

し
た

。
平

成
2
6
年

9
月

1
2
日

(
金

)
1

1
3
：

3
0
～

1
6
：

3
0

9
7

○

4
5

環
境

学
習

「
木

の
実

で
遊

ぼ
う

」

木
の

実
を

テ
ー

マ
と

し
た

遊
び

や
工

夫
を

通
し

て
、

楽
し

く
学

べ
る

内
容

と
し

た
。

「
空

飛
ぶ

種
を

つ
く

ろ
う

」
で

は
、

風
の

力
を

借
り

て
分

散
す

る
種

子
の

模
型

を
作

製
し

、
飛

ば
し

て
遊

ぶ
こ

と
を

通
し

て
植

物
の

飛
散

方
法

を
紹

介
し

た
。

「
木

の
実

の
的

あ
て

」
で

は
、

動
物

に
く

っ
つ

い
て

分
散

す
る

種
子

に
つ

い
て

、
的

に
投

げ
つ

け
て

遊
ぶ

こ
と

を
通

し
て

植
物

の
も

の
に

付
着

す
る

力
を

紹
介

し
、

ひ
っ

つ
く

仕
組

み
(
種

子
の

形
)
を

虫
眼

鏡
で

じ
っ

く
り

観
察

で
き

る
よ

う
に

す
る

等
、

実
物

の
種

子
を

通
し

て
自

然
の

面
白

さ
や

不
思

議
さ

も
体

感
で

き
る

よ
う

に
し

た
。

平
成

2
6
年

9
月

1
3
日

(
土

)
～

9
月

2
8
日

(
日

)
 
1
6
日

間
1
6

4
0
2

○

4
6

平
成

2
6
年

亜
熱

帯
緑

化
事

例
発

表
会

緑
化

実
例

に
関

す
る

発
表

4
件

、
緑

化
技

術
に

関
す

る
発

表
3
件

の
発

表
が

行
わ

れ
た

。
発

表
会

で
は

審
査

員
5
名

に
よ

る
審

査
を

行
い

、
最

優
秀

賞
1
件

、
優

秀
賞

2
件

を
選

出
し

た
。

ま
た

、
今

年
は

審
査

結
果

が
枯

抗
し

て
い

た
た

め
、

初
め

て
審

査
委

員
特

別
賞

1
件

が
選

出
さ

れ
た

。
発

表
会

終
了

後
に

は
、

参
加

者
全

員
に

感
謝

状
と

記
念

品
を

贈
呈

し
た

。

平
成

2
6
年

9
月

2
6
日

(
金

)
1

1
3
：

0
0
～

1
7
：

1
0

8
4

4
7

第
7
回

ノ
ル

デ
ィ

ッ
ク

フ
ィ

ッ
ト

ネ
ス

フ
ォ

ー
ラ

ム
2
0
1
4
i
n
沖

縄
(
や

ん
ば

る
名

護
)
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ

1
)
実

施
概

要
沖

縄
本

島
北

部
(
や

ん
ば

る
)
の

名
護

市
を

中
心

に
開

催
さ

れ
た

「
健

康
と

観
光

」
を

テ
ー

マ
と

し
た

ノ
ル

デ
ィ

ッ
ク

フ
ォ

ー
ラ

ム
全

国
大

会
の

参
加

者
を

対
象

に
、

海
洋

博
公

園
及

び
備

瀬
区

に
お

い
て

約
5
.
5
k
m
の

ノ
ル

デ
ィ

ッ
ク

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

を
実

施
し

た
。

2
)
コ

ー
ス

設
定

(
約

5
.
5
k
m
)

植
物

園
(
ス

タ
ー

ト
)
→

夕
陽

の
広

場
(
休

憩
)
→

お
花

畑
→

海
岸

遊
歩

道
→

オ
キ

ち
ゃ

ん
劇

場
裏

→
イ

ル
カ

ラ
グ

ー
ン

前
→

ウ
ミ

ガ
メ

館
・

マ
ナ

テ
ィ

ー
館

前
→

ビ
ー

チ
ハ

ウ
ス

(
休

憩
)
→

備
瀬

ゲ
ー

ト
→

備
瀬

福
木

並
木

→
備

瀬
崎

(
ゴ

ー
ル

)

3
)
集

合
・

準
備

運
動

南
ゲ

ー
ト

駐
車

場
に

て
集

合
し

、
植

物
園

ハ
ー

ブ
見

本
区

周
辺

に
て

N
P
O
法

人
日

本
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
フ

ィ
ッ

ト
ネ

ス
協

会
公

認
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
に

よ
る

準
備

運
動

を
十

分
に

行
い

、
道

具
の

安
全

な
使

用
方

法
や

正
し

い
歩

き
方

の
レ

ク
チ

ャ
ー

を
実

施
し

た
。

4
)
歩

行
・

安
全

対
策

先
頭

と
最

後
尾

に
協

会
と

公
園

関
係

者
を

そ
れ

ぞ
れ

配
置

し
、

安
全

確
認

を
行

っ
た

。
歩

行
中

は
2
列

歩
行

を
基

本
と

し
、

オ
キ

ち
ゃ

ん
劇

場
周

辺
等

の
混

雑
エ

リ
ア

で
は

1
列

歩
行

を
行

い
、

車
輪

や
一

般
の

公
園

利
用

者
を

優
先

し
て

実
施

し
た

。

5
)
休

憩
ト

イ
レ

休
憩

、
健

康
管

理
、

記
念

撮
影

、
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
相

談
等

を
目

的
に

、
夕

陽
の

広
場

レ
ス

ト
ハ

ウ
ス

及
び

ビ
ー

チ
ハ

ウ
ス

に
て

休
憩

を
各

5
分

程
度

の
休

憩
を

と
っ

た
。

休
憩

中
は

公
園

の
歴

史
、

公
園

内
施

設
の

特
徴

、
植

物
や

海
洋

生
物

等
の

解
説

を
行

い
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

充
実

を
図

っ
た

。

6
)
ゴ

ー
ル

・
整

理
運

動
・

解
散

備
瀬

崎
に

て
ゴ

ー
ル

後
、

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

に
よ

る
整

理
運

動
を

念
入

り
に

行
い

、
協

会
が

用
意

し
た

バ
ス

で
南

ゲ
ー

ト
駐

車
場

に
戻

っ
た

。
駐

車
場

に
て

ア
ン

ケ
ー

ト
を

行
い

終
了

し
た

。

平
成

2
6
年

1
0
月

2
0
日

(
月

)
1

9
：

4
5
～

1
2
：

0
0

2
4

4
8

海
洋

文
化

館
グ

ラ
ン

ド
オ

ー
プ

ン
1
周

年
記

念
講

演
会

　
「

海
洋

文
化

館
の

4
0
年

、
そ

し
て

未
来

へ
」

海
洋

文
化

館
ブ

ラ
ン

ド
オ

ー
プ

ン
時

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

全
体

の
監

修
に

あ
た

っ
た

南
山

大
学

人
文

学
部

の
後

藤
明

教
授

を
講

師
と

し
て

、
海

洋
文

化
館

の
成

り
立

ち
、

ポ
リ

ネ
シ

ア
に

お
け

る
海

洋
文

化
、

カ
ヌ

ー
の

解
説

、
調

査
期

間
中

に
現

地
へ

赴
い

た
際

の
逸

話
に

つ
い

て
講

演
を

行
う

と
と

も
に

、
海

洋
文

化
館

を
将

来
に

向
け

て
ど

の
よ

う
に

活
用

す
べ

き
か

に
つ

い
て

お
話

を
い

た
だ

い
た

。

①
平

成
2
6
年

1
0
月

2
5
日

(
月

)
②

平
成

2
6
年

1
0
月

2
6
日

(
火

)
　

2
日

間
2

①
1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

②
1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0

 
 
 
1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

7
2

4
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
デ

ン
フ

ァ
レ

で
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

」

1
0
月

1
3
日

～
1
9
日

に
開

催
し

た
「

秋
の

オ
ー

キ
ッ

ド
フ

ェ
ア

」
(
秋

の
県

内
愛

好
家

自
慢

の
ラ

ン
展

、
沖

縄
の

ラ
ン

切
花

展
)
の

関
連

催
事

と
し

て
、

沖
縄

の
ラ

ン
切

り
花

生
産

で
代

表
的

な
デ

ン
フ

ァ
レ

を
材

料
に

、
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

の
体

験
イ

ベ
ン

ト
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
0
月

3
日

(
金

)
～

2
6
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
日

計
1
1
日

間
(
当

初
は

1
3
日

間
、

1
1
日

、
1
2
日

は
台

風
1
9
号

の
た

め
、

休
園

、
休

館
)

1
1

1
3
：

0
0
～

1
6
：

0
0

3
1
4

○

5
0

沖
縄

の
ラ

ン
切

花
展

沖
縄

県
内

で
生

産
さ

れ
た

ラ
ン

切
花

4
属

2
3
品

種
5
2
点

を
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

切
花

の
魅

力
、

品
種

紹
介

、
花

の
見

方
等

の
解

説
及

び
県

内
切

花
生

産
者

の
紹

介
を

行
っ

た
。

会
場

内
に

は
各

種
切

花
を

素
材

に
ブ

ー
ケ

1
2
基

に
加

え
ウ

ェ
デ

ィ
ン

グ
ド

レ
ス

と
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
シ

ャ
ワ

ー
を

組
合

せ
た

記
念

撮
影

コ
ー

ナ
ー

を
設

置
し

た
。

ま
た

、
期

間
中

毎
日

先
着

5
0
名

に
デ

ン
フ

ァ
レ

、
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
等

の
ラ

ン
切

花
プ

レ
ゼ

ン
ト

も
実

施
し

た
。

参
加

者
へ

ア
ン

ケ
ー

ト
を

兼
ね

た
人

気
投

票
を

行
っ

た
結

果
、

一
位

は
「

デ
ン

フ
ァ

レ
リ

リ
ア

ン
」

、
二

位
は

「
デ

ン
フ

ァ
レ

ル
ー

シ
ー

ピ
ン

ク
」

、
三

位
に

は
「

デ
ン

フ
ァ

レ
サ

ク
ラ

ピ
ン

ク
」

の
順

と
な

っ
た

。
今

後
、

投
票

投
医

者
か

ら
抽

選
で

1
0
名

の
方

に
切

花
1
箱

(
1
0
本

入
り

)
の

プ
レ

ゼ
ン

ト
を

予
定

し
て

い
る

。
今

回
、

県
内

で
は

ラ
ン

類
の

他
に

、
生

産
量

が
全

国
で

最
も

高
く

、
他

の
地

域
で

は
馴

染
み

の
少

な
い

ス
ト

レ
リ

チ
ア

や
ヘ

リ
コ

ニ
ア

等
の

熱
帯

花
卉

切
花

5
属

2
3
品

種
3
0
点

を
併

せ
て

展
示

し
、

品
種

及
び

花
卉

切
花

生
産

者
の

紹
介

を
行

っ
た

。
さ

ら
に

、
5
作

品
の

い
け

ば
な

展
示

を
行

い
、

熱
帯

花
卉

切
花

の
活

用
事

例
を

紹
介

し
た

。
参

加
者

数
(
期

間
中

の
入

館
者

数
)

H
2
6
　

3
,
0
8
9
名

　
※

前
年

度
同

期
間

　
5
,
2
9
8
人

※
1
0
月

1
9
日

(
日

)
秋

の
都

市
緑

化
運

動
　

ち
な

み
に

無
料

入
館

。

平
成

2
6
年

1
0
月

1
3
日

(
月

)
～

1
0
月

1
9
日

(
日

)
 
7
日

間
(
※

当
初

は
9
日

間
、

1
0
月

1
1
日

、
1
2
日

は
台

風
の

為
、

休
園

・
休

館
)

7
3
,
0
8
9

5
1

秋
の

県
内

愛
好

家
自

慢
の

ラ
ン

展

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

　
ラ

ン
展

示
室

に
お

い
て

、
県

内
愛

好
家

等
か

ら
出

展
し

て
も

ら
っ

た
ラ

ン
の

鉢
物

を
約

1
2
0
鉢

(
約

1
1
0
種

・
品

種
)
展

示
し

た
。

出
展

し
て

も
ら

っ
た

方
達

の
所

属
す

る
愛

好
団

体
を

は
じ

め
、

県
内

各
地

に
あ

る
ラ

ン
愛

好
団

体
の

紹
介

、
出

展
株

を
対

象
と

し
た

人
気

投
票

、
ま

た
、

期
間

中
の

土
日

(
1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0
)
に

は
展

示
会

場
内

を
案

内
す

る
サ

イ
ト

ツ
ア

ー
も

行
っ

た
。

今
回

初
め

て
の

試
み

と
し

て
、

出
展

蘭
を

各
属

に
分

け
て

展
示

し
、

主
な

属
に

つ
い

て
は

説
明

パ
ネ

ル
も

設
置

し
た

。

平
成

2
6
年

1
0
月

1
3
日

(
月

)
～

1
0
月

1
9
日

(
日

)
 
7
日

間
(
※

当
初

は
9
日

間
、

1
0
月

1
1
日

、
1
2
日

は
台

風
の

為
、

休
園

・
休

館
)

7
8
：

3
0
～

1
7
：

3
0

3
,
0
8
9

5
2

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
　

葉
っ

ぱ
で

し
お

り
を

作
ろ

う
等

植
物

の
押

し
葉

を
使

っ
て

し
お

り
を

作
っ

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

(
水

)
～

1
0
月

3
1
日

(
金

)
3
1

開
館

時
間

内
3
3
7

○

 
別紙-351



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

5
3

グ
ラ

ウ
ン

ド
・

ゴ
ル

フ
大

会

植
物

園
内

の
緑

に
囲

ま
れ

た
グ

ラ
ウ

ン
ド

・
ゴ

ル
フ

コ
ー

ス
を

回
る

こ
と

に
よ

り
植

物
に

親
し

ん
で

も
ら

い
、

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
の

利
用

促
進

を
図

っ
た

。
ま

た
、

得
点

を
競

っ
て

も
ら

い
チ

ー
ム

内
優

勝
者

に
は

植
物

園
の

オ
リ

ジ
ナ

ル
ス

ト
ラ

ッ
プ

を
贈

呈
し

、
開

催
期

間
中

の
成

績
上

位
者

(
ロ

ン
グ

コ
ー

ス
及

び
シ

ョ
ー

ト
コ

ー
ス

各
5
名

)
に

つ
い

て
は

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
横

に
設

置
し

た
ボ

ー
ド

へ
、

リ
ア

ル
タ

イ
ム

に
ラ

ン
キ

ン
グ

を
更

新
し

名
前

を
提

示
し

た
。

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

(
水

)
～

1
0
月

3
1
日

(
金

)
実

施
日

数
2
6
日

間
(
当

初
予

定
は

3
1
日

間
、

台
風

の
た

め
休

園
2
日

間
、

強
風

の
た

め
利

用
中

止
3
日

間
)

3
1

4
1
6

5
4

秋
の

都
市

緑
化

月
間

「
苗

木
の

無
料

配
布

」
熱

帯
・

亜
熱

帯
性

の
低

木
や

多
年

草
、

観
賞

用
等

の
苗

木
で

、
栽

培
が

容
易

で
あ

り
緑

化
に

活
用

し
や

す
い

種
類

(
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
、

ヤ
コ

ウ
カ

、
ホ

シ
ソ

ケ
イ

、
ア

サ
バ

ソ
ウ

な
ど

)
を

1
名

に
つ

き
1
鉢

を
配

布
し

た
。

①
平

成
2
6
年

1
0
月

1
日

(
水

)
～

3
1
日

(
金

)
2
9
日

間
(
当

初
は

3
1
日

間
)
熱

帯
・

亜
熱

帯
都

市
緑

化
植

物
園

②
平

成
2
6
年

1
0
月

1
9
日

(
日

)
～

2
5
日

(
土

)
 
7
日

間
(
当

初
は

1
2
日

と
1
9
日

の
2
日

間
)
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
※

1
1
日

、
1
2
日

は
台

風
1
9
号

の
影

響
に

よ
り

休
園

2
9

①
8
：

3
0
～

②
1
9
日

　
1
3
：

3
0
～

1
6
：

4
5

2
0
日

以
降

　
8
：

3
0
～

2
,
3
5
8

5
5

ラ
ン

類
に

関
す

る
講

習
会

沖
縄

県
で

は
未

だ
普

及
し

て
い

な
い

が
、

沖
縄

の
環

境
に

適
し

た
栽

培
し

や
す

い
ラ

ン
が

た
く

さ
ん

存
在

す
る

。
本

講
演

会
で

は
、

「
ま

だ
ま

だ
あ

る
！

沖
縄

で
育

つ
世

界
の

ラ
ン

」
を

テ
ー

マ
に

、
緑

化
に

従
事

す
る

行
政

、
造

園
業

、
ラ

ン
愛

好
家

及
び

一
般

の
方

々
を

対
象

に
、

沖
縄

で
栽

培
し

や
す

い
ラ

ン
に

つ
い

て
写

真
や

一
部

実
物

を
用

意
し

紹
介

し
た

。
ま

た
、

実
施

に
当

た
っ

て
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
て

同
時

期
開

催
予

定
の

「
秋

の
県

内
愛

好
家

自
慢

の
蘭

展
」

や
「

沖
縄

の
ラ

ン
切

花
展

」
と

の
連

携
を

図
り

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
の

誘
客

促
進

へ
繋

げ
た

。

平
成

2
6
年

1
0
月

1
7
日

(
金

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

1
5

7
4

5
6

沖
縄

の
樹

木
剪

定
講

習
会

沖
縄

で
植

栽
さ

れ
て

い
る

樹
木

の
基

礎
的

な
知

識
及

び
剪

定
方

法
・

樹
形

の
作

り
方

を
解

説
し

て
頂

き
、

屋
外

(
バ

ン
コ

の
森

)
に

お
い

て
は

ガ
ジ

ュ
マ

ル
、

生
垣

の
実

技
指

導
に

よ
る

基
本

か
ら

応
用

に
わ

た
る

剪
定

方
法

(
枝

抜
剪

定
・

切
詰

剪
定

・
刈

込
剪

定
等

)
を

実
演

し
て

頂
い

た
。

平
成

2
6
年

1
0
月

2
4
日

(
金

)
1

1
3
：

3
0
～

1
6
：

3
0

7
7

5
7

オ
ー

タ
ム

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
2
0
1
4

(
1
)
オ

セ
ア

ニ
ア

の
衣

装
試

着
体

験
(
2
)
キ

ジ
ム

ナ
ー

を
探

せ
！

！
(
3
)
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

　
　

　
1
1
月

2
2
日

(
土

)
：

烈
車

戦
隊

ト
ッ

キ
ュ

ウ
ジ

ャ
ー

シ
ョ

ー
　

　
　

1
1
月

2
3
日

(
日

)
：

ハ
ピ

ネ
ス

チ
ャ

ー
ジ

！
プ

リ
キ

ュ
ア

シ
ョ

ー
　

　
　

1
1
月

2
4
日

(
月

)
：

そ
れ

い
け

！
ア

ン
パ

ン
マ

ン
シ

ョ
ー

(
4
)
第

二
回

や
ん

ば
る

グ
ル

メ
コ

ン
ク

ー
ル

平
成

2
6
年

1
1
月

2
2
日

(
土

)
～

1
1
月

2
4
日

(
月

・
祝

)
3

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

5
5
,
1
9
0

5
8

コ
ス

プ
レ

撮
影

会
ツ

ア
ー

主
催

者
が

参
加

者
を

撮
影

旅
行

と
し

て
募

集
し

、
コ

ス
プ

レ
撮

影
及

び
観

光
の

企
画

を
行

い
、

海
洋

博
公

園
管

理
セ

ン
タ

ー
が

受
け

入
れ

、
現

場
管

理
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
1
月

2
5
日

(
火

)
1

1
0
：

3
0
～

1
2
：

4
0

1
2

5
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
葉

っ
ぱ

で
必

勝
！

合
格

祈
願

お
守

り
作

り
」

イ
ン

ド
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

は
、

そ
の

木
の

下
で

釈
迦

が
悟

り
を

ひ
ら

い
た

こ
と

か
ら

、
仏

教
の

三
大

聖
木

の
一

つ
と

さ
れ

、
と

て
も

縁
起

の
良

い
木

と
し

て
知

ら
れ

て
い

る
。

本
格

的
な

受
験

シ
ー

ズ
ン

が
到

来
す

る
前

に
イ

ン
ド

ボ
ダ

イ
ジ

ュ
の

葉
を

用
い

て
合

格
祈

願
の

お
守

り
を

作
成

し
た

。

平
成

2
6
年

1
0
月

3
1
日

(
金

)
～

1
1
月

3
0
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
　

計
1
7
日

間
1
7

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

2
9
1

○

6
0

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

木
の

実
で

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」

最
初

に
、

材
料

と
な

る
木

の
実

や
種

子
の

紹
介

、
作

製
の

手
順

と
注

意
事

項
を

説
明

し
た

。
次

に
参

加
者

に
ス

ト
ラ

ッ
プ

、
ブ

ロ
ー

チ
な

ど
の

見
本

の
中

か
ら

作
り

た
い

ア
ク

セ
サ

リ
ー

を
選

ん
で

も
ら

い
、

そ
れ

ぞ
れ

が
見

本
に

し
な

が
ら

も
自

身
の

ア
イ

デ
ィ

ア
を

取
り

入
れ

て
作

製
し

た
。

平
成

2
6
年

1
1
月

8
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

3
2

6
1

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

植
物

の
型

押
し

染
め

」
最

初
に

、
材

料
と

な
る

植
物

の
種

類
と

そ
れ

ら
の

断
面

に
つ

い
て

紹
介

し
、

次
に

作
品

を
紹

介
し

な
が

ら
作

製
の

手
順

と
注

意
事

項
を

説
明

し
た

。
そ

の
後

、
参

加
者

そ
れ

ぞ
れ

が
自

由
に

作
品

を
作

製
し

た
。

平
成

2
6
年

1
1
月

2
2
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

3
5

6
2

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
リ

ア
展

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
の

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
を

複
数

(
1
0
点

)
設

置
す

る
他

、
原

種
や

八
重

咲
き

、
咲

き
分

け
と

い
っ

た
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

の
品

種
の

特
徴

を
解

説
パ

ネ
ル

で
紹

介
す

る
な

ど
、

5
0
種

約
4
0
0
株

を
展

示
し

た
。

ま
た

、
関

連
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

乾
燥

し
た

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
の

花
び

ら
を

使
用

し
た

し
お

り
作

り
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
1
月

2
2
日

(
土

)
～

1
1
月

3
0
日

(
日

)
 
9
日

間
9

2
,
5
4
9

6
3

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

を
作

ろ
う

」
公

園
内

か
ら

採
取

し
た

し
た

マ
ツ

ボ
ッ

ク
リ

を
使

用
し

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

を
制

作
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

(
土

)
～

1
1
月

3
0
日

(
日

)
3
0

開
館

時
間

内
1
,
0
6
8

○

6
4

繊
維

・
染

料
植

物
展

一
般

の
方

を
対

象
に

、
繊

維
や

染
料

の
素

材
と

な
る

植
物

を
紹

介
し

、
そ

の
利

用
方

法
の

解
説

パ
ネ

ル
、

製
品

や
伝

統
工

芸
品

等
を

展
示

し
て

人
々

の
生

活
と

有
用

資
源

植
物

の
か

か
わ

り
に

つ
い

て
学

べ
る

内
容

と
し

た
。

ま
た

、
沖

縄
の

「
イ

ト
バ

シ
ョ

ウ
」

や
「

リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

ア
イ

」
に

ス
ポ

ッ
ト

を
あ

て
る

と
と

も
に

、
公

園
内

の
お

き
な

わ
郷

土
村

に
植

栽
さ

れ
て

い
る

イ
ネ

や
ゲ

ッ
ト

ウ
等

を
活

用
し

た
ク

ラ
フ

ト
作

り
体

験
を

実
施

し
た

。
展

示
で

は
イ

ト
バ

シ
ョ

ウ
や

カ
ラ

ム
シ

等
1
5
種

の
繊

維
植

物
を

素
材

と
し

た
1
3
1
点

の
繊

維
製

品
や

伝
統

工
芸

品
の

展
示

、
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
ア

イ
、

フ
ク

ギ
等

3
0
種

の
染

料
植

物
を

素
材

と
し

た
2
2
7
点

の
布

や
標

本
等

を
展

示
し

、
植

物
か

ら
繊

維
や

染
料

に
な

る
ま

で
の

過
程

も
丁

寧
に

解
説

し
た

。

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

(
土

)
～

1
1
月

3
0
日

(
日

)
　

3
0
日

間
3
0

2
,
8
4
9

6
5

伝
統

野
菜

を
使

っ
た

料
理

教
室

は
じ

め
に

伝
統

野
菜

の
概

要
と

サ
ク

ナ
(
ボ

タ
ン

ボ
ウ

フ
ウ

)
の

栄
養

成
分

や
利

用
方

法
に

つ
い

て
講

義
し

、
次

に
ハ

ー
ブ

園
で

サ
ク

ナ
に

つ
い

て
紹

介
し

た
。

そ
の

後
、

サ
ク

ナ
で

ス
ム

ー
ジ

ー
や

ス
コ

ー
ン

の
調

理
を

行
い

、
解

説
を

交
え

な
が

ら
実

演
し

て
頂

い
た

。
講

師
：

伊
是

名
カ

エ
(
ヘ

ル
ス

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

カ
エ

代
表

　
管

理
栄

養
士

　
健

康
運

動
指

導
士

)

平
成

2
6
年

1
1
月

3
0
日

(
日

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

4
0

2
5

6
6

平
成

2
6
年

度
海

洋
博

公
園

冬
期

催
事

「
海

洋
博

公
園

ウ
ィ

ン
タ

ー
フ

ァ
ン

タ
ジ

ー
2
0
1
4
」

1
)
イ

ル
ミ

ネ
ー

シ
ョ

ン
　

1
1
月

1
5
日

(
土

)
～

1
2
月

2
8
日

(
日

)
1
8
：

0
0
～

2
1
：

0
0

2
)
ク

リ
ス

マ
ス

・
ナ

イ
ト

ス
テ

ー
ジ

　
1
2
月

2
0
日

(
土

)
～

2
1
日

(
日

)
1
8
：

3
0
～

2
0
：

0
0

3
)
プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

特
別

番
組

上
映

「
ス

タ
ー

リ
ー

テ
イ

ル
ズ

」
　

1
1
月

1
5
日

(
土

)
～

1
2
月

2
8
日

(
日

)
①

1
7
：

1
5
～

　
②

1
8
：

0
0
～

　
③

1
8
：

4
5
～

　
④

1
9
：

3
0
～

4
)
園

内
B
G
M
の

変
更

　
1
1
月

1
5
日

(
土

)
～

1
2
月

2
8
日

(
日

)
　

1
8
：

0
0
～

2
1
：

0
0

平
成

2
6
年

1
1
月

1
5
日

(
土

)
～

1
2
月

2
8
日

(
日

)
※

内
2
日

間
は

休
園

日
4
2

1
8
：

0
0
～

2
1
：

0
0

6
5
,
5
5
4

6
7

鬼
餅

作
り

体
験

沖
縄

の
歴

史
文

化
に

触
れ

る
体

験
と

し
て

「
鬼

餅
作

り
体

験
」

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
お

き
な

わ
郷

土
村

の
利

用
促

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
実

施
し

た
。

平
成

2
6
年

1
2
月

1
3
日

(
土

)
～

1
4
日

(
日

)
2

1
2
：

0
0
～

1
7
：

0
0

1
,
1
1
5

△

6
8

平
成

2
6
年

度
冬

期
海

洋
文

化
館

利
用

促
進

イ
ベ

ン
ト

「
星

砂
と

琉
球

ガ
ラ

ス
の

ジ
ェ

ル
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

」
海

洋
文

化
に

関
連

す
る

星
砂

と
沖

縄
の

文
化

で
あ

る
琉

球
ガ

ラ
ス

に
加

え
、

ク
リ

ス
マ

ス
が

近
い

こ
と

か
ら

ク
リ

ス
マ

ス
ア

イ
テ

ム
を

用
い

た
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
を

実
施

し
た

。
平

成
2
6
年

1
2
月

2
0
日

(
土

)
～

2
1
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

4
7
2

6
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

で
”

香
る

”
ク

リ
ス

マ
ス

リ
ー

ス
作

り
」

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
は

、
バ

ニ
ラ

を
年

間
植

栽
展

示
し

て
お

り
、

春
に

は
花

が
咲

き
、

冬
に

は
そ

の
実

が
つ

い
て

い
る

様
子

も
観

察
で

き
る

。
今

回
は

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
ら

し
い

ク
ラ

フ
ト

と
し

て
、

「
バ

ニ
ラ

」
を

材
料

の
一

つ
と

し
て

用
い

、
ク

リ
ス

マ
ス

リ
ー

ス
作

り
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
2
月

5
日

(
金

)
～

2
3
日

(
火

・
祝

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
　

計
1
0
日

間
(
当

初
設

定
日

時
は

、
上

記
期

間
中

の
金

・
土

・
日

・
祝

 
1
3
:
3
0
～

1
6
:
0
0
、

計
1
0
日

間
)

1
1

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

受
入

追
加

時
間

：
1
2

月
1
2
日

(
金

)
 
1
0
：

0
0

～
1
2
：

0
0

4
1
2

○

7
0

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

こ
ど

も
凧

～
カ

ー
ブ

ヤ
ー

を
つ

く
ろ

う
～

」

最
初

に
、

こ
ど

も
凧

「
カ

ー
ブ

ヤ
ー

」
の

紹
介

と
材

料
、

作
製

手
順

を
説

明
し

、
次

に
作

製
の

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

。
そ

の
後

、
参

加
者

各
々

が
好

き
な

凧
絵

を
選

び
、

実
際

に
凧

を
作

製
し

た
。

作
製

後
に

は
希

望
者

を
対

象
に

凧
揚

げ
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

1
2
月

2
1
日

(
日

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

4
0

3
6
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

7
1

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
　

お
正

月
飾

り
を

作
ろ

う
等

公
園

内
か

ら
採

取
し

た
松

ぼ
っ

く
り

や
稲

わ
ら

を
利

用
し

お
正

月
飾

り
を

制
作

し
て

も
ら

っ
た

。
平

成
2
6
年

1
2
月

1
日

(
月

)
～

1
2
月

3
1
日

(
水

)
3
1

開
館

時
間

内
6
8
5

○

7
2

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

の
鉢

植
え

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

植
え

付
け

作
業

の
前

に
、

職
員

に
よ

る
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

特
性

や
品

種
の

紹
介

、
球

根
の

形
か

ら
葉

の
出

る
方

向
を

説
明

し
、

植
え

付
け

る
際

の
球

根
の

向
き

や
手

順
の

ポ
イ

ン
ト

な
ど

を
レ

ク
チ

ャ
ー

し
た

。
そ

の
後

、
参

加
者

に
よ

り
、

1
月

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

開
催

さ
れ

る
「

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア
」

で
の

展
示

用
と

し
て

、
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

球
根

の
鉢

植
え

を
実

施
し

、
沖

縄
の

花
・

緑
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

方
に

も
指

導
補

助
で

参
加

い
た

だ
い

た
。

【
1
回

目
】

平
成

2
6
年

1
2
月

1
4
日

(
日

)
【

2
回

目
】

平
成

2
6
年

1
2
月

2
1
日

(
日

)
2

【
1
回

目
】

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

【
2
回

目
】

1
3
：

3
0
～

1
5
：

4
5

4
6

○

7
3

平
成

2
6
年

度
正

月
催

事
信

州
果

報
で

ー
び

る

(
1
)
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
(
ゆ

が
ふ

ス
テ

ー
ジ

、
ジ

バ
ニ

ャ
ン

バ
ラ

エ
テ

ィ
ー

シ
ョ

ー
)

(
2
)
餅

つ
き

体
験

・
餅

の
振

る
舞

い
(
3
)
琉

装
体

験
(
4
)
正

月
つ

る
し

飾
り

(
5
)
海

洋
文

化
館

ナ
ゾ

ト
キ

探
検

(
6
)
正

月
緑

日
(
7
)
ラ

ジ
オ

番
組

出
張

生
放

送

平
成

2
7
年

1
月

1
日

(
木

・
祝

)
～

1
月

4
日

(
日

)
4

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

※
1
/
1
の

み
 
9
：

3
0
～

2
3
,
9
8
5

7
4

第
3
6
回

海
洋

博
公

園
全

国
ト

リ
ム

マ
ラ

ソ
ン

大
会

　
①

開
会

式
　

②
備

瀬
福

木
並

木
コ

ー
ス

(
約

1
0
.
0
k
m
)
9
:
3
0
ス

タ
ー

ト
　

③
フ

ラ
ワ

ー
ガ

ー
デ

ン
コ

ー
ス

(
約

6
.
0
k
m
)
1
0
:
0
0
ス

タ
ー

ト
　

④
フ

ァ
ミ

リ
ー

エ
ン

ジ
ョ

イ
公

園
コ

ー
ス

(
約

3
.
5
k
m
)
1
0
:
3
0
ス

タ
ー

ト
　

⑤
表

彰
式

、
閉

会
式

、
お

楽
し

み
抽

選
会

平
成

2
7
年

1
月

1
8
日

(
日

)
1

9
：

0
0
～

1
3
：

3
0

※
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

引
換

え
は

、
7
時

よ
り

開
始

4
,
6
8
1

7
5

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

展

今
回

は
、

色
鮮

や
か

で
大

型
の

花
を

咲
か

れ
る

ハ
ワ

イ
ア

ン
タ

イ
プ

の
株

を
中

心
に

展
示

し
た

後
、

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

を
利

用
し

た
加

工
品

や
解

説
パ

ネ
ル

に
よ

る
タ

イ
プ

の
説

明
、

栽
培

管
理

、
増

殖
方

法
な

ど
に

つ
い

て
も

紹
介

し
た

。
ま

た
、

苗
木

の
無

料
配

布
や

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

を
使

っ
た

押
花

体
験

教
室

を
実

施
し

た
。

平
成

2
6
年

1
2
月

2
0
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

1
月

1
2
日

(
月

・
祝

)
2
4

8
,
7
4
9

7
6

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア
南

中
庭

を
メ

イ
ン

に
露

地
植

え
の

デ
ザ

イ
ン

花
壇

を
設

け
た

他
、

回
廊

棟
や

北
中

庭
に

も
展

示
場

所
を

増
や

し
、

色
や

花
の

形
な

ど
、

多
種

多
様

な
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
5
0
品

種
、

約
8
0
,
0
0
0
球

を
展

示
し

た
。

ま
た

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
が

植
え

付
け

を
行

っ
た

プ
ラ

ン
タ

ー
も

会
場

内
に

展
示

し
た

。
平

成
2
7
年

1
月

1
7
日

(
土

)
～

1
月

2
5
日

(
日

)
 
9
日

間
9

6
,
4
1
9

7
7

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「

オ
リ

ジ
ナ

ル
カ

レ
ン

ダ
ー

作
り

」
公

園
内

か
ら

採
取

し
た

木
の

葉
や

押
し

花
を

使
用

し
カ

レ
ン

ダ
ー

を
制

作
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
7
年

1
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
7
年

1
月

3
1
日

(
土

)
3
1

開
館

時
間

内
4
9
4

○

7
8

カ
ン

ヒ
ザ

ク
ラ

に
関

す
る

講
演

会

サ
ク

ラ
分

類
及

び
園

芸
学

の
研

究
家

、
富

山
県

中
央

植
物

園
の

大
原

隆
明

氏
を

お
招

き
し

て
講

演
会

を
開

催
し

た
。

今
回

の
講

演
会

で
は

、
カ

ン
ヒ

ザ
ク

ラ
や

リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

カ
ン

ヒ
ザ

ク
ラ

の
系

統
分

類
や

分
布

、
形

態
な

ど
の

基
礎

知
識

を
は

じ
め

、
園

芸
的

な
利

用
価

値
、

栽
培

管
理

の
方

法
、

行
政

や
地

域
、

学
校

の
取

り
組

み
事

例
な

ど
に

つ
い

て
紹

介
し

て
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
7
年

1
月

3
0
日

(
金

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

1
1
7

7
9

「
第

1
0
回

美
ら

海
花

ま
つ

り
」

1
.
園

内
装

飾
　

平
成

2
7
年

1
月

1
7
日

(
土

)
～

2
月

2
2
日

(
日

)
2
.
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
フ

ラ
ワ

ー
ス

テ
ー

ジ
(
平

成
2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
、

3
1
日

(
土

)
～

2
月

1
日

(
日

)
、

　
　

　
2
1
日

(
土

)
～

2
2
日

(
日

)
　

6
日

間
)
①

1
1
：

3
0
～

1
2
：

3
0
　

②
1
3
：

0
0
～

1
4
：

3
0

　
2
)
「

沖
縄

B
O
N
」

中
継

生
放

送
(
平

成
2
7
年

2
月

7
日

(
土

)
1
2
：

0
0
～

1
2
：

5
4
)

　
3
)
”

花
”

の
大

道
芸

人
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

(
平

成
2
7
年

2
月

7
日

～
8
日

(
日

)
、

1
1
日

(
水

・
祝

)
、

　
　

　
1
4
日

(
土

)
～

1
5
日

(
日

)
　

5
日

間
)

　
　

　
①

1
0
：

0
0
～

1
0
：

3
0
　

②
1
3
：

0
0
～

1
3
：

3
0
　

③
1
5
：

0
0
～

1
5
：

3
0

3
.
に

ぎ
わ

い
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
花

の
香

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

(
平

成
2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
、

3
1
日

(
土

)
～

2
月

1
日

(
日

)
、

　
　

　
7
日

(
土

)
～

8
日

(
日

)
、

1
1
日

(
水

・
祝

)
、

1
4
日

(
土

)
～

1
5
日

(
日

)
、

2
1
日

(
土

)
～

2
2
日

(
日

)
　

　
　

1
1
日

間
)
1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

　
2
)
国

営
沖

縄
記

念
公

園
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

(
平

成
2
7
年

2
月

7
日

(
土

)
～

2
月

1
5
日

(
日

)
9
日

間
)
9
：

0
0
～

1
7
：

0
0

4
.
参

加
・

体
験

型
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
フ

ラ
ワ

ー
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
(
平

成
2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
、

3
1
日

(
土

)
～

2
月

1
日

(
日

)
、

　
　

　
7
日

(
土

)
～

8
日

(
日

)
、

1
1
日

(
水

・
祝

)
、

1
4
日

(
土

)
～

1
5
日

(
日

)
、

2
1
日

(
土

)
～

2
2
日

(
日

)
　

　
　

1
1
日

間
)
1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

　
2
)
植

物
の

型
押

し
染

め
(
平

成
2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
、

3
1
日

(
土

)
～

2
月

1
日

(
日

)
4
日

間
)

　
　

　
1
0
:
0
0
～

1
6
:
0
0

　
3
)
ハ

ン
ギ

ン
グ

バ
ス

ケ
ッ

ト
作

り
(
平

成
2
7
年

2
月

2
1
日

(
土

)
～

2
2
日

(
日

)
2
日

間
)
1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

平
成

2
7
年

1
月

1
7
日

(
土

)
～

2
月

2
2
日

(
日

)
3
7

1
5
,
9
3
6

8
0

黒
糖

作
り

体
験

お
き

な
わ

郷
土

村
馬

場
に

お
い

て
、

サ
ト

ウ
キ

ビ
に

つ
い

て
の

解
説

を
受

け
、

葉
の

切
り

落
と

し
作

業
を

し
、

砂
糖

車
を

廻
し

て
サ

ト
ウ

キ
ビ

を
絞

っ
た

。
絞

り
汁

を
濾

し
、

か
く

は
ん

し
な

が
ら

鍋
で

煮
詰

め
て

黒
糖

を
作

り
上

げ
た

。
ま

た
、

1
日

2
回

噴
水

広
場

で
作

っ
た

黒
糖

の
振

る
舞

い
を

行
っ

た
。

※
煮

詰
め

て
い

る
時

間
は

公
園

内
で

開
催

し
て

い
る

イ
ベ

ン
ト

を
紹

介
し

た
。

平
成

2
7
年

2
月

1
4
日

(
土

)
～

1
5
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
5
：

0
0

2
,
7
2
4

△

8
1

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

す
す

き
の

ほ
う

き
を

つ
く

ろ
う

」
最

初
に

、
材

料
と

な
る

ス
ス

キ
や

作
品

を
紹

介
し

、
次

に
作

製
の

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

。
そ

の
後

、
参

加
者

各
々

が
ス

ス
キ

の
ほ

う
き

を
作

製
し

た
。

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

2
6

8
2

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
ハ

ー
ト

フ
ル

メ
ッ

セ
ー

ジ
を

あ
な

た
に

！
」

今
回

の
体

験
イ

ベ
ン

ト
は

、
2
月

7
日

か
ら

開
催

さ
れ

る
沖

縄
国

際
洋

蘭
博

覧
会

の
プ

レ
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

位
置

づ
け

、
家

族
や

大
切

な
人

達
へ

感
謝

を
伝

え
る

手
作

り
の

メ
ッ

セ
ー

ジ
カ

ー
ド

を
作

成
し

、
”

愛
”

や
”

感
謝

”
の

内
容

を
書

い
て

も
ら

っ
た

。
ま

た
、

カ
ー

ド
と

併
せ

て
ハ

ー
ト

型
の

キ
ャ

ン
ド

ル
も

制
作

し
、

記
念

に
持

ち
帰

っ
て

も
ら

っ
た

。
書

い
て

頂
い

た
メ

ッ
セ

ー
ジ

は
、

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会
の

期
間

中
、

夕
陽

の
広

場
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
の

「
愛

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

」
の

コ
ー

ナ
ー

で
展

示
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

1
月

1
日

(
木

・
祝

)
～

2
月

1
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
　

計
1
7
日

間
1
7

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

7
9
9

 
別紙-353



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

8
3

平
成

2
6
年

度
　

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会

国
外

5
ヵ

国
・

1
地

域
か

ら
参

加
が

あ
り

、
2
7
,
3
5
3
点

に
及

ぶ
ラ

ン
が

会
場

内
に

彩
ら

れ
た

。
国

内
外

か
ら

招
待

し
た

4
3
人

の
審

査
員

に
よ

り
最

優
秀

賞
の

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会
大

賞
(
内

閣
総

理
大

臣
賞

)
を

は
じ

め
各

賞
を

選
定

し
展

示
し

た
。

イ
ベ

ン
ト

で
は

幅
広

い
年

代
の

方
々

に
楽

し
ん

で
頂

け
る

よ
う

に
テ

ー
マ

を
「

バ
レ

ン
タ

イ
ン

・
オ

ー
キ

ッ
ド

～
花

と
愛

を
あ

な
た

に
～

」
と

し
、

「
ラ

ン
の

花
迷

路
」

「
愛

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

」
　

「
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

」
　

等
の

テ
ー

マ
展

示
の

他
、

｢
ラ

ン
の

栽
培

教
室

」
「

ラ
ン

を
使

っ
た

大
使

夫
人

に
よ

る
テ

ー
ブ

ル
ア

レ
ン

ジ
メ

ン
ト

」
　

「
オ

ー
キ

ッ
ド

ブ
ラ

イ
ダ

ル
」

等
を

継
続

し
、

新
た

に
地

域
と

連
携

し
た

　
「

や
ん

ば
る

情
報

発
信

」
　

や
　

「
ナ

ゾ
ト

キ
ア

ド
ベ

ン
チ

ャ
ー

i
n
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
v
o
1
2
」

　
「

花
の

大
道

芸
人

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
＆

ス
テ

ー
ジ

イ
ベ

ン
ト

」
　

「
ウ

ェ
ル

カ
ム

バ
ー

ド
」

　
等

を
行

い
、

内
容

の
充

実
を

図
っ

た
。

夕
陽

の
広

場
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
で

　
「

コ
サ

ー
ジ

ュ
教

室
」

　
「

ミ
ニ

い
け

ば
な

教
室

」
　

「
愛

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

」
　

等
を

行
い

、
熱

帯
・

亜
熱

帯
都

市
緑

化
植

物
園

で
は

　
「

ラ
ン

に
関

す
る

講
演

会
」

　
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

2
月

7
日

(
土

)
～

2
月

1
5
日

(
日

)
の

9
日

間
9

3
1
,
3
2
9

8
4

植
物

素
材

の
日

用
品

展

「
ア

ダ
ン

」
　

や
　

「
ビ

ロ
ウ

」
　

に
ス

ポ
ッ

ト
を

あ
て

、
ア

ダ
ン

の
葉

の
か

ば
ん

や
マ

ッ
ト

、
ビ

ロ
ウ

の
葉

の
う

ち
わ

や
ク

バ
笠

等
の

展
示

を
行

い
、

身
近

な
植

物
が

様
々

な
用

途
と

し
て

利
用

さ
れ

て
き

た
こ

と
の

紹
介

の
他

、
ア

ダ
ン

葉
帽

子
の

作
り

方
、

チ
ガ

ヤ
と

ク
ロ

ツ
グ

を
利

用
し

た
円

座
の

作
り

方
等

伝
統

的
な

日
用

品
の

作
り

方
の

解
説

パ
ネ

ル
も

展
示

し
た

。
ま

た
土

曜
、

日
曜

日
に

は
ア

ダ
ン

の
葉

を
使

っ
て

コ
ー

ス
タ

ー
作

り
体

験
の

実
地

の
他

、
展

示
で

は
ア

ダ
ン

や
ゲ

ッ
ト

ウ
等

1
6
種

の
植

物
を

素
材

と
し

た
9
4
点

の
植

物
素

材
の

日
用

品
を

展
示

し
た

。

平
成

2
7
年

1
月

1
日

(
木

)
～

2
月

1
日

(
日

)
　

3
2
日

間
3
2

2
,
6
4
7

8
5

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「

木
の

実
で

ひ
な

飾
り

を
作

ろ
う

」
公

園
内

か
ら

採
取

し
た

マ
ツ

ボ
ッ

ク
リ

や
押

し
葉

を
使

用
し

、
ひ

な
飾

り
を

制
作

し
て

も
ら

っ
た

。
平

成
2
7
年

2
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

(
土

)
2
8

開
館

時
間

内
4
1
8

○

8
6

ラ
ン

に
関

す
る

講
習

会

　
「

唇
弁

の
大

き
な

コ
チ

ョ
ウ

ラ
ン

の
発

見
と

発
展

」
講

師
：

D
r
.
W
e
n
 
H
u
e
i
 
C
h
e
n
(
ウ

ェ
ン

　
フ

ィ
　

チ
ン

)
氏

台
湾

国
立

成
功

大
学

　
生

命
科

学
学

部
　

ラ
ン

研
究

開
発

セ
ン

タ
ー

　
主

任
研

究
員

　
「

パ
フ

ィ
オ

ペ
デ

ィ
ル

ム
原

種
の

マ
イ

ク
ロ

プ
ロ

パ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

増
殖

に
関

す
る

新
技

術
」

講
師

：
D
r
.
D
u
o
n
g
 
T
a
n
 
N
h
u
t
(
ド

ゥ
ン

　
タ

ン
　

ニ
ュ

ッ
ト

)
氏

ベ
ト

ナ
ム

国
立

大
学

院
大

学
　

タ
イ

グ
ェ

ン
科

学
研

究
機

関
　

準
教

授

平
成

2
7
年

2
月

7
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

5
0

7
6

○

8
7

「
ツ

バ
キ

展
」

沖
縄

椿
協

会
と

N
P
O
法

人
大

宜
味

つ
ば

き
の

会
の

協
力

に
よ

る
鉢

植
え

ツ
バ

キ
の

展
示

や
、

広
山

流
沖

縄
支

部
に

よ
る

ツ
バ

キ
を

使
っ

た
生

け
花

の
展

示
の

他
、

ツ
バ

キ
に

関
連

す
る

情
報

パ
ネ

ル
・

加
工

品
・

工
芸

品
の

展
示

や
、

沖
縄

椿
を

設
け

た
。

今
回

、
新

た
に

展
示

さ
れ

て
い

る
ツ

バ
キ

の
人

気
投

票
や

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
コ

ー
ナ

ー
も

設
け

た
。

更
に

1
4
日

に
は

日
本

ツ
バ

キ
協

会
し

ま
ね

花
椿

同
好

会
大

社
支

部
の

金
築

一
郎

氏
に

よ
る

ツ
バ

キ
に

関
す

る
講

演
会

を
開

催
し

「
誰

で
も

で
き

る
椿

の
育

種
」

と
題

し
、

椿
の

育
種

方
法

や
金

築
氏

が
品

種
改

良
し

た
ツ

バ
キ

等
を

パ
ワ

ー
ポ

イ
ン

ト
等

で
分

か
り

や
す

く
紹

介
し

て
頂

い
た

。
ま

た
、

1
5
日

に
は

沖
縄

椿
協

会
副

会
長

松
田

久
徳

氏
に

よ
る

ツ
バ

キ
の

栽
培

教
室

を
開

催
し

、
初

心
者

に
も

解
り

や
す

い
解

説
と

、
植

替
え

の
実

演
を

し
て

頂
い

た
。

平
成

2
7
年

2
月

1
3
日

(
金

)
～

2
月

1
5
日

(
日

)
 
3
日

間
3

開
館

時
間

内
1
,
3
6
0

8
8

本
部

町
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
大

会

①
開

会
式

(
植

物
管

理
セ

ン
タ

ー
)

②
基

調
講

演
　

「
自

分
に

合
っ

た
歩

き
方

を
見

つ
け

ま
し

ょ
う

」
 
 
 
講

師
：

花
城

秀
明

氏
(
健

康
運

動
実

践
指

導
者

)
　

　
　

　
　

　
名

護
市

ス
ポ

ー
ツ

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
セ

ン
タ

ー
　

S
p
o
R
C

④
修

了
式

(
バ

ン
コ

の
森

)

平
成

2
7
年

2
月

2
2
日

1
9
：

0
0
～

1
2
：

0
0

5
7

8
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

　
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

V
O
L
.
2

①
施

設
回

遊
型

の
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

と
し

た
。

②
難

し
す

ぎ
ず

、
簡

単
す

ぎ
な

い
内

容
と

し
た

。
③

対
象

は
、

2
0
～

3
0
代

の
若

者
層

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
層

と
し

て
誘

客
を

図
っ

た
。

④
一

人
で

も
グ

ル
ー

プ
で

も
参

加
で

き
る

内
容

と
し

た
。

⑤
不

正
解

者
に

は
敢

え
て

正
解

を
教

え
ず

、
繰

り
返

し
挑

戦
し

て
い

た
だ

く
設

定
と

し
た

。

平
成

2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
～

3
月

2
9
日

(
日

)
の

土
日

祝
※

2
月

7
日

(
土

)
～

1
5
日

(
日

)
は

毎
日

開
催

2
5

1
0
：

0
0
～

1
5
：

3
0

※
2
月

2
8
日

(
土

)
以

降
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
：

0
0
～

1
5
：

0
0

5
,
9
4
2

9
0

春
休

み
イ

ベ
ン

ト

(
1
)
沖

縄
の

か
ん

た
ん

お
面

作
り

　
　

　
ア

ン
ガ

マ
や

ミ
ル

ク
な

ど
、

沖
縄

の
祭

事
で

使
わ

れ
る

伝
統

的
な

お
面

を
厚

紙
で

作
成

し
た

。
　

　
　

目
標

人
数

：
2
0
0
名

(
1
日

5
0
名

×
4
日

)
　

参
加

者
数

：
3
2
2
名

　
達

成
率

：
1
6
1
.
0
％

(
2
)
星

砂
と

琉
球

ガ
ラ

ス
の

ジ
ェ

ル
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

　
　

　
海

洋
文

化
と

関
連

す
る

星
砂

、
沖

縄
の

文
化

で
あ

る
琉

球
ガ

ラ
ス

及
び

春
を

イ
メ

ー
ジ

さ
せ

る
ア

イ
テ

ム
を

用
い

た
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
を

行
っ

た
。

　
　

　
目

標
人

数
：

6
0
0
名

(
1
日

1
5
0
名

×
4
日

)
　

参
加

者
数

：
1
,
1
3
6
名

　
達

成
率

：
1
8
9
.
3
％

(
3
)
春

の
星

空
迷

路
　

　
　

海
洋

文
化

館
1
F
多

目
的

ホ
ー

ル
内

に
、

星
の

デ
ザ

イ
ン

を
施

し
た

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

設
置

し
た

。
　

　
　

目
標

人
数

：
3
,
3
0
0
名

(
3
0
0
名

×
1
1
日

)
　

参
加

者
数

：
8
,
4
1
6
名

　
達

成
率

：
2
5
5
.
0
％

平
成

2
7
年

3
月

2
1
日

(
土

)
～

3
月

3
1
日

(
火

)
1
1

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

9
,
8
7
4

9
1

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
の

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

の
香

袋
作

り
体

験
」

こ
れ

ま
で

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
体

験
イ

ベ
ン

ト
で

特
に

満
足

度
の

高
か

っ
た

香
袋

作
り

を
実

施
し

た
。

材
料

に
用

い
た

バ
ニ

ラ
ビ

ー
ン

ズ
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
も

植
栽

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
植

物
体

で
あ

る
バ

ニ
ラ

を
紹

介
し

な
が

ら
、

大
人

だ
け

で
な

く
子

ど
も

も
楽

し
め

る
内

容
と

し
た

。
ま

た
工

程
を

簡
素

化
し

た
も

の
と

し
、

県
外

か
ら

の
観

光
客

等
、

時
間

に
余

裕
の

無
い

方
で

も
参

加
で

き
、

お
土

産
と

し
て

持
っ

て
帰

れ
る

よ
う

な
内

容
と

し
た

。

平
成

2
7
年

2
月

2
0
日

(
金

)
～

3
月

2
9
日

(
日

)
の

金
・

土
・

日
・

祝
　

計
1
8
日

間
1
8

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

7
6
3

○

9
2

花
に

囲
ま

れ
て

思
い

出
写

真
を

撮
ろ

う
！

花
・

花
写

真
フ

ェ
ア

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
花

修
景

を
強

化
し

、
卒

業
や

進
学

、
就

職
等

、
人

生
の

節
目

に
「

思
い

出
」

の
写

真
を

撮
影

で
き

る
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

と
し

て
、

ラ
ン

や
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

な
ど

の
花

を
使

っ
た

フ
レ

ー
ム

や
ラ

ン
を

使
っ

た
手

持
ち

の
リ

ー
ス

の
設

置
な

ど
、

館
内

1
4
ポ

イ
ン

ト
の

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
の

設
置

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

3
月

1
日

(
日

)
～

3
月

3
1
日

(
火

)
 
3
1
日

間
3
1

1
1
,
1
8
8

9
3

沖
縄

の
ス

ミ
レ

と
パ

ン
ジ

ー
・

ビ
オ

ラ
展

沖
縄

県
に

自
生

す
る

ス
ミ

レ
を

中
心

に
野

山
に

咲
く

ス
ミ

レ
の

鉢
物

を
展

示
し

た
他

、
ス

ミ
レ

の
仲

間
で

交
配

し
て

作
出

さ
れ

た
、

パ
ン

ジ
ー

・
ビ

オ
ラ

を
展

示
し

、
品

種
の

紹
介

を
行

っ
た

。
ま

た
、

当
財

団
所

有
の

沖
縄

原
産

の
希

少
な

ス
ミ

レ
に

つ
い

て
も

写
真

パ
ネ

ル
と

と
も

に
実

物
展

示
を

し
た

。
平

成
2
7
年

3
月

7
日

(
土

)
～

3
月

1
5
日

(
日

)
 
9
日

間
9

3
,
6
7
8

9
4

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

海
藻

お
し

ば
ア

ー
ト

を
つ

く
ろ

う
」

最
初

に
、

海
藻

と
は

何
か

、
ど

の
よ

う
な

種
類

が
あ

る
か

、
沖

縄
で

見
ら

れ
る

海
藻

に
つ

い
て

、
食

材
と

し
て

よ
く

利
用

さ
れ

る
海

藻
に

ど
ん

な
も

の
が

あ
る

か
等

を
解

説
し

、
次

に
海

藻
お

し
ば

の
材

料
と

な
る

海
藻

の
採

集
に

つ
い

て
解

説
し

た
。

そ
の

後
海

藻
お

し
ば

の
つ

く
り

か
た

を
デ

モ
ン

ス
ト

レ
ー

シ
ョ

ン
し

な
が

ら
説

明
し

、
参

加
者

各
自

に
制

作
し

て
も

ら
っ

た
。

乾
燥

の
工

程
に

は
3
日

ほ
ど

か
か

る
た

め
、

乾
燥

の
方

法
、

吸
水

紙
等

か
ら

の
剥

が
し

方
を

説
明

し
、

作
品

は
各

自
持

ち
帰

っ
て

頂
い

た
。

平
成

2
7
年

3
月

1
4
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

2
1
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

9
5

美
ら

島
自

然
教

室
「

公
園

の
野

鳥
観

察
会

」

参
加

者
に

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
配

布
し

、
講

師
の

嵩
原

健
二

氏
に

よ
る

解
説

で
公

園
内

を
散

策
し

な
が

ら
野

鳥
の

観
察

会
を

実
施

し
た

。
観

察
会

中
に

沖
縄

の
野

鳥
と

そ
の

他
の

生
物

と
の

関
わ

り
や

、
野

鳥
同

士
の

関
係

、
習

性
、

分
類

と
そ

の
変

化
(
近

年
、

分
子

レ
ベ

ル
の

研
究

の
進

展
に

よ
り

、
内

地
と

の
共

通
種

と
見

ら
れ

て
い

た
種

を
沖

縄
固

有
種

と
し

て
見

る
見

方
が

広
が

っ
て

い
る

。
)
に

つ
い

て
掘

り
下

げ
た

内
容

を
わ

か
り

や
す

く
解

説
し

た
。

平
成

2
7
年

3
月

7
日

(
土

)
1

8
：

1
5
～

1
1
：

0
0

(
当

初
予

定
8
：

1
5
～

1
0
：

3
0
)

3
3

9
6

環
境

学
習

「
植

物
の

香
り

を
あ

て
よ

う
」

5
種

類
の

ハ
ー

ブ
(
レ

モ
ン

グ
ラ

ス
、

シ
ナ

モ
ン

バ
ジ

ル
、

ロ
ー

ズ
マ

リ
ー

、
ゼ

ラ
ニ

ウ
ム

、
ジ

ャ
ス

ミ
ン

)
を

用
意

し
、

個
別

に
中

身
が

見
え

な
い

袋
の

中
に

入
れ

て
お

き
、

香
り

で
植

物
を

あ
て

る
ゲ

ー
ム

を
行

っ
た

。
ま

た
、

花
の

良
い

香
り

は
花

粉
を

運
ん

で
く

れ
る

虫
を

呼
び

寄
せ

、
根

の
臭

い
匂

い
は

根
を

か
じ

る
動

物
か

ら
身

を
守

る
役

目
が

あ
る

等
を

紹
介

し
た

。
そ

し
て

、
香

り
と

人
と

の
歴

史
に

も
ふ

れ
、

ア
ロ

マ
テ

ラ
ピ

ー
等

香
り

が
人

間
に

も
た

ら
す

効
能

が
あ

る
こ

と
等

を
パ

ネ
ル

や
チ

ラ
シ

で
紹

介
し

、
植

物
の

多
様

性
に

つ
い

て
気

づ
い

て
も

ら
え

る
よ

う
配

慮
し

た
。

更
に

香
り

あ
て

ゲ
ー

ム
で

楽
し

ん
だ

あ
と

は
、

園
内

で
の

植
栽

位
置

を
紹

介
し

、
実

際
に

観
察

で
き

る
よ

う
に

し
た

。

平
成

2
7
年

3
月

1
4
日

(
土

)
～

2
2
日

(
日

)
 
9
日

間
9

1
5
5

○

9
7

植
物

の
ク

ラ
フ

ト
作

り
「

ミ
ニ

タ
ペ

ス
ト

リ
ー

を
作

ろ
う

」
公

園
か

ら
採

取
し

た
木

の
実

等
を

使
用

し
ミ

ニ
タ

ペ
ス

ト
リ

ー
を

制
作

し
て

も
ら

っ
た

。
平

成
2
7
年

3
月

1
日

(
日

)
～

3
月

3
1
日

(
火

)
 

3
1

開
館

時
間

内
6
3
2

○
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【
平
成
2
7
年
度
】
 
海
洋
博
覧
会
地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「

自
然

・
環

境
」

、
「

歴
史

・
文

化
」

の
い

ず
れ

か
に

該
当

(
人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
春

休
み

イ
ベ

ン
ト

(
１

)
沖

縄
の

か
ん

た
ん

お
面

作
り

　
　

　
ア

ン
マ

ガ
や

ミ
ル

ク
な

ど
、

沖
縄

の
祭

事
で

使
わ

れ
る

伝
統

的
な

お
面

を
厚

紙
で

作
成

し
た

。
　

　
　

目
標

人
数

：
1
0
0
名

(
1
日

5
0
名

×
2
日

)
　

参
加

人
数

：
1
1
1
名

　
達

成
率

：
1
1
1
.
0
%

(
２

)
星

砂
と

琉
球

ガ
ラ

ス
の

ジ
ェ

ル
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

　
　

　
海

洋
文

化
と

関
連

す
る

星
砂

、
沖

縄
の

文
化

で
あ

る
琉

球
ガ

ラ
ス

及
び

春
を

イ
メ

ー
ジ

さ
せ

る
ア

イ
テ

ム
を

用
い

た
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
を

行
っ

た
。

　
　

　
目

標
人

数
：

3
0
0
名

(
1
日

1
5
0
名

×
2
日

)
　

参
加

人
数

：
6
1
3
名

　
達

成
率

：
2
0
4
.
3
%

(
３

)
春

の
星

空
迷

路
　

　
　

海
洋

文
化

館
1
F
多

目
的

ホ
ー

ル
内

に
、

星
の

デ
ザ

イ
ン

を
施

し
た

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

設
置

し
た

。
　

　
　

目
標

人
数

：
1
,
5
0
0
名

(
3
0
0
名

×
5
日

)
　

参
加

者
：

3
5
5
9
名

　
達

成
率

：
2
3
7
.
3
%

平
成

2
7
年

4
月

1
日

(
水

)
～

4
月

5
日

(
日

)
5

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

4
,
2
8
3

2
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
　

謎
解

き
イ

ベ
ン

ト
V
O
L
2

①
施

設
回

遊
型

の
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

と
し

た
。

②
難

し
す

ぎ
ず

、
簡

単
す

ぎ
な

い
内

容
と

し
た

。
③

対
象

は
、

2
0
～

3
0
代

の
若

者
層

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
層

と
し

て
誘

客
を

図
っ

た
。

④
一

人
で

も
グ

ル
ー

プ
で

も
参

加
で

き
る

内
容

と
し

た
。

⑤
不

正
解

者
に

は
敢

え
て

正
解

を
教

え
ず

、
繰

り
返

し
挑

戦
し

て
い

た
だ

く
設

定
と

し
た

。

平
成

2
7
年

4
月

4
日

(
土

)
～

4
月

5
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
5
：

3
0

4
4
9

3
熱

帯
の

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

の
香

袋
作

り
体

験
」

平
成

2
6
年

度
ま

で
に

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

体
験

イ
ベ

ン
ト

で
特

に
満

足
度

の
高

か
っ

た
香

袋
作

り
を

実
施

し
た

。
材

料
に

用
い

た
バ

ニ
ラ

ビ
ー

ン
ズ

は
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
に

も
植

栽
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

植
物

体
で

あ
る

バ
ニ

ラ
を

紹
介

し
な

が
ら

、
開

花
期

を
迎

え
た

バ
ニ

ラ
の

花
だ

け
で

な
く

、
本

イ
ベ

ン
ト

で
も

香
り

を
楽

し
め

る
内

容
と

し
た

こ
と

で
、

多
く

の
お

客
様

に
楽

し
ん

で
も

ら
え

る
内

容
と

し

平
成

2
7
年

4
月

4
日

(
土

)
～

4
月

2
9
日

(
水

・
祝

)
の

土
・

日
・

祝
　

計
9
日

間
9

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

4
6
8

○

4
沖

縄
の

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
こ

い
の

ぼ
り

作
り

ク
ラ

フ
ト

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
こ

い
の

ぼ
り

作
り

ク
ラ

フ
ト

」
で

は
好

き
な

色
の

画
用

紙
に

沖
縄

の
植

物
(
サ

ン
ダ

ン
カ

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
等

)
や

熱
帯

・
亜

熱
帯

性
の

植
物

の
押

し
花

や
押

し
葉

を
貼

り
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
こ

い
の

ぼ
り

を
制

作
し

た
。

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
で

は
4
月

に
園

内
で

開
花

結
実

が
見

ら
れ

た
沖

縄
在

来
の

植
物

(
ハ

ス
ノ

ハ
ギ

リ
、

ホ
ウ

ラ
イ

カ
ガ

ミ
等

)
の

解
説

を
行

い
、

植
物

に
親

し
ん

で
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
7
年

4
月

1
日

(
水

)
～

平
成

2
7
年

4
月

3
0
日

(
木

)
3
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
5
3

○

①
 
委
託
費
を
充
当
し
て
行
っ
た
も
の
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

6
食

虫
植

物
展

沖
縄

県
内

で
見

る
こ

と
の

少
な

い
ウ

ツ
ボ

カ
ズ

ラ
や

ハ
エ

ト
リ

グ
サ

、
モ

ウ
セ

ン
ゴ

ケ
な

ど
の

食
虫

植
物

4
1
種

8
7
点

を
解

説
パ

ネ
ル

と
と

も
に

展
示

し
た

。
ま

た
、

食
虫

植
物

の
捕

虫
の

仕
組

み
を

理
解

し
て

も
ら

う
た

め
の

体
験

コ
ー

ナ
ー

と
し

て
、

ウ
ツ

ボ
カ

ズ
ラ

の
消

化
液

を
p
H
試

験
紙

で
測

定
す

る
コ

ー
ナ

ー
や

、
ハ

エ
ト

リ
グ

サ
捕

虫
葉

の
ク

ラ
フ

ト
コ

ー
ナ

ー
、

タ
ヌ

キ
モ

を
顕

微
鏡

で
観

察
す

る
コ

ー
ナ

ー
等

を
設

け
た

他
、

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

の
配

布
も

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

4
月

2
9
日

(
水

)
～

5
月

1
0
日

(
日

)
1
2
日

間
1
2

1
8
,
2
0
3

7
花

の
バ

ル
ー

ン
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

G
W
期

間
中

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
の

会
場

に
ぎ

や
か

し
企

画
と

し
て

花
や

植
物

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

バ
ル

ー
ン

(
風

船
)
等

を
用

い
た

「
花

の
バ

ル
ー

ン
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

」
を

実
施

し
た

。
今

回
は

、
沖

縄
県

内
で

活
躍

す
る

4
組

の
大

道
芸

人
(
パ

フ
ォ

ー
マ

ー
)
に

出
演

し
て

頂
き

、
音

楽
や

効
果

音
に

併
せ

た
リ

ズ
ミ

カ
ル

な
バ

ル
ー

ン
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

で
会

場
が

大
い

に
盛

り
上

が
っ

た
。

ま
た

、
観

覧
さ

れ
て

い
る

お
客

様
も

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

参
加

す
る

な
ど

大
人

か
ら

子
供

ま
で

幅
広

い
年

代
で

も
楽

し
め

る
内

容
と

な
っ

た
。

平
成

2
7
年

5
月

2
日

(
土

)
～

5
月

6
日

(
水

・
休

)
5
日

間
5

5
,
0
4
3

8
熱

帯
の

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
あ

り
が

と
う

ペ
ン

ダ
ン

ト
作

り
」

ラ
ン

(
カ

ト
レ

ア
)
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
ペ

ー
パ

ー
ク

ラ
フ

ト
を

行
い

、
そ

れ
を

ペ
ン

ダ
ン

ト
仕

立
て

に
し

て
も

ら
っ

た
。

モ
チ

ー
フ

に
し

た
カ

ト
レ

ア
は

、
ラ

ン
温

室
(
カ

ト
レ

ア
温

室
)
で

実
物

も
見

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

植
物

体
の

観
察

と
同

時
に

、
花

の
構

造
に

つ
い

て
も

学
べ

る
よ

う
な

内
容

と
し

た
。

ペ
ー

パ
ー

ク
ラ

フ
ト

は
小

さ
な

子
ど

も
で

も
作

り
や

す
い

簡
易

版
も

用
意

し
、

大
人

か
ら

子
ど

も
ま

で
楽

し
ん

で
も

ら
え

る
内

容
と

し
た

。
ま

た
、

設
定

期
間

内
に

母
の

日
が

あ
っ

た
事

か
ら

、
ペ

ン
ダ

ン
ト

の
裏

に
は

感
謝

の
気

持
ち

を
書

い
た

カ
ー

ド
を

貼
り

付
け

、
母

の
日

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

と
し

て
贈

れ
る

よ
う

に
し

た
。

平
成

2
7
年

5
月

2
日

(
土

)
～

5
月

3
1
日

(
日

)
の

土
・

日
・

祝
計

1
3
日

間
1
3

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
,
2
2
3

○

9
美

ら
島

・
美

ら
海

　
こ

ど
も

工
作

室
「

木
の

実
で

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」

は
じ

め
に

、
材

料
と

な
る

木
の

実
や

種
子

の
紹

介
、

作
製

の
手

順
と

注
意

事
項

を
説

明
し

た
。

次
に

、
参

加
者

が
ス

ト
ラ

ッ
プ

、
ブ

ロ
ー

チ
な

ど
の

見
本

の
中

か
ら

作
り

た
い

ア
ク

セ
サ

リ
ー

を
選

び
、

見
本

を
参

考
に

し
な

が
ら

作
製

し
た

。
平

成
2
7
年

5
月

2
3
日

(
土

)
3
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

3
1

1
.
第

2
9
回

海
洋

博
公

園
マ

ー
チ

ン
グ

バ
ン

ド
・

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
　

地
域

連
携

の
一

環
と

し
て

、
県

内
小

・
中

・
高

校
生

等
を

対
象

に
マ

ー
チ

ン
グ

バ
ン

ド
の

演
技

を
披

露
す

る
機

会
を

設
け

、
学

習
意

欲
と

技
術

の
向

上
・

北
部

地
区

マ
ー

チ
ン

グ
の

発
展

と
継

承
・

各
校

の
相

互
交

流
を

図
っ

た
。

　
小

学
校

7
校

(
1
9
8
名

)
、

中
学

校
1
8
校

(
6
8
7
名

)
、

高
等

学
校

1
校

(
9
0
名

)
、

大
学

1
校

(
1
9
名

)
、

一
般

4
団

体
(
8
2
名

)

2
.
賑

や
か

し
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
G
W
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

　
　

G
W
に

併
せ

て
、

子
ど

も
達

の
喜

ぶ
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

を
実

施
し

た
。

　
　

5
/
2
仮

面
ラ

イ
ダ

ー
ド

ラ
イ

ブ
シ

ョ
ー

。
5
/
3
そ

れ
い

け
！

ア
ン

パ
ン

マ
ン

シ
ョ

ー
、

5
/
4
仮

面
ラ

イ
ダ

ー
　

　
ド

ラ
イ

ブ
シ

ョ
ー

、
5
/
5
ウ

ル
ト

ラ
マ

ン
ギ

ン
ガ

S
シ

ョ
ー

、
5
/
6
レ

ッ
ド

ヒ
ー

ロ
ー

シ
ョ

ー

3
.
参

加
型

イ
ベ

ン
ト

　
1
)
初

夏
の

星
空

迷
路

　
　

春
休

み
に

設
置

し
た

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

バ
ー

ジ
ョ

ン
ア

ッ
プ

し
た

。
迷

路
内

に
は

初
夏

の
星

空
パ

ネ
ル

を
　

　
設

置
す

る
と

と
も

に
、

照
明

等
の

改
善

も
実

施
し

た
。

　
2
)
キ

ジ
ム

ナ
ー

を
探

せ
！

G
W
ス

ペ
シ

ャ
ル

　
　

お
き

な
わ

郷
土

村
に

隠
れ

て
い

る
キ

ジ
ム

ナ
ー

が
持

っ
て

い
る

文
字

を
集

め
、

完
成

し
た

キ
ー

ワ
ー

ド
で

　
　

挑
戦

す
る

ゲ
ー

ム
を

実
施

。
正

解
者

に
は

駄
菓

子
詰

合
せ

等
の

景
品

を
贈

呈
し

た
。

　
3
)
無

料
入

館
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

　
　

無
料

入
館

日
に

お
け

る
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
及

び
海

洋
文

化
館

の
利

用
促

進
を

目
的

と
し

て
、

同
施

設
と

　
　

お
き

な
わ

郷
土

村
を

廻
る

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
を

実
施

し
た

。
　

　
ラ

リ
ー

達
成

者
に

は
オ

リ
ジ

ナ
ル

グ
ッ

ズ
を

贈
呈

し
た

。

4
.
親

子
で

楽
し

い
工

作
体

験
　

1
)
沖

縄
の

伝
統

お
も

ち
ゃ

作
り

体
験

「
竹

の
水

鉄
砲

を
つ

く
ろ

う
！

」
　

　
竹

筒
を

使
用

し
た

伝
統

的
な

自
然

工
作

体
験

を
図

る
為

、
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
水

鉄
砲

(
竹

筒
の

組
上

げ
、

色
塗

り
)

　
　

を
作

り
、

作
っ

た
水

鉄
砲

に
よ

る
水

遊
び

を
実

施
し

た
。

　
2
)
海

洋
博

公
園

ぬ
り

絵
体

験
　

　
未

就
学

児
を

タ
ー

ゲ
ッ

ト
と

し
て

、
公

園
内

の
施

設
や

生
き

物
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
ぬ

り
絵

が
で

き
る

　
　

体
験

を
行

っ
た

。
　

3
)
海

の
生

き
物

の
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
　

　
海

洋
博

公
園

で
人

気
の

ジ
ン

ベ
エ

ザ
メ

や
マ

ン
タ

等
生

き
物

の
ガ

ラ
ス

細
工

や
星

砂
を

材
料

に
ジ

ェ
ル

　
　

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
を

実
施

し
た

。

5
.
そ

の
他

イ
ベ

ン
ト

　
1
)
美

ら
海

の
ぼ

り
(
鯉

の
ぼ

り
)
掲

揚
　

　
基

幹
中

の
子

ど
も

の
日

に
ち

な
み

、
園

内
中

央
ゲ

ー
ト

及
び

北
ゲ

ー
ト

並
び

に
ハ

イ
サ

イ
プ

ラ
ザ

周
辺

に
　

　
お

い
て

、
鯉

の
ぼ

り
や

オ
リ

ジ
ナ

ル
美

ら
海

の
ぼ

り
の

掲
揚

を
実

施
し

た
。

5
平

成
2
7
年

度
「

海
洋

博
公

園
G
W
ス

ペ
シ

ャ
ル

」
平

成
2
7
年

4
月

2
5
日

(
土

)
～

5
月

6
日

(
水

・
休

)
1
2

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
6
,
8
8
5
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
0

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

メ
ッ

セ
ー

ジ
カ

ー
ド

作
り

ク
ラ

フ
ト

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
メ

ッ
セ

ー
ジ

カ
ー

ド
作

り
ク

ラ
フ

ト
」

で
は

ハ
ー

ト
形

に
切

り
抜

い
た

画
用

紙
に

沖
縄

の
在

来
の

植
物

や
熱

帯
・

亜
熱

帯
性

の
植

物
の

押
し

花
や

押
し

葉
を

貼
り

、
メ

ッ
セ

ー
ジ

カ
ー

ド
を

制
作

し
て

い
た

だ
い

た
。

(
毎

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
6
日

、
7
日

、
8
日

、
1
5
日

、
1
6
日

、
1
9
日

、
2
2
日

に
実

施
)

平
成

2
7
年

5
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
7
年

5
月

3
1
日

(
日

)
3
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

5
8
5

○

1
1

春
の

都
市

緑
化

推
進

運
動

「
苗

木
の

無
料

配
布

」

熱
帯

・
亜

熱
帯

性
の

低
木

、
花

木
、

草
花

等
で

開
花

期
が

長
く

栽
培

が
容

易
で

あ
り

、
家

庭
、

学
校

、
公

民
館

等
で

の
緑

化
へ

利
用

し
や

す
い

種
類

(
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
、

ル
リ

ハ
ナ

ガ
サ

、
コ

バ
ノ

ア
リ

ア
ケ

カ
ズ

ラ
、

ア
サ

バ
ソ

ウ
な

ど
)
を

1
名

に
つ

き
1
鉢

を
配

布
し

た
。

①
平

成
2
7
年

5
月

1
日

(
金

)
～

5
月

3
1
日

(
日

)
3
1
日

間
②

平
成

2
7
年

5
月

4
日

(
月

・
祝

日
)

3
1

①
8
：

3
0
～

配
布

終
了

ま
で

②
1
4
：

0
0
～

1
4
：

3
0

1
,
5
9
7

1
2

海
洋

博
公

園
ア

ニ
ソ

ン
の

日

利
用

者
満

足
度

向
上

を
目

的
と

し
て

、
本

部
町

観
光

協
会

と
連

携
し

て
、

飲
み

物
を

中
心

と
し

た
出

店
を

行
っ

た
。

ま
た

、
観

覧
車

の
利

便
性

向
上

の
た

め
、

午
後

１
２

時
か

ら
会

場
ま

で
の

無
料

シ
ャ

ト
ル

バ
ス

を
三

台
運

行
し

て
対

応
し

た
。

平
成

2
7
年

6
月

2
0
日

(
土

)
・

6
月

2
1
日

(
日

)
2

1
3
：

0
0
～

1
6
：

0
0

3
,
1
7
9

1
3

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

木
の

実
で

ス
ト

ラ
ッ

プ
作

り
ク

ラ
フ

ト
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
木

の
実

で
ス

ト
ラ

ッ
プ

作
り

ク
ラ

フ
ト

」
で

は
沖

縄
在

来
の

植
物

や
熱

帯
・

亜
熱

帯
性

の
植

物
の

木
の

実
(
テ

リ
ハ

ボ
ク

、
ク

ロ
ヨ

ナ
等

)
に

ペ
ン

等
を

使
っ

て
絵

付
け

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
8
日

、
1
4
日

、
1
8
日

に
実

施
)

平
成

2
7
年

6
月

1
日

(
月

)
～

平
成

2
7
年

6
月

3
0
日

(
火

)
3
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

4
2
2

○

1
4

園
芸

教
室

(
ハ

ー
ブ

等
)
～

キ
ッ

チ
ン

ハ
ー

ブ
の

寄
せ

植
え

体
験

～

は
じ

め
に

ハ
ー

ブ
の

概
要

に
つ

い
て

講
話

を
行

い
、

次
に

料
理

に
利

用
で

き
る

ハ
ー

ブ
と

し
て

、
ロ

ー
ズ

マ
リ

ー
や

オ
レ

ガ
ノ

等
を

用
い

た
寄

せ
植

え
体

験
を

実
施

し
た

。
ハ

ー
ブ

園
で

は
ハ

ー
ブ

の
収

穫
方

法
や

株
分

け
、

植
え

替
え

等
の

管
理

方
法

を
解

説
し

、
そ

の
後

、
ハ

ー
ブ

テ
ィ

ー
の

入
れ

方
の

実
演

と
試

飲
等

、
利

用
方

法
に

つ
い

て
紹

介
し

た
。

平
成

2
7
年

6
月

1
3
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

3
6

○

1
5

技
術

体
験

「
ラ

ン
の

無
菌

培
養

等
」

パ
ワ

ー
ポ

イ
ン

ト
と

テ
キ

ス
ト

を
用

い
て

ラ
ン

の
基

礎
知

識
の

解
説

と
移

植
培

養
体

験
を

行
っ

た
。

移
植

体
験

で
は

、
講

師
に

よ
る

ラ
ン

の
播

種
及

び
移

植
培

養
実

験
後

、
参

加
者

に
無

菌
操

作
室

で
無

菌
移

植
を

体
験

し
て

も
ら

っ
た

。
移

植
作

業
体

験
後

、
作

業
後

の
ビ

ン
の

管
理

及
び

馴
化

に
つ

い
て

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

家
庭

で
も

実
施

可
能

な
無

菌
操

作
の

方
法

に
つ

い
て

も
解

説
し

た
。

平
成

2
7
年

6
月

2
1
日

(
日

)
1

午
前

の
部

(
9
：

3
0
～

1
1
：

3
5
)
、

午
後

の
部

(
1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
5
)
の

2
回

(
午

前
と

午
後

は
同

一
内

容
)

2
3

○

1
6

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
、

回
廊

の
植

物
に

つ
い

て
「

熱
帯

植
物

の
不

思
議

」
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

6
月

6
日

(
土

)
～

6
月

2
7
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

計
4
日

間
臨

時
対

応
、

平
成

2
7
年

6
月

2
日

(
火

)
、

6
月

2
5
日

(
木

)
6

1
5
：

0
0
～

6
2

○

1
7

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ト
ロ

ピ
カ

ル
プ

ラ
ン

ツ
で

モ
ビ

ー
ル

作
り

」

タ
コ

ノ
キ

や
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

等
を

材
料

に
、

モ
ビ

ー
ル

(
天

秤
の

よ
う

な
形

を
組

み
合

わ
せ

た
飾

り
物

の
一

種
)
作

り
を

行
っ

た
。

材
料

に
用

い
た

タ
コ

ノ
キ

や
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

等
は

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
館

内
で

も
実

物
が

見
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
館

内
の

植
物

を
よ

り
身

近
に

感
じ

て
も

ら
え

る
内

容
と

し
た

。

平
成

2
7
年

6
月

6
日

(
土

)
～

6
月

2
8
日

(
日

)
の

毎
週

土
・

日
計

8
日

間
8

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
5
2

○

1
8

沖
縄

の
切

花
展

沖
縄

県
内

で
生

産
さ

れ
る

ス
ト

レ
リ

チ
ア

や
ヘ

リ
コ

ニ
ア

等
の

6
6
品

種
1
0
0
点

を
展

示
し

、
品

種
や

生
産

者
の

紹
介

、
花

の
構

造
の

解
説

等
を

行
っ

た
。

会
場

内
に

は
各

種
切

花
・

切
葉

を
素

材
に

し
た

盛
り

花
等

で
装

飾
し

た
記

念
撮

影
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
た

他
、

い
け

ば
な

で
の

活
用

事
例

も
展

示
紹

介
し

、
利

用
方

法
の

見
本

と
な

る
展

示
を

行
っ

て
一

般
の

方
の

興
味

を
喚

起
す

る
内

容
と

し
た

。
ま

た
、

沖
縄

の
絶

滅
危

惧
植

物
で

あ
る

「
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
ベ

ン
ケ

イ
」

を
交

配
し

て
作

っ
た

切
花

用
の

園
芸

品
種

「
ち

ゅ
ら

ら
」

を
紹

介
し

た
。

期
間

中
毎

日
先

着
3
0
名

に
ヘ

リ
コ

ニ
ア

と
ド

ラ
セ

ナ
等

の
菜

物
を

セ
ッ

ト
に

し
た

プ
レ

ゼ
ン

ト
も

実
施

し
た

。

平
成

2
7
年

6
月

2
2
日

(
月

)
～

6
月

2
8
日

(
日

)
7
日

間
7

1
,
0
8
0

1
9

海
洋

博
公

園
サ

マ
ー

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
2
0
1
5

①
ビ

ー
チ

ア
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
　

1
2
:
0
0
～

1
8
:
0
0

　
(
ド

ル
フ

ィ
ン

ス
ラ

イ
ダ

ー
、

水
鉄

砲
合

戦
、

ゆ
ら

ゆ
ら

玉
入

れ
、

ち
び

っ
こ

砂
遊

び
)

②
ス

テ
ー

ジ
ア

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

　
1
6
:
0
0
～

1
8
:
0
0

　
(
ビ

ー
チ

ゲ
ー

ム
、

ス
テ

ー
ジ

ラ
イ

ブ
)

③
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
　

1
8
:
0
0
～

2
0
:
0
0

　
(
F
M
沖

縄
ゴ

ー
ル

デ
ン

ア
ワ

ー
出

張
生

放
送

、
海

洋
博

公
園

夏
休

み
イ

ベ
ン

ト
紹

介
)

④
第

3
7
回

海
洋

博
公

園
花

火
大

会
　

2
0
:
0
0
～

2
1
:
0
0

　
(
打

上
花

火
は

1
0
,
0
0
0
発

(
2
号

玉
～

5
号

玉
)
、

ナ
イ

ア
ガ

ラ
の

滝
、

型
物

花
火

)

平
成

2
7
年

7
月

1
8
日

(
土

)
1

1
2
：

0
0
～

2
1
：

0
0

4
1
,
2
9
5

2
0

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

オ
リ

ジ
ナ

ル
マ

グ
ネ

ッ
ト

作
り

ク
ラ

フ
ト

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
オ

リ
ジ

ナ
ル

マ
グ

ネ
ッ

ト
作

り
ク

ラ
フ

ト
」

で
は

沖
縄

在
来

の
熱

帯
・

亜
熱

帯
性

の
植

物
の

木
の

実
(
ゲ

ッ
ト

ウ
、

モ
ク

マ
オ

ウ
等

)
を

マ
グ

ネ
ッ

ト
シ

ー
ト

に
張

り
付

け
て

作
る

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
2
日

、
1
6
日

に
実

施
)

平
成

2
7
年

7
月

1
日

(
水

)
～

平
成

2
7
年

7
月

3
1
日

(
金

)
3
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

5
4
6

○

2
1

親
子

教
室

「
花

の
お

話
と

絵
本

作
り

教
室

」

園
内

で
緑

化
相

談
所

担
当

職
員

に
よ

る
植

物
の

解
説

を
行

い
、

植
物

に
つ

い
て

学
び

な
が

ら
、

絵
本

作
り

に
利

用
す

る
草

花
の

採
集

を
行

っ
た

。
そ

の
後

、
一

般
社

団
法

人
　

沖
縄

県
子

ど
も

の
本

研
究

会
か

ら
招

聘
し

た
講

師
の

実
技

指
導

の
も

と
、

画
用

紙
の

上
に

花
や

葉
を

貼
り

付
け

て
子

ど
も

達
が

考
え

た
物

語
を

も
と

に
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
絵

本
を

作
成

し
た

。
最

後
に

自
分

の
作

っ
た

絵
本

を
読

み
聞

か
せ

る
発

表
会

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

7
月

2
6
日

(
日

)
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

7
3

○

2
2

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
、

回
廊

の
植

物
に

つ
い

て
「

熱
帯

植
物

の
不

思
議

」
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

7
月

4
日

(
土

)
～

7
月

1
8
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

計
3
日

間
＊

7
月

2
5
日

(
土

)
は

台
風

1
2
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
臨

時
対

応
、

平
成

2
7
年

7
月

9
日

(
木

)
、

7
月

1
6
日

(
木

)
、

7
月

2
6
日

(
日

)
、

7
月

3
1
日

(
金

)

7
1
5
：

0
0
～

1
8
3

○

2
3

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

飛
ぶ

タ
ネ

の
模

型
作

り
」

ヒ
ョ

ウ
タ

ン
カ

ズ
ラ

(
ア

ル
ソ

ミ
ト

ラ
)
や

ア
リ

ノ
キ

の
タ

ネ
の

模
型

作
り

を
、

薄
い

発
泡

ス
チ

ロ
ー

ル
や

折
り

紙
を

材
料

に
し

て
実

施
し

た
。

題
材

と
し

た
ヒ

ョ
ウ

タ
ン

カ
ズ

ラ
は

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
館

内
で

も
実

物
が

見
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
館

内
の

植
物

を
よ

り
身

近
に

感
じ

て
も

ら
え

る
内

容
と

し
た

。

平
成

2
7
年

7
月

4
日

(
土

)
～

7
月

2
6
日

(
日

)
の

土
・

日
計

7
日

間
＊

7
月

2
5
日

(
土

)
は

台
風

1
2
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
7

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
7
7

○
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

2
4

熱
帯

果
実

展

国
外

産
の

ド
リ

ア
ン

や
マ

ン
ゴ

ス
チ

ン
な

ど
、

普
段

は
見

る
こ

と
の

少
な

い
珍

し
い

果
実

を
展

示
・

紹
介

し
た

他
、

県
産

パ
イ

ン
や

マ
ン

ゴ
ー

、
ア

セ
ロ

ー
ラ

な
ど

様
々

な
種

類
の

果
実

と
そ

の
生

産
や

加
工

な
ど

の
取

り
組

み
を

紹
介

し
た

。
ま

た
、

生
産

地
域

の
本

部
町

、
東

村
、

今
帰

仁
村

と
連

携
し

地
域

の
P
R
も

行
っ

た
。

期
間

中
の

土
・

日
・

祝
日

に
沖

縄
県

農
業

協
同

組
合

や
今

帰
仁

村
よ

り
一

部
果

実
を

提
供

し
て

頂
き

無
料

試
食

を
実

施
し

た
。

そ
の

他
に

も
苗

木
の

無
料

配
布

、
熱

帯
果

実
を

使
っ

た
ス

イ
ー

ツ
の

販
売

も
実

施
し

た
。

平
成

2
7
年

7
月

1
8
日

(
土

)
～

7
月

2
6
日

(
日

)
8
日

間
※

7
月

2
5
日

(
土

)
は

台
風

1
2
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
8

2
,
0
2
5

2
5

平
成

2
7
年

度
「

海
洋

博
公

園
夏

休
み

ス
ペ

シ
ャ

ル
」

1
)
エ

メ
ラ

ル
ド

ビ
ー

チ
で

遊
ぼ

う
！

　
(
1
)
カ

ヌ
ー

体
験

：
カ

ヌ
ー

の
漕

艇
体

験
、

イ
ノ

ー
内

の
生

物
観

察
　

(
2
)
サ

バ
ニ

体
験

：
サ

バ
ニ

の
漕

艇
体

験
、

海
洋

文
化

学
習

、
イ

ノ
ー

内
の

生
物

観
察

　
(
3
)
キ

ッ
ズ

ウ
イ

ン
ド

サ
ー

フ
ィ

ン
体

験
：

小
・

中
学

生
を

対
象

と
し

た
ウ

ィ
ン

ド
サ

ー
フ

ィ
ン

体
験

※
台

風
の

影
響

に
よ

り
中

止
　

(
4
)
ス

タ
ン

ド
ア

ッ
プ

パ
ド

ル
ボ

ー
ド

体
験

：
気

軽
に

海
に

触
れ

る
ス

タ
ン

ダ
ッ

プ
パ

ド
ル

ボ
ー

ド
体

験 　
(
5
)
サ

レ
ー

ビ
チ

(
追

い
込

み
漁

)
体

験
：

本
部

町
備

瀬
区

の
伝

統
的

漁
法

を
体

験
2
)
海

洋
文

化
館

で
遊

ぼ
う

！
　

※
材

料
費

体
験

者
負

担
　

(
1
)
夏

の
星

空
の

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
：

夏
の

星
空

及
び

海
洋

文
化

に
関

連
す

る
内

容
の

ジ
ェ

ル
キ

ャ
ン

ド
ル

作
り

体
験

　
(
2
)
竹

の
風

鈴
作

り
体

験
：

バ
リ

島
の

雑
貨

で
装

飾
品

と
し

て
使

わ
れ

て
き

た
竹

風
鈴

作
り

体
験

　
(
3
)
ミ

ー
カ

ガ
ン

作
り

体
験

：
沖

縄
伝

統
漁

具
の

ミ
ー

カ
ガ

ン
(
ゴ

ー
グ

ル
型

水
中

メ
ガ

ネ
)
作

り
体

験
　

(
4
)
貝

が
ら

と
星

砂
を

用
い

た
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
体

験
：

貝
が

ら
と

星
砂

を
使

用
し

た
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
体

験
　

(
5
)
シ

ー
グ

ラ
ス

の
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
体

験
：

シ
ー

グ
ラ

ス
を

用
い

た
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
体

験
　

(
6
)
貝

が
ら

工
作

体
験

：
本

部
半

島
の

海
岸

で
採

集
し

た
貝

殻
を

使
用

し
た

工
作

体
験

　
(
7
)
金

管
ア

ン
サ

ン
ブ

ル
コ

ン
サ

ー
ト

　
－

"
F
r
i
e
n
d
-
s
h
i
p
"
 
f
r
o
m
 
I
s
l
a
n
d
 
t
o
 
I
s
l
a
n
d
ー

：
　

　
　

沖
縄

県
立

芸
術

大
学

に
よ

る
海

洋
文

化
館

の
展

示
物

と
関

連
す

る
西

洋
音

楽
の

演
奏

披
露

　
(
8
)
海

洋
文

化
教

室
～

海
人

に
つ

い
て

学
ぼ

う
～

：
　

　
　

サ
バ

ニ
や

サ
バ

ニ
に

乗
り

込
む

際
の

海
人

の
恰

好
や

道
具

に
つ

い
て

実
物

を
用

い
て

紹
介

　
(
9
)
海

人
な

り
き

り
体

験
：

体
験

型
サ

バ
ニ

コ
ー

ナ
ー

の
サ

バ
ニ

で
海

人
の

恰
好

を
し

て
写

真
撮

影
3
)
お

き
な

わ
郷

土
村

で
遊

ぼ
う

♪
　

(
1
)
ダ

ン
ボ

ー
ル

パ
ー

ラ
ン

ク
ー

作
り

体
験

：
旧

盆
の

時
期

に
行

わ
れ

る
「

エ
イ

サ
ー

」
で

使
用

す
る

太
鼓

「
パ

ー
ラ

ン
ク

ー
」

を
ダ

ン
ボ

ー
ル

で
作

る
体

験

平
成

2
7
年

7
月

2
5
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
月

)
3
8
日

間
3
8

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
3
,
4
8
6

2
6

昆
虫

探
検

ツ
ア

ー

2
日

・
9
日

は
、

海
洋

博
公

園
内

で
講

師
が

中
心

と
な

っ
て

昆
虫

探
し

を
行

い
、

昆
虫

の
普

段
隠

れ
て

い
る

場
所

、
昆

虫
ト

ラ
ッ

プ
の

仕
掛

け
方

な
ど

を
学

び
な

が
ら

野
外

で
の

昆
虫

探
索

を
体

験
し

て
も

ら
っ

た
。

そ
の

後
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

開
催

中
の

『
沖

縄
の

貴
重

な
昆

虫
展

』
会

場
に

て
振

り
返

り
等

、
解

説
を

行
っ

た
。

2
2
日

・
2
3
日

は
、

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
で

、
ア

リ
を

捕
ま

え
る

道
具

を
作

成
し

、
野

外
に

て
ア

リ
の

探
索

を
行

い
、

種
類

の
同

定
・

環
境

に
よ

る
ア

リ
種

類
の

違
い

な
ど

に
つ

い
て

講
師

よ
り

解
説

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

8
月

2
日

(
日

)
、

9
日

(
日

)
、

2
2
日

(
土

)
、

2
3
日

(
日

)
4

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

7
5

○

2
7

植
物

観
察

会
～

海
洋

博
公

園
の

貴
重

な
植

物
等

～

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
に

直
栽

さ
れ

て
い

る
沖

縄
在

来
の

貴
重

な
植

物
を

中
心

に
講

師
に

よ
る

解
説

を
行

っ
た

。
貴

重
な

植
物

の
本

来
の

自
生

地
は

ど
の

よ
う

な
環

境
で

あ
り

、
ど

こ
に

あ
る

の
か

、
な

ぜ
減

少
し

て
し

ま
っ

た
の

か
等

の
解

説
を

行
う

こ
と

で
希

少
種

へ
の

興
味

を
深

め
て

も
ら

っ
た

。
さ

ら
に

よ
り

身
近

に
あ

る
普

段
は

目
に

も
留

め
な

い
足

元
の

沖
縄

当
在

来
種

の
話

や
、

オ
オ

ハ
マ

ボ
ウ

の
葉

の
利

用
法

な
ど

一
般

の
人

で
も

植
物

に
親

し
み

を
持

て
る

内
容

の
話

を
し

た
。

最
後

に
沖

縄
の

貴
重

な
植

物
展

展
示

会
場

に
て

貴
重

な
植

物
に

つ
い

て
の

解
説

を
行

う
と

と
も

に
、

海
洋

博
公

園
に

残
さ

れ
て

い
る

貴
重

な
植

物
に

つ
い

て
の

紹
介

も
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

8
月

2
9
日

(
土

)
1

1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0

2
8

○

2
8

沖
縄

の
貴

重
な

植
物

展

な
ぜ

沖
縄

に
は

動
物

や
植

物
が

豊
富

な
の

か
に

つ
い

て
パ

ネ
ル

で
紹

介
す

る
と

と
も

に
、

沖
縄

県
の

絶
滅

危
惧

種
1
3
7
種

に
つ

い
て

の
実

物
展

示
を

行
っ

た
。

実
物

展
示

に
つ

い
て

は
、

山
地

、
海

岸
な

ど
生

育
地

別
に

カ
テ

ゴ
リ

ー
分

け
し

展
示

し
た

。
種

の
プ

ー
ル

と
題

し
、

沖
縄

県
の

自
生

種
1
,
7
0
0
種

分
の

ボ
ー

ル
を

用
意

し
、

絶
滅

危
惧

種
の

み
色

を
変

え
、

視
覚

的
に

訴
え

る
展

示
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
種

の
プ

ー
ル

に
絡

め
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

作
成

し
、

小
学

生
で

も
取

り
組

め
る

内
容

と
し

た
。

ま
た

、
北

部
・

中
部

・
南

部
農

林
高

校
、

繁
多

川
公

民
館

に
展

示
協

力
を

得
て

、
各

地
域

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
紹

介
し

た
他

、
海

洋
博

公
園

内
に

残
さ

れ
て

い
る

貴
重

な
植

物
に

つ
い

て
も

紹
介

し
、

関
連

し
た

観
察

会
を

実
施

し
て

公
園

内
の

植
物

に
つ

い
て

も
興

味
を

持
た

せ
る

内
容

と
し

た
。

平
成

2
7
年

8
月

1
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
月

)
＊

8
月

2
4
日

(
月

)
は

台
風

1
5
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
。

3
0

2
,
5
2
1

2
9

植
物

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

(
植

物
園

で
遊

ぼ
う

)

都
市

緑
化

植
物

園
の

見
本

園
を

舞
台

に
、

植
物

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

を
実

施
し

た
。

参
加

者
は

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
で

台
紙

を
受

け
取

り
、

問
題

を
見

な
が

ら
見

本
園

各
所

に
設

け
ら

れ
た

ス
タ

ン
プ

を
探

し
だ

し
、

ス
タ

ン
プ

を
押

し
て

も
ら

っ
た

。
さ

ら
に

ス
タ

ン
プ

設
置

場
所

に
植

物
を

題
材

に
し

た
ク

イ
ズ

を
設

け
、

楽
し

く
学

べ
る

よ
う

な
内

容
と

し
た

。
全

て
の

ス
タ

ン
プ

を
押

し
た

人
に

は
、

植
物

園
シ

ー
ル

等
の

景
品

を
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
た

。

平
成

2
7
年

8
月

1
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
月

)
＊

8
月

2
4
日

(
月

)
は

台
風

1
5
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
。

3
0

8
：

3
0
～

1
8
：

3
0

3
3
6

○

3
0

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

う
ち

わ
作

り
ク

ラ
フ

ト
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
う

ち
わ

作
り

ク
ラ

フ
ト

」
で

は
沖

縄
在

来
の

植
物

や
熱

帯
・

亜
熱

帯
性

の
植

物
(
ヒ

メ
ノ

ア
ズ

キ
、

ヨ
ウ

テ
イ

ボ
ク

等
)
を

う
ち

わ
シ

ー
ト

に
貼

り
付

け
て

作
る

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
2
日

、
5
日

、
8
日

、
1
0
日

、
1
2
日

、
1
6
日

、
2
1
日

実
施

)

平
成

2
7
年

8
月

1
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
月

)
＊

8
月

2
4
日

(
月

)
は

台
風

1
5
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
。

3
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

8
4
9

○

3
1

ア
ロ

ワ
ナ

観
察

ガ
イ

ド
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
に

館
内

で
飼

育
展

示
さ

れ
て

い
る

ア
ロ

ワ
ナ

に
つ

い
て

、
給

餌
の

際
に

魅
せ

る
ジ

ャ
ン

プ
を

観
察

し
な

が
ら

生
態

に
つ

い
て

解
説

し
、

理
解

を
深

め
て

い
た

だ
く

よ
う

な
観

察
会

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

7
月

2
6
日

(
日

)
～

8
月

2
3
日

(
日

)
期

間
中

の
日

曜
日

5
日

間
5

1
5
：

0
0
～

1
5
：

3
0

2
2
2

3
2

夏
の

ハ
ス

乗
り

体
験

会

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
栽

培
し

て
い

る
パ

ラ
グ

ア
イ

オ
ニ

バ
ス

に
、

体
重

1
5
k
g
未

満
の

子
供

を
乗

せ
る

体
験

会
を

実
施

し
た

。
制

限
以

上
の

お
子

様
や

親
子

で
の

体
験

希
望

者
に

は
レ

プ
リ

カ
で

疑
似

体
験

を
し

て
い

た
だ

い
た

。
体

験
者

に
は

な
り

き
り

グ
ッ

ズ
と

し
て

各
種

衣
装

等
を

用
意

し
て

飽
き

の
こ

な
い

工
夫

を
し

た
他

、
そ

の
場

で
ス

タ
ッ

フ
が

記
念

撮
影

を
行

い
、

写
真

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

7
月

1
8
日

(
土

)
～

8
月

3
0
日

(
日

)
期

間
中

の
土

日
祝

日
1
4
日

間
＊

7
月

2
5
日

(
土

)
は

台
風

1
2
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
1
4

1
3
：

3
0
～

1
7
：

0
0

1
,
1
4
0

3
3

沖
縄

の
貴

重
な

昆
虫

展

カ
イ

コ
に

つ
い

て
、

宮
良

氏
(
久

米
島

博
物

館
　

学
芸

員
)
よ

り
説

明
・

観
察

を
行

い
、

ぬ
い

ぐ
る

み
等

を
使

っ
て

生
態

を
学

ん
で

も
ら

っ
た

。
そ

の
後

、
D
V
D
や

織
物

見
本

等
を

用
い

て
県

内
の

織
物

の
紹

介
を

行
っ

た
。

ま
た

、
カ

イ
コ

の
繭

を
使

っ
た

ラ
ン

プ
シ

ェ
ー

ド
作

り
を

大
塚

氏
(
浦

添
市

役
所

　
農

林
水

産
係

)
よ

り
説

明
し

、
参

加
者

各
自

で
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
ラ

ン
プ

シ
ェ

ー
ド

を
作

成
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
7
年

8
月

1
5
日

(
土

)
～

1
6
日

(
日

)
2

1
4
：

0
0
～

1
5
：

3
0

3
1
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

3
4

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

熱
帯

果
樹

(
ト

ロ
ピ

カ
ル

フ
ル

ー
ツ

)
ス

タ
ン

プ
で

暑
中

見
舞

い
作

り
」

今
回

は
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

ら
し

い
体

験
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

「
カ

カ
オ

」
「

ス
タ

ー
フ

ル
ー

ツ
」

等
の

材
料

を
中

心
に

、
暑

中
見

舞
い

作
り

を
行

っ
た

。
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

は
、

カ
カ

オ
を

植
栽

展
示

し
て

お
り

、
比

較
的

周
年

、
結

実
の

様
子

が
観

察
で

き
る

事
か

ら
、

館
内

の
植

物
を

よ
り

身
近

に
感

じ
て

も
ら

え
る

内
容

と
し

た
。

①
平

成
2
7
年

8
月

1
日

(
土

)
～

3
0
日

(
日

)
の

土
・

日
②

追
加

受
入

　
8
月

5
日

(
水

)
1
1

①
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

②
1
1
：

0
0
～

1
2
：

0
0

4
1
8

○

3
5

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
、

回
廊

の
植

物
に

つ
い

て
「

熱
帯

植
物

の
不

思
議

」
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

8
月

1
日

(
土

)
～

2
9
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
5

1
5
：

0
0
～

5
7

○

4
0

シ
ル

バ
ー

ウ
ィ

ー
ク

2
0
1
5

(
１

)
ポ

イ
ン

ト
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
　

　
　

　
各

施
設

を
回

り
点

数
シ

ー
ル

を
集

め
、

合
計

点
に

応
じ

た
景

品
が

当
た

る
と

い
う

内
容

で
あ

っ
た

。
　

　
　

　
目

標
人

数
：

5
0
0
名

(
1
日

1
0
0
名

×
5
日

)
　

参
加

者
数

：
8
6
3
名

　
達

成
率

：
1
7
2
.
6
％

(
２

)
カ

ジ
マ

ヤ
―

工
作

　
　

　
　

和
紙

を
使

っ
た

風
車

を
作

り
つ

つ
、

沖
縄

の
行

事
で

あ
る

カ
ジ

マ
ヤ

―
に

つ
い

て
も

説
明

し
た

。
　

　
　

　
目

標
人

数
：

2
5
0
名

(
1
日

5
0
名

×
5
日

)
　

参
加

者
数

：
7
1
0
名

　
達

成
率

：
2
8
4
.
0
％

(
３

)
ス

テ
ン

シ
ル

絵
は

が
き

作
り

　
　

　
　

海
洋

博
オ

リ
ジ

ナ
ル

デ
ザ

イ
ン

の
ス

テ
ン

シ
ル

(
型

枠
)
を

使
い

、
絵

は
が

き
を

作
成

し
た

。
　

　
　

　
目

標
人

数
：

2
5
0
名

(
1
日

5
0
名

×
5
日

)
　

参
加

者
数

：
6
8
6
名

　
達

成
率

：
2
7
4
.
.
.
4
％

(
４

)
秋

の
星

空
迷

路
　

　
　

　
海

洋
文

化
館

1
F
多

目
的

ホ
ー

ル
内

に
、

星
の

デ
ザ

イ
ン

を
施

し
た

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

設
置

し
た

。
　

　
　

　
目

標
人

数
：

1
5
0
0
名

(
1
日

3
0
0
名

×
5
日

)
　

参
加

者
数

：
4
,
3
1
1
名

　
達

成
率

：
2
8
7
.
4
名

平
成

2
7
年

9
月

1
9
日

(
土

)
～

9
月

2
3
日

(
水

・
祝

)
5

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

6
,
5
7
0

4
2

平
成

2
7
年

度
海

洋
博

公
園

シ
ル

バ
ー

ウ
ィ

ー
ク

イ
ベ

ン
ト

「
夕

日
鑑

賞
会

～
音

楽
と

食
と

ゆ
う

も
ど

ろ
の

祭
典

」

１
)
ス

テ
ー

ジ
に

つ
い

て
　

　
1
6
：

0
0
～

　
　

　
　

　
　

ス
テ

ー
ジ

ス
タ

ー
ト

、
司

会
(
金

城
秀

美
)
挨

拶
　

　
1
6
：

1
0
～

1
6
：

4
0
　

民
謡

披
露

、
金

城
実

、
山

里
ユ

キ
、

大
城

マ
リ

ノ
　

　
1
6
：

5
0
～

1
7
：

3
0
　

上
原

昌
栄

ス
ウ

ィ
ン

グ
ジ

ャ
ズ

バ
ン

ド
　

　
1
7
：

4
5
～

1
8
：

2
5
　

サ
ザ

ン
バ

ン
ド

沖
縄

　
　

1
8
：

4
0
～

1
9
：

2
0
　

D
Y
N
A
M
I
T
E
S

　
　

1
9
：

3
0
　

　
　

　
　

　
　

 
終

了
２

)
お

い
し

い
も

の
広

場
に

つ
い

て
　

※
7
店

舗
設

置
　

　
①

海
洋

博
公

園
(
営

業
チ

ー
ム

)
・

・
・

販
売

品
目

：
バ

ー
ベ

キ
ュ

ー
、

ビ
ー

ル
、

飲
み

物
、

他
　

　
②

本
部

漁
業

協
同

組
合

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

販
売

品
目

：
セ

ー
イ

カ
焼

き
、

マ
グ

ロ
串

、
ハ

ラ
ゴ

―
フ

ラ
イ

　
　

③
も

ち
カ

フ
ェ

ち
ち

む
ん

(
誠

も
ち

店
)
・

販
売

品
目

：
ま

る
焼

き
、

も
ち

粉
チ

キ
ン

、
他

　
　

④
一

福
茶

屋
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
販

売
品

目
：

や
ん

ば
る

焙
煎

コ
ー

ヒ
ー

、
や

ん
ば

る
ス

ノ
―

ア
イ

ス
、

他
　

　
⑤

マ
キ

屋
フ

ー
ズ

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

販
売

品
目

：
紅

こ
う

じ
パ

ン
多

数
　

　
⑥

お
き

ぼ
た

シ
ョ

ッ
プ

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

販
売

品
目

：
マ

ン
ゴ

ー
プ

リ
ン

、
マ

ン
ゴ

ー
ジ

ュ
ー

ス
、

他
　

　
⑦

わ
ん

さ
か

大
浦

パ
ー

ク
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

販
売

品
目

：
さ

ー
た

ー
あ

ん
だ

ぎ
ー

、
コ

ー
ヒ

ー
、

他
３

)
そ

の
他

：
参

加
者

の
利

便
性

向
上

の
た

め
、

美
ら

海
プ

ラ
ザ

と
ハ

イ
サ

イ
プ

ラ
ザ

に
無

料
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
の

バ
ス

停
を

設
置

し
、

1
5
：

0
0
か

ら
2
0
：

3
0
ま

で
無

料
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
を

三
台

運
行

し
た

。
1
9
：

0
0
か

ら
は

一
台

追
加

し
て

イ
ベ

ン
ト

終
了

後
の

混
雑

解
消

を
図

っ
た

。

平
成

2
7
年

9
月

2
2
日

(
火

・
祝

)
※

海
洋

博
覧

会
地

区
の

閉
園

時
間

を
水

族
館

関
連

区
域

と
合

わ
せ

て
実

施
し

た
。

1
1
6
：

0
0
～

1
9
：

3
0

2
,
2
8
8

4
3

平
成

2
7
年

度
　

亜
熱

帯
緑

化
事

例
発

表
会

緑
化

事
例

に
関

す
る

発
表

4
件

、
緑

化
技

術
に

関
す

る
発

表
3
件

の
発

表
が

行
わ

れ
た

。
発

表
会

で
は

審
査

員
5
名

に
よ

る
審

査
を

行
い

、
最

優
秀

賞
1
件

、
優

秀
賞

2
件

を
選

出
し

た
。

ま
た

、
審

査
結

果
が

拮
抗

し
て

い
た

事
例

発
表

を
、

審
査

員
特

別
賞

と
し

て
1
件

選
出

し
た

。
発

表
終

了
後

に
は

、
参

加
者

全
員

に
感

謝
状

と
記

念
品

を
贈

呈
し

た
。

平
成

2
7
年

9
月

1
8
日

(
金

)
1

1
3
：

0
0
～

1
7
：

2
0

8
1

4
4

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ハ
ー

ブ
で

香
り

袋
を

作
ろ

う
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
ハ

ー
ブ

で
香

り
袋

を
作

ろ
う

」
で

は
沖

縄
存

来
の

植
物

や
香

り
の

強
い

植
物

、
色

鮮
や

か
な

植
物

(
ゲ

ッ
ト

ウ
、

ゼ
ラ

ニ
ウ

ム
、

ラ
ベ

ン
ダ

ー
セ

ー
ジ

等
)
を

使
っ

て
、

各
々

オ
リ

ジ
ナ

ル
や

ブ
レ

ン
ド

し
て

い
た

だ
き

、
香

り
袋

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
1
日

、
6
日

、
7
日

、
1
2
日

、
2
0
日

実
施

)
※

保
育

園
団

体
利

用
(
7
8
名

)
に

つ
い

て
は

、
要

望
に

応
じ

て
ク

ラ
フ

ト
体

験
で

コ
ー

ス
タ

ー
作

り
と

植
物

観
察

ツ
ア

ー
を

実
施

し
た

。

平
成

2
7
年

9
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
7
年

9
月

3
0
日

(
水

)
3
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

8
0
8

○

4
5

園
芸

教
室

(
ラ

ン
等

)

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

ホ
ー

ル
に

て
、

ラ
ン

栽
培

の
基

礎
・

ポ
イ

ン
ト

に
つ

い
て

の
説

明
を

ス
ラ

イ
ド

シ
ョ

ー
で

行
っ

た
。

講
義

後
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
温

室
内

で
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

た
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
い

、
実

際
に

展
示

し
て

い
る

ラ
ン

の
解

説
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
回

廊
棟

に
て

ラ
ン

(
カ

ト
レ

ア
)
の

植
替

え
の

実
演

お
よ

び
実

習
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

9
月

2
1
日

(
月

・
祝

)
1

1
3
：

0
0
～

1
5
：

0
0

2
0

○

4
6

沖
縄

の
ラ

ン
切

花
展

　
沖

縄
県

内
で

生
産

さ
れ

た
ラ

ン
切

花
4
属

2
2
品

種
5
7
点

を
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

切
花

の
魅

力
、

品
種

の
紹

介
、

花
の

見
方

等
の

解
説

及
び

県
内

切
花

生
産

者
の

紹
介

を
行

っ
た

。
さ

ら
に

、
各

種
切

花
を

素
材

に
ウ

ェ
デ

ィ
ン

グ
ブ

ー
ケ

3
基

に
加

え
ラ

ン
タ

ワ
ー

2
基

と
盛

り
花

等
を

組
合

せ
て

記
念

撮
影

コ
ー

ナ
ー

を
設

置
し

た
。

ま
た

、
期

間
中

毎
日

先
着

5
0
名

に
デ

ン
フ

ァ
レ

や
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
等

の
ラ

ン
切

花
プ

レ
ゼ

ン
ト

を
実

施
し

た
。

　
参

加
者

へ
ア

ン
ケ

ー
ト

を
兼

ね
た

人
気

投
票

を
行

っ
た

結
果

、
一

位
は

「
デ

ン
フ

ァ
レ

ソ
ニ

ア
ピ

ン
ク

」
、

二
位

は
「

デ
ン

フ
ァ

レ
プ

リ
カ

ナ
ホ

ワ
イ

ト
」

、
三

位
に

は
「

デ
ン

フ
ァ

レ
ジ

ャ
ッ

ク
ハ

ワ
イ

」
の

順
と

な
っ

た
。

会
期

終
了

後
に

は
、

投
票

投
函

者
か

ら
抽

選
で

1
0
名

の
方

に
切

花
1
箱

(
1
0
本

入
り

)
の

プ
レ

ゼ
ン

ト
も

実
施

し
た

。
(
各

プ
レ

ゼ
ン

ト
は

各
関

係
団

体
よ

り
提

供
)

平
成

2
7
年

9
月

1
9
日

(
土

)
～

9
月

2
7
日

(
日

)
9
日

間
9

4
,
0
4
9

4
7

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

お
花

で
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

」
こ

れ
ま

で
に

実
施

し
た

体
験

イ
ベ

ン
ト

で
、

特
に

満
足

度
の

高
か

っ
た

ミ
ニ

コ
サ

ー
ジ

ュ
作

り
を

行
っ

た
。

材
料

に
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
も

展
示

し
て

い
る

デ
ン

フ
ァ

レ
(
ラ

ン
)
等

を
用

い
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

ら
し

い
イ

ベ
ン

ト
内

容
と

し
た

。
平

成
2
7
年

9
月

5
日

(
土

)
～

2
7
日

(
日

)
の

土
・

日
　

計
8
日

間
8

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
8
9

○

 
別紙-360



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

4
8

沖
縄

の
貴

重
な

昆
虫

展
～

昆
虫

と
植

物
の

不
思

議
～

沖
縄

の
昆

虫
の

特
徴

に
つ

い
て

解
説

し
、

特
に

当
公

園
が

あ
る

本
部

町
に

産
す

る
蝶

や
ヤ

ン
バ

ル
の

昆
虫

に
つ

い
て

は
、

標
本

な
ど

も
展

示
し

な
が

ら
理

解
を

深
め

ら
れ

る
よ

う
に

し
た

。
ま

た
、

昆
虫

と
植

物
の

関
係

に
つ

い
て

よ
り

深
く

学
べ

る
内

容
と

し
、

国
外

産
の

昆
虫

も
紹

介
し

た
他

、
生

き
た

昆
虫

や
蝶

に
触

れ
ら

れ
る

コ
ー

ナ
ー

も
設

置
し

て
内

容
の

充
実

を
図

っ
た

。
更

に
海

洋
博

公
園

内
の

環
境

、
園

内
で

み
ら

れ
る

昆
虫

や
蝶

等
に

つ
い

て
紹

介
し

た
他

、
本

展
示

会
と

連
動

し
た

昆
虫

探
検

ツ
ア

ー
を

県
内

で
実

施
し

、
園

内
の

自
然

環
境

に
つ

い
て

学
べ

る
内

容
と

し
た

。

平
成

2
7
年

7
月

2
6
日

(
日

)
～

9
月

3
0
日

(
水

)
の

6
6
日

間
※

7
月

2
5
日

(
土

)
、

8
月

2
4
日

(
月

)
は

台
風

1
2
号

、
1
5
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
6
6

1
9
,
1
9
4

4
9

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

「
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

v
o
l
.
3
」

「
熱

帯
樹

林
の

中
の

遺
跡

」
と

い
う

イ
メ

ー
ジ

で
設

置
さ

れ
て

い
る

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
施

設
内

容
や

展
示

物
を

題
材

と
し

た
冒

険
心

を
刺

激
す

る
「

謎
解

き
」

を
実

施
し

た
。

平
成

2
7
年

7
月

2
6
日

(
日

)
～

9
月

3
0
日

(
水

)
　

6
6
日

間
※

7
月

2
5
日

(
土

)
、

8
月

2
4
日

(
月

)
は

台
風

1
2
号

、
1
5
号

に
よ

る
休

館
の

た
め

未
実

施
6
6

1
0
：

0
0
～

1
8
：

0
0

(
受

付
終

了
1
7
:
0
0
)

1
0
,
2
0
0

5
0

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
、

回
廊

の
植

物
に

つ
い

て
「

熱
帯

植
物

の
不

思
議

」
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

9
月

5
日

(
土

)
～

2
6
日

(
土

)
計

4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

7
1

○

5
3

海
洋

博
公

園
ナ

イ
ト

ツ
ア

ー
募

集
方

法
　

電
話

よ
る

事
前

応
募

及
び

当
日

抽
選

応
募

(
事

前
予

約
者

か
ら

キ
ャ

ン
セ

ル
が

あ
っ

た
場

合
)

内
容

　
　

　
　

日
没

後
の

園
内

の
散

策
、

希
少

な
夜

行
性

生
物

の
生

態
や

ヤ
シ

ガ
ニ

調
査

の
紹

介

平
成

2
7
年

5
月

～
9
月

の
第

2
・

4
土

曜
日

、
中

止
日

の
振

替
日

と
し

て
8
月

1
5
日

(
土

)
、

9
月

1
9
日

(
土

)
、

5
月

2
3
日

、
7
月

1
1
・

2
5

日
、

8
月

1
5
日

(
計

4
日

間
)
悪

天
候

の
為

中
止

。

8

1
6
：

0
0
(
受

付
・

一
時

解
散

)
1
9
：

3
0
(
再

集
合

)
～

2
2
：

0
0
(
解

散
)

1
2
9

5
4

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ハ
ロ

ウ
ィ

ン
の

リ
ー

ス
作

り
ク

ラ
フ

ト
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

　
「

ハ
ロ

ウ
ィ

ン
の

リ
ー

ス
作

り
ク

ラ
フ

ト
」

で
は

沖
縄

在
来

の
植

物
(
ゲ

ッ
ト

ウ
、

イ
ジ

ュ
等

)
や

ハ
ー

ブ
(
ラ

ベ
ン

ダ
ー

セ
ー

ジ
、

レ
モ

ン
マ

ー
ト

ル
等

)
を

使
っ

て
、

あ
ら

か
じ

め
切

り
抜

い
た

厚
紙

に
木

の
実

や
葉

っ
ぱ

を
張

り
付

け
、

リ
ー

ス
作

り
体

験
を

行
っ

た
。

(
毎

日
実

施
)

　
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
1
1
日

、
1
5
日

、
2
2
日

実
施

)

平
成

2
7
年

1
0
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
7
年

1
0
月

3
1
日

(
土

)
3
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

9
5
9

○

5
5

ラ
ン

類
に

関
す

る
講

習
会

本
講

習
会

で
は

、
「

沖
縄

で
簡

単
！

キ
レ

イ
に

咲
く

！
パ

ン
ダ

の
世

界
」

と
題

し
、

ラ
ン

の
中

で
も

美
し

い
花

を
咲

か
せ

る
パ

ン
ダ

属
を

取
り

上
げ

た
。

講
習

会
は

2
部

に
分

か
れ

て
実

施
し

、
第

一
部

で
は

原
種

や
園

芸
種

、
沖

縄
の

環
境

で
よ

く
育

つ
品

種
を

現
物

や
写

真
を

用
い

て
紹

介
し

た
。

特
に

形
態

的
特

徴
か

ら
栽

培
環

境
を

推
測

す
る

手
法

や
ラ

ン
の

構
造

な
ど

現
物

を
用

い
深

く
掘

り
下

げ
て

講
義

し
た

。
第

二
部

で
は

栽
培

教
室

を
行

い
、

す
ぐ

に
活

か
せ

る
栽

培
技

術
を

一
般

市
民

に
提

供
し

た
。

平
成

2
7
年

1
0
月

2
4
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

2
0

4
6

5
6

秋
の

都
市

緑
化

月
間

「
苗

木
の

無
料

配
布

」
沖

縄
県

で
栽

培
さ

れ
て

い
る

植
物

を
中

心
に

、
低

木
、

花
木

、
草

花
等

で
開

花
期

が
長

く
栽

培
が

容
易

で
あ

り
、

一
般

の
方

に
人

気
の

あ
る

種
類

(
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
、

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
、

ラ
ベ

ン
ダ

ー
セ

ー
ジ

、
コ

ウ
シ

ュ
ン

カ
ズ

ラ
等

な
ど

)
を

1
名

に
つ

き
1
鉢

を
配

布
し

た
。

①
平

成
2
7
年

1
0
月

1
日

(
木

)
～

1
0
月

3
1
日

(
土

)
3
1
日

間
　

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
②

平
成

2
7
年

1
0
月

1
8
日

(
日

)
、

2
5
日

(
日

)
　

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

3
1

①
1
3
：

0
0
～

配
布

終
了

ま
で

②
1
4
：

0
0
～

1
5
：

0
0

1
,
5
9
1

5
7

熱
帯

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
カ

ラ
ー

リ
ー

フ
で

し
お

り
作

り
」

こ
れ

ま
で

に
実

施
し

た
体

験
イ

ベ
ン

ト
で

特
に

満
足

度
の

高
く

、
ま

た
リ

ク
エ

ス
ト

の
多

か
っ

た
「

し
お

り
作

り
」

を
行

っ
た

。
材

料
に

は
同

時
期

に
開

催
し

た
カ

ラ
ー

リ
ー

フ
ガ

ー
デ

ン
フ

ェ
ア

で
も

展
示

し
て

い
る

樹
種

(
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

等
)
も

用
い

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
ら

し
い

イ
ベ

ン
ト

内
容

と
し

た
。

平
成

2
7
年

1
0
月

3
日

(
土

)
～

3
1
日

(
土

)
の

土
・

日
　

計
9
日

間
9

4
9
4

○

5
8

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
、

回
廊

の
植

物
に

つ
い

て
「

熱
帯

植
物

の
不

思
議

」
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

1
0
月

3
日

(
土

)
～

3
1
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
　

計
5

日
間

臨
時

対
応

、
平

成
2
7
年

1
0
月

9
日

(
金

)
、

2
3
日

(
金

)
、

2
8
日

(
水

)

8
1
5
：

0
0
～

2
7
2

○

5
9

第
3
回

海
洋

博
公

園
や

ん
ば

る
グ

ル
メ

コ
ン

ク
ー

ル

①
出

店
、

出
品

メ
ニ

ュ
ー

名
：

1
2
店

舗
　

・
z
a
k
k
a
＆

m
i
n
i
 
c
a
f
é
 
r
a
.
s
h
i
.
s
a
(
も

と
ぶ

香
ネ

ギ
ダ

レ
ザ

ン
ギ

)
　

・
農

業
生

産
法

人
も

と
ぶ

ウ
ェ

ル
ネ

ス
フ

ー
ズ

株
式

会
社

(
も

と
ぶ

産
シ

ー
ク

ヮ
ー

サ
ー

カ
ス

テ
ラ

＆
ぜ

ん
ざ

い
)

　
・

瀬
底

　
家

人
寿

(
炙

り
鯖

丼
)

　
・

一
福

茶
屋

(
ホ

ッ
ト

か
き

氷
)

　
・

ひ
ろ

と
屋

(
や

ん
ば

る
ポ

ー
ク

・
オ

レ
ン

ジ
ソ

ー
ス

丼
)

　
・

や
ん

ば
る

の
茶

屋
か

な
ん

(
も

と
ぶ

香
り

ね
ぎ

ジ
ュ

ー
シ

ー
飯

)
　

・
ド

ラ
イ

ブ
イ

ン
レ

ス
ト

ラ
ン

　
ハ

ワ
イ

　
(
鰹

S
O
B
A
)

　
・

お
き

ぽ
た

シ
ョ

ッ
プ

(
紅

芋
ス

イ
ー

ト
ポ

テ
ト

ア
イ

ス
)

　
・

美
み

花
　

名
護

店
(
山

原
シ

ュ
ワ

ワ
)

　
・

ア
セ

ロ
ー

ラ
フ

レ
ッ

シ
ュ

(
ア

セ
ロ

ー
ラ

フ
ロ

ー
ト

i
n
ゼ

リ
ー

)
　

・
沖

縄
味

処
も

と
ぶ

食
堂

(
あ

ぐ
ー

ネ
ギ

塩
丼

　
(
シ

ー
ク

ヮ
ー

サ
ー

風
味

)
)

　
・

も
ち

カ
フ

ェ
ち

ち
む

ん
(
沖

縄
の

ま
る

焼
き

　
(
も

と
ぶ

牛
)
)

②
売

上
：

チ
ケ

ッ
ト

単
価

　
￥

1
,
0
0
0
(
税

込
)
　

※
商

品
引

換
券

3
枚

＋
投

票
券

1
枚

の
セ

ッ
ト

　
・

2
1
日

(
土

)
：

1
,
0
9
9
枚

(
1
,
0
9
9
,
0
0
0
円

)
　

・
2
2
日

(
日

)
：

1
,
8
1
5
枚

(
1
,
8
1
5
,
0
0
0
円

)
　

・
2
3
日

(
月

)
：

1
,
3
3
9
枚

(
1
,
3
3
9
,
0
0
0
円

)
　

　
合

計
4
,
2
5
3
枚

(
4
,
2
5
3
,
0
0
0
円

)

平
成

2
7
年

1
1
月

2
1
日

(
土

)
～

1
1
月

2
3
日

(
月

・
祝

)
3

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

※
2
3
日

は
1
6
：

0
0
ま

で
4
,
2
5
3

6
0

美
ら

島
自

然
教

室
「

ア
サ

ギ
マ

ダ
ラ

の
渡

り
の

秘
密

を
探

る
」

①
蝶

の
形

態
や

生
態

、
沖

縄
に

生
息

す
る

蝶
等

に
つ

い
て

の
紹

介
②

ア
サ

ギ
マ

ダ
ラ

の
渡

り
に

つ
い

て
の

解
説

、
そ

の
調

査
方

法
の

紹
介

③
ア

サ
ギ

マ
ダ

ラ
の

渡
り

の
調

査
の

実
施

(
翅

へ
の

マ
ー

キ
ン

グ
と

放
蝶

)
④

植
物

園
に

て
、

蝶
の

食
草

植
物

や
蜜

源
植

物
の

植
栽

平
成

2
7
年

1
1
月

7
日

(
土

)
1

1
3
：

0
0
～

1
5
：

0
0

3
3

6
1

バ
ー

ド
ウ

ォ
ッ

チ
ン

グ

公
園

内
を

散
策

し
、

見
つ

け
た

野
鳥

に
つ

い
て

そ
の

生
態

や
特

徴
に

つ
い

て
解

説
を

行
っ

た
。

今
回

の
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

で
は

個
々

の
野

鳥
の

解
説

だ
け

で
な

く
、

野
鳥

と
植

物
、

昆
虫

な
ど

と
の

関
わ

り
に

つ
い

て
も

触
れ

、
公

園
内

外
の

自
然

環
境

と
多

様
な

生
物

の
中

で
関

係
を

持
ち

な
が

ら
暮

ら
し

て
い

る
こ

と
を

わ
か

り
や

す
く

解
説

し
た

。
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

後
は

希
望

者
の

み
を

残
し

、
植

物
管

理
セ

ン
タ

ー
内

に
て

展
示

さ
れ

て
い

る
パ

ネ
ル

を
用

い
、

講
師

が
補

足
解

説
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

1
1
月

2
9
日

(
日

)
1

8
：

1
5
～

1
1
：

0
0

1
5

6
2

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

　
「

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

作
り

」
で

は
、

リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

マ
ツ

の
マ

ツ
カ

サ
(
マ

ツ
ボ

ッ
ク

リ
)
に

ビ
ー

ズ
や

リ
ボ

ン
で

デ
コ

レ
ー

シ
ョ

ン
し

て
ツ

リ
ー

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

　
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
1
日

、
9
日

、
1
6
日

、
1
9
日

、
2
2
日

、
2
3
日

、
2
4
日

、
3
0
日

実
施

)

平
成

2
7
年

1
1
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

1
1
月

3
0
日

(
月

)
3
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

1
,
2
0
0

○
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

6
3

カ
ラ

ー
リ

ー
フ

ガ
ー

デ
ン

フ
ェ

ア

今
回

の
展

示
会

で
は

、
斑

入
り

や
銀

葉
、

銅
葉

な
ど

カ
ラ

フ
ル

な
色

彩
を

持
つ

カ
ラ

ー
リ

ー
フ

プ
ラ

ン
ツ

に
つ

い
て

、
そ

の
利

用
方

法
と

し
て

ガ
ー

デ
ニ

ン
グ

等
の

装
飾

、
壁

面
装

飾
や

鉢
植

え
、

寄
せ

植
え

等
の

展
示

を
行

っ
た

。
各

展
示

箇
所

で
は

背
景

や
園

路
、

壁
面

等
を

い
か

し
た

展
示

で
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

を
演

出
し

た
。

ま
た

、
ガ

ー
デ

ン
の

一
部

に
は

「
ハ

ロ
ウ

ィ
ン

ガ
ー

デ
ン

」
や

「
メ

ル
ヘ

ン
ガ

ー
デ

ン
」

等
の

テ
ー

マ
を

設
定

し
、

幅
広

い
方

々
に

興
味

を
も

っ
て

頂
け

る
展

示
と

し
た

。

平
成

2
7
年

1
0
月

1
7
日

(
土

)
～

1
1
月

1
日

(
日

)
　

1
6
日

間
1
6

5
,
6
9
4

6
4

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

葉
っ

ぱ
で

必
勝

！
合

格
祈

願
お

守
り

作
り

」

材
料

の
イ

ン
ド

ボ
ダ

イ
ジ

ュ
は

、
そ

の
木

の
下

で
釈

迦
が

悟
り

を
ひ

ら
い

た
こ

と
か

ら
、

仏
教

の
三

大
聖

木
の

一
つ

と
さ

れ
、

と
て

も
縁

起
の

良
い

木
と

し
て

知
ら

れ
て

い
る

。
本

格
的

な
受

験
シ

ー
ズ

ン
が

到
来

す
る

前
に

イ
ン

ド
ボ

ダ
イ

ジ
ュ

の
葉

を
用

い
て

合
格

祈
願

の
お

守
り

を
作

成
し

た
。

加
え

て
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
も

植
栽

し
て

い
る

事
を

紹
介

し
、

館
内

の
植

物
を

よ
り

身
近

に
感

じ
て

も
ら

え
る

内
容

と
し

た
。

平
成

2
7
年

1
1
月

1
日

(
日

)
～

2
9
日

(
日

)
の

土
・

日
　

計
9
日

間
9

1
3
：

0
0
～

1
6
：

0
0

1
3
9

○

6
5

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
、

回
廊

の
植

物
に

つ
い

て
「

熱
帯

植
物

の
不

思
議

」
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

1
1
月

7
日

(
土

)
～

2
8
日

(
土

)
計

4
日

間
臨

時
対

応
、

平
成

2
7
年

1
1
月

1
8
日

(
水

)
、

2
1
日

(
土

)
、

2
2
日

(
日

)
7

1
5
：

0
0
～

1
3
4

○

6
7

第
1
0
回

鬼
餅

作
り

体
験

　
お

き
な

わ
郷

土
村

内
で

月
桃

の
葉

を
刈

り
、

餅
を

こ
ね

、
そ

の
葉

で
餅

を
包

み
か

ま
ど

で
蒸

す
と

い
う

昔
な

が
ら

の
工

法
で

鬼
餅

を
作

っ
た

。
蒸

し
て

い
る

時
間

を
利

用
し

て
鬼

餅
の

由
来

の
紙

芝
居

を
実

施
し

た
。

【
実

施
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
】

　
1
2
：

3
0
～

1
5
：

0
0
　

鬼
餅

作
り

体
験

　
1
5
：

3
0
～

　
　

　
　

鬼
餅

振
る

舞
い

平
成

2
7
年

1
2
月

1
9
日

(
土

)
～

1
2
月

2
0
日

(
日

)
2

1
2
：

0
0
～

1
5
：

0
0

1
,
1
5
4

△

6
8

環
境

学
習

「
葉

っ
ぱ

で
遊

ぼ
う

」
～

葉
脈

標
本

作
り

～

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
に

植
栽

さ
れ

て
い

る
沖

縄
存

来
の

植
物

を
材

料
に

葉
脈

標
本

を
作

製
し

た
。

リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

コ
ク

タ
ン

、
ガ

ジ
ュ

マ
ル

、
ヤ

ブ
ツ

バ
キ

な
ど

用
い

、
ど

う
や

っ
て

葉
脈

だ
け

に
す

る
の

か
、

な
ぜ

葉
脈

だ
け

に
な

る
の

か
に

つ
い

て
講

師
よ

り
説

明
を

行
っ

た
。

ま
た

葉
脈

の
役

割
や

種
類

に
よ

っ
て

葉
脈

の
構

造
が

異
な

る
こ

と
に

つ
い

て
解

説
を

行
う

こ
と

で
、

身
近

な
自

然
へ

の
興

味
関

心
を

高
め

る
工

夫
を

し
た

。
ま

た
作

成
し

た
標

本
に

着
色

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
幅

広
い

年
齢

層
の

人
が

楽
し

め
る

内
容

と
し

た
。

平
成

2
7
年

1
2
月

2
3
日

(
水

・
祝

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

3
5

6
9

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

年
賀

寿
作

り
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

　
「

年
賀

状
作

り
」

で
は

、
ハ

ガ
キ

サ
イ

ズ
の

厚
紙

に
サ

ン
ダ

ン
カ

、
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

等
押

し
花

、
モ

ク
ビ

ャ
ッ

コ
ウ

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
等

の
押

し
葉

で
年

賀
状

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
、

但
し

2
日

、
3
日

は
休

園
日

)
　

　
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
2
1
日

、
2
8
日

、
2
9
日

、
3
0
日

、
実

施
)

平
成

2
7
年

1
2
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
7
年

1
2
月

3
1
日

(
木

)
3
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

4
5
1

○

7
0

植
え

付
け

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

～
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
植

え
付

け
体

験
～

植
え

付
け

作
業

の
前

に
、

職
員

に
よ

る
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

特
性

や
品

種
の

紹
介

、
球

根
の

形
か

ら
葉

の
出

る
方

向
を

説
明

し
、

植
え

付
け

る
際

の
球

根
の

向
き

や
手

順
の

ポ
イ

ン
ト

な
ど

を
レ

ク
チ

ャ
ー

し
た

。
そ

の
後

、
参

加
者

に
よ

り
、

1
月

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

開
催

さ
れ

る
「

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア
」

で
の

展
示

用
と

し
て

、
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

球
根

の
植

付
け

を
実

施
し

、
沖

縄
の

花
・

緑
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

方
に

も
指

導
補

助
で

参
加

い
た

だ
い

た
。

1
回

目
：

平
成

2
7
年

1
2
月

1
2
日

(
土

)
2
回

目
：

平
成

2
7
年

1
2
月

1
9
日

(
土

)
2

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

5
8

7
1

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

バ
ニ

ラ
で

”
香

る
”

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

作
り

」

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
は

、
バ

ニ
ラ

を
周

年
植

栽
展

示
し

て
お

り
、

春
に

は
花

が
咲

き
、

冬
に

は
、

そ
の

実
が

観
察

で
き

る
。

今
回

は
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

ら
し

い
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

、
「

バ
ニ

ラ
」

を
材

料
の

一
つ

と
し

て
用

い
、

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

作
り

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

1
2
月

5
日

(
土

)
、

6
日

(
日

)
、

1
2
日

(
土

)
～

2
5
日

(
金

)
及

び
追

加
受

入
　

計
1
8
日

間
①

当
初

設
定

　
1
2
月

5
日

～
2
0
日

の
土

日
　

計
6
日

間
②

追
加

受
入

　
1
2
月

7
日

(
月

)
、

8
日

(
火

)
(
団

体
利

用
：

キ
リ

ン
託

児
所

)
③

追
加

実
施

　
1
2
月

1
4
日

(
月

)
～

2
5
日

(
金

)
ま

で
の

平
日

(
ウ

ィ
ン

タ
ー

ス
ペ

シ
ャ

ル
と

し
て

)

1
8

①
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

②
1
0
：

3
0
～

1
1
：

0
0

③
3
3
4

○

7
2

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
7
年

1
2
月

5
日

(
土

)
～

2
6
日

(
土

)
　

計
4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

4
1

○

7
3

平
成

2
7
年

度
正

月
催

事
信

州
果

報
で

ー
び

る

（
1
）

ス
テ

ー
ジ

イ
ベ

ン
ト

(
場

所
：

噴
水

広
場

 
特

設
ス

テ
ー

ジ
 
参

加
者

数
：

1
,
8
6
7
人

)
（

2
）

餅
つ

き
体

験
･
餅

の
振

る
舞

い
(
場

所
：

ハ
イ

サ
イ

プ
ラ

ザ
横

仮
設

テ
ン

ト
 
参

加
者

数
：

3
,
3
4
8

人
)

（
3
）

琉
装

着
付

け
体

験
(
場

所
：

お
き

な
わ

郷
土

村
 
 
本

家
 
参

加
者

数
：

6
2
3
人

）
（

4
）

掛
け

軸
作

り
 
工

作
体

験
(
場

所
：

海
洋

文
化

館
 
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

ホ
ー

ル
 
参

加
者

数
：

1
9
2
人

)
（

5
）

海
洋

文
化

館
ナ

ゾ
ト

キ
探

検
(
場

所
：

ハ
イ

サ
イ

プ
ラ

ザ
横

仮
設

テ
ン

ト
 
参

加
者

数
：

5
3
1
人

)
（

6
）

正
月

緑
日

(
場

所
：

ハ
イ

サ
イ

プ
ラ

ザ
横

仮
設

テ
ン

ト
 
参

加
者

数
：

2
,
8
7
6
人

)
（

7
）

ラ
ジ

オ
沖

縄
出

張
生

放
送

(
場

所
：

噴
水

広
場

 
特

設
ス

テ
ー

ジ
 
参

加
者

数
：

1
,
6
5
8
人

)

平
成

2
7
年

1
月

1
日

（
金

・
祝

）
～

1
月

3
日

（
日

）
3

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

※
1
/
1
の

み
9
：

3
0
～

1
1
,
0
9
5

7
5

第
3
7
回

海
洋

博
公

園
全

国
ト

リ
ム

マ
ラ

ソ
ン

大
会

　
①

開
会

式
　

②
備

瀬
福

木
並

木
コ

ー
ス

(
約

1
0
.
0
k
m
)
9
：

3
0
ス

タ
ー

ト
　

③
フ

ラ
ワ

ー
ガ

ー
デ

ン
コ

ー
ス

　
(
約

6
.
0
k
m
)
1
0
：

0
0
ス

タ
ー

ト
　

④
フ

ァ
ミ

リ
ー

エ
ン

ジ
ョ

イ
公

園
コ

ー
ス

(
約

3
.
5
k
m
)
1
0
：

3
0
ス

タ
ー

ト
　

⑤
表

彰
式

、
閉

会
式

、
お

楽
し

み
抽

選
会

は
荒

天
の

た
め

中
止

平
成

2
8
年

1
月

1
7
日

(
日

)
※

荒
天

の
た

め
中

止
※

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
引

換
え

は
、

7
時

1
0
分

よ
り

開
始

1
9
：

0
0
～

1
1
：

0
0

5
,
1
9
5

7
6

黒
糖

作
り

体
験

お
き

な
わ

郷
土

村
馬

場
に

お
い

て
、

サ
ト

ウ
キ

ビ
に

つ
い

て
の

解
説

を
受

け
、

収
穫

・
葉

の
切

り
落

と
し

作
業

を
し

、
砂

糖
車

を
廻

し
て

サ
ト

ウ
キ

ビ
を

絞
っ

た
。

絞
り

汁
を

濾
し

、
か

く
は

ん
し

な
が

ら
鍋

で
煮

詰
め

て
黒

糖
を

作
り

上
げ

た
。

ま
た

、
1
日

2
回

作
っ

た
噴

水
広

場
で

作
っ

た
黒

糖
の

振
る

舞
い

を
行

っ
た

。

平
成

2
8
年

1
月

3
0
日

(
土

)
、

3
1
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
5
：

0
0

2
,
0
5
8

△

7
7

ラ
ン

に
関

す
る

講
習

会

「
沖

縄
の

ラ
ン

産
業

に
つ

い
て

」
　

　
講

師
：

宮
里

政
智

氏
(
一

財
)
沖

縄
美

ら
島

財
団

　
総

合
研

究
セ

ン
タ

ー
　

副
参

事
「

台
湾

の
ラ

ン
産

業
に

つ
い

て
」

　
　

講
師

：
M
r
.
D
e
n
n
i
s
 
K
a
o
　

台
湾

蘭
花

産
銷

発
展

協
会

　
会

長
「

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

ラ
ン

産
業

に
つ

い
て

」
　

　
講

師
：

M
r
.
 
L
u
t
z
 
R
o
l
l
k
e
　

(
ド

イ
ツ

)
R
o
l
l
k
e
 
O
r
c
h
i
d
e
e
n
　

G
b
R

平
成

2
8
年

1
月

3
0
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

9
2

○

7
8

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

お
も

ち
ゃ

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

　
「

お
も

ち
ゃ

作
り

」
で

は
、

サ
ン

ダ
ン

カ
、

ブ
ー

ゲ
ン

ブ
レ

ア
等

の
押

し
花

、
モ

ク
ビ

ャ
ッ

コ
ウ

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
等

の
押

し
葉

を
装

飾
し

て
「

び
ゅ

ん
び

ゅ
ん

ご
ま

」
と

「
こ

ま
」

作
り

体
験

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

　
　

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
2
1
日

、
2
4
日

、
3
1
日

実
施

)

平
成

2
8
年

1
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
8
年

1
月

3
1
日

(
日

)
3
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
4
2

○

 
別紙-362



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

7
9

ウ
ィ

ン
タ

ー
ス

ペ
シ

ャ
ル

土
日

の
み

に
設

定
さ

れ
て

い
る

「
熱

帯
の

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

」
の

実
施

を
強

化
し

、
毎

日
開

催
し

た
。

ま
た

、
夏

期
に

実
施

し
好

評
で

あ
っ

た
「

ア
ロ

ワ
ナ

観
察

ガ
イ

ド
」

を
、

よ
り

多
く

の
お

客
様

が
ご

覧
に

な
れ

る
よ

う
内

容
の

改
善

を
行

い
「

ア
ロ

ワ
ナ

ジ
ャ

ン
プ

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

」
と

名
称

を
変

更
し

て
毎

日
開

催
し

た
。

さ
ら

に
、

ク
リ

ス
マ

ス
や

お
正

月
を

イ
メ

ー
ジ

さ
せ

る
装

飾
や

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
を

追
加

し
、

来
館

者
満

足
度

向
上

を
図

っ
た

。
(
「

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
」

に
つ

い
て

は
、

別
途

報
告

済
み

)

平
成

2
7
年

1
2
月

1
2
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

1
月

3
日

(
日

)
2
3

5
,
6
3
9

8
0

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

押
し

花
で

オ
リ

ジ
ナ

ル
カ

ー
ド

作
り

」

押
し

花
・

押
し

葉
を

画
用

紙
に

各
自

で
レ

イ
ア

ウ
ト

し
て

頂
く

、
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
カ

ー
ド

作
り

を
行

っ
た

。
材

料
は

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
植

栽
し

て
い

る
植

物
種

の
剪

定
枝

な
ど

を
活

用
し

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
ら

し
い

イ
ベ

ン
ト

内
容

と
し

た
。

平
成

2
7
年

1
2
月

2
6
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

1
月

3
日

(
日

)
ま

で
毎

日
(
9
日

間
)

平
成

2
8
年

1
月

9
日

(
土

)
～

2
4
日

(
日

)
の

土
日

(
6
日

間
)
計

1
5
日

間 当
初

設
定

1
2
月

2
6
日

(
土

)
～

1
月

2
4
日

(
日

)
の

土
日

計
1
0
日

間
追

加
実

施
1
2
月

2
8
日

(
月

)
～

1
月

1
日

(
金

)
ま

で
の

平
日

(
ウ

ィ
ン

タ
ー

ス
ペ

シ
ャ

ル
と

し
て

)

1
5

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

4
0
6

○

8
1

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
月

2
日

(
土

)
～

2
3
日

(
土

)
計

4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

4
5

○

8
4

第
1
1
回

美
ら

海
花

ま
つ

り

1
.
園

内
装

飾
　

平
成

2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
～

2
月

2
8
日

(
日

)
2
.
に

ぎ
わ

い
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
素

敵
な

ク
ラ

ウ
ン

の
日

　
平

成
2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
・

2
4
日

(
日

)
　

1
1
：

0
0
～

1
6
：

0
0

　
2
)
大

道
芸

ス
テ

ー
ジ

披
露

　
平

成
2
8
年

1
月

3
0
日

(
土

)
、

2
月

6
日

(
土

)
・

7
日

(
日

)
1
日

2
ス

テ
ー

ジ
　

3
)
「

沖
縄

B
O
N
」

生
中

継
放

送
　

平
成

2
8
年

1
月

3
0
日

(
土

)
　

1
2
：

0
0
～

1
2
：

5
4

　
4
)
よ

し
も

と
お

笑
い

ス
テ

ー
ジ

　
平

成
2
8
年

1
月

3
1
日

(
日

)
　

1
2
：

0
0
～

1
7
：

0
0

　
5
)
県

立
芸

能
大

学
連

携
声

楽
ソ

ロ
と

ア
ン

サ
ン

ブ
ル

　
平

成
2
8
年

2
月

7
日

(
日

)
　

2
ス

テ
ー

ジ
3
.
参

加
・

体
験

型
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
花

の
フ

ォ
ト

フ
レ

ー
ム

作
り

　
平

成
2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
～

2
月

2
8
日

(
日

)
の

土
日

祝
　

計
1
3
日

　
2
)
フ

ラ
ワ

ー
ジ

ェ
ル

キ
ャ

ン
ド

ル
作

り
　

平
成

2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
～

2
月

2
8
日

(
日

)
の

土
日

祝
　

計
1
3
日

　
3
)
フ

ラ
ワ

ー
ピ

ッ
ク

作
り

　
平

成
2
8
年

2
月

2
7
日

(
土

)
・

2
8
日

(
日

)
　

4
)
フ

ラ
ワ

ー
ア

レ
ン

ジ
メ

ン
ト

『
花

御
膳

』
作

り
　

平
成

2
8
年

2
月

2
7
日

(
土

)
・

2
8
日

(
日

)
4
.
そ

の
他

　
乗

馬
体

験
　

平
成

2
8
年

2
月

6
日

(
土

)
・

7
日

(
日

)

平
成

2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
～

2
月

2
8
日

(
日

)
3
7

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
,
5
3
1

8
5

ツ
バ

キ
展

沖
縄

椿
協

会
、

N
P
O
法

人
大

宜
味

つ
ば

き
の

会
と

の
共

催
に

よ
り

、
各

会
会

員
が

丹
精

込
め

て
育

て
た

ツ
バ

キ
の

鉢
物

を
出

展
し

て
い

た
だ

き
展

示
を

行
っ

た
。

広
山

流
沖

縄
支

部
、

国
頭

村
役

場
な

ど
の

協
力

を
得

て
ツ

バ
キ

を
使

っ
た

生
け

花
の

展
示

や
地

域
で

の
取

り
組

み
事

例
の

紹
介

を
行

っ
た

。
ま

た
ツ

バ
キ

の
分

布
や

歴
史

な
ど

の
情

報
パ

ネ
ル

、
ツ

バ
キ

油
加

工
品

・
ツ

バ
キ

財
工

芸
品

等
の

展
示

、
沖

縄
椿

協
会

に
よ

る
栽

培
相

談
コ

ー
ナ

ー
、

ヤ
ブ

ツ
バ

キ
の

苗
木

無
料

配
布

、
ツ

バ
キ

の
種

子
を

利
用

し
た

ク
ラ

フ
ト

コ
ー

ナ
ー

等
を

設
け

た
。

今
年

度
新

た
に

ツ
バ

キ
の

葉
っ

ぱ
を

用
い

た
葉

脈
標

本
作

り
と

葉
脈

標
本

の
し

お
り

作
り

体
験

を
用

意
し

た
。

さ
ら

に
昨

年
、

人
気

の
高

か
っ

た
ツ

バ
キ

の
人

気
投

票
や

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
コ

ー
ナ

ー
も

設
け

た
。

6
日

に
は

日
本

ツ
バ

キ
協

会
副

会
長

小
門

廣
氏

に
よ

る
ツ

バ
キ

に
関

す
る

講
演

会
を

開
催

し
、

ツ
バ

キ
の

歴
史

や
花

の
違

い
な

ど
に

つ
い

て
講

演
し

て
い

た
だ

い
た

。
ま

た
、

7
日

に
は

沖
縄

椿
協

会
松

田
久

徳
氏

に
よ

る
ツ

バ
キ

の
栽

培
教

室
を

開
催

し
、

実
演

を
交

え
て

栽
培

方
法

に
つ

い
て

講
義

し
て

頂
い

た
。

平
成

2
8
年

2
月

5
日

(
金

)
～

平
成

2
8
年

2
月

7
日

(
日

)
　

3
日

間
3

8
：

3
0
～

1
7
：

3
0

1
,
1
9
5

8
6

第
8
回

本
部

町
健

康
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
大

会

①
開

会
式

(
植

物
管

理
セ

ン
タ

ー
)

②
基

調
講

演
「

大
人

も
子

供
も

直
立

二
足

歩
行

ー
元

気
の

も
と

」
講

師
：

上
田

祐
一

氏
(
も

と
ぶ

野
毛

病
院

)
③

健
康

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

④
修

了
式

(
バ

ン
コ

の
森

)

平
成

2
8
年

2
月

2
1
日

1
9
：

0
0
～

1
2
：

0
0

8
6

8
7

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ひ
な

飾
り

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

　
「

ひ
な

飾
り

作
り

」
で

は
、

リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

マ
ツ

の
松

か
さ

、
サ

ン
ダ

ン
カ

の
押

し
花

、
モ

ク
ビ

ャ
ッ

コ
ウ

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
等

の
押

し
葉

を
装

飾
し

て
「

ひ
な

飾
り

作
り

」
体

験
を

行
っ

た
。

(
毎

日
実

施
)

　
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
1
2
日

、
2
1
日

、
2
8
日

実
施

)

平
成

2
8
年

2
月

1
日

(
月

)
～

平
成

2
8
年

2
月

2
9
日

(
月

)
2
9

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

5
0
5

○

8
8

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア

南
中

庭
を

メ
イ

ン
に

リ
ボ

ン
型

の
露

地
植

え
花

壇
を

設
け

た
他

、
今

回
は

北
中

庭
付

近
に

も
露

地
植

え
の

範
囲

を
拡

大
し

展
示

を
行

い
、

色
や

花
の

形
な

ど
、

多
種

多
様

な
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
4
8
品

種
、

約
8
0
,
0
0
0
球

を
展

示
し

た
。

ま
た

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
で

の
植

え
付

け
で

は
、

南
中

庭
の

露
地

植
え

や
館

内
各

所
に

展
示

す
る

ポ
ッ

ト
へ

の
鉢

植
え

を
行

っ
た

。

平
成

2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
～

2
月

7
日

(
日

)
　

1
5
日

間
※

1
月

2
8
日

(
木

)
は

休
館

日
1
5

4
2
,
6
0
1

8
9

平
成

2
7
年

度
　

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会

　
参

加
は

国
外

1
7
ヵ

国
・

1
地

域
、

国
内

2
4
都

府
県

で
、

展
示

総
数

は
3
1
,
8
4
8
点

と
な

っ
た

。
審

査
で

は
国

内
外

か
ら

招
待

し
た

4
2
人

の
審

査
員

に
よ

り
最

優
秀

賞
の

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会
大

賞
(
内

閣
総

理
大

臣
賞

)
を

は
じ

め
、

各
賞

を
決

定
し

た
。

今
回

は
3
0
回

記
念

と
し

て
本

博
覧

会
の

歴
史

を
振

り
返

る
「

3
0
年

の
あ

ゆ
み

展
」

　
「

青
い

胡
蝶

蘭
特

別
公

開
」

　
「

紙
上

対
談

」
　

「
ラ

ン
に

関
す

る
講

演
会

」
　

等
を

行
っ

た
他

、
「

ラ
ン

を
使

っ
た

女
性

大
使

に
よ

る
テ

ー
ブ

ル
ア

レ
ン

ジ
メ

ン
ト

」
で

は
7
ヵ

国
に

参
加

頂
い

た
。

　
館

内
の

装
飾

で
は

、
「

ア
ニ

バ
ー

サ
リ

ー
・

オ
ー

キ
ッ

ド
～

記
念

日
に

は
ラ

ン
を

～
」

の
テ

ー
マ

に
合

わ
せ

て
、

リ
ボ

ン
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
「

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
」

を
館

内
各

所
に

設
置

し
た

。
　

ま
た

、
イ

ベ
ン

ト
で

は
幅

広
い

年
代

の
方

々
に

楽
し

ん
で

頂
け

る
よ

う
「

ラ
ン

の
栽

培
教

室
」

「
コ

サ
ー

ジ
ュ

教
室

」
　

「
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
」

　
「

や
ん

ば
る

情
報

発
信

」
　

「
ナ

ゾ
ト

キ
ア

ド
ベ

ン
チ

ャ
ー

i
n
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
v
o
l
.
4
｣
　

等
を

行
っ

た
。

ス
テ

ー
ジ

イ
ベ

ン
ト

で
は

、
「

タ
イ

王
宮

舞
踊

」
　

「
よ

し
も

と
お

笑
い

ス
テ

ー
ジ

」
　

「
ク

ラ
ウ

ン
ス

テ
ー

ジ
」

　
「

ハ
ワ

イ
ア

ン
フ

ラ
ダ

ン
ス

」
　

「
オ

カ
リ

ナ
演

奏
」

　
「

声
楽

ソ
ロ

と
ア

ン
サ

ン
ブ

ル
(
県

立
芸

大
)
」

を
企

画
運

営
チ

ー
ム

と
連

携
し

て
実

施
し

た
。

平
成

2
8
年

1
月

3
0
日

(
土

)
～

2
月

7
日

(
日

)
の

9
日

間
9

3
6
,
0
4
3

9
0

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

2
月

1
3
日

(
土

)
～

2
7
日

(
土

)
　

計
3
日

間
3

1
5
：

0
0
～

3
0

○
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

9
2

春
の

お
面

作
り

体
験

　
ア

ン
ガ

マ
や

ミ
ル

ク
神

、
パ

ー
ン

ト
ゥ

な
ど

、
沖

縄
の

祭
事

で
使

わ
れ

る
伝

統
的

な
お

面
を

厚
紙

で
作

成
し

た
。

お
面

の
種

類
や

形
状

(
平

面
・

立
体

)
な

ど
異

な
る

パ
タ

ー
ン

を
用

意
し

、
お

客
様

に
好

き
な

お
面

を
選

ん
で

も
ら

う
こ

と
で

、
子

供
か

ら
お

年
寄

り
ま

で
自

分
に

合
っ

た
お

面
を

作
る

こ
と

が
出

来
た

。

平
成

2
8
年

3
月

1
9
日

(
土

)
～

3
月

2
7
日

(
日

)
の

土
・

日
・

祝
5

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

2
6
0

9
3

バ
ー

ド
ウ

ォ
ッ

チ
ン

グ
～

春
～

公
園

内
を

散
策

し
、

見
つ

け
た

野
鳥

に
つ

い
て

そ
の

生
態

や
特

徴
に

つ
い

て
解

説
を

行
っ

た
。

今
回

の
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

で
は

、
季

節
に

よ
る

鳥
の

種
類

の
変

化
や

公
園

内
の

季
節

の
移

り
変

わ
り

、
さ

ら
に

は
種

類
ご

と
に

異
な

る
好

む
環

境
な

ど
、

生
き

物
を

見
る

ポ
イ

ン
ト

を
伝

え
た

。
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

後
は

、
鳥

の
写

真
パ

ネ
ル

で
観

察
の

復
習

を
行

い
知

識
の

定
着

を
図

っ
た

。

平
成

2
8
年

3
月

5
日

(
土

)
1

8
：

1
5
～

1
1
：

0
0

2
1

9
4

沖
縄

の
樹

木
剪

定
講

習
会

(
庭

園
樹

編
)

愛
植

物
設

計
山

本
紀

久
氏

を
講

師
と

し
て

招
待

し
、

座
学

で
は

沖
縄

で
庭

園
樹

に
利

用
さ

れ
る

主
要

な
樹

木
の

基
礎

的
な

知
識

及
び

剪
定

方
法

・
樹

形
の

作
り

方
を

解
説

し
て

頂
き

、
実

技
指

導
で

は
沖

縄
郷

土
村

内
に

お
い

て
フ

ク
ギ

や
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
コ

ク
タ

ン
、

イ
ヌ

マ
キ

、
シ

マ
サ

ル
ス

ベ
リ

等
の

植
栽

木
を

用
い

て
枝

抜
剪

定
や

忌
み

枝
の

整
理

な
ど

の
実

演
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

3
月

1
1
日

(
金

)
1

1
3
：

0
0
～

1
6
：

0
0

8
9

9
5

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

　
「

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」
で

は
、

テ
リ

ハ
ボ

ク
、

ヤ
ブ

ツ
バ

キ
、

ジ
ュ

ズ
ダ

マ
等

の
木

の
実

や
コ

シ
ダ

の
葉

柄
を

工
作

し
て

ネ
ッ

ク
レ

ス
や

ブ
レ

ス
レ

ッ
ト

等
の

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

を
行

っ
た

。
(
毎

日
実

施
)

　
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し

平
成

2
8
年

3
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
8
年

3
月

3
1
日

(
木

)
3
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

8
7
7

○

9
6

美
ら

島
・

美
ら

海
　

こ
ど

も
工

作
室

「
ス

ス
キ

で
動

物
を

作
ろ

う
」

は
じ

め
に

、
葉

が
つ

い
た

状
態

の
ス

ス
キ

の
様

子
や

、
工

作
に

用
い

る
部

位
に

つ
い

て
紹

介
し

た
。

次
に

作
製

の
デ

モ
ン

ス
ト

レ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
後

、
参

加
者

が
作

り
た

い
形

状
(
フ

ク
ロ

ウ
ま

た
は

イ
ノ

シ
シ

)
を

選
び

、
葉

を
処

理
し

た
材

料
を

使
っ

て
作

業
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

3
月

2
6
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

2
9

9
7

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

「
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

v
o
l
.
4
」

　
「

熱
帯

樹
林

の
中

の
遺

跡
」

と
い

う
イ

メ
ー

ジ
で

設
置

さ
れ

て
い

る
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

施
設

内
容

や
展

示
物

を
題

材
と

し
た

冒
険

心
や

探
究

心
を

刺
激

す
る

　
「

謎
解

き
」

　
を

実
施

し
た

。

平
成

2
8
年

1
月

2
3
日

(
土

)
～

3
月

2
7
日

(
日

)
の

土
日

祝
日

※
沖

縄
国

際
洋

蘭
博

覧
会

期
間

中
は

毎
日

開
催

)
　

計
2
7
日

間
2
7

6
,
2
5
4

9
8

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

祝
！

卒
業

＆
入

学
！

！
お

花
で

ミ
ニ

コ
サ

ー
ジ

ュ
作

り
」

こ
れ

ま
で

に
実

施
し

た
体

験
イ

ベ
ン

ト
で

、
特

に
満

足
度

の
高

か
っ

た
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

を
行

っ
た

。
材

料
に

は
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
に

も
展

示
さ

れ
て

い
る

デ
ン

フ
ァ

レ
(
ラ

ン
)
等

を
用

い
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

ら
し

い
イ

ベ
ン

ト
内

容
と

し
た

。

平
成

2
8
年

2
月

1
3
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

3
月

2
7
日

(
日

)
の

土
日

及
び

追
加

受
入

①
当

初
設

定
日

時
は

、
上

記
期

間
中

の
土

日
　

計
1
4
日

間
②

追
加

受
入

　
2
月

1
7
日

(
水

)

1
4

①
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

②
9
：

3
0
～

1
1
：

0
0

5
0
5

○

9
9

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

3
月

5
日

(
土

)
～

2
6
日

(
土

)
計

4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

4
6

○
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【
平
成
2
8
年
度
】
 
海
洋
博
覧
会
地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「

自
然

・
環

境
」

、
「

歴
史

・
文

化
」

の
い

ず
れ

か
に

該
当

(
人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
春

の
お

面
作

り
体

験

ア
ン

ガ
マ

や
ミ

ル
ク

神
、

パ
ー

ン
ト

ゥ
な

ど
、

沖
縄

の
祭

事
で

使
わ

れ
る

伝
統

的
な

お
面

を
厚

紙
で

作
成

し
た

。
お

面
の

種
類

や
形

状
(
平

面
・

立
体

)
な

ど
異

な
る

パ
タ

ー
ン

を
用

意
し

、
お

客
様

に
好

き
な

お
面

を
選

ら
ん

で
も

ら
う

こ
と

で
、

子
供

か
ら

お
年

寄
り

ま
で

自
分

に
合

っ
た

お
面

を
作

る
こ

と
が

出
来

た
。

平
成

2
8
年

4
月

2
日

(
土

)
、

3
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

1
2
5

2
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
「

謎
解

き
イ

ベ
ン

ト
v
o
l
.
4
」

「
熱

帯
樹

林
の

な
か

の
遺

跡
」

と
い

う
イ

メ
ー

ジ
で

設
置

さ
れ

て
い

る
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

施
設

内
容

や
展

示
題

材
と

し
た

冒
険

心
や

探
究

心
を

刺
激

す
る

「
謎

解
き

」
を

実
施

し
た

。
平

成
2
8
年

4
月

2
日

(
土

)
、

3
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

5
3
5

3
熱

帯
の

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
バ

ニ
ラ

香
袋

作
り

体
験

」
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

展
示

し
て

い
る

植
物

で
も

あ
る

「
バ

ニ
ラ

」
の

実
を

使
っ

た
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

香
り

袋
作

り
体

験
を

実
施

し
た

。
平

成
2
8
年

4
月

2
日

(
土

)
～

4
月

3
0
日

(
土

)
の

土
日

祝
　

計
1
0
日

間
1
0

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

5
5
8

○

4
熱

帯
植

物
学

習
・

観
察

ツ
ア

ー
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
の

ラ
ン

温
室

３
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

4
月

2
日

(
土

)
～

4
月

3
0
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
　

計
4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

4
2

○

5
沖

縄
の

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
押

し
花

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

カ
ー

ド
作

り
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
押

し
花

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

カ
ー

ド
作

り
」

で
は

、
２

つ
折

り
に

し
た

色
画

用
紙

に
サ

ン
ダ

ン
カ

、
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

、
ホ

シ
ダ

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
等

の
押

し
花

を
装

飾
し

て
家

族
や

友
人

へ
の

メ
ッ

セ
ー

ジ
を

記
入

し
た

カ
ー

ド
作

り
を

行
っ

た
。

(
土

日
実

施
)

ま
た

、
平

日
は

ゲ
ッ

ト
ウ

、
テ

リ
ハ

ボ
ク

、
ア

カ
ギ

、
ダ

ン
ン

ド
ク

、
ニ

ガ
ウ

リ
(
ゴ

ー
ヤ

ー
)
の

種
子

を
マ

グ
ネ

ッ
ト

シ
ー

ト
に

張
り

付
け

る
マ

グ
ネ

ッ
ト

作
り

等
簡

単
に

作
成

で
き

る
メ

ニ
ュ

ー
を

設
置

し
た

。
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
1
1
日

、
1
4
日

、
2
3
日

、
2
4
日

、
2
9
日

、
3
0
日

実
施

)

平
成

2
8
年

4
月

2
日

(
土

)
～

4
月

3
0
日

(
土

)
の

土
日

　
計

1
0
日

間
9

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
2
4

○

6
平

成
2
8
年

度
「

海
洋

博
公

園
G
W
ス

ペ
シ

ャ
ル

」

1
．

第
3
0
回

海
洋

博
公

園
マ

ー
チ

ン
グ

バ
ン

ド
・

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
4
月

2
9
日

(
金

)
　

　
(
目

標
：

5
0
0
0
人

、
実

績
：

3
5
3
7
人

)
　

　
地

域
連

携
の

一
環

と
し

て
、

県
内

小
・

中
・

高
校

生
等

を
対

象
に

マ
ー

チ
ン

グ
バ

ン
ド

の
　

　
演

技
を

披
露

す
る

機
械

を
設

け
学

習
意

欲
と

技
術

の
向

上
を

図
り

、
北

部
地

区
マ

ー
チ

ン
グ

の
　

　
発

展
・

継
承

、
各

校
の

相
互

交
流

を
図

っ
た

。
2
．

賑
や

か
し

イ
ベ

ン
ト

　
　

1
)
G
W
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

　
(
目

標
：

3
0
0
0
人

、
実

績
：

3
7
4
6
人

)
　

　
　

　
G
W
に

併
せ

て
、

子
ど

も
達

の
喜

ぶ
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ー

を
実

施
し

た
。

　
　

　
　

4
/
3
0
そ

れ
い

け
！

ア
ン

パ
ン

マ
ン

シ
ョ

ー
、

5
/
1
ジ

バ
ニ

ャ
ン

バ
ラ

エ
テ

ィ
ー

シ
ョ

ー
、

　
　

　
　

5
/
3
レ

ッ
ド

ヒ
ー

ロ
ー

シ
ョ

ー
3
．

参
加

型
イ

ベ
ン

ト
　

4
月

2
9
日

(
金

)
～

5
月

8
日

(
日

)
土

日
祝

の
8
日

間
　

　
1
)
ふ

わ
ふ

わ
ボ

ー
ル

遊
び

　
(
目

標
：

1
6
0
0
人

、
実

績
：

7
4
3
6
人

)
　

　
　

　
小

さ
な

お
子

様
が

屋
内

で
思

い
っ

き
り

遊
べ

る
空

間
を

作
り

、
大

型
の

柔
ら

か
い

ボ
ー

ル
で

　
　

　
　

遊
ぶ

イ
ベ

ン
ト

を
実

施
し

た
。

4
.
　

親
子

で
楽

し
い

工
作

体
験

　
　

4
月

2
9
日

(
金

)
～

5
月

8
日

(
日

)
土

日
祝

の
8
日

間
　

　
1
)
沖

縄
の

伝
統

お
も

ち
ゃ

作
り

体
験

「
竹

の
水

鉄
砲

を
つ

く
ろ

う
！

」
　

　
　

　
(
目

標
：

2
1
0
0
人

、
実

績
：

3
5
2
8
人

)
　

　
　

　
竹

筒
で

水
鉄

砲
を

組
上

げ
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

水
鉄

砲
を

作
り

伝
統

的
な

自
然

工
作

を
　

　
　

　
体

験
し

、
作

っ
た

水
鉄

砲
で

ま
と

当
て

な
ど

の
水

遊
び

を
実

施
し

た
。

　
　

2
)
星

砂
と

琉
球

ガ
ラ

ス
の

砂
絵

を
作

ろ
う

！
　

(
目

標
：

2
4
0
0
人

、
実

績
：

3
0
5
9
人

)
　

　
　

　
カ

ラ
ー

サ
ン

ド
や

星
砂

、
琉

球
ガ

ラ
ス

を
材

料
に

砂
絵

作
り

の
工

作
体

験
を

実
施

し
た

。
5
．

そ
の

他
イ

ベ
ン

ト
　

　
1
)
美

ら
海

の
ぼ

り
(
鯉

の
ぼ

り
)
掲

揚
　

　
4
月

2
9
日

(
金

・
祝

)
～

5
月

8
日

(
日

)
　

　
　

　
期

間
中

の
子

ど
も

の
日

に
ち

な
み

、
園

内
中

央
ゲ

ー
ト

及
び

北
ゲ

ー
ト

並
び

に
　

　
　

　
ハ

イ
サ

イ
プ

ラ
ザ

周
辺

に
お

い
て

、
鯉

の
ぼ

り
や

オ
リ

ジ
ナ

ル
美

ら
海

の
ぼ

り
の

　
　

　
　

掲
揚

を
実

施
し

た
。

平
成

2
8
年

4
月

2
9
日

(
金

)
～

5
月

8
日

(
日

)
の

8
日

間
8

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
1
,
3
0
6

7
海

洋
文

化
教

室
(
第

1
回

)

今
回

の
上

演
内

容
は

、
ハ

ワ
イ

語
の

歌
と

太
鼓

の
み

を
伴

奏
に

し
古

典
フ

ラ
で

伝
統

的
な

フ
ラ

の
格

好
で

演
舞

を
行

っ
た

。
海

洋
文

化
館

で
展

示
し

て
い

る
カ

ヌ
ー

や
伝

統
的

航
海

術
(
ス

タ
ー

ナ
ビ

ゲ
ー

ジ
ョ

ン
)
の

説
明

も
ま

じ
え

演
目

解
説

を
行

っ
た

こ
と

で
、

来
館

者
に

展
示

内
容

へ
の

理
解

を
深

め
て

も
ら

え
た

。
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

は
「

ハ
カ

」
と

い
う

踊
り

の
体

験
で

あ
っ

た
が

、
大

勢
の

子
供

た
ち

が
参

加
し

フ
ラ

の
踊

り
手

た
ち

と
一

緒
に

楽
し

み
な

が
ら

踊
っ

て
い

た
。

古
典

フ
ラ

の
素

晴
ら

し
さ

は
も

ち
ろ

ん
の

こ
と

海
洋

文
化

館
の

雰
囲

気
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
も

含
め

、
様

々
な

視
点

か
ら

こ
の

イ
ベ

ン
ト

へ
の

関
心

の
高

さ
が

伺
え

た
。

平
成

2
8
年

5
月

4
日

(
水

・
祝

)
1

1
3
：

0
0
～

1
5
：

3
0

7
1
6

8
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

フ
ェ

ア
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

の
G
W
の

誘
客

強
化

の
た

め
、

ち
ょ

う
ど

見
頃

で
あ

っ
た

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
を

修
景

的
に

展
示

し
た

。
ま

た
、

G
W
の

思
い

出
に

記
念

撮
影

が
で

き
る

よ
う

、
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

に
囲

ま
れ

た
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

を
館

内
各

所
に

設
置

し
た

。
平

成
2
8
年

4
月

2
9
日

(
金

)
～

5
月

8
日

(
日

)
の

計
1
0
日

間
1
0

1
3
,
9
0
3

9
ア

ロ
ワ

ナ
ジ

ャ
ン

プ
ウ

ォ
ッ

チ
ン

グ

野
生

の
ア

ロ
ワ

ナ
が

、
水

面
よ

り
も

高
い

位
置

に
い

る
昆

虫
等

の
餌

目
掛

け
て

ジ
ャ

ン
プ

す
る

性
質

を
利

用
し

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
館

内
で

餌
育

展
示

さ
れ

て
い

る
ア

ロ
ワ

ナ
に

つ
い

て
、

給
餌

の
祭

に
見

ら
れ

る
ジ

ャ
ン

プ
を

観
察

し
な

が
ら

、
生

態
に

つ
い

て
解

説
し

、
理

解
を

深
め

て
い

た
だ

く
よ

う
な

観
察

会
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

4
月

2
9
日

(
金

・
祝

)
～

5
月

8
日

(
日

)
の

土
日

祝
　

8
日

間
1
6

1
3
：

3
0
～

1
4
：

0
0
、

1
5
：

0
0
～

1
5
：

3
0

1
,
5
8
2

1
0

花
の

バ
ル

ー
ン

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス

G
W
期

間
中

に
、

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
会

場
に

ぎ
や

か
し

企
画

と
し

て
、

花
や

植
物

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

バ
ル

ー
ン

(
風

船
)
等

を
用

い
た

「
花

の
バ

ル
ー

ン
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

」
を

実
施

し
た

。
沖

縄
県

内
で

活
躍

す
る

５
組

の
大

道
芸

人
(
パ

フ
ォ

ー
マ

ー
)
に

出
演

し
て

頂
き

、
音

楽
や

効
果

音
に

併
せ

た
リ

ズ
ミ

カ
ル

な
バ

ル
ー

ン
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

で
、

会
場

が
大

い
に

盛
り

上
が

っ
た

。
ま

た
、

制
作

さ
れ

た
バ

ル
ー

ン
の

プ
レ

ゼ
ン

ト
も

あ
り

、
老

若
男

女
幅

広
い

層
の

お
客

様
に

楽
し

ん
で

頂
け

た
。

平
成

2
8
年

4
月

2
9
日

(
金

・
祝

)
～

5
月

5
日

(
木

・
祝

)
の

土
日

祝
6
日

間
3
6

1
2
：

0
0
～

　
1
3
：

0
0

～
　

1
4
：

0
0
～

1
5
：

0
0
～

　
1
6
：

0
0

～
　

1
7
：

0
0
～

　
各

3
0
分

5
,
9
3
9

①
 
委
託
費
を
充
当
し
て
行
っ
た
も
の

 
別紙-365



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
1

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

あ
り

が
と

う
ペ

ン
ダ

ン
ト

作
り

」

ラ
ン

(
カ

ト
レ

ア
)
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
ペ

ー
パ

ー
ク

ラ
フ

ト
を

行
い

、
そ

れ
を

ペ
ン

ダ
ン

ト
仕

立
て

に
し

て
も

ら
っ

た
。

モ
チ

ー
フ

に
し

た
カ

ト
レ

ア
は

、
ラ

ン
温

室
(
カ

ト
レ

ア
温

室
)
で

実
物

も
見

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

植
物

体
の

観
察

と
同

時
に

、
花

の
構

造
に

つ
い

て
も

学
べ

る
よ

う
な

内
容

と
し

た
。

ペ
ー

パ
ー

ク
ラ

フ
ト

は
小

さ
な

子
ど

も
で

も
作

り
や

す
い

簡
易

版
も

用
意

し
、

大
人

か
ら

子
ど

も
ま

で
楽

し
ん

で
も

ら
え

る
内

容
と

し
た

。
ま

た
、

設
定

期
間

内
に

母
の

日
が

あ
っ

た
事

か
ら

、
ペ

ン
ダ

ン
ト

の
裏

に
は

感
謝

の
気

持
ち

を
書

い
た

カ
ー

ド
を

貼
り

付
け

、
母

の
日

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

と
し

て
贈

れ
る

よ
う

に
し

た
。

平
成

2
8
年

5
月

1
日

(
日

)
～

2
9
日

(
日

)
の

土
日

祝
　

計
1
2
日

間
1
2

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

2
8
1

○

1
2

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
３

棟
と

果
樹

温
室

の
植

物
に

つ
い

て
、

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

5
月

7
日

(
土

)
～

2
8
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

計
4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

6
4

○

1
3

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

フ
ォ

ト
フ

レ
ー

ム
作

り
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
フ

ォ
ト

フ
レ

ー
ム

作
り

」
で

は
、

予
め

い
ろ

い
ろ

な
形

に
切

っ
た

厚
紙

(
ハ

ー
ト

、
マ

ル
、

四
角

等
)

に
吊

り
下

げ
用

の
麻

ひ
も

を
通

し
、

フ
レ

ー
ム

部
分

に
サ

ン
ダ

ン
カ

、
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

、
ホ

シ
ダ

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
等

の
押

し
花

押
し

葉
、

ゲ
ッ

ト
ウ

、
イ

ジ
ュ

、
ギ

ン
ネ

ム
等

の
木

の
実

を
装

飾
し

た
フ

ォ
ト

フ
レ

ー
ム

作
り

を
行

っ
た

。
(
土

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
8
日

、
1
4
日

、
1
5
日

実
施

)

平
成

2
8
年

5
月

1
日

(
日

)
～

2
9
日

(
日

)
の

土
日

9
1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

1
3
1

○

1
4

春
の

都
市

緑
化

推
進

運
動

「
苗

木
の

無
料

配
布

」
家

庭
等

で
花

壇
、

プ
ラ

ン
タ

ー
、

ベ
ラ

ン
ダ

等
で

利
用

し
や

す
い

植
物

を
中

心
に

、
栽

培
が

容
易

で
あ

り
、

多
く

の
人

に
親

し
ま

れ
て

い
る

種
類

(
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
、

ク
ビ

ナ
ガ

バ
レ

リ
ア

、
フ

ウ
リ

ン
ブ

ッ
ソ

ウ
ゲ

、
メ

キ
シ

カ
ン

ブ
ッ

シ
ュ

セ
ー

ジ
な

ど
)
を

1
名

に
つ

き
１

鉢
を

配
布

し
た

。

1
平

成
2
8
年

5
月

1
日

(
日

)
～

3
1
日

(
火

)
2
平

成
2
8
年

5
月

4
日

(
水

・
祝

日
)

3
2

①
1
1
：

0
0
～

配
布

終
了

ま
で

②
1
4
：

0
0
～

1
4
：

4
0

1
,
1
6
5

1
5

「
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

」

野
鳥

保
護

思
想

普
及

の
た

め
に

設
け

ら
れ

た
「

愛
鳥

週
間

」
に

ち
な

み
、

野
鳥

を
観

察
し

な
が

ら
そ

の
生

態
や

他
の

生
物

と
の

関
わ

り
を

紹
介

し
、

野
鳥

が
環

境
指

標
と

し
て

重
要

な
生

き
物

で
あ

る
こ

と
を

学
ん

だ
。

今
回

の
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

で
は

夕
陽

の
広

場
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
2
階

に
て

、
海

洋
博

公
園

で
見

ら
れ

る
四

季
の

野
鳥

を
パ

ネ
ル

で
紹

介
す

る
こ

と
で

、
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

の
普

及
と

公
園

の
利

用
促

進
を

図
っ

た
。

平
成

2
8
年

5
月

1
5
日

(
日

)
1

8
：

1
5
～

1
1
：

0
0

1
8

1
6

海
洋

博
公

園
ア

ニ
ソ

ン
の

日
利

用
者

満
足

度
向

上
を

目
的

と
し

て
、

本
部

町
観

光
協

会
と

連
携

し
て

、
軽

食
や

飲
み

物
を

中
心

と
し

た
出

店
と

出
演

ア
ー

テ
ィ

ス
ト

の
グ

ッ
ズ

販
売

を
行

っ
た

。
ま

た
、

観
覧

者
の

利
便

性
向

上
の

た
め

、
午

後
1
5
時

か
ら

会
場

ま
で

の
無

料
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
を

3
台

運
行

し
て

対
応

し
た

。
平

成
2
8
年

6
月

1
8
日

(
土

)
・

1
9
(
日

)
2

1
6
：

0
0
～

1
9
：

0
0

5
,
1
0
1

1
8

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

押
し

花
で

ネ
ー

ム
プ

レ
ー

ト
作

り
」

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
等

の
押

し
花

を
使

っ
て

、
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
ネ

ー
ム

プ
レ

ー
ト

を
作

る
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

6
月

4
日

(
土

)
～

2
6
日

(
日

)
の

土
・

日
　

計
8
日

間
5

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
2
6

○

1
9

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
３

棟
と

果
樹

温
室

の
植

物
に

つ
い

て
、

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

6
月

4
日

(
土

)
～

2
5
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

計
4
日

間
4

1
5
：

0
0
～

4
2

○

2
0

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

木
の

実
の

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
木

の
実

の
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
」

で
は

、
予

め
糸

を
通

す
穴

を
あ

け
た

ジ
ュ

ズ
ダ

マ
、

コ
シ

ダ
ツ

バ
キ

の
タ

ネ
等

に
紐

や
ゴ

ム
糸

を
通

し
ネ

ッ
ク

レ
ス

や
ブ

レ
ス

レ
ッ

ト
等

の
木

の
実

を
装

飾
し

た
木

の
実

の
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
を

行
っ

た
。

(
土

日
、

1
3
日

実
施

)
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
2
5
日

、
2
6
日

、
3
0
日

実
施

)

平
成

2
8
年

6
月

4
日

(
土

)
～

2
6
日

(
日

)
の

土
日

、
1
3
日

、
3
0
日

1
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

1
8
6

○

2
1

園
芸

教
室

(
ハ

ー
ブ

等
)
～

虫
よ

け
ハ

ー
ブ

の
栽

培
と

活
用

～

は
じ

め
に

熱
帯

・
亜

熱
帯

都
市

緑
化

植
物

園
ハ

ー
ブ

園
に

て
、

虫
よ

け
ハ

ー
ブ

の
手

入
れ

の
仕

方
、

収
穫

方
法

に
つ

い
て

解
説

し
て

頂
き

、
次

に
夕

陽
の

広
場

レ
ス

ト
ハ

ウ
ス

に
移

動
し

、
モ

ロ
コ

シ
ソ

ウ
や

、
シ

ト
ロ

ネ
ラ

等
の

虫
よ

け
ハ

ー
ブ

の
種

類
と

そ
の

活
用

方
法

に
つ

い
て

の
講

話
及

び
虫

よ
け

ス
プ

レ
ー

を
作

る
実

習
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

6
月

4
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

2
4

○

2
2

海
洋

文
化

教
室

(
第

2
回

)

5
月

1
4
日

か
ら

海
洋

文
化

館
プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

で
上

映
を

開
始

し
た

「
ス

タ
ー

リ
ー

テ
イ

ル
ズ

」
の

監
督

・
K
A
G
A
Y
A
(
加

賀
谷

　
穣

)
氏

に
よ

る
世

界
中

で
撮

影
し

た
星

々
の

映
像

を
ま

じ
え

た
解

説
と

、
「

ス
タ

ー
リ

ー
テ

イ
ル

ズ
」

の
メ

イ
キ

ン
グ

の
エ

ピ
ソ

ー
ド

を
含

め
た

星
に

関
す

る
講

演
会

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
講

演
会

の
前

日
に

K
A
G
A
Y
A
氏

に
よ

る
星

空
観

察
会

も
天

体
観

測
機

器
を

備
え

て
い

る
沖

縄
県

名
護

青
少

年
の

家
で

併
せ

て
実

施
し

た
。

(
企

画
提

案
事

項
)

講
演

会
：

平
成

2
8
年

7
月

3
日

(
日

)
星

空
観

察
会

：
平

成
2
8
年

7
月

2
日

(
土

)
2

講
演

会
：

1
4
：

0
0
～

1
5
：

0
0

星
空

観
察

会
：

1
9
：

0
0
～

2
1
：

0
0

9
8

2
4

海
洋

博
公

園
サ

マ
ー

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
2
0
1
6

①
ビ

ー
チ

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

(
ド

ル
フ

ィ
ン

ス
ラ

イ
ダ

ー
、

水
鉄

砲
合

戦
、

ゆ
ら

ゆ
ら

玉
入

れ
、

ち
び

っ
こ

砂
遊

び
)

②
ス

テ
ー

ジ
ア

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

(
び

ー
ち

げ
ー

む
、

ス
テ

ー
ジ

ラ
イ

ブ
)

③
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
(
F
M
沖

縄
ゴ

ー
ル

デ
ン

ア
ワ

ー
出

張
生

放
送

、
海

洋
博

公
園

夏
休

み
イ

ベ
ン

ト
紹

介
)

④
第

3
8
回

海
洋

博
公

園
花

火
大

会
(
打

上
花

火
は

1
4
,
0
0
0
発

(
2
号

玉
～

5
号

玉
)
)

平
成

2
8
年

7
月

1
6
日

(
土

)
1

①
ビ

ー
チ

ア
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
　

1
2
：

0
0
～

1
8
：

0
0

②
ス

テ
ー

ジ
ア

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

　
1
6
：

0
0

～
1
8
：

0
0

③
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
　

1
8
：

0
0
～

2
0
：

0
0

④
第

3
8
回

海
洋

博
公

園
花

火
大

会
2
0
：

0
0
～

2
0
：

5
0

4
5
,
5
2
5

2
5

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ト
ロ

ピ
カ

ル
プ

ラ
ン

ツ
で

モ
ビ

ー
ル

作
り

」
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

、
や

タ
コ

ノ
キ

等
、

熱
帯

の
植

物
(
ト

ロ
ピ

カ
ル

プ
ラ

ン
ツ

)
を

材
料

に
し

て
、

風
で

ゆ
れ

る
モ

ビ
ー

ル
を

作
る

体
験

を
行

っ
た

。
1
平

成
2
8
年

7
月

2
日

(
土

)
～

3
1
日

(
火

)
の

土
・

日
2
平

成
2
8
年

7
月

2
2
日

(
金

)
1
1

①
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

②
1
6
：

3
0
～

1
7
：

0
0

2
5
7

○

2
6

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
３

棟
と

果
樹

温
室

の
植

物
に

つ
い

て
、

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

1
平

成
2
8
年

7
月

2
日

(
土

)
～

3
0
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
2
平

成
2
8
年

7
月

2
2
日

(
金

)
6

①
1
5
：

0
0
～

　
②

1
6
：

0
0
～

1
6
：

3
0

5
5

○

2
7

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ミ
ニ

タ
ペ

ス
ト

リ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
ミ

ニ
タ

ペ
ス

ト
リ

ー
作

り
」

で
は

、
予

め
長

方
形

に
切

っ
た

麻
布

等
に

ジ
ュ

ズ
ダ

マ
、

ゲ
ッ

ト
ウ

、
サ

ル
ス

ベ
リ

な
等

の
タ

ネ
を

小
装

飾
し

壁
掛

け
用

の
ひ

も
を

通
し

て
ミ

ニ
タ

ペ
ス

ト
リ

ー
作

り
を

行
っ

た
。

(
土

日
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
1
7
日

実
施

)

1
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
2
7

○

2
8

親
子

教
室

「
花

の
お

話
と

絵
本

作
り

教
室

」

沖
縄

郷
土

村
本

家
で

殖
物

に
関

わ
る

民
話

の
語

り
、

緑
化

相
談

所
担

当
職

員
に

よ
る

植
物

解
説

及
び

絵
本

作
り

に
利

用
す

る
草

花
の

採
集

を
行

っ
た

。
そ

の
後

、
一

般
社

団
法

人
沖

縄
県

子
ど

も
の

本
研

究
会

か
ら

招
聘

し
た

講
師

の
実

技
指

導
の

も
と

、
画

用
紙

の
上

に
花

や
葉

を
貼

り
付

け
て

子
ど

も
達

が
考

え
た

物
語

を
も

と
に

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

絵
本

を
作

成
し

た
。

最
後

に
自

分
の

作
っ

た
絵

本
を

読
み

き
か

せ
る

発
表

会
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

7
月

3
0
日

(
土

)
1

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

7
6

○

 
別紙-366



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

3
0

平
成

2
8
年

度
「

海
洋

博
公

園
夏

休
み

ス
ペ

シ
ャ

ル
」

1
)
ビ

ー
チ

体
験

イ
ベ

ン
ト

(
1
)
キ

ッ
ズ

ウ
イ

ン
ド

サ
ー

フ
ィ

ン
体

験
：

小
・

中
学

生
を

対
象

と
し

た
ウ

ィ
ン

ド
サ

ー
フ

ィ
ン

体
験

を
行

っ
た

。
(
2
)
カ

ヌ
ー

体
験

：
カ

ヌ
ー

の
漕

艇
体

験
を

行
い

な
が

ら
、

イ
ノ

ー
内

の
生

物
観

察
を

行
っ

た
。

(
3
)
サ

バ
ニ

体
験

：
サ

バ
ニ

の
漕

艇
体

験
を

行
い

な
が

ら
、

海
洋

文
化

学
習

や
イ

ノ
ー

内
の

生
物

観
察

を
行

っ
た

。
(
4
)
ス

タ
ン

ド
ア

ッ
プ

パ
ド

ル
ボ

ー
ド

体
験

：
気

軽
に

海
に

触
れ

る
ス

タ
ン

ド
ア

ッ
プ

パ
ド

ル
ボ

ー
ド

体
験

を
行

っ
た

。
(
5
)
サ

レ
ー

ビ
チ

(
追

い
込

み
漁

)
体

験
：

本
部

町
備

瀬
区

の
伝

統
的

漁
法

(
追

い
込

み
漁

)
や

イ
ノ

ー
内

生
物

観
察

を
行

っ
た

。
2
)
海

洋
文

化
館

の
工

作
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

海
の

な
か

ま
絵

付
け

体
験

」
(
1
)
手

の
ひ

ら
サ

イ
ズ

の
白

い
立

体
の

ジ
ン

ベ
エ

ザ
メ

な
ど

に
塗

り
絵

を
行

い
、

琉
球

ガ
ラ

ス
を

用
い

て
装

飾
し

た
。

3
)
お

き
な

わ
郷

土
村

の
体

験
イ

ベ
ン

ト
(
1
)
ダ

ン
ポ

ー
ル

パ
ー

ラ
ン

ク
ー

作
り

：
旧

盆
の

時
期

に
行

わ
れ

る
「

エ
イ

サ
ー

」
で

使
用

す
る

太
鼓

「
パ

ー
ラ

ン
ク

ー
」

を
ダ

ン
ポ

ー
ル

で
作

る
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

7
月

2
3
日

(
土

)
～

8
月

2
8
日

(
日

)
の

土
・

日
・

祝
日

1
3

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

6
,
5
4
9

3
2

海
洋

文
化

教
室

(
第

3
回

)

①
「

星
座

コ
ン

パ
ス

」
を

使
っ

た
「

伝
統

航
海

術
講

座
」

と
、

こ
の

航
海

術
で

航
海

し
展

示
中

の
リ

エ
ン

・
ポ

ロ
ワ

ッ
ト

号
の

乗
船

体
験

を
門

田
 
修

氏
・

宮
澤

京
子

氏
(
海

工
房

・
文

化
館

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

映
像

制
作

及
び

リ
エ

ン
・

ポ
ロ

ワ
ッ

ト
号

建
造

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

担
当

)
を

講
師

と
し

て
実

施
し

た
。

②
1
9
7
5
年

、
沖

縄
国

際
海

洋
博

覧
会

の
会

場
に

ミ
ク

ロ
ネ

シ
ア

か
ら

伝
統

的
な

航
海

術
で

3
0
0
0
k
m
を

航
海

し
た

カ
ヌ

ー
「

チ
ェ

チ
ェ

メ
ニ

号
」

の
航

海
を

記
録

し
た

映
画

の
デ

ジ
タ

ル
リ

マ
ス

タ
ー

版
を

初
上

映
し

た
。

平
成

2
8
年

8
月

2
0
日

(
土

)
・

8
月

2
1
日

(
日

)
2

1
3
：

0
0
～

1
6
：

0
0

2
1
8

3
3

美
ら

海
自

然
教

室
「

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
の

秘
密

を
探

る
」

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
ム

シ
が

好
む

樹
液

の
出

る
木

、
分

布
、

形
態

、
生

態
、

観
察

方
法

な
ど

に
つ

い
て

解
説

し
、

標
本

や
生

体
の

観
察

、
ペ

ー
パ

ー
ク

ラ
フ

ト
体

験
、

ク
イ

ズ
形

式
で

の
振

り
返

り
学

習
を

し
た

。
平

成
2
8
年

8
月

7
日

(
日

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

4
3

3
4

平
成

2
8
年

度
学

校
図

書
館

協
議

会
北

部
支

部
司

書
会

実
務

研
修

本
研

修
は

、
教

育
機

関
と

の
連

携
活

動
の

一
環

と
し

て
学

校
図

書
館

協
議

会
北

部
支

部
と

沖
縄

美
ら

島
財

団
が

共
催

し
て

実
施

し
た

(
主

催
：

北
部

支
部

司
書

会
)
。

午
前

の
講

演
会

の
前

に
財

団
職

員
か

ら
学

校
の

公
園

利
用

に
つ

い
て

プ
ラ

ネ
タ

リ
ウ

ム
、

動
物

、
植

物
な

ど
の

取
り

組
み

の
紹

介
を

行
い

、
休

憩
時

間
に

は
、

み
ど

り
の

図
書

室
を

案
内

し
た

。
午

後
は

、
海

洋
文

化
館

で
解

説
ガ

イ
ド

と
、

各
自

展
示

物
や

4
0
周

年
企

画
展

を
見

学
し

た
。

最
後

に
プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

(
ス

タ
ー

リ
ー

テ
イ

ル
ズ

)
を

観
賞

し
た

。

平
成

2
8
年

8
月

9
日

(
火

)
1

9
：

3
5
～

1
6
：

3
0

5
2

3
5

「
家

庭
で

で
き

る
ラ

ン
の

無
菌

培
養

技
術

体
験

」
※

技
術

体
験

(
ラ

ン
の

無
菌

培
養

等
)
…

業
務

計
画

書
記

載
名

【
ラ

ン
の

解
説

】
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
、

絵
本

、
実

物
を

用
い

、
小

中
学

生
に

も
わ

か
り

や
す

い
内

容
に

し
、

興
味

を
も

た
せ

る
よ

う
工

夫
し

た
。

【
移

植
体

験
】

講
師

に
よ

る
ラ

ン
移

植
作

業
実

演
後

、
参

加
者

に
簡

易
装

置
を

用
い

て
無

菌
移

植
を

体
験

し
て

も
ら

っ
た

。
ま

た
、

移
植

後
の

ビ
ン

の
管

理
及

び
馴

化
に

つ
い

て
説

明
を

行
い

、
質

問
時

間
を

設
け

た
。

平
成

2
8
年

8
月

2
0
日

(
土

)
2

①
9
：

3
0
～

1
2
：

0
0

②
1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0

2
0

3
6

ド
キ

ド
キ

　
ハ

ス
乗

り
チ

ャ
レ

ン
ジ

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
栽

培
し

て
い

る
パ

ラ
グ

ア
イ

オ
ニ

バ
ス

に
お

子
様

を
乗

せ
る

。
生

葉
で

の
体

験
に

は
体

重
制

限
(
2
0
k
g
未

満
)
を

設
け

、
制

限
以

上
の

お
子

様
や

ハ
ス

の
生

育
具

合
に

よ
っ

て
は

レ
プ

リ
カ

で
疑

似
体

験
し

て
も

ら
う

。
そ

の
場

で
ス

タ
ッ

フ
が

記
念

撮
影

を
行

い
、

写
真

の
プ

レ
ゼ

ン
ト

を
行

っ
た

。

平
成

2
8
年

7
月

1
6
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
月

2
8
日

(
日

)
期

間
中

の 土
日

祝
日

　
1
6
日

間
1
6

1
3
：

3
0
～

1
7
：

0
0

1
,
1
8
6

3
7

ア
ロ

ワ
ナ

観
察

ガ
イ

ド

野
生

の
ア

ロ
ワ

ナ
が

、
水

面
よ

り
も

高
い

位
置

に
い

る
昆

虫
等

の
餌

目
掛

け
て

ジ
ャ

ン
プ

す
る

性
質

を
利

用
し

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
館

内
で

餌
育

展
示

さ
れ

て
い

る
ア

ロ
ワ

ナ
に

つ
い

て
、

給
餌

の
祭

に
見

ら
れ

る
ジ

ャ
ン

プ
を

観
察

し
な

が
ら

、
生

態
に

つ
い

て
解

説
し

、
理

解
を

深
め

て
い

た
だ

く
よ

う
な

観
察

会
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

7
月

1
6
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
月

2
8
日

(
日

)
期

間
中

の
土

日
祝

日
　

1
6
日

間
3
2

①
1
2
：

0
0
～

　
②

1
5
：

0
0
～

1
,
0
9
0

3
8

食
虫

植
物

展
食

虫
植

物
5
1
種

9
1
点

の
展

示
、

ウ
ツ

ボ
カ

ズ
ラ

の
消

化
液

を
p
H
試

験
紙

で
測

定
す

る
コ

ー
ナ

ー
や

捕
虫

葉
の

ク
ラ

フ
ト

コ
ー

ナ
ー

、
食

虫
植

物
観

察
会

の
ほ

か
、

進
化

し
た

食
虫

植
物

の
紹

介
パ

ネ
ル

の
展

示
を

実
施

し
た

。
平

成
2
8
年

7
月

2
3
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
月

3
1
日

(
水

)
4
0

8
：

3
0
～

1
9
：

0
0

1
5
,
9
8
0

3
9

植
物

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

(
植

物
園

で
遊

ぼ
う

)

都
市

緑
化

植
物

園
の

見
本

園
を

舞
台

に
、

植
物

ク
イ

ズ
ラ

リ
ー

を
実

施
し

た
。

参
加

者
は

入
口

案
内

所
で

台
紙

を
受

け
取

り
、

見
本

園
６

か
所

に
設

け
ら

れ
た

ス
タ

ン
プ

を
探

し
出

し
、

ス
タ

ン
プ

を
押

し
て

も
ら

っ
た

。
ス

タ
ン

プ
設

置
場

所
に

は
植

物
を

題
材

に
し

た
ク

イ
ズ

を
設

け
、

楽
し

く
学

べ
る

よ
う

な
内

容
と

し
た

。
全

て
の

ス
タ

ン
プ

を
押

し
た

参
加

者
に

は
、

植
物

園
シ

ー
ル

等
の

景
品

を
プ

レ
ゼ

ン
ト

し
た

。

平
成

2
8
年

8
月

1
日

(
月

)
～

平
成

2
8
年

8
月

3
1
日

(
水

)
3
1
日

間
3
1

9
：

0
0
～

1
8
：

0
0

3
2
8

○

4
0

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
３

棟
と

果
樹

温
室

の
植

物
に

つ
い

て
、

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

を
用

い
、

熱
帯

植
物

に
つ

い
て

学
習

、
観

察
す

る
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

8
月

6
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
月

2
7
日

の
毎

週
土

曜
日

(
計

4
日

間
)

平
成

2
8
年

8
月

6
日

(
土

)
(
団

体
受

入
：

ド
リ

ー
ム

保
育

園
)

5
1
5
：

0
0
～

(
8
/
6
団

体
受

入
　

1
0
：

4
5
～

1
1
：

3
0
)

5
8

○

4
1

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

飛
ぶ

タ
ネ

の
模

型
作

り
」

ヒ
ョ

ウ
タ

ン
カ

ズ
ラ

や
ア

リ
ノ

キ
と

い
っ

た
「

飛
ぶ

タ
ネ

」
の

模
型

を
作

る
ク

ラ
フ

ト
体

験
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

8
月

6
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
月

2
8
日

(
日

)
の

土
日

平
成

2
8
年

8
月

6
日

(
土

)
ド

リ
ー

ム
保

育
園

平
成

2
8
年

8
月

2
4
日

(
水

)
あ

い
の

き
学

童
8
/
2
4
(
計

9
日

間
)

1
0

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0
(
8
/
6
(
1
1
：

3
0
～

1
2
：

0
0
)
、

8
/
2
4
(
1
3
：

3
0
～

1
4
：

0
0
)
団

体
受

入
)

3
9
4

○

4
2

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

花
の

う
ち

わ
作

り
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
花

の
う

ち
わ

作
り

」
で

は
、

参
加

者
が

予
め

用
意

さ
れ

た
う

ち
わ

の
台

紙
に

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
、

サ
ン

ダ
ン

カ
。

コ
ウ

シ
ュ

ン
カ

ズ
ラ

等
の

押
し

花
、

ホ
ウ

ラ
イ

シ
ダ

、
シ

ロ
ツ

メ
草

等
の

押
し

葉
を

の
り

づ
け

装
飾

し
て

花
の

団
扇

を
制

作
し

た
。

(
8
月

の
土

日
と

、
8
/
4
、

8
/
1
0
、

8
/
1
8
実

施
)

平
成

2
8
年

8
月

6
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
月

2
8
日

(
日

)
の

土
日

、
8
/
1
・

4
・

8
・

1
0
・

1
8
(
計

1
3
日

間
)

1
3

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
5
6

○

4
3

熱
帯

果
実

展

国
外

産
の

ド
リ

ア
ン

や
マ

ン
ゴ

ス
チ

ン
、

ラ
ン

ブ
ー

タ
ン

な
ど

、
普

段
は

見
る

機
会

の
少

な
い

珍
し

い
果

実
や

、
県

産
の

パ
イ

ン
や

マ
ン

ゴ
ー

、
ア

セ
ロ

ー
ラ

な
ど

の
果

実
5
1
種

、
ア

セ
ロ

ー
ラ

や
ジ

ャ
ボ

チ
カ

バ
等

の
果

樹
7
2
種

、
そ

の
他

熱
帯

果
実

を
使

っ
た

加
工

品
1
2
0
種

の
展

示
・

紹
介

を
行

っ
た

。
ま

た
、

生
産

地
の

本
部

町
、

今
帰

仁
村

、
東

村
と

連
携

し
地

元
地

域
の

特
産

品
の

P
R
ブ

ー
ス

も
設

け
た

。
期

間
中

の
土

・
日

に
は

熱
帯

果
実

の
無

料
試

食
を

実
施

し
た

。

平
成

2
8
年

8
月

1
3
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

8
年

2
1
日

(
日

)
(
9
日

間
)

9
4
,
7
6
5

5
0

「
第

2
回

夕
日

鑑
賞

会
～

音
楽

と
職

と
ゆ

う
も

ど
ろ

の
祭

典
」

本
部

町
の

美
し

い
夕

陽
を

海
洋

博
公

園
か

ら
鑑

賞
す

る
と

と
も

に
、

J
A
Z
Z
、

ポ
ッ

プ
ス

、
オ

ー
ル

デ
ィ

ー
ズ

な
ど

の
ラ

イ
ブ

演
奏

を
行

っ
た

。
更

に
本

部
町

観
光

協
会

と
連

携
し

、
沖

縄
県

北
部

地
域

の
グ

ル
メ

や
バ

ー
ベ

キ
ュ

ー
を

楽
し

む
こ

と
が

で
き

る
「

お
い

し
い

も
の

広
場

」
を

設
置

し
た

。
ま

た
、

観
覧

者
の

利
便

性
向

上
の

た
め

、
午

後
1
5
時

3
0
分

よ
り

会
場

ま
で

の
無

料
シ

ャ
ト

ル
バ

ス
を

3
台

運
行

し
た

。

平
成

2
8
年

9
月

2
4
日

(
土

)
 
、

2
5
日

(
日

)
2

2
,
4
5
2
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

5
1

園
芸

教
室

(
ラ

ン
等

)
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
ホ

ー
ル

に
て

、
ラ

ン
栽

培
の

基
礎

に
つ

い
て

の
説

明
を

ス
ラ

イ
ド

シ
ョ

ー
で

行
っ

た
後

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

て
ガ

イ
ド

ツ
ア

ー
を

行
っ

た
。

さ
ら

に
回

廊
棟

に
て

ラ
ン

(
コ

チ
ョ

ウ
ラ

ン
)
の

植
替

え
の

実
演

お
よ

び
実

習
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

9
月

1
9
日

(
月

・
祝

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

2
2

○

5
2

「
昆

虫
探

検
ツ

ア
ー

」

【
①

】
職

員
が

講
師

と
な

り
、

公
圏

内
で

昆
虫

が
見

ら
れ

る
ポ

イ
ン

ト
を

解
説

し
な

が
ら

探
索

を
行

っ
た

。
各

回
お

お
よ

そ
2
0
種

～
3
0
種

程
度

紹
介

し
た

。
【

②
】

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
開

催
中

の
昆

虫
展

会
場

で
職

員
に

よ
る

解
説

を
行

い
、

そ
の

後
公

園
内

に
生

息
す

る
ア

リ
の

探
索

を
行

っ
た

。
ア

リ
を

捕
ま

え
る

道
具

の
作

成
お

よ
び

捕
獲

法
、

同
定

方
法

に
つ

い
て

解
説

し
た

。

【
1
】

平
成

2
8
年

6
月

5
日

(
日

)
、

7
月

3
日

(
日

)
、

9
月

4
日

(
日

)
【

2
】

平
成

2
8
年

7
月

3
1
日

(
日

)
5

①
1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0

②
1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0
、

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0

6
6

○

5
3

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

「
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

v
o
l
.
5
」

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
館

内
数

カ
所

に
設

置
さ

れ
た

謎
や

暗
号

を
解

き
明

か
し

、
ゴ

ー
ル

を
見

つ
け

出
す

「
謎

解
き

イ
ベ

ン
ト

」
を

実
施

し
た

。
今

回
は

、
「

古
代

遺
跡

」
と

い
う

イ
メ

ー
ジ

で
設

問
し

、
施

設
内

部
の

展
示

物
を

等
を

題
材

と
し

た
冒

険
心

や
探

究
心

を
刺

激
す

る
よ

う
工

夫
し

た
。

平
成

2
8
年

7
月

2
3
日

(
土

)
～

8
月

3
1
日

(
水

)
、

平
成

2
8
年

9
月

3
日

(
土

)
～

9
月

2
5
日

(
日

)
の

土
日

祝
5
0

1
0
：

0
0
～

1
8
：

0
0

7
,
0
7
8

5
4

沖
縄

と
世

界
の

昆
虫

展

琉
球

大
学

風
樹

館
の

共
催

で
、

標
本

3
2
1
種

6
9
5
点

、
生

体
2
9
種

1
1
3
頭

を
展

示
し

た
。

沖
縄

の
昆

虫
の

特
徴

に
つ

い
て

解
説

し
、

特
に

当
公

園
が

あ
る

本
部

町
に

産
す

る
チ

ョ
ウ

や
ヤ

ン
バ

ル
の

昆
虫

に
つ

い
て

は
、

標
本

な
ど

も
展

示
し

な
が

ら
理

解
を

深
め

ら
れ

る
よ

う
に

し
た

。
ま

た
国

外
産

の
大

型
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
ム

シ
等

1
6
種

5
2
頭

、
県

内
産

の
蝶

5
種

5
4
頭

の
生

体
と

ふ
れ

あ
え

る
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
、

体
験

的
に

学
べ

る
よ

う
に

し
た

。
昆

虫
切

り
絵

作
品

や
昆

虫
の

お
も

ち
ゃ

等
、

小
さ

な
子

供
で

も
楽

し
め

る
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
た

。
8
月

1
4
日

に
は

「
わ

く
わ

く
昆

虫
切

り
絵

教
室

」
、

8
月

7
日

に
は

「
美

ら
島

自
然

教
室

沖
縄

の
カ

ブ
ト

ム
シ

・
ク

ワ
ガ

タ
の

秘
密

を
探

る
」

を
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
内

で
実

施
し

、
相

乗
効

果
に

よ
る

誘
客

増
を

図
っ

た
。

平
成

2
8
年

7
月

2
3
日

(
土

)
～

9
月

3
0
日

(
金

)
7
0

2
2
,
8
4
0

5
5

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

9
月

3
日

(
土

)
～

2
4
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

9
月

9
日

(
金

)
、

9
月

1
9
日

(
月

)
、

9
月

2
4
日

(
土

)
6

1
5
：

0
0
～

、
(
9
/
9
(
1
3
：

0
0
～

1
3
：

3
0
)
、

9
/
1
9
(
1
3
：

4
5

～
1
4
：

1
5
)
、

9
/
2
4
(
1
4
：

3
0
～

1
4
：

1
5
)
)

8
4

○

5
6

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

お
花

で
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

」
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
館

内
で

鑑
賞

で
き

る
植

物
で

あ
る

コ
チ

ョ
ウ

ラ
ン

を
使

っ
て

コ
サ

ー
ジ

ュ
を

作
る

ク
ラ

フ
ト

体
験

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

9
月

3
日

(
土

)
~
 
2
5
日

(
日

)
の

土
日

8
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

1
8
6

○

5
7

平
成

2
8
年

度
　

亜
熱

帯
緑

化
事

例
発

表
会

今
年

度
は

、
沖

縄
に

お
け

る
蜜

蜂
や

蝶
な

ど
の

生
物

を
活

用
し

た
環

境
教

育
や

緑
化

活
動

、
芝

生
管

理
や

樹
木

管
理

に
関

す
る

技
術

開
発

な
ど

、
幅

広
い

内
容

で
の

発
表

が
行

わ
れ

た
。

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施
の

結
果

、
満

足
度

は
1
0
点

満
点

中
平

均
8
.
2
点

で
あ

っ
た

。
参

加
者

か
ら

は
「

緑
化

に
関

す
る

幅
広

い
、

多
種

多
様

な
活

動
を

知
る

こ
と

が
で

き
て

良
か

っ
た

」
、

「
造

園
の

業
務

に
役

立
つ

の
で

参
考

に
な

っ
た

」
と

い
う

意
見

が
あ

っ
た

。
審

査
の

結
果

、
選

ば
れ

た
最

優
秀

・
優

秀
の

3
件

お
よ

び
審

査
員

特
別

賞
1
件

に
つ

い
て

は
、

1
0
月

7
日

に
宜

野
湾

市
で

開
催

さ
れ

る
沖

縄
都

市
緑

化
祭

に
て

授
賞

式
が

行
わ

れ
る

。

平
成

2
8
年

9
月

2
3
日

(
金

)
1

1
3
：

0
0
～

1
7
：

3
0

8
5

5
8

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ハ
ー

ブ
の

香
り

袋
作

り
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
ハ

ー
ブ

の
香

り
袋

作
り

」
で

は
、

予
め

用
意

さ
れ

た
ゲ

ッ
ト

ウ
、

ゼ
ラ

ニ
ウ

ム
、

レ
モ

ン
マ

ー
ト

ル
、

ロ
ー

ズ
マ

リ
ー

、
ミ

ン
ト

等
の

約
1
5
種

類
の

ハ
ー

ブ
の

中
か

ら
オ

リ
ジ

ナ
ル

に
ブ

レ
ン

ド
し

て
い

た
だ

き
香

り
袋

を
制

作
し

た
。

(
土

日
、

9
/
1
2
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
9
/
1
2
、

9
/
1
8
、

9
/
2
5
事

前
予

約
制

で
実

施
)

平
成

2
8
年

9
月

3
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
の

土
日

と
、

9
月

1
2
日

(
月

)
9

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
7
0

○

5
9

地
球

に
や

さ
し

い
ク

ラ
フ

ト
ワ

ー
ク

5
月

　
生

活
排

水
が

海
洋

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

等
に

つ
い

て
解

説
し

、
天

然
素

材
で

石
け

ん
作

り
を

行
っ

た
。

9
月

　
海

岸
清

掃
を

通
し

て
海

洋
で

の
ゴ

ミ
問

題
の

実
状

を
解

説
し

、
漂

流
物

を
用

い
て

エ
コ

ク
ラ

フ
ト

(
植

栽
用

プ
ラ

ン
タ

一
、

フ
ォ

ト
フ

レ
ー

ム
、

風
鈴

等
の

作
成

)
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

5
月

3
日

(
火

・
祝

)
、

5
月

4
日

(
水

・
祝

)
平

成
2
8
年

9
月

1
8
日

(
日

)
、

9
月

2
2
日

(
木

・
祝

)
4

1
5
：

0
0
～

1
6
：

3
0
(
5

月
)
、

1
4
：

0
0
～

1
7
：

0
0
(
9
月

)
6
8

○

6
1

海
洋

博
公

園
4
0
周

年
企

画
　

み
ん

な
で

つ
む

ぐ
、

思
い

出
の

海
洋

博
展

海
洋

博
公

園
の

開
園

4
0
周

年
を

記
念

し
て

、
公

園
の

変
遷

の
タ

ペ
ス

ト
リ

ー
展

示
、

お
よ

び
沖

縄
国

際
海

洋
博

覧
会

(
E
X
P
O
'
7
5
)
関

連
グ

ッ
ズ

等
の

展
示

を
行

っ
た

。
当

時
の

ユ
ニ

フ
ォ

ー
ム

を
復

元
し

、
期

間
中

案
内

員
に

着
用

さ
せ

て
本

展
示

会
の

見
ど

こ
ろ

の
一

つ
と

し
た

。
平

成
8
月

1
日

(
月

)
～

1
0
月

1
0
日

(
月

・
祝

)
7
1

夏
期

8
：

3
0
～

1
9
：

0
0

通
常

期
8
：

3
0
～

1
7
：

0
0

2
4
,
7
9
3

6
2

海
洋

文
化

教
室

(
第

4
回

)

海
洋

文
化

館
は

、
プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

・
伝

統
的

航
海

術
(
ス

タ
ー

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
)
等

、
星

に
関

わ
る

展
示

等
を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

、
今

回
は

世
界

の
ウ

チ
ナ

ー
ン

チ
ュ

大
会

連
携

イ
へ

ン
ト

「
海

洋
文

化
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
」

に
関

連
付

け
た

海
洋

文
化

教
室

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
展

示
内

容
と

沖
縄

か
ら

の
移

民
の

多
い

ハ
ワ

イ
と

の
関

わ
り

を
よ

り
分

か
り

や
す

く
伝

え
、

理
解

を
深

め
て

、
利

用
者

の
満

足
度

の
向

上
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

平
成

2
8
年

1
0
月

2
9
日

(
土

)
1

1
2
：

0
0
～

1
2
：

5
0

2
3
0

6
3

海
洋

文
化

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

海
洋

博
公

園
4
0
周

年
を

記
念

し
て

、
1
9
7
5
年

の
沖

縄
国

際
海

洋
博

覧
会

以
降

、
海

洋
文

化
の

素
晴

ら
し

さ
の

発
信

し
続

け
て

き
た

海
洋

文
化

館
の

展
示

の
一

つ
で

あ
る

「
太

平
洋

を
越

え
た

人
類

の
グ

レ
ー

ト
ジ

ャ
一

二
一

」
を

テ
ー

マ
と

し
た

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

を
開

催
す

る
こ

と
に

よ
り

、
私

た
ち

ア
ジ

ア
人

の
太

平
洋

を
越

え
た

遥
か

な
る

旅
を

追
い

、
海

洋
文

化
館

が
沖

縄
・

太
平

洋
地

域
の

海
洋

文
化

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

拠
点

と
し

て
の

役
割

を
担

う
意

義
を

県
内

外
・

国
外

に
向

け
て

情
報

発
情

す
る

。

平
成

2
8
年

1
0
月

2
9
日

(
土

)
1

1
3
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
1
5

6
4

沖
縄

の
ラ

ン
切

花
展

沖
縄

県
内

で
生

産
さ

れ
た

ラ
ン

切
花

2
属

1
8
品

種
6
3
点

を
展

示
し

、
パ

ネ
ル

等
で

切
花

の
魅

力
、

品
種

の
解

説
及

び
県

内
切

花
生

産
者

の
紹

介
を

行
っ

た
。

そ
の

他
、

ラ
ン

ト
ン

ネ
ル

、
ブ

ー
ケ

3
基

に
加

え
ラ

ン
フ

レ
ー

ム
等

の
記

念
撮

影
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
た

。
ま

た
、

期
間

中
毎

日
先

着
5
0
名

に
デ

ン
フ

ァ
レ

や
オ

ン
シ

ジ
ウ

ム
等

の
ラ

ン
切

花
プ

レ
ゼ

ン
ト

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
9
日

(
日

)
の

無
料

入
館

日
に

は
、

出
展

協
力

団
体

で
あ

る
J
A
お

き
な

わ
農

業
事

業
本

部
の

協
力

に
よ

る
ラ

ン
切

花
の

販
促

コ
ー

ナ
ー

を
設

け
、

来
場

者
へ

沖
縄

県
産

の
ラ

ン
切

花
の

P
R
・

販
売

を
行

っ
た

。

平
成

2
8
年

1
0
月

8
日

(
土

)
～

1
0
月

1
0
日

(
月

・
祝

)
3

2
,
3
7
7

6
5

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

(
土

)
～

2
9
 
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
5

1
5
：

0
0
～

7
8

○

6
6

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

カ
ラ

ー
リ

ー
フ

で
し

お
り

作
り

」
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

等
の

カ
ラ

フ
ル

な
カ

ラ
ー

リ
ー

フ
を

材
料

と
し

た
し

お
り

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

(
土

)
～

3
0
日

(
日

)
の

土
・

日
1
0

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

3
9
3

○
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

6
7

カ
ラ

ー
リ

ー
フ

ガ
ー

デ
ン

フ
ェ

ア

斑
入

り
や

銀
葉

、
銅

葉
な

ど
カ

ラ
フ

ル
な

色
彩

を
持

つ
カ

ラ
ー

リ
ー

フ
プ

ラ
ン

ツ
の

利
用

方
法

と
し

て
、

ガ
ー

デ
ニ

ン
グ

等
の

装
飾

、
壁

面
装

飾
や

鉢
植

え
、

寄
せ

植
え

等
の

展
示

を
行

っ
た

。
各

展
示

箇
所

で
は

背
景

と
な

る
園

路
、

壁
面

等
を

い
か

し
た

展
示

を
行

い
、

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
を

設
置

し
た

。
ま

た
、

ガ
ー

デ
ン

の
一

部
に

は
琉

球
石

灰
岩

、
ビ

ー
チ

コ
ー

ラ
ル

を
用

い
て

沖
縄

を
イ

メ
ー

ジ
し

た
ガ

ー
デ

ン
を

造
り

、
幅

広
い

方
々

に
興

味
を

も
っ

て
頂

け
る

よ
う

工
夫

し
た

。

平
成

2
8
年

1
0
月

8
日

(
土

)
～

平
成

2
8
年

1
0
月

3
0
日

(
日

)
2
3

6
,
8
1
0

6
8

ラ
ン

類
に

関
す

る
講

習
会

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会
2
0
1
6
に

て
内

閣
総

理
大

臣
賞

を
受

賞
さ

れ
た

斉
藤

正
博

氏
を

お
招

き
し

、
斉

藤
氏

の
ラ

ン
栽

培
の

あ
ゆ

み
、

ラ
ン

展
で

の
受

賞
歴

、
大

株
作

り
の

ヒ
ン

ト
、

ラ
ン

を
美

し
く

見
せ

る
飾

り
方

等
、

ラ
ン

の
楽

し
み

方
に

つ
い

て
広

く
紹

介
し

た
。

平
成

2
8
年

1
0
月

2
3
日

(
金

)
1

1
3
：

3
0
～

1
5
：

0
0

6
3

6
9

沖
縄

の
樹

木
剪

定
講

習
会

(
庭

園
樹

編
)

愛
植

物
設

計
山

本
紀

久
氏

を
講

師
と

し
て

招
聘

し
、

座
学

で
は

沖
縄

で
庭

園
樹

に
利

用
さ

れ
る

主
要

な
樹

木
の

基
礎

的
な

知
識

及
び

剪
定

方
法

・
樹

形
の

作
り

方
を

解
説

し
て

頂
き

、
実

技
指

導
で

は
お

き
な

わ
郷

土
村

内
に

お
い

て
セ

ン
ダ

ン
や

テ
リ

ハ
ボ

ク
、

ウ
メ

、
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
コ

ク
タ

ン
等

の
植

栽
木

を
用

い
て

枝
抜

剪
定

や
忌

み
枝

の
整

理
な

ど
の

実
演

を
行

っ
た

。

平
成

2
8
年

1
0
月

2
8
日

(
金

)
1

1
3
：

0
0
～

1
6
：

3
0

8
9

7
0

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ハ
ロ

ウ
ィ

ン
の

リ
ー

ス
作

り
」

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」

「
ハ

ロ
ウ

ィ
ン

リ
ー

ス
作

り
」

で
は

、
予

め
用

意
さ

れ
た

ド
ー

ナ
ツ

状
の

台
紙

に
ゲ

ッ
ト

ウ
、

イ
ソ

フ
ジ

等
の

タ
ネ

、
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

、
サ

ン
ダ

ン
カ

等
の

押
し

花
、

ホ
ウ

ラ
イ

シ
ダ

、
ヒ

メ
ノ

ア
ズ

キ
等

の
押

し
葉

を
装

飾
し

制
作

し
た

。
(
土

日
、

1
0
/
2
4
、

1
0
/
2
7
実

施
)

「
植

物
観

察
ツ

ア
ー

」
は

植
物

圏
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
実

施
1
6
日

、
2
2
日

、
3
0
日

)

平
成

2
8
年

1
0
月

1
日

(
土

)
 
～

3
0
日

(
日

)
の

土
日

と
、

2
4
日

、
2
7
日

1
2

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
1
2

○

7
1

秋
の

都
市

緑
化

月
間

「
苗

木
の

無
料

配
布

」

沖
縄

で
身

近
で

人
気

の
高

い
ハ

イ
ビ

ス
カ

ス
や

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
に

加
え

、
花

壇
、

プ
ラ

ン
夕

ー
、

ベ
ラ

ン
ダ

等
で

利
用

し
や

す
い

種
類

で
栽

培
が

容
易

な
パ

キ
ス

タ
キ

ス
、

ク
ビ

ナ
ガ

バ
レ

リ
ア

な
ど

を
1
名

に
つ

き
1
鉢

を
配

布
し

た
。

ま
た

今
回

か
ら

配
布

場
所

を
①

を
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

一
回

廊
棟

と
し

、
無

人
配

布
と

し
た

。

1
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

(
土

)
～

1
0
月

3
1
日

(
月

)
2
平

成
2
8
年

1
0
月

9
日

(
日

)
、

3
0
日

(
日

)
3
3

①
9
：

3
0
～

配
布

終
了

ま
で

②
1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0

1
,
7
2
1

7
2

海
洋

博
公

園
ナ

イ
ト

ツ
ア

ー

園
内

に
生

息
す

る
希

少
な

夜
行

性
生

物
を

紹
介

す
る

た
め

、
職

員
が

日
没

後
の

園
内

を
案

内
し

解
説

し
た

。
ま

た
事

前
事

後
学

習
が

可
能

に
な

る
よ

う
、

生
き

も
の

の
紹

介
シ

ー
ト

を
受

付
時

に
配

布
し

た
。

さ
ら

に
ヤ

シ
ガ

ニ
発

見
時

は
こ

れ
ま

で
の

調
査

同
様

に
計

測
や

写
真

撮
影

を
行

い
、

照
合

結
果

を
希

望
者

に
配

信
し

た
。

平
成

2
8
年

4
月

～
1
0
月

の
第

2
・

4
土

曜
日

1
4

1
9
：

3
0
～

2
2
：

0
0

2
4
8

○

7
5

第
4
回

海
洋

博
公

園
や

ん
ば

る
グ

ル
メ

コ
ン

ク
ー

ル

秋
の

行
楽

シ
ー

ズ
ン

に
合

わ
せ

て
北

部
地

域
の

店
舗

1
4
店

舗
5
市

町
村

(
本

部
町

、
名

護
市

、
今

帰
仁

村
、

国
頭

村
、

東
村

)
に

よ
る

本
島

北
部

地
域

特
有

の
食

材
を

用
い

た
料

理
に

よ
る

グ
ル

メ
コ

ン
ク

ー
ル

を
実

施
し

た
。

今
年

度
か

ら
フ

ー
ド

(
軽

食
類

)
、

ス
イ

ー
ツ

(
デ

ザ
ー

ト
類

)
の

2
部

門
を

設
け

、
グ

ラ
ン

プ
リ

を
決

定
し

た
。

平
成

2
8
年

1
1
月

1
9
日

(
土

)
、

2
0
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0
(
1
1
/
1
9
)
、

1
0
：

0
0

～
1
6
：

0
0
(
1
1
/
2
0
)

2
,
5
6
0

7
6

美
ら

海
自

然
教

室
「

ア
サ

ギ
マ

ダ
ラ

の
渡

り
の

秘
密

を
探

る
」

①
蝶

の
形

態
や

生
態

、
沖

縄
に

生
息

す
る

蝶
等

に
つ

い
て

の
解

説
②

ア
サ

ギ
マ

ダ
ラ

の
渡

り
に

つ
い

て
の

解
説

、
そ

の
調

査
方

法
の

紹
介

③
ア

サ
ギ

マ
ダ

ラ
の

翅
へ

の
マ

ー
キ

ン
グ

と
放

蝶
④

植
物

園
に

て
、

蝶
の

食
草

植
物

や
蜜

源
植

物
の

植
栽

平
成

2
8
年

1
1
月

5
日

(
土

)
1

1
3
：

0
0
～

1
5
：

0
0

2
6

7
7

バ
ー

ド
ウ

ォ
ッ

チ
ン

グ

公
園

内
が

渡
り

を
し

て
く

る
野

鳥
た

ち
の

憩
い

の
場

に
な

っ
て

い
る

こ
と

や
、

数
多

く
の

留
鳥

が
生

息
し

て
い

る
こ

と
、

野
鳥

を
観

察
す

る
こ

と
で

実
体

験
を

通
し

て
学

ぶ
機

会
を

設
け

た
。

今
回

の
バ

ー
ド

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

で
は

文
化

財
保

護
強

調
週

間
に

ち
な

み
、

夕
陽

の
広

場
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
2
階

に
て

沖
縄

県
で

見
ら

れ
る

天
然

記
念

物
の

写
真

パ
ネ

ル
の

展
示

を
行

い
、

身
近

な
野

鳥
か

ら
貴

重
な

野
鳥

ま
で

幅
広

く
学

習
し

て
も

ら
っ

た
。

平
成

2
8
年

1
1
月

1
9
日

(
土

)
1

8
：

1
5
～

1
1
：

0
0

1
3

7
8

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
1
月

5
日

(
土

)
～

2
6
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

1
1
月

3
日

(
木

)
、

1
1
月

9
日

(
水

)
、

1
1
月

2
1
日

(
月

)
7

1
5
：

0
0
～

、
(
1
1
/
3
(
8
：

4
5
～

9
：

3
0
)
、

1
1
/
9
(
1
1
：

0
0

～
1
2
：

0
0
)
、

1
1
/
2
1
(
1
0
：

0
0
～

1
0
：

5
0
)
)

1
0
3

○

7
9

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ブ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
で

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

も
展

示
し

て
い

る
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

を
材

料
と

し
た

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
1
月

5
日

(
土

)
～

2
7
日

(
日

)
の

土
・

日
8

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

2
6
2

○

8
0

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ミ
ニ

ク
リ

ス
マ

ス
ツ

リ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
ミ

ニ
ク

リ
ス

マ
ス

ツ
リ

ー
作

り
」

で
は

、
マ

ツ
ボ

ッ
ク

リ
(
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
マ

ツ
の

松
か

さ
)
に

ジ
ュ

ズ
ダ

マ
、

ダ
ン

ド
ク

の
種

子
等

を
装

飾
し

制
作

し
た

。
(
1
1
月

の
土

日
と

、
2
5
日

実
施

)
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
実

施
6
日

、
1
4
日

、
2
1
日

、
2
4
日

)

平
成

2
8
年

1
1
月

5
日

(
土

)
～

1
1
月

2
7
日

(
日

)
の

土
日

と
1
4
日

、
2
1
日

、
2
4
日

、
2
5
日

1
2

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
4
7

○

8
2

第
1
1
回

鬼
餅

作
り

体
験

お
き

な
わ

郷
土

村
内

で
月

桃
の

葉
を

刈
り

、
餅

を
こ

ね
、

そ
の

葉
で

餅
を

包
み

か
ま

ど
で

蒸
す

と
い

う
昔

な
が

ら
の

工
法

で
鬼

餅
を

作
っ

た
。

蒸
し

て
い

る
時

間
を

利
用

し
て

鬼
餅

の
由

来
の

紙
芝

居
を

実
施

し
た

。
【

実
施

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

】
1
2
:
3
0
～

1
5
:
0
0
　

鬼
餅

作
り

体
験

1
5
:
3
0
～

　
　

　
鬼

餅
振

る
舞

い

平
成

2
8
年

1
2
月

3
日

(
土

)
～

1
2
月

4
日

(
日

)
2

1
2
：

0
0
～

1
5
：

0
0

1
,
1
4
6

△

8
3

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
2
月

3
日

(
土

)
～

3
1
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
、

1
2
月

1
5
日

(
木

)
、

1
2
月

2
5
日

(
日

)
7

1
5
：

0
0
～

、
(
1
2
/
1
5
(
1
1
：

0
0
～

1
1
：

2
0
)
、

1
2
/
2
5
(
1
3
：

0
0
～

1
4
：

0
0
)
)

7
8

○

8
4

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

バ
ニ

ラ
で

”
香

る
”

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

作
り

」
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
ら

し
い

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
、

ラ
ン

科
植

物
で

も
あ

る
「

バ
ニ

ラ
」

を
使

っ
た

ク
リ

ス
マ

ス
リ

ー
ス

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
8
年

1
2
月

3
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
の

土
日

祝
、

1
2
月

1
5
日

(
木

)
1
0

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0
、

1
1
：

2
0
～

1
2
：

0
0
(
1
2
/
1
5
)

2
7
8

○

8
5

鉢
植

え
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
～

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

の
寄

せ
植

え
体

験
～

鉢
植

え
作

業
の

前
に

、
職

員
に

よ
る

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

の
特

性
や

品
種

の
紹

介
、

球
根

の
形

か
ら

葉
の

出
る

方
向

を
説

明
し

、
植

え
付

け
る

際
の

球
根

の
向

き
や

手
順

の
ポ

イ
ン

ト
な

ど
を

レ
ク

チ
ャ

ー
し

た
。

そ
の

後
、

参
加

者
に

よ
り

1
月

に
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

開
催

さ
れ

る
「

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア
」

で
の

展
示

用
と

し
て

、
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
の

球
根

の
鉢

植
え

、
寄

せ
植

え
体

験
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

沖
縄

の
花

・
緑

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
方

に
も

指
導

補
助

で
参

加
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
8
年

1
2
月

1
7
日

(
土

)
、

平
成

2
8
年

1
2
月

1
8
日

(
日

)
2

1
3
：

3
0
～

1
5
：

3
0

4
5

○

 
別紙-369



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

8
6

沖
縄

植
物

体
験

イ
ベ

ン
ト

「
押

し
花

、
押

し
葉

の
カ

レ
ン

ダ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
押

し
花

、
押

し
葉

の
カ

レ
ン

ダ
一

作
り

」
 
で

は
、

プ
ー

ゲ
ン

ビ
レ

ア
、

サ
ン

ダ
ン

カ
、

ビ
オ

ラ
等

の
押

し
花

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
、

フ
イ

リ
ソ

シ
ン

カ
等

の
押

し
葉

を
装

飾
し

制
作

し
た

。
(
1
2
月

の
土

日
と

、
2
1
日

実
施

)
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

 
は

植
物

園
内

の
開

花
・

結
実

マ
ッ

プ
を

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

て
対

応
し

た
。

(
事

前
予

約
制

で
実

施
2
5
日

)

平
成

2
8
年

1
2
月

3
日

(
土

)
～

1
2
月

3
1
日

(
土

)
の

土
日

、
1
2
月

2
1

日
1
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
9
6

○

8
7

平
成

2
8
年

度
冬

期
催

事

1
)
ふ

わ
ふ

わ
ボ

ー
ル

遊
び

(
1
1
/
1
9
-
1
2
/
2
5
の

土
日

祝
1
4
日

間
)

海
洋

文
化

館
多

目
的

室
の

空
間

形
状

を
活

か
し

、
大

型
の

風
船

で
遊

べ
る

イ
ベ

ン
ト

を
実

施
し

た
。

ド
ー

ム
状

の
天

井
の

一
部

に
、

星
座

や
海

洋
博

公
園

の
イ

ラ
ス

ト
等

の
動

画
映

像
を

投
影

し
、

会
場

入
口

や
室

内
に

、
ク

リ
ス

マ
ス

を
テ

ー
マ

と
し

た
バ

ル
ー

ン
装

飾
を

行
っ

た
。

目
標

人
数

:
2
,
1
0
0
名

(
1
日

1
5
0
名

×
1
4
日

)
参

加
者

数
:
6
,
1
3
0
名

達
成

率
:
2
9
1
.
9
%

2
)
海

の
生

き
も

の
と

干
支

の
絵

付
け

体
験

(
1
2
/
2
3
～

1
/
4
の

1
3
日

間
)

ジ
ン

ベ
エ

ザ
メ

や
干

支
の

形
を

し
た

白
い

陶
器

に
、

塗
り

絵
や

琉
球

ガ
ラ

ス
の

装
飾

体
験

を
行

っ
た

。
目

標
人

数
:
1
,
3
0
0
名

(
1
日

1
0
0
名

×
1
3
日

)
参

加
者

数
:
1
,
9
9
5
名

達
成

率
:
1
5
3
.
5
%

平
成

2
8
年

1
1
月

1
9
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

1
月

4
日

(
水

)
4
7

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

8
,
1
2
5

8
8

平
成

2
8
年

度
正

月
催

事
新

春
果

報
で

ー
び

る

(
1
)
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
(
ゆ

が
ふ

ス
テ

ー
ジ

)
(
2
)
餅

つ
き

体
験

・
餅

の
振

る
舞

い
(
3
)
琉

装
体

験
(
4
)
正

月
縁

日
(
5
)
ラ

ジ
オ

番
組

出
張

生
放

送

平
成

2
9
年

1
月

1
日

(
日

・
祝

)
～

1
月

3
日

(
火

)
3

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

9
,
0
5
1

8
9

第
3
8
回

海
洋

博
公

園
全

国
ト

リ
ム

マ
ラ

ソ
ン

大
会

①
開

会
式

②
備

瀬
福

木
並

木
コ

ー
ス

(
約

1
0
.
0
k
m
)
 
9
:
3
0
ス

タ
ー

卜
③

フ
ラ

ワ
ー

ガ
ー

デ
ン

コ
ー

ス
(
 
約

6
.
0
k
m
)
 
1
0
:
0
0
ス

タ
ー

ト
④

フ
ァ

ミ
リ

ー
エ

ン
ジ

ョ
イ

公
園

コ
ー

ス
(
約

3
.
5
k
m
)
1
0
:
3
0
ス

タ
ー

ト
⑤

表
彰

式
、

閉
会

式
、

お
楽

し
み

抽
選

会

平
成

2
9
年

1
月

1
5
日

(
日

)
1

9
：

0
0
～

1
3
：

3
0

4
,
3
9
7

9
0

沖
縄

の
新

し
い

花
～

ち
ゅ

ら
ら

展
～

沖
縄

の
絶

滅
危

慎
植

物
「

リ
ュ

ウ
キ

ュ
ウ

ベ
ン

ケ
イ

」
か

ら
作

出
さ

れ
た

新
し

い
園

芸
品

種
「

ち
ゅ

ら
ら

」
に

つ
い

て
、

育
種

の
経

緯
を

ま
と

め
た

紹
介

パ
ネ

ル
の

展
示

と
、

ち
ゅ

ら
ら

を
用

い
た

装
飾

を
行

い
、

様
々

な
利

用
方

法
を

紹
介

し
た

。
こ

れ
に

よ
り

沖
縄

の
花

卉
園

芸
の

普
及

や
利

用
促

進
を

図
る

と
と

も
に

、
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
へ

の
誘

客
促

進
、

利
用

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

図
っ

た
。

平
成

2
8
年

1
2
月

1
0
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

1
月

9
日

(
月

・
祝

)
3
1

8
,
5
7
9

9
1

ウ
イ

ン
タ

ー
ス

ペ
シ

ャ
ル

ウ
ィ

ン
タ

ー
ス

ペ
シ

ャ
ル

と
題

し
て

、
ク

リ
ス

マ
ス

や
お

正
月

を
イ

メ
ー

ジ
さ

せ
る

装
飾

や
、

干
支

に
ち

な
ん

だ
蘭

孔
雀

な
ど

の
フ

ォ
ト

ス
ポ

ッ
ト

を
設

け
た

。
ま

た
、

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
の

祝
日

の
追

加
実

施
を

行
っ

た
。

1
平

成
2
8
年

1
2
月

1
7
日

(
土

)
～

1
2
月

2
5
日

(
日

)
2
平

成
2
8
年

1
2
月

2
8
日

(
水

)
～

平
成

2
9
年

1
月

3
日

(
火

)
3
平

成
2
8
年

1
2
月

3
日

(
土

)
～

2
5
日

(
日

)
の

土
日

祝
4
平

成
2
8
年

1
2
月

3
1
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

1
月

3
日

(
火

)

①
不

明
②

不
明

③
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

④
1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

5
,
5
3
6

9
2

環
境

学
習

「
木

の
実

か
ら

油
を

搾
ろ

う
」

普
段

何
気

な
く

食
べ

て
い

る
植

物
の

種
子

か
ら

油
が

搾
れ

る
こ

と
を

体
験

し
て

い
た

だ
き

、
植

物
に

関
す

る
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
行

っ
た

。
搾

油
方

法
の

簡
単

な
解

説
を

行
っ

た
の

ち
、

全
8
種

類
(
白

ゴ
マ

、
黒

ゴ
マ

、
ア

ー
モ

ン
ド

、
ク

ル
ミ

、
ツ

バ
キ

、
マ

カ
デ

ミ
ア

ナ
ッ

ツ
、

ヒ
マ

ワ
リ

、
ピ

ス
タ

チ
オ

)
の

中
か

ら
1
人

1
種

類
を

選
ん

で
い

た
だ

き
、

家
庭

用
搾

油
機

を
用

い
搾

油
し

て
い

た
だ

い
た

。
搾

油
し

た
油

に
つ

い
て

は
、

各
自

少
量

で
は

あ
る

が
お

持
ち

帰
り

い
た

だ
い

た
。

平
成

2
8
年

1
2
月

2
3
日

(
金

)
～

平
成

2
9
年

1
月

2
日

(
月

)
1
1

1
0
5

9
3

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

押
し

花
で

オ
リ

ジ
ナ

ル
カ

ー
ド

作
り

」
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
で

も
展

示
し

て
い

る
ブ

ー
ゲ

ン
ビ

レ
ア

や
サ

ン
ダ

ン
カ

等
の

押
し

花
を

材
料

と
し

た
オ

リ
ジ

ナ
ル

カ
ー

ド
作

り
を

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

1
2
月

3
1
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

1
月

2
9
日

(
日

)
の

土
・

日 (
1
/
1
～

3
は

毎
日

)
1
2

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

3
9
2

○

9
4

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
9
年

1
月

7
日

(
土

)
～

2
8
日

(
土

)
の

毎
週

土
曜

日
4

1
5
：

0
0
～

7
9

○

9
5

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

は
っ

ぱ
で

お
面

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
は

っ
ぱ

で
お

面
作

り
」

で
は

、
お

面
の

台
紙

に
フ

イ
リ

ソ
シ

ン
力

、
ホ

ウ
ラ

イ
シ

ダ
、

コ
シ

ダ
等

を
装

飾
し

制
作

し
た

。
(
1
月

の
土

日
と

、
2
日

、
6
日

実
施

)
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
1
3
日

、
1
9
日

実
施

)

平
成

2
9
年

1
月

1
日

(
日

)
～

1
月

2
9
日

(
日

)
の

土
日

・
2
日

、
6

日
、

1
3
日

、
1
9
日

1
3

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

2
1
8

○

9
8

第
1
2
回

美
ら

海
花

ま
つ

り

1
.
圏

内
装

飾
　

平
成

2
9
年

1
月

2
1
日

(
土

)
 
～

2
月

2
6
日

(
日

)
2
.
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
琉

球
パ

フ
ォ

ー
マ

ー
ズ

コ
ネ

ク
シ

ョ
ン

S
P
　

平
成

2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
・

1
1
日

(
土

)
1
日

3
ス

テ
ー

ジ
　

2
)
 
サ

ン
リ

オ
ミ

ニ
シ

ョ
ー

　
平

成
2
9
年

2
月

5
日

(
日

)
・

2
月

1
2
日

(
日

)
 
1
日

3
ス

テ
ー

ジ
3
.
体

験
イ

ベ
ン

ト
　

1
)
フ

ラ
ワ

ー
フ

ォ
ト

フ
レ

ー
ム

作
り

　
平

成
2
9
年

1
月

2
1
日

(
土

)
~
2
月

2
6
日

(
日

)
の

土
日

　
計

1
2
日

　
2
)
 
花

の
万

華
鏡

作
り

　
平

成
2
9
年

1
月

2
1
日

(
土

)
~
2
月

2
6
日

(
日

)
の

土
日

　
計

1
2
日

　
3
)
 
刈

込
ト

ピ
ア

リ
ー

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

　
平

成
2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
　

4
)
 
手

の
ひ

ら
サ

イ
ズ

の
ト

ピ
ア

リ
ー

制
作

　
平

成
2
9
年

2
月

5
日

(
日

)
4
.
そ

の
他

「
沖

縄
B
O
N
!
」

生
中

継
放

送
　

平
成

2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
　

1
2
:
0
0
~
1
2
:
5
4

乗
馬

体
験

　
平

成
2
9
年

2
月

1
1
日

(
土

)
・

1
2
日

(
日

)

平
成

2
9
年

1
月

2
1
日

(
土

)
～

2
月

2
6
日

(
日

)
3
7

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

4
,
6
8
3

9
9

第
1
1
回

黒
糖

作
り

体
験

お
き

な
わ

郷
土

村
馬

場
に

お
い

て
、

サ
ト

ウ
キ

ビ
に

つ
い

て
の

解
説

を
受

け
、

収
穫

・
葉

の
刈

り
落

と
し

作
業

を
し

、
砂

糖
車

を
廻

し
て

サ
ト

ウ
キ

ピ
を

絞
っ

た
。

絞
り

汁
を

癒
し

、
攪

拌
し

な
が

ら
鍋

で
煮

詰
め

て
黒

糖
を

作
り

上
げ

た
。

ま
た

噴
水

広
場

に
て

、
作

り
た

て
の

黒
糖

を
1
日

2
回

振
る

舞
っ

た
。

平
成

2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
～

2
月

5
日

(
日

)
2

1
0
：

0
0
～

1
5
：

0
0

2
,
0
4
4

△

1
0
0

第
9
回

本
部

町
健

康
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
大

会
①

開
会

式
(
バ

ン
コ

の
森

)
②

健
康

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

③
修

了
式

(
バ

ン
コ

の
森

)
平

成
2
9
年

2
月

1
9
日

(
金

)
1

9
：

0
0
～

1
2
：

0
0

6
3

1
0
2

チ
ュ

ー
リ

ッ
プ

フ
ェ

ア

南
中

庭
を

メ
イ

ン
会

場
に

、
桜

の
デ

ザ
イ

ン
の

露
地

植
え

花
壇

を
設

け
た

他
、

北
中

庭
付

近
に

も
露

地
植

え
お

よ
び

プ
ラ

ン
タ

ー
の

展
示

を
行

い
、

色
や

花
の

形
な

ど
、

多
種

多
様

な
チ

ュ
ー

リ
ッ

プ
4
2
品

種
約

8
0
,
0
0
0
球

を
展

示
し

た
。

ま
た

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

で
の

植
え

付
け

で
は

、
北

中
庭

に
展

示
す

る
ポ

ッ
ト

お
よ

び
プ

ラ
ン

タ
ー

へ
の

鉢
植

え
を

行
っ

た
。

平
成

2
9
年

1
月

2
1
日

(
土

)
～

2
月

1
2
日

(
日

)
2
2

3
6
,
6
7
5

 
別紙-370



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
0
3

ラ
ン

に
関

す
る

講
習

会

演
題

：
「

ミ
ャ

ン
マ

ー
の

生
き

た
宝

~
野

生
ラ

ン
に

つ
い

て
~
」

　
ソ

ウ
・

ル
イ

ン
博

士
　

ミ
ャ

ン
マ

一
花

弁
生

産
組

合
　

副
組

合
長

演
題

：
「

沖
縄

の
野

生
ラ

ン
を

学
習

教
材

と
し

て
活

用
し

た
教

育
実

践
活

動
～

ラ
ン

を
身

近
に

感
じ

て
～

」
　

議
名

　
盛

安
氏

　
沖

縄
県

立
大

平
特

別
支

援
学

校
　

教
諭

平
成

2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
1

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

7
4

○

1
0
4

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

作
っ

て
揚

げ
よ

う
　

ラ
ン

の
花

の
凧

」

ラ
ン

の
種

類
や

特
徴

に
つ

い
て

紹
介

し
、

カ
ー

ブ
ヤ

ー
(
沖

縄
本

島
の

凧
)
の

作
り

方
を

作
業

時
の

注
意

点
や

コ
ツ

を
含

め
た

デ
モ

ン
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

を
行

い
、

実
物

と
資

料
を

用
い

て
解

説
し

た
。

材
料

に
は

様
々

な
ラ

ン
の

絵
柄

が
模

さ
れ

た
凧

を
用

い
、

美
し

い
ラ

ン
の

花
が

た
く

さ
ん

咲
い

て
い

る
中

で
、

ラ
ン

の
花

の
凧

を
揚

げ
る

機
会

は
滅

多
に

な
い

た
め

、
参

加
者

に
満

足
し

て
も

ら
え

る
内

容
で

行
っ

た
。

平
成

2
9
年

2
月

1
1
日

(
土

)
1

1
3
：

0
0
～

1
4
：

1
5

3
6

1
0
5

平
成

2
8
年

度
　

沖
縄

国
際

蘭
博

覧
会

参
加

は
国

外
1
2
カ

国
・

1
地

域
、

国
内

2
7
都

府
県

で
、

展
示

総
数

は
2
7
,
7
4
2
点

と
な

っ
た

。
審

査
で

は
国

内
外

か
ら

招
聘

し
た

3
9
人

の
審

査
員

に
よ

り
最

優
秀

賞
の

沖
縄

国
際

洋
蘭

博
覧

会
大

賞
(
内

閣
総

理
大

臣
賞

:
徳

里
衛

氏
 
G
r
a
n
d
 
C
h
a
m
p
i
o
n
)
を

は
じ

め
、

各
賞

を
決

定
し

た
。

ま
た

関
連

催
事

と
し

て
「

ラ
ン

に
関

す
る

講
演

会
」

等
を

行
っ

た
他

、
「

ラ
ン

を
使

っ
た

女
性

大
使

に
よ

る
テ

ー
ブ

ル
ア

レ
ン

ジ
メ

ン
ト

」
で

は
5
ヵ

国
に

参
加

い
た

だ
い

た
。

今
回

は
、

「
や

ん
ば

る
花

め
ぐ

り
~
春

あ
っ

た
か

一
番

花
の

楽
園

へ
~
」

の
テ

ー
マ

に
、

同
時

期
に

開
催

さ
れ

る
美

ら
海

花
ま

つ
り

、
や

ん
ば

る
地

域
の

桜
ま

つ
り

な
ど

花
に

関
連

す
る

イ
ベ

ン
ト

と
連

携
し

て
「

や
ん

ば
る

情
報

発
信

」
を

行
っ

た
。

ま
た

、
イ

ベ
ン

ト
で

は
幅

広
い

年
代

の
方

々
に

楽
し

ん
で

頂
け

る
よ

う
「

ラ
ン

の
栽

培
教

室
」

「
コ

サ
ー

ジ
ュ

教
室

」
「

ミ
ニ

い
け

ば
な

教
室

」
の

他
、

「
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

」
「

ラ
ン

プ
レ

ゼ
ン

ト
ク

イ
ズ

」
「

オ
ー

キ
ッ

ド
ブ

ラ
イ

ダ
ル

」
「

ス
テ

ー
ジ

イ
ベ

ン
ト

」
等

を
行

っ
た

。
ス

テ
ー

ジ
イ

ベ
ン

ト
で

は
「

琉
球

ス
ト

リ
ー

ト
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

W
H
0
'
 
S
 
N
E
X
T
」

、
「

沖
縄

和
太

鼓
双

打
」

、
「

琉
球

舞
踊

」
「

ハ
ロ

ー
キ

テ
ィ

ー
」

シ
ョ

ー
、

「
B
A
N
J
O
 
A
I
」

コ
ン

サ
ー

ト
、

「
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

 
S
T
A
R
S
 
E
N
T
E
R
T
A
I
N
M
E
N
T
」

、
「

沖
縄

ダ
ブ

ル
タ

ッ
チ

ク
ル

ー
O
D
D
C
」

、
「

オ
カ

リ
ナ

演
奏

」
、

「
ぐ

で
だ

ま
」

シ
ョ

ー
を

企
画

運
営

チ
ー

ム
と

連
携

し
て

実
施

し
た

。

平
成

2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
～

2
月

1
2
日

(
日

)
9

2
9
,
9
8
4

1
0
6

ツ
バ

キ
展

沖
縄

椿
協

会
、

N
P
O
法

人
大

宜
味

つ
ば

き
の

会
と

の
共

催
に

よ
り

、
各

会
会

員
が

丹
精

込
め

て
育

て
た

ツ
バ

キ
の

鉢
物

を
出

展
し

て
い

た
だ

き
展

示
を

行
っ

た
。

広
山

流
沖

縄
支

部
に

よ
る

ツ
バ

キ
を

使
っ

た
生

け
花

の
公

開
制

作
や

、
沖

縄
椿

協
会

に
よ

る
栽

培
相

談
コ

ー
ナ

ー
も

設
け

た
。

ま
た

ヤ
ブ

ツ
バ

キ
の

苗
木

無
料

配
布

や
ツ

バ
キ

茶
の

試
飲

、
沖

縄
椿

協
会

会
員

に
よ

る
栽

培
デ

モ
ス

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

も
実

施
し

た
。

夕
陽

の
広

場
レ

ス
ト

ハ
ウ

ス
で

は
、

ツ
バ

キ
油

搾
り

体
験

も
行

っ
た

。

平
成

2
9
年

2
月

1
0
日

(
金

)
~
2
月

1
2
日

(
日

)
3

1
,
5
5
2

1
0
7

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
9
年

2
月

1
8
日

、
 
2
5
日

(
土

)
・

2
6
日

(
日

)
3

1
5
：

0
0
～

(
2
/
1
8
・

2
5
)
、

1
0
：

1
0
～

1
0
：

4
5
(
2
/
2
6
)

3
9

○

1
0
8

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

ひ
な

飾
り

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
ひ

な
飾

り
作

り
」

で
は

、
マ

ツ
ボ

ッ
ク

リ
(
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
マ

ツ
の

松
か

さ
)
に

色
紙

や
色

画
用

紙
で

装
飾

し
制

作
し

た
。

(
2
月

の
土

日
と

、
3
日

実
施

)
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
1
7
日

、
2
6
日

実
施

)

平
成

2
9
年

2
月

4
日

(
土

)
 
～

2
月

2
6
日

(
日

)
の

土
日

と
3
日

、
1
7

日 実
施

1
0

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

1
6
6

○

1
0
9

海
洋

博
公

園
　

冬
の

ナ
イ

ト
ツ

ア
ー

沖
縄

の
カ

エ
ル

や
外

来
種

に
つ

い
て

の
事

前
学

習
会

を
行

っ
た

後
、

本
種

を
観

察
す

る
た

め
、

職
員

が
日

没
後

の
園

内
を

案
内

し
、

解
説

し
た

。
平

成
2
9
年

1
月

2
8
日

(
土

)
、

2
月

4
日

(
土

)
、

2
月

1
1
日

(
土

)
3

1
8
：

0
0
～

2
1
：

3
0

2
2

○

1
1
0

琉
球

の
華

み
ぐ

い

1
.
「

琉
球

の
花

模
様

-
工

芸
を

彩
っ

た
花

々
-
」

と
題

し
て

、
琉

球
王

国
時

代
の

工
芸

や
衣

裳
デ

ザ
イ

ン
な

ど
に

用
い

ら
れ

た
花

鳥
図

等
の

工
芸

品
を

展
示

し
た

。
2
.
書

院
・

鎖
之

間
に

お
い

て
、

「
首

里
城

・
彩

の
花

文
化

－
史

実
に

基
づ

く
い

け
ば

な
の

再
現

」
を

テ
ー

マ
に

全
国

的
に

著
名

な
假

屋
崎

省
吾

氏
に

よ
る

い
け

ば
な

展
示

を
行

っ
た

。
3
.
首

里
杜

館
無

料
休

憩
所

に
お

い
て

、
假

屋
崎

省
吾

氏
に

よ
る

い
け

ば
な

の
実

演
(
デ

モ
ン

ス
ト

レ
ー

シ
ョ

ン
)
と

ト
ー

ク
シ

ョ
ー

を
交

え
て

、
市

民
と

の
交

流
会

を
実

施
し

た
。

4
.
銭

藏
周

辺
及

び
歓

会
門

か
ら

瑞
泉

門
へ

の
園

路
周

辺
に

3
万

株
の

草
花

で
装

飾
展

示
を

行
っ

た
。

平
成

2
9
年

1
月

1
3
日

(
金

)
～

2
月

2
6
日

(
日

)
1
展

示
展

：
1
月

1
3
日

(
金

)
～

2
月

2
6
日

(
日

)
　

4
5
日

間
2
い

け
ば

な
展

示
：

1
月

1
3
日

(
金

)
～

1
月

2
9
日

(
日

)
　

1
7
日

間
3
市

民
交

流
会

：
1
月

1
3
日

(
金

)
・

1
4
日

(
土

)
・

1
5
日

(
日

)
　

3
日

間
4
草

花
装

飾
：

1
月

2
8
日

(
土

)
～

2
月

2
6
日

(
日

)
　

4
5
日

間

4
5

3
4
6
,
5
3
0

1
1
1

春
の

星
空

迷
路

海
洋

文
化

館
の

多
目

的
ホ

ー
ル

の
特

性
を

活
か

し
、

天
井

へ
春

の
星

空
を

投
影

し
、

星
の

デ
ザ

イ
ン

を
施

し
た

ダ
ン

ボ
ー

ル
迷

路
を

設
置

し
た

。
今

回
は

少
し

難
易

度
(
分

岐
点

を
増

や
し

た
)
を

高
く

し
、

大
人

も
楽

し
め

る
も

の
と

し
た

。
目

標
人

数
:
3
,
2
0
0
名

(
1
B
 
2
0
0
名

x
1
6
日

)
参

加
者

数
6
,
9
0
6
名

達
成

率
2
1
5
.
8
%

平
成

2
9
年

3
月

1
1
日

(
土

)
・

1
2
日

(
日

)
3
 
月

1
8
 
日

(
土

)
~
3
 
月

3
1
 
日

(
金

)
1
6

1
0
：

0
0
～

1
6
：

0
0

6
,
9
0
6

1
1
2

美
ら

島
・

美
ら

海
こ

ど
も

工
作

室
「

竹
や

小
枝

で
昆

虫
を

作
ろ

う
」

①
材

料
に

用
い

た
植

物
の

説
明

。
②

作
製

方
法

の
説

明
。

③
準

備
し

た
植

物
の

葉
や

小
枝

等
の

素
材

か
ら

好
き

な
も

の
を

選
び

、
昆

虫
の

ク
ラ

フ
ト

作
製

。
平

成
2
9
年

3
月

1
8
日

(
土

)
1

1
3
：

0
0
～

1
5
：

0
0

1
5

1
1
3

植
物

観
察

会
～

海
洋

博
公

園
の

貴
重

な
植

物
等

～

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
開

催
さ

れ
て

い
る

展
示

会
会

場
に

て
特

別
解

説
を

行
っ

た
後

、
圏

内
各

所
で

貴
重

な
植

物
な

ど
の

観
察

を
行

っ
た

。
特

別
解

説
で

は
、

減
少

し
て

し
ま

っ
た

原
因

や
生

育
環

境
に

つ
い

て
解

説
を

し
た

。
圏

内
で

は
、

絶
滅

危
慎

3
種

(
ハ

マ
マ

ン
ネ

ン
グ

サ
、

コ
ナ

ミ
キ

、
ウ

コ
ン

イ
ソ

マ
ツ

)
に

加
え

、
カ

ス
マ

グ
サ

、
チ

ク
シ

キ
ヌ

ラ
ン

、
キ

ュ
ウ

リ
ク

サ
な

ど
約

2
0
種

の
春

に
咲

く
植

物
に

つ
い

て
も

解
説

を
行

っ
た

。

平
成

2
9
年

3
月

2
6
日

(
日

)
1

1
0
：

0
0
～

1
2
：

0
0

1
6

○

1
1
4

ツ
ツ

ジ
特

別
展

示

セ
ン

カ
ク

ツ
ツ

ジ
や

ケ
ラ

マ
ツ

ツ
ジ

等
の

沖
縄

の
野

生
種

、
ケ

ラ
マ

ツ
ツ

ジ
を

育
種

親
に

用
い

た
ヒ

ラ
ド

ツ
ツ

ジ
の

展
示

を
行

い
、

魅
力

を
紹

介
し

た
。

ま
た

、
ツ

ツ
ジ

愛
好

家
か

ら
出

展
し

て
頂

い
た

盆
栽

仕
立

て
の

ツ
ツ

ジ
を

展
示

し
た

。
琉

球
大

学
農

学
部

嬉
野

准
教

授
の

、
沖

縄
に

適
し

た
ツ

ツ
ジ

育
種

の
取

組
み

を
紹

介
し

た
。

加
え

て
東

村
つ

つ
じ

祭
り

と
連

携
し

、
相

互
P
R
を

行
っ

た
。

平
成

2
9
年

3
月

1
1
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

3
月

2
0
日

(
月

・
祝

)
1
0

4
,
2
2
1

1
1
5

沖
縄

美
ら

海
水

族
館

・
熱

帯
ド

リ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
コ

ラ
ボ

企
画

「
海

の
花

ま
つ

り
」

「
植

物
に

ち
な

ん
だ

海
の

生
き

物
」

と
「

海
の

生
き

物
に

ち
な

ん
だ

植
物

」
を

展
示

・
紹

介
し

た
。

ま
た

、
海

の
生

き
物

を
模

し
た

立
体

花
壇

や
模

様
花

壇
、

モ
ザ

イ
カ

ル
チ

ャ
ー

の
展

示
も

行
っ

た
。

平
成

2
9
年

3
月

4
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

(
金

)
2
8

1
1
,
4
9
5

1
1
6

熱
帯

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

祝
！

卒
業

＆
入

学
！

！
お

花
で

ミ
ニ

コ
サ

ー
ジ

ュ
作

り
」

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

で
も

展
示

さ
れ

て
い

る
コ

チ
ョ

ウ
ラ

ン
等

の
ラ

ン
を

用
い

て
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
ミ

ニ
コ

サ
ー

ジ
ュ

作
り

を
行

っ
た

。
平

成
2
9
年

2
月

1
8
日

(
土

)
～

平
成

2
9
年

3
月

2
6
日

(
日

)
の

土
日

1
2

1
3
：

3
0
～

1
6
：

0
0

3
0
7

○

 
別紙-371



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
1
7

熱
帯

植
物

学
習

・
観

察
ツ

ア
ー

熱
帯

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

の
ラ

ン
温

室
3
棟

と
果

樹
温

室
の

植
物

に
つ

い
て

、
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
を

用
い

、
熱

帯
植

物
に

つ
い

て
学

習
、

観
察

す
る

ガ
イ

ド
ツ

ア
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
9
年

3
月

4
日

～
2
5
日

の
毎

週
土

曜
日

、
3
月

1
2
日

(
日

)
、

3
月

2
1
日

(
火

)
、

3
月

2
4
日

(
金

)
、

3
月

2
5
日

(
土

)
8

1
5
：

0
0
～

、
1
4
：

0
0

～
1
5
：

0
0
(
3
/
1
2
)
、

1
0
：

0
0
～

1
1
：

0
0
(
3
/
2
1
・

2
4
)
、

1
3
：

3
0
～

1
4
：

1
5
(
3
/
2
5
)

1
8
2

○

1
1
8

沖
縄

の
植

物
体

験
イ

ベ
ン

ト
「

木
の

実
の

ア
ク

セ
サ

リ
ー

作
り

」
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

「
木

の
実

の
ア

ク
セ

サ
リ

ー
作

り
」

で
は

、
ジ

ュ
ズ

ダ
マ

、
コ

シ
ダ

、
ツ

バ
キ

、
テ

リ
ハ

ボ
ク

、
ク

ロ
ヨ

ナ
等

で
ネ

ッ
ク

レ
ス

、
ブ

レ
ス

レ
ッ

ト
を

作
製

し
た

。
(
3
月

の
土

日
と

、
6
日

、
7
日

実
施

)
「

植
物

観
察

ツ
ア

ー
」

は
植

物
園

内
の

開
花

・
結

実
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
そ

れ
を

活
用

し
て

対
応

し
た

。
(
事

前
予

約
制

で
4
日

、
1
2
日

、
1
3
日

、
2
3
日

、
2
7
日

実
施

)

平
成

2
9
年

3
月

4
日

(
土

)
～

3
月

2
6
日

(
日

)
の

土
日

と
6
日

、
7

日
、

1
3
日

、
2
0
日

、
2
3
日

、
2
7
日

1
4

1
0
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
4
3

○

1
1
9

や
ん

ば
る

の
貴

重
な

植
物

展
(
実

施
行

催
事

名
：

「
沖

縄
の

貴
重

な
植

物
展

＆
日

本
の

生
物

多
様

性
と

そ
の

保
全

展
」

)

沖
縄

の
貴

重
な

植
物

展
で

は
、

春
に

咲
く

植
物

を
中

心
に

実
物

展
示

を
行

い
、

こ
れ

ら
の

解
説

パ
ネ

ル
や

絶
滅

危
慎

種
を

取
り

巻
く

状
況

の
パ

ネ
ル

等
の

展
示

を
行

っ
た

。
日

本
の

生
物

多
様

性
と

そ
の

保
全

展
は

、
国

立
科

学
博

物
館

の
巡

回
展

の
一

環
と

し
て

実
施

し
た

。
生

物
多

様
性

ホ
ッ

ト
ス

ポ
ッ

ト
で

あ
る

琉
球

列
島

を
は

じ
め

と
し

た
各

地
域

の
紹

介
や

絶
滅

危
慎

種
を

守
る

取
り

組
み

の
紹

介
な

ど
の

展
示

を
し

た
。

さ
ら

に
2
5
、

2
6
日

に
は

植
物

プ
ラ

ン
ク

ト
ン

を
観

察
す

る
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

も
行

っ
た

(
日

本
科

学
未

来
館

)
。

平
成

2
9
年

3
月

1
1
日

(
土

)
～

3
月

2
6
日

(
日

)
1
6

6
,
3
6
7
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【
平

成
2
5
年

度
】
 首

里
城

地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「
自

然
・
環

境
」
、

「
歴

史
・
文

化
」
の

い
ず

れ
か

に
該

当
(人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
舞

へ
の

誘
い

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
4
年

4
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
4
年

4
月

3
0
日

(月
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
7
日

間
1
7

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
5
,3

6
8

○

2
御

開
門

式
連

携
イ

ベ
ン

ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

4
月

1
日

(月
) 
～

 平
成

2
5
年

4
月

3
0
日

(火
)

3
0

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
6
,5

6
4

○

3
琉

球
楽

器
（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
5
年

4
月

2
6
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

4
月

2
9
日

(月
)　

計
4
日

間 ※
Ｇ

Ｗ
、

夏
休

み
、

冬
休

み
、

琉
球

の
み

ぐ
い

期
間

中
に

開
催

4
1
1
:3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

4
3

○

4
舞

へ
の

誘
い

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
4
年

5
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

3
1
日

(金
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
9
日

間
1
9

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
2
,2

5
0

○

5
御

開
門

式
連

携
イ

ベ
ン

ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

5
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

3
1
日

(金
)

3
1

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
5
,8

9
9

○

6
琉

球
楽

器
（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
5
年

5
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

3
1
日

(金
)　

計
5
日

間 ※
Ｇ

Ｗ
、

夏
休

み
、

冬
休

み
、

琉
球

の
み

ぐ
い

期
間

中
に

開
催

5
1
1
:3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

6
1

○

7
首

里
城

公
園

ゴ
ー

ル
デ

ン
ウ

ィ
ー

ク
体

験
イ

ベ
ン

ト
「
漆

喰
ド

ラ
ゴ

ン
＆

シ
ー

サ
ー

絵
付

け
体

験
」
「
ミ

ニ
旗

頭
作

り
体

験
」

下
之

御
庭

（
首

里
森

御
嶽

横
）
を

会
場

に
、

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
 「

龍
」
 を

模
っ

た
首

里
城

公
園

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

漆
喰

ド
ラ

ゴ
ン

に
親

子
揃

っ
て

絵
付

け
体

験
を

楽
し

ん
で

頂
い

た
。

 ま
た

、
講

師
に

よ
る

首
里

城
の

屋
根

瓦
や

漆
喰

に
つ

い
て

の
レ

ク
チ

ャ
ー

を
行

っ
た

。
平

成
2
5
年

5
月

3
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

5
月

5
日

(日
)

3
2
2
3

○

8
舞

へ
の

誘
い

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

6
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

6
月

3
0
日

(日
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
8
日

間
1
8

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
1
,4

4
7

○

9
御

開
門

式
連

携
イ

ベ
ン

ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

6
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
5
年

6
月

3
0
日

(日
)

3
0

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
4
,2

6
2

○

1
0

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

7
月

1
日

(月
) 
～

 平
成

2
5
年

7
月

3
1
日

(水
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
7
日

間
　

※
7
月

3
日

（
水

）
を

除
く
（
休

館
日

）
1
7

1
1
: 0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
1
,3

9
4

○

1
1

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

7
月

1
日

(月
) 
～

 平
成

2
5
年

7
月

3
1
日

(水
)

※
7
月

3
日

（
水

）
、

4
日

（
木

）
は

除
く
（
休

館
日

）
2
9

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
2
,9

4
1

○

1
2

琉
球

楽
器

（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
5
年

7
月

1
9
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

7
月

3
1
日

(水
)　

計
8
日

間 ※
Ｇ

Ｗ
、

夏
休

み
、

冬
休

み
、

琉
球

の
み

ぐ
い

期
間

中
に

開
催

8
1
1
: 3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

8
7

○

1
3

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

8
月

1
日

(木
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

(土
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
8
日

間
1
8

1
1
: 0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
2
,1

7
6

○

1
4

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

8
月

1
日

(木
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

(土
)

3
1

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
3
,6

9
6

○

1
5

琉
球

楽
器

（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
5
年

8
月

1
日

(木
) 
～

 平
成

2
5
年

8
月

3
1
日

(土
)　

計
1
8
日

間 ※
Ｇ

Ｗ
、

夏
休

み
、

冬
休

み
、

琉
球

の
み

ぐ
い

期
間

中
に

開
催

1
8

1
1
: 3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

2
0
7

○

①
 委

託
費

を
充

当
し

て
行

っ
た

も
の
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
6

首
里

城
公

園
夏

休
み

体
験

ま
つ

り
「
漆

喰
ド

ラ
ゴ

ン
＆

シ
ー

サ
ー

絵
付

け
体

験
」
「
ミ

ニ
旗

頭
作

り
体

験
」

系
図

座
・
用

物
座

座
（
畳

間
）
を

会
場

に
、

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
 「

龍
」
 を

や
園

内
各

所
に

設
置

さ
れ

て
い

る
「
シ

ー
サ

ー
」
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
首

里
城

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

漆
喰

に
親

子
揃

っ
て

絵
付

け
体

験
を

楽
し

ん
で

い
た

だ
い

た
。

ま
た

、
8
月

1
6
日

（
金

）
か

ら
1
8
日

（
日

）
は

、
開

園
時

間
を

2
1
時

ま
で

延
長

し
、

夕
方

か
ら

夜
間

に
か

け
て

ミ
ニ

旗
頭

作
り

体
験

、
旗

頭
の

演
舞

・
展

示
、

散
策

園
路

の
演

出
を

行
っ

た
。

平
成

2
5
年

8
月

1
2
日

(月
)、

1
3
日

（
火

）
、

1
5
日

（
木

）
、

1
6
日

（
金

）
、

1
7
日

（
土

）
、

1
8
日

（
日

）
、

1
9
日

（
月

）
、

2
0
日

（
火

）
、

2
2
日

(木
)

計
9
日

間
※

1
0
：
0
0
～

1
6
：
0
0
 （

1
6
日

～
1
8
日

は
、

1
6
：
0
0
～

2
0
：
0
0
）

9
1
0
:0

0
 ～

 1
6
:0

0
6
4
3

1
7

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

3
0
日

(月
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
9
日

間
1
9

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
3
,2

9
6

○

1
8

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

9
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
5
年

9
月

3
0
日

(月
)

3
0

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
3
,1

6
4

○

1
9

首
里

城
公

園
「
中

秋
の

宴
」

御
庭

の
特

設
ス

テ
ー

ジ
に

て
、

琉
球

舞
踊

（
古

典
舞

踊
）
、

組
踊

（
執

心
鐘

入
、

二
童

敵
討

）
人

間
国

宝
の

演
奏

と
舞

踊
（
城

間
徳

太
郎

氏
、

照
喜

名
朝

一
氏

、
宮

城
能

鳳
氏

、
西

江
喜

春
氏

）
を

披
露

し
た

。
ま

た
、

催
事

の
一

環
と

し
て

、
首

里
城

正
殿

を
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
し

、
木

曳
門

か
ら

西
の

ア
ザ

ナ
に

か
け

て
の

園
路

両
側

に
提

灯
を

設
置

し
た

。

平
成

2
5
年

9
月

2
1
日

(土
) 
、

年
9
月

2
2
日

(日
)

1
8
：
3
0
 ～

 2
1
：
0
0

2
1
8
:3

0
 ～

 2
1
:0

0
6
,4

6
2

○

2
0

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

1
0
月

1
日

(火
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

3
1
日

(木
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
6
日

間
※

5
日

（
土

）
、

6
日

（
日

）
は

台
風

に
よ

り
中

止
※

2
8
日

（
月

）
、

2
9
日

（
火

）
、

3
1
日

（
木

）
 は

特
別

公
演

1
6

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
,0

2
4

○

2
1

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

1
0
月

1
日

(火
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

3
1
日

(木
)

※
1
0
月

5
日

（
土

）
は

台
風

に
よ

り
中

止
3
0

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
7
,6

9
0

○

2
2

首
里

城
祭

「
伝

統
芸

能
の

宴
」

今
に

伝
わ

る
王

朝
文

化
の

華
「
琉

球
舞

踊
」
と

そ
れ

を
支

え
る

「
古

典
音

楽
」
か

ら
、

宮
廷

舞
踊

（
古

典
舞

踊
）
を

中
心

に
披

露
す

る
。

ま
た

、
沖

縄
県

内
や

首
里

城
下

に
継

承
さ

れ
て

い
る

無
形

民
俗

文
化

財
に

指
定

さ
れ

て
い

る
伝

統
芸

能
（
フ

ェ
ェ

ー
ヌ

シ
マ

、
獅

子
舞

等
）
を

披
露

す
る

。

平
成

2
5
年

1
0
月

2
5
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
0
月

2
7
日

(日
)

1
0
：
0
0
 ～

 2
0
：
2
0
 ※

2
5
日

（
金

）
は

 1
0
：
0
0
 ～

 1
6
：
2
0

3
1
0
:0

0
 ～

 2
0
:2

0
3
1
,6

1
0

○

2
3

第
１

０
回

「
冊

封
使

行
列

・
冊

封
儀

式
」

冊
封

使
行

列
（
綾

門
大

道
～

歓
会

門
～

下
之

御
庭

）
平

成
2
5
年

1
0
月

2
6
日

(土
)

1
1
1
:4

0
 ～

 1
3
:1

0
2
,2

3
7

○

2
4

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

1
1
月

1
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
1
月

3
0
日

(土
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
9
日

間
※

3
日

（
日

）
は

、
2
公

演
（
1
8
：
0
0
 ～

、
1
9
：
3
0
～

）
 追

加

1
9

1
1
: 0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
5
,8

7
4

○

2
5

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

1
1
月

1
日

(金
) 
～

 平
成

2
5
年

1
1
月

3
0
日

(土
)

3
0

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
6
,0

0
2

○

2
6

琉
球

楽
器

（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
5
年

1
2
月

2
0
日

(金
) 
～

2
3
日

（
月

・
祝

）
、

2
5
日

（
水

）
、

2
7
日

（
金

）
～

1
2
月

2
9
日

(日
)　

計
8
日

間
※

Ｇ
Ｗ

、
夏

休
み

、
冬

休
み

、
琉

球
の

み
ぐ

い
期

間
中

に
開

催
8

1
1
: 3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

8
8

○

2
7

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
5
年

1
2
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

3
1
日

(火
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
8
日

間
1
8

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
2
,9

1
9

○

2
8

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
5
年

1
2
月

1
日

(日
) 
～

 平
成

2
5
年

1
2
月

3
1
日

(火
)

3
1

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
8
,7

2
5

○

2
9

琉
球

楽
器

（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
6
年

1
月

4
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

5
日

(日
)　

計
2
日

間
※

Ｇ
Ｗ

、
夏

休
み

、
冬

休
み

、
琉

球
の

み
ぐ

い
期

間
中

に
開

催
2

1
1
: 3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

2
8

○

3
0

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
6
年

1
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

3
1
日

(金
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
1
7
日

間
※

新
春

の
宴

時
は

開
催

な
し

。

1
7

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
3
,7

1
2

○
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

3
1

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

1
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

3
1
日

(金
)

3
1

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
6
,3

7
5

○

3
2

第
２

２
回

首
里

城
公

園
新

春
の

宴
1
.琉

球
芸

能
の

宴
（
琉

球
舞

踊
、

地
域

の
民

俗
芸

能
）

2
 お

茶
・
甘

酒
振

る
舞

い
3
 万

国
書

士
梁

の
鐘

撞
き

平
成

2
6
年

1
月

1
日

(水
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

3
日

(金
)

3
8
:0

0
 ～

 1
7
:0

0
3
6
,7

9
4

3
3

首
里

城
公

園
プ

レ
ミ

ア
ム

ナ
イ

ト

１
．

開
演

時
間

延
長

　
夜

間
に

お
け

る
利

用
促

進
の

相
乗

効
果

を
高

め
る

為
、

国
営

沖
縄

記
念

公
園

の
一

部
エ

リ
ア

に
つ

い
て

開
園

時
間

の
延

長
を

行
っ

た
（
閉

園
時

間
1
8
：
3
0
→

2
0
：
0
0
）

２
．

散
策

園
路

の
照

明
演

出
　

木
曳

門
か

ら
下

之
御

庭
、

西
の

ア
ザ

ナ
に

至
る

園
路

両
側

を
中

心
に

照
明

カ
ッ

プ
（
炎

形
小

型
ラ

イ
ト

）
を

設
置

し
、

西
の

ア
ザ

ナ
展

望
台

や
特

定
公

園
施

設
へ

の
誘

導
・
集

客
を

図
っ

た
。

３
。

プ
レ

ミ
ア

ム
ナ

イ
ト

限
定

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
　

県
営

区
域

と
連

携
し

て
、

プ
レ

ミ
ア

ム
ナ

イ
ト

限
定

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
を

開
催

し
、

達
成

者
に

は
粗

品
を

進
呈

し
た

。
ま

た
、

抽
選

会
に

よ
り

景
品

（
沖

縄
美

ら
海

水
族

館
優

待
券

＋
首

里
城

公
園

オ
リ

ジ
ナ

ル
グ

ッ
ズ

）
を

進
呈

し
た

。

平
成

2
6
年

1
月

2
5
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

2
6
日

(日
)

2
1
7
:0

0
 ～

 2
0
:0

0
6
8
1

3
4

百
人

御
物

参

百
人

御
物

参
と

は
、

琉
球

独
自

の
祭

祀
行

事
で

、
神

女
や

王
府

役
人

等
に

よ
り

首
里

森
御

嶽
（
下

之
御

庭
）
や

京
の

内
へ

の
巡

礼
を

執
り

行
う

も
の

で
あ

る
。

三
平

等
（
み

ふ
ぃ

ら
）
の

大
あ

む
し

ら
れ

と
呼

ば
れ

る
上

級
神

女
を

は
じ

め
、

琉
球

の
高

官
な

ど
約

3
0
名

で
場

内
の

御
嶽

を
巡

拝
す

る
。

①
 御

庭
に

整
列

し
た

琉
球

役
人

が
正

殿
内

の
方

角
に

向
い

焼
香

、
拝

礼
す

る
。

②
 ク

ラ
シ

ン
御

門
か

ら
神

女
が

登
場

す
る

。
③

 役
人

に
迎

え
ら

れ
た

神
女

は
下

之
御

庭
（
首

里
森

御
嶽

）
や

京
の

内
へ

の
巡

拝
に

向
か

う
。

④
 首

里
森

御
嶽

で
祈

願
し

「
御

た
か

べ
」
を

唱
え

る
。

⑤
 神

女
は

京
の

内
へ

移
動

⑥
 京

の
内

の
御

嶽
４

箇
所

を
お

参
り

し
、

木
曳

門
か

ら
退

場
し

て
終

了
。

平
成

2
6
年

1
月

2
5
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

1
月

2
6
日

(日
)

2
1
2
:0

0
～

1
5
:0

0
～

(1
回

 約
1
時

間
)

4
,7

0
5

3
5

琉
球

楽
器

（
三

線
）
体

験
会

系
図

座
・
用

物
座

の
畳

間
を

会
場

と
し

て
、

舞
へ

の
誘

い
鑑

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

 (
三

線
) 
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

 「
唐

船
ド

ー
イ

」
 (
三

線
の

早
弾

き
) 
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

 (
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
) 
を

体
験

し
て

頂
く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

、
参

加
料

は
無

料
。

平
成

2
6
年

2
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

1
1
日

(火
・
祝

)　
計

1
1
日

間
※

Ｇ
Ｗ

、
夏

休
み

、
冬

休
み

、
琉

球
の

み
ぐ

い
期

間
中

に
開

催
1
1

1
1
:3

0
～

1
4
:3

0
～

(1
回

 約
3
0
分

間
)

1
2
6

○

3
6

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
6
年

2
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

2
8
日

(金
)

の
う

ち
週

4
日

（
水

、
金

、
土

、
日

）
、

祝
日

計
2
1
日

間
※

2
月

1
日

（
土

）
～

2
月

1
1
日

（
火

・
祝

）
は

琉
球

の
華

み
ぐ

い
特

別
公

演
と

し
て

、
毎

日
開

催

2
8

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
7
,8

1
9

○

3
7

首
里

城
公

園
　

琉
球

の
華

み
ぐ

い

（
１

）
 舞

へ
の

誘
い

特
別

公
演

毎
週

水
・
金

・
土

・
日

曜
日

、
祝

日
に

開
催

し
て

い
る

琉
球

舞
踊

 「
舞

へ
の

誘
い

」
 の

特
別

公
演

と
し

て
、

期
間

中
、

毎
日

、
開

催
し

、
花

に
関

連
し

た
演

目
（
四

つ
竹

、
本

貫
花

、
仲

里
節

、
貫

花
）
を

中
心

に
披

露
し

た
。

（
２

）
 国

営
お

琴
羽

記
念

公
園

合
同

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
（
海

洋
博

公
園

合
同

）
海

洋
博

公
園

と
供

用
の

ス
タ

ン
プ

台
紙

を
制

作
し

、
海

洋
博

公
園

と
首

里
城

公
園

の
ス

タ
ン

プ
押

印
者

に
は

、
両

公
園

の
記

念
品

（
オ

リ
ジ

ナ
ル

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
＆

モ
バ

イ
ル

ク
リ

ー
ナ

ー
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

＆
シ

ー
ル

）
の

セ
ッ

ト
を

贈
呈

し
た

。

平
成

2
6
年

2
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

1
1
日

(火
・
祝

)
1
1

9
,5

9
7

3
8

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

2
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

2
月

2
8
日

(金
)

2
8

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
4
,6

1
4

○

3
9

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(古

典
音

楽
・
雑

踊
り

)を
披

露
す

る
。

ま
た

日
曜

日
に

つ
い

て
は

、
地

謡
に

よ
る

琉
球

古
典

音
楽

の
生

演
奏

を
公

演
に

加
え

、
内

容
の

充
実

を
図

る
。

平
成

2
6
年

3
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

(月
)

3
1

1
1
:0

0
～

1
4
:0

0
～

1
6
:0

0
～

1
7
,3

3
6

○

4
0

首
里

城
公

園
写

真
展

系
図

座
・
用

物
座

内
に

、
首

里
城

公
園

の
開

園
準

備
か

ら
開

園
式

典
、

復
元

整
備

の
様

子
と

こ
れ

か
ら

の
計

画
を

紹
介

し
た

写
真

パ
ネ

ル
1
2
枚

を
設

置
し

た
。

平
成

2
6
年

3
月

8
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

3
0
日

(日
)

2
3

1
0
,5

9
5

4
1

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
 (
御

庭
案

内
員

) 
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

3
月

1
日

(土
) 
～

 平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

(月
)

3
1

8
:2

5
 ～

 8
:4

5
5
,8

6
1

○

7
1
4

3
2
4
,5

9
5

合
計

 
別紙-375



【
平
成
2
6
年
度
】
 
首
里
城
地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「

自
然

・
環

境
」

、
「

歴
史

・
文

化
」

の
い

ず
れ

か
に

該
当

(
人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
舞

へ
の

誘
い

琉
球

王
朝

時
代

に
首

里
城

で
育

ま
れ

た
古

典
舞

踊
と

戦
前

に
庶

民
の

生
活

を
取

り
入

れ
、

創
作

さ
れ

た
雑

踊
り

で
あ

る
伝

統
芸

能
(
琉

球
舞

踊
・

琉
球

古
典

音
楽

)
を

披
露

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
公

園
の

利
用

促
進

及
び

来
園

者
の

満
足

度
向

上
と

伝
統

芸
能

(
琉

球
舞

踊
・

琉
球

古
典

音
楽

)
の

育
成

、
普

及
啓

発
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

平
成

2
6
年

4
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

(
水

)
の

う
ち

　
　

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
8
日

間
)
　

※
通

年
開

催
1
8

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
6
,
5
7
0

2
御

開
門

式
連

携
イ

ベ
ン

ト
首

里
城

公
園

(
有

料
区

域
)
の

開
門

を
告

げ
る

朝
の

儀
式

「
御

開
門

式
」

と
連

携
し

た
利

用
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
追

加
す

る
事

で
内

容
を

充
実

し
、

来
園

者
の

満
足

度
向

上
を

図
る

。
平

成
2
6
年

4
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

(
水

)
計

3
0
日

間
　

※
通

年
開

催
3
0

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

6
,
0
6
6

3
琉

球
楽

器
(
三

線
)
体

験
会

舞
へ

の
誘

い
と

連
携

し
た

利
用

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

し
て

、
系

図
座

・
用

物
座

の
ス

ペ
ー

ス
を

有
効

活
用

し
、

琉
球

王
朝

時
代

に
宮

廷
音

楽
と

し
て

演
奏

さ
れ

て
い

た
琉

球
古

典
音

楽
の

代
表

的
な

琉
球

楽
器

で
あ

る
三

線
の

楽
曲

演
奏

や
踊

り
の

体
験

を
通

し
て

、
沖

縄
の

伝
統

文
化

に
触

れ
て

も
ら

い
、

来
園

者
の

利
用

満
足

度
の

向
上

と
利

用
促

進
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

平
成

2
6
年

4
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

(
水

)
計

6
日

間
　

毎
週

土
日

開
催

※
G
W
期

間
中

も
開

催
。

　
(
年

間
5
6
日

間
)

6
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

7
7

4
舞

へ
の

誘
い

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
舞

台
と

し
て

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
6
年

5
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

(
土

)
の

う
ち

　
　

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

2
0
日

間
)
※

通
年

開
催

2
0

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
5
,
4
4
6

5
御

開
門

式
連

携
イ

ベ
ン

ト
御

開
門

式
が

始
ま

る
前

に
、

下
之

御
庭

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

5
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

(
土

)
計

3
1
日

間
　

※
通

年
開

催
3
1

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

7
,
2
8
5

6
琉

球
楽

器
(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

「
唐

船
ド

ー
イ

」
(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)
を

体
験

し
て

頂
く

。
※

1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8

名
受

入
)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

5
月

2
日

(
金

)
～

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

(
土

)
計

9
日

間
　

毎
週

土
曜

日
開

催
※

G
W
期

間
中

「
舞

へ
の

誘
い

」
開

催
に

も
実

施
(
年

間
5
6
日

間
)

9
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

1
2
1

7
首

里
城

公
園

G
W
体

験
イ

ベ
ン

ト

下
之

御
庭

(
首

里
森

御
嶽

横
)
を

会
場

に
、

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
「

龍
」

や
園

内
各

所
に

設
置

さ
れ

て
い

る
「

シ
ー

サ
ー

」
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
首

里
城

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

漆
喰

に
絵

付
け

体
験

を
行

う
「

漆
喰

ド
ラ

ゴ
ン

&
シ

ー
サ

ー
絵

付
け

体
験

」
、

首
里

城
正

殿
の

「
色

」
を

学
ぶ

こ
と

を
目

的
に

向
拝

柱
な

ど
の

建
築

物
の

ぬ
り

え
体

験
を

行
う

「
首

里
城

の
色

を
学

ぼ
う

！
ぬ

り
え

体
験

」
を

行
っ

た
。

平
成

2
6
年

5
月

3
日

(
土

)
～

平
成

2
6
年

5
月

5
日

(
月

・
祝

)
3
日

間
3

6
1
0

△

8
舞

へ
の

誘
い

琉
球

王
国

時
代

に
首

里
城

で
育

ま
れ

た
古

典
舞

踊
と

戦
前

に
庶

民
の

生
活

を
取

り
入

れ
、

創
作

さ
れ

た
雑

踊
り

で
あ

る
伝

統
芸

能
(
琉

球
舞

踊
)
を

披
露

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
公

園
の

利
用

促
進

及
び

来
園

者
の

満
足

度
向

上
と

伝
統

芸
能

(
琉

球
舞

踊
)
の

育
成

、
普

及
啓

発
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

平
成

2
6
年

6
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

(
月

)
の

う
ち

　
　

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
7
日

間
)
　

　
　

　
※

通
年

開
催

1
7

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
0
,
9
7
2

9
御

開
門

式
連

携
イ

ベ
ン

ト
御

開
門

式
が

始
ま

る
前

に
、

下
之

御
庭

に
お

い
て

公
園

ス
タ

ッ
フ

(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

6
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

(
月

)
 
計

3
0
日

間
　

※
通

年
開

催
3
0

8
:
2
5
～

8
:
4
5

(
約

2
0
分

間
)

3
,
2
4
8

1
0

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

演
奏

や
琉

球
王

国
の

生
命

線
で

あ
っ

た
進

貢
貿

易
の

様
子

を
歌

っ
た

「
唐

船
ド

ー
イ

」
(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)
を

体
験

し
て

頂
く

。
※

1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8

名
受

入
)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

6
月

7
日

(
土

)
～

平
成

2
6
年

6
月

2
8
日

(
土

)
計

4
日

間
　

毎
週

土
曜

日
開

催
　

(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

4
2

1
1

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

て
、

琉
球

舞
踊

(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。

平
成

2
6
年

7
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

7
月

3
1
日

(
木

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
6
日

間
)
※

通
年

開
催

※
台

風
に

よ
り

7
月

9
日

(
水

)
は

終
日

中
止

1
6

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

9
,
8
5
5

1
2

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

7
月

1
日

(
火

)
～

平
成

2
6
年

7
月

3
1
日

(
木

)
計

2
7
日

間
　

※
通

年
開

催
※

7
月

8
日

、
9
日

は
台

風
に

よ
り

中
止

2
7

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

2
,
8
0
8

1
3

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

7
月

5
日

(
土

)
～

平
成

2
6
年

7
月

2
6
日

(
土

)
計

4
日

間
　

毎
週

土
曜

日
開

催
　

(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

5
3

1
4

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

て
、

琉
球

舞
踊

(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
6
年

8
月

1
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
 
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

　
(
計

1
9
日

間
)

※
通

年
開

催
1
9

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
2
,
9
2
6

1
5

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

8
月

1
日

(
金

)
～

8
月

3
1
日

(
日

)
　

計
3
1
日

間
※

通
年

開
催

3
1

8
：

2
5
～

8
：

4
5

 
(
約

2
0
分

間
)

3
,
4
8
9

1
6

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

　
※

1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

8
月

2
日

(
土

)
～

8
月

3
0
日

(
土

)
 
計

5
日

間
毎

週
土

曜
日

開
催

　
(
年

間
5
6
日

間
)

5
5
7

1
7

首
里

城
公

園
夏

休
み

体
験

イ
ベ

ン
ト

系
図

座
・

用
物

座
(
畳

間
)
を

会
場

に
、

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
「

龍
」

や
「

龍
柱

」
、

園
内

各
所

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
シ

ー
サ

ー
」

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

首
里

城
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
漆

喰
に

親
子

揃
っ

て
絵

付
け

体
験

を
楽

し
ん

で
頂

い
た

。
ま

た
、

8
月

1
6
日

(
土

)
、

1
7
日

(
日

)
は

、
開

園
時

間
を

2
1
時

ま
で

延
長

し
、

夕
方

か
ら

夜
間

に
か

け
て

ミ
ニ

旗
頭

作
り

体
験

会
、

旗
頭

の
演

舞
・

展
示

、
散

策
園

路
の

演
出

を
行

っ
た

。

平
成

2
6
年

8
月

4
日

(
月

)
、

5
日

(
火

)
、

7
日

(
木

)
1
1
日

(
月

)
、

1
2
日

(
火

)
、

1
4
日

(
木

)
、

1
6
日

(
土

)
1
7
日

(
日

)
　

計
8
日

間
8

※
1
0
：

0
0
～

1
6
:
0
0

(
1
6
日

、
1
7
日

は
1
6
：

0
0
～

2
1
：

0
0
)

8
9
2

1
8

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

て
、

琉
球

舞
踊

(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
6
年

9
月

1
日

(
月

)
～

9
月

3
0
日

(
火

)
 
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

　
(
計

1
8
日

間
)

※
通

年
開

催
1
8

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
1
,
9
7
3

1
9

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

9
月

1
日

(
月

)
～

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

(
火

)
計

3
0
日

間
　

※
通

年
開

催
3
0

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

4
,
7
0
9

2
0

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

　
　

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

9
月

6
日

(
土

)
～

9
月

2
7
日

(
土

)
 
計

4
日

間
毎

週
土

曜
日

開
催

　
(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

5
6

2
1

首
里

城
公

園
「

中
秋

の
宴

」
御

庭
の

特
設

ス
テ

ー
ジ

に
て

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
舞

踊
)
、

組
踊

(
二

童
敵

討
)
、

首
里

城
祭

国
王

・
王

妃
公

開
選

出
大

会
(
主

催
：

首
里

城
祭

実
行

委
員

会
)
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

催
事

の
一

環
と

し
て

、
首

里
城

正
殿

を
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
し

、
木

曵
門

か
ら

西
の

ア
ザ

ナ
に

か
け

て
の

園
路

両
側

に
提

灯
を

設
置

し
た

。

平
成

2
6
年

9
月

6
日

(
土

)
、

9
月

7
日

(
日

)
※

9
月

6
日

(
土

)
は

雨
天

に
よ

り
中

止
1

1
8
：

3
0
～

2
1
：

0
0

4
,
2
0
7

①
 
委
託
費
を
充
当
し
て
行
っ
た
も
の

 
別紙-376



N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

2
2

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

て
、

琉
球

舞
踊

(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

(
水

)
～

1
0
月

3
1
日

(
金

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
6
日

間
)

※
通

年
開

催
※

1
1
日

(
土

)
,
1
2
日

(
日

)
は

台
風

に
よ

り
中

止

1
6

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
0
,
8
8
2

2
3

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。
平

成
2
6
年

1
0
月

1
日

(
水

)
～

平
成

2
6
年

1
0
月

3
1
日

(
金

)
2
9

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

9
,
1
5
1

2
4

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

を
観

賞
者

を
中

心
に

琉
球

楽
器

(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

 
 
 
 
 
 
 
※

1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

1
0
月

4
日

(
土

)
～

2
5
日

(
土

)
 
計

3
日

間
毎

週
土

曜
日

開
催

　
※

1
1
日

(
土

)
は

台
風

に
よ

り
中

止
3

1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

3
5

2
5

首
里

城
祭

「
伝

統
芸

能
の

宴
」

琉
球

王
朝

時
代

、
首

里
城

で
生

ま
れ

育
ま

れ
た

「
琉

球
舞

踊
」

や
地

域
に

伝
わ

る
伝

統
芸

能
を

紹
介

す
る

。
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

(
金

)
 
1
日

間
※

1
1
月

1
日

(
土

)
、

2
日

(
日

)
ま

で
開

催
1

1
0
：

0
0
～

1
6
：

2
0

9
,
8
9
1

2
6

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
6
年

1
1
月

1
日

(
土

)
～

1
1
月

3
0
日

(
日

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
8
日

間
)

※
通

年
開

催
1
8

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
3
,
7
0
7

2
7

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

(
土

)
～

3
0
日

(
日

)
 
計

3
0
日

間
※

通
年

開
催

3
0

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

8
,
6
9
5

2
8

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

　
　

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

1
1
月

8
日

(
土

)
～

2
9
日

(
土

)
 
計

4
日

間
毎

週
土

曜
日

開
催

(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

4
8

2
9

首
里

城
祭

「
伝

統
芸

能
の

宴
」

琉
球

王
朝

時
代

、
首

里
城

で
生

ま
れ

育
ま

れ
た

「
琉

球
舞

踊
」

や
地

域
に

伝
わ

る
伝

統
芸

能
を

紹
介

す
る

。
平

成
2
6
年

1
1
月

1
日

(
土

)
、

1
1
月

2
日

(
日

)
 
2
日

間
2

1
0
：

0
0
～

2
0
：

2
0

2
7
,
4
0
2

3
0

第
1
1
回

「
冊

封
使

行
列

・
冊

封
儀

式
」

冊
封

使
行

列
(
綾

門
大

道
～

歓
会

門
～

下
之

御
庭

)
平

成
2
6
年

1
1
月

1
日

(
土

)
1

1
1
：

4
0
～

1
3
：

1
0

2
,
2
4
5

3
1

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
6
年

1
2
月

1
日

(
月

)
～

3
1
日

(
水

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
8
日

間
)

※
通

年
開

催
1
8

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
3
,
3
2
0

3
2

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

(
月

)
～

3
1
日

(
水

)
 
計

3
1
日

間
※

通
年

開
催

3
1

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

8
,
9
4
6

3
3

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

　
　

　
　

　
　

　
※

1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
6
年

1
2
月

6
日

(
土

)
～

2
7
日

(
土

)
計

4
日

間
毎

週
土

曜
日

開
催

　
(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

5
1

3
4

第
2
3
回

首
里

城
公

園
「

新
春

の
宴

」
1
.
琉

球
芸

能
の

宴
(
琉

球
舞

踊
、

地
域

の
民

俗
芸

能
)

2
.
お

茶
・

甘
酒

振
る

舞
い

3
.
万

国
津

梁
の

鐘
撞

き
平

成
2
7
年

1
月

1
日

(
木

)
～

1
月

3
日

(
土

)
 
計

3
日

間
3

8
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
6
,
3
4
2

3
5

百
人

御
物

参

百
人

御
物

参
と

は
、

琉
球

各
自

の
祭

祀
行

事
で

、
神

女
や

王
府

役
人

等
に

よ
り

首
里

森
御

嶽
(
下

之
御

庭
)

や
京

の
内

へ
の

巡
礼

を
執

り
行

う
も

の
で

あ
る

。
三

平
等

(
み

ふ
ぃ

ら
)
の

大
あ

む
し

ら
れ

と
呼

ば
れ

る
上

級
神

女
を

は
じ

め
、

琉
球

の
高

官
な

ど
約

3
0
名

で
場

内
の

御
嶽

を
巡

拝
す

る
。

①
御

庭
に

整
列

し
た

琉
球

役
人

が
正

殿
内

の
方

角
に

向
か

い
焼

香
、

拝
礼

す
る

。
②

ク
ラ

シ
ン

御
門

か
ら

神
女

が
登

場
す

る
。

③
役

人
に

迎
え

ら
れ

た
神

女
は

下
之

御
庭

(
首

里
森

御
嶽

)
や

京
の

内
へ

の
巡

拝
に

向
か

う
。

④
首

里
森

御
嶽

で
祈

願
し

「
御

た
か

べ
」

を
唱

え
る

。
⑤

神
女

は
京

の
内

へ
移

動
⑥

京
の

内
の

御
嶽

4
箇

所
を

お
参

り
し

、
木

曳
門

か
ら

退
場

し
て

終
了

。

平
成

2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
、

2
5
日

(
日

)
　

計
2
日

間
2

1
2
：

0
0
～

1
5
：

0
0
～

(
約

1
時

間
)

6
,
2
6
6

3
6

首
里

城
公

園
プ

レ
ミ

ア
ム

ナ
イ

ト

1
.
開

園
時

間
延

長
夜

間
に

お
け

る
利

用
促

進
の

相
乗

効
果

を
高

め
る

為
、

国
営

沖
縄

記
念

公
園

の
一

部
エ

リ
ア

に
つ

い
て

開
園

時
間

の
延

長
を

行
っ

た
。

(
開

園
時

間
1
8
:
3
0
⇒

2
0
:
0
0
)

2
.
散

策
園

路
の

照
明

演
出

木
曳

門
か

ら
下

之
御

庭
、

西
の

ア
ザ

ナ
に

至
る

園
路

両
側

を
中

心
に

照
明

カ
ッ

プ
(
炎

形
小

型
ラ

イ
ト

)
3
.
プ

レ
ミ

ア
ム

ナ
イ

ト
限

定
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

県
営

区
域

と
連

携
し

て
、

プ
レ

ミ
ア

ム
ナ

イ
ト

限
定

ス
タ

ン
プ

ラ
リ

ー
を

開
催

し
、

達
成

者
に

は
粗

品
を

進
呈

し
た

。
ま

た
、

抽
選

会
に

よ
り

景
品

(
沖

縄
県

美
ら

海
水

族
館

優
待

券
＋

首
里

城
公

園
オ

リ
ジ

ナ
ル

グ
ッ

ズ
)
を

進
呈

し
た

。
4
.
手

持
ち

提
灯

貸
し

出
し

開
園

時
間

延
長

と
散

策
園

路
の

照
明

演
出

に
併

せ
て

、
手

持
ち

提
灯

の
無

料
貸

し
出

し
を

実
施

し
た

。

平
成

2
7
年

1
月

2
4
日

(
土

)
、

2
5
日

(
日

)
 
計

2
日

間
2

1
7
：

0
0
～

2
0
：

0
0

1
,
1
9
5

3
7

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
7
年

1
月

4
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

1
月

3
1
日

(
土

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
7
日

間
)
※

通
年

開
催

1
7

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
3
,
3
3
2

3
8

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
7
年

1
月

1
日

(
木

)
～

平
成

2
7
年

1
月

3
1
日

(
土

)
計

3
1
日

間
　

※
通

年
開

催
3
1

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

6
,
6
0
2

3
9

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
7
年

1
月

1
0
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

1
月

3
1
日

(
土

)
計

4
日

間
　

毎
週

土
曜

日
開

催
(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

5
4

4
0

首
里

城
公

園
　

琉
球

華
み

ぐ
い

(
1
)
舞

へ
の

誘
い

特
別

公
演

琉
球

舞
踊

　
「

舞
へ

の
誘

い
」

　
の

特
別

公
演

と
し

て
、

期
間

中
、

毎
日

、
開

催
し

、
花

に
関

連
し

た
項

目
(
四

つ
竹

、
本

貫
花

、
仲

里
節

、
貫

花
)
を

披
露

し
た

。
(
2
)
国

営
沖

縄
記

念
公

園
合

同
ス

タ
ン

プ
ラ

リ
ー

(
海

洋
博

公
園

合
同

)
海

洋
博

公
園

と
供

用
の

ス
タ

ン
プ

台
紙

を
制

作
し

、
海

洋
博

公
園

と
首

里
城

公
園

の
ス

タ
ン

プ
押

印
者

に
は

、
両

公
園

の
記

念
品

(
ク

リ
ア

フ
ァ

イ
ル

、
モ

バ
イ

ル
ク

リ
ー

ナ
ー

、
シ

ー
ル

)
を

進
呈

し
た

。

平
成

2
7
年

2
月

6
日

(
金

)
～

平
成

2
7
年

2
月

1
5
日

(
日

)
計

1
0
日

間
1
0

8
,
3
2
6
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

4
1

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。

平
成

2
7
年

2
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

(
土

)
　

の
う

ち
週

4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
9
日

間
)
※

2
月

6
日

(
金

)
～

2
月

1
5
日

(
日

)
は

、
　

琉
球

の
華

み
ぐ

い
特

別
公

演
と

し
て

、
毎

日
開

催
。

1
9

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
5
,
7
6
3

4
2

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
7
年

2
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

(
土

)
計

2
8
日

間
　

※
通

年
開

催
2
8

8
：

2
5
～

8
：

4
5

(
約

2
0
分

間
)

5
,
2
9
0

4
3

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
7
年

2
月

7
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

(
土

)
計

4
日

間
　

毎
週

土
曜

日
開

催
(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

1
4
：

3
0
～

(
約

3
0
分

間
)

4
0

4
4

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
7
年

3
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

(
火

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

1
7
日

間
)
※

通
年

開
催

5
1

1
1
：

0
0
～

、
1
4
：

0
0

～
、

1
6
：

0
0
～

1
5
,
7
7
5

4
5

首
里

城
公

園
写

真
展

(
1
)
系

図
座

・
用

物
座

内
に

、
首

里
城

公
園

の
開

園
準

備
か

ら
開

園
式

典
、

復
元

整
備

の
様

子
と

こ
れ

か
ら

の
計

画
を

紹
介

し
た

写
真

パ
ネ

ル
1
2
枚

を
設

置
し

た
。

平
成

2
7
年

3
月

7
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

3
月

2
9
日

(
日

)
計

2
3
日

間
2
3

1
8
,
2
5
9

4
6

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
7
年

3
月

1
日

(
日

)
～

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

(
火

)
計

3
1
日

間
　

※
通

年
開

催
3
1

8
：

2
5
～

8
：

4
5
(
約

2
0

分
間

)
8
,
7
3
3

4
7

琉
球

楽
器

(
三

線
)
体

験
会

系
図

座
・

用
物

座
の

畳
間

を
会

場
と

し
て

、
舞

へ
の

誘
い

鑑
賞

者
を

中
心

に
琉

球
楽

器
(
三

線
)
の

楽
曲

(
て

ぃ
ん

さ
ぐ

ぬ
花

な
ど

)
「

唐
船

ド
ー

イ
」

(
三

線
の

早
弾

き
)
の

曲
に

合
わ

せ
た

踊
り

(
カ

チ
ャ

ー
シ

ー
)

を
体

験
し

て
頂

く
。

※
1
回

あ
た

り
の

参
加

者
定

員
は

5
名

(
最

大
8
名

受
入

)
、

参
加

料
は

無
料

。

平
成

2
7
年

3
月

7
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

3
月

2
8
日

(
土

)
計

4
日

間
　

毎
週

土
曜

日
開

催
(
年

間
5
6
日

間
)

4
1
1
：

3
0
～

、
1
4
：

3
0

～
(
約

3
0
分

間
)

5
4
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【
平
成
2
7
年
度
】
 
首
里
城
地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「

自
然

・
環

境
」

、
「

歴
史

・
文

化
」

の
い

ず
れ

か
に

該
当

(
人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
首

里
城

ゴ
ー

ル
デ

ン
ウ

ィ
ー

ク
体

験
イ

ベ
ン

ト

下
之

御
庭

(
首

里
森

御
嶽

横
)
を

会
場

に
、

首
里

城
正

殿
の

「
色

」
を

学
ぶ

こ
と

を
目

的
に

向
拝

柱
な

ど
の

建
築

物
の

ぬ
り

え
体

験
を

行
う

「
首

里
城

の
色

を
学

ぼ
う

！
ぬ

り
え

体
験

」
及

び
首

里
城

の
シ

ン
ボ

ル
で

あ
る

「
龍

」
や

園
内

各
所

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
シ

ー
サ

ー
」

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

首
里

城
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
漆

喰
に

絵
付

け
体

験
を

行
う

「
漆

喰
龍

柱
・

ド
ラ

ゴ
ン

・
シ

ー
サ

ー
絵

付
け

体
験

」
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

5
月

2
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

5
月

6
日

(
水

・
祝

)
5
日

間
5

1
,
3
2
9

△

2
「

万
国

津
梁

の
鐘

つ
き

体
験

」
イ

ベ
ン

ト

広
福

門
前

供
屋

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
万

国
津

梁
の

鐘
(
レ

プ
リ

カ
)
」

を
撞

く
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

し
た

。
各

回
は

3
0
分

と
し

、
1
日

3
回

、
イ

ベ
ン

ト
希

望
来

園
者

へ
順

番
に

鐘
撞

き
を

体
験

し
て

い
た

だ
い

た
。

ま
た

、
鐘

つ
き

前
に

御
庭

案
内

よ
り

「
万

国
津

梁
の

鐘
」

に
つ

い
て

の
解

説
や

当
時

の
琉

球
の

繁
栄

に
関

す
る

説
明

を
併

せ
て

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

6
月

2
0
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

6
月

2
1
日

(
日

)
2
日

間
2

7
5
0

3
首

里
城

公
園

夏
休

み
体

験
イ

ベ
ン

ト

下
之

御
庭

(
首

里
森

御
嶽

横
)
を

会
場

に
、

首
里

城
正

殿
の

「
色

」
を

学
ぶ

こ
と

を
目

的
に

向
拝

柱
等

の
建

築
物

の
ぬ

り
え

体
験

を
行

う
「

首
里

城
の

色
を

学
ぼ

う
！

ぬ
り

え
体

験
」

及
び

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
「

龍
」

や
園

内
各

所
に

設
置

さ
れ

て
い

る
［

シ
ー

サ
ー

」
を

モ
チ

ー
フ

に
し

た
首

里
城

オ
リ

ジ
ナ

ル
の

漆
喰

に
絵

付
け

体
験

を
行

う
「

漆
喰

龍
柱

・
ド

ラ
ゴ

ン
シ

ー
サ

ー
絵

付
け

体
験

」
を

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

8
月

1
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

8
月

2
3
日

(
日

)
2
3

4
,
8
3
9

4
「

万
国

津
梁

の
鐘

つ
き

体
験

」
イ

ベ
ン

ト

広
福

門
前

供
屋

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
万

国
津

梁
の

鐘
(
レ

プ
リ

カ
)
」

を
撞

く
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

し
た

。
各

回
は

3
0
分

と
し

、
1
日

3
回

、
イ

ベ
ン

ト
希

望
来

園
者

へ
順

番
に

鐘
撞

き
を

体
験

し
て

い
た

だ
い

た
。

ま
た

、
鐘

つ
き

前
に

御
庭

案
内

よ
り

「
万

国
津

梁
の

鐘
」

に
つ

い
て

の
解

説
や

当
時

の
琉

球
の

繁
栄

に
関

す
る

説
明

を
併

せ
て

行
っ

た
。

平
成

2
7
年

9
月

1
9
日

(
土

)
～

平
成

2
7
年

9
月

2
0
日

(
日

)
2
日

間
2

7
6
7

5
首

里
城

公
園

「
中

秋
の

宴
」

御
庭

の
特

設
ス

テ
ー

ジ
に

て
、

琉
球

舞
踊

(
古

典
舞

踊
)
、

組
踊

(
女

物
狂

)
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

催
事

の
一

環
と

し
て

、
首

里
城

正
殿

を
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
し

、
木

曳
門

か
ら

西
の

ア
ザ

ナ
に

か
け

て
の

園
路

両
側

に
提

灯
を

設
置

し
た

。
　

9
月

2
7
日

(
日

)
は

台
風

2
1
号

の
影

響
に

よ
り

中
止

と
し

、
通

常
開

園
・

閉
館

と
し

た
。

ま
た

、
首

里
城

祭
国

王
・

王
妃

公
開

選
出

大
会

(
主

催
：

首
里

城
祭

実
行

委
員

会
)
は

別
会

場
(
都

ホ
テ

ル
)
に

て
実

施
し

た
。

平
成

2
7
年

9
月

2
6
日

(
土

)
、

9
月

2
7
日

(
日

)
※

9
月

2
7
日

(
日

)
は

台
風

2
1
号

の
影

響
に

よ
り

中
止

1
1
8
：

3
0
～

2
1
：

0
0

2
,
7
5
5

6
首

里
城

祭
「

伝
統

芸
能

の
宴

」
琉

球
王

朝
時

代
、

首
里

城
で

生
ま

れ
育

ま
れ

た
「

琉
球

舞
踊

」
や

地
域

に
伝

わ
る

伝
統

芸
能

を
紹

介
す

る
。

平
成

2
7
年

1
0
月

3
1
日

(
土

)
　

1
日

間
※

1
1
月

1
日

(
日

)
、

2
日

(
月

)
ま

で
開

催
1

1
0
：

0
0
～

2
0
：

2
0

1
2
,
0
8
2

7
第

1
2
回

「
冊

封
使

行
列

・
封

冊
儀

式
」

冊
封

使
行

列
(
綾

門
大

道
～

歓
会

門
～

下
之

御
庭

)
平

成
2
7
年

1
0
月

3
1
日

(
土

)
1

1
1
：

4
0
～

1
3
：

1
0

2
,
4
2
3

8
首

里
城

祭
「

伝
統

芸
能

の
宴

」
琉

球
王

朝
時

代
、

首
里

城
で

生
ま

れ
育

ま
れ

た
「

琉
球

舞
踊

」
や

地
域

に
伝

わ
る

伝
統

芸
能

を
紹

介
す

る
。

平
成

2
7
年

1
1
月

1
日

(
日

)
、

1
1
月

2
日

(
月

)
　

2
日

間
2

1
0
：

0
0
～

2
0
：

2
0

※
1
1
月

2
日

は
1
0
：

0
0

～
1
6
：

2
0

2
3
,
0
0
2

9
第

2
4
回

首
里

城
公

園
「

新
春

の
宴

」
1
.
琉

球
芸

能
の

宴
(
琉

球
舞

踊
、

地
域

の
民

俗
芸

能
)

2
.
お

茶
・

甘
酒

振
る

舞
い

3
.
万

国
津

梁
の

鐘
つ

き
体

験
　

他

平
成

2
8
年

1
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
8
年

1
月

3
日

(
土

)
計

3
日

間
3

8
：

0
0
～

1
7
：

0
0

3
1
,
9
9
6

1
0

百
人

御
物

参

百
人

御
物

参
と

は
、

琉
球

独
自

の
祭

祀
行

事
で

、
神

女
や

王
府

役
人

等
に

よ
り

首
里

森
御

嶽
(
下

之
御

庭
)

や
京

の
内

へ
の

巡
礼

を
執

り
行

う
も

の
で

あ
る

。
三

平
等

(
み

ふ
ぃ

ら
)
の

大
あ

む
し

ら
れ

と
呼

ば
れ

る
上

級
神

女
を

は
じ

め
、

琉
球

の
高

官
な

ど
約

3
0
名

で
城

内
の

御
嶽

を
巡

拝
し

た
。

2
日

目
も

天
候

不
良

及
び

強
風

の
た

め
、

構
造

上
特

に
風

が
強

く
な

る
御

庭
で

の
演

目
(
第

1
場

、
第

2
場

)
を

割
愛

す
る

な
ど

の
対

応
を

行
っ

た
。

ま
た

、
2
回

目
は

降
雨

の
た

め
、

第
4
場

、
第

5
場

も
割

愛
し

た
。

平
成

2
8
年

1
月

2
4
日

(
日

)
※

1
月

2
3
日

(
土

)
は

雨
天

の
為

終
日

中
止

※
1
月

2
4
日

(
日

)
は

天
候

不
良

に
よ

り
一

部
内

容
を

変
更

し
て

実
施

1
一

回
目

)
1
2
：

1
5
～

1
3
：

0
0

二
回

目
)
1
5
：

1
5
～

1
5
：

4
0

1
,
1
5
7

1
1

「
万

国
津

梁
の

鐘
つ

き
体

験
」

イ
ベ

ン
ト

広
福

門
前

供
屋

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
万

国
津

梁
の

鐘
(
レ

プ
リ

カ
)
」

を
撞

く
イ

ベ
ン

ト
を

実
施

し
た

。
各

回
は

3
0
分

と
し

、
1
日

3
回

、
イ

ベ
ン

ト
希

望
来

園
者

へ
順

番
に

鐘
撞

き
を

体
験

し
て

い
た

だ
い

た
。

ま
た

、
鐘

つ
き

前
に

「
万

国
津

梁
の

鐘
」

に
つ

い
て

の
解

説
や

当
時

の
琉

球
の

繁
栄

に
関

す
る

説
明

を
併

せ
て

行
っ

た
。

平
成

2
8
年

1
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
8
年

１
月

3
日

(
日

)
3
日

間
3

1
,
0
6
3

1
2

日
影

台
(
日

時
計

)
計

測
体

験
イ

ベ
ン

ト

広
福

門
前

の
広

場
に

配
置

し
て

い
る

日
影

台
の

時
刻

計
測

体
験

を
行

う
。

春
分

・
秋

分
・

夏
至

・
冬

至
の

日
に

は
、

針
の

影
が

正
午

の
近

い
場

所
を

差
す

こ
と

な
ど

を
体

験
す

る
。

加
え

て
、

湿
刻

門
の

水
時

計
や

供
屋

に
吊

る
さ

れ
て

い
る

旧
首

里
城

正
殿

鐘
(
万

国
津

梁
の

鐘
)
を

含
め

た
首

里
王

府
の

時
刻

周
知

方
法

等
に

つ
い

て
も

解
説

を
行

う
。

①
平

成
2
7
年

6
月

2
0
日

(
土

)
、

2
1
日

(
日

)
②

平
成

2
7
年

9
月

2
3
日

(
水

)
、

2
6
日

(
土

)
、

2
7
日

(
日

)
③

平
成

2
7
年

1
2
月

2
3
日

(
水

)
、

2
6
日

(
土

)
、

2
7
日

(
日

)
、

　
平

成
2
8
年

1
月

1
1
日

(
月

)

9

①
1
1
：

3
0
～

約
3
0
分

、
1
1
：

0
0
～

、
1
2
：

0
0
～

各
3
0
分

②
1
1
：

0
0
～

、
1
2
：

0
0

～
各

3
0
分

③
1
2
：

3
0
～

3
0
分

5
3
9

1
3

首
里

城
講

座

年
間

4
期

1
5
回

の
講

座
を

実
施

し
た

。
第

1
期

で
は

沖
縄

県
立

埋
蔵

文
化

財
セ

ン
タ

ー
か

ら
講

師
を

招
き

、
首

里
城

と
周

辺
史

跡
の

遺
構

調
査

の
成

果
に

つ
い

て
講

座
を

行
っ

た
。

第
2
期

で
は

、
南

殿
2
階

特
別

展
示

室
に

て
実

施
し

て
い

た
企

画
展

　
「

尚
円

王
生

誕
6
0
0
年

記
念

　
伊

是
名

島
の

秘
宝

展
」

　
に

関
連

し
た

講
座

を
行

っ
た

。
第

3
期

は
、

沖
縄

県
立

芸
術

大
学

附
属

研
究

所
所

属
の

先
生

方
を

中
心

に
講

師
を

招
き

、
琉

球
の

工
芸

・
芸

能
・

歴
史

や
文

化
に

つ
い

て
講

座
を

行
っ

た
。

第
4
期

は
県

内
の

各
文

化
施

設
の

現
職

及
び

元
館

長
を

招
待

し
、

琉
球

の
歴

史
・

文
化

・
工

芸
・

芸
能

に
つ

い
て

講
座

を
行

っ
た

。

平
成

2
7
年

6
月

5
日

、
1
2
日

、
2
6
日

、
7
月

1
0
日

、
8
月

7
日

、
1
4
日

、
2
1
日

、
1
2
月

4
日

、
1
1
日

、
1
8
日

、
2
5
日

平
成

2
8
年

2
月

5
日

、
1
1
日

、
1
9
日

、
3
月

4
日

　
計

1
5
日

間
1
5

6
4
0

1
4

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。

平
成

2
8
年

4
月

1
日

(
水

)
～

平
成

2
8
年

3
月

3
1
日

(
木

)
計

3
6
3
日

間
※

通
年

開
催

3
6
3

8
：

2
5
～

8
：

4
5

約
2
0
分

間
)

8
2
,
3
4
3

1
5

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

す
る

。
平

成
2
7
年

4
月

1
日

(
水

)
～

平
成

2
8
年

3
月

3
1
日

(
木

)
の

う
ち

週
4
日

(
水

、
金

、
土

、
日

曜
日

)
、

祝
日

(
計

2
1
4
日

間
)

※
通

年
開

催
2
1
4

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

1
8
2
,
4
6
9

①
 
委
託
費
を
充
当
し
て
行
っ
た
も
の

 
別紙-379



【
平
成
2
8
年
度
】
 
首
里
城
地
区

※
イ

ベ
ン

ト
種

別
に

、
○

の
あ

る
イ

ベ
ン

ト
は

、
「

自
然

・
環

境
」

、
「

歴
史

・
文

化
」

の
い

ず
れ

か
に

該
当

(
人

)

N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
首

里
城

公
園

ゴ
ー

ル
デ

ン
ウ

ィ
ー

ク
体

験
イ

ベ
ン

ト

下
之

御
庭

(
首

里
森

御
嶽

横
)
を

会
場

に
、

首
里

城
正

殿
の

「
色

」
を

学
ぶ

こ
と

を
目

的
に

向
拝

柱
な

ど
の

建
築

物
の

ぬ
り

絵
の

体
験

を
行

う
「

ぬ
り

絵
体

験
」

を
系

図
座

・
用

物
座

芝
生

地
に

て
、

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
あ

る
「

龍
」

や
園

内
各

所
に

設
置

さ
れ

て
い

る
「

シ
ー

サ
ー

」
等

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

首
里

城
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
漆

喰
の

龍
柱

・
ド

ラ
ゴ

ン
・

シ
ー

サ
ー

、
ミ

ニ
赤

瓦
に

絵
付

け
の

体
験

を
行

う
「

絵
付

け
体

験
」

を
行

っ
た

。

平
成

2
8
年

4
月

3
0
日

(
土

)
～

5
月

5
日

(
木

・
祝

)
(
土

・
祝

)
6
日

間
6

1
,
1
0
9

△

2
日

影
(
日

時
計

)
解

説
会

日
影

台
(
日

時
計

)
は

、
水

時
計

の
補

助
的

な
道

具
と

し
て

使
わ

れ
、

十
二

支
の

刻
ま

れ
た

時
刻

版
(
石

の
円

盤
)
に

銅
製

の
棒

が
取

り
付

け
ら

れ
、

そ
の

日
陰

に
よ

っ
て

時
刻

を
計

っ
た

と
推

測
さ

れ
て

い
る

。
日

影
台

の
時

刻
計

測
シ

ス
テ

ム
は

、
2
4
節

気
に

よ
っ

て
傾

斜
角

度
を

変
え

な
い

と
時

刻
が

正
確

に
計

れ
な

い
た

め
節

気
ご

と
に

時
刻

版
を

変
更

す
る

こ
と

な
ど

、
解

説
チ

ラ
シ

を
配

布
し

な
が

ら
解

説
を

行
う

。
(
現

在
の

首
里

城
公

園
で

は
、

日
影

台
の

角
度

を
春

分
・

秋
分

・
夏

至
・

冬
至

の
年

4
回

変
更

し
て

い
ま

す
)

1
_
平

成
2
8
年

6
月

1
9
日

(
日

)
～

3
1
日

(
火

)
2
_
平

成
2
8
年

6
月

2
1
日

(
火

)
1
3

1
2
：

3
0
～

約
3
0
分

9
1

3
第

1
期

首
里

城
講

座

今
期

(
第

１
期

)
は

沖
縄

県
立

埋
蔵

文
化

財
セ

ン
タ

ー
よ

り
新

垣
力

氏
(
主

任
専

門
員

)
、

金
城

貴
子

氏
(
主

任
)
、

金
城

亀
信

氏
(
所

長
)
、

仲
座

久
宜

(
調

査
班

長
)
の

4
名

の
講

師
を

お
招

き
し

、
首

里
城

跡
や

周
辺

遺
跡

か
ら

出
土

す
る

遺
物

・
遺

構
に

つ
い

て
講

座
を

行
っ

て
頂

い
た

。
講

座
は

９
０

分
間

で
後

半
の

1
0
～

1
5

分
は

質
疑

応
答

の
時

間
を

設
け

た
。

平
成

2
8
年

6
月

3
日

、
6
月

1
0
日

、
7
月

1
日

、
7
月

1
5
日

4
1
1
4

4
首

里
城

公
園

夏
休

み
体

験
イ

ベ
ン

ト

系
図

座
・

用
物

座
を

会
場

に
、

独
特

の
色

彩
表

現
と

な
る

首
里

城
正

殿
の

「
色

」
を

学
ぶ

こ
と

を
目

的
に

参
加

者
へ

正
殿

や
向

拝
柱

な
ど

の
建

築
物

の
ぬ

り
え

体
験

及
び

首
里

城
の

シ
ン

ボ
ル

で
も

あ
る

「
龍

」
や

園
内

各
所

に
設

置
さ

れ
て

い
る

「
シ

ー
サ

ー
」

を
モ

チ
ー

フ
に

し
た

首
里

城
オ

リ
ジ

ナ
ル

の
漆

喰
に

絵
付

け
体

験
を

楽
し

み
な

が
ら

首
里

城
の

歴
史

文
化

を
身

近
に

感
じ

て
い

た
だ

い
た

。

平
成

2
8
年

8
月

1
日

(
月

)
～

平
成

2
8
年

8
月

2
1
日

(
日

)
(
2
1
日

間
)

2
1

3
,
4
1
2

5
第

2
期

首
里

城
講

座

今
期

(
第

2
期

)
は

、
4
回

実
施

し
た

。
そ

の
う

ち
2
回

は
、

沖
縄

県
立

芸
術

大
学

よ
り

山
田

聡
氏

(
美

術
工

芸
学

部
准

教
授

)
、

沖
縄

県
立

博
物

館
・

美
術

館
よ

り
外

間
一

先
氏

(
美

術
工

芸
担

当
学

芸
員

)
の

2
名

の
講

師
を

お
招

き
し

、
琉

球
の

陶
器

に
つ

い
て

講
座

を
行

っ
た

。
他

2
回

は
、

琉
球

文
化

財
研

究
室

の
上

江
洲

安
亨

室
長

が
、

首
里

城
公

園
黄

金
御

殿
特

別
展

示
室

に
て

開
催

中
の

企
画

展
「

琉
球

の
や

き
も

の
」

に
つ

い
て

講
話

し
た

。
ま

た
、

8
月

の
首

里
城

講
座

恒
例

の
「

琉
球

王
国

の
コ

ワ
イ

話
」

を
行

っ
た

。
講

座
は

9
0

分
間

で
後

半
の

1
0
～

1
5
分

は
質

疑
応

答
の

時
間

を
設

け
た

。

平
成

2
8
年

8
月

5
日

、
8
月

1
2
日

、
8
月

1
9
日

、
8
月

2
6
日

4
1
0
7

6
首

里
城

公
園

「
中

秋
の

宴
」

中
秋

の
宴

御
庭

の
特

設
ス

テ
ー

ジ
に

て
、

琉
球

舞
踊

(
古

典
舞

踊
)
、

組
踊

(
女

物
狂

)
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

催
事

の
一

環
と

し
て

、
首

里
城

正
殿

を
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
し

、
木

曳
門

か
ら

西
の

ア
ザ

ナ
に

か
け

て
の

園
路

両
側

に
提

灯
を

設
置

し
た

。
9
月

1
8
日

(
日

)
は

台
風

1
6
号

の
影

響
に

よ
り

中
止

と
し

、
通

常
開

園
・

開
館

と
し

た
。

ま
た

、
首

里
城

祭
国

王
・

王
妃

公
開

選
出

大
会

(
主

催
：

首
里

城
祭

実
行

委
員

会
)
は

別
会

場
(
都

ホ
テ

ル
)
に

て
実

施
し

た
。

平
成

2
8
年

9
月

1
7
日

(
土

)
1

1
8
：

3
0
～

2
1
：

0
0

3
,
6
3
4

7
日

影
台

(
日

時
計

)
解

説
会

日
影

台
(
日

時
計

)
は

、
水

時
計

の
補

助
的

な
道

具
と

し
て

使
わ

れ
、

十
二

支
の

刻
ま

れ
た

時
刻

版
(
石

の
円

盤
)
に

銅
製

の
棒

が
取

り
付

け
ら

れ
、

そ
の

日
陰

に
よ

っ
て

時
刻

を
計

っ
た

と
推

測
さ

れ
て

い
る

。
日

影
台

の
時

刻
計

測
シ

ス
テ

ム
は

、
二

十
四

節
季

に
よ

っ
て

傾
斜

角
度

を
変

え
な

い
と

時
刻

が
正

確
に

計
れ

な
い

た
め

節
季

ご
と

に
時

刻
版

を
変

更
す

る
こ

と
な

ど
、

解
説

チ
ラ

シ
を

配
布

し
な

が
ら

解
説

を
行

う
。

(
現

在
の

首
里

城
公

園
で

は
、

日
影

台
の

角
度

を
春

分
・

秋
分

・
夏

至
・

冬
至

の
年

4
回

変
更

し
て

い
ま

す
)

平
成

2
8
年

9
月

2
2
日

(
木

)
、

2
4
日

(
土

)
、

2
5
日

(
日

)
3

1
2
：

3
0
～

約
3
0
分

1
9
5

8
首

里
城

祭
「

伝
統

芸
能

の
宴

」
琉

球
王

朝
時

代
、

首
里

城
で

生
ま

れ
育

ま
れ

た
「

琉
球

舞
踊

」
や

地
域

に
伝

わ
る

伝
統

芸
能

を
紹

介
す

る
。

平
成

2
8
年

1
0
月

2
8
日

(
金

)
～

1
0
月

3
0
日

(
日

)
3

1
0
：

0
0
～

2
0
：

2
0

(
1
0
/
2
8
・

2
9
)
、

1
0
：

0
0
～

1
6
：

2
0

(
1
0
/
3
0
)

6
,
1
3
4

9
平

成
2
8
年

度
首

里
城

公
園

「
冊

封
使

行
列

・
冊

封
儀

式
」

(
第

1
3

回
)

冊
封

使
行

列
(
綾

門
大

道
～

歓
会

門
～

下
之

御
庭

)
平

成
2
8
年

1
0
月

2
9
日

(
土

)
1

1
1
：

4
0
～

1
3
：

1
0

4
,
5
8
3

1
0

第
3
期

首
里

城
講

座

今
期

(
第

３
期

)
は

、
３

回
実

施
し

た
。

県
立

芸
術

大
学

よ
り

陶
芸

分
野

・
染

分
野

・
漆

工
分

野
の

講
師

を
招

き
「

王
国

時
代

の
技

術
の

再
現

」
を

テ
ー

マ
に

講
座

を
し

て
頂

い
た

。
今

期
は

製
作

者
(
技

術
者

)
が

講
師

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
試

作
品

や
製

作
に

使
う

道
具

を
お

持
ち

頂
い

て
受

講
生

に
見

せ
て

い
た

。
試

作
だ

が
触

る
こ

と
の

で
き

る
工

芸
品

や
、

現
在

使
用

さ
れ

て
い

な
い

王
国

時
代

の
道

具
を

再
現

し
た

も
の

を
見

る
こ

と
が

で
き

、
受

講
生

に
好

評
で

あ
っ

た
。

平
成

2
8
年

1
2
月

9
日

(
金

)
、

1
2
月

1
6
日

(
金

)
、

1
2
月

2
3
日

(
金

)
3

3
7

1
1

日
影

台
(
日

時
計

)
解

説
会

日
影

台
(
日

時
計

)
は

、
水

時
計

の
補

助
的

な
道

具
と

し
て

使
わ

れ
、

十
二

支
の

刻
ま

れ
た

時
刻

版
(
石

の
円

盤
)
に

銅
製

の
棒

が
取

り
付

け
ら

れ
、

そ
の

日
陰

に
よ

っ
て

時
刻

を
計

っ
た

と
推

測
さ

れ
て

い
る

。
日

影
台

の
時

刻
計

測
シ

ス
テ

ム
は

、
二

十
四

節
季

に
よ

っ
て

傾
斜

角
度

を
変

え
な

い
と

時
刻

が
正

確
に

計
れ

な
い

た
め

節
季

ご
と

に
時

刻
版

を
変

更
す

る
こ

と
な

ど
、

解
説

チ
ラ

シ
を

配
布

し
な

が
ら

解
説

を
行

う
。

(
現

在
の

首
里

城
公

園
で

は
、

日
影

台
の

角
度

を
春

分
・

秋
分

・
夏

至
・

冬
至

の
年

4
回

変
更

し
て

い
ま

す
)

1
_
平

成
2
8
年

1
2
月

2
1
日

(
水

)
2
_
平

成
2
8
年

1
2
月

2
3
日

(
金

)
3
_
平

成
2
8
年

1
2
月

2
4
日

(
土

)
4
_
平

成
2
8
年

1
2
月

2
5
日

(
日

)

4
1
2
：

3
0
～

約
3
0
分

3
3
2

1
2

第
2
5
回

首
里

城
公

園
「

新
春

の
宴

」
１

.
琉

球
芸

能
の

宴
(
琉

球
舞

踊
、

地
域

の
民

俗
芸

能
)

２
.
お

茶
・

甘
酒

振
る

舞
い

　
他

平
成

2
9
年

1
月

1
日

(
日

)
～

1
月

3
日

(
火

)
3

8
：

3
0
～

1
7
：

0
0

3
2
,
4
7
6

1
3

百
人

御
物

参

百
人

御
物

参
と

は
、

琉
球

独
自

の
祭

祀
行

事
で

、
神

女
や

王
府

役
人

等
に

よ
り

首
里

森
御

嶽
(
下

之
御

庭
)

や
京

の
内

へ
の

巡
礼

を
執

り
行

う
も

の
で

あ
る

。
三

平
等

(
み

ふ
ぃ

ら
)
の

大
あ

む
し

ら
れ

と
呼

ば
れ

る
上

級
神

女
を

は
じ

め
、

琉
球

の
高

官
な

ど
約

3
0
名

で
城

内
の

御
嶽

を
巡

拝
す

る
。

①
御

庭
に

整
列

し
た

琉
球

役
人

が
正

殿
内

の
方

角
に

向
か

い
焼

香
、

拝
礼

す
る

。
②

ク
ラ

シ
ン

御
門

か
ら

神
女

が
登

場
す

る
。

③
役

人
に

迎
え

ら
れ

た
神

女
は

下
之

御
庭

(
首

里
森

御
嶽

)
や

京
の

内
へ

の
巡

拝
に

向
か

う
。

④
首

里
森

御
嶽

で
祈

願
し

「
御

た
か

べ
」

を
唱

え
る

。
⑤

神
女

は
京

の
内

へ
移

動
　

⑥
京

の
内

の
御

嶽
４

箇
所

を
お

参
り

し
、

木
曳

門
か

ら
退

場
し

て
終

了
。

平
成

2
9
年

1
月

2
1
日

(
土

)
、

2
2
日

(
日

)
2

1
2
：

0
0
～

、
1
5
：

0
0

(
約

1
時

間
)

3
,
2
0
3

1
4

第
4
期

首
里

城
講

座

今
期

(
第

4
期

)
は

、
３

回
実

施
し

た
。

首
里

城
公

園
開

園
2
5
周

年
を

見
据

え
、

開
園

か
ら

現
在

ま
で

公
園

に
携

わ
っ

て
き

た
平

良
啓

氏
、

安
里

進
氏

、
高

良
倉

吉
氏

に
講

師
を

し
て

頂
い

た
。

そ
れ

ぞ
れ

の
講

師
か

ら
開

園
に

至
る

経
緯

や
、

公
園

の
意

図
、

復
元

に
際

し
て

の
苦

労
や

今
後

の
公

園
に

つ
い

て
講

話
を

し
て

頂
い

た
。

平
成

2
9
年

2
月

1
0
日

(
水

)
、

1
7
日

(
水

)
、

2
4
日

(
水

)
3

1
1
8

①
 
委
託
費
を
充
当
し
て
行
っ
た
も
の
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N
o
.

行
催

事
名

内
容

日
程

日
数

開
催

時
間

参
加

人
数

イ
ベ

ン
ト

種
別

1
5

舞
へ

の
誘

い
系

図
座

・
用

物
座

の
畳

間
を

舞
台

と
し

、
琉

球
舞

踊
(
古

典
音

楽
・

雑
踊

り
)
を

披
露

し
た

。
平

成
2
8
年

4
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

(
金

)
の

週
4
回

(
水

金
土

日
)
、

祝
日

の
計

2
1
6
日

2
1
6

1
1
：

0
0
～

1
4
：

0
0
～

1
6
：

0
0
～

(
1
日

3
回

)

1
9
2
,
4
4
8

1
6

三
線

体
験

会

首
里

城
公

園
「

舞
へ

の
誘

い
」

と
連

携
し

た
利

用
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
し

て
、

系
図

座
・

用
物

座
の

ス
ペ

ー
ス

を
有

効
活

用
し

、
琉

球
王

朝
時

代
に

宮
廷

音
楽

と
し

て
演

奏
さ

れ
て

い
た

琉
球

古
典

音
楽

の
代

表
的

な
琉

球
楽

器
で

あ
る

三
線

の
楽

曲
演

奏
や

踊
り

の
体

験
会

を
実

施
し

た
。

※
参

加
費

無
料

平
成

2
8
年

4
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

(
金

)
の

土
日

祝
計

1
1
5
日

1
1
5

1
1
：

4
0
～

1
4
：

4
0
～

(
1
日

2
回

)
1
,
1
4
6

1
7

御
開

門
式

連
携

イ
ベ

ン
ト

御
開

門
式

が
始

ま
る

前
に

、
下

之
御

庭
に

お
い

て
公

園
ス

タ
ッ

フ
(
御

庭
案

内
員

)
に

よ
り

首
里

城
の

概
要

説
明

を
行

っ
た

。
ま

た
、

御
開

門
式

終
了

後
、

奉
神

門
基

壇
上

か
ら

歴
史

衣
装

を
着

用
し

た
首

里
城

ス
タ

ッ
フ

が
下

之
御

庭
に

降
り

、
お

客
様

と
の

記
念

撮
影

に
積

極
的

に
応

え
た

。
平

成
2
8
年

4
月

1
日

(
金

)
～

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

(
金

)
3
6
5

8
：

2
5
～

8
：

4
5

7
4
,
6
5
8

1
8

日
影

台
(
日

時
計

)
計

測
体

験
イ

ベ
ン

ト

広
福

門
前

の
広

場
に

配
置

し
て

い
る

日
影

台
の

時
刻

計
測

体
験

を
行

う
。

春
分

・
秋

分
・

夏
至

・
冬

至
の

日
に

は
、

針
の

影
が

正
午

の
近

い
場

所
を

差
す

こ
と

な
ど

を
体

験
す

る
。

加
え

て
、

漏
刻

門
の

水
時

計
や

供
屋

に
吊

る
さ

れ
て

い
る

旧
首

里
城

正
殿

鐘
(
万

国
津

梁
の

鐘
)
を

含
め

た
首

里
王

府
の

時
刻

周
知

方
法

等
に

つ
い

て
も

解
説

を
行

う
。

平
成

2
8
年

6
月

1
9
日

(
日

)
・

2
1
日

(
火

)
、

平
成

2
8
年

9
月

2
2

日
(
木

)
・

2
4
日

(
土

)
・

2
5
日

(
日

)
、

平
成

2
8
年

1
2
月

2
1
日

(
水

)
・

2
3
日

(
金

)
・

2
4
日

(
土

)
・

2
5
(
日

)
、

平
成

2
9
年

3
月

1
8
日

(
土

)
・

1
9
日

(
日

)
・

2
0
日

(
月

)

1
2

1
2
：

3
0
～

3
0
分

(
6
・

1
2
・

3
月

)
、

1
2
：

0
0
～

3
0
分

(
9
月

)
8
7
8
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  各種プログラム   

【海洋博覧会地区】 

１） フラワーガイドツアー 

日   時 毎日2回 （1）11：00 （2）14：00 

場   所 熱帯ドリームセンター 

内   容 30分コース（ラン温室3棟・果樹温室） 

定   員 15名 

料   金 無料（熱帯ドリームセンター入館料のみ） 

 

２） 海洋文化館ガイドツアー 

日   時 （1）定時ガイドツアー 

週7日（1日6回）①10：25 ②11：25 ③13：25 ④14：25 ⑤14：55 ⑥15：55 

  （2）スポット解説 週7日（お客さまの求めに応じて適宜） 

場   所 海洋博公園 海洋文化館 

内   容 約20分（航海ゾーン→交流ゾーン→沖縄ゾーン→ガイド終了） 

定   員 20名程度（1名から開催） 

料   金 無料（海洋文化館入館料のみ） 

 

プラネタリウム 

日   時 毎日 （1）  3月 ～ 9月  9：00 ～ 18：30 （1日13回） 

      （2） 10月 ～ 2月  9：00 ～ 17：00 （1日11回） 

場   所 海洋博公園 海洋文化館 プラネタリウムホール 

内   容 （1）常設上映 

平日       沖縄ぬちゅら星（30分）、ジャーニー・トゥー・スターズ（30分） 

          ロイと仲間の大航海（30分） 

土・日・祝日  沖縄ぬちゅら星（30分）、ジャーニー・トゥー・スターズ（30分） 
          ワク・ドキ/探検☆大宇宙（30分） 

沖縄ぬちゅら星上映時期：3月～5月「春ぬちゅら星」 6月～8月「夏ぬちゅら星」 

                9月～11月「秋ぬちゅら星」12月～2月「冬ぬちゅら星」 

（2）学校学習に対応したプログラムの上映 

比較的利用の少ない時間に弾力的に運用できる枠を設け、学校からの予約に応じて上映

する。 

料   金 海洋文化館入館料のみ 

 

３） 昔のおきなわ生活体験 

日   時 毎日 10：00～16：00 （※15：30 三線体験受付終了） 

場   所 おきなわ郷土村 地頭代の家（ジトゥデーヌヤー） 

内   容 （1）  お茶菓子（黒糖等）の無料配布 

（2）  三線演奏体験 

（3）  伝統的な踊り体験と子ども向け遊戯体験 

料   金 無料 

 

４）熱帯・亜熱帯都市緑化植物園（みどりの相談所） 

日   時 毎日  夏    期   （ 3月 ～  9月）    8：30 ～ 19：00 

     通 常 期  （10月 ～  2月）     8：30 ～ 17：30 

場   所 植物園入口案内所、夕陽の広場レストハウス 

内   容 （1） 緑の相談コーナー（植物園入口案内所） 

（2） 図書室（夕陽の広場レストハウス） 

（3） グラウンドゴルフ（植物園入口案内所） 

料   金 無料 

  ※下線部は、企画提案等により変更した箇所。 
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(件) (件)

【平成25年度】

総アクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 総アクセス件数　最大値

海洋博公園 536,427 576,711 618,561 790,519 640,308 638,979 1,061,209 556,296 656,847 765,381 581,010 226,673 7,648,921 1,061,209

首里城公園 205,228 215,805 229,704 245,073 278,223 332,414 764,087 294,288 347,491 370,066 251,775 272,007 3,806,161 764,087

トップページアクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 トップページアクセス件数　最大値

海洋博公園
index2.html

15,879 16,628 18,654 24,030 16,544 17,386 19,835 16,957 18,820 21,651 48,697 55,434 290,515 55,434

首里城公園
/shurijo-park/index.html

31,359 36,624 37,376 38,894 43,582 41,742 39,814 34,534 32,242 41,256 36,236 49,082 462,741 49,082

【平成26年度】

総アクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 総アクセス件数　最大値

海洋博公園（総アクセス） 175,583 200,986 206,551 302,894 246,027 169,068 149,294 177,199 166,076 196,396 215,668 237,932 2,443,674 302,894

首里城公園（総アクセス） 216,065 198,619 216,845 247,815 308,025 297,714 276,017 255,628 218,580 280,916 246,167 274,076 3,036,467 308,025

トップページアクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 トップページアクセス件数　最大値

海洋博公園（トップページアクセス） 42,327 28,315 28,071 35,559 29,921 21,072 20,463 21,240 19,852 25,943 36,934 46,928 356,625 46,928

首里城公園（トップページアクセス） 52,844 53,261 56,990 59,760 67,031 58,926 57,287 48,364 31,390 38,343 33,200 36,483 593,879 67,031

首里城公園 3,443,284 468,177

ホームページアクセス件数

平成25年度から平成28年度までのホームページアクセス件数を示す。

総アクセス件数 トップページアクセス件数

平成25年度～28年度平均
海洋博公園 6,852,044 1,206,843
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【平成27年度】

総アクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 総アクセス件数　最大値

海洋博公園（総アクセス） 314,394 381,394 374,486 575,537 717,595 618,771 791,883 798,415 723,200 827,045 791,092 862,126 7,775,938 862,126

首里城公園（総アクセス） 260,351 258,096 288,133 291,762 347,966 342,796 326,416 292,906 247,397 307,485 265,431 273,681 3,502,420 347,966

トップページアクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 トップページアクセス件数　最大値

海洋博公園（トップページアクセス） 29,440 30,106 28,679 43,496 137,946 194,335 249,157 232,031 246,120 257,032 237,862 249,614 1,935,818 257,032

首里城公園（トップページアクセス） 31,662 30,748 36,639 36,681 40,776 40,449 38,867 33,693 29,505 36,133 33,873 32,458 421,484 40,776

【平成28年度】

総アクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 総アクセス件数　最大値

海洋博公園（総アクセス） 832,128 902,622 941,655 1,091,529 940,264 707,332 591,005 622,977 634,697 741,006 750,425 784,001 9,539,641 1,091,529

首里城公園（総アクセス） 252,747 264,633 264,182 274,516 319,579 310,726 330,525 262,646 239,979 322,675 281,783 304,098 3,428,089 330,525

トップページアクセス件数 (件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 トップページアクセス件数　最大値

海洋博公園（トップページアクセス） 231,524 224,343 231,224 232,874 167,081 18,856 122,988 190,236 195,699 208,681 202,975 217,931 2,244,412 232,874

首里城公園（トップページアクセス） 34,462 36,848 36,013 30,990 33,460 34,411 34,178 29,867 26,803 34,892 30,766 31,913 394,603 36,848
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（参考 ： 各サイトのトップページ） 

 

 

図１．海洋博公園ホームページ 
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図２．首里城公園ホームページ
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図３．海洋博公園ホームページ（英語） 
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図４．首里城公園ホームページ（英語） 
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図５．海洋博公園ホームページ（中国語－簡体） 
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図６．首里城公園ホームページ（中国語－簡体） 
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図７．海洋博公園ホームページ（韓国語） 
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図８．首里城公園ホームページ（韓国語） 
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図９．海洋博公園ホームページ（中国語－繁体） 
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図１０．首里城公園ホームページ（中国語－繁体） 
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 広報物（紙媒体：種類・データ等）  

 

平成 25 年度の広報物の実績を示す。 

 

（１） 広報物一覧表 

 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 25 年‐5 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 25 年‐6 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 25 年‐7 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 25 年‐8 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 25 年‐9 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 25 年‐10 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 25 年‐11 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 25 年‐12 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 26 年‐1 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 26 年‐2 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 26 年‐3 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 26 年‐4 月号 Ａ4 
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（２） 広報物一覧表 

海洋博覧会地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-396



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-397



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-398



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-399



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-400



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-401



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-402



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-403



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-404



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-405



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-406



 

 

 

 
別紙-407



【平成 26 年度】 

（３） 広報物一覧表 

  ・海洋博覧会地区 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 26 年‐5 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 26 年‐6 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 26 年‐7 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 26 年‐8 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 26 年‐9 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 26 年‐10 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 26 年‐11 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 26 年‐12 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 27 年‐1 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 27 年‐2 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 27 年‐3 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 27 年‐4 月号 Ａ4 

  ・首里城地区 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 26 年‐4 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 26 年‐5 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 26 年‐6 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 26 年‐7 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 26 年‐8 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 26 年‐9 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 26 年‐10 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 26 年‐11 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 26 年‐12 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 27 年‐1 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 27 年‐2 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 27 年‐3 月号 Ａ4 
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（４） 広報物 

海洋博覧会地区 
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【平成 27 年度】 

（１） 広報物一覧表 

  ・海洋博覧会地区 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 27 年‐5 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 27 年‐6 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 27 年‐7 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 27 年‐8 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 27 年‐9 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 27 年‐10 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 27 年‐11 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 27 年‐12 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 28 年‐1 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 28 年‐2 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 28 年‐3 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 28 年‐4 月号 Ａ4 

  ・首里城地区 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 27 年‐4 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 27 年‐5 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 27 年‐6 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 27 年‐7 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 27 年‐8 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 27 年‐9 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 27 年‐10 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 27 年‐11 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 27 年‐12 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 28 年‐1 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 28 年‐2 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 28 年‐3 月号 Ａ4 
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（２） 広報物 

海洋博公園 
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首里城地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-446



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-447



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-448



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-449



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-450



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-451



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-452



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-453



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別紙-454



【平成 28 年度】 

（１） 広報物一覧表 

  ・海洋博覧会地区 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 28 年‐5 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 28 年‐6 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 28 年‐7 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 28 年‐8 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 28 年‐9 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 28 年‐10 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 28 年‐11 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 28 年‐12 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 29 年‐1 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 29 年‐2 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 29 年‐3 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 29 年‐4 月号 Ａ4 

  ・首里城地区 

No. 広報物 サイズ 

1 イベント情報 平成 28 年‐4 月号 Ａ4 

2 イベント情報 平成 28 年‐5 月号 Ａ4 

3 イベント情報 平成 28 年‐6 月号 Ａ4 

4 イベント情報 平成 28 年‐7 月号 Ａ4 

5 イベント情報 平成 28 年‐8 月号 Ａ4 

6 イベント情報 平成 28 年‐9 月号 Ａ4 

7 イベント情報 平成 28 年‐10 月号 Ａ4 

8 イベント情報 平成 28 年‐11 月号 Ａ4 

9 イベント情報 平成 28 年‐12 月号 Ａ4 

10 イベント情報 平成 29 年‐1 月号 Ａ4 

11 イベント情報 平成 29 年‐2 月号 Ａ4 

12 イベント情報 平成 29 年‐3 月号 Ａ4 
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（２） 広報物 
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(１）海洋博博覧会地区

発信日 件名 取材数 カテゴリ

H25.4.16
親子で見る!聞く!楽しいメニューもりだくさんの10日間♪
「海洋博公園GWスペシャル2013」開催

2 イベント

H25.4.17 春の都市緑化推進運動　「苗木の無料配布」 0 イベント

H25.4.17 熱帯ドリームセンターで植物を使って遊ぼう♪体験イベント開催! 0 イベント

H25.4.23 世界的にも希少なラン　「パフィオペディラム エクザル開花」 1 植物

H25.4.23 日本の春を彩る　「日本の野生ラン展」開催! 1 イベント

H25.4.24 美ら海・美ら島こども工作室!　「海藻おしばアートをつくろう!」 0 イベント

H25.4.24 忍者になりきれ♪君もチャレンジ!　「忍者ハス乗り体験」開催! 1 イベント

H25.4.26 地元特産が大空を舞う?!　「美ら海のぼり（鯉のぼり）」掲揚!! 0 イベント

H25.4.30 バニラのサシェ作り体験、開催します♪　体験イベント開催! 0 イベント

H25.5.21 絶滅に瀕する沖縄野生ランの魅力　「野生ランパネル展」開催! 0 イベント

H25.5.22
オリジナルTシャツ作りに挑戦　!
美ら海・美ら島こども工作室「サンゴの型取り染め」

0 イベント

H25.5.23
約20万輪のオンシジウムがシャワーのように咲き誇る
オーキッドシャワー特別展示

1 植物

H25.5.23
楽しく学ぼう♪不思議なランの姿
環境学習「ランの花のペーパークラフト」開催!

0 イベント

H25.5.23 「ランの無菌培養技術体験」～初めての無菌培養～参加者募集! 0 イベント

H25.5.24 幸せの黄色を胸に♪　「オンシジウムでミニコサージュ作り」開催! 0 イベント

H25.5.24 上手なランの育て方♪　「花がよろこぶガーデニング入門」開催! 0 イベント

H25.6.6 国内では珍しい　'ワイルドポインセチア’2年ぶり開花! 2 植物

H25.6.7 6/30（日）水木一郎アニキがやってくる!　「海洋博公園アニソンの日♪」開催 0 イベント

H25.6.11
7/13（土）開催決定!!
海洋博公園サマーフェスティバル2013（第35回海洋博公園花火大会）

3 イベント

H25.6.13 海洋博公園ホームページ新規コンテンツ!　‘ライブ映像’配信開始 0 その他

H25.6.13 海洋博公園ホームページ新規コンテンツ!　‘ニュースリリースサイト’登場 0 その他

H25.6.28
楽しいイベント盛りだくさん♪
「ジャングル体験in熱帯ドリームセンター」開催!

1 イベント

H25.7.3 沖縄の夏を涼しく　「納涼エビネ・フウラン展」開催! 0 イベント

H25.7.4 サファリルックで‘探検家’気分♪　ちびっこハス乗り探検隊 開催! 1 イベント

H25.7.4 美ら島自然教室　「沖縄のカブトムシ・クワガタの秘密を探る」開催！ 0 イベント

H25.7.11 7/20～9/1海洋文化館展示ホール　夏休み先行オープン!! 0 その他

H25.7.11 遊んで・学んで・自由研究にもお役立ち!　海洋博公園夏休みスペシャル 0 イベント

H25.7.11 夏休みの自由研究に最適!　「植物観察と標本作り」参加者募集中! 0 イベント

　ニュースリリース　

平成25～28年度のニュースリリース（発信日、件名、取材数）を示す。
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H25.7.11 夏休みの宿題はこれでバッチリ!　「夏休み自由研究サポート展」開催! 0 イベント

H25.7.12
海洋博公園サマーフェスティバル2013
「第35回海洋博公園花火大会」7月13日（土）開催します!

0 イベント

H25.7.12 7/18（木）「海洋文化館展示ホール内覧会」のお知らせ 4 その他

H25.7.17 7/20（土）海洋文化館先行OPイベント　海洋文化館展示用サバニ海上搬送! 2 イベント

H25.7.18
本物のランで作る’オリジナルストーリー’
「ランのお話と絵本作り教室」開催!

0 イベント

H25.7.18 本当にあった!怖い植物　「恐怖の熱帯植物展」開催! 0 イベント

H25.7.25 きれいなお花で作る夏休みの思い出。　「押し花カード作り」好評開催中! 0 イベント

H25.7.30 甘～い果実が大集合!　‘熱帯果実・スイーツパラダイス’開催! 0 イベント

H25.7.31 親子で楽しむクイズ＆スタンプラリー　「植物園で遊ぼう」開催! 0 イベント

H25.8.1 国内でも希少な　タイの舞姫「グロッバ」特別展示 0 植物

H25.8.9
身近な素材で楽しく工作♪
美ら島・美ら海こども工作室「牛乳パッククラフト～海の動物を作ろう～」

0 イベント

H25.8.18 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日8/18（日）通常通り　開園・開館 0 その他

H25.8.23 美ら島自然教室　「植物の秘密を探る」参加者募集中! 0 イベント

H25.8.23 地域の緑化活動などをご紹介　「亜熱帯緑化事例発表会」参加者募集! 0 イベント

H25.8.27 ヤンバルの豊かな自然をご紹介　「ヤンバルの貴重な植物展」開催! 1 イベント

H25.8.28 敬老の日に‘お花のペンダント’を贈ろう♪　「ありがとうペンダント作り」開催! 0 イベント

H25.8.31
作って♪遊んで♪木の実について楽しく学ぶ
環境学習「木の実で遊ぼう」開催!

0 イベント

H25.9.7
県内植物施設で見ることができるのは、当施設だけ!
絶滅危惧種「キバナノヒメユリ」特別展示

2 植物

H25.9.18 あなたも楽しく工作体験♪　海洋文化館「9月イベント」開催!! 1 イベント

H25.9.20 夜に咲く花‘つぼみ’2年ぶりの確認　ホウガンボクまもなく開花! 2 植物

H25.9.20 色鮮やかな「ラン」満喫の秋♪　「秋のオーキッドフェア」開催! 0 イベント

H25.9.27 秋の都市緑化月間　苗木の無料配布 1 イベント

H25.9.27 目指せ大会優勝!　「グラウンド・ゴルフ大会」開催! 0 イベント

H25.10.2 10/12（土）～14（月）　海洋文化館グランドオープンイベント開催!! 0 イベント

H25.10.3 ‘秋に咲くラン’一堂に展示!!　「秋の県内愛好家自慢の蘭展」開催! 0 イベント

H25.10.3 切花の名作、一堂に集結!　10/12～20「沖縄のラン切り花展」開催 0 イベント

H25.10.5 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日10/5（土）12：00より臨時休園 0 その他

H25.10.6 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日10/5（土）12：00より臨時休園 0 その他

H25.10.7 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日10/7（月）12：00より臨時休園・休館 0 その他

H25.10.8 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日8/18（日）通常通り　開園・開館 0 その他

H25.10.8 海洋博公園・エメラルドビーチ　本日10/8（火）ご利用再開のお知らせ 0 その他

H25.10.8 10/11（金）「海洋文化館開会式」のお知らせ 6 イベント

H25.10.11 旬の花のご紹介‘黄色のヒガンバナ’　ショウキズイセン開花!! 0 植物
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H25.10.14 魔よけとされる貝がらを使った工作体験♪ 　「海洋文化館で遊ぼう!」開催 0 イベント

H25.10.14 秋に見る‘鳥と植物’の関係　美ら島自然教室「秋の野鳥観察会」開催 0 イベント

H25.10.15 10/19（土）、20（日）「海洋文化館で遊ぼう!」　≪開催場所の変更について≫ 0 その他

H25.10.18
定員5,000人!!早めのお申込を!
「第35回海洋博公園全国トリムマラソン大会」＜10/21（月）から参加者募集!＞

1 イベント

H25.10.22 海洋博公園で‘やんばるの秋’を堪能!　オータムフェスティバル2013開催! 0 イベント

H25.10.24 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日10/24（木）通常どおり開園・開館 0 その他

H25.10.28 がんばれ受験生!　必勝!合格祈願「葉っぱのお守り作り」開催 0 イベント

H25.10.29 観葉植物の魅力再発見!　「カラーリーフガーデンフェア」開催! 0 イベント

H25.10.31 植物が布になるまでをご紹介　「繊維植物展」開催! 2 イベント

H25.11.1 ツール・ド・おきなわ2013　1/10開催に伴う交通規制のお知らせ 0 その他

H25.11.12
今年のクリスマスは、甘～く過ごそう♪
「バニラビーンズで‘香る’クリスマスリース作り」開催!

0 イベント

H25.11.12 花言葉は「情熱」　ブーゲンビレア展開催! 0 イベント

H25.11.13 魔よけとされる貝がらを使った工作体験♪　「海洋文化館で遊ぼう!」開催 0 イベント

H25.11.20 美ら島・美ら海こども工作室　木の実でアクセサリー作り開催! 0 イベント

H25.11.25 海洋博公園・沖縄美ら海水族館を含む園内全施設　休園・休館について 0 その他

H25.11.26 冬を彩るイルミネーション♪　海洋博公園ウィンターファンタジー2013 0 イベント

H25.12.4
12/5（水）、5（木）　海洋博公園・沖縄美ら海水族館含む園内全施設
休園・休館のお知らせ

0 その他

H25.12.4 沖縄県内で20年ぶりの開花!　鮮やか!オウムカズラ開花 0 植物

H25.12.9 沖縄の冬、色鮮やかに咲く豪華な花　「ハワイアンハイビスカス展」開催! 1 イベント

H25.12.9 美ら島・美ら海こども工作室!　「こども凧～カーブヤーを作ろう～」開催! 1 イベント

H25.12.9
埴替え方法などが学べます!1鉢お持ち帰りもOK♪
「チューリップの鉢植えボランティア」募集!

0 イベント

H25.12.14
ランの「ナゼ？ナニ？」を出前授業!
東江小・大北小・久辺小・真喜小ラン教室

1 イベント

H25.12.16 親子で沖縄の伝統に触れ、健康を祈願　「鬼餅作り体験」参加者募集! 0 イベント

H25.12.16 冬の沖縄料理を食べる!　「おきなわ郷土村冬至正月の宴」 0 イベント

H25.12.23 第1回海洋博公園　「やんばるグルメコンクール」結果発表! 0 その他

H25.12.27
熱帯ドリームセンターで素敵な思い出作り♪
「花を使ったしおり作り体験」開催!

0 イベント

H26.1.6 「ラン類に関する講演会その1」開催!～これから注目されるラン類について～ 0 イベント

H26.1.15 熱帯ドリームセンター初開催!　チューリップフェア 0 イベント

H26.1.19 第35回「海洋博公園全国トリムマラソン大会」結果報告 3 イベント

H26.1.20 華やかに一足早い‘春の衣替え’　「第9回美ら海花まつり」開催! 1 イベント

H26.1.22
～不思議の国のオーキッドガーデン～
『沖縄国際洋蘭博覧会』まもなく開催!

0 イベント

H26.1.23
南国で咲いたチューリップ♪
熱帯ドリームセンター「チューリップフェア」、今が見頃!

1 イベント

H26.1.24
ラン好き必見!台湾の野生ランと蘭花譜について
「ランに関する講演会」開催!

0 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H26.1.27
～不思議の国のオーキッドガーデン～
『沖縄国際洋蘭博覧会』まもなく開催!

7 イベント

H26.1.28 サーター車を廻してキビを絞る本格派!　「黒糖作り体験」参加者募集 0 イベント

H26.1.30 ツバキの名作が一同に!!　「ツバキ展」開催 2 イベント

H26.1.31 沖縄国際洋蘭博覧会2014　入賞作品決定!! 1 その他

H26.2.24 甘～い香りに包まれよう♪　「‘バニラの’香袋作り体験」開催中! 0 イベント

H26.2.26 美ら島・美ら海こども工作室　植物の型押し染め　開催! 0 イベント

H26.2.27 野生絶滅種の実物展示も!!　「沖縄のスミレとパンジー・ビオラ展」開催 1 イベント

H26.3.2 美ら島・美ら海こども工作室　「ススキのほうきをつくろう」開催! 0 イベント

H26.3.10 宝石のシャンデリア　ヒスイカズラ続々開花中! 3 植物

H26.3.11 暖かい日差しの中、公園に遊びに来ませんか♪　春休みイベント 3 イベント

H26.3.13 4/1～沖縄美ら海水族館と熱帯ドリームセンターの　入館料金が変わります! 2 その他

H26.3.14 「ラン類に関する講演会その2」開催!～仲良し？虫とランの複雑な関係～ 0 イベント

H26.3.14 ハーブ園にて収穫方法もご紹介!　「伝統野菜を使った料理教室」開催 1 イベント

H26.3.14 香りがもたらす効能とは!?　環境学習「植物のにおいをあてよう!」開催 0 イベント

H26.3.17
春休み限定!熱帯ドリームセンターフォトスポット
花に囲まれて思い出の写真を撮ろう!

1 イベント

H26.3.25 4/1（火）～エメラルドビーチ遊泳開始! 0 その他
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(2）首里城地区

発信日 件名 取材件数 カテゴリ

H25.4.23 首里城公園内の喫煙所変更について 0 その他

H25.5.2 首里城公園ゴールデンウィークイベント 2 催事

H25.6.17 休館日のお知らせ

H25.6.24 休館日のお知らせ

H25.7.2 休館日のお知らせ

H25.8.12 首里城公園「夏休み体験まつり」開催 0 催事

H25.8.13 首里城正殿正面の柱（向拝柱）の修理工事について その他

H25.8.20 首里城正殿正面の柱（向拝柱）の修理工事について その他

H25.8.14 旗頭の演舞＆ミニ旗頭作り体験　開催 0 催事

H25.8.22 琉球のお面作り体験　開催 0 催事

H25.9.11 首里城正殿正面の柱（向拝柱）鮮やかによみがえる 4 その他

H25.9.13 首里城公園「中秋の宴」開催 6 催事

H25.10.3 琉球王国普天満御参詣歴史絵巻行列 初開催 10/6(日) 催事

H25.10.5 琉球王国普天満御参詣歴史絵巻行列 10/14(月・祝)へ延期 催事

H25.10.10 琉球王国普天満御参詣歴史絵巻行列 初開催 10/14(月・祝) 催事

H25.10.5 臨時休園・休館のお知らせ(台風23号) その他

H25.10.6 通常開園・開館のお知らせ(台風23号) その他

H25.10.7 通常開園・開館のお知らせ(台風24号) その他

H25.10.7 臨時休園・休館のお知らせ(台風24号) その他

H25.10.11 「冊封使行列・冊封使儀式」開催 催事

H25.10.11
「冊封使行列・冊封使儀式」開催にともなう仮設物設置および団体写真撮影の規制
について

催事

H25.10.26 「冊封使行列・冊封使儀式」開催 催事

H25.10.15 「首里城祭」開催 催事

H25.10.26 「首里城祭」開催 催事

H25.10.31 琉球王朝祭り首里「古式行列」開催および交通規制のお知らせ 4 催事

H25.12.20 平成25年度「首里城への美御水（ヌービー)の奉納祭」開催 2 催事

H25.12.20 第22回首里城公園「新春の宴」開催 催事

H25.12.27 第22回首里城公園「新春の宴」開催 催事

H26.1.10 マスコミ懇談会・プレスツアー開催 その他

H26.1.14 マスコミ懇談会・プレスツアー開催 その他

H26.1.16 首里城公園「百人御物参」開催 催事

H26.1.24 首里城公園「百人御物参」開催 催事

H26.1.20 首里城公園プレミアムナイト開催 催事

H26.1.24 首里城公園プレミアムナイト開催 催事

H26.1.31 首里城公園「琉球の華みぐい」開催 催事

H26.2.8 首里城公園「琉球の華みぐい」開催 催事

H26.3.7 「首里城公園写真展」開催 1 催事

0 その他

14

5

0

0

0

0

1

3

4

10

4
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【平成26年度】
(１）海洋博博覧会地区

発信日 件名 取材数 カテゴリ

H26.4.14 南国らしさあふれる国営公園で、ふたりらしい挙式を。―海洋博公園ウエディング― 0 その他

H26.4.16 沖縄の希少なラン開花情報イリオモテラン満開! 2 植物

H26.4.18 ゴールデンウィークは海洋博公園で決まり♪「GWスペシャル2014」開催 2 イベント

H26.4.23 GWは熱帯ドリームセンターにきてケロ♪「カエルに変身!GWハス乗り体験」 1 イベント

H26.4.24 ランの植替えは今がチャンス!「ランの栽培教室」開催 0 イベント

H26.4.24 コブラに似たランが出現?!「春のビックリ珍しいラン展」開催! 2 イベント

H26.4.24 地元特産が大空を舞う?!「美ら海のぼり（鯉のぼり）」掲揚!! 0 イベント

H26.4.28 春の都市緑化推進運動苗木の無料配布 0 イベント

H26.4.28 沖縄の豊かな自然に息づく「野生ランパネル展」開催! 1 イベント

H26.5.7 美ら島・美ら海こども工作室「コシダクラフト」開催! 0 イベント

H26.5.11 【開花情報】国内でも希少!熱帯ドリームセンター「マンゴスチン初開花！」 3 植物

H26.5.26 6/1海洋文化館プラネタリウム新番組スタート!ロイと仲間の大航海～星に導かれて～ 0 その他

H26.6.3 本物のお花を使って♪「お花でミニコサージュ作り」開催! 0 イベント

H26.6.3 美ら島・美ら海こども工作室「ヤシの葉であそぼう」開催! 0 イベント

H26.6.5 アニソンシンガーと熱い1日を!「海洋博公園　アニソンの日」開催 2 イベント

H26.6.10 江戸時代より愛されたランの展示「初夏のエビネ・フウラン展」開催! 1 イベント

H26.6.11 「ランの無菌培養技術体験」～初めての無菌培養～参加者募集! 0 イベント

H26.6.20
7/19開催　華やかな花火の舞で夏休みスタート!!海洋博公園サマーフェスティバル
2014（第36回海洋博公園花火大会）

7 イベント

H26.6.27 きれいなお花で作る夏休みの思い出。「押し花カード作り」開催! 0 イベント

H26.6.27 小さなお子様でも簡単に作れる♪「葉っぱでオリジナルしおり作り」開催! 0 イベント

H26.7.4 観葉植物で癒しの空間を「インテリアグリーン展」開催! 3 イベント

H26.7.7 海洋博公園・沖縄美ら海水族館明日7/8朝から臨時休園・休館を予定 0 その他

H26.7.7 海洋博公園・沖縄美ら海水族館明日7/8朝から臨時休園・休館 0 その他

H26.7.8 海洋博公園・沖縄美ら海水族館開園・開館については、明朝発表を予定 0 その他

H26.7.9
海洋博公園・沖縄美ら海水族館本日7/9引き続き臨時休園・休館、復旧次第開園・開
館

0 その他
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H26.7.9 海洋博公園・沖縄美ら海水族館本日7/9（水）12：00より開園開館 0 その他

H26.7.12
一般初公開アルミニウムでかたどられた日本最大級のアリの「アリの巣」夏休み特別
展「沖縄の貴重な昆虫展」開催!

4 イベント

H26.7.12 夏休み!冒険家になろう!「ハス乗りアドベンチャー」開催 0 イベント

H26.7.12 遊んで・学んで・自由研究にもお役立ち!「海洋博公園夏休みスペシャル」 3 イベント

H26.7.15
7/19海洋博公園サマーフェスティバル2014（第36回海洋博公園花火大会）会場への
入場規制のお知らせ

0 その他

H26.7.22 参加者募集!!「熱帯植物館観察と標本作りのお話」 0 イベント

H26.7.25 夏休みの宿題はこれでバッチリ!「夏休み自由研究サポート展」開催! 0 イベント

H26.7.25 植物のクイズ＆スタンプラリーに調整!「植物園で遊ぼう」開催! 0 イベント

H26.7.25 自分だけのオリジナル絵本を作ろう「花のお話と絵本作り教室」開催! 0 イベント

H26.7.29 虫を食べる植物について楽しく学ぼう「食虫植物展」開催! 0 イベント

H26.8.1 ≪感謝を込めて≫海洋博公園入園者8,000万人!「入園者8,000万人達成記念式」実施! 0 イベント

H26.8.3 甘～いスイーツ作り体験!「スイーツ教室」開催! 0 イベント

H26.8.3 熱帯のめぐみ!くだもの♪大集合!「熱帯果実展」開催! 1 イベント

H26.8.4 8月4日（月）入園者8,000万人達成! 3 その他

H26.8.4 美ら島自然教室「沖縄のカブトムシ・クワタガムシの秘密を探る」開催! 0 イベント

H26.8.5 世界一大きなランが2株!タイガーオーキッド開花! 1 植物

H26.8.18 地域の緑化活動などをご紹介「亜熱帯緑化事例発表会」参加者募集! 1 イベント

H26.8.18 「都市緑化等に関する講習会」～沖縄の樹木の病害虫対策～ 0 イベント

H26.8.25 ラン栽培のスタートは9月がベスト!「ランの栽培教室」開催 0 イベント

H26.8.26 作って遊んで木の実について楽しく学ぶ環境学習「木の実で遊ぼう」開催! 0 イベント

H26.9.2 絶滅危惧植物、約140種を実物展示!「沖縄の貴重な植物展」開催! 2 イベント

H26.9.3 世界一大きなラン!タイガーオーキッド、満開! 1 植物

H26.9.9 海洋博公園へ遊びに行こう!「秋の星空迷路」開催! 0 イベント

H26.9.9 美ら島自然教室ボタニカル写真撮影講座 開催! 0 イベント

H26.9.11 おじぃやおばぁにお花のペンダント♪「ありがとうペンダント作り」開催! 0 イベント

H26.9.22 秋の満喫♪「秋のオーキッドフェア」開催! 3 イベント

H26.9.25 秋の都市緑化月間苗木の無料配布 0 イベント

H26.9.25 家族や友人と得点を競い合おう!「グラウンド・ゴルフ大会」開催! 0 イベント

H26.9.26 10/25（土）・26（日）海洋文化館グランドオープン1周年記念講演会　開催! 0 イベント

H26.9.29 夜に咲く花　蕾3個まもなく開花ホウガンボク　開花! 0 植物

H26.10.7 ラン類に関する講演会開催!～まだまだある!沖縄で育つ世界のラン～ 0 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H26.10.7 一般家庭でも活用可能!「沖縄の樹木剪定講習会」開催! 0 イベント

H26.10.10
海洋博公園・沖縄美ら海水族館10/11（土）朝から臨時休園・休館の可能性がありま
す。

0 その他

H26.10.10 海洋博公園・沖縄美ら海水族館10/11（土）朝から臨時休園・休館 0 その他

H26.10.11
海洋博公園・沖縄美ら海水族館10/12（日）引き続き朝から臨時休園・休館の可能性が
あります。

0 その他

H26.10.12 海洋博公園・沖縄美ら海水族館10/12（日）引き続き　臨時休園・休館 0 その他

H26.10.12 海洋博公園・沖縄美ら海水族館10/13（月）は通常通り開園・開館 0 その他

H26.10.15
定員5,000人!!早めのお申込を!「第36回海洋博公園全国トリムマラソン大会」＜10/20
（月）から参加者募集!＞

0 イベント

H26.10.16 美ら島・美ら海こども工作室「木の実でアクセサリー作り」開催! 0 イベント

H26.10.16 美ら島・美ら海こども工作室「植物の型押し染め」開催! 0 イベント

H26.10.17 新しい発見がいっぱい!美ら海自然教室「魚の体のしくみ」 0 イベント

H26.10.25 植物が布になるまでをご紹介「繊維・染料植物展」開催! 2 イベント

H26.10.27
ゲストランナー決定!「第36回海洋博公園全国トリムマラソン大会」＜ゲストランナーに
谷川真理さんが決定!＞

1 イベント

H26.10.30 がんばれ受験生♪「葉っぱで必勝!合格祈願お守り作り」開催! 0 イベント

H26.10.31 フォトスポットで思い出写真を撮ろうブーゲンビレア展開催! 1 イベント

H26.11.4 ツール・ド・おきなわ201411/9開催に伴う交通規制のお知らせ 0 その他

H26.11.4
日本一の歴史をもつランの祭典　いよいよ準備開始沖縄国際洋蘭博覧会「実行委員
会」開催!

0 その他

H26.11.7 親子で沖縄の伝統に触れ、健康を祈願「鬼餅作り体験」参加者募集! 0 イベント

H26.11.12 冬を彩るイルミネーション♪海洋博公園ウィンターファンタジー 5 イベント

H26.11.13 海洋博公園・沖縄美ら海水族館含む園内全施設休園・休館について 0 その他

H26.11.15 国内では初開花!ゴールデンチェーンツリーが開花し始めました! 3 植物

H26.11.15 ハーブ園にて収穫方法もご紹介!「伝統野菜を使った料理教室」開催! 0 イベント

H26.11.17
今年のテーマは愛・感謝!「バレンタインオーキッド」!「沖縄国際洋蘭博覧会」開催日決
定!

4 その他

H26.11.17 秋晴れのもと、おでかけしよう!オータムフェスティバル2014開催!! 0 イベント

H26.11.17 あなたの一票で決まる!やんばるグルメコンクール開催!! 0 イベント

H26.11.24 第2回海洋博公園「やんばるグルメコンクール」結果発表!! 0 その他

H26.11.25 作って飾ろう♪「バニラで‘香る’クリスマスリース作り」開催! 0 イベント

H26.11.27 美ら島・美ら海こども工作室「こども凧～カーブヤーをつくろう～」開催 0 イベント

H26.11.27
鉢植え方法などが学べて、1鉢お持ち帰りができます!「チューリップの鉢植えボランティ
ア」募集!

0 イベント

H26.12.3 海洋博公園・沖縄美ら海水族館含む園内全施設休園・休館について 0 その他
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H26.12.12 ランの「ナゼ？ナニ？」を出前授業!稲田小・屋我地小・屋部小ラン教室 2 イベント

H26.12.15 色鮮やかに咲く豪華な花「ハイビスカス展」開催!! 1 イベント

H26.12.19 オキちゃん劇場で新年のお祝いを!イルカショーお正月バージョン開催!! 0 イベント

H26.12.26 家族で楽しむ、海洋博公園のお正月!「新春果報でーびる」開催! 0 イベント

H26.12.26 身近な植物が大変身!「植物素材の日用品展」開催! 0 イベント

H27.1.6 沖縄はサクラの季節!「カンヒザクラに関する講演会」開催! 0 イベント

H27.1.13 国外のランの増殖方法について学ぼう!「ランに関する講演会」開催! 0 イベント

H27.1.15 露地植えでは日本一早い開花♪チューリップフェア開催! 5 イベント

H27.1.16 花で彩る春一番!「第10回美ら海花まつり」開催! 2 イベント

H27.1.18 第36回海洋博公園全国トリムマラソン大会結果報告 4 その他

H27.1.20 ナゾトキアドベンチャーIN熱帯ドリームセンターvol.2「古代遺跡と絶海の魔王」開催! 0 イベント

H27.1.26 サーター車を廻してキビを絞る本格派!「黒糖作り体験」参加者募集 0 イベント

H27.1.27 ～バレンタイン・オーキッド 花と愛をあなたに～『沖縄国際洋蘭博覧会』まもなく開催! 0 イベント

H27.1.29 平成27年2月5日・16日熱帯ドリームセンター(海洋博公園内)休館のお知らせ 0 その他

H27.2.2 ツバキの名作をご堪能ください「ツバキ展」開催! 2 イベント

H27.2.5 ～バレンタイン・オーキッド 花と愛をあなたに～『沖縄国際洋蘭博覧会』いよいよ開催! 0 イベント
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(2）首里城地区

№ 発信日 件名 取材件数 カテゴリ

1 H26.5.1 H26 首里城公園ゴールデンウィーク体験イベント開催 3 催事

H26.6.16 首里城公園　ライトダウンキャンペーン

H26.6.30 首里城公園　ライトダウンキャンペーン

H26.6.16 首里城公園　休館日のお知らせ

H26.6.23 首里城公園　休館日のお知らせ

H26.7.1 首里城公園　休館日のお知らせ

H26.7.7 首里城公園　7/8朝から臨時休園・休館を予定（台風８号） その他

H26.7.7 首里城公園　7/8朝から臨時休園・休館 その他

H26.7.8 首里城公園　7/9開園・開館については明朝発表を予定 その他

H26.7.9 首里城公園　本日7/9　通常どおり開園・開館 その他

H26.7.9 首里城公園　本日7/9　朝から臨時休園・休館 その他

H26.7.9 首里城公園　本日7/9　12：00より開園・開館 その他

5 H26.8.1 首里城公園夏休み体験まつり　漆喰ドラゴン＆龍柱＆シーサー絵付け体験開催！ 0 催事

6 H26.8.11 首里城公園夏休み体験まつり　旗頭の演舞・展示／ミニ旗頭作り体験開催！ 1 催事

7 H26.8.14 首里城公園中秋の宴　実施及び閉館・閉演時間変更のお知らせ 0 その他

8 H26.8.29 9/6・7【首里城公園　中秋の宴】開催！ 2 催事

9 H26.9.6 首里城公園【中秋の宴】初日講演(9/6)中止のお知らせ 0 催事

10 H26.9.12
琉球王朝第18代尚育王　御後絵(おごえ)彩色復元模造展示先行公開プレスツ
アー/記者懇談会　開催のお知らせ

9 催事

H26.10.10 首里城公園は明日10/11(土)朝から臨時休園・休館の可能性があります。(事前のお知らせ) その他

H26.10.10 首里城公園　明日10/11(土)朝から臨時休園・休館 その他

H26.10.11 首里城公園は明日10/12(日)引き続き臨時休園・休館の可能性があります。(事前のお知らせ) その他

H26.10.12 首里城公園　本日10/12(日)　午前中　臨時休園・休館 その他

H26.10.12 首里城公園　本日10/12(日)　引き続き　臨時休園・休館 その他

H26.10.12 首里城公園　明日10/13(月)　通常通り開園・開館 その他

12 H26.10.15 催事

13 H26.10.31 催事

14 H26.10.16
第２回琉球国王普天満御参詣歴史絵巻行列　開催！１０/１９（日）　国王・王妃　出御
のご案内

1 催事

H26.10.27 催事

H26.10.31 催事

H26.10.27 首里城祭開催にともなう交通規制について 催事

16 H26.11.3 首里城祭のラストを飾る　琉球王朝祭り首里「古式行列」 2 催事

17 H26.12.24 復活15周年記念「首里城への美御水（ヌービー）の奉納祭」　12/28（日）開催のご案内 0 催事

H26.12.26 催事

H26.12.31 催事

19 H27.1.19 第３回！　首里城公園プレミアムナイト　～首里城下に広がる悠久の光～ 0 催事

H27.1.20 催事

H27.1.23 催事

H27.1.23 催事

H27.2.6 催事

2 0 その他

3 1 その他

4 0

11 0

琉球王国最大の儀式がここに再現！11/1(土)【冊封使行列・冊封儀式】開催 4

15
ー琉球王国を堪能する４日間ー　首里城祭　開催

6

18 第23回首里城公園「新春の宴」開催 6

20
黄金御殿・寄満・近習詰所、奥書院　開館一周年記念！
首里城公園「百人御物参」開催

4

21 首里城公園　琉球の華みぐい開催 0
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【平成27年度】

(１）海洋博博覧会地区

発信日 件名 取材数 カテゴリ

H27.4.3 熱帯の植物体験イベント「‘バニラ’の香袋作り体験」期間延長！ 0 イベント

H27.4.10 「海洋博公園GWスペシャル」開催！ 0 イベント

H27.1.13 新プログラム「熱帯植物学習・観察ツアー」開催！ 1 イベント

H27.4.16
海洋文化館 GW特別番組！ ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検プラネタリウム～太陽系のひみつ～

0 その他

H27.4.21 「食虫植物展」開催！ 2 イベント

H27.4.21 春の都市緑化推進運動「苗木の無料配布」開催！ 0 イベント

H27.4.28 熱帯の植物体験イベント「ありがとうペンダント作り」開催！ 0 イベント

H27.4.28 「華のバルーンパフォーマンス」開催！(GWイベント 熱帯ドリームセンター) 1 イベント

H27.4.30
沖縄の植物体験イベント
「メッセージカード作りクラフト」「植物観察ツアー」開催

0 イベント

H27.5.11 海洋博公園・美ら海水族館 明日5/12(火)朝から臨時休園・休館を予定 0 台風

H27.5.12 海洋博公園・美ら海水族館 本日5/12(火)午前中臨時休園・休館 0 台風

H27.5.12 海洋博公園・美ら海水族館 本日5/12(火)10：30より 開園・開館 0 台風

H27.5.14 こども工作室「木の実でアクセサリー作り」開催！ 0 イベント

H27.5.18 アニソンが響き渡る夢の2日間！ 「海洋博公園 アニソンの日2015」開催！ 0 イベント

H27.5.20 海洋文化館・熱帯ドリームセンター 沖縄観光インフラカード配布開始 0 その他

H27.5.28 海洋文化館プラネタリウム上演番組変更のお知らせ 0 イベント

H27.5.29 熱帯の植物体験イベント「トロピカルプランツでモビール作り」開催！ 0 イベント

H27.5.29 沖縄の植物体験イベント「木の実でストラップ作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H27.6.1 参加者募集中！「ランの無菌培養技術体験」開催！ 0 イベント

H27.6.1
料理に利用できるハーブを紹介！
「園芸教室(ハーブ等)～キッチンハーブの寄せ植え体験～」開催

0 イベント

H27.6.8 我が家自慢の植物～昆虫をうまく利用する匠な花～「スタンホペア特別展示」 1 イベント

H27.6.10 色鮮やかな沖縄産のの切花・切葉を一堂に展示「沖縄の切花展」開催！ 0 イベント

H27.6.23
沖縄の植物体験イベント「オリジナルマグネット作り」「植物観察ツアー」
開催！

0 イベント

H27.6.26
7/18(土)開催 夏を呼び込む 大輪の花
海洋博公園サマーフェスティバル2015(第37回 海洋博公園花火大会」

0 イベント

H27.6.29 熱帯の植物体験イベント「飛ぶタネの模型作り」開催！ 0 イベント

H27.7.8 熱帯のくだもの大集合♪ 「熱帯果実展」開催！ 0 イベント

H27.7.8 忘れられない夏の思い出を作ろう♪「夏のハス乗り体験会」開催！ 0 イベント

H27.7.9 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 台風9号の接近に伴う対応(予定)について 0 台風

H27.7.9 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 本日7/9(木) 19：00より 閉園・閉館 0 台風

H27.7.10 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 本日7/10(金)の開園・開館について 0 台風

H27.7.10 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 本日7/10(金) 13：00より 開園・開館 1 台風

H27.7.13
ナゾトキアドベンチャー in 熱帯ドリームセンター vol.3
「古代遺跡と黄金の羅針盤」開催！

0 イベント

H27.7.15 遊んで・学んで・自由研究にもお役立ち！「海洋博公園夏休みスペシャル」 0 イベント

H27.7.21 絶滅危惧植物、約140種を実物展示！「沖縄の貴重な植物展」開催！ 1 イベント

H27.7.21
夏休みの自由研究にも！
今年のテーマは「昆虫と植物の不思議な関係」「沖縄の貴重な昆虫展」開催！

0 イベント

H27.7.22 親子で楽しむクイズ＆スタンプラリー 植物クイズラリー(植物園で遊ぼう)開催！ 0 イベント

H27.7.22 水上の餌をジャンプでパクッ「アロワナ観察ガイド」開催！ 0 イベント

H27.7.24
7/25(金)･26(土)海洋博公園夏休みイベント「キッズウインドサーフィン体験」
中止について 0 台風

H27.7.24 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 台風12号の接近に伴う対応(予定)について 0 台風

H27.7.25 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 本日/25(土)水族館関連区域のみ開園・開館 0 台風

H27.7.25 海洋博公園 本日7/25(土) 13：30より閉園 0 台風

H27.7.27 沖縄の植物体験イベント「うちわ作りクラフト」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H27.7.27 昆虫好きっ子集まれ！「昆虫探索ツアー」開催！ 0 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H27.7.28
日本一の歴史を持つランの祭典 30回目の準備開始
沖縄国際洋蘭博覧会「実行委員会」開催！

0 イベント

H27.7.31
海洋文化館 プラネタリウム 夏休み特別番組
ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検2～太陽系のひみつ～ご好評につき期間延長

0 その他

H27.8.3 身近な自然と貴重な植物を体感しよう「植物観察会」開催！ 0 イベント

H27.8.3 熱帯の植物体験イベント「植物果樹スタンプで書中見舞い作り」開催！ 0 イベント

H27.8.4 緑化活動及び技術開発をご紹介「亜熱帯緑化事例発表会」参加者募集中！ 0 イベント

H27.8.18 本部町の美しい夕陽と、音楽を愉しむ「夕陽鑑賞会」開催！ 0 イベント

H27.8.28 沖縄の植物体験イベント「ハーブで香袋を作ろう」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H27.8.31
30回記念！ テーマは「アニバーサリー・オーキッド～記念日にはランを～」
「沖縄国際洋蘭博覧会」開催日決定！

0 イベント

H27.9.3 9月の大型連休は海洋博公園へ！「シルバーウィーク2015」開催！ 0 イベント

H27.9.4 熱帯の植物体験イベント「お花でミニコサージュ作り」開催！ 0 イベント

H27.9.7 美ら海を守ろう!!「地球にやさしいエコクラフト」開催！ 0 イベント

H27.9.7 色鮮やかなラン切花の名品を一堂に展示！「沖縄のラン切花展」開催！ 0 イベント

H27.9.7 ラン栽培のスタートは9月がベスト！「園芸教室（ランなど）」開催！ 0 イベント

H27.9.24 秋の都市緑化月間 苗木の無料配布 0 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H27.9.24 熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」開催！ 0 イベント

H27.9.28
沖縄の植物体験イベント
「ハロウィンのリース作りクラフト」「植物観察ツアー」開催！

0 イベント

H27.9.28 沖縄で簡単！キレイに咲く！バンダの世界「ラン類に関する講習会」開催！ 0 イベント

H27.10.6 観葉植物の魅力をご紹介！「カラーリーフガーデンフェア」開催！ 0 イベント

H27.10.8 やんばるの「うまい」が集結！「第3回やんばるぐるめコンクール 開催！ 0 イベント

H27.10.14 美ら島自然教室「アサギマダラの渡りの秘密を探る」開催！ 0 イベント

H27.10.16 第37回海洋博公園全国トリムマラソン大会 10/19(月)から参加者募集！ 0 イベント

H27.10.19 園内を散策しながら野鳥を探してみませんか？「バードウォッチング」開催！ 0 イベント

H27.10.29 「ツール・ドおきなわ2015」開催に伴う交通規制のお知らせ 0 その他

H27.10.26
沖縄の植物体験イベント
「ミニクリスマスツリー作りクラフト」「植物観察ツアー」開催！

0 イベント

H27.10.26 熱帯の植物体験イベント「葉っぱで必勝！合格祈願お守り作り」開催！ 0 イベント

H27.11.3 沖縄の伝統行事を昔ながらの方法で再現！ 「鬼餅作り体験」参加者募集！ 0 イベント

H27.11.4
ハワイで途絶えていた伝統航海術復活の物語！
地球交響曲ナイノア・トンプソン編上映会・龍村 仁監督講演会開催！

0 イベント

H27.11.12 海洋博公園・沖縄美ら海水族館を含む園内全施設 休園・休館について 0 その他

H27.11.16
グランプリを決めるのはあなたです！
第3回海洋博公園やんばるグルメコンクール出品メニュー決定

1 イベント

H27.11.16
甘い香りのするクリスマスリース作ってみませんか？
「バニラで香るクリスマスリース作り」開催！

0 イベント

H27.11.16 みんなで一緒にチューリップを植えてみませんか？「植え付けボランティア」募集！ 0 イベント

H27.11.17 葉っぱを溶かして、標本にしちゃおう！「葉っぱで遊ぼう」葉脈標本作り 開催！ 0 イベント

H27.11.23 グランプリ決定！ 第3回 やんばるグルメコンクール結果発表！ 1 イベント

H27.11.27 沖縄の植物体験イベント「年賀状を作ろう」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H27.11.27
ランの「ナゼ？ナニ？」を出前授業！
安和小学校・緑風学園・瀬喜田小学校 ラン教室

0 イベント

H27.11.30 海洋博公園・沖縄美ら海水族館を含む園内全施設 休園・休館について(再送) 0 その他

H27.12.1 平成28年1月28日(木)･2月8日(月) 熱帯ドリームセンター休館のお知らせ 0 その他

H27.12.2
クリスマスを舞台に描く、ちょっぴり不思議なハートフルストーリー
「こまねこのクリスマス～迷子になったプレゼント～」
海洋文化館プラネタリウムで特別上映決定！

0 イベント

H27.12.16 特別な冬が始まる「ウィンタースペシャル」開催！ 0 イベント

H28.12.21
第37回海洋博公園全国トリムマラソン大会
ゲストランナーが「譜久里 武」さんに決定！

0 イベント

H24.12.22 家庭で楽しむ、海洋博公園のお正月！「新春果報(かふう)で～びる」開催！ 0 イベント

H24.12.29 ウィンタースペシャル開催中「サルのつく植物を使った正月展示」登場！ 3 イベント

H28.1.4
島影と星を頼りに4700km！
「縄文号とパクール号の航海」上映会･関野吉晴講演会

0 イベント

H28.1.4
話題の謎解きイベントに挑戦！ ナゾトキアドベンチャーin熱帯ドリームセンターvol.4
「古代遺跡と魔道士オルヒデアの古文書」 0 イベント

H28.1.15 ツバキの名作を一堂に集結！ ツバキ展 0 イベント

H28.1.15 8万球のチューリップを見に行こう！ チューリップフェア 4 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H28.1.17 トリムマラソン大会結果 2 イベント

H28.1.19 第11回美ら海花まつり 0 イベント

H28.1.20
～アニバーサリー･オーキッド～記念日にはランを～
沖縄国際洋蘭博覧会イベント決定

0 イベント

H28.1.27 サーターグルマを廻してキビを絞る本格派！ 黒糖作り体験 0 イベント

H28.1.27 沖縄国際洋蘭博覧会へご出席の各国大使 沖縄県知事を表敬訪問 0 その他

H28.1.27
～アニバーサリー･オーキッド～記念日にはランを～
「沖縄国際洋蘭博覧会」いよいよ開催

4 イベント

H28.1.29 国内外のランの産業について学ぼう「ランに関する講演会」開催！ 0 イベント

H28.1.29 沖縄国際洋蘭博覧会 入賞作品決定 1 イベント

H28.2.10 沖縄の植物体験イベント「ひな飾り作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H27.2.10 海洋博公園で野鳥観察！「バードウォッチング～春～」開催！ 0 イベント

H27.2.12 熱帯の植物体験イベント「祝！卒業＆入学!!お花でミニコサージュ作り」開催！ 0 イベント

H27.2.12 緑豊かな空間を作ろう!「沖縄の樹木剪定講習会“庭園樹編”」開催！ 0 イベント

H24.2.20
平成28年2月22日(月)から
熱帯・亜熱帯都市緑化植物園 植物管理センター 臨時閉館のお知らせ

2 その他

H24.2.29 沖縄の植物体験イベント「アクセサリー作り「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.3.7 美ら島･美ら海こども工作室「ススキで動物を作ろう」開催！ 0 イベント

H28.3.7 お面を作って沖縄の伝統を学ぼう「春のお面作り体験」開催！ 0 イベント

H28.3.25
沖縄の植物体験イベント
「おしばなのメッセージカード作り」「植物観察ツアー」開催！

0 イベント
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(2）首里城地区

発信日 件名 取材件数 カテゴリ

H27.4.1 廣福門外部補修作業に伴う足場の設置について 0 その他

H27.4.22
感謝をこめて首里城公園 入園者5,000万人！
「首里城公園入園者5,000万人達成記念式」実施

5 催事

H27.4.25 4月25日(土)首里城公園入園者5,000万人達成！ 0 催事

H27.4.30 GWは首里城公園に行こう！首里城公園GW体験イベント開催のご案内 2 催事

H27.5.11 首里城公園 明日5/12(火)朝から臨時休園・休館を予定 0 その他

H27.5.12 首里城公園 明日5/12(火)通常どおり開園・開館 0 その他

H27.5.26 6/20(土)、6/21(日)「万国津梁の鐘つき体験」を開催！ 0 その他

H27.5.27 廣福門外部補修工事の着手について 0 その他

H27.6.2

H27.6.12

H27.6.17

H27.6.18 「日影台(日時計)計測体験」開催！ 1 その他

H27.6.22 首里城公園 ライトダウンのお知らせ 0 その他

H27.7.9 首里城公園 台風9号の接近に伴う対応(予定)について

H27.7.9 本日7/9(木) 17：30より 臨時閉園・閉館

H27.7.10 首里城公園 本日7/10(金)の開園・閉館について

H27.7.13
夏休みの思い出と自由研究は、首里城でつくろう！
【首里城公園夏休み体験イベント】開催

0 催事

H27.7.24 首里城公園 台風12号の接近に伴う対応(予定)について 0 その他

H27.7.25 首里城公園 7月25日(土) 通常開園・開館 0 その他

H27.7.27

H27.7.30

H27.8.24 首里城公園 本日8/24(月)朝から臨時休園・休館 0 その他

H27.8.24 流離上公園 本日8/24(月)終日臨時休園・休館 0 その他

H27.8.27
9/19(土)･9/20(日)「万国津梁の鐘つき体験」開催！
～響け、海洋王国の心意気！時代を超えて～

0 その他

H27.9.8

H27.9.16

H27.9.16
9/19(土)･9/20(日)「万国津梁の鐘つき体験」開催！
～響け、海洋王国の心意気！時代を超えて～

1 催事

H27.9.27
首里城公園【中秋の宴】
二日目の公園(9/27)中止のお知らせ

0 催事

H27.10.14 廣福門外部補修工事の着手について 0 その他

H27.10.25

H27.10.27

H27.11.27 新春を寿ぐ、琉球王国の栄華 首里城公園「新春の宴」開催 0 催事

H27.12.14

H27.12.16

H27.12.25 新春を寿ぐ、琉球王国の栄華 首里城公園「新春の宴」開催 6 催事

H28.1.14 首里城公園 2016/2017 歴史再現イベント日程 0 その他

H28.1.19 琉球王国 神女の世界 首里城公園「百人御物参」開催 0 催事

H28.1.23
首里城公園「百人御物参」
本日1/23(土)1回目(12：00～)の実施中止について

0 催事

H28.1.23
首里城公園「百人御物参」
本日1/23(土)2回目(12：00～)の実施中止について

0 催事

H28.3.24 首里城公園併用エリア拡大 北城郭西地区の供用開始 2 その他

正月祭祀の最重要道具を15年かけ復元！
国王専用の煌びやかな金杯、銀杯などが初お披露目
マスコミ先行発表会開催

6 その他

首里城公園「首里森御嶽」「西のアザナ」「守礼門」が
新たに仲間入り「沖縄観光インフラカード」

6/20(土)、6/21(日)「万国津梁の鐘つき体験」を開催！

～中秋の月下、華麗な宴に酔いしれる～
9/26･9/27【首里城公園 中秋の宴】開催！

3 催事

～琉球王国時代を堪能する4日間～
首里城祭開催

6 催事

0 その他

0 その他

0 その他
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【平成28年度】

(１）海洋博博覧会地区

発信日 件名 取材数 カテゴリ

H28.4.4 ゴールデンウィークは海洋博公園で決まり♪「海洋博公園GWスペシャル」開催 1 イベント

H28.4.6 甘い香りに包まれます♪「‘バニラ’の香袋作り体験」開催！ 0 イベント

H28.4.7 水上の餌をジャンプでパクッ「アロワナジャンプウォッチング」開催 1 イベント

H28.4.7 GWは熱帯ドリームセンターに行こう！「花のバルーンパフォーマンス」開催！ 0 イベント

H28.4.8
海洋博公園40周年目の夏！ 海洋博公園サマーフェスティバル2016
(第38回海洋博公園花火大会)7/16(土)開催決定！

0 イベント

H28.4.8 春の都市緑化推進運動 苗木の無料配布 0 イベント

H28.4.8 海洋博公園で野鳥観察!! 「バードウォッチング」開催！ 0 イベント

H28.4.13 沖縄の希少ラン　イリオモテラン 開花！ 2 植物

H28.4.13 “宝冠”のような美しい花　オオホウカンボク開花！ 1 植物

H28.4.13 翡翠色のシャンデリア　ヒスイカズラ 続々開花中 0 植物

H28.4.15
熱い歌声が響き渡る2日間の無料ライブ
「海洋博公園アニソンの日2016」6月18･19日開催！

0 イベント

H28.4.28 感謝の気持ちを届けよう！熱帯の植物イベント 「ありがとうペンダント作り」開催！ 0 イベント

H28.5.12 ユニークな樹形の「砂漠のバラ」　アデニウム 特別展示！ 0 植物

H28.5.12 沖縄の植物体験イベント「フォトフレーム作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.5.16 園内で見られる虫や小動物を探そう！「昆虫探索ツアー」開催！ 0 イベント

H28.5.16 5/10～5/16は愛鳥週間「野鳥写真パネル展」開催！ 1 イベント

H28.5.18 虫よけハーブの栽培と活用「園芸教室(ハーブ等)開催！ 0 イベント

H28.5.19 黄金の花がシャワーのように咲き誇る　4万輪のオンシジウム開花！ 1 植物

H28.5.19
みなさまに支えられて40周年　海洋博公園Good!フォトコンテスト開催
思い出の写真を大募集！

0 イベント

H28.5.23 小ぶりのスイカが木の幹に?!　フクエノキ結実！ 1 植物

H28.5.31 植物に関する本がいっぱい 「みどりの図書室」を6月1日から利用再会 0 図書室

H28.5.31 熱帯の植物体験イベント  「押し花でネームプレート作り」開催！ 0 イベント

H28.6.6 沖縄の植物体験イベント「木の実のアクセサリー作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.6.13 県内愛好家が育てた「砂漠のバラ」 アデニウム追加展示！ 1 植物

H28.6.13 バラの香りのする花 「ストロファンタス グラタス」開花！ 0 植物

H28.6.13 夏に咲く涼しげなラン フウラン特別展示！ 0 植物

H28.7.2 切れ味は鋭くない、ハサミ状の苞　ウナズキヘリコニア見ごろ！ 0 植物

H28.7.2 食べられる、赤い松ぼっくり!?　トーチジンジャー開花！ 0 植物

H28.7.2 燃えるような赤が魅力　ワイルドポインセチア開花！ 0 植物

H28.7.2 自分だけの絵本を作ろう　親子教室(花のお話と絵本作り教室) 0 イベント

H28.7.4 海洋博公園40周年企画 「みんなでつむぐ、思い出の海洋博展」開催 0 イベント

H28.7.6 沖縄の植物の体験イベント「ミニタペストリー作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.7.6 熱帯の植物体験イベント「トロピカルプランツでモビール作り」開催！ 0 イベント

H28.7.12 水上のエサをジャンプでパクッ「アロワナ観察ガイド」開催 0 イベント

H28.7.12 世界最大級のラン　グラマトフィルム ワリシー開花！ 2 植物

H28.7.12 この夏、キミは水面のハスに乗ることができるか…「ドキドキハス乗りチャレンジ」 1 イベント

H28.7.14 サンサンとした太陽の下で!! バンダ開花中！ 0 植物

H28.7.14 この夏は海洋博で満喫しよう！「海洋博公園夏休みスペシャル」開催！ 0 イベント

H28.7.14 虫を捕らえる植物について楽しく学ぼう「食虫植物展」開催！ 2 イベント

H28.7.20
ナゾトキアドベンチャーin熱帯ドリームセンターvol.5
「古代遺跡と未来からの使者」開催！

0 イベント

H28.7.20 家庭でできる!!「ランの無菌培養技術体験」参加者募集！ 0 イベント

H28.7.20
夏休みの自由研究にも！ 身近な虫から初めてみる虫まで！
「沖縄と世界の昆虫展」開催！

1 イベント

H28.7.29 H28年度「亜熱帯緑化事例発表会」開催！ 0 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H28.7.29 親子で楽しむクイズ＆スタンプラリー「植物クイズラリー(植物園で遊ぼう)」開催！ 0 イベント

H28.8.1
海洋博公園40周年企画
「みんなでつむぐ、思い出の海洋博展」開催！

2 イベント

H28.8.1
日本一の歴史をもつランの祭典31回目の準備開始
沖縄国際洋蘭博覧会「実行委員会」開催！

0 イベント

H28.8.4 美ら島自然教室「沖縄のカブトムシ・クワガタの秘密を探る」開催！ 0 イベント

H28.8.8
世界最大のランが2種類！
グラマトフィルム・スペシオサム　グラマトフィルム・ワリッシー開花！

2 植物

H28.8.9
身近な素材が昆虫に早変わり！
「沖縄と世界の昆虫展わくわく昆虫切り絵教室」開催！

1 イベント

H28.8.9 沖縄の植物の体験イベント　「花うちわ作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.8.9 熱帯の植物体験イベント「飛ぶタネの模型作り」開催！ 0 イベント

H28.8.12 世界と沖縄の熱帯果実を紹介！　「熱帯果実展」開催！ 2 イベント

H28.8.19 本部町の美しい夕陽と、音楽を愉しむ　第2回「夕陽鑑賞会」開催！ 0 イベント

H28.8.24 沖縄の植物体験イベント　「ハーブの香り袋作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.8.31 おきなわ郷土村でヤギの飼育はじめました☆ 0 飼育

H28.9.2 懐かしい海洋博グッズが200点以上!!「みんなでつむぐ思い出の海洋博展」開催中！0 イベント

H28.9.7 栽培の一歩目を踏み出してみましょう「園芸教室(ラン等)」開催 0 イベント

H28.9.7 「沖縄の樹木剪定講習会”庭園樹編”」開催！ 0 イベント

H28.9.7 熱帯の植物体験イベント「お花でミニコサージュ作り」開催！ 0 イベント

H28.9.13 巨大果実のぶら下がる様は必見　ソーセージキノコ結実！ 1 植物

H28.9.14 9/17(土)・18(日)「夕陽鑑賞会」延期のお知らせ 0 台風

H28.9.15 「夕陽鑑賞会」9/24(土)・25(日)開催決定 0 イベント

H28.9.16 エメラルドビーチ9/17(土)午後から遊泳中止 0 台風

H28.9.21
海洋博公園はまもなく入園者9000万人！
「入園者9000万人達成記念セレモニー」を実施します

3 式典

H28.9.23 本部町の美しい夕陽と音楽を愉しむ「夕陽鑑賞会」開催！ 2 イベント

H28.9.24 海洋博公園入園者9000万人達成！ 1 式典

H28.9.29 色鮮やかなラン切花の名作、一堂に展示！「沖縄のラン切花展」開催 0 イベント

H28.9.30 熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」開催！ 0 イベント

H28.10.3 海洋博公園・沖縄美ら海水族館　本日10/3(月)通常どおり開園・開館 0 台風

H28.10.3 海洋博公園　本日10/3(月)12：00から休園 0 台風

H28.10.4 海洋博公園・美ら海水族館本日10/4(火)は通常どおり開園・開館 0 台風

H28.10.6 ～ランと共に暮らす～「ラン類に関する講習会」開催！ 0 イベント

H28.10.6
沖縄の植物の体験イベント
「ハロウィンリース作り」「植物観察ツアー」開催！

0 イベント

H28.10.7
鑑賞価値の高いカラーリーフの魅力をご紹介！
「カラーリーフガーデンフェア」開催！

0 イベント

H28.10.13 1本の花茎に2種類の花?! 今回は花茎が８本も！ディモルフォルキス特別展示 1 植物

H28.10.13
海洋博公園40周年記念(第6回世界のウチナーンチュ大会連携イベント)
海洋文化シンポジウム」開催！

0 イベント

H28.10.14 大38回海洋博公園全国トリムマラソン大会10/17(月)から参加者募集！ 0 イベント

H28.10.31 「ツール・ド・おきなわ2016」開催に伴う交通規制のお知らせ 0 その他

H28.11.2 美ら島自然教室「アサギマダラの渡りの秘密を探る」開催！ 0 イベント

H28.11.4 熱帯の植物体験イベント「ブーゲンビレアでアクセサリー作り」開催！ 0 イベント

H28.11.7 1998年の国内初開花以来7度目。6年ぶりに蕾を確認アフリカバオバブまもなく開花！ 0 イベント

H28.11.7 冬の訪れを知らせる、沖縄の伝統文化「鬼餅作り体験」参加者募集！ 0 イベント

H28.11.8
やんばるグルメが一堂に集結！
海洋博公園やんばるグルメコンクール開催！

0 イベント

H28.11.10 沖縄の植物の体験イベント「ミニクリスマスツリー作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H28.11.14 海洋博公園・沖縄美ら海水族館含む園内全施設休園・休館について 0 イベント

H28.11.16 海洋博公園で野鳥観察をしよう！「バードウォッチング」開催！ 0 イベント

H28.11.21 グランプリ決定！ 海洋博公園やんばるグルメコンクール結果発表！ 0 イベント
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発信日 件名 取材数 カテゴリ

H28.11.25 たくさんの巨大風船で思いっきり遊ぼう！「ふわふわボール遊び」開催！ 0 イベント

H28.12.2
沖縄の植物体験イベント
「押し花、押し葉のカレンダー作り」「植物観察ツアー」開催！

0 イベント

H28.12.5 海洋博公園・美ら海水族館含む園内全施設休園・休館について(再送) 0 その他

H28.12.9 カラフルでながもち！ 「沖縄の新しい花～ちゅらら～」開催！ 1 イベント

H28.12.9 ランの「ナゼ？ナニ？」を出前授業！ 伊江小・西小・ラン教室 1 イベント

H28.12.13 投げる際には鼻をつまめ！悪臭のする砲丸「ホウガンボク」結実！ 0 植物

H28.12.14 熱帯ドリームセンターでクリスマス＆お正月を満喫「ウィンタースペシャル」開催！ 0 イベント

H28.12.14 「鉢植えボランティア」　～チューリップ寄せ植え体験～ 0 イベント

H28.12.16 家族で楽しむ、海洋博公園のお正月！「新春果報で～びる」開催！ 0 イベント

H28.12.19
親子で作ろうオリジナルの生き物たち！
「海の生き物と干支の絵付け体験」開催！

0 イベント

H28.12.21 世界的な希少種　「クロヘラサギ旅ものがたり写真展」 0 イベント

H28.12.21 植物油が採取できる！環境学習「木の実から油を搾ろう」開催！ 0 イベント

H28.12.26 一足早い春をお届け　カンヒザクラ開花中！ 0 植物

H28.12.26 草花を身に着けた鶏がお出迎え　干支モザイカルチャー展示中！ 0 植物

H29.1.5
沖縄の植物体験イベント
「はっぱでお面作り」「植物観察ツアー」開催！

0 イベント

H29.1.6 咲いた♪咲いた♪　一足早いチューリップ展示開始！ 2 植物

H29.1.13 作りたての黒糖を味わおう！　「黒糖作り体験」参加者募集 0 イベント

H29.1.13 沖縄最大の花祭り！40万株の草花で装飾「第12回美ら海花まつり」開催 0 イベント

H29.1.15 大38回「海洋博公園全国トリムマラソン大会」結果報告 1 イベント

H29.1.17 県内最大級のチューリップ畑！　「チューリップフェア」開催！ 0 イベント

H29.1.18 平成29年2月2日(木)・2月13日(月)　熱帯ドリームセンター休館のお知らせ 0 その他

H29.1.19 美ら島・美ら海こども工作室　「作って揚げようランの花の凧」開催！ 0 イベント

H29.1.23 約2万点が展示されるランの祭典　「沖縄国際洋蘭博覧会2017」開催！ 1 イベント

H29.1.24 様々なツバキを一堂に展示「ツバキ展」開催！ 0 イベント

H29.1.27 ランのこともっと詳しくなってみませんか？「ランに関する講演会」開催！ 0 イベント

H29.1.27 沖縄の植物体験イベント「ひな飾り作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H29.1.27 約2万点が展示されるランの祭典「沖縄国際洋蘭博覧会」いよいよ開催！ 0 イベント

H29.1.29 一足早く開花中♪　テッポウユリ展示開始！ 0 植物

H29.1.31 沖縄国際洋蘭博覧会にご出席の各国大使沖縄県知事を表敬訪問 0 その他

H29.2.3 沖縄国際洋蘭博覧会　入賞作品決定 0 イベント

H29.2.9 様々なツバキを一同に展示　「ツバキ展」開催！(再送) 2 イベント

H29.2.10 美ら海自然教室こんな生物見たことある？　沖縄の深海生物 0 イベント

H29.2.19 熱帯の植物体験イベント「祝！卒業＆入学!!お花でミニコサージュ作り」開催！ 0 イベント

H29.3.3 沖縄美ら海水族館・熱帯ドリームセンターコラボ企画　海の花祭り開催！ 0 イベント

H29.3.6
「沖縄の貴重な植物展～春え告げる植物たち～」
＆「日本の生物多様性とその保全展」同時開催！

2 イベント

H29.3.6 春の星空に囲まれて巨大ダンボール迷路に挑戦！「春の星空迷路」開催！ 1 イベント

H29.3.6
春を告げる植物と貴重な自然を観察しよう「植物観察会～海洋博公園の貴重な
植物など～」開催！

0 イベント

H29.3.7 珍しい植物の花が開花中！　オオホウカンボク、サイハイデイゴ、ボーモンティア 1 イベント

H29.3.9 美ら島・美ら海こども工作室　「竹や小枝で昆虫を作ろう」開催！ 0 イベント

H29.3.10 春のやんばるの風物詩「ツツジ特別展示」開催！ 0 イベント

H29.3.10 沖縄の植物体験イベント「木の実アクセサリー作り」「植物観察ツアー」開催！ 0 イベント

H29.3.17 ランの愛好家自慢の作品をお披露目！「デンドロビウム」特別展示 0 植物
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(2）首里城地区

発信日 件名 取材件数 カテゴリ

H28.4.17 GWは首里城公園に行こう！ 首里城公園GW体験イベント開催のご案内 1 催事

H28.5.3 本日5月3日(火)イベント一部中止のお知らせ 0 催事

H28.7.3
企画展「陶工来琉400年記念琉球王国のやきもの」
マスコミ先行発表会 開催

3 マスコミ発表会

H28.7.29 【首里城公園夏休みイベント2016】開催 0 催事

H28.8.1 平成28年度 首里城祭 国王・王妃 募集のお知らせ 0 催事

H28.8.3 【首里城公園夏休み体験イベント2016】開催① 0 催事

H28.8.12 【首里城公園夏休み体験イベント2016】開催② 0 催事

H28.8.29 9/17･18【首里城公園 中秋の宴】開催！ 0 催事

H28.9.8 9/17･18【首里城公園 中秋の宴】開催！② 0 催事

H28.9.12 冊封使行列･冊封儀式実施に伴う御庭の団体写真撮影規制について 0 催事

H28.9.18 中秋の宴 9/18中止のお知らせ 0 催事

H28.9.18 首里城祭 国王・王妃選出大会 会場変更のお知らせ 0 催事

H28.10.3 首里城公園は本日10/3(月)通常どおり開園･開館 0 その他

H28.10.3 首里城公園は本日10/3(月)11:30より臨時休園 0 その他

H28.10.4 首里城公園本日10/4(火)通常どおり開園･開館 0 その他

H28.10.19 首里城正殿正面側(有料区域内) 漆の塗り直し等の作業予定について 0 催事

H28.10.27 首里城祭開催！ 13 催事

H28.10.28 10/29(土)【冊封使行列･冊封儀式】開催！ 4 催事

H28.12.12
首里城公園 琉球楽器をテーマとした企画展を開催！
企画展「琉球楽器の響き～宮廷で奏でた楽器たち～」

2

H28.12.19
h28.12.27

新春を寿ぐ、琉球王国の栄華 首里城公園「新春の宴」開催！ 7

H28.12.22
平成28年「首里城への美御水(ヌービー)の奉納祭」
12/25(日)開催のご案内

2

H29.1.11
H29.1.20

秘められた世界への扉が開く 首里城公園「百人御物参」開催 1

H29.1.11 あたたかな春の息吹をひと足先に 首里城公園「琉球の華みぐい」開催！ 1

H29.2.27
琉球王国の文化を掘り起こす
企画展「首里城出土品展－交流と祈り」マスコミ先行発表会 開催

3/2実施

H29.3.23 首里城公園平成29年度 歴史再現イベント日程 0 催事

H29.3.29
首里城公園 新たなエリアがオープン！
北城郭東地区の供用開始 平成29年3月31日(金)より

3 その他
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(1) 海洋博覧会地区

建物清掃等（いるか関連施設、パークセンター、レストハウスA、立体駐車場、総合休憩所（美ら海プラザ）は、次期管理運営の対象外なので、控除している）

施設名 区分 項目 種類 年間清掃回数 周期 備考

床の日常清掃 供用 一般 182 回 １回／２日

床以外の日常清掃 91 回 １回／４日

便所 363 回 １回／日

便所（屋外） 363 回 １回／日

エレベーター（屋外） 363 回 １回／日

エレベーター（屋内） 91 回 １回／４日

動く歩道（No.1～6） 182 回 １回／２日

専用 貴賓室 12回 １回／月

建物外部日常清掃 供用 一般 363 回 １回／日

床の定期清掃 供用 一般 3 回 １回／４ヶ月

繊維 1 回 1回／年

専用 貴賓室 1 回 １回／年

その他定期清掃 供用 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

フロアーマット 1 回 １回／年

ブラインド 1 回 １回／年

防災地 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 一般 182 回 １回／２日

床以外の日常清掃 便所 363 回 １回／日

エレベーター 182 回 １回／２日

建物外部日常清掃 供用 一般 363 回 １回／日

床の定期清掃 供用 一般 3 回 １回／４ヶ月

繊維 1 回 １回／年

その他定期清掃 供用 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

温室ガラス 2 回 １回／６ヶ月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

ブラインド 1 回 １回／年

フロアーマット 1 回 １回／年

温室ガラス（高所） 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 一般 214 回 １回／日 4月～10月

床以外の日常清掃 便所（救護室） 214 回 １回／日 4月～10月

便所 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 供用 玄関周り 214 回 １回／日 4月～10月

外構（夏期） 107 回 １回／２日 4月～10月

外構（冬期） 21 回 １回／週 11月～3月

床の定期清掃 供用 一般 1 回 １回／年

その他定期清掃 供用 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 便所 363 回 １回／日 頻度高

床以外の日常清掃 121 回 １回／３日 頻度低

建物外部日常清掃 供用 便所 363 回 １回／日 頻度高

121 回 １回／３日 頻度低

その他定期清掃 供用 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

巡回清掃 供用 便所 363 回 １回／日 頻度高

清掃場所、箇所、内容、方法及び頻度等

海洋文化館

熱帯ドリームセンター

ビーチハウス

公衆便所

【頻度高】
ちびっことりで便所

【頻度低】
テニスコート便所、郷土村便
所、さんご北便所、さんご南
便所、花見坂便所、お花畑
便所、夕陽の広場便所、水
族館北便所
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建物清掃等

施設名 区分 項目 種類 年間清掃回数 周期 備考

床の日常清掃 一般 363 回 １回／日

床以外の日常清掃 便所 363 回 １回／日

専用 救護室 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 供用 一般 363 回 １回／日

床の定期清掃 供用 一般 12 回 １回／月

便所 3 回 １回／４ヶ月

その他定期清掃 供用 ガラス 12 回 １回／月

フロアマット 12 回 １回／月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

ブラインド 1 回 １回／年

建物外部の定期清掃 供用 一般 2 回 １回／６ヶ月

巡回清掃 供用 便所 726 回 ２回／日

授乳室 726 回 ２回／日

追加清掃 供用 便所 １回／日

床の日常清掃 供用 一般 363 回 １回／日

床以外の日常清掃 一般 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 一般 91 回 １回／４日

その他定期清掃 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

照明器具 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 便所 363 回 １回／日

床以外の日常清掃 便所 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 一般 91 回 １回／４日

その他定期清掃 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

巡回清掃 便所（頻度高） 726 回 ２回／日

床の日常清掃 供・専 一般 363 回 １回／日

床以外の日常清掃 一般 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 一般 91 回 １回／日

その他定期清掃 ガラス 3 回 １回／４日

照明器具 1 回 １回／４ヶ月

吹出・吸込口 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 エレベーター 363 回 １回／日

エスカレーター 363 回 １回／日

床以外の日常清掃 エレベーター 363 回 １回／日

エスカレーター 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 供用 一般 91 回 １回／４日

床の日常清掃 一般 182 回 １回／２日

床以外の日常清掃 便所 182 回 １回／２日

喫煙所 182 回 １回／２日

建物外部日常清掃 供用 一般 182 回 １回／２日

床の定期清掃 一般 2 回 １回／６ヶ月

繊維 2 回 １回／６ヶ月

喫煙所 2 回 １回／６ヶ月

その他定期清掃 ガラス 3 回 １回／４月

ブラインド 1 回 １回／年

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

床の日常清掃 一般 363 回 １回／日

床以外の日常清掃 便所 363 回 １回／日

エレベーター 363 回 １回／日

建物外部日常清掃 供用 一般 363 回 １回／日

床の定期清掃 供用 一般 12 回 １回／月

エレベーター 3 回 １回／４ヶ月

その他定期清掃 ガラス 12 回 １回／月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

建物外部日常巡回清掃 供用 駐車場 363 回 １回／日

供用

供用

供用

【中央ゲート案内所】
　中央ゲート案内所・警護室

供用総合案内所

【中央ゲート案内所】
　旧中央売店便所
　中央ゲート便所
　東駐車場便所

【中央ゲート案内所】
　東駐車場一般休憩所
　スタッフ休憩所

【中央ゲート案内所】
　EV上屋、横断歩道橋

供用

供用

管理事務所

エメラルドゲート立体駐車場
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建物清掃等

施設名 区分 項目 種類 年間清掃回数 周期 備考

海浜清掃 供用 海浜（夏期） 214 回 １回／日 4月～10月

海浜（冬期） 22 回 １回／週 11月～3月

園路清掃 供用 園路（夏期） 107 回 １回／２日 4月～10月

園路（冬期） 38 回 １回／４日 11月～3月

園内水飲器 定期清掃 供用 水飲器 2 回 １回／６ヶ月

水の階段・プロムナード 定期清掃 供用 池 1 回

床の日常清掃 供用 一般 121 回 １回／３日

床以外の日常清掃 供用 一般 121 回 １回／３日

建物外部日常清掃 供用 一般 121 回 １回／３日

その他定期清掃 供用 一般 2 回 １回／６ヶ月

床の定期清掃 供用 一般 2 回 １回／６ヶ月

床の日常清掃 供用 一般 104 回 ２回／週

床以外の日常清掃 供用 便所 104 回 ２回／週

建物外部日常清掃 供用 一般 52 回 １回／週

その他定期清掃 供用 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

供用 照明器具 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 一般 12 回 １回／月

床以外の日常清掃 供用 一般 12 回 １回／月

建物外部日常清掃 供用 一般 12 回 １回／月

じゃぶじゃぶ池 定期清掃 供用 池 4 回 １回／３月

床の日常清掃 一般 91 回 １回／４日

床以外の日常清掃 便所 121 回 １回／３日

エレベーター 91 回 １回／４日

建物外部日常清掃 供用 外構 52 回 １回／週

床の定期清掃 供用 一般 1 回 １回／年

エレベーター 1 回 １回／年

その他定期清掃 ガラス 12 回 １回／月

照明器具 1 回 １回／年

吹出・吸込口 1 回 １回／年

Ａ・Ｂ・Ｃ便所（公衆便所） 1 床の日常清掃 供用 便所 121 回 １回／３日

2 床以外の日常清掃 供用 便所 121 回 １回／３日

3 建物外部日常清掃 供用 外溝 121 回 １回／３日

4 その他定期清掃 供用 ガラス 3 回 １回／４ヶ月

供用 照明器具 1 回 １回／年

供用 吹出・吸込口 1 回 １回／年

園内喫煙所 供用 喫煙所 726 回 ２回／日
ジンベイモニュメント付近丘、
ハイサイプラザ、東駐車場便
所、中央ゲート

供用 喫煙所 363 回 １回／日 ビーチハウス、海洋文化館

園内喫煙所 供用 喫煙所 182 回 １回／２日 熱帯ドリームセンター(2ヶ所)

喫煙所 121 回 １回／３日 植物園案内所・Ｂ便所

喫煙所 92 回 １回／４日 夕陽の広場

臨時清掃

年間清掃回数 周期

臨時清掃 － 適宜 （H28年度44回）

植栽地等清掃

年間清掃回数 内容等 備考

363 回
５人／日
×３６４日

H26は363日

363 回
１回／日
×３６４日

H26は363日

138 回
１１．５回／月

×１２ヶ月

12 回
１回／月
×１２ヶ月

臨時清掃 1111.0ｈ
行催事後

台風通過後

ブロア清掃等 306.0ｈ
18.25ｈ／月
×12か月

供用

供用

区分

おきなわ郷土村

夕陽の広場
展望レストハウス

エメラルドビーチ

バザール棟

バンコの森（公衆便所込）

区分

ブロア清掃


廃棄物処理

芝生地･園路広場･駐車場清掃

ゴミ回収

塵芥車園外搬出（園内捨場→本部町今帰仁村清掃施設組合）

塵芥車園内回収（園内10ヶ所ゴミBox→園内捨場）

清掃員､塵芥車


植栽地等清掃
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有害生物等対策

施設名 区分 年間作業回数 周期 備考

建物等害虫駆除 シロアリ おきなわ郷土村、バンコの森 12 回 １回／月

ゴキブリ 園内全建物 2 回 ２回／年

汚水マンホール害虫 園内全汚水マンホール 1 回 １回／年

ハチ、ハエ、蚊等 園内すべての発生場所 － 随時

展示物等燻蒸 海洋文化館 2階展示ホール、展示物倉庫 1 回 １回／年

夕陽の広場展望レストハウス 図書室、資料室の書籍 1 回 １回／年

海中有害生物の駆除・防止 エメラルドビーチ ハブクラゲ防止ネット、海中清掃 214 回 ３ｈ／日×２人 4月～10月

陸上有害生物対策 ハブ対策 捕獲器巡回 8 回 １回／月 4月～11月

マングース対策 捕獲器巡回 52 回 １回／週

犬、猫、カラス等対策 捕獲器、保護器設置、巣撤去等 － 適宜

対象施設等
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(2) 首里城地区

建物清掃等

施設名 区分 項目 種類 年間清掃回数 周期 備考

漏刻門､瑞泉門、右掖門、
　　　淑順門

床の定期清掃 
専用 
一般 6 回 １回／２ヶ月

床の日常清掃 供用 便所 365 回 １回／日

床以外の日常清掃 供用 便所 365 回 １回／日

日常巡回清掃 供用 便所 365 回 １回／日

床の定期清掃 供用 便所 12 回 １回／月

その他定期清掃 供用 ガラス 12 回 １回／月

照明器具 1 回 １回／年

床の日常清掃 供用 一般 365 回 １回／日

床以外の日常清掃 供用 一般 365 回 １回／日

日常巡回清掃 供用 一般 365 回 １回／日

床の定期清掃 供・専用 一般 12 回 １回／月

その他定期清掃 供･専用 ガラス 12 回 １回／月

照明器具 1 回 １回／年

供用 高所 12 回 １回／月

供屋 床の日常清掃 供用 磚瓦 365 回 １回／日

龍樋・寒水川樋川 その他定期清掃 専用 池 12 回 １回／月

床の日常清掃 供用 便所 365 回 １回／日

床以外の日常清掃 供用 便所 365 回 １回／日

日常巡回清掃 供用 便所 365 回 １回／日

床の定期清掃 供用 便所 12 回 １回／月

その他定期清掃 供用 ガラス 12 回 １回／月

照明器具 1 回 １回／年

臨時清掃

年間清掃回数 周期 備考

臨時清掃 適宜

シロアリ防除

施設名 区分 年間清掃回数 周期 備考

系図座・用物座芝地周辺 維持管理型ベイトエ法 12 回 １回／月

広福門便所、系図座・用物
座、供屋

薬剤散布 2 回 １回／６ヶ月

1 回 １回／年

3 回 １回／４ヶ月

建物等害虫駆除

施設名 区分 年間清掃回数 周期 備考

建物等害虫駆除 ゴキブリ 園内全建物（櫓を除く） 2 回 ２回／年

汚水マンホール 園内全汚水マンホール 1 回 １回／年

ハチ、ハエ、蚊等 園内すべての発生場所 － 随時

ハブ対策業務

年間清掃回数 周期 備考

91 回 １回／４日 4月～3月

植栽地等清掃
年間清掃回数 内容等 備考

365 回

6h／日×365日
（Ｈ28）

6h/日×366日
（Ｈ27）

5h/日×365日
（Ｈ26）

365 回 1回／日×365日

廃棄物処理 365 回 1回／日×365日
※芝生地・園路広場清掃について、平成27年度は「5ｈ／日」、平成28年度は「6h/日」にて実施。29年度は「6.5h/日」、平成30年度は「8ｈ/日」にて実施予定(H28)

便所
　　　広福門

系図座･用物座

北城郭便所

区分 内容等

感染症対策、龍樋・寒水川特別清掃

種類

地中設置型容器点検

土壌処理(建物外周)

漏刻門､瑞泉門、
右掖門､淑順門

薬剤散布
木部処理(内部床)

土壌処理(建物外周)

塵芥車園外搬出・処理

種類

区分

ハブ対策業務

区分


植栽地等清掃
芝生地･園路広場清掃

ゴミ回収
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（㎏）

1 2 3 4 5 6 7 8

コンクリート
がら類

ガラス陶器
くず類

木くず類
廃プラス
チック類

繊維くず類 金属くず類 混合類 その他

H27 4月11日 20 5 30
6月18日 80
10月2日 2,000 300
〃 200
〃 80
〃 600 ℓ　(廃油)

11月4日 10 5
12月23日 100
1月7日 300

0 0 30 190 0 330 2,000 1,180 （8＝内廃油600ℓ）
H28 6月22日 360

7月5日 50 20 100 100
7月26日 7,060 850 1,500
〃 1,000 500

9月22日 350 消火器
〃 300 廃蛍光管
〃 150 廃電池、バッテリー
〃 5 ℓ　(廃油)

11月25日 5 40 10
12月7日 200 10
〃 50
〃 30
〃 80
〃 44 70 23
〃 40 50 10 10 20 10
〃 20 40
〃 50
〃 75

12月13日 4 20 5 ※4と重複 ※8と重複
〃 50 ※4と重複
〃 1 ※4と重複
〃 5 2
〃 3 20 ※4と重複 ※6と重複
〃 3 ※4と重複
〃 2
〃 2
〃 1
〃 8,000 500 100 1,000
〃 1,000

12月26日 770
〃 160

2月20日 100
15,100 4 100 161 115 3,572 3,123 2,805 （8＝内廃油5ℓ）

産業廃棄物（排出量）

材料の種類

年度 日付 備考

小計（H27)

小計（H28)

※注）海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用を含む。

首里城地区：当該年度で未開園の部分の管理費用を含まない。
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平成25年度　海洋博覧会地区

発生量 7,457.53 ㎥

処理（処分） 0.00 ㎥

エコフレーム 1,924.15 ㎥

マルチング 3,663.36 ㎥

チップ 1,870.02 ㎥

平成26年度　海洋博覧会地区

発生量 9,447.18 ㎥

処理（処分） 0.00 ㎥

エコフレーム 1,789.89 ㎥

マルチング 3,095.04 ㎥

チップ 4,562.25 ㎥

平成27年度　海洋博覧会地区

発生量 10,625.50 ㎥

処理（処分） 0.00 ㎥

エコフレーム 2,181.74 ㎥

マルチング 3,178.64 ㎥

チップ 5,265.12 ㎥

平成28年度　海洋博覧会地区

発生量 9,090.24 ㎥

処理（処分） 0.00 ㎥

エコフレーム 1,936.50 ㎥

マルチング 3,052.80 ㎥

チップ 4,100.94 ㎥

項目 数量

活用

項目 数量

活用

活用

項目 数量

植物性廃棄物の取扱（発生・処理・活用量等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目 数量

活用

※注）海洋博覧会地区：H30年以降管理対象外となる施設（北駐車場や海獣関連施設等）の管理費用を
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【首里城地区】

平成25年度

発生量 草・葉 1,670 ㎥

枝・幹 1,810 ㎥

平成26年度

発生量 草・葉 9,220 ㎥

枝・幹 0 ㎥

平成27年度

発生量 草・葉 13,720 ㎥

枝・幹 0 ㎥

平成28年度

発生量 草・葉 17,200 ㎥

枝・幹 0 ㎥

項目 数量

項目 数量

項目 数量

項目 数量

※注）首里城地区：当該年度で未開園の部分の管理費用を含まない。
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【海洋博覧会地区】

種別 作業回数 施工数量 施工箇所等 摘要（肥料名等）

芝生
（施肥）

肥料・人力 1 回 34,100 ㎡ 施肥必要ヶ所 魚粉

〃
（〃）

〃 1 回 2,694 ㎡ 熱帯ドリーム
高度化成肥料

15：15：15

〃
（病虫害防除）

病虫害防除 1 回 810 ㎡ 病虫害防除必要ヶ所
スプラサイド乳剤

展着剤（マイリノー）
オーソサイド水和剤

〃
（〃）

病害防除、
殺菌剤機械

1 回 2,694 ㎡ 熱帯ドリーム
オーソサイド水和剤

展着剤（アプローチＢ1）

地被類植付
堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 390 ㎡ 地被類植付ヶ所 ＥＭ堆肥

花壇
露地花壇

堆肥・人力
土壌改良剤

4 回 725 ㎡ 露地花壇設置ヶ所 ＥＭ堆肥

〃
植替え

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 528 ㎡ 熱帯ドリーム ＥＭ堆肥

〃
植付プランター

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 525基
植付プランター

設置ヶ所
ＥＭ堆肥

〃（多年草等）
移動式花壇

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 100個 熱帯ドリーム ＥＭ堆肥

〃
露地花壇

肥料・人力 1 回 4,080 ㎡ 露地花壇設置ヶ所

高度化成肥料
15：15：15

ハイポネックス
6.5-6-19

〃
施肥

肥料
人力

1 回 528 ㎡ 熱帯ドリーム
高度化成肥料

15：15：15

〃
施肥、移動式花壇

肥料
人力

1 回 160 ㎡ 熱帯ドリーム
高度化成肥料

15：15：15

〃
病虫害防除

病虫害防除 1 回 1,590 ㎡ 病虫害防除必要ヶ所
スプラサイド乳剤

オーソサイド水和剤
展着剤（アプローチＢ1）

〃（多年草区）
植付

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 320 ㎡ 多年草植付ヶ所 ＥＭ堆肥

〃（多年草区、宿根草
区）植付

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 170 ㎡ 熱帯ドリーム ＥＭ堆肥

花壇（多年草区）
施肥

肥料・人力 1 回 10,690 ㎡ 多年草植付ヶ所
高度化成肥料

15：15：15

〃（バンダ植栽区）
施肥

液肥
機械

1 回 129,690 鉢 熱帯ドリーム プランティック

〃（多年草区）
病虫害防除

害虫駆除、時間外
殺虫剤機械

1 回 520 ㎡ 多年草植付ヶ所
スプラサイド乳剤

オーソサイド水和剤
展着剤（マイリノー）

〃（バンダ植栽区）
病虫害病除

害虫駆除、
殺虫剤機械

1 回 520 ㎡ 熱帯ドリーム
スプラサイド乳剤

展着剤（ベタリンＡ）

花壇（多年草区）
腐葉土混入

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 2,400 ㎡ 花壇設置ヶ所 ＥＭ堆肥

〃
株分け

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 100 ㎡ 花壇設置ヶ所 ＥＭ堆肥

水生植物
施肥（オオオニバス）

置肥
有機質肥料

1 回
96箱

（2 ㎏/箱）
熱帯ドリーム 発酵油粕

水生植物
施肥（熱帯スイレン）

〃
〃

1 回
480箱

（1.4 ㎏/箱）
熱帯ドリーム 発酵油粕

農薬、肥料等リスト（薬品名、使用量、頻度等）
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種別 作業回数 施工数量 施工箇所等 摘要（肥料名等）

水生植物
施肥（熱帯ハス）

〃
〃

1 回
48箱

（1 ㎏/箱）
熱帯ドリーム 発酵油粕

水生植物
施肥（ウオーターポピー）

〃
〃

1 回
264箱

（1 ㎏/箱）
熱帯ドリーム 発酵油粕

花壇
植付イネ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 12 ㎡ おもろ植物園 ＥＭ堆肥

〃
植付イグサ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 4 ㎡ 〃 ＥＭ堆肥

〃
植付シチトウ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 4 ㎡ 〃 ＥＭ堆肥

〃
植付キビ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 5 ㎡ 〃 ＥＭ堆肥

〃
植付アワ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 5 ㎡ 〃 ＥＭ堆肥

〃
植付オオムギ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 15 ㎡ 〃 ＥＭ堆肥

花壇
植付サトウキビ

堆肥・人力
土壌改良剤

1 回 67 ㎡ おもろ植物園 ＥＭ堆肥

高木
施肥

肥料・人力
幹回60㎝未満

1 回 135 本 施肥必要ヶ所 魚粉

高木
施肥

肥料・人力
幹回60㎝以上

1 回 85 本 〃 魚粉

高木
施肥

肥料・人力
ヤシ類

1 回 567 本 〃 魚粉

高木
施肥

肥料・人力
幹回60㎝未満

1 回 70 本 熱帯ドリーム 魚粉

高木
施肥

肥料・人力
幹回60㎝以上

1 回 90 本 〃 魚粉

高木
施肥

肥料・人力
ヤシ類

1 回 310 本 熱帯ドリーム 魚粉

〃（時間外）
病虫害防除

害虫駆除、殺虫剤
幹回60㎝未満

1 回 60 本 害虫駆除必要ヶ所
スプラサイド乳剤

展着剤（マイリノー）

〃
〃

害虫駆除、殺虫剤
幹回60㎝以上

1 回 130 本 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（マイリノー）

高木
〃

害虫駆除、殺虫剤
ヤシ類

1 回 640 本 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（マイリノー）

〃
〃

害虫駆除、殺虫剤
 幹回60㎝未満

1 回 20 本 熱帯ドリーム
スプラサイド乳剤

展着剤（アプローチＢ1）

〃
〃

害虫駆除、殺虫剤
幹回60㎝以上

1 回 20 本 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（アプローチＢ1）

〃
〃

害虫駆除、殺虫剤
ヤシ類

1 回 70 本 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（アプローチＢ1）

高木
移植

堆肥・人力
Ｃ＝15～25

1 回 1 本 高木移植ヶ所
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

高木
移植

堆肥・人力
Ｃ＝25～40

1 回 1 本 高木移植ヶ所
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

〃
堆肥・人力
Ｃ＝40～60

1 回 1 本 〃
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

〃
堆肥・人力
Ｃ＝60～90

1 回 1 本 〃
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

低木
施肥

肥料・人力
低木施肥

1 回 9,180 ㎡ 植込地寄植ヶ所 魚粉

〃（時間外）
病虫害防除

低木病虫害防除 1 回 500 ㎡ 害虫駆除必要ヶ所
スプラサイド乳剤

展着剤（マイリノー）

低木
捕植

堆肥・人力
Ｈ＝0.6未満

1 回 100 本 低木植栽ヶ所
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

〃
〃

堆肥・人力
Ｈ＝0.6～1ｍ未満

1 回 180 本 中木植栽ヶ所
土壌改良剤

ＥＭ堆肥
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種別 作業回数 施工数量 施工箇所等 摘要（肥料名等）

〃
移植

堆肥・人力
Ｈ＝1～2ｍ

1 回 40 本 中木移植ヶ所
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

〃
土壌改良

堆肥・人力 1 回 200 ㎡ 腐葉土混入ヶ所
土壌改良剤

ＥＭ堆肥

果樹・ヤシ類
害虫駆除

殺虫剤、Ｄ液散布
Ｃ＝30、Ｈ＝0.5～2

1 回 5 本 育成温室
スプラサイド乳剤

展着剤（アプローチＢ1）

〃
〃

殺虫剤、Ｅ液散布
Ｃ=30～60、Ｈ=2以上

1 回 5 本 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（アプローチＢ2）

施肥
Ａ地区

Ａ液肥
機械

21 回
(43,000 鉢/回）

×21回
ラン温室

ハイポネックス
6.5-6-19

〃
〃

Ｂ液肥
機械

96 回
(8,000 鉢/回）

×96回
〃 プランティック

施肥
Ａ地区

Ｃ置肥
人力

2 回
（43,000 鉢/回）

×2回
ラン温室 発酵油粕の固形

〃
Ｂ地区

Ｄ液肥
機械

21 回
（25,000 鉢/回）

×21回
〃

ハイポネックス
6.5-6-19

〃
〃

Ｅ液肥
機械

96 回
（3,000 鉢/回）

×96回
〃 プランティック

〃
〃

Ｆ置肥
人力

2 回
（25,000 鉢/回）

×2回
〃 発酵油粕の固形

病虫害防除Ａ
Ａ地区

（ラン温室Ａ）

Ａ液剤散布
殺虫剤 殺菌剤

機械
6 回

（51,000 鉢/回）
×6回

〃
スプラサイド乳剤

オーソサイド水和剤
展着剤（ベタリンＡ）

〃　　　　　　Ｂ
Ｂ地区

（ラン温室Ｂ）

Ｂ液剤散布
殺虫剤 殺菌剤

機械
6 回

（28,000 鉢/回）
×6

〃
スプラサイド乳剤

オーソサイド水和剤
展着剤（ベタリンＡ）

病虫害防除
Ａ地区

Ａ液剤散布
殺菌剤

1 回 10,000 鉢 〃
アリエッティ水和剤
展着剤（ベタリンＡ）

〃
〃

Ｂ液剤散布
殺菌剤

1 回 10,000 鉢 〃
アグリマイシン

展着剤（ベタリンＡ）

病害防除
Ｂ地区

Ａ液剤散布
殺菌剤

1 回 10,000 鉢 〃
アリエッティ水和剤
展着剤（ベタリンＡ）

施肥
肥料

Ｈ＝0.5未満
1 回 4,816 鉢 観葉温室 発酵油粕

〃
肥料

Ｈ＝0.5～1
1 回 3,308 鉢 〃 発酵油粕

〃
肥料

Ｈ＝1ｍ以上
1 回 2,658 鉢 〃 発酵油粕

害虫駆除
Ａ地区

殺虫剤
Ｈ＝0.5ｍ以下

1 回 1,938 鉢 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（ベタリンＡ）

害虫駆除
殺虫剤

Ｈ＝0.5～1
1 回 1,302 鉢 観葉温室

スプラサイド乳剤
展着剤（ベタリンＡ）

〃
殺虫剤

Ｈ＝1～2
1 回 400 鉢 〃

スプラサイド乳剤
展着剤（ベタリンＡ）

〃
殺虫剤

Ｈ＝2ｍ以上
1 回 10 鉢 〃

スプラサイド乳剤
展着剤（ベタリンＡ）

 鉢替
Ａ 混合土

Ｈ＝0.5ｍ未満
1 回 1,300 鉢 〃 培養土

〃
Ｂ 混合土

Ｈ＝0.5～1ｍ
1 回 1,000 鉢 〃 〃

〃
Ｃ 混合土

Ｈ＝1～2ｍ
1 回 300 鉢 〃 〃

〃
Ｄ 混合土
特殊物

60リットルコンテナ
1 回 125 鉢 〃 〃

補植用苗生産
混合土

3寸ビニールポット
1 回 2,000 鉢 〃 〃
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種別 作業回数 施工数量 施工箇所等 摘要（肥料名等）

高木
施肥

肥料・人力
Ｃ＝60㎝未満

1 回 120 本
熱帯ドリーム

展示温室
発酵油粕

〃
〃

〃
Ｃ＝60㎝以上

1 回 52 本
〃
〃

発酵油粕

高木
施肥

肥料・人力
ヤシ類

1 回 100 本
熱帯ドリーム

展示温室
発酵油粕

害虫駆除 殺虫剤 1 回 13,590 ㎡
〃

展示温室5棟
スプラサイド乳剤

 
別紙-510



【首里城地区】

種別 作業回数 施工数量 施工箇所等 摘要（肥料名等）

芝生
（施肥）

肥料・人力 1回 4,456 ㎡ 首里城公園
高度化成肥料

15：15：15

地被地
（施肥）

〃 1回 1,057 ㎡ 〃
高度化成肥料

15：15：15

〃
病虫害防除

害虫駆除、
殺虫剤機械

1回 1,057 ㎡ 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（マイノリー）

高木
施肥

肥料・人力
幹周60㎝未満

1回 144 本 〃 菜種油かす

〃
肥料・人力

幹周60㎝以上
1回 46 本 〃 菜種油かす

高木
害虫駆除

殺虫剤（機械）
幹周60㎝未満

1回 5 本 〃
スプラサイド乳剤

展着剤（マイノリー）

〃
〃

幹周60㎝以上
1回 2 本 〃

スプラサイド乳剤
展着剤（マイノリー）
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収益施設の売り上げ

主な収益施設の売り上げ実績を以下に示す。

【平成25年度】

■海洋博覧会地区

利用者数 売り上げ（円） 客単価

飲食施設 ビーチスナック 21,447 12,303,645 574

中央ゲートスナック 54,507 15,847,038 291

スナックスコール 13,732 7,637,610 556

カフェティーダ 169,664 67,826,714 400

259,350 103,615,007 400

物販施設 ビーチ売店及び３点セット貸出所 15,561 18,677,126 1,200

熱帯ドリームセンター売店 7,298 12,008,686 1,645

ショップやんばるの杜 115,187 172,984,933 1,502

ギャラリー美ら島 2,795 10,638,179 3,806

鯉の餌 4,778 477,800 100

植物の無人売店 ― 34,240 ―

トルコアイス（洋蘭博関係） 5,855 1,463,750 250

151,474 216,284,714 1,428

自動販売機 871,418 110,755,010 127

コインロッカー 中央ゲート 904 169,400 187

エメラルドビーチ 15,961 1,596,100 100

16,865 1,765,500 105

遊覧車 122,252 18,219,400 149

1,421,359 450,639,631 317

■首里城地区

利用者数 売り上げ（円） 客単価

自動販売機 系図座・用物座 45,763 6,541,950 143

※自動販売機の利用者数は販売本数

※客単価は四捨五入処理とする。

施設名

飲食施設合計

物販施設合計

コインロッカー合計

海洋博覧会地区　収益施設売り上げ総計

施設名
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【平成26年度】
■海洋博公園

利用者数 売り上げ（円） 客単価

飲食施設 ビーチスナック 42,771 16,684,333 390

中央ゲートスナック 80,283 26,138,013 326

スナックスコール 22,619 13,303,806 588

カフェティーダ 201,275 93,484,190 464

346,948 149,610,342 431

物販施設 ビーチ売店及び３点セット貸出所 18,895 23,954,111 1,268

熱帯ドリームセンター売店 10,947 13,771,381 1,258

ショップやんばるの杜 123,072 192,721,165 1,566

ギャラリー美ら島 3,180 10,013,843 3,149

鯉の餌 5,564 556,400 100

植物の無人売店 ― 43,900 ―

出店 ― 5,161,261 ―

161,658 246,222,061 1,523

　　遊覧車 129,551 19,142,600 148

自動販売機 890,123 121,831,200 137

    (手数料収入) (38,880,356)

コインロッカー 中央ゲート 1,701 371,300 218

エメラルドビーチ 18,974 1,897,400 100

20,675 2,268,700 110

1,548,955 539,074,903 348

■首里城地区

施設名 利用者数 売り上げ（円） 客単価

自動販売機 43,059 6,026,760 140

    (手数料収入) (1,927,141)

※自動販売機の利用者数は販売本数

※客単価は四捨五入処理とする。

物販施設合計

海洋博覧会地区　収益施設売り上げ総計

施設名

飲食施設合計

コインロッカー合計
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【平成27年度】

■海洋博公園

利用者数 売り上げ（円） 客単価

飲食施設 ビーチスナック 43,596 18,901,333 434

中央ゲートスナック 90,524 29,415,399 325

スナックスコール 22,404 13,815,908 617

カフェティーダ 206,989 99,297,261 480

363,513 161,429,901 444

物販施設 ビーチ売店及び３点セット貸出所 24,080 32,127,895 1,334

熱帯ドリームセンター売店 9,267 11,718,975 1,265

ショップやんばるの杜 109,239 176,647,338 1,617

ギャラリー美ら島 3,295 10,875,083 3,300

鯉の餌 5,992 599,200 100

植物の無人売店 ― 24,708 ―

出店 ― 4,952,452 ―

151,873 236,945,651 1,560

　　遊覧車 129,095 18,842,800 146

自動販売機 946,619 131,387,950 139

    (手数料収入) (41,936,325)

コインロッカー 中央ゲート 2,199 504,100 229

エメラルドビーチ 20,080 2,008,000 100

22,279 2,512,100 113

1,613,379 551,118,402 342

■首里城地区

施設名 利用者数 売り上げ（円） 客単価

自動販売機 57,632 7,796,790 135

    (手数料収入) (2,492,292)

※自動販売機の利用者数は販売本数

※客単価は四捨五入処理とする。

海洋博覧会地区　収益施設売り上げ総計

施設名

飲食施設合計

物販施設合計

コインロッカー合計
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【平成28年度】

■海洋博公園

利用者数 売り上げ（円） 客単価

飲食施設 ビーチスナック 43,975 18,399,089 418

中央ゲートスナック 95,113 31,887,742 335

スナックスコール 17,477 10,745,400 615

カフェティーダ 210,792 102,269,465 485

367,357 163,301,696 445

物販施設 ビーチ売店及び３点セット貸出所 21,550 32,747,724 1,520

熱帯ドリームセンター売店 9,502 13,377,092 1,408

ショップやんばるの杜 111,834 188,788,383 1,688

ギャラリー美ら島 2,518 9,390,770 3,729

鯉の餌 6,206 620,600 100

植物の無人売店 ― 25,390 ―

出店 ― ― ―

151,610 244,949,959 1,616

　　遊覧車 133,624 19,934,000 149

自動販売機 958,251 135,489,420 141

    (手数料収入) (3,762,474)

コインロッカー 中央ゲート 3,468 866,400 250

エメラルドビーチ 20,859 2,085,900 100

24,327 2,952,300 121

自主事業 バーベキューサービス 81 310,800 3,837

出店 ― 3,598,878 ―

出店（催事事業） ― 1,653,620 ―

自主事業売上合計 81 5,563,298 68,683

1,635,250 572,190,673 350

■首里城地区

施設名 利用者数 売り上げ（円） 客単価

自動販売機 86,229 11,770,810 137

    (手数料収入) (46,976,574)

※自動販売機の利用者数は販売本数

※客単価は四捨五入処理とする。

海洋博覧会地区　収益施設売り上げ総計

施設名

飲食施設合計

物販施設合計

コインロッカー合計
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臨時物販施設等一覧 

 

臨時物販施設の実績を以下に示す。 

 

【平成２５年度】 

 

■ 臨時飲食売店開設場所一覧（参考 ： 平成２５年度実績） 

占用物件 開設場所 

サマーフェスティバルに伴う出店 

エメラルドビーチ艇庫前 

エメラルドゲート駐車場公園入口 

美ら海プラザ周辺 

マナティー館横 

旧オキちゃん劇場管理用道路 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 
熱帯ドリームセンター（キャノピーの一部） 

回廊棟 

 

■ 臨時物販売店開設場所一覧（参考 ： 平成２５年度実績） 

占用物件 開設場所 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター（キャノピーの一部） 

 

【平成２６年度】 

 

■ 臨時飲食売店開設場所一覧（参考 ： 平成２６年度実績） 

占用物件 開設場所 

ゴールデンウィークイベントに伴う出店 
美ら海プラザ 

パークセンター 

サマーフェスティバルに伴う出店 

ビーチハウス艇庫前 

ビーチハウス前 

御成婚の森周辺 

美ら海プラザ周辺 

マナティー館横 

ウミガメ館横 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 

 

■ 臨時物販売店開設場所一覧（参考 ： 平成２６年度実績） 

占用物件 開設場所 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 
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【平成２７年度】 

■ 臨時飲食売店開設場所一覧（参考 ： 平成２７年度実績） 

占用物件 開設場所 

ゴールデンウィークイベントに伴う出店 
美ら海プラザ 

パークセンター 

サマーフェスティバルに伴う出店 

ビーチハウス艇庫前 

ビーチハウス前 

御成婚の森周辺 

美ら海プラザ周辺 

マナティー館横 

ウミガメ館横 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 

 

■ 臨時物販売店開設場所一覧（参考 ： 平成２７年度実績） 

占用物件 開設場所 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 

 

 

【平成２８年度】 

 

■ 臨時飲食売店開設場所一覧（参考 ： 平成２８年度実績） 

占用物件 開設場所 

ゴールデンウィークイベントに伴う出店 パークセンター 

サマーフェスティバルに伴う出店 

ビーチハウス艇庫前 

ビーチハウス前 

御成婚の森周辺 

美ら海プラザ周辺 

ウミガメ館横 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 

 

■ 臨時物販売店開設場所一覧（参考 ： 平成２８年度実績） 

占用物件 開設場所 

沖縄国際洋蘭博覧会に伴う出店 熱帯ドリームセンター 
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○○公園運営維持管理業務 平成○○年度業務評定 

【概要】 

公園名 ○○公園 

所在地  

事業者  

履行期間 自；平成○○年○月○日   至；平成○○年○月○○日 

評価対象年度 平成○○年度 

【目標達成状況】 

目標指数 

 

事業者が設定した

目標値 

達成状況 備考 

① 公園利用者数 年間○○万人   

② 満足度 年間○○％   

③ ○○ ○○   

    

    

    

    

    

    

【運営状況】 

評価内容 

 

評価ランク 

 

優   ・   良   ・   可  ・  不可 

 

特記事項 

（特に評価すべき 

事項、改善が望

まれる事項、今後

の課題等を記載） 

 

備  考 
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1 

 

 

（様式１－１） 
 

競争参加資格確認申請書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 沖縄総合事務局開発建設部長  殿 

  

 

                     住       所  
                             商号又は名称  
                                     代 表 者 氏 名                     印  
                               （担   当   者） 
                                所属部署  
                       氏     名  
                                      電話番号  
                                 FAX番号  

                                E-mail 
 

                               （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                           住     所 共同体事務所の所在地 

                         商号又は名称  H30-34国営沖縄記念公園運営維持管  
理業務  
◇◇・○○共同体  

                                  代表者氏名                  印 

                    

 

 
 
 
 
 
  平成30年●月●日付けで入札公告のありました「H27-30国営沖縄記念公園運営維持管理
業務」に係わる競争に参加する資格について、関係書類を添えて申請します。 
 
 なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
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2 

 

（様式１－２） 
○企業の業務実績 

 

担当する分担業務：○○業務 

 

会社名：○○○○(株) 

 

業務名 

 

発注者 

 

受注形態 

 

業務概要 

 

履行期間 

○○○○○○○○○業務   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・単独   
 ・共同企業体 
(・代表者・代表者

以外 ) 
 
 
 
 
 
 
 

公園種別、○○施設（園地管理面
積約○㎡）、展示面積、業務内容
等を記載。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
内容種別 1) 2) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内容種別 1) 2) 

企業の延べ業務年数  ○ヶ月  

１級造園施工管理技士保有者数（植物管理業務のみ記入）  
 
              平成３０年４月１日時点  ○名  

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付す

る。図面等で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添

付する。 

注３:動物の飼育頭数、施設規模・内容がわかる資料を添付する。図面等で動物管理施設存

在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注４:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等の写しを提出する。 

注５:複数の業務を記載する場合は行を追加して記入する。 

注６:記載する業務件数による評価は行わない。 

注７:内容種別欄は実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の１)～２)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注８：実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の注意事項に沿って記載す

る。 

注９：参加する法人の会社概要がわかる公表資料（会社紹介パンフレット、ＨＰ等）を別途提出

する。 
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3 

 

（様式１－３） 
○総括（業務）責任者の業務実績 

 
担当する分担業務： ○○業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ふりがな

氏名    
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○○会社・○○部・○○部長  

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・１級造園施工管理技士  （登録番号：       ）    （取得年月日：  年   月   日） 

 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体 

(・代表者・代
表者以外 ) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

   3) 4) 5) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体 
(・代表者・代
表者以外 ) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 
平成○年○月 

～ 
平成○年○月 

 

 
平成○年
○月 

～ 
平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:動物の飼育頭数、施設規模・内容がわかる資料を添付する。図面等で動物管理施設存在が証明でき

ない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注４:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注５:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注６：企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）を添付する。 

注７:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～５)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注８:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

注９：実施要項３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、

特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可能とする。 
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（様式１－４）守秘性に関する要件 

 

○守秘義務に関し、下記の処置が講じられているか記載する。 

 

イ． 社内規則等（守秘義務に関する規程及びその罰則規が明示されているものに限る）制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ロ．守秘義務に関する研修、講習等の定期的な実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 守秘義務に関する規程及びその罰則規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付することと

し、該当部分に下線を引くこと。 

共同体の場合は、各構成員それぞれの提出様式１－４を作成し、かつ各構成員それぞれの守秘義務

に関する規程及びその罰則を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付することとし、該当部分に下

線を引くこと 
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 （
様

式
１

－
５
－
１
）

業
務

実
施

体
制

 
  

[
実

施
要

項
で

定
め

る
業

務
責

任
者

]
 

実
施

要
項

3
.
3
.
に

定
め

る
業

務
責

任
者

 
 

具
体

的
な

業
務

内
容

 
 

雇
用

形
態

 
資

格
、

能
力

、
実

務
経

験
年

数
等

（
業

務
内

容
に

対
す

る
適

切
性

に
つ

い
て

記
載

）
 

１
週

間
の

予
定

勤
務

時
間

 
 

備
考

 
 

常
勤

 

 

非
常

勤
 

委
託

 

 

 
そ

の
他

（

具
体

的
に

）
 

 
 総

括
責

任
者

 
 

  
○

 
  
 
－

 
  
 

－
 

 

  
 

月
 火

 水
 木

 金
 土

 日
 計

 
代

表
企

業
 

 
 

○
○

会
社

 
 

 
沖

縄
 

太
郎

 
８

 ８
 ８

 ８
 ８

 ０
 ０

 4
0
 

企
画

運
営

管
理

 
 

業
務

責
任

者
 

 
 

 
 

 
 

月
 火

 水
 木

 金
 土

 日
 計

 
○

○
会

社
 

 
 

○
○

 
○

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施
設

・
設

備
維

持
 

管
理

業
務

責
任

者
 

 
 

 
 

 
 

月
 火

 水
 木

 金
 土

 日
 計

 
○

○
会

社
 

 
 

○
○

 
○

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
植

物
管

理
 

 
業

務
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 
月

 火
 水

 木
 金

 土
 日

 計
 

○
○

会
社

 
 

 
○

○
 

○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
動

物
管

理
 

 
業

務
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 
月

 火
 水

 木
 金

 土
 日

 計
 

○
○

会
社

 
 

○
○

 
○

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
益

施
設

等
運

営
 

 
業

務
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 火

 水
 木

 金
 土

 日
 計

 
○

○
会

社
 

 
 

○
○

 
○

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

 
組

織
図

（
業

務
実

施
の

た
め

の
管

理
機

構
）

を
添

付
す

る
（

任
意

様
式

）
。

 
※

 
総

括
責

任
者

お
よ

び
業

務
責

任
者

が
資

格
要

件
の

条
件

を
満

た
さ

な
い

場
合

は
特

定
し

な
い

。
 

 
※

 
備

考
欄

に
は

、
所

属
企

業
名

お
よ

び
配

置
予

定
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

。
共

同
体

の
場

合
は

、
各

構
成

員
の

所
属

企
業

名
お

よ
び

配
置

予
定

者
の

氏
名

を
記

載
す

る
。

 
※

 
実

施
要

項
 

３
．

３
．

に
定

め
る

業
務

を
分

割
し

複
数

の
業

務
責

任
者

を
配

置
で

き
な

い
。

配
置

し
た

場
合

に
は

、
特

定
し

な
い

。
た

だ
し

、
実

施
要

項
に

定
め

る
範

囲
に

お
い

て
兼

務
は

可
能

と
す

る
。

 
※

 
[
実

施
要

項
以

外
で

提
案

す
る

業
務

責
任

者
の

下
に

配
置

し
、

責
任

者
を

補
佐

す
る

者
]
を

配
置

す
る

場
合

に
は

、
別

紙
に

記
入

す
る

こ
と

。
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
 
総

括
責

任
者

及
び

総
括

責
任

者
以

外
の

業
務

責
任

者
は

、
原

則
、

実
施

期
間

中
専

任
（

注
）

と
す

る
。

な
お

、
病

気
・

死
亡

等
の

事
情

に
よ

り
や

む
を

得
ず

総
括

責
任

者
又

は
総

括
責

任
者

以
外

の
業

務
責

任
者

を
変

更
す

る
場

合
は

、
上

記
に

掲
げ

る
基

準
を

満
た

し
、

か
つ

、
当

初
の

者
と

同
等

以
上

の
者

を
配

置
す

る
も

の
と

し
、

予
め

沖
縄

総
合

事
務

局
の

承
諾

を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

（
注

：
専

任
と

は
、

他
の

工
事

及
び

業
務

等
に

係
る

職
務

を
兼

務
せ

ず
、

常
時

継
続

的
に

当
該

業
務

に
係

る
職

務
に

の
み

従
事

し
て

い
る

こ
と

を
い

う
。

た
だ

し
、

契
約

の
締

結
後

、
業

務
開

始
す

る
ま

で
の

期
間

（
準

備
期

間
）

は
専

任
を

要
し

な
い

。
）
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（
別

紙
）

 
 

 
[
実

施
要

項
以

外
で

提
案

す
る

業
務

責
任

者
の

下
に

配
置

し
、

責
任

者
を

補
佐

す
る

者
]
 

 業
務

責
任

者
の

下
に

配
置

し
、

責
任

者
を

補
佐

す
る

者
 

 
具

体
的

な
業

務
内

容
 

 

雇
用

形
態

 
資

格
、

能
力

、
実

務
経

験
年

数
等

（
業

務
内

容
に

対
す

る
適

切
性

に
つ

い
て

記
載

）
 

１
週

間
の

予
定

勤
務

時
間

 
 

備
考

 
 

常
勤

 

 

非
常

勤
 

委
託

 

 

 
そ

の
他

（

具
体

的
に

）
 

△
△

業
務

責
任

者
の

下
 

 
  
○

 
  
 
－

 
  
 

－
 

 

  
 

月
 火

 水
 木

 金
 土

 日
 計

 
○

○
会

社
 

 
 

○
○

 
○

○
 

○
○

係
長

 
８

 ８
 ８

 ８
 ８

 ０
 ０

 4 0
 

□
□

業
務

責
任

者
の

下
 

 
 

 
 

 
 

月
 火

 水
 木

 金
 土

 日
 計

 
○

○
会

社
 

 
 

○
○

 
○

○
 

○
○

リ
ー

ダ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
月

 火
 水

 木
 金

 土
 日

 計
 

○
○

会
社

 
 

 
○

○
 

○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
月

 火
 水

 木
 金

 土
 日

 計
 

○
○

会
社

 
 

 
○

○
 

○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
月

 火
 水

 木
 金

 土
 日

 計
 

○
○

会
社

 
 

 
○

○
 

○
○

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
 
[
実

施
要

項
で

定
め

る
業

務
責

任
者

]
の

下
に

配
置

す
る

の
か

責
任

区
分

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
 

※
 
[
実

施
要

項
で

定
め

る
業

務
責

任
者

]
と

併
せ

た
組

織
図

（
業

務
実

施
の

た
め

の
管

理
機

構
）

を
添

付
す

る
（

任
意

様
式

）
。

 
 

 
※

 
災

害
、

繁
忙

期
等

の
緊

急
時

を
含

み
、

現
地

を
支

援
す

る
本

社
等

の
体

制
（

責
任

体
制

、
現

地
体

制
）

を
記

載
す

る
。

 
※

 
配

置
予

定
人

員
の

枠
が

足
り

な
け

れ
ば

、
追

加
し

て
記

入
す

る
。

 
※

 
備

考
欄

に
は

、
所

属
企

業
名

及
び

配
置

予
定

者
の

氏
名

を
記

載
す

る
。

共
同

体
の

場
合

は
、

各
構

成
員

の
所

属
企

業
名

及
び

配
置

予
定

者
の

氏
名

を
記

載
す

る
。

（
氏

名
が

未
確

定
の

場
合

は
氏

名
に

つ
い

て
、

記
載

し
な

く
て

も
よ

い
）

 
  

  

※
 
業

務
責

任
者

の
下

に
配

置
し

、
業

務
責

任
者

を
補

佐
す

る
者

を
変

更
す

る
場

合
は

、
当

該
業

務
に

精
通

し
た

者
を

配
置

す
る

も
の

と
し

、
予

め
沖

縄
総

合
事

務
局

の
承

諾
を

得
る

も
の

と
す

る
。
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総
括
責
任
者
　
○
○
　
○
○

企
画
運
営
管
理
業
務
責
任
者
　
◇
◇
　
◇
◇

施
設
・
設
備
維
持
管
理
業
務
責
任
者
　
◇
◇
　
◇

◇ 植
物
管
理
業
務
責
任
者
　
◇
◇
　
◇
◇

収
益
施
設
等
運
営
業
務
責
任
者
　
◇
◇
　
◇
◇

○
○
責
任
者
　
◇
◇
　
◇
◇

○
○
責
任
者
　
◇
◇
　
◇
◇

企
画
部
　
◇
◇
　
◇
◇

経
理
部
　
◇
◇
　
◇
◇

○
○
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

○
○
会
社
　
本
社

協
力
会
社

○
○
部
　
◇
◇
　
◇
◇

下
請
会
社

再
委
託

○
○
○

◇
◇
　
◇
◇

◇
◇
　
◇
◇

◇
◇
　
◇
◇

◇
◇
　
◇
◇

◇
◇
　
◇
◇

業
務

実
施

体
制

 
組

織
図

（
業

務
実

施
の

た
め

の
管

理
機

構
）

 
（

作
成

例
）

 
 

動
物

管
理

業
務

責
任

者
 

◇
◇

 
◇

◇
 

施
設

・
設

備
維

持
管

理
業

務
責

任
者

◇
◇

 
◇

◇
 

収
益

施
設

等
運

営
業

務
責

任
者

 
◇

◇
 

◇
◇
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（提出様式１－５－２） 業務実施体制における提案 

 

・ 迅 速 か つ 円 滑 な 意 志 決 定 及 び 臨 機 の 対 応 等 の 体 制 に 関 し 、 緊 急 時 等 に お い て も

混 乱 な く 対 応 で き る 水 準 を 超 え た 優 れ た 提 案 を 記 述 。  

  

 ※ 上 記 に つ い て 、 組 織 面 、 費 用 面 の 対 応 等 を 付 帯 的 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版１枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。  

※白黒片面印刷で提出すること。 
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（提出様式１－５－３） 
○申請した総括責任者以外で同一企業に在籍する総括責任者（代替総括責任者）の業務実績 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふり がな

氏名    
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格 

  ・技術士（建設部門：都市及び地方計画）  

（登録番号：   ）  （取得年月日： 年  月  日） 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体 

(・代表者・代
表者以外 ) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体 
(・代表者・代
表者以外 ) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 
平成○年○月 

～ 
平成○年○月 

 

 
平成○年
○月 

～ 
平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等

で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:動物の飼育頭数、施設規模・内容がわかる資料を添付する。図面等で動物管理施設存在が証

明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注４:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注５:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注６:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～5)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注７:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

注８：企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及

び業務経験証明書（様式１－８）を添付する。 
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（様式１－６）実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版２枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。  

※別紙年間業務計画を添付する。それ以外の添付資料は認めない。  

※白黒片面印刷で提出すること。 
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６
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別紙-533



12 

 

（様式１－７）再委託又は、下請負の予定（協力企業の名称等） 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

注１：再委託又は、下請負（予定含む）がある場合に記入する。 

 

注２：原則として、小規模な業務※を除き、記載された以外の業務を再委託又は下請負する場合には、金

額および必要性等について協議が必要となる。 

※ 小規模な業務とは、基本的に契約金額が100万円未満の業務等 

 

注３：再委託又は、下請負の枠が足りなければ、追加して記入すること。 
 
注４：組織図（業務実施のための管理機構）に記入すること。 
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念書（例） （申請書類提出時に当該法人と雇用関係が無い場合） 
 
 
 
 
 支出負担行為担当官 
 沖縄総合事務局開発建設部長 殿 
 
 
 

念書（例） 
 
 
 
 
  株式会社○○○○と沖縄太郎は、現在雇用関係に無いが、下記の場合において
雇用契約を締結するものとする。 

 
 
 
 
 

記 
 
 
 内閣府沖縄総合事務局で、平成30年●月●日付けで入札公告のあった「H27-30国営沖
縄記念公園運営維持管理業務」と契約締結した場合。 
 
 
 
 
 

平成３０年○月○日 
 
 
 
 
 
 
 
              住所 
              電話番号 
              会社名 株式会社○○○○ 
              代表者 代表取締役社長△△ △△ 印 
 
 
              住所  
 
              氏名   沖縄 太郎 印 
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（様式１－８）業務経験証明書 

 

 
ふりがな

氏名 

 

 

 沖縄 太郎           

（   年  月  日生） 

 

会社名 

 

 

 

 □□□□株式会社 

 

 

 

業務実績 

 

 

    

 ○○業務の○○責任者として従事。 

 

 

 

 

従事期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

年    月    日 

～ 

年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通りであることを証明します。 

                         平成30年○月○日 

 

 

                    住 所 

 

                    電話番号 

                    会社名  □□□□株式会社  

 

                    代表者  役職名  氏名  印 
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（様式１－９－１） 

 
平成  年  月  日 

 

収益施設運営実績書 
 

  

支出負担行為担当官 

沖縄総合事務局 開発建設部長 

○○ ○○  殿 

 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、国営沖縄記念公園収益施設運営実績書を提出します。 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     沖縄県那覇市、国頭郡本部町 

（２）対象施設 飲食施設、物販施設 

 

 

 

 

 

※ 「H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理業務」に入札参加しようとする者は、公園施設と連携し

て収益施設を運営することから、国営公園収益施設管理運営規定書（以下、「規定書」という。）

の事項を確認の上、収益施設運営実績書を提出しなければならない。 

また、「H27-30国営沖縄記念公園運営維持管理業務」の受託者（収益施設運営者）は、収益施設

について都市公園法第５条の申請を行い、許可を受けなければならない。 

 

※ 共同体として参加する者が提出する場合は、H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理業務について、

業務全体の計画立案及びマネジメント業務をする者を申込者とする。 
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（様式１－９－２） 
 

平成  年  月  日 

 

 

 

支出負担行為担当官 

沖縄総合事務局 開発建設部長 

○○ ○○  殿 

 

 

 

 
                 （申込者）法人名 

 

                      代表者              印 

 

 

 

○○施設運営に係わる誓約書 
 

 

私は、応募資格について下記事項に該当することをここに誓約しますとともに、下記事項に反する

ことが発覚した場合、応募者として失格となることに不服を申し立てません。 

 

記 
 

１） 使用料等の支払いの見込みが確実な者。 

直近３ヶ年で赤字を計上していない者とする。 

 

２） 標記施設の経営を３年以上維持して１箇所以上運営した経験を有しており、現在も良好な運営

状況を維持していること。 

 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 申込者は、収益運営者を記載する。 

 ※ 標題については、飲食施設、物販施設のそれぞれの収益施設を記載すること。 

 ※ 財務諸表上、法人として｢赤字｣を計上していないこと。 
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（様式１－９－３） 

 

会社の概要 
 

（１）以下について記入するものとする。 

  ①社名         （               ） 

②業種（主・副）    （       ・       ） 

  ③設立         （         年   月 ） 

  ④資本金        （             円 ） 

  ⑤従業員数       （             人 ） 

  ⑥株式         （   上場  ・  非上場  ） 

  ⑦株主数        （             人 ） 

  ⑧営業範囲       （沖縄県・九州沖縄地方・全国  ） 

  ⑨年商         （             円 ） 

 

（２）下記の最新資料を添付するものとする。 

  ①会社概要書等 

  ②登記簿謄本 

  ③財務諸表（過去3ケ年分） 

 

 

 

 ※ 飲食施設、物販施設のそれぞれを担当する収益運営者について記載すること。 

※ 財務諸表については、決算報告に使用された「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」

「利益の処分又は損失の処理に関する議案」等（過去３ケ年分）を提出するものとする。 

 

 
別紙-539



18 

 

（様式１－９－４） 

 

○○施設運営実績 

 項  目 内        容 

・施設名 

・所在地 

・開設年 

（記入例） 

・○○○○  ○○店 

・○○県○○市○○１－２－３ 

・平成○年○月 

 

 

・業態 

・取扱品目 

・主な客層 

（記入例） 

・フルサービス和食レストラン 

・郷土料理 
・家族連れ、観光客 

 

 

 

 

・構造 

・規模 

（記入例） 

・構  造  RC構造 

・延床面積  401.88㎡ 

・客席面積  300㎡ 

・席  数  100席 

・厨房面積  50㎡ 

・駐 車 場      平面駐車場 普通車20台 

 

 

 

 

 

・売上高 

（記入例） 

・120,000千円／年 

 

 

 

・従業員数 

（記入例） 

・社員３人、補員５人 

 

 

 

 ※ 飲食施設、物販施設の各収益施設の実績をそれぞれ１件記載すること。 

※ Ａ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。また、実績を証明する登記

簿又は契約書等の写しと、概要がわかる写真を２～３枚添付すること。 
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（様式１－１０－１） 

                                       （第１面） 
 
 支出負担行為担当官 
  沖縄総合事務局開発建設部長 
     ○○ ○○  殿 

平成  年  月  日 
住所 
商号又は名称 
氏 名         印 
（法人にあっては、代表者氏名） 
 
法定代理人 
氏 名           印 

   
 

誓 約 書 
 
平成○年○月○日付けで公告のありました「H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理業務」の入札に

参加するにあたり、下記のとおり誓約します。 
 

 
記 
 

 
１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」とい

う。）第１０条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しないこと。 
２．再委託等を行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 
３．法第１０条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 
４．予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 
５．他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当

する関係がないこと。 
１)資本関係 

  以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手

続が存続中の会社である場合は除く。 
① 会社と子会社の関係にある場合 
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

２)人的関係 
  以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生会社又は更生手

続が存続中の会社である場合は除く。 
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

６．国営沖縄記念公園事務所で実施した平成２９年度国営沖縄記念公園運営維持管理方針等策定業

務の受託者でないこと。 
７．国営沖縄記念公園事務所で実施した平成２９年度公園利用実態調査業務の受託者でないこと。 
８．申請書類の内容については事実と相違ないこと。 

 
上記誓約に相違があった場合は、入札参加の取消し、契約解除等の措置又は処分も甘受し、一切の意

義を申し立てないことを併せて誓約します。  
 

以上 
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（様式１－１０－２） 
（第２面） 

公共サービスの内容 H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理業務 

公共サービス実施民間事業者  ○○株式会社 住所又は所在地 ○○県○○市○○町１丁目○番○号  

親会社等（法人）  △△株式会社 

主要株主等（法人）  □□株式会社、△△株式会社 

公共サービス実施民間事業者の「役員」「法定代理人」「主要株主等（個人）」 
及び「相談役、顧問等役員と同等以上の支配力を有する者」 

上記事業との関係 氏
フリ

   名
ガナ

 生年月日 性別 住   所 

例 役員等 公共
ｺｳｷｮｳ

 太郎
ﾀ ﾛ ｳ

 昭和38年7月4日 男 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 

例 主要株主 
（個人）     

例 親会社の役員     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※１ 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して下さい。 

※２ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。 
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（様式１－１０－３） 
（第３面） 

記載が必要な事項一覧表 

 

 

 

記載対象（※１） 

 

記載必要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落

 

 

札

 

 

予

 

 

定

 

 

事

 

 

業

 

 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

個

人

の

場

合 

① 落札予定事業者 

 

 

・氏名、生年月日、性別、住所 

・商号又は屋号 

 

② ①の法定代理人（※２） 

 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 

 

 

 

人 

 

 

 

の 

 

 

 

場 

 

 

 

合  
 

③ 落札予定事業者 
 

・商号又は屋号 
・主たる事業所の所在地 

④ ③の役員 

 
 

・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 
 
 

⑤ ④の法定代理人 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑥ ③の主要株主等（※３） 

（個人） 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑦ ③の主要株主等（法人） 

 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支

配力を有する 
・氏名、生年月日、性別、住所 

⑨ ③の親会社等（※４）（個人） ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑩ ⑨の法定代理人 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 

⑪ ③の親会社等（法人） 
 

・商号又は屋号 

⑫ ⑪の役員 ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑬ ⑫の法定代理人 ・氏名、生年月日、性別、住所 

⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支

配力を有する者 
・氏名、生年月日、性別、住所 

※１ 「記載対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。 

※２ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者の 

法定代理人をいう。 

※３ 「主要株主等」とは、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額の１００ 

分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。 

※４ ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者と施行令第３条第１項各号のいずれかに該当する関係（特 
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氏名カナ（半角） 氏名漢字（漢字） 元号（半角） 年 月 日 性別
ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 公共　太郎 S 38 7 14 M 

定支配関係）を有する者のみをいい、同条第２項に規定する者は含まないものとする。 
※５ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。 

※６ 「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる者をい 

う。 

※７ 「理事」、「監事」とは、財団法人及び社団法人等におけるものである。 

※８ 「取締役」、「執行役」、「業務を執行する社員」、「監査役」とは、会社法の株式会社、持分会社等 

におけるものである。 

※９ 前記※６の「これらに準ずる者」とは、法人格を有する他団体における役員で、理事、取締役、執行役、 

業務を執行する社員、監事、監査役と名称は異なるが、これらに準ずる者をいう。 

※10 電磁的記録媒体の作成要領 
意見聴取に必要な電磁的記録は、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別とし、これらをＣＳＶ 形式

（例えば、エクセル、アクセス等）により、電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）に以下の要領で記録する。 

① 電磁的記録媒体に記載すべき対象者は、第３面により第２面に記載された者とする。 

② 氏名カナは、半角で記録し、姓と名の間を半角で１マス空ける。 

③ 氏名漢字は、全角で記録し、姓と名の間を全角で１マス空ける。なお、常用漢字でない等の理由に

より、漢字が記録不可能な場合は、当該漢字に代えて平仮名を記録する。 

④ 生年月日のうち、年、月及び日については、半角の２桁で記録する。元号については、明治の場合

は「M」、大正の場合は「T」、昭和の場合は「S」、平成の場合は「H」と半角で記録する。 

⑤ 性別については、男性の場合は「M」、女性の場合は「F」と半角で記録する。 

⑥ 氏名カナ、氏名漢字、元号、年、月、日及び性別は、それぞれセル毎で区切る。 

⑦ 記載例（データ上の記載） 

昭和３８年７月１４日生まれの公共太郎（男性）の場合は、 
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[別添] 
申請書類における留意事項について 

 
１．提出部数は１部とし、通しの頁数を次の例ように頁右下に記載するものとする。
（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 
２．提出様式１－２「企業の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
 ②単体および共同体の担当する分担業務については、「本業務全体の計画立案及

びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」
「植物管理業務」、「収益施設等設置運営業務」とし、さらに細かく業務を分
担する場合には「施設・設備維持管理業務のうち、施設管理」などの記載とし、
独自に｢総合運営管理業務（例）｣など独自の名称は作らないこと。 

③本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実績については、必ず「本公園
の運営維持管理全般について目標及び業務計画を策定し、多岐にわたる業務に
ついて総合的な調整を行い、適切な進捗管理を実施」した会社とし、その内容
について契約書で記載されていない場合は、その内容が確認できる業務の仕様
書等も添付すること。 

④共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する企業
を代表企業とすること。 

 
３．提出様式１－３「総括（業務）責任者等の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
②「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、
「施設・設備維持管理業務」、「植物管理業務」、「収益施設等設置運営業
務」の業務責任者においては、業務を分割し複数の業務責任者を配置できない
ものとする。なお、複数 配置した場合には、特定しない。 

  ただし、実施要領に定めた範囲において兼務は可能とする。 
 ③共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する総括

責任者を代表企業の社員（予定を含む）とすること。また、「所属・役職」の
欄に会社名を記載すること。 

     
４．提出様式１－４「守秘性に関する要件」 
 ①守秘義務に関する規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。

また、共同体の場合は、構成員毎に様式１－４の提出及び守秘義務に関する規
定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。該当部分に下線を引
くこと。  

 
５．提出様式１－５－１「業務実施体制」 
 ①共同体の場合は、備考欄に所属企業名および職務、配置予定者の氏名を記載す

ること。 
②組織図（業務実施のための体制図）を添付すること。その際に担当する分担業
務を記載すること。 

③実施要項３．３．表２に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない
ものとする。なお、複数配置した場合には、特定しない。 

 
６．提出様式１－５－２「業務実施体制における提案」 

Ａ４版片面１枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９

ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 

 
７．提出様式１－６「実施方針」 

Ａ４版片面２枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９
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ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 

 
８．提出様式１－１０（２面）等 

入札の開札後、落札者となるべき者（落札予定者）は、開札後速やかに様式１
－１０（２面）及び電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を提出すること。 
なお、記載内容に疑義が生じた場合等必要に応じて、住民票の写し等の確認書

類の提出を求める場合があります。 
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（提出様式２－１） 

 

企画書 

 

 

 業務の名称  H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理業務 

 

 履行期限   平成  年  月  日 

 

 

標記業務について、企画書を提出します。 

 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 沖縄総合事務局開発建設部 

 ○○ ○○  殿 

 

 

              提出者）住     所 

                  電話番号 

                  会  社  名 

                  代  表  者  役職名     氏       名     印 

 

              作成者）担当部署 

                  氏  名 

                電 話 番 号  

                  Ｆ Ａ Ｘ 

                  Ｅ－mail 

 

                           （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                               住 所 ：共同体事務所の所在地 

                                  電話番号：共同体事務所の電話番号 

                                    ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ番号 

                                   会社名 ：H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理 

業務 

                                    △△・○○共同体 

                                   代表者 ：△△㈱ 役職名  氏名 印 

                    

 

 注）紙入札方式による場合は代表者印を押印してください。 
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（提出様式２－２―１） 

１）目標とする公園利用者数の確保に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 公 園 利 用 者 数 【 数 値 目 標 】              （ 単 位 ： 万 人 ）  
年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  ５ 年 目  

年 間 利 用 者 数  

(海 洋 博 覧 会 地 区 ) 
   

    

四 半 期 毎 利 用 者 数  
(海 洋 博 覧 会 地 区 ) 

━  
1  2  3  4    1  2  3  

       

年 間 利 用 者 数  
（ 首 里 城 地 区 ）  

        

四 半 期 毎 利 用 者 数
（ 首 里 城 地 区 ）  

━  
1  2  3  4    1  2  3  

       

  海 洋 文 化 館 利 用 者 （ 有 料 入 館 者 ） 数 【 数 値 目 標 】    （ 単 位 ： 千 人 ）  
年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  ５ 年 目  

年 間 利 用 者 数                   

四 半 期 毎 利 用 者 数  ━  
1  2  3  4    1  2  3  

       

  熱 帯 ド リ ー ム セ ン タ ー 利 用 者 （ 有 料 入 館 者 ） 数 【 数 値 目 標 】 （ 単 位 ： 千 人 ） 
年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  ５ 年 目  

年 間 利 用 者 数                   

四 半 期 毎 利 用 者 数  ━  
1  2  3  4    1  2  3  

       

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 ２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 
※目標とする数値を各年度設定の上、その利用者数確保に向けて、実現性のある企画提案

および期待される効果を具体的に記述する。 
※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 
※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
※ 公 園 利 用 者 数 は 、 １ 年 目 は ２ 月 ～ ３ 月 の 目 標 値 を 記 入 し 、 ２ 年 目 ～ ４ 年 目 は 、

２ 年 目 の 例 示 の よ う に 年 間 と 四 半 期 毎 の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。５ 年 目 は 、第
第 ３ 四 半 期 ま で の 年 間 目 標 値 と 第 ３ 四 半 期 ま で の 四 半 期 毎 の 目 標 値 を 記 入 す
る こ と 。  
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（提出様式２－２―２） 

２）利用満足度の向上に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

公 園 利 用 者 の 満 足 度 （ 「 満 足 」 の 回 答 者 割 合 ） 【 数 値 目 標 】  

（ 単 位 ： ％ ）  
年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  ５ 年 目  

年 間  
公 園 利 用 者 の
満 足 度 (海 洋 博

覧 会 地 区 )  

  

   

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 の
満 足 度 (海 洋 博
覧 会 地 区 )  

━  

1  2  3  4  
  

1  2  3  

    
   

年 間  
公 園 利 用 者 の

満 足 度  
（ 首 里 城 地 区 ）  

             

   

四 半 期 毎  
公 園 利 用 者 の

満 足 度  

（ 首 里 城 地 区 ）  

━  
1  2  3  4  

  
1  2  3  

       

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 
※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、実現性のある企画提案およ

び期待される効果を具体的に記述する。 
※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 
※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
※ 公 園 利 用 者 の 満 足 度 【 数 値 目 標 】 は 、 １ 年 目 は ２ 月 ～ ３ 月 の 目 標 値 を 記 入 し 、

２ 年 目 ～ ４ 年 目 は 、２ 年 目 の 例 示 の よ う に 年 間 と 四 半 期 毎 の 目 標 値 を 記 入 す る
こ と 。５ 年 目 は 、第 ３ 四 半 期 ま で の 年 間 目 標 値 と 第 ３ 四 半 期 ま で の 四 半 期 毎 の
目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―３） 

４）公園特性を活かした植物管理に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

季 節 を 彩 る 花 の 演 出 、 手 入 れ の 良 さ に 関 す る 公 園 （ 海 洋 博 覧 会 地 区 ） 利 用 者

の  

満 足 度  

【 数 値 目 標 】  

（ 単 位 ： ％ ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  ５ 年 目  

年 間  

満 足 度  
 

          

  

   

四 半 期 毎  

満 足 度  
━  

１  ２  ３  ４    １  ２  ３  

       

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、季節を彩る花の演出、手入れの良さに関する満足度数の向

上に向けて、本公園内の自然資源等を活用した魅力ある植生、生態系、景観等の演出に

ついて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ 公 園 利 用 者 の 満 足 度 【 数 値 目 標 】 は 、 １ 年 目 は ２ 月 ～ ３ 月 の 目 標 値 を 記 入 し 、

２ 年 目 ～ ４ 年 目 は 、２ 年 目 の 例 示 の よ う に 年 間 と 四 半 期 毎 の 目 標 値 を 記 入 す る

こ と 。５ 年 目 は 、第 ３ 四 半 期 ま で の 年 間 目 標 値 と 第 ３ 四 半 期 ま で の 四 半 期 毎 の

目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―４） 

５）公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：  

・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目： 

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果： 

 

４．企画提案項目：  

  

・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目： 

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果： 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１.に、都市緑化植物園の機能を発揮させるための維持管理方法について、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２.～３．に、海洋文化館の機能を発揮させるための維持管理方法について、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４.～５．に、熱帯ドリームセンターの機能を発揮させるための維持管理方

法について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―５） 

６）多様なプログラムの提供に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針   ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

行事等の種類・開催数、参加人数【 数 値 目 標 】    

行催事名 

1年 目  2年 目  3年 目  4年 目  5年 目  

開 催 数  
(回 )  

参 加 人 数  
（ 人 ）  

    

行 催 事  
海 洋 博        
首 里        

 
 
 

 

「 自 然 ・ 環 境 」 を テ
ー マ と し た 参 加 ・ 体
験 型 プ ロ グ ラ ム  

海 洋 博   -  -     

首 里   -  -     

「 歴 史 ・ 文 化 （ 沖 縄
の 歴 史 ・ 文 化 及 び 海
洋 文 化 ） 」 を テ ー マ
と し た 参 加 ・ 体 験 型
プ ロ グ ラ ム  

海 洋 博   -  -     

首 里   -  -    
 

 
 

 １．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：   

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１.に、国営沖縄記念公園全体について、目標達成に向けて実現性のある企

画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２．～３．に、海洋博覧会地区における「年間行催事の 開 催 種 類 、回数、

参加人数」「沖縄固有の自然環境や歴史文化にかかわる行催事の 開 催 種 類 」について、

達成に向けて実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４.～５．に、首里城地区における「年間行催事の 開 催 種 類 、回数、参加

人数」「沖縄固有の自然環境や歴史文化にかかわる行催事の 開 催 種 類 」について、達成

に向けて実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※数値目標は、海洋博覧会地区と首里城地区とに分けて記述すること。 

※「行催事の開催種類」と「沖縄固有の自然環境や歴史文化にかかわる行催事の開催種類」、

は重複する。 

※ 自 主 事 業 の 自 主 イ ベ ン ト の 企 画 提 案 に つ い て は ｢（ 提出様式２－２―１１）自主事

業の提案｣に記述するものとし、本様式では委託費で行う行催事（材料代等実費を公園利

用者から徴収すること等ができるものを含む）のみを記載すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ 行 事 時 の 開 催 数 、参 加 人 数【 数 値 目 標 】は 、１ 年 目 は ２ 月 ～ ３ 月 の 目 標 値 を 記

入 し 、２ 年 目 ～ ４ 年 目 は 年 間 の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。５ 年 目 は 、第 ３ 四 半 期

ま で の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―６） 

７）情報受発信の充実に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

ホームページアクセス件数【 数 値 目 標 】  （ 単 位 ： 件 ）    

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  ４ 年 目  ５ 年 目  

年 間  

ホームページアクセス件数  

海 洋 博  ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

首 里  ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※ホームページアクセス件数の目標を設定の上、それらの実施、達成に向けて、実現性の

ある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※数値目標は、海洋博覧会地区と首里城地区とに分けて記述すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

※ ホ ー ム ペ ー ジ ア ク セ ス 件 数【 数 値 目 標 】は 、１ 年 目 は ２ 月 ～ ３ 月 の 目 標 値 を 記

入 し 、２ 年 目 ～ ４ 年 目 は 年 間 の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。５ 年 目 は 、第 ３ 四 半 期

ま で の 目 標 値 を 記 入 す る こ と 。  
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（提出様式２－２―７） 

８）地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○と連携 

 ・具体的な企画提案：○○○と連携し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○と連携することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目の１.～５．に、周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―８） 

９）利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１.～２．に、利用者の安全・安心を確保する施設管理および運営管理につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３.～４．に、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、ソフト

面でのユニバーサルデザイン対応について、実現性のある企画提案および期待される効

果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５.に、公園スタッフに関する事故を未然に防ぐ取組について、実現性のあ

る企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―９） 

１０）緊急時及び非常時の対応に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○について、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○をすることにより、・・・・の防止が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１.～２．に、緊急事態を想定し、実現性のある企画提案および期待される

効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３.～４．に、トラブル時や災害時、緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡

大させないための体制、対策について、実現性のある企画提案および期待される効果を

具体的に記述する。 

※企画提案項目５.に、繁忙期において、混乱回避のための体制構築を含めた対応策につい

て、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１０） 

１１）自主事業に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※公園の目的・魅力の向上の観点について、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※自 主 事 業 ： 事 業 者 の 独 立 採 算 に よ り 行 う 事 業 を い う 。  

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１１） 

１２）収益施設の運営に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が見込まれます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目の１.～２．に、飲食施設における利用者サービスの向上に向けた運営につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目の３.～４．に、物販施設における利用者サービスの向上に向けた運営につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目の５.に、園内遊覧車における利用者サービスの向上に向けた運営につい

て、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１２） 

１３）各業務の最低水準（現行基準）として示された仕様書に対する、改善提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１． 改善提案項目：○○○工 

・設計数量：○○ｍ２ 

・変更数量：○○ｍ２ 

 ・変更可能な理由：○○○を導入し、・・○○の質が向上（○○を削減）します。 

・期待される効果：○○○を導入することにより、・・・の削減が見込まれます。

   

 

２． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

３． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

４． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

５． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果     

 

※各改善提案項目には通し番号を付けること。 

※改善提案による質の維持向上又は経費の削減（あるいはその両方）に関する提案につい

て、実現性のある改善提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 設 計 数 量 が 変 更 と な る 場 合 に は 、数 量 総 括 表 に 変 更 数 量 を 記 述 し て 提 出 す る こ

と 。  

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２－１３） 

１）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況  

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

 

  ○ １段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

 

  ○ ２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」

の基準を満たしている。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

 

  ○ ３段階目の認定を取得している。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

 

  ○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届

出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

 

 ２．次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

 

  ○ 「くるみん認定」（旧認定基準）を取得している。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

  ○ 「くるみん認定」（新認定基準）を取得している。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

  ○ 「プラチナくるみん（特例）認定」を取得している。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

 

 ３．青少年雇用促進法に基づく認定 

 

  ○ 青少年雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）を取得している。 

                        【 該当 ・ 該当しない 】 

 

注１：１～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

注２：該当に○をつけた場合は、それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知

書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付）の

写し）をすべて添付すること。 

注３：「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」

第２条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各認定に相当して

いるとの確認通知の有無で判断し、該当に○をつけた場合は、内閣府男女共同

参画局長による認定等相当確認通知書の写しをすべて添付すること。  
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 【別添】 

 

企画書の提案に関する注意事項等 

 

 

  １．各企画提案および改善提案について、着眼点が他と比較して優れており、具体性、

実現性があり、当該公園において適切かつ効果的なものであるか等の妥当性について

総合的な観点から評価する。 

 

  ２．各企画提案および改善提案の頁数は、説明図表を含めＡ４版２頁以内とする。 

   上記頁数を超えた場合、加点評価対象は２頁目までに記載されている内容とし、３頁

目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、３頁目以降に記載した内容

（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負

うものとする。 

 

  ３．各企画提案の項目数は最大５項目までとし、記載の順に１から５までの通し番号を

付けること。 

    加点評価対象は番号１から５の企画提案項目までとし、これを超えた企画提案項目

は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない企画提案項目についても加点

評価対象としない。ただし、超過した企画提案項目又は通し番号の記載がない企画提

案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義

務は負うものとする。 

    

  ４．改善提案は、記載の順に１から通し番号を付けること。 

    通し番号の記載がない改善提案項目については加点評価対象としない。ただし、通

し番号の記載がない改善提案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても

特定された場合は、履行義務は負うものとする。 
頁数は、上記２．によるものとする。 

 

  ５．１つの企画提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。 

    複数の着目対象に対する企画提案項目を記載した場合には、当該企画提案項目

を加点評価対象としない場合がある。ただし、当該企画提案項目（履行不可と判断

されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

 

  ６．１つの企画提案項目に対する具体的な企画提案は、業務の特性及び現場条件等を考

慮のうえ、企画提案項目とした着目対象に関して効果を発現させるための実施方法（効

果を高めるために付帯して行うものを含む。）を具体的に記載する。 

    曖昧な表現及び「仕様書に基づき履行」等の簡易な表現はしないこと。 

   
  ７．以下に示すような企画提案項目は、標準案と同程度であり効果が期待できな

いものとし、加点評価しない。 
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        ①仕様書及び関係法令を遵守した標準的な内容 

   

  ８．以下に示すような企画提案項目は、実施を認めないもの（履行不可）とする。 

        ①関係法令に違反するもの 

     ②入園料、使用料等の増減を変更させるもの 

     ③開園日時を変更させるもの（主催イベントなど仕様書で明示してあるものは除

く） 

     ④自主事業は、都市公園法第5条の2第1項及び都市公園法施行規則第3条の3の規

定に従うほか、下記の提案を認めないものとする。 

     ・基本方針に整合しない事業 

     ・海上や坂、城壁等、危険を伴う場所での事業や、生態系への影響が伴う場所

での事業 

     ・史跡・文化財に破損等が生じる事業 

     ・公序良俗に反する事業 

     ・園内景観に適さない事業 

・海洋博覧会地区の展望レストハウス以外の既存施設の改築 

・首里城地区で新たな施設を設置する事業 

   

９．文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等

により判読不可能とならない文字の大きさ９ポイント程度までとし、判読でき

ない場合は、図表等を評価しない場合がある。 

 

10．白黒片面印刷で提出するものとする。 

 

11．企画書の提出部数は１部とし、通しの頁数を以下の例ように頁右下に記載するも

のとする。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

12．企画書に個別法人および個別グループ等が特定できる記載内容（法人名、個人名

など）がある場合は、その記載された頁に該当する実施要項表３に示す｢区分｣は加

点評価対象としない。ただし、当該区分（履行不可と判断されたものを除く。）に

ついても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

   

（例） ▲▲会社     →  当法人  

■■財団     →  当法人 

◇◇共同体    →  当法人 

□□グループ   →  関連グループ 等 

        ※固有の名称は用いないこと。     

                                                      

13．各企画提案および改善提案を作成する上で、同様な内容を記述する場合は、該当箇

所に｢（再掲）｣と記載すること。ただし、加点対象とするが、実施要項表３に示す｢区

分｣によって評価が異なる場合がある。 

 

14.企画提案について、国営沖縄記念公園全体についてのことか、あるいは海洋博覧会

地区や首里城地区のみのことかを明確に記述するものとする。明確でない場合は公

園全体と判断し、特定された場合は、履行義務を負うものとする。なお、数値目標

については、各様式に記載のとおりとする。 
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内閣府 沖縄総合事務局開発建設部 

 

 

 

 

 

 

 

H３０－３４国営沖縄記念公園 

収益施設等運営計画書 

 

提  出  様  式 
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様式３



１

【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－１） 

平成  年  月  日 

収益施設運営計画書 

内閣府 沖縄総合事務局開発建設部長  殿 

（申込者）社 名 

代表者 印 

所在地 

TEL(FAX) 

下記施設について、H30-34 国営沖縄記念公園収益施設運営計画書を提出します。 

記 

(１)所 在     地 沖縄県那覇市、国頭郡本部町

(２)対象施設 飲食施設（5箇所）、物販施設（7箇所）、遊覧車、自動販売機、コインロッカー 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務について、業

務全体の計画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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（様式３－２） 

収益施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 
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（様式３－３） 

 

（２）収益施設の運営に関する提案 

 
基本的な考え方・方針  

  ○○○を基本的な方針として、○○○  
 
１．企画提案項目：○○○の設定 
 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 
・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  

  
 
２．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：。 
・期待される効果：  

 
 
３．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
４．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
５．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※飲食施設、物販施設、遊覧車における利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある企

画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１１と同様な内容とする。 
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（様式３－４－１） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を越える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－１）飲食施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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（様式３－４－２） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－２）物販施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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（様式３－４－３） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

（３－３）遊覧車の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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（様式３－４－４） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

（３－４）自動販売機・コインロッカーの運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－５） 

 

平成  年  月  日 

 

自主事業施設運営計画書 
 

 内閣府 沖縄総合事務局開発建設部長  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、H30-34 国営沖縄記念公園収益施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     沖縄県那覇市、国頭郡本部町 

（２）対象施設  

          

 

 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H30-34 国営沖縄記念公園運営維持管理業務について、業

務全体の計画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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（様式３－６） 

自主事業施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）自主事業施設運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 
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（様式３－７） 

（２）自主事業施設の運営に関する提案

１．企画提案項目：○○○の設定

・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。

・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。

２．企画提案項目：

・具体的な企画提案：

・期待される効果： 

３．企画提案項目：

・具体的な企画提案：

・期待される効果：

４．企画提案項目：

・具体的な企画提案：

・期待される効果：

５．企画提案項目：

・具体的な企画提案：

・期待される効果

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。

※企画提案項目１．～２．自主事業施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。

※施設を設置する提案の場合、提案それぞれの設置場所・施設規模を示した図を添付すること。

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１２と同様な内容とする。 
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（様式３－８） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３）自主事業施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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（様式３－９） 

収入及び支出の見込み 

 

○自主事業の実施における収入及び支出の見込みについて、具体的に記載すること。 

※１ 需要予測及びそれに基づく収入想定について、その概要を明示し、さらに下表の書式を

用いて記載すること。 

※２ 提案する事業実施方針を踏まえた支出想定とすること。 

※３ 収支計画を上回る収益となった場合の収益の活用方策について記載すること。 

※４ 本事業に付随するその他の収益活動を提案する場合には、その内容・金額等について記

載すること。 

 
 

 【収入記載書式】                          単位：千円 
収入項目 金額/10 年※1 根拠等 

収益施設運営収入   

その他収入※2   

合計   
※1 様式３－１０ 収支計画書と整合をとること。 
※2「その他収入」は必要に応じ欄を追加して記載すること。 

 
 【支出記載書式】 単位：千円 

支出項目 金額/10 年※1 根拠等 

設備

投資

費 

建設費   

内装費   

その他   

小計   

人件費   

光熱

水費 

電気   

ガス   

水道   

その他   

  小計   

保険料   

土地・施設使用料   

その他支出※2   

合計   
※1 様式３－１０ 収支計画書と整合をとること。 
※2 「その他支出」は必要に応じ欄を追加して記載すること。 
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 （様式３－１０） 

（１）売上高 金額（単位：千円）

区　分 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

公園施設（自主事業施設） 0

0

合計　（Ａ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）売上原価 金額（単位：千円）

区　分 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

公園施設（自主事業施設） 0

0

合計　（Ｂ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３）売上総利益 金額（単位：千円）

H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４）販売費及び一般管理費その他費用 金額（単位：千円）

区　分 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

人件費 0

自主事業施設・設備管理費 0

維持管理費
（除草・清掃費）

0

通信費 0

修繕費 0

光熱水費 0

イベント催事費 0

広告宣伝費 0

支払保険料 0

固定資産税 0

減価償却費 0

土地・施設使用料 0

その他費用 0

0

支払利息 0

0

原状復旧費 0

0

合計（Ｄ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５）損益 金額（単位：千円）

H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

（Ｃ）－（Ｄ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*該当しない項目がある場合には、削除せず空欄のままとしてください。
*新たな項目が必要な場合は、適宜追加してください。

収　支　計　画　書
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１４ 
 

 

 

      （様式３－１１） 

資金調達・償還計画 

 

○自主事業の実施における資金調達・償還計画について具体的に記載すること。 

※１ 資金調達計画、外部調達計画の概要について、下表の書式を用いて記載すること。 

※２ 劣後ローン等による調達をする場合はそれぞれ明示すること。 

※３ 予備的資金の確保の考え方について明示すること。 

 
【資金調達計画】 

調達総額 (合計) ア＋イ＋ウ 千円 

内訳 出資金(計)   …ア 千円 

 外部調達(計) …イ 千円 

 その他(計) ※1 …ウ 千円 

※1 その他の調達がある場合には、下表に準じて記載すること。 

 
【外部調達計画の概要】 

金融機関等の名称 調達予定金額 条件 
（実行予定時期・ 

返済方法・金利等） 

備考 
（優先ローン・劣後ローンの

別、優先順位など） 

 千円   

 千円   

 千円   

 千円   

外部調達(計)…イ 千円   
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H30-34 国営沖縄記念公園

運営維持管理業務

別添資料

平成３０年４月

内閣府沖縄総合事務局
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沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領

平成２０年１０月１日開発建設部長決定

一部改正平成２３年３月１４日開発建設部長決定

一部改正平成２６年７月 １日開発建設部長決定

（通則）

第１ 沖縄総合事務局開発建設部及び事務所の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に

委託する場合の取扱いについては、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託

契約書又は委託費の取扱いに関する要領等に定めるもののほか、この要領の定めるところ

による。

（委託業務実施要領）

第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「負担行為担当官」とい

う。）は、業務委託をしようとするときは、次に掲げる項目を明らかにした委託業務実施

要領（以下「実施要領」という。）を、委託しようとする者に併せて送付するものとする。

一 名称

二 委託料の限度額

三 業務の目的及び内容

四 業務の実施場所

五 業務の実施期間

六 その他必要な事項（成果物の仕様）

（委託料の算定）

第３ 負担行為担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。

（実施計画書等の提出）

第４ 負担行為担当官は、第２により委託契約協議書及び実施要領の送付を受けこれを受託

しようとする者（以下「受託者」という。）から、次に掲げる承諾書及び実施計画書等を

提出させるものとする。なお、変更しようとするときも同様とする。

一 実施計画書（別記様式第１）

二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２）

三 承諾書

四 実施体制書（別記様式第３）

五 その他負担行為担当官が必要とする書類
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（契約の締結）

第５ 負担行為担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適

当と認めたときは、別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。

２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜条項

を変更することができる。

（再委託）

第６ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任又は請け負わせよ

うとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託（変更等）承諾申請書

（別記様式第４）を委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、変更しようとす

るときも同様とする。

２ 前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階

で再委託が行われるときは、その履行体制に関する書面（別記様式第５）を委託者に提出

しなければならない、なお、変更しようとするときも同様とする。

（報告書等の提出）

第７ 負担行為担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げ

る報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。

一 完了報告書（別記様式第６）

二 精算報告書（別記様式第７）

三 委託費経費内訳報告書（別記様式第８）

四 残存物件報告書（別記様式第９）

２ 負担行為担当官は、受託者が第８第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了

したときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるもの

とする。

一 補正完了報告書（別記様式第６に準ずる様式）

二 精算報告書

三 残存物件報告書

（検査等）

第８ 負担行為担当官は、第７第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又

は沖縄総合事務局開発建設部会計事務取扱細則（昭和５４年８月１日付け開管理第６２０

号。以下「細則」という。）第４３条に基づき補助者に命じて検査を行うものとする。

２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結果

不合格と認めたときは、細則第４５条に定める検査調書に次に掲げる事項を付記して負担

行為担当官に提出するものとする。

一 不合格である旨

二 不合格と認めた理由
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三 その措置についての意見

３ 負担行為担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書を受

理したときは、受託者に対し補正を命ずるものとする。

４ 第１項の規定は、第７第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用する。

５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認め

たときは、検査調書を負担行為担当官に提出するものとする。

（担当職員の任命等）

第９ 負担行為担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担

当職員を任命し、任命後すみやかに受託者に通知するものとする。

一 委託業務の処理状況についての調査

二 委託料の経理状況についての監査

三 その他委託業務についての必要な指示

（概算払）

第１０ 負担行為担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させる

ことができる。

（委託費の精算）

第１１ 負担行為担当官は、受託者から第７の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審

査し、適正と認めたときは、委託費の額を確定し、委託費確定通知書（別記様式第１０）

を受託者に通知するものとする。

（請求書の受理）

第１２ 負担行為担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書（別記様式第１１）を

受理するものとし、受理後は、必要書類を添えて官署支出官に回付するものとする。

附 則

この要領は、平成２０年１１月１日以降に手続を開始する委託契約から適用する。

この要領は、平成２３年 ４月１日から適用する。

この要領は、平成２６年 ７月１日から適用する。
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別記様式第１

（単位：千円）

実施期間 成果物 摘要

（備　　考）

１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ適宜項を加除して使用すること。

３．受託の内容は、調査項目毎に区分すること。

５．変更にあたっては、変更前の部分を上段に（　）書きし、変更後を下段に記載すること。

６．業務委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、摘要欄にその事務の内容及び委託先等必要な事項を記載する
こと。

実　　　施　　　計　　　画　　　書

経　費　積　算　内　訳受託の内容

４．経費積算内訳は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品費、
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。なお、区分等は必要
に応じ適宜加除して計上すること。

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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別記様式第２

（単位：千円）

四半期別

経費区分
摘　　要

四　半　期　別　必　要　経　費　内　訳　書

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

３．変更にあたっては、変更前の部分を上段に（　　）書きし、変更後を下段に記載すること。

２．経費区分は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費の区分により記載するこ
と。なお、区分は必要に応じ適宜加除して記載すること。
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別記様式第３

再委託先の名称

代表者名

　備考

代表者名

　備考

代表者名

　備考

（注）再々委託先の場合はその旨を備考欄に記載すること。

（備考）

　本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。

①相手方の名称および代表者名

②所在地

③再委託を予定する業務内容及び必要性

④契約予定契約

　契約予定金額

　電話番号

　再委託を予定する業務内容

　再委託の必要性

　契約予定金額

　名称

　所在地

　電話番号

　再委託を予定する業務内容

　再委託の必要性

　契約予定金額

　名称

　所在地

　電話番号

　再委託を予定する業務内容

　再委託の必要性

実　施　体　制　書

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　名称

　所在地
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別記様式第４

（分任）支出負担行為担当官

沖縄総合事務局□□□□□

　 ○　○　○　○　　　あて

受託者 住　所

氏　名 印

１．再委託の（変更等）承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること）

２．再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること）

３．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計）

４．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約金額の根拠

・

・ 継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の「写し」を添付）

５．その他特記事項

受託者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

① 受託者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。

②

③ 受託者は、委託者（支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。

（分任）支出負担行為担当官

沖縄総合事務局□□□□□ 印

　       ○　○　○　○

（備考） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ、適宜加除して使用すること。

再委託（変更等）承諾申請書

平 成 年 月 日

平成　　年　　月　　日付けの「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務契約」（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆
円、税込み）に関して、下記の通り申請するので、手続き方お願いします。

受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後に
おいて履行の確認ができるように徹底すること。

記

業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収した結果（この場合、その「写し」を
添付）

平 成 年 月 日

　　平成　　年　 　月　　日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変
更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。
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別紙様式第５

○当該履行体制に関する書面は、「委託契約書第４条」に基づいて作成したものである。

（受託者）

住　　所

氏　　名

（再委託先１） （再々委託先１）

○○○有限会社 ○○○株式会社

××株式会社 住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先２）

○○○株式会社（予定）

住 所

担当業務範囲
若 し く は 内 容

△△に関する□□地区基
礎調査

履　行　体　制　に　関　す　る　書　面

（実施計画書の別紙資料）

平 成 年 月 日

受託者

担当業務範囲
若 し く は 内 容

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

（再委託先３） （再々委託先２）

○○○合資会社 ○○○株式会社

住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先□）

・・・・・ ・・・・・

（ 備 考 ） 本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。

①再委託の相手方の住所

②氏名（若しくは代表者氏名）

③再委託を行う業務の範囲

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容
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別記様式第６

平 成 年 月 日

（分任）支出負担行為担当官

沖縄総合事務局□□□□□

　 ○　○　○　○　　　あて

受託者 住　所

氏　名 印

１． 精 算 報 告 書 通

２． 残 存 物 件 報 告 書 通

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

完　　了　　報　　告　　書

平成　　年　　月　　日付契約（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円）の○○○○が完了したので、成果物
及び下記の書類を添えて報告します。

記

（ 備 考 ）
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別記様式第７

（単位：円）

過不足額

(A)-(B)

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

３．第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

摘　　要

２．経費区分は、別紙様式第１備考４により記載すること。

精　　算　　報　　告　　書

予定経費(A) 支出額(B)経　費　区　分

計
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別
記
様
式
第
８

平
成

○
○

年
度

　
×

×
×

　
委

託
費

経
費

内
訳

報
告

書

受
託
の
名
称

（
単
位
：
円
）

備
品
費

消
耗
品
費

印
刷
製
本
費
通
信
運
搬
費

光
熱
水
料

賃
金

会
議
費

雑
役
務
費

小
計

A
B

A
-
B

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

（
備
考
）

１
．
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
横
と
す
る
。

２
．
年
月
日
は
、
契
約
毎
に
、
そ
の
都
度
、
記
載
す
る
こ
と
。

年
月
日

件
　
　
　
　
　
名

予
定
経
費
額

支
出
額

過
不
足
額

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

0

備
　
　
　
　
　
　
考

直
接
人
件

費
技
術
経
費

謝
金

旅
費

庁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費

再
委
託
費

諸
経
費

そ
の
他

３
．
支
出
費
目
は
、
直
接
人
件
費
、
技
術
経
費
、
謝
金
、
旅
費
、
庁
費
、
再
委
託
費
及
び
諸
経
費
に
区
分
し
、
庁
費
に
あ
っ
て
は
、
備
品
費
、
消
耗
品
費
、
印
刷
製
本

費
、
通
信
運
搬

費
、
光
熱
水
料
、
賃
金
、
会
議
費
及
び
雑
役
務
費
に
細
分
し
て
計
上
す
る
こ
と
。
な
お
、
区
分
等
は
必
要
に
応
じ
適
宜
加
除
し
て
計
上
す
る
こ
と
。
　
ま
た
、
各
区
分
の
上
段
は
予
定
経

費
額
、
中
段
は
支
出
額
、
下
段
は
過
不
足
額
で
あ
る
。

0
0

伝
票
番
号

支
払
い
先
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別記様式第９

取得年月日 物　　件　　名 規　　格 数　　量 単　　価 価　　格 経費区分 摘　　要

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

２．価格は取得価格を記載し、受託中に派生的に取得した物件については、見積額を記載すること。

４．第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

３．経費区分は、別記様式第１備考４の区分により記載し、区分が明らかでないものは、摘要に取得の理
由を記載すること。

残　　存　　物　　件　　報　　告　　書
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別記様式第１０

番　　　　　　　 号

年　　　月　　　日

受　　託　　者　　　　あて

（分任）支出負担行為担当官

沖縄総合事務局□□□□□

　 ○　○　○　○

 　平成　　 年　　月　　日付け○○○第　　号で完了報告のありました○○○○○業務

について、沖縄総合事務局開発建設部委託契約取扱要領第１０の規定により、下記の

とおり委託費の額を確定したので通知します。

１．委託費の確定額 円

２．委託費の概算払額 円

３．差し引き精算額 円

＊差し引き精算額に余剰額が生じた場合は、別途発行する納入告知書

　 により納付すること。

委 託 費 確 定 通 知 書

記
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別記様式第１１

年　　　月　　　日

官署支出官

沖縄総合事務局開発建設部長

　 ○　○　○　○　　あて

受託者 住所

氏名 印

下記のとおり請求します。

請求金額 　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　

１．委託業務の名称 ○○○○○

１．契約年月日 平成　　年　　月　　日

内　　　　　　　　　　　　訳

（１）委託料の限度額 円

（２）概算払受領済額 円

（３）今回請求額 円

概算払請求書（第１四半期）

  振　込　銀　行　名

  預金の種別及び口座番号 　○○預金　　　No

  口　　 　座　 　　名
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別記様式第１１

年　　　月　　　日

官署支出官

沖縄総合事務局開発建設部長

　 ○　○　○　○　　あて

受託者 住所

氏名 印

下記のとおり請求します。

請求金額 　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　

１．委託業務の名称 ○○○○○

１．契約年月日 平成　　年　　月　　日

内　　　　　　　　　　　　訳

（１）委託料の確定額 円

（２）概算払受領済額 円

（３）差し引き請求額 円

精算払請求書

  振　込　銀　行　名

  預金の種別及び口座番号 　○○預金　　　No

  口　　 　座　 　　名
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国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領 

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ９ 日 

沖 縄 総 合 事 務 局 

（目 的） 

第１条 本要領は、国営沖縄記念公園（以下「公園」という。）における行為の禁止等に

関する事項を定め、もって安全で快適な公園利用に資することを目的とする。 

（適 用） 

第２条 公園における行為の禁止等については、都市公園法（以下「法」という。）及び

その他関連法令に定めるほか、この要領によるものとする。 

（定 義） 

第３条 本要領において、「公園内」とは、法の定めるところにより国営沖縄記念公園と

して公告された次の各号に掲げるものをいう。 

一 法第２条の２により、すでに供用が開始されている区域 

二 法第３３条第２項により区域を定め公告した後、既に公園管理者が権原を

取得している区域 

２ この要領において、「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

一 沖縄総合事務局の公園担当職員 

二 独立行政法人都市再生機構（以下「都市再生機構」という。）の公園担当職

員 

三 沖縄総合事務局から公園管理に関する業務を受託した機関（以下「受託機

関」という。）の業務実施に関する機関（以下「センター」という。）の職員 

四 都市再生機構との契約に基づき特定公園施設の管理を行う機関の職員 

五 受託機関との契約によりセンターの指揮監督を受けて、公園の管理を行う

もの 

六 都市再生機構との契約に基づき特定公園施設の管理を行う機関との契約に

より、同機関の指揮監督を受けて、公園の管理を行うもの 

３ この要領において、「職員等の管理行為」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

一 前項第一号、第三号及び第五号に該当する者が公園全域を対象に行う公園

管理 

二 前項第二号、第四号及び第六号に該当する者が、特定公園施設の区域内に

おいて協議事項の範囲内で行う施設管理 

４ この要領において「利用者」とは、勤務中の職員等を除く公園内に入るすべて

の者をいう。 

（禁止する行為） 

第４条 公園内においては、法第１１条及び都市公園法施行令（以下「令」という。）第

１８条に定める行為のほか次の各号に定める行為を禁止する。 

一 動植物を採取する行為 

別添-17

a7095
タイプライターテキスト
別添３

a7095
長方形



二 別に指定する場所以外でガスコンロ、石油コンロ等の火気を使用する行為 

三 他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為 

四 所定の場所以外での喫煙又はゴミを投棄する行為 

五 他の利用者の安全又は公園施設の正常な利用に支障を及ぼすおそれのある

行為 

六 公園の利用に際し、許可なく次に掲げる物件を持ち込み又は使用する行為 

イ 銃及び刀剣類（モデルガン、エアガン、木刀、竹刀、模造刀その他こ

れに類するものを含む） 

ロ 花火、火薬、大量のガス、油脂類、燃料類 

ハ 自転車類（一輪車、ローラースケート、インラインスケート、スケー

トボード、キックボード、ローラーシューズを含む） 

ニ ブーメラン、弓矢、パチンコ、ラジコン飛行機類 

ホ 金属又は木製のバット及び野球の硬式球 

ヘ ゴルフクラブ 

ト その他職員等が安全かつ快適な公園利用に支障を及ぼす又は公園施設

を損傷若しくは汚損する恐れがあると認めたもの 

七 首里城地区の南殿・番所における撮影行為 

 

（ペット類の随伴） 

第５条 公園内において随伴できるペット類は小型犬及び猫類のみとし、随伴者が引き綱

又はカゴ等によりその行動を完全に制御しうる状態である場合にのみ認める。ただ

し、上記の措置を施した場合であっても、下記については認めない。なお、盲導犬、

聴導犬及び介助犬については本条を適用しない。 

一 海洋博覧会地区 

屋内（熱帯ドリームセンター及び植物管理センターを除く）での随伴 

二 首里城地区 

系図座・用物座及び有料区域での随伴 

２ 糞やその他汚物の始末及び他の公園利用者とのトラブルは、随伴者自らの責任

において対応する。 

３ その他公園内におけるペット類の取り扱いについては職員等の指示に従う。 

 

（利用指導） 

第６条 職員等が法令及びこの要領に定める禁止行為を発見したときは、その責務に応じ、

必要の都度入園の制限又は適切な利用指導を行うものとする。 

 

（場所の指定） 

第７条 令第１８条第三号、第四号及び第五号において指定する場所は、国営沖縄記念公

園事務所長（以下、｢事務所長｣という。）が別に定めるものとする。 
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（許可を要する行為） 

第８条 公園内で許可を要する行為は、法第１２条第１項及び令第１９条に定めるものの

ほか次の各号に定める行為とする。 

一 アンケート調査又は動植物等の調査をすること 

二 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事をする

こと 

三 営利を目的として、又は会費等を徴収して写真等の撮影を行うこと 

四 公園内に標識又は横断幕の掲示を行うこと 

五 事務所長が他の利用者の正常な公園利用に支障を及ぼす恐れがあると認め

た行為 

 

（許可基準） 

第９条 法第１２条第１項の規定及び本要領に基づく行為の許可申請に対し、次の各号に

該当するものは許可しないものとする。 

一 営利を目的とした物品の販売又は頒布 

二 公共性に欠け、又は排他的な集会、展示会及び興業 

三 営利のみを目的とした集会、展示会及び興業 

四 公共性に欠ける募金又は署名運動 

五 公園利用又は公園管理に係わりのない調査 

六 他の利用者に不便を生じさせる又は危害を加えるもの 

七 事故の発生または公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如してい

ると考えられる場合 

八 次の一に該当し著しく公園利用の安全性・快適性を損なうもの 

イ 公園施設の損傷又は汚損 

ロ 公園の風致又は美観の侵害 

九 個別の団体や個人のＰＲを目的とするもの 

十 休園日又は開園・開館時間外の利用（ただし、ロケーションの場合で公園の

ＰＲ効果が高いと認められるものを除く） 

十一 前各号に定めるもののほか、事務所長が公園の利用若しくは管理上又は本

公園の設置の目的等から実施することが不適当と認めるもの 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、都市再生機構又は受託機関が公園利用の促進

又は利用者の利便を図る目的で実地する場合は許可の対象とするものとする。 

 

（許可条件） 

第 10 条 法１２条第２項の規定に基づき、公園内の行為について許可をする場合は、次

に掲げる許可条件を付するものとする。 

一 都市公園法及び関係法令等を遵守するとともに、公園管理者の指示に従

うこと 

二 許可を受けた者は、一般公園利用者に危険が生じないよう必要な措置を

講じ、公園利用に支障が生じないよう留意すること 
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三 公園の機能、風致及び美観を損なう恐れのある行為はしないこと 

四 公園管理者は、次に示すような場合、許可の取り消し又は必要な処置を

講ずるよう命ずることがある 

イ 都市公園法又は都市公園法に基づく規定に違反した場合 

ロ この許可条件を守らない場合 

ハ 許可事項以外の行為を行った場合 

ニ 申請内容に虚偽記載又は不正な手段により許可を受けた場合 

ホ 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

ヘ 公園の管理運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合 

ト その他公園管理者が必要と判断した場合 

五 公園施設を損傷、汚損又は滅失した場合は、速やかに公園管理者に報告

し、その指示に従い、修理、若しくは原状回復、又は損傷を賠償すること 

六 事故が発生し、又はその恐れがあると判断される場合は、公園利用者の

安全を図るとともに、速やかに公園管理者に連絡し、その指示に従い、許可

を受けた者の責任において処理すること 

七 許可を受けた事項を変更しようとするときは、軽易なものを除き公園管

理者の許可を受けること 

八 許可の期間が満了したときは、直ちに原状回復すること。だだし原状回

復することが不適当な場合は、公園管理者の指示に従い必要な措置をとるこ

と 

九 本条件を厳守しない場合は、都市公園法により規制することがある 

十 前各号のほか事務所長が必要と認めた場合には、別途条件を付するもの

とする 

 

（適用除外） 

第 11 条 公園内における行為のうち、職員等の管理行為として行うものについては、本

要領第４条及び第８条を適用しない。 

 

（細則） 

第 12 条 本要領に基づき事務所長は、別途、細則を定めるものとする。 

 

附 則 この要領は平成２１年７月２９日から適用する。なお、必要に応じて改定するも

のとする。 
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国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領の細則 

平 成 ２ ６ 年 １ 月 ２ ４ 日 

国営沖縄記念公園事務所 

（火気の使用） 

第１条 国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱要領（以下「要領」とい

う。）第４条第二号に定める場所は以下のとおりとする。 

一 要領に定める職員等の管理のもと行われる行催事等で使用する場所 

 

（場所の指定） 

第２条 要領第７条に定める場所は次の各号とする。 

一 都市公園法施行令（以下「令」という。）第１８条第三号に定める場所 

なし 

二 令第１８条第四号に定める場所 

イ 未開園区域。但し、公園管理者が許可した工事現場等の撮影、取材、見

学会等で立ち入る場合を除く。 

ロ 首里城地区の正殿三階 

三 令第１８条第五号に定める場所 

駐車場及びその進入路 

 

（許可を要しない撮影行為） 

第３条 要領第８条第三号の規定のうち、以下に掲げるものに伴う写真撮影及びロケーシ

ョンについては事前の許可を要しないものとする。 

一 記者発表に基づく取材 

 

（横断幕の掲示） 

第４条 要領第８条第四号の規定について、一般の団体旅行における記念撮影にのみ使用

するもので、他の利用者の正常な公園利用に支障を及ぼさず、かつ不快感を与え

るものでない場合については、事前の許可を要しない。 

 

（許可基準） 

第５条 要領第９条第十一号における公園の利用若しくは管理上又は本公園の設置の目的

等から実施することが不適当と認めるものについて、首里城地区においては別紙１

及び別紙２のとおりとする。 

 

（許可条件） 

第６条 要領第１０条第十号における別途条件について、首里城地区においては別紙１及

び別紙２のとおりとする。 

 

（申請の様式） 

第７条 都市公園法第５条、第６条および第１２条に基づく申請については、別紙３、４

及び５の様式で申請することとする。 

 

附 則 この要領は平成２６年１月２４日から適用する。なお、必要に応じて改定するも

のとする。 
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別紙１（第５条、第６条関係） 

 

首里城地区における行催事に関する事項 

 

１．行催事の基本方針 

国営沖縄記念公園首里城地区（首里城公園）は、平成４年１１月に正殿の復元をは

じめとして一部が開園した。復元整備の意義としては、貴重な県民文化遺産の回復、

歴史的風土探訪の場の形成、伝統技術の継承と発展、新たな県民文化の創出とし、開

園後も城壁や建築物の整備を進めると共に公園としての利用運営を行ってきた。 

平成１２年には、国指定史跡「首里城跡」が「琉球王国のグスク及び関連遺産群」

のひとつとして世界遺産に登録された。このことを機会に、首里城公園は琉球・沖縄

文化を象徴的に発信する拠点的な役割を担うこととなった。このように首里城公園は

海洋博覧会地区と共に、沖縄観光や地域づくりに貢献するなど国営公園として沖縄振

興に寄与していると考える。 

首里城公園における行催事については、琉球王朝時代の歴史的事実に関わる内容を

基本に、儀式の再現や伝統芸能の継承等を実施してきたが、前述した復元整備の意義

を踏まえ、今後さらに魅力ある運営に向けては「国営沖縄記念公園及び世界遺産とし

ての啓発的な利用」という新たな視点を加え、行催事の充実化を目指したいと考えて

いる。 

特に、世界的にも文化財や歴史遺産の市民による利活用が進められる中において、

首里城公園においても「新たな県民文化の創出」をどのように取り組んでいくかが大

きな課題となっている。ただし、首里城において中心的な空間である「御庭」につい

ては、歴史的にみて国際交流の舞台であると共に、正殿前の厳粛性や神聖な空間でも

あるという二面性を有することから、その利活用の内容については厳選されるべきで

あると考える。 

以上のことを踏まえ、首里城公園においては、まず、従来の琉球王朝文化、沖縄伝

統芸能等の発信と共に、今後積極的に「新たな県民文化の創出」に取り組むことが重

要であると認識する。 

さらに、その実現に向けては、第三者機関としての「行催事検討会議」を設置し、

首里城全体のあり方の継続的検討と共に行催事の具体的な案件において十分な議論の

構築が必要と考える。 

よって、首里城公園における行催事の基本方針を以下のとおりとする。 

 

・首里城内外で展開されていた往時の祭祀・儀式の再現を行う。 

・復元整備施設については本来の目的用途を勘案した利用を行う。 

・歴史、文化、芸術について、今後に継承・発展させる情報発信的な利用を行う。 

・首里城を中心とした周辺のコミュニティにおける歴史・文化等に特化した利用を行

う。 

・国営沖縄記念公園及び世界遺産としての啓発的な利用を行う。 
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上記の考え方を踏まえ、行催事検討専門委員会において、都市公園の適正な管理運

営を図りながら国営沖縄記念公園首里城地区にふさわしい行催事に資するための許可

基準等について議論をいただき、国営沖縄記念公園事務所において当細則を定めたも

のである。 

 

２．許可基準 

行催事は次の各号に掲げるものに該当するものは許可しないものとする。 

（１）国民が等しく観覧又は参加ができないもの。 

（２）原則として、観覧料が有料又は予約制等のもの。（首里城地区はイベント広場等

の専用機能を有しておらず、公園施設の一部を開放しての実施となるため。） 

（３）首里城地区の主催する行催事・展示に支障をきたす時期のもの。 

（４）首里城地区及び周辺の自然的、社会的環境を損なうもの。 

（５）行催事の基本方針に基づき、以下３及び４に適合しないもの。 

 

３．行催事の基本方針に基づき、行催事の実施内容については、表１のいずれかに該当す

る内容とする。 

 

表１ 行催事の利用内容 

基 本 方 針 利 用 内 容 

（１）首里城内外で展

開されていた往

時の祭祀・儀式

の再現 

（イ）往時実施されていた祭祀。 

・儀式の再現、又はその歴史的モチーフを現代的に演出し

たものとする。 

・再現アレンジにあたっては、歴史考証に基づき、利用者

に分かりやすい方法で実施する。 

・定期的に歴史考証に基づく見直しを図ること。 

（２）復元整備施設に

ついて本来の目

的用途を勘案し

た利用 

（ロ）各施設の往時の雰囲気や目的・用途に対する理解を促す演

出や催し内容とする。 

・施設の風致景観を損なわないこと。及び利用者の利用の

妨げにならない範囲で行う。 

（３）歴史、文化、芸

術について、今

後に継承・発展

させる情報発信

的な利用 

（ハ）琉球・沖縄の伝統芸能・文化に関わる行催事とし、基本的

には戦前までに生まれた内容とする。 

・（ハ）に該当しない芸能・文化や創作性の高い戦後の芸

術・文化については、（ホ）（ヘ）（ト）と照らしなが

ら、個別に開催を検討する。 

・開催にあたっての演出・解説等については、その文

化・芸術的価値が理解を得るように工夫すること。 

・県内の公共文化施設との連携を図り、文化・芸術の継

承・発展に寄与するような支援的な事業を行う。 
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（４）首里城を中心と

した周辺のコミ

ュニティにおけ

る歴史・文化等

に特化した利用 

（ニ）歴史文化に対する啓発を図ることを目的とした鑑賞、見

学、体験活動等とする。 

（５）国営沖縄記念公

園及び世界遺産

としての啓発的

な利用 

（ホ）国営沖縄記念公園として海洋博公園と連携し都市公園の効

用を全うできる事業、或いは国家的な記念事業として国

内外に首里城公園の魅力を高める事業とする。 

（ヘ）世界遺産としての首里城跡を広く内外に発信できる行催

事、或いは「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が連携

して行える行催事とする。 

（ト)国営公園及び世界遺産に関する啓発、利用促進を目的と

し、歴史・文化・芸術について高度な情報を発信する行

催事とする。 

なお、（ホ）、（ヘ）、（ト）については下記のとおりとする。 

・開催については、行催事検討会議にて検討する。 

・国営公園施設の利用にふさわしい公益性のある内容・利用

団体とする。 

・下之御庭にて取り組むものとする。 

 

４．各施設における利用については、下記方針に基づいて実施すること。 

（１）御庭 

御庭は、入館者が各建物を鑑賞し、琉球王朝時代の雰囲気を体感できる行催事

に利用される場である。歴史的にみて国際交流の舞台であると共に、正殿前の厳

粛性や神聖な空間であるという二面性を有することから、その利活用については

厳選するものとする。 

（イ）往時実施されていた祭祀・儀式の再現、又はその歴史的モチーフを現代的

に演出したもの。 

 

（２）正殿、南殿・番所、北殿、書院・鎖之間、黄金御殿・寄満・近習詰所、奥書院 

正殿をはじめとする有料区域の建物は、首里城や琉球王朝文化についての展示

や体験の場である。行催事の利用にあたっては、展示や体験の理解を促す内容と

し、施設の利用運営に支障のない範囲で実施する。なお、寄満の多目的室におい

ては、下記（イ）、（ロ）に限らず幅広い活用を可能とする。 

（イ）往時実施されていた祭祀・儀式の再現及び歴史的モチーフを現代的に演出

したもの、又は御庭の行催事の補助的な演出を行うもの。御内原に分類さ

れる箇所においては往時の御内原空間の雰囲気の演出を行うもの。 

（ロ）当施設の展示・解説や往時の用途の理解促進に関する行催事や演出。 

 

（３）下之御庭 

御庭へ入る前の広場である下之御庭は、入園者の離散集合の場であり、また行
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催事等に利用される最もにぎわいを見せる広場である。従来の琉球王朝文化、沖

縄伝統芸能等の発信と共に今後「新たな県民文化の創出」に取り組むものとする。 

（イ）琉球王国時代の祭祀・儀式の再現、演出に関わる行催事、又は有料区域へ

の誘導を促す再現、演出行催事。 

（ロ）琉球・沖縄の歴史・文化・芸術について情報発信するもので、無料区域の

利用者サービスに貢献する行催事。 

（ハ）国営公園及び世界遺産に関する啓発、利用促進を目的とし、歴史・文化・

芸術について高度な情報を発信する行催事。 

（二）首里城公園の歴史的風致景観を効果的に演出できることが前提となる。 

 

（４）系図座・用物座 

系図座・用物座は、下之御庭に隣接する休憩所及び首里城公園の情報提供の施

設である。行催事の利用にあたっては、下之御庭と連携しながら、本来の休憩機

能に支障のない範囲で実施する。 

（イ）下之御庭の行催事の補助的利用或いは雨天・荒天時の代替施設としての

利用。 

 

（５）京の内 

京の内は聖域空間として、首里城の宗教や祭祀世界を表現する場である。行催

事においては、今後の京の内空間の整備と連携しながら往時の聖域空間の創出す

る利用を行うものとする。 

（イ）琉球王国時代の祭祀・儀式の再現、演出に関わり、京の内を祭祀空間と

して活用した行催事。 

（ロ）京の内の聖域性を保全しながら、当施設の利用促進に寄与する行催事。 

 

（６）その他無料区域（西のアザナ、供屋及び漏刻門前広場、各城門等） 

その他無料区域においては、首里城公園の風致景観を保全しながら、各区域の

利用促進や展示・鑑賞の支援となるような行催事の利用を行うものとする。 

（イ）首里城公園の風致景観を保全しながら、当地区の魅力を高める行催事。 

 

（７）未開園区域（御内原、北城郭地区等） 

未開園区域においては、国王とその家族、女官たちの生活や祭祀空間である御

内原を中心に展開している。行催事の利用においては、今後の復元整備方針と連

携しながら、往時の御内原空間の雰囲気の創出、無料区域として周辺地域とのコ

ミュニティの形成を図りながら利用を図る。 

（イ）琉球王国時代の祭祀・儀式の再現、演出に関わる行催事。 

（ロ）琉球・沖縄の歴史・文化・芸術について、周辺地域のコミュニティに寄

与する行催事。 

 

５．許可条件 

行催事について許可をする場合には、次に掲げる許可条件を付するものとする。 
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（１）利用者の利用（動線）、記念撮影の妨げにならないこと。 

（２）音響・騒音などで利用者及び周辺住民に不快な思いをさせないこと。 

（３）安全、防犯面で利用者及び周辺住民の理解を得られる範囲内で開催すること。 

（４）各施設のイメージに誤解を招くような利用は行わないこと。 

（５）行催事の撮影等を他の目的として二次利用を行わないこと。ただし許可を受

けたものを除く。 

（６）会場設営については以下のとおりとする。 

（イ） 仮設舞台及び観覧席は、避難経路を含め安全面に配慮した適正人数を

配置すること。 

（ロ） 仮設舞台の規模及び設営等の時間は、公園の管理運営に支障のないも

のとする。 

（ハ） 会場設営は、公園施設の変更・改変・破壊などを行わないものとする。 

（ニ）主催者は、利用者及び公園施設への安全管理に留意し、適切かつ適正な

実施に努めること。 

（ホ）設営条件については表２のとおりとする。 

 

表２ 会場設営の条件 

場 所 開園・開館時間内 開園・開館時間外 

御庭 ・開館時間内の仮設舞台の設

営・撤去作業は原則として認

めない。 

・火気厳禁。 

・仮設舞台は開館時間外で設営。 

・撤去作業が可能であるものに限る。深夜

に及ぶ設営は原則認めない。 

・同左。 

・入館料を徴収しない。 

下之御庭 ・開園時間内の仮設舞台の設

営・撤去作業は利用者の妨げ

にならない範囲で行う。 

・深夜に及ぶ設営・撤去作業は原則認めな

い。 

 

（７）主催者は、公共及びそれに準ずる公益性の団体であることを条件とし個人は認めな

い。 

（８）センター等が共催・後援・協賛することを前提とする。 

（９）主催者は、企画段階時に行催事の目的、内容及び主催団体の実効性を証明する実行

体制、予算計画等を記した企画書をセンター等に提出すること。 

 

６．行催事検討会議の設置 

本指針の運用に際し、第三者機関として「行催事検討会議」（以下、「本会議」）を設

置する。本会議は必要に応じ、下記内容について開催し、首里城地区にふさわしい行

催事についての評価や意見を聴収する。 

（１）首里城地区における許可基準等の見直し。 

（２）首里城地区の持込み行催事で以下に該当する行催事の受け入れ判断。 

（イ）御庭で開催する行事。 

（ロ）国営沖縄記念公園及び世界遺産としての啓発を目的とした行催事。 
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別紙２（第５条、第６条関係） 

首里城地区における撮影行為に関する事項 

 

（許可を要しない行為） 

１．以下の行為は事前の許可を要しない。 

（１）修学旅行の団体写真撮影 

 

（許可基準） 

２．撮影行為の許可申請に関して、原則として次の各号に該当するものは許可しないもの

とする。なお「撮影」とは写真撮影及びロケーションをいう。 

（１） 公園のイメージを損なうもの 

（２） 公園利用上の誤解を与えるもの 

（３） 着ぐるみ、琉装等での撮影行為及び、パフォーマンス（早食い大会・鬼ごっこ

等）の伴う撮影 

（４） クレーン等の大掛かりな機材を使用するもの 

（５） 正殿内部及び書院内部において、撮影時間が閉館時刻から１時間以内で終わら

ないもの 

（６） 行催事の撮影において、行催事主催者等の承諾を得ていないもの 

（７） 行催事を撮影し、営利目的で利用する場合。ただし、公園利用の促進等の効果

があると認められる場合は個別に判断するものとする。 

 

（許可条件） 

３．撮影行為の許可にあたっては、次の条件を付するものとする。 

（１）正殿内部において、施設に損傷を与える恐れがあるため、機材（カメラ、照明、

音声器具等）は別添図の位置に三脚固定し、転倒しても柱や壁等に接触しない

高さとすること。また、漆は照明の熱により影響を受けるため許可された撮影

時間を厳守すること。 

（２）正殿内部において、施設に損傷を与える恐れがあるため、カメラ等の移動を伴

う撮影はしないこと。 

（３）行催事の撮影においては、他の公園利用者の撮影を妨げ、排他的なものとしな

いこと 

（４）行催事の撮影においては、事前に著作者、実演家等の承諾を得るなど著作権法

上のトラブルが起きないよう措置を講じること 
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別紙３（第７条関係） 

公園施設の設置管理許可申請書 

第    号 

平成   年   月   日 

 

公園管理者 

沖縄総合事務局長 ○○ ○○ 殿 

 

申請者 住所  

    氏名  

 

都市公園法第５条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 
設置 

管理 
の目的  

２ 
設置 

管理 
の期間 

（自）平成  年  月  日 

（至）平成  年  月  日 
 日間 

３ 
設置 

管理 
の場所 

国営沖縄記念公園 ○○○地区 

 

４ 公園施設の構造  

色 彩  高 さ  

形 態  ５ 公園施設の外観 

その他  

６ 

 

公園施設の管理

の方法 
 

７ 工事の実施方法  

８ 

 

工事の着手およ

び完了の時期 

着手 平成  年  月  日 

完了 平成  年  月  日 

９ 

 

都市公園の復旧

方法 
 

10 

 

その他参考とな

るべき事項 
 

※１ 公園施設の設置許可を申請する場合は、上記１から 10 までの全てに記入する。 

※２ 公園施設の管理許可を申請する場合は、上記のうち１・２・３・６・10 のみ記入する。 
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別紙４（第７条関係） 

占用許可申請書 

 

第    号 

平成   年   月   日 

 

公園管理者 

沖縄総合事務局長 ○○ ○○ 殿 

 

申請者 住所  

    氏名  

 

都市公園法第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 占用の目的  

２ 占用の期間 
（自）平成  年  月  日 

（至）平成  年  月  日 
 日間 

３ 占用の場所 
国営沖縄記念公園 ○○○地区 

 

４ 占用物件の構造  

色 彩  高 さ  

形 態  ５ 占用物件の外観 

その他  

６ 

 

占用物件の管理

の方法 
 

７ 工事の実施方法  

８ 

 

工事の着手およ

び完了の時期 
 

９ 

 

都市公園の復旧

方法 
 

10 

 

その他参考とな

るべき事項 
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別紙５（第７条関係） 

許 可 申 請 書 

申請日 平成   年   月   日

公園管理者 

沖縄総合事務局長 殿 

 

申 請 者 

住 所  

商号または名称  

代表者役職及び

代 表 者 氏 名
 印 

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

担 当 者 氏 名  

 

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

 

記 

行 為 の 種 類  

日時又は期間 平成  年  月  日（ ）  時  分から  時  分まで 

場 所 ○○○地区：○○○○ 

目 的  

内 容  

その他参考と 

なるべき事項 
 

※この申請書は許可を受けたい日の３日前（官公庁の休みを含まない）までに申請すること。 
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公園閉開園判断基準 

１．  公園閉開園判断基準

災害種別 閉園基準※１ 開園基準

震災（津波）

国営沖縄記念公園事務所災害対策支部

の支部長（沖縄記念公園事務所長、以

下支部長とする）は、国営沖縄記念公

園事務所の所掌する区域において、地

震又は津波により災害が発生し又は発

生するおそれがあり、入園者にその被

害がおよび又はおよぶ恐れがあるとき

は、支部長の判断により閉園を決定す

るものとする。  

被害の恐れが無くな

り、入園者の安全が確

保できると確認できた

場合、支部長の判断で

開園するものとする  

風水害

支部長は、国営沖縄記念公園事務所の

所掌する区域において、暴風雨、雷等

の異常気象により災害が発生し又は発

生するおそれがあり、入園者にその被

害がおよび又はおよぶ恐れがあるとき

は、支部長の判断により閉園を決定す

るものとする。  

警報などが解除され、

園内点検後、入園者の

安全が確保できると確

認できた場合、支部長

の判断で開園するもの

とする。  

その他災害

支部長は、国営沖縄記念公園事務所の

所掌する区域において、事件、事故、

その他原因により災害が発生し又は発

生するおそれがあり、入園者にその被

害がおよび又はおよぶ恐れがあるとき

は、支部長の判断により閉園を決定す

るものとする。  

閉園した事象が解消さ

れ、入園者の安全が確

保できると確認できた

場合、支部長の判断で

開園するものとする  

※１：閉園を決定する基準は２項による
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２．公園開閉の判断基準

３．その他

本別添は、「国営沖縄記念公園事務所 災害対策支部設置要領 平成 26年 9月

（沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所）」に基づくものであり、前項まで

に規定のない事項は同要領の規定に従う。
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別紙３（第７条関係） 

公園施設の設置管理許可申請書 

第 号 

平成   年   月   日 

公園管理者 

沖縄総合事務局長 ○○ ○○ 殿

申請者 住所 

 氏名 

都市公園法第５条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 
設置 

管理 
の目的 

２ 
設置 

管理 
の期間 

（自）平成  年  月  日 

（至）平成  年  月  日 
日間 

３ 
設置 

管理 
の場所 

国営沖縄記念公園 ○○○地区 

４ 公園施設の構造 

５ 公園施設の外観 

色 彩 高 さ 

形 態 

その他 

６ 公園施設の管理

の方法 

７ 工事の実施方法 

８ 工事の着手およ

び完了の時期 

着手 平成  年  月  日 

完了 平成  年  月  日 

９ 都市公園の復旧

方法 

10 その他参考とな

るべき事項 

※１ 公園施設の設置許可を申請する場合は、上記１から 10 までの全てに記入する。

※２ 公園施設の管理許可を申請する場合は、上記のうち１・２・３・６・10 のみ記入する。
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別紙５（第７条関係） 

許 可 申 請 書 

申請日 平成   年   月   日 

公園管理者 

沖縄総合事務局長 殿 

 

申 請 者 

住 所  

商号または名称  

代表者役職及び 

代 表 者 氏 名 
 印 

電 話  

Ｆ Ａ Ｘ  

担 当 者 氏 名  

 

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

 

記 

行 為 の 種 類  

日時又は期間 平成  年  月  日（ ）  時  分から  時  分まで 

場 所 ○○○地区：○○○○ 

目 的  

内 容  

その他参考と 

なるべき事項 
 

※この申請書は許可を受けたい日の３日前（官公庁の休みを含まない）までに申請すること。 
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別紙４（第７条関係） 

占用許可申請書 

 

第    号 

平成   年   月   日 

 

公園管理者 

沖縄総合事務局長 ○○ ○○ 殿 

 

申請者 住所  

    氏名  

 

都市公園法第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 占用の目的  

２ 占用の期間 
（自）平成  年  月  日 

（至）平成  年  月  日 
 日間 

３ 占用の場所 
国営沖縄記念公園 ○○○地区 

 

４ 占用物件の構造  

５ 占用物件の外観 

色 彩  高 さ  

形 態  

その他  

６ 

 

占用物件の管理

の方法 
 

７ 工事の実施方法  

８ 

 

工事の着手およ

び完了の時期 
 

９ 

 

都市公園の復旧

方法 
 

10 

 

その他参考とな

るべき事項 
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外部委託情報セキュリティ 

外部委託 

趣旨（必要性） 

 内閣府沖縄総合事務局以外の者に情報処理業務を委託する場合（外部の設備を利

用した役務提供も含む）には、内閣府沖縄総合事務局が委託先を直接管理することが

できないため、内閣府沖縄総合事務局内で行う場合に比べ、情報の機密性、完全性及

び可用性が損なわれるリスクが増大する。 

このリスクに対応するため、情報処理業務を外部委託する際は、委託先においても

内閣府沖縄総合事務局内のポリシー及び技術基準と同等の対策を実施させるべく、委

託先への要求事項を定める。 

国営沖縄記念公園に係る情報処理業務を外部委託する際は、事前に内閣府沖縄総合

事務局が定める外部委託に関する対策基準について確認し、外部委託の内容・方法に

ついて内閣府沖縄総合事務局と協議の後、承諾を得るものとする。 

外部委託に関する対策基準は、以下に定める 

・ 情報セキュリティ確保のための内閣府沖縄総合事務局共通の仕組みの整備

・ 委託先に実施させる情報セキュリティ対策の明確化

・ 委託先の選定

・ 外部委託に係る契約

・ 外部委託の実施における手続き

・ 外部委託の実終了時の手続についての遵守事項を定めるものである。

 適用範囲 

本項は、内閣府沖縄総合事務局による賃貸、請負その他契約に基づき提供される役

務のうち、情報処理に係る業務であって、例えば次に掲げる営業品目に該当するもの

に適用する。 

・ ソフトウェア開発（プログラム作成、ンステム開発等）

・ 情報処理（統計、集計、データエントリー、媒体変換等）

・ 賃貸借

・ 調査・研究（調査、研究、検査等）
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H30-35国営沖縄記念公園運営維持管理業務実施に要する 

提供施設等の取り扱いについて 

 H27-30国営沖縄記念公園運営維持管理業務実施に要する提供施設等については、下記

により取り扱うものとする。 

記 

１. 取り扱い

（１）運営維持管理業務受託者（以下「乙」という。）は、提供施設を善良な管理者の注

意をもって管理しなければならない。 

（２）乙は、提供施設等を本受託業務以外に使用してはならない。  

（３）乙は、提供施設等の修繕、模様替え等の行為（維持のための修繕等で軽微なものを

く。）をしようとするときは、運営維持管理業務委託者（以下「甲」という。）の承

認を受けなければならない。 

（４）乙は、自己の責に帰すべき事由により提供施設等を滅失し又は棄損したときは、乙

の負担において補てんし又は修理しなければならない。但し、乙の故意又は重大な過

失によらない場合は、この限りでない。 

（５）乙は、本業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は提供施設等を提供

施設等返納書（様式－１）により、甲に引渡さなければならない。 

３. 報告及び検査

（１）乙は、毎月提供された機械器具のうち別に定めるものについて提供施設等使用実績 

報告書（様式－２）を翌月末日までに甲に提出しなければならな 

（２）乙は、提供施設等を返納する場合、甲の行う検査に合格しなければならない。 

４．権限の委任 

（１）上記の規定に基づく処理については、甲が指定した調査職員に行わせることが出来

る。 
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様式－１

平成　　年　　月　　日　

殿

住所　

氏名　 印

下記のとおり提供物件を返納いたします。

契約年月日

規格 単位 数量 備考

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

提 供 施 設 等 返 納 書

提供年月日

件  名

物  件  名
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H27-30国営沖縄記念公園運営維持管理業務委託費で取得した備品の取り扱いについて 

H27-30国営沖縄記念公園運営維持管理業務委託費で取得した備品については、下記によ

り取り扱うものとする。 

記 

１. 取り扱い

（１）運営維持管理業務受託者（以下、「乙」という。）は、備品を善良な管理者の注意

をもって管理しなければならない。 

（２）前号の備品は、備品台帳に登載し、管理しなければならない。 

（３）乙は、業務委託契約が完了した場合、又は解除になった場合は備品を検査の結果、

合格の通知があった後、備品引渡書（様式－１）により、委託者（以下、「甲」とい

う。）に引き渡さなければならない。ただし、翌年度において、当該委託契約が引き

続き締結され当該業務に継続して使用する備品で備品継続使用承認申請書（様式－

２）により甲の承認を得た場合はこの限りでない。

（４）乙は、乙の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、乙の負担にお

いて補てんし又は修理しなければならない。但し、乙の故意又は重大な過失によらな

い場合は、この限りでない。 

（５）また、備品を新規取得する場合は、事前に甲の承諾を得ることとし、取得後は報告

するものとする。 

２. 処 分

（１）備品が次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができ

る。 

１）備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引き続き使用することが困難で

あると認められる場合

２）備品が乙の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなっ

たと認められる場合

３）備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大の支障をきたすと認められる場合 

（２）処分の方法 

乙は、前号に該当する備品を、売払った場合、その内容を証する書類を添えて甲に

書面により報告し、甲の発行する納入通知書により国庫に納入するものとする。また、

売払うことが不利（備品の売払価値が、当該備品の売払いのために要する費用に満た

ないと認められる場合）又は売払うことができないものは、廃棄することができる。

又は、廃棄した場合はその都度その旨を書面により甲に報告しなければならない。 

３．権限の委任 

（１）上記の規定に基づく処理については、甲が指定した調査職員に行わせることが出来

る。 
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様式－１

平成　　年　　月　　日　

殿

住所　

氏名　 印

　平成　　年度　H30-34国営沖縄記念公園運営維持管理業務にかかる別紙を引渡します。

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

備  品  引  渡  書
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1 

序章	 はじめに	 

本指針は、首里城正殿の塗装仕様について、調査や資料の検討と正殿の塗り直しを繰り返し、

塗装仕様等を決定し、「漆等塗装指針」を作成したものである。	 

	 本指針を作成する契機となったのは、首里城正殿の復元事業が完了した平成四年から十数年

が経ち、外壁の塗膜面の剥離等の劣化が進行したことと、文書等から新規資料が発見されたこ

とにより、塗装仕様についての再検討の必要性が生じたためである。	 

平成 18～22 年度まで行われた漆等塗装検討業務のまとめとして、往時の首里城正殿外壁の塗

装仕様の復元を目指した「漆等塗装指針」がとりまとめられた。	 

本指針作成の根拠は以下の通りである。	 

	 まず、正殿復元後に公表された（1995 年）国宝の「琉球王国尚家関係資料」の中の通称「尚

家文書」に記載されている「久志間切」より産出される弁柄の記述である。	 

次に、塗装の事例調査として、旧円覚寺の柱と伝えられる柱の塗膜片、同じく旧円覚寺彩色

扉の塗膜片、旧守礼門と伝えられる柱塗膜片の調査を行い、中塗を１回黒漆で塗ったことが判

明したことである。	 

そして、近年の琉球漆器の研究成果として、貝摺奉行所文書の詳細な解析および、目白漆芸

文化財研究所や明治大学等による琉球漆器の調査研究の進歩が挙げられる。	 

これらの成果を踏まえて、文書に記された琉球漆器の技法・工程や類例調査による原材料の

判定等が行われたことで、往時の琉球の漆等塗装仕様に関する具体的な検討を行う事により、

首里城正殿での塗装仕様が琉球の漆器製造工程（具体的には刻苧十（充）地詰め~布着せ~三

辺地~真塗下地~上塗という工程の流れ）と重なり合うことが明らかになった。	 

これらの成果により、「漆等塗装指針」は、とりまとめられた。	 

「漆等塗装指針」の作成とともに、外壁塗装を一日でも長く保護するための「維持管理方法」

を作成し、日常管理点検や定期点検、応急処置方法を検討し結果を記載した。その間、塗装面

の経年変化の観察や計測を行い、塗装面の変化の数値の蓄積を計り、今後の定期修繕や本格修

繕のための基礎データとする。そのため本業務では往時の「塗装仕様」の復元と併せて「維持

管理方法」を含めて「漆等塗装指針」として作成した。	 

	 「漆等塗装指針」は、往時の首里城外壁の塗装仕様の復元を目指し、最新資料やデータに基

づいて作成されたことから、今後は新規資料の発見やデータの蓄積による、指針の見直しの可

能性もあり、本指針が往時の首里城外壁の塗装仕様の最終形ではない。だが、長期的視点で見

た際、本指針が、今後も続く首里城正殿を中心とした外壁塗装の塗り直しの基盤としての位置

付けがなされるものである。	 
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海洋博公園内での撮影・ロケーションについては、事前に公園管理者の許可が必要になります。 

注意事項や記入例を確認の上、撮影を希望する日の３日前（土日祝日など官公庁の休みは含まない）まで

に、下記の手順に従って申請してください。 

なお、個人的な写真撮影・ビデオ撮影、および海洋博公園のニュースリリースに基づく写真撮影・ロケー

ションについては申請の必要はありません。

＜ 申 請 の 手 順 ＞ 

☑０ この PDF 書類（以下「本書類」）のダウンロード。 

□１ 内容を確認のうえ、添付の様式データ（Word ﾌｧｲﾙまたは一太郎ﾌｧｲﾙ）をコンピュータに保存

し、必要事項を入力する。 

保存したデータのうち、Word ﾌｧｲﾙまたは一太郎ﾌｧｲﾙで入力するものは下記の様式にな

る。必ず記入例（本書類４ページ以降）を確認してから入力すること。 

・ 許可申請書[様式１]（必須）

・ 海洋博公園 撮影・ロケーション計画概要書[様式２]（必須）

□２ １で作成した様式データを、海洋博公園公式ホームページの申請書提出フォーム 

( http://oki-park.jp/jp/info/satuei.html )からデータ送信する。

※広報企画係では撮影に関するご相談や掲載原稿・放送映像等の校正も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

□３ １で作成した様式データを A4 用紙に印刷し、指定個所すべてに押印する。

□４ 海洋博公園 撮影・ロケーション申請時チェックリスト[様式３]をA4 用紙に印刷する。

内容を確認し、チェックをしたら記名・押印する。（必須） 

□５ ３および４で作成した書類をまとめて海洋博公園管理センターへFAX 送信する。

※企画書などがあれば合わせて FAX 送信してください

提出先・お問い合わせ 

海洋博公園管理センター 

TEL 0980-48-3748 / FAX 0980-48-4444

海洋博公園内での撮影・ロケーションの申請について 

○添付の様式データの保存方法（Adobe Reader の場合）

① 画面左下にあるクリップアイコンをクリックします。

 
② Word ﾌｧｲﾙまたは一太郎ﾌｧｲﾙのうちどちらか使用したい形式をクリックします。

③ 保存ボタンをクリックします。

④ お使いのコンピュータ上の任意の場所に保存します。

⑤ 保存を確認したら再度クリップアイコンをクリックしウィンドウを閉じます。

！クリップアイコンがない場合・・・①の場所で右クリックし、「パネルをリセット」をクリック。 
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申請をされる方へ（事前確認事項） 

 国営沖縄記念公園（海洋博地区・首里城地区）内での撮影・ロケーションについては、都市公園法 

第12条に基づき、公園管理者からの許可を必要としますが、その場合原則として下記の許可条件・注 

意事項が付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 許 可 条 件 ＞ 

１ 都市公園法及び関係法令等を遵守するとともに、公園管理者の指示に従うこと。 

２ 許可を受けた者は、一般公園利用者に危険が生じないよう必要な措置を講じ、公園利用に支障が 

生じないよう留意すること。 

３ 公園の機能、風致及び美観を損なう恐れのある行為はしないこと。 

４ 公園管理者は、次に示すような場合、許可の取り消し又は必要な処置を講ずるよう命ずることが 

ある。 

イ 都市公園法又は都市公園法に基づく規定に違反した場合 

ロ この許可条件を守らない場合 

ハ 許可事項以外の行為を行った場合 

ニ 申請内容に虚偽記載、又は不正な手段により許可を受けた場合 

ホ 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

へ 公園の管理運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合 

ト その他公園管理者が必要と判断した場合 

５ 公園施設を損傷、汚損、又は滅失した場合は、速やかに公園管理者に報告し、その指示に従い、 

修理、若しくは原状回復、又は損傷を賠償すること。 

６ 事故が発生し、又はその恐れがあると判断される場合は、公園利用者の安全を図るとともに、速 

やかに公園管理者に連絡し、その指示に従い、許可を受けた者の責任において処理すること。 

７ 許可を受けた事項を変更しようとするときは、軽易なものを除き公園管理者の許可を受けるこ 

と。 

８ 許可の期間が満了したときは、直ちに原状回復すること。ただし原状回復することが不適当な場 

合は、公園管理者の指示に従い必要な措置をとること。 

９ 本条件を厳守しない場合は、都市公園法により規制することがある。 

10 首里城地区については、第１号から第９号までに加え、別途条件を付するものとする。 

＜ 注 意 事 項 ＞ 

写真撮影及びロケーションにあたっての注意事項は下記のとおりとする。なお厳守しない場合の取 

扱いは、許可条件９を準用する。 

（１）撮影に関する紛争に対して、公園管理者は一切責任を負わない。 

（２）立入り禁止区域内での撮影は出来ない。 

（３）首里城地区における正殿及び書院の内部撮影に関しては、別紙を遵守するものとする。また、 

南殿・番所の内部撮影に関しては、展示品の著作権上禁止とする。 

（４）撮影の際は、腕章を貸与するので、出演者以外は必ず着用すること。 

（５）撮影の際は、状況確認等のため職員等が立会う場合がある。 

（６）出版物・映像等について、職員等が申請内容と著しく異なっていると判断した場合は、許可を 

受けた者は対応を行うものとする。 

（７）撮影した写真、映像等を使用する際は「国営沖縄記念公園（海洋博公園又は首里城公園）：施 

設名○○○」の名称を必ず記載すること。（公園名を省略することがないようにすること。） 

（例）国営沖縄記念公園（海洋博公園）：沖縄美ら海水族館 

国営沖縄記念公園（首里城公園）：正殿 

（８）媒体に他の協力団体名称等を明示する場合には、「内閣府国営沖縄記念公園事務所」と必ず記 

載すること。 

（９）撮影時の詳細については、海洋博公園管理センター又は首里城公園管理センターの担当者と十 

分に調整すること。 

撮影等担当者 海洋博公園管理センター イベント・広報担当 TEL 0980-48-2741 
首里城公園管理センター 業務広報企画係  TEL 098-886-2020 
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＜記入例＞ 
（※青字は注意事項） 

様式１ 

 

許 可 申 請 書 

 
   申請日              

※許可を受けたい日の３日前（土日祝日を除く） 

までに申請すること。 
公園管理者 

沖縄総合事務局長 殿 

 

申 請 者 
住 所 ○○県○○市○○１丁目２番３号 

商号または名称 株式会社 ○○○○○ 
代表者役職及び   

代 表 者 氏 名  
代表取締役 ○○ ○○ 
※役職名も必ず記入すること。 

※必ず代表者印を押印すること。社判は受付不可。 
電 話 ○○○－○○○－○○○○ 
Ｆ  Ａ  Ｘ ○○○－○○○－○○○○ 

担 当 者 氏 名 ○○ ○○ 

 

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

 

記 

行 為 の 種 類 写真撮影 

※写真撮影・ロケーションなど行為の種類を記入。 
日時又は期間 平成２１年 ８月１２日（水）００時００分から００時００分まで 

※準備や後片付けの時間も含めて申請すること。 
場 所 海洋博覧会地区：海洋文化館 

※地区名（海洋博覧会地区）および施設名を記入。 

※「～など」「～他」「～付近」といったあいまいな表現はしない。 
目 的 旅行雑誌「○○○○」１０月号において、沖縄の観光スポットとして海洋 

博公園（海洋文化館）を紹介するため。 

※この行為を行う目的を記入する。 

※撮影したものを出版物やテレビ番組等に使用する場合はその名称も記入すること。 
内 容 海洋文化館にてモデル２人を配置して写真撮影 

を行う。 
※公園内で実際に行う行為について記入する。 

その他参考と 

なるべき事項 
・出版物には「国営沖縄記念公園（海洋博公園）：海洋文化館」と記 

載します。 

・撮影時には三脚１台を使用し、モデル２名とスタッフ３名で行います。 

※記入例のように参考となる事項を記入すること。 
※この申請書は許可を受けたい日の３日前（官公庁の休みを含まない）までに申請すること。 

 
 
 
 
 

平成２ １ 年 ８ 月 ３ 日 

印 

 
別添-52



＜記入例＞ 

（※青字は注意事項） 

様式２ 

海洋博公園 撮影･ロケーション計画概要 

平成２１年 ８月 ３日作成 

申請者名 
 

住 所 〒000-0000 ○○県○○市○○１丁目２番３号 
商 号 ・ 名 称 株式会社○○○○ 

代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○※役職名も記入する。 

担当者 
E-mail 

広報課 ○○ ○○ ※担当者印を押印。㊞ TEL 000－000－0000 

aaaa@bbbb.co.jp FAX 000－000－0000 

媒体社名等 

※ 申請者と 

異なる場合 

に記入する 

住 所 〒000-0000 △△県△△市△△１丁目２番３号 
商 号 ・ 名 称 株式会社△△△△ 

代 表 者 名 代表取締役 △△ △△※役職名も記入する。 

担当者 
E-mail 

広報課 △△ △△ ※担当者印を押印。㊞ TEL 000－000－0000 

aaaa@bbbb.co.jp FAX 000－000－0000 

媒体名称 旅行雑誌「○○○○」※番組名･紙名等を記載する。 
媒体概要 □ＴＶ 

 
放送規模 全国（00 局ネット）・地方（○○都道府県名） 
ジャンル 情報・バラエティー・教育・ドラマ・CM・その他（ ） 
放送日時 H00.00.00( )00:00～00:00(00 分番組) 

□新聞 発行概要 ○刊 / 約 00 ページ / 約 000 部 / 000 円 
発行日等 H00.00.00( ) / 掲載 000 字程度・写真 0 枚程度 

■雑誌 発行概要 月刊 / 約 150 ページ / 約 30,000 部 / 580 円 
発行日等 H21.9.24(木) / 掲載 800 字程度・写真 4 枚程度 

□ホームページ 公開日 H00.00.00( )～H00.00.00( ) 
□その他（           ） 公開日 H00.00.00( )～H00.00.00( ) 

企画内容 

(別添可) 
旅行雑誌「○○○○」にて、沖縄の観光スポット海洋博公園（沖縄美ら海水族館） 

の特集記事を掲載するため、黒潮の海大水槽前でモデル２人を配置して写真撮影を 

行いたい。 

※企画書などより詳しい内容が分かるものを別添(FAX)することも可能。 
撮影日時 平成２１年８月１２日（水） 00：00～00：00 
撮影場所 沖縄美ら海水族館 
使用機材 □テレビカメラ ■照明 □ワイヤレスマイク □録音機 ■スチールカメラ 

□その他（           ） 
出演者 ■有       (出演者氏名) 

□無       ○○○○、○○○○ 合計２名 
インタビ 

ュー 
■希望する     (希望する担当者または職種) 

□希望しない    水族館の飼育担当者 
その他 ※撮影にあたっての希望などあれば記入する。 

！注意事項！ 

１．この「様式２」は「申請書提出フォームからのデータ送信」と「FAX 送信(0980-48-4444)」が必要です。 

２．FAX 送信の際に様式３「海洋博公園 撮影・ロケーション申請時チェックリスト」を必ず添付してください。 

３．沖縄美ら海水族館の入館が必要な方は、様式４「沖縄美ら海水族館業務入館申込書」を作成してください。 

 

 

 

 

 

連
絡
先 

連
絡
先 

 
別添-53



＜記入例＞ 

（※青字は注意事項） 

様式３ 

 

海洋博公園 撮影・ロケーション申請時チェックリスト 

撮影・ロケーションの申請を行うにあたり、以下の項目について確認をしていただきま 

す。このチェックリストは印刷して手書き記入し、申請書一式をFAX 送信する際に必ず添 

付してください（詳しくは本書類１ページ目をご覧ください）。各項目について同意する 

場合はチェックを入れてください。一つでも同意が得られない場合は、申請書を受け付け 

られませんのでご了承ください。 

 

 内容 チェック 

1 文書「申請をされる方へ（事前確認事項）」（本書類２ページ目）の 

確認を行い、許可を受けた場合はこれを遵守します。 
□ 

2 撮影・ロケーション時は、公園の一般利用を妨げないよう徹底しま 

す。 
□ 

3 公園利用者の肖像権を侵害しないよう配慮します（来園者の写り込 

みが極力発生しないようにします）。 
□ 

4 通常の開園時と異なる状態での撮影を要求しません。 

例）公園設置物の移動や大道具（持込物）の設置等 
□ 

5 混雑時の撮影については、当日立ち会いする職員等の指示に従いま 

す（混雑時は公園利用者の安全を最優先に考え、職員の指示に従っ 

て撮影を一時中断します）。 

□ 

6 申請書に記載のない事項について、撮影当日に急遽追加の要請はし 

ません。 
□ 

7 撮影した写真・映像等に対してコンピューターグラフィック（CG） 

等で加工を施したものを放送・掲載内容に盛り込みません。 

例）黒潮の海水槽にクジラが泳ぐように CG 加工する等 

□ 

8 撮影した写真・映像等を使用する際は、「国営沖縄記念公園（海洋博 

公園）：施設名○○○」の名称を必ず記載します。 

例）国営沖縄記念公園（海洋博公園）：沖縄美ら海水族館 

□ 

9 出版物・映像等について、職員等が申請内容と著しく異なっている 

と判断した場合は、対応を行います。 
□ 

10 上に掲げる事項が遵守されていないと判断された場合には、たとえ 

撮影の途中であっても職員の指示に従い撮影を中止します。 
□ 

記 入 日       平成   年   月   日 

記入者(申請担当者)               印 

※原則として、様式１「許可申請書」の申請者欄に記載した担当者様が本チェックリストを 

精査し、記入・押印してください。 
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海洋博公園 資料貸し出しおよび使用について 

 海洋博公園および園内施設にかかわる写真（映像）資料の貸し出しおよび使用に際しては、下記のお手続き

をお願いします。ご確認の上、貸し出し希望日の 3日前までに、別紙申請書をＦＡＸでご送信ください。 

１、貸し出しについて 

 海洋博公園管理センターが所有する写真（映像）資料および海洋博公園・園内施設が含まれる資料（所有者

を問わず）を利用する際は、貸し出し（使用）の手続きが必要になります。個人や学校団体の方でも、広く活

用される場合には申請が必要となりますので、広報企画係までご一報ください。 

・新規貸し出し（海洋博公園管理センターが所有する資料を借りる。）

・ 再使用（別用途）申し込み（以前に借用・撮影した資料を再使用する。）

・使用申請のみ（別団体が有する資料（海洋博公園が含まれる）を使用する。）

※海洋博公園管理センターのニュースリリースに関わる資料の貸し出しについては、申請は不要です。

２、貸し出し資料 

・ 海洋博公園（および園内施設）の写真、パンフレット類

・ 公園内のイベント写真

※写真素材については基本的に E-mailによるデータ送信となります。

３、注意事項 ※貸し出しに際しては下記の条件があります。 

・ 「海洋博公園」（および施設名）を記載してください。

・ 放送、掲載後の成果品をご提出ください。（資料として 1部）

※提出いただいた資料は、放送及び掲載状況確認、資料保存の用途以外には使用しません。

※公園名の掲載ができない場合や、国営公園としてふさわしくないと判断される内容の

ものについては貸し出しをお断りする場合もあります。

４、その他 

 広報企画係では、資料貸し出しや利用方法についてのご相談や掲載原稿の校正も承ります。お気軽にお問い

合わせください。 

《提出・お問い合わせ》 

海洋博公園管理センター TEL 0980-48-3748 / FAX 0980-48-4444
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別紙 《提出用》 

海 洋 博 公 園 資 料 使 用 申 込 書 

平成   年   月   日 

海洋博公園管理センター センター長  殿 

海洋博公園に関する資料について、下記のとおり使用したいので申し込みます。尚、使用にあたっては条件を遵守します。 

申 請 者 名 

所 在 地：〒 

社    名：  

 代表者名：    担当者名（所属部署）： ㊞  

連 絡 先：TEL e-ｍａｉｌ： 

FAX 

 媒体社名等 

（申請者と異

なる場合） 

所 在 地：〒 

社 名：  

代表者名： 担当者名（所属部署）：

連 絡 先：TEL e-ｍａｉｌ：

FAX 

媒 体 名 称 
（番組･紙名等） 

媒 体 概 要 

□ ＴＶ （□全国 局ﾈｯﾄ）（□地方   都道府県） 

①ｼﾞｬﾝﾙ：  a.情報  b.バラエティー  c.教育 d.ドラマ  e.CM f.その他（      ） 

②放 送：（   曜日   ／時間帯    ：    ～ ： ／    分番組） 

□ 新聞・雑誌（□全国紙  部）（□地方紙 （ｴﾘｱ名：  部）） 

① 新聞：（毎日発行 or. 季刊発行／ページ数 ） 

② 雑誌：（週刊 or. 月刊 ／ページ数 ／ 価格￥ ） 

□ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ （内容： ） 

□ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ （内容： ） 

□ そ の 他  （ ） 

企 画 内 容 

  （別添可） 

使 用 期 間 

□ 平成   年 月 日（  ）～平成    年    月 日（   ） 

□ 取得済み（使用のみ申請）

※資料取得希望日（お急ぎの場合 までに） 

※返却予定日（要返却の場合 までに） 

希望する資料 
□ 写 真（具体的に… ） 

□ 映 像（具体的に… ） 

□ その他（ ） 

放送（掲載） 

予 定 

□放送： 年 月 日（   曜日）  放送時間帯 ：    ～     ：     （    分間） 

□掲載： 年   月  日（  曜日）  サイズﾞ：文字   字程度／写真ｻｲｽﾞ 
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 首里城公園内での撮影・ロケーションの申請について  

首里城公園内での撮影・ロケーションについては、事前に公園管理者の許可が必要になります。 

注意事項や記入例を確認の上、撮影を希望する日の３日前（土日祝日など官公庁の休みは含まない）までに、

下記の手順に従って申請してください。 

なお、個人的な写真撮影・ビデオ撮影、および首里城公園のニュースリリースに基づく写真撮影・ロケーシ

ョンについては申請の必要はありません。 

＜ 申 請 の 手 順 ＞ 

☑０ このPDF書類（以下「本書類」）のダウンロード。 

 

□１ 内容を確認のうえ、添付の様式データ（Word ﾌｧｲﾙまたは一太郎ﾌｧｲﾙ）をコンピュータ

に保存し、必要事項を入力する。 

○添付の様式データの保存方法（Adobe Readerの場合） 

① 画面左下にあるクリップアイコンをクリックします。 

！クリップアイコンがない場合・・・①の場所で右クリックし、「パネルをリセット」をクリック。 

② Word ﾌｧｲﾙまたは一太郎ﾌｧｲﾙのうちどちらか使用したい形式をクリックします。 

③ 保存ボタンをクリックします。 

④ お使いのコンピュータ上の任意の場所に保存します。 

⑤ 保存を確認したら再度クリップアイコンをクリックしウィンドウを閉じます。 

保存したデータのうち、Word ﾌｧｲﾙまたは一太郎ﾌｧｲﾙで入力するものは下記の様式にな

る。必ず記入例（本書類４ページ以降）を確認してから入力すること。 

・ 許可申請書[様式１]（必須） 

・ 首里城公園 撮影・ロケーション計画概要書[様式２]（必須） 

 

□２ １で作成した様式データを、首里城公園公式ホームページの申請書提出フォーム

(http://oki-park.jp/shurijo-park/info/satsuei.html)からデータ送信する。 

 

□３ １で作成した様式データを A4用紙に印刷し、指定個所すべてに押印する。 

 

□４ 首里城公園 撮影・ロケーション申請時チェックリスト[様式３]を A4用紙に印刷する。

内容を確認し、チェックをしたら記名・押印する。（必須） 

 

□５ ３および４で作成した書類をまとめて首里城公園管理センターへFAX送信する。 

※企画書などがあれば合わせてFAX送信してください 

 

提出先・お問い合わせ 

首里城公園管理センター 事業課 業務広報企画係 

TEL 098-886-2020 / FAX 098-886-2022 

※業務企画係では撮影に関するご相談や掲載原稿・放送映像等の校正も承ります。 

お気軽にお問い合わせください。 
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申請をされる方へ（事前確認事項） 
 

国営沖縄記念公園（海洋博地区・首里城地区）内での撮影・ロケーションについては、都市公園法

第12条に基づき、公園管理者からの許可を必要としますが、その場合原則として下記の許可条件・注

意事項が付されます。なお、正殿および書院の内部の撮影を希望する場合は、首里城公園管理センタ

ーまで事前にお問い合わせください。 

 

＜ 許 可 条 件 ＞ 
１ 都市公園法及び関係法令等を遵守するとともに、公園管理者の指示に従うこと。 

２ 許可を受けた者は、一般公園利用者に危険が生じないよう必要な措置を講じ、公園利用に支障が

生じないよう留意すること。 

３ 公園の機能、風致及び美観を損なう恐れのある行為はしないこと。 

４ 公園管理者は、次に示すような場合、許可の取り消し又は必要な処置を講ずるよう命ずることが

ある。 

イ 都市公園法又は都市公園法に基づく規定に違反した場合 

ロ この許可条件を守らない場合 

ハ 許可事項以外の行為を行った場合 

ニ 申請内容に虚偽記載、又は不正な手段により許可を受けた場合 

ホ 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

へ 公園の管理運営上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合 

ト その他公園管理者が必要と判断した場合 

５ 公園施設を損傷、汚損、又は滅失した場合は、速やかに公園管理者に報告し、その指示に従い、

修理、若しくは原状回復、又は損傷を賠償すること。 

６ 事故が発生し、又はその恐れがあると判断される場合は、公園利用者の安全を図るとともに、速

やかに公園管理者に連絡し、その指示に従い、許可を受けた者の責任において処理すること。 

７ 許可を受けた事項を変更しようとするときは、軽易なものを除き公園管理者の許可を受けるこ

と。 

８ 許可の期間が満了したときは、直ちに原状回復すること。ただし原状回復することが不適当な場

合は、公園管理者の指示に従い必要な措置をとること。 

９ 本条件を厳守しない場合は、都市公園法により規制することがある。 

10 首里城地区については、第１号から第９号までに加え、別途条件を付するものとする。 

 

＜ 注 意 事 項 ＞ 
写真撮影及びロケーションにあたっての注意事項は下記のとおりとする。なお厳守しない場合の取

扱いは、許可条件９を準用する。 

（１）撮影に関する紛争に対して、公園管理者は一切責任を負わない。 

（２）立入り禁止区域内での撮影は出来ない。 

（３）首里城地区における正殿及び書院の内部撮影に関しては、別紙を遵守するものとする。また、

南殿・番所の内部撮影に関しては、展示品の著作権上禁止とする。 

（４）撮影の際は、腕章を貸与するので、出演者以外は必ず着用すること。 

（５）撮影の際は、状況確認等のため職員等が立会う場合がある。 

（６）出版物・映像等について、職員等が申請内容と著しく異なっていると判断した場合は、許可を

受けた者は対応を行うものとする。 

（７）撮影した写真、映像等を使用する際は「国営沖縄記念公園（海洋博公園又は首里城公園）：施

設名○○○」の名称を必ず記載すること。(公園名を省略することがないようにすること。) 

（例）国営沖縄記念公園（海洋博公園）：沖縄美ら海水族館 

国営沖縄記念公園（首里城公園）：正殿 

（８）媒体に他の協力団体名称等を明示する場合には、「内閣府国営沖縄記念公園事務所」と必ず記

載すること。 

（９）撮影時の詳細については、海洋博公園管理センター又は首里城公園管理センターの担当者と十

分に調整すること。 

撮影等担当者 海洋博公園管理センター イベント・広報担当 TEL 0980-48-2741 

       首里城公園管理センター 業務広報企画係　　 TEL 098-886-2020 

 

 
別添-58

http://www.dc.ogb.go.jp/kouen/shurijo/kouenkanri.html


＜記入例＞ 
（※青字は注意事項） 

様式１ 

 

許 可 申 請 書 

申請日 平成２１年  ８月  ３日 

※許可を受けたい日の３日前（土日祝日を除く）

までに申請すること。 

公園管理者 

沖縄総合事務局長 殿 

 

申 請 者 

住 所 ○○県○○市○○１丁目２番３号 

商号または名称 株式会社 ○○○○○ 

代表者役職及び 

代 表 者 氏 名 

代表取締役 ○○ ○○ 

※役職名も必ず記入すること。 

※必ず代表者印を押印すること。社判は受付不可。 

印 

電 話 ○○○－○○○－○○○○ 

Ｆ Ａ Ｘ ○○○－○○○－○○○○ 

担 当 者 氏 名 ○○ ○○ 

 

都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので、下記により、申請します。 

 

記 

行 為 の 種 類 
写真撮影 

※写真撮影・ロケーションなど行為の種類を記入。 

日時又は期間 
平成２１年 ８月１２日（水）００時００分から００時００分まで 

※準備や後片付けの時間も含めて申請すること。 

場 所 

首里城地区：首里城公園城郭内（正殿、南殿・番所の内部及び内部撮影禁

止区域を除く） 

※地区名（首里城地区）および施設名を記入。 

※「～など」「～他」「～付近」といったあいまいな表現はしない。 

目 的 

旅行雑誌「○○○○」１０月号において、沖縄の観光スポットとして首里

城公園を紹介するため。 

※この行為を行う目的を記入する。 

※撮影したものを出版物やテレビ番組等に使用する場合はその名称も記入すること。 

内 容 
首里城正殿前にてモデル２人を配置して写真撮影を行う。 

※公園内で実際に行う行為について記入する。 

その他参考と 

なるべき事項 

・出版物には「国営沖縄記念公園（首里城公園）：正殿」と記載します。 

・撮影時には三脚１台を使用し、モデル２名とスタッフ３名で行います。 

※記入例のように参考となる事項を記入すること。 

※この申請書は許可を受けたい日の３日前（官公庁の休みを含まない）までに申請すること。 

印 
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＜記入例＞ 
（※青字は注意事項） 

様式２  

首里城公園 撮影･ロケーション計画概要 

平成２１年 ８月 ３日作成 

申請者名 住 所 〒000-0000 ○○県○○市○○１丁目２番３号 

商号・名称 株式会社○○○○ 

代表者名 代表取締役 ○○ ○○※役職名も記入する。 

連
絡
先 

担当者 広報課 ○○ ○○  ※担当者印を押印。㊞ TEL 000－000－0000 

E-mail aaaa@bbbb.co.jp FAX 000－000－0000 

媒体社名等 

※申請者と

異なる場合

に記入する。 

住 所 〒000-0000 △△県△△市△△４丁目５番６号 

商号・名称 株式会社△△△△ 

代表者名 代表取締役 △△ △△※役職名も記入する。 

連
絡
先 

担当者 総務部 △△ △△ TEL 000－000－0000 

E-mail cccc@dddd.ne.jp FAX 000－000－0000 

媒体名称 旅行雑誌「○○○○」※番組名･紙名等を記載する。 

媒体概要 □ＴＶ 放送規模 全国（00 局ネット）・地方（○○都道府県名） 

ジャンル 情報・バラエティー・教育・ドラマ・CM・その他（    ） 

放送日時 H00.00.00( )00:00～00:00(00分番組) 

□新聞 発行概要 ○刊 / 約 00 ページ / 約 000 部 / 000円 

発行日等 H00.00.00( ) / 掲載 000 字程度・写真 0枚程度 

■雑誌 発行概要 月刊 / 約 150ページ / 約 30,000 部 / 580円 

発行日等 H21.9.24(木) / 掲載 800 字程度・写真 4枚程度 

□ホームページ 公開日 H00.00.00( )～H00.00.00( ) 

□その他（        ） 公開日 H00.00.00( )～H00.00.00( ) 

企画内容 

(別添可) 

旅行雑誌「○○○○」にて、沖縄の観光スポット首里城公園の特集記事を掲載する

ため、首里城正殿前でモデル２人を配置して写真撮影を行いたい。 

※企画書などより詳しい内容が分かるものを別添(FAX)することも可能。 

撮影日時 平成２１年８月１２日（水） 00：00～00：00 

撮影場所 御庭 

使用機材 □テレビカメラ ■照明 □ワイヤレスマイク □録音機 ■スチールカメラ 

□その他（           ） 

出演者 ■有 (出演者氏名) 

○○○○、○○○○ 合計２名 □無 

インタビ

ュー 

■希望する (希望する担当者または職種) 

首里城祭の担当者 □希望しない 

その他 ※撮影にあたっての希望などあれば記入する。 

！注意事項！ 

１．この「様式２」は「申請書提出フォームからのデータ送信」と「FAX送信(0980-48-3339)」が必要です。 

２．FAX送信の際に様式３「首里城公園 撮影・ロケーション申請時チェックリスト」を必ず添付してください。 
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＜記入例＞ 
（※青字は注意事項） 

様式３ 

首里城公園 撮影・ロケーション申請時チェックリスト 

撮影・ロケーションの申請を行うにあたり、以下の項目について確認をしていただきま

す。このチェックリストは印刷して手書き記入し、申請書一式を FAX送信する際に必ず添

付してください（詳しくは本書類１ページ目をご覧ください）。各項目について同意する

場合はチェックを入れてください。一つでも同意が得られない場合は、申請書を受け付け

られませんのでご了承ください。 

記 入 日 平成 年 月 日 

記入者(申請担当者) 印 

※原則として、様式１「許可申請書」の申請者欄に記載した担当者様が本チェックリストを

精査し、記入・押印してください。

内 容 チェック

１ 文書「申請をされる方へ（事前確認事項）」（本書類２ページ目）の

確認を行い、許可を受けた場合はこれを遵守します。 

□ 

２ 撮影・ロケーション時は、公園の一般利用を妨げないよう徹底しま

す。 

□ 

３ 公園利用者の肖像権を侵害しないよう配慮します（来園者の写り込

みが極力発生しないようにします）。 

□ 

４ 通常の開園時と異なる状態での撮影を要求しません。 

例）公園設置物の移動や大道具（持込物）の設置等 

□ 

５ 混雑時の撮影については、当日立ち会いする職員等の指示に従いま

す（混雑時は公園利用者の安全を最優先に考え、職員の指示に従っ

て撮影を一時中断します）。 

□ 

６ 申請書に記載のない事項について、撮影当日に急遽追加の要請はし

ません。 
□ 

７ 撮影した写真・映像等に対してコンピューターグラフィック（CG）

等で加工を施したものを放送・掲載内容に盛り込みません。 

例）首里城の建築物などを CG加工する等 

□ 

８ 撮影した写真・映像等を使用する際は、「国営沖縄記念公園（首里城

公園）：施設名○○○」の名称を必ず記載します。 

例）国営沖縄記念公園（首里城公園）：正殿 

□ 

９ 出版物・映像等について、職員等が申請内容と著しく異なっている

と判断した場合は、対応を行います。 
□ 

10 上に掲げる事項が遵守されていないと判断された場合には、たとえ

撮影の途中であっても職員の指示に従い撮影を中止します。 
□ 

✔ 

✔

✔ 

✔

✔ 

✔

✔ 

✔

✔ 

✔
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建築物維持管理点検チェックリスト 

■点検対象施設（建物）

分 類 施設名 構造・規模 
延床面積 

㎡ 

管理類型 
備考 

予防 事後 

木造 

系図座・用物座 木造 平屋建 187.58 ○ 

供屋 木造 平屋建 19.83 ○ 

漏刻門 木造 平屋建 20.39 ○ 

瑞泉門 木造 平屋建 18.73 ○ 

右掖門 木造 平屋建 13.62 ○ 

木造+ＲＣ造 
(混構造) 

二階御殿 
1階：ＲＣ造 
2階：木造(一部のみ) 

429.00 ○ Ｈ30供用予定 

広福門 
木造一部ＲＣ造 
平屋建 

156.26 ○ 

鉄骨造 銭蔵（休憩所） 鉄骨造 平屋建 133.87 ○ 
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 雨漏りあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進貢負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 割れ、欠損あるか

ニービ 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

鋼製 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

軒先・軒裏
・垂木、隅木

外壁等
・外壁
・柱、梁

木製建具等
・建具
・雨戸

木材 目視
触診

0・1・2・3

屋根屋根

木材 目視

0・1・2・3 ◎ レ

屋根裏 目視

0・1・2・3 ○ レ

漆喰 目視

0・1・2・3 ◎ レ

瓦 目視

0・1・2・3 ◎ レ

石材 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

石材 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

施設名

部位項目 素　材 点検方法 点検項目

0・1・2・3

部位別判定

建物
外周部

　系図座・用物座　（建築）

レ

雨端 三和土 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

石階段 石材 目視
打診

0・1・2・3

注意度

○

点検方法

目視
打診

石積基壇

○ レ

石敷

踏石

○ レ

金属製建具
等

礎石
（外部）

建物外部
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0 異常なし
1 楔のゆるみ、ぐらつき
2 軽度の離れ
3 欠落あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか

木製建具等 木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

外壁等
・外壁
・柱、梁

木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

瓦 目視

0・1・2・3 ◎

レ

軒先・軒裏
・垂木、隅木

木材 目視

0・1・2・3 ◎ レ

漆喰 目視

0・1・2・3 ◎

レ

天井仕上
・天井板
・空調ガラリ

木材 目視

0・1・2・3 ○ レ

壁仕上
・壁板
・板釘

木材
釘

目視

0・1・2・3 ○ レ

造作金具
・釘隠し

真鍮 目視

0・1・2・3 ○ レ

建具
・板戸

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

床仕上 床板 目視

0・1・2・3 ○ レ

畳敷き 畳 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

天井仕上 ロックウール吸音板
ＥＰ塗装

目視

0・1・2・3 ○ レ

壁仕上 目視

0・1・2・3 ○ レ

床仕上 ビニル床シート 目視

0・1・2・3 ○ レ

建具 木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

接続部
・柱、梁
・貫、楔

木材 目視
打診

0・1・2・3 ◎ レ

建物内部

屋根屋門
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 ちらつき、球切れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか

施設名 　系図座・用物座　（電気）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
点検方法

照明器具
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○

スピーカー等 目視

0・1・2・3

電灯設備

拡声設備

自動火災
報知設備

レ

コンセント 目視

0・1・2・3 ○ レ

盤類 目視

0・1・2・3 ○ レ

○ レ

受信機 目視

0・1・2・3

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

総合盤

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

非常照明 目視

0・1・2・3 ◎ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

目視

0・1・2・3 ○ レ

感知器

監視カメラ
(屋内)

監視カメ
ラ設備

防災照明
設備

共通

プルボックス
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○ レ

露出配管
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○ レ

雷保護設備 目視

0・1・2・3 ○ レ

ケーブルラッ
ク
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○ レ
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 作動不良はあるか
2 腐食・破損はあるか
3 漏水はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 漏水はあるか

0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 グラツキはあるか

0 異常なし
1 作動不良はあるか
2 腐食・破損はあるか
3 漏水はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 漏水はあるか

0 異常なし
1 作動不良はあるか
2 腐食・破損はあるか
3 漏水はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 漏水はあるか

0 異常なし
1 汚れ、破損あるか
2 作動不良はあるか
3 腐食・破損はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 漏水はあるか

0 異常なし
1 汚れ、破損あるか
2 作動不良はあるか
3 腐食・破損はあるか

消火設備

空調設備

換気設備 目視

0・1・2・3 ◎

配管類
弁類

目視

0・1・2・3 ◎

換気機器
給気・排気
口
ダクト・ダン

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

レ

レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

給湯器

レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

空調機器
吹出・吸込
口
ダクト・ダン

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

配管類
弁類

目視

0・1・2・3 ◎ レ

外部設備器
具
消火器具

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

目視

0・1・2・3 ◎ レ

給湯設備

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

枡類 目視

0・1・2・3 ◎ レ

給排水・
衛生器具
設備

レ

配管類
弁類

目視

0・1・2・3

レ レ

◎

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

配管類
弁類

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

外部設備器
具
衛生器具

目視

0・1・2・3 ◎

施設名 　系図座・用物座　（機械）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
点検方法
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進貢負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 割れ、欠損あるか

施設名 　供屋　（建築）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
点検方法

レ

レ

雨端 三和土 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

基壇 石積 目視
打診

0・1・2・3 ○

建物
外周部

屋根屋根

○ レ

石敷 石材 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

踏石 石材 目視
打診

0・1・2・3

石階段 石材 目視
打診

0・1・2・3 ○

漆喰 目視

0・1・2・3 ◎ レ

軒先・軒裏
・垂木、隅木

木材 目視

0・1・2・3 ◎ レ

瓦 目視

0・1・2・3 ◎ レ

建物外部

木製建具等
・建具
・雨戸

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

外壁等
・外壁
・柱、梁

木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

礎石
（外部）

ニービ 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ
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0 異常なし
1 楔のゆるみ、ぐらつき
2 軽度の離れ
3 欠落あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行損傷あるか
3 欠損あるか

建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 ちらつき、球切れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか

建物内部 接続部
・柱、梁
・貫、楔

木材 目視
打診

0・1・2・3 ◎

壁仕上 目視

0・1・2・3

床仕上 磚瓦敷き 目視

0・1・2・3 ○ レ

レ

建具 木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

○ レ

建具
・板戸

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

造作金具
・釘隠し

真鍮 目視

0・1・2・3 ○ レ

壁仕上
・壁板
・板釘

木材
釘

目視

0・1・2・3 ○ レ

施設名 　供屋　（電気）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度

目視

0・1・2・3 ○ レ

点検方法

目視

0・1・2・3

目視

0・1・2・3 ○ レ

盤類

電灯設備 照明器具
(屋内)

コンセント

○ レ
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進貢負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか

基壇建物
外周部

屋根屋根

0・1・2・3

建物外部

目視

0・1・2・3

瓦

漆喰

0・1・2・3

石積 目視
打診

0・1・2・3

石階段 石材

○ レ

建物内部 仕上げ
床・壁・天井

目視
打診

○ レ

建具等
建具

木材 目視
触診

0・1・2・3

◎ レ

外壁等
・外壁
・柱、梁

木材 目視
触診

0・1・2・3

◎ レ

軒先・軒裏
・垂木、隅木
・懸魚

木材 目視

0・1・2・3

○ レ

塗装(外部) 桐油・漆塗・外壁
・建具

目視

0・1・2・3

○ レ

彩色
・扁額

目視

0・1・2・3

目視

0・1・2・3 ◎ レ

◎ レ

施設名 　漏刻門　（建築）

目視
打診

注意度
点検方法

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定

○ レ

○ レ
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進貢負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか

外壁等
・外壁
・柱、梁

建物内部

建物
外周部

屋根 屋根

建物外部 塗装(外部)

軒先・軒裏
・垂木、隅木
・懸魚

仕上げ
床・壁・天井

目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

レ

建具等
建具

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○

木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

レ

彩色
・扁額

目視

0・1・2・3 ○

木材 目視

0・1・2・3 ◎

レ

桐油・漆塗・外壁
・建具

目視

0・1・2・3 ○ レ

レ

漆喰 目視

0・1・2・3 ◎

○ レ

瓦 目視

0・1・2・3 ◎

基壇 石積 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

レ

石階段 石材 目視
打診

0・1・2・3

点検方法

施設名 　瑞泉門　（建築）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進貢負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか

外壁等
・外壁
・柱、梁

建物内部

建物
外周部

屋根 屋根

建物外部 塗装(外部)

軒先・軒裏
・垂木、隅木
・懸魚

仕上げ
床・壁・天井

目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

レ

建具等
建具

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○

木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

レ

彩色
・扁額

目視

0・1・2・3 ○

木材 目視

0・1・2・3 ◎

レ

桐油・漆塗・外壁
・建具

目視

0・1・2・3 ○ レ

レ

漆喰 目視

0・1・2・3 ◎

○ レ

瓦 目視

0・1・2・3 ◎

基壇 石積 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

レ

石階段 石材 目視
打診

0・1・2・3

点検方法

施設名 　右掖門　（建築）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、不陸あるか
2 割れ、軽度の損傷
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 ゆるみ、ずれ
3 はらみ、欠落
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 剥落あるか
0 異常なし
1 損傷の兆しあるか
2 損傷あるか
3 雨漏りあるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 腐食進貢負傷あるか
3 劣化、剥がれあるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進貢負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 腐食あるか
2 腐食進行負傷あるか
3 欠損あるか
0 異常なし
1 傷、変色あるか
2 作動不良あるか
3 変形あるか
0 異常なし
1 つまりあるか
2
3 劣化、損傷あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 割れ、欠損あるか
0 異常なし
1 汚れ、軽度の損傷
2 退色進行損傷あるか
3 劣化、剥がれあるか

○ レ

塗装(外部)

建物内部

屋根

基壇建物
外周部

桐油・漆塗・外壁
・建具

建物外部

彩色
・扁額

レ

磚 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

石積 目視
打診

0・1・2・3

施設名 　広福門　（建築）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
点検方法

○

石階段 石材 目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

○ レ

スロープ 石材 目視
打診

0・1・2・3

漆喰 目視

0・1・2・3 ◎ レ

瓦 目視

0・1・2・3 ◎ レ

軒先・軒裏
・垂木、隅木
・懸魚

木材 目視

0・1・2・3 ◎ レ

屋根裏 目視

0・1・2・3 ○ レ

屋根

目視

0・1・2・3 ○ レ

目視

0・1・2・3

建具等
建具

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

外壁等
・外壁
・柱、梁

木材 目視
触診

0・1・2・3 ◎ レ

仕上げ
床・壁・天井

床：磁器質タイル
壁：磁器質タイル
天井：ロックウール吸
収音

目視
打診

0・1・2・3 ○ レ

礎石
（外部）

ニービ 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ

敷居水抜き
穴

木材 目視
触診

0・1・2・3 ○ レ
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 ちらつき、球切れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 作動不良はあるか
2 腐食・破損はあるか
3 漏水はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 漏水はあるか

0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 グラツキはあるか

0 異常なし
1 汚れ、破損あるか
2 作動不良はあるか
3 腐食・破損はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 漏水はあるか

0 異常なし
1 汚れ、破損あるか
2 作動不良はあるか
3 腐食・破損はあるか

換気設備 換気機器
給気・排気
口
ダクト・ダン

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

空調設備 空調機器
吹出・吸込
口
ダクト・ダン

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

配管類
弁類

目視

0・1・2・3 ◎ レ

給排水・
衛生器具
設備

外部設備器
具
衛生器具

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

配管類
弁類

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

枡類 目視

0・1・2・3 ◎ レ

レ

○ レ

レ

プルボックス
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○ レ

共通 露出配管
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○

雷保護設備 目視

0・1・2・3

ケーブルラッ
ク
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○

監視カメ
ラ設備

監視カメラ
(屋外)

目視

0・1・2・3 ○ レ

トイレ呼出装
置

目視

0・1・2・3

誘導支援
設備

防災照明
設備

非常照明 目視

0・1・2・3 ◎ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

○ レ

盤類 目視

0・1・2・3 ○ レ

電灯設備 照明器具
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○

施設名 　広福門　（電気・機械）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
点検方法

レ

コンセント 目視

0・1・2・3 ○ レ
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建物維持管理点検チェックシート

備考
日常定期

0 異常なし
1 ちらつき、球切れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 グラツキあるか
2 錆・腐食あるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 塗装剥がれ・汚れあるか
2 グラツキあるか
3 変形、損傷あるか
0 異常なし
1 作動不良はあるか
2 腐食・破損はあるか
3 漏水はあるか
0 異常なし
1 腐食・破損はあるか
2 グラツキはあるか

○

施設名 　銭蔵　（電気・機械）

部位項目 素　材 点検方法 点検項目 部位別判定 注意度
点検方法

電灯設備 照明器具
(屋内)

目視

0・1・2・3

レ

レ

盤類 目視

0・1・2・3 ○

レ

拡声設備 スピーカー等 目視

0・1・2・3 ○

監視カメ
ラ設備

監視カメラ
(屋内)

目視

0・1・2・3 ○ レ

定期点検
は、法令の
規定による
点検とす

給排水・
衛生器具
設備

外部設備器
具
衛生器具

目視

0・1・2・3 ◎ レ レ

枡類 目視

0・1・2・3 ◎ レ
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国営沖縄記念公園植物管理方針 

(1)首里城公園 植栽地概要

１. 首里城公園の特色・留意点 *1

○王朝時代及び戦前の資料等より判明した首里城の特徴ある景観を生み出している重要な

植生空間は可能な限り史実に近い再生を基本とする。

○首里城の丘陵部は琉球石灰岩を基盤とした自然植生であるため、外郭沿いの傾斜地及び

稜線を形成する傾斜面では石灰岩植生の自然林の形成を目標とし、その立地に適合した

永続性のある緑の回復・育成を図る。

○現況において建物周辺に多種多様な植栽が施され、植栽後 30年以上を経過し風格ある樹

木が形成されつつあるが、主要な樹種としては本来の自然植生の構成種となる高木類や

草木類等は計画に支障が無い限り保全活用を図り、ヤシ類等の本来の首里城の景観構成

樹種とは異なるものは移植撤去を基本とする。

２. 首里城公園の植栽地に係る管理目標 *2

１）歴史的風致景観を回復する特徴的な植栽

・歴史・文化に根ざした植物景観の復元を目指し、御嶽らしさを醸し出す植物景観を含め

城郭における周辺植栽などの特徴的な植物景観を構成し、往時の景観を想起させる植栽

空間を実現する。

２）石灰岩域を基盤とした自然植生の回復

・御嶽は、自然状態のまま残されていた可能性が高く、地域の自然植生の遷移として、石

灰岩を基盤とした樹林の成立が考えられる。首里城内における植栽は基本的に、地域の

自然植生の樹種や樹林としての物理的特性等をよく理解し、それに近づけていくことが

重要となる。

・ただし、人為的に植えられた樹木や古絵図・古写真等から、往時の姿が推定できる箇所

についてはこの限りではなく、歴史的事実に基づき、植栽の目標像を定めることとする。 
３）都市公園として植栽に求められる必要な機能の確保

・多くの観光客の訪れる首里城公園においては、公園利用者への快適性に配慮するため、

歴史的風致景観を大きく損なわない範囲で、可能な限り緑陰樹を配置する。

・首里城公園からの眺望や復元された歴史建造物の眺め等は公園利用者への効果的な視点

場を提供し良好な景観を形成しているため、利用サービスの向上という視点からも植栽

を検討し、眺望を阻害せず、さらに魅力的に見せる植栽の形成を図る。

・強風による倒木や落枝など、利用者の思わぬ事故を生じさせぬよう十分に配慮し、安全

性に配慮した植栽や維持管理を行う。
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３.植栽エリア区分と基本構成 *１

京の内エリア ・石灰岩植生の樹種を基本とした御嶽森の再生

西のアザナと西城郭

エリア

・眺望景観を考慮した修景木の植栽

・林間広場を形成する緑陰木の植栽

大手門エリア ・瑞泉門前の東西両側の城壁沿いはソテツを主体とした修景木の植栽

下之御庭エリア ・周辺エリアの植栽で囲まれた空間とし、西側は西のアザナと西城郭エリ

アと一体となった植栽

御庭エリア ・御庭への植栽は行なわず、北殿北側は外からの眺望を考慮した植栽

書院・鎖之間庭園エリア ・露出した石灰岩を庭園に見立てたソテツや松の植栽

二階御殿エリア ・芝生を主体とした庭園的な構成

御内原エリア ・芝生広場の整備と広場周辺への修景木、緑陰木の植栽

北城郭エリア ・寒川から右掖門に掛けての支壁沿いはアカギを主体とした高木植栽

・西側広場は石灰岩植生の樹種を基本とした現況植生の保存と林間広場を

形成する緑陰木の植栽

東のアザナエリア ・外郭沿いは石灰岩植生の樹種を基本とした灌木、中木(幼木)植栽

・内郭沿いは石灰岩植生の樹種を主体とした修景木の植栽

継世門美福門エリア ・佐敷殿跡は芝生広場

南城郭エリア ・西側は石灰岩植生の樹種を基本に現況植生の保存、東側は修景木植栽

ｓ 

植栽エリア区分図

※管理対象外区域は除く
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(2)京の内エリア 植栽地概要表

１. 京の内エリアの特色・留意点 *2

・京の内は琉球王朝の御嶽林として、祭祀儀礼の中心となる神聖な場所であり、人為的な

影響が少なく、地域の自然植生を基本とする樹林が成立していたものと想定される。

・平成１５年 供用

２. 京の内エリアの植栽地に係る管理目標

・祭祀空間としてのイメージを踏まえた植栽管理

・石灰岩植生の樹種を基本とした御嶽森の再生、地域の植生に基づく自然植生の復元

３.管理方法

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去

・実生木が数多く生育しているが、樹林景観の障害となりそうなアカギ、クワノハエノキ、

センダンキササゲ、ススキなどは日常的な管理で除去し、ホルトノキやアコウ、ガジュ

マルなどは後継樹として育成、エダウチチヂミササの保護―写真① *2

・聖域周辺は、うっそうとした雰囲気とすることが望ましく、可能な限り大径木に基づく

景観を構成―写真② *2

・内郭や石垣の構造物に影響を及ぼす実生木、支障木やクローバー、ウェデリア等の外来

種の除去

・渇水時には散水、園路沿い約 1.5ｍ程度の距離で除草を実施―写真③

○現在の管理状況

・芝生地の雑草は人力除草のほか年に１～２回程度必要に応じて選択性除草剤（地下水を

考慮した環境配慮材）の散布を必要最小限の範囲で行っている。

・樹林管理では鬱蒼とした御嶽林を形成することが優先されており、剪定管理をほとんど

行えない状況にあるため、自然樹形のまま樹木が生長し、台風等の強風の影響を受けや

すい樹形となっている。

・植栽地内の地表部や地中部に岩が多く、施肥作業の掘削の支障となることがある。

・京の内の庭園に近いエリアは、平成 21年度に多くの樹木が移植されたのにも関わらず、

他エリアに比べて鬱蒼感がなく疎林になっている。これは、他エリアに比べて年数が経

っていないことだけではなく、地盤が高い位置にあることで、他のエリアより風衝の影

響が強く、樹木の生長の妨げになっていることが考えられる。このため、鬱蒼とした御

嶽林をこのエリアでも造成していくのであれば、成木を移植しても活着に時間がかかり、

活着前に台風等で倒木する可能性があるため、風の影響を受けにくい幼木を移植してい

く方が、将来的に安定した御嶽林を造成できると思われる。―写真④ *4

・地被類管理では、エダウチチジミグサを育成するため雑草、特にウエデェリア等の雑草

の除去が求められているが、特に陽当たりの強い場所で雑草に被圧されている区域があ

り、人力での除草が追いつかないことや、芝生地同様、雑草防除のため薬剤散布を行い

たいが、使用が制限されている課題がある。
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・樹木の支柱取り外しの時期について、自然樹林の景観に近づけるため、できるだけ人工

物である支柱は、植栽木の生育に合わせて撤去していく方針ではあるが、前述にある通

り、根系の発達が悪く、台風時期に傾木や倒木の被害も懸念されるため、特に樹高が高

く、樹冠の大きな樹木については生育状況をよく見極めてから撤去の検討を行っている。 

４.留意事項 *2

・植栽地の一部に生育不良の箇所もあり、樹林密度を高めることも有効な改善となる。

・うっそうとした京の内の植栽空間を形成するために、土壌環境に留意し、状況に応じて

適切な土壌改良の方策が求められる。

・御嶽らしい景観を形成するために、クロツグを全体的に点在させるよう補植を行う。

５.植栽地写真 調査・撮影日 平成 24年 11月 26日 

６.主な植栽樹種

アコウ、ガジュマル、クロヨナ、ハマイヌビワ、イスノキ、ヤブニッケイ、アカギ、ホル

トノキ、タブノキ、クロツグ、クワノハエノキ、イヌマキ、オオバギ、ハゼノキ

（苗木 高密度混植）アカテツ、サキシマフヨウ、シマヤマヒハツ、シャリンバイ、トベ

ラ など

写真① 写真② 

写真③ 写真④ 
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(3)西のアザナと西城郭エリア 植栽地概要表 

１. 西のアザナと西城郭エリアの特色・留意点 *2 

・石灰岩植生を基本とし、広場的な利用も考慮した疎生林として良好に生育している。 
・西アザナは重要な眺望点となるが、現段階では剪定を実施して眺望を保っている。さら

に成長が進む場合、強剪定による不自然な樹形や利用者から要望される緑陰の確保が困

難になる問題点が生じることに留意した管理目標の検討が必要となる。 
・西のアザナ 平成４年 供用、西城郭 平成１１年 供用 
２. 西のアザナと西城郭エリアの植栽地に係る管理目標 

・西側の市街地方向と正殿側の眺望景観を考慮した修景木の植栽 
・まとまった林間広場を形成する緑陰木の植栽―写真① 
３.管理方法 

・草本類の管理（芝刈、草刈、除草、植替え等） 

・眺望景観に留意した整枝剪定、刈込みなどの樹木の手入れ 

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去 

・内郭や石垣の景観に配慮し、樹形・樹高・植栽密度をコントロールする維持管理を実施 

・内郭や石垣の構造物に影響を及ぼす実生木や外来種の除去  

・歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる実生木や外来種の除去 

４.留意事項 

・北側の内郭沿いに石積に悪影響を及ぼすアコウの根や外来種の実生木の生育が見られる

ため、日常的な管理の中で早期の除去が必要とされる。―写真② 
・系図座・用物座西側における緑陰の確保は、利用者に快適性を提供できる適切な場所と

なるが、西のアザナ展望台からの眺望を阻害しない配置、樹高が求められる。―写真③ 
・芝生（セントオーガスチングラス）の管理は良好な状態を維持するために、排水性・透

水性の向上、アルカリ性の中性化、目土や枝透かし等の対応を検討する。―写真④ 

○現在の管理状況 

・平成 23年度末に裸地改善のためコウライシバではなくセントオーガスチンが張り芝さ 

れ、系図座・用物座の裏周辺については良好な生育を保っているが、木曳門警備ボック

ス周辺の一部については、緑陰や踏圧の影響で良好な生育とはいえない。緑陰を解消す

るために樹木の透かし剪定を行いたいが、京の内同様、鬱蒼感を出すため剪定を極力控

えることになっているため、当該区域の芝生が回復する程度の剪定が行えない。恐らく、

今後も樹木の生長に併せてこういった緑陰による生育不良区域が出てくることが考えら

れ、鬱蒼感を優先し剪定を控える管理を続けるのであれば、地被類への張替えを検討す

る必要があると思われる。 
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５.植栽地写真   調査・撮影日 平成 24年 11月 26日 

６.主な植栽樹種

イスノキ、クロヨナ、アカギ、イヌマキ、オオバギ、チシャノキ、ガジュマル、ホルトノ

キ、ブッソウゲ コウライ芝、セントオーガスチングラスまたはイヌ芝 など

(4)大手門エリア 植栽地概要表

１. 大手門エリアの特色・留意点 *2

・歓会門から広福門へのアプローチ部の植栽で、特に瑞泉門脇の内郭前面にあるソテツを

主体とする植栽が特徴的であり、往時景観を忠実に再現している。

・平成４年 供用

２. 大手城門エリアの植栽地に係る管理目標

・瑞泉門前の東西両側の内郭沿いは、ソテツを主体とした修景木の植栽―写真①

・歓会門と久慶門の間の開放的な空間は、良好な芝生地を形成

３.管理方法

・草本類の管理（芝刈、草刈、除草、植替え等）

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去

・内郭や石積等の構造物に影響を及ぼす、実生木や支障木の除去

写真① 写真②

写真③ 写真④ 平成 25年 3月 12日撮影 
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４.留意事項 

・歓会門から久慶門にかけての芝生地は、概ね生育は良好であるが一部踏圧により裸地化

している箇所はある。―写真② 
・ソテツは、古くなって痛んだ葉をそのままにしておくと美観を損ねるため、初夏に新芽

が伸びてくる頃、古くなって垂れ下がった葉は付け根から切り落として樹姿を整えると

同時に新しく出てくる葉と世代交代させる。―写真③ ④ 
・芝生地は、多数の来園者による踏圧で損傷が著しい状況にあるため、計画的な管理の方

策を設定する必要がある。 
・古絵図によると瑞泉門後方右側には大木が生育していたと考えられ、ホルトノキ（H-C-W

＝7.5-1.2-6.0）が植栽されているが、現段階では見えないのが現状である。 
５.植栽地写真                    調査・撮影日 24年 11月 26日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.主な植栽樹種 

ソテツ、芝生 など 

 

写真① 
 

写真② 
 

写真③ 
 

写真④ 
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(5)下之御庭エリア 植栽地概要表 

１. 下之御庭エリアの特色・留意点 *2 

・復元はガジュマルとクロツグのみが植栽されている。ガジュマルは、国立博物館所蔵の

古写真と比較すると現在よりもさらに大径木であったことが推察される。 
・首里森御嶽 平成９年 完成 
２. 下之御庭エリアの植栽地に係る管理目標 

・祭祀空間としてのイメージを踏まえた植栽管理 
・周辺エリアの植栽で囲まれた空間とし、西側は西のアザナと西城郭エリアと一体となっ

た植栽 *5 
３.管理方法 

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去 

・石垣の構造物に影響を及ぼす実生木や外来種の除去 

・歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる実生木や外来種の除去 

・御嶽はうっそうとした雰囲気とすることが望ましく、可能な限り大径木（ガジュマル）

の育成に基づく景観を構成―写真① 

４.留意事項 

・植栽地の樹木の枝が折れている箇所については、日常的な管理で除去を行う。―写真② 

・御嶽らしい景観を形成するために、必要に応じて補植を行う。 

５.植栽地写真                調査・撮影日 平成 24年 11月 26日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.主な植栽樹種 

ガジュマル、クロツグ、ソテツ など 

 

 

 

写真① 
 

写真② 
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(6)北城郭（西）エリア 植栽地計画概要表（追加供用予定） 

１. 北城郭（西）エリアの特色・留意点  

・園路沿いにおいて、明治期の図に大木（樹齢 100～150年）として描かれており、樹種と

しては古絵図の描き方からシダレヤナギが妥当と考えられる。*1 

・樹林地形成は王府時代の復元ではなく、来園者に良好な木陰を提供することを目的とし、

銭蔵周辺の芝生地や、新設される補助動線に沿って、緑陰樹を適切に配置する。*2 

・城郭内外の景観・見通し確保を重視して、外周樹林の骨格を既存木の移植によって構成

する。*1 

２. 北城郭（西）エリアの植栽地に係る管理目標 *3 

・園路の北側にアコウ、ガジュマル、アカギなどの大径木からなる既存林があり、これら

の保全を前提とした維持管理が求められる。―写真① ② 

・１８世紀の前半に植栽されていたと考えられるシダレヤナギの景観再現を目指し、シダ

レヤナギ 3本の武者立ちを 3組植栽することで、早期の景観形成を図るとともに、生育・

定着後の優良樹の選抜に対応する。 
３.管理方法 

・草本類の管理（芝刈、草刈、除草、植替え等） 

・眺望景観に留意した整枝剪定、刈込みなどの樹木の手入れ。 

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去 

・石垣の構造物に影響を及ぼす実生木や外来種の除去 

・歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる実生木や外来種の除去 

４.留意事項 

・利用者に快適性をもたらす緑陰や休憩スペースの確保、良好な眺望景観の提供を図る。 

５.植栽地写真                 調査・撮影日 平成 25年 3月 12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.主な植栽樹種 

シダレヤナギ、クロヨナ、ガジュマル、アコウ、イスノキ、オオバイヌビワ、ゲッキツ、

ゲットウ、クチナシ、ブッソウゲ、コウライシバ など 

写真① 
 

写真② 
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(7)北城郭（東）エリア 植栽地計画概要表（追加供用予定）

１. 北城郭（東）エリアの特色・留意点

・城郭の内側に分布する樹林地は「囲いの強化」「王城としての威勢の表現」など景観面で

の役割が位置づけられている。これに比較的平坦な地形を活かした「緑陰広場」の機能

が加えられており、緑陰広場の疎開林型林分を中心に置き、その外周部（城郭の内側）

に疎生林型林分の樹林地を形成する。*1

・王府時代の図に描かれた竹林の復元を図る。

・『首里城又吉千代御内原ポンチ絵』に「高覆盆子畑」が描かれており復元を図る。高覆盆

子畑の配置については、植物全体に鋭い棘があるため、利用の妨げにならないように留

意する。一方では、斜面の法尻部や管理区域との境界部などの人止め効果を果たす。*3 

２. 北城郭（東）エリアの植栽地に係る管理目標 *3

・古絵図に描かれているリュウキュウマツをシンボルツリーとして復元し、マダケ、モウ

ソウチク等の竹林を歴史的景観要素として育成する。

・高覆盆子畑の再現にあたり、生態を踏まえつつ利用上の安全性に配慮した管理を行う。

３.管理方法

・草本類の管理（芝刈、草刈、除草、植替え等）

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去

・石垣の構造物に影響を及ぼす実生木や外来種の除去

・歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる実生木や外来種の除去

・高覆盆子畑では、在来の近縁種も合わせて植栽

４.留意事項

・利用者に快適性をもたらす緑陰や休憩スペースの確保、良好な眺望景観の提供を図る。

５.主な植栽樹種

マダケ、モウソウチク、リュウキュウチク、リュウキュウマツ、アコウ、アマミアラカシ、

イスノキ、キオオバギ、クロヨナ、ホウロクイチゴ など

(8)継世門・美福門エリア 植栽地計画概要表（追加供用予定）

１. 継世門・美福門エリアの特色・留意点 *3

・佐敷御殿跡地は既往計画に沿って芝生広場とするが、『首里城古絵図（仮称）』に描かれ

たリュウキュウマツの修景木 1本の再現を検討する。

・佐敷御殿跡地の北側（内郭下）の斜面は、押明森の御嶽の御嶽植栽と連続する斜面林（疎

生林型、石灰岩植生）を再現する。

・外郭の内側に沿っては、城郭の保護を目的として、高木の植栽は行わない。

・美福門に至る階段の東側は、押明森の御嶽に、既往計画の策定段階では存在したビロウ

を含めた御嶽植栽を再現する。

２. 継世門・美福門エリアの植栽地に係る管理目標

・周囲の城郭や東のアザナエリアと一体となった植栽

３.管理方法
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・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去 

・石垣の構造物に影響を及ぼす実生木や外来種の除去 

・歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる実生木や外来種の除去 

４.留意事項 

・石積沿いは、高木と低木を組み合わせた疎林とする。 

・修景的に良好な芝生地の維持を図る 

５.主な植栽樹種 

リュウキュウマツ、ソテツ、チガヤ など 

 

 

(9)南城郭エリア 植栽地計画概要表（追加供用予定） 

１. 南城郭エリアの特色・留意点 *3 

・書院･鎖之間の南側に接する斜面地は、将来的には、密生林型の林分を目標としつつ、造

成法面の安定と保護を目的とした高木の苗木植栽を施す。樹種としては、深根性で、根

が地表を這う性質のアコウやガジュマルなどを候補とする。ただし、根によって城郭が

破壊されないよう、城郭付近には十分な離隔をとる必要がある。 

２. 南城郭エリアの植栽地に係る管理目標 

・ダイナミックな城郭の景観と調和するうっそうとした森の形成。 
３.管理方法 

・安全管理のための枯損木の伐採、枯枝の除去 

・石垣の構造物に影響を及ぼす実生木や外来種の除去 

・歴史的景観及び主要な景観木等の支障となる実生木や外来種の除去 

４.留意事項 

・石積みの構造に悪影響を及ぼす木本類（ガジュマル・アコウ等）は根から二酸化炭素を

出して石灰岩を溶かす性質があり、壁内に侵入した根は 20～30ｍまで伸び、それらが肥

大化することで石組みを変形させる可能性がある。このため、これらは全て早急に対処

する必要がある。対処方法としては、頻繁に枝葉を刈り取り、根茎への栄養供給を遮断

することで枯死を促す。 

５.主な植栽樹種 

ハマイヌビワ、クロヨナ、サキシマフヨウ など 

 

出展 

*1 首里城地区庭園・植栽計画（昭和 62年度） 
*2 復元整備検討業務 ６.植栽検討（平成 20年度） 

*3 首里城南北地区基本設計外業務（平成 24 年度） 
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数
量
：

18
2
本

 
総
括
数
量
：

11
3
本

 

総
括
数
量
：

22
6
本

 総
括
数
量
：

12
2
本

 

総
括
数
量
：

22
8
本

 

総
括
数
量
：

52
本

 

総
括
数
量
：

14
3
本

 

総
括
数
量
：

48
4
本

 

総
括
数
量
：

15
9
本

 

総
括
数
量
：

16
0
本

 

総
括
数
量
：

12
1
本

 

総
括
数
量
：

12
1
本

 

総
括
数
量
：

15
3
本

 

総
括
数
量
：

38
5
本

 

総
括
数
量
：

17
7
本

 

総
括
数
量
：

20
5
本

 

総
括
数
量
：

17
5
本

 
総
括
数
量
：

31
9
本

 

総
括
数
量
：

16
6
本

 

総
括
数
量
：

26
6
本

 

総
括
数
量
：

56
9
本

 

総
括
数
量
：

14
4
本

 

総
括
数
量
：

19
0
本

 

総
括
数
量
：

14
8
本

 

総
括
数
量
：

15
5
本

 

高
木

管
理

区
域
図

（
海
洋

博
覧
会

地
区
）
 

別
添
２

４
 

 
 

 
 

 
 

高
木

類
エ

リ
ア
 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
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多
年
草
区

 
面
積
：

77
5
㎡

 
プ
ラ
ン
タ
ー
：

20
0
基

 
ウ
ォ
ー
タ
ー
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
：

4
箇
所

 
池

 
面
積
：

1,
21

0
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

91
3
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

22
4
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

13
0
㎡

 

総
括
数
量
：

68
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

50
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

33
7
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

86
8
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

30
3
㎡

 
多
年
草
区

 
面
積
：

11
1
㎡

 

総
括
数
量
：

82
㎡

 

総
括
数
量
：

70
7
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

97
㎡

 

総
括
数
量
：

69
7
㎡

 

総
括
数
量
：

18
2
㎡

 

総
括
数
量
：

74
㎡

 

総
括
数
量
：

72
9
㎡

 

総
括
数
量
：

21
7
㎡

 

総
括
数
量
：

40
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

23
6
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

20
5
㎡

 

多
年
草
区

 
面
積
：

42
㎡

 

多
年

草
管

理
区
域

図
（
海

洋
博
覧

会
地

区
）
 

別
添
２

５
 

 
 

 
 

 
 

多
年

草
区

エ
リ

ア
 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
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植
替
区
面
積
：

49
㎡

 

総
括
数
量
：

39
2
㎡

 

植
替
区
面
積
：

31
6
㎡

 

植
替
区
面
積
：

32
8
㎡

 

植
替
区
面
積
：

39
2
㎡

 

 

植
替
区
面
積
：

59
㎡

 

植
替
区
面
積
：

21
㎡

 
植
替
区
面
積
：

96
㎡

 

花
壇

管
理

区
域

図
（

海
洋

博
覧
会

地
区
）
 

別
添
２

６
 

 
 

 
 

 
 

花
壇

区
エ

リ
ア

 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
 

 
別添-119



                            
 

総
括
数
量
：

50
86

.5
㎡

 
高
木
：

27
0
本

 
ロ
ー
タ
リ
ー
：

56
42
㎡

 
肩
掛
式
：

62
89
㎡

 

数
量
：

21
94
㎡

 
肩
掛
式
：

92
4
㎡

 

お
も

ろ
植

物
園
・

ド
リ
ー

ム
管
理

区
域
図

（
海
洋

博
覧
会

地
区
）

 

別
添
２

７
 

 
 

 
 

 
お

も
ろ

植
物

園
･
ﾄﾞ
ﾘ
ｰ
ﾑ区

エ
リ

ア
 

 
 

 
 

 
管

理
対

象
外

区
域
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別
添
２

８
 

芝
生

・
地

被
管
理

区
域
図

（
首
里

城
地
区

）
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植
物

 
規
格
：

95
97

cm
 

植
物

 
数
量
：

77
本

 
植
物

 
数
量
：

77
㎡

 

植
物

 
規
格
：

12
,8

18
cm

 

植
物

 
幹
周
：

91
5c

m
 

植
物

 
数
量
：

6
本

 
植
物

 
数
量
：

6
株

 

 

形
状
寸
法
：

10
.3

1m
 

植
物

 
数
量
：

20
本

 

 

別
添
２

９
 

 
 

 
 

 
 

高
木

エ
リ

ア
 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

区
域

 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
 

高
木

管
理

区
域
図

（
首
里

城
地
区

）
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植
物

 
数
量
：

90
本

 
苗
木

 
高
密
度
混
植

 
数
量
：

20
15
本

 
植
物

 
数
量
：

52
㎡

  

ロ
ー
プ
柵
：

5
箇
所

 
植
物

 
数
量
：

14
株

 

 

生
垣
支
柱
：

12
7m

 
植
物

 
数
量
：

9
本

 
植
物

 
数
量
：

34
8
株

 

 

別
添
３

０
 

 
 

 
 

 
 

灌
木

エ
リ

ア
 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

区
域

 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
 

灌
木

管
理

区
域
図

（
首
里

城
地
区

）
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植
物

 
数
量
：

14
3
㎡

 

別
添
３

１
 

 
 

 
 

 
 

多
年

草
エ

リ
ア

 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

区
域

 

 
 

 
 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
 

多
年

草
管

理
区
域

図
（

首
里

城
地

区
）
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竹
：

38
本

 
数
量
：

85
.9
㎡

 

別
添
３

２
 

竹
エ

リ
ア

 

 
 

管
理

対
象

区
域

 

 
 

管
理

対
象

外
区

域
 

竹
管

理
区

域
図

（
首

里
城

地
区
）
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a7095
長方形

a7095
タイプライターテキスト
別添３３
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（
対
象
外
）

（
対
象
外
）

（
対
象
外
）
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g8371
線

g8371
線

g8371
線

g8371
線

g8371
線

g8371
線
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（
公

園
施

設
使

用
許

可
申

請
場

所
位

置
図

1
4
.
9
6

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

ホ
ー

ル

機
械

室

倉
庫

(
1
)

女
子

倉
庫

(
2
)

案
内

所
※

E
L
+
1
1
.
3
0

Y
2

Y
1

Y
1
a

Y
2
a

Y
3

階
段

１

Ｅ
Ｖ

(
1
5
名

乗
用

)

ベ
タ

基
礎

1
5
0
H

空
調

用
室

外
機

6
0
0
φ

マ
ン
ホ
－
ル

U
P

便
所

便
所

男
子

便
所

多
目

的

F

ベ
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チ

ｽ
ﾃ
ﾝ
ﾚ
ｽ
ｸ
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ｰ
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ｰ
ﾁ
ﾝ
ｸ
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歩
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歩
行

用

歩
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用
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廊
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E
L
+
1
1
.
4
0

シ
ー

リ
ン
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F

手
す
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4604,080460
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1
,
6
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3
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0
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2
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2
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4
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6
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4
,
0
6
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3
,
7
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5
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7
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5
1
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3
,
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2
,
0
3
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225

325

2
,
8
5
0

一
方

枠
 
S
U
S
 
H
L

4
,
2
6
0

2
0
0

4
,
6
0
0

2
0
0

,070

9
0
0

6
0
0

4
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

3
0
0

ク
ラ

ッ
ク

誘
発

目
地

(
両

面
)

1
/
0
0

国
営

沖
縄

記
念

公
園

内

公
園

施
設

使
用

許
可

申
請

場
所

　
位

置
図

平
成

2
7
年

度
～

3
0
年

度
国

営
沖

縄
記

念
公

園

件
名

申
請

地
名

（
箇

所
）

図
面

の
種

類

縮
尺

4
-
2
1

図
面

番
号

平
面

図

申
請

年
度

平
成

2
9
年

度

申
請

者
名

理
事

長
：

花
城

　
良

廣

一
般

財
団

法
人

　
沖

縄
美

ら
島

財
団

担
当

部
課

収
益

施
設

等
運

営
チ

ー
ム

4
-
2
1
　

エ
メ

ラ
ル

ド
ゲ

ー
ト

駐
車

場
1
階

の
一

部
（

自
動

販
売

機
）

　
0
.
6
3
㎡

4
-
2
1
　

エ
メ

ラ
ル

ル
ド

ゲ
ー

ト
駐

車
場

1
階

の
一

部
（

自
動

販
売

機
）

4
-
2
1
　

エ
メ

ラ
ル

ド
ゲ

ー
ト

駐
車

場
1
階

の
一

部
（

自
動

販
売

機
）

【
0
.
6
3
㎡

】

【
使

用
許

可
申

請
場

所
求

積
方

法
】

合
計

4
-
2
1

Ｎ
Ｏ

計
算

式

0
.
8
8
×

0
.
7
1
4
×

1
台

＝
0
.
6
3
㎡

0
.
6
3
㎡

【
凡

例
】

1
.
　

　
　

部
分

が
、

使
用

許
可

申
請

場
所

2
.
図

中
の

番
号

は
、

許
可

申
請

調
書

の
整

理
番

号
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屋
根

：
木

ル
ー

バ
ー

屋
根

：
折

半
＋

木
ル

ー
バ

ー
屋

根
：

折
半

＋
木

ル
ー

バ
ー

Ｎ

木
製

ベ
ン

チ

基
礎

立
ち

上
が

り
：

H
2
0

（
角

型
鋼

管
）

基
壇

：
琉

球
石

灰
岩

木
製

ベ
ン

チ

腰
壁

床
：

コ
ン

ク
リ

ー
ト

透
水

性
舗

装

壁
面

：
C
-
1
0
0
×

5
0
×

2
0
×

3
.
2
＋

木
材

ｔ
3
0
目

透
し

貼
り

礎
石

跡
表

示
：

コ
ン

ク
リ

ー
ト

金
ゴ

テ
押

え

設
計

G
L
=
E
L
1
1
2
.
7
0

水
勾

配
 
1
/
1
0
0

手
洗

い

屋
根

ラ
イ

ン

角
柱

：
2
5
0
×

2
5
0
×

ｔ
6

2
0
0
×

4
0
0
×

L
6
0
0

G
L
+
3
0
0

G
L
+
3
5
0

腰
壁

G
L
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G
L
+
3
0
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G
L
+
3
0
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G
L
+
3
0
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G
L
+
3
0
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腰
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腰
壁

木
製

ベ
ン

チ

腰
壁

屋
根

ラ
イ

ン

屋
根

ラ
イ

ン

踏
み

台
：

コ
ン

ク
リ

ー
ト

金
ゴ

テ
仕

上
Ｈ

1
5
0

屋
根

ラ
イ

ン

水
勾

配
 
1
/
1
0
0

①
　

5
.
4
5
4
×

8
.
1
8
1
＝

 
4
4
.
6
2
㎡

（
国

有
財

産
面

積
）

求
積

図

建
築

面
積

②
②

　
5
.
4
5
4
×

8
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1
8
1
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4
4
.
6
2
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踏
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台
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琉
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石
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岩
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1
5
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3
分

割
)

建
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面
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求
積

図
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8
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尺
1
：

5
0

図
面

番
号

件
　

名

平
成

２
７

年
度

～
３

０
年

度
国

営
沖

縄
記

念
公

園

公
園

施
設

使
用

許
可

申
請

場
所

位
置

図

申
請

場
所

（
箇

所
）

国
営

沖
縄

記
念

公
園

内

図
面

の
種

類
平

面
図

6
-
3
～

4

申
請

年
度

平
成

２
８

年
度

申
請

者
名

一
般

財
団

法
人

　
沖

縄
美

ら
島

財
団

理
事

長
：

花
城

　
良

廣

首
里

城
地

区
　

6
-
3
～

4
　

銭
蔵

の
一

部
（

自
動

販
売

機
）

（
銭

蔵
の

一
部

）

【
凡

例
】

2
.
図

中
の
番

号
は
、

許
可

申
請

調
書

の
整

理
番
号

1
.
　

　
　
部

分
が
、

使
用

許
可

申
請

場
所

6
-
3
～

4

【
使

用
許

可
申

請
場

所
求

積
方

法
】

首
里
城
地
区
　

6
-
3
～
4
　
銭
蔵
の
一
部
（
自
動

販
売
機
）

計
　

算
　
式

N
O 合
計

6
-
3

6
-
4

自
販

機
置

場

銭
蔵

の
一

部
（

自
動

販
売

機
）

【
1
.
7
0
㎡

】

1
.
1
6
6
×
0
.
7
6
7
＝
0
.
8
9
㎡

1
.
1
8
1
×
0
.
6
9
0
＝
0
.
8
1
㎡

1
.
7
0
㎡

6
-
3

6
-
4

【
1
.
7
0
㎡
】
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汐
見
台

汐
見
台

東
屋
東
屋

ハ
ー
ブ
見
本
区

ハ
ー
ブ
見
本
区

生
垣
迷
路

生
垣
迷
路 東
屋
、パ
ー
ゴ
ラ

東
屋
、パ
ー
ゴ
ラ

ア
ク
ア
タ
ウ
ン

ア
ク
ア
タ
ウ
ン

リ
フ
ト
付
遊
覧
車

電
気
遊
覧
車

エ
メ
ラ
ル
ド
ビ
ー
チ
コ
ー
ス

熱
帯
・
亜
熱
帯
都
市
緑
化
植
物
園
コ
ー
ス

環
状
コ
ー
ス

遊
覧
ポ
イ
ン
ト

遊
覧
車
ル
ー
ト
図（
海
洋
博
覧
会
地
区
） 
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自
主
事
業
に
お
け
る
飲

食
・物

販
施

設
等
の

設
置
運

営
可
能

範
囲

海
洋

文
化
館

熱
帯

ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

【
凡
例
】

管
理
対

象
区

域
有
料
施

設
管
理
対

象
外

区
域

国
営
公

園
区

域
許
可
範

囲

■
許

可
範

囲
の
考
え
方

・
新

た
に
飲

食
・
物
販
施
設
等
を
設
置
で
き
る
範
囲
は
空
地
又

は
設
置

可
能
な
既

存
施
設

（
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
）
と
す
る
。

・
新

た
に
建

物
を
設
置
す
る
場
合
、
建
築
面
積
は

20
0㎡

を
上
限
と
す
る
。

■
収

益
施

設
運
営
業
務
と
の
関
連
（
注
意
点
）

・
本

件
で
対

象
と
す
る
自
主
事
業
に
お
け
る
飲
食
・
物
販

施
設
等

は
、
新

規
に
設
置

す
る
も
の

に
限

る
も
の

と
し
、
実
施
要
項
の
別
紙
５
収
益
施
設
一
覧
に
示
す
施
設

は
、
対
象

外
と
す
る
。
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H30-35 国営沖縄記念公園運営維持管理業務

管理月報

平成　　年　　月

国営公園管理部

別添-157

a7095
長方形

a7095
タイプライターテキスト
様式１



管　理　月　報 　（平成　　　年　　　月）

１． 入園・入館者の状況

１－１ 入園・入館者数の概況

１－２ 入園者数 （様式 Ａ－１)

１－３ 入園・入館者内訳 （様式 Ａ－２、Ａ－３、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｂ－３）

２． 植物の管理状況

２－１ 一般概況

２－２ 管理の状況

２－３ 管理業務の種類、数量

３． 施設の管理状況

４－１ 建物

４－２ 工作物

４－３ 建物清掃等

４． 利用者指導の状況

５－１ 救護関係 （様式 Ｃ－１、Ｃ－２）

５－２ 迷子

５－３ 拾得物等

５． 公園施設の利用運営状況

６． 催物等の実施状況報告 （様式 Ｄ－１)

７． 広報及び利用促進の実施状況 （様式 Ｅ－１)

８． 外注した業務

（ 工事等で100万円、物品購入で50万円未満のものを除く）
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（様式 Ａ－１）

平成　　年度　　月

入園者数

大　人 0 人 0 人 0 人 0 人 0.0 ％

小　人 0 人 0 人 0 人 0 人 0.0 ％

計 0 人 0 人 0 人 0 人 0.0 ％

大　人 人 人 0 人 0 人 0.0 ％

小　人 人 人 0 人 0 人 0.0 ％

計 0 人 0 人 0 人 0 人 0.0 ％

１日当平均 0 人 0 人 0 人

開園日数 日 日 日

大　人 人 人 0 人 0 人 0.0 ％

小　人 人 人 0 人 0 人 0.0 ％

計 0 人 0 人 0 人 0 人 0.0 ％

１日当平均 0 人 0 人 0 人

開園日数 日 日 日

― ―

― ―

海洋博覧会地区

前年度比較

―

―

―

―

首里城地区

前月までの累計

対前年同月比

平成　　年度　　月 累　計 前年度比較

増減数 対前年同月比

前月までの累計 平成　　年度　　月 累　計 前年度比較

増減数

全体

前月までの累計 平成　　年度　　月 累　計

増減数 対前年同月比
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（
様

式
 B

-1
）

海
洋

博
覧

会
地

区
（平

成
　

　
年

度
　

　
月

分
）

海
洋

文
化

館
人

円
円

円
0

円
円

0
円

％
人

人
人

人
人

人
0

人

熱
帯

ﾄ
ﾞﾘ

ｰ
ﾑ

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

人
円

円
円

0
円

円
0

円
％

人
人

人
人

人
人

0
人

植
物

管
理

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

人
人

人
人

人
人

0
人

0
人

0
円

0
円

0
円

0
円

円
0

円
％

人
人

人
人

人
人

0
人

内
無

料
0

人

人
円

円
円

円
円

0
円

％
人

人
人

人
人

人
人

内
無

料
0

人

0
人

0
円

0
円

0
円

0
円

円
円

％
人

人
人

人
人

人
0

人

内
無

料
0

人

特
記

事
項

―

入
館

者
合

計

―
―

―
―

―
―

―

身
体

障
害

者
等

同
伴

者

計

前
月

ま
で

の
累

計

累
計

大
　

人無
料

入
館

者
数 小

　
人

大
　

人
小

　
人

大
　

人
小

　
人

入
館

者
数

計
計

増
減

額
対

前
年

同
月

比

平
成

　
　

年
度

　
　

月
前

年
同

月
比

較
入

館
者

数

（
有

　
料

）
大

　
人

小
　

人
団

　
体

入
館

料
金
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（様式　Ｃ－１）

（海洋博覧会地区）

救護関係

重　症 軽　症 重　症 軽　症 重　症 軽　症 重　症 軽　症

内　　　　　　　科 0 0 0 0

外　　　　　　　科 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0

前月までの累計

累　　　　　　　計 0 0 0 0

救護の分析

救急車要請実績 件

※（特定公園施設等）

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

： ： 頃

重　症

0

0

軽　症

0

0

場所 内容 搬送先日時

利用者指導の状況

前月までの累計計小　　人大　　人 累　　　計
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（様
式

 Ａ
－

２
）

海
洋

博
覧

会
地

区
（平

成
　

　
年

度
　

　
月

分
）

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

大
 人

小
 人

小
 計

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

※
身

障
者

数
・同

伴
者

数
を

含
む

。

通
　

用
　

門
北

　
ゲ

　
ー

　
ト

備
　

瀬
　

ゲ
　

ー
　

ト
南

　
ゲ

　
ー

　
ト

ド
リ

ー
ム

セ
ン

タ
ー

前
駐

車
場

エ
メ

ラ
ル

ド
駐

車
場

天 候

合
　

　
計

日
当

り
平

均

中
　

央
　

ゲ
　

ー
　

ト
日

　
　

　
　

　
計

入
　

　
園

　
　

者
　

　
等

　
　

内
　

　
訳

　
　

表

日
曜 日
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（様
式

 Ｂ
－

２
）

海
洋

博
覧

会
地

区
（
平

成
　

　
年

度
　

　
月

分
）

大
 人

小
 人

大
 人

小
 人

大
 人

小
 人

大
 人

小
 人

大
 人

小
 人

大
 人

小
 人

大
 人

小
 人

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

※
そ

の
他

は
幼

児
の

人
数

。

※
身

障
者

数
、

同
伴

者
数

は
含

ま
な

い

一
　

　
般

団
　

　
体

そ
の

他
小

 計

合
　

　
　

　
　

　
　

　
計

一
　

　
般

団
　

　
体

そ
の

他

合
　

　
計

日
当

り
平

均

一
　

　
般

団
　

　
体

そ
の

他
小

 計

海
　

　
洋

　
　

文
　

　
化

　
　

館
熱

　
帯

　
ド

　
リ

　
ー

　
ム

　
セ

　
ン

　
タ

　
ー

入
　

　
館

　
　

者
　

　
等

　
　

内
　

　
訳

　
　

表

日
曜 日

天 候

植
 物

 管
 理

 セ
 ン

 タ
 ー

小
 計

一
　

　
般

小
 計
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（
様

式
 C

－
２

）

海
洋

博
覧

会
地

区
（
平

成
　

　
年

度
　

　
月

分
）

日
曜

日
天

候

1
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
0
(
0
)
0
(
0
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)

2
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
0
(
0
)
0
(
0
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)

3
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
0
(
0
)
0
(
0
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)

4
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
0
(
0
)
0
(
0
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)
0
(
0
)

5
(

)
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骨
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貧
血
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（様式 Ａ－３）

海洋博覧会地区 （平成　　年度　　月分）

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

※各ゲート別の身体障害者等の入園者数は把握できない （カウントできない） 為、合計人数のみ記述。

※本表の合計人数は、「受託有料施設（熱帯ドリームセンター・海洋文化館）」 及び 「沖縄美ら海水族館」 の身体障害者等の入館者数合算。

合　 　計

大 人 小 人 計

ド リ ー ム セ ン タ ー 前 駐 車 場

大 人 小 人 計 大 人 小 人 計

備 瀬 ゲ ー ト

大 人 小 人 計

南 ゲ ー ト

大 人 小 人 計 大 人 小 人 計

中 央 ゲ ー ト 北 ゲ ー ト

29

30

31

23

24

25

26

27

28

17

18

19

20

21

22

11

12

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

合　　計

日当り平均

1

2

3

身　体　障　害　者　等　入　園　内　訳　表

日
曜

日

天

候

4

別添-165



（様式 Ｂ－３）

海洋博覧会地区 （平成　　年度　　月分）

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

※上段は身体障害者数、下段 （　　） は同伴者数

合　 　計

一　般 団　体
計

大 人 小 人 大 人 小 人

一　般 団　体
計

大 人 小 人 大 人 小 人

熱 帯 ド リ ー ム セ ン タ ー

一　般 団　体
計

大 人 小 人

31

合　　計

日当り平均

29

30

26

27

28

24

25

22

23

20

21

18

19

16

17

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

4

5

2

3

天

候

海 洋 文 化 館 植 物 管 理 セ ン タ ー

1

大 人

一　般

小 人 大 人 小 人
計

身　体　障　害　者　等　入　館　内　訳　表

日
曜

日
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（様式 Ａ－２）

首里城地区 （平成　　年度　　月分）

大 人 小 人 小 計 大 人 小 人 小 計 大 人 小 人 小 計

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

※身障者数・同伴者数を含む。

日　　 　計

合　　計

日当り平均

入　　園　　者　　等　　内　　訳　　表

日 曜日 天候
歓　　会　　門 木　　曳　　門
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（様式 Ａ－３）

首里城地区 （平成　　年度　　月分） Ａ４－縦

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 0 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 0 0 0 0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

注 ： 身障者数・同伴者数含む。

一　般 一　般
計 計

31

27

合　　計

日当り平均

計
一　般

29

30

28

25

26

23

24

21

22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

大 人 小 人 大 人 小 人大 人 小 人

身　体　障　害　者　等　入　園　内　訳　表

日 曜日 天候

歓　　会　　門 木　　曳　　門 日　　　　　　計
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（様式Ｂ－１）

首里城地区 （平成　　年度　　月分）

日 曜日 大 人 中人 小 人 小 計 大 人 中人 小 人 小 計 大 人 中人 小 人 小 計

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

団　　　　体一　　　　般

有　　　　料　　　　入　　　　館

合計

入　館　者　等　内　訳

天候 総　計 累　計

今月までの累計

合　　計

○月 無料入館者
（身障者・
幼児等）

年間パスポート
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（様式 Ｄ－１）

行催事名

実施担当課

月 日 （ ） ： ～ ：

月 日 （ ） ： ～ ：

参加者人数 名 目標人数 名 前年度参加者 名 対目標比： ％

実施目的

支出費用 広報宣伝費 円等

職員対応人数 職　　員 人、 非常勤 人

月 日 】 【 月 日 】

イベント情報への掲載 【 】 【 】

その他PR等 （ ）

実施内容

実施効果等
（具体的に）

改善事項等

人≒ 円/人

人≒ 円/人

催物等の実施状況報告　（平成　　　年　　　月）

HP掲載 【

 有 ・ 無

ニュースリリース

費用対効果

天　候

新聞等への掲載

○スタッフの対応 （実施までの準備も含む）

○参加者数について

受 託

そ の 他

： （（a：　＋b：　＋c：　＋d：　） -e：　）= f1：　円

： （（a：　＋b：　＋c：　＋d：　） -e：　）= f2：　円

f1= 受 託 費 の み ：

f1 ＋ f2= 総 経 費 ： 円/参加人数：

※今回の実施で改善が必要となる事項や昨年の経験からどのような改善を図ったか等、具体的に

（（a：広告宣伝費＋b：イベント実施費＋c：職員人件費＋d：その他） -e：参加料収入）= f：経費）/参加人数=円/人

○事前告知について ○参加者の状況

実施結果
（状況写真添付）

実施日時

事前告知等 有 （　　社） ・ 無

・
・
・

円/参加人数：

※可能な限り参加者からアンケートをとる等、実施効果の根拠を明確にする事。

平成

継続 ・ 新規
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（様式 Ｅ－１）

先月までのアクセス件数 今月のアクセス件数 今月までの累計 対前年度比（％）

国営沖縄記念公園 (http://oki-park.jp/index.html)

海洋博公園 (http://oki-park.jp/index2.html)

バリアフリー (http://oki-park.jp/ba/index.html)

英語版 (http://oki-park.jp/en/index.html)

中国語版【簡体】 (http://oki-park.jp/ch/index.html)

中国語版【繁体】 (http://oki-park.jp/ta/index.html)

韓国語版 (http://oki-park.jp/ko/index.html)

携帯 (http://oki-park.jp/keitai_web/ocean/ocean.html)

首里城公園 (http://oki-park.jp/shurijo-park/index.html)

英語版 (/shurijo-park/english/index.html)

中国語版【簡体】 (/shurijo-park/chinese/index.html)

中国語版【繁体】 (/shurijo-park/fomosan/index.html)

韓国語版 (/shurijo-park/korea/index.html)

携帯 (http://oki-park.jp/shurijo-park/k/index.html)

熱帯ドリームセンター (http://oki-park.jp/tropical/index.html)

海洋文化館 (http://oki-park.jp/kaiyo/index.html)

おきなわ郷土村 (http://oki-park.jp /kyoudo/index.html)

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園 (http://oki-park.jp/midori/index.html)

【参考】沖縄美ら海水族館 (http://oki-park.jpoki-churaumi.jp/index.html)

【主な更新内容】
（海洋博覧会地区）

・
・
・
・

（首里城地区）
・
・
・
・

【アクセス件数増減に係る主な要因について】
（海洋博覧会地区）

・
・
・
・

（首里城地区）
・
・
・
・

【入園・入館者数との関係等】
（海洋博覧会地区）

（首里城地区）

【今後の改善点等】

※HPアクセス件数：HPのトップページのみのアクセス（ページビュー）数
※リスティング広告とは、ヤフーやGoogleで検索したときに画面上部と画面右側に出てくる広告の事です。
また、色々なサイトやブログでみられる同じような広告もまたリスティング広告（PPC広告）です。

トップページのみのアクセス（ページビュー）件数
HPアドレス

公園ホームページ管理運用報告（平成　　年　　月）

※対前年、対前月等から根拠等具体的に記述

※ＨＰのアクセス件数と入園・入館者の増減の関係
※ＨＰの掲載により、電話での問い合わせ件数等に変化が
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（様式 Ｆ－１）

平成　　　年度 役職 氏名

確認印 月日 業務内容 開始時刻 終了時刻 実働時間 備考
（総括責任者） （分）

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

収益施設等の管理に関する勤務実績簿（案）
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管理四半期報（○○地区） （第○四半期） 

１． 一般の概況 

２． その他 

（※その他特記事項等） 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。 
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a7095
長方形

a7095
タイプライターテキスト
様式３


